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平成２１年３月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２１年３月４日 水曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２１年３月４日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第１号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ５ 議案第１号新庄市教育委員会委員の任命について 

日程第 ６ 議会案第１号議会の議員の期末手当の特例に関する条例の設定について 

日程第 ７ 平成２１年度施政方針の説明 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ８ 議案第２号新庄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ９ 議案第３号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

て 

日程第１０ 議案第４号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第５号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第６号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第７号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第８号新庄市ものづくり教育奨励基金条例の設定について 

日程第１５ 議案第１６号平成２１年度新庄市一般会計予算 

日程第１６ 議案第１７号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第１７ 議案第１８号平成２１年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第１９号平成２１年度新庄市老人保健事業特別会計予算 

日程第１９ 議案第２０号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

日程第２０ 議案第２１号平成２１年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第２２号平成２１年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 
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日程第２２ 議案第２３号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第２４号平成２１年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第２５号平成２１年度新庄市水道事業会計予算 

日程第２５ 予算特別委員会の設置 

日程第２６ 議案の予算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２７ 議案第９号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第６号） 

日程第２８ 議案第１０号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２９ 議案第１１号平成２０年度新庄市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第３０ 議案第１２号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３１ 議案第１３号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３２ 議案第１４号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３３ 議案第１５号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者はあ

りません。 

  それでは、これより平成21年３月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小関 淳君、森 儀一君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る２月25日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、執行部より副市長、

関係課長並びに議会事務局職員の出席を求め、

本日招集されました３月定例会の運営について

協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、お手元に配付してあり

ます平成21年３月定例会日程表のとおり、本日

から３月17日までの14日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても日程表のと

おり決定いたしましたので、よろしくお願い申

し上げます。 

  このたび提出されます案件は、報告１件、議

案８件、議会案１件、補正予算７件、新年度予

算10件、請願２件の計29件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、報告１件の

後、議案第１号は人事案件でありますので、本

日の本会議において審議をお願いいたします。

議会案第１号につきましても委員会の付託を省

略して直ちに本日の本会議において審議をお願

いいたします。議案第２号から議案第８号まで

の議案７件は、本日一括上程、提案説明後、総

括質疑を受け、各常任委員会に付託し、審査を

していただきます。議案第16号から議案第25号

までの平成21年度予算10件につきましては、本

日一括上程、提案説明後、全議員をもって構成

する予算特別委員会を設置していただき、同委

員会に付託をして審査をしていただきます。議

案第９号から議案第15号までの補正予算７件は、

本日一括上程、提案説明後、委員会の付託を省

略して直ちに本日の本会議において審議をお願

いいたします。 

  次に、一般質問でありますが、今期定例会の

質問者は10名でありますので、１日目５名、２

日目５名に行っていただきます。質問時間は答

弁を含めて１人50分以内といたしますので、質

問者並びに答弁者の御協力を特にお願いいたし

ます。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から３月
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17日までの14日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は３月４日から３月17日までの14日間と決

しました。 

 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。報告（１件）の説明。人事案

件（１件）の上程、提案説明、採

決。平成21年度施政方針の説明。議

会案（１件）の上程、提案説明、質

疑、討論、採決。議案（７件）、予

算（10件）の一括上程、提案説明、

総括質疑。予算特別委員会の設置。

議案の予算特別委員会、各常任委員

会付託。補正予算（７件）の一括上

程、提案説明、質疑、討論、採決。 

第１日 ３月４日 水 

予 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ３月５日 木 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 森 儀一、奥山省三、斎藤義昭 

 小関 淳、山口吉靜の各議員 

第３日 ３月６日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小野周一、小嶋冨弥、金 利寛 

 今田雄三、佐藤悦子の各議員 

第４日 ３月７日 土 

第５日 ３月８日 日 
休      会  

産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託請願の審査 

総 務 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案の審査 第６日 ３月９日 月 常任委員会 

文 教 厚 生 

（第１･２

会議室） 

午後１時 

30分 
付託議案、請願の審査 

第７日 ３月10日 火 予 算 議 場 午前10時 平成２１年度一般会計、特別会計、水道
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

特別委員会 事業会計予算の審査 

第８日 ３月11日 水 休      会 常任委員会予備日 

第９日 ３月12日 木 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２１年度一般会計、特別会計、水道

事業会計予算の審査 

第10日 ３月13日 金 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２１年度一般会計、特別会計、水道

事業会計予算の審査 

第11日 ３月14日 土 

第12日 ３月15日 日 
休      会 

 

第13日 ３月16日 月 休      会 本会議準備及び中学校卒業式のため 

第14日 ３月17日 火 本 会 議 議 場 午前10時 
予算特別委員長報告、採決。各常任委

員長報告、質疑、討論、採決。 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。それでは私

から行政報告をさせていただきます。 

  議員の皆様におかれましては昨日のマスコミ

報道等で既に御存じとは思いますけれども、２

月に真室川町で行われました３市町村での合併

に対する町民意向調査についての結果が昨日公

表されましたので、御報告させていただきます。 

  全世帯の69.3％、1,911世帯から回答があり、

新合併特例法の期限である平成22年３月までの

合併について、「進めるべき」と答えた世帯が

335世帯で17.5％、「見送るべき」と答えた世帯

が1,184世帯で62.0％、「どちらとも言えない」

と答えた世帯が370世帯で19.4％、白紙などが

22世帯で1.1％という結果でありました。 

  また、その選択理由につきましては、「進め

るべき」の回答理由が「事務の効率化や議員、

職員の削減により経費削減になるから」「町単

独での行財政運営は将来不安だと思われるか

ら」などであり、「見送るべき」の回答理由が

「３市町村の枠組みではメリットが期待できな

いから」「中心部と周辺部に地域格差が生じる

と予想されるから」などでありました。また、

「どちらとも言えない」の回答理由が「合併の

メリット・デメリットがよくわからないから」

「合併後のイメージや将来ビジョンがよくわか

らないから」などということであります。真室

川町では結果については分析を行い、町議会と

協議しながら判断していくとのことであります。 

  新庄市といたしましては、３市町村による将

来のまちづくりについてこれまで実施してきま

した行政の実績を尊重し、地域の特色や文化が

より一層輝けるような手法を住民の方々を含め

協議している最中でありますので、３月の最終

判断の時期まで今後も変わりなく合併協議に取

り組んでまいる所存であります。 

  なお、次回の合併協議会におきまして、住民

の皆さんが特に関心のある行政サービスと公共

料金負担に関する事務事業114項目がおおむね

出そろい、全体像が見えてくると思われますの

で、それを住民の皆さんに説明し、その後判断

された方が将来的に見て禍根を残さないのでは
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ないかと思い、今後とも３市町村による協議を

進め、将来に向けた情報を発信してまいりたい

と思っております。 

  次に、新庄まつり山車行事の重要無形民俗文

化財の指定についてであります。 

  国の文化審議会が平成21年１月16日に開かれ、

新庄まつりの山車行事を重要無形民俗文化財に

指定するよう文部科学大臣に答申を行いました

が、いよいよ来週11日に官報告示され、同日付

で指定されることになりました。 

  本市の国指定文化財はこれで４件目、また県

内の重要無形民俗文化財は黒川能など、これま

で計４件指定されております。 

  市では、平成５年度に新庄まつり百年の大計

第１期計画を策定して、新庄まつりの県、国文

化財を目指し、平成16年度からは新庄まつり山

車行事の調査事業に着手するなど、本事業を本

格化してきましたが、県、国を初め祭り関係者

の協力を得て指定をうたい、15年目にして今回

の慶事に至ることができました。このたびの国

指定によって伝統ある新庄まつりの歴史的価値

が全国に認められたわけでありまして、大幅な

知名度アップと全国メディアからの注目、取り

上げが期待されるだけでなく、祭り関係者の士

気喚起と圏域住民の意識も一気に高まり、祭り

行事の保護、育成及び観光客の増大、交流人口

の拡大につながることが期待できます。今後さ

まざまな機会を通じて国指定の情報を発信する

とともに、市制施行60周年と山形新幹線10周年

と重なる記念すべき本年の国指定新庄まつりを

盛り上げていきたいと考えております。 

  なお、11日の交布式には私自身が参加させて

いただくことを議会の皆様に了承いただきまし

たので、それも重ねて御礼申し上げたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

 

日程第４報告第１号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４報告第１号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  副市長國分政嗣君。 

   （國分政嗣副市長登壇） 

國分政嗣副市長 おはようございます。 

  報告第１号新庄市土地開発公社の経営状況に

ついて御説明を申し上げます。この経営状況の

報告は、地方自治法第243条の３第２項の規定

によりまして報告をいたすものでございます。 

  平成21年度新庄市土地開発公社事業計画及び

予算でございます。この事業計画及び予算につ

きましては、去る２月６日に開催いたしました

平成21年第１回土地開発公社理事会におきまし

て出席理事全員の御承認をいただいております。 

  平成21年度の事業計画につきましては、土地

処分による土地造成事業として万場町及び往還

東地区宅地分譲用地の処分を行うことにしてお

ります。これら事業の処分面積は688.39平方メ

ートルを予定しており、事業実施の結果として

平成21年度は747万1,000円の純利益を予定して

ございます。 

  お手元の予算書の１ページから５ページまで

事業計画及び予算の内容を記載しておりますの

で、ごらんいただきたいと存じます。 

  以上につきまして、平成21年度新庄市土地開

発公社の経営状況の報告といたします。よろし

くお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 本件は報告事項でありますので、

御了承願います。 

 

 

日程第５議案第１号新庄市教育委

員会委員の任命について 
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平向岩雄議長 日程第５議案第１号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第１号新庄市教育委員会委員

の任命について、御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員５名のうち１

名の方が平成21年３月31日をもって任期満了と

なりますことから、新たに教育委員を選任する

ため、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により御提案申し上げる

ものであります。 

  任命しようとする方は、武田一夫氏でありま

す。参考といたしまして経歴を添付しておりま

すが、昨年６月に新庄市教育委員会委員に就任

以来、教育長として御活躍いただいており、本

市の教育行政を推進していただく上でまことに

ふさわしい方であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第１号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、質疑、討

論を省略し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第１号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１５分 休憩 

     午前１０時１７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第６議会案第１号議会の議員

の期末手当の特例に関する条例の

設定について 

 

 

平向岩雄議長 日程第６議会案第１号議会の議員

の期末手当の特例に関する条例の設定について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  森 儀一君。 

   （１６番森 儀一議員登壇） 

１６番（森 儀一議員） 御苦労さまです。 

  議会案第１号議会の議員の期末手当の特例に

関する条例の設定について説明します。 

  本案は、地方自治法第112条及び会議規則第

14条第１項の規定により提出するものでありま

す。平成21年３月４日。新庄市議会議長平向岩

雄殿。提出者は、私、森 儀一、賛成者は今田

雄三議員と沼澤恵一議員であります。 

  それでは別紙をごらんください。 

  本案は、議員の期末手当の額について、平成

21年４月１日から平成22年３月31日までの間に
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限り、本来の手当の額から14.3％を減じた額と

するというものであります。この条例の施行日

は平成21年４月１日からとして、平成22年３月

31日限りでその効力を失うこととしております。 

  提案の理由は、末尾に記載のとおり、本市の

厳しい財政状況にかんがみ、議会の議員の期末

手当の額を１年間削減するために提案するもの

であります。 

  なお、これによる削減の効果額は、議員19名、

年間で約449万8,000円となります。 

  以上で説明を終わりますので、よろしく御決

定のほどお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第１号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会の付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は委員会の付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 提案理由の中で「本市

の厳しい財政状況にかんがみ」という、この立

場には私も賛成であります。そこで、また立ち

入って質問させていただきますが、議員１人当

たりの削減額はどのぐらいになるのでしょうか。 

  ２つ目の質問は、本市の財政状況、この厳し

い財政状況は県内の中でどのぐらいの位置にあ

るのでしょうか。 

  それから、３つ目の質問ですけれども、市民

の生活も大変厳しい状況となっております。新

庄市民の収入あるいは平均の所得などはどのよ

うに把握しておられるのでしょうか。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 削減内容は、議員１人

当たり23万3,000円です。議長が28万2,000円、

副議長が24万9,000円、そして先ほど申しまし

た議員は23万3,000円予定でございまして、総

額は19名で449万8,000円でございます。 

  そのほかの質問でございますが、財政再建中

ということで、既に議会としても努力をしてお

りますので、これは会派の皆さんが検討した結

果でございますので、そのほかの部分について

はちょっと話をしませんでした。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君に申し上げます。発言

の際はマスクを外してお願いします。 

  佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 二つ目の質問で、本市

の財政状況は県内でどれぐらいかということに

ついてお答えがありませんでしたけれども、皆

さん御存じのとおり、県内最悪の状況と私は認

識しております。皆さんも多分そのように認識

しておられると思います。 

  それから、市民の平均収入、平均所得につい

ては見なかったということでありますが、皆さ

ん御存じのように、正確な数字はここでは述べ

ませんけれども、山形県内でも新庄市と最上地

域を見たときに収入が非常に少ない、８割ぐら

いかと言われていると聞いております。ところ

が、山形県は全国の状況から見ても８割ぐらい

の収入だろうと言われているように思います。 

  そういう中で、全国の人口５万人未満の市の

議員の報酬を見たときに、驚くことに山形県の

市の議員の報酬は全国に比べると高いように聞

いております。市民の感情を考えたときに、市

の財政は県内最悪、しかし議員の報酬は全国並

みのような状況では、市民としては納得いかな

いという声を私は耳にするように思います。市

長を先頭に三役の皆さんが市の財政を考えて大

幅に半分という形で削減する中で、議員の報酬

が余り削減されてないのではないかという市民
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の批判が少なくないように思います。 

  このたびの削減の金額は議員１人当たり23万

3,000円ということでありますが、確定申告が

今皆さんの頭をよぎっていると思いますが、そ

の金額というのは５％弱ぐらいだと思います、

年収に比較して。それを考えますと、市長がや

はり50％も削減しているわけですから、議員と

して、個々人の生活は私も含めて決して楽だと

は思いません。しかし、市民の収入、所得はそ

れ以上に大変厳しい状況にあります。そういう

ときに議員が５％弱のわずかの削減で済んでい

いのか。私は２割ぐらい、20％ぐらいの削減に

して、その金額を市民の特に給食費など、今、

地元のものを使いたくても材料費の高騰でなか

なか使えないと担当者から伺っております。そ

ういう意味で、値上げをさせないためにも、ま

た地元の農家のつくったものを給食に入れてい

ただきたいという願いを実現するためにも、議

員の報酬を２割ぐらい、年収の２割ぐらい削減

して、給食の地元産利用に使えるようにするこ

とで、確実に新庄市の内需拡大にわずかではあ

りますが貢献できる使い方になるであろうと私

は思いますが、そういった検討はなさらなかっ

たのか。 

  私は、議長や会派代表者会にそのような旨の

文書をつくって提案させていただきましたが、

そのようなことについてどのようにお話しなさ

ったのか、お願いしたいと思います。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） この条例案は各会派で

十分に検討いただいて、皆さんの了解のもとに

この条例案を提出しております。平成19年度か

ら議員定数を４名削減し、そして約2,600万円

の削減を議会として行ってまいりました。しか

し、財政再建中であることも考え合わせ、平成

21年度も今年度と同様の削減を行うこともやむ

を得ないということでしましたので、よろしく

お願いいたします。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私は、さらに議会とし

て削減できるのではないかという提案を申し上

げております。それは、それだけ新庄市の財政

が厳しくて、市民の生活はそれを超えてまたさ

らに厳しくなっている状況であるという認識か

らです。私は、議員定数削減はこれ以上しない

で、しかし市民の生活をよくするにはどうした

らいいかという立場から提案申し上げておりま

す。ぜひ、要望ですけれども、今後も６月議会、

９月議会とありますし、会派代表者会などでぜ

ひ検討をお願いしたいということを要望したい

と思いますが、そのことをこれから検討する気

があるかどうか、お願いします。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第１号議会の議員の期末手当の特例に

関する条例の設定については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

平成２１年度施政方針の説明 
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平向岩雄議長 日程第７平成21年度施政方針の説

明をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、平成21年度の市政運営

に関し私の所信を申し上げ、議員各位を初め広

く市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存

じます。 

  初めに、このたびのアメリカのサブプライム

ローン問題に端を発した金融危機は、100年に

一度と言われる世界的な経済危機、景気悪化を

招き、国内においても企業の業績不振が深刻化

して、非正規労働者を初めとする労働者の雇い

どめ問題が拡大しております。 

  また、地方を取り巻く環境は、少子高齢化や

人口減少に加え、国は公共事業や工場の地方分

散を促す産業政策などにより三大都市圏に集中

する富や経済機能を地方に再配分するというこ

れまでの政策から、地方に自立と責任を求める

方向に転換してきており、その影響として経済

格差や医療格差などに見られるような都市と地

方との地域格差が拡大しております。今後、公

共事業に頼らない地方の地域経済を構築するた

めには、核となる産業を育成すること、地域の

独自性を生かした種々の地域振興策を幾つも組

み合わせていくなどといった対策を講じていく

必要があります。一方、地方自治体運営におい

ても、長期的には地方交付税は削減傾向にあっ

て財政問題など依然厳しい状態が続き、さらに

道州制や地方分権改革、定住自立圏構想など、

将来あるべき地方自治体の姿をめぐる議論も活

発化しております。 

  新庄市は、市制を施行してからことしで60年、

当時の主な移動手段は徒歩や自転車でありまし

た。そして、今は車社会になり、住民の行動範

囲や生活圏は大きく拡大しました。最上地域の

それぞれの町村においても同様であり、地域住

民はお互いの行政エリアを越えて今日の生活圏

を形成しております。 

  私は、急激な少子高齢化と人口減少が進展す

る中で、今後とも行政サービスを維持し、「地

域が輝くまち」をつくっていくためには、市町

村の垣根を取り払い、お互いが知恵を出し合っ

てまちづくりを進めていくべきと提案してまい

りました。その結果、この考えに御賛同いただ

きました真室川町及び戸沢村と法定協議会であ

る新庄最上地域合併協議会を設置し、具体的な

協議を進めており、来年３月の新市誕生を目指

しております。 

  私は、「市民が主役、市民が動く、市民が光

る」まちづくりを基本と考えております。住ん

でよかったという自信と誇りの持てるまちづく

りです。「新庄には何もない」とよく耳にしま

すが、あれもある、これもあるといった前向き

な発想で先人たちの知恵に学び、誇れるものを

つくり出していくことです。新庄、最上には緑

豊かな自然環境ときれいな水、そして四季折々

の安全安心に裏打ちされた農産物や山菜といっ

た地域資源がたくさんあります。これらにもの

づくりの発想による付加価値を加えれば、新た

な産業を創出できるものと確信しております。 

  昨年行った「まちづくり市民アンケート」の

調査結果では、魅力ある雇用の場が確保されて

いること、働く人材が育成されていること、多

くの企業が誘致されていることが強く求められ

ております。今、企業や商店は大変厳しい環境

にあります。そして、働く先を失った市民も大

変厳しい生活状態にあります。雇用の場の再生

と創出に行政としてどんな仕組みをつくってい

くかが重要です。自治体としてできることには

限界がありますが、地域や県、国と連携し、課

題解決に向けて最大限の努力をもって取り組ん

でまいります。市民の願いは、安心して働くこ

とができること、家族が幸せであること、安全
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に暮らせることです。日本の国家的な問題とな

っている年金、介護、医療、子育て等も、市民

の生命と暮らしに直結する重大な問題でありま

す。市としてできることは何か、市民とともに

行動していく所存です。 

  次に、市政運営の推進方策についてでありま

すが、雇用問題、所得対策、安全安心といった

重要課題に対応した施策を効率的、安定的、持

続的に行っていくために、次の四つの計画を基

本に据え、市政運営に取り組んでまいります。 

  初めに、行財政改革でありますが、昨年３月、

平成20、21年度を実施年度とする新たな行財政

改革大綱を策定し、行政運営システムの充実、

財政の再建等六つの柱を据え、市民とともに進

める行財政改革に取り組んでおります。経営型

の効率的な行政運営を確立するため、政策調整

会議や部門別課長会など政策検討機関の機能と

役割が十分発揮できるような環境づくりを今後

も進めていくとともに、行政評価につきまして

も最適な事業選択と実施を可能とするシステム

となるよう、その精度を高めてまいります。 

  また、公共サービス提供主体の多様化につき

ましては、平成21年度新たに市民プラザ、図書

館、体育館等について指定管理者制度を導入す

るとともに、神室荘の給食調理業務については

４月から、中学校給食については10月から民間

委託という手法を取り入れて実施してまいりま

す。このように、平成21年度におきましても、

定員管理計画との整合性を図りながら、民間活

力の導入による施設の管理、運営の充実を目指

してまいります。 

  ２点目として、まちづくりの手法として今後

とも欠かすことのできないことは、市民と行政

との協働であります。市民、自治会、ＮＰＯ、

事業者及び市が共通の課題や目的を達成するた

め、昨年３月策定の協働推進計画に基づき、お

互いの特性を生かし、ともに連携し取り組んで

まいります。そのためには、協働についての意

識を醸成し、お互いの信頼関係を築き実践して

いくことが重要であり、市民活動交流ひろば

「ぷらっと」の活用、職員の地域担当制などに

より協働を推進してまいります。昨年スタート

した職員の地域担当制については、市民から

「市役所が近くなった」と評価されるよう、地

域に足を運び、市民と情報を共有して、ともに

地域づくりを考えていく体制を維持し、発展さ

せてまいります。いずれにいたしましても、職

員の日常的な意識改革が必要であります。平成

21年度人材育成方針を策定し、多様な職員育成

の機会をつくり出して、時代の変化に的確に対

応できる職員の育成に努めてまいります。 

  ３点目として、財政再建プランですが、平成

16年度から進めてまいりました財政再建計画で

は５カ年の累計目標である34億円に対し約52億

円の節減効果を生み出すことができました。し

かし、今後市税収は落ち込むものと予測される

一方、市民の安全安心にかかわる重要事業や、

高度化、多様化する市民ニーズに的確に対応す

るためには、さらなる財政健全化に向けた新た

な取り組みを行う必要があります。このため、

平成21年度からの５カ年間を計画期間とした財

政再建プランに基づき、引き続き財政の健全化

を推進してまいります。合併協議が順調に進め

ば平成22年３月には新市が誕生し、このプラン

はその時点で役割を終えることになりますが、

プランの趣旨は新市の財政運営に引き継いでま

いります。 

  ４点目として、市政運営の根幹をなす新庄市

振興計画についてであります。冒頭でも申し上

げましたが、昨年行った「まちづくり市民アン

ケート」の調査結果で強く求められている上位

10項目は、雇用の場の確保、働く人材育成、中

心市街地の活性化、流雪溝の整備、企業誘致、

高齢者・障害者に優しい道路・建物づくり、除

雪・排雪体制の充実、農業の担い手育成、専門

的な診察や高度な治療、新規起業者の支援充実
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です。限られた資源である人・もの・金の一層

の選択と集中により、これら重点項目について

早期に実現できるよう努力してまいります。ま

た、現計画は平成22年度をもって終了すること

から、次期振興計画となる新庄市まちづくり総

合計画の策定委員会を立ち上げ、過去の検証作

業を踏まえ次期基本構想を策定していく予定で

すが、新市が誕生した場合はその内容を新市に

引き継いでまいります。さらに、平成23年度か

らの第４次新庄市国土利用計画の策定に向けて

は、農業振興計画及び都市計画の見直しと整合

を図り、より住みよい魅力あるまちづくりを目

指し着手します。 

  次に、重要課題に対応した平成21年度新規事

業等について、振興計画の五つの基本目標に沿

ってその概要を申し上げます。 

  初めに、「飛躍に向けた魅力ある地域産業づ

くり」ですが、まず中小企業等の対策として、

経営環境が悪化している中小企業者に対する緊

急保証制度の円滑な運用による金融対策支援を

していくとともに、立地企業懇談会、もがみイ

ブニングサロン等を通じ、企業間、大学等の研

究機関と情報交換を図り、連携効果を創出する

などの環境づくりに努めてまいります。 

  また、雇用対策としては、地方公共団体が民

間企業等に事業を委託するなどして雇用、就業

機会の創出を図るふるさと雇用再生特別基金事

業、緊急雇用創出事業を活用して雇用を創出す

るとともに、休職者等を雇い入れる事業主への

支援、職を求める者に対する就労相談支援など、

雇用環境の改善に向けて取り組んでまいります。

さらに、地域雇用創造推進事業（通称新パッケ

ージ事業）を最上総合支庁、本市及び最上各町

村で取り組み、製造業の機能強化、生産・加

工・流通・販売などの組み合わせによる農業の

６次産業化の推進、そして観光の振興を柱にし

た諸事業により、雇用創造に結びつけていきた

いと考えております。 

  それから、住民への生活支援と地域経済の活

性化対策として実施される定額給付金が地域消

費に結びつくよう、新庄商工会議所が実施予定

のプレミアム商品券事業を支援してまりいます。 

  農業については、農政の抜本改革を目指す議

論が始まっておりますが、今後とも担い手とな

る認定農業者などの育成を図っていくとともに、

米の生産調整を推進するため、生産組織に対し

て支援を行ってまいります。 

  また、畜産部門においては、和牛繁殖雌牛導

入事業による和牛増頭運動を推進するとともに、

エコもがみ畜産担い手育成総合整備事業により

酪農経営等の安定化を図ってまいります。 

  園芸部門においては、やまがた園芸担い手チ

ャレンジプラン支援事業等に活用により、野菜

や園芸作物などの生産拡大とブランド化をさら

に高め、稲作との複合経営を図ってまいります。 

  さらに、地場産の農産物で新商品をつくると

いった、ものづくりの発想による付加価値農業、

付加価値産業を模索していくとともに、農産物

の宅配や農業体験などを通した顧客との交流が

地域の活性化につながるよう、その仕組みづく

りに取り組んでまいります。 

  次に、「安心して暮らせる安全で快適な生活

環境づくり」ですが、まずは医療体制の充実が

上げられます。新庄市では一昨年から夜間休日

診療所を開設し、１次医療の充実に努めてまい

りました。さらに、県立新庄病院との連携を強

め、市民が安心して暮らせる医療体制の確立に

向けて努力してまいります。県立新庄病院は、

高度医療機関としての役割や医師の確保などに

よる医療体制のさらなる充実が求められており

ます。医師がこの地に定住できる条件整備や支

援などといった地元自治体として取り組める具

体策を模索しながら、関係機関・団体と連携を

密にして充実と存続に取り組んでまいります。 

  また、中学生や高校生が体育の授業やスポー

ツ活動などで心停止を引き起こすといった事故
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が全国的に発生しているとの事例から、万が一

の発生に備え、市内全中学校にＡＥＤを導入し

ます。 

  少子・子育て対策としては、健康保険が適用

されない妊婦健康診査の費用に対する助成回数

を５回から14回にふやし、負担軽減を図ってま

いります。また、核家族や夫婦共働き等により

日中家庭に保護者等のいない小学校低学年の児

童を対象に、放課後の安全確保と健全育成、そ

して保護者の安心就労を目的として学童保育の

充実を図ってまいります。このため、既に学童

保育所を開設している８カ所の民間幼稚園及び

認証保育所等に対して助成してまいります。ま

た、市は３カ所に学童保育所を開設しておりま

すが、平成21年度は今年度開設した北辰学童保

育所に泉田小学校児童の受け入れ対応を行いま

す。 

  養護老人ホーム神室荘の入荘者の安全確保及

び居住環境の改善対策については、バリアフリ

ー化を基本として、居室、トイレ、浴室、調理

室などの改修を５カ年程度かけて取り組んでい

く予定でおります。 

  雪対策については、第２次新庄市総合雪対策

基本計画に基づく常葉町及び名古屋敷地内の流

雪溝整備に加え、県立新庄病院前の消雪施設整

備事業に着手するとともに、市道泉田二枚橋線

については防雪柵を整備し、冬期交通の安全確

保を図ってまいります。また、除排雪では、除

雪機械の更新を行うとともに、除雪強化路線に

ついては除雪回数をふやすなどの充実を図って

まいります。 

  それから、小中学校の耐震化についてですが、

新耐震基準に適合していない11校のうち緊急度

の高い４校を優先して平成21年度から２カ年事

業で改修工事を行い、平成27年度までには11校

すべてについて耐震化を完了させる計画で取り

組んでまいります。また、地震による建築物の

被害を最小限に抑え、市民の生命と財産を守る

ため、平成21年度より木造住宅耐震診断事業を

進めてまいります。 

  住宅対策については、雇用促進住宅東山宿舎

を雇用・能力開発機構から譲り受け、市営住宅

松本団地の代替施設及び勤労者向け住宅として

活用し、定住に結びつけていきたいと考えてお

り、その具体的な手続を進めてまいります。 

  重要なライフラインである水道事業について

は、滝ノ倉外２地区への給水拡張工事に着手し、

平成22年度にはほぼ市全域への給水が可能とな

ります。 

  次に、「にぎわいと交流のまちづくり」です

が、今年は市制施行60周年という節目に当たり

ますので、市制誕生60年を祝い、記念事業を開

催したいと思います。昨年から市民委員を含め

た企画会議を立ち上げ、人・地域・世代・文

化・環境・時が結びつき、未来に向かって飛躍

していくことを意味する「ＴＵＮＡＧＵ～つな

ぐ」というコンセプトをいただきましたので、

核となる記念イベントについては今後実行委員

会を立ち上げて実施してまいります。全体事業

としては、記念イベントや市民提案事業のほか

中心商店街に昔懐かしい民具や農具を展示する

「まちなか民具博物館」を企画してまいります。

また、新庄まつりの山車行事が国の重要無形民

俗文化財に指定されることを記念して、新庄ま

つり前日に「ちびっこ神輿・山車行列」をした

いと考えております。それから、昨年好評だっ

た新庄味覚まつりについても引き続き内容を充

実して実施してまいります。 

  神室山避難小屋改築事業ですが、国定公園に

位置づけられております神室連峰は、全国の多

くの登山愛好家から親しまれております。昭和

42年に登山客の安全確保のために建築された神

室山避難小屋は、その老朽化が激しく、平成17

年からやむなく閉鎖しておりましたが、国・県

の助成や隣接する金山町、最上町との調整も整

いましたので、工期を２年として改築に着手し
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ます。 

  次に、「新しい文化を創造する人づくり」で

すが、未来を担う「いのち輝くたくましい新庄

っ子」を育てる一環として、９年間の一貫性、

継続性のある取り組みを重視する小中一貫教育

を推進してまいります。これは小中学校の子供

の交流や教師の授業の交流などを通して、中学

校入学時の学習や生活の不安解消を図ろうとす

るものであります。また、今年10月から市内の

全中学校において学校給食事業を始めます。核

となる小学校の給食室を改修し、中学校の分も

調理し、運搬するという親子方式により実施し

てまいります。さらに、児童生徒が読書好きに

なることは、学力の向上につながります。現在

国の補助を受けて実施している学校図書館支援

事業は今年度で終了しますが、新たに市内の全

小中学校を対象とした学校図書館員を５名増員、

10名配置し、学校図書館活動のさらなる充実を

図ってまいります。発達障害等により普通学級

での学習におくれがちな児童生徒を支援し、担

任教師に協力して指導を行うことで学級全体の

学習活動の充実を図るため、個別学習指導員を

増員配置していきます。 

  それから、昨年、市内企業より、子供たちが

将来への夢が持てる事業に活用してほしいとの

寄附をいただきましたので、ものづくりや科学

技術に興味を持つ子供たちの育成に役立ててま

いりたいと思います。 

  先ほども申し上げましたように、新庄まつり

の山車行事は、長年の夢でもあり、願いでもあ

りました国の重要無形民俗文化財にこのたび指

定されることになりました。新庄まつりの歴史

や文化が認められたことは、今後いかに将来に

つなげていくかといった意識を醸成するよい機

会ですので、結成された新庄まつり山車行事保

存会及び新庄まつり委員会等との連携を図りな

がら、末永く後世に絶やすことなく守り伝えて

まいります。また、最上川の文化的景観の世界

遺産登録に係る八向楯の国名勝指定に向けて調

査報告を取りまとめ、文化庁へ要望活動を展開

してまいります。 

  次に、「環境にやさしい地域づくり」ですが、

ごみの減量化と資源化については継続して積極

的に取り組んでまいります。新庄市から始まっ

た食品トレー市民リサイクル方式については、

障害者の自立支援とＣＯ２削減に結びつける仕

組みのさらなる充実を図っていくとともに、環

境に優しいまち新庄をアピールし、資源循環型

のまちづくりを推進してまいります。また、バ

イオマス堆肥製造事業については、安全で安心

な地域循環型農業に貢献できるよう、バイオマ

ス堆肥を活用した農産物の生産と流通体制を確

立し、将来的には学校給食へ提供できるよう取

り組んでまいります。それから、全国から注目

されている日本初の下水道汚泥燃料化事業につ

きましては、引き続きＮＥＤＯとのテスト事業

の継続を予定しており、行政コスト削減効果の

検証を行ってまいります。 

  次に、「自治体経営改革の推進」ですが、行

政事務の効率化と迅速で確実な窓口サービスを

行うことを目的に、戸籍の電算化を進め、紙原

簿を電子データ化し、戸籍検索のスピードアッ

プ、窓口での待ち時間の短縮を図ってまいりま

す。そして、市町村合併時にはすべての庁舎で

戸籍記載事項証明書が発行できるように対応し

て、住民の利便性を高めてまいります。 

  最後になりますが、よく新庄市は情報発信が

下手であると言われます。昨年の「まちづくり

市民アンケート」の中で「あなたが思い当たる

新庄の宝物を教えてください」と問いかけたと

ころ、自然では「豊かな自然、神室山、杢蔵山、

土内渓谷、八向楯、桜並木、神木、石動神社の

親杉、きれいな水、空気、ホタル、夜空、星、

雪」など、食では「山菜、米、もつラーメン、

そば、ガッキ、くじらもち、納豆汁」など、続

いて「新庄弁、人情味ある人柄、新庄藩主戸沢
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家墓所、エコロジーガーデン、新庄まつり、昔

話」などなど多種多様の回答を寄せていただき

ました。これらを磨き、つなぎ、活用し、情報

発信していけば、必ずや地域の活性化につなが

っていくものと思います。私たち市民一人一人

が情報発信者であるとの認識に立ち、各界各層

と連携しながら、大きな情報発信力として増幅

してまいりたいと思います。 

  以上、新年度を迎えるに当たり、市政運営に

関しての基本的な考えと主な新規事業について

の概要を御説明申し上げましたが、多岐にわた

る行政課題について着実になし遂げなければな

らない市政運営の責務を果たし、私がまちづく

りの指標としております「人行きかうまち・人

ふれあうまち・人学びあえるまち」を築くため、

市民第一主義の原則で職員一丸となって取り組

んでまいりますことを誓い、平成21年度の施政

方針といたします。 

  御清聴ありがとうございました。 

平向岩雄議長 どうも御苦労さまでした。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５７分 休憩 

     午前１１時０７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案１７件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第８議案第２号新庄市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてから日程第14議案第８号

新庄市ものづくり教育奨励基金条例の制定につ

いてまで及び日程第15議案第16号平成21年度新

庄一般会計予算から日程第24議案第25号平成21

年度新庄市水道事業会計予算までの計17件を一

括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第２号新庄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、人事院及び山

形県人事委員会による職員の勤務時間に関する

勧告に基づき、職員の勤務時間に関する規定に

ついて必要な改正を行うとともに、裁判員制度

が施行されることに伴い、職員の休暇について

必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容の一つ目といたしましては、一般

の職員の１週間当たりの勤務時間を38時間45分

に、１日当たりの勤務時間を７時間45分にそれ

ぞれ改めるとともに、休息時間に関する規定を

廃止するものであります。 

  二つ目といたしましては、職員が裁判員とし

て裁判所等に出頭する場合について、特別休暇

として認める旨の改正を行うものであります。 

  また、新庄市職員の育児休業等に関する条例、

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関

する条例、新庄市一般職員の給与に関する条例

及び新庄市企業職員の給与の種類及び基準を定

める条例についてもあわせて必要な改正を行い

ます。 

  議案第３号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、本市の財政状

況を勘案し、市長及び副市長並びに教育委員会

教育長の給与について、現行の削減対策を平成

22年３月31日まで延長するため必要な改正を行

うものであります。この削減対策により削減さ

れる人件費は１年間で2,184万円であります。 

  議案第４号新庄市一般職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について御説明
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申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、山形県人事委

員会による職員の給与に関する勧告並びに県及

び県内市町村の状況を考慮し、職員の給与につ

いて必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容の一つ目といたしましては、扶養

手当のうち月額6,000円となっているものにつ

いて月額6,500円に改定を行うものであります。 

  改正の内容の二つ目といたしましては、一般

職の職員の給料表について、若年層を中心に最

大月額2,000円の引き上げを行うものでありま

す。これらの改正により増加する職員給与費は

年間約251万円であります。 

  次に、議案第５号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定について及び議案第６号新庄

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、市民税、固定

資産税及び国民健康保険税の減免に関する規定

を整備するためであります。この改正を経た上

で、減免の申請事由に応じた細やかな基準を定

めていく考えです。効果としましては、災害を

受けた場合の被害の程度や生活の困窮度に応じ

て客観的な基準により取り扱い、かつ減免決定

に至るまでの調査手順を整備することで、公平

公正な事務処理を図ることができることとなり

ます。 

  次に、議案第７号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について御説明申し

上げます。 

  改正の理由でありますが、児童福祉法の一部

改正を受け、被保険者の除外規定を改正するも

のであります。 

  主な改正の内容でありますが、保護を必要と

する児童の委託先の一つとして小規模住居型児

童養育事業を創設することに伴い、措置により

入所する児童の医療費を国と県で負担すること

となるため、国民健康保険の被保険者から除外

するというものであります。なお本条例は平成

21年４月１日から施行するものであります。 

  議案第８号新庄市ものづくり教育奨励基金条

例の設定について御説明申し上げます。 

  本案は、本市のものづくり教育の奨励及び理

科教育の充実を図るために設置するものであり

ます。 

  内容といたしましては、昨年５月に株式会社

ヤマトテックから500万円の寄附をいただき受

領したものでありますが、ものづくりや科学技

術に興味を持つ人材の育成に役立ててほしいと

の趣旨に基づき、その趣旨に沿った事業または

補助等を21年度以降より複数年継続して実施し

ていくものであります。 

  次に、議案第16号から議案第25号までの一般

会計及び特別会計並びに水道事業会計の平成21

年度当初予算について御説明申し上げます。 

  これまで類を見ないほどの景気低迷の影響に

より、本市におきましても市税の落ち込みが著

しく、当初予算編成には非常に厳しい状況とな

っております。しかしながら、新たな行政課題

が山積しており、義務的経費をできるだけ削減

し、主要事業に重点的に財源を配分するよう、

これまで以上に努力を払うよう臨みました。 

  平成21年度は、財政運営指針であります財政

再建プランがスタートしますので、この基本方

針に基づき予算を編成しております。計画より

市税などの一般財源の落ち込みが大きいのです

が、国の地方財政計画は地方交付税や臨時財政

対策債を増額していますので、この計画に基づ

き、財源確保が可能となりました。厳しい財政

状況にあっても市民の安全安心は行政の使命で

ありますので、雪対策や医療関係経費に財源を

振り向けております。また、将来を担う子供た

ちが伸び伸びと育てる環境整備は大切であり、

重点的に予算配分をしたところであります。 

  このような予算編成により、一般会計の総額

は127億4,800万円となり、20年度と比較します
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と１億8,700万円、1.4％の減となりました。人

件費、公債費、補助費等の減額により、本市の

当初予算はこれまで10年連続マイナス予算とな

りますが、これまで検討してまいりました新規

事業がふえ、投資的経費が20％以上の伸びを確

保するなど、これまでと違った編成内容になっ

ております。これら新規事業はすべて財政再建

プランに計上している事業であり、財政健全化

を図りながら次のステップに進んだ予算を編成

できたと考えております。 

  以上、当初予算の編成方針について御説明い

たしましたが、一般会計の詳細及び８特別会計

については政策経営課長から、水道事業会計に

ついては水道課長からそれぞれ説明させること

にいたします。よろしく御審議いただき、御決

定賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 

坂本孝一郎政策経営課長 それでは、議案第16号

平成21年度一般会計予算案について御説明申し

上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  一般会計の予算総額は、第１条にございます

ように、歳入歳出それぞれ127億4,800万円であ

ります。前年度比１億8,700万円、1.4％の減と

なっております。 

  第２条債務負担行為と第３条地方債につきま

しては、後ほど御説明させていただきます。 

  第４条一時借入金の最高額は、20年度と同額

の15億円と定めております。 

  予算の流用につきましては、第５条に定めて

いるとおり、人件費に関する部分でございます。 

  ２ページから６ページまでの第１表歳入歳出

予算につきましては、後ほどごらんいただきた

いと思います。 

  ７ページでありますが、第２表債務負担行為

につきましては、農業経営基盤強化資金利子補

給は、認定農業者が利用します、いわゆるスー

パーＬ資金への利子補給でありまして、20年度

貸付限度額を定めるものでございます。 

  次に、地方債について御説明申し上げます。 

  ８ページをお開き願います。 

  第３表地方債は、県営土地改良事業負担を初

めとする８件でございまして、21年度に新たに

発行する地方債は６億8,910万円でございます。 

  11ページからの歳入歳出予算を御説明いたし

ますが、歳入歳出ともに款ごとの予算額並びに

前年度の比較につきましては、９ページ、10ペ

ージの事項別明細に記載しておりますので、そ

の都度ごらんいただきながら進めてまいりたい

と思います。 

  まず初めに、歳入でございますが、11ページ、

１款市税でございます。款の合計額は44億168

万4,000円で、前年度比２億1,997万4,000円の

減でございます。11ページにありますように、

個人市民税が6,393万円、景気低迷による法人

市民税が１億1,635万9,000円と大幅な落ち込み

になってございます。 

  14ページ、２款地方譲与税から16ページ、９

款地方特例交付金までは20年度の決算見込み額

及び21年度の地方財政計画上での伸び率を勘案

し計上してございます。これらの交付金を20年

度と比較しますと合計で9,710万円の減額とな

ります。 

  16ページ、10款地方交付税は45億8,000万円

で、前年度比8,000万円の増としました。20年

度から発動しております緊急経済対策によりま

して、本来の交付税に別枠の１兆円を追加する

ことになっておりますので、地方交付税を

8,000万円増の40億円としてございます。特別

交付税は、前年同額の５億8,000万円を計上し

ております。 

  12款分担金及び負担金は1,230万2,000円の減

となりますが、保育所入所金負担金の減が主な

要因でございます。 

  13ページの13款使用料及び手数料は2,001万



- 39 - 

5,000円の減であります。市民プラザとわくわ

く新庄の使用料を指定管理者の収入としたこと

によります。 

  19ページをお開き願います。 

  14款国庫支出金は全体で６億3,982万円で、

前年度比2,121万円の増額でございます。 

  19ページの一番下から20ページにかけての１

項１目民生費国庫負担金は５億2,880万6,000円

で、562万2,000円の増額でございます。保育所

運営費負担金294万7,000円の増が主な要因でご

ざいます。 

  21ページでありますが、２項３目土木費国庫

補助金は7,908万6,000円で、2,144万8,000円の

増でございます。揮発油税の一般財源化に伴い

制度が変更になりました地域活力基盤創造交付

金が道路改良事業に交付となり、ロータリー除

雪車整備交付金による増額でございます。 

  22ページでありますが、15款県支出金は６億

9,454万8,000円で、前年度比5,643万6,000円の

大幅増となります。１項１目民生費県負担金の

国民健康保険基盤安定制度負担金と後期高齢者

医療保険基盤安定拠出金を合わせますと2,063

万3,000円の増となります。 

  23ページ、中段にあります２項４目農林水産

業費県補助金は、山形園芸担い手チャレンジプ

ラン支援事業費補助金が1,302万6,000円の増で

ございます。また、一番下にあります５目商工

費県補助金は、神室山避難小屋改築事業に伴い

ます山形県公衆トイレ再整備事業費補助金

2,523万円の計上により大幅な伸びを示してご

ざいます。 

  25ページから26ページにかけての18款繰入金

は1,570万3,000円で、8,036万9,000円の減額で

あります。前年度は財政調整基金8,000万円を

繰り入れいたしましたけれども、今年度は繰り

入れしないため減額となります。 

  26ページ、19款繰越金でございます。前年度

より2,000万円減の１億6,000万円といたしまし

た。20年度は市税などの歳入予算を決算ベース

で計上しており、余裕のない予算となっており

ますので、繰越額は減少するものと考えてござ

います。 

  20款諸収入は、全体で３億6,807万5,000円と

なりまして、3,072万円の増でございます。３

項貸付金元利収入におきまして、19年度に補正

しました産業立地促進資金融資制度貸付金元金

収入3,533万7,000円の増が主な要因となってご

ざいます。また、雑入では、神室山避難小屋改

築事業に伴います金山町と最上町の負担金を計

上してございます。 

  28ページの21款市債でございますが、総額は

６億8,910万円でございまして、11.9％、7,350

万円の増であります。財政再建プランに基づき

まして、新たな起債の発行を抑制する方針を堅

持しておりますが、地方交付税の一部を起債で

措置してございます臨時対策債を４億8,000万

円計上しておりまして、前年度より１億4,340

万円の増額となります。なお、臨時財政対策債

を除いた市債は２億910万円となりまして、前

年度より6,990万円減少しております。 

  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、交付税など一般財源の総額は102億8,104

万6,000円となりまして、前年度より１億9,648

万4,000円の減となっております。 

  続きまして、29ページからの歳出を説明いた

します。 

  １款議会費は１億7,885万1,000円で、前年度

費248万円の減となっております。 

  29ページからの２款総務費は、款全体で13億

8,411万2,000円で、754万円、0.5％の減でござ

います。１項１目総務一般管理費は、20年度退

職者と21年度新規採用者の差額や会計間の異動

に伴う職員給与費をここで措置してございます

が、820万5,000円の増となっております。 

  なお、一般会計全体における職員給与費は１

億1,819万7,000円の減となっております。 
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  34ページをお開き願います。 

  上段７目の企画費には、市制施行60周年記念

事業負担金120万円を計上しております。その

下、コミュニティ助成金は前年度を910万円上

回る1,370万円を計上しております。 

  37ページ、16目としまして市町村合併推進費

808万円を計上しております。 

  39ページの中段にあります３項１目戸籍住民

基本台帳費には、戸籍電算システム整備事業費

合わせまして814万8,000円を計上しております。

おくれておりました山形県内でも電算化が進ん

でおりまして、現在の紙による戸籍の傷みも激

しいことから、平成22年２月から稼働を予定し

てございます。 

  43ページからは３款民生費になります。３款

の合計は34億4,086万5,000円で、9,480万3,000

円、2.8％の増となります。障害者福祉、老人

福祉関係経費は必要額を計上してございますが、

前年度と比較しまして大きな額の変更はありま

せん。 

  48ページをごらんいただきたいと思います。 

  ６目老人福祉施設費、神室荘運営事業費でご

ざいますが、４月から開始いたします調理業務

委託料5,700万円、５カ年計画による改修工事

費3,950万円を計上しております。 

  49ページの下段、９目後期高齢者医療事業費

が6,018万6,000円と大きな伸びとなっておりま

す。療養給付費負担金が4,021万4,000円、特別

会計繰入金が1,997万2,000円増加したことによ

るものであります。 

  50ページの２項１目児童福祉総務費には、新

規事業といたしまして民間幼稚園などが行って

おります学童保育に対する放課後児童健全育成

事業補助金1,110万9,000円を計上しております。 

  55ページからの４款衛生費でありますが、16

億2,014万9,000円でありまして、4.2％、6,466

万1,000円の増となっております。１項１目保

健衛生総務費には、中ほどにありますように、

妊婦健康診査等業務委託料2,346万2,000円を計

上しております。前年度は健診回数を５回とし

ておりましたけれども、21年度は14回としまし

て1,707万8,000円の増を見込んでおります。県

補助金797万5,000円が県から交付されます。 

  59ページであります。 

  ２項２目じん芥処理費は８億2,395万5,000円

でありまして、6,360万6,000円の増であります。

広域分担金のエコプラザもがみ費及びリサイク

ルプラザもがみ費の増額が要因となってござい

ます。 

  60ページの５款労働費は6,196万1,000円で22

万円の増でございます。 

  61ページからの６款農林水産業費は、0.6％、

387万減の６億4,114万3,000円でございます。 

  63ページの一番下にありますように、３目農

業振興費では山形園芸担い手チャレンジプラン

支援事業費補助金2,477万3,000円を計上してお

ります。農業用ハウスや機械整備を計画してお

りまして、1,302万6,000円の増額でございます。 

  66ページには、６目水田農業対策費2,608万

9,000円、549万9,000円の増額であります。新

たに土地利用型作物組織的生産対策事業費補助

金600万円を計上してございます。 

  69ページからの７款商工費５億1,276万4,000

円は、１億3,697万1,000円、21.1％の大幅な減

となっております。 

  70ページの２目商工振興費は3,343万7,000円

の増となります。新規事業として、下段にあり

ますように、羽州新庄まちなか民具博物館実行

委員会負担金100万円の計上、また貸付金の産

業立地促進資金の増額などでございます。 

  71ページ、３目観光費は１億8,618万8,000円、

１億6,728万5,000円の大幅な減となってござい

ます。 

  72ページの上段にありますように、ゆめりあ

に関する最上広域負担金２億173万5,000円の減

が大きな要因でありますが、ゆめりあの起債が
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20年度で償還を完了したことによるものでござ

います。増額要因といたしましては、73ページ

の下段にありますように、神室山避難小屋改築

事業3,480万円を計上しておりまして、２カ年

事業で整備を計画しております。 

  74ページからの土木費でございます。12億

2,703万3,000円の予算でありまして、3,832万

5,000円、３％の減であります。 

  76ページの３目道路新設改良費は1,530万円

の増であります。新規事業として、五日町金沢

線の整備事業費3,800万円を計上しております。

県立新庄病院前の消雪施設の改良を行うもので

ありまして、２カ年事業で計画をしております。

また、泉田二枚橋線は防雪柵設置事業を予定し

ておりますが、21年度は調査設計を行います。

６項２目雪総合対策費では、82ページに新規事

業としまして沖の町・中山町地区、常葉町地内

でありますが、流雪溝整備事業費1,000万円を

計上しております。この事業は国の交付金を活

用した事業でありまして、21年度は測量設計業

務を行い、順次整備を行ってまいります。 

  同じく82ページ、９款消防費でございます。

５億8,599万1,000円となりまして、9,051万

5,000円、13.4％の減でありますが、最上広域

分担金の減が要因であります。南支署建設に係

る負担金5,225万1,000円を計上いたしましたが、

前年度の通信指令センター分担金9,389万7,000

円が減額となります。 

  84ページからの10款教育費は12億7,889万

6,000円となりまして、１億4,199万4,000円、

12.5％の増となりました。 

  87ページの２項１目学校管理費には、下段に

ありますように、学校耐震診断業務委託料

1,789万7,000円を計上しております。耐震指数

が低いと考えております新庄小学校、沼田小学

校の２校について診断を行い、その結果に基づ

き設計を行い、補強工事を実施するという流れ

になります。なお、耐震化診断は中学校でも同

様に実施する予定でありまして、89ページの３

項１目中学校管理費に474万4,000円を計上して

おります。中学校は萩野中学校と八向中学校の

２校を計画しております。 

  90ページ、３項３目中学校保健費に中学校給

食管理運営事業費を新たに設置しました。かね

てより計画しておりました親子方式による中学

校給食を開始する予算でございます。給食室の

改修工事、厨房機器整備費など9,199万4,000円

を計上しております。なお、給食の調理及び配

送業務の委託料に関しましては、89ページの小

学校給食管理運営費に5,900万円を計上してお

りますので、御確認をお願いいたします。 

  続きまして、社会教育費でありますけれども、

92ページ、２目市民プラザ費は3,238万5,000円、

4,537万8,000円の減額となります。21年度から

指定管理者へ移行することによりまして、市民

協働を推進しながら経費の節減を図ることにな

ります。同様に、４目図書館費、12目体育施設

費におきましても新規の指定管理委託を計上し

ております。 

  98ページをお開き願います。 

  12款公債費は17億9,623万円でございまして、

２億897万7,000円の大幅な減額となりました。

財政再建計画に基づきまして、新たな起債発行

を極力抑えてまいりましたが、その成果があら

われた結果と言えると思います。特に新幹線関

連の起債が20年度で償還完了したものが多いこ

とが原因でございます。 

  109ページに起債残高を掲載しております。

20年度と比較しますと７億円以上が減少する見

込みとなっております。しかしながら、本市の

財政規模から判断しますと、まだまだ多いので

はないかと考えますので、今後とも起債発行の

抑制に極力取り組んでまいりたいと考えてござ

います。 

  以上で歳出の説明を終わりまして、次に111

ページ、112ページをお開き願いたいと思いま
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す。性質別経費につきまして記載してございま

すが、主な点だけ説明させていただきます。 

  １の人件費でございます。28億1,629万6,000

円でありまして、前年度比4.3％、１億2,613万

5,000円の減となっております。財政再建計画

による議員や職員の減並びに特別職、一般職の

手当の削減に起因するものでございます。 

  ２の物件費は14億2,736万円、16.6％の増と

なりました。神室荘、学校給食の委託や指定管

理委託がふえたことに起因するものでございま

す。 

  なお、当初予算に雇用対策関係は計上してお

りませんが、国の要綱が遅くなっております。

予算査定が間に合わなかったためでございます

が、ふるさと雇用再生事業、緊急雇用創出事業

の２事業とも市の対応がおおむねまとまりつつ

あります。新年度に入りましたら、なるべく早

い時期に提案させていただきたいと考えており

ますので、よろしく御理解のほどお願いしたい

と思います。 

  それでは、一般会計の説明を終わりまして、

特別会計の説明に入りたいと思います。 

  117ページをお開き願います。 

  議案第17号国民健康保険事業特別会計の予算

額は、39億1,181万円、前年度比8.9％、３億

2,119万7,000円の増であります。 

  第２条一時借入金の限度額は、１億円と定め

ます。 

  歳出予算の流用は、第３条に規定しておりま

すように、保険給付費に関する場合でございま

す。 

  125ページの歳入をごらん願います。 

  １款国民健康保険税は10億9,159万2,000円で、

前年度比較で8.3％、9,828万3,000円の減とな

っております。 

  126ページの３款国庫支出金は２億9,656万

2,000円増の10億4,377万4,000円となっており

ます。 

  128ページ、９款繰入金のうち一般会計繰入

金は２億120万6,000円となり、1,086万7,000円

の増でございます。 

  歳出でございますが、132ページ、２款保険

給付費でありますが、全体で26億717万4,000円

でありまして、４億1,373万3,000円の大幅増と

見込んでございます。被保険者数が増加してい

ることが要因となっておりまして、３款後期高

齢者支援金等は20年度からの新設でございます。

20年度の実績をもとに見積もりましたけれども、

14.9％の伸びとなりました。 

  続きまして、141ページ、議案第18号交通災

害共済事業特別会計の予算を説明いたします。 

  予算総額は870万円となってございます。歳

入歳出の明細につきましては、143ページにご

ざいますが、前年度と同様の予算となっており

ます。 

  147ページをお開き願います。 

  議案第19号老人保健事業特別会計の予算総額

は820万5,000円でありまして、前年度比４億

3,257万5,000円、98.1％の大幅減となりました。

老人保健事業は20年度から後期高齢者医療制度

に移行いたしておりますので、20年度までの医

療費の精算が残るだけとなってございます。 

  次に、157ページの議案第20号公共下水道事

業特別会計の予算案を説明いたします。 

  歳入歳出予算額は15億6,912万4,000円となり

まして、前年度比2,293万2,000円の増となりま

す。 

  債務負担行為及び地方債につきましては160

ページをごらん願います。 

  第２表債務負担行為は、毎年度行っておりま

す水洗便所改造等資金利子補給及び２カ年にわ

たります処理場整備委託２億2,000万円でござ

います。 

  第３表地方債公共下水道事業の限度額は４億

6,310万円であります。 

  歳入歳出の内容につきましては162ページを
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ごらんいただきます。 

  歳入は、２款の公共下水道事業使用料であり

ます。500万円の増額でございまして、４款一

般会計繰入金は1,722万4,000円の減、７款市債

は資本費平準化債の増額によりまして3,900万

円の増となってございます。 

  164ページからの歳出でございますけれども、

166ページには２款建設費４億4,611万5,000円

を計上しておりまして、883万9,000円の増とな

っております。管渠建設事業費の汚水補助分

4,000万円を増額しております。 

  続きまして、177ページ、議案第21号農業集

落排水事業特別会計予算に移ります。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ9,060万2,000

円であります。前年度比203万7,000円、2.2％

の減となっております。 

  185ページ、議案第22号営農飲雑用水事業特

別会計の予算案でございます。歳入歳出予算総

額は2,201万1,000円でありまして、前年度比85

万2,000円の減となっております。 

  続きまして、193ページ、議案第23号介護保

険事業特別会計の予算案につきまして説明いた

します。 

  予算総額は27億1,720万2,000円でありまして、

前年度比6.3％、１億6,090万8,000円の増とな

っております。歳出予算の流用につきましては、

国保会計と同様に、保険給付費の各項間の流用

を定めてございます。21年度の予算は３年ごと

にサービスの見直しを行っております初年度に

当たりまして、保険給付費は6.5％の伸びとな

っております。しかし、介護保険給付費準備基

金繰入金などを取り崩しまして、被保険者の皆

さんから御負担いただく保険料を抑制した予算

を組ませていただいております。 

  最後に、215ページであります。 

  議案第24号後期高齢者医療事業特別会計の予

算案について説明いたします。 

  予算総額は３億5,510万4,000円で、前年度比

2,091万9,000円の減でございます。この制度は

さまざまな見直しが行われておりまして、歳入

１款保険料は前年度比4,057万1,000円の減でご

ざいます。 

  220ページの歳出におきましては、３款後期

高齢者医療広域連合納付金が2,124万7,000円の

減となっております。この給付金は、被保険者

が納めた保険料を広域連合にそのまま納付する

ものが主体となっておりまして、保険料が減額

となるため歳出も減額となることになります。 

  以上、21年度の一般会計及び特別会計予算の

説明を終わらせていただきます。よろしく御審

議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

平向岩雄議長 水道課長小野善次君。 

   （小野善次水道課長登壇） 

小野善次水道課長 それでは議案第25号平成21年

度新庄市水道事業会計予算について御説明申し

上げます。予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条、平成21年度新庄市水道事業会計の予

算は、次に定めるところによります。 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりといた

します。 

  ⑴給水件数１万2,389件。 

  ⑵年間総給水量387万8,567立方メートル。 

  ⑶１日平均給水量１万597立方メートル。 

  ⑷主要な事業として、建設改良事業費２億

6,298万1,000円、第６次拡張事業費１億9,700

万円であります。 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

いますが、収入の第１款水道事業収益は11億

8,996万円で、前年度比5,268万5,000円、4.2％

の減でございます。 

  次に、支出の第１款水道事業費用は11億

2,187万6,000円で、前年度対比3,916万1,000円、

3.4％の減でございます。 

  次に、２ページの第４条資本的収入及び支出

の予定額でございますが、収入の第１款資本的
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収入は１億2,898万8,000円で、前年度対比304

万6,000円、2.3％の減でございます。 

  次に、支出の第１款資本的支出は７億8,434

万5,000円で、前年度対比1,638万4,000円、

2.1％の増でございます。 

  なお、資本的収入額が支出額に対して不足す

る額６億5,535万7,000円は、過年度損益勘定留

保資金、減債積立金、建設改良積立金等で補て

んしてまいります。 

  第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、営業費用と営業外費

用との間といたします。 

  第６条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費として、⑴職員給与費8,283

万9,000円、⑵交際費５万円といたします。 

  第７条、他会計からの補助金として、高料金

対策費等のため一般会計から水道事業会計へ補

助を受ける金額は２億1,373万5,000円といたし

ます。 

  第８条、棚卸資産の購入限度額を520万円と

いたします。 

  次に、予算実施計画に基づいて御説明申し上

げます。３ページをお開き願います。 

  初めに、収益的収入及び支出の収入関係でご

ざいますが、第１款第１項の営業収益は９億

6,231万8,000円、内容といたしましては給水収

益、その他の営業収益でございます。第２項営

業外収益は２億2,764万円でございます。 

  次に、４ページから７ページは支出でござい

まして、まず第１款第１項の営業費用は９億

5,390万円、内容といたしましては原水及び浄

水費、配水及び給水費、業務及び総係費等でご

ざいます。また、６ページの第２項営業外費用

は１億6,229万9,000円でございます。 

  次に、７ページの資本的収入及び支出につい

て御説明申し上げます。 

  収入の第１款第１項の工事負担金は860万円

であります。第２項の補助金は１億円で、内容

は第６次拡張、老朽管更新事業でございます。

第３項の出資金は2,038万7,000円で、企業債元

金償還金の一部に充てるための一般会計出資金

であります。 

  次に、８ページから９ページは支出でござい

まして、第１款第１項の建設改良費は２億

6,298万1,000円、第２項の第６次拡張事業費は

１億9,700万円で、財源は国庫補助金と建設改

良積立金を充当いたします。第３項の開発費は

1,400万円となってございます。第４項の企業

債償還金は３億1,036万3,000円で、うち１億

2,903万8,000円は繰り上げ償還分で、これにつ

きましては減債積立金を充当いたしますが、21

年度が最終となります。 

  10ページは資金計画、11ページから13ページ

は給与費明細、14ページは平成20年度予定損益

計算書、15ページから18ページは平成20年度及

び21年度の予定貸借対照表でございます。ごら

んいただきたいと思います。なお説明につきま

しては割愛させていただきます。 

  以上をもちまして平成21年度新庄市水道事業

会計予算の説明を終わらせていただきます。御

審議の上、御可決くださいますようお願い申し

上げます。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  これより、これまで説明のありました議案17

件のうち平成21年度予算を除いた議案７件につ

いて、一括して総括質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 
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日程第２５予算特別委員会の設置 

 

 

平向岩雄議長 日程第25予算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第16号から議案第25号までの平成21年度

予算を審査するため、委員会条例第６条第１項

の規定により予算特別委員会を設置したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

予算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

予算特別委員会委員の選任 

 

 

平向岩雄議長 次に、ただいま設置されました予

算特別委員会の委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員の選任につきましては、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長において全議員を

指名したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を予算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

 

 

日程第２６議案の予算特別委員

会・各常任委員会付託 

 

 

平向岩雄議長 日程第26議案の予算特別委員会・

各常任委員会付託を行います。 

  委員会への付託につきましては、お手元に配

付してあります付託案件表のとおり、それぞれ

所管の委員会に付託いたします。 

 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

予 算 特 別 委 員 会 

議案（１０件） 

〇議案第１６号平成２１年度新庄市一般会計予算 

〇議案第１７号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

〇議案第１８号平成２１年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

〇議案第１９号平成２１年度新庄市老人保健事業特別会計予算 

〇議案第２０号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

〇議案第２１号平成２１年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

〇議案第２２号平成２１年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

〇議案第２３号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

〇議案第２４号平成２１年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予

算 

〇議案第２５号平成２１年度新庄市水道事業会計予算 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（５件） 

〇議案第２号新庄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇議案第３号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の設定について 

〇議案第４号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

〇議案第５号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第６号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

請願（１件） 

〇議案第７号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について 

〇議案第８号新庄市ものづくり教育奨励基金条例の設定について 

〇請願第１号物価上昇に見合う公的年金の引き上げを求める請願 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

〇請願第２号労働者派遣法の抜本改正を求める意見書採択について

の請願 

 

議案７件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第27議案第９号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第６号）から日程第33

議案第15号平成20年度新庄市後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第２号）までの議案７件

を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは議案第９号から議案第15

号までの一般会計及び特別会計補正予算につき

まして御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第９号一般会計の

補正予算は、歳入歳出それぞれ9,414万3,000円

を追加しまして、補正後の予算総額を136億

5,724万3,000円とするものであります。 

  主な補正内容につきまして御説明いたします。 

  今回の補正は、国の２次補正に盛り込まれて

おります地域活性化・生活対策臨時交付金に関

連する事業が主な内容となっております。この

交付金が対象となる事業は、地方再生戦略及び

生活対策に合致するもので、インフラ整備など

に主眼を置いたものであります。本市におきま

しては、老朽化施設改修を初め給食設備や除排

雪対応など地域活性化に資する多様な内容とし

ております。財源は財政調整基金を充当してお

りまして、関連法案が成立しましたら財源は交

付金に組み替える予定としております。 

  ２点目は、商店街の活性化対策として共通商

品券発行事業補助金を計上しております。商店

街がプレミアム商品券を発行する計画でありま

すので、10％に相当する1,000万円を計上し、

支援してまいりたいと考えております。 

  ３点目は、雇用状態の悪化に対応しまして、

市が直接雇用します日々雇用職員賃金を６人分

予算化しました。３月までの賃金146万5,000円

でありまして、緊急雇用創出事業の活用により

県から全額補助金が交付されます。 

  以上申し上げましたように、今回の補正は経

済対策によります施設整備や雇用対策が主な内
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容となりますが、各会計の詳細につきましては

政策経営課長から説明させますので、御審議い

ただき、御決定くださるようお願い申し上げま

す。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 それでは、予算書の説

明に入ります前に、皆様方にお配りしています

国の２次補正に関する市の対応、それから追加

資料としてお渡ししました１枚の横長の資料を

あわせてごらんいただきたいと思います。 

  市長からも説明ありましたように、国の２次

補正内容につきまして、まず説明させていただ

きます。 

  お配りしました「国の２次補正に関する市の

対応」という資料ですが、１の(１)にあります

ように新庄市への交付額は１億7,604万6,000円

でありまして、(２)の定額給付金、そして追加

資料としお配りしました横長の資料の３番目に

書いております子育て応援特別手当支給事業、

この事業を合わせまして地域活性化と生活対策

の大きな柱ということになってございます。 

  ３ページ、２枚つづりの２枚目、３ページに

当たりますが、地域活性化生活対策臨時交付金

の事業一覧を記してございます。全体で19事業

１億5,096万5,000円でありまして、本市の交付

額１億7,604万6,000円の差額2,508万1,000円は

基金積み立てを行う予定でございます。 

  なお、財源につきましては、国の関係法案、

きょう成立する見込みだそうでありますが、ま

だ今現在成立していないことから、財政調整基

金を充当しております。法案が成立しましたら

交付金への財源振りかえを行うための補正予算

を３月末に行わせていただきたいと考えており

ます。 

  また、国の２次補正に関連しまして、緊急雇

用の賃金も予算化しております。３月までの雇

用ですから金額的には少ないわけですけれども、

146万5,000円を各費目に計上しております。２

款総務費の一般管理費に１人、３款のわらすこ

広場に１人、商工総務費に１人、８款の除排雪

費に３人、合計６人分計上しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは議案書をお開き願いたいと思います。 

  議案書１ページをお開き願います。 

  議案第９号一般会計補正予算（第６号）であ

ります。歳入歳出それぞれ9,414万3,000円を追

加しまして、補正後の総額は136億5,724万

3,000円となります。 

  それでは各款各項の補正予算額並びに補正後

の額につきまして御説明させていただきます。 

  ２ページから５ページまでの第１表歳入歳出

予算補正を御確認いただきいたと思います。 

  なお、２次補正で組み込んだ内容につきまし

て、各款各項にわたってそれぞれ随時説明させ

ていただきますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  ６ページでございますが、第２表地方債補正

であります。減収補てん債3,500万円を追加し

ております。法人市民税の減収が大きいために

財源不足を補てんするものであります。理論的

には7,000万円ほど借りられることになります

けれども、起債発行を抑制する観点から半額の

借り入れにとどめる方針であります。また、７

ページの公用施設災害復旧事業債は、旧八向運

動広場ののり面復旧工事のために予算化いたし

ましたが、現在は普通財産となっているため起

債がえとならないということで、全額減額する

ものでございます。 

  10ページからの歳入につきまして御説明いた

します。 

  １款市税合計で5,226万3,000円の減額となり

ます。世界的な景気後退の影響を受けまして、

法人市民税の落ち込みが大きくなってきており

ます。 

  11ページの２款地方譲与税から12ページの11

款交通安全対策特別交付金まで補正しておりま
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すが、合わせまして3,420万2,000円の減額とな

っております。 

  15ページに進みますけれども、14款２項４目

総務管理費補助金は1,891万5,000円計上してお

ります。国の１次補正であります地域活性緊急

安心実現総合対策交付金の補正でありまして、

12月補正までの既決の歳出予算に充当いたしま

した。例を挙げますと、企業誘致の用地取得助

成金700万円、給食室増改築工事実施設計委託

料299万3,000円などでございます。 

  16ページの中段にございます15款２項４目農

林水産業費県補助金には、山形県強い農業づく

り交付金362万9,000円を計上してございます。

農業機械整備に対する補助金であります。同じ

く小規模畑地化整備支援事業費補助金195万

5,000円は、水田を畑地化する事業費に対する

補助金でございます。 

  17ページの下段、17款寄附金は、大変多くの

御寄附をいただいておりまして、合計630万円

を補正しております。ふるさと納税寄附金は全

国各地の18名の方から85万8,000円をいただい

ております。中学校寄附金は土田医院様の御寄

附10万円でございまして、明倫中学校体育館の

テーブル購入費に充てさせていただきます。小

学校寄附金は、最上地区清掃事業組合様の寄附

金10万円でございまして、沼田小学校図書室整

備に活用させていただく予定であります。教育

総務費寄附金500万円は、株式会社ヤマトテッ

ク様からの御寄附でございまして、新たにもの

づくり教育奨励基金を設置いたしまして、積み

立てを行います。児童福祉向上寄附金４万

2,000円は、さくら堂様の御寄附でございまし

て、わらすこ広場の備品に活用させていただき

ます。障害者福祉向上寄附金20万円は、岸 啓

二様からの御寄附でございまして、すぎのこハ

ウス、たんぽぽ作業所のテレビの購入補助金に

充当させていただきます。 

  18ページ、18款財政調整基金は、２次補正関

係事業費の財源立てかえ等による繰り入れでご

ざいます。 

  起債に関しましては先ほど説明しましたので、

20ページからの歳出について説明させていただ

きますが、大変申しわけございませんけれども、

20ページに間違いがありましたので訂正させて

いただきます。 

  20ページ中ほどに「まちづり総合計画策定委

員会委員報酬」とありますが、「まちづくり」

ということで「く」を入れていただきたいと思

います。大変失礼しました。 

  24ページ、３款民生費１項６目老人福祉施設

費でありますが、神室荘運営事業費でございま

す。備品購入費に２次補正によりますテレビ購

入費を計上させていただきました。 

  28ページをごらんいただきます。 

  28ページ中段にあります４款衛生費２項２目

じん芥処理費には２次補正の容器包装リサイク

ル整備事業費補助金を計上しております。 

  29ページの６款農林水産業費１項６目水田農

業対策費には産地づくり対策推進事業費補助金

300万円を計上しております。産地づくり交付

金の単価調整による減額分を補助するものでご

ざいます。 

  30ページの下段、７款商工費１項２目商工振

興費に共通商品券発行事業補助金1,000万円を

計上しております。商店街が１割を上乗せした

プレミアム商品券の発行を計画しておりますの

で、行政としての支援を行うものであります。 

  31ページの下段を見ていただきたいと思いま

すが、８款土木費２項２目道路維持費に工事請

負費として1,156万6,000円と、その下、自動車

購入費330万8,000円を計上しております。いず

れも２次補正関係の東山アンダー警報装置設置

工事、側溝整備工事、日の出町にあります道路

の舗装工事及び道路維持作業車の購入費を計上

しております。 

  33ページでありますが、上段の４項３目都市
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下水路費の工事請負費も２次補正関係で、緑町

都市下水路整備事業でございます。下段の５項

１目住宅管理費の修繕料も２次補正関係であり

まして、野際団地の外壁修繕でございます。 

  34ページの中ほど、６項雪対策費も２次補正

関係でございます。１目には小型ロータリー除

雪車購入費、２目雪総合対策費の工事請負費に

は名古屋敷地内の流雪溝整備工事費を計上して

おります。 

  35ページでありますが、上段の９款消防費１

項１目常備消防費は、消防通信指令センターに

関する最上広域分担金の減額でありまして、当

初予算額9,389万7,000円との差額でございます。

その下の２目非常備消防費の備品購入費は、２

次補正関連でありまして、消防団の活動服を購

入するものでございます。 

  36ページの一番下、10款教育費３項１目中学

校管理費は、２次補正関連で計上しておりまし

て、工事請負費は日新中学校教室等屋根塗装工

事、備品購入費には消火栓ホースを整備するも

のでございます。また、37ページの中ほどにあ

ります３目学校保健費の備品購入費は中学校給

食費の厨房機器購入費でありまして、２次補正

関連となっております。すぐその下にあります

４項社会教育費も２次補正関連経費を計上して

ございます。２目市民プラザ費は、大ホール等

の屋上防水工事、４目図書館費は冷温水器交換

工事、５目市民文化会館費はターボ冷凍機整備

修繕、38ページに書いています10目わくわく新

庄費は冷温水器整備修繕、12目の体育施設費は

野球場屋内練習場の雨漏り修繕でございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  41ページ、議案第10号国民健康保険事業特別

会計補正予算（第４号）でございますが、歳入

歳出それぞれ２億9,963万3,000円を追加しまし

て、補正後の予算総額を39億7,818万7,000円と

するものでございます。 

  50ページからの歳出をごらんください。 

  補正の主な内容は、中段にございます２款１

項１目一般被保険者療養給付費の増額でござい

ます。退職者被保険者が一般被保険者となった

ことや、インフルエンザ流行によりまして療養

費の増加に伴い補正するものでございます。３

億6,779万6,000円と多額な補正となります。国

庫負担金は増額となりますけれども、保険料が

減額なることから、給付基金からの繰り入れを

行うことになります。 

  55ページをお開き願います。 

  議案第11号老人保健事業特別会計補正予算

（第２号）は、歳入歳出それぞれ5,192万4,000

円を減額しまして４億3,023万円とするもので

ございます。補正の内容は、医療諸費の精算で

ございます。 

  続きまして、61ページの議案第12号公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号）でございま

すが、歳入歳出それぞれ44万4,000円を追加し、

補正後の予算総額を16億9,601万6,000円とする

ものでございます。庁舎維持管理負担金、施設

管理業務委託料の増額が主な内容でございます。 

  69ページの議案第13号農業集落排水事業特別

会計予算（第３号）でございますが、歳入歳出

それぞれ５万1,000円を追加しまして、補正後

の予算総額を１億2,900万5,000円とするもので

ございます。 

  75ページ、議案第14号介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）は、歳入歳出それぞれ353

万3,000円を減額いたしまして、補正後の予算

総額を26億4,264万5,000円とするものでござい

ます。補正の主な内容は、４款の地域支援事業

費の減額が主な補正内容となってございます。 

  続きまして、87ページ、議案第15号後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。歳入歳出それぞれ4,543万4,000円を減

額しまして、補正後の予算総額を３億3,108万

2,000円とするものでございます。90ページの
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歳入１款保険料を5,624万4,000円減額しており

ます。この事業につきましては制度の改正がた

びたび行われておりまして、保険料が減額とな

りますが、納付された保険料を広域連合に納付

するシステムとなっておりますので、支出３款

の広域連合納付金が減額となるものでございま

す。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算の説

明を終わらせていただきます。よろしく御審議

いただきまして、御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算７件は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会の付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算７件は委員会付託を省略することに決

しました。 

  これより、ただいま説明のありました平成20

年度補正予算の審議に入ります。 

 

 

日程第２７議案第９号平成２０年

度新庄市一般会計補正予算（第６

号） 

 

 

平向岩雄議長 まず初めに、議案第９号平成20年

度新庄市一般会計補正予算（第６号）について

質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 収入の10ページで、入

湯税が当初予算で669万2,000円でしたが、およ

そ20％ぐらいの130万円ですか、補正なってお

りますが、この大きな要因というのはどう把握

されているのか。と申しますのは、市の方でも

支援という形で相当の金額を出したわけなんで

すが、そういうことがある程度効果があって入

湯するお客さんがふえたのか、環境がよくなっ

て。その辺はどう分析なされているのか。 

  それから、今回の補正は799万何がしなんで

すが、21年度の予算でも713万6,000円計上され

ています。この辺の２割ぐらいアップした背景

というか、それをどういうふうに分析なされて

いるのか。 

  それからもう一つ、30ページなんですが、共

通商品券発行事業補助金1,000万円となってお

りますが、この発行者はどなたが発行なされる

のか。そして、この商品券の商品というものは

どういうものを想定なされているのか。商品は

いろいろあると思います、大きなものから始ま

って。それから、これを使用するに際して、恐

らく地元の商店という形になると思うんですが、

この使用する範囲というのはどの辺まで考えて

おられるのか。以上、まず最初にお願いします。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまありました入湯税の

ことでございますけれども、前年よりふえまし

た要因としまして、ただいまお話ありましたよ

うに、施設の整備によってきれいになったとい

うことも一つの要因かと思います。あともう一

つ、これまで銭湯があったわけですが、その銭

湯がなくなったということもございまして、そ

こに通っておられたお客様が移られたという要

因が大きいように思います。 

  最近の状況ではますます入湯税の額が多くな

ってきたということでありまして、今回の補正

につきましてはその伸びを見込んだ最終の収入

見込みから補正をしたものでございます。当初

予算につきましては11月時点での見込みだった

ものですから、数十万円の見込みの差が出てお

ります。以上でございます。 
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黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 共通商品券についてのお

尋ねでございますが、これの発行者と申します

か、発行元は市の商工会議所でございます。商

工会議所が実施する事業に対して新庄市が補助

をするという形態でございます。 

  あと、どういうものを想定しているかという

ことでございますが、今現在考えられておりま

すのは、市全域を対象にして、できるだけ多く

の商売されている方に加わっていただいて、で

きるだけお金を使っていただくような形をとれ

ればと思っております。 

  この購入範囲でございますけれども、地元の

方はもちろんでございまして、圏域以外の方も

市内でお金を使っていただく分については、そ

れは了としております。以上でございます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今、税務課長のお話で

すと、銭湯がなくなったと、清水の湯ですか。

それも一つの要因にあると思うんですが、きれ

いになったと。きれいになったということは、

お湯に入る方が気持ちよく入ることができたと。

これも市で支援した趣旨に、そういうことをや

ってもらったことによってお客さんがふえたと。

ある程度成果があったのではないかなと思って

おります。これからもできるだけ多くの人が向

こうに行って楽しんで、健康的な面でも寄与さ

れるような手だてを会社側とともに市もいろい

ろ話し合って、21年度の予算も700何がし盛っ

ておるんですが、決算なり補正なりで50万なり

100万円なりまた増収なるような努力ですか、

ぜひやってもらいたいと思います。 

  それから、商品券に関してなんですが、商工

会議所でやるんだと。この商品は、例えば我々

は商品というと何かその辺にずっと並んでいる

商品をイメージするんですが、農村地帯という

か、農業地帯に行きますと、例えば商品でもい

ろいろあるわけです、肥料でも農薬でも。こう

いうものは対象外なのか。ただただ商品だけに、

その辺の一般的な商品に伴うものなのか。それ

に対して1,000万円も出すのか、そういうこと

でお聞きしたわけです。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 私の説明不足だったと思

いますけれども、これについてはこういう経済

状況の中で今実施できる経済対策の一つと私は

認識しております。また、商品券ということで

ございますけれども、これは金券でございます。

額面1,000円のものを10枚でワンセットになり

ますが、そこに1,000円のプラスをつけまして

１万1,000円分を１万円でお売りする、お売り

するというか、交換するということで、その商

品券を持って、金券を持って市内の商店でお金

を使っていただくという仕組みでございます。 

  それで、すべての店というふうに先ほど言い

ましたけれども、加盟店を募集しなければなり

ません。そういった形で、その制度に賛同する

という商店を集めまして、この制度を成り立た

せていくということになります。以上です。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 加盟店を募集するとい

う今のお話なんですが、その募集するに際して

の募集方法ですか、周知が必要だと思うんです

が、その辺も物すごく大事だなと。例えば農業

地帯の場合だと農協さんあたりからかなり買っ

ているわけよ。ジュースも買っている、石油も

買っている、あらゆるものを買っているわけ。

そうしたときに、新庄市の農協はいろいろある

んですが、そういう方々もぜひ加盟したいとい

う声が出てきたときは加盟することができるの

かできないのか。できるんですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
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平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 いろんな業者さんで、ガ

ソリンスタンドはもちろん、車の修理も当然入

れてくれということであれば、それも入ると思

います。ただ、来るかどうかちょっとわかりま

せんけれども。主に商業関係、商店の方が多い

というふうには思います。以上です。 

１１番（渡部平八議員） わかりました。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） この３月補正、年度末

になって国の施策が決まらなくて、第２次補正

の関連法案がきょうは参議院で審議入りして、

参議院で否決されて、遅くともあした、衆議院

の３分の２条項で可決すると思いますけれども、

こういうふうに補正予算するに当たって、「(第

２次補正)」ということで、かなり難儀された

のではないかなと思います。 

  １点お伺いしたい、２点ぐらいですが、まず

最初に、第２次補正関連で１億何千万あって、

2,058万1,000円を来年度に持ち越して、30％来

年度に持ち越ししていいよという話があって、

こういう条項の中で約20項目を国の第２次補正

で対応していきたいと。この要綱の要旨という

か、なぜ国がこういうことをしたのかというこ

とは、生活対策交付金ということで、生活対策

の臨時交付金なんですね。その趣旨は、要する

に地方の再生戦略、そして生活対策の面、生活

対策で、今本当に100年に一度と言われるぐら

いのこれだけの大変な世の中になって、生活困

窮者というか、大変な状況になって、内需拡大

をしなくちゃいけない。そして、買う金もなか

なかままならないということで、それぞれあさ

ってあたりからは、子供が２人いれば４万円、

大人が１万2,000円ということで、要するに４

人家族で６万4,000円ぐらい入るわけです、２

人の子供を持っていればですね。こういう状態

にしたのですが、この20項目をよく見ますと、

生活関連、生活の緊急度に合わせた交付金の使

い方が余りに少ない。各項目、例えばの話で、

学校の外壁を直す、第２次補正で。それから小

学校をこういう状態にする。八向運動公園をこ

ういう状態にして、第２次補正になったらば野

際団地の外壁、交付金を使う。それからアンダ

ーのところに安全のためにいろんな道路保持、

維持をやるという状態がずっと20項目載ってい

るのですが、直接の生活対策に対する、これだ

け疲弊し切って、失業者が、若者が、新聞に載

っていますけれども、192人、個人名を出して

いいかどうかわかりませんけれども、工業団地

の方でも200名以上、３月末までに200名以上非

正規雇用を離職させなくちゃいけない、やめさ

せなきゃだめだという現状になっているわけで

す。その人方のためには本当に、すごくひどい

というか、これからどうするのかなという生活

の対策のための特例交付金が本来でないのかな

と思って見ていますけれども、そういうところ

に該当するところが20項目には、内需拡大です

か、土木建設業の関係の方々もこういう状態に

すればそれぞれ仕事量がふえて、それぞれ生活

が潤う状態は確かにあると思うのですが、緊急

対策というのが余り多くないというように見受

けられるのですが、項目を言わなくちゃだめな

んでしょうけれども、今のこの状態、何ページ

かに載っているでしょうけれども、要するに例

えば都市の下水道の場合には緑町の都市下水道

整備事業、東山のアンダーのところの道路維持

とか載っていますけれども、これの20項目を選

定するに当たって、生活、要するに地域対策の

活性化も確かですが、もう一つは生活対策臨時

交付金、生活に重きを置いて頼むよというとら

え方の国の交付金のような気がするのですが、

この20項目を確定するに当たってのとらまえ方

がどういう状態でとらまえてこういうふうに決

めたのか。１点まずお聞きします。 
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坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 国の方で昨年の夏、８

月の末ごろから景気対策あるいは生活対策、総

額75兆円と言われますけれども、あらゆる角度

でやってきたという経緯がございます。また、

２次補正については11月ごろに大体その方向が

詰まってきたということで、役所の中でも生活

対策あるいは直接結びつかなくても景気対策、

景気イコール生活対策ということ、雇用も含め

てそういうとらまえ方をやってまいりました。

それに該当するものはどんなものがあるかとい

うことで、しかも20年度の対策ということで、

繰り越ししてもいいけれども20年度対策だとい

うことで、この各関係課にそういった該当する

事業はどんなものがあるだろうかということで

聞き取り、要望をとりました。結果として上が

ってきましたのが30数事業ありますけれども、

事業期間の関係、あるいは国、県からこういう

事業は該当なります、なりませんというアドバ

イスその他を受けました。それから、生活対策

イコール雇用あるいは地域の活性化対策という

ことで不可分に結びついているということをと

らえますと、いろんな工事とか、いろんな商品

の購入、そういったことはすべて景気対策、生

活対策に結びつきますので、そういった位置づ

けのもとに19事業について最終的に絞り込みま

して、事業の決定を県、国に申請して決定して

いったという経緯がございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 確かに県で承認するか

しないかの問題も含めてですけれども、この事

業を20項目に、先ほど30何項目あったと、その

中で20項目に絞ったのですよという状態、例え

ばの話で神室荘にデジタルテレビを今のこの機

会だから、第２次補正だから、そういう部分が

あれだからということで対応したのでしょうけ

れども、そういう部分も含めて、こういう20項

目以上のいろんな云々は新庄市のどういうスタ

ッフで決められて出されたのかなと。今の話で

こういうふうに出したとしても県でこの部分に

ついてははじかれるよという部分もあるという

状態があるんですが、ほかところの自治体との

やりとりを私もしてみると、生活交付金ですか

ら、生活に対する直接のいろんな部分のフォロ

ーができ得るような、例えばの話で福祉事務所

の項目が余りに、土木建設の関係は結構多いの

ですが、福祉関係の部分というのは余り多くな

いのではないかなと見たり、これも大丈夫だよ

という県との打ち合わせがあって、なるほどな

と、こんなこともあなたのところではやってい

るのかという部分も見ての話を言っているので

すけれども、そういうところが若干少ないので

はないかなという思いがあるもんですから、こ

れを決める当たってどういうスタッフでこうい

う20項目に絞られたのかというところをお伺い

したかったのが１点。 

  もう一つ、今の渡部議員の話もあったのです

が、地域振興券なるもの、商品券ですね、これ

は３月16日に、今回も回覧になっていましたけ

れども、それぞれそういうふうにして希望する、

例えばの話、飲み屋さんだっていいわけですよ

ね、そういうふうにして申し込めば。肥料屋さ

んもいいですし、だれでもいいわけですよ。要

するに内需拡大をしなきゃ何ともならないとい

う状態の中で、ほかの13市ほとんどやっていま

す。ほかのところは、例えば遊佐町は２回目や

ります。これは一般質問しますからアウトライ

ンでしか話しませんけれども、２割以上やって

いるところもあるんです。なぜか。これは「ピ

ンチはチャンス」だと。要するに自分の地域の

商店街も含めてこれだけ疲弊しているから、な

かなかやはり利幅もあるべし、普通のほかのと

ころのディスカウントショップと違って、安く

売っちゃえば自分らのところの粗利はないし、
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生きていけない。だけども施策として１割、要

するに普通の状態で買ったとしても１割安く買

っているという、消費者心理はそういうふうに

なるわけですよね。ですから、ここいらを例え

ば新庄市の商店街の人方だって結構大変な状況

にあるわけですから、普通の値段で買ったって

２割安く買ったみたいなもんだという消費者に

対するあれを与えるためには、今の1,000万円

じゃなくて、２割やっているところは遊佐町だ

とか、そのほかに長井市もこれからやろうとし

ていますけれども、そういうところがあるので

すが、１割に決めた、ほかのところもやってい

るからという状況なのか、何としても中心商店

街の人方に活気を、内需を拡大してもらいたい

という思いがあるとすれば、でき得る範囲内で

新庄市がいろんな部分で、地域活性化の生活支

援の特例交付金が来ているわけですから、そう

いうのも活用できるかどうかというやつを確か

めながらやれるのではないかなと思ったのです

が、この決めたプロセスを教えてください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 生活対策にもっともっ

と配慮すべきではないかという御指摘でござい

ますけれども、国・県からおりてきて事業メニ

ューを出すまで非常に時間がございませんでし

た。したがって、審査会とかプロジェクトチー

ムとか、いろんな班編成でやれればよかったん

ですけれども、これまでいろんな形でできなか

った事業とか、これからやろうとしている事業、

そういったものを各課から聞き取りを行いまし

て、生活関連密着型の事業はないだろうかとい

うことで、個別に聞き取り、要望を出していた

だきまして、最終的に県の方、国の方に相談し

て残ったのがこの事業というか、それに絞り込

んだのがこの事業だったわけです。ですから、

もう少し時間があって、精査して計画的にやれ

ればよかったんですけれども、緊急に生活対策、

緊急に経済対策をということで出てきましたの

で、タイムリーに行うにはいろいろ課題もあっ

たかもしれませんけれども、このような経緯と

期間で絞らせていただいたということで御理解

いただきたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 １割に決めた理由という

ことでございますけれども、これについては前

段の事務レベルで商工会議所との協議の中で、

今回発行されます定額給付金を何とか皆さんに

使っていただくようにしたいということであり

ます。これが前提条件でありまして、それで

５％からいろいろ考えていったんですが、結局

は他市の例でいきますと１割というのがほぼ全

部入っているわけです。２割というのも確かに

議員おっしゃるとおりありました。その中で、

じゃまず１割でということで、財政当局とも打

ち合わせさせていただきまして、このような形

に落ちついたということでございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） そういう状態で１割に

落ちついたということなのですが、市長も今回

の施政方針の中で本当に企業や商店街は大変な

厳しい環境にあるのですということを認識して

おられるわけですね。だれもが認識していると

思うのです、新庄市内含めて、これだけ大変な

状況。ですから、来年度の2,058万1,000円かな、

9,000円かな、生活対策の臨時交付金、来年度

に回すわけですから、こういう部分も含めて、

先ほど政策経営課長が言ったように、時間がな

かったと、もう少しいろんな部分で審議、話し

合いして、真に、本当に市民は今どこが一番困

っているのかというところに当てがっていただ

いて、補助金をやって有効にしてもらって内需

拡大をしていただくというのが本当の策だと思

うのですね。ここいらのところ、来年度も含め
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て、この景気の悪さはもう何カ月か、ことしい

っぱいは続くでしょうから、その部分も含めて、

今後国の方としてもあした第２次補正の関連法

案が通るわけですから、それではかなり子供に

対する対策もいろんなものも含まれていますか

ら、適切に対応していただくことを、ほかのと

ころも、遊佐町も第２弾をやるようですけれど

も、１万円の商品券が１万1,000円分というこ

とで、これが１億円やるそうですけれども、そ

れは本当に売れると思うので、もし売れた場合

には、また次の検討はそういう部分の一番困っ

ているところに手厚く手を打っていただける施

策をお願いしたいと。そういう部分の特例交付

金ですから、よろしくお願いしたいというふう

に要望をして終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） 29ページの６款１項６

目水田農業の対策費というところ、産地づくり

事業推進費補助金ということで300万円計上な

っていますけれども、この内容と明細について

お聞きしたいんですが、産地づくり交付金とい

うのは、結局、秋になって精算した結果、たし

か2,600万円ほど足りなくなったと。そのため

に、大体その作物についてケース・バイ・ケー

スあるわけですけれども、3,000円から4,700円

とか減額で支払い決定しているわけですね。た

しかこの項目だと思うんですけれども、ここを

確認したいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 水田農業対策費の産地づく

りの補助について説明させていただきます。 

  その前に、20年の営農計画書での参加農家が

1,889人でございます。その中で、達成してい

る農家が1,319人、未達成が570人ということで、

達成しない農家が30％に及んでおります。 

  水田農業の対策事業については、16年度から

スタートしておりますけれども、いわゆる３カ

年ずつ、今第２ステージに入っているというこ

とで、産地づくり交付金については３年間固定

ということで、毎年度拡大面積がふえてきてい

るわけですけれども、その拡大分について増額

ができないという仕組みになっています。また、

ほかの費目から流用することもできないという

ことで、「農業だより」とか農家の地域説明会

の場でも、例えば飼料作物１反歩３万7,000円

のところ減額を調整しなければならないという

ことで、この前のあれでは３万7,000円のとこ

ろを３万2,400円という大幅な減額をせざるを

得なかったという、本当に苦しい説明を皆さん

にせざるを得なかったという状況であります。 

  これまで産地づくり交付金については県内の

市長会を通じて国の方には要請しておりますけ

れども、抜本的な国の方の見直しというのはな

されていないと。それで、国の方では、これも

第２次補正なんですけれども、20年度の２次補

正で生産調整参加者の方に１反歩3,000円の支

援がなされるということで、これも来年度確実

に転作実施される農家の方に支給されるという

ことですので、ことしの転作の確認後、交付さ

れるということで、大体対象としては8,000万

円ぐらい市の方に入る予定となっております。 

  また、水田有効活用といいますか、来年度の

国の施策として、新たに拡大する農家の方に対

して交付するという新しい施策が講じられてお

りますので、それについても何とか達成できる

ように取り組んでいきたいということで、いわ

ゆる産地づくり交付金の減額した分の補てんと

いうことになりますけれども、それでは足りな

いわけなんですけれども、この辺については国

の方にも引き続き要請していかなければならな

いと思っています。また、新庄市でも水稲単作

依存ばかりじゃなくて、畜産と園芸も着実に伸

びてきておりますので、この辺の生産の方が意
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欲をなくさないような施策を講じていかなけれ

ばならないと思っています。今回は３月補正で

300万円上程させていただきましたが、よろし

く御理解のほどお願いします。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） 大変御丁寧に御説明い

ただきまして、ありがたいところなんですけれ

ども、ただ、この前、認定農業者の方から農業

委員会に要望がありまして、農業委員会の中で

も検討しまして、実は議会の方に要望書という

形でいろんなものを要望したところが、産業建

設常任委員会に付託していただきまして、そこ

でいろいろ説明して検討してきた結果、こうい

う方向づけで、金額については決して満足なも

のではありませんけれども、前向きに少し、今

まで何回言ってもならなかったものに対してこ

ういうふうに少しでも前向きにやってくれたと

いうことは評価いたします。 

  ただし、やはり地方財政はこういうふうに苦

しいわけですので、財政の中から出せない状況

下にある、そして流用もできないと、先ほど説

明がありましたけれども。私が考えるに、これ

は大体8,800万円ぐらい来ているんですよね。

５万、３万の減反の手当について、実は8,800

万円ほどの予算が来ているんですけれども、こ

れの使い方が、減反の未達成者が加入したのが

６人、今まで減反やっている人の加入が148人

ということで、大体こんな人数で１割にも満た

ない人しかこれに加入してない、申請してなく

て、余った金が大体6,000万円ぐらいですか。

このぐらい余っているはずなんですよね。その

金をただ中央政府の方にお返しするのかなと、

こういうことになるかと思うんです。それにプ

ラス例えば国の方では燃料の高騰に対してもか

なりの予算を割いているはずなんですね。それ

も支給のめどが立ってないというような状況で

あるんです。それから、国全体で言いますと、

先ほどの５万、３万のケースでは600億円の緊

急予算を組んでいるわけですね。それが例えば

新庄市の例を挙げますと１割しか該当者がない、

全国では多少上がるのかなと思いますけれども。

そういった金があるのに対して、当年度迷惑を

かけたというか、一生懸命減反をしようと思っ

てやった者に対してマイナスの精算をしたとい

うことは、来年度からいろいろ政府で減反、新

庄で175ヘクタールですか、これを幾らかでも

埋めようと、減反を奨励しようとしているとき

に、その一生懸命やった方々に対してマイナス

の支払いをせざるを得なかったと。そういうと

ころに来年度果たして、来年度も予算がふえる

わけじゃないですから、どうなっていくのかな

と思うわけです。そういうことで、ぜひとも、

今後とも予算の流用はまかりならんということ

ですけれども、政府の方に地方６団体でも通し

て市長からでも言ってもらって、そういうもの

が余っているんだから、これを当面の予算の中

できちっと一生懸命やった者に対してはつじつ

まを合わせて、そして来年度の予算を見ますと

何も計上なってないわけですね、新庄市として

は。だとすれば、来年はこの予算でいって、ま

た減反をふやしていけば、もっとマイナス補正

しなきゃいけないということになってくるわけ

でしょう。国で新たなものが出てくればいいん

ですけれども、今の時点では出てきてないわけ

ですから。とすれば、やはりそういった金を流

用して、流用というか、国の方に働きかけて、

ただただみすみす返すんじゃなくて、当年は当

年の間において精算していただきたかったなと、

こういうふうに要望するんですけれども、あと

の詳しいことは、今私が言ったことに対してお

答え願いまして、そしてこれは来年度の予算に

関連しますので、来年度の予算の中でまた質問

したいと思いますけれども、今の点についてだ

け答弁願います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 
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平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 この前、12月議会で提案い

ただきました。議会の中で承認いただきました

３件について、その件については肥料高騰対策

の中で、２月中旬で全部締め切り、集約しまし

て、約900人ぐらいの方が肥料高騰で対象にな

るということでとらえております。また、土地

利用型の作物ということで、拡大について、い

わゆる生産組織に対して、これは来年度の予算

に計上してございますけれども、詳しくはその

場で申し上げたいと思いますけれども、21年度

の中で生産組織の調整活動費と支援費というこ

とで、転作される方を調整してもらうというよ

うな支援の措置を予定しておりますので、御理

解のほどお願いします。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） ありがとうございます。

じゃそのようにして、それはそれとして、来年

度の対策は対策としてよろしいですけれども、

先ほど言ったこと、重ねてお願いしておきます

けれども、金は緊急予算として国から来ている

わけですから、そういったものの活用の方法を

ぜひ市長にお願いするのは、業務の方に早目に

情報を入れて、そういうものを流用させていく

ような方法、そして当年当年につじつまを合わ

せて来年度の対策に結びつけて、減反対策の

197ですか、197.5ヘクタールですか、こういっ

たものをだんだん狭めていくような方向に、み

んなが一生懸命なっているわけですから、一生

懸命なったからには必ずそういうふうな手当て

をしてほしいなということを要望していただく

ようにお願いして終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） それでは三つ、四つぐ

らいでしょうか、質問いたしたいと思います。 

  坂本課長からは御丁寧ないろいろ内容を御説

明いただきましたが、その説明以外のことにつ

いてお聞きいたしたいと思います。 

  10ページ、市税関係についてお伺いします。

２項固定資産税、ここに載っていますとおり、

滞納処分によっての繰り越しが約630万円ぐら

いプラスになっております。その下の下の項目、

６項都市計画税が逆に190万円減額という補正

でございますが、私たちが考えるに、納付書を

見れば固定資産税と都市計画税はセットで納付

されて、それで納めてくださいと言っているの

が通常で、この計算がどうなっているのか、そ

の辺１点、お願いいたします。 

  それから、その下の11ページですが、ここの

中に株式譲渡の交付金が当初760万円で△640万

円、要するに減額措置しております。株価下落

による影響かなと思いますが、その下の下、ゴ

ルフ場利用交付金が逆に111万円ぐらいふえて

おります。不況の中でゴルフ場がなぜこのよう

に交付金がふえたのか、ゴルフをする人が多く

てふえたのかどうなのか、どういう感触を持っ

ているか、その感触等を伺いたいと思います。 

  それから、ページ飛びます。23ページ、社会

福祉費の４目障害者自立支援費の中で、その内

訳の一番下にあります成年後見制度支援事業費

が33万4,000円全額減額ということは、当初予

算イコール減額ということになっておりますが、

これは市としての窓口支援というのは一体どの

ようにして行うのか、行おうとしているのか、

利用者がゼロだったというふうにこの額から見

ると判断できますが、その内容について伺いた

いと思います。 
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  それから、27ページ、２項清掃費２目じん芥

処理費の関連です。歳入の方でも90万円減額し

ております。今回歳出の方でごみ収集運搬費が

92万円減額、ごみ袋の製作費も69万8,000円減

額となっていますが、ここの説明の欄にエコプ

ラザもがみ費852万2,000円増と、この中身がち

ょっとわかりませんので、この説明方お願いし

たいと思います。なぜかというと、ごみが減っ

たのに、エコプラザに支払う分が減るのが妥当

じゃないかなと思うんですけれども、ここでふ

えているというのは一体どういう中身なのかと

いうことでございます。 

  それから、38ページ、社会教育費の説明欄に

あります委託費の増減です。ふるさと歴史セン

ター７万円減額、わくわく新庄41万3,000円減

額、体育施設の委託管理料が34万3,000円増と、

この増減はどういうことから発生しているかど

うかです。以上お願いいたします。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいま御質問ありました税

についてお答えいたします。 

  まず固定資産税と都市計画税、今御指摘のと

おり、通常は１枚の納付書で課税なって、通常

は連動するわけでございます。まず最初に固定

資産税の方ですが、これは滞納繰り越し分でご

ざいまして、端的に言いますと徴収担当の努力

の成果といいますか、頑張って滞納者に説得な

りして集めたということでございます。とりわ

け今回は高額の滞納者がおりまして、その方が

どんと納めたのが１件ございまして、それが大

きく影響しております。そのほか個々の徴収努

力によって滞納繰り越し分の収入が当初見込ん

だものよりも随分大きくなる見込みが立ちまし

たので、今回補正させていただいたところでご

ざいます。 

  それから、都市計画税につきましては、調定

は大体当初予算で見込んだとおりではございま

すが、実は徴収率が落ちております。現在のと

ころ0.7％程度ですが、徴収率が落ちておりま

して、それから推計しますと決算見込みで190

万円ほど落ちるのではないかと見込んでおりま

す。最初に申し上げましたとおり、固定資産税

とこれは連動しておるわけなんですけれども、

固定資産税の現年分につきましては予想よりも

調定額が若干伸びておりまして、今回減額する

ほど、あるいは増額の補正をするほどの差が生

じてきておりませんでした。したがいまして、

今回は都市計画税分だけ減額補正をさせていた

だいたところでございます。 

  続きまして、株式につきましては、議員御指

摘のとおり、景気の悪化の結果、交付される額

が減ったということでございます。 

  それから、ゴルフ場利用税につきましても、

これは利用実績に応じて県に一括して納められ

たものがゴルフ場の所在する市町村に交付され

るものでございます。県に納められたもののう

ちの70％が市町村に交付されるわけでございま

して、新庄のゴルフ場を利用された方が多かっ

たということだと認識しております。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 成年後見制度の関連予算

は、御指摘のとおり実績がございませんでした

ので、全額を減額補正させていただきました。 

  この制度につきましては、県におきましても

ポスター、チラシ等作成して、市でも社会福祉

協議会とタイアップしながらいろいろＰＲを図

ってございます。福祉並びに社協でいろいろな

相談を受けたケースでは、この制度をどうして

も活用しなければならないケースが20年度にお

いてはなかったと。そういった格好で減額の補

正となりました。以上です。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 じん芥処理費の中で、まず
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ごみ収集運搬業務委託料につきましては粗大ご

みの収集運搬委託料になります。粗大ごみにつ

きましては、年間一括しての委託ではなくて、

事務費的に１件幾ら、細かい数字は持ち合わせ

ておりませんが、一つの処理で幾らということ

の積み上げの委託料になります。当初予算で

270万円ほど予定してあったんですが、結果的

には190万円ほどの執行額で済みそうだという

ことで、72万円ほど減額させていただきました。 

  それからもう一つ、ごみ減量対策費の中のご

み有料化指定袋製作業務委託につきましては、

当初予算で1,055万円ありますが、これは年間

一括発注します。燃えるごみ、燃えないごみ、

ごみの袋の製作を一括発注しますので、その請

け差が約70万円ほどあったということで、69万

8,000円減額させていただいております。 

  それに関連して、トータル的になるんですが、

ごみが減っているので、粗大ごみも減った、ご

み袋の製作費も減ったということになるんです

が、広域の分担金852万2,000円、これはエコプ

ラザもがみ費なんですが、ふえた理由としては、

10月10日開催の広域議会の補正第２号によって

示されておりますが、灯油、重油代の燃料費が

919万円ふえた、光熱水費の主に電気料なんで

すが458万5,000円ふえたということで、トータ

ルで1,400万円ほど広域の方のエコプラザ光熱

水費、燃料費がふえております。それの新庄市

の負担分ということで852万2,000円を今回の３

月で補正させていただきたいという内訳でござ

います。以上です。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 施設関係の委託料関係を

説明させていただきます。 

  まず歴史センターの委託料の関係なんですが、

その前に、修繕料を今回つけていただくために

かなり精査しまして、いろんなところを削った

経緯がございまして、この委託料の中にたくさ

んの項目があるんですが、例えば日常清掃業務

とか窓口業務とか休日日直業務、そういう休館

日とかかわって少しずつ余ってきているものを

全部足して、端数的なものを足して積み上げて

全体的で７万円の減額を計上しておりました。 

  それから、わくわく新庄の委託料の指定管理

料の減額でございますが、これはわくわく新庄

の指定管理者との委託契約料そのものの減額で

はございません。契約金額の減額ではございま

せんで、実は昨年度、今年度の予算を計上する

ときに当初わくわく新庄の指定管理料を積算し

た額とそれ以降に今年度新しく指定管理者にな

る雪の里情報館、本格的になった文化会館と整

合性をとったところ、若干三つの施設間で指定

管理料にちょっとふぐあいがあったために、最

終的に契約を交わす段階で相手方の指定管理者

にも御理解をいただいて、減額の調整をさせて

いただいたところでした。それですので、この

41万3,000円については今年度早いうちに減額

補正するべきだったのですけれども、おくれて

今になったということで、直接の指定管理委託

料の契約上の金額ではないということです。 

  以上です。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 体育施設管理業務委

託料34万3,000円の増額の理由でございますけ

れども、内容につきましては体育館、スポーツ

ハウスの宿日直、夜間業務委託料でございます。

利用者数等につきましては、体育館、スポーツ

ハウス等も昨年同月比で若干増加しているとい

うことでございますけれども、業務委託につき

ましては例年なかなか厳しい財政事情の中で

我々実績に基づいて要求しているわけですけれ

ども、委託料の中で調整して補正をさせていた

だくということで、昨年度もそうだったんです

けれども、今年度もその差額を増額補正させて

いただいたということでございます。 
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８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） ちょっと追加的に質問

いたします。 

  先ほど福祉事務所長から答弁いただきました

が、成年後見制度を市として窓口の業務を一体

どういう内容でしようとしているのか。成年後

見制度という名前は知っていますけれども、実

態的に私たちはまだぴんと来ないし、どういう

ことなのか、どういうことを当初予算に織り込

んでやろうとしたのか、結果的になかったとは

いいながらも、そこの中身についてもうちょっ

と詳しくお願いしたいと思います。 

  それから、環境課長から説明いただきました

が、エコプラザの850万円ほどの増額は燃料代

あるいは電気料約1,000万円のうちの新庄の持

ち分ですよとお聞きしました。ところが、この

エコプラザ、私が一番最後に行ったのが去年11

月初めか10月の終わりころだと思いますが、そ

れまでの間、夏を通して炉が一つ消えた状態で

稼働していたということなんですね。たしか６

月か７月の初めころに行って、11月初めに行っ

たときまで炉が一つ使えなかったと。中で働い

ている方は、ごみが山積みされた中をくぐりな

がら仕事をされていたというような状況を目に

いたしました。片方がかなり、１基が長い間と

めてあって、もう一つがかろうじて動いている

んですけれども、この施設の状況というのはど

ういうふうに市として把握しているのかどうか

です。燃料代、電気代は高騰により納めますと

いうのはいいですけれども、半分がとまってい

る期間が大分あったと思うんですよ。そういう

中でこれほどの800万円もの負担が、私から見

ればおかしいんじゃないのかなと見えます。こ

の中についてもう少し詳しく説明方お願いした

いと思います。 

  それから、最後に御答弁ありました、わくわ

く新庄の減額ですが、先ほどの課長の説明です

と調整によって同意のもとで減額したというよ

うでございますが、委託料の減額でしょう、契

約した委託料の減額なんだというふうにとらえ

たんですけれども、契約された金額そのものは、

どんな事情があったにしても減額するというこ

とは一体、変更契約なり何かしてやられたのか

どうなのか、あるいは何らかの理由があって減

額したんでしょうけれども、ちょっとその辺が

ぴんと来ないんですよね。減額というのは押し

つけ減額でないとは思うんだけれども、もう一

度お願いします。以上３点です。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 成年後見制度でございま

すけれども、福祉の担当の方にいろいろ相談に

お見えになられたときに、この方のケースであ

ればこの制度をお勧めした方がいいのではない

かと判断したときにお勧めしております。また、

社会福祉協議会に相談に行かれた場合でも、社

会福祉協議会から常に福祉事務所にケース記録

あるいは口頭でこういった方がこういった相談

に見えたという情報の共有、交換を行ってござ

います。ケースがなかったということがいいこ

となのか悪いことなのか、必要とする方がいら

っしゃらなかったということではよいとらえ方

もできるんですが、制度自体を知らないでいる

という点では決していいことであるとは思って

ございません。私はこの４月から福祉の仕事に

携わってございますけれども、ただ、現に福祉

の方でお勧めしたにもかかわらず、この制度を

お使いにならなかったというケースも実際にご

ざいました。というのは、特に金銭、財産にか

かわることでございますので、なかなか放した

がらない、そういった管理はみずからが行うと

いう判断をなされた方も複数ございまして、う

ちの方としてはそういった特に金銭管理におい

てこの方はぜひ使っていただきたいなというケ

ースもあったんですが、本人が了解しないとい
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いますか、その制度は使わないというケースも

ございました。そういったことにつきましては

できるだけ懇切丁寧な説明を行いながら、障害

者の方が自立できるような相談を心がけてまい

りたいと思います。以上です。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 エコプラザでは45トンタイ

プが２炉あって稼働しているわけですが、こと

しは途中で故障があって３回ほど休んだという

話は聞いております。その辺の連絡のとり方に

ついては、担当者会議または担当係長会議等々

で報告いただいているわけです。それで、燃料

費につきましては、皆さん御存じのとおり昨年

の当初だと70円ぐらいだったものが140円ぐら

いと約２倍に金額的にふえております。それが

普通の炉は自燃といいますか、自分で一たん火

をつけると燃料がずっと燃えているわけですけ

れども、溶融炉、いわゆるダイオキシン対策の

ために1,300度まで上げるという溶融炉に関し

ては常に相当な燃料を使って燃やしているとい

うことと、逆に一回休めるとまたつけるときに

は800度まで温度を上げなきゃならないという

ことで、休みたびに逆に燃料がかかってくると

いう結果も出てきますので、総合的に合計しま

すと今言ったような1,400万円ほどの燃料費、

電気代も途中から７％上がっておりますので、

それらを合計した金額で1,400万円ほど当初予

算から見ると増額になるような結果というふう

に確認しております。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 先ほどの説明が少し舌足

らずだったかなと思いますが、指定管理者の

方々には公募の段階では参考価格ということで、

今までの管理の実績とか、そんな段階で上限額

ということでお示ししております。最終的に契

約を結ぶのは３月議会の議決が終わってから、

金額が決定してからということになりますが、

間に予算編成の中でいろいろ調整等もあります

ので、参考価格というのは必ずしもそのままな

るとは限らないということで、その辺は公募の

段階で説明もしておりますし、御理解もいただ

いております。そんなことで、わくわく新庄に

ついても、昨年の参考価格ということでお示し

した額と最終的に契約をして３月に結んだ額が

違ったということで、それを今年度早くに本当

は減額補正すべきものであったものが今になっ

てしまったということでございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 大分わかりました。 

  環境課長に一つお願いなんですけれども、エ

コプラザの運営母体は広域、これは承知してお

ります。ただ、先ほどの説明にありましたよう

に、あれができてから何年ですか、７年、８年

ですか、その期間が過ぎれば、このぐらい過ぎ

れば保証期間外かなと思われます。ただ、あそ

こをつくりましたプラントメーカー、クボタで

すか、大企業のはずです。そのときの保証期間

の中にもしあれば当然無料でやったんでしょう

けれども、もし保証期間外であれば有料となっ

て相当の額の補修費がかかるはずです。その辺

どうなっているのかはきょうはお聞きしません

ので、その辺の保証のあり方についてもう一回

広域側と検討されたらいかがかと思います。で

ないと、これから先のこともあろうし、修理す

るたびに相当額の支払いが常に発生する、それ

ではやはり大変じゃないのかなと思います。何

せ新庄の負担が最大でありますので、どうかそ

の辺お願い申し上げまして、質問を終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） ２点ほどお聞きしたい

と思います。 
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  29ページ、先ほど星川議員が質問しました産

地づくり事業推進費補助金300万円と、35ペー

ジ、最上広域市町村圏事務組合分担金のマイナ

ス3,407万5,000円の件についてお聞きしたいと

思います。 

  実は、この29ページの産地づくり事業交付金

について、一般質問で聞こうかなと思っている

んですけれども、先ほどの星川議員と課長のや

りとりを聞いて、どうも理解できないことがあ

るもんですから、この場から改めて聞くんです

けれども、皆さん御承知のとおり、新庄の転作

未達成者は山形県で一番であります。そういう

中で、達成者がいろいろあの手この手を使って

団地をつくったりしてやっているんですけれど

も、片や未達成者を解消しようという運動も起

きています。そうした場合、課長は、それはい

ろいろ理解しようとは思うんですけれども、第

２回目の産地づくり交付金のやっているんです

けれども、ことしも去年より減ってきました。

現場で一生懸命転作に協力している方が、すれ

ばするほど奨励金というのが減ってきておりま

す。だとすれば、転作達成者がふえればふえる

ほど、またこれ産地づくり交付金というものは

痛しかゆしで減るわけですよね、減額されるわ

けですよね。そうなった場合、補正で300万円

ついているんですけれども、どのような使われ

方をするのか、たった300万円とは言いません

けれども。そして来年600万円ほど、名前を変

えて団地化の方についているんですけれども、

これから転作未達成者を幾らでもカバーすると

すればやはりもう少し、今回300万円つけたと

すれば来年1,000万円、2,000万円というお金を

つけてもらって、新庄市から未達成者の農家を

幾らでも減らしていきたいというのが恐らく行

政であり農業団体であると思います。そういう

わけで、来年度事業の600万円はいいですけれ

ども、この場での質問じゃないんですけれども、

今回は300万円ですよね。私から言わせればも

っとつけてほしかったなという思いであります。

先ほど星川議員と課長のやりとりを聞いている

と、どこかで歯車が狂っているんじゃないかと、

私はちょっと理解できなかったもんですからこ

のように質問させてもらうんですけれども、そ

の点についてお聞きしたいと思います。 

  あと、35ページ、先ほどの説明によると、当

初予算には9,000何がしの予算がついたと。そ

して減額なって、３割近く減額なっているんで

すけれども、この予算のつけ方というのはどう

するんですか、これね。前も全員協議会で問題

になったんですけれども、大蔵村と舟形の間に

新しい分署をつくる、統合して。そういうさな

かで30％の減額をしたということは、何がこの

くらい安くなったのか、それとも最初からつか

み金として9,000万幾らの金をつけたのか。減

額すればいいということでは私はないと思いま

す。やはり予算をつける段階で精査して、ぎり

ぎりの予算をつけてもらいたいというのが我々

議員の同じ考えだと思います。今回もあのよう

な１億何ぼもかけてするんですけれども、ちょ

っと待ってくださいよというのが当たり前じゃ

ないですか。その辺の減額なった理由をお聞き

したいと思います、２点ほど。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 先ほどの質問の趣旨とちょ

っと混乱を来したということで、説明不足だっ

たかなと思って、大変申しわけございません。 

  水田農業の産地づくり交付金については、今

第２ステージということで先ほど申し上げまし

た、19年から21年度までなんですけれども。こ

れが国の方で産地づくり交付金から１年早まっ

て第３ステージということで、新たに産地づく

り交付金のほかに食糧自給率、自給力を向上す

るための水田有効フル活用ということで、産地

づくり交付金が国の方で大体1,466億円ぐらい

です。それで新庄市の方で２億7,000万円ほど
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で、11億円ほど国の予算が減らされています。

新庄市でも1,100万円ぐらい減らされていると。

ただ、すればするほど産地づくり交付金が減ら

されているという状況がありますので、それを

解消するために先ほど申し上げました水田有効

活用ということで、これが国の方で404億円ほ

どの予算を計上しています。これは新たに作付

した場合に、それを拡大した分に対して、飼料

米とか飼料作物、大豆、麦とか、いろいろあり

ます。米粉もございます。それについて食糧自

給率を向上するため、未達成農家もおりますの

で、今、一人一人当たっております。それで何

とかその事業に取り組んでほしいということで、

これからも引き続き対応してまいりたいと考え

ております。あくまでも予算の枠の中で動く必

要があるものですから、21年度の事業を活用し

て何とか達成に向けて頑張っていきたいと思い

ます。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 広域消防の分担金の減額

3,407万5,000円になりますが、これは高機能消

防通信指令センター、平成20年度で計画いたし

ました。この計画した段階での工事費の予定価

格でございますが、２億3,500万円ほどの予定

価格でございまして、それを特殊な機械だった

ので広く入札を、県内とかということだけでは

なくて関東方面まで業者を指名いたしまして、

落札した結果が１億5,700万円ということで、

30％ほど安く落札なった結果でございます。そ

れの分を新庄市では当初9,389万円で予定して

おったんですが、約３割、今言ったように落札

価格で下回ったという結果がございまして、

3,400万円ほどの減額になったという結果でご

ざいます。設計段階での金額等につきましては、

新庄市は直接設計見積もりに入っておりません

でしたので、総額で２億3,500万円ほどになる

よという話の中で政策経営課と調整して当初予

定、予算を立てたわけですので、結果というふ

うにしか今の段階では申し上げられませんので、

よろしくお願いします。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 農林課長、危機感を持

ってないなと私は思うんですけれども、今、現

場にいる農家は、これ以上減反は嫌ですよとい

う雰囲気であります。国からは自給率のため、

米粉つくったり、飼料米ですか、そういう方々

が新規にする場合または拡大する場合は出るこ

とは知っています。それが一般的に普及します

か。恐らくそれをつくった場合、米粉にしかり、

契約栽培的な、つくった米粉なり、それをだれ

が買ってくれるんですか。それまで農業団体と

詰めて話をしていますか。今一番山形県で減反

の未達成者の市であって、行政も農業団体も

我々も幾らでも、新庄言葉で言うと「さだけね

まねすねべや」ということで呼びかけています。

そうした場合、手っ取り早いのが飼料作物なり、

ここにありますソバなり大豆とかニラとか、そ

ういうのに向かっているのが主流じゃないかと

思います。そうした場合、達成者がふえればふ

えるほど、ここにもらうお金が少なくなる、そ

れが実態なんです。その辺のことはできればも

う少しお金を上乗せして、来年以降も頼むとい

うことで、そういう意味で私は質問したわけな

んですけれども、来年も決まっていて600万円

ほどついているらしいですけれども、来年の現

状を踏まえて、未達成者がわずかでもなくなっ

たら考えてみてください。 

  あと、環境課長、新庄が最初の見積もり段階

に入っていなかった、２億数千万円のお金は

云々と言ったんだけれども、新庄で一番出して

いるんですね、分担金。おかしいんじゃないか

と思わないですか。下がればいいということな

ら、だれが最初これ入札価格って、予算のあれ

つくったかわかりませんけれども、最初から
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30％も入札で下がるとすれば、最初の価格の設

定が高過ぎたんじゃないかと、私そう予想して

いる。入札すれば安くなるからいいということ、

最初の設定価格が高かったんじゃないかと聞い

ているんです、私。そこには一番分担金を出し

ている新庄市が入ってないんですよ、副市長、

入札によって下がると言ったけれども。だから

今回の舟形と大蔵に関しても、やはり統合する

のはやぶさかでないと言っているんですけれど

も、今財政的に本当に楽でないからということ

で、この議会においても質問したり審議等やっ

ていると思うんです。これが普通に、しようが

なかったと、入札して安かったからと、そうい

う感じで執行部でいれば私は納得します、そう

いう予算のとり方をしているとすれば。もう少

し私は新庄の財政を考えてみた場合、もう少し

精査してやってほしかったなという思いです。

以上です。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 議員がおっしゃるとおり、

もっと新庄市としても精査するべきであったろ

うと思います。しかしながら、高機能指令セン

ターという特殊な機械だったので、何がどうす

るという大ざっぱな話は聞いていたんですが、

それが果たして正当な価格なり設計なりだった

かという比較するものがほとんどございません

で、その辺に関しては私の勉強不足だったと反

省しております。よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 最初に、歳入の10ペー

ジ、法人市民税が6,987万9,000円の減額となっ

ていますが、1,000円単位まで減額で数字が出

てきているんですけれども、これは今年度中の

予想ですか、確定した数字なんですか。今、法

人ですので、一番大きいのが工業団地で稼働し

ている会社だと私は認識しているんですが、状

況を聞きますと大変なことになっていると。何

社かは操業休止という状況または１カ月交代で

社員が半分ずつ出社というのも聞いています。

横根山の方でも同じで、正規社員までリストラ

されるという状況にまで今現在追い込まれてき

ております。この現象は今始まったことでなく

て、昨年からおいおい徐々に増加しまして、今

の状況ですと先が全く見通しがつかない、この

辺の状況から成り行きというのは商工観光課の

方で押さえておるとは思うんですけれども、私

が質問したいのは、この数字で終わるかなとい

うことで、税務課長にお伺いをしたいと。 

  それから、今、確定申告、16日で終わるんで

すが、個人の方は逆に増というふうになってい

ますが、こっちの方の減るということはあるか

どうか、ないかどうか。その辺お伺いしたいと

思います。 

  次に、先ほど坂本課長から御説明いただきま

したが、２次補正関係のやつですね。20項目、

20事業にわたって詳細に御報告いただいたんで

すけれども、これは緊急的な交付金ということ

で、この交付金によって幾らかでも地域の活性

化を図っていただきたいということが国のねら

いであると私は受け取るんですが、どうもその

20事業を見ますと、これで活性化なるのかどう

かなというふうに私なりに見ていると考えられ

るんですよね。例えば34ページのロータリー車

700万円購入、この700万円のロータリー、今、

降雪期が終わって使いようない、ことしの何月

かわからないんですけれども、降雪期まで寝か

せておくわけですね。こういうものにこれを使

って活性化なるかどうかなというふうに私は思

うんですね。寝かせたままになるわけですね。

欲しいと思っていても今まで買えなかった、で

きなかった、この20事業というのはそういうも

のだと思うんです。何とかしたいけれども財政

上許さないので、我慢してきたと、この際臨時
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の交付金が出るからこれでやりましょうという

ことだと思うんです、これを見ますと。それは

わかるんですけれども、もっとこの目的とする

活性化に直接つながる事業がなかったかどうか。

大変課長も苦労した話をさっきしたんですけれ

ども、わかりますけれども、もう少し頭を使っ

て地域のために本当になるような事業がなかっ

たかなというふうに思います。この除雪車、ロ

ータリーの購入というのはどういうふうに考え

られたか。 

  それから、中学校がことしの10月からという

ことでスタートしまして、設計もできて、減額

が出てきました。設計は終わりましたというこ

とになっているわけですね、223万7,000円、36

ページ。委託料が減額なって、これで全部終了

となっています。それで、次の37ページには厨

房機器の購入が6,000万円と出てきていますね。

これが今どこまで事業が進行しているか。もう

改修が、各学校が終わってスタートできるよう

な、厨房が入れられるような状況になっている

のかどうか。そこら辺をまだ聞いていませんね。

お知らせをいただきたいと思います。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいま御質問ありました法

人税についてお答え申し上げます。 

  法人税で落ち込んでおりますのは税割部分で

ございます。法人税の税割が課税なるのは、法

人が決算を迎えた時点で国の法人税額が決まり

ます。その所得に応じて法人税が決まるわけな

んですが、その税額に応じて法人市民税の額が

決まるというふうになっております。 

  ちなみに、今年度の決算期を迎えた法人が毎

月幾つかずつずっと申告をするわけでございま

すが、19年度に比べましてほぼ８割ないし85％

程度の額で推移してきております。したがいま

して、それから推計しまして前年度の税割の額

に85％程度を見込んでことしの決算額を出した

ところでございます。ただいま新田議員からお

話ありましたように、現在が苦しい場合、その

決算期を迎えるのが恐らく来年度になって決算

期を迎えると。そのときになって現在の苦しい

状況があらわれてくるものと思っております。

したがいまして、今回は85％前後での推計とし

ておりますが、21年度についてはさらにその８

割程度の収入になるのではないかなと見込んで

おります。 

  それから、個人分につきましては、個人の所

得につきましては平成19年の所得に対して20年

度の課税がされます。したがいまして、今回の

補正につきましては市民の方々の平成19年の所

得に対する税が当初見込んだものよりも若干多

く入ってくるという見込みが立っておりました

ので、増額補正にさせていただいたところでご

ざいます。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 この２次補正関係につ

きましては、厳密に言うと100％かなえられた

かどうかということは、先ほど言いましたよう

に課題も残ったかなと思いますけれども、工事

あるいは修繕、物品の購入、補助金とか、そう

いったことで市民生活、雇用、地域の活性化に

結びついていく事業であると、内容であるとい

うふうにとらえております。 

  それから、具体的にロータリー除雪車の件に

つきましても、来年に向けて今からどうするん

だということの御指摘もありましたけれども、

これらの事業につきましては額を確定して繰り

越しを行いまして、来年度中の事業の執行につ

いても有余がありますので、寝かせたままとい

うことにならないように、時期を見計らって適

期に導入あるいは実施したいと考えていますの

で、よろしくお願いいたします。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 



- 66 - 

大場和正教育次長 学校給食、中学校給食の件で

すけれども、給食室の増改築工事実施設計とい

うものを行っておりまして、その入札の結果で

223万7,000円ほど減額という形になっています。

設計業務が終わりましたので、どういう厨房機

器を更新拡充しなきゃならないかということが

判明しました。それに伴って今回２次補正とい

うことでもって予算を計上させていただいてい

るということでございます。工事等については

夏休みに行いたいという形でおります。それに

伴って厨房機器等の搬入等も夏休みの期間中に

行いたいということで考えております。設計業

務等は全部終わりましたけれども、必要な厨房

機器等もわかったということでもって、今回２

次補正を活用させていただいて備品購入という

形になります。以上です。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） しつこいようですけれ

ども、お願いをここで申し上げたい。あくまで

も地域の活性化、くどいんですけれども、また

申し上げますが、潤わなきゃならないわけです

から、この趣旨からいっても。団地に張りつい

た会社だけでなくて、あらゆる事業、産業が冷

え切っている状態、皆さんもおわかりと思うん

ですけれども、そういう状況を見たとき、なる

べく地元に交付金が落ちるように、張りつくよ

うに、例えば今言ったロータリー車、私は言い

ましたが、700万円で買ったとしても、地元に

幾ら落ちるかと考えたときに大した効果が出な

い。そうでしょう。よそから高額で持ってきて

それを売る、またここに入っている業者から買

ったとしても皆営業所だから、新庄市にバック

なってくるような税額から考えれば大した効果

があらわれてこないと私は思います。 

  それから、今言った教育委員会関係の什器、

厨房の什器も、地元から購入すると考えてやっ

ているとは思うんですけれども、よく見かけら

れるんですけれども、市の業者を省いて直接別

のところから買う。扱うところがないんだった

ら、これはしようがないんですけれども、あっ

ても、よそから入れているというケースも見受

けられます。地域の活性化に逆行するわけです

から、その辺は値段が合う合わない、いろいろ

あると思うんですけれども、そこはやはり精査

しながら業者と協議しながら、なるべく地元を

使っていくというのが根本的になければならな

いんじゃないかと思います。多少は値段のずれ

があっても、貢献度はそれだけ上がってくるわ

けですから、そういうことで今後もいろいろな

面において地元というものを第一に念頭に置き

ながら事業展開をしていただきたいとお願いし

ておきます。以上です。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時０３分 休憩 

     午後３時１３分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 28ページ、衛生費の清

掃費の中のごみ減量化対策事業費、容器包装リ

サイクル設備整備事業費補助金275万7,000円な

んですが、これについて聞きたいと思います。

あと、７款１項商工費の先ほどの共通商品券発

行事業補助金について伺いたいと思います。 

  まず最初に、容器包装リサイクル設備整備事

業費補助金について275万7,000円なんですが、

これの詳しいところを教えていただけないでし

ょうか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 この容器包装リサイクル設

備整備事業でありますが、新庄ではリサイクル



- 67 - 

事業として、食品トレーの回収事業、福祉授産

所等々での中間処理をやって、ヨコタ東北さん、

固有名なんですが、ヨコタ東北さんでまたリサ

イクルのトレーをつくっているという循環型、

これも全国で先駆けてやっておりまして、市長

の施政方針の中にもございましたが、それを充

実するために福祉授産所の一部、たんぽぽ作業

所さんになりますが、そこで今食品トレーと発

泡スチロールの圧縮機を中古品をもらって使わ

せていただいております。それがかなり老朽化

して消耗してしまって、仕事にならないという

ことから、今後ともそういった事業を拡大して

いきたい、授産施設に通所する子供たち、通所

している方々への社会参加も充実したいという

ことで、発泡スチロールの減容機、いわゆる25

分の１に圧縮するんですが、その機械を購入し

たいという依頼があったもんですから、昨年度

からいろいろ手段を検討しておりましたが、こ

のたびこういった事業で４分の３ということで

補助対象にしていきたいということであります。 

  以上です。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。トレー

の回収ですけれども、トレーというのはスーパ

ーとかに回収容器があって、そこに入れている

トレーのことですよね。私の認識だとあれは一

般廃棄物じゃなくて、事業ごみというか、そち

らの方になるんじゃないかと思うんですけれど

も、事業ごみは多分県の管轄なんじゃないかな

と思うんですね。それが市税を使って利用する

となると、一般の家庭ごみのラインが必要だと

思うんですけれども、その辺はどういうふうに

考えてこういうふうになさったんでしょうか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 スーパーさんで集めている

ごみは確かに事業系の一廃物となります。それ

で、産廃に近いものがあるんですが、それに対

しては県ではないかということですが、新庄方

式トレーリサイクルというものを福祉授産所を

交えた形で、教育も交えて４年前から展開して

おりまして、新庄市としては先進地として特段

事業所さんに、スーパーさんにお願いして回収

させていただいているという方式でやっており

ます。 

  それから、もう一方、一般家庭からどこか魚

市場に行って魚箱を買ってきたよという発泡ス

チロールがありますが、これについては一般廃

棄物になります、家庭から出る分は。これにつ

いてもたんぽぽさんで40円の有料で集めますと

いうことで、３年前からですか、一般家庭に市

報等も使いまして周知しておりまして、そうい

ったもので有料でたんぽぽさんに持ってくる発

泡スチロールも相当あります。そういったもの

も含めて減容する、分解して細かくして圧縮す

るというものに使わせていただきたいというこ

とでの今回の計上になります。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 私が調べたところだと、

直接作業所さんに入る発泡スチロール、トレー、

要するに民間の一般廃棄物のラインというのは

１割あるかないかというところだと思います。

このお金の使い方は、もしかすると民生費か、

そちらの方のあれなんじゃないかなと私は認識

せざるを得ない流れというのが現実問題として

あるんじゃないかと思います。何が言いたいか

といいますと、今のスーパーのラインを使って

作業所さんに持っていくというラインも当然つ

くりながら、一般のトレーだ、発泡スチロール

だというところの一般家庭からのルートという

ものもしっかりつくっておきながらでないと、

税金を使うわけですから、その辺をしっかり構

築していただければと思います。障害者施設の

そういう機械というものを充実させたいという
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気持ちは十分わかりますので、その辺のライン

をしっかりつくっていただいて、やっていただ

きたいと思います。 

  あと、共通商品券のことについてなんですけ

れども、発行つづりの枚数と、やはりこれも税

金を使うわけですから、公平性というか、市民

にしっかり説明できないと、ある一部の人たち

が利用してしまって、本来本当に利用しなけれ

ばならない方々が実際使えませんでしたという

ことになるようなことがあったら大変だと思う

んですよね。言ってみれば、商品券、本当は購

入したかったんだけれども、なかなか足もちょ

っと不自由だ、なかなか外に出て購入する機会

がない、そういう方がもしかすると一番利用し

たい方なんじゃないかなと私は想像するんです

ね。車で、あとは自転車だ、何だで容易に買い

に行ける方々だけじゃなくて、なかなか不便な

人もいると思いますので、その辺のことも十分

考えながら、あとは公平性のことをとにかく念

頭に置きながらこういうものを進めていただき

たいと思いますし、できれば商店街で利用して

ほしいなというのは本当に議員の皆さんも思っ

ていらっしゃることだと思うんですが、なかな

か買いやすさ、利用しやすさという点ではそれ

を強制するというのは今の時点では非常に難し

いと思いますので、何か一言添えて、「ぜひ地

元でお買物を」みたいなフレーズみたいなもの

を添えていただければと思うんですね。その点

についてお聞かせください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まず商品券の枚数という

ことになりますが、総額１億円ということで、

それにプラスプレミア分が1,000万円というこ

とで、1,000円の10枚つづりで１セット、そこ

にはプラス1,000円のプレミアムがつくという

ことで、セット数として9,000セットを準備さ

せていただく予定です。総額１万1,000円です

から、9,900万円ですか、残りの100万円につい

ては事務費に充当というふうな形をとらせてい

ただきたいと思います。あと、利用の制限なん

ですけれども、１人１セットということもあろ

うかと思いますが、今回は１人３セットまでに

したいと話をしてございます。３セットだと３

万円ということであります。 

  それから、できるだけ交換しやすくというこ

とになりますと、窓口なんですが、今の予定で

は商工会議所、市役所、最上物産館、専門店会、

あと銀行さんにも話をしてございまして、市内

の５行でお願いしたいと考えております。さら

に、八向地区、萩野地区の公民館でも交換した

いと今のところ考えております。 

  最後の一番難しい問題になろうかと思います

けれども、中心商店街でということは私も重々

わかっておりますが、今回は市民の方にお金を

使って回していただくということになりますと、

できるだけ選択肢を広く、いろんなところで使

っていただければと思います。せっかく定額給

付金も支給されるわけですので、中心商店街の

方もこの機を利用していろんな仕掛けができる

と思うんです。そういったこともやりながら、

ぜひ金を回していただければ、幾らかでも経済

が回ると私は思いますので、何とかその辺も商

工会議所を通じて言っていただくようお願いは

してございます。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 先ほど新田議員からも

質問がありましたけれども、除雪車購入費とい

うことであります。国の第２次補正で地域活性

化・生活対策臨時交付金の活用ということで利

用されるということのようですけれども、これ

が例えばこれから冬を迎える11月とか12月の段

階で除雪車を買うということであればまだ話が

わかる。しかし、ことしはもう雪は終わりだと。
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一部雪戻しとかということがあるらしいですけ

れども、ほとんど終わりということで、これが

出てくるというのはちょっとやはり、せっかく

国から出てくるお金を利用するということであ

れば、ちょっと安易なのではないかなという気

がするんですけれども、確認の意味でもう一度

お答え願いたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ２次補正で、20年度予

算ですけれども、21年度に繰り越しして、その

時期は21年度の早いうちということがあります

けれども、21年度中と、基金も含めて21年度中

に使えればという国の方針でありますので、先

ほどもお答えしましたけれども、眠らせておく

ということにはしないで、秋から冬、できれば

秋ごろに購入して、来るべき冬に備えるような

方法で時期を見計らって購入していくべきかな

と考えています。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 雪対策ということにつ

いては万全を期さなければならないということ

は重々承知しております。ただ、今まで使って

いた除雪機がふぐあいになっているのか、ある

いは更新時期になっているのか、今これがなじ

ょしても必要なのかということを考えた場合、

ここに来るものかなということがまず１点あり

ます。 

  一方で、例えばことしは市としては雪が少な

くて助かったわけですね。助かったということ

が本音じゃないかと思います。一方において、

除雪作業を請け負うというか、そういう仕事に

携わっている方々にとってはことしみたいな年

は大変な冬じゃなかったかと思うんです。だか

ら、ほどほどに降ってそれぞれが潤うというか、

地域経済が潤うという状況が望ましいし、やは

り冬は寒くて夏は暑いというのが気候的には私

は望ましいと思っているんですけれども、一方

で民間委託ということを指定管理者制度の活用

を含めて推し進めているわけですね。例えば、

新庄市で用意しなければならない除雪車を稼働

するところ、あるいは地元の業者に頼むという

ことを考えた場合には、これを自前で持つ必要

はないと。その部分を別の活用方法を講ずると

いうことにもならないかということを考えるわ

けです。せっかく来るお金ですからという、定

額給付金じゃございませんけれども、あっちか

ら来る金だから何でも使えるんだということで、

少し考え方を焦ったのではないかなという嫌い

が今なお残るんですね、必要なものであるけれ

ども。そういうふうなことを思います。21年度

までということですので、ここで決まれば買う

ことになるんですけれども、その辺よく考えて

いただきたいなということであります。 

  ついでですけれども、ことし雪が少なくて非

常に助かったという部分からすれば、そういう

中でも除雪費はかかっているわけですね。こと

しの除雪稼働日数というか、そういう状況はど

うであったのかということ、まだこれからの作

業はあるにしても、現時点での集約状況をお知

らせ願いたいと思います。 

  ちなみに３月１日の新聞では、12月、新庄最

大積雪深46センチ、１月で最大積雪深91センチ、

２月末で最大積雪深100センチとありました。

どういうことか、この点お願いします。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 ロータリー除雪車の購入

についての御質問でございますが、市で所有し

ている小型ロータリー除雪車、今回計上してお

りますのは歩道用に対応するような40馬力程度

の小型除雪車でございます。これについては今

４台所有しておりまして、主に歩道ですね。あ

とは生活道路の除雪を行っております。ただ、

購入した年度といいますか、やはり相当古くな
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ってきているものもございまして、これまで更

新は行ってきておりました。ただ、最近、財政

再建等もございまして中止しているような状況

でございますけれども、ただ、更新だけでは歩

道除雪に伴う１台当たりの稼働といいますか、

その負荷が大き過ぎまして、非常に時間を食っ

ているというのが実情でございます。通勤とか

通学に間に合うようにできるだけ早く除雪をや

るということからいきますと、やはり増強する

必要があるわけでございますけれども、現在の

ところ国の雪寒道路の見直し等もございません

ので、その増強もなかなか難しい状況でござい

ます。ですから、更新で今までいろいろ対応し

ているという状況でございます。今回、これま

での念願といいますか、何とか早い時期に増強

を図りたいということで今回計上したという経

緯がございます。 

  これをほかに業者委託して回すこともできる

んじゃないかというお話でございますが、企業

さんですと特殊な機械を年間自分で所持して管

理していくというのは経営上非常に不合理でご

ざいます。やはり特殊な機械である関係上、行

政がたがって、それで貸与、除雪機を貸し出し

して、オペレーターだけ出していただいて除雪

していただくと。そういう形でロータリー除雪

車、主に貸与してきているわけでございます。 

  市の除雪車そのものも今17台ほど、ロータリ

ー、ドーザー、グレーダー等含めてありますけ

れども、一番年数が多いといいますか、かかっ

ているのが昭和58年のグレーダーをまだ使って

いるという状況でございます。そういうことで、

できるだけ市民生活を守るために、冬期間、除

雪の効率性を上げていくということからも、何

とかふやしていきたいということで、ずっとこ

れまで考えてきたところでございます。それで

苦肉の策として県の払い下げをいただいて、そ

れで少しでも増強なればということで対応して

いたのが実情でございますので、その辺の御理

解をお願いしたいと思います。 

  ことしの状況ということでございますが、２

月末現在でございますけれども、全区、北部、

中部、南部と３区に分けて対応しているわけで

ございますが、全部出動したものが14日間ござ

います。そのうち北部については昨年度と同じ

20回、中部については16回で、昨年と比べます

と５回ほど減っていると。南部では、去年は非

常に南部が29回と多かったんですが、今年度は

19回ということでございまして、昨年度と比較

しますとやはり三、四割減っているということ

が実情です。御存じのように、今年度は特に降

雪といいますか、降り方が、降っては消え、降

っては消えというふうな、気温の変化もござい

まして、除雪する方からすれば非常にやりやす

いと、路肩もあいてきますし、そういった意味

で、効率から、回数からいけばそんなに変わら

ないんですけれども、除雪の効率が逆にその分

上がるわけですので、所要時間も減ってくると

いうことがございまして、全体的には現在、予

算で申し上げますと委託費で約２億1,000万円

予算をいただいておりますけれども、そのうち

の１億4,000万円ほど２月末で使っているとい

う概算の状況でございます。例年からいきます

と、もう一、二回出る機会があるんじゃないか

なと予想はしていますけれども、あとは春、農

作業に伴います雪戻しをこれから行っていくと

いう計画でおります。以上でございます。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） もう一つ、関連してで

ございますけれども、同じく雪総合対策事業費

で光熱水費800万円減額されています。消流雪

事業がことし稼働しなかったというか、水を揚

げなかったということを伺っていますけれども、

これだと思いますけれども、これも800万円浮

いて助かったということ、使ってなくなる金が

残ったと、使わないで済んだということですけ
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れども、ことしは少なく助かったと、来年以降

もまたこの金額というのは計上を予定されるわ

けですね。聞くところによると、土地改良区、

４年前、あの施設、大幅な修理を行ったという

ことを伺っております。最上川揚水も稼働して

20年近くなるということで、その施設を利用し

ているということからすると、もし消流雪に利

用している中で故障などした場合、補償問題と

いうか、そういうことが求められるのではない

かということが考えられます。土地改良事業に

は新庄市からの大きな持ち出しがあるわけです

けれども、水の多目的利用で市民に還元すると

いうことは理にかなっているわけですけれども、

新たな出費項目にならないかということも一つ

においては頭の中に入れておかなきゃならない

のではないかと考えるのです。ことしは使わな

くて済んだということですけれども、何かここ

の金を、今、新庄市の財政状況が大変で、それ

こそ大事なところに回さなければならないとい

うことなんですけれども、ある程度のストック

した基金的なものを置いておく必要がこういう

事業をやる中では必要なのではないかと思うの

ですけれども、そういうことはお考えにならな

いか、この１点だけお伺いします。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 今回補正で減額させてい

ただきます予算につきましては、今、議員おっ

しゃるとおり、消流雪揚水の電気料金、今年度

おかげさまでと申しますか、このような天候の

ために基準としております指首野川の水量が非

常に多かった経過もありまして、揚げる必要性

が発生しなかったということで今回減額補正を

したところでございます。 

  今、御指摘ありましたように、農業施設を多

目的利用させていただきまして、冬期間、最上

川の水を市内の消流雪用水として利用するとい

う計画のもとでこれまで進めてきたところでご

ざいます。その多目的使用に当たりましては、

現在のところ使用料とか、そういったものは発

生しないということで来ておりますけれども、

当然その中には使用している中で事故、故障等

が発生した場合は原因者が負担というのは当然

のことでございます。そういったことを考えま

すと、いついかなるそういうことが発生すると

もわからないということへの対応といいますか、

そういったものを当然考えておく必要はあると

認識しております。どういった形でするかとい

うことにつきましては、今年度からいろいろ検

討しているところでございますけれども、県と

改良区、施設を利用します市も入りまして、そ

れらについての対応といいますか、そういった

ことについていろいろ検討する組織といいます

か、そういうものをつくって、その中でどうい

った対応の仕方が一番いいのか検討していると

いう状況でございます。 

  農業施設につきましては、農林事業の方で施

設の延命措置といいますか、そういったことを

踏まえて毎年計画的に補助事業で維持管理事業

をやっているということもありまして、今のと

ころそういったおそれといいますか、余り感じ

ないところでありますけれども、いつ起きるか

わからないということもありますので、そうい

ったことについての対応について検討して行く

必要はあると認識しております。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 二つです。一つは、24

ページの神室荘の運営事業費でテレビ購入とい

うことで出ていることです。これについてなん

ですが、デジタルテレビの購入ということで、

納得するような、しないような、そんな気持ち

で今見ているんですが、なぜかというと、一般

市民の中でデジタルテレビをまだ買ってないお

たくの割合というのは相当に上っていると聞い
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ているように思います。そうしますと、デジタ

ルテレビに切りかえたといっても、かなり多く

の国民の皆さんが今お金がないこともあって買

いかえられずにいますので、映らないで困る相

当な状況が起きるという予測がされています。

そういうときに神室荘だけが早々と変えていて、

いかがなものかなと感じるところもあるんです。

というのは、みんなの集まる場所に既にデジタ

ルテレビのいいのが、寄附のようですけれども、

いいのが入っていて、すばらしいなと見てきて

おります。そういう意味で、もう少し個人の居

室に対しては様子を見てもよかったのではない

かなと感じたところなんですが、なぜかという

と、テレビは10年ぐらいもつと言われています。

神室荘のテレビは買って何年ぐらいになるのか、

その点も把握している状況があったら教えてい

ただきたいと思います。 

  次に、二つ目ですけれども、先ほど容器包装

リサイクル設備整備事業費補助金の説明があり

ました。たんぽぽ作業所の圧縮機の金額の４分

の３を補助して応援していくということで、こ

れそのものはいい中身ではないかなと思います

が、果たして、これはそのままいいと思うんで

すが、今、失業が多くなって、少しでも仕事の

場を保障するものを考えたときに、例えば福祉

の場では人が非常に足りなくなっているのでは

ないかなと感じています。たんぽぽさんも指導

者の人数はいいのか、人件費はどうなのか、ま

た友愛園さんのごみ減量にかかわって働いてく

ださっている障害者の施設でありますが、果た

して働いている指導者の人数などがその現場に

合うだけ人が雇用されているだろうかという状

況があるように思います。これは福祉的な問題

だとは思うんですが、もちろんほかの作業所も

そうだと思います。障害者の働く場、あるいは

生活の支援の場を提供しているところで、それ

を支えている人たちの人数が少なく抑えられ過

ぎているというか、少なくせざるを得ないよう

な運営の厳しさがあるのではないか。これは福

祉の部分で見ていただく必要があると思います。 

  例えば、具体的に友愛園さんでは前は今の職

員よりも多かったように思います。園長先生は

元学校の先生をなさった方がいたはずなんです

けれども、その方がいなくなったし、また若い

方で働いている方が途中亡くなったと聞いてい

るんですが、その２人減った分が全く補充され

ていないとも聞いております。そうなるとどう

なるかというと、ほかの部門の仕事をしている

方が走り回って別の仕事にも指導に回らなけれ

ばいけないということで、かなり手薄になって

しまっている。それは働く人たちの過重にもな

るだろうし、その援助を受けている障害者の皆

さんが存分に自分の力を発揮するべきものなの

に、それが援助が足りないために、もしかした

ら十分に働けないで不満足な仕事に終わってい

るかもしれない。そういうことを考えたときに、

福祉に携わる人に職員をふやすように援助する

というか、そういうことも本当はこの２次補正

の雇用対策ということでできる、援助して、ふ

やして、仕事の場所の確保及び福祉の現場の皆

さんの援助という二重になるわけなんですが、

そのような援助、補助というか、使い方もある

のではないかと思うんですけれども、そういう

ことについてどう考えているでしょうか。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君 

叶内利昭神室荘長 神室荘のテレビについての御

質問でございますが、神室荘のテレビにつきま

しては新庄市の備品管理の範疇にあります。利

用者の方々につきましても、性格的には千差万

別でございまして、ホールでごらんになれる方

もしくは部屋でごらんになる方等々があります

ので、この際ですので、すべてをデジタルに変

えていきたいと。 

  それから、テレビの製造年月日については、

現在承知しておりませんので調べますが、もと
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もとテレビの耐用年数がありまして、もう既に

その域をすべて越えております。日中テレビを

ごらんなっている入荘者の方々につきまして、

見ている最中にテレビが消えたというような苦

情がありまして、常に何がしかの修繕で対応し

ながら今現在ごらんになっていただいていると

いう状況でありますので、利用者の方々の日常

生活の楽しみの一つであるテレビを早急に交換

したいということで、常日ごろお願いはしてお

りましたが、今回２次補正で財政当局と協議し

て合意を見たところでございますので、御理解

いただきたいと思います。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在、小規模作業所２カ

所に補助金を交付してございます。ちなみに、

19年度の交付額でございますけれども、ただい

ま御質問のたんぽぽ作業所には330万3,818円。

ただ、たんぽぽ作業所もそうですけれども、も

う１カ所ふぁーの木というのもございまして、

そこには242万8,420円の補助金を交付しており

ます。ただ、すべて新庄市に住所を有する方々

だけが利用しているかというと、決して新庄市

だけではございません。ちなみに、たんぽぽ作

業所につきましては、新庄市以外の自治体も含

めた金額で403万8,000円、ふぁーの木につきま

しては新庄市の補助金の倍額に近い461万4,000

円の補助金が交付されてございます。これにつ

きましてはおのおの作業所の方からいろいろ過

去に協議を受けたのではなかったかと思います

けれども、補助基準額に毎年４月１日現在の利

用登録者数を乗じて得た金額を住所地の市町村

が補助金として負担していると。そういった格

好で支援してございますので、当面こういった

いろんな申し合わせの中で支援しているやり方

を継承していきたいと考えてございます。 

  友愛園につきましては、全く小規模作業所と

は異なりまして、心身障害者の施設でございま

す。したがいまして、障害者自立支援法、そう

いった法が制定される以前よりもいろいろ経営

的には苦しくなっているという話は聞いてござ

いますけれども、何とか今の制度の中で利用者

にそんなサービスの低下を招くことのないよう

な形で提供していただいておりますので、これ

についても推移を見守りたいと持っております。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤委員に申し上げますが、質問

は簡単明瞭にお願いいたします。 

  佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 神室荘長のお話で、か

なり古くなっているテレビになっていたという

ことを初めてわかりまして、そういう意味であ

れば、そんなに壊れる寸前のテレビを丁寧に使

ってきたということであれば、それは仕方ない

かなと感じたところであります。神室荘の利用

者の方からの要望というのがあると思うんです

が、その中にクーラーの設置という要望がある

ということを聞いておりますが、そのことにつ

いて荘長はどう把握しておられるのか。非常に

切実な問題だと利用者に私は聞いているんです

けれども、そのことについてもどのように荘長

としては把握しておられるのかお聞きしたいと

思います。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 ただいまの御質問であります

が、補正予算には計上しておりませんので、お

答えできません。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） それでは簡単明瞭に私

もお願いします。 

  29ページの農業費でございますけれども、そ

の中の農地費、小規模畑地化支援事業でござい
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ますけれども、これはもちろん生産調整達成者

と思いますが、個人なのか団体なのか、総事業

費幾らでやったのか、それから地区など、それ

から作物名などお聞きしたいと思います。 

  それから、38ページの体育施設の管理運営の

方でございますけれども、私からは修繕費をお

聞きしたいと思いますが、たしかこれは野球場

と聞いておりますが、どの程度の修繕をするの

か、まずこの二つだけお願いします。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 小規模畑地化事業でござい

ますけれども、生産組合は泉田のサトイモ生産

組合になります。面積としては、圃場としては

４ヘクタールほどになっておりますけれども、

全部で組合員が７名ということでございます。

そのうち認定農業者が６名いらっしゃるという

ことで。それで、共同機械利用ということで、

サトイモの真空梱包機と予冷庫が対象になって

おりまして、その事業費が325万8,780円になり

ます。補助が100分の60でございますので、195

万5,000円の補助となります。 

  以上でございます。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 体育施設の修繕料に

関しての御質問でございますけれども、先ほど

の国の２次補正にかかわる対象事業として計上

させていただいております。昨年10月にトレー

ニング室と事務室の上部のスタンドのコーキン

グ修繕を行っております。一定の効果がござい

ましたので、このたび同じくスタンドですけれ

ども、室内練習場の一塁側と三塁側の上部のコ

ーキングの修繕を行う予定で193万7,000円を計

上させていただいております。よろしくお願い

いたします。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 農林の方はわかりまし

た。野球場の方でございますけれども、私、以

前もお聞きしたところ、試合はできる状態にな

っているということをお聞きしました。これは

選手ばかりでなく、観客あるいは応援に来てい

る人たちも安全安心というものが一番大事だと

思いますので、その辺少ない予算で、以前聞い

たときは、本当は大規模な改修が必要なんだと

いうことを言われましたけれども、この予算で

大変だなと思いますが、しっかりとやっていた

だきたいというのはお願いでございますけれど

も、これは練習場並びに、以前に、スピーカー

が悪くて、何か観衆の人たちを誘導することが

不可能みたいなことを聞いておりましたが、こ

れはどうですか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 野球場の音響設備の

修繕でございますけれども、過去に19年度にも

一部修繕を行ってございます。屋外施設という

ことでございますので、やはりどうしても音響

のはね返りが発生するということで、はね返り

の防止装置もついてございますけれども、完全

には改修できないということで、若干そういう

はね返りはどうしても残るということでござい

ますので、その辺は御理解をいただきたいと思

います。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 野球場の方をよろしく

お願いいたします。 

  それから、先ほどの質問とダブると思います

が、34ページの雪対策でございますけれども、

課長の話ですと、光熱費800万円でございます

けれども、市が使用している期間に壊れた場合

は市独自で修理するということ、ちょっとよく

聞き取れなかったんですが、これで理解してい

いのですか。 
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中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 施設を多目的使用してい

るわけでございますけれども、その期間中にこ

ちらが原因でその施設に故障等あった場合につ

いては当然使用者での修理といいますか、その

責任が当然あるわけでございます。ただ、その

原因の究明につきましては、いろいろあると思

いますので、それについて事故処理の検討委員

会というのがありまして、その検討を土地改良

区とし、原因を究明した中でのことになると思

いますけれども、基本的には使っているところ

で、その原因がはっきりした場合についてはそ

の使用者に当然修理義務というのが出てくるわ

けでございます。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間します。 

 

     午後４時０３分 休憩 

     午後４時１３分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 簡単に２点ほどお聞き

したいと思います。 

  35ページの非常備消防運営事業、消防団活動

服購入についてであります。これはよかったな

と思うんです。21年度の当初予算で措置するの

かなと思ったら国の補正が出てこれに対象なっ

たということは大変よかったと思います。これ

につきまして、どの程度の服装なんでしょうか。

これは消防団の活性化につながって、非常によ

かったなと。何しろ新庄市の消防団の服装は何

十年はっぴ一つでやってきたような感じで、今

の時代には若者がなかなか魅力を感じないとい

うような点も懸念していましたけれども、これ

を1,194着、大体１着当たり１万ちょっとです

か、金額的に。どのような服装の内容だか。こ

れは貸与なさるんでしょうか。そうした場合、

耐久年数はどんなふうに考えているか、また恐

らく団員も入れかわるわけですので、そのとき

の補充も、新しい団員が先輩のお古を着るとい

うわけにはいかないと思うんです。その辺の見

通しをひとつお願いしたいと思います。 

  次に、37ページの中学校の厨房なんですけれ

ども、これもいろいろ大変な事業なんですけれ

ども、リースというようなことはこの中にある

んでしょうか。以前も言ったんですけれども、

食器なんかリースを利用すると、割れたときの

補充とか、そういったものがリースすると非常

にうまくいったということで、リースを取り入

れていろいろなことをやっていると思いますけ

れども、今回も6,000万円の中でそういったも

のができたのかできなかったのか、検討なされ

たのかというようなことを２点だけお聞かせ願

いたいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 消防団の活動服につきまし

ては、大変念願でありました。消防団からも市

長に対して御要望申し上げておりますし、消防

委員会からもいろんな意味で市長にここ数年御

要望申し上げてきたところであります。予定よ

りも幾分早く予算措置させていただいたところ

で、団としても喜んでいる状態です。 

  服装の形態としては、まず上からアポロキャ

ップ、紺色を基調にオレンジ色、これは全国大

体統一した形で決まっております。それからベ

ルトということで、セットで消防団の条例定数

を用意しております。単価につきましてはこれ

から入札があるのでここでは控えさせていただ

きたいと思います。 

  それから、貸与の形態としては、備品であり

ますので、新庄市の被服貸与規定ということで

当面は２年間でありますが、年間の活動の中で
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５回ないし10回ぐらい使うのかなと考えており

ますので、まずは使っていただいて、余りひど

くなった場合にはまたはっぴみたいに新しい方

にというわけにはいきませんので、ただ、これ

から、ことし、来年買っていただくと、１年後

に退団するという方も出てきます。そういった

ものは非常にもったいないので、サイズが合え

ば、余りひどい程度でなければ新しい団員にも

使い回しという形にもなろうかと思います。た

だ、今後の新入団員につきましては基本的には

新しいものを買って貸与していくという考えで

おります。そういったことで、消防団の士気高

揚、いろんな活動への望み、新しい入団者への

啓発ですか、これからますます意気高揚すると

思いますので、通していただければ大変ありが

たい話だと思います。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 37ページの中学校給食管理運

営事業費の6,053万4,000円につきましては、厨

房機器等の整備拡充費のみで、議員からお話が

ありました中学校の食器については新年度予算

の方でリースという形でもって一応予算計上さ

せていただいております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 本当に消防団活動費は

大変私もよかったなと、２次補正予算があった

結果の一つのいいあらわれで、いいところに着

目したのではないかなと思っています。そうす

ると、これは春の消防演習等も今後ははっぴで

なくて、この服装でというお考えでしょうか。

まだそこまでいっていませんか。 

  あと、中学校給食の厨房機器は自前で買いそ

ろえると。食器は来年度でリースとするという

ようなことなんですね。厨房の機器もリースと

いうような検討とかできなかったんでしょうか。

そこまで検討、あくまでも買いそろえるという

ような、もう少し節税とか、長期契約を結ぶと

非常に有利に、リースにすると耐用年数になる

とリース代を払ってまた新しくというようなメ

リットもあるみたいですけれども、その辺の御

検討をなさったかなさらないか。１点お願いし

たいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 1,100幾らという着数にな

るもんですから、今年度予算ではありますが、

後ほど繰り越し明許をかけて、着数が多くて今

年度中に多分でき上がらないと思います。それ

で来年度の６月か７月ごろになるので、平成21

年度の春季消防演習には間に合わないと思いま

す。新庄市の総合防災訓練にはぜひそれを着て

訓練に参加するという形になると思います。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 厨房機器等の整備拡充につい

てリースは考えなかったかということなんです

けれども、厨房機器メーカー等といろいろ我々

の考え方なんかも相談させてもらって、最終的

にはリースというのはちょっとなじまないとい

う形でもって、なぜなじまないのかといいます

と、いろんな種類があって燃料源も随分違って

くると。リースできるものとできないものもあ

るということがありまして、今回は全部買い取

りという形でもって決定させていただいたとい

うことでございます。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 私から関連も含めて質

問させていただきます。 

  まず最初に、今、森議員からも質問ありまし

たが、この場合は土地改良の施設なんですが、

光熱費という形で電気料が出てきているという
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補正予算。そういう中で、先ほど都市整備課長

が答弁なされた内容についてですが、これら緊

急の場合、その施設が緊急の場合、異常が起き

た、それに修理とか、いろんなものが施されな

いと使うことができない状況の中でのことなん

ですが、これはあくまでも土地改良と、土地改

良の設備、機械を利用する際に、これは市と土

地改良の話し合いができてのことですよと私は

聞いていたんです。今、課長が答弁したのがそ

の内容にあるかと私は理解していいですか。 

  それ１点と、今、小嶋議員からも質問ありま

した第２次補正に関して、いろいろ質問ありま

したが、確かに前倒し等もこの中に、20項目の

中にあるように見受けられます。前倒しやって

それなりの対応策が市民の活性化あるいは生活

環境整備、そういうものに臨時的に対応した場

合、それなりの効果があるということで前倒し

の予算を組まれたのかなと。とすれば、本当は

21年度の当初予算で考えていた予算が補正で組

まれたと。そうした場合、この場合１億5,000

円万円の何がしは21年度の予算に反映された今

回の予算書なのか、またこういうふうに前倒し

して１億5,000万円活用するということになれ

ば、その１億5,000万円が21年度にどう反映さ

されるのか、する方向であるのか、その辺お聞

かせいただきたい。 

  31ページ、これは関連ではないんですが、商

工費の観光費、観光振興対策事業のキャンペー

ン事業、仙台・宮城デスティネーションキャン

ペーン、これは県の観光振興でも相当の力を入

れている事業でありますが、この予算が要らな

くなったと。当初予算を見てものってないよう

な感じもしたんですが、この予算はもともと50

万円だったのか、そしてまた使わなくてもよく

なったというのはどういう状況でこうなったの

かお聞かせいただきたいと思います。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 新庄土地改良事業に伴う

農業施設の多目的利用について、その期間中に

何らかの不慮の事故といいますか、そういうこ

とが発生した場合に、原因究明等関係機関で行

った上で、その使用している最中にこちらの方

で何割かの責任が発生した場合、それらについ

ての負担義務というのは生じてくるのではない

かと考えます。常に農業水利施設については、

国・県事業によりまして延命措置といいますか、

そういった事業が図られておりまして、今年度

におきましてもポンプ１台、これはストックマ

ネジメント事業ということでオーバーホールし

まして、不良品といいますか、磨耗した部品の

交換、そういった事業を毎年計画的に実施して

おります。これについては当然ポンプばかりじ

ゃなくて、それに付随する施設も含めて国・県、

改良区の方で計画的に順次事業をやっておりま

す。これについては特にこちらで負担、当然改

良区に対する助成事業の中で助成はしておりま

すけれども、消流雪の中でその負担とか、そう

いうものは一切ございません。ただ、私が説明

申し上げましたのは、先ほど言いましたように

不慮の事故で、こちらが使用している最中に不

慮の事故があって、その割合がこちらにも責任

があるとした場合にはそれに対する負担義務と

いうのが出てくるということでございます。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ２次補正の中での具体

的な19事業のうち前倒しについてお尋ねになり

ましたけれども、確実に前倒しをしたというや

つは五つほどでございます。具体的には、都市

下水路整備事業ですか、うちの方で考えていた

段階ですけれども、それから万場町大町地区、

いわゆる名古屋敷の流雪溝、消防団の活動服は

１年で無理だと思っていました。それを２次補

正でということで対応させていただきました。

それから消火栓のホース、中学校管理費事業、
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それから給食事業、そういったものは21年度対

応でやらなければということで考えていたとこ

ろです。あとはほかの事業は長年できなかった、

あるいは今回見送りあるいは予算の範囲内で検

討中だったものが大部分でございます。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 仙台・宮城デスティネー

ションキャンペーンということで、平成19年か

らプレということで事前の観光キャンペーンか

ら始まりまして、平成20年の本番という形で進

めさせていただきました。なぜ仙台・宮城に山

形県の新庄市が加わったかと申しますと、陸羽

東線のターミナルということで、観光にも当然

力を入れていかなければならない場面でござい

ますので、参加させていただいたということで

ございます。 

  それで、負担金の件なんですが、当初、19年

度も一応負担金はあったんですが、新庄市は財

政再建の途上ということで、賛助会員という、

本会員ではなくて賛助会員という位置づけで参

加させていただきました。そのときの負担はゼ

ロということでございました。平成20年度にな

りまして、その前段からキャンペーンの事務局

とお話をさせていただきまして、全額は難しい

けれども、半分は何とかしたいという申し入れ

をしてまいりました。結局はキャンペーンも10

月から12月という中で終わりました。その間、

リゾート列車みのりの走行とかＳＬ走行、また

新庄もターミナルとして終着駅としての旅行商

品の開発、発売等々やっていただきまして、ぜ

ひこの負担金ということだったんですが、今こ

こで新庄市から、賛助会員からもらえば混乱が

起きるのではないかという申し入れもございま

して、一応向こうの意に沿うような形で今回は

取り下げさせていただたいということでござい

ます。いずれにしましても、負担金はゼロとい

うことになりましたけれども、それなりの成果

は上がったと私は思っております。以上です。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 都市整備課長、この施

設を利用する際には、これは市と土地改良だけ

じゃないと聞いております。国も入る、県も入

って、そしてそういうふうな多目的に利用する

という話し合いを何度か持たれたという中での

こういうふうな契約がなされたと思います。い

ずれにしろ、以前も議会でいろいろと大変な議

論を重ねた経緯もあるわけでありますが、そう

いうのを踏まえて、今回というか、昨年もそう

なんですが、土地改良区と話し合いなされたと

私は聞いておったんです。そうしたところで、

契約内容、今はないかもしれませんが、あるわ

けでしょう。そういうものを後であれば資料提

出していただきたいなと。 

  あと、２次補正、この内容は前倒しもそれな

りにあるという中で、やりたくてもやれなかっ

た事業、そしてまた本来ならば臨時に国から出

された予算はそれなりの対応が必要なわけであ

ります。しかし、課長は、時間がない、とりわ

けこういうふうに予算を計上、当てがったとい

うことの内容で説明が前にあったんですが、そ

うしたとなれば、今回は全部で１億8,000万円

ぐらいあるでしょう。今回こういう形で補正で

計上されたとなれば、もっと21年度の予算に、

21年度の予算は幾らでしたっけ、１億8,000万

円ばり削減しているわけです。こういう予算が

出てきてもなおかつ削減している。これは財政

上、我々から見ると財政再建の調整交付金を活

用したみたいな形で、何とも対応が私から見れ

ば本来の国から出された予算のそれなりの肉づ

けがなされてないような気がしてならない。だ

から、この１億5,000万何がし、これは当初予

算できちっとこういうふうなものに反映したん

だよという形で、地域活性化のために、それな

りの当初予算で説明が、これから予算審議もあ
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るわけなんですが、そういう中で説明をいただ

ければありがたいなと。きょうは補正予算です

から、そこまではきょうは要らないですが、そ

のようにお答えいただきたいなと思います。 

  観光、これだけ県でやっている事業なんです

よ。負担金が使わなくてよくなったから、これ

にこしたことはないと言えばそれまでなんです

が、やはり積極的に、そういうふうな仙台まで

行ったりしている団体も聞いております。そう

いうことをやはり新庄そのものがものづくり、

そうした場合どういう形で動くか、そういうこ

ともきちっと検討して対応してもらいたい。 

  これと関係ないんですが、この間の山形のビ

ッグウイングで、全国からあそこで産地の食、

いろんなラーメンなり、いろんな特色、戸沢で

はキムチとか、ああいうキャンペーン、新庄の

看板がなかったと、そういうことが聞こえてき

たもんですから、これは新庄から直接あそこの

イベントに行った人なんですが。もっともっと

そういうふうな今後観光の方で観光振興に力を

入れて、山形ビッグウイングというのは別なん

ですが、こういうふうなことをやはりよそに出

ていって大いに活動していただきたい。そして

こういう事業、余計な金は使わなくていいんだ

けれども、そういう有効にきちっとやっていた

だければと思いますので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） 34ページ、総合雪対策

の件で、先ほど来から議論になっている内容で

あります。私も当時、前の市長といろいろ議論

した経過があるもんですから質問させていただ

きたいと思います。 

  最上川から水を持ってくるということについ

て、将来新庄市の財政に対する負担というもの

が相当多くなるのではないか、これらを心配し

て、この問題について対応しなければいけない

よという議論をした経過があります。御案内の

とおり、私も前の市長に相当質問しました。新

庄の将来のために、自然流下で新庄市内に水を

流すという方法を考えたらどうかということで

何回も質問しました。土地改良区に対する新庄

市の財政として、今財政が苦しいような状況に

なっているのもその一環の一つであります。そ

の見返りとして地下水をもらったらどうか、提

供していただいたらどうかという質問であった

んです。今、農家を見ますと井戸がなくなった

わけです。集水暗渠を掘って、それを流してい

るという状況なんです。新庄市内、集水暗渠を

２本掘れば新庄市内は水が夏冬、自然流下で流

れるんだ、電気料も要らないんだということで

質問させていただいた経緯があります。議事録

を見てください。渡部議員も、ここにいる我々

同僚議員諸侯が議論した経過があるはずです。

山尾市長も知っているだろうと思います。その

とき、国・県が入りますので、そういう心配が

ないような話をされたんです、今、課長が答弁

した修理費の問題。そういう経過があってよう

やく議員の了解を得たんですよ。というのは、

あの設備というものは相当古くなってきている

ので、将来必ず大修理をしなきゃいけない状況

が来るんだと。そうした場合、新庄の負担とい

うものは必ず迫られるよということまで話しし

たんですよ。今の話を聞けば、利用している期

間は市の財政負担になるような答弁をされてお

ったんですが、これは本当に新庄市の財政のた

めに一体どうなるのかと、私は今でも心配して

おります。私は農家ですから、市が負担しても

らえばありがたいんですけれども、議員として

の立場から考えていきますと、そうばり言って

いられないということで、内容をお聞かせいた

だきたいと思います。 

  一つは、市と土地改良区と覚書を交わしてお

るんですか。使用についての覚書、これらがあ
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ったなら提示していただきたい。私はないと思

っておりますけどね。 

  改良区からいけば、新庄市で使った、その期

間中は新庄市で修理代を出していただきたいと

いうこと、これは出てくるだろうと私も予測は

しておった。でも、事前にそういうものを話し

合いをして解決してこそ、初めて使用するんだ

ということでやったと私は記憶しておるわけで

すね。問題を孫まで残すような状況の中で、公

共施設として使うということはいかがなものか

ね。ましてや、新庄市の財政から、当時は100

億であったんですが、七、八十億出しているで

しょう。私も新庄市内に入りますと市民から質

問を受けました。農業サイドに対する補助金を

それほど出して、商店街に何もしないんじゃな

いかと。何もしてないわけじゃないんですけれ

ども、その予算額から見ればそう言われてもし

ようがないんじゃないかと言われる時期もあっ

た。私どもが当時議論したのは、農家から地下

水をもらう観点に立ってこれから市と交渉して

いくんだよという話もしました。 

  私はそういうことで議論した経過があるので、

ただいまの問題について土地改良区と新庄市が

覚書を交わしているか交わしていないか、交わ

しているならその文書を見せていただきたい。

これ１点であります。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 今回の消流雪用水での改

良区と市との覚書があるかという御質問でござ

いますが、これについては私の知る限りござい

ません。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） そうだと思います。そ

うであって初めて行政だと私は思っておったん

ですが、ないなら当然のことであります。これ

から起きてこようとする修理問題については、

これは議論になるはずですね、どう対応するか

は別として。こんなことが起きるから私どもあ

の当時議員がこの議場で議論したんですよ。起

きないようにしたらどうかと。当時の議事録が

あるはずですから、見たかとさっき申し上げま

した。こういう問題を心配して当時は議論した

んだよという意味なんですね、当時。問題が起

きないような状況の中でやっていただきたい。 

  私は当時、先ほど申し上げました問題と、も

う一つ提案しました。向陽幼稚園から指首野川

の地下水をもらったらどうか、集水暗渠を掘っ

て。そして茶屋町に揚げてくれば新庄市内に全

部全般的に流れる。金沢の方は月岡周辺で集水

暗渠を掘って金沢の方へ流したらどうかという

提案もさせていただきました。実は無視されま

した。当時、私は２億円かけると２本の集水暗

渠ができると考えてお話をさせていただいたわ

けなんです。ところが、電気料幾らでしたか。

電気料10年分でできるんだったんです。そうい

う議論した経過があるので、今でも私は心配、

きょうの話を聞いて特に心配をいたします。当

時の担当者は課長連中が大分いなくなったわけ

であって、時代が変われば行政の考えも変わる

のかなということでさっき聞いておったんです。

だとすれば、やはり覚書をちゃんととって、交

わして、お互いに理解できるような状況の中で

これらの問題等で将来に汚点を残さないような

状況をつくっていくことが本当は当時の考えで

あったんだということをつくづくきょう反省さ

せられた。 

  なぜこんなことを申すかというと、あの機械

は我々家庭で使う機械と違うんですよ。わずか

な故障でも何千万、何億とかかる大型の機械だ

からこそ心配したわけなんですね。若干二月や

三月で電気料を払って、何千万もかけてやるな

ら、私は当時そういう意味で反対させていただ

きました。皆さん、どうですか。新庄の財政の

問題から考えてみましても、私どもは農業改革
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のため、農業振興のために賛成をしました。大

体70億以上でしょう、新庄の一般財源から出し

ているのは。新庄の財政に対する影響度という

ものは相当負担になっているよと私は農家の方

に申し上げてまいりました。そのぐらい新庄市

は農業のために全力投球してやっているんだよ

と。もし行政が地下水が欲しいと言ったら賛成

してくれよということまで私は申し上げた。よ

くこれらの問題等について汚点を残さないよう

な状況の中で対応していただきたいと思うんで

すが、市長、どうですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今の質問で、当時あなたも議員だ

ったろうということもつけ加えられたわけです

けれども、この問題は先ほど都市整備課長が答

弁しましたように根本的な本管等の機械につい

ては土地改良区、県、国が直すと。それ以外の

例えば施設に何らかの障害物があって、ブルド

ーザーなどが入って、ところどころの取水口、

そういうところにあるものが落ちてふさいでし

まった。明らかにそれは市のブルドーザーが原

因だといったような場合の話し合いの想定をし

たということを御理解いただきたいと思います。 

  今年度も土地改良区で国の補助で数千万円で

ポンプを直しております。今後ともそのことに

対しては土地改良区が責任を持って農業用水で

あるという自覚のもとにやってきていただいて

いると思います。 

  しかし、今回につきましては、昨年度最上川

用水の国の取水の権利をいただいたということ

は、これはまた新庄にとっても大きな財産であ

ると思っております。水利権というものの重さ

というものが私はあると思います。昨今の気候

状況によりますと、実は、話は飛びますけれど

も、省水力発電なるものが可能かということで

調査し、また土地改良区とも協議させていただ

いたことがございます。一昨年になるわけです

けれども、そのときに、なぜ山梨の北斗市であ

れだけのものができるかといった場合に、新庄

よりも500メートルから700メートル高い2,000

メートルクラスの山なんです。それをぐっと思

いました。新庄はやはり1,000メートルから

1,500メートル以内だと。最近の事情では山が

早く雪が消えるということで、将来を見据える

と水が不足する地域だなと。温暖化というより

も高温化という時代にあって、私は最上川から

の取水権を取れたということは、その多目的利

用の一つである消流雪用水事業を行ったがゆえ

の権利だと思っております。費用負担と権利と

はやはり裏腹なものだと思います。権利を取れ

ば当然その権利を行使するために義務も発生す

る。しかし、亀井議員のおっしゃるとおり、将

来に向けて子供、孫たちがそのために財政的な

基盤を失うような交渉は当然するつもりはござ

いません。これまで行われてきた本体について

は土地改良区、国、県で修繕をするということ

も今後機会あればはっきりと確認させていただ

きたいと思います。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） ぜひ汚点を残さないよ

うな形で、せっかく出てきた問題ですから、こ

れを契機としてこの問題等について解決をして

いただきたい。私も土地改良区の一員でありま

すけれども、改良区側から考えれば、使用して

いる者は新庄市であるから、修理、故障が起き

た場合は修理をしていただきたいという要請が

出るのも当然かなと思われますけれども、新庄

市の財政、前の議論した経過からいけば、先ほ

ど課長も言われた、覚書も何もないと。当然の

ことだと私は申し上げましたが、これはあって

はおかしかったんでしょうね、議会の議論の中

から。なくて当然だったと思います。だから責

任あってないような状況だったんですね、修理

費の件。100％責任あるということでもない。
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改良区から言わせれば、使用しているから責任

というものも追及する。それもそうかなという

ことを今考えているわけであります。これらの

問題等については、いつまでも、問題がこれか

ら発生する時期に私は入ってくると思います、

機械が古くなってきているわけですからね。機

械が古くなってきているから、たびたびこうい

う問題が出てくる可能性があるんです。これら

について、私は本当は覚書を交わしておけばよ

かったなと思っているんですが、当時の状況か

らいけば当然だとさっきも申し上げたんですけ

れども、こういう状況の場合、新庄市として、

故障するんだ、修理費を持つんだという、これ

からでも私は遅くないんじゃないかと思います

ので、はっきりしたものを改良区と取り交わす、

そうしておった方が後のためになるんじゃない

かなということをつくづく考えたわけですから、

ぜひこれら等についてこれから対応していただ

きたいと思います。終わります。 

平向岩雄議長 時間延長についてでございますが、

会議規則第９条により会議時間が５時までとな

っておりますので、時間の延長が必要と思われ

ます。そこで、議案質疑、採決が終了するまで

延長したいので、御了承願います。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号平成20年度新庄市一般会計補正予

算（第６号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２８議案第１０号平成２０

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第４号） 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第10号平成20年度新庄

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）について質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 42ページと43ページに

またがりまして、国保会計補正額を見比べて申

し上げたいと思います。 

  歳入の国保の税収が△、要するに１億4,700

万円の減、歳出の方の給付金が、払う方が３億

6,000万円ほど増、この差が約５億円ほどある

ように思います。この５億円を賄うために国・

県支出金とその他の交付金等で目いっぱい駆使

しても約9,000万円合わせ切れなかった、やむ

を得ず、さわりたくない基金を取り崩して１億

円近く、9,000万円を繰り入れてこの補正を成

り立たせたと、このように読み取れます。 

  そこでお尋ねしたいことは、まず初めに、こ

のたびの9,000万円の取り崩しをしてしまった

ら、新年度、要するに来年度以降に緊急時に対

応できるのかどうか、支障がないのかが心配で

ございます。基金残高とあわせてこの件につい

て伺います。 

  二つ目が、来年度予算に繰越金４億7,000万

円を見込んでおり、この補正内容ですが、片方

で基金を取り崩して、もう一方で繰り越しとい

う予算の組み方、恐らく予備費の3,000万円も
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含めて繰り越しの方に編成したとは思いますが、

これはちょっと私にとっては理解しがたい、何

か大きな理由があるんじゃないのかなと思いま

す。この繰り越しと予備費の関係、これら二つ

をまずお伺いしたいと思います。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 沼澤議員の御質問についてお

答え申し上げます。 

  確かに歳入の面については、税収については

当初の予想よりも落ち込んでおりまして、なお

かつ保険給付費については大幅にふえておりま

す。ただ、御指摘の税収の下の国庫支出金につ

いても国庫負担金２億6,000万円ほど、国庫補

助金については１億1,000万円ほどという形で

42ページの方に記載されていますけれども、こ

の歳入につきましては保険給付費と連動すると

ころでございます。つまり保険給付費の34％が

国庫支出金でありまして、９％が普通調整交付

金として国庫補助金という形で、この二つにつ

いては連動しております。 

  確かに御指摘のとおり、20年４月から国保制

度が大幅に医療制度改革に伴って改正されまし

た。一つは、退職者医療制度が従来60歳から74

歳までという形になっていたものが、65歳から

74歳までの退職者医療の約1,900名が国保の一

般の方に組みかえになりました。１万2,500人

ほどの被保険者のうち約1,900名が国保の方に

加入になったと、一般の国保の方に移行になっ

たということがまず一つです。それから、二つ

目が、今回のインフルエンザについて12月から

１月にかけて大幅にインフルエンザに伴って医

療費が増大なったと。３点目が、先月と今月の

被保険者数を見て驚いたんですけれども、約

100名ほど増加しています。これは何ゆえかと

申しますと、やはり離職した方々が一気に国保

に移行してきたと。そういった当初ではちょっ

と予測がつかなかったものがありまして、医療

給付費が大幅にふえて、基金取り崩しをせざる

を得なかったということでございます。 

  21年度についてはどうなるかという問題でご

ざいますけれども、繰越金が先ほど４億円と言

いましたけれども、4,700万円なので、4,700万

円ほどの繰り越しでございますけれども、20年

度で既に予備費3,000万円計上しています。そ

の分が20年度にまた繰り越し、4,700万円の繰

り越しはおかしいんじゃないかということでご

ざいますけれども、まだ２カ月分の医療費の請

求が来ておりません。国保の場合は20年３月か

ら翌年２月までのベースで１年間の決算でござ

います。したがって、今現在２カ月おくれの給

付として12月分までしか医療請求が来ていなく

て、１月、２月の医療請求でどうなるかという

ことで、今その予測を立てているところでござ

いまして、このくらいの基金だけではちょっと

心配な面もございまして、繰り越しも予測した

上で予備費の対応もしていかなきゃいけないと

いう考え方をしておりますので、このような計

上の仕方になったということでございます。 

  基金残高でございますけれども、国保基金に

ついては貯金の額にしましては３億7,000万円

ございましたけれども、このたび9,000万円取

り崩したために２億8,000万円ほどになるかと

思います。以上です。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後５時００分 休憩 

     午後５時１０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 先ほど答弁をいただき

ました。1,700人ほどの増あるいはインフルエ

ンザ等でかなりの出費をしたということのよう

でございます。その前にちょっと訂正をお願い
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いします。繰越金をちょっと見間違いまして、

４億7,000万円と申し上げましたが、そうじゃ

なくて4,700万円ですので、課長から答弁あり

ました額と同じでございます。 

  そんな状況で考えてみました場合、やはり基

金は緊急時のよりどころかなと思います。先ほ

ど３億弱ぐらいまで落ちてしまうとお聞きしま

したが、基金の担保がなければきちんとした国

保会計ができないんじゃないのかなと思います。

でなければ、簡単なことは国保税の見直し、あ

るいは国・県支出金をもっといっぱいふやして

もらうとか、そういうふうにしていかないと国

保会計が破綻しかねないというような状況じゃ

ないのかなと察しておるところです。破綻され

ては困りますので、綱渡り状態の今の会計のよ

うですが、環境課としてはこの基金というのは

安全面でどのぐらいの額があれば何とか将来に

わたって会計維持できるという額、想定額で結

構ですので、わかれば教えていただきたい。 

  それと、来年度の話は来年度の予算で言うべ

きでしょうけれども、まず安心して会計維持で

きる方策などあれば、この２点お伺いしたいと

思います。以上です。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 基金の安全な額についてはど

のくらいあれば安定的な財政運営ができるかと

いう御質問でございますけれども、前から医療

給付１カ月当たり１億5,000万円で12分の３を

積み立てるというのが一つの目安というふうに

答弁してきました。つまり基金については４億

5,000万円あれば安定的な財政運営ができると。

しかしながら、今現在、その当時と違いまして、

１カ月の医療給付が約２億円に迫っております。

したがって、３カ月分ということであれば今現

在考えられる安定的な財政運営の基金の積立額

というのは６億ぐらいが一つの目安かなという

感じがいたしているところでございます。 

  今後の安定的な国保の財政運営をするための

施策としましては、医療費を抑制するというこ

とが一つの方策であり、また適正な保険税の改

正等、歳出と歳入の両方見合せながら財政運営

をしていかなきゃいけないと考えているところ

でございます。以上です。 

８ 番（沼澤恵一議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号平成20年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第10号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２９議案第１１号平成２０

年度新庄市老人保健事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第11号平成20年度新庄

市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号平成20年度新庄市老人保健事業特

別会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３０議案第１２号平成２０

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第12号平成20年度新庄

市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第12号平成20年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３１議案第１３号平成２０

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第13号平成20年度新庄

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号平成20年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３２議案第１４号平成２０
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年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第14号平成20年度新庄

市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） １の２、認定調査費、

これに対して補正が出ていますが、もっと本当

は補正をふやして、市民の中からもっと早く認

定をしてもらいたい、介護を必要としてもなか

なか認定されず大変だったという声がありまし

た。認定調査会をもっと早くする必要はないか、

どう考えておられるのかお願いします。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 今回補正で計上してござ

いますのは、主治医からいただく意見書の手数

料の補正でございます。 

  ただいま議員から認定をもっと早くできない

かという御質問でございますけれども、認定に

は３種類ございまして、初めて認定を受ける場

合、期限が来て更新する場合、更新前であって

も介護度が上がった場合には変更申請という格

好で認定度を上げる手続の三つがございます。

そのうち更新につきましては、初めての場合に

は６カ月後、それ以降は１年後となるんですが、

更新につきましては調査をケアマネジャーに委

託して行っております。ただ、初めての認定あ

るいは変更に伴う認定の場合には市の担当者が

直接家庭に出向いて実態の調査を行ってござい

ます。初めてのケースなんですが、福祉の方に

介護認定の申請を出されますと、それから家族

と担当職員との日程調整等の期間あるいは調査

の順番待ち等で大体２週間後ぐらいに家庭の方

に担当者が出向くという格好になってございま

す。それと同時進行で福祉事務所では主治医に

対して意見書の作成をお願いしてございます。 

  議員御質問のケースなんですが、多分この主

治医の意見書をいただく期間が非常に長かった

のではないかなと想定してございます。主治医

につきましては、開業医あるいは公立病院の先

生も主治医になっているケースが非常に多うご

ざいますので、お医者さん自体の繁忙度といい

ますか、そういったことで非常にばらつきがご

ざいます。できるだけ早目に作成してくださる

ようにというお願いをしておりますので、以前

から見ますと大分早くはなってきているんです

が、それでも１カ月以上あるいは２カ月以上か

かったケースも中にはあるようです。すべてで

はございません。中にはそういった期間を要し

て提出いただいたケースもあるようでございま

す。たまたまそういったケースに当たった方で

はないかなと思いますけれども、今後ともでき

るだけ速やかな意見書の提出についてお願いし

てまいります。 

  ただ、もう一つ、必ずしも、認定を受ける前

であっても、認定そのものは申請日にさかのぼ

ります。担当職員あるいは更新時にはケアマネ

ジャーが調査に行くわけですけれども、そうい

った担当者なりケアマネが調査した時点で大体

の判定がわかります。介護認定１は多分間違い

ないだろうとか、これですと３ぐらいはつくん

じゃないかと大体想定がつきます。担当者もか

なり経験ございますし、ケアマネは専門職でご

ざいますので、そういった場合にはすぐにサー

ビスをお使いになっても結構ですよと、認定そ

のものは申請日にさかのぼりますので、そうい

った場合には認定以前でも介護保険の制度をお

使いいただいていいことになってございますの

で、もし議員の方にそういった御相談が寄せら

れましたら、そういったこともあわせてお教え

いただければ幸いだなと。 

  なお、福祉についてもそういったことができ
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るんだよということは現在でも御説明しており

ますけれども、今後そういったことの説明にも

より力を入れてまいりたいと思います。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私の方に相談した方と

いうのは、実はケアマネの資格を持っている方

で、この方から、そういった申請時にさかのぼ

って使えるし、市の担当者が見たときにこのぐ

らいだと言われれば、そこからそのぐらいで利

用できるということを実際にやっているし、わ

かっている人からの相談で、結論を言わせても

らえば、市で最初に認定審査に入る、これが遅

過ぎる。これが遅いために結局最後に判定が下

るのが遅過ぎるのではないだろうか。これをケ

アマネに戻して、前にケアマネがやっていたと

も聞いているんですけれども、ケアマネに戻し

て、そこからすぐ調査に入ってもらうと。今の

話を伺えば、２週間ぐらい日程調整で時間がか

かるというお話でした。それをすぐケアマネに

やってもらえば、頼んだ人がすぐ調査してもら

っているという気持ちになるわけで、その時点

でケアマネがこのぐらいだろうとわかりますか

ら、すぐ使えるわけなんです。 

  この人の例では本当に遅いんだなということ

を感じました。12月22日に退院してすぐ朝昼晩

とヘルパーが必要な方だったそうです。１月５

日に調査に入るという話になったんですが、結

局１次判定が出たのが１月20日ごろで、ようや

くベッドを借りられるかなということがわかっ

たと言っていました。２月５日に介護度３と言

われて、ポータブルトイレなどを借りることが

できたわけですが、しかし２月８日には意識障

害になり、入院してすぐ亡くなってしまったん

です。それほど重い方だったのに、介護に当た

っていた人あるいは家族は、ろくに、介護度３

というのがもっと早くわかっていれば早くヘル

パーを朝昼晩つけ、トイレも心配なく、そして

ベッドも早く使えたはずなのに、使えなかった、

本当に本人に申しわけなかったという思いで胸

がいっぱいだったということでした。 

  最後に、介護度がつくという人はやはり生命

も本当に危うい人が多くなっているような状態

ですし、そういう方に手厚い介護をしてやりた

い、これは家族とケアマネなどの担当者の本当

に熱い思いだと思います。それにこたえて、で

きれば頼むと言われたらすぐ調査が入れるよう

に、そして医者にはもちろんなるべく早くお願

いしながら、できるようにしてもらいたい。こ

のときのこの方は介護度１ぐらいだと言われて

しまったらしいんです。それでベッドも頼まな

かった、ポータブルトイレも頼まなかった、ヘ

ルパーも頼めなかった、そうしているうちに、

ようやく認定が来たと思ったら亡くなってしま

っているんですね。それを考えますと、早くで

きるように、調査に入ってくれと言われたすぐ

次の日にでも入れるぐらい体制を整える必要が

あるんじゃないかと思うんですが、どうでしょ

うか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 本ケースでは介護認定を

受けた直後に亡くなられたということで、非常

にお気の毒なケースであるということをしみじ

み思っております。ただ、介護認定に際しまし

ては、内科医、歯科医、介護福祉士おのおの専

門職で構成されてございまして、その介護認定

の席でいろいろ書類からは読み取れない状況の

質問が出てまいります。そういった場合にはケ

アマネは大勢いるケアマネのうち代表者のお一

人が参加しているわけでございますけれども、

実際やはり調査した職員が同席した上でないと

そういった書類から読み取れない説明ができな

いわけでございますので、最初の調査につきま

しては今後とも市の担当者が担うべきでないか
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なと思っています。でないと、市が全く要介護

者の実態を直接把握しないまま認定あるいはサ

ービスの提供をしてしまうことにもなりますの

で、できるだけ現体制で速やかな認定に心がけ

てまいりますので、今の体制でやらせていただ

きたいと考えます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 福祉事務所長のおっし

ゃるとおり、調査員がどういう内容か説明して

もらう場面がやはり必要だということもわかる

ような気がします。ですから、どうやったらな

るべく早く利用しやすいように、介護の必要な

人に必要な介護ができるようにするためにどう

やったらいいかと考えると、最初の調査を１日

も早く行えるように、例えばある方は12月末に

再調査を頼んだのに１月５日に調査に入るとい

う、12月22日に退院したのに１月５日に調査に

入ると。この間、多分やはり年末年始というこ

ともあってこうなってしまっているのかもしれ

ませんが、こういう介護の人たちには休みがな

いんです、介護を受ける側の要介護の状態の方

は。一日も休みなく体が介護を必要としている

わけです。それを考えたときに、休みをとらな

いででも調査に来てくれと言われたらすぐ対応

できる、そういう人員配置が必要なんでないか

と。そのために、こんな少ない補正ではなくて、

もっと調査のためには人員をふやす必要がある。

そう思うんですが、どうなんでしょう。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 私も個人的に家庭で要介

護の家族を抱えてございます。一昨年６月に要

介護２、半年後の12月に要介護３、１年後には

要介護５になってしまいましたので、介護保険

のサービスを受ける立場から考えますと、議員

が御指摘されたことは実感としてもわかります。 

  ただ、福祉事務所の担当職員あるいはケアマ

ネにお願いするとなりますと、いずれにしても

予算が伴います。ケアマネの調査もすべて委託

料という格好で介護保険の中から支払われる格

好になります。そういったかかった経費がすべ

て介護保険料にはね返る仕組みになってござい

ます。介護保険料につきましては一般会計から

の補てんが制度上認められてございません。係

る経費の２分の１が税金で、国が25％、県と市

が12.5％、総額の50％が税金で賄われておりま

して、残り50％が第１号被保険者、40歳から65

歳未満の第２号被保険者の保険料で賄われてご

ざいます。そういったことで、経費をいろんな

点でふやせば、それがすなわち１号被保険者、

２号被保険者の保険料にすべてはね返ってしま

うという状況になりますので、そういった保険

料負担をできるだけ軽くするという観点もあわ

せて考えさせていただきたいと思いますので、

その件に関してはよりいい方法がないかどうか

研究させていただきたいと思います。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第14号平成20年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第14号は原案のとおり可決されました。 
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日程第３３議案第１５号平成２０

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第15号平成20年度新庄

市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２

号）について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号平成20年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす５日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後５時３５分 散会 



- 91 - 

平成２１年３月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２１年３月５日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 



- 92 - 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２１年３月５日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 森   儀 一  議員 

２番 奥 山 省 三  議員 

３番 斎 藤 義 昭  議員 

４番 小 関   淳  議員 

５番 山 口 吉 靜  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２１年３月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 森   儀 一 
１．市政執行について 

２．市有遊休地の状況について 

市 長 

関 係 課 長 

２ 奥 山 省 三 

１．職員の地域担当制について 

２．雇用促進について 

３．第三セクターの経営状況について 

４．生産調整問題について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 斎 藤 義 昭 

１．新庄市の事業と財政について 

２．新庄市真室川町戸沢村との合併について 

３．企業誘致と雇用問題について 

市 長 

関 係 課 長 

４ 小 関   淳 

１．未曾有の不況が続く中、これから先の歳入・歳出の見

通しについて 

２．職員の処遇について 

３．職員の意識や能力向上のために、どのような取り組み

をしているか 

４．市民協働事業について 

５．夜間休日診療所について 

市 長 

５ 山 口 吉 靜 

１．吉村県政と新庄市の連携をお伺いいたします 

２．市町村合併についてお伺いいたします 

３．新庄市財政についてお伺いいたします 

４．中学校給食についてお伺いいたします 

５．交付税についてお伺いいたします 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、これより本日の

会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は10名であります。質問の順序は、

配付してあります一般質問通告表のとおり決定

しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

森 儀一議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、森 儀一君。 

   （１６番森 儀一議員登壇）（拍手） 

１６番（森 儀一議員） おはようございます。 

  ３月議会一般質問、初日の１番でございます。

改新会の一員として申し上げます。 

  吉村県政が実質２月16日からスタートし、こ

れまで想定していたプランと違った取り組みが

次々と打ち出されています。景気・雇用対策を

初め農業再生、教育振興、子育て支援を中心に

骨格予算が出されていますが、新知事の「プラ

ス山形」の具体策として一律削減の廃止や県内

４ブロックに若者定着・雇用創出プランが上げ

られています。市町村の自主事業には優先補助

をすると上げて、４ブロックの均衡を図ると上

げておりますので、これまでのおくれを取り返

すチャンスととらえて、県への働きかけをして

いくことが大事な時期だと思いますので、よろ

しく検討をお願いいたしまして、質問に入らせ

ていただきたいと思います。 

  まず、市政執行についてお尋ねします。 

  山尾市長が市民の何とか現状から変わろうと

する負託を受けて誕生してから早くも１年半を

経過しようとしていますが、マニフェストに掲

げた「安心して暮らせるまち」「にぎやかなま

ち」「暮らしをよくする市政の改革」がそろそ

ろ具体的に実行そして実現をしてきて、雪対策

の除雪については、早朝のみならず、日中でも

現状に合ったタイムリーな除雪が行われたこと

や、新庄まつりの国の無形民俗文化財指定、県

立新庄病院の存続運動、自身の報酬50％カット、

市町村合併、そして中学校給食導入への取り組

みなど、「変わってきたな」との声が聞かれま

す。２年以内に掲げたマニフェストが評価され

る時期が迫っています。現状では急激な世界的

な経済悪化が進み、景気・雇用対策をすべて優

先させるよう求める声が大半を占めているもの

と思いますが、市民からの直接選挙で選出され

た市民の代表者ですから、権限も責任も最大級

のものです。所信のマニフェストにある「新庄

を変える」熱い思いが新聞やテレビなどで伝わ

って、マニフェストが着実に実行されていると

評価します。 

  先ごろ、最上地方の「山ぶどうお菓子コンテ

スト」が最上郡内の五つの高校生により開催さ

れ、神室産業高校が最優秀賞になったそうです。

今回は期間限定で最上総合支庁の発案でヤマブ

ドウの商品化にこの高校生のアイデアも取り入

れ発売されたと聞いています。若者による創意

工夫を重ねたコンテストを新たな産業起こしに
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結びつけるような働きかけを行い、いわゆる産

学官が情報を共有し、協働の力を発揮し、とも

に喜び合えて活性化することが重要と考えます。

また、中心商店街の活性化などにもこうした取

り組みがなされることを期待しているものが大

きいと思います。時期尚早とは存じますが、市

民に実績や行動をもっと説明し、明るい希望を

持っていただくことが肝心かと、老婆心ながら

も感じているところです。現段階での感想をお

聞かせください。 

  また、新庄市内でもヤマブドウを栽培してい

る方が数人いると聞いています。この方々は県

の最上産地研究室の指導を受けて栽培研究をし

ているとのことですが、新庄市としてのかかわ

り方や指導などについてなされているのか伺い

ます。栽培農家に対しては県の産地研究室に任

せておくのではなく、職員を先進地に研修派遣

などして、ＪＡなど関係者一体となって指導、

支援をしていくべきかと考えますが、どうでし

ょうか。 

  次に、市有遊休地の現状と維持管理について

お尋ねします。 

  財政再建については、国や県のみならず、ど

の自治体も苦慮しているところですが、我が新

庄市も自治体の財政破綻を未然に防ぐために、

財政悪化を４指標数値でチェックする仕組みを

規定した法、いわゆる自治体財政健全化法が適

用される前に大幅な財務体制の改善が迫られる

わけで、徹底した歳出削減はもとより、歳入面

でもチェックが必要かと存じますので、お尋ね

します。 

  以前にも質問申し上げましたが、その後市有

遊休地への取り組みはどうなっているのか、ま

た具体的に有効な取り組み事例などがあったら

お聞かせください。また、今後予想される雇用

促進住宅東山宿舎譲渡にかかわると思われる市

営松本団地の跡地利用計画や、これに伴う道路

沼田角沢線は自動車道の建設により一部途切れ

た状態で、松本角沢間では改良区の農道利用で

経過していますが、松本団地の移転に伴い、新

しく接続道路が考慮されているのかなど、また

ポリテクセンター跡地に柵がめぐらされ、グラ

ウンドや空き地に雑草が生い茂り、また周囲の

桜の木にはテングス病にかかって、かつて少年

野球や一斉清掃時の住民の憩いの場となったと

ころが見る影もなくなっております。これまで

遊休地の環境対策はなされているのか。周辺住

民の声は「農地で言えば耕作放棄地だ」と。周

囲の農地に対して悪影響を及ぼす同時に、環境

問題を初め疲弊した現状社会をますます募らせ

ると思います。空き地になった場所は、雑草に

よる病害虫の発生など無残な姿があり、だれも

寄りつかないようなところもあると聞いていま

す。周辺住民の環境対策として、除草や地域住

民の憩いの場として利用できよう維持管理を徹

底し、だれもが住みたくなるような整備をして

おくことが住民の定住促進や今後の発展のため

にもなるものと感じますが、財政難の折から困

難な状況にあることは十分に理解がいくところ

でございますが、せめて草花の植栽や桜などの

樹木のある環境にして維持管理していくことや、

他の利活用策で少しでも宝の持ちぐされになら

ないようにするべきと考えますが、市の考えを

お聞かせください。また、今後市町村合併によ

り遊休地はますますふえるものと想定されます

が、跡地問題も含めて計画を策定され、発展す

ることを望み、壇上からの質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  ３月定例議会一般質問、一番最初の森議員の

質問にすべてお答えできない場合、関係各課か

ら補完させていただきますので、前もって通告

があった点について初めに答弁させていただき
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たいと思います。 

  市長就任から１年半が経過し、マニフェスト

に掲げた２年以内の進捗はどうかということが

あるわけですけれども、初年度から実施いたし

ました雪対策、先ほど並べていただきましたが、

市長報酬50％、財政再建につきましては既に実

施段階にあります。また、住宅対策、定住対策

につきましても、雇用促進住宅の東山宿舎を雇

用・能力開発機構から譲り受け、効果的な活用

を行うことで定住促進に結びつけたいと考えて

おります。２年以内にという約束で立ち上げた

さまざまなことの中では、やはり職員の地域担

当制が既に始まった。中学校給食については10

月１日から実施すると。学校図書館の充実整備

ということでは、施政方針でも申し上げました

が、これまでの国の補助の５名からさらに５名

を追加して10名を配置し、全校、学校図書の充

実を図りたいということで計画しております。

おかげさまで市民の皆さんの総意、願いが通じ

まして、新庄まつりの国指定文化財指定が実現

なりましたことは、本当にうれしく、また感謝

申し上げたいと思います。また、農と食祭りに

つきましては、新庄味覚まつりといたしまして

昨年10月に実施いたしました。大変好評いただ

き、来年度への実施を地域の商店街の皆さんが

期待されているということをお聞きしておりま

す。さらに、来年度は市制施行60周年に合わせ

た記念イベントや市民提案事業、さらにはまち

なか民具博物館なども企画して、町中ににぎわ

いをつくり出していきたいと考えております。

そのほか県立新庄病院の存続や医師の確保など

国、県への要望という形で働きかけているもの

もございます。既に検討段階にあるものもござ

います。２年以内としたもののほとんどについ

て着手している状況でありますが、未着手のも

のにつきましても早急に検討に入りたいと考え

ておりますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

  次に、神室産業高校の皆さんがヤマブドウの

最優秀賞として、高校生の力を育成して、にぎ

わいのあるまちづくりをという御提案をいただ

いておりますけれども、ヤマブドウは確かに近

年ポリフェノール類に代表される機能性成分も

豊富なことから、健康食品として注目を集めて

おります。今後、ワイン、ジュース、ジャムな

どの既存製品はもとより、オリジナル食品の開

発、ブランド化の戦略耕地も可能と考えており

ます。最近、ゆめりあ最上物産館にもヤマブド

ウを使った菓子の特別販売コーナーが設置され

たと聞いております。このような状況の中で、

高校生のアイデアでヤマブドウ加工の道筋が開

かれたことは非常に喜ばしいことであり、今後

も大いに関心を持っていただきたいものと思っ

ております。さらに、コンテストなどをきっか

けとして、ヤマブドウの栽培、ひいては農業生

産分野にも関心を持っていただくような取り組

みも必要かと考えております。 

  このように、新庄最上地域に限らず、県内外

で特用林産物や伝承野菜などの栽培事例が多く

なってきております。ヤマブドウにつきまして

は、一昨年５月31日に生産者や流通、販売、食

品加工業者、行政で組織する最上山ぶどう研究

会が設立され、昨年４月16日には生産者で組織

する最上山ぶどう栽培研究会が設立されました。

また、市段階の取り組みとしては（仮称）宮野

山ぶどう研究会が本合海長坂地区の山形森林管

理署最上支所管轄の旧長坂苗圃を活用したヤマ

ブドウ栽培に取り組み始めたところであります。

生産拡大には当然ＪＡ等関係機関の御協力もい

ただかなければならないと思っております。そ

うした意味で、情報の共有化を図りながら互い

にこの生産活動を支援してまいりたいと思って

おります。 

  最後に、市有遊休地の状況についての御質問

ですが、市有遊休地については御指摘のように

既に財政再建の中でかなりの分野を売却してき
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ており、現在ある面積で最も大きい市有地は旧

し尿処理場跡地や旧西部運動広場がありますが、

これらの土地には地下に構造物があるものや、

地盤が軟弱だったりするなど、いろいろな問題

があり、売却できない状況にあります。したが

って、現在は資材置き場や現場事務所などとし

て貸し付けを行っております。今後も当面この

ような方法で活用を図っていきたいと考えてお

ります。また、旧ポリテクセンターに関しまし

ては、現在、建物の大部分を友愛園と新庄東高

に貸し付けをしており、その用地も一帯の面積

約３万5,000平方メートルの半分ぐらいであり

ます。今後につきましては、当面は引き続き普

通財産としての管理を行っていきたいと考えて

おります。また、全体的な管理につきましては、

現在直営で草刈りや水路の土砂上げなどに努め

ているところでありますが、地域になじんだ遊

休地のあり方という御提言もございましたので、

その辺も管理と含めて今後検討してまいりたい

と思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 御質問の中で、市道松本

角沢線の整備ということでの質問がございまし

た。これにつきましては以前にもお答えしてい

るところでございますが、平成15年に神室産業

高校の開校に合わせまして前面道路であります

市道中島緑町線の整備が急浮上しまして、地元

説明まで計画が進んでいた事業でありますが、

急遽取りやめまして、中島緑町線の整備に振り

かえたという事情もありまして、その後休止の

状態で現在に至っております。整備の時期とい

たしましては、現在、市道の整備につきまして

は梅ケ崎吉沢線、福田工業団地線の２路線が整

備中でございます。整備の時期としてはこの後

に計画ということになると思いますが、先ほど

の市長答弁にもありましたように、松本団地の

跡地利用というものも絡んでくることと思いま

す。それらの計画とあわせた中で実施時期を検

討していく必要があると考えているところでご

ざいます。以上でございます。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ヤマブドウについての質問

でございます。先ほど市長からも話がございま

したけれども、今、森林管理署が管理する長坂

の苗圃跡地については、市の方で森林管理署と

調整しまして、昨年から、0.6ヘクタールぐら

いの面積でございますけれども、それについて

は営林署から借り受けて、宮野地区の方々で栽

培をやっているという状況になっています。 

  今後の長坂苗圃の跡地については約２ヘクタ

ールほどの広大な面積がございますので、大蔵

村でソバも借りて栽培しているということもご

ざいますので、その辺はヤマブドウばかりじゃ

なくて、伝承野菜も含めた取り組みをこれから

全体計画をもって森林管理署と調整して、農協

とも情報の共有を図って進めてまいりたいと思

います。以上です。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 着々とマニフェストも

実行されて、評価されておるところでございま

す。これからも大変困難が予想されると思いま

すが、市長には頑張ってお願いしたいと、この

ように思います。 

  次に、ヤマブドウでございますけれども、新

たに栽培を目指して頑張っているとのことでご

ざいますが、先ほど市長が申しました昨今の健

康志向ブームで自然食が見直されているという

中で、これらの販売・生産の育成や、若者、高

校生や農大生のアイデアのコラボによる付加価

値ですか、そういうもので加工品を商品化、そ

して販売、これをオール新庄で特産品にまでで

きるように、農産物と観光土産などにすること
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によって、まちの活性化、そしてまた県ととも

に市としてもこれからの施策を検討していくべ

きかと考えますが、栽培を始めたと言われてお

りますが、収穫の方は今のところどのぐらいさ

れているのか、まだ始めたばかりですか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 昨年から借り受けて進めて

おりますので、それについては収穫量を把握し

ておりませんけれども、先進的には県内では鶴

岡市と真室川と舟形で栽培しているということ

で、新庄においてもその生産を拡大してやって

いきたいと思います。先ほど私の答弁の中で２

ヘクタールという話で、大変申しわけございま

せんが、20.7ヘクタールの広大な面積となりま

す。修正しておわび申し上げます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） ヤマブドウですけれど

も、若者が開発して、ネーミングに新庄の民話

などを取り入れた発想でございますけれども、

地元意識が非常に強くなったということと、ま

ちづくりに関心が持てたと高校生は言っており

ます。そして、自分たちの目線でアイデアを出

した方がおもしろいと、このようにも言ってお

ります。若者定住にもつながると思いますし、

安全そして安心な食品の開発、指導を市として

もお願いしたいと思いますが、これから市とし

てはどのような支援をしていくか、一つお願い

します。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 新庄市としましては、県の

方で昨年設立されました山ぶどう研究会、また

生産者でつくられている最上山ぶどう研究会と

連携しまして、県と一緒に、また農協と一緒に

そういう状況について支援をしていきたいと思

います。いろんな情報を集約しまして、情報提

供しながら進めてまいりたいと思います。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 真室川町では「巨木の

雫」ですか、ヤマブドウによるワインとか、そ

ういうものが出てきているところでございます

が、瀬見温泉のある旅館ではヤマブドウを使っ

た料理なども出して、大変好評を得ているとい

うことをお聞きしました。今後、新庄からもき

っと生産者が一生懸命頑張っていただいて、新

庄のヤマブドウのワインなども出る時期が近づ

いてきているのではないかなと、将来そういう

のが出るのではないかなと期待しておりますの

で、どうかよろしく取り組んでいただきたいと

思います。 

  それから、次に角沢虫森の道路でございます

けれども、国道47号南バイパスの築造に伴って

現道が分断されているようなことでございます

が、迂回路として農道を一時的に市道に使用し

ているということで、これが約10年余りにもな

りますので、地区民はもちろんでございますが、

通行する多くの人が不便を感じているところで

ございます。新たな道路改築も大変進んでまい

りましたので、もうすぐ完成間近というような

ことも見えてまいりましたので、農道を一時利

用しているということは地区民も本当不安に思

っておりますので、この計画はまだ未定と言っ

ておりますが、一時測量もされておりますので、

この計画を早めるというようなことは考えてい

ないのですか。先ほどの松本団地をかすめるよ

うな道路でございますので、これもやはり付加

価値といいますか、団地の利活用もできるので、

このようなところを優先してやるという考えは

ないのか、一つお願いします。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 先ほども御答弁申し上げ

たところでありますが、本路線については、南
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バイパスの整備によりまして、議員御質問のよ

うに、そのつけかえ道路として計画している路

線でございます。事情は先ほど申しましたよう

に、当初平成12年から整備するということで、

事業説明、測量等行ってきたところでございま

すが、産業高校の開校ということが急浮上いた

しまして、それに合わせた道路整備を早急にし

なければならないということから急遽そちらの

道路整備をするために本事業を休止したという

経過でございます。この道路を計画する前から

一応市道としてつけかえを行う必要があるとい

うことで、改良区から農道をお借りして市道と

して管理して今現在利用していただいていると

いうことで、確かに迂回路的な形になりますの

で、利用される方々には御不便をおかけしてい

るということでもございます。ただ、整備の時

期といいますのは、先ほど申しましたように、

現在事業中の路線が２路線ございまして、これ

が終わった後に計画するのが順当と考えてござ

います。ただ、議員の御質問にもございました

ように、松本団地が23年度をめどに移転する計

画がございます。そういったこともあわせまし

て、やはり跡地の利用とあわせた中で整備をし

ていく必要があるのではないかということで今

考えているところでございますので、御理解を

いただきたいと思います。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 道路の件でございます

けれども、47号南バイパスが完成すれば、いち

早く角沢線を改修するということでございます

が、南バイパスも姿を見せてきておりますので、

そのところをなるだけ早く計画に入れていただ

きたいと思います。 

  それから、使用期間ですが、平成12年11月と

書いてありますけれども、これは期限が切れて

いるようでございますけれども、この辺の手続

とか、そういうものはどうなっているのか、お

願いします。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 改良区から借りる件につ

いての御質問だと思いますけれども、市道とし

ての利用の必要性がなくなった時点で改良区に

お返しするということで、その間は市道として

農道を無償でお借りしているという中で管理し

てございます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） バイパスとか、そうい

う国道の犠牲になって10年近くも苦慮している

ということでございます。私たちはそんな大き

な道路のために、地域住民、そこを通る人たち

が本当に苦慮しているところでございます。そ

んなわけで、例えば道路の改築で路線バスなん

かも変わってきていると思います。路線バスも

５年間という約束で、利用者がいないと廃止と

いうことを言われておりますが、道路が進まな

いと最初計画していたところにバスが通らなく

なる、通ってないということで、そういう不便

も感じております。そういうものまで付随して

きておりますので、何とかこういう場所を優先

的に計画にのせていっていただきたいと思いま

すので、ひとつよろしくお願いします。 

  次に、職業訓練校跡地、ポリテクセンター跡

地について、以前、神室荘の改築移転用地と聞

いておりましたが、神室荘が御案内のとおり５

年計画で約２億円ぐらいかけて大規模な修理を

するということでございますので、またこれを

今後10年ぐらいはもたせたいという計画でござ

いますので、この跡地利用計画というのは考え

ていないのか、これはどうなっているのか、一

つお願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ポリテク用地３万
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5,000平方メートルほどありまして、今言われ

ましたように、前に福祉施設を建てるという計

画がございました。ことしから神室荘の改修が

入ったということで、その計画についてはなく

なってはおりませんけれども、当面先のことに

なるのかなと感じております。ここに予定する

という話がございまして、その後の考え方の変

化は今のところそういった方向でおりますので、

この計画はその方向にあるということで、前は

グラウンドでしたけれども、その用地について

の当面の利用の方針はございません。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） そうすると管理の問題

になってきますけれども、先ほども申しました

が、地域の憩いの場ということで、桜なんか物

すごくきれいなのが咲いている、あれぐらいの

大木ですと、何百年とは言いませんが、何十年

もかかるような大木があります。きれいな桜が

咲く、その桜もテングス病なんかにかかって見

るすべもないということで、地区の人たちは夏

の一斉清掃のあたりには桜の木の下を刈ったり

して管理しておりますが、あそこに柵を張られ

て全然入ることができないということで、ああ

いう桜の木を大事にしてやりたいという地元の

人たちの声があります。宮田堰という堰の組合

の人たちがそういうことを言っておりますが、

なかなか入っていくことができない。かつては

あそこに自由に入って子供たちが野球の練習を

したりしているところだったので、それではあ

のまま、例えば神室荘が改築10年後になるとい

うことになりますと、あの用地を10年間あのよ

うにしておくのか、その辺。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 以前、地元の方々、角

沢地区の方々を初めいろいろな面で御協力いた

だきまして、桜などもきれいに咲いて、あとは

野球をやったりとか、スポーツにも提供された

場と伺っております。財産的には普通財産にな

っておりまして、当面利用する計画がない財産

の位置づけになっておりますけれども、し尿処

理場跡地のように一時的な利用ということで有

効活用とか、そういったことであればおこたえ

している財産もございますので、あとはきれい

にうちの方で、直営ですけれども、可能な限り

きれいな状態で維持管理したいと思います。ま

た、一時的な利用についても、地元あるいは地

域の活性化に寄与するためにこたえているケー

スもございますので、そういった場合は御相談

いただきたいなと感じております。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） ポリテクセンター跡地

は、管財係というか、管財の方だと思いますが、

このところでは管理も、帳面だけの管理じゃな

くて、草を取ったり、出て除草したりもするん

ですか、それとも帳簿だけの管理で、そちらの

方はどのところに管理していただいているのか、

その辺。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 もちろん図面上の管理

と、それが現場できちっとそういうふうになっ

ているかという管理も含めまして、適正な状態

で維持されているかということも管理の対象に

なります。職員が草刈りに行ったり、あるいは

土砂上げに行ったりとか、場合によっては日々

雇用職員を雇い上げて草刈りをしていただいた

りとか、限られた予算の中で、普通財産は90ヘ

クタールほどあるわけです。大きな財産として

はし尿処理場跡地の2.7ヘクタール、ポリテク

センターは3.5ヘクタール、八向運動広場が1.2

ヘクタール、西部運動広場が７ヘクタールほど

ということで、重立ったやつが相当ございます

ので、なかなか全部には目というか、手が回ら
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ないところもありますけれども、可能な限り住

民とか周りの迷惑にならないように頑張ってい

るつもりですけれども、至らない点があるとい

う面も指摘されていますので、今後一層管理に

努めたいと思います。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） これを利活用するには

やはりある程度管理をしっかりしていないと、

隣近所にまで、農地などは迷惑するということ

は先ほども申しましたが、地元の人たちと一緒

に一体となって、特にこのポリテクセンターな

どは新庄次年子線の道路に面して非常に景観と

か、そういうものもいいところでございますし、

美的感覚も整えておかないといけないところだ

と思います。行き届かなくて、また管理もして

いるということでございますが、管理面も監視

するということでございますが、あそこのとこ

ろを監視したようには見えないんですが、ツタ

とかカヤもぼうぼうなって、あれ以来醜くなっ

ておりますし、地元の人たちもやりたいと言っ

ておりますので、それこそ地域担当制を生かし

て、あのところの人たちと話し合って、中まで

入っていかなくても、憩いの場的なものにでき

ると思いますので、これからもよろしくお願い

したいと思います。そして、友愛園の方に通り

抜けできないようにあそこにバリケードを張っ

ているのか。それと、もう少し中まで入ってい

ってもいいような管理というか、そういうもの

ができないのか、その辺ちょっと。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 一時貸し付けを行って

いる場所について、利用が煩雑になっている事

態も若干見受けられると聞いていますので、そ

れらについては今後もただしていきたいと考え

ています。ポリテクセンターの塀につきまして

は、前々からあったものもございますし、あと

は普通財産は利用されてないという形で、そこ

に一般市民が自由に立ち入って事故あるいは事

件が起きたりするとうまくないもんですから、

できるだけ安全とか、そういったことを考えて、

普通は中に立ち入って違法な行為がされないよ

うにというのが一般の管理でございます。ただ、

あのポリテクセンター用地ついては意図的に行

ったわけではなくて、前々からあった塀とか柵

もそのまま取らずに残していた結果ということ

になります。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 先ほども申しましたが、

地元の皆さんと相談しながらもう少し管理の方

をよくしていただきたいと思います。 

  それから、時間があるようですから市長に提

案申し上げますが、新幹線開業してから早くも

10年がたちました。延伸を起爆剤として観光誘

致などに市初め関係者は大変努力してください

ました。その成果もございますし、また延伸の

期成同盟会で企画した秋田県の犬っこまつりツ

アーですか、これは市長も一緒に行って、大変

大勢の皆さんが参加してくださったということ

で、市長は秋田県南部は身近な存在で、どんど

ん交流したいということを言っておりましたし、

また湯沢市側からも新庄まつりには大勢で参加

したいということを言っております。まず足元

から身近な交流ということは本当に大事なこと

だなと思っておりますが、犬っこまつり、約

400年の伝統を誇ると聞いております。歴史を

生かして魅力を発見するということも非常に大

事なことだと思っております。 

  それから、先ごろ米国のアカデミー賞を受賞

いたしました「おくりびと」は、庄内地方を舞

台にして、県外からもロケ地を訪れたり、関連

商品がヒットしたり、さまざまな動きをもたら

しているということでございます。何といって

も米沢では今年度ＮＨＫで放映されました大河
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ドラマ「天地人」を最大限に活用しているよう

で、新聞紙上で毎日のように出ておりますが、

米沢市が大河ドラマ「天地人」を活用して、例

えば観光面やグッズですか、そういうものを開

発して「天地人博物館」などとして、観光客が

何万人も来ているとお聞きしております。新庄

市の歴史上では余り有名な人物はおりませんが、

例えば「蝉しぐれ」とか「たそがれ清兵衛」の

直木賞に輝いた藤沢周平さんの作品の中で、新

庄市を題材にした「上意改まる」ですか、こう

いうものがあると聞いておりますが、こういう

ものをもう少し、小説か、あるいはそういうも

のを調査する必要があるのではないかなと思わ

れますが、いかがですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 最近の「おくりびと」があるわけ

ですけれども、先日、石巻酒田道路の早期高規

格道路候補への運動、酒田の方々ともお話しす

る機会があったんですが、ぜひ「おくりびと」

でいっぱい来た人をこっちが「迎え人」になり

ますので送ってくださいということを申し上げ

たところですが。一ついろいろ仕掛けていかな

いといけないということ、先ほど「天地人」と

「おくりびと」の話をいただきました。 

  秋田との交流の中では、先日、ＪＲ東日本の

常務との話し合いの中で、新庄市の魅力という

のは新幹線がとまるということで、新幹線から

おりて１時間圏内に宮城と秋田を楽しめる地域

だと。ということで、新庄に来れば３県パック

ができるんだということを提案させていただき

ました。ぜひそういうことの企画をもっと練り

上げて、逆に、こちらにはＴＹＯという向こう

のセットがあるわけですけれども、こちらに来

てからのセットも組まなくちゃいけないなと思

っております。そのためには向こうの方々が求

める新庄最上、そして秋田南部、大崎の鳴子、

この三角関係、トライアングルでやっていきた

いということを湯沢にも提案させていただきま

した。大崎の人にもそういうのを提案して、ぜ

ひ三つが協力し合うような形でここに誘導でき

ないかという話し合いを今進めているところで

あります。そのときの条件といたしましては、

向こうの方々が求めるのはトイレを直してほし

いということが大きく言われております。あと

はふとん。食事については地元のものを食べた

いと。こういうことをお互いの最上の観光協議

会の方で実のある形で話し合いをしていかなけ

ればならないなと思っています。 

  もう一方で、今、角館、田沢湖の冬期間の旅

館の稼働率が95％です、ここらは60％ぐらいな

んですが。その中で、ある旅館の方の状況では、

県に任せているからと。この辺に大きな問題が

あるんじゃないか、いかに地元から企画力を出

すかということがこれから大事だと思っており

ます。 

  ちなみに、田沢湖周辺の95％の稼働率は台湾

からです。今、山形県内では上山が台湾の恩恵

を受けております。その辺についても広く視野

を持って情報提供していかなければならないと

思っています。今後ともよろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ただいまから11時まで休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、奥山省三君。 

   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 

１ 番（奥山省三議員） おはようございます。

２番目、政友会の奥山です。まず初めに、私、
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声がちょっと変わっていますので、冒頭謝って

おきます。よろしくお願いします。 

  前の森議員の質問と関連して、少し詳しくお

伺いしたいと思います。 

  まず職員の地域担当制についてでございます

が、この地域担当制ですけれども、私だけかも

しれませんけれども、区長との連絡を密にする

ためにという説明がありましたけれども、今ま

で一回顔合わせをしただけで、本当の意味での

目的がちょっと私にはわかりませんでした。初

めに打ち合わせをしたときの担当者の話ですけ

れども、自分たちは苦情、トラブル等の相談の

係ではないという話でした。それはちょっとお

かしいんじゃないかと私は考えていますけれど

も、もう少し目的意識というのを持って、月に

１回とか、または仕事が忙しかったら３カ月に

１回ぐらいとか、訪問する場合の事前の研修と

まではいかなくても、何か打ち合わせをして、

地域担当制の効果が発揮されるような進め方を

してはどうでしょうか。最初だけで、あとは消

えてなくなるのではせっかくつくった意味がな

いと思うのですが、いま一つこの制度の意義、

目的を確認してはどうですか。あわせまして、

前の森議員の質問と同じですけれども、市長が

立候補した際のマニフェストの達成状況につい

て、自分でどのように認識されているかお聞き

したいと思います。 

  目的は、地域住民と市の協働によるまちづく

りを推進するために、行政と地域のパイプ役と

して、地域にある問題、課題をみずから解決し

ていくための地域活動をサポートすることだと

思われますが、苦情、トラブルが問題、課題で

ないとすると、何のための地域担当制かという

ことになっていくのではないかと、これから先

が懸念されます。 

  最近になって「市民と協働」の「協働」とい

う言葉がよく使われます。簡単に言うと、私に

は財政悪化によって請け負いに耐えかねた行政

が、市民に、住民に負担を転嫁するための偽り

の協働ではないのでしょうか。マニフェストは

市職員の間によく浸透されてない証拠でもある

かもしれません。もう少し職員教育の予算をふ

やして研修等に参加して研修を行っていただき

たいものです。制度をつくったらきちんと確認

をするなり検証してほしいのです。担当職員に

訪問先の相談内容のレポートを提出させるべき

だと思います。まだ半年ぐらいありますけれど

も、２年以内となっているからよいと思われる

かもしれませんが、それでは余りではないでし

ょうか。区長は自分の地区の担当者を知ってい

ると思いますが、地区に住んでいる住民はほと

んど知りません。これではちょっと何のための

地域担当制かわからないと考えてしまいます。

この地域担当制の内容についてもう少し精査、

検討をお願いしたいと思います。 

  次に、雇用促進についてです。 

  これは前回の12月にもお聞きしました。今、

当市の工業団地を含めあらゆる企業が１週間の

休業とか週休３日制またはワークシェアリング

をして、できるだけ休止の状態にならないよう

努力していますが、当市として支援できること

は、今の状況では限度ですか、まだほかに何か

できることがあるように思われますが、いかが

ですか。前回もお聞きしましたが、以前にも増

して景気の低迷が続いて、非正規社員の解雇、

さらには正社員のワークシェアリング、もっと

深刻なのは廃業による労働者の解雇等、先が見

えない大不況に日本全体が陥っていますが、財

政再建途中の当市としては何か少しでもこの労

働者たちの手助けをすることは不可能でしょう

か。支援制度を設けることはできないのでしょ

うか。補正で市の臨時職員として短期雇用６名

ですか、これは何か形だけしか見えませんが、

もっと雇用はできないのですか。雇用機関の開

発というか、少し考えていただきたいものです。

企業誘致もできない、雇用もない、今の状況で
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は手も足も出ないといったところですか。これ

ではますます失業者が増加して、市全体の活気

がなくなってしまいます。格差社会が広がるば

かりです。雇用についても再度検討をお願いし

たいと思います。 

  次に、第三セクターの経営状況についてでご

ざいます。当市が出資する第三セクターの経営

状況についてお聞きします。 

  個々の内容について詳しく市民に経営状況を

公開していますか。市のホームページからだけ

ではよくわかりませんので、ここで確認してお

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

まず、この各法人のバランスシートまたは貸借

対照表、損益計算書を示してくださいとお願い

しましたら、一般質問に提出しましたら、その

担当者より連絡がありまして、何が聞きたいの

ですかという問い合わせがありました。私は、

市が出資している税金ですから、第三セクター

の経営状況について市のホームページではよく

わからないので、少し詳しく示していただけた

らと言いましたら、ちょっと理解してもらえな

いようでした。市長のマニフェストでは財政状

況をわかりやすく市民に公開するとありますが、

これは市民との約束ではないのでしょうか。そ

れから、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律がことし４月１日から施行されます。秋か

らは地方自治体は財務４表の公表が義務づけら

れます。すなわち貸借対照表、行政コスト計算

書、純資産変動計算書、資金収支計算書の四つ

が義務づけられます。そうすると、第三セクタ

ーを含めた連結財務諸表の作成が必要になりま

す。当市は人口３万人以上の都市に該当します

ので、ことしの秋からということになります。

人口３万人以下は２年後ですけれども、平成23

年から始まりますけれども、当市は人口３万人

以上ですので、ことしの秋からということにな

るはずです。その意味で質問したわけですが、

今教える義務はないということですので、収支

率が50％未満、これは前に小野議員も去年６月

に質問しましたけれども、「報告義務はない」

となっていましたけれども、これから合併しよ

うとしておりますけれども、市民に情報を公開

するということは大切なことだと私は思います

けれども、やはり何かあるのでしょうか。後に

なってからやはり大赤字だったということのな

いように、第三セクターをお願いしたいものと

思います。 

  次に、これは前からずっと、私も２回ほど会

議に出ていますけれども、生産調整問題、これ

もずっと会議で出ておりますけれども、これは

合併にも関連すると思いますが、以前から当市

の過剰作付について問題視されておりますけれ

ども、今後の当市の過剰作付対象者についての

考え方はどのようになされますか。また、面積

の乖離の問題についても県と当市との見解の相

違についても今後どのように調整していくのか、

また対応できるのかお聞きしたいと思います。 

  以前、新聞にも載っていましたけれども、山

形県の去年の過剰作付は205ヘクタール、その

うちの195ヘクタール、約85％が新庄市という

ことでございます。一昨年よりもさらに去年は

当市では過剰作付者が増加しているとの話もあ

りました。きのうの会議でもこの話はありまし

たが、なぜ今までほったからしにしてきたのか、

臭いものにふたをして、だれもさわろうとしな

いばかりか、今後ますます大変な問題になって

いくのではないでしょうか。よい方向に向くな

らまだしも、だんだん深みにはまってしまい、

抜け出せなくなるような気がします。今、合併

論も進められていますが、新庄市の過剰面積分

を真室川、戸沢に押しつけて平気なのですか。

合併後のことを何も言わないのが不思議です。

また、さらに国、県と当市との間で農地の面積

の相違の話、乖離の問題もあると聞いています

が、この点についてもずっとこのままで大丈夫

なんですか、お聞きします。 
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  以上、壇上からの質問を終わります。明快な

答弁をよろしくお願いします。御清聴ありがと

うございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは奥山議員の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  職員の地域担当制が機能してないのではない

か、１回だけではしり切れトンボではないかと

いうことだと思っております。昨年12月議会の

一般質問でもお答え申し上げましたように、職

員が地域に出向き、地域とコミュニケーション

を図りながら地域と行政がお互いに協力して地

域について考えていくことにあります。先ほど

の御指摘のように、地域の職員派遣制度はトラ

ブルや課題のためではなく、一般的な情報交換

ということだということを職員が申し上げたと

すれば、私の指導が至らなかったということを

改めて申し上げます。 

  職員におけるトラブルに関しては、専門性の

高いことと、一般トラブルとの面がございまし

て、その辺については直接課の方に申し上げる

ということの方がよろしいだろうという協議の

もとに、一般的にはトラブルなどには職員はか

かわらないということで、それは原課の方に言

っていただきたいという方策をとるということ

を指示したところであります。 

  昨年11月、市内全地区で区長との面談を基本

として地域担当制を始めました。議員御指摘の

ように、その後地域担当職員が職務として活動

している地区は余りありません。しかしながら、

中には地域からの要請を受け、担当職員が赴い

て説明を行っている地区などもございます。目

的意識を持って月１回または３カ月という御意

見ですが、あえて定期的な訪問をしなかった理

由としましては、昨年の試行を踏まえ、市から

の情報提供については必要が生じた都度に行っ

た方がよいこと、また地域の情報収集について

も、試行を実施した区長より定期的な訪問は必

要ないとの意見が多かったことなどから、定期

的な訪問形式はとらないことにさせていただき

ました。しかし、先ほど申し上げましたように、

地域からの要請を受けて担当職員が動いている

地区などもございますし、地域からの要請には

できる限り柔軟に対応するよう班長を通じて伝

えているところであります。 

  いずれにしましても、地域担当制につきまし

ては、このたび始めたばかりの制度であります

が、決してしり切れトンボになるようなことな

く、精度を高めていきたいと、よりよい制度に

していきたいと思っておりますので、今後とも

御指導、御協力のほどお願いできればと。さら

には、本来の目的である地域の危機管理、福祉

支援、そうしたことを地域の皆さんと協働して

ということが大きな前提ですので、地域の皆さ

んからさまざまな情報提供をいただく、職員の

研修の場としても今後活用できるよう、私の方

からも職員と十分情報交換をさせていただきた

いと思います。 

  さらに、マニフェストの達成状況についての

御質問ですが、森議員の質問の中で申し上げま

したので一つ一つは申し上げませんが、正直申

し上げまして、掲げたマニフェストをかなりの

形で実行し、また実現できるのかなと思ってお

ります。２年で全部でき上がってしまったら次

はどうするんだということもございますが、そ

れにつきましても、この中から整理しながら、

地域課題に即して、議員の皆さんと協議しなが

ら、あるべき新庄市の姿に制度を高めていく、

また実施していくということを考えております。

就任以来の基本的な考え方は変わっておりませ

んので、御理解いただきたいと思います。何と

いってもマニフェストの達成によって市民が自

信と誇りの持てるまちをつくりたいという思い

は変わっておりませんので、今後とも議員の皆
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様の御意見を拝聴しながら実現に向けて努力し

てまいりたいと思いますので、よろしく御理解

をお願いします。 

  次に、雇用促進についてですが、100年に一

度と言われるような大変厳しい経済状況の中、

中央から徐々に地方にもその波が押し寄せてい

るという感は否めない状況であります。特に自

動車関連、電子部品関連の製造業を中心に、か

なりの厳しさを増してきている状況にあります。

本年１月、市では市内の主要製造業関係の企業

47社を対象にアンケートを実施し、約９割の企

業から回答をいただきました。結果につきまし

ては、今後の状況については「悪化する」と答

えた企業が75％、主な理由として、取引先企業

の生産減少による受注量の減少が大きな原因と

なっています。雇用につきましても、本年１月

から３月末にかけて191名程度が雇用調整され

るという御報告をいただいております。 

  企業に対する当面の支援策といたしましては、

緊急保証制度、セーフティネット貸付の金融対

策、雇用関係につきましては中小企業緊急雇用

安定助成金を活用した社員の雇用維持などが上

げられます。市の独自の取り組みについてです

が、２月からの日々雇用職員６名採用のほか、

地域内での消費を喚起し、景気浮揚の一助とす

るため、３月16日より10％増の新庄市プレミア

ム商品券を１億円発行する計画であります。ま

た、雇用対策といたしまして、ふるさと雇用再

生特別基金事業、緊急雇用創出事業による雇用

の創出に向けた事業も推進してまいりたいと考

えております。さらに、厚生労働省の委託事業

である地域雇用創造推進事業、通称新パッケー

ジ事業、これにつきましては、昨年10月に有効

求人倍率が0.45未満程度の地域をすべて連携し

ながら新たな雇用創造を図ろうという事業に最

上総合支庁と８市町村、商工会挙げて最上地域

雇用創造推進協議会で事業に取り組んでいく予

定でおります。本事業は、地域求職者、起業家

などに雇用拡大、人材育成、起業促進を図るた

めのセミナーや研修を受講してもらい、雇用に

つなげていくもので、52事業を実施、３カ年で

370名以上の雇用を創出する計画であります。

立ち上げに伴い、早速そうした行動をとってい

ただいている関係者もおることを力強く思って

おります。あわせて、地域雇用開発促進法に基

づく雇用開発促進地域への指定を受けることに、

新たに社員を雇用する事業主に対する助成措置

の適用など、できる限りの制度、施策を活用し

て雇用対策を推進してまいります。 

  次に、第三セクターの経営状況について、市

が出資する三セクのバランスシート、貸借対照

表などを提出してもらいたいという御質問。 

  第三セクターは経営状況が悪化しますと、市

町村の財政運営にも影響が出る場合がございま

す。特に損失補償を締結しておりますと、その

赤字を市町村が負担しなければならないことに

なるため、国はその対策について指導を強めて

おります。財政健全化法の４指標の一つである

将来負担比率に損失補償債務残高の一部を含め

たり、地域力再生機構を設立し、第三セクター

の債務を買い上げることなどを検討しており、

現在も債務調整などに関する調査研究会におい

て検討が続けられております。 

  本市におきまして、いわゆる第三セクターと

呼ばれる団体は、新庄市土地開発公社、新庄市

体育協会を含めまして８団体ととらえておりま

して、いずれも損失補償は行っておりません。

経営状況の思わしくない団体の内容を公開して

いただきたいということですが、国が指導して

いる債務保証を締結していない団体の経営状況

の公表はマニュアル化したものがないこと、経

営状況のよしあしの線引きについて明確な位置

づけがない現段階では課題も多いと思われます。

議会に対する経営状況の報告や説明の範囲及び

住民への開示方法について、総務省が検討中で

あります。その結果を踏まえて行ってまいりた
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いと考えておりますが、今後は特に前に述べた

８団体につきましては、相手方の理解を得なが

ら、できるだけ丁寧に説明できるよう努力して

まいりますので、御理解賜りたいと考えており

ます。 

  最後に、生産調整についての御質問かと思わ

れますが、合併も含めて御心配いただいている

ということで、深みに入ってしまっているので

はないかと。私も昨年から農業水田協議会の会

長ということで、その会議に参加させていただ

きました。大変な現状に苦慮していることを御

理解いただきたいと思います。 

  当市の米の生産調整につきましては、平成16

年の食糧法改正により米の流通規制が原則撤廃

されたのを契機に、達成から未達成へと転じま

した。今年度、県から初めて生産調整の実施状

況について過剰作付のあった市町村の情報が公

開され、遺憾ながら当市は県下最多の過剰作付

と発表されました。議員御指摘のとおり、生産

農家、農業関係者に大きな影響を及ぼす問題と

なっております。米価が一定の水準で保たれて

いるのは、生産調整に協力する農家が需要に見

合った米づくりをしているためであります。一

方、生産調整に協力しない農家も通常の相場で

米を販売しております。このことは、非協力者

が協力者の恩恵をこうむっていることになり、

不公平感、不信感を抱く一つの原因となってお

ります。売る自由、つくる自由という市場原理

が導入されたとはいえ、米価の安定を確保する

ため多くの関係者が意見を出し合って決めたル

ールは守らなければならないと思っております。

20年産については570人の未達成者が存在しま

す。水田農業を推進する組織として、農業者、

農業団体、行政で構成する新庄市水田農業推進

協議会がありますので、協議会の会員が礼を持

ち、一丸となって水田等有効活用促進対策の新

制度を説明しながら、生産調整への参加を強く

働きかけてまいります。 

  合併関連につきましては、県による市町村ご

との米の需要量配分算定の際、過剰作付分が減

額調整されている現状をかんがみ、合併対象の

町村に迷惑をかけてはなりませんので、過剰作

付の解消に向け、関係者全員総力を挙げて取り

組んでいかなければならないと考えております。 

  田耕地面積の国統計との乖離問題につきまし

ては、現在山形農政事務所統計部と協議を重ね

ているところであります。国の統計面積の把握

は、属地主義に基づいて行われているため、出

作部分についての補足が不十分であり、市の生

産数量配分のもととなる水田台帳の面積は属人

主義に基づくもので、出作部分の補足が不十分

であります。このため出入作について調整を図

っていきます。また、市の水田台帳の面積は農

家の申告に基づき積み上げた数値でありまして、

今後農地基本台帳のデータベースを活用すると

ともに、農家の協力をいただき、申告の修正を

お願いし、より実態に近いものにしていきたい

と考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 最初の職員地域担当制

でございますけれども、機能してないと私は言

っていませんけれども、一生懸命やっている人

が私のうちに訪問してないだけなのかなと考え

ていますけれども、ただ、だれが担当なんだと

私も集落の人から聞かれて、最初は私もわから

なくて、それを集落の人に一応知らせる義務が

あるのではないかと考えていますけれども、そ

の辺のところはどうなんでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 昨年11月に実施しました職員

担当制ですが、職員が居住する地域をみずから

担当するということを基本に班編成をしており

ます。中には職員がだれもいないところという
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のが結構ありますので、そういうところをいろ

いろ調整しながら割り振りしています。結果的

には、215の町内が新庄市にあるわけですが、

それを40にくくりまして、市の職員の体制も課

長や主幹、室長クラスを班長にした40班をつく

ってやっているということで、実際に11月に入

ったやり方をみますと、幾つかの町内をまとめ

て区長さんにおいでいただいて、職員側も全員

が出向いていろんな意見交換をしたり、また別

の形としては職員一人一人が一つの町内を担当

するという形で、それを続けていくというやり

方とか、班に任せたところもありましたので、

いろいろな形態だったんですけれども、ただ、

今のところは区長さんを相手にした制度となっ

ておりますので、区長さん自身は自分の地区の

担当がだれかというのがわかりますけれども、

地区の住民の皆さんが全員、私のところの担当

がだれというふうには、なかなか区長さんから

の御説明等がなければわからないような状況に

なっております。11月の実施状況を見ますと、

区長さんだけでなくて、役員さんとかというよ

うな方が一緒に加わったところもあります。そ

れで地域課題とか、いろいろ話し合いをしたと

いうところもあります。まだ全体的には区長対

職員という関係でしかありませんから、年何回

かすることにして、そういう形は一回あるいは

地区住民も含めるような形で何回とか、いろい

ろなことが考えられますから、今回11月に一斉

に本格実施といいますか、２次試行的なところ

もありますけれども、入りましたけれども、い

ろいろ今回の状況を精査して、来年度、市長か

ら話がありましたように、制度設置の趣旨が貫

徹されるよう、さらに高めていきたいと思って

おります。今後ともよろしくお気づきの点、教

えていただければありがたいと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の話ですけれども、

市長もさっき言いましたけれども、問題とかト

ラブル、相手ではなくて、そのトラブルの直接

の課というか、専門性がありますから、それに

任せると。それはわかりますけれども、じゃこ

の意義、目的というのは、私から言わせると、

やはり地域担当制だからその地区に行くのが本

当だと私は思います。それから、集落でイベン

トがあったり、共同作業とか、そういうことも

別に手伝えとは言いませんけれども、顔ぐらい

出してもいいのではないかなと考えます。でな

きゃパイプの役目がないと思いますので、その

辺のところどういうふうに、私の考えている感

じと市で考えている感じが違うと思いますけれ

ども、その辺もう一回お願いしたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 区長さん方にも御説明してい

るこの制度の趣旨としましては、実際に配った

資料では、職員が地域に出向き、地域とコミュ

ニケーションを図りながら、地域と行政がお互

いに協力して地域について考えていくという趣

旨であります。昨年11月に全地区に入りました

が、実際道路とか側溝とか、そういう要望もた

くさんありました。そういうのはもちろん受け

て担当課に話をして、可能なものは対応すると

いうことをしておりますが、中心的にはこちら

からの情報提供ということで、当時ちょうど合

併の法定協議会設置を目の前にしていた時期で

したので、合併を共通の提供情報としまして、

そのほか地域課題についていろいろお話し合い

したところですが、多くの町内から、やはり高

齢化を反映して、お年寄りのひとり暮らしがふ

えている、町内としてどういう対応をするか、

行政としてどういう支援をしてくれるのかとい

ったようなことがかなり多くの町内でいろいろ

話し合われました。こういったことを集約した

上で、個々の地域でそれぞれ課題は異なるんで

しょうけれども、全体に流れるような共通する
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ような課題というものをきちんと押さえて、行

政としてきちんと政策に結びつけていくとか、

あるいはそれぞれ地域で例えば自主防災の取り

組みをしたいというようなところについては担

当職員がきちんとかかわって組織づくりを進め

ていくとか、そういった地域課題の解決という、

課題は多岐にわたるかもしれませんが、そうい

った感じの地域課題の解決を描いております。

苦情とか要望とか、これまでどおり担当課で受

けた方が迅速に処理できるわけですので、そう

いったものは市役所に伝えてもらうルートとし

ては分けて考えたいと思っております。苦情、

トラブルは一切受けないという構えではありま

せんが、それが本来の趣旨ではないということ

は御理解いただきたいと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 苦情、トラブルを受け

ないというわけではないけれども、それが趣旨

ではないということ、ちょっと理解しにくいと

いうか。私だけじゃないんですけれども、ほか

の区長さんから市に対するアプローチというか、

逆に苦情じゃないけれども、こうしてほしいと

か、ああしてほしいとか、そういうことは全然

ないのでしょうか。その辺のところをお聞きし

ます。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 正直言いまして、区長さんも

いろいろでして、隣組町のように毎年回り番で

決めている区長さんもいますし、長年地域の中

心になってやっているような区長さんもおりま

して、区長さんに出向いていきますと、人によ

って、何といいますか、地域のこういう問題を

一緒に解決してもらいたいということで積極的

に対応していただける場合と、なるべく来ない

でほしいみたいな、正直なところ、そういう区

長さんといろいろあります。そんなに押しかけ

とか押しつけもできませんから、区長さんの意

向に沿う形で進めるほかないんだろうなと思っ

ております。さっき言ったような地域課題に地

域と行政が一緒になって取り組むというところ

が全地区一斉に始まるとは思っておりません。

いろんな市町村でこの制度を取り入れておりま

すが、やり方はそれぞれ別々ですし、どうも意

義が貫徹できずにやめたというところも県内で

もございますし、いろいろですけれども、新庄

市は始めたばかりではありますけれども、市長

からも話があったようなねらいをきちんとずら

すことなく、ただ、じっくりと取り組んでいき

たいと思っております。余りばたばたと成果を

求めると、やはり区長さんとの関係もございま

すので、区長さんにも十分に理解を得ながら進

めていきたいと考えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 納得できるような、で

きないような回答でしたけれども、もう少し検

討していただきたいと思います。 

  次の雇用促進についてでございますけれども、

先ほどパッケージ事業という話がありましたけ

れども、このパッケージ事業のもう少し具体的

な内容がわかりましたら教えていただきたいん

ですけれども。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 パッケージ事業について

お尋ねでございますが、これも厚生労働省の事

業でございます。雇用、失業情勢の厳しい地域

において、地域の関係者の創意工夫や発想を生

かして雇用創造を図るため、地域の市町村、最

上では最上８市町村になるわけなんですが、あ

と県、総合支庁になります。あと経済団体、商

工会が設置した協議会により、その中で事業を

選定いたしまして、厚生労働省に申請するとい

うことでございます。その提案された事業がよ
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いということになりますと、２月18日に今言っ

た団体が地域協議会を設置してございます。そ

の協議会に委託ということでございます。国の

金がすべて一般会計を通るとかじゃなくて、協

議会に流れるという仕組みでございます。 

  なお、協議会の事業でございますけれども、

事業期間がことし７月から平成24年３月までの

２年９カ月ということでございます。雇用創出

目標人員が374人、事業規模が２億8,800万円を

超えてございます。 

  なお、この仕事の中身なんですが、今回この

事業を実施するに当たって基本目標を立ててご

ざいます。まず一つは製造業の機能強化、二つ

目が農業の６次産業化、三つ目が観光の振興と

いうことでございまして、この重点分野のもの

づくり産業分野からは10事業、食農関連産業分

野からは19事業、観光関連産業分野からは19事

業、そして就職促進メニューの中からは４事業

ということで、合計52事業を申請することにな

ってございます。 

  なお、２月25日に事業構想申請書を県と一緒

に提出してまいりました。３月末から４月の上

旬にかけまして厚生労働省でヒアリングを行い

まして、採択地の決定が５月中旬ということで、

７月１日から事業開始ということになってござ

います。 

  なお、この会長については最上総合支庁長、

副会長がうちの市長でございます。事務局は新

庄市ということになってございまして、今後約

３年の間にこの事業を実施してまいるというこ

とです。以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） ただいまのは事業です

けれども、私はよくわからないんですけれども、

２億8,800万円というのは当市に与えられた金

額でしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ２億8,800万円につきま

しては、この３年間で２億8,800万円、そのう

ち新庄市だけじゃなくて、先ほど申しました協

議会を構成している自治体すべてです、県も入

ってございます。県の事業も中にはございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、２月25

日に県と国に行ってヒアリングしまして、５月

中旬から７月あたりに始めるという話ですけれ

ども、当市としては、この申請といいますか、

何件ぐらい件数が上がっているんでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 新庄市が８件、新庄商工

会議所が１件、合計９件、金山町が２件、最上

町が９件、舟形町が３件、真室川が３件の商工

会１件、合計４件、大蔵村が２件、鮭川村が２

件、戸沢村が２件、総合支庁が18件、その他１

件ということで、合計52件となってございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。この事

業だけじゃなくて、市でももう少し雇用促進と

いうのを進めて失業者対策をしていただきたい

と思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、第三セクターの経営状況、市長の話で

は出資が50％未満であれば報告義務はないから

ということで、先ほどの話ですと８団体とおっ

しゃいましたけれども、前に小野議員が質問し

たときは14社とありましたけれども、それは違

ったということなんでしょうか。私がホームペ

ージで見ただけでは６社しか出てないようなん

ですけれども、実際の第三セクターの本当の数

字は８社で間違いありませんか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
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坂本孝一郎政策経営課長 三セクのとらえ方がか

なりありまして、公共団体が出資していれば第

三セクターと広い意味では受け取ると。今回国

とか県が調査している債務保証とか、市町村、

公共団体が出資している第三セクターと思われ

るものという位置づけで調査しているのは25％、

出資率が25％以上というとらえ方で調査してい

ることもあります。そういった意味で、三セク

というとらえ方が非常に広範、広義で言われて

おりますので、県では確かに公表されているや

つが五つです。うちの方で出資しているものと

しては、決算書に載せていますように、有価証

券として出資している会社は14です。その中で

さっき八つと言いましたのは、地元に会社を置

いて、しかも縁故債といいますか、設立した後

でその経営に加わるために出資したとか、そう

いったことの位置づけというよりは、むしろ設

立する段階でのかかわり方的な役割で出資して

いるものという意味合いでの８社、例えば流通

センターとか情報センターとかＴＣＭ、新庄土

地開発公社、体育協会、物産協会等々８社とい

うような位置づけで私どもはとらえてございま

す。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 市長がおっしゃったの

は25％以上に関して８社ということになるので

しょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 いいえ、出資している

比率は100％から一番下では2.2％までで、25％

で線引きはしてございません。一番小さな物産

協会の新庄市の出資は2.2％ほど、一番高いの

が土地開発公社、体育協会、これは100％出資

の公益法人であります。そういった意味で、そ

の線引きは25ではございません。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） よくとらえ方が私には

わからないんですけれども、これについてはま

た聞きたいと思います。 

  次に、生産調整の方でお聞きしたいんですけ

れども、市長から答弁をもらったんですけれど

も、明快な答弁とはいかなかったんですけれど

も、これから生産調整に協力しない農家に対し

てどうやっていくのか、その辺のところを再度

お聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 先ほど未達成者が570人と

うことで申し上げました。その中で、19年度ま

では飯米農家の方、いわゆる３反歩未満の方に

ついては135名おりました。20年度からは一律

配分ということで、平等性、公平性を確保する

ということで一律配分にしました。その数字が

昨年は430何名の未達成でしたけれども、今年

度は570人ということで、ふえた結果になって

います。その未達成の数字については、１平米

が足りなくても未達成という数字の扱いでござ

います。実数は430人ぐらいの方が未達成とい

う、今まで協力されなかった方がおりますので、

それについては先日の総会の中でも、達成をし

ている方に対してこれ以上迷惑はかけられない

という話し合いになりました。その中で、転作

率が20年度で33.6％でございました。通常でい

きますと、過剰になっていますので0.7％上が

ります。それについては21年度については達成

された方については20年度と同様の33.6％で、

未達成については37.2％というペナルティーと

いいますか、そういうことで、この前総会の場

で決定となっております。これは当然農家代表

の方も入っておりますし、農協、いろんな関係

団体が入っての総会の場で決定されたことでご

ざいます。 

  ただ、未達成の農家の方をどういうふうに達
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成に向けて取り組んでいただけるかということ

で、きのうも申し上げました21年度から新たに

始まります国の水田有効活用対策とか、そうい

うことを活用して取り組んでほしいということ

も今個別に入っておりまして、例えば加工用米

とか、そういうことも昨年取り組んでいただい

た経緯もございますし、その辺は水田農業推進

協議会のメンバーの方と一丸となって達成に向

けて取り組んでいきたいと考えております。な

お、３月、来週から全世帯を対象にして説明会

を開催したいということで、当然夜になります

けれども、その場で再度お願いしていくという

ふうに考えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 時間もありませんので、

この問題をできるだけ早く解決して、よい方向

に向けていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

斎藤義昭議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、斎藤義昭君。 

   （３番斎藤義昭議員登壇）（拍手） 

３ 番（斎藤義昭議員） 改新会を代表して、一

般質問をさせていただきます。 

  まず最初は質問というよりも、前段として、

これまでの新庄市、議会も含めてなんですが、

新庄市に与えた事業が今どうなっているのか、

どういう効果を上げているのか、また市民がど

ういう受けとめをしているのか、その辺を検証

しながら考えてみたいと思います。 

  まず、市長や市議会議員の皆さんは立候補を

するに当たって市民に対して公約を掲げます。

市民の生命・財産を守ります。企業の誘致を図

り、就労の場を確保して市民の所得向上を目指

して頑張ります。田園都市にふさわしい農業の

活性化を図り、所得の向上に努めます。そのほ

か教育や福祉政策などいろいろな約束をして、

市民から代表として選ばれてきました。これら

の公約に対してどう結果を出してきたのか、過

去を振り返って検証してみたいと思います。 

  まず第１に、生命と財産を守るという大きな

公約については、消防体制の強化が上げられま

す。動力積載車が各集落へ配置され、消火活動

の充実、災害に当たっては市消防団、広域消防

隊による人命救助等の適切な対応がとられてお

ります。また、救急車の整備や救急診療所の体

制などによって、一応安心して暮らせる状況に

あると思われます。 

  次に、企業誘致と就労の場の確保については

どうであったのか。成果として横根山工業団地

と福田山工業団地の造成が上げられると思いま

す。現在、両団地での就労者数は2,378名に上

り、大きく雇用の場が確保されております。新

庄市内からの就労者約55％、市外からの就労者

約45％の比率で働いておられるようであります

が、市内に絞れば実に４家族から4.5家族に１

人の割合で勤めておることになります。企業誘

致そして就労の場の確保としての大きな成果と

言えるのではないでしょうか。 

  次に、農業対策について、昭和45年ごろ、萩

野県営圃場整備事業が事務的に立ち上げられ、

昭和47年から昭和50年まで４カ年で面的工事が

終了いたしました。その後、用排水路の工事、

確定測量などを経て、昭和58年ごろに換地登記

が終了いたしたところであります。また、新庄

土地区画整理事業となっておりますが、新庄国
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営水利圃場整備事業のことで、国営事業として

の採択面積がたしか3,000ヘクタール以上が採

択の条件だったと思います。その条件をクリア

して国営事業として整備されました。結果とし

てすばらしい圃場が完成され、何十馬力という

大型機械が圃場で遺憾なく発揮され、農家経営

にすばらしい力を与えております。これらの事

業によって市の負担も大きく、完済までの負担

金は65億円前後の負担になるものと思われます。

しかし、この事業を進めなかった場合、新庄市

の水田農家は一部を除いて壊滅的な打撃をこう

むっただろうと思います。大型農業器具の使用

もままならず、今、運搬手段はトラックの運搬

になりますが、トラックも入れず、農家は耕作

不能という状態に置かれたと思います。 

  したがって、この萩野県営圃場整備事業、新

庄国営水利事業は行政としての悔いのない大成

功だったと私は思います。65億円前後と見られ

る税の負担もさることながら、はかり知れない

安定した農家経済の収益が、商業や、ほかの領

域にも大きな波及効果として寄与されておると

思います。私は、過去に水稲の冷害被害の大き

かったときに電化製品等の大売出しを見て回っ

たことが２回ほどあります。客足が少なく、改

めて農家経済が与える影響の大きさを肌で感じ

ました。減反が激しさを増す中にあって、田園

都市新庄市の行政と議会が農家に大きな力を与

えたことは、行政も議会もその責任を全うした

ものと思っております。 

  合併について一言触れてみたいと思います。

新庄市と真室川町、戸沢村との合併について、

最近の情報を見る限り、浮足立つ気持ちもなき

にしもあらずでありますが、市長の言われると

おり、最後までしっかり協議を続けることが課

せられた責任だと思います。前の全員協議会に

おいて、すり合わせ項目の説明がありました。

現在114項目ほどについてすり合わせの協議を

行っているということでありました。合併に当

たっては、それぞれ地域の特性があり、お互い

の立場をよく理解して、地域の住民がこれまで

より不利、不便にならないように十分配慮して

協議を進めてもらいたいと思います。 

  次に、山形新幹線新庄延伸事業について触れ

てみたいと思います。当初、奥羽本線の乗客は

福島駅で東北新幹線に乗りかえなければなりま

せんでした。老人や荷物を持った方など、反対

側のホームまで渡り廊下を渡り、さらに待ち時

間を待っての乗り継ぎで、乗客は大変な不便を

強いられ、大きな苦労でした。そのために、何

とか山形にも新幹線をということで運動を進め

たのでありますが、当時、フル規格では可能性

が少なく、線路を拡幅して直接東北新幹線から

乗り入れるミニ新幹線をＪＲでは検討を始めま

した。ミニ新幹線の最初の区域として山形新幹

線が浮上いたしました。当時の運輸大臣はたし

か鹿野代議士だったと思います。鹿野代議士の

力と関係各位の努力が実って運輸省の認可へと

進み、山形新幹線が実現いたしたところであり

ます。しかし、山形まで延伸されたものの、山

形以北の方にとっては福島での乗りかえと条件

が何ら変わらず、どうしても新庄までの延伸が

山形以北の方たちの強い願望でありました。県

の財政的負担と理解があり、地元関係者の一致

した努力が実り、平成11年12月４日に待ちに待

った山形新幹線の新庄延伸が完成し、開業の運

びとなったところであります。 

  この新庄延伸の際の運輸大臣も舟形町出身の

伊藤 茂さんという方であり、事業認可に大き

な力を与えてくださったと思います。この延伸

によって新庄市の負担も、現在までの負担、今

後の負担も含めて四十五、六前後の負担になる

と思われますが、高負担ではありますが、新庄

最上地域にとっては後世にかけがいのない、す

ばらしい財産を残した事業だったと思います。

晴天の日など無料駐車場や中央公園、また渡り

廊下から駅舎を眺めますと気持ちが洗われるよ
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うな爽快な気分になります。 

  次に、企業の誘致と雇用対策についてお聞き

いたしたいと思います。 

  今、世界同時不況によって、日本全体の経済

状況や雇用の面においても国民が右往左往する

ような状態に置かれ、手の施しようもないよう

な状況にあります。そうした中にあって、自動

車産業の第１集積地と言われる愛知県周辺、第

２集積地と言われる九州地方に続いて、第３集

積地として東北がクローズアップされてきまし

た。今のような自動車産業が苦境にあるにもか

かわらず、岩手県や宮城県を中心に着々と自動

車生産工場が建設されております。特に宮城県

大和町や隣接する大衡村には、トヨタ自動車東

北、パナソニックエナジー、セントラル自動車

の３社が建設または建設が予定され、準備が進

んでおります。建設予定額1,300億円、雇用人

数2,000人、敷地面積100ヘクタールと言われる

大規模な事業が動いております。2010年ごろに

稼働予定のようですが、こうした企業に対して

新庄最上地域では企業の誘致や就労の場の確保

としてどう対応できるのか、また可能性として

どういう考えを持っておられるのか、考えをお

聞きいたしたいと思います。 

  ゆくゆくは東北で100万台以上の車を東北で

生産しようとの計画があり、東北にも経済振興

の光が見えてきそうで、心強い気がいたします

が、市長の思いをお聞きしたいと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ただいまは斎藤議員より、これま

でのそれぞれの議会、また市勢の発展に歴史的

な経過からどういう役割を果たしてきたかとい

うことをお話しいただき、確かに皆様方の積み

上げによりまして、生命と財産を守るという観

点の一つ一つの積み上げによる消防体制の整備

など確かにあったと。また、就労の場、地域の

第１次産業の所得向上という観点から県営圃場

整備あるいは新庄の国営水利事業等があって今

こうした社会についていける新庄市になってい

るというお話、まことに私も同感であります。 

  まず初めに、そうしたいろいろな事業を積み

重ねてきた結果として今こういう新庄市がある

んだということ、先人に対して感謝を申し上げ

たいと思います。それを引き継いだ我々はこれ

をどう生かしていくかということが望まれてお

るわけでありますので、政策にもそうしたこと

を含めてやっていかなければならないと思って

おるところであります。そうした意味では、子

孫にも誇れる事業であったと胸を張れるには今

こそ皆さんとともに一つ一つさらに課題の実現

を図っていくことが私は大事だと思っておりま

すので、社会資本に一層磨きをかけるような形

で市政に取り組んでまいりたいと思います。 

  次に、合併のことでありますけれども、昨日

の行政報告でも申し上げましたが、いろいろな

動きが出てきております。一貫してマスコミ等

の取材に対しては住民の関心の高さであるとい

う対応をさせていただいております。自分の市

町村それぞれが将来どうなっていくのか、大き

な新庄市に飲み込まれてしまうのではないかと

いったようなことに対する不安であるとか、い

や今こそ少子高齢社会、お互いに隣接する市町

村が手を合わせて将来に向けて子供たちのため

に新しいまちづくり、地域づくり、それぞれの

地域の伝統や文化を残しながら、そして次代へ

輝くまちづくりをしようということが今始まっ

ているわけです。そうした中で、さまざまな町

村の動きにつきましては、粛々と３月まで判断

をする材料をぜひ提供していきたいということ

で合併協議会を進めておりますので、近々また

住民サービスに係る点など基本項目のさらなる

基本的なことの取り組みがされ、住民の皆さん
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にお知らせする機会が出ますので、誠心誠意を

もって協議に努めてまいりたいと思います。議

員のおっしゃる各町村にきちんと配慮しながら

進めてもらいたいという気持ち、その気持ちに

対しては私も同様であります。共存共栄という

関係をなくさず、その志をなくすことなく進め

てまいりたいと思います。ここ数週間でさらな

る動きがあるかもしれませんが、最初の志を曲

げることなく、しっかりと協議してまいりたい

と思いますので、議員の皆様にも御支援と御理

解のほど賜りたいと思います。 

  新幹線の延伸の運動もお聞かせいただきまし

た。当時の鹿野代議士、また伊藤大臣のそうい

うポイント、ポイントに地域にかかわりのある

大臣があったということ、これはとても大事な

ことでありまして、これは政治関係の皆様方の

強いこれまでのつながりの中で実現されたとい

うことに敬意を表したいと思います。 

  先日、湯沢の犬っこまつり、実は新庄以北の

新幹線延伸の期成同盟会の事業であります。昨

年、国交省に湯沢市長と要望活動に行かせてい

ただきました。新庄で終われば湯沢は関係ない

という市民の方も多くいますけれども、同じ自

治体を預かる者として、新庄市長、ぜひ一緒に

行ってもらいたいということで行ってまいりま

した。そのときの湯沢市長の言葉は、「正直申

し上げまして、陸の孤島である。新庄がうらや

ましい。新幹線があるとないとでは、お金の問

題ではなく、住民の心に光があるか消えるかの

差だ」ということをおっしゃっていました。そ

のことをお聞きしたとき、正直言って延伸は難

しいと思いますよと。「それはわかっている。

しかし、乗り継ぎなどを多くしてもらいたい。

乗り継ぎ時間がもっと容易になれば我々はもっ

とありがたい」というお話をいただきました。

それなら一緒に行動しましょうということで、

乗り継ぎのさらなる向上を目指して要望活動を

する。その一環として、まずはその汽車に乗ら

なければＪＲには要望できないということで、

今までの企画事業から変更し、先日のようなパ

ック事業にさせていただいたところであります。

そのおかげで今度は湯沢の方から新庄まつりに

向こうから連れてきたいと。そういう交流活動

をすることによって一層新幹線の乗り継ぎ時間

が改善されるものと信じていますし、そうして

いかなければならないと思っています。それを

続けることによってまた新たな地域の活性化に

なる。新幹線をこの新庄に本当に延伸させてい

ただいた先人に感謝するとともに、さらに利用

拡大に向けた形で報いていくことが私の責務だ

と思っております。 

  それから、企業誘致についてですが、現在、

御存じのとおり自動車産業が東海、愛知から九

州に行って、今回は東北を拠点としたいと。今

この景気、大不況の中で、車の生産がかなり落

ちているわけですけれども、トヨタ自動車とし

てはセントラル自動車を粛々と現在も進めてい

るということであります。ここ３年、４年先に

は必ずや、景気回復の後、自動車の買いかえ時

期が終わった後必ず需要があるということで、

ロシア、中国、東南アジアを視野に入れた形で

東北に車両基地をつくりたいということは御承

知のとおりであります。この問題につきまして

は、この車両を運ぶルートをどこに設けるかと

いうことが一つの問題点であります。もう１点

は、その車両基地に対する部品の供給ルートあ

るいは供給会社との連携をどう図るかというこ

とが今課題となっておるわけであります。現状

といたしましては工業団地の関連企業もそうし

た製造業あるいは自動車関連の不振によって大

変厳しい状況ではありますが、ピンチはチャン

スということで、このおくれを社会資本の整備

で乗り切らなければならないと。準備期間が長

くなった分、急いで道路の整備等に時間をいち

早くかけていく。そして、自動車産業の今のお

くれが数年先に稼働するときに、国道47号のバ
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イパス化あるいはカーブを減少するような形の

工事を一層県、国にお願いして、それらの道路

の完成状況と相待つような形で急がなければな

らないと思っております。もう１点は人材供給

ということで、宮城県の他の企業も逆に引き抜

かれるのではないかと戦々恐々としているとい

う状況であります。そうした意味で、新庄がい

ずれはものづくりの集積地としてできるような

仕組みをつくり、そして大衡村にできるセント

ラル自動車の関連企業への部品提供基地となる

よう今後も団地の皆さんともどもそういう方向

で協議をしてまいりたいと。それが結果として

は就労の場の確保につながるものだと信じてお

ります。 

  さまざまなこれまでの経過のお話をいただき、

私からは、その財産を引き継いだ私としてはそ

れに一層磨きをかけ、地域を発展させることが

私の仕事だということを述べさせていただきま

して、答弁とさせていただきます。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭君。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 今、日本のどこを歩い

ても、住宅は随分立派な住宅になりました、文

化的な住宅。ほとんどの方は、全部とは言いま

せんが、やはりローンを組んで10年、20年と支

払いながら、さらに税金も高くなりました。そ

れでも人間は人生の半分以上は住宅に住むわけ

であります。したがって、そういう負担をしな

がらも快適な住宅に住んで健康を守りたい、そ

して文化的な生活を送りたい、こういうことで

負担していると思うんです。ただ、新庄市が投

資した場合、新庄市の投資はそれと違うんです。

税金が高くなるわけじゃない、それが経済効果

として市に返ってくるんですよ、市民に、そう

いう事業をやったことが。ただ、財政が逼迫し

た一番大きな要因は、農業問題と駅問題、新幹

線だと思います。これは100億以上の負債であ

りますから、これが大きな原因だと思いますが、

これだってすばらしい還元がされてくるんです

よ。だから新庄市の事業を振り返って質問した

わけでありますけれども。 

  ここで一つ申し上げておきたいと思うのは、

市長でも議会の方でもいろいろ話が出ると思う

んです、財政の問題、「新庄市は財政悪くて」

というのが出ると思うんです。しかし、そのと

きに、こういう事業をやったんだと、それがす

ばらしい効果がすばらしい内容として経済問題

として市民に返ってくるんだと、そういうもの

をもう少し市民に周知する必要があるんじゃな

いかと私は思うんです。ただ財政の悪化だけ、

逼迫だけがひとり歩きして、その効果というも

のをきちっと教えないもんだから、内容を周知

しないもんだから、その悪い面だけ、市民でも

議員でも市長でも行政でも、ひとり歩きしてい

るような気がするんですよ。その辺をもう少し

市民にいろいろな場で、そういう話の機会があ

ると思いますので、これは今ちょっと赤字にな

ったけれども、その効果というものはみんなに

すばらしい還元されているんだぞということを

もう少し周知してもらいたいと。これはひとつ

お願いするものであります。皆さん、議員も含

めてですよ。それを一つお願いしたいんです。 

  それから、圃場整備にしても、今60億負担し

ても、さっき私が申し上げましたように、これ

をしなかったら新庄市はお手上げでしたよ。農

家をしている人でないと肌で感じません、それ

は。実際、圃場整備をする前については、２日

か３日天気が続きますと末端には水が行きませ

んでしたから、そういうものも解決した。圃場

整備をしなかったら今はほとんど兼業です。兼

業ならできませんでしたよ。田んぼを全部投げ

るだけです。これは目に見えています。これは

農家でなかったらそれは感じません。そういう

大きな経済的効果があったんですよ。それから

もう一つ、萩野県圃においては２ヘクタールの

水田を提供して、指首野川の流域の大水が出た
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とき、川に抜きましたね、水路として大きく。

あの水路を抜かなかったら指首野川の流域はち

ょっとした大雨で被害をこうむる川でした、あ

の大以良川、小以良川の大水が皆入るわけで。

特に昭和49年だと思うんですが、あの８･１災

害は被害の最たるものでしたよ、あの流域は。

ああいうものが今度は全体被害を受けない。そ

ういうすばらしい効果も市民に与えているんで

すよ。それから、新庄の圃場整備事業だって、

圃場整備事業をやったことによって、各集落、

６メートル道路を切られているんですよ。茶屋

町から谷地前へ行くにしても、梅ケ崎に行くに

しても。方々にすばらしい道路が来て、有効な

道路の使い方ができるようになった。そういう

いろいろなもので市民に還元されているんです

よ。だからそういう点も、さっき言ったように

悪い面だけひとり歩きされないように、その辺

を行政も、特に市長なんですが、そういう機会

があると思うんです。議員の皆さんもあると思

うんですよ。そういうことを教えないと市民が

元気出てこない、悪い面だけ歩いていると。そ

うか、むだ遣いしてそういう赤字出したんじゃ

ないんだなと言えば元気出てくる、市民が。そ

ういうことを私は一つ訴えたかったわけです。 

  それから、企業の誘致と就労の場なんですが、

市長から答弁がありましたけれども、内容を見

てみますと、大体新庄から47号で行って岩出山

から457号線か、あれで乗り継ぎして大体95キ

ロぐらいあるんですね。今は通勤は不可能だと

思います、ここから、新庄最上から。ただ、尾

花沢からは60キロ弱ぐらいで、あそこは通勤圏

だなと私は見ました。ただ、そういう面で、今

の段階では本社が移転してきても、部品、コス

トの面から、技術の面から、トヨタ系統の名古

屋、愛知県あたりから今の段階では持ってくる

ような考えもありますが、その辺のすそ野とし

て受け皿のできる企業を育てることが大切だと

思うんです。それには時間もかかると思います

し、ただ、今の段階で勤めることになれば、な

して新庄市でできなねのかと私はちょっと考え

てみました。通勤不可能ならば、何か新庄で土

地でも買って、住宅でも建てて、安い、余り立

派なのでなくて、勤めた方が泊まるような安い

建物を建てて、土日はうちへ帰ってくるような

方法もできないのかなと、私なりにちょっと考

えてみたところでありましたが。今、企業が分

散するんじゃなくて、本社があれば、その関連

企業は必ず周りに立地されます。今の形態を見

るとそうです。愛知県だって関連部品はほとん

ど周り、九州でも。東北でもそういう可能性が

出てくると思うんですよ。その辺、将来は別と

しても、今そういう建物を建てて、社宅でない、

市で建てるんだから市営住宅といいますか、そ

ういう安いものを建てて、泊まっていただいて、

勤めていただいて、そして土日帰ってくると。

そういう方法もできないのかなと思っているん

です。今、青森、岩手県あたりの若い労働力は

全部年じゅうの出稼ぎで随分、青森県、岩手県

あたりの人は行っているという話ですよ、年じ

ゅうの出稼ぎ。企業が分散するんじゃなくて、

今労働力を集約する内容なんですよ。だからそ

の辺を頭に入れながら進めていくことがいいの

かなと思います。ただ、自動車産業でも、今か

ら三十七、八年前、40年にはならないと思いま

すが、群馬県から舟形へ奥羽自動車ですか、あ

れが誘致されて、あれは日産自動車のブレーキ

関係の部品関係の自動車産業ですよ。だから、

ああいうものはこれから福田山でも立地できる

ものは来ると思いますので、その辺を見ながら

対応していかなければならないと思います。 

  それからもう一つ、議員にも言いたいことな

んですが、私は昭和50年から当選してきました。

当時は議員の法定数は30名、当時は全部30名で

しばらくの間来ました、今は20名になりました

が。その当時、多いときは40人ぐらい立候補し

たことがあります。36名や８名は普通で、選挙
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やったんですよ。だから、多くやっているもん

だから、市民にもいろいろな声があって、「今

の議員は何も役に立たない」なんていう声もち

ょこちょこ笑い話で言われたことがあります。

私は今、事業を振り返って、こういうものを検

証して、私たちがやった事業が今すばらしい新

庄市民の活力として生きているんだと、私は自

信を持っておりますので、これまで在席された

議員の方、今現在現役としておられる議員の方

も、役に立たない議員なんて一人もいませんよ。

私はそう思っております。だから、そういうも

のを市民にしかっと周知することによって、市

民も理解されると思います。 

  今ちょっと感じているのは、市民にも浸透し

ているなということが一つあります。今の財政

の逼迫した状況について、前はしょっちゅうい

ろいろのことを議員がささられました、道路ど

うだ、水路どうだ、側溝どうだと。今はほとん

ど来ない、ここをああしてもらいたい、ここを

こうしてもらいたいという声は。皆さんもそう

だと思いますよ。それは財政がそういう状況に

あるということを市民がしっかりと受けとめて、

ここを乗り越えようという気構えだなと私は思

っております。心強いと思っております。 

  企業誘致にもさっき触れましたけれども、こ

れから東北はすばらしい場所になると私は確認

しております。今、企業も東北に目をつけまし

たから、これからの貿易は何といっても中国で

す。13億の中国、11億のインド、２億のソ連、

ロシア、7,000万の韓国、朝鮮、アジア関係、

貿易の中心なんですよ、日本海が。だから当然

経済界もここに来たと思うんですが。すばらし

い場所にこれからなると思いますよ。今の状況

を見ますと、船で、ヨーロッパでもそうなんで

すが、船でヨーロッパへ輸出する場合40日かか

るそうです。それが日本海を通ってシベリア鉄

道で行くと半分の日にちでコンテナを持ってい

けるそうです。日にちも半分、経費も半分。す

ばらしい条件になっているんですよ、これから

は。だから、東北の方はみんな大きな夢を持っ

ていいんじゃないかと私は心強い気がしておる

んですが、そういう意味で、皆さんもこれから

心強い市民として頑張れるようにお願いしたい

と思います。 

  それから、もう一つ触れておきたいと思いま

す。この事業を進めるに当たって、先ほど申し

上げましたが、これを成功するには、物的、人

脈的にすばらしい協力をいただいたことがある

んです。これは議員の方も余りよく知らないと

思いますが、まず第１、横根山の工業団地の造

成する際には昭和40年の後半から始めました。

そして、再置法、促進法ですか、こういうもの

に当てはめたと思うんですが、当時は米が上昇

気流に乗ってどんどんと上がる時期で、ササニ

シキだと１俵２万1,000円ぐらい、政府渡しで。

夏にまた1,000円か2,000円来ました。昭和あた

りは５ヘクタールか６ヘクタールつくることに

よって1,000万円から1,200万円ぐらい現金で入

ったんですよ、その当時。100万単位の農機具

なんかぼんぼんと買って、すばらしい農家にな

っておったんです、当時は。その当時、横根山

の恐らく開拓団の土地だったと思いますが、往

還、横根山、あの辺が中心だったと思います。

開田して20ヘクタール以上の田んぼですよ。つ

くって間もなく、工業団地として造成するに譲

り渡した。これは農家としても大きな英断だっ

たと思いますよ。当時は住宅の軒下まで開田し

たんですから、水田を利用しての事業なんか、

道路にする、何する、ちょっと難しくてできな

かったわけです。その当時、20ヘクタール協力

していただいたことによって今の工業団地があ

ると。これを一つ覚えてもらいたい。 

  それからもう一つ、福田山の工業団地に一つ

触れてみたいと思います。あれは地域整備公団

で造成したわけですが、当時、国の方で全国各

県に一つずつ工業団地をつくりましょうという
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ことから始まった。そして、恐らく国の通産省

か何かの出先だと思いますが、地域整備公団が

設立されて、その事業が始まった。そして、一

番に採択されたのが米沢の八幡原工業団地、あ

れが第一の地域整備公団でやった事業でありま

す。各県に一つずつですから、新庄市に来るの

は順番からいけば47番か48番になるわけで、何

ぼ頑張っても35番か20番しか来なかったんです

よ。どういうわけで来たかというと、地域整備

公団の副総裁が真室川の人です。これはどこか

の省の次官をやって地域整備公団に副総裁とし

て移った方です。この人脈が大きかったんです

よ。そして、その奥さんが三光舎の社長の妹だ

った。それに飛びついていったんですよ。議会

も行政も頑張ったんですよ、そういう人脈を頼

って。私は９番目に新庄市の福田山が採択され

たと思っておりましたが、今この資料を見ます

と11番目になっておりました。それは10番目に

しろ、９番目にしろ、二つ目を国で造成してく

れたなんていうのはすばらしいそういう力があ

ったということです、新田さんという力が。そ

ういうものを皆さんは覚えておかないと、ただ

天から降ってきたような考えでもって、これか

ら市民に何かの機会にそういうことを話す機会

もあると思いますし、覚えておいてもらいたい

なと思うわけであります。それによって当初は

400ヘクタールの計画を立てたんですが、その

後、今のような不景気がちょっと来たんですね。

200ヘクタールぐらいに半減した、金額が。さ

らに、工業団地を造成する段階において、100

ヘクタールか110ヘクタールだったと思います

が、縮小して造成したと、こういう経過であり

ます。私は今でも新田さんのことは頭にずっと

入っておりますけれども、さっきの新幹線の延

伸にしても、そういう力があって初めて地域に

恩典が与えられるなという気がしております。

何としてもそういう人脈というか、例えば新潟

県を考えても、田中角栄が蔵相になり幹事長に

なった、あの当時は新潟県は５番目か６番目で

したよ、建設省の予算は。一番目は東京、２番

目は北海道、３番目大阪、４番目愛知、５番目

はどこか、５番目か６番目でしたよ、新潟県は。

田中幹事長、蔵相になってから愛知県を抜き、

大阪を抜き、３番目の建設予算出たんです、毎

年。人脈というのはそのぐらい大きい力を出す

ものであります。新庄市も恵まれたなと感じが

するわけであります。 

  それから、もう一つ触れたいと思います。新

幹線の延伸については、なるほど46億の税金を

負担しております。しかし、私が考えてみます

と、あそこを140万人ぐらい、駅に問い合わせ

たところ、年間140万人ぐらい乗降客がおるそ

うであります。新幹線が何人だと聞いたところ

が、その分離した数字はわかりませんというこ

とで、私なりに計算して案分してみました。

140人のうち60％が新幹線を利用するとして80

万人ぐらいですね。その半分、往復じゃなくて

片道の半分を利用した場合、新庄からの場合は

指定席は買わなくていいんです。自由席でほと

んど行きます。その自由席が聞いたところが

890円でした。年間を通して890円じゃなくて、

その時期によって高くなるときもあれば、変動

があるという説明を受けたところでありますが、

単純に900円としても80万のうちの40万が自由

席で行ける状態ですから、計算すれば4,000万

円ぐらい利点があるということでしょう。その

3,000万円か4,000万円のうちの利点は、最上地

域の人たちは「新庄は財政が悪い、悪い」と言

いますけれども、人口割した場合、町村が新庄

の1.5倍の利点を受けているんですよ、自由席

の利点が。その自由席で返済しただけで100年

で今の税金が返ってくるんですよ。 

  それから、さっき市長もお話ありましたよう

に、最低エリアとして湯沢までこっちへ来る、

東北高速道路が接続されれば30分で来ます、湯

沢から。そして30分で来て、無料駐車場に何日
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置いても、個人的にビジネスで行っても、何日

入れてきても負担もしなくて済む、すばらしい

利点だと思いますし、秋田県の南部にもすばら

しい恩典を与えていると思うんですよ。ひょっ

とすると横手あたりだってこっちへ来る可能性

もありますよ。向こうを回れば距離も遠いし、

時間だって変わりません。まず距離が遠いだけ

に料金も高いと思いますよ、横手だって向こう

へ行った場合。そして、山形新幹線の場合、新

庄まで普通は３時間半ですね。一番早いので３

時間から３時間10分ぐらい。まず普通３時間半

です。秋田の場合は30分余計かかります、新庄

よりも。秋田まで行った場合。最短距離で行っ

てもすべて新庄より30分多くかかるわけです。

時間が多くかかって、料金を多く出して、だれ

も北の方に行く人はいないと思うんですよ。だ

から、そういう効果も大きいと思いますし、こ

の中央高速道路ができれば駅の東はもっともっ

とにぎやかな場所になると私は思っているんで

す。そうすると秋の物産館だけじゃなく、１年

を通して山菜を売る店も出していいんじゃない

かと、秋田の南部は全部来ますから。そういう

夢も私はあると思います。そういうものを感じ

ながら、新庄市のために、市民へもいい面をど

んどんと話して力をつけてあげたいなと思うわ

けであります。 

  以上で終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時４７分 休憩 

     午後１時５７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小関 淳君。 

   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 

５ 番（小関 淳議員） さっきの斎藤議員のお

話を伺って、昭和50年に議員になられたという

ことで、私はそのころ高校３年生でやんちゃを

やっていたころでございました。非常に感銘を

受けました。では、斎藤議員に負けないように

質問をしてまいりたいと思います。 

  たいまつ’07の小関です。議員になりまして

から８回目の一般質問いたします。 

  前回、12月定例会一般質問の最後に、ある地

方議員セミナーで講師が口にした「首長も議員

も職員も、明確な理念を持てないのならば即刻

辞職しなさい」というダイナマイトのような一

言を披露しましたが、その講師の奥さんが山形

県出身ということもあり、新庄市の状況を自分

のふるさとのように気にかけ心配しておりまし

た。セミナー終了後、講師に呼びとめられ、

「あなたたち議員が行政とともにしっかりと役

目を果たし、新庄市民を幸せにしていかないと

議員になっている意味がないじゃないですか。

とにかく本気で頑張ってください」と叱咤され、

激励を受けました。 

  今、世界じゅうが100年に一度の経済危機と

言われています。世界の政治や経済の実力者た

ちが営利優先の道を突き進んでしまった結果の

今の状態なのに、人ごとのように100年に一度

だといきなり宣告されたようなものでした。経

済という言葉はお金もうけや生産、消費などの

プロセスのことを指します。しかし、もともと

は中国の経世済民から来ていて、乱れた世の中

をちゃんと整え、人民を苦しみから救うという

意味だそうです。今こそ私たち議員も職員も経

世済民の志を持ち、市民の幸せのためにそれぞ

れが粉骨砕身、事に当たることが求められてい

るのではないかと思うのです。という思いを込

め、通告書に従い、質問をします。 

  まず一つ目は、未曾有の不況が続く中、この
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先の状況予想がますます困難になっています。

少なくとも新庄市では民間企業の収益低下で、

市税、特に法人市民税などの税収落ち込みは必

至ではないか。ということぐらいは私でも容易

に予想できます。そこで、市長としては、収支

バランスをこれから先どう保っていくのか、ま

たこれから先の歳入歳出の見通しについてどの

ような考えでおられるのか聞かせてください。 

  さらに、国は三位一体の改革という流れの中

で、どんどん地方交付税などの減額を進めよう

としています。国からの交付税は減っていき、

市民税などの自主財源は減少していく。そうな

ると当然財政規模がさらに縮小していくことに

なります。実際、新庄市は10年連続で予算規模

が縮小しています。一般の家庭であれば、財布

に入るお金がだんだん少なくなれば、家計をや

りくりするために光熱費やお小遣いなど細々と

したところまで節約したり、車やバイクを手放

したりして生活を維持します。新庄市も当然そ

のようにしていかなければならないと思います

し、今までも財政再建計画、財政健全化計画に

合わせて鋭意取り組んできたと思います。しか

し、さらに節減し、施設や事業の見直しをしな

ければならない箇所がまだまだ存在するように

見受けられます。そこで、これまでの施設や事

業の見直しをどのような基準で進めてきたのか

を聞かせてください。また、今後施設や事業の

見直しをする上でどのような手法で進めていく

つもりなのか聞かせてください。そして、縮小

する財政の中、福祉、医療、教育などの充実を

どのように実現していくつもりなのか聞かせて

ください。 

  二つ目に、市職員のことについて聞きます。 

  金融機関の情報によると、当市の工業団地で

は昨年末から今月末までに400人以上もの人員

削減をするという過去最悪の状況になっていま

す。そのような中、市職員の給与を初め処遇の

ことが市民の間でちょっとした関心事になって

います。昔はそう感じなかった官と民の格差は、

地方では高給で安定した職という公務員のイメ

ージが昨今の景気悪化でより際立ってしまった

ということもあるのでしょう。しかし、市民は

オーナーです。そのオーナーが景気悪化で苦し

んでいるのであれば、従業員である職員はもち

ろん、私たち議員も苦しみを共有しなければな

らないのは当然のことと考えます。ある識者は

「このままいけば役所が残って住民が消えてし

まうという状態になりかねない」と語気を強め

て話しておりました。とはいえ、公務員は今ま

で地域のリーダーとして、民間給与のベースア

ップや雇用環境の改善にとって多大な貢献と地

域経済の支えとして大きな役割を果たしてきた

ことは言うまでもありません。しかしながら、

現在の不況下で市民に対して新たな負担をお願

いしたり、予算削減をしたりしている状況では、

もう自発的に職員給与見直しの協議、検討など

を行う時代に突入しているのではないでしょう

か。何といっても地方公務員法で守られている

職員が、経世済民の志を持ち、率先して地域を

守っていかなくてはならないのが今だと思いま

す。そこを職員はどのように考えているのでし

ょうか。あわせて、市職員の職務内容、給与や

処遇に関する市民感情はどのようなものと認識

しているか聞かせてください。 

  次に、職員の意識や能力向上のためにどのよ

うな取り組みをしているかということです。私

は今まで何度も職員の育成などについていろい

ろ質問をしてきました。担当課長からはその都

度「しっかり取り組んでいる」という答弁をも

らい、研修予算が少な過ぎるのではと質問する

と「金額の多寡ではない」との答弁をもらいま

した。もちろん金額の多寡だけで取り組みの度

合いをはかることはできません。しかし、通常、

予算の額は取り組みの姿勢を図る物差しの一つ

にはなるはずです。ここでもう一度伺います。

来年度の職員研修予算は今年度と比較してどれ
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ほど多くなっているのでしょうか。そして、そ

の数字は何を根拠にはじき出されたものなのか

聞かせてください。それと、行政改革のマネジ

メントに欠かせない人事評価システム導入の進

捗状況はどうなっているのかを聞かせてくださ

い。 

  三つ目の質問は、市民協働事業についてです。 

  まず、一つの動きとして、市民プラザ内にあ

る市民活動交流広場「ぷらっと」を拠点に市民

活動をサポートしてきているわけですが、現在

までの課題と今後の展開、そして市民協働事業

全体への市民理解は広がっているのかを聞かせ

てください。 

  次に、市民協働事業といってもうまくくくり

切れないとは思いますが、来年度の予算書を見

ても、総務費に協働推進事業費として14万

2,000円が計上されていますし、教育費に市民

活動交流広場事業として107万2,000円、そのう

ち本来の活動に使用できる分は年間12万9,000

円が計上されています。もちろん金額の多寡で

はなく、真剣に取り組んでいるのでしょうが、

現実問題としてこの少ない予算で具体的にどの

ような取り組みをしていき、予算規模が縮小し

ていく中、今後の予算をどのように確保してい

こうと考えているのか聞かせてください。 

  もう一つ、市民協働の大きなくくりの中には、

今全国のあちこちの自治体で問題化している指

定管理者制度も含まれていると思います。その

指定管理者制度について確認をします。この件

についても何度か質問をしてきましたが、今ま

でどのような改善がなされ、今後どのような方

向で進めようとしているのか、具体的にお聞か

せください。 

  四つ目は、夜間休日診療所についてです。 

  平成19年３月開設以来、小児科を中心に、市

民や郡内外の多くの住民が利用していると聞い

ています。現在の利用状況と課題、そして今後

の計画について聞かせてください。 

  次に、夜間休日診療所開設当初からの疑問に

ついて質問します。新庄市のような定点型の夜

間休日診療所体制をとっているのは、当市のほ

かに山形市の２市だけです。この２市の姿勢を

山形県は高く評価しております。では、なぜほ

か自治体がそのような評価の高い施設を開設し

ていないのでしょうか。それぞれ住民医療に対

する取り組み方や地域の医療環境の差異はある

とは思いますが、果たして財政厳しい新庄市が

選択すべき事業だったのでしょうか。もちろん

それまでの当番医制よりは、同じ場所にあると

いうことで格段に利用者は助かっているはずで

す。しかし、もし県立新庄病院内に夜間休日診

療所の機能があれば、今以上に住民の利用度が

高まったのではないかと思います。そうなるに

しても、医師会や県側との交渉が大前提になる

と思いますが、住民のためのさらなる利便性の

追求と来年度約3,100万円もの額が計上されて

いる事業費の削減と、そして何より県立新庄病

院は地域医療の中核であることをより強く内外

に認識してもらうためにも、県立新庄病院をサ

ポートするというサポート方式が有効だと考え

ますが、今後移行する考えはあるのか聞かせて

ください。 

  以上、壇上からの質問を終わりますが、最後

に、今私たち大人は地域に生きる子供たちを大

切に守りながら精いっぱい育てています。しか

し、その一方で子供たちの未来を犠牲にしなが

ら今を生きているようにも感じます。もうそう

いう流れはそろそろ断ち切らなければなりませ

ん。私たちはこのことを肝に銘じながら大人と

しての役割と責務を全うしなければならないと

考えています。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは小関議員の質問にお答え
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させていただきます。 

  なお、細かい数字等につきましては、再質問

していただければありがたいと思います。 

  最初に、税収落ち込みへの対応ということで

すが、歳入歳出の見通しについては、これまで

類を見ないと言われます世界的な景気低迷は本

市の財政運営にも大きな影響を及ぼしておりま

す。市税、特に法人市民税の落ち込みが激しく、

３月補正や新年度当初予算におきまして大幅な

減額を余儀なくされております。財源確保の対

策としては、財政調整基金の取り崩しや減収補

てん債の借り入れがあります。しかし、これら

は一時的な対応としての手法でありますので、

まずは経費節減に努めることが肝要であります。

これまで厳しい財政運営を続けてきましたが、

財政再建計画を策定し、確実に実行したことに

より、まだまだ不十分ではありますが、新たな

行政課題に対応できる状況となってまいりまし

た。引き続き健全性を高めるために策定した財

政再建プランにより、人件費や公債費などの義

務的経費の削減に取り組む考えです。 

  21年度の当初予算は1.4％の減少ですが、人

件費、公債費、補助費などを減少させ、投資的

経費を増額していることはこれまでになかった

ことであります。また、最大の行財政運営の効

率化と言われる市町村合併を進めている状況で

ありまして、これまでの財政運営の厳しさを忘

れることなく、今後とも経費節減に努めてまい

ります。 

  次に、施設や事業の見直しについての質問で

ありますが、これまで事務事業の見直しに関し

ましては、行財政改革大綱を初め集中改革プラ

ン、財政再建計画など多数策定し、その方針に

基づき実行してまいりました。特に御指摘され

ております施設の見直しについてかと思います

が、本市は最上地域の中心都市でありますので、

同レベルの市と比べますと施設の数は多いと認

識しております。施設整備に際しては、市民の

要望を取り入れ、さまざまな協議を重ねて行っ

てまいりましたので、必要性のない施設はない

と考えております。しかし、年月の経過ととも

に目的が希薄になったり、老朽化が目立つもの

がありますので、今後は施設見直しの検討を行

わなければなりません。施設の経年劣化の状況、

管理経費と利用状況などを勘案しながら行って

まいりたいと思います。 

  福祉などの充実に関する御質問についてであ

りますが、国の財政見込みや経済動向を考えま

すと、これからの地方交付税や地方譲与税を初

めとする各種交付金の伸びは期待できないと思

われます。先ごろ策定しました財政再建プラン

はこのことを想定して計上しておりますので、

歳入の減少に見合ったスリムな行財政運営を行

い、人件費や公債費などの義務的経費を削減し、

市民サービスには影響がないよう財源を振り向

ける方針です。福祉、医療、教育の充実は行政

の使命であり、これらの財源は何としても確保

しなければならないと考えております。 

  次に、職員の処遇についてでありますが、現

在のような経済状況の中で、公務員の給与等の

勤務条件に関する市民の皆様の目は非常に厳し

いものであると感じております。本市において

は平成16年度に新庄市財政再建計画を策定し、

市民の皆様の御理解と御協力をいただきながら

財政の早期健全化に努めております。職員給与

費を含めた人件費につきましては、平成15年度

から私を初めとした職員はもちろんのこと、議

員の皆様にも御理解と御協力をいただきながら

削減対策を講じてまいりました。 

  なお、今年度までの削減効果額の累計は10億

4,000万円となっております。 

  来年度以降も、昨年12月に新たに策定しまし

た新庄市財政再建プランに基づき、職員給与の

削減の継続等さまざまな対策を講じながら、最

大の課題である財政の早期健全化に努めてまい

りますので、一層の御理解と御協力を賜ります
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ようお願いいたします。 

  次に、職員の意識、能力向上のためにどのよ

うな取り組みをしているかということでござい

ますが、自治体は住民ニーズを踏まえて行政サ

ービスを適切かつ効率的に提供することが求め

られております。その中で、新庄市では市民が

自信と誇りを持てるまちづくりの実現のため、

職員の能力や意欲を向上させ、組織を活性化、

効率化する手法として、職員研修や人事評価を

行っております。職員研修では、地域、本市の

課題などに職員が共通の認識を持ち、全体が一

丸となって課題に取り組むために、行財政の現

状と今後、市町村合併などをテーマとした研修

を実施するとともに、機会をとらえ私の考えや

行政情報を職員に提供し、問題意識の共有と動

機づけに努めております。来年度の研修予算は、

財政健全化に向け厳しい状況にあることから、

微増にとどまっておりますが、今年度と同様に

県市町村職員研修所を積極的に活用するととも

に、他の研修機関も活用しながら職員の能力や

意欲を向上させ、前向きな意識づけを図る研修

を行ってまいります。 

  次に、人事評価についてですが、人事評価の

役割は、人員を適正に配置する、人材をより有

効に活用する、人材をより公正に処遇すること

を通じて良質な行政サービスを提供することに

あります。この基本姿勢に立ち、評価者の研修

を実施し、現在の勤務成績評価をより客観的で

公正性や透明性の高いものとしてまいります。 

  次に、市民協働事業につきましては、平成18

年度から市民提案による協働事業を実施してお

ります。今年２月に行った元気なまちづくり発

表会では、区長初め市民の皆さん、職員80名ほ

どが参加し、今年度選考された五つの協働事業

について報告を行いました。どの事業も、団体、

行政の得意分野を生かすことでより大きな事業

効果を得ており、協働について市民の理解が広

がってきていると感じております。また、事業

予算についてですが、来年度は市制施行60周年

記念事業として市民提案事業総額120万円を提

案させていただいております。これは「ＴＵＮ

ＡＧＵ～つなぐ」という60周年のコンセプトに

基づき、自由な発想による市民主催事業を補助

するもので、これをきっかけとして新たな市民

活動の芽を育てていきたいと考えております。

平成20年３月に策定しました協働推進計画では、

市民活動が継続できる環境づくりの中で、資金

的な支援の仕組みの検討を行うこととしていま

す。今年度県で設置した山形社会貢献基金の周

知を初め、御指摘いただきました寄附金条例や

１％条例など先進地事例を研究し、新庄市に合

った市民と行政がともに支えていく仕組みづく

りを進めてまいります。 

  市民協働の指定管理者制度につきましては、

これまでその運用面及び事務取扱において施設

所管課間で統一性に欠ける部分があったため、

昨年12月新たに指定管理者制度運用指針並びに

事務取扱要領を策定し、本市における指定管理

者制度の運用について統一化を図ったところで

あります。主な改善点といたしましては、指定

管理料における職員給与及び諸手当等の統一化、

事務運営諸経費の新設、利用料金制の導入、候

補者選定委員会における市民委員枠の拡大、指

定管理者選定等の情報公開、指定管理者制度の

評価などであります。今後本市の指定管理者制

度を進めていく上での基本的な考えとしまして

は、制度を活用する効果、すなわち住民サービ

スの向上、行政経費の節減、地域の活性化や雇

用の確保などを考慮しながら、健全な競争原理

のもと、民間ノウハウを活用する施設と、そう

でない施設など、施設の性格に応じた最も適し

た団体を選定し、行政と指定管理者が連携を図

りながら継続的に安定した施設運営となるよう

努めていきたいと考えております。 

  最後に、夜間休日診療所につきましては、一

昨年に開設してから２年近くになりますが、１



- 125 - 

年目の19年度は患者数4,872人で、以前の在宅

当番医制と比べますと約2.6倍の利用となって

おります。定点による内科、小児科診療とした

ことにより、利便性が高まったものと考えてお

ります。２年目の今年度は、患者数が１割ぐら

い減少の見込みとなっております。診療所の経

営状況についてですが、19年度決算では医師報

酬などの経費から診療報酬や県補助金などの収

入を差し引きますと若干の黒字となっておりま

す。これは在宅当番医制と比較しましても極め

て効率的な運営で推移していると認識しており

ます。また、夜間休日診療所は、１次、２次の

役割分担を図ることにより、患者の利便性の向

上を図り、また新庄病院に２次救急としての機

能を発揮してもらうため、市として設置したも

のであります。地域の医療体制の確立は市の責

務であり、明確にその一翼を担うべきであると

考えており、関係機関からも一定の評価を受け

ているところであります。確かに病院サポート

方式を導入している地域も見受けられますが、

本市の診療所は開設してからまだ２年であり、

現時点では良好に運営されており、市民からも

相応の評価を受けているところであります。当

面は現行の運営で対応していきたいと考えてお

ります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 最初に、施設や事業の

見直しのことについてなんですけれども、今ま

でいろいろ施設をつくってきたわけですけれど

も、整理してきた施設というのはあったんでし

ょうか。それと、これから整理を考えているよ

うな施設とか、そういうところはあるのか聞か

せてください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 いろんな施設がござい

ますが、答弁にもございましたように、目的を

達成したものとか目的が希薄化したもの、利用

度が落ちているもの等々については今後見直し

をさせていただきたいということで考えており

ます。何年か前に、スポーツハウスの目的を達

成したのではないかということで、何とかとい

うことでお願いしたんですが、いやいやまだ活

用ということでいろいろ議論いただいたことも

あります。そういったことで、やはり利用頻度

とか、そういった数値だけでは推しはかれない

ところもありますので、一つの客観性を持った

感じで施設の今後の統廃合についてのあり方を

早急に詰めながら、そういった施設の見直しと

いいますか、廃止すべきものは廃止、終了すべ

きものは終了すべきということで、早急に、財

政再建プランにも記載してございますが、そう

いった方向で至急やっていきたいと、方向だけ

は確認してございます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） その際に、この間の全

協の際にも言ったと思うんですけれども、神奈

川県藤沢市の公共施設マネジメントの方法につ

いてはどのように考えていますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 藤沢市の資料を見せて

いただきました。100数十ページ、200ページ近

い、すばらしい白書でありまして、日本では初

めてではないかということでありまして、最大

の特徴は、藤沢市は40万人ほどの人口で、いっ

ぱい施設があるわけですけれども、スポーツ施

設は対象になってなかったようですけれども、

残る施設すべてについて個別の利用状況、コス

ト、費用、そういったものをすべて洗い出しま

して、客観的な数値をずっとやっているという

ことで、これは非常にすばらしい白書だと思い

ます。そういった先進事例を参考としながら、
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じゃ新庄市ではどうすべきかということを研究

しながら、一つの物差しといいますか、マニュ

アルを研究して体系化したいという方向性は持

っています。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 藤沢市ではマスコミな

んかにも余り公表していない、日本で初めての

ことらしいんです。ここまでとはいかないまで

も、やはり新庄市に合ったようなマネジメント

の物差しとか、そういうものをつくっていただ

いて、スクラップするものはスクラップしなけ

れば維持管理は必ずかかっていきますので、そ

こでストップするという英断というのもこれか

らは、御存じとは思いますが、どんどん必要に

なってくると思います。そういう英断を下した

ときには十分な説明を市民にする、それをセッ

トでやっていけば市民も納得していただけると

思いますので、ぜひその方向でお願いしたいと

思います。そうしないと、財政が決まっていま

すから、財政の器は決まっていますから、どう

しようもないんですよね。本当にそういう方向

でどんどん進めていって、医療、福祉、教育、

そういうところに予算を回していただければと

思います。 

  もう一つ、施設のことでちょっと聞きたいん

ですけれども、執行部としては歴史センターの

横にあるアジサイステージについてはどういう

感覚をお持ちでいらっしゃいますか。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 アジサイステージですけ

れども、これにつきましては都市公園でありま

す最上公園内の公園施設としての位置づけにな

ってございます。これまでいろいろ公園整備、

最上公園、市民の憩いの場として整備されてき

ておるわけですけれども、新庄北高と新庄小学

校が移転した跡地を利用するということで、い

ろいろ検討された中で、一つは歴史センターを

建設しまして、あとについては多目的広場とし

て市民に提供すると。その一施設としてアジサ

イステージが計画されて、たしか56年からの計

画に盛り込まれまして、平成元年に整備された

施設でございます。当然公園施設として利用さ

れておりますし、そういったことから今後も引

き続き市民に提供していく必要があると感じて

おります。ただ、利用率といいますと、単体で

使用するものではございませんので、大会とか

雪まつりとか、そういう事業の中で利用される

ということもありまして、頻度的にはやはり少

ないということは否めないと思います。ただ、

有料施設でありますけれども、年間の使用料と

いいますか、それはわずかでございます。逆に

減免対象の利用が多いということが言えます。

そういった施設でもありますので、今のところ

特に年間の維持費というものはかかっておりま

せん。要するに、電気料とか、そういうものが

使用すればかかるわけですけれども、それは直

接利用者が支払うような形になってございます

ので、こちらとしては年間の維持管理費という

のは毎年はないんですけれども、これまでの20

年の中で平成13年ですか、一度ペンキ塗装の塗

りかえを行ったという程度でございます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） しつこいようで申しわ

けないんですけれども、アジサイステージとい

うのは実際使われてないと、それぐらいだと認

識しています。雪まつりの際にもあそこは荷物

置き場にしかなってませんよね、ステージは雪

でつくってありますから。そこに維持費はかか

ってないんですけれども、それが一つの象徴で

はないかと私は思うんです。ああいうものを今

動いているという、その認識自体をぜひ市民の

ために変えていただけないかなと。要らないも

のは要らない、そこでストップさせるという英
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断がこれから絶対必要になります。もっともっ

と大変な時代が来ると思うので、ぜひそういう

認識でお願いしたいと私は思います。 

  次に、予算に関連してなんですけれども、縮

小する予算ということで。天童市とか東根市、

村山市なんかの予算の中身を見てみますと、や

はり子供に焦点をがつんと当てているなと思い

ます。その３市というのは、新庄最上から、前

にも一般質問で言いましたけれども、完全に最

上をターゲットにして宅地開発を進めています。

人口というレベルじゃなくて、一人一人の流出

じゃなくて、世帯が流出するようなことにもな

ると思います。ぜひ教育の部分、福祉、医療の

部分を本気で充実させていただいて、流出させ

ないような対策を打っていかないと大変なこと

になるんじゃないかと私は思います。天童市で

は小６まで医療費完全無料化を約２億8,000万

円かけてやっています。その隣の東根市が慌て

ているんです。ですから、そういうことも考え

て市政運営をやっていただければと思います。 

  職員のことに関してですけれども、今現在、

正規職員と非正規職員の割合はどれぐらいにな

っているでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 大ざっぱに言いますと3.5対

１、350対100といいますか、そんな割合になっ

ているはずです。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 非正規職員が１という

ことですねよ、当然。そうすると、物件費が去

年と比べて２億ちょい多くなっているんですけ

れども、この物件費の中に非正規職員の給料と

いうのが入っているんでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 賃金は人件費に含まれている

と思います。ただ、物件費が大幅にふえており

ますけれども、これは人の関係と絡みはあるん

ですが、指定管理者に移行する施設が、21年度

は市民プラザとか体育館とか大きな施設が移行

しますので、それは委託料になりますので、物

件費が額としては結構大きくなっているという、

21年度の予算ですよね、そんなふうになってお

ります。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 非正規雇用のあれは物

件費には入っていないということですね。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 指定管理者の委託料は物件費

に入っています。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 職員研修ですが、何か

聞いた話によると、行政学の方とか著名な方を

呼んで講演いただいているということですが、

そういう際に議員に一声かけてくれるというこ

とはしないんでしょうか。問題意識とかは共有

しているはずなので、ぜひむだなくそういう機

会を私たちもできれば共有したいと思うんです

が、いかがですか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 今年度の実施状況を見ますと、

著名なといいますか、講師を呼んで管理職を対

象にした研修は行いました。ただ、内容は、人

事評価のお話もありましたけれども、我々課長

職が職員の勤務成績について評価するわけです

が、評価する側がきちんとした評価の統一した

基準なり、それなりのテクニックなりをきちん

と身につけないと正しい評価が行われない、逆

に変な評価で、その評価のもとに処遇するとい

うことになると大変ですので、そういう意味で
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人事評価者研修というのを行いました。それは

ちょっと議員と一緒に話を聞くという内容では

ございませんので、そのほかは著名な講師を呼

んでということは特に実施しておりません。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 私が聞いた情報だと、

行政学の大森 彌先生が来て講演をなさったと

いうことだったんですが、それは全然研修じゃ

なかったんですね。いいです。ぜひそういう機

会があったら議員もともに学んで新庄市をよく

していきたいと思っていますので、ぜひお声を

おかけください。 

  夜間休日診療所についてなんですけれども、

私はサポート方式というか、財政も厳しいと思

うので、何とか新庄方式みたいな新しいサポー

ト方式、県立病院の中で１次救急を開業医の方

に手伝っていただいてやるという方向で、

3,000数百万もかかる夜間休日診療所の分を別

の福祉でも、別の医療の方にでも回していただ

ければと思うんですが、どうお考えですか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今、県立病院のサポート方式

ということで御提示ありましたけれども、河北

病院のサポート方式につきましてはその病院の

中に地元の医師会がお手伝いをするということ

で、河北病院の医師が１名、地元の医師会から

１名、計２名で対応しているということでござ

います。ただ、私どもの夜間休日診療所の当初

の目的については、比較的軽い患者については

１次救急患者として、そして入院や手術を要す

る患者については２次医療機関の方にというこ

とで、１次診療と２次診療の役割分担を図ると

いうことがまず最初に目的として考えたわけで

ございます。ところが、河北病院については１

次救急と救急患者と２次救急患者が混在化して

いるのではないかということで、もし仮に県病

が県の了解を得てそういった形になれば、今ま

で以上に県病に集中するのではないかというこ

とで、新庄市が目指した１次、２次の役割分担

というものについては当初の目的が失われるの

ではないかなという感じはいたしております。

したがって、２年目を迎えておりますが、現時

点では河北病院方式のサポート方式は無理では

なかろうかなという認識をいたしております。

以上です。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 「広報しんじょう」の

中に、夜間休日診療所のかかり方みたいな、１

次診療のみの方を受け付けますみたいな、ちょ

っと文言は忘れましたけれども、そういう１次

診療がわかるのかと私は思うんですね。市民が

本当に２次診療と１次診療がわかるのか。こう

いう症状のときは何次診療なんだろう、市民が

わかるのかと思うんですよね。ですから、前に

もちょっとお話ししましたけれども、フローチ

ャートを市民に、熱が何度あれば、かかりつけ

のお医者さんに行ってくださいとか夜間休日診

療所に来てくださいとか、新庄市がフローチャ

ートをつくるというのはどうなんでしょう。す

ごく有効になるんじゃないかなと。丹波市では

フローチャートをつくっただけで非常に救急の

患者が、小児救急ですけれども、激減したとい

うデータもあるんですけれども、その辺どう思

いますか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 御指摘ありました夜間休日関

係、救急患者のフローチャートのことでござい

ますが、兵庫県の県立柏原病院の小児科を守る

会の方で発行されたものだと思います。それに

ついては確かに、熱が出た場合とか嘔吐があっ

た場合とか、せきが出る場合という形では色別

されまして、こういった場合については救急電
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話で、こういった場合については１次診療とい

うことで色別されている非常にわかりやすい感

じはいたしております。ただ、私どもの方につ

いても山形県で、子供の救急時に役立つ情報、

内容的にはほとんど同じでございます。内容的

には同じであります。これを多分４カ月健診の

ときに、赤ちゃんの健診を受けたときに渡して

はいますけれども、まだ十分に浸透してない。

内容は同じであってもフローチャートの方が見

やすいということなので、今後少し勉強させて

ください。以上です。 

５ 番（小関 淳議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時４７分 休憩 

     午後２時５７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。改新会の山口吉靜でございます。 

  今後４年間の県政が決まり、吉村美栄子氏が

斎藤県政から吉村県政へ山形県政は大きな転換

期を迎えました。吉村氏と斎藤氏の戦いは大接

戦となり、有権者を二分した真っ向対決となり

ました。最大の焦点は継続か転換かという斎藤

県政に対する評価でした。その結果、副知事２

人制や知事退職金の廃止、農林水産予算の1.5

倍、中学校の少人数学級制導入、山形セレクシ

ョンや東京銀座に移転するアンテナショップの

見直しなどを主張した吉村氏が当選を果たしま

した。吉村県政になっても厳しい県財政は変わ

らず、新年度の県税収は４年ぶりに1,000億円

を下回る見通しの上、少子高齢化は一段と進ん

で社会保障費の増嵩は避けられない。やるべき

ことは斎藤県政と大きな違いはないと思います

が、継承、強化すべきことは大胆に推進され、

是正や、県民に痛みが伴うものは情報公開と説

明責任を果たし、さらに吉村カラーを出すこと

が求められております。 

  現在、100年に一度とも言われる未曾有の経

済不況が私たちを直撃し、雇用対策は待ったな

しの課題となっています。こうした現実の中に

おきまして、発言通告によりまして一般質問を

させていただきます。 

  なお、斎藤義昭議員と合併について、小関 

淳議員と税、事業見直し、交付金について重複

するところがあると思いますが、よろしくお願

いいたします。 

  まず第１点目は、吉村県政と今後どのように

新庄市とのよき連携を進めますかお伺いいたし

ます。 

  ２点目は、市町村合併についてお伺いいたし

ます。新庄市長、議長、推薦議員の皆様、学識

経験者の方々の御苦労には感謝申し上げます。 

  一つ目は、新市の職員数はどのぐらい将来見

込んでおられるのかお伺いいたします。 

  二つ目は、合併に際して住民１人当たりの基

金残高、３市町村ごとの財政、幾らなのかもお

伺いいたしたいと思います。 

  三つ目は、地域審議会を設置する場合、どの

ぐらいの期間置かれるのか、またどの程度の権

限を持たせるのかお伺いいたします。 

  四つ目は、普通交付税は、合併した場合と、

しない場合、３市町村の交付税の向こう５カ年

間の見通しはどのようなことになりますか、お

伺いいたします。 

  五つ目は、３市町村が合併した場合、負債の

合計は、一般会計、特別会計それぞれどのぐら

いになりますかお伺いいたします。 
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  ３点目は、新庄市財政についてお伺いいたし

ます。合併することによって市がこれまで進め

てきた事務事業などの計画と財政負担はどのよ

うになりますかお伺いいたします。 

  ４点目は、中学校給食についてお伺いいたし

ます。中学校給食は21年度当初で約１億5,000

万円の予算でありますが、先行投資と合わせて

の合計金額は、また次年度から５カ年間でどの

ぐらいの投資となりますか、お伺いいたします。 

  ５点目は、市町村交付税についてお伺いいた

します。国の借金は846兆円超に増加（2008年

末時点）と発表されました。今後、地方交付税

も減額となるのではないか、どのように対策さ

れますか、お伺いいたします。 

  以上で壇上での質問を終わります。御清聴あ

りがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは山口議員の質問にお答え

させていただきます。 

  １点目の吉村県政と新庄市の連携についてと

いう御質問ですが、基本的に国、県、市町村は

常に連携しながら事業を推進していかなければ

なりません。トップが変わったからといって、

それは変わるものではありません。市民も県民

の一員でありますので、協力すべきことは積極

的に協力し、申し上げるべきことは申し上げる

という姿勢の中で進めてまいります。 

  ２番目の市町村合併についてですが、その中

の新市の職員数はどのぐらい将来見込んでいる

かという御質問ですが、新市における職員数に

つきましては、現在協議会の総務専門部会、総

務分科会において協議を行っているところでご

ざいます。職員数は組織体制と非常に密接な関

係があり、新市の事務所の位置は、本所を新庄

市役所、総合支所を真室川町役場、戸沢村役場

とすることが協議会で決定されましたが、本所

と総合支所の体制をどうするかによって配置さ

される職員数に変動がございます。また、地域

審議会などの地域の自治組織の設置の有無によ

っても差異が生じる場合がございます。以上の

ような点から、組織体制が決定しない段階では

明確な職員数を明示することはできませんが、

合併してから10年後には交付税の算定特例措置

が終了し、交付税が減少することや、全国の類

似団体との比較により行政のスリム化を図る必

要があると考えております。３市町村が合併し

ますと、現在人口が平成19年３月末で約５万

6,000人で職員数が622人でございますが、天童

市は人口６万3,000人で550人、東根市は人口４

万6,000人で390人であることなどや、全国でも

有数の広い面積の市になることなどを考えれば

450人から500人ぐらいが一定の目安となると考

えております。 

  １人当たりの基金残高についてですが、平成

19年度地方財政状況調査の基金状況と平成20年

３月末の住民基本台帳人口から住民１人当たり

の財政調整基金残高を計算しますと、新庄市の

基金残高は４億4,700万円、人口３万9,814人で

１人当たり１万1,000円、真室川町の基金残高

は４億9,800万円、人口9,740人で１人当たり５

万1,000円、戸沢村の基金残高は２億5,000万円、

人口5,827人で１人当たり４万3,000円、３市町

村を合計しますと基金残高は11億9,500万円、

人口５万5,381人で１人当たり２万1,000円とな

ります。 

  地域審議会を設置する場合、どの程度の期間

置かれますか、またどの程度権限を持たせます

かという御質問ですが、地域審議会は新合併特

例法で規定されており、設置期間は合併を行う

市町村の協議により定められることになってお

ります。先行事例などを見ると、おおむね10年

間となっており、新市基本計画の計画年数から

いっても妥当であると考えられます。また、権

限についても、区域に係る事務に関し、首長の
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諮問に応じて審議し、または必要と認める事項

につき首長に意見を述べると定められておりま

す。現在、協議会の地域づくり小委員会、総務

専門部会、地域づくり分科会において、地域審

議会を含めた地域自治組織の設置について協議

を行っているところでございます。 

  交付税の合併した場合としない場合の３市町

村の向こう５年の見通しはという御質問ですが、

普通交付税は各地方公共団体の財源不足分に応

じ配分することになっており、人口や面積など

から算出した基準財政需要額と税収入を中心と

した基準財政収入額で算出されます。市町村合

併が行われた場合、一般的には事務の重複部分

の削減や、その他さまざまな経費の節約が見込

まれますので、新市に対する交付税の額は合併

しない場合の普通交付税の合計額と比べ減少す

るものと考えられます。しかし、激変緩和措置

として合併後一定期間は旧市町村ごとに算定し

た普通交付税額の合算額が交付されるように配

慮されております。したがいまして、御質問の

合併した場合、しない場合の向こう５年につい

ては、交付税額の違いはなく、同額ととらえて

おります。 

  ３市町村が合併した場合の負債の合計につい

てという御質問ですが、平成19年度決算額で新

庄市の一般会計の地方債残高は169億200万円、

水道事業等を含む特別会計等の地方債残高は

135億1,600万円、合計304億1,800万円、真室川

町の一般会計の地方債残高は68億1,400万円、

水道事業等を含む特別会計等の地方債残高は42

億円、合計110億1,400万円、戸沢村の一般会計

の地方債残高は35億3,400万円、特別会計の地

方債残高は46億4,600万円、合計81億8,000万円、

３市町村の合計では一般会計の地方債残高は

272億5,000万円、水道事業等を含む特別会計等

の地方債残高は223億6,200万円、合計496億

1,200万円となっております。 

  続きまして、新庄市の財政に関する御質問に

ついてであります。合併後の新市の財政につい

ては、事務の重複部分の削減や、人口や面積が

大きくなることによるさまざまな経費の節約が

考えられ、それが合併のメリットでありますの

で、スケールメリットを生かしながら進めてま

いりたいと考えます。 

  なお、これまで進めてきた事務事業等につい

ては、合併協議の場で議論されておりますが、

こだわりの事業を初め新市に継続されるよう努

めてまいります。この場合の財政負担は３市町

村の財政担当レベルで協議を詰めている段階で

あります。 

  次に、中学校給食の費用についての御質問で

ございますが、平成21年度当初予算では議員の

おっしゃるとおり１億5,000万円となっており

ます。内訳としては、給食調理、配送委託費が

10月から半年間で5,900万円、それに小中学校

の施設工事費や厨房機器購入費等で約9,000万

円を見込みました。さらに、先行投資分として

は３月補正予算に厨房機器購入費を約6,000万

円計上しておりますので、中学校給食の導入に

向けた初期投資額全体では２億1,000万円とな

ります。 

  なお、平成22年度以降の５年間の合計費用に

ついてですが、ただいま申し上げました厨房機

器の更新拡充費などの初期投資額を除き、かつ

厨房機器の故障などといった不測の事態がない

として考えた、いわゆるランニングコストとし

ては年間で約２億2,350万円と見込んでおりま

す。その内訳は、自校方式を継続する小学校４

校の合計が年間で約9,100万円、親子方式によ

る小中学校10校の合計が年間で約１億3,250万

円と見込んでおります。したがって、自校方式

と親子方式を合わせた学校給食事業費の全体で

は年間で約２億2,350万円、５年間の学校給食

事業費としては11億1,750万円になるものと試

算しております。 

  ちなみに、現在の小学校のみの学校給食事業
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費としては約１億9,000万円となっております

ので、親子方式による中学校給食を導入するこ

とによって増額となる経費は年間で約3,350万

円ということになり、平成22年から５年間では

約１億6,750万円ということになります。 

  続きまして、交付税に関する御質問について

お答えいたします。 

  平成21年度の地方交付税については、地方財

政計画で決定されており、前年度より4,000億

円の増額で、平成12年度以来９年ぶりの増額と

なっております。これは生活防衛のための緊急

対策に基づき、雇用の創出や地域の元気回復の

財源として１兆円を特別に加算したものです。

当市の平成21年度の当初予算についても、地方

財政計画を受け地方交付税の歳入を増額してい

ますが、22年度以降は減額が見込まれるととら

えております。平成20年12月に策定した新庄市

財政再建プランにおいて、より安定した財政基

盤の確立を目指し、人件費の抑制、事務事業評

価による見直しとコスト削減、計画的な普通建

設事業の実施、市債残高の抑制などなど対策を

実行してまいりたいと考えております。これら

の対策を講じることにより、財源に見合った財

政運営は可能と考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それでは再質問させて

いただきます。 

  吉村県政と今後どのように連携を進めますか

ということで、トップが変わっても余り変わら

ないということなんですけれども、例えば農林

水産予算1.5倍、150億円アップ、吉村美栄子知

事は、農林水産品の価格低迷、燃料、飼料高騰

など厳しい現状を受け、農業を中心にした本県

１次産業の再生を掲げると、新年度予算案内示

後の記者会見でも農林水産業の活性化に取り組

む意気込みを語り、任期の４年間かけて1.5倍

を実現すると強く説明しておりますので、新庄

市も農業圏ですから、新庄市の発展に結びつく

必要があることについては、知事の取り組みの

中に入っていくということも必要ではないかと

思います。 

  もう１点、県議会２月定例会が２日再開され

まして、吉村知事は合併について「これまでの

合併中心の施策を見直すべき時期に来ている。

今後は合併を一つの選択肢としつつも、県と市

町村との連携、市町村間の連携などの取り組み

が主体的に各地で展開されるよう新たな施策を

検討していく必要がある」という答弁をされて

おりますが、この２点についてどのようにお考

えになりますか、お伺いいたします。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 吉村知事におかれましては、

公約どおり1.5倍に目標を掲げているというこ

とで、19年度の農林水産業の県の予算では約

302億ほどになっています。それで、一般会計

総額では5.3％ぐらいかなというふうにとらえ

ております。その中で、24年までに1.5倍です

と約450億円の予算が計上されるということで、

その内容については私どもこれから県の農林水

産部の方といろいろ要望を重ねてまいりたいと

思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 合併に対する知事の考え方が、県

が強力に進めることはないということで、しか

し市町村の自主的な判断で合併した場合には当

然これまでどおり支援したいということもおっ

しゃっております。そうした意味では、あくま

でも市町村合併というのは県から強制されてす

るものではないというのが私の考えであります。

吉村知事に対しましても、県から指導されてし

ているのではないと、知事はどういうお考えで
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すかと。「私は合併賛成です。ただし、強力に

推し進めることはしない。市町村の自主判断を

尊重します」ということについてもいただいて

おりますので、それはあくまでも地方自治体の

自立の一つの方策だということで取り組んでま

いりたいと思っています。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 今後も経済環境次第で

は自治体、国とも税収はさらに落ち込むことが

懸念されますが、歳出のむだを抑制する行財政

改革をさらに強化する必要があると思いますが、

いかがでしょうか。先ほど今回の交付税は問題

なかったということですけれども、今後のこと

はどうでしょうか、お伺いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 税収につきましては、

財政再建プランで21年度は約46億円、22年度も

約46億円、23年度は45億台の後半、24年度は45

億台前半、25年度は44億円の後半ということで、

こういった試算を立てています。ところが、プ

ランを立てた時期が去年の秋から冬にかけてで

ございました。その後、御存じのように急激な

景気の低迷、企業活動の低下によりまして、法

人税を含めて急激に、今回も予算で示していま

すように、２億円ほど落ちたと、44億円台で予

算を組まざるえなかったというような非常事態

になってございます。そういったことで、非常

に先を見通せない状況になってきているという

ことで、一時的な景気低迷によって、そういっ

たことであろうと私どもは信じておりますが、

そういった事態の中では正確には読み切れない

ところがありますけれども、大体税収について

は年間４％ぐらい落ち込んでいくのではないか

なというような想定をもとに税収を組み込みま

した。そういった中で、節減すべきものは節減

しながら予算執行に当たっていきたいと考えて

ございます。 

  地方交付税につきましては、長期的な視点で

見ますと毎年２％から３％あるいは年によって

は４％ぐらい落ち込みながらずっと来ているの

が長期的な傾向でございます。そういったこと

を試算して再建プランでも組み立てております

けれども、こういった税収が落ち込みますと、

地方に配慮した交付税も一定程度確保されると

いったことでは短期的には考えていますけれど

も、長期的にはやはり落ち込む傾向に今後ある

ということで、総体的な財政確保というものが

今後課題になってくるということで、慎重な財

政運営が求められていくととらえてございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それから、学校給食の

安全安心の確保は重要な課題で、経費より食育

や安全安心を第一に考え、国産志向をもっと強

めるべきでありますということなんですけれど

も、その辺はどうお考えですかということと、

中学生１人当たり５年間でどのくらいの費用が

かかるかということの２点だけお伺いしたいと

思います。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 まず安全安心というのは基本

なわけでして、それにつきましては業務委託す

ることになりますけれども、文科省がつくって

おります学校給食衛生管理の基準等をはっきり

守れる業者にしっかり委託していきたいと。プ

ロポーザル方式でもってそこら辺をどういうぐ

あいに判定しているかと。ですから、価格が安

かろう、悪かろうということではなくて、安全

安心を最優先した形でもって採用していきたい

と考えております。 

  中学校給食の方ですけれども、自校方式の４

小学校は除きまして、先ほども申し上げました

けれども、親子方式による小中学校10校で１億
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3,250万円という形になっています。小学校の

自校方式を続ける学校が４校ありますので、４

校といいますのは、山屋小学校は22年４月から

統合ということで考えておりますので４校とい

う話をさせていただいていますけれども、そち

らの方が年間で9,000万円、親子方式で行う小

中学校10校で１億3,250万円ということでもっ

て２億2,350万円というふうな形で一応考えて

おります。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 中学生１人当たり。小

中学校一緒ですか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 中学生１人当たりといいます

と……。親子方式になりますので、例えば小学

生を100とした場合、中学校の場合は130という

ことで1.3倍になります、量的には。１人当た

り幾らということになると給食費等の部分も出

てくるかと思いますけれども、量的には小学校

１に対して中学校は1.3ということで、申しわ

けありませんが、そのように御理解いただきた

いと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 次は、事務事業の休廃

止をされましたけれども、その影響というか、

成果というか、その辺はどんなぐあいになって

いますか、お伺いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 事務事業評価につきま

しては、政策評価、施策評価、事務事業評価を

毎年事前・事後というふうに、その結果につい

ては議員の皆様方にもお渡ししていますし、市

民にも公表しているということで、客観性を加

えながら、廃止すべきものは廃止する、見直し

すべきものは見直しする、拡大するものは拡大

するというような評価を与えながら事務事業の

ローリング、見直し、そしていろんな先々へと

進むように、そういった仕組みで毎年やってい

ます。448事業61施策13体系によってこれは運

営して毎年ローリングしてございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 最後に、市長にお伺い

しようと思うんですけれども、三位一体の改革

とは、地域のことは地域が決めるという地方自

治体本来の姿を実現するため、権限と財源を国

から地方に移すと、地方分権改革の一環として

国庫補助負担金の改革、税源移譲を含む税配分

の見直し、地方交付税の改革、三つの改革を同

時に一体で行うことと言うわけですけれども、

これまで進めてこられた三位一体の改革を市長

はどのように評価されていますか、お伺いして

終わりたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 三位一体改革の流れにつきまして

は、10年前に始まった地方分権改革からスター

トしているのかなと思います。なぜ地方分権改

革が必要なのかということまで行ってしまうわ

けですけれども、本来、国にすべて権力が集中

しているということから、これからは地方は地

方で自立していかなければいけない。その背景

には確かに財政的な赤字国債を発行し続ける国

が制度的にもたないということも私は背景にあ

ったのかなと思います。そのことから方向転換

として、日本のあるべき姿、地方分権、その一

環として、例えば議員の政務調査費という制度

が設けられたのも議会としての質を高めてもら

いたいという国からの流れがあったと思います。

そうしたことで、学習、勉強を続けることによ

って地域の行政の力を上げていくということ。

その中で、三位一体改革で痛みを分け合うとい
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うことで地方交付税が少なくなった、削減され

た。そして補助金がカットされた。しかし、権

限はあげますよという、何かわけのわからない

あめ玉とむちみたいなものが一緒になったよう

な改革だという気がいたします。 

  ただし、この流れは変わらないと私は思って

おります。これまで国の政策あるいは県の政策

に対してぶら下がりで、私らを面倒見てくれる

だろう、私らを殺さないだろうというような悠

長なことは言っていられない。なぜかと申しま

すと、急激な社会変化の中で、少子高齢化社会

に対するものは国の制度だけではなく、地域の

実情として少子高齢対策に対してどう向かって

いくのかという積極姿勢が求められていると思

います。ですから、地方分権を受け身にとるの

か積極的にとっていくのかと。私は積極派の方

でありますので、単なる受け身ではなく、地域

の自立に向けた形で情報発信し、また行政を進

めていく。自分の地域は自分が輝かせていくん

だという手法ですので、三位一体改革の中で痛

みはありますけれども、それをチャンスとして

自立の方向に向けた形で今後も努力してまいり

たいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 市長にさらに新庄市の

市政をよろしくお願いいたしまして、終わりま

す。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了しました

ので、散会いたします。 

  明日６日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３０分 散会 
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平成２１年３月定例会会議録（第３号） 

 

 

平成２１年３月６日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  総 務 課 長 星 川   基 

政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 柿 﨑 卓 美  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 五十嵐 祐 一 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 中 部   力 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  神 室 荘 長 叶 内 利 昭 

水 道 課 長 小 野 善 次  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 大 場 和 正 

学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会
事 務 局 長 小 野 正 一  監 査 委 員 髙 山 孝 治 
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監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第３号） 

平成２１年３月６日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 野 周 一  議員 

２番 小 嶋 冨 弥  議員 

３番 金   利 寛  議員 

４番 今 田 雄 三  議員 

５番 佐 藤 悦 子  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第３号）に同じ 
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平成２１年３月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 野 周 一 

１．景気・雇用対策について 

２．農業振興について 

３．指定管理者制度について 

市 長 

２ 小 嶋 冨 弥 

１．市の入札について 

２．新庄まつりについて 

３．市役所は市民に役に立つところについて 

４．教育について 

市 長 

教 育 長 

３ 金   利 寛 
１．定額給付金について 

２．雇用対策について 

市 長 

関 係 課 長 

４ 今 田 雄 三 
１．山車の重要無形民俗文化財指定についてお尋ねします 

２．財政運営についてお尋ねします 

市 長 

関 係 課 長 

５ 佐 藤 悦 子 

１．過疎地切捨てという合併の問題点が明らかではないか 

２．給食は直営で。調理師は食の重要な教育者ではないか 

３．脳脊髄液減少症についての見解を問う 

４．雇用対策と貧困問題の解決に本腰を 

５．生活道路への市補助復活を求める 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、欠席通告者はあ

りません。なお、星川 豊君より少しおくれる

との連絡がありました。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、小野周一君。 

   （４番小野周一議員登壇）（拍手） 

４ 番（小野周一議員） おはようございます。 

  ２日目、トップバッターとして一般質問しま

す改新会の小野です。昨日に引き続きまして６

人目の一般質問となりますけれども、ダブる点

があると思いますけれども、その点はよろしく

答弁のほどお願いしたいと思います。 

  それでは、発言通告書に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

  景気・雇用対策について質問させていただき

ます。 

  100年に一度と言われる世界的な同時不況が、

我が福田山工業団地を初め横根山工業団地、そ

して市内の製造業にも押し寄せており、雇用環

境の悪化により大変な社会問題になっておりま

す。市は今まで対策として、労働者の一時休業

に対する一部助成として中小企業緊急雇用安定

助成や６名の日々雇用職員の採用、そして補正

予算に盛り込まれました共通商品券発行事業補

助金として1,000万円を支援する対策を講じて

まいりました。特に、プレミアム商品券の発売

は、疲弊している市内商店街の活性化や内需拡

大の緊急経済対策として大変効果のある事業で

あると私は思います。市が市内の製造業者47社

を対象にした企業動向調査の結果が出ました。

ことし１月から３月までの３カ月間で正規雇用

を含む191名が削減される見込みであり、３カ

月間で昨年１年間の離職者159人を上回って大

変厳しい雇用状況であります。この雇用状況は

まだまだ景気回復の兆しが見えないわけでござ

いますので、今後の市としての対策についてお

聞きするものであります。 

  去る１月25日の知事選挙において当選されま

した吉村知事は、農林水産事業費を1.5倍に、

４年間で150億円増額すると約束されました。

生産資材の高騰、農畜産物の価格低迷により農

業経営が大変厳しい中で、山形県の平成19年度

の農業算出額2,045億円を４年後の平成24年度

までに3,000億円とすることを目標にし、山形

県の農業振興の拡充を図られるとすれば、市は

もちろん関係団体は大いに歓迎すべきであると

私は思います。 

  また、新庄市の平成20年度の農林水産事業費

も６億4,501万3,000円と、野中、小泉地区の土

地改良事業が終了したとはいえ、前年度よりも

約１億450万円ほど圧縮されております。新庄

市の農家１人当たりの生産農業所得も平成19年

度において131万6,000円と、県内13市の中では

下から４番目と大変低い状況になっております。

また、平成19年度における新庄市の農業算出額

61億8,000万円に対して、基幹作物である米の
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算出額は41億2,000万円と、まだまだこの地域

では米への依存度が高く66％になっており、県

平均の43％を大きく上回っており、13市の中で

も一番高くなっておる次第であります。県の農

林水産事業費が増額され、農業振興が拡大され

るとすれば、市の農業所得の増額を図るために

も今後の市の農業振興のあり方をお聞きするも

のであります。 

  また、農業の実態は、先ほど述べましたよう

に、生産資材等の高騰、農畜産物価格の低迷に

より、現場の農家の自助努力だけでは解決でき

ない事態に陥っているわけでございます。農業

者の利益代表機関である農業委員会より農業振

興に関する緊急要請書を出され、それを受けて

昨年12月15日に市長あてに３項目にわたる農業

振興に関する緊急要望書として提出されました

が、来年度以降の対策についてお聞きするもの

であります。 

  特に、米の生産調整に関しては、昨日も一般

質問なされましたが、県内では達成率が最下位

と、協力してきている農家にとって生産調整は

もう限界感が漂っております。政府においても

生産調整見直しの一策として生産者に判断をゆ

だねる選択性を検討していると報道されていま

すが、昭和45年から40年間で約７兆円の税金を

つぎ込んできた国の政策は一体何であったのか

と私は本当に残念でなりません。生産調整達成

者へ国からは来年度10アール当たり3,000円の

水田フル活用推進交付金、また市からは水田農

業経営確立対策事業費補助金として600万円ほ

どが盛り込まれているわけでございますが、こ

れからも生産調整の堅持を考えるならば、達成

者に対し経済的なメリットを明確にする必要が

あると思います。そのためにも市単独の支援を

さらにするべきだと思いますが、この点につい

てよろしくお願いしたいと思います。 

  来年度初めて生産調整の未達成者に対するペ

ナルティーとして生産数量を傾斜配分されるよ

うでありますが、私は基本的には未達成に対す

る生産農家の理解をしてもらうために、行政、

農業団体、そして農業者みずからがさらなる生

産調整への理解を働きかける必要があると思う

わけであります。 

  このたびの平成21年度予算に農業振興地域整

備計画総合見直しが事業費13万4,000円と盛り

込まれております。平成15年９月定例会で１年

生議員として初めてこの壇上より質問したのが

整備計画の見直しについてでありました。昭和

61年以降、県内で唯一総合的な見直しがなされ

てこなかったわけでありますが、ようやく重い

扉が開けられた思いであります。整備計画の見

直しは新庄市の農業振興の基本ではありますが、

また一番問題でもあると思われるのが農用地区

域の除外であります。農用地区域からの除外に

ついては、整備計画の見直しがされなかったた

めに、農業委員会の除外の判断の申し合わせ事

項により除外してきた経過があります。しかし、

地域によっては参酌的な除外もあり、市民から

の不信感があるのも事実であります。今まで長

い期間、一般管理で行われてきた農用地区域か

らの除外について検証しながらも、今回の総合

見直しの機会に農用地区域の除外の基準を明確

にし、市民の不信感を払拭するためにも事前に

市民に公表すべきであると思われます。また、

市民に公表するとしたならば、最終年度までの

スケジュールをお聞きするものであります。 

  最後に、指定管理者制度についてお聞きした

いと思います。 

  コスト削減や民間活力によるサービス向上を

図るため導入された比較的新しい制度でありま

す。新庄市においても平成17年度より導入され、

現在11施設が指定管理者により運営されており

ます。屋内ゲートボール場を初めとし、７施設

では契約更新をされたわけでございますが、更

新時における当初の目的の達成度または運用面

での課題など、第三者機関を含めて検証されて
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きたのかをお聞きします。 

  これにて壇上よりの質問とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、一般質問２日目、小野議員の質問

にお答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、景気雇用対策ということで、本当に

100年に一度と言われる未曾有の同時不況が起

こっているわけですけれども、21年度当初予算

に雇用対策をなぜ案件として提案しなかったの

かという御質問がございました。雇用対策につ

いては、最重要課題とし、事業内容については

既に精査しており、県が基金を造成して市が実

施する事業で、関連法案を含め国の法案成立後

は早急に措置してまいりたいと考えております。 

  企業動向調査についてですが、景気の急速な

落ち込みにより、調査対象企業47社中、回答企

業41社が業況、生産、売り上げとも、70％、29

社以上が「悪化」「減少」しているとの回答で、

資金需要についても、58％、24社が「厳しい」

との回答を寄せており、景気後退による地域経

済悪化の傾向が鮮明になっています。次に、そ

の理由についてですが、「親会社、取引先企業

の生産調整による」との回答が48％で、第２位

に「取引先企業との継続受注ができなくなっ

た」との回答が15％、「売上原価の上昇」「為替

変動による輸出削減の順」となっております。

また、雇用情勢につきましては、昨年12月末ま

での１年間で159名の雇用削減が行われ、本年

３月末までの３カ月で、議員おっしゃるとおり

191名の雇用調整がなされる模様であります。 

  以上の結果を受けまして、新庄公共職業安定

所、最上総合支庁、新庄商工会議所等と連携し

て、各企業に対し労働者の一時休業に対する助

成制度の中小企業緊急雇用安定助成金について

の説明会の開催や、要綱を配付しての周知を図

っています。今後の対策といたしましては、国

の雇用対策としてふるさと雇用再生特別基金事

業及び緊急雇用創出事業を実施し、これらの施

策と合わせて地域雇用創造推進事業、新パッケ

ージ事業を実施する計画で、雇用の場の創出を

考えております。今後、国の雇用対策が次々と

打ち出されてくる予定であります。各企業への

周知を図りながら関係機関と連携を密にし、雇

用の場の確保並びに雇用の安定につながるよう

取り組んでまいります。 

  農業振興についてでありますが、まず初めに、

山形県の平成19年度の農林水産業費決算額は

302億3,100万円で、一般会計総額の5.3％とな

っており、吉村県政下では平成24年度までに約

450億円規模までの拡大が予想され、農業算出

額につきましても2,045億円から約1.5倍の

3,000億円までの拡大を目標に掲げられており

ます。 

  本市につきましても、平成９年度から18年度

まで10年間の農業算出額の平均は66億7,000万

円で、ここ数年は62億円前後と、県の動向と同

様に、経済不況のもと低迷している状況にあり

ます。本市の算出額を作目ごとに見ますと、米

41億円、生乳4.5億円、肉用牛3.5億円、ニラ

2.1億円、トルコギキョウ1.7億円、タラノ芽

9,000万円の順となっており、年々米の占める

割合が低くなっております。これは議員も御承

知のように、生産調整面積の増加に伴う農業者、

関係機関一体となった他部門への作付拡大によ

るものであります。特に、ニラ、ネギ、花卉や

山菜系作物の畑作園芸部門については積極的な

補助事業対応等も相まって、作付面積も拡大し

ております。また、畜産部門についても堅調に

推移し、耕畜連携による循環型農業の展開にも

欠くことのできない存在となっております。さ

らには、地域の気象条件、自然条件を有利に活

用した夏秋栽培作物も今後期待される有望作物
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と考えております。 

  本市の農業振興といたしましては、水田農業

ビジョンを基軸としながらも、各生産組織並び

に担い手農家などを中心に、営農類型ごとに特

定品目に偏らない作物への転換を図っていかな

ければならないと考えております。あわせて、

生産振興のみにとどまらず、加工、流通、販売

までを農商工と連携して取り組んでいかなけれ

ばならないと考えているところであります。ま

た、農業振興に関する緊急要望書を受けまして、

種々対応しているところでありますが、国の緊

急対策である肥料高騰対策につきましては、現

在、見込みではありますが、984件、8,240万

8,000円の補助金交付申請があり、内容を審査

し、県に進達しているところであります。 

  米の生産調整につきましては、今年度転作面

積が拡大した分について、産地づくり交付金の

助成単価を減額調整せざるを得なかったことか

ら、平成21年産米の生産調整については協力し

ない農家がふえるのではないかと懸念し、また

未達成分の減反増加分を達成者がこうむるのは

納得いかないとの農業者の声が多く、これ以上

非協力者をふやさないとして、今まで一律配分

してきた生産数量の割り当てを転作達成者と未

達成者に区分し配分することに決定したところ

であります。単価調整されたため、転作に協力

したあげく、見込んでいた収入より目減りした

生産組織については、減収の一部について補て

んしてまいりたいと考えております。米の消費

量の減少が続く中で米価水準を維持していくた

めには、転作面積はふえていくものと考えてお

ります。 

  このような状況下で本市の水田農業経営を確

立していくためには、需要に応じた米の計画生

産と水田を有効活用した大豆、ソバ、飼料作物

など土地利用型作物、園芸作物の本格的生産の

定着、拡大を図る必要があります。そのために

は、地域農業の中核を担う生産組織を育成し、

確保していくことが大切であります。生産組織

が核となり、転作未達者を取り込んだ組織の拡

充を図るため、また地域の調整活動に資するた

め、生産組織に対し助成措置を講じてまいりま

す。国際的な穀物需給の逼迫により、国内農産

物の安定供給が求められております。食糧自給

力、自給率の向上を図るため、調整水田や自己

保全管理田などの不作付地について、関係農業

者、農業委員会、農業団体と連携し、その解消

に努め、再整備を図ってまいります。また、消

費者の需要に応じた、安全でおいしく、信頼さ

れる米づくりのため、農薬の使用基準を遵守し

たトレーサビリティーの徹底と低農薬や有機農

法など特別栽培米の技術を普及し、安全安心の

付加価値を高めていきたいと考えています。各

施策については、毎年見直しが行われる本市水

田農業ビジョンに掲げております。 

  次に、新庄市農業振興地域整備計画について

でありますが、前回見直しされて以来、諸般の

事情から23年間見直しされてない状況にありま

す。社会事情の変化その他情勢の推移により実

情と合わなくなっている面があり、実態に即し

ながら本市農業の将来を見据えた総合的な見直

しが必要であると考えております。初年度は、

現在まで行ってきた一般管理の成果を検証し、

課題を整理してまいります。次年度以降から基

礎調査、土地利用実態調査を実施し、基礎的な

データを整備するとともに、土地利用現況図の

作成を予定しております。また、今後の農業経

営、地域農業の将来像を設定するため、農家意

向調査を実施する予定であります。農家意向調

査をもとに、農業者、農業関係団体、農業機関

と連携し、本体の農用地利用計画を初め８本の

関連計画から成る農業振興地域整備計画の策定

業務に着手する予定であります。計画案策定後、

県、国との調整を経て計画が認可されるスケジ

ュールとなっております。策定すべき計画数が

多いのと、他法令による土地利用との調整、県、
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国との協議、公告、縦覧等が必須なため、相当

の期間と策定体制を充実させる必要があります。

着手から完了までは４年を見込んでおります。 

  次に、指定管理者制度についてでありますが、

御承知のとおり、屋内ゲートボール場を初め七

つの施設が指定期間満了により更新しており、

更新後の指定管理者につきましては火葬場を除

いてすべて以前の指定管理者と同じ団体となっ

ております。御質問の更新時の検証についてで

ありますが、制度活用目的の達成度や管理運営

面につきましては、毎年度指定管理者に事業報

告書の提出を義務づけ、担当課において評価を

行っております。更新時における指定管理者の

選定の際には、この評価結果も参考にしながら

選定を行っているところであります。また、第

三者機関の検証についてでありますが、現在、

制度的には実施しておりませんが、昨年、行政

改革市民委員会及び共同評価委員会の委員によ

り試行的に二つの制度導入施設について第三者

評価を行い、高い評価を受けたところでありま

す。今後新たに作成した運用指針に基づき、指

定期間内に１回は市民委員等第三者機関による

評価についても実施してまいりたいと考えてお

ります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） それでは雇用関係から

再質問させていただきます。 

  ３カ月間で200名ほどの人が失業なさってい

るという話を聞きましたけれども、それには本

当に市民の間では大変な不安をあおっているわ

けでございます。そうした中で、会社の撤退ま

たは倒産している数はどのくらい把握している

のか、それらについてお聞きしたいと思います。

また、今後の対策として、ふるさと雇用再生特

別基金事業、これは原則として１年以上雇用で

きるわけでございますが、これらの雇用状況に

ついて、いつ公募して実施するのか、その点に

ついてもお聞きしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まず第１点目の倒産また

は撤退というお話でございますが、倒産につい

ては昨年10月以降かなり急激な経済の落ち込み

で、大変心配された年末でございました。一応

国の施策も効いていたと私は思っていまして、

何とか切り抜けられたと。現在も国の２次補正

等も出ましたので、それまでの間にも倒産はご

ざいませんでした。先日なんですが、保証協会

の支店長と意見交換する場面がございまして、

いろんな国の施策の話をしたんですが、何とい

っても緊急保証制度、昨年12月にも議論されま

したけれども、これがかなり効いているんじゃ

ないかということで、今回もまた16兆円ですか、

２次補正で追加されたようでございますが、こ

ういった施策が随分効いているのではないかと

思います。 

  撤退の企業ということなんですが、残念なが

ら１社ございました。新庄中核工業団地に立地

しております株式会社サンリツ新庄工場でござ

います。本社は長野県で、事業内容としまして

は電気機器類の精密板金、板金加工という会社

でございます。私どもへは１月30日に閉鎖した

いという申し出がございましたが、市長の指示

で土日を挟んで月曜日に長野本社へ向かって、

事業の継続についてお願いに上がったところで

ございました。ただ、本社の方も70名以上の従

業員がおるんですが、二、三十名を整理しなき

ゃならない状況というお話を聞きまして、大変

厳しい状況だったということであります。した

がいまして、今回の撤退やむなしと私は思いま

して、今後またいい風が吹き始めましたらぜひ

新庄へというお願いをしてまいったところでご

ざいます。 

  二つ目のふるさとと緊急雇用制度についてで
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すが、これにつきましては市役所内部で各課に

連絡いたしまして、その事業を上げていただい

たところでございます。時系列でお話しさせて

いただきますが、１月27日に全課へ事業計画の

提出を依頼しております。その後、２月９日に

山形県から配分額が示されました。ふるさとが

１億2,289万1,000円、これは３カ年継続の合計

でございます。緊急の方が3,939万1,000円、こ

れも３カ年事業でございます。それに合わせて

事業計画の提出と。最初に向こうから金額が来

まして、それに合わせた形での事業計画の提出

ということでございます。その結果、市の８課

から事業計画の提出がございました。それを調

整いたしまして、２月16日に事業計画書を県の

雇用労政課あてに提出してございます。先般２

月27日に県の説明会がございまして、できるだ

け早い時期に使わせてほしいという要望もいた

してまいりました。今回の補正の提案で政策経

営課長から４月になりましたらできるだけ早い

時期に執行できるようにしたいということもご

ざいましたので、御理解いただければと思いま

す。以上です。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） この緊急事業は、聞く

ところによりますと、30数名の雇用が見込まれ

ているという話を聞きましたので、課長が言わ

れたとおり、来年度早々実施していただきたい

と思います。 

  あと、プレミアム商品券なんですけれども、

きのう恐らく新庄市の新聞に全部このように折

り込みがあったんですけれども、この中に新庄

市の事業者であれば業種を問わず加盟店に登録

することができるとあります。あくまでもこれ

は新庄商工会議所が主体になっているわけなん

ですけれども、1,000万円という大金を市とし

ても支援しているわけでありますので、何らか

の相談があってしかるべきだと思うんです。こ

こに「新庄市のバックアップ1,000万円」と入

れていただければ、市民から新庄市も頑張って

いるんだなという思いがしたのではないかと思

っております。まして、これに対して、今、新

庄市の商店街は本当に困っているわけなんです

けれども、消費者がどこでその商品券を使うか

は自由なんですけれども、大規模店舗に関する

運用というか、どのようになっているのか、こ

れはあくまでも新庄商工会議所なわけなんです

けれども。一例を挙げますと、県内13市の中で

このようなことになっているそうです。山形市

は大型店舗もオーケー、天童市は大型店舗はだ

めですよ、寒河江市も大型店舗はだめです、村

山市は大型店舗は条件つきでいいそうです。そ

れはヤマザワを含む、ただし２％の手数料が発

生する。東根市は大型店舗いいそうです。尾花

沢市は、大規模店舗、スーパーおーばんがあり

ますので、地元の企業ですので、いいそうです。

米沢市も条件つきであるそうです。鶴岡市は大

規模店舗はだめだそうです。酒田市も大規模店

舗は条件つきで認めているわけですけれども、

やはりちょっと配慮が欲しかったなという気が

するわけでございます。これはあくまでも新庄

市内の商店街の連合会である商工会議所が決め

たわけですので、我々議会としては何も口を挟

むことができないんですけれども、もう少しや

はり、1,000万円も出していれば、担当課の方

にでも相談して、少しでも配慮してほしかった

なというのが私の思いであります。 

  先ほど市長も言われましたけれども、100年

に一度の大変厳しい景気であります。だとすれ

ば、100年に一度の思い切った対策を打っても

いいんでないかと私は思うわけでございますけ

れども、来年度予算にも多くの事業が盛り込ま

れています。いろいろな入札制度もあると思い

ますけれども、極力新庄市内から備品なり、い

ろいろな面を購入していただいて、内需拡大に

なるようにしていただきたいと、これはお願い



- 146 - 

でございます。 

  次に、農業に関してですけれども、先ほど農

業振興についてお聞きしました。それはそれと

いたしましても、山形県で期待の米の新品種が

デビューいたしました。皆さんも御承知のとお

り、「つや姫」であります。このつや姫に関し

ては、ことし10月に先行販売されるそうです。

本格的なデビューは来年10月なんですけれども、

その生産農家を募集するのがことし６月から９

月までとなっているそうであります。来年山形

県内でこの品種がつくられる面積は、県内総面

積の４％に当たる約2,500ヘクタールに栽培さ

れる見込みと聞いておりますけれども、新庄市

において栽培される面積はどのくらいになるの

か、その辺のことをお聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 御質問にお答えします。山

形97号、先日、「つや姫」という名称、ブラン

ド米ということで決まりました。その中で、最

上地区の米づくり実践本部というのがございま

して、米づくり山形日本一運動というのを展開

しております。管内においてどの程度の面積に

なるのかということで、来年度については

2,500ヘクタールということで県から伺ってお

ります。そのうち最上地方については、ＪＡ山

形もがみ鮭川トップブランド米生産組合で３ヘ

クタールぐらいとお聞きしています。また、各

市町村では、３反歩、30アールを昨年からやっ

ております、現地に試験圃を設置しております

ので。来年度は、新庄市についてはＪＡが二つ

ということで、２カ所に設置されるとお聞きし

ます。その面積については６反歩から２町歩ぐ

らいの間ということで伺っておりますけれども、

それについては場所と面積は昭和と本合海地区

に予定されていると聞いております。なお、そ

の辺については今後県の方と確認をとっていき

たいと思います。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 私の質問と食い違って

いるみたいですけれども、来年10月からデビュ

ーするわけですけれども、ことし６月から生産

者が募集されるわけなんです。課長が言われま

したのは、新庄におきましては６反歩から２ヘ

クタールぐらいじゃないかという話なんですけ

れども、私それはちょっと取り組み方が甘いん

じゃないかと思うんですね。今、山形県の４地

区ありますけれども、どこでも地域間競争が激

しいわけでございます。私が聞いた話によりま

すと、新庄市において最適地の面積が30ヘクタ

ールあると聞いています。また、基本要件であ

る適地ですか、適地を含めますと2,500ヘクタ

ールあると言われております。そのくらいの面

積があって、たったの６反歩ないし２ヘクター

ルですか。このつや姫ですか、消費者から来る

んじゃないですか、市長がトップセールスマン

としてそっちこっちに販売拡大に行った場合。

もう少し農業団体と手を取り合って、新庄市の

方にも、郡部はわかりませんよ、新庄市だけで

も、もっともっと栽培面積の拡大をお願いすべ

きであると私は思います。 

  また、栽培要件ですか、条件として有機栽培、

特別栽培、そして特別栽培に準じた栽培方法で

つや姫を栽培してほしいという要件であります。

そうした場合、新庄市において有機栽培なり特

別栽培、それに準じた特別栽培をしている農家

はどのくらいいるのか、そしてまた県からどの

くらい認証されているのか、わかっていればお

聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 先ほどの質問で、ことし６

月５日に最上管内において最上地域米づくり実

践本部において栽培地の受け付けを開始すると

いうことで、言葉足らずでございました。その
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後、県の実践本部によって、種もみに見合った

栽培面積、耕作者を決定するというような運び

でこれから進めてまいりたいというふうに。 

  有機栽培につきまして、私どもが把握してい

る面積でございますけれども、約51ヘクタール

ほどございます。また、有機ＪＡＳについて、

面積としては40ヘクタールほどございます。ま

た、減農薬といいますか、11ヘクタールほどご

ざいます。その中で、特別栽培については、い

わゆる化学肥料、無農薬といいますか、それに

ついては50％目標とするということで今取り組

んでおります。農家数については、各いろんな

組織がございますけれども、人数については把

握し切れておりません。申しわけございません。

後で資料を提供したいと思います。 

  以上でございます。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 新品種つや姫の栽培要

件としてこのように提示されているわけでござ

いますので、農業団体と手を組んで、特別栽培、

それに準ずる栽培、そして有機栽培というもの、

農家の数を把握し、環境保全にもつながるわけ

でございますので、どうかこの辺を進めていた

だきたいと思います。 

  ちなみに、山形県内の平成19年11月末現在の

特別栽培の認証農家は、庄内置賜を中心に約

8,000戸の農家が認証を受けているそうであり

ます。そして、水稲を主体に9,800ヘクタール

で特栽米なり有機栽培で栽培されているという

ことですので、まだまだ新庄では環境保全型農

業といいますか、もう少し力を入れて、消費者

に安心安全な米である、農畜産物であるという

ことを、トップリーダーは市長でありますので、

その点を拡大していただきたいと思うわけであ

ります。それにはやはり、先ほども言いました

けれども、行政だけではある程度限度がありま

す。つくる側の農家の組織でありますＪＡとも

手を結び合って、そして農家のためになるよう

な仕組みをつくっていただきたいと思います。 

  あと、農業振興整備の見直しなんですけれど

も、幾ら少ない予算とはいえ、10万何がしのお

金をつけているわけでございます。今まで新庄

市の土地利用を含めて、役所言葉ではありませ

んけれども、参酌的な除外のあり方、開発のあ

り方がなされてきたと思っております。市民の

だれが見ても平等な除外、土地利用があってし

かるべきだと思います。今回その計画が４年間

でなされるという答弁を受けましたけれども、

今まで農業委員会の申し合わせ事項で農業区域

からの除外がされていたわけでございますけれ

ども、一体４年間のうち何年まで一般管理で除

外ができるのか。話によりますと、その４年間

の途中から一般管理じゃなくて特別管理に移り

ますので、農地からの除外の見直しはできませ

んという話を聞いております。来年から始まる

わけなんですけれども、その４年間で一般管理

で行われる時期は何年までなのかお聞きしたい

と思います。それらも、先ほど言いましたけれ

ども、市民にも公表していくべきだと思います

ので、その点についてお聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 社会情勢の変化によって一

般の事業者から申請がなるものを一般管理と言

っておりますけれども、農振の方について来年

度から入っていく、進めていくということで、

当然一般管理から別の管理に入るということで、

その年度についてはその地価の中で対応して、

早急に農業振興地域、４年と言っておりますけ

れども、早急に施行できるように進めてまいり

たいと考えています。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 市民に不信感を与えな

いような基本条件をつくっていただきまして、
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公表していただきたいと思います。 

  次に、減反の未達成者のことに関してなんで

すけれども、昨日からも話が出ているんですけ

れども、協力してきた農家にとっては山形県最

下位というのは大変恥ずかしいというか、情け

ない話であります。これも行政と農業団体、そ

して農業者が手を取り合って、何とか未達成者

に対して理解を求める必要があるのではないか

という気がします。今までそういう努力という

のが、大変申しわけないんですけれども、足り

なかったのではないかという気がします。また、

新庄土地改良区のいろいろな経費もありますけ

れども、議会の決議により、昨年度までですか、

60億円ぐらいの金を支援しているわけでござい

ます。残りも恐らく20数億円のお金を支出する

わけなんですけれども、それは起債じゃなくて

一般財源から、市民の皆さんのお金から出して

いるわけでございます。そういう点も農業団体

なりに理解をいただきまして、わずかでもいい

ですから達成に向けて協力のほどを、努力のほ

どをよろしくお願いするものでございます。 

  最後に、指定管理者の件でありますけれども、

これらについては新しい制度ですので、いろい

ろなことがあったと思います。しかし、更新時

に３年、５年という契約年度に開きがあるわけ

なんですけれども、私はせっかく皆さんが審査

して更新の資格を与えたとすれば、５年ぐらい

に基本的にするべきではないかと思うわけでご

ざいます。といいますのは、更新時に３年でそ

の施設の指定管理者が撤退せざるを得ないとか、

そういう不安を与えないためにも５年という基

本的な考えを持っていただきたいと思います。 

  もう一つは、とかくこの制度ができたとき、

新庄市は財政再建の真っただ中でありました。

だからこそコスト面にばかり目が行っていた嫌

いがあるのではないかと思うわけでございます

が、人件費に関しても５年間というスパンだと

すれば、ある程度この地域の雇用の状況も見な

がら、ベースアップも仕方がないんじゃないか

という気もしますので、その点についてもお聞

きしたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 指定管理者制度全般にかかわ

ることですので、私からお答えいたします。 

  御指摘のとおり、指定期間の問題については

いろいろ検討してまいりました。これまでは導

入初期は２年、更新時は３年というルールで進

めてきたところですが、小野議員が言われたよ

うに、指定管理者になる側、受ける側の安定的

な管理ということから考えますと、ちょっと短

いかなという内部の検討結果になりまして、導

入初期は、初めて導入した場合はやはり検証し

なければならないということもありますので、

２年というのは変えないで、更新時は、施設に

応じてという前置きはありますけれども、原則

は５年としていきたいということで、先ごろ議

決いただきました本合海児童センターについて

は５年で決めていただきました。まだ更新を迎

えてない施設も多くありますけれども、今後多

くの施設が更新を迎えますが、５年を原則に、

施設によっては必ずしもぴったり５年にならな

い場合も出てくるのかなと思っていますが、そ

ういうことで安定的に職員の研修であるとか、

いろんな必要な機器の借り上げとかありますの

で、そのようにしていきたいと思っております。 

  なお、人件費の面もかなり配慮して21年度予

算を組んでおります。 

４ 番（小野周一議員） どうもありがとうござ

いました。 

平向岩雄議長 ただいまから11時まで休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 
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小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。平成

21年３月定例議会、一般質問２日目、２番目に

質問いたします改新会の小嶋冨弥であります。

ひとつよろしくお願い申し上げます。 

  今回、私が通告いたしましたのは４点であり

ます。提案をも含めての質問でございますので、

御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

  さて、時の過ぎゆく速さを言いあらわす言葉

に「１月は往ぬる、２月は逃げる、３月は去

る」と表現しております。流れる日々は季節を

めぐらし幾星霜、市の行政の発展のため、日夜

職責を積み重ね、今３月をもって退職いたす23

名の職員の皆様方には、心から御苦労さまでし

た。長年の御苦労に対しまして感謝申し上げる

ものであります。特に、この議場におきまして

議論を交わさせていただいた課長職の方々には

真摯に接していただき、ありがとうございまし

た。一線を引いた後も、市勢発展のため、持ち

得た経験を大所高所より御尽力をお願い申し上

げます。 

  さて、それでは、まず初めに市の入札につい

てお伺いいたします。 

  今、世の中、地方、中央にかかわらず、オー

ル世界的不況と不安が論じられます。特に雇用

問題は深刻であります。小泉元総理、竹中路線

での市場原理主義社会の構築によって、痛手は

とりわけ地方の疲弊度が深くなりました。三位

一体の改革等の名のもとに地方交付税が削減さ

れ、さらにリーマンショックが起き、世界的大

きな不況が追いかかってきたのであります。景

気回復を目指す国の予算案、一般会計総額88兆

5,000億円の予算が成立の運びとなりましたが、

まさに雇用を含め、景気の対策は一刻の有余も

なりません。 

  そこでであります。当市における公共事業の

入札についてお伺いいたすものであります。申

すまでもなく、公共事業は国や地方公共団体等

が国民の税金を使って社会資本の整備をするた

めに行われるものであります。国や地方公共団

体等は、地域振興、景気回復対策として公共工

事投資をしてきたのであります。また、これら

の工事に求められるのは、いつの時代でも公正、

透明性の向上、そして競争力、有効かつ必要な

量の公共事業を可能な限り合理的なコストで行

わなければならないのはもとよりであります。

私は、行政の役目として地域経済の活性化の配

慮がとても大事な役割だと考えます。特に、地

元においての拠点事業は、新庄市に本社がある

企業を最優先に入札を行うことが、まず雇用の

確保、地域経済に反映し、効果があらわれる大

事な手法だと考えますが、いかがでしょうか。

地元の経済育成を図るための配慮、市における

これらのお考えについてお聞きいたします。 

  次に、新庄まつりについての質問であります。 

  私は、平成11年春の統一選挙によって市会議

員に当選させていただき、10年がたちました。

その間、市民の皆様方の負託にこたえるため、

いろんな議論を積み重ねてまいりました。その

議題の中で、新庄まつりに関して多岐の質問を

させていただきました。今回もお尋ねいたしま

すので、またかと言わず、提案を申し上げなが

らお尋ねいたしますので、ひとつよろしくお願

い申し上げます。 

  さて、ことしは申すまでもなく、新庄市制施

行60年、新幹線延伸開業10年、そして平成５年

よりの新庄まつり百年の大計第１期計画にうた

っておるところの新庄まつりを伝統行事として

さらに強化し、国指定無形民俗文化財になるよ

う、その実現に努めるとのことが現実になり、
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とてもメモリアルな21年度の新庄市であるわけ

であります。祭りのルーツは、さかのぼること

250余年の昔、凶作、飢饉に打ちひしがれた領

民を鼓舞し、当時の藩主が元気づけたのが今日

に至っておるわけであります。市民の方々は新

庄まつりを一つの節目とし、生活の組み立てを

考えてきた部分があります。大きく申せば、市

民生活における１年の折り返し点に位置づけて

おられるのではないでしょうか。このたびは例

年以上に市民の皆さんの関心、注目度は高まっ

ています。対外的にも情報発信のチャンスであ

るわけです。国指定後初めてのことしの新庄ま

つりはどのように取り計らわれるのかお伺いい

たすものであります。 

  そして、御提案申し上げたいことは、山車の

市内練り歩きの名称の呼び名であります。国の

重要無形民俗文化財指定にふさわしい呼び名に

今後統一的にしていく必要が求められるのでは

ないですか。今は一般的に「山車パレード」等

を使っていますが、いかがなものかと考えてい

ます。伝統と歴史の重みを考え、山車連盟等で

は群行とか巡行を用いています。私は国指定文

化財の指定を受けたこの時期に、パレードなど

という名称でなく、先人が残してくれた財産を

心して伝える日本の言葉で守り育てていくべき

と強く思います。関係機関の連携を図るべきと

思いますが、そのお考えについてお尋ねいたし

ます。 

  ２点目は、８月24日の宵まつりについてであ

ります。集合であります。おのおの各町内がそ

れぞれ南と北に分かれ、アビエスに向かい、南

本庁の十字路で交互に南北の山車が駅前通りを

進む様子は、夜間照明のきらびやかさと時代絵

巻を彷彿とさせ、多くの人々の感動を呼びます。

これを楽しみに多くの観光客が県内外から足を

運びます。これらの人々が安全に安心して祭り

を楽しんでもらうために、関係者の御苦労は一

方ならぬものがあるのであります。特に交通関

係であります。 

  申し上げたいのは、24日の宵まつりの出発の

集合場所であります。以前は北の集合場所は北

町鍛冶町でありました。警察の指導で、常葉町

陸橋から鮭川、真室川に向かう車両が多く、認

められず、万場町に繰り上げられました。しか

し、地元の皆さんからは「祭りの縮小、地域無

視」との強い反対がありました。そのときの考

えとして、常葉町の陸橋から吉川町を通り、雪

の里情報館前の都市計画道路大福田上西山線が

開通したら考えるとの話が確かにありました。

昨年暮れに県の代執行を行ってこの道路が開通

し、交通の円滑化と利便性が高まりました。地

域の「ぜひ前の集合体制に戻していただきた

い」との強い声があります。祭りの雰囲気を大

事にしたいのです。これらの要望とあわせ、山

車の引き手の子供たちの健康面を考え、何も市

内の北部地域の町内が南部地区に、南の町内の

山車が北部地区に集合しないで、北の方の町内

の山車は北部の集合地、南の方の町内は南部の

集合地より出発進行に変えたらどうですかとの

お伺いであります。いろんな人の声を聞けば、

子供たちへの配慮であります。24日と25日、引

き手の子供たちにはかなりハードであります。

どうしても北の山車が南部、南の山車が北部に

集合することによって長い道のりを行動するわ

けであります。そして、夜間運行を終えて自分

の町内に行き着くのは夜10時近くになります。

翌日は朝飯もよく食べずに７時ころより行動を

移すわけであります。幾らお祭りでも大変なこ

とです。子供らの健康面の負担の問題を軽くす

るために、24日の集合場所の変更を考えるとき

ではないのでしょうか。少しは子供たちにとっ

てゆとりができ、25日の本まつりにも元気に参

加できると思います。なぜならば、今までは26

日の展示山車がなく、24日は地元地区の山車は

見られるが、本まつりに山車が来るときは自分

のうちにお客が来て接待やらで見られないので、
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前の日に見ておきたいものだなと考えて、南北

入れかわりで集合して見ていただくとの考えが

今日に至っておると聞いております。ここ数年

は26日の展示山車があり、ゆっくり展示山車を

楽しみながら多くの方々が足を運んでおるよう

な気がいたします。これら時代の流れを勘案し、

提案するものであります。お考えをお伺いいた

します。 

  次に、ふるさと歴史センターに１年間展示す

る山車についてであります。おのおの町内若連

の山車製作は、昭和58年にできた歴史センター

に展示されてから一層絢爛豪華、わざに磨きが

かかりました。文字どおり市民が誇れるすばら

しい山車の殿堂であります。１年間、自分たち

の製作した町内の山車を入れたいと関係者は燃

えるわけであります。しかしながら、21町内の

うち２台だけであります。そこでであります。

ことしに限り、いろんなメモリアルを勘案し、

歴史センターにもう１台山車を展示させてはい

かがでしょうか。これらについてのお考えをお

伺いいたすものであります。 

  次に、市役所は市民の役に立つところについ

ての質問であります。 

  その前に、先般２月12、13日に総務常任委員

会で湯沢市と西和賀町に行政施設に行ってまい

りました。そのとき泊まりのお世話になった湯

沢のおかみさんからこんなお話を聞きました。

その方が新庄に所用で行った折、新庄にはとり

もつラーメンがあると聞き及んでいたので、ぜ

ひ食べてみたいと思い、地理が不案内なので、

まずは市の商工観光課に電話で、日ごろ皆さん

が食べに行っておいしい店がないかと尋ねたそ

うです。時間帯は昼休みのときだったそうです

が、結論から申せば、すばらしく丁寧で感じが

よく、好感が持てたと話してくれました。接客

業のリップサービスの話ぶりではありませんで

した。まさしく市役所は市民のために役に立つ

ところであると思います。なぜならば、他市の

方に役に立つことが、新庄市、私たちにもよく

はね返ってきたわけですから、うれしく思いま

した。「悪事千里を走る」のことわざがありま

すが、悪いことはすぐ広まりますが、こうした

小さなことはなかなか伝わりません。職員の皆

さんが我々の目につかないところで心を尽くし

ていることは、新庄市政の今後における明るい

展望ではないでしょうか。これからもよろしく

お願いいたします。 

  さて、世の中厳しい昨今となりました。元気

がない、景気がよくなく、雇用不安が他人事で

はありません。先般の当市の企業動向調査によ

りますと、新庄中核福田山、横根山の工業団地

の企業を含む市内の製造業47社を対象にした調

査結果の公表がありました。この件に関しては

さきの小野議員も申しておりますし、市長の答

弁もございます。人員削減が191人、75％の企

業が悪化したと、そんな環境にもあり、それら

を背景に、若年、高齢者を問わず悩みや困難な

市民の皆さんがふえておるのも事実であります。

市ではこれらを含め市民の皆さんの悩み相談の

窓口の受け皿として市民相談室が設置されて、

市民に対応しておるわけであります。大変なエ

ネルギーと御苦労をなされておると思います。

そこで、困っておる市民への窓口の対応、取り

組み、多様化されたニーズに対し、どう図られ

ておるのでしょうか、今後の課題等も含めお聞

かせください。 

  次は、次世代を担う子供の教育問題について

の質問であります。 

  まずは、全国学力・学習状況調査、要するに

全国学力テストについてであります。第２回の

結果が昨年８月末に公表されました。私は、一

昨年12月の定例議会で当市の結果について質問

をいたしました。当時の教育長は、市の多くの

小中学校が全国及び県の平均点を上回る結果が

得られたとし、市全体の平均点については小中

学校とも全国平均を上回るものの、県平均には
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わずかに及ばない結果であった。中学校の英語

は県平均を上回り、これまでの取り組みに対し

一定の結果が出たものと答えました。今後につ

いては、校内研修を充実、担任の力量を高め、

授業改善を図り、成果のあった子供同士の学び

合いを今後も継続、さらに子供の生活習慣全般

の見直しを確認した。重要なことは、生活習慣、

学習規律をしっかりしている集団は高い。具体

的には、本市においても家庭における生活リズ

ムがきちんとできていることや、テレビゲーム、

インターネットなどに使う時間が少ない方がポ

イントが高いとも答えられました。これらを含

めまして、２回目の総括をお伺いいたすもので

あります。 

  次は、文科省が小学校５年生と中学校を対象

とした全国体力・運動能力、運動習慣等調査、

すなわち全国体力テストについてであります。

これらのテストの趣旨、目的は、何を求め、１

億8,600万円のお金をかけて実施したのでしょ

うか。ことし１月21日に文部科学省は結果を公

表いたしました。山形県は全国平均を超えたと

新聞で報道されました。体力合計点で見ると、

中学女子が全国９位、中学男子15位、小学校女

子16位、小学生男子20位にランクされておると

ありました。県教育委員会スポーツ保健課は、

創意工夫のある保健体育の授業と学校全体で取

り組む体力向上のための実践が実を結んだと評

価しておりました。８種類の数値を得点化した

体力合計80点満点、当市ではどのような得点だ

ったでしょうか。そして、市としての評価等を

お聞かせください。 

  おしまいに、小学生の携帯電話についてであ

ります。携帯電話の広がりはすばらしいものが

あります。私たちも今はなくてはならないツー

ルとなっています。だれでも簡単に使うことが

でき、大変便利なものでありますが、反面、従

来では考えられない、想像を超える危険性もあ

り、社会問題の原因にまで及びます。特に生徒

にはこれらに関し、家庭、保護者の認識が大切

なことは申すまでもございません。文科省も教

育委員会に対し啓発等の依頼が来ておると思い

ますが、市としての御指導、対応をお伺いいた

しまして、壇上よりの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋議員の質問にお答

えさせていただきます。 

  入札制度でありますが、公共工事の入札制度

は入札の適正化法のもとに改善が行われ、現在

も適正化に向けた取り組みを行っております。

御質問の当市に本店が置かれておる企業にとい

うことでありますが、入札に関しての細部につ

いては地方公共団体がその規模や地域性などを

考慮しながら独自に制度化をしております。本

市においては、市内に本店がある業者と市内に

営業所がある業者を市内業者として同等の取り

扱いをしており、この市内業者を優先して入札

参加範囲を定めております。国・県などの方向

性としては、競争性の高い一般競争入札や総合

評価方式など、透明性、競争性、妥当性など、

より効果的、経済的な視点が求められておりま

す。この観点と、御指摘の参加範囲の整合性に

ついても今後の検討課題として考えてまいりた

いと思います。 

  次に、新庄まつりの件ですが、祭り自体の重

文の指定のみならず、市制施行の区切りの年で

もあり、振り返ったときにかけがいのない年で

あったとされるのは間違いありません。したが

って、重文指定に合わせ、庁舎正面に慶祝の懸

垂幕を施し、慶事をみんなでお祝いしたいと考

えております。さらに、祭り行事については、

その運営主体である新庄まつり委員会において

鋭意議論を深めておりますが、正式日程である

３日間の前日、日曜日を規定の祭り行事を呼び
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出す特別な催事と位置づけ、重文ともなる新庄

まつりと明るい新庄を継承していく子供たちを

主役にしたちびっこ神輿、山車行列を記念行事

として行いたいと考えております。また、祭り

催事をしっかりと運営し、観覧者に喜んでもら

えるよう、まつり委員会において衛生環境の充

実や警備業務の改善などを図っていく計画であ

ります。 

  続いて、山車パレードの名称についてですが、

昨年９月定例会での小嶋議員の御質問に対し、

重文の指定を想定してお答えしております。文

化庁の資料には「山車の巡行」と表記されてい

ますが、これまで長きにわたり呼び親しんでき

た「音と光のパレード」「日本一の山車パレー

ド」は観光キャッチフレーズとして市民権を得

ていると思います。重文指定の趣旨と相入れな

いものではないと考えておりますが、正式な祭

り行事としての山車パレードの呼称が行事の名

称としてふさわしいかどうか、重文指定を機に

大いに議論されることがあってもおかしくはな

いと思っております。 

  さらに、宵まつり山車パレードのコースに関

連する件ですが、現在の山車の運行スタイルは

山車を広く市民に見て親しんでもらうという祭

りのいわれと合致するものであり、これは尊重

しなければならないと思っております。北側コ

ースの出発地の変更については、県道曲川新庄

線の開通により万場交差点の交通上の役割も増

加しており、出発地については警察やまつり委

員会等での協議が必要だと考えております。 

  そのほか、子供たちの体調を考慮し、出発す

る方向あるいは名称、それに歴史センターへの

３台の展示をというような御提案をいただきま

したが、今後まつり委員会等との協議課題とし

て十分議論されるよう持っていきたいと思って

おります。 

  それから、市役所は市民に役に立つところに

ついてということで、先ほど湯沢の旅館のおか

みさんのお褒めの言葉を御紹介いただき、あり

がとうございます。職員におきましても大きな

励みになると思います。 

  市民相談室の今後の課題を含めた現況と取り

組みへの御質問ですが、社会のありさまが急速

に変化している時代を反映してか、市民相談室

へ寄せられる相談はまさに現代社会が生み出す

悩みや不安を浮き彫りにしており、切実なる悩

みを抱えて相談に来られる方が増加傾向にあり

ます。市民相談室では、日常の生活から生じる

さまざまな悩み事や困り事を抱えて来室された

市民の思いを丁寧にお聞きしながら、問題の解

決への手がかりや方法などを助言し、内容によ

っては専門機関を紹介しております。今日では

悩みや困り事を受け付ける相談窓口が行政機関

や専門機関に数多く設置されておりますが、そ

の中でも市民相談室が市民の方にとって最も身

近な存在であり、その役割は極めて大切だと思

っております。このことを十分に認識し、今後

も悩みを抱える市民の方が少しでもその悩みを

解消できるように、だれもが気軽に相談できる

場所としての役割を担えるよう一層検討してま

いりたいと考えております。 

  次からの教育に関することにつきましては教

育長から答弁させていただきます。 

  以上、壇上からの答弁を終わります。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長、武田一夫君。 

   （武田一夫教育長登壇） 

武田一夫教育長 私から、教育について３点ほど

大きく御質問ございましたけれども、お答えさ

せていただきます。 

  まず最初に、全国学力テストについてお答え

いたします。 

  議員からもありましたけれども、全国学力・

学習状況調査の目的は、児童生徒の学力や学習

状況を把握、分析し、その改善を図ることであ

ります。調査は、御承知かと思いますけれども、
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知識を問うＡ問題と実生活に知識を活用するＢ

問題に分かれており、調査後は今年度も国立教

育政策研究所教育課程研究センターから解説資

料が各学校に配付されております。解説資料に

はそれぞれの問題や解説、今後の学習指導への

参考となる事柄が掲載されております。そこで、

今後の授業や日々の研修の機会に話し合うきっ

かけとして活用していただけるよう各学校にお

願いしているところであります。 

  なお、本市の正答率については、全国平均よ

り高い県平均を上回っているものや、逆に、前

回はなかったようですけれども、全国平均を下

回っているものもあります。全体的に活用力を

見るＢ問題の方が弱く、テスト結果を学校で十

分活用するよう要請したところであります。 

  全国的に点数の公表が話題になっております

が、本調査の趣旨から考えますと、一人一人の

学習状況等を把握し、これからの学習に生かし

ていけるよう適切な指導助言を行うことが大事

と考えております。さらに、全国的な調査結果

から、これは前回同様でありますけれども、規

則正しい生活が基本で、積み重ねがないと結果

が出ないことがわかっておりますので、小学校、

中学校の段差をなくしていく小中一貫教育を推

進し、豊かな心の育成や学力、体力向上など、

次世代を担う子供たちにとってバランスのとれ

た人づくりを進めていきます。 

  次は、全国体力テストについてですが、全国

体力・運動能力、運動習慣調査という名称で行

われた全国体力テストの参加率は、小学校71％、

中学校70％となっております。全国学力テスト

に比べて大幅に参加率が低い理由として、３月

に突然県教育委員会に正式に伝えられ、各学校

に伝えられたのが３月末だったために、平成20

年度の計画の中に入れられなかったことが理由

であると考えられます。本市も例外でなく、中

学校が３校参加できませんでした。小学校は全

校参加しましたので、データとしては結果が出

ておりますが、５年女子は全国よりも高い数値

が出ております。生活習慣が身についているこ

とが体力向上につながると、全国１位の福井県

や上位の秋田県の教育委員会が分析しておりま

す。このことは学力向上についても同様に指摘

されたことで、本市でも似たような傾向が見ら

れます。学力向上、体力向上ともに生活習慣づ

くりにつながっておりますので、今後一層家庭、

地域と連携するために、地域に根差した小中一

貫教育をこれについても進めてまいります。 

  ３点目は、小中学校の携帯電話についての指

導の件でございます。 

  ことしの１月30日付、議員からもありました

けれども、文部科学省は小中学校の携帯電話持

ち込み禁止の通知を都道府県教育委員会にして

おります。また、青少年が安全に安心してイン

ターネットを利用できる環境の整備などに関す

る法律が平成21年４月１日から施行されます。

しかし、本市においては以前から小中学校とも

持ち込み禁止にしていましたので、こうした禁

止だけでは問題は解決しないと考えております。

警視庁の発表によりますと、法律で禁止される

出会い系サイトなどの被害は減ってきており、

携帯電話のブログ版といいますか、自己紹介す

るという意味のプロフィールから名づけられた

「プロフ」というものの被害が激増しているよ

うでございます。法律で禁止しても別の形で被

害が広がっているという現実がございます。本

市においても同様の傾向にあると考えておりま

す。ある市内中学校の調査で、３年女子の携帯

電話の保有率は40％を超えています。現実にチ

ェーンメールやメールによるいじめも起きてい

ます。先日、全国の公立小中高校から抽出した

１万人から回答を得た携帯電話の調査の発表が

ございましたが、それによると悪質メールを受

け取った経験のあるのは６割、自分も送信した

ことがあるのは中高生で２割と答えております。

また、別の調査では、掲示板などの機能を子供
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が使っていないと考えている親が７割に上った

とあります。子供のネット利用を親が認識でき

ていない実態が浮き彫りになっております。本

市においても例外でなく、親が知らないうちに

親の携帯の中に自分の自己紹介のプロフをつく

って深刻な問題に発展してしまった事例がござ

います。議員おっしゃるように、学校だけでこ

れらの問題に対応するのは全く不可能と考えて

おります。 

  そこで、本市では携帯電話やインターネット

の９年間のモラル指導の計画を作成し、実際に

段階を追って指導しているところでございます。

さらに、親がその危険性を知らないことから発

生しているということが多いことで、保護者に

危険性を知らせる研修をお願いして、今年度は

全中学校のＰＴＡが何らかの形で取り組んでい

るところでございます。携帯電話を持っている

子供の方が学力が低い傾向にあると尼崎市の調

査で発表されておりますが、議員が質問されて

いる３項目は密接な関係を持っていると考えて

おります。地域が一体となって基本的な生活習

慣を身につけさせていくことが問題解決の早道

になると考えておりますので、これについても

地域づくりを中核にした小中一貫教育をさらに

推進していき、根本的な課題解決を図っていく

所存でございます。以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 多岐にわたる質問でご

ざいましたので、さらっというような感じで御

答弁いただきましたので、私から再質問させて

いただきたいと思います。 

  今の雇用対策を考えると、公共事業も減って

いますし、公共事業をある程度当てにして事業

を営んでいる事業所もかなりあって非常に苦し

いわけでありまして、公共事業は透明性、公平

性あるわけでありまして、いろんな法律で規制

されておるのも事実だと思います。その一端で

会計法、地方自治法、建設業法、官公需による

中小企業者の受注の確保に関する法律、中央建

設審議会の建議事項、また各地方公共団体の条

例、規則等によって規制されておるわけですけ

れども、新庄市の場合は条例がなくて規則等で

今までやっているはずですけれども、条例とい

うのは新庄市の場合はなくてもいいんでしょう

か、まずその点をお聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 入札に関する定めは、

財務規則の中の一般競争入札についての記載、

それから契約事項について位置づけしておりま

して、条例上の位置づけは入札に関するやつは

ございません。財務規則の中で位置づけして運

用しているところでございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） そういう説明ですけれ

ども、条例がなくても何ら差し支えないという

解釈でよろしいんでしょうか、できるというこ

と。今までずっと来ていますからね。そこでち

ょっと疑問を感じたもんだから、改めてお聞き

したわけですので、なくてもできると、やって

いるでしょうから、そういう理解をしたいと思

います。 

  あと、新庄市のホームページにおける受注一

覧表を見ました。第３四半期まで、２月28日の

市のホームページから拾った、それによります

と、57件であります。その中で、指名が33、約

57.8％、一般が18の35ですけれども、この工事

の一般と指名はどういうふうに色分けしてする

んでしょうか。私は、もう少し指名が上がらな

いと、ここに本社、本店が置いてあるところの

仕事が少なくなるような気がいたしますね。13

市の場合を見ますと、山形の場合は指名入札と

も市内なんですね。米沢は市内本店、営業所、

一般はなしと。鶴岡は市内本店、酒田も本店。
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鶴岡、酒田も一般は市内だけなんですね、その

中には舗装、特殊なものを除くということもご

ざいますし、他市の場合はほとんど市内本店、

営業所の方々がなっているんですけれども、先

ほど市長が検討を重ねると言っていますので、

地元に本社があるところを精査してやっていか

ないと、行政はそういった経済の活性化の一端

を担っているわけですので、ぜひひとつ、ここ

で答弁をもらわなくても、市長が検討すると言

っている言葉を私は重く受けまして、そういっ

た配慮をひとつしていただきたいなと強く望む

ものであります。よろしくお願いします。 

  あと、新庄まつり、るるありました。新庄ま

つりの指定は喜ばしいことであって、一般的に

はお祭りの山車だけが指定というように市民の

方には多くあるわけですけれども、祭り行事全

般の指定を受けているわけですね。その辺をも

う少し知らしめるようなことをしていかないと、

山車ばりだ、山車ばかりだという感じがあるよ

うな気がしますので、その辺の配慮もお願いし

ます。 

  その中で、囃子ですね、私が特に感じるのは。

今、「羯鼓」「宿渡り」が主流になっていますけ

れども、それだけでなく、大変いい囃子がある

んですね。関谷地区が特にやっている「寄せ

笛」、これまたなかなか、知っている方は知っ

ている、知らない方は知らないと言いますけれ

ども、萩野地区の「二上がり」の囃子ですね。

こういったものは一部の方々が一生懸命やって

いるだけで、もったいないと。こういう指定を

機会にそういったものを知らしめて、そういっ

たものをやっていくことも大事な一つで、今回

の指定を受けたのは見直しの機会ではないかな

と思っていますので、その辺のお考えと、ネー

ミング、私は何回も言っていますけれども、音

と光のパレードというのは、たしか銀座祭りの

標語なんですよね。銀座祭りは日本の銀座で、

いろんろなパレードが、絵巻物語じゃなくてフ

レンチカンカンとか、大きな資生堂とかカネボ

ウとかサッポロ、アサヒビールとか、ファッシ

ョンでやっているわけで、あれがパレードで、

新庄まつりの山車運行は私はパレードなんてい

かがかなと強く疑問に感じます。その辺ももう

少し検討する余地があるというようなお答えで

したので、今後いろんな関係者と相談しながら、

それだって悪くないなんていうような御答弁で

すけれども、それは私から言わせれば甚だ新庄

まつりの伝統を重んじることに関しては横文字

が出るということは残念だなと改めて思いまし

たので、この辺をいろんな関係者とお話しする

用意があるのかないのか、まず一つその辺をお

聞きしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 あるのかないのかという

お話でございましたけれども、先ほど市長の答

弁にもありましたように、観光キャッチフレー

ズとしては認知を受けているのではないかと。

市民権を得ているという表現をさせていただき

ましたが、あるのではないかと思います。ただ、

やはり議員おっしゃるとおり、公式行事、例え

ば24日の宵まつりの山車巡行とか25日の市内山

車巡行とか、そういった形で表示するのが適切

ではないのかなというふうには思いますが、今

後議員御提案のように、関係の皆様と協議、話

し合いをしてまいりたいと思います。 

  囃子については、私も萩野の「二上がり」に

ついては大変好きで、この間もＣＤにダビング

していただきまして、今現在毎日聞いておりま

す。確かに哀調を帯びた非常にいい曲でござい

ます。手前勝手で大変申しわけないんですが、

いろんな場面でこういったものも紹介してまい

りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） お願いしますよ。 
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  あと、多岐にわたって質問しましたので、お

聞きしたいと思いますけれども、くどいようで

すけれども、お祭りに関してもう１点。 

  米沢市のことしの行事で、米沢の上杉まつり

で川中島をやりますね。きのう森議員が、山形

県は映画で脚光を浴びていると。「おくりび

と」を初め、そしてまたＮＨＫの「天地人」で

すか、そういったことで米沢が地域経済への波

及効果が高い観光振興政策では引き続きＮＨＫ

大河ドラマ「天地人」を契機とした誘客対策に

取り組み、目玉は秋の行楽シーズンの９月に開

催を予定している夜の川中島合戦、毎年５月の

連休に開催している上杉まつりのメーンイベン

トを夜に行い、市内への宿泊、飲食店の利用増

を促すのがねらいだと、米沢もこれにかけてい

るわけです。 

  そこで、私の提案ですけれども、ホリプロダ

クションの妻夫木 聡さんという方、ＮＨＫ大

河ドラマ主役の直江兼続、これを新庄まつりに

ぜひ私は呼んできてもらいたいと思うんですよ。

ということは、何年か前、八戸の三社大祭のと

きに、これもＮＨＫ大河ドラマの源義経のタッ

キーこと滝沢秀明、この人は細木さんの関係で

かなりテレビに出ていましたけれども、この方

が呼ばれたときに全国からすばらしい若い女性

が来て、町じゅうあふれて困ったというぐらい

のインパクトがあるんですよ。だから、新庄ま

つりは８月ですから、今から、やってだめなこ

ともあるでしょうけれども、そういったものの

考えを提案したいと思いますけれども、市長は

いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 お聞きして、なかなかのアイデア

だなと思います。「天地人」の主役がなぜ新庄

に行ったのかというトリッキーもまたおもしろ

いのかなということもあります。現実的にどう

なるかということは今後検討するしかないわけ

ですけれども、一つのアイデアとして今後の検

討課題にのせさせていただきたいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ぜひお願いしたいと思

います。 

  市民相談室なんですが、きょうの新聞を見ま

すと、自殺が３万人を超えて３万3,000ぐらい

ということ、新庄市の人口にしますと８割方が

亡くなるような本当に恐ろしいことなんです。

それで、新聞を見ますと、最上の保健所でアン

ケートをやったときに、自殺の問題も含めてや

ったんですけれども、この中に書かれているこ

とが、本当に困ったときに相談しようと思う市

町村の窓口があるかという質問に対して、全体

の６割近くが「わからない」を選択、自殺を予

防するために必要と思うことについては「人間

関係の改善と経済的保障の充実」を選んだ人が

多かったという、ここに私は注目したんですけ

れども、市町村の窓口がわからないということ

は、せっかくやっていて残念だなと思います。

そういった意味で、大変御苦労なさっているの

は重々承知しておりますけれども、そういった

意味で市の窓口というのは大事な場所でありま

すので、市民の生活安全のためにぜひ充実をし

ていって、職員の配置の方も御配慮願いたいな

と思いまして、時間ですので質問を終わります。

ありがとうございました。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 
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平向岩雄議長 次に、金 利寛君。 

   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 

１３番（金 利寛議員） 御苦労さまでございま

す。平成21年３月定例議会一般質問、たいま

つ’07の一員として一般質問をさせていただき

ます。 

  きのうの一般質問の中にも何回も出てまいり

ましたが、100年に一度の不況という言葉であ

ります。日本じゅう不況風が吹き荒れていて、

どの産業、どの業種もあおりを受け大変な現状

をいろいろな角度から話をお伺いしました。こ

んな大変な状況で来年度予算を含め合併問題な

ど、差し当たりの行財政運営のかじ取りを、し

かも上手に行わなければならない執行部の皆さ

んは、さぞかし大変で御苦労が多いことだろう

なと同情もし、またこんなときだからこそ頑張

っていただきたいものだと願っております。 

  さて、今回の質問は２点であります。通告に

従って質問をさせていただきます。 

  まず、定額給付金についてであります。 

  昨年08年の第２次補正予算は、本年09年のつ

まりことしの１月13日に衆議院で可決をされま

した。そして、参議院での反対があり、２月12

日に自然成立したのであります。しかし、第２

次補正関連法案、定額給付金を初めとする緊急

雇用創出事業臨時特例交付金、また地域活性化

生活対策臨時交付金、また妊婦健康診査臨時特

例交付金、また介護従事者処遇改善臨時特例交

付金など、今の経済状況の悪化の状況に素早く

対応でき得る施策の関連法案をこともあろうに

野党は政争の具にして、良識の府でもあるべき

参議院で審議もせずに、応ぜずに放っておいた

のであります。こんな疲弊し切っている国民、

県民、市民をないがしろにする野党は、決して

許されるべきものではありません。現に新庄市

の３月補正予算も第２次補正関連法案がまだ可

決されてない中での審議で、「もし可決できた

場合は」との注釈を入れながらの審議ではなか

ったではないですか。こんな末端の自治体、地

方自治体泣かせの野党の所業は決して許される

べきものではありませんし、私は憤りを覚える

ものでありますが、この考え方は私ばかりでは

ないと思うのですが、市長はどう思っておられ

るでしょうか、まずお伺いしたいと思います。 

  ようやく一昨日、３月４日成立しました、第

２次補正関連法案の中にあります定額給付金の

件についてお伺いしますが、現在どう進捗して

いるのかを教えてください。聞くところにより

ますと、４月１日受付開始とのこと、もう少し

早く前倒しにしてでも支給することはできない

のでしょうか。昨日、青森、そして北海道の村

ではその定額給付金をいただいた１号のばあち

ゃんが満面の喜びの姿を新聞等報道で示してお

りました。前倒しにしてでも早く支給できるよ

うお願いしたいのですが、どういう状況になっ

ているかを教えてください。 

  新庄市では何と定額給付金は６億2,000万円

もの支給予定であります。この莫大な金額の何

分の１でも新庄市内で消費されるならば、市の

中心商店街も潤うこと間違いありません。あと

は、どう考えて市内の内需拡大を図るか知恵比

べとなるのではないかと思います。 

  経済アナリストの獨協大学の経済学部教授で

あります森永卓郎氏も、この定額給付金は大い

に景気に効果があると論評しています。なぜか。

それは、景気が悪化したときに景気を回復させ

る手段は金融政策と財政政策がある。財政政策

は基本的には公共事業と減税の二つです。定額

給付金は、税金を支払っていない人にも与えら

れる減税の一種だ。景気対策には財政政策と金

融政策が併用されるのが一般的だが、今回のよ

うに景気が急速に悪化したときの緊急対策とし

ては、私は公共事業よりも減税の方がすぐれて

いると考えていると言っております。 

  この定額給付金をもっともっと知恵を出し合
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って、市内に６億2,000万円、そのうち市内の

景気浮揚のためにどういうふうに使えるのかを

考えるべきだと思います。市内商店街の景気回

復の手助けをすべきであると私は考えますが、

市長はいかがでありましょうか、お伺いしたい

と思います。また、県内13市での取り組みの状

況はどうでありましょうか。また、よその自治

体では定額給付金とセットでプレミアム商品券

を発行して、それぞれの自治体で内需拡大を図

り、頑張ろうとしています。13市全区域で行う

ようでありますが、新庄市の状況はどうなって

いるのかをお伺いしたいと思います。 

  次に、雇用対策についてお伺いします。この

件については、午前中、小野議員も詳しく述べ

ておられましたけれども、重複するところは割

愛していただいて結構であります。 

  今期定例会一般質問で５人もの方々より雇用

対策についての質問があります。それだけ現実

に大変さと深刻さがあるのであります。私の息

子、次男坊ですが、仕事がありませんし、きの

う集まってきた子供の友達で同級生の中にも福

田の工業団地でリストラに遭い、職安でもなか

なか仕事がないと嘆いていた子供がいて、大変

な状況が身の回りにもあふれ出してきていると

いう感は否めません。 

  市長も21年度の施政方針の中で「企業や商店

は大変厳しい環境にあります。働く先を失った

市民も大変厳しい生活状態にあります。雇用の

場の再生と創出に行政としてどんな仕組みをつ

くっていくかが重要です」と、中を飛ばさせて

いただきますが、「問題解決に向けて最大限の

努力をもって取り組んでまいります」と、雇用

創出の重要性と深刻さを施政方針の中で言われ

ているのであります。 

  一昨日、第２次補正関連法案が成立、その中

には、自治体による雇用創出の400億円、地域

活性化・生活対策臨時交付金、そして自治体の

事業を支援する6,000億円、中小企業資金繰り

対策の緊急保証枠を６兆円から20兆円に、また

セーフティネット貸付を３兆円から10兆円に拡

大、その中には正規雇用化促進のために派遣労

働者を事業者が正規雇用をした場合、労働者１

人当たり100万円を助成するという助成制度な

どが組まれていて、早速トヨタが、ニュースで

もにぎわせておりましたけれども、非正規社員

を正規社員にと名乗りを上げているなど、また

この第２次関連法案の中には高速道路料金大幅

値下げや子育て応援特別手当、介護人材の確保

のため介護報酬のアップなど、国は総額75兆円

をかけた対策で景気の下支えをしようとしてい

るのであります。早いタイミングでいち早く新

庄市民のため一刻の有余もなく対策本部なりを

つくってでも雇用対策に全力を挙げて取り組む

べきではないかと思いますが、市長のお考えは

いかがでありましょうか。 

  市長の見解をお伺いして、壇上からの質問を

終わらせていただきます。御清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、金議員の御質問に答え

させていただきたいと思います。 

  最初に、第２次補正関連法案の審議の取り扱

いについての感想でありますが、金議員の思い

と同じでありますので、よろしくお願いします。 

  本市での定額給付金の支給につきましては、

１月に国の第２次補正予算が成立したことを受

け、２月４日に副市長を本部長とした庁内関係

８課から成る事業実施本部を設置し、円滑な支

給に向けた体制整備に着手しました。その後、

下部組織として庁内のプロジェクトチームを編

成して、実際の支給に当たっての具体的な方法

や課題への対応などについて協議しながら準備

を進めてきたところであります。市民の皆様に

は２月に全戸配布とホームページにより事業概



- 160 - 

要とスケジュールについてお知らせをさせてい

ただきました。現在、今月下旬の申請案内文書

の発送を目指し、システム改修や給付対象者リ

スト作成、申請書類作成などの準備作業を進め

ており、受け付け開始を今月末、給付対象者か

らの申請を受けた後の支給開始を４月中旬と予

定しております。 

  県内13市の取り組み状況につきましては、当

市を含めた９市において庁内実施体制を新たに

組織しており、今月下旬から４月中旬に申請書

を発送する予定で準備を進めております。支給

開始時期は年度内を予定している団体が３市、

５月下旬が１市、ほか９市は４月中旬から下旬

の間の開始予定という状況にあります。 

  これから年度がえの繁忙期に入りますが、当

市からの給付対象となるすべての方に確実に申

請案内をお送りし、申請者への円滑な支給を実

施してまいりたいと考えております。 

  定額給付金の支給とタイアップした取り組み

についてでありますが、本市におきましても低

迷する地域経済での消費購買力を高めて、地域

の景気浮揚の一助にすることを目的とした新庄

市共通商品券販売事業を実施いたします。新庄

市プレミアム商品券という名称で、３月16日の

販売に向けて現在鋭意準備作業中であります。

本事業は、新庄商工会議所が事業主体となり、

市の補助のもと10％割り増しの商品券を１億円

発行し、当該事業に参加する商店などで７月末

までの４カ月間利用できるものであります。事

業実施に関しましては十分に連携を図りながら

推進してまいります。 

  県内の他市町村における同様の事業として、

１億円以上商品券を発行する自治体は現在４市

と少なく、事業規模としては大きいものと認識

しており、多くの市民の皆様及び商店等の事業

関係者の方々に当該事業への御理解と積極的な

参加を期待しております。 

  次に、雇用対策についてでありますが、この

たび国の雇用対策として、ふるさと雇用再生特

別基金事業、緊急雇用創出事業の二つの事業を

都道府県、市町村が実施することになっており

ます。この事業は３カ年にわたる事業であり、

民間企業等への事業の委託や直接雇用による事

業の実施により、地域での雇用創出を図るもの

であります。ふるさと雇用再生特別基金事業に

ついては、６事業で３カ年、延べ60名、緊急雇

用創出事業については９事業、延べ47名の雇用

を創出する計画であり、現在事業の早期着手に

向けての事務作業を進めております。また、ふ

るさと雇用再生特別基金事業については、委託

を受けた民間企業等が当該事業のために新たに

雇い入れた労働者を正社員として雇用した場合

は、１人につき30万円が支給される内容となっ

ております。これらの施策とあわせ、国の雇用

対策として再就職支援対策も実施されます。こ

れは39歳までの年長フリーター等の正規雇用化

や受け入れ派遣労働者を直接雇用する事業所へ

中小企業にあっては１人100万円、大企業では

50万円の奨励金が支給されるものであります。

加えて、離職者訓練を強化する内容も盛り込ま

れております。事業所と職を求める者の間のミ

スマッチも雇用にかかわる課題であり、他分野

への雇用の異動、安定雇用を実現する上でも重

要な政策であると考えられます。雇用対策の施

策については次々と打ち出されており、各事業

所へＰＲを図りながら、地域内での雇用の安定

につながるよう取り組んでまいります。 

  さらに、第２次補正予算関連法案の国会審議

に関する御質問ですが、景気悪化への対処はス

ピードが最も大切であり、特に現状の派遣切り

に象徴される雇用不安に対しては、地方への時

間的波及効果を考えた場合には特に迅速に対処

すべきものと思われます。法案の中核をなす定

額給付金に対する与野党の判断の相違によると

思われますが、昨今成立し、今後全力を挙げて

定額給付金等関連法案の実施に向けて適切な事
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業実施に努めてまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁を終わります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） まず定額給付金であり

ますけれども、４月中旬ごろそれぞれの方にお

渡しできるという話の内容を市長からお伺いし

ました。プレミアム商品券は３月16日が発売の

予定となっております。今それぞれ加盟店を公

募されているようで、きのう商工会議所にお伺

いしましたら、200以上の業者の方々が商品券

を扱うよという申し込みがあったと伺っており

ます。このずれが１カ月あります。今、雇用も

含めて大変な状況下で皆さんそれぞれ市民の懐

は寒いというか、少ないような感がしますが、

あえてその中で工面しながらプレミアム商品券

を買うとすれば、例えば前倒しにして少しでも

その間隔を詰めて、何とかそういうふうな状態

で考えなくちゃだめだと。きのうの新聞もそう

ですが、待ってましたという状況の中で、一昨

日決まったわけですが、きのうも、村だからで

きる話かもしれませんけれども、いち早く、皆

さんが大変な状況に１万２,000円をして、子供

だったら２万円を渡している状態があったわけ

です。何とか工夫しながら、４月中旬というこ

となく、プレミアム商品券が出て、その間、何

日間で出せるという施策を考えていますか、ど

うですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 できるだけ早く発送し

て、早くお手元にお金が届くようにということ

で、最大限努力して毎日残業しながらやってい

ますけれども、住基ネットから連結して２月１

日現在の対象者を絞り込み、しかも外国人関係

者も含めての総対象者が１万3,856世帯という

ことで、非常に数が多くなっております。村単

位とか1,000戸前後の村であれば非常に絞り込

みは早いんでしょうけれども、間違いがないか

どうかをチェックしながら発送作業、しかもわ

かりやすい様式で申請者に送って、それを理解

していただいてまた送り返してもらうという、

新庄は口座振り込み方式でありますので、住所

の確認とか間違いがないような形で早く発送し

たいという作業を、プレミアム商品券が16日か

らもう既に発行されるような体制で、市民のお

金に対する期待も大きいと思いますけれども、

そういった体制で、どうしても市クラスになり

ますと最大で３月下旬発送で、３月下旬から受

け付け開始の早いところで３月下旬にお金を渡

すというのが最大急いでいる市かなと思います。

新庄は中規模程度の市でありますので、どうし

ても３月末ごろの発送、３月末同時に受け付け

開始、４月中旬といっても15、16、17あたりが

最初の振り込みにならざるを得ないのかなとい

うことで、若干プレミアム商品券とのタイムラ

グはありますけれども、事務的に最大限急いで

その程度になりますので、ぜひ御理解いただき

たいと思っています。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 理解はするのですが、

手続に手間暇かかるよ、小さな町ではないよ、

村ではないよということはわかるのですが、い

ざ第２次関連法案で支給できるよとなった場合

に……。田原総一朗が今回の定額給付金につい

てこういう話をしております。野党、メディア

に違和感ということで、評論家の田原総一朗、

「まるで国民の多くが受け取るのを迷惑がって

いるように見えるのは、野党やマスコミ、マス

メディアが盛んに批判したため、少なからぬ国

民が給付金にはうさん臭さを示さないとぐあい

が悪いかと思っているのである。私は各地で講

演をして、給付金は評判が悪いけれども、本音

は迷惑ではないですよねと言うと、例外なく大

きな拍手と笑いに包まれる」と、これは週刊朝



- 162 - 

日の１月23日号の掲載文であります。 

  要するに、今本当に市民の方々は大変な状況

というか、私の子供の例も出させていただきま

したけれども、同じ二十七、八の遊び盛りの子

供らが、先ほど小野議員の話にもありましたけ

れども、190何名、３月末までには400名にもな

んなんとする非正規労働者を含めて失職をする

という状況の遊び盛りの子供らも含めて、金が

なくて困っているというのがひしひし、私の身

近にもありますから、感ずるわけです。それで

プレミアム商品券を買いたくたって、あと１週

間ぐらいでそっちも来るからなという心構えだ

と買いやすいような気がするのですが、その苦

労は苦労としてわかるのですよ。雑務整理、そ

れからいろんな部分でということはわかるので

すが、もうちょっとそこは頑張って前倒しでき

ないのかなと、これ以上は言いませんけど。で

きる限り早く手続を済ませていただければ市民

のためになるのではないかなと思います。 

  それからもう１点、ほかの市の状況ですと13

市くまなくプレミアム商品券は発行するようで

ありますが、鶴岡は10％か20％どうするかとい

うことで検討中、村山市が20％、長井市は最初

の第１次は10％で実施しましたけれども、１時

間ちょっとぐらいで売れちゃったと、第２次の

プレミアム商品券を商工会議所とタイアップし

ながら検討中という話がありました。できれば、

新庄、本当にいろんな部分で疲弊し切っている

中心商店街を何とか内需拡大させてあげたいな

という思いは、２割ぐらいにならなかったのか

なという思いなのですが、前回も話しさせてい

ただきましたけれども、地域活性化特例給付金

等2,050何万残っていて、１億四、五千万を20

項目に分けてこういうふうにしたようでありま

すが、その部分に含めてできなかったのかなと。

この10％は横並びだったからということですか

ら、20％にするという話は審議の中で、話し合

いの中でなされませんでしたか、どうでしたか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 割合のお話なんですが、

前回もお答えしましたとおり、事務局レベルで

は５％想定、10％想定、20％想定、いろんな場

面を想定して一応はじき出しております。議員

おっしゃるとおり横並びということも念頭には

ございました。まずこれで効果を見るというこ

とも一つ必要なんじゃないかなと思ってござい

ます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 効果を見て、効果がよ

かった場合にはまたいろんな手だても考えると

いうことも含まれているのかなということです

が、それ１点と、定額給付金は世界の流れとい

うことで、アメリカでは各世帯に小切手を送付

する形で１人当たり300ドル、約２万7,000円か

ら600ドル、５万4,000円を給付しています。さ

らにオバマ氏は、新大統領ですが、中間層向け

に１人当たり日本円で約４万5,000円、１世帯

当たり約９万円の所得減税を実施すると。世界

経済の100年に一度という大変な中で、こうい

う大胆な政策をとられた。台湾では全住民を対

象に一律3,600元、約１万円の商品券を配布、

定額給付金と同じ考え方に立った給付つき定額

控除はオーストラリア、フランス、イタリアな

ど各世界で実施されて、景気対策として定額給

付金等は世界の常識になっているという状態に

あるのです。こういうふうな状態をいただいた

状態とプレミアム商品券、内需拡大のためにと

いう部分で、例えばの話で結構売れると思うの

ですが、１億円、１口１万1,000円、３口３万

3,000円が上限ですよね。そうなった場合に次

のこともまた考える用意はありますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まず、今回のプレミアム
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商品券をやってみて、どのような効果が発現で

きるのか、それをまず見たいということでござ

います。次の一手というのはそれを見なければ

できないと思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） それともう１点、新庄

市の中心商店街が、定額給付金というのは６億

2,000万円が新庄市に入るわけです。それがデ

ィスカウントショップだったり、先ほど小野議

員も言っていましたけれども、大型店にはそれ

に規制をかけていると、鶴岡あたりは。内需拡

大、市内で買ってもらいたいという思いがあっ

て。そういう部分が今200ぐらい、商工会議所

が中心となって応募されているようであります

が、その部分で新庄市内の普通はやはり上代で

売らないと生活が成り立たっていかないという

苦しさがありながら一所懸命商売頑張っておら

れるわけですよ。その人方の内需拡大の思考、

考え方、そっちの方に６億何千万のうち何分の

１でもいい、何十分の１でもいいから流れるシ

ステムづくりを、これは市の商工観光課は関係

ないよではなくて、こういう状態にとかという

いろんな部分のアイデアをどうかして、先ほど

言ったように知恵比べだと思う。その部分で何

かこういうふうにして考えているプロジェクト

というか、黒坂課長１人だけでは重いと思うん

ですね、いろんな部分が、分野、何ぼ商工観光

だっていろんな部分の領域があるから。これは

一番と急務というか、大変な今状況下にあるわ

けだから、急務なわけですよ。商店街の人方に

対するいろんな部分の還流というか、流れてい

くというか、あれをもらうための。その手だて

というのは考えていますか、考えていませんか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 中心商店街に対する配慮

ということだろうと思います。せっかく定額給

付金が支給されて、こういった商品券を発行す

るということでございます。今回、消費者、消

費刺激というものも一つ視点としてあると思い

ます。使っていただける市民の方が使いやすい

ように選択肢を広げるというのも大事なことだ

ろうと思います。ですから、大型店を排除する

とか、あそこはだめだということじゃなくて、

できるだけ多くの商店に参加していただいて、

消費していただくと、それが第一義的な考えだ

と思います。ただ、中心商店街も大事な部分で

ございますので、この機をとらえて売り出しを

するとか、ポイントの倍セールをやるとか、い

ろんな方法があると思うんです。これについて

は商工会議所に申し入れまして、説明会の席で

ぜひ言ってほしいということは申し入れてござ

います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ただいまのことは大事

なことだと思いますので、ぜひ、新庄市内に５

商店街があるわけですが、その５商店街のそれ

ぞれの責任者の方々と話を合わせて、みすみす

６億2,000万円のお金が新庄市内に還流でき得

る施策を何とか考えましょうやということの話

を、景気浮揚策としては、内需拡大としては大

変な仕掛けのとらえ方だと思いますので、ぜひ

商工観光課長が中心というか、話のアイデアを

出していただいて、テーブルに乗って、３月16

日以降は新庄がにぎわっているような施策の展

開をそれぞれの商店街の人方と打ち合わせをし

ていただきたいなと要望します。 

  次に、雇用問題でありますが、雇用もそうで

すが、最初の日に政策経営課長から話がありま

して、19、20ぐらいの事業を２月12日まで提出

しなきゃだめだったという話があって、中身を

見ると内閣府は１月27日に実施計画を提出期限

の２月12日午後５時まで厳守しなさいというこ

とで出してよこしているんですね。こうなって
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くると、やはり忙しいべし、それぞれ合併のい

ろんな問題もあるべし、大変な状況の中でこう

やって書かれたんだと思います。しかし、こう

いう状態がこれから75兆円も含めて、先ほどず

っと話をさせていただきましたけれども、数々、

先ほど市長も話しましたふるさと雇用、緊急対

策、いろいろあるわけですよ。これもやはり申

請いかんによってはその金が落ちてくる、落ち

てこないという状態がかかってくるわけですね。

まず大変忙しい中で全部が特例だとか特別だと

かという交付金になっているわけです。例えば

緊急保証制度、これは１月19日現在で山形県に

は216億6,500万円おりるんですよ、緊急の保証

制度、保証枠含めて。業種も614種まで広がっ

たと。それから地域雇用創出推進費、これは山

形県に43億円。先ほどは日本の国のあれで

6,000億円だとか400億円だとか言いましたけれ

ども、山形県に地域雇用創出推進費だけで43億

7,000万円あるんですよ。これを13市に分ける

と新庄だって10何億ぐらい、こうやっていろん

な部分で申請するとすれば、地域活性化の大変

な状況の中で雇用する中小企業の社長さん方に

対していろんなアプローチができると思うので

す。もう一つ、地域活性化の生活特例交付金、

これは１億何ぼ落ちたということで、その中で

2,050何万は来年度にとっておいて19項目にわ

たっていろいろ施行するようですが、これにつ

いても県では73億2,000万円落ちるんですよ。

市町村分は76億300万円ですよ。ということは、

かなりの額で政府は100年に一度の体制の中を

何とかしよう、そこからはい上がっていただき

たい、頑張ってもらいたいという景気浮揚の下

支えを一生懸命やろうとしているわけですよ。

ただ、これは申請しないとだめなんですよ。こ

の前もそうでした。坂本課長は、ちょっと時間

がなくてと。そうだと思うんです。１月27日で

２月12日まで出してよこせという国の方の内閣

府は言っているわけですから、こんな忙しい話

はないわけですよ。ただ、これは内々示でこう

いう状態にあるよということは既に去年10月に

なっているわけです。こういうところのスピー

ディーな市の対応の仕方は、課長、商工観光課

長だけではだめだと思う、これから75兆円もの

景気の下支えをするところが矢継ぎ早に来るわ

けですから。要望しますが、考える気があるか

どうか、市長にお伺いしたいんですが、この緊

急雇用、今の新庄が疲弊し切っている、若い世

代も含めて失業者が多い中で、その人方を会社

の社長が意識して、100万円いただけるわけで

すから、こういうふうにして採用するよと、ぜ

ひあれする状態にと。こういういろんなメニュ

ーを企業にアプローチしていただいて、できる

だけ失業をなくしていただきたいという思いで、

これは課長だけではだめだと思うのです。です

からプロジェクトチームをつくって、だって市

長が何と言っているかというと、先ほども話し

ましたけれども、21年度の施政方針の中で最重

要課題をどういうふうに言ったかというと、先

ほど言いましたけれども、企業や商店は大変厳

しい環境にある、そして働き先を失った市民が

大変厳しい状態にある、雇用の場の再生と創出

に行政としてどんな仕組みをつくっていくかが

重要だ、自治体としてどういうふうにするか限

界があり、そのいろんな云々あるけれども、要

するに問題解決に向けて最大限の努力をもって

取り組んでいきたい、一刻の有余もなくスピー

ディーに、でしょう。そのときだけじゃできな

いと思うんですよ。これはプロジェクトか何か

つくって緊急対策の雇用を確保して、企業が知

らないところだっていっぱいあると思うんです。

私の子供のところにきのう４人ほど来たんです。

話し合いしてみたけれども、こういう対策費が

あるんだよということはほとんど知らない。知

っているか知ってないかで、就職にありつける

か、ありつけないかという状態までも、その人

の一生が決まると言っても過言ではないくらい
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の大変さがあるわけですから、こんな緊急事態

にこういうところのプロジェクトというのをつ

くる気がありますか、ありませんか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 最重要課題の雇用問題と

いうことになりますと、昨年12月18日なんです

が、緊急経済雇用対策本部を立ち上げまして、

今後の施策について話し合っているところでご

ざいます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 緊急対策雇用本部はど

ういうメンバーの構成になって、どういう話を

されて、この１月になってから急激な景気の悪

化が、東京都下、大手、自動車会社ばかりだと

思ったらば、とんでもない、その関連事業、皆

さんもよくわかっているでしょうけれども、航

空電子しかり、福田の工業団地しかり、何百人

と離職されているわけですよ。失職しているわ

けですよ。それを緊急と言われているけれども、

じゃどういうふうなアクションをとって、どう

いうふうに手を打たれましたか。だれが構成メ

ンバーですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 本部長が市長、副本部長

が副市長、総務、政策経営、商工、都市整備、

福祉事務所、農林、税務というふうなメンバー

でございます。どういうことを話し合っている

かといいますと、まずいろんな情報が飛んでい

ますので、その情報の整理、あとは国の施策が

ございます。その国の施策をスピーディーに企

業とか個人の方々にお知らせするというのが

我々の第一義的な仕事だという認識でございま

す。国のやるべきこと、県のやるべきこと、市

のやるべきことということで、本部の事務は進

めております。以上です。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今、課長さん方の名前

をずっと列挙されましたけれども、皆さん、課

長とか所長がその任に当たっているわけでしょ

う。それぞれ合併の問題も含めて、新庄市の来

年度予算も編成しなくちゃいけない大変な中で、

歳入の落ち込みもあってという、頭いっぱいな

のに、雇用のいろんな云々まで考えが、そんな

以上のスピードで大変な状況に新庄市の状態は

なっているわけですよ。市長、どうですかね。

例えばの話で、それぞれ本気になって新庄市の

若者を雇用でき得る、国がこんなにいろんな角

度からの対応策を出してきているんです。これ

を勉強して国に出すにしたってかなりの、国の

施策ですから、交付金が落ちるわけですから、

やはり様式もあり、書き方もあり、大変な状況

になると思うんですよ。これをそれぞれ政策経

営課長、総務課長が兼務されて、頭いっぱい、

合併どうするかとか、来年度予算どういうふう

にしてと、今回のこれからの予算委員会どうや

って乗り切るかとか頭いっぱいなのに、その部

分でこういうふうに大変な状況になっているけ

れども、それが置き去りになりかねないんじゃ

ないかなと。それこそ真剣になって雇用対策だ

けで、これはひいては新庄の市税にも関係する

わけでしょう。失業したらば生保になったりす

るんですよ。そこのところが一番重要課題だと

市長が施政方針で言ってるわけですから、そこ

にダイナミックに手を入れて対策本部なり何な

りつくる必要はないんですかね。市長、どうで

しょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど商工観光課長が申し上げま

したように、昨年12月18日にそういう経済雇用

対策本部を立ち上げまして、それぞれの手を打

っているところでございます。特に大きかった
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のは、年末における年末休みに入ってからの29、

30の関係企業の資金需要に対するセーフティネ

ットの関連におきましてはかなりの効果をあら

わしているところであります。さらに、関係銀

行等の調査等におきますと、これから３月末に

さらなる資金需要のやりくりが必要になってく

るだろうという状況も発生しております。おか

げさまで現状としてはこの１月から２月の中で

倒産はこの管内１件ということで、その12月に

行われた資金需要に対するセーフティネットが

かなり効いているんだろうということを関係金

融機関が申しております。その中にあって、会

社の生き残り策ということの手法については、

行政はそこまでなかなかすべてに立ち入ってす

ることはできないというもどかしさもございま

す。福田山工業団地の大手の企業関係について

も、早速そういう話がありまして、正月明け

早々さまざま回らせていただきまして、企業の

責任者といろいろと情報交換をさせていただい

たところであります。そこの中では、非正規労

働者を休ませたり、あるいは時間調整したりと

いうようなさまざまなやりくりをしながらも、

しかし会社自体がなくなるか、なくならないか

というようなせっぱ詰まった状況の経営者がお

りますので、その中でリストラが行われたり、

あるいは派遣切りが行われたりということも、

事実159名の方が当時、今後も191名の方が予測

されるという大変厳しい状況は認識しているつ

もりです。しかし、ここには労働を必要とする

生産部門が労働を必要としていないという状況

なわけです。生産は何によって必要になるかと

いうと、やはり需要なわけです。そうした意味

で需要の喚起としての定額給付金、国の制度が

あるわけですけれども、ここの出口が必ずあす、

あさって見えるというものであれば、さらなる

対応ができるのかもしれませんが、出口が見え

ないという状況の中で私どもももどかしさを感

じているところであります。そうした意味で、

今後もますます企業の関係の情報をとらえなが

ら、そして雇用へのつながり、そうしたことを

国の制度と絡めながら逐次実施してまいりたい

と思っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） お話はお伺いしました。

現実に一生懸命頑張っておられるというのは

重々承知した上での話をさせていただいており

ます。例えば、今回の関連法案の中で、トヨタ

が非正規雇用社員を正社員に何百人を採用する、

何千人を採用する。これは国の補助制度の交付

金を100万円いただけて、ワークシェアリング

しながらでも何とかして会社を存続したいとい

う内容で、関連法案が通過してから、一昨日か

ら動ける話なのです。そうすると緊急性がある

のです。この状態を会社が知っているか知らな

いかはよくわかりませんけれども、そういう部

分をどんどんアプローチすれば、先ほど市長は

仕事量が多くなったのだ、先が、出口が見えな

い、それはそうかもしれません。だけど、それ

によって非正規雇用社員の首を切られた方々は

どうなのでしょうか。１人の新庄市民です。そ

の人方の難儀さをかんがみたときに、できるだ

け少しでも何でも、会社に施策の展開がこうな

っているからといち早く手を打っていただいて、

ワークシェアリングで減収になるかもしれない

けれども仕事にありついていただきたいという

思いは、そこから一歩突っ込んだ物事の話し合

いがない限りは今の状態で終わると思うのです。

会社が倒産してないのは、あれなったのはサン

リツだけですよ、だってそのほかは全部航空電

子であれ、何であれ、正社員までも、昨日の奥

山省三議員の中でもそう、ワークシェアリング

しながら、週３日間しか出ながら、正社員でも

減収やむなきに至っている状態の中で、非正規

社員は全部首切られた。その人方の生活は新庄

市民です。どうするんですか。今みたいな論法
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でしたら、その人方は路頭に迷うのです。それ

を例えばの話で、一昨日関連法案が出た中で、

正規社員になった場合には100万円やりますか

ら、ワークシェアリングしてでも職員として採

用して、３年間のあれです。ふるさとのあれだ

ってそうです。緊急雇用創出事業だってそうで

す。21年度、22年度、23年度の情報通信分野と

環境分野でこうやってあれして、もう既に出さ

れています。出されているけれども、ここに就

労していけるような新庄市民の首切られた方々

をどうやってフォローアップできるか。そこに

今新しく出た施策を展開しながら、会社側にい

ろんなことを言っていただいて、１人でも２人

でも救えたらば、それは市側の行政の力だと思

うのですよ。そのままだったら、今の市長の論

調ですと、大変で先が見えないからこうだよ。

じゃそこで首切られた方々はどうやってフォロ

ーアップするのですか、お伺いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 何か誤解しているような感じです

が、決してやってないということじゃなくて、

そういうふうな100万円、50万円の制度につい

ては我々以上に企業の責任者はアンテナを張っ

て、どう活用し、社員を守ろうとしていること

を私も工業団地を回ってじかに肌で感じており

ます。そうした支援についてはできる範囲のこ

としかできないわけです。そのことを十二分に

御理解していただきたいと。ぜひ雇用もお願い

したい、そういう制度もしっかり向こうの方々

も十二分に知っています。この100年に一度を

どう乗り切るかということを本当に真剣に考え

ています。それに対して我々も真剣に向かって

いるつもりであります。 

平向岩雄議長 ただいまから２時まで休憩します。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

今田雄三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、今田雄三君。 

   （今田雄三議員登壇）（拍手） 

１２番（今田雄三議員） たいまつ’07の一人と

して３月議会一般質問を行います。 

  今、市活性化のために多くの皆さんのアイデ

アと行動が目につきます。一つに、明倫中学校

の総合学習で「ふるさとの活性化策を提案す

る」とし、あらゆる機会に調査を行い、考えた

アイデアを発表してくれていました。例えば、

名産くじら餅を鯨の形にしたら活性化につなが

るのではないか、二つ目に南国に雪を運び、か

まくらをプレゼントし、南国から雪まつりに竹

をプレゼント、明かりをともし、ホタルをイメ

ージする。季節感の相反する地域のイベントが

子供たちを中心に盛り上がったとのことです。

これはＮＰＯの100円商店街、全国交流のきず

なのもとに実現し、参加するそれぞれの産品が

新庄市活性化に貢献しているのです。これらの

多くのイベントを実現していくことこそ大事と

思いますが、いかがでしたでしょうか。 

  それでは、通告に従いまして質問を行います。 

  最初に、山車の重要無形民俗文化財指定につ

いてお尋ねします。 

  新庄まつりは、ことしで254年の歴史と伝統

を誇り、３日間で45万人の見物客でにぎわうま

でになりました。重要無形民俗文化財の指定を

受けることに当たり、特段の御努力をいただい

た関係各位に感謝を申し上げ、ともに喜び合い

たいと思います。 

  御存じのとおり、宝暦５年、冷害による大凶

作に見舞われ、飢えや疫病で苦しむ領民を慰め
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るため、あわせて士気高揚を図り、五穀豊穣を

祈願するため、領内天満宮の新祭を始めました。

宝暦６年に神輿渡御行列が領内を練り歩き、領

民をいやしたと言われています。また、お姫様

の人形を車に乗せ、領民に見せたことに起因す

るなど、まことしやかに伝えられてきました。

時勢の中で幾度となく苦難を乗り越え、山車を

出してきました。各町内の若い衆がみずからの

手で作製し、晴れのパレードに参加してきまし

た。その都度、町民、市民が一丸となり、喜び

と満足感を味わいながら、歴史を重ねてきまし

た。国指定を契機に、若連の励みの指針になれ

ばと感じているところです。この経過を踏まえ、

質問をします。 

  一つ目に、これまで各町内の知恵と工夫によ

り山車を製作してきました。製作に当たり、文

化庁等から特段の注文、指摘事項がありますか。

また、町内ごとの賄い経費について、これまで

も市の助成金をふやすことが困難とすれば、全

家庭に一定の金額を寄附していただくことを提

案してきました。現在、若連が血眼になって御

祝儀を集めています。山車台数が多いことから、

各家庭では賛否両論あります。文化財に指定さ

れることにより、この運営に指摘などがなかっ

たのかお聞かせください。 

  二つ目に、文化財国指定は歴史と伝統を重ん

じて品格のあるものが認知されるものと思いま

す。認知されるまでの具体的内容については知

るよしもありませんが、委員各位の評価などを

お聞かせいただきたいと思います。その評価に

基づき、山車行事の運営に指導と助成が生ずる

ものと考えます。これまでの市と県の指定とは

大きく異なると思います。文化財国指定の新庄

まつりの山車行事は管理運営費等の交付が受け

られると理解していました。使用に当たり、具

体例があればお聞かせください。 

  三つ目には、今、各町内に山車小屋がありま

す。山車小屋設置場所、期間に一定の規制を受

ける町内もあります。この小屋で若連が製作を

学び、親睦を深めながら次の世代に受け継がれ

ていくのです。子供たちの喜びを感じながら、

若連の意気込みが日ごとに熱気を帯びていくの

です。山車小屋、合同製作小屋、合同保管場に

ついては、平成５年作成の新庄まつり百年の大

計でも課題としていました。指定を受けたこと

を契機に、山車製作小屋、合同製作小屋及び大

道具、小道具の資材置き場の合同保管場を整備

すべきと考えますが、将来構想をお聞かせくだ

さい。 

  ２番目に、財政運営についてお尋ねします。 

  一つ目は、麻生首相は、09年予算案を88兆

5,480億円としております。概算要求より２兆

円も増額されています。選挙対策とはいえ、大

規模な追加対策と外交で政権浮揚を図ろうとし

ています。しかし、日に日に支持率も下がり、

10％を割る状況にあります。それは08年の第２

次補正予算国会提出を見送った上、定額給付金

などをめぐって国会審議が長引き、結果として

経済対策が後手後手になってしまいました。国

民はこの言動不一致の迷走ぶりにあきれ果てて

いるのです。いまだに景気回復、経済の安定を

模索するものの、方向が定まらない状況です。

解散権をちらつかせてながら、決断もできずに

国民の審判を経済対策を優先として引き延ばし

ています。追加経済対策もままならない中で、

11年度に消費税率値上げの方針を掲げているの

です。国民は、雇用、景気対策を早急に取り組

むことを望んでいるのです。地方の大阪府、新

潟両知事のように、直轄事業の負担金に異議を

申し出るなど、地方６団体としても機会あるご

とに財政の確立を要望してきました。 

  当市の09年度予算は、昨年度比で1.4％減の

127億4,800万円となりました。全体にマイナス

の中、地方交付税が8,000万円増額となってい

ます。また、２次補正で政策対策臨時交付金１

億7,604万6,000円が交付の予定です。小泉構造
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改革を否定するばらまきと選挙目当ての感じも

しますが、地方の声を無視できない交付と思わ

れます。引き続き国に要望すべきと思いますが、

市長の決意をお聞かせください。 

  二つ目に、過日、文教厚生で萩野中学校を視

察しました。校内を一巡して、子供たちの伸び

伸びした行動、お互いを信じ合えるしぐさを見

たとき、教育のすばらしさを感じました。校舎

の老朽化もありますが、環境のよいところで学

ばせたい気持ちは全員の一致した感想でした。

耐震計画については、新庄小、沼田小、萩野中、

八向中が平成22年度まで工事完了する計画が策

定されています。そして、萩野中学校改築につ

いて、市長は生徒の推移を見定めて判断すると

前回の議会で答えてくれましたが、構想に変化

があればお聞かせください。市内の全校で大な

り小なりの修繕、応急処置をしていると思われ

ます。舗装などの対応やトイレの暖房設備の改

善は即可能なのか、そのための管理運営費はど

のような基準で作成し、交付できるようになっ

ているのかお聞かせください。 

  三つ目は、非正規労働者が３月までに15万

7,800人が失職すると予測されています。非正

規の労働者のうち、派遣社員が10万7,375人で

6.8％、契約社員２万8,877人、請負社員１万

2,988人が該当すると言われています。派遣先

で失職し、再雇用された人は2,000人にすぎま

せん。30代の子供持ちの家庭の人は悲惨です。

離職による自殺者の数も上昇しており、早急な

対策が急務なのです。いざなぎ景気が景気拡大

69カ月、戦後最長を記録しましたが、私たちに

実感はありません。この利益は企業役員手当や

株の高配当と内部留保に向けられました。その

上、企業の優遇税制の恩恵を受け続けたのです。

トヨタ自動車の内部留保金13兆円と報じられて

います。企業はこの内部留保金の一部放出で雇

用確保が可能と言われています。政府も企業に

対し、雇用拡大に向け具体的に示していくべき

です。当市においても、景気の低迷が続いてい

ます。各企業でも操業停止や縮小を余儀なくさ

れ、解雇や定員削減が生じています。国の２次

補正で交付される生活対策臨時交付金を踏まえ、

当市の現状と対応についてお聞かせください。 

  四つ目は、09年度の議案及び予算の中で、勤

務時間、給与、公休について提示されています。

前回も公務員の給与決定について質問しました。

09年度に扶養手当500円アップ、若年層の給与

改善が示されています。説明の中で、県全体に

足並みをそろえたとお聞きしました。人事院勧

告等を受けて、県人事委員会が勧告しています。

争議権の代表として設けられた機関で決定され

た勧告は、実施する方向で尊重すべきと思いま

す。再度人事委員会等の役割をどのように理解

し、対応していかれるのかお聞かせください。 

  五つ目は、障害者の自立支援法が法施行１年

もたたずに特別対策が必要になる事態は異常で

あり、自立支援法そのものに無理があったと思

われます。利用者負担は応益負担でなく、負担

できる能力に応じた応能負担とすべきです。支

援法実施で応益負担定率１割の導入は、障害者

の生活を圧迫し、施設からの退所により事業所

も報酬単価の引き下げや日払いを余儀なくされ、

経営難に陥り、職員の賃下げや非常勤化、離職、

閉鎖など、福祉サービスの低下や縮小が深刻化

していると現状を訴え、改善を要求してきまし

た。結果、見直しで、仕事をしながら少人数で

暮らすグループホーム等の入所者に家賃や光熱

費などの住居費補助を新設、サービスの自己負

担を所得に応じた応能負担を原則として改善さ

れたのです。一方、介護サービスも年々事業者

が増加し、拡大してきております。サービス基

盤が整備されてきたと思います。しかし、介護

サービスを取り巻く状況は厳しさを増している

とお聞きしています。介護従事者は離職率が高

く、人材確保に事業者が四苦八苦しているとの

ことです。いずれにしても、福祉施設の労働時
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間や給与を改善していかなければならないと思

います。行政の立場でどのように支援されるの

か、国の対策も含めお聞かせください。 

  以上をもちまして壇上からの質問を終わりま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは今田議員の御質問にお答

えさせていただきます。 

  新庄まつり山車行事の重要無形民俗文化財指

定の理由は、本行事が東北地方の日本海側に伝

承される山鉾山車祭りの典型例の一つであると

ともに、祭りの起源及び毎年つくり変える山車

であることに特色があって、国内の同行事の変

遷を知る上で極めて重要であることから、国の

文化財に指定してその保護育成を図るというも

のであり、254年の伝統を誇る新庄まつりを後

世に伝承し、祭りを運営する関係者及び後継者

を育成することが今回の国指定に際して何より

も求められるものであります。神輿行列の形態

や各町内の山車製作技術、囃子の伝承など、こ

れまでの長い歴史の中ではさまざまな変化や経

緯がありますが、文化庁ではそれらを時代をと

らえて祭りに取り込み発展させてきた新庄まつ

りの変遷過程を示す歴史であると受けとめてお

り、祭りを支える運営経費の確保についても大

切な祭りの要素と言えるわけであります。文化

庁では、昨年の宵まつり、本まつりも細部まで

現地調査を行って、今回の国指定につなげてお

り、今回の国指定によって現在の新庄まつり行

事の形や運営に条件や規制が示されることはあ

りません。新庄まつりの山車行事は無形の民俗

文化財として重要指定を受けており、神輿渡御

行列、町内山車、祭り囃子等祭りを構成する諸

行事が指定対象となっています。 

  重要無形民俗文化財の国庫補助事業には、伝

承基盤整備として用具の修理や新調、伝承者の

養成などがあり、いずれも補助率２分の１、事

業費200万円以上の高額補助となっていますが、

祭りの運営経費的な補助対象はありません。新

庄まつりの山車は毎年つくり変えるのが特色で

あって今回の指定要件にもなったわけですが、

その都度解体されるものや、また神輿などは神

事という点から補助対象には該当しないと考え

られます。現在、補助対象として想定されるの

は、囃子に用いる楽器の修理や新調、また山車

製作技術や囃子伝承のための後継者養成事業な

どが考えられます。県ではかさ上げ補助の規定

もありますが、いずれにしても対象となる文化

財整備の必要性や緊急性が精査されるため、今

後新庄まつりに関する用具や伝承者養成などに

係る整備計画を関係団体と連携しながら年次計

画化して県、国に示し、密接な協議を続けてい

くことが必要であると考えております。 

  ３番目の件ですが、御質問にある各施設の整

備については、今述べましたとおり重文指定を

受けた場合であっても国からの補助の対象とは

ならないものであります。また、市においては

現在山車小屋や山車資材保管庫の新築の場合そ

の整備補助規定を設けておりますが、これは単

一の町内若連が行うときを対象とするものであ

ります。町内若連の複数が合同で山車製作を行

う場合の施設整備は対象外となります。しかし

ながら、新庄まつり百年の大計第２次計画の基

本施策の一つとして、複数の町内若連が共同で

整備する格納庫に対する支援策のあり方を検討

するとしていることから、山車連盟においても

経済的な理由などを背景とした、このような議

論の広がりが認められれば、その必要性におい

て、計画にある市支援策の具現化について研究

してまいりたいと考えております。 

  次に、財政運営についてでありますが、アメ

リカに端を発した金融資本市場全体の混乱によ

り、100年に一度の金融危機と言われています。

世界的な景気後退により、日本においても輸出
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や生産が減少し、雇用情勢も急速に悪化してお

り、本市においても例外ではなく、法人市民税

などの大きな落ち込みが懸念されております。

こうした経済金融情勢に対応し、政府は昨年８

月に安心実現のための緊急総合対策を、10月に

は生活対策、さらに12月には生活防衛のための

緊急対策といった総額75兆円の措置を決定しま

した。その中で地方への措置として、きめ細や

かな地域のインフラ整備などのための地域活性

化・生活対策臨時交付金を地方公共団体へ交付

することとし、本市においては交付予定額を１

億7,000万円ほどと見込んでおります。さらに

は、地方公共団体が雇用創出等を図るとともに、

地域における安全安心の確保や地域活性化に向

けた事業を円滑に実施することができるように、

地方交付税を１兆円増額することとしておりま

す。これらの国における地方財政対策は、本市

の財政運営にとりまして非常に大きな要素であ

りますので、今後とも市長会の場など積極的に

地方の現状を訴え、地方６団体と連携しながら

要望実現に向けて行動してまいりたいと考えて

おります。 

  本市における施設の修繕につきましては、市

民の方々が当該施設を安心して使用していただ

けるよう安全管理面を最優先し、本市全体の施

設の修繕の緊急度、優先度を勘案し、実施して

おります。義務教育施設においても同様に、学

校からの要望や実地調査を実施し、修繕の規模、

緊急性、効率的な方法等を十分検討して策定し

た修繕計画に沿い予算措置しておりますが、安

全安心にかかわる緊急性の高い修繕等が発生し

た場合には、補正対応や流用または予備費で対

応しております。本市においては、義務教育施

設のほかにも市営住宅、社会教育施設など多く

の施設を有しており、管理運営費とあわせ老朽

化に伴う修繕や大規模改修費が大きな負担とな

ってきております。限られた財政運営の中で効

率的運用を行うためには、第一に安全と計画修

繕、管理運営を基本としながら、今ある財産を

末永く使える、いわゆる施設の延命化を心がけ、

適宜これらの修繕を実施していかなければなら

ないと考えております。 

  次に、小野議員にも先ほど申しましたが、企

業動向調査につきましては、景気の急速な落ち

込みにより、調査対象企業47社中、回答企業41

社が業況、生産、売り上げとも70％、29社以上

が悪化、減少しているとの回答で、資金需要に

ついては58％、24社が厳しいとの回答を寄せて

おり、景気後退による地域経済悪化の傾向が鮮

明になっています。次に、その理由についてで

すが、親会社、取引先企業の生産調整によると

の回答が48％で、第２位に取引先企業との継続

受注ができなくなったとの回答が15％、売り上

げ原価の上昇、為替変動による輸出削減の順に

回答しています。 

  また、雇用情勢につきましては、昨年12月末

までの１年間で159名の雇用削減が行われ、本

年３月末までの３カ月間で191名の雇用調整が

なされる模様です。現在、緊急雇用対策として

６人雇用しておりますが、雇用確保対策として、

中小企業緊急雇用安定助成金制度についての説

明会の開催や、要綱を配付して周知を図ってい

るところであります。今後の対策といたしまし

ては、ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急

雇用創出事業を実施し、これらの施策とあわせ

て地域雇用創造推進事業に取り組み、雇用の創

出に向け事業を実施してまいります。また、事

業所が新たに雇用する際、国からの支援が受け

られる地域雇用開発計画や再就職支援策など国

の施策が次々と打ち出されておりますので、各

企業への周知を図りながら、雇用の安定につな

がるよう取り組んでまいります。 

  次に、人事委員会の役割についてであります

が、人事委員会は、地方自治法及び地方公務員

法の規定により、都道府県及び政令指定都市に

設置が義務づけられている機関であります。そ
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の代表的な役割は、地方公務員の労働基本権制

限の代償措置として、給与等の官民格差を調査

し、職員の給与等に関する報告、勧告を行うこ

とであります。従来、本市における職員の給与

等については、国家公務員の給与等に準じ決定

しておりましたが、平成17年９月に地方公務員

給与については地域の民間給与の状況をより的

確に反映させるよう要請を行う内容の閣議決定

があり、これに基づき、本市における職員の給

与等についても、より地域の実態に即した県人

事委員会の勧告を尊重しながら、県内市町村及

び市の財政状況を考慮し決定することといたし

ました。今後もこの姿勢を継続し、職員の給与

等が適正な水準となるよう努めてまいります。 

  最後に、介護サービス事業従事者の労働条件

の改善という点でありますが、平成12年度の介

護保険制度施行以来、年々サービス需要が増加

しており、それに伴いサービス事業者の増や拡

大により本市の介護サービス基盤が整備されて

きましたが、介護従事者の確保が課題となって

います。全国的にも近年の介護サービスを取り

巻く状況としては、介護従事者の離職率が高く、

事業者の人材確保が困難な実態が明らかになっ

ており、昨年の通常国会において介護従事者等

の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関

する法律が成立し、介護を担うすぐれた実際の

確保を図るため、介護従事者等の賃金を初めと

する処遇の改善に資するための必要な措置を平

成21年４月１日まで講ずることとしています。 

  こうした状況を踏まえ、国では介護従事者の

処遇改善のための緊急特別対策として、平成21

年度介護報酬改定率をプラス３％とすることを

決定しました。そして、この介護報酬改定が介

護従事者の処遇改善に結びついていくことが重

要であり、介護報酬改定後の介護従事者の給与

水準の検証と総合的な取り組みを講じていくこ

ととしています。現在、市で策定している第４

期介護保険事業計画においても、この介護従事

者の処遇改善を目的にした改正率をもって事業

費を積算し、総事業費並びに必要な財源として

の介護保険料を算定し、この３月議会の追加議

案として介護保険条例の一部改正を予定してお

ります。 

  あわせて、介護従事者の処遇改善を目的にし

た介護報酬単価の引き上げでありますが、その

影響による急激な介護保険料の上昇を抑制する

ための特例交付金が手当てされることになって

おり、その受け皿として基金の設置条例を予定

しております。介護保険料の改定にはこの基金

の運用を見込んだものとしていることから、国

の第２次補正関連法案の成立後の議案提出にす

る予定としたところです。この介護報酬単価の

引き上げの趣旨に基づき、介護従事者の処遇改

善に結びついていくことが、ひいては市民が質

の高いサービスを安心して安定的に利用できる

ことになることから、定例的な集団指導の場を

活用しながら検証していきたいと考えておりま

す。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 最初に、お祭りについ

てお聞きしますが、これまで私たちが取り組ん

できた山車のつくり方、壊してまた次の年につ

くるということについて、今までの重要文化財

であれば保護されているものを補修、そして一

部改善なりということでやってきておりますか

ら、そういう意味では、毎年壊す、このお祭り

がなぜそういう重要な認定を受けたのかという

のが大変心配しましたが、それがかえって今回

の目的なり考えからいけば、よかったのかなと

思います。そういう意味では一安心しておりま

すが、ただ、これまで私たちがつくってきた経

過から見ますと、こういう重要な指定でありま

すから、国の方でも何か基準があって、そして

その基準に基づいてやらなければならない状況
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なども出てくるのではないかなという心配と不

安を持っておったんですけれども、そこら辺は

ないということで理解してよろしいか、もう一

度お尋ねします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 先ほど市長が答弁しまし

たとおり、現在の新庄まつりのやり方を継続す

るということで国指定になったわけですので、

今やっていることに対しての規制等一切ござい

ません。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） そういう意味をとらえ

てなったとすれば、これまでの状況を見てまた

つくっていくというような状況でありますので

安心しました。 

  それから、この補助の問題に対してでありま

すが、用具なり、若い人を育成するという範囲

は今後の検討になるということなんですが、若

い人を育成する場合の条件というのは広いと思

うんです。簡単に言えば、はっぴの問題から指

導する内容についての講習の場なりというよう

なもの、それから用具についてはこれまではコ

ミュニティーの中身からいろいろな補助を受け

てきたわけですけれども、そのコミュニティー

の補助と同様に請求できるのかできないのか、

２点についてお尋ねします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 文化庁の補助は先ほど申

し上げましたとおり２分の１補助ということで、

対象が考えられるものは囃子に用いる楽器の修

理とか養成者のための事業ということでござい

ます。私どもが文化庁の補助として計画的に進

めたいというのは、例えば町内ごとに楽器を新

調するからというふうに出されるよりは、何年

ぐらいしたらどことどこの町内がどうかという

全体的に考えて、高額な補助でありまして、市

の持ち出しもあるということで、そういう観点

から計画的にしていきたいということでござい

ます。先ほど議員がおっしゃられたように、太

鼓の補修なんかは宝くじの助成とかも使われて

いると聞いておりますが、そんなふうに文化庁

の補助というのは結構面倒くさかったりするも

のですから、また市の持ち出しがもちろん半分

あるものですから、そういうところもかんがみ

まして、ほかの補助が使えるものはできるだけ

そのような補助を使って、高額になるものは市

の持ち出しがある分だけ県とか国と連携をとり

ながら、お伺いを立てながら計画的にやってい

きたいということでございます。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 生涯学習課長が申し上

げた宝くじを財源とするコミュニティー助成事

業については、これまで５年ほど、４年ですか、

祭りの道具、囃子の道具、町内における放送機

器とか、そういった50万円を上限として、最大

で今まで毎年５団体、少なくても２団体ぐらい

ずつずっと宝くじの助成枠をいただいてきまし

た。そういったことで、用具あるいはいろんな

祭りのベースとなる機器をそろえるために大変

有効な助成措置として活用させていただいてお

りますので、今言ったようにそちらの補助事業

とあわせて活用して、多様な補助が受けられる

ようにしていきたいと思っています。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） そういう意味合いでは

手ごろに申請をして受けられるのがコミュニテ

ィー、宝くじの方だなと思いますので、そこら

辺も指導の中で安易に文化財の方に申請してと

いうことになりますと、あらゆる書類をつくっ

てというふうになるような感じもしますので、

そこら辺はそこら辺として私の方も理解してい
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きたいと思います。いろいろな用具の設定なり

そういうものについては、何年先はここと、計

画的にやるということの方針のようですから、

それはぜひお願いしたいと思います。 

  それから、先ほど重要文化財になったことに

よって、新しい市の旗なりそういうものをつく

るというふうになっておりましたが、祭り当日

の段階で、今、新庄市とわかるような旗という

ふうになっているわけですが、そこにもう１本

加えてやるお気持ちはあるでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 格別そういったことは今

のところ考えていませんが、御提案として承っ

ておきたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 新庄市まつりは、御存

じのとおり皆さんが苦労なさったときのお祭り

でありますので、この不景気を何とか乗り越え

てほしいなと願っているところであります。 

  それから、次の問題でありますが、これまで

も多くの皆さんから緊急雇用についてはお話が

されております。具体的にお聞きしますが、今、

ハローワークに行って、その人数なり、その人

方の意見というものはお聞きになっているのか、

いないのか、お聞かせください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 こういう雇用情勢であり

ますので、ハローワークとの意見交換は常にや

っております。保証協会、商工会議所といった

関係機関との連携はとっているつもりでござい

ます。以上です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） そこに行きますと、毎

日来て、そしてお帰りになる方も随分多いよう

です。先ほど市長も答弁しておりますが、その

行き先、これががわかればということなんです

が、それがわかれば我々も何も質問もしなくて

もいいわけですから、そういうところを何とか

打開してほしいなというのがそこに通っている

人方の気持ちだと思います。それでお聞きした

いのですが、先ほどもいろいろ何年間でこうい

う政策があるよということで、何年先のことま

でなっているんですが、何年先よりもやはり今、

現在、ここが大事だと思います。市長のお答え

の中にも各そういう手当があるとすれば、企業

とも相談しながらやっていくと、その一言が今

一番必要なんでないかなと。そして、各企業に

ついても１人でも２人でも多く確保していくと

いう姿があればいいのかなと思いますが、その

点の多くの支援の項目があって、その中で会社

を閉じたいというところもその支援を受けて継

続している現状だということの報告もありまし

たから、もう一歩突っ込んで、今多くの手だて

があるということを言っておりますから、その

ことを受けて企業に対してどういう相談をし、

そしてやっていかれるのか、もう一度お聞かせ

ください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほど来申し上げており

ます緊急雇用創出事業、ふるさと雇用再生特別

交付金事業、これについては４月早々その動き

ができますようにということで準備してござい

ます。あともう１点なんですが、最上地域全域

を対象にしました、いわゆる新パッケージ事業

というものも準備してございます。これについ

ても雇用が３年間で370人を超えるぐらいのも

のを予定してございます。今申し上げました緊

急雇用の方では３カ年で41人、ふるさと雇用で

は３カ年で60名という事業でございます。これ

を今準備してございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
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平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 当市でも緊急雇用対策

本部をつくって進んでいるわけですが、私ども

の提案としては12月中につくったらどうなのか

なと言っておりましたが、それがおくれてやは

りつくったという結果になるような感じもしま

す。そういう意味では、対策は早目に、そして

実効のあるものにというものが基本だと思うわ

けです。そういう意味で、この緊急雇用対策で

６名ほどの人が採用、短期間でありますが、採

用となって、これを前倒ししてもう少しふやす

気持ちはあるのかないのかお聞かせください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今のところは国からの交

付金がございますので、その交付金の範囲の中

でということでございます。今後もっと逼迫し

てまいれば国の方からも指示が当然あろうかと

思います。現在は交付金の中でやってまいりた

いと思っています。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） やはり300何名という、

先ほど言いましたのは190名ほどということで

すが、今そういう路頭に迷う方々が200名を超

えるという状況が実態だと思います。そういう

意味では６人ほどの雇用対策でどうなのかなと

いうのがあるわけですが、2,000万円ほどの金

も来年度に積み込むというような状況もお聞き

していますので、そこら辺を使いながらも何と

か雇用対策に回せないものかと。市で雇用する

分にはいろいろな相談は要らないわけですから、

庁内の中でまとめていただいて、何とかそこら

辺ができないものかお聞かせください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 緊急雇用創出、今言っ

た40人の中には市で直接雇い入れるやつもござ

いますが、あらかじめそういった３年間の計画

として位置づけているほかにも、景気の動向あ

るいは雇用の状況を見てプラス・アルファを図

れるかどうか早急に検討して、前向きに対応し

てはいきたいと検討しているところです。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） ハローワークに通って

いる方々を思い浮かべますと、やはりそういう

お気持ちがなければ大変だなということも実感

としておりますので、今の課長のお言葉を信じ

ながら、１名でも２名でも多くなることを期待

したいと思います。 

  次に、学校の修理についてということで、先

ほどお話しさせていただきました。その中で、

萩野中学校の場合なんですが、体育館は何とも

ならないような状況で、耐震の中でやろうかな

と思うんですけれども、その中でトイレの問題、

これがそのとき出ました。暖房などを入れまし

たら何とか直ったとか、パイプに温暖の措置を

したら今までより温かくなったとかということ

で、人間すべからくそこに行けば素肌になるわ

けですから、そういう意味の苦労というのも考

えてやらないと大変なのではないかなと。その

ときもお話ししましたが、そういう状況だとい

ういうふうに思います。そういうことで、先生

方が感じなければ、寒さを感じなければ対処の

しようがないわけですが、そういう子供さん方

とのコミがどういうふうになっているのかなと

いうのがちょっと気になったところであります

ので、そこら辺お話ししていただけますか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校施設の修繕ということで

すけれども、議員御承知のとおり、小中合わせ

て15校あるうち11校が耐震補強を行わなければ

ならないというふうに、新庄市の場合、各学校

とも老朽化が著しいという状況にあるわけです。
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ただ、修繕ですけれども、計画修繕と緊急修繕

とに区分して、学校と連絡を密にとりながら、

まず子供たちの安全安心が確保されるようにと

いうことに十分配慮してやっておるところでご

ざいます。 

  この間、萩野中学校を視察していただきまし

て、そのときに御指摘もあったわけですけれど

も、萩野中学校のトイレの暖房ということです。

見ていただいておわかりのとおり、立地場所も

問題があると思いますし、構造的な問題もある

かと思います。萩野中学校については耐震補強

絡みで改築という部分も今なっているところで

ございますけれども、そういうふうな話し合い

がなされているところでありますけれども、と

りあえず担当の方と話ししまして、オイルヒー

ターの性能をアップするとか、入り口部分に何

か細工ができないかということを今考えている

ところでございます。以上です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 生徒さん方も大変元気

で、そこで学んでいるわけですから、そういう

気持ちを酌むということも一つの教育としてあ

るのではないかなと思いますので、そういう意

味合いでお尋ねしました。 

  それから、今、登下校の場合、父兄の方々に

何キロ以内の人は迎えにくるなというような状

況で、ある程度決まっているような自動車の乗

り入れをやっているようですが、そういう中で、

自動車が出迎えにきて混雑する状況も拝見して

きました。そういう中で、アスファルトなりコ

ンクリートにすればいいのかなという状況もあ

ったんですけれども、そこら辺の修理の方法な

どは、申請は現場からないわけですか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 これも先日視察のときに萩野

中学校の方から話があったわけですけれども、

何かあそこはプールを解体した跡を埋めたとい

うふうなことでもって、何か簡易なアスファル

トでもという話もあるわけですけれども、今の

ところまだ検討中ということで、申しわけあり

ませんが。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） いろいろ大変な状況だ

と思いますが、市長もこれからの若者について

の支援、幼児についての支援など言っています

から、そういう意味合いでの手だてを教育の現

場にも何とかお願いしたいなと思います。今回

は萩野中学校しか見ていないもんですから、よ

その方は言いかねましたが、よその方でもいろ

いろそういう大なり小なりの修繕なり環境なり

ということで、子供さん方が寒さをこらえて頑

張っているという姿もあると思います。そうい

う状況があればいち早く行政側として何とか対

応してほしいなと思います。それを要望してお

きたいと思います。 

  あと、先ほど小嶋議員からもお話ありました

が、私たちの雇用を守ると同時に、今、多重債

務を抱えて多くの人が悩んでいます。新庄最上

は東北でも多い方の部類に自殺者がおります。

そういう意味で、多重債務についての話をちょ

っとさせてもらって終わりたいと思います。 

  多重債務については、５件以上借金をしてい

る人が新庄でも７人に１人いるというふうにな

っています。その大まかな原因としてはパチン

コが一番多いわけですが、そういうことで悩み

苦しみ、そして途方に暮れているという方もい

ます。これは失業してそういう方もおるわけで

すから、そういう意味の対処方として、この前

の12月28日に、行政の力と司法書士、弁護士の

お力をいただいて、新庄最上の多重債務連絡協

議会というものが発足しました。各市町村の窓

口に行けばそういう悩みについて答えてくれる

という状況であります。その答え方も、最初の
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話、相談は無料ということで、司法書士なり弁

護士の方々とも協定を結んでおります。そうい

う意味では、悩んだら即、どこの窓口に行くの

かというときに、新庄の相談窓口、ここが一番

基本になって一番忙しい場所のようですから、

そういう意味での活用をなさっていただいては

どうなのかな。そして、その言葉の中に、相談

の１日目はただだよということを何とか教えて

ほしいなと思います。 

  実例として、25歳の男性なんですけれども、

相当の借金を苦に自殺したわけです。ところが、

借金も５年以上７年ぐらいたちますと過払いが

多くなって、それに５割の利息がついて、大体

返ってくるときにはその人の借金は200万円ほ

ど返ってくる金の方が多かったという状況で、

それを知っていれば何も自殺する必要はなかっ

たのではないかという反省なども話の中で出さ

れておりました。 

  そういう意味では、きょうは議員の皆さんも

行政の皆さんもいるわけですから、悩み始めた

らとにかく新庄市の相談窓口に行けということ

で、何とか御理解をお願いしたいなと思います。

そして、その手だてとして、本人が行くことが

一番大事なんでありますが、お母さんなりお父

さんとしますと、新庄の相談窓口の方も３日も

４日もその人にかかりっきりというふうになり

ますから、大変多忙をきわめております。そう

いう意味を皆さんにお知らせしながら終わりた

いと思います。ありがとうございました。 

平向岩雄議長 ただいまから11時まで休憩します。 

 

     午後２時５０分 休憩 

     午後３時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして、質問申し上げます。 

  まず最初に、過疎地切り捨てという合併の問

題点が明らかになっているのではないかという

ことについてお聞きします。 

  ①として、サービス水準は維持するといろん

な場で宣伝されているように思いますが、本当

に維持されるのでしょうか。水道料金は、新庄

市は今は比較すると低く抑えられています。20

立方メートルの使用では、新庄市4,777円、真

室川町が5,210円、戸沢村が5,145円です。これ

を５年以内に統一すると、この間書いてありま

したが、どのように統一していくのでしょうか。 

  ②として、去年12月５日、石川県旧美川町長

竹内信孝氏から全国町村会長あてに手紙が出さ

れたのがありました。その内容を御紹介いたし

ます。 

 「小生も町議16年、議長４年、町長４期14年、

ひたすら故郷の発展と住民福祉の向上に邁進し

てまいりました。数多くの市町村合併により人

口も10万人を超える市となりました。合併して

よかった、この地に生まれ育ってよかった町、

いや市にしましょうと、当時の総理大臣になり

かわって国家財政の危機を訴え、将来の子供た

ちや孫たちのため借金を残してはいけない等々

声を大にしてきました。しかし、地域住民や職

員はだれ一人、合併したいと言いましたか。将

来の道州制を視野に入れた政府や国会議員の

面々にまんまと乗せられ、取り返しのつかない

合併に踏み込んでしまったのです。心の中では

合併反対、みずからの町村長の生首をみずから

が切りたくないという本音の気持ちを持ちなが

ら、合併反対者を説得に回り、合併推進、終わ

りには調印してしまった町村長の責任は、太平

洋戦争に詔勅を発し捺印した昭和天皇の心境そ
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のものであります。進むも地獄、退くも地獄、

前門の虎、後門の狼の現実に邁進した哀れな町

村長、ＴＶ、新聞のインタビューに答えて、合

併こそ将来の日本を救うなどと声高に物申し、

推進派のレッテルを張られ、今となっては福祉

が切り捨てられ、中心部以外は哀れそのもので

あります。かつての町民の皆様や職員の皆様に

申しわけのない懺悔の日々であります。」 

  こう書いて、合併の問題についてさらに次の

５点を上げております。 

   一、福祉№１の町が大後退 

   一、職員の信頼と意志の疎通の欠如 

   一、中心部の人材中心の人事 

   一、財政の硬直化 

   一、住民サービスの低下 

  こう書いて、最後の住民サービスの低下につ

いては、特に「枚挙にいとまがない現実、米国、

米国と言いますが、米国には小さなカントリー

がいっぱい存在しますよ」と書いておられます。 

  この手紙の言葉を借りれば、合併は福祉が切

り捨てられ、周辺部以外は哀れそのものとなる

現実がわかるのではないでしょうか。 

  ③として、道州制も市町村合併も地域からお

金が消えるということです。道州制は、山形市

を中心に投下されてきた約6,000億円の山形県

の財政分が県内に投下されなくなるということ

です。合併は、現在の地方交付税が合併した場

合一本算定となり、年間約10億円削減となりま

す。道州制も合併もこの地域からお金が大幅に

減っていく、消えていくことであり、公共調達

部門、職員の購買力が消え、地域経済に大きな

打撃を与えることになります。今必要なのはこ

れらの公的な資金を減らさせることなく、地域

内投資力の向上に有効活用することであり、地

方自治体としての自覚に目覚め、役割を発揮し

ていくことではないでしょうか。道州制を前提

にして市町村合併を進める、こういうのはこれ

らを弱めることになるのではないでしょうか。 

  ２番目に、給食は市の直営で行ってほしい、

調理師は食の重要な教育者ではないかという点

についてお聞きします。 

  市では、10月から中学校給食実施に当たり、

民間に委託するとしています。人件費の節約が

大きなねらいのようです。給食の民間委託が偽

装請負にならないようにするために、栄養士が

業者の責任者としか打ち合わせができなくなり

ます。市民のために正職員と同じように働いて

きた非正規職員を解雇することも問題です。食

の教育者である調理師の専門性をどう見ている

のか問われていることだと思います。 

  私なりに、調理師はまず一つは味の教育者だ

と思います。化学調味料ではなく、本物の味を

子供たちに伝える教育者です。小学校の給食が

おいしい理由を聞きましたら、手づくりにこだ

わっているからだそうです。みそ汁は必ずかつ

おぶしなどの素材からだしをとっているそうで

す。ラーメンもだしをとっているそうです。多

くの一般的なインスタントのだしは化学調味料

が使われています。肉だんごのときもひき肉か

ら手づくりしたそうです。大変好評で、残食が

なかったとのことです。栄養士と調理師全員の

話し合いで子供たちに本物の味を、おいしさを

伝えたいと話し合ってきた結果、手づくりする

ことがふえたとのことです。そして、朝の栄養

士と調理師全員による打ち合わせがその大事な

かぎになっているそうです。また、調理師は子

供たちの育てた収穫物を利用し、収穫の喜びを

味わせることができる教育者ではないでしょう

か。聞くところによると、学校で育てたサツマ

イモやジャガイモの利用をやっているそうです。

直営ならではです。学校と調理師の判断ででき

る食教育をやっています。不ぞろいあるいは虫

食いも手間暇を惜しまず、おいしく仕上げる心

とわざは、直営の職員でこそではないでしょう

か。また、調理師は、調理の仕方を子供や親た

ちに伝え、伝統の味、和食のよさをじかに伝え
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ることのできる方々であります。調理師がクラ

スに入って子供と一緒に食べながら、どうやっ

てつくるかと話すと、子供は残さなくなるそう

です。さらに、皮むきや切り方などの調理の一

端を担わせることは、食への関心を高めること

にもなります。直営で育てられてきた職員の連

携、栄養士と調理師の技術が給食をおいしくし

てきたのではないでしょうか。 

  そこで、民間委託費の人件費１人当たり年間

280万円とのことでありますが、これを直営で

の人件費に切りかえ、日々雇用職員の待遇を大

幅に改善を図る方が内需拡大につながるのでは

ないでしょうか。 

  ３番目の質問は、脳脊髄液減少症の治療につ

いての見解を伺いたいと思います。 

  2003年、平成15年10月、追突事故に遭ったＡ

さんは、整形外科に通院したそうです。２日目

から頭痛や手足のしびれ、腰痛を訴えましたが、

幾ら治療しても治らなかったそうです。約束の

診察日に体調不良で起き上がれなかった、その

ことを病院に電話したのですが、担当の医者に

伝わらなかったため、診察日に来なかったとい

う理由で担当医から平成16年３月19日で交通事

故の治療は中止とカルテに書かれたというので

す。これ以降、Ａさんの治療費が交通事故によ

るものとして扱ってもらえず、治らない病気と

多額の医療費、そして生活費、仕事ができない

ための生活苦に苦しんでまいりました。その後、

新聞報道で知った病院を訪ね、脊髄液が漏れ出

すために起きる脳脊髄液減少症と診断され、ブ

ラッドパッチという治療によって、３回、４回

と重ねることでようやく仕事に少しずつ入れる

ようになってきたそうです。潜在患者数は数十

万人とも百万人とも言われております。しかし、

社会や医師の病気に対する認識不足、ブラッド

パッチは健康保険が使えないために、治療費１

回20万円から40万円もかかるそうです。それが

治療の妨げになっていると言われています。例

えば、この地域に住む交通事故の後遺症のある

３人の方がおられますが、１回しかその治療が

できていないそうです。そして苦しみ続けてい

ます。 

  そこで質問ですが、①として、県立中央病院

がブラッドパッチ治療をすることを公表してい

る唯一の病院となっているとのことですが、新

庄県立病院も治療できるように要望してほしい

のですが、いかがでしょうか。例えば、保険の

きく低髄液圧症候群として治療できる医師はた

くさんいるとのことであります。脳外科、麻酔

科などだそうです。 

  ②として、長い治療を全額本人負担ではお金

のない人は治療できません。一日も早く保険適

用もしくは本人一部医療負担なしに治療できる

ように要望していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

  ③として、市町村の保険担当職員、県立病院

の関係者は、この病気についてよく学習し、医

師との意思疎通を行っていただきたいと思いま

す。診断書の発行や保険証発行ができるように

していただきたいためです。 

  ④として、山形県内でも小学生で68人、中学

生で37人、この数字は平成20年６月現在、文部

科学省の調査だそうです。この方が病気と言わ

れているそうです。子供の病気として、不登校

になったり、重大な影響があるものなので、教

育委員会として関係職員に周知して、治療を援

助する必要があるのではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

  ４番目の質問です。雇用対策と貧困問題の解

決に本腰を入れていただきたいということです。 

  ①は、市内の解雇、休職状況、今後の見通し

はいかがでしょうか。 

  ②は、中小企業への救済状況はどうでしょう

か。 

  ③として、市の雇用対策はいかがでしょうか。

私は、失業対策事業、昔ありましたけれども、
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これが今自治体として必要ではないかと考える

のですが、いかがでしょうか。 

  ④として、資本金10億円以上の大企業の中で、

製造業で約130兆円にも上る内部留保があると

聞いています。その１％ないし数％を使えば、

今行っている非正規労働者の非正規切りとか労

働者の解雇ですか、そういったことをやめて雇

用を継続する、また現職の労働者の月１万円の

賃上げができるのです。その立場で大企業に指

導することや、基本的に労働者を正規採用にし

なければならないという内容に戻すための労働

者派遣法の抜本改正を国に対して求めるべきで

はないでしょうか。 

  ⑤として、市民相談室は市民の駆け込み寺と

して大変喜ばれていると聞いております。これ

はさきの議員の皆さんも述べられているとおり

です。さらに、多重債務解決のために、各課、

例えば保育料、給食費、市営住宅、生活保護、

税務などの担当者で、市民の方に小さな声での

声がけが必要です。これは小さな声で「どうし

たんですか。もしかして」という丁寧にお聞き

する態度、心がけ、これを必要としています。

そして、市民相談があるよと言うだけでなく、

その聞いた職員みずから市民相談室に一緒に行

って、少しある程度お話をしてあげるという丁

寧な対応が必要だと思いますが、いかがでしょ

うか。 

  ⑥として、市民相談室だけでは解決できない

問題があります。たくさんあります。借金がな

くなっても仕事がないのです。無収入では生き

ていけないのです。人として生きるための最後

の命綱として生活保護をもっと活用させ、就職

できるまでの援助強化が必要と思いますが、い

かがでしょうか。 

  ⑦として、医療費の心配なく子育てできるよ

うに、児童の医療費無料化拡大はいかがでしょ

うか。具体的には、無料化の年齢の引き上げや、

母子家庭と同じように父子家庭も子供が18歳に

なるまで医療費を無料にする。これは東根でや

っているそうですが、所得制限があって、市民

税所得割額23万5,000円以上は非該当という所

得制限があるようですが、このような父子家庭

医療給付制度に取り組んで、市民を助けていく

必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

  ⑧に、国保税を払えなくて苦しんでいる方が

たくさんおられます。国民健康保険証の取り上

げをやめて、国民健康保険税、介護保険料の減

免と医療費窓口負担の減免制度が今こそ必要だ

と思うのですが、いかがでしょうか。 

  五つ目の質問です。生活道路への市の補助復

活を求めたいと思います。予算に組み込まれて

いるというお話もありましたけれども、新しい

道路よりも住民が利用している道路の改良や修

理という生活密着の社会資本整備、公共事業こ

そが雇用創出及び内需拡大につながり、住民要

求実現ではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の多岐にわた

る質問に対しまして、十分納得していただける

かどうかわかりませんけれども、答弁させてい

ただきたいと思います。 

  過疎地切り捨てという合併の問題点は明らか

ではないかということですが、協議会において

公共料金等の調整は可能な限り低廉な水準とな

るように努めながら、原価計算を行うなど、将

来の住民負担や財政負担に悪影響を招かないよ

う適正な水準の確保を図る、大きな負担増、負

担減を伴う場合の激変緩和措置は５年間を限度

とした不均一課税に準じた経過措置を検討を基

本方針としております。また、特に住民サービ

スに影響が大きい11項目については、個々に重
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点的に協議検討を行い、上水道料金については

任意協議会の段階で５年以内をめどに統一する

との方向性を打ち出しております。協議会の基

本方針に基づきまして、現在、専門部会、分科

会で３市町村の将来計画を持ち寄って、新市に

なってからも水道事業が健全に運営できるよう

に協議を行っているところであります。 

  ２番目の既に合併を行った市町村には、手紙

の内容のとおり活気を失ったという例も事実あ

ると聞いておりますが、合併することにより企

業誘致の促進や農産物のブランド化が図られた

り、災害復旧にマンパワーが生かされたり、専

門職員の配置により住民サービスの充実が図ら

れたなど、地域が元気になった例もたくさんご

ざいます。市町村合併は地域が後退するために

行うのではなく、子供たちが将来にわたってこ

の地域に住み続けられるように行うものであり、

手紙にあったように福祉が後退したり、周辺部

を切り捨てるなどは、あってはなりません。地

域が輝くまちづくりを行うことが住民の皆様の

福祉の向上につながりますので、今後も先進例

を他山の石として後発の利を十分生かしながら

取り組んでまいりたいと思います。 

  この中で、石川県旧美川町長から全国町村会

長あてに手紙が出されたと、その指摘をなさっ

ているのかと思いますが、インターネットのデ

ータでしかわかりませんが、旧美川町を調べさ

せていただきました。約９キロ平方メートル、

１万2,800人が当時住んでおりました。人口密

度1,400人、当新庄市は180人という状況であり

ます。それが１市２町５村で合併し、755.17平

方キロメートルになり、名称を白山市と変えた

となっております。ここですごいことは、合併

以前より人口がふえているという事実でありま

す。手紙で出されている内容も旧美川町の思い

というものがあるかもしれませんが、合併後に

人口が確実にふえているという大変うらやまし

い、逆に言えば成功例ではないかと読み取らせ

ていただいたところであることも申し添えてお

きたいと思います。 

  さらに、新市の事務所については、旧市町村

庁舎を本所及び総合支所として活用することを

決定しています。総合支所の構成につきまして

は、現在検討中ですが、住民サービスに影響を

及ぼさない形で組織、構成したいと考えており

ます。また、物品の購入や工事の発注について

も、事業内容にランクづけなどの工夫により、

地元への発注を配慮するような仕組みを検討し

てまいります。住民の皆様には、中心部だけが

よくなり、周辺部は寂れるのでないかという不

安もありますので、地域の歴史、伝統、文化を

守るため、例えば地域づくり予算を確保するな

ど、逆に合併により地域経済にお金が回る方法

がないかを考えてまいりたいと思います。新市

の将来ビジョンは「地域が輝くまちづくり」で

ありますので、可能な限り新庄市と町村が共存

共栄できる仕組みの構築に努めてまいります。 

  給食関係につきましては教育長より答弁させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

  脳脊髄液減少症についての見解を問うという

ことですが、御指摘の症例については、近年、

脳ＭＲＩの診断ができるようになってから症例

の報告が多くなってきたと言われております。

交通事故の後遺症、特にむち打ち症で苦しんで

いる患者は脳脊髄液減少症が多く含まれている

ことがわかってきました。厚生労働省でもその

症例について既に研究班を発足させ、統一的な

診断基準の確立と有効な治療方法の研究に着手

をいたしております。治療の一つとされる療法

については専門家でも意見が分かれており、い

まだ保険適用がされていない状況であります。

本県については、昨年５月に県議会において患

者の実態調査、支援体制の確立、有効とされる

新しい治療法の保険適用などについて意見書が

採択され、国会を初めとして政府関係機関に要

望されております。また、本年２月20日には国
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の予算委員会においても脳脊髄液減少症の質問

もされておりますので、国や県の動向を見守っ

て対応していきたいと考えております。 

  小中学生の脳脊髄液減少症についても教育長

から答弁させていただきます。 

  次に、雇用対策と貧困問題の解決に本腰をと

いうことですが、景気の急速な落ち込みによっ

て雇用環境は全国的に厳しい状況となっており

ます。本市におきましても、著しい生産の減少

に伴い、アルバイト、有期契約の非正規社員を

中心に仕事を失うケースが発生しております。

先ほども申し上げましたが、１月から年度末に

かけて191名の雇用調整がなされる模様であり

ます。有効求人倍率も低下基調にあり、この地

域の雇用を支えている建設業、製造業での求人

の減少がマイナス要因となっています。経営者

に対して今後の状況について聞いておりますが、

これまでにない大きな変化のため、なかなか見

通せないというのが実情のようです。 

  中小企業に対する雇用面での支援策ですが、

社員の雇用を維持しながら、一時的な休業、社

員教育などをさせる場合に活用できる中小企業

緊急雇用安定助成金制度などの利用があります。

去る２月３日に同制度の説明会を商工会議所ほ

か関係機関と共同で開催いたしました。今後も

企業に対して情報の提供を図ってまいりたいと

思います。 

  市の雇用対策としましては、ふるさと雇用再

生特別基金事業、緊急雇用創出事業を今後進め

てまいります。また、厚生労働省の委託事業で

ある地域雇用創造推進事業、通称新パッケージ

事業に取り組み、雇用の創出に向けて実施して

まいります。 

  労働者派遣法に関してですが、平成16年に派

遣受け入れ期間の延長、派遣対象業務の拡大な

どの改正が行われました。当時の雇用助成、働

き方の多様化という社会的な背景があったよう

であります。派遣労働者は企業間との契約次第

で働く場を失うという弊害も出てきております

ので、何らかの救済措置も必要であると思われ

ます。法律の改正については立法機関である国

会の対応を今後見守ってまいりたいと考えてお

ります。 

  雇用対策と貧困問題の解決に本腰をというこ

とで、市民相談室等を取り上げていただいてお

りますが、深刻化する多重債務問題につきまし

ては、本市では司法書士など法律専門家と連携

を図りながら解決に向けての相談に応じており

ますが、相談された方からは「市役所で相談で

きるとは思わなかった」「相談してよかった」

との声も数多く寄せられており、一定の成果が

上がってきているものと思っております。議員

からの御指摘がございました庁内各課と市民相

談室の連携についてでございますが、これまで

も相互に情報交換を行い、連携して問題解決に

取り組んでまいったところでございます。それ

ぞれの部署においても税や公共料金の滞納など

で相談を受けることがございますが、多重債務

の問題が背景にあるといった例もございます。

そうした場合、市民相談室に誘導したり、ある

いは担当者が同行して一緒に相談に応ずるとい

ったふうに対応してまいったところでございま

す。市民相談室から担当部署にお連れする場合

もございました。こうした問題はなかなか相談

しにくいという心理も相談者の側にはあると思

います。こうした面にも配慮しながら、相談し

やすい状況をつくるように努めているところで

ございます。また、身近な相談場所として市民

相談室を知っていただく必要があると考え、困

ったときはまず市民相談室に声がけいただくよ

うにと、市の広報などを通じて呼びかけを行っ

てまいりましたが、市報を見て相談に来たとい

う方もいらっしゃいましたので、効果はあった

ものととらえております。今後とも市報などで

の周知も含めそれぞれの担当部署と市民相談室

が連携して、一人でも多くの多重債務者問題解
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決に取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、最後の命綱として生活保護を活用して

ということでありますが、生活保護が適用にな

るのは、幾ら仕事を探しても就職できず、資産

や預金もなく、親族の支援も受けられない場合

です。そのときは生活保護を適用し、最低生活

を保障しながら、就労支援プログラムに基づい

て就職のための支援を行います。これは保護者

の自立助長のために平成17年度より福祉事務所

とハローワークが連携して行う厚生労働省の事

業であります。福祉事務所におきましては、保

護者が行う就職活動の支援、つまり履歴書の書

き方や面接の受け方などを指導したり、ハロー

ワークに同行したり、就職支援セミナーへの参

加を促したり、さまざまな方法で就職するため

の支援を行っております。これにより本年は６

名の方が就職することができました。非正規労

働者を初めとする労働者の雇いどめの問題が拡

大しておりますが、今後も引き続きハローワー

クと連携を強化し、就職するための支援を行っ

てまいりたいと考えております。現在でも生活

保護制度という最後のセーフティネットは維持

しておりますし、今後ともこの考えには変わり

ありません。 

  次に、福祉医療に関する質問でございますが、

本市の福祉医療につきましては、県の医療給付

制度に基づいて実施しております。来年度の県

の医療給付制度の主な改正点は、一つは重度心

身障害者医療給付事業では65歳から74歳以下の

障害者について後期高齢者医療制度への加入要

件を廃止すること、二つ目はこれまでの乳幼児

医療制度に加え小学生の入院について適用する

というものであります。この２点につきまして

は、本市においても同様に改正する予定にして

おります。なお、県の制度に上乗せして給付を

行っている市町村もありますが、本市では現段

階ではそのような考えはございません。 

  資格証明書の交付及び各種減免の適用につき

ましては、これまでと同様、法令等に従い適正

に運用してまいりたいと思っております。なお、

国民健康保険税の減免につきましては、これま

でも条例に従い運用してきたところであります

が、今議会においてさらに規定を整備すべく条

例改正を提案しておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

  最後に、生活道路への補助金についてであり

ますが、ここ３年ほど休止しておりましたが、

先日御提案いたしました平成21年度当初予算案

におきまして予算化を図っておりますので、御

理解のほどお願い申し上げます。 

  私からの答弁は以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長、武田一夫君。 

武田一夫教育長 学校給食の件に関してお答え申

し上げます。 

  学校給食は、議員御指摘のとおり教育活動の

一環として位置づけられ、重要な部分を担って

おります。その基本となる安心安全は不可欠な

ものとなっております。御質問の手づくりの安

心な給食は直営であっても委託であっても最優

先で考えなければなりません。給食調理、配送

業務が委託となりましても、今まで行ってきま

した食材料の発注、検収、調理の件等は今後も

直営で行われますので、これまでどおり本物の

味の安心安全な給食が提供されることになって

おります。 

  また、子供たちが収穫する喜びを体験し、そ

れを食するということは非常に貴重な体験であ

ります。当市の小中学校におきましても心をは

ぐくむ学校給食週間を実施しており、例えば新

庄小学校では収穫したサツマイモをメニューに

新庄の伝統料理を味わおう、昔の給食を味わお

うなど、伝統の味、和食のよさを含んだ多彩な

事業を行っており、他の小中学校におきまして

も地域の方々への感謝触れ合い給食、日新小の

みんなに食べてほしい母親委員お勧め献立、地
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場産物を味わおう等々同じような事業を積極的

に展開しております。したがって、調理業務を

委託したとしても、そうした現在実施している

給食事業は各学校の判断で継続できることにな

っております。 

  人件費の御質問に関しては、当市では現在指

定管理者制度の積極的な活用を図り、組織全体

として活性化を図っておるところでございます

が、今回の委託に関しましても従事者について

は地元からの採用を重点事項と考えております。

また、委託費の中でも従事者の福利厚生等も重

要な委託条件と考えておりますので、むしろ民

間会社を積極的に活用した地域の内需拡大に結

びついていくと考えられます。御質問の方向性

とは同じであり問題ないと考えております。 

  もう１点、脳脊髄液減少症についての教育委

員会の対応という御質問でございますけれども、

この脳脊髄液減少症の症状は、議員が御指摘の

とおりで、頭痛、めまい、疲労感等があり、ほ

かにも記憶障害に伴う成績低下が見受けられ、

症状が強固であるために不登校になる児童生徒

も確認されているということでございますが、

本市では現在のところ確認されておりません。

しかし、この病状だけに限らず、他の病気も含

め健康教室、健康診断の活用を図るとともに、

不登校等については養護教諭や市の教育相談員

の連携による状況把握に努めていきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 先ほど市長から合併に

ついて、旧美川町、白山市ですか、そこで合併

以前より人口がふえているということですが、

旧美川町のことを言っているんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 これらを合わせた人口

が平成12年のときに10万6,900人ほどおりまし

たが、合併後もずっとふえておりまして、最近

では11万人ほどになっているということで、人

口がふえるということは、地域の活性化、雇用

の場、いろいろな面でその地域が発展している

バロメーターだろうというふうに、一つの客観

的な数字として読み取れるという意味合いでご

ざいます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） その話でいくと、旧美

川町という立場で見た場合の数字ではないとい

うことですね。だと思うんです。そういう意味

では、ここにもありますが、中心部への人材中

心の人事ということで、中心部にやはり集中す

るというか、そういうことを言っていて、周辺

部が哀れそのものになっているというのは、こ

れは旧美川町のことを言っているんだろうなと

思うんです、旧美川町の町長が言っているわけ

ですから。そういう意味では、周辺部と言われ

るところが過疎地だと思うんですが、過疎地が

どうなっているのかという点で見たときに、人

口がふえていると単純に言えるものではないよ

うな気がするんです。 

  次の質問ですけれども、給食についてなんで

すが、今の教育長のお話で大体おっしゃること

は、栄養士が食材を選んで献立を立てるのだか

ら、民間委託になっても変わらないのではない

かという答えだったように思います。しかし、

おいしい市の給食は栄養士と調理師の専門的な

知識と技術によって支えられている生ものなん

だと私は思うんです。栄養士の立てた献立ある

いは選んできた食材をよりおいしくつくるのは

調理師の力が大きいのではないか。調理は生き

物だと思うんです。だれがやってもできそうな

給食調理だと客観的には知らない人は考えるわ

けなんですが、調理技術というのは専門的な知

識が必要な仕事だと伺っております。例えばだ
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しのとり方あるいは肉だんご、あるいは錦糸玉

子とか切り干し大根の酢のものなど、あるいは

地産地消の場合、虫がついていたり、量が少な

かったりするときの対応は、調理師と栄養士の

相談で決めることになります。民間委託になる

と栄養士は調理師と一緒に給食がつくれないの

です。栄養士が伝えようと思った心が伝わらず、

給食は味気ないものになる可能性があります。

調理師の持てる技術を知らなければ献立作成は

できないのではないでしょうか。この点どうで

しょうか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 これから調理業務、配送業務

の委託業者を選定していくわけですけれども、

その選定に当たって、学校給食に対する考え方、

取り組む姿勢というものが大きなポイントにな

ってくると思います。業者にあっても調理師は

配置していただきますし、その調理師の技術

云々という部分は今言いました学校給食に対す

る考え方、取り組む姿勢というものでもって判

断できるのではないかと思います。これまでど

おりにほとんどできるものと考えております。

前にも言いましたけれども、献立検討会という

部分でもって献立は１カ月半ぐらい前に設定し

てしまいますので、その間にいろいろな打ち合

わせは十分できると思います。技術、確かに大

きいものと思いますけれども、業務委託する側

にもちゃんとした調理師というものを配置して

いただく形になりますので、その点は特に心配

しておりません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 調理師免許を持ってい

るとしても、１年目の調理師ということと、経

験を積んできた、10年、20年と積んできた調理

師というのと、また給食の現場を踏んできた人

と全然違うんでないかなと思うんです。民間委

託になれば、偽装請負を避けるために打ち合わ

せは会社の責任者と栄養士しかできないと、前

回の議会でお聞きしました。例えば、だしをと

るかどうかは会社の責任者の判断に任せること

になってしまいます。せっかくだしの材料を購

入したとしても、手間暇がかかるなどの理由で

化学調味料に変えられることもあり得ると思い

ます。そして、使わないから買わないでと、材

料発注についても注文をつけられることになっ

てしまいます。どうでしょうか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 業務委託に当たりましては、

そういうものも全部含めた形でもってプロポー

ザルをやっていただくと。その業者がどのよう

な考え方でもって、どのような姿勢でもって給

食を調理するのか、配送するのか、給食に対す

る考え方というものを非常に重要視していきた

いと考えておりますので、そういう疑念がある

ところについては選考から外していきたいと思

います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 市の直営でつくってき

た安全でおいしい手づくりの給食が、私は民間

委託で変えられてしまうおそれがあると思いま

す。手づくりの安全なおいしい給食は直営でな

ければならないのではないかと、私はやはり思

いますので、そういう点からずっと見守ってい

ただきたいというか、慎重にやっていただきた

いということを要望したいと思います。 

  次に、脊髄液減少症との関係で、市として市

民の中にこの病気で治療ができるということを

知らないでずっと苦しんでおられる方が少なか

らずおられるのではないかと思うんです。です

から、こういう方は例えば保険がきく低髄液圧

症候群、これでは薬物治療とか点滴とか生活療

法などは保険がきく範囲で治療ができるんだそ



- 186 - 

うであります。そういう意味では、知らないで、

Ａさんのように整形外科から「あなたの気のせ

いじゃないか」みたいなことを言われて、全く

痛みは取れないのに治療が中断、終わってしま

ったように扱われて苦しんでおられる方がいる

かと思うんですが、そういう方は別の脳外科な

どに紹介して、少しでも治療できるのではない

か、可能性がないかと探るように、紹介すべき

ではないかと思うんですが、医療機関に対して

そういったことも含めて、言うことも含めて、

治療できるということを市民にお知らして励ま

して、医療機関を紹介することも含めてやって

いく気はないかお願いしたいんですが。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今の傷病についてはかなり医

学的な専門知識を有する病名なもんですから、

先ほどの脳脊髄液減少症についてはいろいろ調

べさせていただきましたけれども、低髄液圧症

候群まで調べてはおりませんでした。 

  なお、この脳脊髄液減少症については、議員

の所属する政党の国会議員がつい２週間ほど前

に予算特別委員会第５分科会でかなり詳しく質

問されております。その症例によりますと、こ

の病名については全国的な組織の支援会が組織

されております。県議会においても、先ほど市

長が答弁申し上げましたとおり、昨年５月にい

ろんな形で意見書を国会等にも要望されていま

す。そういった全国的な広がりを今見せている

ところでございまして、厚生労働大臣について

もこの病名については患者さんとも会っていま

すし、かなり詳しく承知しているものと思って

おります。ただ、治療法がまだ確立されていな

いということで、保険適用がなされていない。

現在、症例については250ぐらいの症例が確立

されて初めて保険適用という一つの基準がある

んだそうです。いまだ22例の症例しかなされて

ないということなもんですから、保険適用がな

されてない、今後ともこの病名については努力

していきたいという形で厚労省の健康局長は答

弁をしておりますので、その点の推移を十分見

守っていきたいと考えております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 市民の中でこういう苦

しみ、例えば整形外科に通ってもむち打ち症と

言われるだけで、なかなか治療がさっぱり進ま

ないまま時間だけがかなりたってしまっている

という方がおられるわけなんです。本当は医療

機関のあり方として、整形外科がもしだめだっ

たら脳外科にどうだろうかと、自分ではわから

ないので、ほかの科に調べてもらった方がいい

んじゃないかというふうに紹介するのが医師の

まともなあり方でないか、医療機関のまともな

あり方ではないかと思うんですが、この点につ

いてはどうですか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの御質問については、

医師の見解の分野でありまして、私の範疇外の

ことだと思っております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 関係している医者の方

は、整形外科で３カ月たっても治らない場合は

この病気を疑って、ほかの科、脳外科などを紹

介すべきでないかとおっしゃっているわけなん

です。そういうことも県立病院の院長先生と話

しする機会があると思いますし、ぜひ話してい

ただきたいんですが、いかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 この病名については、さまざ

まな症状を有する患者が非常に多いということ

で、むち打ち症イコールこの病名にはならない

ということを何か調査では言っております。し
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たがって、議員御指摘のむち打ち症イコール脳

脊髄液減少症ということの御意見かと思うんで

すけれども、いろんなパターンがございますの

で、私は病院長にそういったことまで申すよう

な見識は持っておりません。以上です。 

平向岩雄議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 あす７日から16日まで本会議を休

会したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

７日から16日までの本会議を休会とし、17日、

火曜日午前10時より再開いたしますので、御参

集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時５０分 散会 
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平成２１年３月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２１年３月１７日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １６番   森     儀  一  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
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議 事 日 程 （第４号） 

平成２１年３月１７日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （予算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第１６号平成２１年度新庄市一般会計予算 

日程第 ２ 議案第１７号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第 ３ 議案第１８号平成２１年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第 ４ 議案第１９号平成２１年度新庄市老人保健事業特別会計予算 

日程第 ５ 議案第２０号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

日程第 ６ 議案第２１号平成２１年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第 ７ 議案第２２号平成２１年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第 ８ 議案第２３号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第 ９ 議案第２４号平成２１年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第１０ 議案第２５号平成２１年度新庄市水道事業会計予算 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第１１ 議案第２号新庄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 議案第３号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

て 

日程第１３ 議案第４号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第５号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第６号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 

日程第１６ 議案第７号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第８号新庄市ものづくり教育奨励基金条例の設定について 
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日程第１８ 請願第１号物価上昇に見合う公的年金の引き上げを求める請願 

 

   （産業建設常任委員長報告） 

日程第１９ 請願第２号労働者派遣法の抜本改正を求める意見書採択についての請願 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２０ 議案第２６号新庄市地域活性化基金条例の設定について 

日程第２１ 議案第２７号新庄市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の設定について 

日程第２２ 議案第２８号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２３ 議案第２９号市有財産の取得について 

日程第２４ 議案第３０号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第７号） 

日程第２５ 議案第３１号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２６ 議会案第２号物価上昇に見合う公的年金の引き上げを求める意見書の提出について 

日程第２７ 議会案第３号労働者派遣法の抜本改正を求める意見書の提出について 

日程第２８ 閉会中の継続調査申し出について 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名、欠席通告者は森 

儀一君の１名です。なお、星川 豊君より少し

おくれるとの連絡がありました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議はお手元に配付しております議事

日程（第４号）によって進めます。 

 

 

予算特別委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第１議案第16号平成21年度新

庄市一般会計予算から日程第10議案第25号平成

21年度新庄市水道事業会計予算までの10件を一

括議題といたします。 

  本件に関し、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信予算特別委員長登壇） 

遠藤敏信予算特別委員長 おはようございます。 

  これより予算特別委員長の報告を行います。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、簡単に報告を申し上げます。 

  予算特別委員会に付託されました案件は、議

案第16号平成21年度新庄市一般会計予算から議

案第25号平成21年度新庄市水道事業会計予算ま

での新年度予算計10件であります。これらの審

査の経過並びに結果について、御報告を申し上

げます。 

  審査につきましては、３月10日、12日、13日

の３日間、当議場において会議を開き、慎重に

審査を行ったところであります。 

  まず初めに、議案第16号平成21年度新庄市一

般会計予算は、特に各委員より数多くの質疑が

あり、活発な論議が交わされました。討論の折、

佐藤悦子委員より反対討論があり、また今田雄

三委員より賛成討論がありました。採決の結果、

議案第16号は賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第17号平成21年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第20号平成21年度

新庄市公共下水道事業特別会計予算、議案第21

号平成21年度新庄市農業集落排水事業特別会計

予算、議案第24号平成21年度新庄市後期高齢者

医療事業特別会計予算、議案第25号平成21年度

新庄市水道事業会計予算の５件は、それぞれ質

疑を行いましたが、討論はなく、採決の結果、

いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、議案第23号平成21年度新庄市介護保険

事業特別会計予算は、質疑を行い、討論はなく、

採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第18号平成21年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算、議案第19号平成21年度

新庄市老人保健事業特別会計予算、議案第22号

平成21年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予

算の計３件は、特に質疑、討論はなく、採決の

結果、いずれも全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  以上、簡単でございますが、予算特別委員長

の報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 
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  議案第16号平成21年度新庄市一般会計予算は

委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第16号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第17号平成21年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第20号平成21年度

新庄市公共下水道事業特別会計予算、議案第21

号平成21年度新庄市農業集落排水事業特別会計

予算、議案第24号平成21年度新庄市後期高齢者

医療事業特別会計予算、議案第25号平成21年度

新庄市水道事業会計予算の計５件は、委員長の

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号、議案第20号、議案第21号、議案第

24号、議案第25号の議案計５件は、委員長の報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第23号平成21年度新庄市介護保険

事業特別会計予算は委員長の報告のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第23号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第18号平成21年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算、議案第19号平成21年度

新庄市老人保健事業特別会計予算、議案第22号

平成21年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予

算の計３件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号、議案第19号、議案第22号の議案計

３件は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第11議案第２号新庄市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてから日程第15議案第６号

新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についてまでの議案５件を一括議題と

いたします。 

  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めま

す。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。 

  私から総務常任委員会の審査の経過と結果に

ついて御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案５件

であります。審査のため３月９日午後１時30分

より議員協議会室において、総務課、税務課か

ら説明員の出席を求め、委員全員出席のもと審

査を行いました。 

  まず、議案第２号新庄市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてですが、総務課からの説明は、人事院

勧告及び山形県人事委員会勧告に基づき改正す

るもので、改正の趣旨は、１日の勤務時間を現

行の８時間から７時間45分に改め、休息時間を

廃止する。休息時間を廃止するため、現在の始

業、就業時間に変更はないとのことでありまし

た。なお、勤務時間の改正により、新庄市職員

の育児休業等に関する条例など関連する四つの

条例を附則で改正するものとありました。また、

ことし５月21日に裁判員制度が施行されること

に伴い、職員が証人、参考人として裁判所その

他官公署へ出頭する場合と同様に、職員が裁判

員として出頭する場合も必要な期間を特別休暇

とするという説明でありました。 
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  審査に入り、委員より、現在職員で裁判員と

して選定された人はいるかという質問があり、

総務課からは、今のところ１名候補者として登

録されたと聞いているとの答弁でありました。

そのほか質疑がありましたが、採決の結果、議

案第２号は全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第３号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついてですが、総務課からの説明は、現在の当

市の財政状況にかんがみ、現在、市長、副市長、

教育長の給料を市長92万円のところ46万円、副

市長70万円のところ42万円、教育長59万円のと

ころ42万円に削減しているが、同じ内容で本年

４月１日から１年間延長するという説明であり

ました。 

  審査に入り、委員から、新庄市特別職の報酬

等審議会に何年も諮問しなくていいのかという

質問があり、総務課からは、本則を改正しよう

とするときに審議会を設置して答申をもらう形

になっているため、改正するという明確な市の

意思がない限り設定できず、今の額が妥当かど

うかという諮問はないとの答弁でありました。

また、委員から、市長の給料については公約と

したからやむを得ないが、副市長、教育長の減

額はそんなに何年も続けるべきではないと思う

という意見がありました。そのほか質疑があり

ましたが、採決の結果、議案第３号は全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第４号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてですが、総務課からは、県の人事委員会勧

告に基づき改正するもので、職員の扶養手当に

ついては配偶者を除く扶養家族１人当たり

6,000円から6,500円に引き上げる、また給料表

の１級から６級までのうち若年層部分の１級か

ら３級までの部分を改める。年間で251万円の

給与費が増加するが、約4,000万円の独自削減

は継続するという説明でありました。 

  審査に入り、委員から、給料を上げていかな

いと生活していけないくらいきついのかという

質問があり、総務課からは、一人一人きついか

きつくないかというよりは、全体的な給与体系

の問題だという答弁でありました。また、委員

から、たかが1,000円、2,000円だが、年間251

万円アップすることになる。財政再建というこ

とで住民にお願いしていることもあって、新庄

市の財政上、今の時期、疑問に思うという意見、

市民協働で市民にお願いする部分がどんどんふ

えていく中でブレーキをかけてしまわないかと

いう意見がありました。そのほか質疑等があり

ましたが、採決の結果、議案第４号は賛成少数

で否決すべきものと決しました。 

  次に、議案第５号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定についてと議案第６号新庄市

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定については、関連がありますので一括して審

査しました。なお、審査に当たっては、県内の

他の12市の状況、市の減免基準について、総務

委員協議会での協議を踏まえ審査をいたしまし

た。 

  税務課より、新庄市市税条例及び新庄市国民

健康保険税条例の減免規定について、県内13市

中、当市だけが条例の減免規定に災害を受けた

者または特別な理由がある者といった規定がな

く、施行規則についても設けていない状況にあ

る。市県民税については生活保護と刑務所への

収監については申請により減免をしてきたが、

冷害などの災害で多大な被害があった場合は個

別の減免条例を設定して対応し、固定資産税に

ついては生活保護のほか、火災を受けた建物に

ついて減免をしてきたということでありました。

また、国民健康保険税については生活保護と刑

務所への収監の場合のみ減免してきたとのこと

でありました。冷害などの災害に個別条例で対

応するのではなく、いろいろな状況に対応でき
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るように県内の他の12市と同様に条例を改め、

施行規則を定めていくという説明でありました。 

  審査に入り、委員より、なぜ今の時期なのか

という質問があり、税務課から、前々から検討

しており、今年度になりようやく骨格ができた

ということで提案するものであるとの答弁であ

りました。委員より、申請された場合、プライ

バシーの問題が生じないかという質問があり、

税務課からは、本人からの申請に基づいて調査

を始めるもので、本人からの承諾もあり、徴税

吏員として調査権に基づいて調査するという説

明でありました。そのほか質疑がありましたが、

採決に入り、まず議案第５号については全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。次に、議案第６号についても全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で総務常任委員会に付託されました案件

の審査の経過と結果についての報告を終わりま

す。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 議案第４号について、

委員会の中で否決されたということであります

が、大変残念な気持ちでおります。 

  このたびの予算委員会の中でも、私たちは雇

用の確保と、そして今そういう悩みを持ってい

る多くの方々に対して財政上の問題で、それか

らそういう職業を求めて企業に対しても要請を

していくというような状況であります。それに

加えて、市長の施政方針の中にもありますが、

雇用の問題について筆頭に掲げながら、安心安

全のまちづくりということで今回掲げておりま

す。そういう状況を考えて、今回市の職員の給

与、特に扶養手当、家族を持っている家庭、そ

してプラス若い青年層の皆さんに対して幾らか

の補助をしましょうということは、市長の方針

のとおりそれを実施するというふうになります。

一昨年も質問しましたが、この緊急の折に何と

か我慢してもらえないものかという話もありま

したし、そういう状況を受けて今日まで来たと

思います。 

  ところが、ことしは退職者23名で３億2,000

万円の金を放出しながら６名の人員を新たに雇

用するというような状況でありますし、国から

も１億7,000万円ほどの金をいただいて、それ

で今までの状況、今まで積み残してきた流雪溝

の問題含めて予算化したところであります。こ

ういう状況の中で、私も質問しましたが、投資

的経費を今までより２億7,000万円ほどもプラ

スして流出しているという状況ですから、そう

いう意味のいろいろな手だてを加えて、そして

私たち市民が明るい展望に立つというめどをつ

くったなと私は理解しておりましたが、委員の

中でこういう議論はなされたのか、なされない

のかお聞きいたします。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 先ほど壇上より申し上

げましたけれども、端的に言いますと、今田議

員とはちょっと異なると思いますけれども、こ

ういう意見がありました。財政再建ということ

で、いまだ住民にお願いしていることもあって、

新庄市の財政上、今の時期、疑問に思うという

ことであります。さらに、今、市民協働で市民

にお願いする部分がどんどんふえている中で、

このお願いする部分に対して果たして市民にブ

レーキをかけてしまわないかという意見であり

ました。さらに、いろいろ質問ありましたけれ

ども、賛成に関する意見、質問はありませんで

した。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 一般市民がどう思うか

というのは私たちも無視はしておりません。そ
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ういう中で、今の苦しい状況をいかに一日も早

く市民のためにしていこうという基本的な精神

のもとに、私たちは市民のためということで頑

張っているつもりです。そういう意味でいけば、

この数年間の間、財政再建を掲げてきて、今10

億ほどの金が寄与できたと思います。これは職

員の給与なり私たち議員の報酬の削減というこ

とで10億ほどの金がなったと。そして、駅の問

題についても20年度である程度返すめどができ

たというようなところもあって、そして23年度

までは25％に公債費比率をやっていこうという

歩みをもって来ているわけです。そういう状況

を考えて、職員と私たち議員の報酬のカットと

いうものが10億ということに大変寄与している

なと思います。その計画も１年なり２年なり早

まっているという報告も受けておりますから、

そういう状況を考えれば、市民のためには十二

分に寄与していると私は思います。それよりな

お一層言いたいことは、市長の提案が今回そう

いう諸情勢をかんがみて、そしてこの決断をさ

れて提案されたと理解しております。これを市

民とともに私たちもそれを助けていかないと、

助けるということはちょっと語弊がありますが、

それを援助していかないと大変な状況が生み出

されると。かえって市の情勢が一層苦しいから

苦しいからという一つのもので一般市民に迷惑

かけてはならないと。迷惑かけている現在を一

日も早く脱皮しなければならないなと思います

が、そこら辺の展望についてはお話が出たでし

ょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 そのような話はされま

せんでした。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） そういう意味合いで考

えれば、一般市民のどのような立場の人をどの

ように救うか、今回のように、職場を失って大

変だなという人をみんなでこの予算について考

えようと言っているわけですから、そういう援

助こそ大事なことであるのではないかなと思い

ます。その意味で、この提案に対して賛成少数

ということでありましたが、賛成でなかった人

の採決はいかがだったんでしょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 ただいまの質問の内容

がわかりませんので、再度簡潔にお願いします。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 委員会の中で賛成少数

で否決されました。賛成でなかった人の採決は

とったのでしょうか、とらないのでしょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 委員会の運営上、異議

ありということで、この議案に対して賛成の方

の挙手をお願いしますということで、賛成が２

名でありました。今田議員も知ってのとおり、

総務委員会は６名の編成であります。委員長は

可否同数以外は表決に加わることができません。

ということで、賛成の挙手が２名でありました

ので、３名の方が挙手しませんでした。という

ことは、賛成少数で総務常任委員会としては否

決した次第であります。 

１２番（今田雄三議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 議案第４号についてお

伺いします。 

  この改正の理由は、山形県の人事委員会勧告

にかんがみて、本市の職員の扶養手当及び若年

層の職員の給与の額について必要な改正を行う

ものであるという改正理由であります。知って
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か知らずかわかりませんけれども、13市のうち

この人事委員会勧告を受け入れてない市は新庄

市だけであります。前回、私も一般質問しまし

たけれども、財政的には新庄の次に大変であろ

うという長井市ですら県の人事委員会勧告を受

け入れて、そして職員のやる気を十分に発揮さ

せている状態です。一回それを一般質問させて

いただいたときに、要するに新庄市がこういう

ふうな状態で大変だからということだったんで

すが、間違いなく新幹線関連事業の償還ピーク

に当たる17年から新庄市は財政再建計画を立て

ております。17年から21年度まで５年間であり

ます。そして、この議案を提出したのは、市の

執行部側がある程度この５年間で財政再建を一

つのめどにして、また新たに23年までという、

その話の中で１級から３級までの若年層の扶養

手当も含めて１人当たり500円という、今まで

のやる気の部分を何とかしてもらいたいという

部分でこういうふうにしてやろうとする状態で、

執行部側が提案した内容であります。県の人事

委員会勧告を受け入れてない、財政的に大変だ

というのは、これをまた今回そういうふうな賛

成少数で否決した場合には、改めてまた県内外

に新庄市の財政はここすらもフォローできない

状況にあるのかと。かえって13市の中から、現

に長井の市長からも、私が話し合いしたときに

「新庄市も大変だね、こんなところまで」とい

う状態で、５年間はこうやって頑張るよという

話をした覚えがあります。要するに、かなりの

約4,000万の独自の削減をしているわけですか

ら、せめて１級から３級までの若年層にやる気

を起こさせるために。 

  じゃもう１点お伺いしますが、バブルがはじ

けてないときには、民間と公務員関係に準ずる

市の職員の給与体系というのは、はるかに民間

の方がよかったわけです。いいときもあるし、

悪いときもあるわけです。今までのいいときの

バブルがはじける前はいろんな部分の差があっ

たわけです。それをずっと平均にならせばゼロ

なのかもしれませんけれども、景気のいいとき

の民間と公務員との関係、それから新庄市だけ

が13市の中で人事委員会勧告を受けてない。内

外に、新庄市の財政再建を５年間やったとして

も、執行部が提案している内容を受け入れすら

できない、こういう状況だということの話し合

いはされたのでしょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 まず１点目は、人事委

員会勧告をどう思うかという趣旨だと思うんで

すけれども、そういう勧告に対しての質問はあ

りました。それはこういうことです。人事委員

会勧告はいつ出たのか。平成20年10月だそうで

す。県の人事委員会勧告は10月で、国の人事院

勧告はその前の８月だそうです。そして、議員

からは、その勧告の中に現在の新庄市の経済状

況というのが勘案されての引き上げだったのか

という質問でありました。それに対して総務課

長からは、国が８月、県が10月で、直近状況は

含まれていないという答弁でありました。そう

いう答弁であります。 

  もう１点は、再度お願いします。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 若年層で１級から３級

の若年層を、全部変えるわけじゃないわけです

よ、市の職員。人事院が毎年いろんな部分あっ

たとき、今まで17年から21年までは新庄市は抑

えてきたわけですよ、財政再建の真っただ中で

すから。それも県内13市の中で新庄市だけです

よ。恥ずかしい話なのです。財政再建だからと

いっていい話ですよ。ただ、それをさも、今ま

で約4,000万円の独自削減もされている中で、

それを上げることがいかにも市民のあれに応じ

ないという、そのこと自体がおかしいのではな

いかということです。 
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  もう１点、バブルのときには民間と公務員関

係というのは、はるかにかなりの違いがあった

のです。今、大変な状況だからしてということ

で、若年層の一部１級から３級までのこの部分

を変えようとする、その執行部としてもこの５

年間財政再建で大変な状況を通り過ぎたから、

これから若年層に対して何とかしてあげましょ

うやという状態の執行部の提案に対する、その

ところの意図を話し合いされたのかどうなのか

ということです。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一君。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 ただいま金議員が言わ

れたとおり、すべての面に関しては総務常任委

員会では話はされなかったわけですけれども、

１級から３級までの若年層の方の基本給のアッ

プはしてほしいということは十二分に承知をし

ております。しかし、先ほど言いましたけれど

も、今一番楽でないとき、どうして市の職員が

上げるのかという質問がありました。やむを得

ず反対したわけであります。できれば、財政上、

軌道に乗れば賛成したと思います。そういう総

括的な意見だと私は思います。だれも、前段の

協議会でも話しされましたけれども、１級から

３級の若年層の職員の給与は県内13市の中で新

庄市だけが同じレベルに達しないということを

聞いております、質問で、それは重々。慎重審

議した結果であります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） さきの予算委員会の中

で、新庄市がこの５年間の中で独自削減をどれ

だけやったのかという並々ならぬ努力の結果、

削減の経費、これだけすごかったという状態が

載っております。５年間過ぎて、それぞれ職員

にもやる気を起こさせるためのある程度の夢も

必要なんでないかなということで、大変な状況

下にかんがみて、１級から３級の若年層だけに

限ってのいろんな部分をこうやってやろうとす

る状態はその話の中に出たのでしょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一君。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 端的にそういう質問と

いうか、話は委員会の中であったと思います。

しかし、先ほど私が言いましたように、現在の

新庄市における財政再建ということで、住民に

お願いしていることもあって、新庄市の財政上、

今の時期、疑問に思うという意見があって、そ

ういう結果が出たと私は思います。 

  もう一つ、市民協働でいろいろな面で市民に

お願いする部分がどんどんふえているわけであ

りますので、結果がどうであれ、こういう議案

が出ること自体がブレーキをかけてしまわない

かという質問でありました。要約するとこうい

うことになると私は思います。以上であります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 私も同じ関連で、議案

第４号について質問します。 

  私からは、一つはこの議案にかかわる予算、

これは当初予算に盛り込まれていると思います。

当初予算に盛り込まれている内容の議案をどう

いうふうに委員会で議論されたのか、されなか

ったのか。されなかった場合はされなかったで

いいです。 

  あと一つ、執行部の考え方はわかるんですよ。

今本当に財政再建の真っただ中、ある程度めど

がついてきたということなんですが、市長の財

政にかかわることなんだけれども、市長が今や

っている新規の事業、公約だからいろいろやっ

ている。そういう状況を踏まえると、財政再建

１年でも１カ月でも早くやらなきゃだめだとい

う、我々みんなが努力している中で、果たして

そういう考えをどこまで持っているのか疑問で

ならないんですよ、私は。今回、新規事業で給
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食あるいは神室荘、かなりハードの投資事業が

盛り込まれています。我々は財政再建が最優先

なんですよ。今、公債費比率、何とか25％切る

べと。ここからの物事なんだということを我々

は議会でもそれぐらい認識を持ってやっている

んですよ。それをまだ最中のさなかでこういう

案件を、委員長報告にありましたが、たかが月

500円程度ですか、それだけのアップ、全体で

年間250何がしと。そういう数字の問題じゃな

い。市民感情からいって。今こういう案件を出

す自体がおかしい。やはりもっと執行部は今何

が最優先してやらなきゃだめだということをも

っと真剣に考えてもらいたい。 

  そういう中で、委員長にお聞きしたいんです

が、そういう事業、今新たな事業も取り組んで

やっているわけですが、そういうものをある程

度縮小しながらやったらいいんでないかとか、

一番先にこういう人件費を、私も当然めどがつ

いてきたら職員の人件費とか、そういうものか

ら手がけて回復するように私も言った経緯もあ

るわけですが。委員会では、市の取り組み、事

業等も、ある程度は財政再建のために、こうい

う人件費をアップする議案を審議する上で、そ

ういう市の取り組み、事業内容をもっと精査し

て、もう少し考えてもらいたいと、そういう議

論にはならなかったのか、ひとつお聞かせいた

だきたい。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 一つは、256万円がど

のように予算書に盛られたか説明があったかと

いうことだと思いますけれども、その説明はあ

りませんでした。年間で250何がしのお金が必

要です。そして、今までの職員同士の財政再建

に寄与したやつが4,000万円ですか、そういう

結果の数字がありました。あと、今、職員の扶

養手当なり１級から３級の若年層の基本給を上

げることによって、別な面の事業の精査をどの

ようにしたかという質問があったかということ

ですけれども、我々委員からもなかったし、説

明する総務課からもありませんでした。ただ、

若年層のことは、先ほど言いましたけれども、

今まで頑張ってきたけれども、13市並みに足並

みをそろえてほしいという案でありました。た

だ、市役所職員の扶養手当なり若年層の基本給

をベースアップすることに対する事務事業の見

直しとか、そういうものは話し合われませんで

した。ただ単に今の新庄市の本当に困っている

市民の方々の状況を勘案していかがなものかと

いうことで判断されたと思います。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 委員長の報告はわかっ

たわけですが、今の景気状況、雇用状況、当然

最高に悪化している状況だと私は思っておりま

す、あらゆる面で。ただ、委員会で報告された

のは、今の状況が好ましくないと、上げるのは

好ましくない。そうした場合、景気が回復の兆

し、あるいは雇用もそれ相当にめどが見えてき

たとか、そういう状況があれば当然人件費を考

えて、職員あるいは市長もカットして、我々も

して、そういうものを今後どういう、今後の話

にはならなかったのか、その点をお聞きします。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 先ほど私も言いました

けれども、今の新庄市の現況を考えれば、市民

感情からしていかがなものですかという、それ

が基本であります。ただ、その中に、この時期

をずらしてはいかがかという話がありました。

時期尚早じゃないかという意見もありました。

今の時期にどうしてやるんだと、もう少し景気

がよくなれば賛成すると思いますという話し合

いはされました。今だからということでこのよ

うな総務常任委員会の結果になったと思います。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
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平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） これは今後我々が議論

するべき議案でもあるわけで、今回どういう形

になるにしろ、これが廃案になればいずれまた

議論する場も設けられると思います。行政、市

長の考え方はわかるんですよ。やる気を持たせ

たい、特に若い人にやる気を持たせたい。それ

はみんな議会だってわかっている。委員長が報

告したとおり、委員会で話になったとおり、今

の状況ではどうだかということでの委員長の説

明であったと思いますが、議案を出す方もその

辺を十分踏まえて、出された方は当然真剣に議

論してもらったと思っておりますが、本当はこ

ういうものは我々ともっと、こういう大事な案

件は我々と事前に、もっと我々と事前に話し合

い、説明が議会側にあればよかったなとつくづ

く思っております。今後そういうものは、こう

いう大事なものは特に事前に我々と話し合いを

させていただきたいと思います。 

  私からはこれで終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 委員長の報告に対して

質問する前に、ぜひ。諸案件が各所管の委員会

に付託されて、その審査をもとに経過と報告を

受けて我々は可否の賛否を表するわけです。そ

の際に、この３月９日の総務課長交渉という内

容を見ますと、職労と市側が語った内容につい

て議会が反対とか賛成ということは不当介入だ

と、こういうふうにうたっております。本当に

これが不当介入となれば、我々は何のために委

員会で審査したのか。その報告を受けて、今、

種々いろいろな方が質問申し上げているんです

が、これが不当介入となれば、何の委員会であ

り、我々市民から負託された議員の議会は何の

ための府であるか。これは市長ですか、総務課

長ですか。我々がこうやって議論して賛成とか

反対ということは不当介入ですか。不当介入と

なれば、議会なんかこれでやめろ。不当介入に

なるかならないか。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４９分 休憩 

     午前１０時５５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今いろいろ申し上げま

したが、不当行為でないということをはっきり

お聞きしましたので、委員長に対して御質問申

し上げます。 

  くどいようですが、この件について提案者側

では、若い世代、いわゆる働き盛りというか、

そういう方について給料を改定するんだと。そ

れはそれで私は結構だと思うんです。ただし、

若い方々は市の職員だけではないわけよ。この

前、うちのところの町内の総会でも、あっちの

会社を解雇になった、こっちは休んでください

と。今、児童館なり幼稚園なり小学校、卒業式、

入学式、いろんな諸般の費用がかかるとき、大

変だなと言っているのは若い世代です。その中

で、なぜ新庄市の職員の方々だけが解雇される

こともない、上げなければならないかと。 

  それから、人事院勧告の話も出たんですが、

それはそれなりにして、バブルのときはどうか

という話も出たんですが、そのときは人勧は守

ってきたわけでしょう、市としてそのときは。 

  そういうことを踏まえて委員長にお聞きする

のは、私が申し上げましたとおり、一般の人も

親を見て、子供を育て、妻を養って、職を失う

ような方々が日に日にふえているときに、今こ

こでこの案件について賛成とか反対とか、さっ

き委員長の報告ではいろいろなことを踏まえて

これは否決されたという話なんですが、私は、
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くどいようですが、改めて委員長に聞きますが、

そういう背景があっての採決の結果ですか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 表決する前の委員の話

といたしまして、そういう話はありました。し

かし、再度言いますけれども、この法案に賛成

する委員の質問はありませんでした。何回も言

いますけれども、今の新庄市の経済状況を見た

場合を考えて恐らく判断されたと思います。ま

た、先ほど清水議員も言いましたけれども、

我々委員は、１級、３級の若年層の報酬を上げ

てはだめだということは言っておりません。12

市並みに上げるべきだと思っております。しか

し、今上げるべきではないということで、あの

ような表決になった次第であります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭君。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 委員長にお聞きしたい

んですが、賛成の中で、もうちょっと市民から

理解を得るような内容、こういう話をして市民

から理解を得たらいいんじゃないかと、そうい

う言葉は出ませんでしたか。 

  それはなぜかと申しますと、今回私は一般質

問しました。今、新庄市、皆さんも御承知のよ

うに財政も苦しい、逼迫している。その内容だ

けが市民に浸透して、希望の芽を摘んでいるん

じゃないかと私は一般質問で申し上げました。

今、新庄市の財政が苦しい状況になったのは、

皆さんも御承知のように、国営水利事業、新幹

線延伸です。国営水利事業は大体半分以上、３

分の２ぐらい納められて、あと20億円ぐらい残

っているんですが、この水利事業をやったこと

によって市民にすばらしい経済効果が行ってい

るんですよ、圃場整備をやったことによって。

新庄市の農家は萩野近傍を含めて4,000ヘクタ

ールです。この経済の還元というものは市民に

全部行っているわけです。ただ、普通の民家で

も2,000万円、3,000万円のローンを組んで、20

年、30年返済する。民間のローンの場合は経済

効果が上がってこない。さらに税金とか、いろ

いろなものが高くなるだけ。市の事業はそうじ

ゃないんですよ。そういう若干逼迫した財政に

しましたが、それによってすばらしい経済効果

がある。それが市民にもう配当が行っている。

こういう面をもう少ししっかり説明しないと、

市民は納得しないと思うんですよ。それから新

幹線も、財政逼迫した大きな問題なんですが、

大体今まで35億ぐらい終わっている。これが全

部最後まで終われば40億ちょっと超えて45億ぐ

らいになる。しかし、この間も申し上げました

ように、すばらしい恩典を市民に与えている。

40億や50億どころじゃない。福島、山形で乗り

かえもしなくていい。待ち時間もない。荷物を

持って歩いて反対側のホームに行かなくてもい

い。すばらしい恩典あるわけです。それから経

済的にも、この間申し上げましたけれども、新

庄から乗る場合、自由席で乗っていけるわけで

すよ。１人980円です。自由席で乗っていく人

に1,000円近く配当が行っているんですよ、経

済効果として。市には一銭も入りませんよ。そ

ういう事情を市民に話していただかないと、

「財政が苦しい」「逼迫しました」だけをひと

り歩きさせると、市民は「何だ」と、こういう

気持ちになるわけですよ。ただ希望の芽を摘ん

でいる、市民の。なるほど、そういう事情があ

ったのかと、すばらしい発展のためだったとい

うことを説明しないと理解しないと思うんです

よ。だから、そういう点も踏まえて、今後こう

いうものを出す場合は市民に本当に理解を得る

ように、財政が逼迫したのはこういう事情だと、

その利益還元はすばらしく行っているんだと、

こういうことも説明して提出していただかない

と苦しい状況に、「はい上げます」「若い人を救

済します」だけではちょっと理解できないと思
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います。 

  委員長に対しては、賛成の方がそういう点も

踏まえて発言されて、市民の理解を得てくださ

いということの内容が審議の中に入ったのかど

うか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 今、斎藤議員から言わ

れたんですけれども、二つだと思いますけれど

も、私への質問は１点だと思います。あとは執

行部側へ今までの財政状況に関することについ

ての質問。 

  先ほども言いましたけれども、この議案に対

する、何回も言いますけれども、賛成委員が少

数おりますけれども、そういう質問なり議論は

ありませんでした。逆に、反対した方々が今の

状況を見てもう少し待ってほしいという判断で、

それが最後の結果になったと思います。私個人

は委員長ですので私見は言えませんけれども、

それで反対者が判断されてあのような結果にな

ったと思います。何回も言いますけれども、賛

成者の質疑はありませんでした。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭君。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 先ほども申し上げまし

たように、新幹線の40億近い金、この間私が申

し上げましたように、今も申し上げました。

1,000円ずつの還元、自由席に乗ることによっ

て市民に1,000円ずつ返るだけで3,000万から

4,000万円入りますよ、市民には。それを返済

していっただけで新幹線は埋まるわけですよ。

そういうものをきちっと、今後出すときは市民

に対してそういうものを説明できるようにして

出してもらいたい。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第２号新庄市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、委員長報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第３号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついては、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時０７分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、議案第４号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長の報告は否決でありますので、

原案について起立採決いたします。 

  なお、着席の諸君は原案に否決とみなします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 
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   （場内騒然） 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時０９分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立少数であります。よって、議

案第４号は否決されました。 

  次に、議案第５号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定については、委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第５号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第６号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定については、委員

長の報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第６号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時１３分 休憩 

     午前１１時２３分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第16議案第７号新庄市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

てから日程第18請願第１号物価上昇に見合う公

的年金の引き上げを求める請願についてまでの

３件を一括議題といたします。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 今期定例会で当委

員会に付託されました案件は、議案２件、請願

１件の合計３件であります。審査のため、３月

９日午後１時30分より第１・第２会議室におい

て委員７名出席のもと、関係職員の出席を求め、

審査を行いました。 

  初めに、議案第７号新庄市国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定について、健康課

から、国民健康保険被保険者からの除外に関す

る改正であり、除外の対象であった児童福祉施

設に入所している児童及び里親に委託されてい

る児童に加え、児童福祉法の改正により創設さ

れた小規模住居型児童養育事業者に委託されて

いる児童も除外する規定に加わえる改正である

との補足説明を受け、審査に入りました。 

  委員より、里親制度と小規模住居型児童養育

事業の説明が求められ、健康課から、里親制度

は行政から委託を受けて要保護児童を保護養育

する制度で、従来は児童数に制限がなかったが、

小規模住居型児童養育事業者の創設に伴って、

里親は４人まで、５人以上の場合はこの小規模

住居型児童養育事業者となったとの説明であり

ました。そのほか児童福祉施設に関する質問な

どありましたが、採決の結果、議案第７号は全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第８号新庄市ものづくり教育奨励

基金条例の設定についてですが、初めに学校教

育課より、この基金は年額50万円、おおむね10

年間にわたり、理科関係の事業、科学実験や科
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学工作に関する事業、発明工夫展や、ものづく

り作品展に出品するための事業その他この基金

の設置目的に合致する事業に対し補助金を交付

し、ものづくり教育、理科教育の充実を図るた

め基金を設置するとの説明でありました。 

  審査に入り、委員より、補助は年間１校に限

定するのか、また複数年にわたる事業の取り扱

いについて質問があり、学校教育課より、年間

１校に限定せず複数校への補助となること、複

数年にわたる場合であっても毎年申請が必要と

のこと、また委員より、ものづくりなどに限定

せずに学校の備品購入に使えるようにしてはど

うかとの質問に、基金の原資を寄附された方の

意図を尊重し、ものづくり、学校教育等に限定

したとの答弁でありました。また、委員より、

教師の負担を考慮して、教育センターと協力し

て実施してはどうかとの質問に対し、教育セン

ターとの協力も考えられるが、日常の授業にお

いて科学に興味を持つ子供たちもおり、自発的

に取り組めるよう手だてを工夫したいとの答弁

でありました。そのほか、委員より学校への周

知徹底が重要であり、１校に偏ることのないよ

う機会均等に十分留意する必要があるとの意見

が出されましたが、採決の結果、議案第８号は

全員異議なく可決すべきものと決しました。 

  最後に、請願第１号物価上昇に見合う公的年

金の引き上げを求める請願については、市民課

職員の出席を求め、審査を行いました。委員よ

り、無年金者の意義について質問があり、市民

課からは、保険料を納入しなかったために受給

資格がなく、年金をもらえない方々とのこと、

また委員より、受給資格がない人の納入した保

険料の還付はどうか、また不足する保険料納入

期間について一括払いなどによる救済措置はな

いのかとの質問に、市民課より、受給資格がな

い人の納入した保険料を返還する制度はないこ

と、未納者の救済措置については60歳から70歳

までの方に高齢任意加入制度という未納分を納

入して受給権を得る制度があるとの答弁であり

ました。本請願に対する委員からの意見は、主

に請願事項第２項「その際、無年金者、低年金

者に生活支援金を上乗せして行うこと」に関し

出されております。保険料を支払っていない方

に年金制度によって支援金を措置するのは疑問

だという意見、低年金者とはどの程度の金額を

言っているのかはっきりせず、低年金、無年金

として上乗せ措置を考えるのであれば世帯を単

位とすべきであるとの意見に対し、納付期間を

満たしても免除を受けたことなどから月額２万

円から５万円の低年金者の方が多くおり、無年

金者も含め過去に保険税を納入できない同情す

べき理由がいろいろある、生活保護の適用につ

いても生命保険等の理由によって困難であり、

そのような無年金者、低年金者の生活応援は別

に考えるべきとの意見が出されました。 

  なお、請願事項第１項「2009年度改定に当た

っては緊急措置として物価上昇に合わせて改定

すること」については、総じて賛成の意見であ

りました。 

  このような請願事項ごとに賛否が分かれまし

たので、その状況から本請願に関しては請願事

項ごとに採決することと決しました。採決の結

果、請願事項第１項については、全員異議なく

採択すべきものと決しました。続いて、請願事

項第２項については、賛成少数により不採択に

すべきものと決しました。 

  以上、文教厚生常任委員会からの報告を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第７号新庄市国民健康保険

条例の一部を改正する条例の制定については、

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第７号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第８号新庄市ものづくり教育奨励

基金条例の設定については、委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第８号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、請願第１号物価上昇に見合う公的年金

の引き上げを求める請願については、委員長の

報告は、請願事項第１項は採択、第２項は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  請願第１号については委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、請

願第１号は、委員長の報告のとおり、請願事項

第１項は採択とし、請願事項第２項は不採択と

決しました。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第19請願第２号労働者派遣法

の抜本改正を求める意見書採択についての請願

を議題といたします。 

  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 御苦労さまでござ

います。私から、産業建設常任委員会の審査の

経過と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は、請願第２号労働者派遣法の抜本改正を

求める意見書採択についての請願１件です。 

  ３月10日午前10時より市役所議員協議会室に

おいて、委員５名及び商工観光課より関係職員

の出席をいただき、審査を行いました。 

  初めに、請願の紹介議員に出席をいただき、

協議会を開催し、質疑を交わしました。協議会

終了後、委員会に切りかえ、協議会での内容を

踏まえて審査を行ったところであります。委員

からは、労働派遣法とは社会情勢の多様化から

時代要請に基づいて派遣という形が必要だった

のではないかという指摘があり、また出稼ぎな

どを含めて雇用の形として長い歴史が続いてい

たのに、このような経済状況になったためにい

ろんなゆがみが出てきているのではないかとい

う意見がありました。労働組合や労働者側から

見れば、人を物のように扱い、使い捨てるのが

横行しているということ、一方、派遣法ができ

たことによるメリットもあったのではないかと

いう意見もありました。派遣法の由来について、

商工観光課に説明を求めたところ、1985年の制

定時は業種が専門的なものに限定されて始まり、

1990年の改正では21業種に適用が広がり、2004

年の改正で製造業務も適用され、派遣労働が可



- 206 - 

能になったこと、背景には派遣労働に対する制

限の緩和を通じて労働力需給のミスマッチ解消、

雇用機会の拡大、また人材派遣労働者の処遇改

善があり、経済・産業構造の転換や国際化が進

展する中、取引先企業からの発注に対応するた

め日々変動する業務量に応じ、労働力需要に迅

速かつ的確に対応することへのニーズが高まり、

製造業務が労働者派遣事業の適用対象業務とな

った経過があった旨説明がありました。 

  委員からは、1999年以前に戻った場合、経済

を支えてきた派遣法が使用者側にとって使い勝

手が悪くなることにならないか、会社側は生き

残るために労働者を調整しているわけだからと

の意見がありました。また、ほかの委員からは、

国の動きはどうかとの質問があり、商工観光課

から、現行のものには政府の方でも改正の動き

があり、その中では労働者に配慮する方向性が

うかがえるとのこと、雇用保険制度の見直しや

セーフティネットの拡大など、派遣も必要性が

あって生まれてきたわけで、そういったものを

生かしながら運用していく方針のようですとの

ことでした。委員から、今日のような経済的・

社会的不安、雇用情勢をかんがみれば、採択し

早急に意見書を提出してはどうかとの提案が出

され、採決の結果、全員異議なく採択すべきも

のと決した次第であります。 

  以上、産業建設常任委員会に付託された案件

の審査の報告といたします。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第２号労働者派遣法の抜本改正を求める

意見書採択についての請願については、委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第２号は委員長の報告のとおり採択されま

した。 

  ここで、追加案件がありますので、暫時休憩

いたします。 

 

     午前１１時４０分 休憩 

     午後 ０時０４分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

平向岩雄議長 ここで追加案件が出ておりますの

で、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 それでは、これより議

会運営委員長の報告を行います。 

  本日午前11時42分より議員協議会室において

委員６名出席のもと、執行部より関係課長並び

に議会事務局職員の出席を求め、本日の本会議

における追加案件について協議をいたしたとこ

ろであります。 

  議案第26号新庄市地域活性化基金条例の設定

について、議案第27号新庄市介護従事者処遇改

善臨時特例基金条例の設定について、議案第28
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号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第29号市有財産の取得につ

いて、議案第30号平成20年度新庄市一般会計補

正予算（第７号）、議案第31号平成20年度新庄

市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）、

議会案第２号物価上昇に見合う公的年金の引き

上げを求める意見書の提出について、議会案第

３号労働者派遣法の抜本改正を求める意見書の

提出についての議案６件、議会案２件及び閉会

中の継続調査申し出についてを本日の本会議に

追加することにいたしましたので、議長よりよ

ろしくお取り計らいくださいますようお願い申

し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長より報告のありまし

たとおり、議案６件、議会案２件及び閉会中の

継続調査申し出についてを本日の日程に追加す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案６件、議会案２件及び閉会中の継続調査申

し出についてを本日の日程に追加することに決

しました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午後０時０７分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案４件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 それでは追加日程に入ります。 

  日程第20議案第26号新庄市地域活性化基金条

例の設定についてから日程第23議案第29号市有

財産の取得についてまでの議案４件を一括議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 御苦労さまです。それでは追加議

案を説明させていただきます。 

  議案第26号新庄市地域活性化基金条例の設定

について御説明申し上げます。 

  国の第２次補正予算であります地域活性化・

生活対策臨時交付金が交付されたことに伴いま

して、本市では３月議会初日に関連事業費の補

正を可決していただきました。この交付金は年

度末に交付されるため、関連事業の翌年度への

繰り越しと交付金の３割以内を基金へ積み立て

ることが認められております。基金への積み立

ての条件としましては、財政調整基金や減債基

金への積み立てではなく、交付金の趣旨に適合

した基金に積み立てるよう指導されておりまし

て、県と同様に新たな基金を設置したいと思い

ます。通常の基金は目的を限定しますが、今回

の交付金の活用方法は大変広くなっております

ので、使い道を余り限定しない基金とし、平成

21年度中にすべて取り崩すよう定められており

ますので、附則でその旨規定しております。 

  なお、基金への積み立ては、入札差金などを

考慮し、３月末に補正させていただきたいと考

えております。 

  議案第27号新庄市介護従事者処遇改善臨時特

例基金条例の設定について御説明申し上げます。 

  設定の理由といたしましては、平成21年度か

らの介護報酬単価について、国において介護従

事者の処遇改善を理由とした約３％の報酬単価

の引き上げを決定しました。この報酬単価改定

に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制する目的

で特例交付金を市町村に交付することとしたこ

とから、この特例交付金の適正な管理運営に資

するため、基金を設置するものであります。 

  交付金の内容としましては、報酬単価の引き
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上げに係る約３％の影響額について、平成21年

度はその全額を、平成22年度はその半額を交付

するとしたものであります。 

  本市においては各年度が同一の保険料になる

ように平準化してこの基金を運用することとし、

平成21年度から23年度までの各年において約

1.5％に相当する額を均等に取り崩し運用する

こととしています。次に説明させていただきま

す新庄市介護保険条例の一部改正において規定

している保険料の額は、この運用を図った額で

あります。 

  議案第28号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、平成21年度か

ら23年度までを計画期間とする第４期介護保険

事業計画の策定に伴い、介護保険料の改定が必

要になったため、条例を改正するものでありま

す。 

  内容といたしましては、高齢化の進展に伴う

介護保険事業サービス量の増加及び事業に要す

る介護報酬の単価の引き上げによる介護保険料

の改定であり、改定した基準年額は４万9,400

円となります。この額は現在の基準年額と比較

して4.4％の引き上げとなります。また、附則

で規定しますように、従来の所得段階の第４段

階に所得に応じた軽減保険料率を用いた段階を

設定し、実質７段階の所得に応じた保険料を設

定しております。 

  議案第29号市有財産の取得について御説明申

し上げます。 

  この案件につきましては、提案の理由に記載

のとおり、去る３月４日に御承認をいただきま

した中学校給食の導入に伴って更新拡充が必要

となる学校給食用厨房機器の購入について、入

札の結果、取得予定価格5,775万円で新庄市千

門町５番１号、株式会社ヒラタ住工設備代表取

締役長沼 建から取得することにつきまして、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第３条の規定により提案す

るものであります。 

  議案第30号一般会計及び議案第31号介護保険

事業特別会計補正予算につきまして御説明申し

上げます。 

  このたびの補正は、両会計とも国の２次補正

の関連法案が３月４日に成立したことにより追

加補正をお願いするものでございます。 

  １ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第30号一般会計補正予算は、歳入歳出そ

れぞれ６億6,824万3,000円を追加しまして、補

正後の総額は143億2,548万6,000円となります。 

  ６ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２款１項17目定額給付費は６億4,717万3,000

円を追加するものでございます。御承知のとお

り、２月１日現在の住民基本台帳及び外国人登

録者に交付するもので、本市の対象者は４万

107人と見込んでおります。市民に交付されま

す給付金は６億2,170万8,000円となりまして、

職員の時間外手当などを含めました事務費

2,546万5,000円を合わせて計上しております。 

  ３款２項５目子育て応援特別手当交付費は、

2,107万円を追加するものでございます。２番

目以降の子供で３歳から５歳までの子供１人当

たり３万6,000円が交付されるもので、本市の

対象者は550人と見込んでおり、手当交付金

1,980万円と事務費127万円を計上しております。 

  この二つの事業は、全額国の補助金が交付さ

れ、市の持ち出しはございません。また、市民

への定額給付金の交付は４月17日を予定してお

りまして、事業費のほとんどが来年度へ繰り越

されることになります。 

  続きまして、９ページ、議案第31号介護保険

事業特別会計補正予算（第４号）でございます

が、2,180万3,000円を追加しまして、補正後の

予算総額を26億6,444万8,000円とするものでご

ざいます。来年度から介護従事者の報酬が改定

になりますが、介護保険料の上昇を抑えるため
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国が特例交付金を交付しますので、基金として

積み立てるものでございます。 

  以上で一般会計及び介護保険事業特別会計の

補正予算の説明を終わりますが、国の２次補正

予算関連、地域活性化・生活対策臨時交付金で

ありますが、３月４日に可決いただました補正

予算案のうち19事業１億5,096万5,000円につい

て額を確定しましたので、繰越明許が必要なこ

と、また雪対策費、除排雪経費などの減額補正

などについて３月30日に臨時会を招集させてい

ただく予定でおりますので、あわせてよろしく

御審議のほどお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案４件は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号から議案第29号までの４件は委員会

の付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第26号についてな

んですが、この交付金の目的は雇用拡大のため

が主な目的だと思うんですが、どうでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 これは地域の活性化と

生活対策を大きな柱として２次補正で組まれた

内容でございますので、前にも御説明したよう

に、生活密着対策を主体として実施されること

を国の方で希望して補正を行ったということで

あります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 生活に密着ということ

で、本当に市民からの要望が強いような、望ま

れているようなものを選んで対策してほしいと

いうことだと思うんです。 

  そこで、私なりにこれは大事なんでないかな

と思う対策なんですが、介護保険が今度、保険

の算定というか、介護度の認定が４月から変わ

るようなんですが、特に施設などが制限されて

いることもありますので、在宅介護をもっと応

援していく必要があると思うんです。そういう

意味で、在宅介護の利用料を軽減というか、市

で補助、湯沢市は補助しているようですけれど

も、補助などを行って在宅介護を応援する、そ

れは在宅介護が利用しやすくなるということと、

高齢者のいる世帯の負担軽減にもなりますし、

利用が必要な人はもう少し利用しようかという

ことも考えられて、仕事がふえることにもつな

がるという、大変いいことになるなと、雇用拡

大にもなるなと思いますので、そういうことを

考えてみてはどうか。 

  もう一つは、一般会計でも緊急に必要ではな

いかと私が考えた、保育所の待機者の解消を考

えて、施設や保育士などをふやすというか、手

当てをする、待機児解消、希望していた若い親

たちに働き口が見つかり、保育所を利用しやす

いようにという対策になるような、そこら辺は

非常に人手もかかって雇用になり、市民が直接

喜ぶといいますか、生活支援になり、地域の活

性化にも直接つながるような事業だと思うんで

すが、そういうものを考える気はないか、どう

でしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 使い道については、例

えば光熱費とか需用費とか、また使用料、そう

いった事務的といいますか、そういったことに

ついての制限がございます。そういった制限が

かけられている項目以外についてはいろいろ使

途が、その地域、生活に密着型ということでご
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ざいますので、いろいろ使い道はあろうかなと

考えています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） あるいは、火災報知機

が法律で設置が義務づけられていることもあり

ますので、これは検討するという執行部の答え

はお伺いしておりますが、低所得者あるいは高

齢者世帯などに補助あるいは支給する、補助み

たいな形で設置しやすいように応援する、それ

などはまさに事務的で生活密着で必要不可欠と

思いますが、そういったことも考えてはどうか

と思いますが、いかがなものでしょうかという

ことと、もう一つは、議案第27号で介護保険料

の改定になっているんですが、これは第４段階

の一部の方が引き下げになる非常にいい中身だ

と思うんですが、そのほかは……、失礼しまし

た、第28号でした。間違えました。 

  議案第28号の介護保険料の改定についてなん

ですが、ほとんどの方が、多くが4.4％の値上

げ、そして一部の方が、約３割ちょっとの方が

引き下げ、値下げということで理解してよろし

いんでしょうかということと、やはり値上げに

ついては私としては賛成しかねるということを

表明したいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 火災報知機などの提案

がございました。この基金に積み立てる額は、

前に３月補正で提案させていただいたものと国

から来た差額2,500万円プラスこれから入札に

付す19事業が確定した場合の差額、差金といい

ますか、それをプラスしたお金、多分3,000万

円から4,000万円ぐらいの間になろうかなと思

いますけれども、それらの基金を活用して生活

密着型の事業に使ってまいりたいと考えてござ

います。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 介護保険料が安くなる段

階の確認の御質問でございますけれども、現在

６段階ございます。介護保険料の基準となる段

階が第４段階、これにつきましては世帯のだれ

かに住民税が課税されているが本人は非課税の

方でございます。来年度からこの第４段階を二

つに分けまして、世帯のだれかに住民税が課税

されているが本人は非課税で、かつ前年の合計

所得金額と課税年金収入額が80万円未満の方に

つきましては条例の附則で軽減策を新たに設け

ることといたしました。この金額が現行４万

7,300円の年額から４万500円と、6,800円逆に

保険料が下がる階層でございます。この段階に

何％の方がいらっしゃるかと申しますと、全体

の31.9％、約３分の１の方が保険料が下がると

いうふうになります。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議案第29号の市有財産

の取得についてお尋ねしたいと思います。 

  入札の結果、新庄の方が落札されたというこ

とで、私も一般質問の中で地元に本社がある企

業を優先した方がいいんじゃないかということ

をただしました。それに関してですけれども、

この入札はどのような方法でなされたのか。も

う１点は、参入業者がどのぐらい今回は参加な

されたか、その内訳は市内の業者か市内以外の

業者であったか。もう１点は、予定価格に対す

る落札率はどのようであったのかということを

お尋ねしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 指名競争入札というこ

とで、11社を選定して指名を行いました。この

事業規模の競争入札については９社必要ですの

で、そのうち６社を地元から選出しました。６
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社がこの事業の趣旨からして対応できる、指名

入札願を出している業者だということで、市内

にある業者は６社でございます。残り５社につ

きましては、山形県内、山形市、酒田とかあり

ますが、そういった県内で対応できる業者を選

定して入札に付しました。 

  落札率でありますが、95％ほどの落札率とな

ってございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 市内の業者が６社であ

って、それ以外は県内５社であったと。95％の

落札率であったということ。 

  これは公共事業ではないですけれども、公共

的な要素のある、ダンピングによって、仕事は

とれた、とれたけれども利益が上がらなくて困

っているというようなことが昨今言われていま

した。そこで、市といたしましては、予定価格

に対する、これは基準より下がれば下がるほど

本来はいいと思うんですけれども、やはり適正

な事業をなし遂げるためにはどのぐらいが市と

しては落札率が可能か、理想か、理想という言

葉はおかしいでしょうけれども、目安としては

大体どの辺を描いておるんでしょうか。それと

も、そんなことは市としては入札をかけた限り

はフェアなことでというようなことなんでしょ

うけれども、その辺の見解をひとつ示していた

だければありがたいなと思うんですが、いかが

でしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 20年度の入札の結果が

先般大体終わりまして、まとまった結果であり

ますが、ことし初めて全体で90％を切りました。

去年が90.中ほどだったと思いますが、ことし

は89.前半ぐらいです。ということで、競争率

が相当高くなっていると。一般競争入札がどち

らかというと落札率が低いです。指名競争入札

は一般に比べると若干高いということでありま

すが、全国的な落札の動向については、過日、

３週間ぐらい前の朝日新聞にも載っていました

けれども、大都市周辺が落札率が大きいと。や

はりいっぱい競争すると落札率が下がる。郡部

とか町村に行くと落札率が高い。一概には言え

ませんけれども、そういった傾向にあるという

ことであります。新庄市としてはどこが妥当な

のかということでありますが、大体90から95、

そのくらいが一つの目安になるのかなと考えて

いますが、いろんな工事とか事業の内容によっ

て一概に言えないところもありますので、あく

までも一つの目安、参考としてお聞き願いたい

と思います。 

  なお、低入札というラインがありますけれど

も、これは本当に工事がこの低落札というか、

低い価格でできるのかなという目安を一定程度

示していますけれども、新庄市の場合は、これ

も参考までにお聞き願いたいと思いますが、今

のところ20年度は75％としていました。 

１０番（小嶋冨弥議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  初めに、議案第26号新庄市地域活性化基金条

例の設定については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第27号新庄市介護従事者処遇改善

臨時特例基金条例の設定については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第27号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第28号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第28号については原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第28号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第29号市有財産の取得については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第24議案第30号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第７号）及び日程第25

議案第31号平成20年度新庄市介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）を一括議題といたしま

す。 

  先ほど市長より議案第30号及び議案第31号に

ついて説明がありましたので、省略いたします。 

  先ほど説明のありました議案第30号及び議案

第31号は、会議規則第37条第３項の規定により

委員会の付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号及び議案第31号は委員会の付託を省

略することに決しました。 

  これより先ほど説明のありました平成20年度

補正予算の審議に入ります。 

 

 

日程第２４議案第３０号平成２０

年度新庄市一般会計補正予算（第

７号） 

 

 

平向岩雄議長 初めに、議案第30号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第７号）について、質

疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ７ページの３の５の子

育て応援特別手当交付事業なんですが、550人

ということで、これそのものは悪くはないと思

いますが、２番目以降の３歳から５歳の子とい

うことなんですが、２番目以降ではあっても１

歳とかゼロ歳とか２歳、つまり３歳未満といい

ますか、その場合も平等に支給できないのかな

と、子育て支援から思うわけなんですが、２番

目ということで、２人以上の子がいる親子を応

援する内容なんだと思いますが、２歳以下の子

がいる場合も同じく支給するとしたらどのぐら

い費用がかかるのか、そこら辺は計算してみて、

どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 試算してございません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 



- 213 - 

２ 番（佐藤悦子議員） この案を市民に、こう

いう方はぜひ来てください、支給しますから手

を挙げてくださいと言ったときに、２番目以降

は皆ぱっと目がついて、ゼロ歳、１歳、２歳、

そこら辺の子を持つ親の方も自分ももらえるの

かなと考えると思うんですよ。２番目以降とな

りますと、同じく子供を２人以上持っているわ

けですから、そこに応援してくれると感じるわ

けですから。その方々の気持ちを裏切るような

気がして、かわいそうだなと思うんですよね。

そこにも支給するようにできないか、どうでし

ょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 今回の手当につきまして

は、国の２次補正に伴った事業でございます。

市の単独事業ではございません。したがいまし

て、議員御質問のような対応はこの制度上は不

可能であると考えます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今後このような支給の

話があった場合というか、これから反省する機

会もあると思いますが、２番目以降の子供がい

る世帯を対象としたときに不平等になってしま

うといいますか、そんな気がしますので、平等

になるように、こういう中途半端なものでなく、

２番目以降みんなにというふうになるようにし

ていただきたいと要望を言っていただきたいと

思いますが、どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 機会がございましたら、

議会の場でそういった御意見があったことをお

伝えしたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  初めに、議案第30号平成20年度新庄市一般会

計補正予算（第７号）については、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第３１号平成２０

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第４号） 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第31号平成20年度新庄

市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 



- 214 - 

  議案第31号平成20年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議会案第２号物価上昇

に見合う公的年金の引き上げを求

める意見書の提出について 

 

 

平向岩雄議長 日程第26議会案第２号物価上昇に

見合う公的年金の引き上げを求める意見書の提

出についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議会案第２号物価

上昇に見合う公的年金の引き上げを求める意見

書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

112条及び会議規則第14条第２項の規定により

提出いたします。平成21年３月17日。新庄市議

会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会文教厚

生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙。物価上昇に見合う公的年金の引き上げ

を求める意見書。 

  困難を抱えている地方経済は、アメリカ発の

金融危機に伴う未曾有の不況が追い打ちをかけ

て、深刻の度を強めています。自治体財政も三

位一体改革による交付税縮減などに税収の落ち

込みが加わり、危機的状況です。 

  国際投機資金の暴走による原油や穀物の高騰

をきっかけに始まった消費者物価の高騰は、金

融危機による原油価格などの低下によって鎮静

化したかのように見えますが、生活必需品を中

心に物価は依然高どまりの状態です。その上、

政府の物価統計は、上昇を続ける税、社会保険

料が含まれず、価格低下を続けている家電やＩ

Ｔ機器が含まれるなど、庶民の生活実態がよく

反映されていません。 

  高齢者の生活は、物価上昇に合わせて年金額

を引き上げることによって維持されています。

しかし、平成16年年金改革によってさまざまな

制限がこれに加えられました。その上、留保さ

れてきたとされる年金引き下げが物価上昇分と

相殺されるため、平成21年４月の年金改定では

物価が反映されず、ゼロ改定とされるものと見

られます。 

  失業や雇用不安、高齢者の収入減や先行き不

安が消費を冷え込ませ、不況を深刻にしており

ます。この悪循環を断ち切らなければ自治体財

政も潤わず、日本経済にとっても地方経済にと

っても未来に展望を持てません。 

  そのためには、雇用と国民の生活を保障して

これらの不安を払拭し、国民所得の１割を超え

る年金を目減りさせず、高齢者の生活を保障し

て将来への不安を取り除くことです。 

  よって、地方自治法第99条により、下記の事

項について強く要望します。 

記 

１．平成21年度年金改定に当たっては、緊急措置

として物価上昇に合わせて改定すること。 

  提出先、衆議院議長あて、参議院議長あて、

内閣総理大臣あて、財務大臣あて、厚生労働大

臣あて。以上でございます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第２号は、会議規則第37条第２項の規定により

委員会の付託をせず、直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第２号物価上昇に見合う公的年金の引

き上げを求める意見書の提出については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議会案第３号労働者派

遣法の抜本改正を求める意見書の

提出について 

 

 

平向岩雄議長 日程第27議会案第３号労働者派遣

法の抜本改正を求める意見書の提出についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 それでは私から、

産業建設常任委員会に付託されました案件の意

見書の提出について朗読いたします。 

  議会案第３号労働者派遣法の抜本改正を求め

る意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

112条及び会議規則第14条第２項の規定により

提出します。平成21年３月17日。新庄市議会議

長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会産業建設常

任委員会委員長遠藤敏信。 

  労働者派遣法の抜本改正を求める意見書。 

  貧困と格差が社会問題となり、その深刻な実

態も数多く報道されています。今や非正規雇用

労働者は全労働者の３割を超え、本県において

もその比率は一段と高まっています。こうした

非正規労働者の増大に伴い、生活困窮に陥るワ

ーキングプアは1,000万人を超え、住居を持て

ず、ネットカフェなどに寝泊まりせざるを得な

い状況が生まれています。 

  このような不安定な生活実態に大きな影響を

及ぼしているものとして、現在社会的問題にな

っている派遣切りが考えられます。最近の厚生

労働省の発表によれば、３月末までに全国で12

万5,000人もの派遣労働者など不安定な雇用形

態にある非正規労働者が契約解除や雇いどめに

直面しています。 

  本県でも３月末までに4,200人以上もの派遣

などの非正規労働者が職を失うことが明らかと

なっています。これは全国第７位の多さであり、

県内各自治体の調査によれば、実態はより深刻

なもので、一つの自治体だけで数百人から千人

規模で人員削減が行われる模様であり、多くの

労働者が職を失い、生活不安に直面することに

なります。 

  これはアメリカ発の世界的な金融不安による

急激な景気悪化を直接の原因としていますが、

不安定雇用の一層の進行により、派遣労働が歯

どめなしに拡大し、雇用の調整弁として使われ

てきた結果にほかなりません。常用雇用を派遣

に置きかえてはならないという法の原則も崩れ、

偽装請負や二重派遣、労災隠しなどが頻発し、

低コストで必要なときに必要なだけ調達できる

便利な労働力として日雇い派遣も拡大しました。

今は景気悪化の影響を受けて違法な中途解約も

行われ、多くの派遣労働者は職を失い、生活難

に直面する事態になっています。 

  こうした状況を改善し、労働者派遣法を早急

に改正することが不可欠と考えられます。雇用

は直接雇用が基本であるとの立場から、雇用責
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任があいまいとなる派遣労働は、専門的、臨時

的、一時的なものに限定すべきであり、現行法

を働き手の立場に立って見直す必要があると考

えます。 

  よって、国においては日雇い派遣、登録型派

遣、製造業を含めた派遣労働を見直し、労働者

派遣法の抜本改正を強く要請します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長あて、参議院議長あて、

内閣総理大臣あて、厚生労働大事あて。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第３号は、会議規則第37条第２項の規定により

委員会の付託をせず、直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第３号労働者派遣法の抜本改正を求め

る意見書の提出については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２８閉会中の継続調査申し

出について 

 

 

平向岩雄議長 日程第28閉会中の継続調査申し出

についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  各常任委員会及び議会運営委員会の活動につ

いて、各委員長より閉会中の継続調査の申し出

がありますので、申し出のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

各委員長から申し出のとおり決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 ここで市長よりごあいさつがござ

います。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 平成21年度の市民の暮らしを守る

大事な予算委員会を伴った３月定例議会、慎重

審議まことにありがとうございました。 

  100年に一度と言われる経済対策、そうした

ことが盛り込まれた今回の予算でありました。

また、国の第２次補正につきましても、今後ま

た年度末に再度お願いし、御審議いただく機会

になるかと思います。さらには21年度に入って

の第１次補正なども予想されるということで、

国全体でこの不況を乗り切るというような姿勢

だと思っております。 

  その中にあって、新庄市におきましても、皆

さんから今回慎重審議いただいた予算を大事に

使いながら、そして活気あるまちにしていきた

いなと思っております。 

  議案第４号の今回の職員の給与に対する議会

の皆さんの判断につきましては真摯に受けとめ
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たいと思っております。一昨年、19年度の人事

院勧告でありましたが、財政再建を20年度で終

わらすという目標とともに職員にお話しした経

過がございました。そういうことで、１年越し

の提案をさせていただいたところであります。

今回、議員の皆さんから若年者に対する支援に

ついては決して悪いものではないと、ただし時

期的なタイミング的なものがあるのではないか

ということもあったのかなと思っております。

今、大量退職者時代を迎え、そして財政再建に

向けて若年層の職員が、その労働力、また労働

という状況がかなり厳しいことになっているこ

とも議員の皆さんには既に御理解いただいてい

るものと思っております。議会の判断を真摯に

受けとめ、そして新たなる新庄市の財政、しか

も来年度は市制60周年、また新庄まつりという

さまざまなイベントもあり、まちの活性化に努

めてまいりたいと思います。 

  また、今回で退職なされる職員の皆さんには、

私にとりましては先輩の方々でありますが、地

域の発展のために本当に御尽力いただいたこと

にこの場をおかりして御礼申し上げ、３月議会

の御礼とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

平向岩雄議長 以上で３月定例会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 

  大変御苦労さまでございました。 

 

     午後１時４８分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  小 関   淳 

 

    〃    〃   森   儀 一 
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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２１年３月４日 水曜日 午後５時３８分開議 

委員長 遠 藤 敏 信     副委員長 森   儀 一 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   今  田  雄  三  委員    １３番   金     利  寛  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 それでは、ただいまから予

算特別委員長の互選を行います。 

  委員会条例第10条第２項の規定により、委員

長が互選されるまで、私が臨時に委員長の職務

を行います。よろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席委員は19名、欠席通告者はお

りません。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により、委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選方法につきましては、会議規則

第119条第５項の規定により指名推選によるこ

ととし、臨時委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に遠藤敏信委員を指名いたします。 

  ただいま臨時委員長において指名いたしまし

た遠藤敏信委員を委員長の当選人と定めること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました遠藤敏信委員

が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。（拍手） 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

遠藤敏信委員長 ただいま予算特別委員長に当選

いたしました遠藤敏信であります。よろしくお

願いをいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

遠藤敏信委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りします。 

  副委員長の互選方法につきましては、会議規

則第119条第５項の規定により指名推選にする

こととし、委員長において指名いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に森 儀一委員を指名いたします。 

  ただいま委員長において指名いたしました森 

儀一委員を副委員長の当選人と定めることに御

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました森 儀一委員が副委

員長に当選されました。 

 

 

散      会 

 

 

遠藤敏信委員長 なお、予算特別委員会は３月10

日火曜日午前10時よりこの議場において開きま

すので、御参集をお願いいたします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 
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     午後５時４３分 散会 
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予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２１年３月１０日 火曜日 午前１０時００分開議 

委員長 遠 藤 敏 信     副委員長 森   儀 一 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ４番   小  野  周  一  委員     ５番   小  関     淳  委員 

  ６番   遠  藤  敏  信  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   清  水  清  秋  委員    １０番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １１番   渡  部  平  八  委員    １２番   今  田  雄  三  委員 

 １３番   金     利  寛  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 

 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
会長職務代理者 髙 橋   眞  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第１６号平成２１年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

遠藤敏信委員長 おはようございます。 

  予算特別委員会の審査に入る前に、市長より

発言の申し出がありますので、発言を許します。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 予算特別委員会の前に、行政報告

をさせていただきたいと思います。 

  本日、真室川町長が来庁され、合併協議会の

会長である私に、これまで合併について検討を

重ねてきましたが、８市町村から４市町村、さ

らに３市町村での部分合併について、合併座談

会や地区座談会、各団体の懇談会での町民の反

応が次第に厳しいものとなり、さきに実施した

町民意向調査では新合併特例法の期限まで３市

町村による合併は見送るべきとの結果が出て、

これまでの経過と町民の意向を真摯に受けとめ、

新庄最上地域合併協議会から離脱することを決

意し、３月９日、昨日、真室川町議会に離脱案

件を提案し、全会一致で可決されたことを受け、

本日正式に離脱の申し入れがありました。 

  今後の協議につきましては、16日の合併協議

会で真室川町長が正式に表明し、退席した後、

その後の取り組みについて話し合われる予定で

あります。 

  離脱については市議会の同意が必要なことか

ら、年度内に議会にお諮りしたいと考えており

ます。また、戸沢村との協議につきましては、

１市１村での取り組みについて住民に説明し、

理解を得て協議に入りたいとの意向ですので、

新庄市といたしましても今後とも誠実に対応し

てまいりたいと考えておりますので、今度とも

よろしくお願い申し上げます。 

遠藤敏信委員長 予算特別委員会に入ります。 

  ただいまの出席委員は18名、欠席通告者はあ

りません。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の髙橋 眞君が出席しております。よろしくお

願いいたします。 

  それではこれより予算特別委員会を開きます。 

  当予算特別委員会に付託されました案件は、

議案第16号平成21年度新庄市一般会計予算から

議案第25号平成21年度新庄市水道事業会計予算

までの新年度予算案計10件であります。 

  質疑につきましては、一般会計は歳入と歳出

を分けて行います。また、特別会計及び水道事

業会計は歳入歳出の一括質疑を行います。 

  次に、委員長よりお願いいたします。質疑は

必ずページ数と款項目及び説明欄の具体的な事

業名を述べてから発言を行うようお願いいたし

ます。なお、質疑は簡明にお願いいたします。

また、質疑は答弁を含め１人30分以内と申し合

わせをしておりますのでお含みおきください。 

  予算特別委員会は３日間にわたり開催されま

すが、初日、２日目につきましては午後４時30

分ごろをめどに進めてまいります。よろしく御

協力をお願いいたします。 

  それでは、これより審査に入ります。 

 

 

議案第１６号平成２１年度新庄市

一般会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第16号平成21年度新庄市一

般会計予算を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  まず初めに、一般会計予算の歳入について質

疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。 

  ただいま市長から行政報告をいただきました。
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けさの新聞を見ました。まことに残念でござい

ますが、これはやむを得ないのかなと今のとこ

ろ気持ちを抑えている状態でございます。 

  それでは、一般会計歳入についての質問二つ

三つお願いいたしたいと思います。 

  先に、11ページ、市税関係１款でございます。

法人関係でございます。ここに昨年度比較の金

額が載っております。21年度、来年度は約１億

1,600万円の減額というふうに見ていますが、

実質的に、初日の補正がありましたので、ここ

で7,000万円ほどの減額処理いたしておりまし

た。差し引きしますと実質的な△といいますか、

減額の見込みが、私の計算では4,600万円ほど

じゃないのかなと思っております。率にします

と今年度と比較して補正をした後の額から見た

場合は12.5％ぐらいです。この補正のパーセン

トで来年度法人税収がこれでおさまるのかどう

かと非常に心配な面がございます。 

  それともう一つが、次のページにありますけ

れども、収納率99％、非常に高く見ていますが、

法人の場合は決算の申告に基づいての課税とい

うことだろうと思いますが、これでよろしいの

かどうか、まずこの２点お伺いします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいま御質問ありましたこ

とにお答えいたします。 

  法人税につきましては、中身が均等割と法人

税割という二つの基礎からなっておりまして、

均等割につきましては収益に関係なく納まる部

分でございます。景気によって左右されるのは

税割の部分でございます。その法人がもうけが

なければ所得ゼロとなりまして、税割もかから

ないというふうになります。したがいまして、

現在の景気が悪い状況のまま法人の収益が下が

れば、この法人税割の部分が下がるということ

になります。ただいま御質問にもありましたよ

うに、平成20年度の税割といいますか、法人税

の毎月の調定の推移を見てみますと、80から

85％あるいは87％ぐらいまでの範囲で推移して

おりまして、この予算を立てましたのは11月時

点の収入でもって推計しておりますが、平成20

年度は19年度に比べて大体83％ぐらいの数字で

調定が推移してきております。実際の景気の悪

化があらわれるのはこれからでございますので、

来年度の予算につきましてはこの税割部分につ

いてことしの決算見込みのさらに８割の数字で

上げております。これが税割部分でございまし

て、均等割部分につきましてはほぼ同額で推移

すると見込んでおりまして、結果的には委員御

指摘のとおり、トータルとしてはことしの決算

見込みに対して12.5％の減という数字になって

おります。 

  それから、収入率99％の件でございますけれ

ども、先ほど申しましたように、税割部分につ

いてはもうけがあって初めて発生する税でござ

いますので、税割部分についてはほぼ100％に

近い収納率となります。ただ、均等割につきま

しては、収益がない赤字の法人であっても課税

されますことから、この均等割部分について景

気が悪化した法人は未納となることがございま

す。したがいまして、結果的にこれまでの経過

から見ても99％の収入は見込めると見ておりま

す。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） その件についてはわか

りました。 

  次に、12ページですが、同じく１款市税２項

固定資産税１目固定資産税の中にあります滞納

繰越分、来年度、21年度は2,660万円ほど見込

んでおりますが、これの法人と個人の割合、ど

のぐらいのパーセントになっているのかお願い

いたします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 
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今川吉幸税務課長 御質問の滞納繰越分の個人、

法人の割合ということでございますけれども、

大変申しわけございませんけれども、これにつ

いては私の方では判明できません。といいます

のは、これまで収入の見積もりを立てるときに

は固定資産税の調定に収納率を掛けて滞納額を

予想します。その滞納額にさらに過去の滞繰分

の収納率を掛けて収入見込みを出すわけなんで

すが、いずれの数値も個人、法人を分けたデー

タはこれまでつくっておりませんでしたので、

歳入の見込みをするときには個人、法人まとめ

た数字での見込みとしております。したがいま

して、この2,600万円を個人、法人に分けると

いうことは実質不可能ということでございます。

ただ、一つの参考例としてお話し申し上げます

と、平成20年度の固定資産税の滞繰分の額につ

きましてはそのうち65％が法人分となっており

ます。滞納になる要素として、不景気とか倒産

とか、いろいろあるわけなんですけれども、こ

れは個人、法人問わず、いろんな場合が出てき

ますので、法人だからどうだ、個人だからどう

だということもございません。また、一たん滞

繰になっておくれて納めるという場合も、これ

も個人だから法人だからという特別な理由もご

ざいませんので、私たちとしましては個人、法

人を分けないでずっとデータをとってまいりま

したし、これからもそういうふうにしていくつ

もりでございます。したがいまして、御質問の

内容につきましては、申しわけないですけれど

も、分類できないということで御了解願いたい

と思います。よろしくお願いします。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 分けられないというこ

とでも、大体個人が35％ぐらい、法人が65％ぐ

らいだろうということをお聞きしました。 

  初日の補正の中で、私も質問いたしましたが、

20年度の滞納繰越分630万円、一生懸命税務関

係職員が頑張って達成したというお話をお聞き

しました。大変心うれしく思っております。来

年度については額が非常に大きく、2,660万円

ほど繰り越し計上しているようですので、ひと

つ21年度また頑張っていただいて、収納できる

ようにお願いしたいと思います。 

  関連してもう一つだけ、その下の２ですが、

国有資産等所在市交付金及び納付金とあります

が、前年度よりここで約100万円ほどふえてお

ります。これは固定資産がふえた、あるいは交

付率が変わったという、これらの理由かなと思

われますけれども、この100万円の増はどうい

う見込みでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 お答え申し上げます。 

  固定資産税につきましては、その上の現年度

課税のところの数字にもありますように、全体

的には土地も家屋も課税標準が下がっておりま

す。しかしながら、通常ですと国有資産等所在

市交付金納付金につきましても連動して下がる

はずでございますけれども、これは特になんで

すけれども、過去の地価、かつての地価の上昇

分がございました。今現在は全体的に下がって

おるんですけれども、過去におきまして、過去

５年から３年ほどの昔になるんですが、その時

点で市内でも地価が上がったところがございま

す。一遍に地価が上がったとしても課税標準を

上げられないもんですから、徐々に上げてくる

という負担調整という方法がございまして、そ

の影響が今回平成21年度にあらわれてきた部分

でございます。とりわけ施設がふえたとか、そ

ういうことではなくて、地価が市内の部分的に

上がったところがあると。そこにこういった公

共的な団体が持っている土地があったと。その

上昇分が大きく響いてトータルで100万円ほど

ふえた形になっております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
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遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。それで

は、次に進めさせてください。 

  26ページ、18款繰越金２項基金繰入金関連に

ついてお伺いします。１目まつり振興でござい

ます。今回もまた取り崩し予算のようになって

おりますが、21年度この額を取り崩すと21年度

末にどのぐらいの基金が残るでしょうか。まず

先にお聞きします。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まつり振興基金の繰入金

についてお尋ねでございますが、平成20年度末

ですが、平成20年度分を繰り入れますと残りが

3,701万3,000円という数字でございます。それ

に平成21年度分ですが、この1,469万4,000円を

繰り入れますと残りが2,231万9,000円というこ

とでございます。このような形で計算してまい

りますと、平成22年度が約1,500万円という形

で計算いたしますと700万円ちょっとという計

算になります。いずれにしましても、平成23年

度には700万円ということで、不足するという

形になろうかと思います。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 課長がおっしゃるよう

な金額に推移しようとしておるようですが、私

は前回12月の定例会で一般質問申し上げており

ます。時間の関係上追加質問できなかったんで

すが、その確認を含めまして、これからお聞き

いたしたいと思います。 

  それで、忘れていると困りますので、議事録

の写しを御紹介します。「この６年間、祭り関

係費用のほとんどがまつり基金の取り崩しで賄

われてきました。この基金は、平成元年11月、

新庄まつり振興基金条例を制定し、ふるさと創

生事業交付金4,500万円を積み立ててスタート

させたと聞いております。平成15年、私が議員

になったときの基金残高は１億3,000万円と少

しありました。今年度末残高を予想しますと、

あと２回の通常祭りで底をつきそうです。基金

依存型から脱却し、これ以上減らさず、残され

た約3,000数百万円は非常時対応型まつり基金

として温存し、来年度からはきちんと一般財源

による予算にすべきと考えます」と、このよう

に質問申し上げました。 

  市長答弁が「新庄まつりの運営費と祭り関係

費用は、諸事情を勘案し、新庄まつり振興基金

からの繰り入れによって賄ってまいりました。

２期計画に基づき、運営事業費の財源問題に関

しても協議してまいりましたが、新たな方策の

方向づけに至らず、平成23年度開催分以降は基

金の繰り入れから一般財源へ移行することを考

えており、また基金の取り扱いについては祭り

全般の振興を考慮し、継続的な積み立てを行っ

ていくことが望ましいと考えております」と、

このような御答弁をいただいております。 

  ただいま課長の説明と大体予算の流れが何か

一致しているような気がいたしますが、なぜこ

れほどまでに基金を取り崩し、取り崩し、取り

崩しと。23年度にはもうほとんどなくなって、

基金対応できないんですよとなった時点で一般

財源化を考えますというような流れなんですよ

ね。どうしてこういうふうに一般財源から基金

の取り崩しに依存していくのか、ここが私自身

今までずっと同じような質問を繰り返している

んですけれども、わからない点なんです。これ

はどうなんですかね。このままではやはり先ほ

どのお話のとおり22年度で底をついてしまう。

あと２回取り崩していけば賄えるかもしれませ

んが、これでは創設時の願いというのは、これ

から何かあった場合の本当に非常な場合に使っ

てほしい、使うんだという基金組み立てであっ

たようなことも聞いておりますが、１億3,000

万円をピークにして、ここ五、六年と毎年減ら

す。250祭のような特別な事業のときは、あの
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ときはたしか4,000数百万取り崩したと思いま

すけれども、それはやむを得ないにしても、何

でこういうふうに毎年毎年崩さなくちゃならな

いのか、正直言って、こんなと言っては失礼で

すけれども、1,500万円程度の財源手当てがで

きなったのかどうなのか、もう一度お願いいた

します。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 私ども使う方の身からす

れば、委員のおっしゃることもよくわかるとい

うことでございます。ただ、新庄市の財政問題

等もございまして、そういった形で、安易と言

っては失礼なんですが、そんな形で財源の取り

崩しということもあったろうと思います。ただ、

委員おっしゃるとおり、今後のことについて、

財政当局とも、あと３年でございますので、真

剣に議論してまいりたいと思っております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ３年過ぎちゃったらな

いんですよ。基金はないんです。このときに考

えますと。それでは全部底をついてからもう一

回積み立ての方向に向かっていこうと、こうい

うふうにしているのかどうか。それはちょっと

どうなんだかなと思われます。 

  関連しますので、その下の繰越金、ここに１

億6,000万円ほど見込んでおりますが、この繰

越金というのはどういう意味なんでしょうか。

これをまずお願いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 その下の繰越金につい

ては、これは一般会計の決算のときに不用とな

っていた部分の総額を繰り越すためのお金でご

ざいます。毎年度、多いときは２億8,000万円

ほどございましたけれども、今は使い方につい

て精査していただいて、ぎりぎりという形で運

用していますので、大体最近は１億円台ぐらい

になりつつあるということで、このような形で

計上させていただいております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おっしゃるとおりかと

思います、そうでなかったら繰り越しできない

わけですので。だったら、これは余った分でし

ょう、一言で言ったら。だったら３月補正でも

結構ですから、私から言わせますと、まつり振

興基金を崩したんだから、そちらの方に繰り入

れしてやるという手法だってあるんじゃないで

すか。これは安全弁のために翌年に回すという

ことはわかりますが、片方をつぶして、片方は

余す、これではちょっと祭りに対する熱意とい

うのがちょっと薄れているんじゃないでしょう

か。あした市長は東京に行かれまして、文化庁

からお墨つきをいただきます。こういう国の指

定まで受けて、その財源が全然手当てされない、

基金取り崩し型、これはちょっとおかしいなと

私は思います。歳出の方もありますので、それ

はまたもう一回歳出の面で細かいところはお聞

きしたいと思います。 

  なお、あしたじゅうに、この基金の取り崩し

分1,460万円の出し方、どういう項目にこれを

適用しているのか。ということは、千円単位ま

でやっているんですよね、つかみじゃないと思

います。1,469万4,000円まで出ていますので、

これをあしたじゅうにメモで結構ですので、歳

出のときにまたお聞きしたいと思います。 

  市長、あした、電車の中でこのことをよく考

えてください。３時間・３時間・６時間ほど時

間があると思いますので、歳出のときにもう一

度お聞きいたします。 

  27ページの20款諸収入４項雑入ですか、その

雑入の一番最後、さらに５目雑入とあります。

雑入の項目がずっと並んでいます。約7,000万

円ほどありますが、その次に28ページにその他
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の雑入とあり、その他の雑入とは何ですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 その他の雑入でありま

すが、これは多款にわたっておりまして、非常

に項目が多いわけでございます。例えば自動販

売機の設置料とか空き缶の引取料とか、各施設

の電気料とか行政外目的の使用料その他ずっと

小さな項目がいっぱいございまして、去年の決

算、項目にしますと何百項目となりますので、

それらの今言った大きい項目以外の雑入といい

ますか、位置づけがちょっと明確でないやつを

すべて雑入として取り扱っておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 多分そうだと思います。

かなりの項目があると思います。ちょっと確認

したくてそこのページを示したんですが、実は

２月24日の山新と朝日にこういうことが載って

いるんですよ。01年の最上談合事件という見出

しです。中身は、最上地方の県発注土木工事を

めぐる談合事件で、損害賠償金、これにかかわ

って県はこの補助金や負担金、分担金を払って

いる国や対象市町村、土地改良区へ返還すると

いうことが載っておりました。８市町村には約

5,800万円、３土地改良区には1,500万円という

具体的な金額も載っていますが、当然本市もこ

れにかかわりあると思いますが、もしかしてこ

の雑入に入っているのかなと思ったもんですか

ら、中身を聞いたわけです。このことについて

どのように把握しているのか、もし県の方から

何らかの報告があったのかどうかお聞きいたし

たいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 その件につきましては、先

般、県から農業土木の談合にかかわって、当然

支出をしているもんですから、新庄市、各市町

村、改良区、それについては返還ということで

出されています。その中で、新庄市は約1,600

万円ほどになります。あと、市の方でも改良区

の方にいろいろ補助しているもんですから、そ

の分の額約300万円ぐらい、ちょっと手持ち、

詳しくあれなんですけれども、約2,000万円ぐ

らい返還される予定となっています。今回のそ

の他については11月編成時の予算になっており

ますので、この中には入っておりません。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。1,600

万円といったら大金ですので、丁寧にいただい

た方がよろしいですね。 

  もうちょっと時間がありますので、最後に、

17ページになりますが、ここの13款１項使用料、

ここで２目民生使用料、３目衛生使用料、これ

は△が結構大きいように見えます。なぜこのよ

うな△が出たのか。民生使用料については多分

児童館の使用料かなと思われます。また、衛生

使用料については、夜間休日診療所の使用料か

なと思うんですけれども、20年度予算から比較

しますと減額が多いんですけれども、どんな理

由があったんでしょうか、簡単でいいです。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 委員御指摘のとおりでご

ざいます。児童館使用料198万1,000円マイナス

になってございます。理由としましては、使用

する子供の数が65人から52人に減りました。こ

の理由としましては、少子化に加えまして、わ

ずかではございますけれども、萩野、本合海、

升形３地区から幼稚園あるいは保育所、保護者

の勤務の関係で保育所、保育園にも若干通って

いる子供がいらっしゃいますので、そういった

関係で20年度と比較して13名の減となってござ

います。以上です。 
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小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 衛生使用料の夜間休日診療所

使用料について、約320万円ほど減になってお

ります。これにつきましては、前年度当初予算

については4,800人の利用者ということで見積

もって出したわけでございますけれども、予算

積算時については患者数が約２割ほど減ってお

りました。先々月の１月末時点では12.7％の減

ということで、4,000人の患者数見込みとして

積算しております。したがいまして、この減に

つきましては患者数の減によるものということ

で御理解いただきたいと思います。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳入について質疑ござい

ませんか。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） ２ページなんですけれ

ども、今回市で組んだ予算は昨年度より1.4％

減ということで、10年続けて減少になっている

わけですが、その中で60％ほどが国・県の支援

を受けて予算を組んでいるという状況になりま

す。この前の一般質問でも質問させていただき

ましたが、そういう中で国からの交付金がどん

どん減ってくる、この見通しのもとに健全対策

を立てているわけですが、今後もそういう可能

性があるという状況があります。国の支出金が

2,000万円、そして県の支出が5,000万円という

ことで、7,000万円ほどの金が入っており、交

付税についても8,000万円のプラスとなってい

るわけですが、ここの推移などは今後どういう

ふうに見ているのかお聞かせください。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今後の見通し、特に

国・県支出金の収入の見込みでありますが、事

業とか投資的経費に対してウエートがどの程度

置かれているかによって国・県からの補助金あ

るいは交付金として入ることに若干の山谷があ

るわけでありますけれども、そういった事業を

実施する計画を踏まえて今後５年間を見通しま

すと、投資的経費、今まで抑えてきた経緯もご

ざいますので、これまでは非常に低い数値で推

移してまいりました。ですけれども、これから

はいろんな課題に対応した投資も必要であろう

ということで考えておりますので、22年度は耐

震化、そういったこともありまして、ことしよ

りも20％ぐらいふえるのかなと。それから、23

年度もことしに比べると10％程度、24年度も耐

震化とか、その後は学校のほかに一般の公共施

設の対応もございますので、投資的経費に一定

程度回していかなきゃならないということもあ

りまして、国・県支出金は21年度よりもふえる

といいますか、ふやしていかなければならない

と。全体としては減る傾向にありますけれども、

投資的経費の関係で10％あるいは20％ぐらい、

20年度、21年度に比べてふやしていかなければ

ならないというふうに考えています。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 今のお話からいきます

と、県、国の支出金も交付金も投資的経費の使

用について若干上向いてくるというような予測

を立てているわけですが、考えてみますと、昨

年度まで５億円ほどの投資的経費がことしは７

億円ということで、２億円ほどふえているわけ

です。そういう意味合いでは新庄市もいよいよ

寂しい状況の支出と収入の関係がある程度好調

に向いているなと予測するんですけれども、そ

ういう考えでよろしいんですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 そういう一定程度の我

慢のうちに後回しにしてきた、そういった長年

我慢してきた結果として、対応せざるを得ない
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ものが相当ふえてきています。修繕とか、いろ

んな安全安心のための手当てをしなきゃならな

いこと、そういったことにこれからは一定程度

前向きに投資をしていかなきゃならないサイク

ルに入ったというふうにとらえています。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そういう意味ではある

程度前向きの姿勢が出てきたなということで、

一つ評価しておきたいと思います。そういう中

で、来年、再来年も若干の県、国の支出も見込

まれるというような状況ですから、それを弾み

にして新庄市の活性化に向けていってもらえば

大変ありがたいと思います。 

  その反面で、11ページにございますとおり、

個人の税収なんですけれども、今回は97％の収

入率と見ておりますが、今の不況の中で、福田

山工業団地にしろ、もう一方の横根山の工業団

地にしても、人員の削減というのが今あるわけ

です。そういう意味を込めてもこのくらいで達

成できるという見通しですか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 11ページ、個人市民税に対す

る徴収率の件でございますが、昨年の予算では

確かに収入率96％で見ておりますが、今回は

97％ということで、さらに１％上げた形で予算

計上しております。平成19年度の決算を見ます

と、この部分が実は97.5ということで上がって

おります。さらに、私どもとしましては徴収率

をなるべく上げるために特別徴収を数多くの事

業所にお願いしております。昨年、一昨年もや

りまして、ことしで３年連続なんですけれども、

各事業所を回って特別徴収をなるべくお願いし

ているということもございます。さらに、来年

につきましては、年金受給者の方につきまして

は年金からの特徴が10月から始まります。そう

いったことから、課税なる方につきましては高

い収納率が見込まれるということで、19年度

97.5という実績も踏まえながら今回は97という

数字で予算を見積もったところでございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 97.5の実績があったか

らということでありますから、それはそれとし

て結構だなと思いますが、今の税収の見込みの

中で年金の問題も一つあります。それと、今、

不況に陥って、そして収入がなくなる人がふえ

るということを見ても、年金の方でカバーする

からという位置づけでよろしいんですか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 確かにここ数カ月の間に離職

される方が大変多いと聞いております。そうい

った方々につきましては、平成21年度の課税に

つきましては平成20年分の所得に対して課税な

るということでございますので、ほぼ丸々働い

ていた部分の所得に対して課税なると。そのと

きは収入が大分少なくなっている状況になると

いうことでございますけれども、私どもとしま

しては、これまで収入あったからということで

極力納期内で納めていただくということでお願

いをするわけでございます。なかなか納付が困

難だといった場合でも、なるべく分割なり何な

りして期限内に納めてもらうように徴収努力を

していくつもりでございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 徴収というのは大変難

しい問題でありますから、大変苦労をおかけす

ると思いますが、一段の御努力をお願いしたい

なと思います。そして、その中でいろいろやっ

ていくわけですが、12ページなり13ページを見

てもあるんですが、滞納繰越金とか滞納という

一つの言葉がいろいろ歳入の中でも出てきてい

ます。これは昨年の決算のときの調整額なり不
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用額なりというものが出てきましたが、それの

いずれかがまた繰り越されてくると理解してい

いわけですか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 税における滞納繰り越し分の

歳入見込みについて御説明したいと思います。 

  この滞納繰り越し分といいますと、私どもで

算定している中身なんですが、例えば今回です

と平成20年度の未収見込みを立てます。つまり

調定額そのものから例えば市民税ですと97％、

97.5％ということで収入を見込みまして、100

から徴収率を引いた分が未納となるわけです。

その率が翌年度にそっくり引き継がれるわけで

す。さらに、平成19年度以前に滞繰となった部

分につきまして、これは徴収率がぐっと落ちま

す。過去の例から見ましてもずっと落ちますの

で、中身によっては８％ぐらいのものから17％

ぐらいまでございますけれども、税目によって

過去の経過から見た徴収率を掛けまして、滞繰

分で幾らぐらい入るだろうという見込みを立て

ます。差し引きしまして、滞繰分の未納、現年

度課税の未納を足したもの、そこから今度はと

ても収入の見込みがないものにつきまして不納

欠損という処分をいたします。それを差し引い

て、さらに繰り越して引き続きいただく努力を

するというものが滞納繰り越しの調定額であり

ます。これにまた収入率を掛けて、それが収入

見込みになります。したがいまして、先ほどあ

った不用額とかという言葉ではなくて、これは

徴収しようと思ってもできなかった部分で、引

き続きいただこうとするものであって、かつそ

の中で収入されるであろうという見込みを立て

たもの、これが滞納繰越額の予算に計上した額

でございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 決算のときの不用額な

り調整額の多さにもちょっとびっくりしたわけ

ですが、それが新庄市に開いている会社の不況

なり、そういうもろもろのものがあったとは理

解するんですけれども、そういう不況時に税収

をと、繰越金も含めてとなると大変な状況だと

思います。取ってみても120万円とか、そのく

らいの金額、そして1,000万円までいけばいい

方というような状況もありますので、なお一層

の御努力をお願いしたいと思います。 

  それから、収入の中で大変びっくりするわけ

ですが、たばこ税が３億1,100万円とあります

が、税収の位置づけとしてはどういう見方をし

ておりますか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 たばこ税につきましては、税

務課の立場からしますと大変ありがたい税金だ

と思っております。３億円というと、ほかの税

目をずっと並べてみましても相当のウエートを

占めるわけでございます。都市計画税でさえ２

億円台でございますので、それをはるかに上回

る税金ということで、大変貴重に思っておりま

す。なおかつ人口の割合から見ましても、新庄

の場合は大変多い税額となっております。しか

しながら、最近の健康ブームといいますか、そ

ういった志向からだんだんと減ってきていると

いうことで残念に思っておりますが、これは収

納率から見ても100％の確実な税でありますの

で、大変貴重でありがたいものだととらえてお

ります。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） その割には過酷に扱わ

れて、隅で飲んでいるという状況があります。

そういう意味で、この人たちがもっとはばはば

と飲むという状況を考えれば、新庄の市役所の

中にも吹き抜けをつくっていただいて、そして

その中で飲むと。これが大衆の目にとまる、今
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キャッシュコーナーの裏とか自転車置き小屋で

飲んでいるわけですが、大変見た目に気持ち悪

いです。キャッシュコーナーの後ろで何人もた

むろして飲んでいますと、何か不穏な感じがし

ます。そういう意味で、税収を伸ばすためにも

何か対策をというのが、支出のときに今度お話

ししますので、今のありがたいというお言葉を

受けとめておきたいと思います。 

  それから、14ページでありますが、地方道路

譲与税というのがあります。これはどういう内

容なのかお聞かせください。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 国から都道府県、市町

村へ交付されるお金でございまして、三つあり

ますけれども、地方揮発油譲与税は、その下の

下に書かれています地方道路譲与税は名前が変

わりまして、地方揮発油譲与税となるというこ

とで、前年度ゼロということになっていますの

はそのことを意味しています。自動車重量税は、

国税で集めたうちの３分の１を県を通して市町

村に交付されると。また、地方道路譲与税は、

ことしから名称が変わるということで、そうい

ったことで4,200万円から1,400万円に減額され

るという仕組みになってございます。一番下の

地方道路譲与税は、100分の42を道路延長ある

いは道路の面積で案分して国から地方に交付さ

れるという目的税でございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 最後に、19ページの証

紙収入についてお聞きしますが、この中身につ

いても162万円ほど少なく見積もっております

が、減量の中でこういう減額予算を組んでおる

というのはどういう見込みでそうなったのかお

聞かせください。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 証紙収入なんですが、これ

はごみ袋収入、１袋30円、40円、50円という種

類ございますが、これは全体的に、ごみ減量の

事業、ごみ減量の活動をしているがゆえに、結

果的に燃やせるごみ、燃やせないごみともにご

みが減ってきております。その分当然ごみ袋が

売れないわけですので、その分を減らさせてい

ただいたと考えていただきたいと思います。 

１２番（今田雄三委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに歳入についての質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） ４点ぐらい質問させて

いただきます。 

  さきに今田委員がたばこ税について質問され

ました。これは私も思うところがありまして、

別の面から質問させていただきたい。まず、こ

れは944万2,000円減額というふうな予算になり

ましたが、減の原因、どういうふうに見られた

か。一般的には報道等を見ましてもずっと平成

20年中には逆にコンビニエンスストア系一斉に

売り上げがたばこは２割増と言われています。

どうして市の方が減をしなきゃならないんだか

と。喫煙者が減ったということではないと私は

思います。それで、非常に難しい問題で、大し

た貴重な財源と市ではなるわけですね、３億を

超える税収でありますので。しかし、一方では

これがふえるとなると喫煙者が余計になるとい

いますか、健康が心配になってくるわけですね、

一方では。減れば財源減で財政が困るというふ

うになるわけですね。一般的には喫煙すること

によって健康被害が多いということが言われて
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います。健康の害にならないように量を減らし

て楽しんでいただければ一番ありがたいわけで、

なかなかそこら辺のところは難しい。今田委員

もおっしゃっていましたが、私もずっと見るた

びにそういう外の寒いところで、冬の寒いとき

にああいうふうに自転車の車庫とか、またはそ

この裏ということで、敷地内禁煙でないもんで

すから、やっているんですが、学校に行けば、

病院とかは全部敷地内も禁煙ということで、全

部締め出しを食っているわけですけれども、一

方はそういう大変貴重な財源ということになる

わけで、新庄市としてはどういうふうに今後、

将来対応といいますか、扱いをやっていけばい

いのかなということになると思うんですよ。こ

れがなくなると大変なことになるんで、その辺、

健康的なことで言えば、保険給付の増、要する

にたばこが、喫煙者がふえることによって健康

保険の方で、特別会計の方で一般財源持ち出し

なんていうふうにだんだんなってくると、これ

もまた大変なことで、どの辺でこれを調整とっ

ていけばいいのかなと。私が喫煙しているとき

は、この３億の財源というのは本当に貴重な財

源であるので、庁舎内禁煙となったときに、こ

れは特別室ですか、喫煙室を設けるべきだと私

自身は思いましたね。こういうふうに高額の財

源を与えているわけですから、そんな隅っこに

追いやられて、さもしい思いをしながらたばこ

を吸っているということはおかしいんじゃない

かと、喫煙者から見ればそう思うわけです。こ

の辺の調整、今後市としてどういうことを、検

討しているとすればお答えをいただきたいと思

います。 

  私は、この減をせざるを得ない理由として、

お答えをいただく前に、タスポがあるんじゃな

いかなと思います。全体的に喫煙者のパーセン

トからいけばまだ５割に満たないような市の喫

煙者のタスポ所持者ということも言われていま

すね。非常にこれは面倒くさいんですね、申請

するのに。身分証明をやったり、写真を撮らな

きゃならないということもあるので、面倒くさ

いからやめたということでコンビニに走ってい

くということで、２割、全国的にそういうふう

になったと私は聞いているんです。ですから、

禁煙して少なくなっているわけでないんで、こ

れの減をもとに戻すにはタスポの解決をする方

法も講じなきゃならない。同じ吸っているんで

すから、よそで購入されるよりも、市内の税に

直接影響あるところから買えるようにタスポと

いうものをどういうふうにやればいいか、その

辺も検討しなきゃならないんじゃないかなと。

税務課ではどういうふうにとらえているかお伺

いいたしたいと思います。 

  次、23ページ、15款県補助金２項４目やまが

た園芸担い手チャレンジプラン支援事業費補助

金、これが昨年よりも1,300万円ふえています

けれども、これの具体的な中身、内容を教えて

いただきたいと思います。 

  それから、ちょっと戻りますけれども、18ペ

ージの13款１項６目教育使用料1,270万円の減、

減った理由、これもお知らせをいただきたい。 

  それから、最後に27ページ、20款諸収入４項

５目雑入、さっきも雑入がありましたが、この

中の下から４行目にがん検診等個人徴収金

2,120万円とあります。がん検診は何人ぐらい

受けられているか。がんは一般的には早期発見

で治るんだということに今なっています、治療

すればですね。遅くなればその確率がだんだん

だんだん下がってくると。その間、相当の医療

費を使わなきゃならない。ほかの病気と違って、

がんは特別に高額です。個人から徴収される金

といいますか、こういうふうに出ているんです

けれども、私は広くもう少し、もっともっと市

民に呼びかけて検診を受けていただくというふ

うにすべきだと私は思います。やはり病気にか

からない方がいいわけで、給付金も必ず下がり

ますね、病気にならないんだから。なってから
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の対応ということを余り対策だけを考えないで、

ならないような方法、前も申し上げたことがあ

るんですが、健康管理を市民一人一人が注意し

て、自分の体を大切にしていかなきゃならない。

そうすることによって健康保険も改善されるわ

けで、そういう意識を高める一つの指導を徹底

して私はやるべきだと思います。このがん検診

に対しては全員がもしできれば受けられるよう

に、補助金ありますね、健康保険の、あれをも

う少し上げるべきじゃないかと。医療費で支出

するよりも、検診することの方にふやした方が

私はこっちの方が少なくなる、抑えられると思

っています。実際やったデータも何も私はない

んですけれども、自分一人で考えて、そうなる

はずだという確信を持っています。自分だけが

持っています。どんどんどんどんドックを受け

させることによって自分の体をいつも把握して

いくという状況にあれば、健康保険証をしょっ

ちゅう持ち出ししなくてもいいんじゃないかな

と、なるんじゃないかなと。健康管理を徹底さ

せる、こういう指導をこれからやるべきじゃな

いかと私は思うんですが、健康課はどういう考

えを持っていますか、まずお答えいただきたい。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 初めに、たばこ税の御質問に

ついてお答えしたいと思います。 

  委員御指摘のとおり、確かにコンビニの方で

は２割売り上げ増となっております。しかしな

がら、一方でこれまでの小売店は激減でありま

す。新しく自動販売機を変えないと罰金という

ことでありまして、そういうこともございまし

て一斉に変えたと。なおかつタスポのカードが

ないと売れないということもございまして、相

当の投資を各小売店さんがしましたが、一方、

お客さんタスポをつくるのが面倒だということ

がございまして、売り上げが激減しております。

結果的に、健康志向もございまして、全体的な

たばこの売り上げ本数自体も実は減ってきてお

ります。大体４％程度減っておりまして、トー

タルとしてこのたびのような減収を見込んだと

ころでございます。タスポの問題、御指摘いた

だきました。私が申し上げましたように、去年

の当初は激減ということで、それがだんだんタ

スポカードの普及とともに回復はしてきており

ますが、昨年秋段階ではまだ前年の半分まで行

ったかどうかということでございました。した

がって、小売店さんは非常に苦境に立っておら

れます。なおかつ税収のことから言いますと、

地元の小売店さんは確実に地元のたばこの消費

ということで税金が入ってくるわけですが、コ

ンビニ等によっては、店にもよるんですけれど

も、ほかの方で仕入れて入ってくるたばことい

うのもございます。そういった意味で、確実に

市に入ってくる税金とすれば小売店さんを大事

にしなきゃならないということは思っておりま

す。しかしながら、タスポという制度自体が国

で決まったことでございますし、結果的に小売

店さんが苦境にたっているということも承知し

ております。多大な投資をした結果の自動販売

機設置でございます。これが今すぐどうのこう

のということはまだ言えないかと思いますが、

もうちょっと様子を見まして、どうしても小売

店さんが苦境であるならば、たばこ組合といろ

いろお話ししながら、国の方に改善を求めると

か、何らかの方法も必要ではないかなと感じて

いるところでございます。まだこれは私の感じ

でございまして、もう少し様子を見ていきたい

なと思っているところでございます。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 やまがた園芸チャレンジプ

ランについて説明させていただきます。 

  当初前年比から見ますと２倍の予算を計上さ

せていただいております。それは19年度から21

年度までの事業でございまして、チャレンジプ
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ランを各生産組織が作成しまして、それを県が

認証して、機械、パイプハウス、いろんなそう

いうことに対して３分の１の県の補助になって

おります。それで、２倍の予算ということで、

特に今、園芸振興の方も着実に伸びておりまし

て、とにかく農家所得を向上させるためには有

利な事業を活用して取り組んでいきたいという

ことで、ＪＡ新庄もがみ、ＪＡ新庄市、農協で

すね、一丸となって各生産部会を組織しており

ます。その中で、新庄もがみについては、ネギ

生産組合、ニラ、花卉、促成野菜、サトイモ、

ＪＡ新庄の方では花卉、ネギ、ニラ、バラとい

うことで、それぞれいろんな栽培に際しての機

械の購入、資材の購入等について県から３分の

１の補助を受けるということでございます。 

  以上でございます。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

遠藤敏信委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 教育使用料の減の分でご

ざいますけれども、指定管理者制度の一部利用

料金制を来年度から市民プラザとわくわく新庄

で取り入れることになりましたので、従来使用

料は市の歳入の方に直接入っていたものが来年

度は指定管理者がそのまま収入するということ

で、その分が合わせて1,200万円ほど減額とな

ってございます。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 がん検診についてお答え申し

上げます。 

  がん検診につきましては、胃がん検診、大腸

がん検診、肺がん検診、女性の場合の子宮がん、

乳がん検診、それぞれ一応項目ございまして、

胃がん検診については20年度検診は終了してい

ますので2,791人、大腸がんについても約3,000

人ぐらいということで、それぞれ申し込みを受

け付けてやっているところでございます。受診

率を高めるための方策をどのように考えている

かという御質問でございましたけれども、正直

申し上げまして、昨年度、19年度より20年度は

受診率が低かったわけでございます。と申しま

すのは、特定健診という新しい制度が導入され

まして、被保険者の方々もよくわからないまま

になってしまったということでございます。そ

れを踏まえまして、20年度よりは21年度を高め

ようということで、今度は21年度からは特定健

診とがん検診をすべて組み合わせたものにもう

一回やり直すということで申し込みを受け付け

たところでございます。その結果、現在、申し

込みについては前年度よりかなり高まった形の

申し込みがございます。 

  それから、国保からの助成措置をということ

でございますけれども、確かに早期発見、早期

予防という観点から申し上げれば、行く行くは

医療費の抑制につながるということは承知して

おります。ただ、国からの一般会計もしくは国

保からの繰り入れというふうな、これは一般会

計での措置でございますけれども、国保からの

繰り入れということについては、今のところ国

保財政についてもかなり厳しい状況を迎えてお

りまして、制度的なものとしては助成措置とい

うのはございません。ただ、がん以外の検診に

ついては国と県とで助成措置を講じているとい

うことでございますので、何とぞ御理解をいた

だきたいと思います。以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 今のがん検診の方から

いきますが、受診者が少なくなった原因は、私

は毎年欠かさず受けているからわかるんですが、

診療費が高くなったんですね。前よりどんどん

どんどん上がっていっている。全部受けたとす

ると１万五、六千円になるんですね、全部やる

と。女性の方は特に余計検診箇所があるもんで

すから、そのぐらいになる。というと考えてし

まうんですね。一時にそれだけ出すとなると。
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健康保険では4,000円ですか、補助あるの。じ

ゃなかったかな、私は健康保険じゃないのでわ

からないんですが。案外少ないんですね。です

から、これを半額とかとやればどうかなと思う

んですよ。でないと、病気にかかって健康保険

を使えば必ず不足するでしょう。一般財源持ち

出し必ずなっているんですね、毎年必ずあるわ

けですから。それを出す方を考えれば、こっち

の方に、検診の補助に出した方が抑えられるよ

うな私は気がするんですよ。毎年毎年不足して

健康保険につぎ足しやっているでしょう。それ

をとめられるんじゃないかと私は考えるんです

ね。胃検診が2,791、大腸が3,000という数字か

らいって、まだまだ受けてない方が多いという

ことがわかるわけですから。私の経験では、案

外自分で自信を持って、私は病気したことが一

回もない、この年になっても60になっても70に

なっても行ったことないという人が一番危ない

んですね、見ていると、自信過剰。自分で自分

の体を知っていてそう言うんだったらこれはい

いんですけれども、知らないで、医者にもかか

らないで、検診もやったことなくて「おれは大

丈夫なんだ」という人が一番危険なんですね。

ですから、常に自分の体は自分で知っておくと

いうことをしていかないと歯どめがかからない

と私は思うんですよ。ということからすれば、

後で持ち出すよりも検診の補助率を上げて、単

独で、国・県の補助に関係なく独自に新庄市の

健康保健事業ということで、維持事業というこ

とでやるべきじゃないかなと思います。いろん

な事情あって財源がないということもわかりま

すけれども、一回ぐらいやってみたらどうです

か、私の言ったこと。全検診料の半額補助、国

保、どのぐらい計算になるか、この人数で計算

すればすぐ出てくるわけですから、それと持ち

出し分と比較してどういうふうになるか。これ

が一回でなくて、その状況が、人間の体ですか

ら、何年間もあるわけですから、徐々に１年の

効果でなくて何十年の効果が出てくるはずなん

です。そういうふうに計算していけば一時的な

補助でも決して高くはつかないと、私の頼りに

ならないような理論ですけれども、思うんです

よ。思いませんか。思わないとすれば、やめた

方がいいです。あるんじゃないかなと思われる

要素があるとすれば、一回でもやってみる、ど

ういうふうに変わってくるか。とにかく私が言

いたいのは、市民４万人の方々に健康管理、自

分の体は自分で守っていくんだということを意

識していただきたいなと、そのためには行政が

先頭に立ってそういう活動をすべきじゃないか

なと思います。これは検討してみてください。 

  あとは、たばこは、課長の答弁にあったんで

すが、市内の小売店が減ったということは、タ

スポだと私は思うんですよね。ですから、ここ

で1,000万円近くの減額なるんですが、税収減

になるとすれば、ある程度の補助を出してもタ

スポをみんな持つような方法を講ずるべきじゃ

ないかなと私は思うんです。どうせどこかから

買ってくるんですから、買わなけりゃいんです

が、買っているんですから、税収にならないと

ころから買われたってこれは何もならないわけ

だから、1,000万円減るんだったら500万円を、

単純に言えば半分の500万円出しても私はいい

んじゃないかなと。みんな健康のためにやめた

というんだったらもっといいんですけれども、

そうでないんですよね。どこかから買って吸っ

ているわけですから、私はそういうふうに思う

んです。原因を追及しながら、たばこ組合さん

とも、いつかちょっと前に、去年のうちに課長

に助言したことがあるんですけれども、タスポ

何かいいことないかなということを話したこと

があるんですが、今この場に来てそれが原因だ

とすれば、そういう方法も講ずるべきじゃない

かなと、みすみすもったいないじゃないですか。

そう私は思います。非常に難しいんですよね、

健康と因果関係が出てくるもんですから、一概
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には。市としてのあり方なんてなってくると、

喫煙を勧めているのかと言われれば、またこれ

大変なことになるんですが。いいとは言えない。

ですから、そこら辺の兼ね合いを考えながらや

ってみたらどうかなと思っているところです。 

  以上です。終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳入について質疑ござい

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） まず最初に、11ページ

の１の１で、個人市民税がマイナス6,393万円

ですか、これは20年度の所得が大体確定して、

大幅に減になることが原因のようなんですが、

さらにこれから３月末に向けて人が削減される

わけですから、雇用が削減されるわけですから、

さらに減っていくのではないかなと、これから

の予想、私としては予想されるわけなんですが、

今後の見通しは市民税がまた減っていくような

気がするんですが、それはどうでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまの質問についてお答

え申し上げます。 

  個人市民税につきましては、これは平成20年

中の所得に対して課税なるものでございます。

つまり平成20年１月から12月までの間の収入に

応じて課税なるということでございます。景気

の悪化等についての考えでございますけれども、

このたび私の方で見込んだ数字につきましては、

昨年11月時点での実際の課税しているデータが

ございまして、その所得について97とか98％程

度に抑えた数字を所得として適用させた場合に

どうなるかということで計算し直しました。そ

の結果から求めた数字でございます。したがい

まして、12月までの間の所得の変動でございま

すので、11月時点から見てもそれほど差がない、

つまり調定額はほぼこれぐらいでいくだろうと

見込んでおります。 

  それから、雇用の関係で、その後倒産なり首

を切られたということがもしあった場合は、そ

れは徴収率に響いてくる部分が多少あろうかと

思います。先ほど私が答弁しましたように、苦

境に陥った場合でもなるべくなら分納とかして

何とか納期内に納めてもらうという努力をいた

しますので、徴収率を何とか確保したいと思っ

ているところでございます。 

  調定額はほぼこれでいくだろうということで

ございますが、なお現在確定申告の最中でござ

います。これが確定するのは５月になって初め

て確定するということでございますので、これ

はあくまでも11月時点での見込みであって、ほ

ぼこのぐらいになるだろうという見込みだとい

うことで御了解いただきたいと思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今の倒産あるいは失業

などがこれからの徴収率に響くであろうという

お答えだったと思います。そこで、今予想され

ている雇用対策などで調査した結果、３月まで

に191名の方が仕事を失う予定だという調査が

されております。そこで、市長を先頭に、地元

企業に対して解雇しないように要請行動を行っ

てはどうかと思うんです。直接訪問して、解雇

しないでやっていく方策ができないかという懇

談を主にやっていく必要が今あると思うんです。

その考えはないかどうか、どうでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 企業に対する雇用の継続

ということだろうと思います。市長は常々そう

いった継続雇用についても大変心配しておりま

して、年に３回、企業との懇談会も開催してご

ざいます。そういった折にいろんなお話をしな

がら意思の疎通を図っております。したがいま

して、私どももそうなんですが、今回撤退した
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企業にも参りましたけれども、まず撤退しない

でくれというところから市長のメッセージを伝

えて帰ってきたということもございますので、

私どもも折に触れてそういったこともやってま

いりたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 撤退の企業については

わかりました。やっているということはお聞き

しました。さらに、今、企業ごとに何名ぐらい

の雇用調整を行う予定だというのを聞き取りし

ているわけですから、その企業に対して雇用調

整しないでほしいというふうに直接やっていた

だきたいと思うんですが、どうでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 雇用調整といいますのは、

やはり会社の存亡にもかかわるわけでございま

す。したがいまして、じゃ会社がなくなっても

いいのかと言われますと、そうではございませ

んし、会社も生きていかなきゃならないという

事情もあろうかと思います。そういった中で、

どこまで可能なのか、そういったこともお話し

申し上げながらやってまいりたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 会社がなくなっては困

るわけです。そういう意味で、そのための財源

として緊急雇用のいろいろな特別交付税措置あ

るいは２次補正などがある、財源があるんだと

思います。それらを最大限、これは金委員もお

っしゃったように思いますが、最大限使えない

かという形で、そして雇用を守ってほしいとい

うような形ではいかがでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 私どもに対する激励とい

うふうな受けとめ方をさせていただきたいと思

います。いわゆる雇用３点セットについては、

議会で承認していただければ、すぐにでもやり

たいと思ってございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ぜひ市に来ている雇用

対策を本当に雇用としてなるように努力してい

ただきたいとお願いしたいと思います。 

  次に、16ページの10款の地方交付税はプラス

8,000万円と増額措置なっています。しかし、

28ページの21款５目ですか、臨時財政対策債と

いうので４億8,000万円という借金をさせられ

ております。これが前年比で大幅にふえていま

す。これは交付税措置と同等とみなせば、市税

などの減収を補うものと言えるのか、国からの

こういった措置をどう見ておられるのか、お願

いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 地方財政対策、去年の

秋口から年末にかけていろいろ対策が出されて

おりますが、地方の税収の落ち込みあるいはい

ろんな雇用の低下に伴いまして、そういった地

方財政を健全に運営するためにはということで

地方税を１兆円増額する、あるいは臨時財政対

策債で減収分を補うというような、あるいはそ

こから一歩出て、地域を活性化して元気を出し

ていただくというような意味を含めまして21年

度の地方財政対策が組み立てられております。

それには国で出している75兆円のいろんな対策

も深く関連してくるわけですけれども、地方財

政についてはそういった配慮のもとに行われる

ということで、その臨時財政対策債は本来であ

れば地方交付税、普通交付税として交付するの

が理想でありますが、国の財政の状況もありま

すので、一時的にそれは起債として運用してお

いていただいて、後々それを返還するときには

100％交付税で算定して面倒見ますよというよ
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うな意味合いでありますので、微妙なところで

は起債かもしれませんけれども、地方交付税、

普通交付税と一体的に運用されているというか、

計画されているという内容でありますので、そ

ういう内容となってございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そう見ますと、地方臨

時財政対策債というのは地方交付税と同じだけ

れども、国の方でたまたま直接現金で出せない

ので、借金していてくれと、後でお金を出すか

らということで、使ってもいいということにな

るわけなんですが、これは国の方で税収の確保

といいますか、財源の確保が本当にされるだろ

うかという不安な面もあるように思います。今

後これらが本当に地方交付税として間違いなく

ふえてくると言えるかどうか、来年、再来年と

必要な経費としてなってくると予想できるか、

国の財政のあり方についてなんですが、どう見

ておられるでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 御存じのように、地方

交付税は国税５税で構成されておりますので、

その中から一定程度を地方交付税として回すと

いう仕組みになっております。当然国の税収が

落ちれば地方に回す交付税も減ってくるわけで

す。そういった相関関係はございまして、長期

的に見れば、ここ10年ほど見ますと減ってきて

おります。特に普通交付税は減ってきておりま

す。それを補うために、いろいろ国の事情があ

りまして、臨時財政対策債で補いながら、総額

では、全体的には４％ずつ減っているんですけ

れども、臨財債を加えることによって大体減り

方が２％だという、ここ10年間で推移してきま

した。そういう流れを見ますと、今後もその流

れはそういった流れでいくんではないかなとい

うことで、うちの方の財政再建プランも考えて

おります。長期的な視点で物事を考えますと、

普通交付税、地方交付税、そういったものは全

体的には減額していく方向、減っていく方向に

ありますので、臨財債で一時的に地方で対策を

講じた金が100％私は保障されるとは思います

けれども、国の客観的なそういった財政状況を

考えますと、非常に厳しいところも、厳しい側

面もあるということは否めないのかなというふ

うな状況にあると思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 地方交付税というのは

このように新庄市のように税収がなかなか上が

らない場合それを補てんして、必要な経費とし

て使えるようにされなければならないと、され

るようになっているわけですが、これが国の財

政を考えると減っていく傾向があるのではない

かいうことだったと思います。国の財政が非常

に厳しい中で、さまざま景気対策ということで

いっぱい支出しているわけで、このままで本当

に日本の国どうなるのだろうかという、全体的

に見ればあります。今、国の方で、地方交付税

の原資に国税があるわけですが、国税として消

費税増税が公言されています。内閣は同時に法

人税の引き下げを検討すると明記したりしてい

るようです。その点について、どう考えている

か、どう見るべきか、どうでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 消費税については国策

でありますので、国の方でそういった内容が検

討されている、また首相も時期について言及し

たりしているところはありますけれども、国策

でありますので、この場でのコメントは差し控

えさせていただきます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 私考えるに、地方交付
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税を減らさないで、必要な分だけ地方に回して

ほしい、住民、国民の生活を守るためには必要

なお金だということで、地方から市長を先頭に

言っていかねばならないというふうに市長もお

っしゃっているわけです。じゃ国として税をど

のようにすれば、より地方交付税のお金を確保

できるかということについても見守っていく、

あるいは必要な意見を言っていく必要があるよ

うに私は思います。 

  法人税引き下げと消費税増税がほぼいつも同

じように、同じ時期に同じようにして出されて

きたように思います。実は、今まで1989年から

2009年まで消費税が213兆円、国に入ってきて

います。その時期に法人３税の減収、引き下げ

です。法人税の引き下げが、その減収分が182

兆円とのことです。この消費税導入以来の20年

間の教訓は、法人税収が減った分の穴埋めに消

費税が使われてしまったと見ても間違いでない

ような気がするんです。今また消費税増税と法

人税の引き下げ、これを出してきているわけな

んです。これ以上、消費税というのは御存じの

ように低所得者であればあるほど負担が重い内

容です。一番社会保障が必要な方々に税金とし

て重くのしかかるものです。そういう意味では、

社会保障をこれからもっと充実しなきゃいけな

いとなったときに、必要な方々からお金を取る

ようなやり方ではなくて、今まで法人税を大幅

に減税してきた、ここを戻して、まともに前の

ように、もうけた分からはいただくような国税

にしていくべきではないか、そして地方交付税

を確保すべきではないかと、市長を先頭に言っ

ていく必要がある。地方交付税を確保するため

にです。どうでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 国の方では去年の秋か

ら税制についての抜本的な改正を行うというこ

とで作業を進めてきているところでありますが、

そういう今指摘された消費税あるいは法人税、

いろいろ検討入っていますけれども、その姿が、

方向性はいろいろ議論されていますけれども、

はっきり明示されてないと。消費税あるいは法

人税については、客観的な数字として国際的に

見れば日本の消費税は低過ぎる、法人税は高過

ぎる、そういった議論はあります。ただ、それ

をそのままやることが日本の国の本当の国民あ

るいは企業、あるいは地方財政の活性化になる

のかという議論はまた別途行われると思います。

ですけれども、市としてはきちっと国で保障し

ている地方交付税の運用について財源を確保し

て、地方財政が健全に格差が起こらないように

運用していただきたいということについては

常々言っていますし、これからも国、県の方に

要望はしていきたいと、当然市長を先頭にして

言っていますし、これからもやっていきたいと

考えています。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 消費税の増税というの

は、個人消費を冷え込ませる、かなり大きな存

在だと思います。これをまた上げることになり

ますと、今、内需拡大で個人消費を応援するこ

とが必要なわけなのに、それをまた冷え込ませ

ることになってしまいます。輸出が減ってきて

大変なわけなんですが、輸出に目を向けるとい

うか、輸出に係る消費、お金よりも、国内総生

産というか、そのお金よりも個人消費を温めて

やることで３倍以上の内需拡大、個人消費の力

になると言われております。そういう意味では、

消費税増税をするのではなくて、消費税増税に

は市長としてぜひ反対して、お金持ちの方から、

大金持ちがいらっしゃるわけですから、そちら

からまともな税金、大企業からまともな税金を

前のように負担していただく、そういうことを

市長として市民の暮らしを守りながら内需拡大

を考えたときに、それが必要なんじゃないかと



- 243 - 

言っていただきたいと思いますが、それについ

ての市長の御見解はいかがでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 消費税を上げないで運

用できれば、これにこしたことはありません。

今の状況で運用されていくのが理想だと思いま

す。そういうことでは、市長会あるいはいろん

な担当者会議でいろんな面でそれぞれ意見とし

ては申し上げていきたいと思いますけれども、

これからの財政運営を考えると、全体的な中で

はどうなのかなと、いろいろ議論はこれからな

されていきますので、その推移は見守っていき

たいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに歳入についての質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） ２点ほどお伺いしたい

と思います。 

  13ページの１款市税の入湯税ですけれども、

入湯税が前年よりふえています。その前の年よ

りもふえていますけれども、この積算の根拠、

ひとつお願いしたいと思います。 

  あともう１点、14ページの都市計画税なんで

すけれども、これもだんだん減っていますけれ

ども、この理由、どういった積算の内容、この

２点だけひとつお伺いしたいと思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 入湯税ですけれども、20年度

に比べて大分上がっております。これは先日の

補正予算のときにもお話し申しましたけれども、

日帰りの客がふえております。見込みを立てた

のが11月時点ですが、現在はさらに伸びており

ます。現在20年度の利用客がこのままで継続す

れば恐らく21年度の予算はこれを上回る収入が

見込まれるものと思っております。客数の増で

あります。 

  それから、都市計画税でありますけれども、

これは減となっておりまして、地価全体が都市

計画用途区域、いわゆる賦課区域につきまして

全体的に土地の価格が下落しております。それ

から、家屋につきましても新築の割合が今少な

くなっておりまして、新築による増というもの

よりは、経年変化により家屋の評価が下がって

きております。その評価の落ちが大きく、約

５％近くこの部分で落ちております。したがい

まして、都市計画税は前年よりも減と見込んで

おります。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 日帰り客がふえている

ということで、この要因は、ふえている要因を

どう分析なさっているんでしょうか。 

  あと、細かいことですけれども、宿泊見込み

数が、ことしは315人、去年は90人なんですね、

去年の積算。これが随分ふえている、金額は大

したことないですけれども、宿泊数がふえた見

込みのお考えをひとつお願いしたいと思います。 

  あと、都市計画税、こういった土地の評価も

下がっているし、全国的に土地の下落というの

は理解できます。収入率というのがことしの場

合は90.0、昨年は95.7の収入率をここに書いて

いますけれども、土地が下がって新築も少なく

なって、大変なことで、そのような中で収入率

が若干上がったというようなことなんですが、

この辺はどのようなお考えでこうなったんでし

ょうか。 
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今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 まず入湯税の宿泊客でありま

すけれども、20年度の予算では確かにそういっ

た数字を上げております。これはその前の年の

11月ごろに見込んだ数字でありますが、旅館が

１軒減るということがございまして、それの相

乗効果といいますか、なお一層客が減るのでは

ないかということで見込んで減らしておりまし

た。しかしながら、20年度の実績を見てみます

と、意外にも固定客の方がいらっしゃいまして、

それほど落ち込んでなかったと。現在でもこと

しの決算見込みからしますと300人を超える宿

泊客があると見込んでおります。したがいまし

て、新年度の予算では315と見込んでおります。 

  それから、都市計画税の収入率でありますけ

れども、前年よりも高く見ておりますが、これ

は客観的に見ますと景気が悪いという中で徴収

率は落ちることが考えられます。現実に95から

今95.六、七ぐらいで推移しているところでご

ざいます。ですから、この96というのは頑張っ

てここまでしたいという努力目標として我々は

とらえております。 

  ふえた理由につきましては、先日も渡部委員

からの質問にお答えいたしましたけれども、一

つは奥羽金沢温泉ですけれども、施設がきれい

になったということでお客さんがふえたという

ことがあります。もう一つ、銭湯があったわけ

でございますが、そこが廃業したということで、

今までその銭湯を使っていたお客様もそちらの

温泉に移ったということから、大きく利用客が

伸びているものでございます。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私から１点ほど。一つ

は、21年度の施政方針、これは市長から議会の

当初、方針を述べられましたが、この中に広域

行政のことが触れられてない。市長は広域の理

事長でもある中で、広域行政、この前もやはり

施政方針の中で説明あればなと思ったところで

あります。そういうことで、なぜ広域行政に触

れられればということですが、28ページの市債

の消防債、これは全協でも私は質問させていた

だいたわけですが、市債5,200万円、当初、こ

れは今後10年計画で支署整備あるいは広域消防

の施設の整備等計画があるということを説明い

ただいたわけでございますが、ことしの予算措

置はそれの最初なわけで、これがきちっと明確

に我々に内容を説明いただいてあればいいんで

すが、全協のときはまだ10年計画の中での全体

的な予算措置がどうなるかというのが明確には

いただいておらなかったわけでありますが、そ

うしたことも踏まえて、今後の消防債、10年計

画において、今回のように市債を対応してそう

いう整備計画を図る計画なのか、その辺をまず

お聞かせいただきたいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 広域消防本部の事業計画、

簡単な形で10年計画は立てておりますが、細か

い制度の中では５年計画というものがありまし

て、今後ははしご車が来年度、24年度には北消

防支署の建設というものが予定組まれておりま

して、これらについては消防債を使っていかな

ければならないだろうと聞いております。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） この消防債は、統合支

署、仮称かもわかりませんが、南支署、統合の

市債ではないわけですか。今言った今後の計画

は、はしご車とか、そういう整備もわからない

わけじゃないんですが、この消防債の内容は今

説明いただいた内容なんですか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 
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五十嵐正臣環境課長 今の消防債5,200万円につ

きましては、南支署の建設費に伴う消防債とい

うふうにとらえております。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私もそうだと思って質

問させていただいたんですが、この消防債、広

域では今回の統合支署の場合は総額１億5,000

万円余りの予算措置されるわけで、そういうこ

とで今後10年間６署計画があるわけですね、整

備。これは広域の局長からも聞いてきたんです

が、大体そのぐらいの予算措置だと、６署。今

後10年計画で６署だから１億5,000万円の約９

億、そういうふうな計算してもらってもいいで

すよというふうな話もしてきたんですが、これ

だけの10年計画で、それなりの予算措置をして、

どういう内容、どういうことが改善、業務内容

がされるのか、その辺の内容をお聞かせいただ

きたい。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 整備計画のとおり、21年度、

24年度に北支署ということで、真室川支署、鮭

川分署が統合するという形で24年度建設計画を

立てております。これに関しては、南支署も含

めて６署体制という体制の中で、救急体制が主

に考えられている部分なんですが、消防につい

ては何分という正確なとらえ方はないんですが、

救急の場合、命にかかわることですので、まず

は６分という生命の危機、救急業務として６分

のエリアというふうに考えた場合、大蔵と舟形

のどちらかに支署が寄ってしまうと、真ん中辺

に今回計画しているわけですけれども、それに

しても肘折あたりは６分、８分から外れるとい

う部分がありますが、より広い範囲で人の命を

救える救急体制の時間、現場まで行ける時間と

いうことで計画されております。なお、北支署

につきましても、真室と鮭川村の正確にはまだ

場所を位置づけされていませんが、ほぼ中間地

点あたりを目指していると、考えているという

ことで、主には救急体制の出動という形でのエ

リアのくくりと考えております。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 南支署の場合はそうい

う状況が出てくるというか、そういう対応をす

るということはわかるんですが、全体的にこの

計画があるわけで、この前もお聞きしたんです

が、この支署整備というか、統合計画、６署体

制、果たして全体的にとらえた場合、全協でも

説明聞いたんですが、消防業務と救急業務が何

ら改善されてないような内容での説明だったわ

けであります。せっかく統合する。そうしたら

救急業務が大変ままならないということ、ずっ

と前から我々広域でも調査委員会したりして、

そういうことが広域消防の方からも話しされ、

我々も把握しているわけなんで、そういう状況

が一向に改善されない中での統合６署、これは

いかがなものかなということで、前回協議会の

ときも、もう少し見送りして、もっと改善の策

を考えたらいいんじゃないかという形で私は質

問したつもりなんですが、６署体制やってどう

いうふうな、これだけの予算措置される中で、

効果というか、改善がなされるかという、最大

のこれは予算を計上して使う側になれば、その

辺をもっと明確に我々に説明なされないと、消

防業務と救急業務が今のままの体制、こういう

状況の中で、私が聞いた内容では、広域消防の

職員が今後17人か８人ぐらい削減されるという

ようなことは説明受けましたが、これだけの職

員の削減だけの効果というか、10億余りの投資

した中での効果、余りにも少ないような感じが

してならないんですよ。なして救急業務が改善

されないかという点をもっと重要に考えてもら

いたかった。今現実において救急業務の方がは

るかに出動率、回数がふえてきている中で、こ
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の辺のとらえ方をどう考えて今後の６署体制計

画に入ったのか、その辺をもう少し明確にお聞

かせいただきたい。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 支署統合によって１億五、

六千万円ぐらいのさまざまな経費も加えてかか

るわけです。南支署、北支署というふうに合わ

せると３億円からのお金が必要となってくるわ

けですが、広域消防体制の人数の中で、現在

130名体制という中で、清水委員からも御指摘

あったように、それが６署体制であれば18人を

減らした中での救急業務、消防業務という人員

体制をとっていくということになります。舟形

分署とか、例えば真室川の北分署とかは、まだ

使える施設ではあろうというふうに確認してお

りますが、大蔵分署につきましては建設当初か

らふぐあいが若干ありまして、なかなか維持管

理が大変だということと、統合した際にやはり

片方に、例えば舟形なり大蔵なりの片方に分署、

支署を持っていった場合には、もう片方の住民

からの不満が相当あるということで、やはり人

の命、財産を守る、火災での出動体制になるべ

く均等な均一な住民サービスをしていきたいと

いう意味合いをもってちょうど中間点になるべ

く早く建設して、対象住民をカバーしていきた

いということであります。３億円と言われると

かなりの高額になりますけれども、お金と人の

命、財産を比べるということはなかなか難しい

ことでありますので、その辺はなるだけ多くの

住民を安心安全ということで生活させていただ

きたいと考えております。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 説明を受ければそのぐ

らいだと思いますが、広域の調査特別委員会で

議員の皆さんで５署体制で何とか、そういうふ

うな統合体制をつくってもらいたいということ

で提案させてもらったわけであります。その中

には、市長も当然内容等を把握していると思う

んですが、やはり５署体制をやれば１署十五、

六人体制がとれると、広域消防職員が団塊の世

代で退職されても。そういう状況下で十五、六

人体制になれば消防業務も救急業務も両方一緒

に緊急発生しても出動できるというようなこと

を我々は一番重要視して５署体制、そして職員

の体制十五、六名という形でまとめた経過があ

るわけ。そういうことが一切何も理事者側では

とらえられていない。こういうことが非常に安

心安全、今、課長が安心安全を言われた中で、

こういうことが改善されないで、安心安全を考

えた整備計画、果たしてそういうふうにとらえ

られるのかなというか、非常に疑問なんです。

そういうことで、やはり６署体制の効果なんて

いうのは、我々から見れば正直言って何も効果

ない。これだけの予算措置、今後考えられるわ

けですから、まして真室川の支署はまだ使える

ということも言われている中で、そういうこと

も今ある中でそういうふうな計画を立てて、そ

れだけの予算措置今後やるということが非常に

甚だ疑問であるし、もっと改善計画、６署体制

でいくとなれば、改善計画がもっと今私が言っ

たような課題、そういうものを克服する、検討

する考えはあるのか、市長、お聞かせいただき

たいと思います。 

遠藤敏信委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時２１分 休憩 

     午後１時２２分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  暫時休憩します。 

 

     午後１時２２分 休憩 

     午後１時２９分 開議 
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遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ６署体制、そして５署

体制、１署体制、６署体制と、ここ10年間で大

きく変遷してきました。平成10年度に出された

消防科学総合センターの広域消防のあり方につ

いて、６署体制、８署体制、５署体制、それ以

上ということで検討したわけです。消防体制に

ついてはその時点では６署体制が地域の特性か

ら見て妥当ではないかということで、そういう

分析書が出されました。それからずっと時代が

変わりまして、議論がなされて、最終的には広

域の議会から５署体制で一番効率的ですよとい

うことで意見を出されたということも踏まえて

の議論でした。それを踏まえて６署になったと。

それは何もここ10年間進歩してないんではない

かということでありますが、消防に携わる職員

といいますか、消防職員がどういう体制でこの

地域の防災、救急のあり方をどうすべきかとい

うことをみずから議論したり、図上で点検した

りして、６分、８分、10分というようなことで

研究されたと。そして、線引き、エリアくくり

を前の全協でお示ししましたけれども、効率的

に今の交通網でいくと、この６署体制が一番合

理的ではないかという現場の声も踏まえて最終

的に首長さんたちが判断されたと。そういった

内容をもとに、統合署が南支署として大蔵村と

舟形町の中間に１億5,000万円ほどかけて消防

債を利用しながら、６町村では過疎債を使って、

ただ金山と新庄は該当しませんので、振興債と

か消防債を使ってやるということで、この

5,200万円何がしの負担金が求められたという

ことでありますので、これは市長初め私も実務

レベルで相当議論させていただきました。だけ

れども、地域の安全安心を守っていくにはこの

体制でいかざるを得ないのではないかというこ

とで、10年計画とか５年計画ありますけれども、

その中のことしは21年計画を受けたということ

で、今回提案させていただいていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 政策経営課長、合理的

に、この計画は合理的に計画が立てられたと。

だから、そこが一番聞きたいところなんだよ。

どうして合理的なのか、この計画が。だからさ

っき言った、消防業務と救急業務が一緒に業務

できないような状況で、どこが合理的で安全安

心なのよ。だから、そこの合理的なことをきち

っと我々にわかりやすく明確に言ってもらえれ

ば、なるほどなとなんなよ。６署体制が合理的

だからと、その中身が我々に伝わらないから今

質問しているんだ。だから私が言ったのは、こ

の計画で広域消防職員が十五、六名、18名か、

そういう削減なるという計画は聞いた、広域に

も行って聞いてきたけども。それだけのことだ。

それだけのこと。業務体制なんか何ら改善され

た計画じゃないのよ。今までどおり。これなん

か本当は言いたくないけど、各首長たちの私見

というか、そういうものが絡んでの計画でない

かなという感じで受けとめているのは私ばかり

じゃないと思う、議員の中で。そういうことし

か、我々から見えるようなことしかできない状

況なの、今の６署体制というのは。だから、今

言った、そういうふうな業務体制を今後検討す

る考えはないかと市長に聞いている。そこなの

よ。今はこれ予算こうやって市債上げてきたわ

けだから、今の６署計画は聞いた。今後のこと

を言ってるの。今後のこと。今後そういうふう

な私が言ったみたいなことを検討する考えはな

いかと聞いている。そういうことなの。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

遠藤敏信委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 新庄市から出ているわけですけれ

ども、広域の理事著になっているということで。
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先ほど清水委員から５署体制であればというこ

と、６署体制の検証がされてないのではないか

と、改善がどうされたということでありますが、

広域は広域全体の中で、この圏域に住んでいる

方々の安全安心をいかに守るかという観点から

議論が始まっているわけであります。１署体制

のときに御説明申し上げましたけれども、１署

体制は合理的な財政負担をいかに軽くするかと

いうような観点から始まったわけです。議会の

方は、団塊世代の大量退職に対して消防体制は

どうあるべきかということで５署体制を提案し

ていただいた。１署体制から今度はさらなる５

署体制との提案の中で、さらに地域の安心安全

を図るためには、先ほど政策経営課長が申し上

げましたように、５分、８分、10分という動き

の中で、多くの人たちをカバーできるエリアと

すれば、現場の消防本部の考え方も参考にさせ

ていただいて、６署体制が一番エリアとしては

安心安全にこたえられる体制であるという消防

本部からの意見も参考にしながら協議し、そし

て５署から６署体制ということで、広域議会と

しては了承をいただいたところであります。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私は余り理解されるよ

うな答弁ではないなと。一つ今後もそういうふ

うな安心安全、財産、生命を守る広域消防のこ

とでありますので、そういうふうないろんな形

での広域、広域消防だけじゃなくて、広域行政

を我々議会でも議論、そしてまたいろんな形で

これからも当然合併が余り進まない中で、広域

行政の見直しというのはもっと抜本的にやらな

いといけないなという感じでおります。そうい

う形でひとつ検討していただきたいということ

でありますが、これはあれですか、財政再建プ

ラン、この中に今後の計画の市債、これは見込

まれて財政再建プランも織り込まれているのか、

その辺一つお聞きして終わりたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 広域から出てきており

ます、いろんな分担金あるいは償還金の計画に

ついては、この５カ年計画をもとに分担金の金

額を算定しておりますので、基本的にこの計画

が財政再建プランの償還金というか、分担金の

中に入っています。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳入についての質疑あり

ませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 前にも何回か質問とい

うか、ただすというか、そういう経過があるん

ですが、個人の市税ですか、よく農業所得と勤

労者とかの内訳あるんですが、これだけ見ると

極めて農業所得がないと。そのない理由は、そ

の世帯のうちで農業所得より給与所得が余計な

場合は給与所得に全部移行するんだと。そうな

ってくると、実際はこれよりもっともっと農業

所得があるという感じなんですが、その辺を何

か統計学上できないというか、難しいという答

弁を何回もいただいておったんですが、先ほど

の農林課長のお話も聞いておりますと、園芸な

んとかプランとか県の補助金も２倍ぐらいなっ

ていると。そして、農家の所得も向上を図って

いると。そうなってくると、当然農業所得も増

加していると見ざるを得ないような気がするん

ですが、依然としてこういう形式でだけやって

いると、ちょっと見た瞬間はすごく所得もない

し、所得もないために、課税、税金ですか、こ

れも少ないと。そこでお聞きするのは、農林課

長なり農林課、農業委員会でも結構なんですが、

農業所得というのは新庄市の場合はどのぐらい

になっているのか。何か前に農業センサスです

か、ああいうもので把握しているというお話が

ありましたので、いろいろ事業をやったことに

よって農業所得というのはどれぐらい伸びてい
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るのか、平均的な新庄市の農家の所得というの

はどのぐらいになっているか、その辺もあわせ

て、みんなに教えるというか、周知することも

大事なんでないかなと。これだけ見ると何かこ

うちょっとあれなもんですから。 

  それから、12ページの固定資産税なんですが、

固定資産税は市税の市の収入の根幹をなす税金

です。本年度は大体21億円ぐらい計上している

んですが、そういう中で、わらすこ広場ですか、

あそこのビルの固定資産税が何かいろいろ、前

にわらすこ広場をあそこに設置するとき、いろ

いろ話が出ました。その後、かなり事業者が努

力なされて、テナントもかなり入っております。

新庄市でもわらすこ広場に対して施設の利用料

として1,800万円ですか、出しております。ス

イミングクラブでもかなり出していると思うん

です。そうした中で、一方では商売をして施設

の貸出料として収入を得ておりながら、一方で

は固定資産税を未納というか、その辺、21年度

の場合はどういうふうになっているのか、固定

資産税が入ってくるのか、入ってこないのか。

入ってこないとするならば、いつまで入ってこ

ないのか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 まず最初に、個人市民税の所

得割の区分のことでの給与所得、営業所得、農

業所得の区分でございますが、これは昨年度も

たしか議論されたと思います。これはあくまで

課税用のデータでございます。渡部委員からあ

りましたように、複数の所得があった場合には

一番多い所得のところに分類されるというもの

であって、ここに出てくる数字がすなわち農業

所得のすべてではありません。農業所得があっ

たとしても、結果的に課税されない場合も往々

にしてございます。そういった場合にはここに

一切出てきません。したがいまして、これはあ

くまで税金を計算する上でのデータだととらえ

ていただきたいと思います。産業振興とかの場

合に使うにはこのデータは不適切でありますか

ら、それはセンサスなりその他の資料でもって

御判断いただきたいと思っているところでござ

います。 

  それから、固定資産税の件でございますが、

これは昨年来ずっと議論されておりまして、昨

年一つの合意がなされまして、これまでまるっ

きり入ってこなかった税金でございますけれど

も、20年度から一部について納めてもらってお

ります。これが５年間それで納めていただいた

後、所有権が移ると。その時点から満額入ると

いうことで合意をしておりまして、その合意に

従いまして順調に、今は一部ではありますけれ

ども、収納されております。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今、税務課長が申し上げた

とおりでございますけれども、私どもいろんな

計画するに当たって、先ほどのチャレンジプラ

ンの計画とか、いろんな計画に際しては、農林

水産統計年報に基づいた統計の資料を使ってお

ります。その中で、１戸当たりの農業所得につ

いては136万9,000円ということになっておりま

す。それを１反歩当たりに直しますと、生産農

業所得が４万7,000円ということで、その数字

のもとにいろんな計画に際してはそれを活用し

て報告しているということでございます。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今の農林課長のあれは

反当４万7,000円というのは、これは米だけで

なく野菜とか果樹とか、あらゆるものを入れた

もの、そういうことですか。130何万か、そう

すると、それを農家の世帯に掛ければ農業所得

というのが出てくるわけだな、農家の世帯数に

掛ければ。そういうこともある程度しておかな

いと、ただこれだけ見ると、普通の一般市民が
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予算書を見た、図書館なり何なりに行って見た

ときに、何だと、農業所得はこれしかないのか

と、こういうちょっとした誤解を招くような恐

れがあるような気がしますので、今までも２回

か３回触れてきました。これから何か税務のな

んとかというお知らせがあるときも、できれば

そういうことをちょっと触れてもらえば一般市

民も納得得られるようなことになるんでないか

なと思いますので、その点もひとつお願いした

いと思います。 

  それから、固定資産税ですか、これが５年間

ぐらいと。早めることはできないんですか、早

めること。そっちの金融機関なりそっちとお話

し合いして。現実的に商売してるわけよ。商売

してテナント料としてもらっているわけ。何か

普通の人から見れば釈然としないというか。新

庄市だって1,800万円、施設の借上料を出して

いるわけ。そして税金は今言ったような内容に

なっていると。みんな入っているぞ、そこに。

月に何万とか払っているわけよ。そして、国民

の義務である、市の根幹の税である固定資産税

を、いろいろな折衝過程の中で何％か納めても

らうような形にしたんですが。そういうことも

よくこれからも相手の人とお話し合いをして、

新庄だって我々が言う本町通りというのは店を

閉めているところがあるわけ、いっぱい。そこ

にだれかが入って商売したときは同じケースに

なるんでないかと、同じケース。だから、１年

でも２年でも早めて、それから今まで納めても

らっているパーセントを３％なり５％なり10％

なりかさ上げしてもらうと。そういう努力が大

事なんでないかなと。商売してなければ別だと、

商売してるんだもの。その辺の考え、いかがな

んですか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 これは一昨年あたりもこの議

会の場でいろいろ議論されたことでございます。

私も経過を議事録を読ませてもらいましたけれ

ども、本来といいますか、法律から言えばまる

っきり収入にならないところ、さまざまな交渉

をした末、10対４で収入のうちの一部を何とか

入れてもらえるように交渉したという経過とい

うふうに承っております。確かに今使っている

方々も所有権が移らない中で、５年間を経過す

る中でやっと所有権が移るということでござい

ます。それまでは努力してようやく結んだ合意

でございますので、その線で、もともと見込め

ない収入を何とかそこまで持っていったわけで

すので、その辺で進めていきたいと思っている

ところでございます。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 私が言っているのは、

５年と言うけれども、現実的に商売しているん

だと、市だって1,800万円払っているんだと、

あそこを再開するときはいろいろ今言ったとお

りのことがあったけれども、５年を半年なり１

年に詰めるとか、もうちょっと、今納めてもら

っている金額を３％なり５％なり10％なり、相

手の人と話し合って努力する気構えがあるかな

いかと聞いたわけよ。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 昨年、合意を結んだばかりで

ございます。もうしばらくはこのまま確実な履

行を見守っていきたいと思っているところです。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今までどおりでいくと、

全然相手にそういう話はしないと、そういうこ

とですな。商売してねばいいというのよ。商売

して収入を得ているわけよ。だから少しでも、

少しでも時間を詰めるとか金額をちょこっと上

げてもらうとか、そういうことをお願いしても

らうことできませんかというの。そうしたら課
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長はしないというわけよ。これ一般市民が聞い

たらどう思うと思う、普通の人が聞いたとき。 

國分政嗣副市長 委員長、國分政嗣。 

遠藤敏信委員長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 経過については税務課長が申し

上げたところでございますけれども、市民の感

情といいますか、若干そごするところもないわ

けではないと感じております。状況の変化もご

ざいます。それらについて常に情報交換しなが

ら努力をしてまいりたいと存じておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 副市長、そう言えば何

回もお互いに言うことないんだよ。時間も30分

と決められている中で、これからも今言ったよ

うなことが議会サイドから出ることも数あると

思いますので、ひとつ……、やめます。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳入について質疑ありま

せんか。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） ちょっとだけ伺います。 

  25ページの寄附金のところなんですけれども、

ふるさと納税寄附金のところです。60万円と計

上されていますが、これはどういう根拠でこの

ように。それと、今年度は85万9,000円の寄附

納税があったと。この金額について、予想して

いた金額と比べてどうだったのか。それと、ふ

るさと納税を進める上でかかった費用というか、

そういうところを知りたいんですけど。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 60万円の根拠は、こと

し20年度は18人から85万8,000円いただきまし

た。１人当たりの金額はいろいろあるでしょう

けれども、18人からもう一頑張りで20人にした

いと、１人当たり３万円ぐらい何とかお願いし

たいということで、60万円ということでスター

トさせていただきます。 

  それから、今年度の金額でありますが、85万

8,000円の予想でありますが、できれば100万円

以上いきたいと思っていましたけれども、前半

はなかなかよかったんですけれども、後半、社

会的なこういう情勢でありますので、後半は伸

びていかなかったということで、予想を下回っ

てしまいました。 

  費用でありますが、郵送料、重立った方々に、

いろいろ例えば江戸家老さんとか東京在住の県

人会とか同級会、同窓会、そういった方々に対

して印刷のいろんな案内を出しましたので、そ

ういった郵送料とか印刷費、御寄附いただいた

方には米と祭りのＤＶＤを御礼として差し上げ

ましたので、そういったもの全体では、３月補

正で計上していますけれども、金額を誤って言

うと悪いので、後でまたお知らせしたいと思い

ますけれども、３月補正にその金額をのせてお

りますので、後ほど報告したいと思います。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 私は一般質問等でたび

たび寄附についての質問をさせていただいたり、

御提案させていただいたりしていたんですけれ

ども、担当課がお忙しいということもあって、

なかなか取り合っていただけなかったと思うん

ですけれども、やはりタイムリーじゃないと本

当にすべてにおいて後手後手だと効果も半減以

上してしまうんじゃないかなと思うんですよね。

私としては、本当にタイムリーに対応できるよ

うな、部署の中に一つ係みたいなものをつくっ

てほしいんですよね。それでどんどん時代の波

を読み取って対応していくみたいな姿勢は必要

だと思うんですよ。市長、どうですか、そうい

う部署を設けて、時代に対応していくような部

署というのを今後つくっていくようなお気持ち

はありますか。 
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坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 寄附条例につきまして

は、実際条例化しているところも何市かござい

まして、この議会でも指摘というか、どうかと

いうことでいろいろ意見をお伺いいたしました。

地域を愛されている方あるいは遠くからふるさ

とを応援したい方の気持ちを形にあらわすとい

う意味で、ぜひやりたいなということで勉強さ

せていただきましたが、なかなか実現に至らな

かったということでは、将来の課題になったと

思います。そういうことで、引き続きそういっ

た形を研究、研修してまいりたいと、一つの課

題とさせていただきたいと思います。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 前に市長の答弁の中で、

私が一般質問の中に寄附条例の話とかを盛り込

んだときに、物ごい的なことにならないように

していきたいという中身、そういう言葉を使わ

れたんですけれども、私は物ごいとかというレ

ベルで考えているのではなくて、メニューがあ

るんですよね。そのメニューに沿って、それぞ

れ寄附をなさりたい方がそのメニューに沿って

寄附をしていくというのは、本当に市民、あと

は新庄から離れた方々が、新庄出身の方々がど

ういう政策、事業に興味を持っておられるのか

というアンケート的な要素もあるんじゃないか

と思って、そういうことも含めて、こういうも

のに使ってほしいんだという意味でそういう制

度を、だから、何を求めているのかがわかる、

何をしてほしいのかがわかる制度だよという意

味でやったんですけれども、私は物ごいという

意識じゃなくて、本当に市民が参加していく、

新庄というところをふるさとに持っている人た

ちが参加していく意味で、市政に参加していく

意味でそういうものを取り入れてほしかったん

です。姿勢の問題じゃないかなと私は思うんで

す。物ごいという表現を私は非常につらく受け

取ったんですね。ぜひ物ごいじゃなくて、本当

にみんなが参加して、財政厳しいふるさと新庄

を何とかしていくんだという意識のもとでこう

いう制度が充実していけばいいと、そういう意

味で私は言ったんですけれども、なかなかわか

っていただけないようで、ぜひ今後そういうス

タンスでやっていただきたいと思います。これ

から歳入減がどんどん予想されているので、と

にかく経費節減だけでは何ともならないんじゃ

ないかなと。経常収支比率102.6という数字と

いうのは、もう使い道が決まっているので、赤

字こくよという意味の102.6ですよね。非常に

硬直化した財政ではありますよね。もう使い道

が決まっているということの数字に近いんじゃ

ないですか。寄附という、そんなに多額ではな

いかもしれませんけれども、自由に市民の意見

を取り入れながら使うことができる装置みたい

なものはこれからどんどん充実させなければい

けないと思うんですけれども、どうですか。本

気で考えていただけないでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 さっき言いました地域

を愛する心、ふるさとを愛する心を形にという

ことで、その形の問題で、さっき言われました

ように、市では何を重点的に進めていくのか、

環境とか子育てとか、いろいろ各市によって違

います。市に何が本当に必要なのか、政策の目

玉は何かということで、そこら辺をきちっと位

置づけした後でないと、ただ単に寄附金をいた

だきますよではうまくないということでありま

すので、まずそこら辺を、政策的な将来の方向

とか、そういったすり合わせを行いながらして

いくということで、そこら辺慎重に市の方針を

定めた上で形にしていけるように、課題として

取り組んでまいりたいということであります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 
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     午後２時０５分 休憩 

     午後２時１５分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） さっきの続きで、わか

りました。大体前向きに取り組んでいただける

という解釈でよろしいんですか。新庄市まちづ

くり総合計画市民アンケートの調査報告書なん

かもちゃんとでき上がっていますし、市民がど

ういうところを充実させてほしいかとか、そう

いうことは容易におわかりかと思います。それ

とあわせて、執行部の方々がこれはどうしても

というところ、事業、政策があればそれをのせ

ていただいてメニューをつくることは簡単だと

思いますので、ぜひ実現、時宜を逸しないよう

に、早急に充実させてほしいと思います。もう

タイムリーではなくなっているので、また新庄

独自のオリジナリティーを添えて、加えて、別

物にして、こんなことを言うとちょっとあれで

すけれども、マスコミがとびつくようなオリジ

ナリティーあふれる制度にして、ぜひもう一度

チャレンジしていただきたいと思います。 

  終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳入についての質疑あり

ませんか。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） １点だけお伺いします

けれども、23ページ、商工費の県の補助金で山

形県公衆トイレ再整備事業費補助金ということ

で2,523万円かな、かなりの額が入っています

けれども、３万まで入っているんだからして、

結構つかみじゃない金額ですが、これは何をど

うするのか教えてください。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 山形県公衆トイレ再整備

事業費補助金ということでございますが、正式

には神室山の避難小屋の整備の補助金でござい

ます。なかなか山小屋を整備する上で補助金が

なかったものですから、ようやく見つけたのが

この補助金でございました。ちょっと神室山の

避難小屋についてお話しさせていただきます。 

  昭和42年に、新庄市、金山町、最上町の共同

で避難小屋を設置し、その後この３市町で維持

管理をやってきました。しかしながら、自然条

件もかなり厳しいという中で、平成17年に倒壊

する危険があるということで閉鎖しておりまし

た。もちろん現地は栗駒国定公園内ということ

でございます。したがいまして、これは国定公

園の中の避難小屋の整備、すなわちトイレを整

備するという前提のもとに山小屋を整備するも

のでございます。 

  2,523万円の内訳でございますけれども、経

費負担割合は、環境省が総事業費の45％を持ち

ます。山形県が27.5％、残った27.5％を新庄市、

金山町、最上町で分担するという仕組みでござ

います。なお、この分担割合でございますけれ

ども、27.5％のうちの５が新庄市、金山町が

27.5の３、最上町は27.5の２というふうに、５

対３対２という負担でございます。この負担割

合につきましては、昭和42年に建設された当初

の負担割合ということで了解を得てこのような

形をとらせていただいております。歳入でござ

いますけれども、国・県の補助が2,523万円、

ここにのっているとおりでございます。これは

平成21年度事業でございますけれども、新庄市

が478万5,000円、金山町が287万1,000円、最上

町が191万4,000円ということで、合計3,480万

円という事業費で進める予定でございます。 

  なお、事業年次が２カ年にわたるということ

で、来年度も総額2,900万円で事業が予定され

てございます。以上です。 
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１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） これは21年度の主要施

策事業の中にものっていて、今説明いただいた

とおりですが、これによりますと新庄市は478

万5,000円負担ですよね。県の補助金というの

はほかのものも入れた状態の中での歳入に入れ

ているのですか、そこのところ。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 純粋に2,523万円という

のが国・県の補助でございます。それで478万

5,000円というのが平成21年度の新庄市の負担

額ということでございます。 

  来年度のことをちょっとお話しさせていただ

きますが、今の予定でございます。平成21年度

は国・県補助が2,102万5,000円、新庄市の負担

が398万7,000円、金山が239万2,000円、最上町

が159万5,000円、合計2,900万円という事業で、

２カ年で6,380万円の事業費でございます。よ

ろしいでしょうか。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） これは３市町にまたが

りますよね。この1,520万円というのは、国庫

補助金は新庄市に全部入るんですか、それとも

それぞれ３市町村で分担しますよね、それを合

計するとこういう金額になるんでしょうけれど

も、最初に国・県の補助金は新庄市に一括で入

って、それからやるような状態になるんですか。

わかりました。 

  もう１点、山形県公衆トイレ再整備事業費補

助金というのは、必ずしも杢蔵山云々だけじゃ

なくて、例えば新庄市のマーケット街にという

ことでいろいろ水洗のトイレをつけていただい

て、今本当に快適になって、きれいになってと

いうことで、今まで交流人口の拡大のためには

必要だという思いがあっての話もしたわけです

が、例えば最上公園のところにある、ほかのと

ころにあるというところは水洗でないところも

あるわけです。余りきれいじゃないところもあ

るわけですが、こういうところにも山形県公衆

トイレ再整備事業費補助金というのはおりる状

態にあるのでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほど説明が落ちてしま

いましたけれども、県の担当課が緑自然課とい

うことで、例えば鳥海山とか、ああいったとこ

ろのトイレもこのような事業で、環境省の事業

をいただきながら県の補助も含めてやっている

ということでございます。ですから、町中の整

備ということには当たらないということでござ

います。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） そういう話ですと、町

中の例えばの話でトイレ、なぜかといいますと、

市長の施政方針もそうですが、新庄市はこれか

ら人口増は見込めないし、減少の一途だし、何

で再生というか、交流人口を多くする以外にな

いし、要するに観光客を呼ばなくちゃだめだし

という話があって、最上地域の地域雇用創造推

進事業、事業構想案、かなりのスタッフでいろ

いろ検討されているわけですが、この中の観光

部門の中に肝心のところが、今後はこれまでの

山形新幹線を中心とした首都圏との交流に加え

て、仙台・宮城ＤＣや新潟ＤＣを契機とした隣

接地との連携により東西を基軸とした広域交流

圏の形成が期待されると、そして東北の雪など

に関心の高い中国、台湾、韓国などからの観光

見込み客を着実に増加させて、それらを受け入

れ体制を充実することにより、より多くの見込

み客が期待できるというようにまとめられてい

るのです。この人方の意向調査を考えますと、

きれいなトイレが一番最初に出てくるんですね。
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そして温泉、観光地のスポットという状態で、

外国のいろんな部分の交流人口とか海外の人方

も、温泉街での雇用だとか、そのほかのいろん

な部分で県内でも図っていますけれども、最上

郡域にも有数の温泉があるわけですから、ここ

は交通の要路ですから、そのときに新庄を回遊

していただくと、それ相応の観光客のお土産を

買っていただいたり何かするあれを図れると思

うんです。そのとき必ず出てくるのがトイレな

のです。ですから、今こういうふうにしてせっ

かく、これはたまたま杢蔵山麓、緑自然という

んですから、それは該当でき得る、例えばの話

で公園だとか公園の都市整備だとかという場合、

町中の観光のいろんな部分だってそういう部分

の補助金がもらえるとすれば、また新たなあれ

ができるかなという思いで話をさせていただき

ましたけれども、これに類似する、やはりトイ

レ、公衆トイレ等々の再整備事業の補助金とい

うのはほかにもあると検討した場合には考えら

れますかね。どうでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まさに交流人口の拡大と

いう前提に立てば、委員のおっしゃることはも

っともでございます。いろんなメニューもござ

いますので、今後もそういったことに目を光ら

せながらやってまいりたいと思います。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 先ほど小関 淳委員が

言われましたけれども、やはりタイムリーに早

く対応していただいて、こういうふうな疲弊し

切っているというか、大変な状況の中で、ほか

の国のところでもやはりごく一部の方々はいる

わけですから、そういうふうにして来たいとい

う部分の志向を十分にして、観光につないでも

らえればいいなと思います。 

  もう１点、提案ですが、新庄市のまちづくり

総合計画市民アンケート調査が出ているわけで

す。これは平成21年１月に出ているわけですね。

この中で重要度と満足度、満足度は低いが重要

度は高いというのは、点線で折れ線できちっと

出ているわけですよ、新庄市の。これは市民ア

ンケートの結果です。そうすると、魅力ある雇

用の場が確保されていないというのが新庄市の

満足度、要するに重要度があるけれども、それ

に充足度がない。一番と充足度もあり満足度も

高いというのが、ごみの収集体制が新庄市は充

実してるよという、そういうふうなアンケート

があるんです。真ん中あたりが、まずある程度

取り組んで頑張っているのでないかという市民

アンケートがあるので、こういうところもどう

かいろんな部分で観光も含めてそれを参考にし

ながら、来年度、これから歳出の方で話しする

わけですが、そういうところを考慮に入れてお

願いしたいなと要望しておいて終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳入について質疑ござい

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑がありませんので、

歳入についての質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出についての質疑に入り

ます。歳出について質疑ございませんか。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 先ほど沼澤委員から、

７年前の農業土木の談合について、新庄市に

1,300万円、そして改良区関係のあれで約300万

円、新庄市に入るということで、大変よかった

なという思いがします。ということは前段であ

りますけれども、この農業土木の一般質問をし

たのは私が新人で初めての質問でありました。

また、これからする農業振興整備計画について

一般質問したのもその当時でありました。それ

についてお聞きしたいと思います。 

  款項目なんですけれども、61ページの農林水



- 256 - 

産業費１項農業委員会費、農業委員会運営事業

費であります。実は、先般の一般質問で時間が

なかったので、農業委員会に質問されなかった

わけなんですけれども、今回質問したいと思い

ます。実は23年ぶりに農業振興整備計画の総合

見直しがなされるわけなんですけれども、それ

について今までは一般管理で農用地区域からの

土地の除外をなされてきたわけであります。そ

れらについて、今回の総合見直しは大体４年間

ぐらいかかるという話でありました。それまで

の間、どのような形で農用地区域からの除外を

なされていくのか、それをまずお聞きしたいと

思います。 

柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 

政。 

遠藤敏信委員長 農業委員会事務局長柏倉 政

君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 ただいま農業振興

計画の見直しにかかわる農振地域の一般管理の

除外ということで御質問ありましたけれども、

農業振興計画の見直しにかかりますと、一般管

理から特定管理に移行するようになります。調

査を終えて変更申請を行うわけですが、それま

での間は一般管理ということで、これまで同様

年３回、３月、７月の受け付けで、これは農林

課が窓口となりますけれども、農業振興計画の

変更の申請を受け付けます。それで当分の間は

農振除外の手続はできますが、特別管理に入り

ますと、４カ年ぐらいかかるということでござ

いますけれども、これになりますと凍結されま

す。凍結の間は一切除外手続はできないという

ふうになりまして、変更計画の認可がおりるま

で一切できなくなるということがありますので、

それは何年になるかということははっきり申し

上げられません。農振変更計画をされる場合は

農林課が窓口で変更計画を作成されるわけです

けれども、それについて農業委員会としては意

見聴取がされます。意見聴取されますと、それ

に答えを返答しなきゃならないわけですが、そ

れに関してはこれまでの農業振興計画が設定さ

れたときの所期の目的等を十分に勘案して農業

委員会で答えを出して返答すると。適当か適当

でないかということで返答いたしまして、農業

委員会の意見と農業協同組合の意見と、それか

ら土地改良区の意見、三者が合意で適当という

ような意見が添えられますと変更申請が可能に

なります、一般管理の場合でございますが。特

定管理に移りますと凍結されるということにな

っております。以上です。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） それでは今までどおり

特別管理に移行するまでの間は今までどおりの

農業委員会の申し合わせ事項の規定により一般

管理で除外するというわけですね。それでいい

んですね。 

  私、一般質問でも言いましたけれども、非常

に市民から不透明感があるという話であります。

そうなった場合、一例を挙げますけれども、こ

こに「農業委員会の農業振興地域の農用地区域

からの除外にかかわる判断基準（非公開）」と

いうのがあります。これによりますと、事業目

的の実現が確実で、次の要件をすべて満たすも

の、７項目あります。そうした場合、これから

一般管理で運用するとすれば、実はこういうこ

とが市民からあったんです。この要件の中に最

低条件の面積であることということがあります。

ということは、10アール当たり、農家住宅なら

10アール未満ですよね、1,000平米。それに関

して、あるところの申請、一般管理で除外され

たんですけれども、3,500平米が除外されてお

ります。そして、その理由は、事務所、製品倉

庫、資材置き場、駐車場、重機置き場、こうい

う感じの理由でもこれからも外していただける

んですね。これは農業委員会の総意としてお聞

きしたいと思います。 
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柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 

政。 

遠藤敏信委員長 農業委員会事務局長柏倉 政

君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 ただいまの件でご

ざいますが……。 

   （「委員長、暫時休憩」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 それでは暫時休憩いたします。 

 

     午後２時３８分 休憩 

     午後２時３９分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 

政。 

遠藤敏信委員長 農業委員会事務局長柏倉 政

君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 農業振興の変更に

ついては、先ほども申しましたように、農業委

員会だけの意見で成り立つものではございませ

ん。それで、先ほども申しましたように、農業

協同組合、土地改良区三者の意見がそろったと

ころで変更が認められると、県に申請して、県

の認可で最終的には変更が認められるという手

続になっておりますので。その中で、農業委員

会に意見聴取がされた場合は、先ほど委員がお

っしゃいましたことを判断基準として一応審査

されております。それは農業委員会の方の総会

でもちろん決するわけでございますが、申し合

わせ事項といいましても、農地転用の判断基準、

除外基準というのが、これは農業振興整備計画

に関する法律の中でも基準というものが一応ガ

イドラインが示されておりますので、それを申

し合わせ事項の中に含めてわかりやすくという

か、一応農業委員会の中で判断する場合の参考

にさせていただいているという状況です。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 何も今までの農業委員

会の除外云々じゃなくて、こういう事例が農業

委員会の基準というか、皆さんの判断で認可さ

れたとすれば、これからもこういう事例のやつ

は認可していただけるんでしょうという意味で

質問したわけです。だから、この間の一般質問

で、こういう農業用地区域からの除外ですか、

除外基準というものは明確にしていただきまし

て、整備計画の総合見直しが今回なされるわけ

なんですけれども、これを機会に市民の方々に

も事前に公表していただきまして、だれが見て

も的確に判断されたということをわかってほし

いなという思いで今聞いたわけでございます。 

  さっき言った、こういう基準でも１回認定さ

れたら、除外されたら、してくれるんですよね。 

柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 

政。 

遠藤敏信委員長 農業委員会事務局長柏倉 政

君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 一般管理では一応

これまでどおり特定管理に移るまでの間はこれ

は受け付けられますので、今言った基準で判断

しまして、変更手続を踏むことになりますが、

これから農業振興整備計画の変更を全般的に行

うとなりますと、それにもやはり農振変更の基

準がありますから、もちろんこれが基本となり

ますので、これは何も丸秘のことじゃないので、

これらの基準をもとに農地の所有者等から判断

していただいて、自分の農地を除外していただ

くか、農用地に含めてもらうか、これはこれか

ら地域との協議会を重ねながら構築していかな

きゃならないと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 市民から公平さを求め

られるわけでございますので、そういう除外す

る場合ははっきりした除外基準というものを明

確にしてほしいと思います。 
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  次に、64ページの同じく農林水産業費４目畜

産業費の畜産振興行政費であります。この金、

昨年度よりも50万円ほどアップしておりますけ

れども、どのような形でアップされたのか。

我々も農家として１円でも２円でも上げてもら

うのは大変うれしいわけなんですけれども、昨

年度の新庄最上の子牛というのは全国で11番目

の高値で推移しております。それは清水委員が

新庄地区の改良組合の会長でありますけれども、

それはやはり行政なり生産者が一致団結した結

果がこのような全国でも11番目に高いという市

場になったのではないかと思うわけでございま

す。そういう中で、山形県強い農業づくり交付

金386万5,000円ほどありますけれども、これは

聞くところによりますと、畜産に関係する機械

等への補助金であると聞いております。ようや

く新庄でもこのようにすばらしい農業が育って

いるわけでございますので、何らかの形でもっ

と新庄地域に畜産が根差す政策というものを持

っていただきたいなと思って質問したわけでご

ざいますけれども、この50万円というのはどの

政策の方にアップされたのかお聞きしたいと思

います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 畜産振興行政費でございま

すけれども、委員おっしゃるとおり、先日、２

月の子牛市場、全国のランキングが発表されま

した。それで、全国で11位と、最上家畜市場が

11位ということで公表されました。 

  その中で、強い農業づくり交付金が今申し上

げました50万円アップといいますか、予算増額

なったわけでございますけれども、飼料作物の

収穫機械を購入するに当たって、泉田和牛改良

組合と野中飼料作物生産組合の方で、いわゆる

飼料作物の機械に対して国から３分の１の補助

をいただくということで、この増額が昨年度よ

りアップなっています。今後とも、今、畜産振

興も畜産部分においても農家算出額でも９億ほ

どになっておりますので、今、山形県でも和牛

増頭とか酪農関係も含めてこれから推進しよう

としていますので、市としてもそれに合わせて

強化してまいりたいと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 最上地区の中に、真室

川さんとか、そのほかにも畜産振興に力を入れ

て、放牧場なんか自分たちみずから造成してい

ますよね、行政で。かつては新庄でも中部牧場

をやったんですけれども、いろいろな絡みであ

のような形でタラの芽栽培とか粗飼料の確保の

ための貸し付けとかなっているんですけれども、

やはりもう少し、ようやく新庄にもこういうす

ばらしい畜産が根差しているわけでございます

ので、減退させないためにも、保留事業ですか、

それらの方にもう少し力を入れてほしいなとい

うのが私の願いであります。あす恐らく今年度

最後の家畜市場があると思いますけれども、関

係課の方が来て見てください。そういう意味で、

もう少し和牛の保留対策について力添えという

ものをお願いする次第であります。 

  次に、67ページのこれも農林水産業費です。

バイオマス推進事業、ことしも536万円がつい

ております。この事業は、バイオマスは平成16

年から生ごみを入れた堆肥をつくるということ

でやっておるんですけれども、毎回毎回聞くた

びにその結果が出ていないみたいなんですけれ

ども、その前に、平成11年から環境保全型の農

業推進モデル事業として堆肥が製造されていま

すよね。今まで11年間このような事業が継続さ

れているわけなんです。一般質問でも言いまし

たけれども、この新庄市に環境保全型農業が果

たして生きづいてきたのか。一般質問で言いま

したけれども、庄内、置賜地域で約8,000戸の

方々が認証を受けてやっているわけですね、特

栽米栽培ということで。一般質問でもはっきり
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した答えをもらってないんですけれども、11年

間も環境保全型農業に向かってやってきたわけ

なんですけれども、何らかの姿が見えてきても

いいんじゃないかなと私は思うんですけれども、

その辺の原因はどこにあると思いますか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 バイオマスの堆肥につきま

しては、委員おっしゃるとおり平成11年から新

庄市の循環型農業を目指して農業生産を向上し

ていくという目的で進めております。ただいま

の質問の中で、特別栽培の関係が出ましたけれ

ども、一般質問でも、いわゆる置賜、庄内地区

と比べて相当おくれているというなことで、農

地・水・環境保全向上対策でも特別栽培という

ことで取り組んではきておりますけれども、ま

だまだ取り組みが少ない、非常に少ないという

ことで、何とか特別栽培に向けて組織的な取り

組みをちょっと目指して今後やっていきたいな

と思っています。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 堆肥製造は生ごみ、枝

の剪定ですか、そういうものを取り入れた、牛

ふん等を取り入れた堆肥製造なんですけれども、

二、三年前から新庄でも担い手関係の事業で、

多頭化している畜産農家も多く見られます。そ

れらの方々にも、新庄最上ですばらしい菌があ

ります。例えば真室川のワーコムさんとか、そ

ういう近隣のすばらしい発酵菌ですか、土壌菌

ですか、そういう菌を利用しながら、玉川大の

大友さんの菌もいいんですけれども、やはり地

元でもすばらしい菌があるわけなんですから、

それらの菌を有効に利用して、そして新庄市内

の農家に分けて、そして環境保全型の農業をや

っていけば、さらなる新庄の農産物の知名度ア

ップになると私は思います。そういうことで、

バイオマスの堆肥製造事業もいいでしょう。そ

ろそろ別な方向に見直す時期に来ているんじゃ

ないかと私は思います。これは執行部で判断さ

れるわけでございますので、これ以上私は言い

ませんけれども、あのとおり昭和地区において

もすばらしい牛舎を建ててやっております。そ

れから発生する堆肥というのはすばらしいもの

があります。そこに真室川さんあたりの栗田幸

太郎さんの地元のワーコムみたいなものを使っ

て、合併は破綻なりましたけれども、民間の力

を利用してよい堆肥をつくって、そして新庄市

内の農家に提供していただければ、本当に別な

面で最上の農業は一つということになってくる

と私は思います。そういう意味合いも踏まえて

考えていただきたいと思います。 

  次に、78ページの都市計画総務管理費、嘱託

職員報酬168万4,000円とありますけれども、こ

の金額についてお聞きしたいと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 21年度はいろいろ耐震化

に向けた取り組みを行っていく中で、より設計

関係、管理関係が多くなってくるということで、

それらの一部管理について監督、管理を行って

いただくということで１名分の報酬として計上

したところでございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） わかりました。どうし

て私がこのようなことを聞くかといいますと、

これは民間からですか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 まだ具体的には決まって

おりませんが、当然一部民間からの登用という

ことを検討してございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） そのような資格とか技
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術を持っているのは、今の専門員ですか、市役

所内には採用されてないんですか。例えば課長

の部下とか、そういう方々がいないんですか、

専門職で。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 先ほど申しました業務の

内容から、やはり建築士といいますか、そうい

うふうな特殊といいますか、国家資格を持った

方を考えてございます。我々一般技術職はおり

ますけれども、建築に伴うそういう専門的な知

識を持った人でないと管理となりますと難しい

面もございますので、そういった方を考えてい

るということでございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） これに関しては恐らく、

ちょっと忘れたんですけれども、以前にも市の

職員に対して専門職の職員を採用してはという

話があったと思います。そうすると建築関係に

関する技術を持っている専門員はいないと解釈

していいんですか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 建築の資格を持っている

職員はおりますけれども、絶対数が足りないと

いうことで、業務が来年度、21年度から多くな

るということもありまして、ここに予算を計上

したということでございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 81ページの雪総合対策

費の中にある光熱水費、これは恐らく補正のと

きも話になったんですけれども、改良区から水

をいただいて、それに対する電気料だと思うん

ですけれども、そのとき市長も言いましたけれ

ども、明らかにそういう最上から新庄市で水を

いただくとき、そういうことが原因で故障が起

きた場合は市である程度持ちますけれども、そ

れ以外は国・県、そういうことをお話あったん

ですけれども、しかし私は臭いものにふたをす

るというわけでないんですけれども、やはり使

えば必ず故障するということを前提にしていか

ないと、いかがかなと私は思うんです。それは

市と改良区ですか、話し合いというものが大事

じゃないかなと私は思うんですけれども、これ

は18年のときに私が何かの協議会でもらったん

ですけれども、ちょっと見たら出てきたんです

けれども、こういうことが書かれていますよね。

やはり市長が言ったとおり、原因が明らかに消

流雪用水事業の管理上のミスの場合は新庄市で

負担します。原因が特定できない特異なケース

は事故処理検討委員会で対策を講じ対応します

と文章化されております。これは18年12月１日、

都市整備課から恐らく何かの会議でもらったと

思うんですけれども、もう３年たっていますよ

ね。早急に事故処理等の検討委員会というもの

を立ち上げてやっていかなければうまくないん

じゃないかなと思うんですけれども、その辺の

ことをお聞きしたいと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 確かに委員おっしゃるよ

うに、新庄用水の施設をお借りして冬期間消流

雪に使っているわけですので、その中で管理上

のミスで、こちらにミスがあって壊したりした

場合には当然弁償の義務があるわけでございま

す。今、委員おっしゃいましたように、前の議

会でも通常の減耗といいますか、当然夏はかん

がい用水として使っているわけですので、そう

いった通常の管理上における減耗については、

これは国も県もないというふうなことで、これ

は明らかになってございます。前の議会でも御

答弁申し上げたとおりでございます。ただし、

不慮の事故の場合は当然いつ起きるかわからな

いわけですので、これは原因によってはこちら
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に原因があるとすれば、その分は負担しなけれ

ばならないと。それらを判定する場所といいま

すか、そういう部門が必要ですので、それにつ

いては改良区、国、県、市と入りまして、先ほ

ど委員おっしゃいました事故処理検討委員会と

いうものをつくって、その中で原因究明をやっ

て、かんがいに支障のないようにしていくとい

うことで、これは既に申し合わせしまして、事

務方では打ち合わせ等行っているところでござ

います。それは当然そういう形で、きちっとし

た形でして、今後のそういうふうなものに対応

できるようにしていきたいと考えております。 

４ 番（小野周一委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時００分 休憩 

     午後３時１０分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後３時１１分 休憩 

     午後３時１２分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  歳出について質疑ありませんか。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それでは私から、37ペ

ージ、２項総務費16目市町村合併推進費につい

て、62ページ、１項農業費３目農業振興費、自

動車購入、これを聞きたいと思います。それか

ら、64ページ、１項農業費、先ほど小野委員か

ら質問ありましたが、４目畜産業費の旧中部牧

場管理運営費についてお願いします。次に、72

ページ、１項商工費、新庄まつり運営事業費負

担金、76ページ、８款土木費３目道路新設改良

費、福田工業団地線整備事業5,000万円をお聞

きしたいと思います。その次に96ページ、10款

教育費11目社会体育費、新庄総合体育大会業務

委託料について、６項目についてお聞きしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、37ページの総務費でございますけれど

も、きょう真室川町が法定協議会を解散して、

新しい枠組みを設立しなきゃいけないというこ

とと、現在の協議会を休止して新たな枠組みで

設立すると、協議会の規約を変更して真室川町

を構成市町村から除くということになると思い

ますが、いずれにしても今後の法定協議会で対

応すると聞いておりますが、市町村合併の推進

費でございますけれども、これは予算面とか、

そういうのでこれから変わってくるのか、その

辺をまず一つお聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ここに掲げてございま

す負担金は、三つで行う場合、平等割半分、人

口割半分という経費で、総事業費が1,100万円

ほどで、あとは県からの補助金、残り1,500万

円ほどを今の案分で割って出したものを新庄市

の負担金として支出するわけですけれども、き

ょう市長が報告ありましたように、二つになる

可能性がということで、それを今後協議してい

くということになれば、その２市村で、その経

費は多分若干は動くと思いますけれども、大き

く変動はないと思います。1,800万円ほどの経

費、県の補助金も変わらないと思います。残り

を二つで案分、人口割で計算しますと、プラス

これに、今のところは推測ですけれども、250

万円から300万円ぐらい負担が増に、250万円ぐ

らい増になると推測されます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） じゃこれからの会議の

結果によると思いますが、抜けた真室川の方は

今までの分担金に対してどうなりますか。 
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坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今まで行われてきたも

のは、きょう現在で打ち切りというわけではご

ざいませんので、法定協議会の場とか、そうい

ったしかるべき機関の中で最終的に確認してい

くわけですので、これまでの経費、今後見込ま

れる経費については、今計上している額に変更

はないと思います。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） わかりました。それで

は、62ページの農林振興費の中で自動車購入と

ありますが、これは今まで使っていたものか、

それとも新車であるか、どういうものに利用さ

れているのか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 農業振興費の自動車購入費

について説明させていただきます。今、農林振

興の方で動いております車両については平成４

年車でありまして、ツートンカラーで本当に使

った車両でございます。今回、まずは職員の安

全もありまして、また現場のいろんな機動性も

含めまして、軽ワンボックスカーの軽自動車を

購入させていただきたいということで計上させ

ていただいております。そういう意味で、よろ

しくお願いしたいと思います。新車です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） わかりました。軽とい

うことで、余り大きくなくて、農林振興にはも

ってこいだと思います。 

  次に、64ページの中部牧場管理事業費でござ

いますけれども、利用者は以前と同じであるの

か、そして利用料金など無償で貸しているのか、

それから修繕費がここにありますが、修繕費は

一体何に使われているのか、その辺ちょっとお

伺いします。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 最上中部牧場の管理運営費

でございますけれども、昨年から乳牛舎、和牛

舎とございます。その中で使ってもらっており

ますけれども、昨年から使用料ということでい

ただいております。また、中部牧場の跡地につ

いては、タラの芽とか、昨年タラの芽もござい

ました。その件も塩野のタラの芽研究会の方で

いろいろタラの芽の実証事業ということで、昨

年から定植していまして、21年度については収

穫されるということで、この園芸振興も図って

いきたいと思います。 

  修繕料につきましては、中部牧場の排水、傾

斜地なもんですから、雨水排水とか畜産の関係

のいろんな排水関係が、農地の排水路が土水路

になっておりまして、それが浸食されて、それ

を修繕ということで、昨年度から排水路の整備

ということで計上させていただいております。

予算的には100万円と108万円ということでござ

いますけれども、100万円の排水路修繕という

ことで計上しています。あと、トラックの車検

の関係で予算的には108万円ということでござ

います。以上でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 使用料はもらっている

と、ちょっと聞き取れなかった。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ２棟で12万円いただいてい

ます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 中部牧場の方は、畜産

というか、牛とか、そういう置いている人たち

はもういないんですか。 
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五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 先ほど申し上げました乳牛

舎、和牛舎ということで、その分の使用料をい

ただいているということでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 中部牧場の方で、ちょ

っと見えなかったようですので聞いてみました。

わかりました。 

  それから、あの付近で以前に利用したサイロ

とか、そういうものが立ち並んでいると思いま

すけれども、そういう以前に使った、例えばバ

ラ線とかサイロとか、そういうものは衛生面か

ら見たり、さまざま危険な場所とか、そういう

ふうな危険なものになっていないかをお聞きし

たいと思いますが、その辺どうですか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 その件につきましては、前

に歴史的な背景があって、いろんなサイロとか

機械工具もございます。その中で、最上中部牧

場の管理協議会というのがございますので、そ

の辺は点検しながら修繕するものは修繕してい

って、使えるものは使っていくというようなこ

とで、常に現場を把握しております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 利用者の家族ですか、

それとも山菜とりとか、そういうところの家族

かと思いますが、子供連れの人が入っていくと

きもあるということをお聞きしたことがござい

ますので、どうかひとつ安全の面も確かめなが

らやっていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  それから、72ページの新庄まつり運営事業費

負担金でございますけれども、国の無形民俗文

化財に指定されまして、大変私たちも誇りに思

っているところでございます。この無形文化財

の保護のために、これからさまざまな面で苦慮

していかなければならない面もあるのかなと思

いますが、まず初めに、伝承者の要請などもご

ざいますが、人口減少に伴う問題があると思い

ますが、この山車が昨年とその前ですか、２年

間ぐらい、見て審査したと言われておりますが、

これ何台ぐらいの山車が一番適当な台数なのか、

その辺をまず一つお聞きしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 適当な数ということでご

ざいますけれども、どの程度が適当なのか私も

判断しかねるところがありますけれども、今ぐ

らいの数でも適当な数の中に入るのかなと思い

ます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 今のぐらいの数、これ

を伝承していくには、山車の製作、前回も一般

質問の中で共同の作業場が欲しいとか、あるい

は展示しておく場所がということを聞かれまし

たけれども、これは町内でも大変苦慮している

のではないかなと思われます、製作場所とか、

備品の納入場所とか。何といってもこれから人

口減少を避けることもできない中で、商店街が

衰退していく中で、つくる人たちが大変ではな

いかなと思われるわけです。伝統的な新庄の山

車、つくる町内の人にもよるかもしれませんけ

れども、一般市民の中には以前にアンパンマン

みたいな山車も出てきておりますし、こういう

無形文化財に指定された中で、そういう山車と

いうものでいいのかなと。つくり方が大変で、

また財政的なことも、先ほど沼澤委員も言われ

ましたけれども、財政的な面もあるので、そう

いうものに走っていくのではないかなという心

配と、それから囃し言葉というんですか、囃し

言葉も町内で違っているということで、市民の
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人たちは、こういうことを言っている囃し言葉

がある、何だろうと聞いている人もいるし、そ

の町内町内で特徴のある囃し言葉があるんです

が、遠くから、県外から来た人は何か不安に思

うような囃し言葉もあるので、そこら辺は統一

とか、そういうことをされてないのか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ただいま森委員がおっし

ゃったことはもっともな部分が大変多く、今現

在私どもも心配しているところも多々ございま

す。アンパンマンの話も出ましたけれども、今

回このような国の重要無形民俗文化財に指定さ

れたということで、つくり手の意識も当然変わ

るものと私は思ってございます。また、囃し言

葉については、これもちょっと乱れているとい

うことも言われております。したがいまして、

今後、囃子連盟との話し合いもこれから本番ま

で何回も重ねていきますので、そんな中で一応

御提案申し上げながらやってまいりたいと思い

ます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） これはやはり文化財に

指定されたものですから、子供たちの情操教育

というか、そういうものもついていくと思いま

すので、何か聞くところによると市民の人たち

は、こんなことを叫んで果たして、子供たちの

元気な声はいいんですが、情操教育という立場

から、「あぶらげ揚げた」何だかという囃し言

葉もあるから、謹んでいただいた方がいいので

はないかという市民の声です。そして、「ちぇ

れんこやっさ」というのはどんな意味かと、課

長に聞きたいけれども、そういう囃し言葉とか、

かけ声はどういうことを言っているかなんて皆

それはわからないと思いますが、子供たちにも

少し教育する必要があるのではないかなと市民

が言っておりますので、これはひとつよろしく

お願いしたいと思います。 

  それから、何といっても音と光のパレード、

パレードと言うと小嶋委員に怒られると思いま

すが、光はいいんですけれども、音の方は大変

重大だと思います。音がなければ新庄まつりも

いかがなものかと言われるんですが、山車ばか

り引いて歩いたって。そこで、一般質問の中で

も関谷の「寄せ笛」ですか、萩野の「二上が

り」ですか、そういうものをもう少し伝統的な

文化財として取り入れてやったらどうですかと

いう質問が出たんですけれども、私だけテープ

で聞いていますなんて課長が言ったけれども、

やはりみんなに聞かせる必要があるし、無形文

化財ですから、新庄まつりはお金がかかっても

取り壊してまたつくるというのが無形だと思い

ますし、有形のものだというと飾りっ放しにし

てもいいかと思うけれども、そういうところに

いいものがあるし、また囃子も無形文化財だと

思いますよ。だから、この囃子に対してももう

少し耳を傾けて、そしてやっていただかないと

困ると思います。それから、囃子連盟というの

が設立されているとお聞きしましたが、その囃

子連盟のことをちょっと説明してください。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ただいま委員の質問の中

で、誤解されると困るんですが、私は好きで音

を聞いていると、しかし今後機会をとられてＰ

Ｒしてまいりますという言葉も言っているはず

でございますので、よろしくお願いします。 

  囃子連盟についてですが、今回、会長、副会

長が変わったということで聞いております。具

体的には、名前は名簿がなくて話すことができ

ないんですが、ことしの祭りに向けて何回か話

し合いも続けております。確かに囃子がなけれ

ば祭りも成立しないと、まさにそのとおりだと

思います。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
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遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 囃子連盟の人たちの決

まり、縛りというのが非常に強くて、例えばチ

ェレンコ祭りという、あれは新庄まつりの一月

前ですか、それを行うときに囃子連盟の囃子を

してくださいと、特に金委員とか今田雄三委員

が一生懸命になっているチェレンコ祭り、にぎ

わいを取り戻したいということでやっているチ

ェレンコ祭りに囃子を頼んだらどうかというこ

とを聞いて囃子連盟にお願いしたところ、出場

料ですか、そういうものを請求されて、なかな

かやれなかったということで、それでテープで

二、三年前からやっているということでござい

ますので、囃子が年じゅう聞こえるというのは

新庄市が元気なことをアピールするということ

でも欠かせない存在であると思いますが、そう

いうところには率先して来て生の囃子を聞かせ

ていただきたいと思うんですが、そんなところ

でいいですか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 聞くところによりますと、

囃子連盟では囃子をお願いされると、特定の団

体だけではなくて、いろいろ回ってやるという

ことは聞いてございます。ただ、私どもであそ

こと言うことはできないということは聞いてご

ざいます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） あそこはできないとか、

そういうこと言うのでなくて、もっと連盟と話

し合って、例えば公式な市のイベントであるな

ら、回り順番でもいいし、ある程度ボランティ

ア活動で、例えば私はあれですよ、そういうこ

とを聞いたなら、おまえたち行ってやれと言う

と「やる」と、練習の場にもなるし、人にも見

せたいというようなことから、昼間の12時や１

時ごろだったらできないけれども、夕方からだ

ったらみんな職場から帰ってきてからやろう、

やりたいという人がいるんですよ。でも、いざ

やろうと思ったら連盟の方から、そういうもの

をやった場合は何ぼ何ぼのお金がもらってこな

きゃだめだぞとか言われたらしいんですよ。で

すから、そういうことを私はわからないとか、

あなたが言ってる場合じゃないでしょう。公衆

の場所で実務やっているんだから、この人たち

が。困ったやと、ことしもテープだわと。テー

プでチェレンコ祭りをやっているというのは、

夏の風物詩として。こういう声が聞こえてくる、

遠くから祭り囃子が聞こえてくるということで、

市民はお祭りが近づいてきたなということをる

るしているんだから、それを中に入って何らか

の方法でやっていただかないと、これからはう

まくないと思いますよ。そういうところ囃子連

盟とお話ししてやっていただきたいが。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 囃子連盟については、私

どももいろいろお願いしているものがございま

す。彼らが言うには、１カ所だけではなくて、

いろんな町内、団体のものを順番に回してやる

ということが大前提であるようです。もしその

ような御意見でございましたら、その旨、私ど

もも話し合いの場でそういったことも議題にし

ながらやっていかなければならないかなと思っ

てございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 祭りと囃子とか、そう

いうものは今回大名行列から鹿子踊から一緒な

もんですから、そういうところも加味して相談

していただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

  それから、時間もなくなってきましたが、76

ページの８款土木費の道路の福田工業団地線で

ございますけれども、5,000万円、あそこのと
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ころは軟弱した工事で、なかなか難行している

と聞きましたが、予定どおり開通できるのか、

ひとつお願いします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 福田工業団地線につきま

しては、平成16年から地すべり対策を行ってき

たところでございます。19、20年と対策工事を

行いまして、それらについての事業を整備した

ところでございます。21年度につきましては、

道路改良約800メートルございます。そのうち

420メートルほどを21年度予定してございまし

て、残りについては22年度以降ということで考

えてございます。地すべり対策が終わった後で

の改良に要する費用残額が約１億5,000万円ほ

どございます。現在の予算のあれでいきますと

３カ年かかるということで、23年度完了という

予定で今考えているところでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 詳しく聞く時間ござい

ませんので、96ページで教育費の社会体育費で

ございますけれども、新庄市総合体育大会の委

託料でございますけれども、これは何団体委託

しているのか、ひとつお願いしたいと思います。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

遠藤敏信委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 新庄市総合体育大会

に関する御質問でございます。市の総体につき

ましては、協議団体とスポーツ関係団体を統括

いたします新庄市体育協会の方に委託をしてご

ざいます。毎年８月から２月ごろまで17競技を

実施してございます。実施に当たりましては、

主に競技団体が主管して行っておりまして、委

託料の内容につきましても主に団体に対する報

償の交付金、報償に係る盾とかメダル代、賞状

の印刷代等々でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） その際に、市旗ですか、

市の旗などを掲げたらどうかなと思うんですが、

私も柔道の方を担当しておりまして、そういう

市の旗があるといいなと思って相談したところ、

市ではないということで、学校のものを利用し

なさいと言われましたが、そういうものをつく

って貸し出しするなどということを考えていな

いか、その辺だけ。 

 

 

散      会 

 

 

遠藤敏信委員長 本日はこれまでとし、３月12日、

木曜日午前10時より予算特別委員会を再開いた

しますので、御参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後３時４３分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２１年３月１２日 木曜日 午前１０時００分開議 

委員長 遠 藤 敏 信     副委員長 森   儀 一 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   今  田  雄  三  委員    １３番   金     利  寛  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
会長職務代理者 髙 橋   眞  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第１６号平成２１年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

遠藤敏信委員長 おはようございます。 

  審査に入る前に、市長より発言の申し出があ

りますので、発言を許します。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  昨日、文化庁に赴きまして、新庄まつりの国

重要無形民俗文化財の指定書の交付式がありま

して、出席させていただきました。無事いただ

いてきたところであります。その旨、新庄市は

議会の予算委員会中であるが、議員の皆さんの

御同意を得て参加させていただいたということ

を申し上げましたところ、レセプションに入り

ましてから指名で新庄まつりの山車行事の顧問

の方から一言お話をいただきたいということで、

同様のお話をさせていただいたと。文化庁にと

りましては、市民挙げて、そして議会も本当に

この指定を喜んでいるということに対して、大

変向こうの方も感謝している状況でした。市民

の本当に指定に対する心意気をあらわしていた

だき、議会の皆様には予算委員会の変更をさせ

ていただいたことに対して御礼と感謝を申し上

げたいと思います。ありがとうございました。 

  また、昨日、鮭川村より合併協議会設置要求

の要旨ということで、新庄市に届けられました。

鮭川村の住民発議による、真室川町、新庄、戸

沢村の四つによる合併協設置を協議していただ

けませんかというような文書であります。この

ことについては住民発議であるということもご

ざいまして、今後議会の皆さん、また特別委員

会等にお諮りしながら、新庄市の方向性を協議

してまいりたいと思いますので、今後ともどう

ぞよろくしお願い申し上げます。 

  以上であります。 

遠藤敏信委員長 ただいまの出席委員は19名、欠

席通告者はありません。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の髙橋 眞君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、これより３月10日に引き続き予算

特別委員会を開きます。 

 

 

議案第１６号平成２１年度新庄市

一般会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第16号平成21年度新庄市一

般会計予算の歳出について質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。 

  歳出に関係して、項目だけ先にお聞きしたい

点を申し上げたいと思います。72ページの観光

の新庄まつり関係です。それから86ページ、学

校教育課だと思いますが、児童生徒個別支援事

業関係、89ページ、同じく教育の除細動器の関

係、92ページの生涯学習の市民プラザの指定管

理、同じくわくわく新庄指定管理についてです。

それから、主な主要事業の概要の中から、一番

最初のページにありました市制60周年記念の冠

事業について、最後のページの生涯学習だと思

いますが、八向楯の名勝指定、時間があれば47

ページの福祉関係の項目説明、最後に64ページ、

農林だと思いますが、へい獣関係を予定してお

りますので、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

  それでは最初に、71ページの７款商工費１項

商工費３目観光費の中の新庄まつり関係に関連

した事項でございます。 

  まず先に、ただいま市長から御報告いただき

ましたとおり、文化財指定については大変私個
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人もうれしく思っております。長年の念願でご

ざいました。きのう付で正式に認定書の交付を

受けたということについては、本当に市長以下

関係皆さんの御努力に私からも感謝を申し上げ

たいと思います。その交付後、きょう以降の新

庄まつりのあり方ということも含めまして、

少々質問させていただきたいと思います。 

  まず先に、歳入のときにも申し上げました基

金の関係で、私から要望いたしました内訳、要

するに基金の支出側に対する大まかな内訳を要

請いたしまして、きのういただきました。中身

を見ますと、綿密な計算をされていまして、不

足したからつかみ金だというふうには感じませ

んでした。最初から基金の取り崩し、そしてそ

れを歳出の方に充てるという仕組みのような感

じを受けました。どうかこれは何とか、当初の

予算のときにどうしても予算化できなくて取り

崩したとすれば、１年の中で一生懸命頑張った

ところから、もし予算が余れば基金の方に戻し

てもらうと、このような努力をこの場でもう一

回お願いしておきたいと思います。 

  それでは、中身に入りますが、新庄まつりの

運営業務負担金1,281万6,000円計上されており

ます。前年とさほど変わりありませんけれども、

この内訳、多分いろいろな項目あってのここに

総括を出していると思います。その内訳の内容

をまずお知らせください。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 平成21年度の新庄まつり

の負担金に関する御質問でございますが、新庄

市からは運営負担金としてまず基本的に1,250

万円、そのほかに、今年度、いわゆる60周年の

記念事業ということで31万6,000円ですか、こ

れを上乗せした形で今回計上させていただいて

おります。内容でございますけれども、新庄ま

つり運営事業ということで、まず山車連盟交付

金がございます。これは24、25の２日間につい

て29万円掛ける21台、26日分の飾り山車１台１

万円の21台分、合計30万円の21台で630万円ほ

どを計上させていただいております。次に、囃

子連盟交付金でございますけれども、これにつ

いては24、25日の２日間、６万円掛ける21台プ

ラス26日の飾り山車、これは４若連の参加とい

うことでございまして、１万円で130万円ほど

予算を計上してございます。あと神輿に関する

補助ということで65万円、囃子合同演奏会費用

として22万円等々でございます。こんな形で、

まず祭り運営事業費として883万1,000円と。先

ほど申しました市制施行60周年記念が31万

6,000円、これにつきましては市内６幼稚園、

５保育所の子供山車と、また子供の神輿行列と

いうことで上げてございます。次に、観覧席運

営事業ということで、これが例年どおりで392

万円ほどを上げてございます。警備関係206万

3,000円ほど、看板製作、種々の看板がござい

まして、規制看板、トイレ等の看板、市内の案

内看板等々がございます。これが33万円ほどを

計上してございます。次に、広告宣伝事業費、

これは祭りの事前に、これは終わった部分もあ

るんですが、東京、仙台圏の旅行業者を訪ねて

ＰＲをしてくると、このキャラバン費用が主な

もので45万円ほどを計上させていただいており

ます。そのほか地元新聞に対する広告というこ

とでございます。等々入れますと1,759万円ほ

どになります。そのうちの1,236万1,000円を新

庄市が負担するということでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 細々と御説明いただき

ました。ありがとうございます。 

  その中で一番気になるのは山車若連の負担金、

これはまつり委員会を通して出すというお話で

したが、この30万円というのは29万円プラス１

万円ですね。これは十何年、20年近くでしょう

か、変わらない金額のような気がいたしており
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ます。予算の都合上あるいは財政の都合上こう

いう形になっているんでしょうけれども、そん

な中で、山車について若連絡みについてお尋ね

したいと思います。 

  今、山車つくりの製作、15年ないし20年ぐら

い前までは８月に入ってから各町内若連が製作

に入っていたんですけれども、ここ最近と言っ

ていいのか、かなり前から製作に入るようにな

りました。早いところは６月末、遅くとも７月

の始めころから製作に入っておるようです。何

でこんなに早くから山車つくりに入らなくちゃ

ならないのか、その辺市としてはどういうふう

に見ているのか、もしお考えがあれば、簡単で

結構ですのでお知らせください。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 つくり手が少なくなった

ということが第一義的に上げられると思います。

委員が言われたとおり、これも大変大きな課題

でございまして、今後どのような形でこれを整

理できるか、我々にも大きな課題として受けと

めてございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そのとおり、やはり若

連の数が減ったということは確かにありますけ

れども、私から見た場合、もう一つあると思う

んですよ。山車を立派につくりたいと、この意

気込みが、やはりある程度時間をかけないとで

きないということで、早々と着手して、御披露

するためには立派な山車をつくる、できれば歴

史会館なり、ゆめりあに飾ってもらいたい、入

りたいという願いが、この競争心が早目早目と

つくっていくというような気がしております。

これはいい悪いは別ですけれども、かなり長期

間に及ぶ製作期間が費やされているということ

で、先ほどの若連不足にも多少なりの影響があ

るんじゃないのかなと感じております。 

  それと絡めまして、子供たちも少子化による、

そんな関係もあるんでしょうけれども、非常に

少なくなっております。子供たちを見ますと、

24日、25日と２日間引くわけですが、ただ山車

を引くんだというような、引き手の目的なしと

言えばちょっと語弊あるかもしれませんけれど

も、そんな感じで、本当に祭りに参加して楽し

みながらということがあるんだろうかと、何か

私は疑問に思います。私が子供のころは、山車

を引くといろいろなものをもらえるというよう

な感覚で私もずっと引っ張ってきたような記憶

がございますけれども、今はそんなことではな

いはずです。祭りの参加、子供たちが出やすい

ムードというのは、やはり何らかの形できちん

としてあげないと、この辺が少子化以上に引き

手の子供たちが少なくなっていくんじゃないか

なと心配されます。引いていると、途中、子供

たちは飽きが来るんです。私もずっと去年まで

引き手の一員として参加していますけれども、

飽きてくると子供たちが乱雑になります。それ

で、おととい森委員からもお話ありましたよう

に、かけ声もこの辺あたりから来ている面があ

ると思われます。森委員は「あぶらげ」とおっ

しゃったようでしたけれども、あぶらげじゃな

くて「てんぷら」なんですね。「てんぷらすけ

はほいさ」、私も毎年聞きます。あるいは「ち

ぇれんこやっさ」とか、その辺のかけ声、ある

いは、多分これはうちの町内だと思うんですけ

れども、「ああ、おもしぇぐね」というような

子供が出るんです。「ああ、おもしぇ」「ああ、

おもしぇぐねの反対」なんて後ろにつけるんで

す。これはどういう意味をしているのか子供た

ちでないとわからないんですけれども、こうい

うかけ声で引いている、満足度が逸脱してしま

ったと、何をしているかわからないと。つき添

っている大人から注意をされ、注意をされ、ほ

れ引っ張れ、ほれ引っ張れというような感覚で

ないのかなと。この辺はやはり皆で考えていか
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なくちゃならないことじゃないかと思っており

ます。それは一つの課題かなと思います。 

  次に、先ほどの30万円の補助、助成金で、若

連の製作から運行まではとてもじゃないが賄い

切れないですね。そのために、資金集めのため

に花もらいとかということで各家々を回ります。

浄財を稼ぐ、これを稼がないと山車の製作ある

いは運行ができないという現実があります。こ

の辺やはり文化庁の指定を受けたことしから何

らかの考えを示していかないと、軒並み花もら

いに歩く。山車の通る道筋は、これはやむを得

ないと思いますけれども、それは結構だと思い

ます。ところが、囃子も聞こえない遠くまで全

町の子供たちを含めた花もらいが入っているよ

うです。それに加えて、囃子若連の方々もここ

最近頻繁に多く入るようです。入られた方は

「山車も来ないのに、まして囃子も聞こえない

のに何で」というような感覚があるようです。

そのもらい方にも問題があると思うんです。丁

寧にある程度説明をして、お願いしますという

んじゃなくて、「もらいに来た。出さないの

か」というような回り方です。それにもいろい

ろな問題があろうかなと考えております。実際

若連の方に入る花もらい、浄財集めの金額も、

ちょうど私らは20年前に代表したんですけれど

も、そのころから見ると半減だそうです。半分

しか集まらないと。ですから、市民は半分しか

出していないというようなことじゃないのかな

と思われます。ですから、この辺もまつり委員

会等で、市としてもきちんと議論できるような

ムードをつくってあげて、話し合いを進めてい

ただきたいなと思います。まつりの百年の大計

にもありますように、スポンサーという言葉が

出ております。大計も半ばを過ぎました。その

中で「視野に入れる」というような言葉を使っ

ていますけれども、スポンサーにある程度祭り

経費の負担を持っていただければ、市も少しは

軽くなるだろうし、若連もそんなにお金集めに

躍起にならなくても済むんじゃないかなと思わ

れます。この辺の考えはいかがでしょうか。も

しあればお願いします。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ただいま沼澤委員からい

ろいろな改善策について御提案いただいたわけ

でございます。この中で、私どもも手をつけて

いるものもございますが、つけてないものもあ

るということで、今後事務局でそういったもの

も含めて協議してまいりたいと思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ひとつよろしくお願い

いたします。次に進みます。 

  86ページの教育費３目教育指導費の中にあり

ます児童生徒個別支援事業費972万7,000円、市

長の施政方針にもありました個別指導員の増員

ということで、前年度から見ると約200万円ほ

ど増額なっております。大変結構なことだなと

思いますが、この個別指導員の今の状況、活動

状況、それと、この200万円アップによって何

人ぐらい指導員が増員できるのか、簡単で結構

です。お願いします。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長、山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ただいまの個別支援事業

についての御質問でございますが、６月の一般

質問でも申し上げましたが、現在８名の指導員

にお願いしております。必ずしも教員免許を有

する方々ばかりではございません。あわせて待

遇改善も考えております。この予算についてで

すが、来年度は２名増員を予定しております。

また、待遇改善も考えて、28時間から32時間と

いう時間の増も考えております。時間が増にな

った部分は研修の時間という部分で使えるので

はないかと考えているところでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 



- 273 - 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ２名のプラス、それか

ら28から32時間まで時間をふやすということで

すね。この項目を見ますと、日々雇用という項

目がありますが、これはその前も日々雇用で、

つまずきのある児童の支援事業で、その延長線

だと思うんですけれども、日々雇用じゃなくて

臨時職員とか、そういう安定した身分保障とい

う待遇改善は考えているんでしょうか、どうで

しょうか。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長、山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 教育相談員の方でござい

ますが、相談事業の方も日々雇用職員から非常

勤に変えております。このまま個別学習指導員

が増員されるとすれば、そういう待遇改善とい

うか、非常勤の職員に移行するという部分も考

えていく必要があるかと思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 次に、89ページになり

ますが、ここで中学校費１目学校管理費の中に

あります除細動器借上料31万5,000円のってい

ますけれども、これは当初説明で全中学校に配

備するというようなお話をお聞きしましたが、

そのとおりなのか。また、これを生徒たちにも

使わせようとしているのかどうなのか、もう１

点は、これをレンタルでなくて買い上げ、購入

した場合の検討はなされたのでしょうか、どう

でしょうか。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長、山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 いわゆるＡＥＤについて

の御質問ですが、まず最初の御質問ですが、今

月の23日に、５中学校から教職員について３名

以上の方々に来ていただいて講習を予定してお

ります。ですから、５中学校全部に配置するよ

うな形になるかと思います。それから、生徒に

使わせるのかという御質問でございましたが、

全国的に見ますと、中学生同士で講習を受けて、

中学生に使わせる例もあるやに聞いております。

ただ、最初の段階ですので、まず教職員から講

習を受けさせて、徐々に、発見したときに対応

できるのが一番よろしいわけで、中学生に使わ

せるという部分も今後考えていかなければなら

ないと考えております。 

  また、購入かリースかという部分で、これは

検討しております。ただ、購入しますと、ＡＥ

Ｄについては消耗品の部分が多うございまして、

どちらかと考えますと、トータル的に見ればリ

ースの方が安く上がるということで、リースの

方に決定したわけでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。次に進

みます。 

  92ページの４項社会教育費２目市民プラザに

関連いたします。この４月から指定管理に入る

わけですが、ここに管理委託料2,951万6,000円

のっていますが、これは委員会説明でも受けて

いますけれども、この４月から使用料を加算し

て管理料の委託をすると。要するに、使用料は

プラザに入るというような仕組みをお聞きして

おりました。この使用料というのはいかほどを

見込んでいるんでしょうか、その額がわかれば

御提示ください。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

遠藤敏信委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 前にも御説明申し上げま

したけれども、指定管理者の収入になる利用料

というのは、過去５年間の一番高いときと一番

低いときを除いた残り３年の平均をめどといた

します。その90％を指定管理者の多分収入にな

るだろうということを見込んでおりますので、

来年度につきましては860万8,000円を指定管理

者が収入すべき利用料と見込んでおります。で
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すから、ここにのっている額にそれを加算いた

しますと、実質の指定管理料というのは3,812

万4,000円となる見込みでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 去年の平成20年度の予

算にも歳入の方に使用料約900万円ですか、900

万円がのっていましたので、そんな額じゃない

のかなと、妥当じゃないのかなと思います。そ

れで、ちょっと聞きにくいんですけれども、こ

の指定管理した場合と、そうでない直営でした

場合、どのぐらいの差が出るんでしょうか。予

算書を合わせていくとわかるんですけれども、

額で幾らでしょうか。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

遠藤敏信委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 市民プラザについてのみ

お答えしたいと思いますが、昨年度の当初予算

と、人件費については９月補正のより近い形を

考慮して試算いたしますと約1,900万円のコス

トの削減になろうかと思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） いっぱい聞きたいこと

があって、もう時間がなくなりましたので、中

抜きでどうしても聞いておきたいというものだ

け一つお願いします。 

  主要事業の概要の中に、新しく市の事業とし

てのりました最上川文化的景観に関連した八向

楯国指定名勝事業とありますけれども、これは

今、県の方でも議会等を通していろいろな動き

があります。最近の新聞ですと世界遺産の登録

まで事業費概算で４億円ほどかかるとかと報じ

られていますが、これが県がはっきりしない中

で市はどういうふうに進めようとしているのか

どうか、県がやめましたと言ったら市もやめま

すよと、端的に言えばそういうふうになるのか

どうか、県の動きと関係なく市はこれを進めよ

うとしているのかどうか、最後に伺います。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

遠藤敏信委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 そもそも本事業は、県か

らの要請があって始めようと企画したものでは

ございますけれども、11月に文化庁の視察が来

ておりまして、簡単な時間ではございましたけ

れども、いい感触を得ております。そんなこと

で、県の方が今揺れ動いてはおりますけれども、

新庄市としてはこれを好機ととらえまして、５

件目の国指定ということを目指して事業を推進

してまいりたいと思っております。もちろんこ

の事業を推進するに当たっては文化庁の指導を

得ながら事前調査を十分にいたしまして、具申

書の提出という形で国に上げていくものですか

ら、そんな関係では県とは十分に連携をとりな

がら、指導を仰ぎながら推進してまいりたいと

思っているところでございます。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳出について質疑ありま

せんか。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ６点ばかりお伺いいた

します。 

  まず１番目は、35ページの説明欄の中間ぐら

いですか、電算機器使用料、電算ソフト使用料

の２点です。 

  ２点目は、36ページの説明欄の真ん中ごろの

町内街路灯電気料補助金についてお伺いいたし

ます。 

  ３番目が、38ページの説明欄の中間よりちょ

っと下の市税還付金及び還付加算金についてお

伺いいたします。 

  ４点目は、81ページの同じく説明欄の真ん中

よりちょっと下のところの雪総合対策事業費、

これについてお伺いいたします。 

  ５番目は、89ページの給食用機器、調理用機

器をお伺いいたします。 
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  最後６番目は、99ページの同じく説明欄の一

番上の市債利子、一時借入金利子について、こ

の６点お伺いいたします。 

  １番目の電算機器などの賃借料、電算ソフト

使用料について、この内容をお伺いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 35ページの電算機器借

上料並びに委託料でありますが、機器につきま

しては、庁内ネットワークが張りめぐらされて

おりまして、まず東庁舎の一番奥の方にメーン

コンピューターがありまして、そこで全部、大

きな機器がサーバーとかいろいろありまして、

そこからすべてがコントロールされているとい

うコンピュータールームがございます。外から

入ってくるもの、こっちから出ていくもの、そ

こでコントロールして、ウイルスが入ってくる

とか、いろんな制御するファイアウオールとか

といった、いろんな仕組みがそこでまずはコン

トロールされております。そこから庁内のネッ

トワークシステムができておりまして、端末に

行くと個々のパソコンあるいはプリンターとい

ったものがございます。そういったもの全部を

業者から借り受けているということで、５年リ

ースで借り受けておりますので、１年間の金額

の積み重ねがこの金額になってございます。 

  それから、ソフト関係でありますが、税務シ

ステムとか住基システム、財務会計、老人保健

会計、滞納整理、住民税の申告支援とか健康管

理、法人市民税とかソフト各種ございまして、

それらについていろんなソフトウェアをＴＫＣ

を初め専門会社からシステムを借りているわけ

です。そのシステムの管理を委託して、同時に

機器も保守点検すると、そういったことをこの

会社にお願いしているという総枠のお金でござ

いまして、内訳にしますと３ページから４ペー

ジぐらいになりますので、個別には時間がかか

りますので、概略としてはそういった仕組みに

なってございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ソフトは市のものでは

ないんですか。これも借り物ですか。 

  次に、２番目に移らせてもらいます。36ペー

ジの町内街路灯電気料補助金、これは何件ぐら

いで、１件の補助金はどのぐらいなのかという

ことと、また申請すれば補助はしてもらえるの

かということをお聞きしたいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 町内の街路灯の電気料の補

助金なんですが、これは町内の方々とか、そこ

ら辺を通行する方々の防犯のための街路灯、こ

れにつきまして町内管理の街路灯というふうに

とらえています。そこで215地区のうち212地区

を該当させていただきまして、そのほか商店街

等６団体ありますが、街路灯の電気料の補助と

しては、金額はいろいろタイプによって違いま

すが、１年間に平均すると3,000円ぐらいかな

ととらえていますが、その３分の１補助という

規定を設けています。町内会からの申請によっ

て補助をするという仕組みになってございます。

ただ、何でもかんでもいいのかということでは

なくて、あくまでも町内管理の街路灯、防犯の

ための街路灯ということで申請をお願いしたい

と思います。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 次に、38ページの説明

欄の市税還付金及び還付加算金の内容について

お伺いいたします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 お答え申し上げます。 

  山口委員はこれが前年に比べて大きく額が動

いたことについて御指摘なのではないかと想像



- 276 - 

するところでございますが、これは前年度に比

べて大幅に額が少なくなっております。といい

ますのは、昨年につきましては税源移譲に伴う

変動所得というのがございまして、所得税で軽

減の利便を受けなかった方につきましては住民

税から還付するという昨年限りの制度がござい

ました。これがありましたので、昨年度はその

市民税からの還付分として3,700万円見込んで

おりまして、昨年は非常に多額の市税還付金及

び還付加算金について計上しておりました。そ

れが昨年限りで終わったものですから、今年度

は通常ベースに戻ったということでの額の計上

でございます。 

  この額の主なものは、法人税関係の還付が例

年多くなっております。これはなぜかといいま

すと、法人税の場合は中間で納税することがご

ざいます。それが決算を迎えまして、結果的に

今までのが納め過ぎだったということで返す場

合が往々にしてございます。これが年度をまた

がった場合には歳出還付ということで、ここか

ら返します。年度がまたがらない場合ですと歳

入還付となりますが、その年度をまたがって返

す分が多いということで、1,000万円を超える

額が法人税の還付としてございます。そのよう

な内訳での通常ベースに戻った額だということ

で御理解ください。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） これは法人税だけであ

って、個人のあれはないんですか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 この科目は市税に関するすべ

ての税目でございますので、個人市民税もあり

ますし、固定資産税もありますし、あらゆる市

税関係の還付金はここから１本で集合して出し

ております。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 81ページの説明欄の３

分の１下から３分の１ぐらいの雪総合対策事業

費、ことしは除雪の費用がどのぐらいなのか、

その内容についてお伺いいたします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 委員御質問の除雪費用は、

雪総合対策ではなくて、除排雪費に含まれてお

ります。今年度につきましては、除雪の委託料

２億1,000万円ほどいただいておりますけれど

も、そのうち２月末までで約１億4,000万円ほ

ど、これは概算ですけれども、１億4,000万円

ほどの使用になってございます。借上料につい

て、これは排雪に伴う機械の借り上げでござい

ますが、これについては5,000万円ほど予算を

いただいておりますが、そのうち680万円ほど

使用しているという状況でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） かなり予算よりかから

なかったということですね。予算よりかからな

かったということですが、待機手当とか、そう

いうのはないんですか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 待機料は見ておりません。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 89ページの同じく説明

欄の給食用食器関係、購入されるわけですけれ

ども、これは入札なんですけれども、できれば

市内の業者から購入されるようなことにしてい

ただければいいんじゃないかなと思うんですけ

れども、その辺は考えておられませんか。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校給食の食器につきまして
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は、５年間のリースという形でもって配備して

います。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） リースでもいいんです

けれども、市内の業者から購入ということは考

えられないですか。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 市内の業者でも構わないわけ

ですけれども、購入につきましては、購入する

場合ですと１割から２割必ず余分に買わなきゃ

ならないと、ストックしておかなきゃならない

ということがあります。購入する場合ですと全

体数の１割から２割をストックしておく必要が

あると、破損とか、そういうものがありますの

で。ただ、リースにしておきますと、その分が

必要でないと、だめになったものについてはす

ぐ交換していただけるということで非常に効率

的でありますので、リースという形をとってお

ります。５年間リースの中で今回計上している

のは１年分ということです。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） そうしますと、市内の

業者からはこういうリースされないんですか。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 すべて市内の方でやっていま

すので、市内の業者を経由してやっております。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 次に、６番目ですけれ

ども、99ページの市債利子と一時借入金の利子

について、市債利子は、利率はどのぐらいにな

っているのかとか、利率の高いのは、前にもあ

ったと思うんですけれども、借りかえできるも

のはないのか、借りかえすると３年間は借りら

れないという前にお話もありましたけれども、

その辺はどうなのかということと、一時借入金

利子100万円とあるんですけれども、これは特

別会計の方のお金の余っているやつ、余ってい

るというか、現金があるので、条例改正するか

何かやって一時借り入れすれば、一時借入金の

利子100万円を払わなくても済むんじゃないか

なと思うんですけれども、その辺の内容はどう

なんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 現在借り入れている起

債については、起債の借りかえ償還を行ってお

りまして、５％以上のものを高額の起債である

と、国の方でもそういうふうな位置づけされて

おりまして、３年かけて高率の起債については

借りかえをしていくということで国で明言して

いますので、22年度、21年度まであると。３年

かけて、21年度も借りかえを行って、そういっ

た今地方行政の大きな負担となっている高率起

債の借りかえを進めているということで、前の

議会でも御説明しましたように、３年かけて起

債の借りかえをしていきたいということで対応

しているところであります。 

  起債の利子でありますが、一番多い利子の地

帯が三、四％あたりの起債が多い状態でござい

ます。最近は２％前後の起債ということで、最

近の起債についてはそういう低率になっておる

ものが多いようでございます。 

  それから、一時借入金の利子でありますが、

お金の出納、入ってくる、出してやるというお

金の運用をしていますと、やはりどうしても足

りなくなる時期があると。一時的に支出が多く

なって、自前の資金だけでは足りないと、そう

いった資金の運用については会計課の方で大変

苦労しているわけですけれども、どうしても足

りない時期、３月中旬、これからですけれども、

４月にかけて足りなくなる時期がございます。
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そういうときには、この予算書のところにも書

いていますように、15億円を限度に一時借り入

れができますよというシステムがありますので、

一時借り入れを行った場合には短期的な借り入

れです。大体２週間前後ぐらいの借り入れにな

ろうかと思いますけれども、そういった場合の

利子ということで、ここに見ています。去年も

100万円計上しておりまして、実際使ったのは

42万3,000円ほどだったということで、21年度

も100万円以内で資金が運用できるのではない

かと、会計の運用ができるのではないかと見込

んで計上してございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 特別会計の方の現金を

条例を改正するか何かして運用されれば、42万

3,000円とか、そういう利子を払わなくても済

むんじゃないかなと思うんですけれども、その

辺はどうなんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 いろんな会計をやりく

りしてということで何とか運用できないかとい

うことでありますけれども、自前の資金運用で

基本的にはやっていきたいと。しかも、第４条

に書いてございますように、そういった制度を

運用しながらやっていきたいということで、こ

こに位置づけしておりますので、これを基本に

してやっていかせてもらいたいということでお

願いしたいと思います。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） わかりました。でも、

何か42万3,000円がもったいないような気がす

るもんですから。 

  時間がまだありますので、89ページの中学校

費で中学校管理運営事業費ですけれども、学校

耐震診断業務委託料についてですけれども、こ

としは何校で、どの程度の診断をするのか、全

体的なのか、部分的なのか、それについてお伺

いいたします。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 89ページは中学校でございま

して、萩野中学校と八向中学校の耐震診断を予

定しております。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

遠藤敏信委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 今後、何校、どことど

こを診断されるのかもお伺いいたします。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 今後ですけれども、新庄市の

場合、現在15校あるうち11校が耐震化事業に取

り組まなきゃならないという形になっておりま

すので、21年度から27年度までの間でその11校

について耐震化事業を行っていきたいと考えて

おります。 

１７番（山口吉靜委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに歳出について質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） それではまず最初に、

112ページから113ページ、平成21年度一般会計

の性質別経費調べ、そして116ページの平成21

年度一般会計歳入歳出の構成比率調書のところ

から、その点の人件費、投資的効果等について

お伺いします。そのほか、47ページから49ペー

ジ、民生費の中の老人福祉費から49ページの後

期高齢者医療事業費までの分と、50ページ、児
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童福祉費から51ページの児童関連の経費につい

てお伺いをしていきます。 

  まず最初に、116ページの歳入歳出構成比率

調書、款別の経費の調べを見ますと、21年度の

予算編成に当たっては大変難儀な、最初に21年

度の当初予算の内示資料を見せていただきます

と、歳入不足で約１億8,700万円を見込んで、

ですから歳出も緊縮の前年度比でかなり圧縮し

た歳出の経費になっています。いろいろ苦労さ

れていることは重々承知の上でお伺いするわけ

でありますが、その中で人件費がありますけれ

ども、昨年度と比較しますと、今年度は28億

1,629万6,000円とあります。そして、昨年度は

29億4,243万1,000円ですから、約１億2,613万

5,000円の人件費を圧縮しているわけです、パ

ーセンテージにして0.66％の抑制。この努力し

た状態の中のこういうふうにできる状態をまず

一つお伺いしたい点と、反面、投資的経費が今

年度は７億5,991万1,000円となっておりまして、

昨年度は６億2,354万円ですから、約１億3,637

万円で率にして1.14％の伸びであります。平成

17年から財政再建をやって20年度まで、またも

う一回、再度財政再建を計画しているわけです

が、若干投資的効果がこういうふうに伸びてい

るというのはうれしいことなのでありますが、

全体的には、坂本課長が平成20年度の11月４日

に、政策経営課長ということで、平成21年度の

予算編成に当たってということで、この時点で

はまだ原油高騰とか、いろんな部分があったわ

けですが、今年度というか、21年度に入って１

月から３月までの間にかなりのすさまじい勢い

で雇用の部分も経済状況悪化しておりまして、

ここの中で検討する状態の中で、21年度予算編

成するに当たってという状況の中で、歳出に関

する事項の中でもこういうふうにあるのです。

施設の維持補修については、当該施設の安全面

をまず優先にするものとして、緊急性、必要性

を十分まず検討した上で位置づけをすること、

投資的経費については市債圧縮の方針であるた

めに事業費を精査の上、平準化及び先送り等の

検討をまず要求することという、ない状態の中

でのいろんな圧縮の予算編成ですから大変な状

況なのですが、８番目に、要するに20年度当初

予算をベースとして、すべての状況の中での

３％の圧縮を図る、すべての経常経費について

シーリングを設定することという内容があって、

基本的にはこういう状態の中での予算編成をさ

れたのだと思います。 

  ただ、しかし、要するに、一般質問でもさせ

ていただきましたけれども、新庄市まちづくり

総合計画市民アンケート調査等を見ますと、新

庄市で何が今一番欠けていて、何が今市民が要

望されているのか、そして新庄市ではある程度

満足度がこういうふうなものは満足度がいくよ

という状態というのが市民アンケートのデータ

の中で分析されているわけです。それからもう

一つ、例えば最上地域の雇用創造推進事業とい

うことで、事業構想書というのができているん

ですね。要するに、どういうふうにしていった

ら新庄市を、４万人弱のこのまちの産業だとか

観光だとか、どうやって伸ばしていくのかなと

いう状態が出ているわけです。 

  こういうふうに、一方ではいろんな検討会を

加えて、一方では新庄市の財政が大変だからし

てということで、すべてに３％のいろんな部分

に削減をかけるという状態があって、どこに重

きを置いて、何を新庄市が志向されて、大変な

中でもそれはある程度やはり今後必要なことだ

と思うのです。この文面を見ると、編成に当た

ってこれに力点をという、主要施策事業の中で

も、これは小学校の耐震化もちょっとお伺いし

たいと思うのですが、これは国の施策でありま

して、新庄市独自でこれだ、神室荘のいろんな

部分についても緊急性でありまして、新庄市の

市民ニーズが新庄市まちづくり総合アンケート

調査の中にあるわけですが、こういうふうな部
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分を予算編成するに当たって、ずっと見ている

と、まず３％削減しなくちゃいけないからして、

どこか削減できるところというふうに考えて、

なかなか市民ニーズが予算書の中に網羅されて

いないのではないかという懸念しますが、ここ

いらのところはどういうふうに検討されました

か。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 多方面から予算編成の

考え方について御質問があったわけですけれど

も、まず去年の11月に各課から予算要求をいた

だきましたが、その前に予算編成の編成方針を

各課全職員に周知していただきたいということ

で差し上げました。その中には、財政再建途上

にあるということと、いろんな経費、効率的に

使っていく、あるいは最少の人員で最大のサー

ビスを行っていく、いろんな行財政改革、それ

から財政再建プラン、そういった中で、そこに

は予算編成の底流にその考え方を一番基本に据

えられています。むだをなくすために、引き続

きシーリングをさせていただいて、経常的な経

費、特に事務的な経費については３％これから

も削減できるようにということでお願いして、

各課からの予算要求の聞き取り時にいろいろそ

れをお願いして予算を編成したという過程があ

ります。その過程の段階で２回ほど議員の方に

も全体的な予算の規模、編成の方向について御

説明いたしました。 

  そういった経費を最大限に生かすための効率

的な予算を組むという命題の反対側に、住民サ

ービス、いかに確保して向上させていくのかと

いう、それから喫緊の課題に対してどういうふ

うにして対応していくのかということをその中

に取り入れて、少しでも市民の方に夢と希望が

与えられるような予算編成ができるかというこ

とで、そこに政策的ないろんな検討と判断をい

ろいろ協議しました。その中でずっと総合的に

形にしたのが、市長が冒頭で申し上げました施

政方針の中に具体的にあらわれておりますけれ

ども、まずは子育てとか子供対策、福祉、安全、

教育、そういったことに配慮しながら建設的な

事業も行いたいと。雇用が落ちていることに対

して、直接、間接的に何らかの形で政策として

反映させていきたいと。それから、今までずっ

と先延ばしになってきた事業、安全性がぎりぎ

りのところまで来ているものについては緊急の

修繕あるいは工事対応してやっていきたいとい

うことで、少しでも今の経済不況の中で少しで

も積極的な予算編成を行いたいと。結果的に１

億8,000万円ほどの減になったということで、

客観的に見れば後退しているという数字もあり

ますけれども、限られた予算の中では積極的な

前向きな予算編成をしたというふうに考えてい

ます。あとは行政評価とか市民アンケートの結

果、そういったことも参考にしながら、求めら

れているもの、あるいはスクラップするものは

スクラップ、縮小するものは縮小するという行

政評価をもとに、総合的に判断してこういった

予算を組み立ててまいったということについて

御理解いただきたいと思います。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 予算編成に当たって、

大変な状況の中で、大変な試行錯誤しながら考

えながらやられているということは重々わかっ

た上で話をさせていただいているわけですけれ

ども、今の歳出に関する事項について、当面や

はり３％、今までもずっとずっと平成17年以来

圧縮してきているわけですね、人件費なんか特

に。今度具体的にお伺いしますけれども、その

中で、先ほどの文面をずっと見ますと、今みた

いに最優先の安心安全、そして子供らに夢をだ

とか、それから市民のニーズが一番高いのは就

労する場所を何とか確保してもらいたいと。そ

れから、いろんな部分のごみに関しては新庄市
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はほかのところから来られた方々もアンケート

調査の中では充足度、満足度があるようです。

こういう部分に力点を置いた重点配分というか、

そういう部分だって考えなくちゃだめな状態だ

と思うんです、予算編成に当たって。先ほど坂

本課長から、そういうふうな状態にいろんな皆

さんの話を聞いた上でやりましたとか言うので

すが、歳出削減案先にありきで、そういうふう

な重点の部分をこうだということが中に網羅で

きる状態でない状況の中で予算編成をされてい

るのではないかと懸念するわけですが、この点

は先ほど課長が言われたように、夢となんとか、

安全性だとか、近々の一番の重要課題だとかと

いうことに対するそういう部分の話し合いをで

きるセクションがあっての予算編成だったんで

すか。そこいらのところ、予算編成に当たって

かいま見る、それぞれ課長クラスとの話し合い

で、いろんな部分で削減しなくちゃだめだ、で

もそういうふうな重要度があるという部分のと

ころはどうだったんでしょう。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 庁内の前に、市民の

方々についての意見として、振興審議会とか、

今やっていますまちづくりプロジェクトとか振

興計画の策定委員会とか、そういった中で、今

までの行政の過程、現在、これから５年、10年

後を見据えての議論を今やっている真っ最中で、

いろんな意見が出てきております。もちろん合

併との関連もございますが、そういった中で市

民の声がどういうものがあるのかということを

各方面から聞いておりまして、相当要求度が、

ニーズが高まっているなということも感じなが

ら予算編成の作業に当たらせていただいており

ます。庁内的には、こういった大原則をもとに

して、財政再建プランで出てきたいろんな５カ

年計画、喫緊で対応しなければならない緊急対

策について、各課からこれはどうしてもやらな

ければならないという事業について、何日間も

真摯に議論させていただきました。その結果、

対応すべきものは対応すべきものとして予算化

しておりますし、我慢していただくものはお願

いして我慢していただいたということで、各課

と十分話をしながら編成してまいったというふ

うに担当課では考えております。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） プロの一端をかいま見

た思いなのでありますけれども、その中で具体

的にお伺いしておきますが、人件費です。昨年

度との違いの中で、人件費を約１億2,613万

5,000円、率にして0.66％削減しています。こ

れについてはどうなのか教えてください。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

遠藤敏信委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 人件費に関しては、金委員御

指摘のとおり、一般会計だけでも１億2,000万

円ほど減額されております。この減額の内訳、

大きく言いますと、職員数の削減と独自にいろ

いろ対策をとっております給与等の削減であり

ますけれども、額的に大きく占めるのは職員数

の削減によるものです。今年度退職が23名で、

来年度４月採用予定が６名ですので、差し引き

17名、来年度、職員数を減らすということにし

ている、そのことから20年度に比べて多額の減

額がされているという状況です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 退職、削減ということ

ですね。 

  次にお伺いしますが、116ページの一般会計

の歳入歳出公債費比率調書の中で、ほとんどの

それぞれの款の中で少なくなっているというか、

ずっとシーリングかけられているわけでありま

すけれども、特に民生費を見ていただくとわか

りますけれども、一般会計の中での比率が27％
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に膨れ上がっております。各分野が大変な状況

で、老人がこれだけ多くなってきているなとい

うことも含めて、児童のいろんな部分でという

ことがありますけれども、昨年度と比較します

と約9,000万円の増であります。そして、パー

センテージにしまして約1.1％の伸び率を示し

ています。いろんな角度から民生費については

大変なのでしょうけれども、まずこういうふう

に伸びてきた、一般会計の構成比の中の27％で

すから４分の１強です。その中で伸びてきた、

大体わかるのですけれども、どういうふうに福

祉事務所長はとらえているのか。 

  その中で一つお伺いしますが、47ページの老

人福祉費があります。老人関係がずっと行って

49ページ、老人の方のいろんな部分で障害者だ

とか特例の人方、重度心身障害者等を外します

と、47ページからずっと項目別にあって、49ペ

ージの後期高齢者医療費事業費までを足します

と、この金額だけで約11億3,790万3,000円にな

ります。一方、50ページから51ページまでの児

童福祉費、児童にかかっている諸経費を含めま

すと７億8,704万8,000円になります。老人福祉

費に係る諸経費11億と児童福祉費に係る８億と

約５億ぐらいの開きがあります。いろんな部分

での制度上、後期高齢者の医療費がかなりウエ

ートを占めているようでありますけれども、今

後ますますこういう状況がずっと伸びてくるの

か、どういうふうにとらえているのか。新庄市

の少子高齢化の中での子供に対するいろんな部

分でもう少し傾斜配分をしてもらって、子供に

対する手厚い福祉の政策が必要なのではないか

と思いますけれども、これで十分なのかどうな

のか、この点についてお伺いします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 民生費についての御質問

でございます。民生費につきましては、私が所

管する福祉事務所が一番予算的にも事業的にも

多くかかわっているわけでございますけれども、

課で申し上げますと健康課、環境課、神室荘、

そういった４課が民生費の中で予算計上等行っ

てございます。そのうち福祉事務所、私の所管

の中で昨年度と大きく違った事業につきまして

は、主要事業にも掲載してございますが、放課

後児童健全育成事業補助金1,110万円ほどが新

規事業として新たに増の要因となったものでご

ざいます。そのほか健康課等においても増にな

っている要因があろうかと思いますけれども、

今後やはり少子高齢化がどんどん進んでいくと

いう観点から考えますと、やはり民生費の伸び

については分母が変わらないと仮定しますと構

成の比率は伸びていかざるを得ないのかなと。

ただ、分母につきましては、市の生き生きとし

たまちづくり等をやることによって分母自体が

大きくなるということも十分考えられますので、

そういった場合には民生費の比率が横ばいある

いは場合によったら下がっていく可能性として

はあるのかなと思っております。 

  それから、老人福祉と児童福祉の予算の額で

ございますけれども、一般会計で申し上げます

と、今後老人福祉費の部分が大幅に伸びていく

という要因は、短期的に考えればそういった要

因は出てこないのかなと考えてございます。む

しろ老人については特別会計の介護保険の方で

かなり伸びていくのではないかと推測してござ

います。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） もう１点、答弁漏れが

ありましたけれども、要するに一般会計の割合

に占める、福祉事務所の場合には４課にまたが

って大変な状況だということで、健康も含めて、

神室荘も含めての状態なのですが、全体的には

27％を占めているわけですよ。これはますます

30％だとか30何％とかと占めている自治体も村

でもあるわけです。ですから、新庄市の場合に
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はどういうふうな推移でいくのか。それと、児

童福祉費との相対関係の中で、児童福祉費にも

う少し傾斜配分する必要はありませんか、あり

ますかということをお伺いしているんです。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 申しわけございません。

先ほど申し上げましたように、４課の情報すべ

て私が的確に把握しているわけではございませ

んので、福祉に関してお答えさせていただきま

すと、先ほど申し上げましたように、一般会計

の中での老人福祉費の大幅な伸びというのは余

り想定してございません。逆に、今回児童福祉

費の中で新たな事業、私立幼稚園あるいは認証

保育園において行っております学童保育、それ

の補助金を1,110万円ほど新規事業として計上

したところでございますので、今後この両者の

関係だけを比較しますと、伸びていくのは児童

福祉の方、子育て支援対策というふうなものが

主に中心に据えられていくのではないかと。逆

に、老人福祉の対応につきましては、これは一

般会計の部分の事業よりも介護保険事業の方で

非常に伸びていく可能性が十分あると考えてご

ざいます。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

遠藤敏信委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 一般会計の中で27％を

占める所管ですから、できればもう少し、今言

われたように、伸びていくのではないかなとい

う部分じゃなくて、施策の中で児童福祉に対す

るいろんな部分の少子化に対する歯どめをかけ

る意味でもそこのところに力点を置いていただ

けるようお願いします。 

  最後に、重要施策事業の中で、先ほどもそれ

ぞれ前の委員の方々からも話があったんですが、

小学校の耐震化事業であります。11ページに主

要施策事業の概要が載っております。この中で、

事業費としては2,264万1,000円、内容を見ます

と耐震診断を行うという内容だけで2,261万

4,000円のようでありますけれども、今まで新

庄小学校３棟、沼田小学校４棟、萩野が１棟、

八向中学校、この９棟の校舎について耐震診断

を行うためにという予算措置されて、これが重

要施策事業になっております。国の方でも安心

安全、中国の四川省の大地震の中で真っ先に子

供が亡くなられたというところを見て、地震大

国日本の安心安全はどうなのかというところか

ら発せられたと思いますが、例えば私は新庄小

学校で週に４回ぐらい行って練習というか、ス

ポーツの練習をしていますけれども、本当に危

ない。上の水銀灯が震度３か４ぐらいになれば

落ちてくるのではないかなと、いつも上を見て

はらはらどきどきしている、新庄小学校ですら

そうですが。安心安全の中で、これが例えば震

度３とか４だったらば、間違いなくいろんな部

分のアクシデントが起きるであろうなという部

分があるので、耐震診断、それから順次という

状態なのですが、急ぐ必要があるのではないか

と。必ずしも耐震ばかりじゃなくて、今回は地

域活性化の特例交付金の中で、それぞれ危ない

であろうと、今まで少し大変だった状況の中で

学校関係も日新中学校の屋根の塗装だとか、中

学校のホースを購入するだとか、食料の暖房機

器等購入するだとか、学校関係に対するいろん

な生活対策の臨時交付金の中で第２次補正の中

で使われているようでありますけれども、もう

少し総点検する必要があると思いますし、もう

１点、具体的にこの2,264万1,000円の内訳で、

国庫補助はどれぐらいで、市の持ち出しはどれ

ぐらいなのかを教えてください。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 耐震診断ですけれども、平成

21年度になりますけれども、小学校で２校、中

学校で２校というふうな耐震診断を予定してお

ります。先ほどもお答えしましたけれども、来
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年度から27年度までの間で15校のうち11校で耐

震化事業を取り組んでいくということでござい

ます。補助金等につきましては、耐震補強工事

が完了した時点でもって、経費が全部わかった

段階でもって交付されるという形になっており

ますので、現在のところまだわかりません。 

１３番（金 利寛委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 平成21年度の予算とい

うことで提示されましたが、全体的には、私が

見た目では、特に新規事業とうたわれているや

つが23事業あるわけで、これの中で果たして21

年度にすべきものがどれかというふうに自分な

りに判断してみますと、余り緊急度のあるもの

が見受けられない、待ってもよかったんじゃな

いかなと。私はあくまでも財政再建が最優先と

いうことを頭に置いていますのでそういうこと

になるんだと思いますけれども、時期が来れば

各課が自分の持ち分があるわけで、ある程度前

年度並みの予算を持ちたいというのはわかりま

すけれども、よく聞かれる霞が関の夏ごろから

秋にかけての分捕り合戦というのが毎年あるわ

けですけれども、それと同じようなことが我が

新庄市の中でもある程度は展開、それまでいか

なくてもあるんじゃないかと思います。私のと

ころではことし何もやらないから一銭も要りま

せんなんていうふうにはいかないわけですね。

貴重な財源でございますので、私が申し上げた

いのは、もっとよく精査できないかなと思うん

ですよね。だから優先順位をある程度立ててや

っているわけですけれども、まだまだ緩いとい

うふうに私は思うんです。それは全体的なこと

で、考え方はいろいろございますので、そう深

く立ち入ることはできないと思うんですが、私

はそう思いますということであります。 

  特に今回は主要事業とうたっているものを中

心に、ちょっとだけ質問させていただきたいと

思います。 

  まず最初に、76ページの８款２項３目の中に

あります、主要事業の中にもございます、８ペ

ージ、道路改良事業ですか、４番となっていま

す福田工業団地線の整備事業、課長から説明が

ありまして、800メートル残っているうちの420

メートルをやりたいということでありますけれ

ども、これはそこに書かれているように平成８

年から23年まで15年間の長期事業計画というこ

とで、途中地すべり等ありまして、おくれてい

るわけですけれども、当初この事業を始めると

きは、47号の交通渋滞、朝の通勤ラッシュ、晩

の通勤ラッシュがあって、どうしてももう一つ

バイパスが欲しいということから始まっている

わけで、今現在見てみますと、その15年間の中

で南バイパスができまして、渋滞が全然ありま

せん。ということは、余り必要でない路線にな

ってしまったと。私が申し上げたいのは、これ

を開通した場合、新庄市民がどのぐらい利用す

ると想定しているかということですね。合計７

億5,000万円ですか、かかるわけですけれども、

市民が余り利用しないところにこういう大金を

投入するぐらいの力、新庄市にあるのかなと今

思うんですよね。地すべりがなければとっくに

開通した、それはいいんですけれども、ここだ

けでなくて、全体的にやはり新庄はリーダーシ

ップをとって７町村を引っ張っていく、牽引力

というものをいつも持っていなきゃならないと

思ってやってきたはずですね、一生懸命。とこ

ろが、それだけ経費を投下しても、何年たって

も、私もいろんな議員さん、首長さんと話す機

会があるんですけれども、新庄に助けられた、

よかった、ありがとうということは一回も聞い

たことがない。非常に残念だ。あらゆるところ

で先頭を切って要するに投資をしてきたわけで

すけれども、それがうまく生かされてない、あ

りがたいという考えがどの町村からも言われな
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いというのは非常に悔しいですね。今いろいろ

合併をやっている段階でもそういうところが出

てくるんですね。逆に、新庄は貧乏だと、そう

いうところに必ず出てくる。手をつなぎたくな

い。何を言っているかと私は言いたいんです。 

  この団地線、課長にお伺いしますけれども、

私はこれは先延ばしするべきだ。今、21年、22

年と完成させたいというのは聞きましたが、少

し放っておいた方がいいんじゃないか。聞きま

すが、どのぐらい利用しますか、新庄市民。市

が全部持つんですから、市民の利便性、公共性、

利便性がなければ、市道として開通するという

のはおかしい話なわけでしょう。他の町村のた

めに市道を通すというのは、私は納得いかない。

時代が変わった、環境が変わったというのはあ

るんですけれども、これを延ばしていただきた

いと私は思う。この辺の考え、どういうふうに

現在思っていますか、それをお伺いしたい。 

  それから、81ページ、ロータリー除雪車の整

備事業ということで、新規に1,402万6,000円で

補助金をいただきながら、起債をまた620万円

も使いながらやると。一般財源は161万円です

よと。これはいいですよね。いいですけれども、

ここの上の方にいろいろ説明が書いてあります

けれども、４年に買ったロータリーで、もう17

年たっているんですよということなんですけれ

ども、こういう重機類というのはそんなにも型

とかなんとか、性能とかが極端には変わってこ

ないはずなんですよね。10年や20年もつのはざ

らなんですよ。ですから、もう少し節約して別

の方に振り向けることができなかったかなと私

は思うんですよ。こんな消耗するところは決ま

っているんですよね。ざらに何十年も、現在も

ちゃんと生きて使っているというのがかなりあ

るわけで、一般の車と違って走行距離が重機と

いうのは短いから、そんなに損傷がないんです。

足回りなんかそんなに影響ないんですよね。だ

から、接する部分のロータリー部分が主に壊れ

るわけですから、その面をよく見て修理してい

けば、かなり使えると私は思うんですけどね。

ここら辺は除雪機購入の計画の中でどういうふ

うになっているかをちょっとお伺いしたい。 

  それから、82ページ、これは流雪溝の設備事

業ですね。毎年この整備事業をやっているんで

すけれども、私が一番心配しているのは、将来

の新庄市の消流雪事業というのはどういうふう

に描いているか、計画されているかを聞きたい。

今までどおり新庄用水を冬期間、電気料800万

円を払って川に放水して、またそれをポンプア

ップして側溝に流すという手法をいつまでとっ

ているか、余り効率のよいやり方では私はない

と見ている。同じやるにしても、ストレートに

その水を利用して自然流下させるというのが一

番いい方法であって、水量も確保できると。幾

ら量を流しても、揚水するポンプの能力で幾ら

流しても全部吸えるわけでないんですから、そ

の辺の将来の消流雪事業というものをどうとら

えているかをここでお伺いしたいと思います。

まずこのぐらい。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 初めに、福田工業団地線

の整備についての御質問でございますが、これ

については委員もおっしゃいましたように47号

の主要地方道と結ぶ路線の一部として整備して

きたわけでございます。特に、通過交通とか、

そういう面も確かにあるわけでございますが、

工業団地の企業誘致という側面も非常に大きな

意味を持っていると思います。道路整備により

まして企業の立地等も非常に進めやすくなると

いう面もありますし、また当然従業員の方も市

内と周辺部の市町村で半々ぐらいの割合になっ

ているという、そういう利便性も当然持ってい

かなければならないと考えてございます。途中

地すべり等もありまして、一時中断した経過も

ございまして、今日になったわけでございます
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が、一日も早く整備していく必要があるという

ことで今回予算化を引き続きお願いしたという

経過でございます。 

  それから、ロータリー除雪車の整備でござい

ますが、現在私の方でも除雪車を持って毎年行

っているわけでございます。一般的には11年が

耐用、更新の対象になるということで、国の方

でも更新を認めているわけでございますが、い

ろいろ諸事情がありまして、これまで修理しな

がらやってきたわけでございます。しかし、や

はり年数を経れば経るほどそれだけ修理費がか

さむということがございます。もう一つは、新

庄市の場合、狭い道路といいますか、小路、生

活道路等にも対応しておる関係上、どうしても

一般的なドーザーの除雪では対応できない路線

が非常に多いということで、特に市街地の裏通

りとか、家屋連担になりますと、どうしても雪

を押す場所がないわけですので、やはりロータ

リー車等によって一時的に路側に積み上げてい

くと、そういう除雪の方法をとらざるを得ない

と。そういったことからいきますと台数がどう

しても不足でございます。ただ、国の方では増

強というのをなかなか認めてもらえない状況で

ございまして、本来であれば先ほど申しました

ように11年ぐらいで更新をするわけですけれど

も、それらを一たん廃車した中で、さらに再利

用するということで利用しているということで

ございます。ロータリー車そのものも非常に高

価なものですので、修理しながら使っていると

いう状況なもんですから、何とか増強するため

に、今回、更新も含めて予算をお願いしたとい

う経過でございます。 

  それから、流雪溝整備でございます。これに

つきましては、平成15年度に策定いたしました

新庄市の第２次総合雪対策基本計画に基づきま

して、除雪の基本的な考え方といたしまして機

械除雪プラス流雪溝、これは当然道路、公道に

ついては市の方で機械除雪を行うわけですけれ

ども、これを路側に堆雪しまして、それを市民

の協力を得まして流雪溝を利用して流していた

と。それによって排雪に伴う借上料等が軽減さ

れるということで、今の新庄市の全体の割合の

中で見た場合には非常に有効的な処理方法であ

ると考えているところでございます。これにつ

いては、これまで水源というものがなかったも

んですから、昨年度に国と改良区からの機械の

借り上げということで、多目的使用ということ

で許可をいただきまして、最上川から取水した

水源をもとに雪処理を行うということで、今後

も特に市街地のそういうふうな部分については

この方法が一番効率的であるということから整

備を進めていく必要があると。これまでは水源

が確定してなかったこともありまして、起債上

に頼らざるを得ないという欠点がございました。

昨年度からきちっとした水源が確保されたとい

うことで、来年度には補助事業を使って整備を

していきたいということで、今回お願いしたと

ころでございます。 

  先ほどの工業団地線のあれですけれども、企

業立地懇談会が福田工業団地にございますが、

この中からも一日も早い整備ということで強く

企業の方からも要望されたということもござい

ます。そういった意味で、何とか早く整備を完

了したいということで、今回予算をまたお願い

したところでございますので、御理解いただき

たいと思います。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 人それぞれで見方、考

えも違うから、一概に私の言っていることがす

べてだということにはならないんですけれども、

現在を見ていれば、工業団地線も使用者が新庄

市は６割で、あとは他市町村だというデータが

あるわけですから、そういうことを一つ例をと

って申し上げたんで、いつまでもそういうこと

で新庄が対応していっていいのかどうか、それ
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を申し上げたかったんです。あそこまで行って

やらないというふうにはいかないんで、投資が

むだになってくるので、全く生きてこないので、

これはわかるんですけれども、そこら辺を、こ

の事業だけでなくて、全体的に考えながらやっ

ていかないと、何のために新庄がそういうふう

に考えながらやっているのか理解できないよう

なことはすべきでないと。私が議員になってか

らそういうことが全然出てこないんですよね、

相手から。だから考えていただきたいというふ

うにお願い申し上げたい。 

  それから、流雪溝のやつは、方法によっては

一気に上流から持ってくるという事業展開もで

きるんですよ。研究してください、これは。一

たん川に落とすんでなくて、そのままストレー

トに流してよこすというのができるわけですか

ら、補助事業もいろいろ私ども考えたときあっ

たんですよね。それはなくなったか生きている

かわからないんですが、それが効率的にはいい

はずですので、ひとつ検討していただきたい。 

  それから、ロータリーはいいとして、次に、

金委員からも質問があったんですけれども、耐

震化事業、これは87ページ、10款１項２目にな

ります。この資料では11ページにあるわけです

けれども、17年から８年の２年かけて耐震優先

度の調査をしたということがここに書かれてい

ます。国の方では20年度に３年間の時限措置、

特別措置法ということで、急ぎなさいよと。補

助は当初２分の１から今度は３分の２に変わっ

てきて、高補助率と。金を出すから早く公共の

特に学校を早くやってくれよということを言っ

ているわけですね。21年、まだ予算は通りませ

んが、この中にもその公共工事ということで、

学校の耐震化の事業ということで増額されてく

るはずです。まだ見ないとよくわからないんで

すけれども、恐らく出てくるんじゃないかと。

文科省、また国交省の両省にわたって各都道府

県を通じてその要請文を出しているということ

なんですが、当新庄市にも来ているんじゃない

かと推察されますけれども、端的に言うと、ほ

かの予算を割いても学校の耐震化事業をやって

いただきたいというふうな要請文であろうと思

うんですけれども、そういう文書がまいったか

どうかお伺いします。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 文科省の方からは早くするよ

うにという文書は来ております。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） そうしますと、20年度

からやってほしいという要請があるんですよね、

恐らく。20年度は何もない。21年度からようや

く腰を上げるというふうに新庄市はなるんです

けれども、私は内容がわかりませんので、３年

に限った時限立法というみたいな形、措置法と

なっていますけれども、内容はどうですか。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 平成22年度までというのは、

現在行われている緊急災害対策ということでも

って、平成18年から５年間の22年までの間に県

の方に申請をして、そこでもって認められたも

のについて現在補助率とか、そういうものをよ

くするのでということで通知が来ているわけで

す。ですから、20年にそういう通知が来て、今

からでもやってくださいということで、まず22

年までというのが第３次の計画になっています。

その後で23年からさらに５年間ということで、

27年度までのやつが次のものという形でもって

文書がまいっております。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） そうしますと27年まで

終わらせればいいということですね。申請は23

年度まで全部出してやって、必要な11校の強化
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の設計をやると。中には耐震補強でなくても改

築でもよろしいということになっていますね、

改築、補強でなく。耐震強化でなくて、全面改

築でもよろしいですよというふうになっていま

すね。そこで、老朽化した校舎がほとんどと言

っても過言でないと思うんですが、耐用年数と

いうか、今の状況を見て、補強するよりも、私

は補強しても建てかえの時期というのは必ず何

年か後に来るわけですから、そう遠くない将来

に来るわけですから、なるべく改築の方に、補

助率が高いうちに私は改築をやっていくべきじ

ゃないかなと思うんですけれども、その辺は委

員会でどういうふうに検討されています。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校施設につきましては、ま

ず耐震診断を行って、Is 値が0.3未満と出た場

合について今のところ非常に効率のいい補助制

度があるということでございます。ですから、

耐震診断をやってみてどういう Is 値が出るか

ということによってその後の動きが大きく変わ

ってくるのではないかなと考えています。 

  あと、改築という話もあったわけですけれど

も、当然改築すれば耐震を完璧にしたという形

になると思います。ただ、そこら辺の部分につ

いては耐震診断をした結果どういうぐあいの形

でもって審査が通るかという部分もあると思い

ますので、まずは耐震診断から取り組んでいき

たいというのが教育委員会の考え方です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 次長がおっしゃるよう

に、順序はそれでいいんですよね。それでいい

んですけれども、私は耐震化率からいって、老

朽校舎が新庄市の場合は多いんですよ、ほかか

ら比べて。それだけ何も手をつけなかったとい

うことになるわけですけれども、あるところな

んか100％というところもいっぱいあるんです

から、新庄は幾らですか、27％ぐらいですか、

そんなもんでしょう。ほかのところはもっと耐

震化が進んでいるという現状を見たとき、補強

だけに私は今回済ませるべきじゃないと。それ

こそほかの事業をストップしてでもこの学校の

改築に私は進むべきだと、私は思うんですけど

ね。その辺は市長はどういうふうに判断なさっ

ています。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 確かに委員おしゃるとおり、

改築すればまずすべて耐震化という部分がパー

フェクトに心配なくなるということになります

けれども、その改築するかしないかという部分

についてはやはり審査会というのがございまし

て、これは改築すべきかどうかという判断が下

されるものと考えておりますので、そこら辺が

ない段階において新庄市が判断することは厳し

いのではないかと考えています。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） その次の主要事業に載

っている中学校の給食事業があるわけですね、

関連事業、89から90ページにかけて載っていま

すけれども、今言った耐震化事業と給食事業を

並べて比べた場合どっちを早めるべきかなとい

うことになった場合には、どうでしょうかね。

私は耐震化の方を優先すべきだと思うんですけ

れども、教育委員会はどっちが早い方がいいん

ですか。 

武田一夫教育長 委員長、武田一夫。 

遠藤敏信委員長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 以前にも新田委員の同趣旨の質

問にお答えしましたけれども、耐震化事業とい

うのは児童生徒の安全安心を守るためには最優

先すべき事業と考えております。どっちが早く

となれば耐震事業の方を早くすべきと。ただ、

耐震補強事業というのは、いろいろルールがあ
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りまして、すぐ工事ができるかというと、すぐ

はできないということがございます。まず耐震

診断をして、審査会にかける、審査会でその方

向づけが定められます。補強工事で済めば補強

工事、補強工事で済まない場合には耐震の改築

という場合もありますけれども、耐震診断をす

れば一本道で最後まで耐震補強か耐震改築とい

う部分までたどり着くと。その期間というのは

２カ年ほどかかるということでございます。平

成21年度は耐震診断を入れていただきました。

５カ年計画に入ってなかったもんですから、急

遽５カ年計画の中に組み込んでいただいて、21

年度から耐震診断をするということで始まりま

す。診断をした後、当然21年度に実施設計とい

う部分が補正予算の中で出てくるかと思います。

本来の耐震補強工事なるものは22年度にならざ

るを得ないわけですけれども、その合間といい

ますか、予算的に多く食わない21年度中に中学

校給食を済ませてしまおうということでござい

ます。これが21年度に中学校給食を済ませない

と、次から次と来る耐震事業、27年度まで続き

ますけれども、なかなか中学校給食の予算確保

というのは難しくなるのかなと。そういうこと

で同時に今回予算を計上させていただいたとい

うことでございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 私は18年度に調査が終

わって、19年度は何もなかったということを言

いたかったんです。終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午後０時０７分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 平成21年度の施政方針

を市長が出されました。それに関してまずお聞

きしたいと思います。 

  １点は、安心して暮らせる安全で快適な生活

環境づくりということで、県立病院との連携を

深め、市民が安心して暮らせる医療体制の確立

に向けて努力しますということは、まさにその

とおりで、そうあらねばならないと思います。

前回の斎藤知事が国の監査を受けて、いろんな

方向づけがあって心配しました。そして、斎藤

知事とも２回地域懇談会、あれで我々の医療の

問題も訴えたところでありますし、今回は県民

の選択で新しい知事さんがなったわけですけれ

ども、我々は県立病院というのはここでは核と

してなくてはならない存在でありますし、等し

くこれは圏域に住む者にとってもそのとおりだ

と思います。そこで、そういったまだまだ最上

の医療、県立病院中心とした２次医療を含めて、

吉村知事をお呼びして、この前の最上の医療を

考える会のようなものを早急に一つただす必要

があるのではないかなと思います。そこで、市

長、そういったお考えのもとに吉村知事と語る

会、ディスカッションする場など設けるような

努力をしてはいかがでしょうか。その辺のお考

えを一つお聞きしたいと思います。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

遠藤敏信委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今、知事とアポをとっているとこ

ろなんですが、なかなかとれない状況なんです。

23日、町村会で訪ねることになっているわけで

すけれども、そのとき陸羽東線、西線等の懇談

会もあるということで、向こうの秘書の方には

４月になるかもしれないということで、県立病

院の存続等地域の活性化、合併等についての懇

談を申し入れておりますので、調整がつき次第

その日程に合わせてこちらから伺うというふう

にしております。その際、せっかくですので、
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機会がありましたら新庄の方に来られて、知事

と語る会を近隣の町村の皆さんにも声をかけて

やりたいと思うと、今御提案いただいたような

こともぜひお話ししてまいりたいと思っており

ます。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） ぜひ、ひとつそういっ

たことで御努力を賜りたいと思います。 

  それでは、ページに従って若干お尋ねしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  37ページの市町村合併推進費についてでござ

います。次は60ページの衛生費のごみステーシ

ョンに関してでございます。次、63ページの農

業費の農業振興費の体験農園管理についてでご

ざいます。67ページのバイオマス堆肥製造につ

いて、次は79ページの都市計画費の施設管理業

務委託料についてでございます。次、86ページ

は学校のつばさ支援でございます。同じく89ペ

ージの学校給食費の給食地元産米方式負担とい

うことで、まずこの辺から伺いたいと思います。 

  それでは、市町村合併推進費に関してでござ

いますけれども、残念ながら真室川町は離脱と

いうようなことになったわけですので、私ども

にとってもいかがかなと。真室川の態度といい

ますか、そういった法定協に入りながら、入る

ときには議会の総意を得たけれども、離脱は総

意でやめるということで、私どもは法定協に入

るということは８分、９分いけるんじゃないか

なというようなことで考えておりましたし、私

どもも合併特別委員会をつくりまして、その中

で私どもの委員長が協議会の傍聴に行ったらい

かがですかということで、委員長の意向を受け

て何回も傍聴に行きました。そのとき、果たし

てなと思ったら、真室川のある議員が離脱する

と離脱の反則金、違約金が発生するのかという

ような質問がありました。果たして何を考えて

いるのかと、私個人ですよ、そう思っていまし

たし、最初から本当に真剣に取り組んでくれた

のかなと、今さらになって思う部分もあります。

それはそれとして、終わったこと、まだ正式じ

ゃないですけれども、そういう方向づけはある

わけです。 

  その中で、きょう新聞を見ました。日本経済

新聞の中で、総務省の定住自立圏構想、中心市

候補、東北で39ということで、山形県は山形、

米沢、鶴岡、酒田、新庄、東根が要件を満たす

都市というようなことでございました。人口減

少の時代に入り、市町村が単独でインフラを維

持していくことも難しくなると。市町村合併や

広域連合、定住自立圏など、旧来の市町村の枠

を越え、都市運営の視点が重要になるというよ

うなことで、本来は中心市の人口が４万人超と。

ただ、昼間人口が夜間人口を上回るということ

が要件となるということでございます。これは

合併がなくなった場合のあり方ということで、

合併と定住自立圏構想との位置づけと申します

か、関連と申しますか、そういうのはどのよう

に判断すればいいかなと考えております。新聞

で見たら新庄市が恐らく名乗りを上げてやった

から出たと思いますけれども、その辺の経過を

含めながらこの件に関してひとつお願いしたい

と思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 定住自立圏構想は、合

併が一定程度推進されてきまして、中心部を核

としながら一定程度の人口規模を持つ効率的、

合理的な行政運営を行うという観点から進めら

れてきましたけれども、地域の実情とか、いろ

んな環境でできない自治体も出てきていると。

ですけれども、効率的な運営あるいは中心と周

辺が担う役割の分担ということについては今後

も大きな課題というふうにして、国の総務省を

初めとした、そういった位置づけがございます。

ですから、小さな市町村はこれまでのように自
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分のところで全部一から十まで行政を完結する

というような行政ではなくて、担えるところは

担って、担える中核市は一定程度契約を結びな

がら業務をお互いに携え合いながらやっていく

というような建前があります。ただ、言葉上は

非常に合理的なんですけれども、その裏にはい

ろんな要素がありまして、将来の国のあり方、

道州制とか広域行政、今、市町村圏事務組合が

あるんですけれども、その位置づけとか、複雑

な絡みがあって、ここでは明言できないんです

けれども、やはり一地域一行政ではできないこ

とを広域的にやるということは合併と相通じる

ものがありますし、そういった方向で臨むこと

は今後も同じ方向でありますので、形を変えた

ある程度の広域化の行政かなと、合併と相通じ

るところが若干ダブって見えるのかなと思いま

すけれども、まだ全部をどの事業をどういうふ

うに、それをやった場合の事務経費の額とか、

国が試験的に試行的にやっている段階ですので、

はっきり見えないところもあります。 

  それから、候補地はこのぐらいあるというこ

とですけれども、新庄市はやるとかやらないと

か、そういうことは言ってませんので、誤解の

ないようにひとつお願いします。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 新聞に取り上げられま

すと、やるというような、市で手を挙げて、名

乗りを上げてこれにはまるというようなことか

なと思ってお聞きしたんですけれども、その段

階ではないと。全国で243市、東北６県では県

庁所在地の市を初め39市が上がったとあるんで

すよね。何か新聞のあれとちょっと、課長のお

話では納得できないですけれども、その辺もう

少しわかりやすくお願いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 この構想にぴたっと当

てはまるのが、新庄が一番当てはまると言われ

ています。前にも説明しましたけれども、国の

模式図になっているのは最上地域の地図なんで

す。ですから、国でもこの地域はその構想にぴ

たっと当てはまるとしてモデル的に取り扱って

います。県の方針でも県内で幾つか模索してい

るようですけれども、この地域が一番当てはま

るということで、県の方ではどうもモデル的に

考えているようですけれども、うちの方として

は意思表示も何もしていません。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） これにはまれば合併し

なくても結局自立できるような気がしますし、

なかなかそれぞれの事情で、一緒になるという

ことは、かけ声と現実は違うということは私ど

もは嫌というほど感じているわけでありますけ

れども。単純な考えで、戸沢村と合併したらこ

れを使ってまちづくりということはなくて、最

上郡全体の圏域ならこれが当てはまるよという

ようなことの理解でいいんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 合併したところも当て

はまるんです。ですから、もう既に合併してい

るところもそれでやってもいいですよと、緩や

かな網かけになっています。ですから、新庄と

戸沢だけで例えば合併した、これだけで構想を

やるかと言えば、極端なことを言えば当てはま

ると、満たせば。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） これは二つで合併して、

これを使っていけばいいなと思うんですけれど

も、この辺をいろんな中で戸沢村の方にも理解

をするような努力をしていけば、向こうも大変

いいというか、そういうものが今後のまちづく

りに生かされるということでは非常にプラスに
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なるのではないかなと思います。ここまでにし

ておきます。 

  次に、衛生費のごみステーションなんですけ

れども、37万5,000円計上していますけれども、

なかなかごみステーションの需要があるみたい

で、どのぐらい需要というか、その割には予算

的なものが少なくて、なかなか当たらないと。

新規でなくて、かなり老朽化したやつも書きか

えの時期に来ておるということを聞いています

けれども、大体需要に対してどのぐらいの台数

を見込んだんでしょうか、この辺をまずお聞き

したいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 鉄骨製のごみステーション

の補助ですが、平成19年度までは10基というこ

とで、25万円の予算をいただきながら執行して

きたところです。ところが、19年度の段階で４

基ほど足りない現状にありました。それで、さ

きの議会で沼澤委員からも質問いただいたこと

があるんですが、足りないだろうということで、

20年度、今年度も15基というふうに計上させて

いただいておりますが、平成20年度では15基の

予算化をいたしまして、申し出があったのが16

台で、現場を見た段階でまだまだ使えるという

ことで、ちょっともったいないよということで、

一つ引っ込んでもらったというか、取り下げし

ていただいて、結果的には16町内から申し出が

あったんですが15基ということです。ですから、

ことしもまず15基あればほぼ充足できるだろう

と考えて計上させていただきました。 

  上限２万5,000円で２分の１ということです。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） ２万5,000円の補助、

今、新規につくると８万円か９万円ぐらいかか

るんですね。大体そのぐらいなんです。ところ

が、ステーションの書きかえ時期で交換という

ことで補助の対象になって、もらうけれども、

町内によっては２万5,000円が補助だから持ち

出し分がかなりきつくて断るわというようなケ

ースもなきやと伺っています。２万5,000円じ

ゃなくて、もう少し補助金の率を上げて求めや

すくするような方策はできないんでしょうか。

２万5,000円を助成ということのお考えは、ど

のようなことで２万5,000円を補助ということ

になさったんでしょうか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ごみステーションの補助制

度を設けた段階では、たしか平成16年度だった

と思うんですが、その段階では４万5,000円か

ら５万円でできました。平成20年度の５月か６

月ごろまでは安い業者で５万円でできておりま

した。ただ、その後、北京オリンピックの影響

もあったのか、骨材がかなり高騰して６万ぐら

いまでなったという段階までは話を聞いており

ますが、その後骨材がどうなっているか確認し

ておりません。昨年度までは５万円で、ほぼ２

分の１でやれたと。見積書もいただいておりま

すので、若干５万円以上かかった町内もありま

すし、平成19年度の決算額では24万5,000円、

どこか１カ所か２カ所ぐらいは５万円かからな

いで済んだという結果も出ておりますので、今

後の製作費の動向も考えながら検討させていた

だきますが、21年度はこれでよろしくお願いし

たいと思います。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 資材関係の高騰とか、

そういうものもあると思いますけれども、なる

べく、ごみは生活そのものですので、そういっ

たことで美化運動も含めながら、地域住民が求

めやすいような助成をしてもらいたいなとお願

い申し上げます。 

  次に、農業振興費、63ページの体験農園管理
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事業につきまして、この体験農業をやっていろ

んな農作物がとれるわけです。とれた場合に市

民に販売するようなことですけれども、目的と

販売は違うんじゃないかなと思うような気がし

ます。このできたものは恐らく学校給食等にも

提供するというようなことを伺っております、

バレイショと大根ですか。私のところの町内の

方も非常に楽しみにして行くんですね。いっぱ

い入れて1,000円とか非常に安価な値段で提供

しているわけです。自分も趣味の段階で農作物

をつくっていますけれども、そうなるにはかな

り肥料とか、いろんなものでコストがかかるわ

けですけれども、そういったものを体験しなが

ら汗を流しながら収穫の喜びというのは十分わ

かりますけれども、市民の方に提供して販売す

るようですけれども、ちょっと目的が違うよう

な気がしていますけれども、その売り上げの金

額はどのようになっているかもあわせてお聞き

します。体験農園の管理運営の中身をもう少し

詳しくお願いしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 体験農園の件につきまして、

お答えしたいと思います。 

  体験農園については、平成11年に開園されま

して、さまざまな市民を通じて触れ合い事業と

いいますか、農村体験といいますか、農業体験

ということで、その場でいろんな収穫体験、栽

培体験、菜の花まつりとかコスモスまつりとか、

あそこの場をある程度市民を起点とした農業体

験ということで、広く利用されているというこ

とで、年間約8,000人ぐらいの利用がされてい

ます。あくまでも農業を通じて汗をかいて収穫

した喜びを体験してもらうということで、収入

につきましては1,000円会費とか、そういう会

費の中で、またそこでとれた料理を地産地消と

いいますか、そこで年に１回でございますけれ

ども、いろんなそういう体験、四季の家の中で

体験していただいて、雑入で約70万円ぐらいの

収入といいますか、体験料といいますか、そう

いうようになっています。以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 70万円の売り上げがあ

ったと。市民は体験もしないで買いに行く方が

結構おるような気がするんですよね。買った人

は大変安価な値段で大量で非常に喜んでいます

けれども、もう少しやり方を、本当に体験した

人が、掘り方とか収穫も体験と言えば体験でし

ょうけれども、それじゃないような私は気がし

ますので、その辺も御検討してもらいたいなと

思っています。 

  次に、68ページの堆肥製造の委託料、この委

託先はどういうふうに選定してやっているんで

しょうか。大友先生とのかかわりはどのような

関係になっているんでしょうか、その辺お願い

したいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 バイオマス堆肥につきまし

ては、16年度から生ごみの世帯ということで

550世帯から協力していただいて、その生ごみ

から大友先生のバイオマス菌といいますか、そ

れを指導受けながら、バイオマスセンターのエ

コロジーガーデンの方に研究員ということで、

バイオロフトという会社なんですけれども、そ

こから派遣されて、増殖といいますか、それを

やっているということで、また堆肥の製造に関

しては、特異的な菌といいますか、そういうも

のですから、それを扱っているバイオロフトと

いう会社から菌については年に６回ということ

で菌を購入しまして、それで畜ふんとかチップ

とか家庭用の生ごみ、それを切りかえしの方式

で堆肥を製造しているということで、あくまで

も随意契約で委託しております。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
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遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 次に、79ページの都市

計画費、最上中央公園管理事業費の施設管理業

務委託に関してでございますけれども、この業

者の選定についてでございます。以前、この件

に関して私もお聞きしまして、利用している方

にとって、管理する業者が市民ニーズに合って

ないというようなことで、私どもに苦情が来ま

して、市の方にも行きました。この業者の選定

について、どのような方法で選定なされるのか。

あと、選定はそれぞれの方法でやっているんで

しょうけれども、業者が果たしてうまくニーズ

に合った、使っている方のニーズに合っている

か、また管理に適している業者かというような

評価基準等も設けてやらないと、いかがかない

うような気がします。そういったことで、管理

するには芝生の養生とか、いろんな専門的なも

のも確かにあるわけですので、その辺と、利用

者の目線に合ったような業者の選定が、以前は

おかしいなということでお聞きしました。業者

選定と利用者ニーズに合った業者の選定という

ことについてお尋ねしたいと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 最上中央公園については、

指定管理者におきまして県から指定を受けまし

て、市が管理しているわけでございますけれど

も、管理業務の中身としましては多岐にわたっ

ておりまして、施設の保守点検から公園の樹木

管理、警備、そういったものを含んでの管理業

務でございます。委員がおっしゃったのは、利

用されているというのは、広場等の利用で前に

一度そういった質問をされた経緯があるように

記憶していますけれども、樹木管理ですか、芝

生とか、そういったもろもろの管理については

専門的な技術が必要ですので、その専門的な業

者を選定して管理を委託しているということで

ございます。以前、御質問あった中では、あそ

この広場を利用している方に対しての言葉遣い

とか、そういった面でいろいろあったように記

憶していますが、それらについてはきちっと業

者に、決まった業者に対して指導を行って、そ

ういうことのないようにしているところでござ

います。業者についても毎年同じというわけじ

ゃなくて、変わっております。そういったこと

もあって、指導については十分注意して管理を

委託しているというところでございます。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） まさにそのとおりだと

思います。ことしあたりはそういった苦情がほ

とんど私のところに来なかったので、そういっ

た意味で指導が功を奏したのかなと理解してお

ります。ありがとうございます。 

  もう１点、89ページの小学校の学校給食の負

担金がことしは前年よりかなりふえています。

このふえた理由は、大体中学校の分が入ったの

ではないかなと思っています。中学校の分がこ

こに計上になっていません。この負担金につい

て、私は、もう一回言いますけれども、学校給

食会に入ることになろうかと思います。私ども

は政務調査で四国の南国市に行きました。ここ

は学校給食会に入ってないんですよ。自分独自

で炊飯業務をやっていて、こういう方法もある

んだなということを学んできました。地産地消

を唱えるためにも、やっているよというような

ことでしょうけれども、実際どんな農家の方が

行って、学校給食へ来るということはまだまだ

私も納得できない部分もありますので、ここで

は時間ございませんけれども、もう少し私も本

当に地産地消ができるような、せっかくの中学

校給食にしてもらいたいなと思います。 

  終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳出について質疑ござい

ませんか。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 
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遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 最初に、２款総務費、

30ページで、職員給与なんですけれども、一般

質問でも中身で言わせていただきましたけれど

も、給与改正なさりたいということで、総務委

員会でも御説明いただきましたが、そういう給

与改正について市民はどういう感情を持ってい

ると御認識でしょうか。先ほど人件費1,200万

円ほど節減していて、その理由としては職員数

の削減、給与の削減もあるということですけれ

ども、物件費の方が非常に数字が大きくなって

いるので、物件費といいますと日々雇用が入る

んですか、指定管理者に委託している部分とか

が入って、いわゆるアウトソーシングしている

部分が大きくなっているということだと思うん

ですけれども、そういうことについてはどうい

うふうに思っていますか。まず市民感情から。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

遠藤敏信委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 公務員に対する市民感情とい

うのは、よく言われることとしては、不況とか

経済情勢が厳しくなれば、向けられる目も厳し

くなるということで、市長からも常々そういっ

た市民の目もきちんと意識して、これまで以上

に公務に励むといいますか、いろいろ期待なり

厳しい目にこたえ得る仕事をしていこうという

ことを言われておりまして、職員にも浸透して

いると思っています。どう思っていますかとい

う質問は特にしたことがないので、市民がどん

な気持ちで見ているかというのはトータルでし

か言えませんけれども、今取り組んでおります

財政再建計画に基づいてきちんととにかく仕事

を前向きに市民のためにやっていくという気持

ちで頑張るということでやっております。 

  確かに指定管理者制度とか民間委託とか、そ

ういうことを今進めておりますけれども、これ

は行財政改革大綱にのせてあるとおり、公共サ

ービス提供主体を公務員直でなくてもいいもの

はいろいろ幅広くとらえていこうという考え方

もありますし、それともう一つ、全体的な経費

の圧縮という考え方がございます。ですから、

人件費が減った分が物件費に回るという部分は

ございます。ただ、差し引きで言えば、例えば

神室荘、21年度から調理業務に関して民間委託

しますけれども、職員給与費では、20年度と21

年度の当初予算の単純比較なんですけれども、

職員給与費としては2,000万円低くなります。

ただ、調理業務の委託料というのは物件費にカ

ウントされますけれども、そういうものが出て

きますから、実際差し引きとして予算上は800

万円ぐらいの差は出ます。人件費から物件費に

移る分もございますけれども、全体額も圧縮さ

れますので、そういう効果は出ます。そういっ

たこともねらいとしまして、この間、民間委託

推進指針に基づいて、民間委託可能なもの、民

間委託してはならない業務というものをきちん

と押さえて進めてきております。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 本当に一生懸命日々業

務をなさっている職員さん、私はいっぱい目に

しております。特に若年層の職員さんなんかも

内部のシステムを変えていこうとか、いろいろ

提案なさりながら一生懸命頑張っているのを私

は目にしております。しかし、今の時期に、基

本給を上限で2,000円ぐらいしか上げないとい

う感じで御説明いただきましたけれども、総額

で年251万円程度だという御説明もありました。

しかし、やはり社会はこの状況なわけです。皆

さん御存じのとおり、本当に数百人がこれから

３月末まで解雇されてしまうという状況、ワー

クシェアリングなんかもやって一生懸命生き延

びようとしている民間の状況があるわけです。

その中で給与を改正しようという動きというの

は、私は逆に新庄市の職員にとってマイナスで

はないかと思うんです。ここはひとつぐっとこ
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らえていただいて、本当に何とか市民の身にな

って、もう少し先延ばししていただくような感

覚を持っていただけないかなと思うわけです。

施政方針の中にも「まちづくりの手法として今

後とも欠かすことのできないことは、市民と行

政との協働であります。市民自治会、ＮＰＯ、

事業者及び市が共通の課題や目的を達成するた

め、昨年３月策定の協働推進計画に基づき、お

互いの特性を生かし、ともに連携し、取り組ん

でまいります。そのためには、協働についての

意識を醸成し」、ここです、「お互いの信頼関係

を築き、実践していくことが重要」と書いてあ

る。給料をここで改正することで支障になるよ

うなことはないと考えていますか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

遠藤敏信委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 今回、本定例会に給与条例の

改正案を提出させていただいておりますが、人

件費対策はずっとこの間財政再建の中心的な取

り組みとして続けてきました。先ほどお答えし

ましたように、職員数を極力圧縮していく、定

員管理計画に基づいて削減していくということ

で、そのことを中心的な手法として内部管理経

費の削減、その中でも人件費の削減ということ

で取り組んできまして、一定の成果といいます

か、財政健全化につながる数字は出てきており

ます。職員の給与につきましては、給与決定の

原則という地方公務員法などで定められている

ものに沿った形で、具体的には県の人事委員会

に倣う形で新庄市の給与を決めようという考え

方でやってきております。その人事委員会勧告

とのずれがあって、この２年見送ってきた改正

を今回出させていただいたということでありま

す。確かに、給料表の一部が改正され、また扶

養手当の一部が改正され、それに要する額とし

て215万円と試算しておりますが、独自の削減

は削減としてそれは継続しながらも、人事委員

会勧告に基づく給料表、給料表というのはあら

ゆるもののベースになるものですから、給料表

自体は他に合わせたいという考えです。県内35

市町村で新庄市だけが異なる、低いという状況

に今あるわけですので、せめてそれは他に合わ

せさせていただきたい。それによって215万円

の経費増加にはなります。ただ、それはそれで

行いながら、これまでとってきた独自の給与の

カットは続けるという考え方で、それをトータ

ルで人件費全体を圧縮していくということも含

めて、トータルでとらえていただければありが

たいと思っております。 

  あと、協働に関してのことがありましたけれ

ども、協働事業とはいえ、仕事としてやってい

るわけですので、そこは協働という言葉を冠す

るかどうかで区分けできるものではないだろう

ととらえています。給与改定をすることによっ

て、協働の事業を進めるとか、あるいは市民と

行政と双方の協働の意識をどう高めていくかと

いうことに対する支障というのは、先ほど言っ

たような勤務条件全体のとらえ方と私ら自身の

仕事に向き合う姿勢といいますか、そちらの方

がむしろ大事なのかなと思っています。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 県の人事委員会のそれ

で低いということですよね。ほかの市町村より

低いベースなんだと。長井市と比べてはどんな

感じですか、新庄と。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

遠藤敏信委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 今回改正案で出している内容

については既に長井市では実施しているはずで

す、若年層の給料表の部分と扶養手当。具体的

にどの市がどんな額になっているかというのは

知りませんけれども、ただ、今回改正しようと

して提出している内容につきましては、長井市

は給料表は改正済みですし、扶養手当、今回

6,000円から6,500円に改正したいという内容に
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ついても既に実施済みです。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 私は、何度も申し上げ

るとおり、もう少し待たれた方が市民の感情と

しては、市民感情を納得させられるのではない

かなと思います。とにかく人事委員会の勧告も

わかりますし、職員も一生懸命頑張っていると

いうのはわかります。その前に、市民がわかる

ような大きな財政再建の効果というか、これだ

けどんというぐらい節減もしたし、効果も上げ

たという、市民が見えるような効果を上げた後

でこういうことをやっていく姿勢は欲しいと思

います。 

  次に、62ページ、農林水産業費の１項２目で

す。農業振興地域整備計画総合見直し事業費、

これは具体的にどういう内容でしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 農業振興計画の見直しにつ

きましては、昭和60年から新庄市は見直しされ

てないということで申し上げましたけれども、

それから23年ほどたっているということで、現

状、情勢が変化している中で、今後農業振興を

図っていく上で、見直しの中で土地利用の現況

とか将来の農振の計画についてどうすべきかと

いうことで、来年度から約４年ほどかかると思

うんですけれども、それで計画を樹立していき

たいというような計画でございます。初年度に

ついては、あくまでも地元の体制、いろんな農

振の見直しに当たっても審査会がございますの

で、その審査会についても体制づくりを進めて

まいりたいということで、今回予算的には年に

２回ほど各地区、稲船地区とか、そういうふう

な地区がございますけれども、その地区の推進

員の方といいますか、そういうふうな会合も設

けて今後いろんな整備計画に向かってそういう

会議も開かせてもらうということで、そういう

計上をさせてもらっています。 

  以上でございます。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 警察の前の宮内地区が

ありますけれども、あそこは今後どのような感

じに、どのような方向で持っていきたいという

つもりでしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 宮内地区については、一種

農地でございます。優良保全農地ということで、

改良区の受益地にもなっております。その中で、

いろんなそういう協議、これまで何回か見られ

ましたけれども、いろんな用途の関係とか、そ

ういうことも今後見直しを図っていく必要があ

るということで、今その辺も含めて農業振興地

域の見直しの中で関係機関と協議して進めてま

いりたいと思います。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 宮内地区の地権者の方

の開発計画に関係する同意書というのがここに

あるんです。ほとんどの地権者の方が同意して、

多分政策経営課にもこの同意書が行って、農振

除外の申請というか、嘆願書が出ていると思い

ますけれども、こういう動きに関してはどうい

うふうに認識していますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 宮内地区の地権者60人

ちょっとの方から確かに、七、八年ぐらいにな

りますか、前に、一緒にあそこの地域全体を農

振から外していただいて、ぜひ地域の開発に寄

与したいと、そのために市でも何らかの御協力

をお願いしますという旨の文書が入ってきてお

ります。その後ずっと具体的な地元の計画を含

めていろいろ話し合いが幾度となく持たれてい
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ます、市の内部でも、地権者の代表者が、開発

の組織の役員の方も見えて。ただ、市としては、

農林課長が申し上げたように、一種農地だと、

優良農地だということで、あとは用途の指定に

も入っていませんし、ちょうど都市計画と農業

の境界にあるということで、もう20年近く前か

らあの地域をどうするのかという、いろんな関

係機関も交えた形で協議がなされてきましたの

で、今後の土地利用全体、国土利用計画、都市

計画、農振、いろいろ関係してきますので、施

政方針にも書いていますように、国土利用計画

を見直す時期までにはそういった位置づけを含

めて具体的に協議をしていきたいという意味で、

農林課長も三、四年かけてということを申し上

げておりますので、市全体の土地利用計画の中

でも今後のあり方について、ここばかりではな

くて、市全体の土地のあり方、土地利用のあり

方も含めて協議をプロジェクトチームを含めて

やっていきたいと思っています。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 緑輝く田園都市構想と

いうか、田園都市という看板が掲げられていま

すので、ぜひ、それとコンパクトシティー構想

とあわせて、広げるということはインフラの整

備をしなくちゃいけないし、そこに当然税金が

かかっていくわけで、十分考えていただいて、

本当に市役所の方々、特に政策経営というとこ

ろは地域のシンクタンクであり、実践的にそこ

で仕事をなさっているという誇りを持って田園

都市を守っていただきたいと思います。まずこ

れはこれで。 

  次に、教育の方です。88ページ、小学校費、

それと90ページの中学校費の備品購入費につい

ての質問をします。 

  施政方針の中で、学校図書館の充実を図ると

いうことで、学校図書館員を５名増員で10名配

置するということですけれども、図書予算とい

うか、15年度は小中学校合わせて400万円あっ

たものが16年度から200万円になっている。中

学校100万円、小学校100万円になっていますけ

れども、充実を図るためには図書予算の増とい

うのは考えてなかったんでしょうか。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長、山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ただいまの御質問ですが、

確かに学校図書の充実、図書館の充実という部

分を考えますと、図書の購入という部分は考え

ていかなければならないと考えております。た

だ、現在は学校図書館員の配置を全校に予定し

ているところでございます。これが何年か続い

た後に次に図書購入費ということで考えていか

なければならない状況だなと考えております。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 図書館を数年前見せて

いただいたんですけれども、なかなか充実して

いるとは思えない図書の内容だったんですけれ

ども、人員の配置が優先なのか、図書の充実を

図ることが優先なのかというと、私は図書の充

実が優先ではないかなと感じました。予算要求

の際にはどれぐらいの額を要求したんですか。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長、山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 先ほども申し上げました

ように、人的な配置を優先したので、図書購入

費については昨年度同様、小学校100万円、中

学校100万円を要望しております。ただ、図書

が少ないという部分では確かに委員おっしゃる

とおりだと思いますが、例えば、ない図書でも

学校図書館員がいれば、ほかから、全国から必

要な図書を集めてこられる、また学校図書館員

がいるおかげで、その子供にとって必要な図書

を紹介できるという状況も考えられます。よっ

て、やはり人的配置を優先しているという状況

でございます。 
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５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） そういうことも必要だ

と思います。今後、やはり子供は本当に未来を

担う地域の宝だと思いますので、私たちのツケ

も恐らく背負っていかなくてはいけないのでは

ないかなという流れでもありますので、ぜひ子

供の教育環境の充実はよろしくお願いいたしま

す。そんなところで。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時１０分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 単純に申し上げたいと

思います。57ページの５目、この中で夜間休日

医療について書かれております。この件につい

てはこの前も一般質問のやりとりでもお話は聞

きましたが、もう一歩突っ込んでお聞きしたい

と思います。 

  これは県立病院が多忙をきわめること、そし

て医療制度を確保するためということで、この

制度を設けて、そして当時は医師会の皆さんか

らも大変な御協力をいただいたと記憶しており

ます。今回は歳入の部では2,300万円ほど、支

出の部ではこの金額を提示しているわけですが、

こういう中で、今までやってきてみて、その成

果はどういうふうにごらんになっているのか。

それから、そこに来る子供さんなり大人なりと

いうことで、その種別など、もう一つはそこに

対応する人的な応援も必要だということも前に

聞きましたので、そこら辺の対応が今のままで

いいのか、ここら辺についてお聞かせください。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 夜間休日診療所についてお答

え申し上げます。 

  先般もその関連質問が出ましたが、開設が一

昨年の３月ということで、もう１年以上経過し

ているわけでございます。利用者については、

１月末現在、前年度より12.7％減となっており

ます。確かに開設当時はかなり利用者も多かっ

たわけでございますけれども、１年経過しまし

て利用者も12.7％の減ということになっており

ます。種別については、６歳以下が51.6％とい

うことで、７歳から15歳までが16％､16歳以上

が32.4％というような年齢別患者の対応となっ

ております。居住者別につきましては、６割が

新庄市、35％がほかの最上管内の市町村、その

他という形になっております。ただ、アンケー

ト調査等をとったところ、やはり好意的な形の

御意見が多うございました。さらに、日曜の夜

間もやったらどうかという御意見もございまし

た。休日等については現在日中しかやってない

わけでございますけれども、日曜についても夜

間対応をというような要望もございました。そ

れを受けた形で、そこに御協力していただいて

いる先生方の御意見等もございまして、今後、

協力している先生方を中心に、それらの課題に

ついて詰めていかなければならないと考えてい

るところでございます。以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 成果もお尋ねしたんで

すけれども、その成果はどう判断しますか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 成果については、当初の目的

のとおり、１次診療と２次診療のすみ分けを図

って、２次医療の中核病院たる県立病院の軽減

化を図るという目的もありましたので、そうい

った面では大幅に患者数もふえているので、県
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立病院の患者数についても若干減って、そうい

う点では減っておりますので、それ相応の評価

はしてもいいんじゃないかなという感じをいた

しております。以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 成果の源は何といって

も医師会の皆さんだと思うんです。そういうこ

とで、当初は戸惑うところもあったと思うんで

すが、今現在、対応してみてどうなのかという

のをお聞きになっていればお知らせください。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今現在の先生方の協力体制に

ついては、従前と変わらぬ体制で、現在もかな

り極めて好意的な形で御協力をいただいている

ところでございます。来年度の計画もある程度

先生方の協力体制も配置済みのところもござい

まして、今後ともこの体制は維持していきたい

と考えているところでございます。以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 子供も、だれも病院に

いない、そして夜間というようなときに病状が

発生するということで、私自身もそういう経験

があるもんですから、こういう場所があって、

いつでもここにあるという一つの安心感がある

ような感じがします。そういう意味合いでは、

ここでもお話あるとおり、日曜日の日もやって

もらえないかというものもありますから、先生

方とも相談して、一層の御努力をお願いしたい

なと思います。 

  あと、当初より若干減っているということで

12.7％になったんですけれども、その金額と今

回減額した金額というのは見通しとしてイコー

ルになっているわけですか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 前年度と比較して一番大きい

ところについては、減額の点につきましては医

薬材料費が前年度の結果を踏まえて減になって

いるということでございまして、この減につい

ては患者数の減というものが大いに加味されて

おります。以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） ここに通わない方が一

番いいわけですが、そういう意味合いでは健康

になったと理解すれば大変効果的にもよかった

のではないかなと思いますので、一層の御努力

をお願いしたいと思います。 

  それから、次に59ページの２目の中間であり

ますが、不法投棄というようなものがあります。

この金額でどういう場所をどういうふうにして

監視といいますか、そういうことだと思うんで

すが、その内容をお聞かせください。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ここに計上させていただい

ておりますのは、新庄最上地区の不法投棄防止

対策協議会ということで、最上８市町村が加入

しているわけでございます。全体的な金額とし

ては20万円ぐらい、それから県の方の持ち出し

もあるんですが、春と秋に毎年定例的に不法投

棄のパトロールということで、県警ヘリ「がっ

さん」も含めて地区内をパトロールしておりま

す。それで、なかなか不法投棄の発見というの

は難しいんですが、そのほかに新庄市では衛生

組合連合会の役員の方30名ほどおりますが、暖

候期、いわゆる５月から11月までの間に毎月１

回、地区内とか山林付近をパトロールしていた

だきまして、不法投棄が見つかった場合には新

庄市でも片づけをする。チラシも出しておりま

す。看板も立てております。あともう一つ、そ

れ以上の大きな不法投棄場所というのがあるわ

けですけれども、そちらにつきましては山形県
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の最上総合支庁の環境課の予算の中で年間100

万近い回収費用がありますので、そちらの方で

山際とか、最近だと工業団地の磯野沢におりて

くる方の道路とか何カ所かあるんですが、そう

いったものを撤去しながら、看板を立てて啓発

活動に努めているところです。以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 町内の人もこれでパト

ロールして歩いているという状況があるんです

けれども、そういう中で、このごろまるっきり

減ってきたというような状況も聞かれるわけで

す。その中身は、大きい廃品のやつがあります

ので、そういうときは年に何回か集めるわけで

すね。そこに持ってきていただくというふうに

理解して、投棄したごみが少なくなったと理解

していいわけですか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 粗大ごみとか不法投棄、集

めるということはほとんどしていません。どう

しても捨てられる場所は隠れた決まった場所が

あるので、そこに捨てられたものは回収すると

いうことで、いろんな啓発活動をやっている、

パトロールをやっている中で、市民のマナーが

少しずつ上がってきたのかなとは感じておりま

す。なお、2011年にテレビがデジタル化するこ

となども踏まえまして、アナログテレビが不法

投棄される可能性は我々も感じておりますので、

それに向けてまた別途不法投棄されないような

対策を今から考えているところです。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） きれいになるというこ

はいいことですから、そういうことでお願いし

たいなと思います。今お話ありましたとおり、

これからテレビの買いかえというものがありま

すと、そういう人も出てくるのではないかなと

思いますから、電気関係の商店とも御相談して

いただいて、そして御協力いただくというよう

なことをしてもらいたいなと要望しておきます。 

  それから、67ページのバイオマスの件なんで

すが、これを我が町内でも試行的にやるという

ことで今も継続させていただいております。そ

して、それを定着して今進んでいるわけですが、

この中の収入というのは、先ほども質問あった

んですが、収入という関係はどのようになって

いるかお話しください。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 バイオマス堆肥の製造につ

きましては、先ほど申し上げました一般家庭

550世帯から協力いただいて、その収集を週２

回、それを旧最上中部牧場で切りかえし方式で

堆肥を製造しているわけですけれども、その活

用、使用については、産直まゆの郷の会員とか

学校、いろんなそういう活用をしていただいて

いると。あと一般家庭の協力世帯についても呼

びかけまして、堆肥の必要な方といいますか、

それでやっているような状態でございます。そ

れで、その使用料といいますか、それはいただ

いておりません、今の段階では。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） これについて２点ほど

お聞きしたいんですが、一つは、この事業を拡

大するというような予定を立てて、途中ででき

なくなったわけですが、そこら辺で将来的な見

込みをどう考えているか。それから、これから

春になりますと、枝、木を伐採します、剪定し

ます。そういう木を将来は使えるようにという

状況があったんですけれども、まだそこまで至

ってないのかお聞かせください。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

遠藤敏信委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 この事業は、生ごみを集め
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る我々環境課の所管と、それを堆肥化していろ

いろ循環型という形で使っていく農林課の二つ

が共同で頑張っておりますが、木質チップとい

うもので、生ごみと同等ぐらいの量、年間180

トンほど生ごみがあるんですが、それと同じぐ

らいの量を企業の方から参加していただきまし

て、今チップを利用させていただいております。

ただ、平成19年から始めようとした市内全戸の

生ごみの堆肥化、これは2,400トンを目標にし

ていたわけですけれども、プラント費が４億か

ら５億円かかるということで、御存じのとおり

休止の状態でありますが、その中でもこのモデ

ル事業に関しまして500数十戸の世帯に御協力

いただいているわけですけれども、切れ枝とか、

そこに参加することになれば当然チップ化する

機械が必要であります。ただ、今それを数百万

かけてその機械を買えるかということで、財政

状況としてはそこまで至ってないので、企業か

ら出てきたチップを利用させていただいている

ということで、当面現状維持と考えております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） これが定着してきます

と町もきれいになって、カラスも来ない、猫も

来ないということで、大変いいことだらけなん

ですが、そこら辺も考えながら、今の方法でい

いのか悪いのかも含めながら、将来的にも持続

してほしいなという思いであります。それから、

これは収益を生まないということになっていま

すが、それは一般農家の方でもそれを使い切れ

ないのか、使われないものなのか、効果的な肥

料になっていないということなのか、そこら辺

お知らせください。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 生ごみの堆肥については、

前もちょっと申し上げましたけれども、さきの

議会でも堆肥の活用計画ということで、それの

策定に向けて取り組んでおりますけれども、各

農家ではいろんな堆肥を使っております。その

中で、私どもがつくっている堆肥についてもあ

る程度良好な堆肥ということで、反応といいま

すか、農家のいろんな団体からの評判といいま

すか、それはいいわけでございますけれども、

その堆肥について農家の方でアンケート調査を

やっておりまして、約166戸のアンケートをも

とにその辺の活用について再度検討したいと思

っております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） つくっても売れない、

残る、これが今までの欠陥だったと理解してい

ます。そういうことを考えても、やはり売れる

商品まで高めると。いろいろな研究をなさって

いるということは知っていますが、そこら辺を

もう一本伸ばしていただきたいなと思います。 

  次に、69ページの１項なんですが、その中の

松くい虫というようなことで書かれています。

これで350万円ということで、この主な場所、

そして対策はどうやっているのかなということ

でお聞きします。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 松くい虫の防除委託料35万

円ということで計上させていただいております

けれども、松くい虫、カシノナガキクイムシ、

まだ蔓延の状況にあります。松くい虫について

今まで取り組んでまいりましたけれども、陣峰

市民の森の一帯が約30本ほど確認しましたとこ

ろございましたので、それの防除費として35万

円計上させていただきました。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 県の支援もいただきな

がら昨年も対策を練ったわけですが、まだ残っ

ていると。一番ひどいところはそこであって、



- 303 - 

そのほかはないということで理解していいわけ

ですか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 松くい虫については、私ど

もも県と一緒にいろいろパトロールをやりなが

ら現地を確認しておりますけれども、まだほか

に、八向楯のちょうど景勝地になりますけれど

も、その辺も松くい虫の被害を受けているとい

うことで、それについては県の方でも抜倒処分

について、それについては県と調整中でござい

ます。ほかにもまだございます。これは計画的

に防除を図っていきたいと思います。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 松くい虫が出たときに

は既に虫そのものは飛んでいっているというこ

とで、その対策が後手後手となっているわけで

すが、先手を打って対策ができないものかとい

うことなんですけれども、そこら辺の対策はい

かがでしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 前もって対策を講じられな

いかということなんですけれども、最上広域の

森林組合とかボランティア、山に親しむ会とか、

そういう方々に協力をいただいて、年数の関係

とか、そろそろナラ枯れが発生するんじゃない

かという情報をもとに、そういう意見もいただ

いて今後対策を講じていきたいと思います。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 70ページの２目なんで

すけれども、下の方にまちなか民具なり、いろ

いろな行事が掲げられております。主要事業の

中にも羽州街道ということなどでいろいろ書か

れておりますが、その具体策と、これによって

多くの観光客を生もうとしているわけですから、

その中身など、ここに書かれていない状況で結

構ですから、お聞かせください。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 羽州新庄まちなか民具博

物館実行委員会負担金ということで100万円計

上させていただいております。これも冠事業で

ございまして、まずふるさと歴史センターで所

蔵しております２万点に及ぶ民具を活用したい

ということが第一義的にございます。歴史セン

ターに行けばきれいに整理されたものを見られ

るんですが、新庄を訪れた人が全員歴史センタ

ーに行けるとは限りませんので、できるだけ町

の中にそういったものも点在させながら、町中

を回遊していただいて、できるだけ活性化に寄

与してもらえるような方法はないのかなという

ことで、こういった仕掛けも考えてございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 歴史センターに置いて

いるものは、私たちもいろいろな場所を視察す

るわけですが、そういう中でも本当に貴重なも

のがいっぱいあります。米沢で能をする場所を

つくった時代に、新庄に議会報編集委員の方々

がお見えになって、次の日あそこを見せたわけ

です。そうしたら、米沢でも「おたかぽっぽ」

を古いものから並べようとしましたが、そうい

うものはないと。そういう割合には新庄の場合

こんなにいっぱいあるから、実用してもいいの

ではないかといような話もそのときあったわけ

です。私も１回か２回そういう発言をさせても

らった中で、いよいよお蔵から出てくるんだな

ということで、大変感激しているんですが、今

度は場所の設定と、それを使うこなしが大事な

のではないかなと思います。ここに書かれてお

りますとおり、こらっせから駅前までというこ

とですが、その陳列する場所、これはどのくら

いの予想で計画しているわけですか。 
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黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 主要事業の方に内容等も

若干説明してございますけれども、これまで２

回ほど地元商店街の皆様とお話し合いはしてご

ざいます。すべてのお店が協力できるというわ

けでございませんので、その店先を一部お借り

しまして、そこに民具を数点になるのか10点ぐ

らいになるのか置かせていただいて、そういっ

たものを点在させて町中を回遊していただくと

いうことで、駅前から南北本町、中央通り、そ

して北本町ということを今現在考えております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） あと仕掛けと宣伝だと

思いますので、一層の御努力をお願いしたいと

思います。 

  それから、78ページですが、１目で木造住宅

耐震診断委託料とあります。これらについて、

私の町内でもお話を聞いて早速申し込むように

御努力はしたんですけれども、なかなか平面図

が見つからないとか、そういう長い期間たって

いますので、それがどこにあるのか、そういう

意味では面倒くさいということで最後に締めく

くられたんですけれども、今のところどのくら

いの申し込みがあって、対応をどうされており

ますか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 これにつきましては来年

度の事業として補助事業で対応する予定でござ

います。実際国の方からの承認といいますか、

もらった後にする予定でございますけれども、

とりあえず来年度につきましては10戸予定して

ございます。実際募集等につきましては市報等

で広く市民の方に周知した上で取りまとめして

行っていきたいと考えているところです。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 今お話ししましたとお

り、平面図がないとか、そういうものがない場

合はどうするのかというのも一つ気になるとこ

ろでありますので、そこら辺もお知らせしなが

ら対処してもらいたいなと要望しておきます。 

  それから、82ページなんですが、沖の町と中

山町ということで、ここにあります。この場合、

工事の途中にある吉田カメラ屋さんの前、あそ

この側溝までは影響があるんですか、ないので

すか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 地区名としましては、沖

の町・中山町地区という名称でございますが、

地域としては常葉町地内が主な地域になります。

ですから、今お話ありましたカメラ屋さんの前

は入ってございません。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 一日も早くそこも何と

かしてほしいなと。泥がずっと埋まって、端の

瞬間まで行って、その雨水が皆うちの中に入っ

ていくというような状況もありますので、早期

にそのこともお願いしたいなと要望しておきま

す。 

  あと86ページなんですが、３目の不登校対応

ということであります。これらについては、私

たちも学校を見せてもらって、大変な対応だな

と実感しているんですけれども、これらの人数

と、学年別に見てどの程度の学年の方が多いの

か、そこら辺お話しください。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長、山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ただいまの御質問ですが、

今ちょっと手元に資料がございませんけれども、

中学校の２年生が一番多くなっております。そ

の状況を考えますと、１年生の状況が２年生に
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来ているのではないかと私たちはとらえている

ところでございます。今、新庄市としては小中

一貫教育を進めて小学校との段差をなくそうと

しているわけですが、中学校１年生の学校の不

適応が中学校２年生に出てきているのではない

かと分析しているところでございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

遠藤敏信委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 今一番心配しているの

は、お父さん、お母さんの収入がなくなって、

学校に行きたくとも行かれないという人も何人

か入っているのかなということで、再度お聞か

せください。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長、山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 一人一人の部分について

は、手元に資料がございませんので、後で詳し

くお知らせしたいと思いますが、中には経済的

な理由で不登校ぎみになっているという状況も

見られるようでございます。 

１２番（今田雄三委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

遠藤敏信委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 52ページの３款２目の

右側ですけれども、児童扶養手当支給事業費１

億6,500万円でありますけれども、この内容に

ついてお聞きしたいんですけれども、実は平成

18年度に一般会計補正予算の中で私が質問した

ことがあるんです。というのは、当時17年から

18年にかけまして、国の三位一体の改革の中で

負担率の変更がございまして、6,711万9,000円

じゃなかったかな、１年間でそのぐらいの市の

支払い増になったわけです、逆転したから。国

が４分の３で市が４分の１だったのが、たしか

３分の１と３分の２に変わったはずなんです。

そのときにそのぐらいの金額が変わった。それ

に対してだれも質問なかったもんだから、何な

のかなと思って質問したんですけれども、一番

１年生でわからなかったもんですから、質問も

考えたんですけれども、だれも質問しないもん

だから一番最後の３月の中でたしかお聞きした

はずだと思います。そのときお聞きしたのが

6,711万9,000円だったんですけれども、そのと

きに、これをこのままにしておいたら市の財政

がこういう厳しくなってくる上で、なぜ6,700

万円もふえたのに対して何も物申さないのかな

ということで質問申し上げたところでした。そ

れで、早速６団体なりでも通して、市長にお願

いしたんですけれども、こんなことであってい

いのかということで質問したら、20年度にまる

っきり同じように変えたわけじゃないんですけ

れども、負担率が多少違うんですけれども、変

わったらしいんですけれども、そこのところを

ちょっとお聞きしたい。 

  そして、この内容についてなぜお聞きするか

というと、最近、離婚率の統計調査をやってい

るんだそうですけれども、話によると、これが

一部県の方で今度しなくなるという話をちょっ

と聞いたんで、これは大変重要なことなので、

離婚の中でも実は新庄市の離婚率が88％なんで

すね。郡が95％、この資料に書かれているの。

こういう状態の中にあって、何でこんなに多い

のかなと不思議に思っていろいろその後調べて

みました。そうしたら、やはり外国人花嫁が日

本の永住権をとりたいがために、結婚して子供

ができるとすぐ別れて、永住権をとったら離れ

ていくというような感じがあるんだそうです。

そうすると、それがますます手放しでふえてい

った場合には非常に大きい財政負担になってく

るわけですよ。だから、この調査を打ち切りに

しないで、逆に言うと、私は離婚の理由の中に、

あるいは離婚の中に、日本人と外国人の別の調

査をしておかないと後で取り返しのつかないこ

とになるんじゃないかなと心配して質問申し上

げているところなんです。だから、すぐ聞かれ
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たって多分わからないと思うので、これは後で

いただいても結構ですから、その辺のところを

もし県でやめるとすれば、調査を打ち切りにし

て統計をとらないとすれば、そういったものを

さらに追加して、外国人のものを分類して、離

婚の原因ですか、個人的に聞くわけじゃないん

ですけれども、明細が離婚に対して使っている

んだと、離婚したために発生した費用なんだと

いうことをわかるように続けていってもらいた

いし、またさらには離婚率の88、95％、この内

容ですね、必ずこれは、県の方でもしかしたら

動いているのかもしれないし、今要望したいの

は、そこのところを深くもっと区分けして統計

をとっておいた方が後々いいんじゃないかなと

思われますので、それをひとつお願いしたい。

そして、当時私が聞いたときからの経過、20年

度に変わる、国で平成20年度より５年間受給し

た世帯は支給額の半分を超えない範囲で減額さ

れる予定であるというふうにその当時答弁いた

だいているんですよ。それが今現在どうなって

いるのかなと。以上の点について、いろいろ聞

きたいことがあるんですけれども、ほかに質問

したいこともあるので、その点だけお聞きして、

まずわかる範囲でお願いします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 山形県におきまして、毎

年児童扶養手当等に非常にかかわりのあります

ひとり親家庭等の福祉という調査をやってござ

います。一番直近ですと19年度の数字なんです

が、県全体におきまして母子家庭１万688世帯

ということで、昭和55年には7,090世帯だった

のが非常にふえてございます。それから、父子

家庭につきましても昭和61年1,432世帯であっ

たものが2,017世帯とふえてございます。その

母子・父子家庭になった原因別内訳ということ

で、これについては死別、離婚、未婚の母、遺

児、行方不明その他という分類がございます。

非常に高いのが離婚でございます。離婚につき

ましては、平成８年において73.9％だったもの

が平成17年においては87.8％、死別については

平成８年17.8％だったものが平成17年には

5.7％という数字になってございます。ただし、

この数字につきましては、ただいま私は８年と

17年を申し上げましたが、18年以降はこの調査

は県において実施してございません。特に委員

御質問のように離婚の理由までとなりますと、

正直福祉サイドではその理由までさかのぼって

調査というのは難しいかなと思っています。た

だ、冒頭申し上げましたように、こういった理

由別については今後の児童扶養手当を推計する

上においては大事な数字だと思っておりますの

で、また本調査については何とか復活できない

かということを会議等の席で要望申し上げてま

いりたいと思ってございます。 

  それから、１億6,500万円の予算化のうち、

21年度においての充当財源といたしましては３

分の１の5,500万円、これが国庫補助金で賄わ

れているという状況でございます。以上です。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

遠藤敏信委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 5,500万円が国庫補助

ですね。そうすると、何かその話が、当時18年

度の予定としては、改正なる前で5,130万円だ

ったんですよね。そうすると変わりないんじゃ

ないかなと思っているんですよ。その当時、大

体１年に22人から３人、20人から25人と言って

もいいんですけれども、そのぐらいの数で毎年

ふえていたんです、私が調べたところでは。だ

から、今聞くのは、相当数これはふえているん

じゃないかなと、負担も多くなっているんじゃ

ないかなと感じて質問したわけなんです。その

辺のところを簡単で結構ですから答弁していた

だければありがたい。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 



- 307 - 

田口五郎福祉事務所長 手元に準備しております

資料で申し上げますと、平成16年児童扶養手当

受給資格者の世帯累計ということで、離婚が

253、死別が４、未婚の母17、遺棄が１という

数字でございます。委員がただいま御質問され

ました18年ですと離婚が16年の253から266にふ

えてございます。死別は４から３ということで

１件減っております。未婚の母は17から20とい

うことで、これもふえてございます。遺棄につ

いては１からゼロ。予算編成時においての数字

なんですが、離婚が303と、これもふえてござ

います。死別は３で変わりございません。未婚

の母23で、これも若干ふえておりますけれども、

そんなに変わりありません。今現在の状況を申

し上げますと、21年２月末、一番直近の数字で

ございますけれども、離婚が予算編成時の303

から325にふえてございます。死別、未婚の母

等については若干ふえたり同数だったりしてお

りますが、児童扶養手当の受給につきましては

やはり離婚を理由とするものが影響を与えてい

ると福祉でも分析してございます。以上です。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

遠藤敏信委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 今、話にあったその数

字というのがふえていますね。その割合と額が

ふえてない。これはさっき言った海外から来て

いる花嫁さん、この方が離婚されるのが影響し

ていると感じるんですけれども、その中で、ふ

えたにもかかわらず余りふえてないというのは、

さっき申し上げた20年から５年間受給した世帯

は支給分の半分を超えない範囲で減額されるこ

とになるということで、これが実行されている

んですか。 

  国の方で、平成20年度より５年間受給した世

帯については支給額の半分を超えない範囲での

み支給される、言いかえれば、文章どおり読め

ば半分にされるということ。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 私の情報力不足かもしれ

ませんが、そのようなことは聞いてございませ

ん。国籍別による離婚なんですが、ほかの視点

から見ますと、統計的に必要な部分があるのか

もしれませんが、福祉サイドの立場から申し上

げさせていただければ、この児童扶養手当は日

本人以外にも支給される制度でございます。そ

ういった国籍によって支給されるされないとい

う制度ではございませんので、逆に我々サイド

でそういった統計をとるということは差し控え

るべきかなと考えてございます。以上です。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

遠藤敏信委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 先ほどのをちょっと訂

正してきます。私がもしそういうふうに申し上

げたら訂正してください。離婚の理由をお聞き

するというのはそれじゃなくて、離婚の内容で

す。それは訂正させてください、もしそういう

ふうに申し上げたとしたら。まして今、守秘義

務が言われているんですから、そんなことでき

るわけがありませんし、ただ、その内容、明細

ですね、外国人と日本人の内容とかは区別して

おいた方が後々に対策をとるときにということ

で、国の方で何かその動きもあるらしいことを

聞いているんですけれども、市民課長はかえっ

て情報詳しいんじゃないかなと思いますので、

市民課長から一言、何かそういうのを聞いたこ

とがありませんか。 

柿﨑卓美市民課長 委員長、柿﨑卓美。 

遠藤敏信委員長 市民課長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美市民課長 私の方が詳しいということで

御指名いただきましたけれども、確かに外国人

の居住の状況というのは、外国人登録法という

法律にのっとって私どもは事務をやっておりま

す。そういった意味で、私どもはいわゆる住民

票と違って登録の制度が異なりますので、なか

なか把握しにくいといった面は確かにございま
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す。特に、外国人の花嫁さんというお話がござ

いましたけれども、日本人と外国人の混在の世

帯の場合ですと二つの法律にまたがった登録の

仕方がなされますので、若干実態が把握しにく

いといった面があるかと思います。 

  ここからは情報として提供申し上げる部分な

んですが、国の方でも制度の改正についての動

きがございまして、従来外国人登録法という枠

の中で登録制度が行われていたものを日本の住

民基本台帳法に統合しようという動きが今ござ

います。ただ、いつからというところまで詳細

な情報は把握しておりませんので、それが統合

されれば外国人の居住の実態というのがもう少

しきちんと把握できるようになるのではないか

と考えております。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

遠藤敏信委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 前向きな答弁をいただ

きまして、ありがとうございます。じゃそうい

うことでもし話がありましたら、そういうのは

ぜひ、これは絶対問題になってくると思うんで

す、最後には。それと、市民課と福祉課の方で

いろいろ情報がないとそういったものが把握で

きないと思うんですよ。だから、そういったも

のも縦割りじゃなくて、横の連絡もとり合いな

がら、新庄市の中でもいろいろ縦割りの中で違

った結果が出てくるというのが往々にして見ら

れますから、関係あるところは密に連絡をとり

合って、実態を常に把握しておくようにお願い

申し上げて、この件については終わります。 

  次に、農業関係ですけれども、62ページの上

の方の右側に農業振興地域整備計画総合見直し

事業費ということで13万4,000円計上なってい

ますけれども、見直しするという話は聞こえる

んだけれども、事前にやっておくにしてはえら

い金額が少ないなと。これはいつからやる予定

になっているのか、その辺のところをお聞きし

たい。実は、これは坂本課長が農林課長の時代

に、当年の６月から実施するという約束なんで

すよ。それがずっと延びてきているんです、２

年間。私はしつこいですからね、終わるまでず

っと聞いていきますけれども、30何年も土地の

見直しをしてないなんていうことはあり得ませ

んよ、地方行政の中で。本当にこれは大変なこ

となんですよ。農業委員会としても発言させて

もらいますと、実情と違っているもんだから決

定しにくいんですよ。だから、どうかこれを早

く前向きにもう一回考えてもらって、そして13

万の予算じゃなくて、もう少しつけてもらって、

前準備でも結構ですから進んでいかないと、こ

れも後でまたいろんなことについて、乖離の問

題とか、いろんな問題が出てきていますから、

こういったものにも影響してくるんですよ、山

とあれの間で。だから、こういったものを早急

にやってもらいたい。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 先ほどの５年経過した後

の措置なんですが、申しわけございません。ご

ざいました。５年経過しますと２分の１という

制度がございます。ただ、これにつきましては

病気とか、いろんな理由で就業できない状態だ

ということが本人からきちっと届出があった場

合には満額支給となります。市の方では５年を

迎える２カ月前になりますと個別に通知をやり

まして、その時点での状況を把握してございま

す。現在、新庄市におきましては２分の１の適

用をされた例はこれまでもございませんし、現

在もございません。以上です。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 委員がおっしゃったとおり

でございます。前の農林課長からこれは農林課

として一番重要な課題だということで、今回上

程させていただきました。21年度から先ほど申

し上げましたいろんな協議会、いわゆる体制づ
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くりをいろんな関係機関とその辺を協議しまし

て、問題のないように対応させていただいて、

来年度からいろんな基礎調査、土地利用の実態

調査とか基礎的なデータを収集して、今後の農

業経営、地域農業の将来像を設定するために、

また農家の意向調査を実施したいと考えており

ます。その中で、農業振興地域の効果的な活用

といいますか、いろんな関連計画がございます

ので、その辺を早急に、４年をめどということ

で、もう少し早くできればということで私ども

も考えておりますので、よろしく御理解をお願

いします。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

遠藤敏信委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） ぜひともその舌の濁ら

ないうちに、味の残っている間にやってもらわ

ないと。ずっと延び延びになっているやつです

からね。これをやらないと、市長は今の乖離の

問題とかなんとかを解決する意思がないと判断

せざるを得ないんですよ、よその地区から見る

と。県で言われたんですよ、これ。県のよその

３地区から、新庄の分を山形県で負担している

んだよと。だからそのままいけば、ことしなん

かは50％以下の減反のあれですよ。減反の計算

どおりいけば、乖離の問題からいろいろ総合す

ると、未達成の分からいくと50％以上の新庄市

で減反なるということで、はらはらしていたん

ですよ。ところが、県の方にふるい下米とか、

いろんなもので農協と農林課長が調整していた

だきまして、そして毎日でも行けと言ったんだ

けれども、１週間に１回ぐらいずつ行ってくれ

たんじゃないかな。そういうことで、何とかこ

れでまず抑えているんだけれども、そういった

基本的なものをやっておかないと、こういった

ものはよその地区で納得しなくなってくるんで

すよ、今度。だから早急にひとつお願いしてお

きます。 

  それから、64ページの６款１項５目農地費の

中の新庄農業水利事業農家負担軽減対策助成金

です。金額は一応関係ないんですけれども、こ

れについてと、あわせて、前に関連してくるん

で、これを申し上げるんですけれども、二つ申

し上げたんですけれども、次ページですね、経

営体育成基盤整備事業負担金ということで、こ

れは多分上野地区のことだと思うんですけれど

も、315万円計上なっていますけれども、これ

も関係してくるんで、覚えておいてください。

後でまとめて答弁願います。 

  ということは、こういった問題がなかなか進

んでいかない。本合海の上野地区についても、

緊急対策、ポンプがあれで来年も危ないと。緊

急対策事業でやっているにもかかわらず延々と

してまた延びていくと。であれば、緊急事態じ

ゃなかったんじゃないかなということになって

くるわけです。そうすると、これはあれですけ

れども、平成20年12月27日発行の新庄市の「市

議会だより」の中で、私が質問した新庄土地改

良事業における農家負担軽減対策助成金12億円

が減額変更された内容と農家負担の見通しにつ

いてお聞きしたいということにお答えになって

いるんですけれども、「この助成金の基本とな

る米１俵の価格が米価低迷によりこれを下回る

現状ですが、この対策は当時総合的に勘案した

上で決定したことであり、多少の変動はあって

もこの決定を尊重し、検討すべきものと考えて

います」と、こういう答弁というか、紙上をも

ってお答えいただいているんですけれども、

「多少の変動」ということ、米価が半分になっ

ているんですよ。多少の変動なんていうことじ

ゃないんですけれども、ただ、こっちは直接関

係ないので、今紹介申し上げたんですけれども。 

  それから、21年度施政方針の８ページの中で

「農振の抜本改革を目指す議論が始まっており

ますが、今後とも担い手の育成を図っていくと

ともに、米の生産調整を推進するため、生産組

織に対して支援を行ってまいります」と明言し
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ているわけですね。 

  いよいよ、66ページの６款１項６目水田農業

対策費の中に、土地利用型作物組織的生産対策

事業費補助金というのが600万円計上なってい

ますけれども、これについて実はお聞きしたい

んですよ。先日、補正予算の中で300万円計上

された件について、あのときの答弁で、予算の

中で詳しく質問しますからということで打ち切

りにしてやめた経過があります。実は、一昨年

の生産の中で、生産組織の中で相当の金額が、

反別にもよりますけれども、20万円から40万円

の負債を抱えている、負債を抱えざるを得なか

ったわけですね。それはなぜかというと、交付

金の枠が決まっているということで、当初春に

作付する前にそういうふうに言って減反未達成

者を同意させて、協力してくれ、協力してくれ

ということで、生産組織が一所懸命になって集

めてつくった。ところが、秋にできた時点で、

多いので4,700円ですね、大豆の場合なんか、

下方修正されたわけですね。だから相当な被害

をこうむっている。にもかかわらず、その補正

について、2,600万円の被害をこうむっている

のね、その枠組みの中で、大体そうだと思いま

すけれども。間違っていたら、農林課長、後で

訂正してください。そのうちの補正で300万円

しか出てこない。それから、今合わせた600万

円、これもちょっとおかしなところなんですけ

れども、確認したいんですけれども、60組織が

あって、１組織２万5,000円をあげると。これ

は間違いありませんね。それから、残りの

3,000ヘクタールが該当して1,500円を払うと

450万円、合わせて150万円と450万円で600万円

となるわけですけれども、私は単位を間違って

いたんですね。それで余り不思議に思わなかっ

たんですけれども、450万円の方、3,000ヘクタ

ールの該当に一律1,500円よこすというのは、

１反、普通は反しか使わないんですね。だから

数字のトリックというか、そうしたら１ヘクタ

ール1,500円だよ、１反歩150円ですよ。こんな

笑い話ないですよ。こんなもんでこれから今問

題になっている減反問題を解決できるなんてい

ったらとんでもない話ですよ。 

  先ほどの話に戻りますけれども、土地改良区

の12億を精算している、平成29年までの９年間

で。そうすると、ならすと１年間に１億2,000

万近い金になります。このうちから思い切って

こういうものに投資していただかなかったら、

何のための農業委員会の精査だったのかなと私

思うんです。これでは農業が疲弊するのは当た

り前ですよ。この予算を全部見ますと、削るの

は農業関係から全部削って、この金はどこ行っ

たんですかね。あと４分しかないんで、答弁の

時間を与えないと多分議長から指摘を受けると

思うので、ここら辺でとめて、この話について

は全部詳しく言わなくてもわかるでしょう。全

部話さなくても結構です。この問題については

奥が深いですから、次の一般質問で時間がたっ

ぷりあるときに改めて質問させていただきます

ので、わかる範囲内で答弁願います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 最初に、土地改良事業の農

家負担金についての質問にお答えしたいと思い

ます。 

  これは平成５年に議決された平成５年から平

成29年の債務負担行為で、新庄農業水利の負担

行為、その当時は米１俵が１万9,492円、それ

を１反歩当たりの償還が超えたときは新庄市で

支援すると。それから、県営管理については全

額ということで、それは今でもそのとおり守っ

て改良区と調整して支払いしております。また、

一方の泉田土地改良区についても、平成５年か

ら21年まで、来年度で全部償還が終わりますの

で、それがまた負担については、相当楽になる

といったらすいませんけれども、そういうこと

になっております。それは当然履行していかな
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ければならないと思います。 

  それから、経営体育成基盤整備事業、これに

つきましては20年度からの新規事業ということ

で、上野地区の圃場整備、経営体育成基盤整備

なんですけれども、昨年は8,500万円ほど計上

させていただきました。それの10％が市の負担

となりますけれども、水利権の協議の関係で、

最上川から揚水している用水の水利権がござい

ます。その調整がつかなかったと、県の方で。

それについて減額されたということで、今回は

その水利権の協議とあわせて用地買収費を計上

していると、約3,000万円の10％で300万円とい

うことで、負担金として計上しております。 

  また、最後の担い手支援については、前にも

申し上げました経営体のいろんな生産組織が昨

年単価調整されたということで、2,600万円が

減額されました。今、地域説明会、今週から入

っておりますけれども、私もきょうから入りま

す。その中で、いろんな単価が低い、下げられ

たというような不満の声が多くなっていますの

で、それには引き続き国の方に意見を強く申し

伝えて要望してまいりたいと思います。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

遠藤敏信委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 今、課長から国の方に

という言葉も出てきたんですけれども、国の方

ではあれですよ、緊急米価対策として500万円、

それから５万・３万の例の減反対策で600万円、

1,100億円、それから燃料の高騰、それからも

う一つ何か、たしかあったと思うんですけれど

も、相当の金が余っているはずなんですよ。新

庄市で言うと、あの時点では8,800万円、新庄

市に来ていますね。2,445万円使って、残6,354

万円を国に返すということになっているんです。

終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時１０分 休憩 

     午後３時２０分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  学校教育課長より答弁の訂正の申し出があり

ましたので、これを許可します。 

  学校教育課長、山川義隆君。 

   （山川義隆学校教育課長登壇） 

山川義隆学校教育課長 先ほどの今田委員の御質

問に対して、私の方で中学校２年生がふえてい

るとお答えいたしましたが、中学校３年生の間

違いでございました。小中一貫教育が成果を上

げて、中学校１年生の方は減っております。そ

ういう状況でございました。 

  なお、追加で、小学校は30日以上不登校が４

名で、中学校は35名になっております。中学校

３年生の原因は、うつ病とか、そういう部分の

精神的なものがふえているようでございます。 

  以上でございます。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 最初に、40ページの２

の１の投票人名簿システム構築業務315万円が

計上されていますが、これは憲法改正のための

国民投票の準備なのでしょうか。 

  次に、39ページの２の１、住民基本台帳ネッ

トワークシステム保守業務85万円ということで、

住民基本台帳のネットワークが進んでいるよう

に思いますが、住民基本台帳カードは市ではど

のように現在使われているでしょうか。 

  次に、三つ目ですが、76ページの８の２、生

活道路整備補助金100万円についてですが、こ

の補助率、申請受付と審査の方法、それから、

これだけで足りないのではないか、パッチなど

は市道を春やるわけですが、それと一緒にやっ

てあげて、本格的な工事を受け付けるように、

これでやるようにすべきでないかと思うんです

が、どうでしょうか。 
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  四つ目に、78ページの８の１で木造住宅耐震

診断業務60万円があります。このような話のと

きに、住宅リフォームへの助成制度もあわせて

やることによって地元の業者の皆さんの仕事に

なるように思うんですが、それについての考え

はないのか。 

  次に、戻りまして38ページ、２の２、賦課徴

収費、市民税事務について、通信運搬費225万

円の内訳はどのようなものでしょうか。山形市

では、介護度１以上は普通障害者認定、介護度

４以上は特別障害者認定をしています。これら

を該当者に控除に使える旨を郵送して教えてい

ただきたいと前から言っているんですが、その

ような考えはないか、お願いします。 

  それから、47ページの３の５、在宅老人福祉

事業費の在宅介護支援センター運営事業416万

4,000円の内容は、簡単にお願いします。 

  次に、48ページの３の６、調理業務委託料

5,700万円の内訳についてお尋ねします、食材

費、人件費ということで。 

  48ページの３の６、工事請負費3,950万円で

すが、今年度の具体的な内容はどういうもので

しょうか。そして、今後５カ年の計画の内容に

ついてお願いします。また、利用者からの要望、

クーラーを談話室、集会室に設置して、そこに

暑いとき避難できるようにという要望があるわ

けですが、これをどう考えたか、把握している

か、お願いします。 

  次に、52ページの３の３、保育所運営費5.7

億円ということですが、これについて、まずは

21年度の利用申請者は全員入所できるのでしょ

うか。入所希望がかなえられなかった人数と、

その理由はどうでしょうか。また、保育所希望

をかなえてやるため、定員増、施設増、保育士

増で対応すべきではないでしょうか。国は、市

町村の実施責任をなくして、保育所探しを父母

の自己責任に変え、民間企業参入で「保育はお

金次第」に変えようとしております。児童福祉

法を守り、公的保育制度を守れという運動が必

要ではないかと思いますが、どう考えておられ

るでしょうか。もう一つ、つけ足しですけれど

も、第３子以降の保育料を無料にという国の施

策があるように聞いているんですが、それは市

ではどう考えているのか、お願いします。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 委員長、小野

正一。 

遠藤敏信委員長 選挙管理委員会事務局長小野正

一君。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 それでは、投

票人名簿システム構築業務委託料につきまして

お答え申し上げたいと思います。 

  これは日本国憲法の改正に関する法律が平成

19年５月に成立公布されまして、その法律が３

年後、平成22年５月に施行されるということに

なりまして、それまでに投票人名簿を調整する

システムを構築するということが必要になって

きますので、そのためのシステムの改修費でご

ざいます。 

  従来の選挙人名簿と違う点がございます。ま

ず年齢が満18年以上、要するに18歳以上の日本

国民であれば投票権を有するということになり

ます。ただし、民法等の法の整備措置を講ずる

としておりますので、もし講じられない場合は

満20年以上ということになります。したがいま

して、18歳、20歳の両者に対応できるような名

簿を作成するということになります。それから、

成年被後見人以外の方が投票権を有するという

ことになります。ということは、公民権を停止

された方あるいは禁固刑以上の刑に服されてい

る方、こういった方も投票権を有するというこ

とになります。それから、従来の選挙人名簿で

すと市区町村に３カ月以上居住された方という

ことで初めて登録されるわけですが、この投票

人名簿につきましては国民投票の期日前50日に

当たる日において住民基本台帳に記録されてい

る方あるいは登録基準日の翌日から14日以内に
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当該市町村の住民基本台帳に記録されていて、

いずれの市町村の住民基本台帳にも登録されて

いない方ということになります。 

  なお、先ほども申し上げましたとおり、平成

22年５月から施行されるということで、そのた

めの名簿の作成でありまして、実際の改正手続

というのはあくまでも国会で発議されてから動

くということになりますので、今回は名簿作成

のための調整とシステムの構築ということにな

りますので、よろしくお願いいたします。 

柿﨑卓美市民課長 委員長、柿﨑卓美。 

遠藤敏信委員長 市民課長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美市民課長 住民基本台帳ネットワークシ

ステムの保守業務委託料についてのお尋ねでご

ざいましたので、御説明申し上げます。 

  住民基本台帳ネットワークは、御存じのとお

り、各自治体ごとに管理運用している住民基本

台帳をネットワークで結びまして、自治体間の

業務や、あるいは国・県の業務に住民基本台帳

のデータを活用しようというシステムのことで

ございます。私どもでもこれのための専用の端

末装置が設置してございます。これを保守管理

するための経費ということで、毎月定期的に機

器の点検清掃あるいはソフトウェアが改修され

た場合はそれのインストール、そういった業務

がこの保守業務の中で行われます。 

  それから、住民基本台帳カードについてのお

尋ねでございましたけれども、住民基本台帳ネ

ットワークを有効に活用しようという目的で設

定された、いわゆるＩＤカードでございます。

御希望の方に交付するという仕組みになってお

ります。本市の場合、平成15年にこの制度がス

タートしたんですが、現在で378枚交付されて

おります。どんなところで使われているかとい

うお話でございますけれども、ＩＤカードでご

ざいますので、顔写真入りのものが一つござい

ます。ちょっと使い道が変わるんですが、顔写

真なしのものと２種類ございまして、顔写真が

入っているものは主に身分証明書として活用さ

れているようでございます。最近、いろんな形

で本人が本人であることの証明というのがいろ

んなところで求められます。そうした場合には

運転免許証というのが主に使われますが、当然

免許証をお持ちでない方も多くいらっしゃいま

す。こうした方が住民カードをおとりになる、

そういった例が多いと把握しております。それ

から、去年あたりから顕著に見られる例なんで

すが、確定申告の際に御家庭のパソコンからで

きますよという制度が税務署の方で発足いたし

ました。ｅ-タックスというやつでございます。

これを利用するには、住民カードに登録された

電子署名というやつなんですが、個人個人の特

定の記号番号が記録されたものが必要になりま

して、この手続を行うために住民カードをおと

りになるという方がかなりふえてきているよう

でございます。以上でございます。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 生活道路整備費補助金に

ついての質問でございます。これについては、

補助率は適正な価格の２分の１という規定で行

っております。生活道路について、市でやって

いるパッチングと本格的な工事をやってくれた

らどうかという御質問でございますが、あくま

でもこの要綱の中に規定してあるとおり、道路

法の適用を受ける道路以外の道路ということに

なってございます。私どもがやっているものは

すべて市道の道路法に基づく道路でございまし

て、生活道路につきましてはそれらを利用され

る方々で整備していただく、維持管理していた

だくというのが基本であると考えております。 

  それから、耐震の診断調査にあわせてリフォ

ームについてという御質問でございます。この

耐震診断につきましては、希望があったお宅に

専門家がお伺いしまして、耐震診断、現況調査、

報告書作成ということになるわけです。それで
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もし耐震補強等改修が必要であるということに

なれば、その方がどうするかにかかわってくる

と思うんですけれども、たしか県の制度の中で

もリフォームに対する助成制度もございますの

で、御相談を受ければそういったことの紹介も

できると思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 賦課徴収費のうちの市民税部

門の通信費の内訳でございますが、これはほと

んどが郵送料でございます。なおかつ私の方で

積算して、絶対必要だという郵便料、これは実

は査定の中で23％カットされております。これ

は最小限で、あとは何とか工面してやれという

ことでございますので、私たちとしましては賦

課徴収に必要な最低限の郵送料ということで考

えております。また、介護度については税務課

では把握しておりませんので、個別の連絡とい

うのは考えておりません。 

叶内利昭神室荘長 委員長、叶内利昭。 

遠藤敏信委員長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 神室荘の件に関しまして、３

点ほど御質問がありました。順次お答えしたい

と思います。 

  まず、調理業務委託料の内訳でございますが、

人件費としまして2,420万円、賄い費といたし

まして3,000万円、その他消耗品、事務費等々

で280万円の内訳となってございます。 

  次に、改修工事に係る3,950万円の内訳とい

う御質問でございますが、まず最近のお年寄り

の傾向を見ますと、要支援の方または要介護の

方、それに加えまして下肢に障害を持っている

方々が多くなってございまして、入所者の約４

割ほどの方が下肢に支障を来している状況でご

ざいますので、現在の各棟ごとのトイレが和風

で使用されております。非常に日常生活の上で

支障を来しておりますので、各棟のトイレを洋

風のトイレに改修することがまず第一だという

ことで計画しております。それに加えまして、

昭和47年につくりました建物の施設がかなり老

朽化しておりますので、早い時期に建てた棟か

ら廊下及び居室のバリアフリー化をすることで、

ことしの予算には南一通りという通りがありま

すが、その通りの床の改修を行っていく計画を

しておりますのが工事内容でございます。 

  続きまして、利用者の要望にこたえているか

という御質問でございます。実際、クーラーに

関しましては、暑さ対策として静養室、病気に

なって神室荘で静養を要する方の部屋について

は設置してあります。また、食堂につきまして

も、夏場、非常に暑い状況の中で食事をとって

いただくのはお気の毒なもんですから、食堂に

もクーラーを設置しております。夏の非常に暑

い時期につきましては、食堂の部屋を一時開放

して避暑対策とさせていただいているところで

ございます。 

  議員御指摘のクーラー設置の要望につきまし

ては、確かにございましたが、神室荘の私たち

が知らない段階で要望書が理事者の方に送達さ

れたということもありまして、理事会にどうい

う見解でそういう要望書を提出されたのかお聞

きしたところ、役員の中の３名、利用者親睦会

の会長、副会長の３名が要望書を提出されまし

たが、うち１人がわからないという状況だった

もんですから、お聞きしたところ、できれば設

置してほしいということでございました。現在

の状況で対応できないかということでお話しし

たんですが、日常生活を安全に生活するために、

まずその部分を何とかしてほしいという要望が

ありましたので、現在の食堂開放で対応してい

きたいと考えております。以上です。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 福祉事務所関連で五つの

御質問がございましたので、まず最初に、在宅

介護支援センターにかかわる内容でございます。



- 315 - 

これにつきましては、地域における高齢者の自

立した生活を支援し、要援護高齢者及び要援護

となるおそれのある高齢者やその家族等の福祉

の向上を図るために、在宅介護支援センターあ

じさい、同じく第二あじさい、新庄薬師園在宅

介護支援センターの３センターに委託し、在宅

介護に関する総合的な相談に応じ、各種福祉サ

ービスの総合的な提供の調整をしている機関で

ございます。実際に相談を受けた日数、これは

19年度１年間の数字ですが、267日、センター

の方から訪問して相談を受けたのが3,865件、

相談者が来所して相談したものが249件、電話

相談が985件、合計5,099件となっております。 

  なお、この支援センターは24時間体制となっ

ておりまして、職員がいなくなる夜間等のバッ

クアップ体制ですが、特養施設等で行ってござ

います。 

  ちなみに、相談の種別です。在宅サービス

1,905件、介護相談46件、介護用品の紹介406件、

医療疾病の相談413件、施設、病院の相談318件、

心理的問題16件、経済的問題15件、その他547

件、以上が19年度１年間における内容でござい

ます。 

  次に、保育所の利用申請者の中で入所できな

かった数でございますけれども、現在37件ござ

います。そのうち理由として、７件が申請者多

数のため入所できませんでしたという理由を付

して通知申し上げておりますけれども、この７

名につきましてはすべて３歳未満児でございま

す。今のところ総数ではまだ定員に余裕あるん

ですが、３歳未満児の部分が既に満杯の状態で

ございまして、７名の方についてはお断りせざ

るを得なかったと。なお、そのほか29名の方に

つきましては、現在職についておりません。休

職中の方でございまして、休職中ということは

今現在を見れば保育に欠ける状態ではないとい

う通知を差し上げてございます。ただし、これ

らの方につきましては就労証明が得られた時点

で入所の通知を出すことにしてございます。た

だ、この29名の中にやはり未満児と３歳以上児

がございまして、３歳以上児についてはその時

点で入所措置可能なんですが、未満児につきま

してはいずれの保育所においても満杯状態でご

ざいますので、対応については難しいかなと。 

  ちなみに、その理由といたしましては、未満

児の場合、ゼロ歳児の場合は幼児３人に１人の

保育士を配置してございます。１歳児、２歳児

は６人に１人の保育士、３歳児につきましては

20人に１人の保育士、４歳、５歳児は30人に１

人の配置でやってございまして、未満児の場合

には保育士の張りつけの数が必要になってまい

ります。３番目の御質問の中で、保育所の定員

増、保育士の増についての御質問なんですが、

いずれの保育所におきましても敷地の問題がご

ざいまして、これ以上増設してこういった未満

児を受け入れるというのは今現在は不可能に近

い状態にございます。したがいまして、こうい

った待機せざるを得ない方々にはお気の毒だな

という感じはございますけれども、まず全体的

な条件整備をもう少し図らないと定員増の措置

は現実的には難しいかなと思ってございます。 

  次に、保育所の新たな保育の仕組みというこ

とで、厚労省の社会保障審議会の中で現在の措

置のあり方を変えるような報告がなされたとい

う新聞記事がございます。これについてはまだ

県を通じて詳細が流れてまいりませんので、私

も新聞報道による情報しか得てございません。

現に今回の改正が現在の保育サービスにどのよ

うな影響を与えるのか、向上するのか、あるい

は低下してしまうのか、その辺詳細を検証した

上で対応したいと思っています。ただ、私に限

らず、市職員の責務といたしまして、法令を遵

守して職務を遂行する義務が課せられておりま

すので、法改正がなされた場合にはとりあえず

法に従った措置を市としてもやらざるを得ない

のかなと。冒頭申し上げましたように、まだ詳
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細が把握できる状態になってございませんので、

把握し次第検証して対応策を立ててまいりたい

と思います。 

  最後に、第３子以降の保育料の御質問でござ

いましたが、第３子以降ということではないん

ですが、現在でも同時に複数の子供さんを保育

所に措置した場合には、２番目のお子さんにつ

いては軽減措置がございます。３人目のお子さ

んについては既に無料となってございます。委

員御質問は第３子という限定的な御質問でした

ので、第３子についてすべてどの時点で入所し

ても無料化ということになりますと、今この場

で「無料にいたします」というお答えはちょっ

といたしかねます。繰り返しますが、３人入所

している場合には３人目は現在でも保育料は無

料になってございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ３人目、保育所に入所

するぐらいの場合というよりも、普通は少し間

があるので、３人ぐらい子供を持っていらっし

ゃる方を支えるためには、できればほかの子は

保育所に入ってなくても３番目の子以下が入っ

た場合は無料というふうにしてやるように改善

をお願いしたいと思いますが、検討する余地は

ないでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 お一人よりお二人、お二

人より３人お子様をお持ちの御家庭は、やはり

それだけ負担は大きいだろうなということは当

然のことだと思います。ただし、もう一方、児

童手当の制度につきましては、第３子以降につ

いては第１子、第２子よりも手厚い手当ての措

置がされてございますので、直ちに第３子以降

無料という考えよりも、トータルで給付される

もの、負担しなければならないもの、そういっ

たものを総合的に勘案した上でどうするかとい

うことを考えるべきかなと思っています。今こ

の場で第３子以降無料いかがかという御質問に

つきまして、私の今の立場で「わかりました」

ということにはいたしかねますので、御了解を

お願いいたします。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 住民基本台帳カードに

ついてなんですが、このカードを所得税申告に

使おうということを考えたというか、税務署か

ら指導されてした方が、この間、そのカードを

もらえないために、本人、子供、延べ５回市役

所に通わねばならなくて、本人は県立病院のつ

ないだ線を外してわざわざ外出してまで行かね

ばならなかったということで、本人の苦労は大

変だったということを聞いております。実は、

このカードがなくても本人確認というのは、こ

のカードのとり方あるいは使い方が非常に難し

くて、なくても身分を証明する方法はあると聞

いておりますが、どうでしょうか。 

柿﨑卓美市民課長 委員長、柿﨑卓美。 

遠藤敏信委員長 市民課長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美市民課長 御本人が御本人であることを

証明する方法というのは幾つかあると思います。

基本的に私ども市民課の業務の中でも本人確認

というのは最近大変厳密に求められております。

基本的には顔写真が入った公的機関が発行した

証明書、これを基本にするとなっております。

ただ、いつでも皆さんがお持ち歩きになるわけ

ではないと。それを保管する方法というのが幾

つか考えられております。私どもの窓口では極

力お客様に行ったり来たりさせないように、お

手持ちの証明書の中で確認する方法をとるよう

には努力しております。その辺については御了

解いただきたいと思います。 

  それから、確かに今おっしゃった住民基本台

帳カード、おとりになる際に何度も行ったり来

たりした例というのは確かにございました。今



- 317 - 

後ともそういったことがないように私どもも十

分気をつけてまいりたいと思いますので、御了

解いただきたいと思います。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  暫時休憩します。 

 

     午後３時５３分 休憩 

     午後３時５４分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長から、もう１人

ぐらいということなので、私が質問させていた

だきます。 

  １番目に、65ページの農林水産費の経営体育

成基盤整備事業に関しては、先ほど星川委員か

らも質問ありまして、答弁をもらったわけでご

ざいます。これは私の地元の本合海の上野土地

改良組合がやろうとしている事業であるわけで

ございますが、この事業はポンプの老朽化とか、

いろんな形でかれこれ50年ほど前の改良事業で

ありまして、そういうものが今の状況にはそぐ

わないということで、事業を始めようとしてい

るわけでございます。ぜひこれらの新庄土地改

良組合等にも上野土地改良の今の事業をやろう

としているところが参入されておるわけでござ

いますので、恐らくそれら新庄土地改良の区画

整理事業に合わせた内容の市の負担、それが伴

っての事業ではないかと思いますが、１割負担

はわかっているんですが、どのぐらいの今後の

市の負担が出てくるのか。107ページの債務負

担行為の中で平成21年度から償還の終了する年

度までとあるんですが、この辺の年度数がわか

ればお聞かせいただきたい。 

  ２番目は、路線バス、34ページ、２款１項７

目、当初予算では85万円というような予算計上

なんですが、これは19年度決算では414万4,000

円、そういうふうな決算、20年度はどれだけか

かったかちょっとまだ計算してないんでわから

ないんですが、これはともかく、路線バスを委

託している業者にそれらの補助金だという内容

だと思いますが、市では市営バスも運行してお

る。これは342万円という予算をつけている。

そういう中で、この路線バスは何路線を計画し

ているのか、そしてまた利用状況、市営バスが

どれだけの利用状況であるのか、路線バスがど

れだけ利用状況があるのか、わかればその辺の

内容もお聞かせいただきたい。実は、この路線

バス、そして利用している体系、私からもこの

路線バスの路線、これがどうも本当にバスを利

用したいなという方々の路線を運行されている

のか、その辺、市の方でどのようにとらえてい

るのか。特に公共施設あるいは学校、病院、そ

ういう施設のところを路線バスが走っているの

か、その辺、内容等わかれば。 

  90ページの中学校給食費、これらの内容はわ

かるんですが、内容というか、事業をやろうと

しているところはわかるんですが、小学校は当

然給食をやっているわけで、各議員からも地産

地消、地場産をいかに有効に使うかということ

も議論されている中で、当然米なんか地元産方

式ということで小学校はやっていると。中学校

も当然やろうという考えだと思うんですが、今、

文科省で米飯給食、今年度は３回から４回を目

標にやるというような方針を立てたんですが、

きのうの農業新聞等では、揺れていると、文科

省は米飯給食４回やると予算がちょっとままな

らないとか、しかし一方では政府の官房長官が

４回はやれということ、上の方ではそんな動向

で動いているという中で、当市はどういうふう

に考えておられるのか、その辺もお聞かせいた

だきたい。まずその辺から一つ。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 上野地区経営体育成基盤整
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備事業については、先ほども申し上げましたけ

れども、平成17年から、地区、受益者の方々、

地形図作成とか調査設計とか、いろいろ地域の

まとまりといいますか、転作の方も減反の方も

一生懸命努力していただいて、20年度採択とい

うことになりました。総額としては10億8,000

万円の事業費でございます。それで、ガイドラ

インとして、新庄市では10％ということで、そ

の負担については１億800万円になろうかと思

います。それから、今、新庄土地改良区と上野

土地改良区がその統合に向けたいろんな調整を

図っておりまして、21年度を目指しているとい

うことで、当然21年度統合された暁には新庄土

地改良区として運営していくと、その管理につ

いてはですね。あとは今のところ20年度から24

年度というようなことで県の方では計画されて

おりますけれども、水利権の協議とかちょっと

延びているようなんで、若干延びるかと思いま

す、完成年度につきましては。その辺は県の方

でも早急に調整を図ってまいりたいと言ってお

りますので、御理解をお願いしたいと思います。

また、償還については、それぞれ年度で、当然

国、県、市の補助がございますので、それにつ

いてはいろんな資金の関係、何年据え置きで何

年償還するとか、それについては今後改良区の

方でいろいろ図っていくと思います。ただ、当

初の農家負担金の中の上野地区については、当

時のそういうふうな地区の対象としては入って

ないと思っております。以上でございます。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

遠藤敏信委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 バスでありますが、34

ページの地方バス路線維持補助金は、これは山

交バスが運営している路線が金山線、肘折線、

烏川線とございます。それのうちの赤字につい

てそれぞれの利用市町村が負担をするという取

り決めのもとに、山交バスについて運行してい

ただいております。その中で烏川線が赤字にな

っておりまして、これについて維持を図るため

に補助金を出したいということでありますが、

既に御存じのように烏川線については４月より

肘折線の方と一本化してというか、烏川線は実

質廃止されるということで、烏川間は大蔵の地

区で独自にバスを出して運行する見込みだとい

うことで、残るのが肘折線だけになったと。そ

れから、金山線は今後も運行されるということ

でありますが、その烏川線と肘折線が一体化す

ることについて、利用者が利用しやすいように

ということ、それから小学生、児童が登校にそ

れを利用しているということで、帰りのバスが

以前は非常に不便だったということもありまし

て、それらについて山交に申し入れをして、21

年度は改善を図っていきたいということで、運

行していただけるものと決まっております。た

だ、便数が若干減りますので、全体的な利用に

ついては、できるだけ御不便をかけないような

時間帯をやったつもりですけれども、結果的に

は便数が減ればそれだけ利用者に御負担がかか

ると、不便さが若干増すのかなというふうにな

っています。 

  ルートについては、県立病院あるいは駅とい

うように基幹的な施設について、そのルートか

ら外れないような運行になっています、金山も。

そういったことでは従来の運行ルートは堅持さ

れるのかなと思います。 

  それから、利用状況でありますが、個別の路

線については、申しわけありませんが、きょう

資料として持ち合わせておりませんでした。た

だ、利用密度が15以下になると国庫補助から外

れるという基準がありますので、烏川線だけは

利用密度に達しなかったと。それ以外は利用密

度が国庫基準を満たしておりますので、一定程

度利用者が確保されていると。市営バスについ

ては、利用者は19年が目標の80％でしたけれど

も、20年度は90％ということで、目標とする芦

沢土内線を合わせて年間6,800人の目標、それ
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に対して約90を超す6,000数百人ぐらいが最終

的に見込まれるんじゃないかなということで、

利用率は向上しているということでございます。 

  以上でございます。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 90ページの中学校給食管理運

営事業に関連しての御質問でございます。米飯

給食ということでございますけれども、新庄市

の場合、今年度、去年になりますけれども、６

月から県の農林水産部が米飯給食日本一をうた

って進めている事業がございまして、それに基

づいて新庄市も６月から週５回のうち４回を米

飯給食で行っております。関連しますと、その

中身といいますか、米飯給食の場合、地元産、

新庄産のはえぬきを使うということでもって、

先ほど小嶋委員からも質問があったんですけれ

ども、答弁できなかったものですから、その件

も踏まえ答弁させていただきますと、89ページ

に学校給食地元産米方式実施負担金というのが

ございまして、これでもって新庄産米を新庄の

子供たちが食べているという形になります。こ

この中で45万6,000円あるわけですけれども、

その内訳を申しますと、小学校分が年間約３万

4,300キロを見込みまして、中学校は10月から

の半年間でございますので１万1,200キロとい

うことで、合わせて４万5,500キロと。１キロ

当たり10円を市の方で負担して、端数もありま

すので、繰り上げますと45万6,000円を計上し

ているという形になります。 

  あと、地産地消、中学校給食が始まるに当た

って、地産地消をどのようにやっていくか、学

校給食にどのように取り上げていくかというこ

とになるわけですけれども、きのう第１回の学

校給食事業運営協議会という会議を行いました。

その中には、小中学校ＰＴＡ会長及び副会長、

小中学校ＰＴＡ連絡協議会の会長、副会長、各

小中学校の給食担当職員の代表、そして調理師、

栄養士さんという方々を含めて、これから学校

給食の食材関係をどうするか検討していくとい

う会議の第１回開催しましたので、これからは

随時そういう会議を行って、可能な範囲でもっ

て地場産品を取り入れた学校給食に取り組んで

いきたいと考えております。以上です。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 農林課長、上野土地改

良組合、話を聞いていると思いますが、今年度

の７月ごろでしたか、新庄土地改良組合と合併

するというような方向性を考えているというこ

とも聞いておりますので、ひとつその辺もいろ

いろお酌み取りいただきまして、ぜひやる気の

ある経営体育成事業を促進していただきたいな

と思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  それと、次長、絡めてなんだけれども、政策

経営課長から路線バスの件であったんだけれど

も、前も次長から路線バスの、この路線バスを

通学用バスに利用している、うちのところの福

宮地区がある。これは去年、非常に支障を来し

たと学校側からありました。これを何とか解消

してもらいたいということで今回お願いして、

いろいろ民間の山交さんとも話ししてもらった

ところで、今年度はバスの時間帯を変更して、

授業にも差し支えないようにしていただいたこ

とに御礼を申し上げたいと思います。 

  そういう中で、中学校給食に関しては、新庄

は４回、そういうことを率先してやっていると

いう中で、第２次補正なんか、こういうふうな

産直、地場産に関しての取り組み方、そういう

ものも２次補正なんかかなりそういうものを積

極的に利用されるような事業も施せば、できる

んじゃないかなという私は考えを持っておりま

す。本当に地産地消、産直の施設とか、いろん

な形でそういうふうなものを事業を施せば、そ

ういうものを使えるよということが農業新聞等

を見ると毎日のようにいろんな形で、それから
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予算の今後の国の確保というか、そういうもの

が今どんどんどん目まぐるしく変わってきてい

るというか、いろんな施策を出しているんです

よ。そういうものを積極的に前向きに事業化に

向けて計画を立てて国の方に要望していただき

たい。お願いいたします。 

  今回の62ページの農林水産業費の農振の見直

し、これは各委員から、小野委員とか専門分野

の農業委員会の会長の方からもいろいろ提言等

があったわけですが、これは農業委員会の方で

はこれを監督する一つの仕事もあるわけで、そ

れら農業委員会の方ではこの農振に関してどう

いうふうな意見の掌握を考えておられるのか、

そういう話がなされたことがあるのか、今後の

見直しについて、農業委員会当局から何かその

辺について農業委員会でありましたらお聞かせ

いただきたい。 

柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 

政。 

遠藤敏信委員長 農業委員会事務局長柏倉 政

君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 先ほどから話あり

ましたように、農振興整備計画については昭和

60年から見直しされてないという状況の中で、

いろいろ一般管理の方向で今まで変更してきて

いるわけですけれども、それでは対応し切れな

い面が数多く出てきているということもありま

して、農業委員会の中でも全面的な農振の変更

が必要ではないかという意見が出ておることは

事実であります。これからのこの事業の取り組

みに関して、うちの方でも意見を述べながら対

応していきたいということで話が出されており

ます。以上です。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） ぜひ農家の代表の方々

が特に農業委員会におるわけですから、その辺

の農振の見直しについては農業委員会の方々に

難儀をかけるのが出てくるわけですから、大い

に見直しには農業委員会サイドでどんどんと意

見を出して、農業委員会の総意をまとめて出し

ていただきたいなと私から要望しておきます。 

  あと、94ページ、これも私の地元の10款の八

向楯名勝指定事業、これの今回の事業もそれな

りに聞いておるんですが、あそこは先ほど今田

雄三委員も言われました松くい虫の被害が相当

多いわけで、ああいう事業かなと思って、指定

に向けた事業かなというふうな形で思ったんで

すが、これはあそこで今回ことしイベントをや

るというふうな事業内容じゃないかなという感

じもしていますが、その辺はどうなのか。 

  八向楯は、以前、五、六年前、県の方へお願

いして、松くい虫の被害じゃないかということ

で立入調査してもらったんですが、そこに来て

いただいた方が松くい虫じゃないという判断を

された。本当に残念なんですね、こういうこと

は。それからどんどんと２本枯れ、３本枯れ、

今現状に至っている。そういう状況下をどうい

うふうに踏まえてこの八向楯国名勝指定事業、

これを今回177万1,000円、いろいろ詳細に見る

と、製本代とか謝金、この辺の内容、そこまで

詳しく私も聞いておらなかったもんですから、

その辺わかればお聞かせいただきたい。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

遠藤敏信委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 今回の八向楯国指定名勝

は文化財とかかわることでございまして、八向

楯は戦国時代の典型的な楯跡でございますけれ

ども、中腹に八向神社がございまして、キーポ

イントは八向神社ということで、平安時代にさ

かのぼりまして記録がある六国史という国の歴

史の中で、八向神社が国の方から、政府の方か

ら高い位をもらったということは、そのときか

らもう既に最上川の広域の中で要衝をなす、そ

こをつかさどる神としてあがめられたという歴

史を証明するものでもありまして、そんなこと
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で俯瞰的に、マクロ的に見た場合には交通の要

衝ということで非常に大事なところである、し

かも風光明媚なところで人々に厳かに感じさせ

るところということで、そういう歴史を踏まえ

て国指定名勝の事業にということで今回提案し

ているものでございます。 

  事業内容の前に、国指定の名勝というのは、

公共団体から具申書をもって国に上げるという

ことになるんですが、その前に下準備を文化庁

の指導を受けながら十分な準備調査を受けて具

申書を国の方に提出して、文化審議会の方で選

定していただくという形になります。まずは文

化庁の指導を受けまして、十分な調査が必要で

あるということで、初年度、来年度はその調査

関係の事業内容になるということでございます

ので、その調査をしていただく調査員の謝金関

係が55万円、文化庁へのいろいろな調整に伺う

旅費が20万円、消耗品12万円、あとは報告書作

成の印刷製本費ということでございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） わかりました。ぜひ、

あそこは世界遺産の中で県議会でも議論されて

いる中での一つの場所なんです。そうしたこと

で、地元の方々もあそこの八向楯周辺の整備と

いうのは本当に並々ならぬ努力して、いろんな

形で整備をしているところなんで、ひとつよろ

しくこれからもいろいろな面で御配慮いただき

たいと思います。 

  あと、都市整備課長、除排雪関係で、雪も大

分減ってきたわけで、80ページなんですが、今

年度予算なんで、これはどうかなと思うんだけ

れども、今回の今年度の除排雪をやって、ある

土地のいろんな形で地元の区長さん方とか、い

ろんな形で土地を利用させてもらったところの

雪を押してやったりしたところの排雪は、こと

しはどのような形で予算化してやろうとしてい

るのか。恐らくやろうとしているんだと思いま

すが、雪が少ないからやらなくてもいいんじゃ

ないかという考えではないかと思うんですが、

どういう考えでおられるのか、一つ。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 御質問の内容は、今年度

の雪の処理ということだと思います。現在、各

工区で雪を押している箇所について、業者に調

査させております。これを取りまとめまして、

23日の週から雪戻しに入ります。全部処理する

ということで調整しているところでございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） ぜひ、やはり土地を提

供していただいている方々にそういうふうな排

雪をしてやるというふうな御配慮をしていただ

ければ、また次の年度に協力してもらえる体制

がとりやすいんじゃないかと思いますので、ぜ

ひ一つそういうふうな配慮をやっていただきた

いと思います。 

  あと、68ページの森林事業関係なんですが、

緑環境税、新庄市の場合どういうふうな事業を

図っておられるのか、ちょっとその辺、時間あ

る限りお聞かせいただきたい。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 19年度から山形緑環境税が

山形県に導入されて、今、陣峰市民の森とか学

校林とか、いろんなそういうところで子供たち

の森林学習ということで、陣峰市民の森とか小

泉山とか学習に入っています。その中で市民も

入って伐採とか下刈りとかさせていただいて、

いろんな生態系、生き物調査ですとか、学習と

いうことで頑張っております。また、今年度か

ら炭焼きの方も、ナラ枯れした木については燻

蒸だけが補助になって、その場に集積というか、

その場に倒して終わりなんですよ。ですから、

それを生かして、何とかその伐採した木をいろ



- 322 - 

んな炭焼きとして、これも体験として取り組ん

でいきたいと考えております。 

 

 

散      会 

 

 

遠藤敏信委員長 本日はこれまでとし、明３月13

日午前10時より予算特別委員会を再開いたしま

す。よろしく御参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後４時２５分 散会 
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予算特別委員会記録（第４号） 

 

 

平成２１年３月１３日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 遠 藤 敏 信     副委員長 森   儀 一 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   今  田  雄  三  委員    １３番   金     利  寛  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
会長職務代理者 髙 橋   眞  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第１６号平成２１年度新庄市一般会計予算 

議案第１７号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第１８号平成２１年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

議案第１９号平成２１年度新庄市老人保健事業特別会計予算 

議案第２０号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

議案第２１号平成２１年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第２２号平成２１年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

議案第２３号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

議案第２４号平成２１年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第２５号平成２１年度新庄市水道事業会計予算 
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開      議 

 

 

遠藤敏信委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は19名です。 

  これより予算特別委員会を行います。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の髙橋 眞君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、これより３月12日に引き続き予算

特別委員会を開きます。 

 

 

議案第１６号平成２１年度新庄市

一般会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第16号平成21年度新庄市一

般会計予算の歳出について質疑ありませんか。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

遠藤敏信委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） 一言だけしゃべらせて

もらいたい。 

  73ページ、７款１項企業誘致対策事業費138

万4,000円、これはだれかきのう聞いたらば答

弁要りませんが、企業誘致対策費について、今、

新庄市ではどういう対策をとっているのか、そ

れ一つ聞きたいんです。企業誘致に対してどう

いう対策をとっているのか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今現在、新庄市で行って

いる企業誘致対策ということでございます。昨

年、宮城県内等にいわゆるトヨタ系の会社が立

地ということで、それの２次下請、３次下請と

いうことで誘致を考えておりました。しかしな

がら、このような経済状況になりまして、今余

り進んでいないというのが実情でございます。

しかしながら、企業誘致につきましては市長を

先頭に今もやってございます。今年度の実績と

申しますか、50回ほど企業を訪問してございま

す。市長におかれましては、上京の折には必ず

企業を訪問して新庄市のＰＲもしているという

ことでございます。何分行ったからすぐ決まる

というものではございませんし、やはり長い時

間をかけて企業の理解を得るということも大切

だということで、企業誘致は進めてございます。

一昨年ですか、県内の最上地方の企業について

は自動車関連産業ということで位置づけられま

して、先ほど申しましたように自動車関連産業

をターゲットにしてやってございます。 

  ちなみに、20年春ですか、昨年、１年ほど前

になりますけれども、アンケート調査の結果、

愛知県の方から意向を示した会社がございまし

て、すぐ担当が伺いましていろいろ説明させて

いただきましたが、このような状況になってち

ょっと難しいということを言われてございます。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

遠藤敏信委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） まず市長も若いし、馬

力あるから、大和町あたりに来る会社の下請な

り、ああいうものを愛知県あたりに行って顔つ

なぎに歩くとか、そういうのは事前に下見に来

る人たちに顔を出してつなぎをする必要がある

と思うんだよ。それから、もう一つは、キリウ

機械、今、奥羽自動車になっていますが、群馬

県から来ているのが、舟形にある、ああいうの

は当然技術は相当いいと思うんですよ。福田山

だってあるんじゃないですか、自動車関係の何

か部品が。そういうものも当たって、とにかく

こまめに歩いて顔をつないで、そうするには金

が足りない。私はだから言いたいんだ。これを

もう少し東京事務所があったときはすばらしい

金を使わせたんだから、今こそ金を少し市長に

使わせてなんて言わないけれども、もう少し予
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算とって各企業回りなりして顔をつないで、１

回目より２回目、顔を見ると、相手はまた受け

取り方が別だよ。だからそういう方法で、これ

をもう少し金をふやして頑張ってもらいたい。 

  以上です。終わります。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 大変貴重な御意見をあり

がとうございました。先ほど委員がおっしゃっ

た中でも、今現在、東京事務所に職員１人派遣

してございます。彼も企業誘致専門ではないん

ですが、企業誘致に歩いてございます。そうい

った報告もいただいております。また、地元な

んですが、企業との懇談会、これは市長の発案

だったんですが、企業との懇談会を年３回ほど

開催しております。そんな中でいろいろ意見交

換をさせていただきまして、どこかにその関連

する仕事が出てくるのではないかということで、

それも継続してございます。また来年度も継続

してやっていきたいと思います。 

３ 番（斎藤義昭委員） ぜひ頑張ってください。

終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） おはようございます。

わからない点をお聞きします。 

  51ページの児童福祉総務費のわらすこ広場で

すけれども、今どういう状況になっているか、

利用者数とか、そういうのをお聞きしたいと思

います。 

  それから、69ページの林業費の林業振興費の

右の方で条件不利森林公的整備緊急特別対策事

業、業務委託料とありますけれども、これはど

ういう事業で、委託というのはどういうところ

に委託しているか、その辺をお聞きしたいと思

います。 

  それから、71ページ、商工費の商工振興費の

右下の方で産業立地促進資金融資制度貸付金と

ありますけれども、これは何社ぐらいに貸し付

けていて、金利とか幾らぐらいで、返済年数は

どのぐらいとか、保証関係とか、あとは融資し

て焦げつきはないのか、その辺のところをお聞

きしたいと思います。 

  それから、75ページ、土木費です。道路橋り

ょう総務費の中で、74ページと75ページにまた

がりますけれども、昨年、光熱水費595万円が

あったような気がしたんですけれども、これが

ことしはなくなったというか、それで次の道路

維持費の２番目ですけれども、その方に去年な

くてことしのっている光熱水費、これは科目設

定というか、それの関係でしょうか。その辺の

ところ。 

  それから、77ページ、金額は小さいんですけ

れども、河川費の２番目、河川維持費がありま

すけれども、158万4,000円、金額は少ないんで

すけれども、大きい川だと国とか県の管理にな

っていますけれども、これは主にどういう場所

をやっているのか、その辺のところをお聞きし

たいと思います。 

  それから、85ページ、教育総務費で事務局費

が２番目にありますけれども、その右の方です

けれども、職員給与費とありますけれども、昨

年だと9,300万円ほどの予算を計上していまし

て、ことしは１億1,100万円となっています。

1,700万円ほど数字が上がっていますけれども、

これは職員の増強ということでしょうか。その

辺の内容をお聞かせください。 

  以上、お願いします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 わらすこ広場の利用状況

についてお答え申し上げます。 

  一たん閉鎖になったわけでございますけれど

も、閉鎖の最終年度、１８年度４月から３月ま

での利用者総数４万8,457名です。それに対し
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まして、再開しました昨年５月30日を除きまし

て、６月１日からこの２月末までの人数で４万

1,076人。これを再開の月６月から２月まで18

年度と20年度を比較いたしますと総数で5,420

人利用者がふえてございます。特に多いのが８

月の2,413人の増、６月の1,641人の増、９月の

1,045人の増、月比較ではこのようになってい

ます。あとは若干18年度対比でマイナスの月も

ございますけれども、現在のところ６月から２

月までの間で5,420名利用者がふえてございま

す。以上です。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 森林振興費の条件不利森林

公的整備緊急対策事業につきまして説明させて

いただきます。 

  昨年度までは未整備森林緊急公的整備モデル

事業という名称でございました。これが21年度

から24年度までの４カ年かけまして、約89ヘク

タールほどの森林の整備、いわゆる間伐を行う

ということで、21年度につきましては種活沢山

の国有林と陣ケ森山の民有林を対象にして間伐

を行うということで考えています。また、その

委託については、最上広域森林組合に委託とい

うことで今のところ予定しております。 

  以上でございます。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 71ページの金融対策事業

ということでございますが、まず保証料の補給

事業が７件ほどございます。この保証料につき

ましては、保証協会が返済を保証することで、

金融機関から中小企業が融資を受ける際に円滑

にしていくという保証でございます。中身につ

きましては、県、市、保証協会が負担してござ

います。なお、市の負担の割合なんですが、保

証額の20から30％程度と言われておりまして、

保証の額については企業の業績によって違って

くると。また、最近、保証の弾力化ということ

で、上限1.9％として案件ごとに９段階に分か

れているという説明を聞いてございます。 

  もう一つ、産業立地促進資金でございますが、

現在、新庄中核工業団地に立地しています４社

に行ってございます。これにつきましては、中

小企業者が新庄市内の工業団地への立地または

移転に必要な資金の融資を円滑に進めるために

やる保証でございます。内容につきましては、

平成21年３月現在で４社、具体的に言いますと、

ダイユーさん、ハザキエンジニアさん、フラワ

ー電子さん、ケーイービー・ジャパンの４社で

ございます。合計額が１億2,829万2,000円とい

う数字でございます。なお、この貸付金につき

ましては、４月１日にそれぞれの銀行または商

工中金等に貸し付けまして、３月31日にまた市

の一般会計の方に戻るという仕組みになってご

ざいます。以上です。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 ８款１目の道路橋りょう

総務費に昨年度は光熱水費が計上されていたと

いうことなんですが、委員おっしゃるとおり、

昨年度は道路橋りょう総務費の方に光熱水費を

計上してございました。これは道路照明灯に要

する電気料でございまして、来年度につきまし

ては道路維持費の方に移したということでござ

います。 

  それから、河川維持費についての御質問でご

ざいますが、これは毎年７月と９月に実施して

おります河川清掃に要する費用でございまして、

それらの車の借り上げとか、そういったものが

主になってございます。一部升形川についてで

すが、県から管理委託を受けまして、市で管理

している部分の草刈りが全体の中の主な業務に

なってございます。以上でございます。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

遠藤敏信委員長 教育次長大場和正君。 
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大場和正教育次長 85ページの教育総務費の事務

局費、職員給与についてですけれども、これは

昨年10月から中学校給食がより具体化するとい

うことでもって１名増、それから急遽出てきま

した耐震化事業への取り組みを行うということ

で１名、昨年10月から職員２名が増になってお

りますので、昨年度の当初予算に比べれば増に

なっているということでございます。以上です。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） わかりました。 

  さっきの71ページの産業立地の方ですけれど

も、金利が1.9％で９段階とありましたけれど

も、これは上限が1.9％ということでしょうか。

それから、貸し付けの限度額というか、それは

幾らぐらいか。あと、さっきも言いましたけれ

ども、焦げつきというのは全然ないんでしょう

か、返済がおくれているようなこととか、その

辺のところをもう一度お聞きしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 1.9％というのは信用保

証料率ということで、1.9％から0.45まで９段

階に分かれてございます。先ほど申しましたよ

うに、企業の業績等によってこれらが若干変わ

るということでございます。 

  焦げつき、立地資金につきましては、信用保

証協会を経由して銀行に貸し付けるということ

で、銀行の金も合算した形で企業に融資すると

いうことでございます。審査も当然ありますし、

今のところ焦げつきというのはございません。 

  貸付限度額については５億ということでござ

います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 次に行きます。 

  97ページ、社会教育費ですけれども、12節体

育施設費ですけれども、前年度に比べると

1,500万円ほどですか、予算が余計に計上され

ていますけれども、これは私もよくわからない

んですけれども、指定管理者制度になると、こ

れはなっていると思いますけれども、経費が逆

にかさむということ、単純にしか私はわからな

いですけれども、その辺のところを詳しく説明

をお願いしたいと思います。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

遠藤敏信委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 体育施設の管理運営

事業費の増額分ということでございます。委員

言われましたとおり、来年度から体育施設、体

育館を含めまして９施設を指定管理者に移行い

たします。それに伴いまして、指定管理者に対

する人件費分が９施設合わせまして約1,019万

円ほどになってございます。さらに、修繕費、

それぞれの施設ごとの修繕費、それから新たに

ガイドラインを定めた中で諸経費を２％程度見

込んでおります。等々合計しますと、大体、委

員言われたような数字に近くなります。そうい

ったものが主な増額の理由でございます。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） ということは、来年度

から9,300万円ぐらいでずっと行くということ

になるのでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

遠藤敏信委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 今年度の実績をもと

に指定管理料を積算してございます。来年度は

さらにその実績等を確認いたしまして、それぞ

れ必要な予算を措置していきたいと考えており

ますので、基本といたしましては来年度措置し

ている指定管理委託料ということになるかと思

います。以上です。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 
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１ 番（奥山省三委員） もう一回、来年度もこ

としのような数字でランニングというか、その

辺のところをもう一回お願いしたいと思います。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

遠藤敏信委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 指定管理委託に伴い

まして、職員の人件費が減額になるかと思いま

す。21年度の予算につきましては現有の体制で

一応予算措置されておりますが、現実的には管

理業務を委託する関係で正職員も含めて職員が

減員になりますので、その分を相殺しますと、

大体人件費に換算いたしまして正職２名ないし

３名という減員が想定されますけれども、大体

800万円から1,600万円ぐらいの減額になろうか

と思います。以上です。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 次に、98ページですけ

れども、市民スキー場ですけれども、利用客が

何人ぐらいいて、修繕料が230万円ほど去年よ

りアップしていますけれども、この修繕という

のはどこをするのか、どういう状況なのか教え

ていただきたいと思います。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

遠藤敏信委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 スキー場の利用者数

でございますけれども、今年度につきましては

１万1,900名ほどになってございます。昨年度

につきましては１万2,400人ほどでございます。

若干減少してございますけれども、使用料につ

きましては若干増額になっているということで

ございます。正確な数字をお知らせしたいと思

います。今年度のスキー場の使用料につきまし

ては518万8,090円でございます。昨年度につき

ましては489万4,320円でございます。 

  修繕料につきましては、主原動機のオーバー

ホールということで、開設してから一度もまだ

オーバーホールしていませんので、来年度その

時期に当たるということで予算を要求させてい

ただいております。以上でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） わかったというか、利

用客は減ったけれども、使用料は上がったとい

うのは、そこのところを説明していただきたい

んですけれども。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

遠藤敏信委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 リフト券につきまし

ては昨年度よりも購入額が増額になっていると

いうことでございますけれども、さまざまな減

免の対象、ちびっこ広場の利用者数等々が減っ

ておりまして、トータルでは利用者数が減少し

たということでございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） わかりました。 

  ちょっと戻って63ページ、前にも質問ありま

したけれども、農業費の農林水産業費の果樹園

芸振興事業の山形園芸担い手チャレンジプラン

の内容をもう一回お聞かせ願います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 果樹園芸振興の山形園芸担

い手チャレンジプランにつきまして、これは19

年度から21年までの事業でございますけれども、

県からの補助が３分の１でございます。その中

で、農業振興ということでいろんな農産物が着

実に伸びているということで、農協で組織して

いる各部会がございます。ネギ、ニラとか、い

ろんな部会がございまして、それが９組織ござ

います。昨年より２倍ということで県の方から

補助をいただいて、今回計上させていただいて

おりますけれども、主に機械の購入、ハウスと

か、いろんな機械の購入に当たっての県からの

補助が３分の１ということで2,577万3,000円と
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いうことで計上させていただいております。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） これはことしからの事

業だと思いますけれども、３分の１の助成とい

うことで、主にどういう、具体的にはどういう

事業というか、内容をもう少し詳しく教えてい

ただけないでしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 さまざまな部会の方で、例

えば農産物を生産するに当たって収穫機械とか

選別機とか機械器具が必要になります。生産性

を向上させるためにはそういう機械を導入して

効率化を図っていくということで、その機械に

対する各組織からの要望を受けまして、その金

額に基づいて県が認定して、県からの補助とい

うことになります。以上です。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） これは主に組織だけで、

個人というのはだめなのでしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

遠藤敏信委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 個人は認められておりませ

ん、採択要件としては。３戸以上の組織であり

まして、その中にチャレンジプランという計画

がされて、その組織が計画的にやっていくこと

に対して知事が認定するということで、個人は

対象になりません。 

１ 番（奥山省三委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに歳出について質疑ありま

せんか。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

遠藤敏信委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） それでは、三、四点質

問させていただきます。 

  市長の施政方針、これは非常に立派ですね。

ぜひこのように新庄市も発展していけばと、こ

の文章を読ませていただいて、つくづく感じま

した。でも、最近の状況とちょっと違った点が

発生したなということで、一つは市町村合併な

んですね。市長がこの施政方針を私どもに提案

したときと今は事情が変わってきてしまったと

いうことです。 

  実は、予算委員会が休みのとき、私もうちに

おったところが、電話なり訪ねてきまして、町

村合併は一体どうなるのかということを心配す

る市民が来まして、この文章等も持ってきまし

た。これは新しい市の名前を書いてはがきで出

してもらいたいという文章でしょうね。非常に

期待をしておった市民であったと思うんですが。 

  この山新が出たわけなんですが、10日と11日

の２回にわたって出ました。私もちょうど９日

ですか、委員会で市役所に来ておったわけです

が、テレビが入りまして、テレビを映しておっ

たんです。何だろうなと思って、新庄の市役所

がテレビに撮られるようなことがあるのかなと

いうことで、非常に疑問視して帰っていったと

ころが、夜、テレビに出ました。合併の問題で

あったんですね。はっきり言って、新庄市民は

どれほどがっかりしたかですね。これほど一生

懸命やって、新しい市誕生のために新庄市とし

ても市長初め全力を投球してきた大きな事業で

あるわけであります。これが１日か２日にして

真室川町が破綻したということになって、そし

て新聞に出ている真室川町長の話は一体何でし

ょうねと思ったんですね。法定協議会というこ

とは議会の決議を得て協議会に賛同するわけな

んですね。その議会も全員がこの件について合

併に反対だということが新聞に出ました。私は

その内容を見てがっかりしました。一体原因と

いうものは何であるのか。何のために賛同する

ための決議をしたのかなと。一たん議会で決議

すれば、賛同すれば、住民に対して説得する義
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務があったろうと思いますね。これらの責任を

どうとってくれるのかなと。一生懸命合併しよ

うとしている行政、議会に対する真室川町の議

会と町長が、どうこれらの議会に対する対応を

してくるのか。一介の新庄市の市長に謝ったか

らいいというもんじゃないでしょう、これは。

どうでしょうね。 

  その次の日、11日の新聞ですが、これは鮭川

の法定協議会の本請求ということで新聞に出し

ているわけです。これも４市町村の合併に対す

る賛同だということの文章の内容と私は受けと

めましたね。だとすれば、これも一体どうなる

のかなと。本当に１市でも２市町村でも合併を

しようとする内容で新聞に出しておったなら私

も了解はするんですけれども、４市町村という

前提での新聞に対する会見をしているのではな

いかな。だとすれば、なお一層合併協議会を惑

わす状況になるんじゃないかなということで、

今も心配しておりますね。 

  施政方針の中で市長も言っておったんですが、

来年３月をめどに新しい市を誕生させるんだと

いうこと、私どももそのとおりであったんです

けれども、２回目の失敗なんです、新庄は、前

の舟形と。そのときもいろいろ議論しました。

私は新庄市から合併の話はすべきでないと当時

思ったんですよ。むしろそれよりも新庄市の財

政再建に向けて、新庄市民の生活あるいは安定

した生活ができるような方針で財政再建をすべ

きではないかなということを申した時期もあり

ました。 

  なぜそんなことを申すかといいますと、新庄

市はかつて最上郡は一つであるという原点から

相当郡部に対する投資をしてまいりました。こ

れは間違いないことであります。結果として今

の状況から見ますと、各市町村は新庄に対して

感謝しているでしょうか。だとすれば、新庄は

新庄の自立的な行政を運営する時期に入ったん

だなと私はつくづく感じる一人であります。そ

ういう意味で、合併に対する今後の新庄市とし

ての対応をどうとるのか、どう考え直していく

のか、一つお聞きしておきたいと思います。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

遠藤敏信委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 亀井委員から、今回の合併の現状

と今後に対する考え方ということかと思います。 

  当初、合併をしなければならないというよう

な気持ちでおった、その基本的な考え方として

はやはり最上と新庄の共存共栄ということが基

本的に私の中にあったということです。それが

一昨年、マニフェストで合併ということを推進

するということをお約束し、そして当選したと

いうことであります。これについては４年間の

間でということの思いがありましたが、その中

で広域消防という問いが出てきました。１署体

制にするということで、私が就任して間もなく

その壁にぶち当たったわけです。そうしたとき

に、なぜ１署なのかと、広域の分担金が非常に

重いからだということが実は背景にあったとい

うことをお聞きしまして、それは逆ではないか

と。最上地域全体の住民の安心安全を守るとす

るならば、行政が一つとなってそうした広域救

急・消防の体制をしっかり守る、これが行政の

役割ではないですかということをお話し申し上

げました。であれば、広域全体のあり方をどう

するのかということで、私は合併を提案させて

いただきました。そして、一方では広域連携の

提案がございました。その中で、合併か広域連

携かということで、それぞれの市町村から職員

が出て検討して、両論併記という形で報告をい

ただいたわけであります。 

  一方で、やはり広域連携ということ、現状と

して大変厳しい人口減少、少子高齢化というこ

とに、最上は一つでなければならないという前

提のお話はしていただくわけですけれども、じ

ゃだれがそれを先陣を切って一緒になろうとす

るのかということで、私は両方一緒にすること
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はできないということで、合併を推進するとい

うことで呼びかけましたところ、１市２村が最

初の任意協議会、検討会から任意協議会を立ち

上げた。それぞれの状況の中で、姿が見えてき

たら、あるいは将来像が見えたら参加するとい

うことがありました。来年の３月31日までの新

合併特例法、行政の責任者として財源を確保す

るということの責任も果たさなければならない

ということで、逆算してまいったところ、こと

しの１月から法定協議会に入ると。まだ姿が見

えないということでありますので、では３カ月、

姿が見える形を出しますので、そのときに判断

していただきたいということで、私の方から提

案させていただいたところであります。 

  結果として、真室川がああいう結果になった

のは大変残念な結果、ただし先日の御質問にお

答えしましたが、国の方針が変わった、県の方

針が変わった、知事が変わったというような論

法で住民アンケートをとったということは大変

残念であると思っております。みずからのまち

をどう自立していくかということは国、県に逆

に訴えていくものであって、県、国からこうし

ろと言われたからするということでは私はない

と、地方の自立というのは決してそうではない

ということを言い続けてきましたし、問いかけ

てきましたが、結果として国の方針、県の方針

ということで、それに対して住民に対する説明

が、みずからの地域をどうするかという観点よ

りも、国、県に煽動されるというのはとても残

念であると思っております。 

  今後におきましては、戸沢村とは十分な協議

を今後重ねてまいりたいと思っております。当

初から戸沢村におきましては、少子高齢社会、

そして社会的なインフラ整備を行った将来の姿

を考えたときに非常に不安であるという村長の

素直なお話があります。また、私が共存共栄し

ていこうということを申し上げたことにも共鳴

していただいているところがあります。今回の

枠組み、当然住民の考え方といたしましては、

戸沢、鮭川、真室川というのが横につながって

いるということで、新庄と一緒にという提案を

してきたところが、今回二つが落ちて、１市１

村であっては住民に対してもう一度説明し直さ

なければならない、決して後退するものではな

いと私は受け取っております。後退するのであ

れば、わざわざ住民に説明する必要はないわけ

で、枠組みが崩れた段階である程度の覚悟は決

まるのかと思いますけれども、今回については

改めて住民の皆さんに新庄市と１市１村で進め

ていくための準備段階だと思っております。 

  まさしく本当に少子高齢化社会、先ほど新庄

市が投資してきたことに対する周りの感謝があ

るのかというお話をいただきましたけれども、

確かにほかの町村のサービスがいい、新庄は悪

い、しかし本当の部分は何だろうと。例えば新

庄市が工業団地に対する支援、補助、そうした

ものがあって初めて郡内の皆さんが勤められて

いるということも今後申し上げていかなければ

ならないと思います。そういうところにお金を

使わなければ、使わない分だけ別の面で住民サ

ービスが手厚くなっているのかもしれません。

しかし、本来的なものでは私はないと思ってお

ります。 

  私が上京して企業を訪問しますと、やはり人

口が何人いるのかということが必ずついて回り

ます。そのことも地域の広域の中で、町村会の

方でそういうことを申し上げているわけですけ

れども、建前と本音、企業誘致は必要だと言い

ながらも、自分のところは自分だということ。

将来的には１市１村で何とか合併を成就してい

きたいと思いますが、それ以外については議員

の皆さんと十二分に相談しながら今後は進めて

いかざるを得ないと思っておるところでありま

す。そうしたことをぜひ御理解いただきたいと、

現時点ではそういう感想であります。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 
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遠藤敏信委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） 市長からいろいろお話

を聞きました。合併がスムーズに進むときは案

外楽なんだけれども、こじれると非常に苦労す

る。これは前例もあってそのとおりだと思いま

す。市長初め関係者は非常に苦労しているなと

いうことはわかって私は質問させていただてお

るわけであります。 

  今お話ありましたとおり、合併は国や県の指

導でやるべきではない。最上郡は最上郡の行政

なり市民を考えて合併をするということが前提

であったと思いますね。いみじくも市長も広域

の関係で言われました。広域予算が大体38万か

ら40万ぐらいになるんですね、総体的に。合併

すればその半分ぐらいの経費で広域関係の事業

ができるんじゃないかなということを期待もし

ておりました、合併すればですね。これもだめ

になったわけなんです。私は大きな財政再建の

中で、広域の運営、合併についてこの危機を乗

り越えられるような状況になるのかなというこ

とで、本当に期待をしておったんです。これも

合併がだめになれば当然だめになるわけなんで

すね。市長、戸沢との線というものが残ってい

る、私どもも新聞等で見ておるんですが、渡部

村長も新聞等で見ますと、前とは相当変わって

きているような報道が載っているような気もし

ます、私は。将来一体どうなるのかなと心配し

ている点でもあります。ぜひ、もし戸沢が最後

まで合併を続けてやるんだという意向であれば、

それを尊重してやるべきであろうと思いますけ

れども、状況の判断というものを的確に一つ把

握しながら我々議会にも提案していただければ

ありがたいと思っております。 

  ２番目に入りますけれども、広域の件に移り

ます。82ページなんですが、広域市町村圏の分

担金の中で、さきに清水委員から、あるいはほ

かの委員からも提案されました。広域消防の関

係でありますね。１分署つくるには大体１億

6,000万円から１億7,000万円ぐらいかかるとい

うことですね。将来６分署ということで、６分

署計画は決定だろうと私は思いますけれども、

分署をつくるには、中央分署がこのままであっ

ても、ほかの５分署は新しくつくらなければい

けないのかなということになりますね。そうす

ると、予算関係を見させていただきますと、今

年度提案された予算を基本として分署をつくる

んだという方向ではないかなと。そうすると５

掛ける１億6,000万ないし１億8,000万円になり

ますから、総体的な予算ですね。そうなります

と、５カ所つくれば大体８億ぐらいかかるんじ

ゃないかなと。それと合わせてポンプ購入、更

新のポンプ購入が入りますね。そうすると広域

消防関係で恐らく十七、八億ぐらい予算がここ

七、八年で投入されるのではないかなというこ

と、これは私の考えなんで、今回提案された設

計内容とか予算内容を見ますと、そういう結果

になるのではないかなということなんですね。

そして、今年度新しく舟形につくろうとする予

算は１億6,000万円から恐らく地ならしの予算

をプラスアルファしていけばそれよりかかるは

ずですから、１億7,000万円ぐらいかかるんじ

ゃないかなと、私の考えなんですが。そうなり

ますと、それが基準としてこれから分署を新築

する場合その予算でいくのではないかなという

ことになりますと、相当の広域消防の投資とい

うものをこれから考えていかないといけない。

これは分担金で来るわけですけどね、新庄市と

して。 

  内容を見ますと、市長も言われておったんで

すが、広域消防署の意見を聞いてこれをやった

ということなんですが、例えば最上町10名、新

庄40名となります。火災だけですとこの人員で

も対応できるだろうと思います。しかし、今は

救急業務が多いんですね。一つの町村、分署で

救急業務に準じている場合、残された消防署員

はポンプを動かせないでしょうね。私は前に議
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会で申し上げたときがありました。ある新庄の

火災のとき、広域消防の職員が２人しか乗って

いなかった。それで、地元の消防団の協力を得

てようやく性能である２本出せるわけですから、

今の広域消防のあれ。あれは我々の自治体消防

も２線は出せません。２線を出してフル活動と

いう状況に消火に当たれる。２人してできない

でしょう、はっきり言って。控え要員が１人し

かいなくなるわけです。私は当時、宝の持ちぐ

されだということを言った。それで救急業務と

消火活動、防災関係をどう結びつけて消火に当

たる、あるいは災害に当たるのか、これは議論

したと思いますけれども、その件についても一

つお聞きしたいと思います。 

  いずれにしろ、私ども新庄市は恐らく中央署

ということで、新庄分署ということになるだろ

うと思います。配置職員は40名ということを計

画されております。人員から言いますと、ほか

の分署は62名になりますね、新庄中央署以外。

新庄は４名です。 

  これから財政的な問題で、私どもの前に我々

の同僚議員も質問されていました。分署のあり

方についてはもう一回検討すべきでないかとい

うようなこと、私は財政が豊かであれば、これ

はもっともっと整備してもいいですけれども、

今、最上郡あるいは全国の市町村が財政再建に

真剣に取り組んでいる最中なんですね。これは

間違いないでしょう。先般のお話で過疎債を使

うということを言われました。新庄は過疎債が

該当しないんですね、新庄と金山は。そうしま

すと、今つくっても後でつくっても同じなんで

す、新庄の負担は。そんなの関係ないんです。

むしろ財政がよくなって、市民に対する負担と

いうものを軽減される時代に、今の分署の庁舎

を使って、そして対応していくということが私

はしかるべき財政再建に対する大きな課題では

ないかなということをつくづく考えました。職

員は、これはやむを得ないと思いますがね。災

害が起きれば機械と職員はこれをやむを得ない。

でも現在あるわけですから、四、五年は使える

でしょう。なぜ最上郡の市町村の理事長はこう

いう計画を立てるのか、財政があるのかね。市

町村、新庄より苦しいでしょう、はっきり言っ

て。私が議長をしていたとき、ある町長が広域

消防の件について触れておりました。「一般火

災は役場の職員によって対応すべきではないか

な、将来」というふうなことを言った人もおり

ます。でも私は、消防職員というのは専門職で

あるから、普通の市役所あるいは役場職員は対

応できませんよということを話しした経緯があ

ったわけです。そういう経過から見ますと、私

はあと二、三年後には町村財政は一体どうなる

のかなということを逆に心配しております。新

庄は再建計画でやっておるから、もう三、四年

で再建計画をやるんだということで示されてお

るわけですから、何も心配する必要はないんで

すけれども、新庄はここ一、二年が財政の山場

であるということを考えてみますと、その期間

を延ばして、そして市町村の財政再建に全力を

投球できるようなシステムで広域行政をやって

いただきたいもんだなということをつくづく考

えておりますね。私から申し上げるまでもなく、

新庄市の市長初め議員の皆さん、あるいは職員

の皆さん、財政再建について全力を投球して協

力していただいている最中でありますね。その

中でこういう広域の計画がされるということは、

いかがなものかなということでつくづく見させ

ていただいて感じたわけであります。分署を見

ますと、私は１年か２年あるいは３年や４年は

現在の分署でもつでしょう。その後に財政再建

できた後にこの計画をもっと充実した形の中で

の整備というものをやっていったらいかがなも

のかなということで提案するわけであります。

決して広域消防に対して反対するものではない

んですが、何回も申し上げますけれども、最上

郡の市町村は財政再建の真っただ中であります
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からね。そして、支署と、これは機械はしよう

がないんですが、大体分担金の状況を見ますと、

もっともっと最上郡の理事長たちは全般的に最

上の財政再建に向けて果たしてやっているのか

なということを疑問視される疑問が出てまいり

ました。私は最上郡をよくするために提案の発

言をしているわけですから、ぜひ市長、最上郡

のこの脱却から乗り越えるためにも勇気を振る

って広域行政に当たっていだきたいと要望して

おきたいと思います。 

  66ページに入りたいと思います。水田農業経

営確立の件についてお聞きしたいと思います。 

  これも清水委員から質問がありました。私ど

も実は昨年度、生産調整に関係して、うちの部

落で集まりました。そして、100％達成するた

めに協力しようということで話をしました。そ

の中で……。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 忘れないうち、今、亀

井委員に関連して、この前の全協の中で亀井委

員が広域の組合は理事者制だと。ということは

理事の合議にのっとってあらゆるものが決まる

わけです。そして、議員の数も新庄市が少ない

んでないかと。こういう中で市長は、私は理事

長なんだと、そういう懸念は余り心配ないよう

な御答弁をお聞きしました。ただ、私は理事制

をとる限りは理事長独断で物事は決められない

と思います。そういう意味でこれからお聞きす

るのは、先ほどの亀井委員の消防関係ですか、

今議会の全協なり予算委員会で多くの委員の

方々よりいろんな関連からこの消防について御

意見なりありました。そういうことをお聞きし

て市長はどういう感触を持たれるのか、その点

より一つお聞きします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

遠藤敏信委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 前回、全員協議会をお願いしまし

て、消防署の体制等について、理事者として出

ているということで、ここに立ち戻ってきた形

で、情報を仕入れている範囲で報告させていた

だきますということを申し上げたかなと思って

おります。 

  消防体制について、皆さんからいろいろな御

意見をいただいて、一つ一つごもっともな部分

もありますが、確かに地域全体の形、新庄市の

理屈だけでは成り立たない、確かに理事制の合

議制でございますので、新庄市の理屈だけでは

成り立たない分野であります。確かに基本的に

考えていきますと、地域全体の安心安全をだれ

が守るのかといったことで、先ほど亀井委員が

言われましたが、職員ができるだろうと言った

理事の方もおいでです、確かに。現実的には消

防、救急業務については専門の隊員でなければ

できないという総務省見解が出されたわけです。

それがあって１署体制ということについては大

変難しいと。一方で、団塊の世代の大量退職、

これが十数年来協議してきたことだと。消防委

員会の回数も50何回にわたるという話も聞いて

おります。私がなってからだけでも既に20回近

くの消防検討委員会をやっているわけです。そ

の中で、最終的に広域の役割というのは何なん

だとなったとき、やはり住民の安心安全をどう

守るかという我々の責任がある、責務があると

いうことを大前提としてお話をしてきたわけで

あります。 

  今回、さまざまな御意見をいただいたわけで

す。南支署に対する考え方、高いのではないか、

安いのではないかといったことがあります。現
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実的には新庄市には、正直申し上げまして、中

央本部がございます。ですから、さほどあそこ

がなくなるということはだれも感じてないわけ

で、あそこが中心になってどう連携されるかと

いうのが新庄市の立場だと思います。一方、理

事長という立場になりますと圏域全体の安心安

全をどう守るかという立場にならなければいけ

ないと。そうしたときに、消防本部等との協議

をさせていただいて、それで地域の安心安全を

６署でお願いできればということが具体的に出

てきた事例なわけです。そうしたことに、それ

では６署であればどういうスケジュールで進ま

なければならないのかということを逆算してき

たときに、来年度か再来年度に南支署をしなけ

ればならないとなって先日お話ししたところで

あります。そこには私も１年早いのではないか

という疑問を投げかけたというふうに申し上げ

たと思いますが、はしご車の入れかえ等が迫っ

てきている、それで消防署をということがござ

いまして、団塊世代の大量退職時代を迎えてい

ることと、そして一方ではしご車も買わなけれ

ばならない。総合的、そしてまた財政の平準化

を図っていったときに、21年度から建設する、

そうした方がより安全な広域の財政運営ができ

るということの協議のもとに今回なったわけで

す。委員の皆さんからさまざまな御意見をいた

だいたところでありますが、そういう地域全体

の安心安全、さらに広域全体における財政の平

準化、団塊世代の大量退職ということを総合的

に勘案して南支署の建設となったということを

御理解いただければありがたいと思います。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） これから平成24年度で

すか、これが真室川と鮭川とやると。市長、広

域のこれからの５年計画を見ると、公有財産の

購入費ということで、全く同じ数字が載ってい

るわけよ、平成24年度に。こういうことはどう

いうことだかなと思うんだよ。今回と同じ数字

ですよ、土地。恐らく公有財産購入費というも

のは土地代金でないかなと私は見ておったんで

す。全く同じですから、数字。そういう数字の

出し方では物の見方というのがいかがなものか

と。あの土地がこのとおり、市長も見てっぺ、

これ全く三角だ。こういう土地をこれから真室

川と鮭川で購入しようとするとき、こういう反

省に立って私はやるべきだと思うんです。そう

すれば、面積およそ3,200平米、最上が1,300平

米だそうです。戸沢、鮭川、舟形、大蔵、およ

そ400から600平米、今まで何十年もそこで機動

して、極端な不都合がなかったわけよ。なぜ３

反歩必要なのだと、なぜ。これは三角だから必

要だなよ、三角だから。こういうことを反省も

ちょっとやってもらって、真室川なり鮭川なり

が今後購入するときは、私は生かしてもらいた

い。しかも造成費が400万円、これを河川工事

のなんとかというお話もお聞きしたんですが。

これはあれですか、市長、こういう土地、これ

は本部の方で絵図を書いて張りつけておるんで

すが、何か建物をもうちょっと横にするとかし

て、埋め立て面積をもうちょっと少なくするな

んていう方法を考える気があるかないか、可能

性を十分検討する気があるかないか、一つお尋

ねします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

遠藤敏信委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今ここの場で渡部委員に対して私

がする気があるかないかという個人的な答弁は

ちょっといたしかねるのかなと思います。また

別の角度でさせていただくとすれば、土地は舟

形と大蔵が買った土地で、寄附される土地であ

るという点においては、何らこちらが注文をつ

けることはできないと思っております。広過ぎ

るということに対して、整備費が多くかかる、

何々がかかるということに対する御心配は確か

にあるかと思いますが、それについては極力か
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からない形で努力していくというのが筋だなと

思っておるところです。また、５カ年計画につ

いて、計画ですので、一つの試算資料として、

前年度、前回使ったものを使うという一つの手

法であって、そのときになったときにすべて

100％そのとおりになるということにはならな

いと思っております。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 土地は大蔵と舟形で購

入するという話ですが、造成費はあれですよ、

市長、我々が提示されているのは１反歩400万

円、180万の2.何倍ですよ。これは舟形と大蔵

で全部造成してこっち側によこすわけでないの

で、その辺もちょっと考えるべきでないかなと。

寄附すんならから当たり前だって、寄附する面

積の何倍もかかる、造成費。しかもこれはアス

ファルト舗装までなるのかならないのか、単に

埋め立てだけだか。ここで余りこれに触れても

あれなんですよ。ぜひ市長、この件、少しでも

金が安くなるようにお願いしたいと思います。 

  次に、予算書の方に移るんですが、12ページ、

市長の施政方針にもあるんですが、羽州新庄ま

ちなか民具博物館ですか、この実行委員会負担

金100万円が計上されておりますが、この実行

委員会というのはどういう方々で、どういう内

容で、そして先ほど今田委員が質問された際に、

駅前から南北のあそこの商店街にするという話

なんですが、民具というものは、わらとかつる

とか皮細工が大半なわけです。あの歴史資料館

は、そういうものの展示が目的でなくて、所蔵

することが目的だと、こういうことでみんなか

ら寄附なり何なり仰いで所蔵しているわけです。

ということは、温度なり湿度なりある程度一定

している場所で、これを町先のどこにするか私

はわかりませんが、雨風が当たったり、日が照

ったり、わらなんか１年ぐらいでだめになりま

すよ、せっかくのものが。これからつくる人が

いない。それよりも、私は今の歴史資料館のあ

の所蔵場所でお客さんが来たときに見てもらっ

た方がインパクトもあるし、さらにあの建物の

中には近岡さんとか奥山さん、また山車も展示

しているわけです、今はひなまつり。そういう

ことを考えれば、総合的な面ではむしろ新庄市

の収穫面がプラスになるのではないかと。ぽん

ぽんぽんぽんとその辺に三つとか五つとか展示

して、どういうもんだかなと、すごく心配です、

私は。だれがそれを管理するのか、日常管理。

その辺いかがですか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まちなか民具博物館の構

想についてお尋ねでございます。まず基本的に

言いますと、最終的には町中を回遊してもらっ

て、ふるさと歴史センターまでお客さんをいざ

なうという考えでございます。 

  実行委員会のメンバーについてですが、まだ

確定はしてございません。ただし、４商店街の

皆様方の代表とは２回ほどお話し合いをして、

議会を通ればこんな形で実施したい旨はお話し

してございます。 

  なお、委員がおっしゃったように、日に当た

れば劣化するものも当然あろうかと思います。

ですから、店内のある一部をお借りしてそうい

ったものを置きながら、中心商店街を回遊して

いただくという考えでございます。したがいま

して、商店の外に置いておくということではご

ざいません。また、管理に言及されております

けれども、私どももここに一番注意しなければ

ならないということで、保存ケースとか、そう

いったものも現在考えてはございます。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） よく「屋上屋を重ね

る」なんていう言葉があるんですが、民具、雪

の里情報館にもあるわけよ、立派な民具がある。
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さらにぽんぽんぽんぽんとそういうことをして

本当に価値があるのかなと。しかもそこで説明

する人もいないわけよ。恐らく商店の方だと思

うから、「これ何したがや」と聞かれたとき、

どういうもんだかな。同じようなものをあちこ

ちにする、今までもずっとそういうこと、苦い

経験をしてきたわけよ、建物にしても会議室と

か調理室とか同じようなものをつくって。だか

ら、今回、町の中に人に来てもらうためという

思いつき、考え方として大変結構なんですが、

歴史資料館とか雪の里情報館とどういうかかわ

りを持っていくのか。同じ農具にしても、例え

ばバコウスキ、私どもはマグワと呼ぶ、今の人

はわからないよ、マグワなんて言ったって。バ

コウスキ一つとっても、一つは馬の首輪がある

わけよ。背中は鞍があるわけ、しかもリキナと

いって太い縄があるわけ、オイナといって縄で

口を挟んで馬を操作するそれもあるわけよ。そ

ういうことが一体になって初めてバコウスキと

か代かきの農具というものは頭に浮かんでくる

わけ。それ一つ置いたって何もわからない。だ

れが説明するのか。同じ代かきだってあれだよ、

ヒッテとかっていうマグワを引っ張るもと、さ

らにコヒッテという小さいのもあるわけよ。今

の恐らく60ぐらいの人たちはほとんどわからな

いな、そういうものは。ましてほかから来た人

はわかるはずがない、そういうものを見ても。

しかも、民具なんていうものは、雪の里はかつ

て柳 宗悦ですか、あの人が民具も芸術だと一

生懸命言って、そして農家の副産物ということ

で収入を得るために、物すごく全国的にＰＲと

いうのもおかしいけれども、やってけったわけ

よ。だから、私は余り同じようなものをぽんぽ

んぽんぽんとやるより１カ所でやった方がどう

かなと思って。 

  それから、55ページなんですが、奥羽金沢温

泉の運営補助金500万円あります。これもずっ

と議会答弁ではいろいろな観点から継続的に支

援すると、こういうことで21年度も予算措置な

されたと思うんですが、その際によく会社側と、

どういうことを整備して、どういうものをつく

って、そのためにどういうことをお客さんに寄

与するかと、それが物すごく大事だということ

でお話があったんですが、21年の場合はこの

500万円はどこにどういう形で、どういう成果

を見込んで予算措置なされたのか、まずそれを

お聞きします。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 奥羽金沢温泉に関する補助金

についてでございますけれども、昨年の３月議

会におきまして設備の計画を皆様方にお示しい

たしまして、一応19年度、20年度、21年度の３

カ年、当面補助金を支出して支援していくと。

ただし、その計画にのっとった形で当面補助す

るんだという考え方を説明いたしました。20年

度、19年度については、それぞれ例えば機械設

備等については給油関係の配管工事とかミスト

ポンプの交換工事とか、あるいは個室の一部修

繕、施設内のテレビ交換あるいは手すりの取り

つけ等を実施したところでございます。また、

21年度についてはどのような形で計画している

かということで打ち合わせをいたしまして、当

面予定としては地下水のポンプの修繕あるいは

配管等の清掃、循環機系にかかわる木材の交換、

ロビーの修繕等を予定しているということでご

ざいます。この補助金については、必ず補助金

が終わった後にハードのものについては確認を

いたしております。また、この計画で言います

と、利用者サービス向上対策ということにつき

ましても、バスの送迎等についても一応助成の

対象になっているということで、個別にどの部

分だけ補助するかということじゃなくて、総体

的な中での補助と。 

  おかげさまで、利用者についても、ここは１

月20日決算でございますけれども、前年度から
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比較して約8,000人ぐらいの利用者増になって

おりまして、現在10万8,000人ということで、

前は10万人を切っていた状態のときよりは大幅

に利用者がふえているということでございます。 

  以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今、課長から御答弁い

ただいたんですが、まさしくそのとおり、お客

さんが喜ぶようなことをよく会社側とお互いに

相談し合ってやってもらいたいと思います。 

  次に、93ページの文化財保護費1,192万1,000

円がのっているんですが、これに関して、今回

新庄まつりが国の重要文化財に指定されたと。

さらにまた八向楯ですか、名勝史跡ということ

で、大変いいことだなと感じているんですが。

そこで、かつて県の有形とか無形とか天然記念

物とか、そういうものもあるわけです。一方で

は新しくどんどんどんどん、これは大変結構な

んですが、今まであるものをどうするかという

ことも考えていかないと、保存、育成、とかく

昔から「新しい店３年」とかという言葉がある

んですが、新しいものにだけ目が行って、今ま

であったものから目がちょっとそれると。具体

的に申しますと、萩野地区の仁田山鹿子踊です

か、これは県の無形文化財、新庄市でも早い方

でした。そして、今の山尾市長なんか私より知

っていると思うんですが、保存育成ということ

で、少々でございましたが、予算措置なされて

おりました。それがこういう財政状況でなくな

ったんですが、今、実際保存されている方は65

ぐらいになっております。ここで何らかの形で

学校の生徒なり何かに教えていかないと途切れ

るわけです。そして、各学校でも地域の文化、

歴史、伝統を大事にするということで、校舎に

大きな看板、そういうものをかけております。

そうした意味で、これから今まであるそういう

ものに対してどういうふうに伝統なり保存なり

育成をしていく考えが、どういうことを考えて

いるか、生涯学習課長ですか、三浦課長、一つ

お願いします。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

遠藤敏信委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 委員御指摘のように、新

庄の文化財は非常に多うございまして、本当に

市民の誇れるものだと思います。近年、御霊屋

あたりにも県外からグループで、小グループな

んですけれども、訪ねている人も多いですし、

また芭蕉関係の史跡なんかもグループで訪ねて

いる人が多いです。そういう意味では、新しく

国指定になるという事業ももちろん力を入れて

いきますが、従来ある文化財に対してもできる

だけ整備を図りながら、そういうのを広く知っ

てもらって、また多くの人に見てもらえるよう

にしていきたいと思っております。 

  鹿子踊の後継者の件に絡んでですが、青少年

に対しての伝統文化の意識を醸成するというの

も本当に非常に大切な事柄であると認識してお

りまして、文化振興の面では子ども芸術学校と

かをやったり、あるいは県のふるさと塾に関連

して民話子ども語りという事業も行っておりま

す。鹿子踊の子供たちの育成に関しましても、

前はやっていた経緯があるんですが、一たん途

切れまして、やはりある程度お金がつかないと

全くボランティアというのは大変なところでご

ざいまして、私どもとしても山形ふるさと塾の

拡大枠なんか年度途中であったりするので、そ

ういうところでやれないかなとかというふうに

は考えているのでございますけれども、今この

段階でできるということは申し上げられないん

ですけれども、そんな形で鋭意いろんなアンテ

ナを働かせながら補助金なんかも見つけながら

努力してまいりたいと思っております。よろし

く御理解をお願いいたします。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 
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１１番（渡部平八委員） 今の三浦課長の答弁、

市長はお聞きしったべな。ひとつ十分、やはり

現場の課長はちょっと言いたいことも遠慮する

ような面がそれぞれ見受けられますので、最終

的な判断は首長山尾順紀でありますので、十分

心にとめておいてください。 

  それから、最後になるんですが、101ページ

の条例の４号議案が出ておるんですが、そうい

うことをちょっと見ましたので、市の給与体系

がどうなっているかなということで、今回詳し

く見てみました。そうしたら、何か時間外手当

ですか、これが15％、21年度はふえると。これ

は世界的に労働時間は年間1,800時間ぐらいと

いうことで、かなり前から言われておるんです

が、こうした中で15％、20年度より21年度がふ

えたというのは要因は何か。もう一つは、寒冷

地手当というのがあるんですが、この寒冷地手

当の生い立ちというのを今ここで言うと長くな

るけれども、同じ家族で同じ生活で、２人いた

ときは２人にこの寒冷地手当がつくんですか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

遠藤敏信委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 一般職の給与の総括表の中の

時間外手当の件ですが、20年度に比べて来年度

は確かにふやしております。これは特にここ12

月あたりからの状況を見ていますと、合併に関

する協議などがなかなか日中行えなくて、戸沢

とか、真室川がなくなるのは確定的かもしれま

せんが、そういった会議が夜に行われたりもし

ていますから、そういうことでふやしています。 

  寒冷地手当に関しては、世帯区分で額は全然

違いますが、２人いれば２人に支給されます。 

１１番（渡部平八委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑がありませんので、

歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論として、佐藤悦子委員。 

   （２番佐藤悦子委員登壇） 

２ 番（佐藤悦子委員） 2009年度、平成21年度

一般会計予算に反対討論を行います。 

  初めに、日本経済の悪化はアメリカやヨーロ

ッパよりも急速で、墜落するように景気が悪く

なっています。新庄市でも多くの企業で労働者

が仕事を失っています。その原因は、日本の経

済が余りにも外需、輸出頼みであるためです。

内需である庶民の暮らしが締めつけられてきた、

その犠牲の上に一部の輸出大企業が大もうけを

上げ、外需で稼いできたのです。内需主導への

経済の切りかえが必要です。 

  内需拡大への具体的な方法は、日本経済の

55％が家計消費ですから、これが元気になるよ

うにすることが大事です。そのためには、第一

にリストラにストップをかけ、安定した雇用が

必要です。労働運動総合研究所によれば、2007

年末で積み上げた内部留保は403兆円、この10

年間で1.8倍にふえています。サービス残業を

なくし、年休の完全取得などで273万3,000人の

雇用が生まれます。さらに、ヨーロッパ並みに

週38時間労働に労働時間の短縮をすれば180万

7,000人の雇用ができると試算しています。雇

用創出453万人分の必要な人件費は、内部留保

のわずか４％と指摘しています。こうなれば、

新庄市を初め県内の多くの職場で雇用を継続で

きることになる大事な指摘だと思います。 

  内需拡大への方法の第二は、安心できる社会

保障です。来年度も国では社会保障費2,200億

円を削るわけですが、毎年削ってきたことが介

護、年金、医療をみんな悪くしてきたのです。

これを充実の方向に転換することが必要です。

そうすれば、家計を直接応援しますし、将来へ

の不安をなくし、さらに福祉の雇用も生まれる

一石三鳥です。企業献金によって指図されてき

たこれまでの政治を転換しなければならない時
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代になっていると思います。 

  家計を温めるという視点から市の財政運営を

考えていく必要があると思います。新年度で特

によかったなと思ったのは、学校の耐震診断に

着手していること、中学校の給食の実現、妊婦

健診14回無料、また児童生徒個別支援事業の拡

大とその待遇の改善、学校図書館員の全校配置、

生活道路への補助復活、国保税の市独自減免条

例の提案など、市長初め関係職員の奮闘には心

から敬意を表したいと思います。 

  さて、反対の理由です。会計の問題点を指摘

させていただきます。投票人名簿システム構築

業務315万円、これは憲法改正のための国民投

票の準備です。これには反対です。国民が60年

間、国民投票法を整備してこなかったのは、国

民が憲法改正の必要性を認めなかったことによ

るものです。今の投票法制定の動きは憲法第９

条改悪と密接不可分であります。大変な問題だ

と思います。 

  二つ目の問題は、給食の民間委託の問題です。

直営でやってきた神室荘の給食を5,700万円で

献立作成から材料調達をも含めて委託、また10

月からの中学校給食実施に当たって、親子方式

で小学校も含めて調理から配送まで半年で

5,900万円で委託、調理師１人、年間にして280

万円の人件費を考えているとのことですが、そ

れを直営での調理師の人件費に充ててくれたら

日々雇用の職員の待遇改善になり、丸々市民の

家計を温めることになるのです。民間委託は民

間会社の利益として人件費の中間搾取を許すこ

とになるのです。市としては正職員の人件費の

３分の１という経費で人を使い、さらにそこか

ら派遣会社が中間搾取できる民間委託は、サー

ビスを受ける社会的弱者の高齢者や子供たちを

危険にさらすことになるのではないかと危惧さ

れます。栄養士が地産地消によるどんなにいい

献立をつくっても、調理師の技術、協力がなか

ったら味が変わってしまうのです。民間委託は

調理師の専門性を否定し、市のこれまで培って

きた宝を失ってしまう重大な問題だと思います。 

  ３番目の問題は、合併推進費808万円です。

合併による人件費の節減は、「協議会だより」

第４号によれば約７億5,700万円とのことです。

しかし、合併によって10億円の地方交付税が減

るのですから、やはり財政のさらなる硬直化は

明らかです。小さな町同士の合併、例えば立川

町と余目町の合併の結果、旧立川町の役場周辺

の寂れようははっきりしています。中心部以外

の周辺部は寂れるのです。合併を推進してきた

旧美川町の元町長さんの言葉に耳を傾けるべき

ではないかと思うのです。 

  次の問題点は、市の財政再建を進めるときに、

福田山工業団地線5,000万円、梅ケ崎吉沢線

4,000万円などの新しい道路づくりを先延ばし

して、生活道路への補助100万円をふやすとか、

住宅リフォームへの補助事業などの生活密着型

で雇用を直接ふやす施策がより重要ではないか

と思います。また、戸籍電算事務整備事業814

万8,000円、市制施行60周年記念事業240万円な

ども、住民にとってなければなくても我慢でき

ないものではないと思います。これも先送りし

てもよかったのではないかと思います。市民に

とって切実な雇用を確保するということをもっ

と考えるべきと思います。また、高過ぎる国保

税の引き下げ、あるいは医療費の自己負担の減

免などで貧困に苦しむ市民の支援を考えてもよ

いのではないでしょうか。 

  また、もう一つの問題は、保育所の民営化で

はなく、増設が求められているのではないかと

いうことです。新年度入所希望者のうち37人が

希望がかなえられなかったとのことでした。う

ち７人は３歳未満児で、保育に欠けることは明

らかなのに待機者となってしまいます。もし自

分だったらどんなにつらいことかと思います。

また、29人は親が休職中で就労できていないた

めとのことでした。収入が減っている中で、働
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かなければ生きていけないのに、子供を保育所

に預けられない親、また仕事が減っている中で

子を持っていることで仕事にましてつくのが難

しい状況になっています。低収入に苦しむ若い

親たちの子育てを支援し、子供の成長を保障す

る保育所の拡充が緊急の課題ではないかと思い

ます。雇用対策交付金があるそうですが、これ

を使って施設の確保と保育士の雇用によって、

子育て支援、保育所増設を行うべきだと私は思

います。 

  最後に、地方交付税の確保と充実のために、

市長は機会をとらえて意見を言っていくとのこ

とでした。さらに、巨大な内部留保を持つ大企

業や大金持ちへのまともな税負担を前のように

させるようにすることで、税収が国に入ってま

いります。また、大型公共事業や軍事費などの

むだ遣いにメスを入れることで支出を削減でき

ます。消費を冷え込ませる消費税増税はやめる

ことなどを市長として機会をとらえて意見を述

べていただくよう市民の生活を守る立場から要

望申し上げまして、反対討論を終わらせていた

だきます。 

  御清聴ありがとうございました。 

遠藤敏信委員長 賛成討論として、今田雄三委員。 

   （１２番今田雄三委員登壇） 

１２番（今田雄三委員） 議案第16号平成21年度

新庄市一般会計当初予算について、賛成討論を

行います。 

  これまで類を見ないほどの経済不況は全世界

を吹き荒れており、当初予算編成に当たりまし

てはどの団体も苦しい予算編成を余儀なくされ

ております。特に法人市民税はかつてないほど

の大幅な落ち込みが予想され、起債や基金取り

崩しで乗り切らなければならない団体が相当あ

ると思います。少子高齢化や福祉の向上など、

行政需要がますます拡大している状況ですが、

景気、雇用対策にも対応しなければならないな

ど、財政とのアンバランスをどのように調整し

て予算を編成するのか大変心配しておりました。

地方財政の厳しさや雇用状況を反映し、昨年末

に示された地方財政計画は、地方交付税の１兆

円上乗せ、臨時財政対策債の大幅増額を盛り込

みました。国は地方の財源確保に配慮した内容

となっておりまして、何とか予算が組めると胸

をなでおろした団体が多いのではないかと思い

ます。 

  このような状況の中、市長から提示されまし

た予算は127億4,800万円、1.4％の減でありま

す。予想されたことではありますが、やはりマ

イナス予算かと少し残念な気がいたしました。

しかしながら、説明を伺っておりますと、だん

だん予算編成の意図が理解できてきました。昨

年末に財政再建プランが策定されましたが、そ

の方針を確実に反映しており、人件費、公債費、

補助費などを減少しながら、投資的経費を大き

く伸ばしております。人件費や公債費の減少は、

職員数を計画的に減少したり、起債の発行を我

慢してきた長年の財政再建の取り組みの成果で

あります。新幹線延伸事業関連の市の起債と最

上広域のゆめりあの償還が減少したことが大き

な原因でありますが、これらの義務的経費を削

減し、できるだけ市民生活に直結する経費に財

源を振り向けようとする意思が伝わってまいり

ました。県内13市の予算編成状況は、９市がプ

ラス予算、４市がマイナス予算となったようで

す。本市はマイナス予算でありますが、投資的

経費を伸ばすなど積極的な予算と言ってもよい

と思います。学校耐震化事業や中学校給食事業

による子供たちの教育の充実、新たな地区への

流雪溝整備開始による雪対策など、市の課題と

なっている重要事業を予算化しています。また、

福祉関係につきましても、扶助費を確保すると

ともに、民間が行う放課後児童健全育成事業補

助金を計上するなど市民生活への配慮がうかが

われます。 

  一方の財源ですが、市税の落ち込みにもかか
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わらず、地方財政計画による地方交付税と臨時

財政対策債を確保し、財政調整基金を取り崩さ

ないなど、今後の財政運営に配慮した堅実な財

政運営となっています。 

  以上のことから、財政の効率化を図ったこと

によりマイナス予算とはなりましたが、懸案と

なっていた新しい重要事業に着手するなど、近

年にない明るい展望を示した予算であると思い

ます。 

  平成21年度は、市制施行60周年という節目を

迎えます。この節目にふさわしい予算編成がで

きたと考えておりますが、今後とも市民の意見

や議会の提言に耳を傾けていただき、知恵と工

夫を結集した施策を展開され、市民本位の予算

執行を御期待申し上げ、平成21年度一般会計当

初予算の賛成討論といたします。 

  御清聴ありがとうございした。 

遠藤敏信委員長 以上、討論の通告者は２名であ

ります。ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第16号平成21年度新庄市一般会計予算は、

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

遠藤敏信委員長 起立多数であります。よって、

議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案第１７号平成２１年度新庄市

国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第17号平成21年度新庄市国

民健康保険事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 125ページの国保税の

収入率についてですが、90％とか91％となって

います。この低い収入率の原因は、国保税の負

担が高過ぎるからではないかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの御質問の件でござ

いますけれども、健康保険税が高過ぎるための

収納率ということの御質問でございましたけれ

ども、先般、山形県内の税について速報がまい

りました。私どもの税はどのくらいに位置して

いるかということでございますけれども、正直

申し上げて35市町村の中では19番目の位置づけ

となっております。これは、国保税は御存じの

とおり所得割、資産割、均等割、平等割という

四つの方式で、それぞれのところで比較はでき

ないわけで、比較するためには１人当たりの調

定額がどのくらいの位置に属しているかという

ことで他市町村と比較しております。13市の中

では安い方から５番目、大体中位ぐらい、13市

の中では第５番目に安いという形になっており

ます。したがって、これは高過ぎるための収納

率の低下ではないと考えております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 市民にとってどうなの



- 344 - 

かということが結局収納率にかかわってくると

思うんです。市民の生活状況から見て限界にな

っているというか、払うのが本当に厳しい状況

がこの収入率があらわれているのではないかと

思うんですが、市民の生活から見てどうだかと

いう視点ではいかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 収納率につきましては、先般、

一般会計でも税務課長が答弁したとおり、かな

り20年度の収納率についても厳しい局面を迎え

ていることは事実でございます。これは経済状

況を反映した結果だなという感じに思っている

ところでございます。したがって、国保税の高

い安いの議論よりは、そちらの社会的な要因に

よるものだなという感じで認識しているところ

でございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 続きまして、滞納とい

うことで、同じ125ページに滞納繰り越し分と

いうのがありまして、滞納分が相当になってい

るということがわかるわけなんですが、その滞

納による資格証の発行はやめるべきではないか

と思うんですが、どうでしょうか。手おくれに

よって亡くなる方が全国に出ていると伺ってい

ますが、どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 税の公平公正な面から見て、

滞納者については短期医療証の交付なり資格証

明書の交付なり一定の要件を満たした方につい

ては相応の措置をとることもやむを得ないもの

だと考えております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今までそういう立場か

ら子供がいても資格証を発行したりしてきた例

がありましたが、しかし子供たちにまで資格証

ではだめなんでないかという国や市などでの質

問や声などを受けて、国全体として子供には資

格証を出さないようにするという方向になった

ように聞いております。そういう意味では、子

供に限らず、大人も命にかかわる問題として、

社会保障という立場から資格証の発行はやめる

べきではないかと思うんです。資格証を発行す

る理由は、どういう理由からなんでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 資格証の発行についての基準

ということでございますけれども、従来から中

学生等については発行していた例もございます。

しかしながら、委員御指摘のとおり、国からの

通知に基づいて、小学生、中学生については資

格証を発行しないことと、市の方でも措置をと

らせていただきました。 

  基準でございますが、前々年度の国民健康保

険税について10分の１以下しか納めてないとい

う方がまず第１点の要件でございます。ただし、

いろんな要件がございまして、均等割のみの課

税のものとか非課税のものについてはそういっ

た方であっても該当しないようにしているとこ

ろでございます。また、重度心身障害者なり母

子家庭の医療給付者についても、今言った一定

の納付しか見られない人であっても外している

ところでございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 資格証を発行されてい

る方々は、保険証を持っている方々に比べてや

はり医者にかかる率が非常に低いと全国の統計

でもなっています。それだけ保険料を払うのが

大変な方々ですから、保険税を払えない方々が

10割負担を窓口でできるかと考えると、とても

できない、だから医者に行かないということで、

我慢して我慢して我慢してしまう。そして手お
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くれになってしまって亡くなるというケースが

出ているという状況です。そういうことがない

ようにするためにも、保険証を出すという立場

になってほしいなと要望したいと思います。 

  それから、126ページの３の国庫支出金なん

ですが、本当はこれが多ければ会計が安定的に

運営できるんだと思います。ところが、1984年

以降、この国庫支出金が１兆6,600億円も削減

されているそうです。これと同時に、社会保障

費の全体的な削減ということで、平成21年度も

マイナス2,200億円、国では社会保障費を削る

ということなんですが、ふえるべきところをふ

やさないで削るということなんですが、その国

保税の新たな影響というか、そこら辺はあるで

しょうか。社会保障費を国全体でふやすべきと

ころをマイナス2,200億円という形で削るんだ

そうです、国の予算で。その影響が国民健康保

険会計にどのように影響を与えるのかというこ

とです。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 来年度の改正については、予

定しているものはいろいろございます。例えば

一つは、70歳から74歳までの本来であれば２割

負担のものを１割負担の凍結が延長されました、

１年間。これについても相当国保について影響

があるものと思っております。さらに、ことし

から本格的に始まる高額医療費と介護の高額合

算制度がようやく８月から合算されまして、適

用されます。これらについても高額の面では何

らかの影響があるものと思っております。さら

に、出産費の一時金の引き上げ、さきに出産費

については３万円の引き上げがございましたけ

れども、さらに10月から一時金を４万円引き上

げるということも予定しております。これにつ

いても何らかの影響は出てくると考えておりま

す。これは一般会計の措置でございますけれど

も、３分の２を国保に収入として繰り入れをす

るということなんで、そういった面でも何らか

の影響があるものと思っております。ただ、そ

のほかの社会保障面での制度の見直しについて

は国策なんで、私から今の段階でどうこうとい

うコメントはございません。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 市民の皆さんの一番の

市政に対する要望で私どもがアンケートをとっ

たときに一番大きいのが、国民健康保険税の引

き下げが一番大きいんです。そして、介護保険

料の引き下げなんです。なぜだろうかと考えれ

ば、やはり収入が少ないのに、少なくなってい

るんですが、これらの負担が上がっている、こ

れが市民にとって一番の苦しみだなと私たちは

アンケートからも感じるし、さまざまな生活相

談でもそれらを滞納しているという話などが少

なくないように思います。この改善をやらせる

ときに一番のかぎはやはり国の姿勢だろうと思

います。ですから、国として国民健康保険会計

は医療費の根幹ですから、そこに手厚い国庫補

助をやっていただきたい。社会保障費を削るん

じゃなくて、その面に予算をふやしていただき

たい。こういうことを言っていくことが一番大

事なことだろうと思いますが、今までもやって

いくということを何度も聞いているように思い

ますが、ぜひ今後とも言っていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 国民保険制度の財源の内訳と

しまして、全体の医療費の国庫負担がまず34％、

医療給付費の34％、さらに財政調整交付金が

９％、県の交付金が７％、合わせて50％が国・

県で一応措置されていると。残りの50％に対し

て主な財源の保険税がそこに充当するという仕

組みになっておりまして、その分34％そのもの

の率を上げていただければ幾分たりとも国保会
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計が安定化するのかなという考えもいたしてお

ります。 

  ただ、国では、現在どこの市町村も国保会計

は苦しいということは新聞報道でもされており

ますので、高齢者の医療に関する検討会が厚労

省の中で検討されております。その中で、先般

三つの案が示されました。一つは１県１保険者

の方向、二つ目の案として２次医療圏ごとの保

険者、３番目として従来の市町村のままでの保

険者で、なおかつ共同事業をふやしていこうと

いう三つの案が今示されておりますので、21年

度中には国保について安定化を図るために何ら

かの方策が示されるのではないかということも

期待しているところでございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 例えば１県１保険とい

うことになりますと、後期高齢者医療制度を見

てわかるように、これは１県１保険みたいな形

の先取りだと思うんですが、あれを見てわかる

ように、市民の立場からの意見を直接述べたり、

その立場で改正を求めるというのがなかなかし

にくい状況になっていきます。現在、例えば新

庄市として１保険を持っている立場であるがゆ

えに、今のように私のような者からでもあり方

に対して保険税を下げろだの資格証は出すなだ

の市民の立場からの厳しい指摘だと思いますけ

れども、そういう要望を述べたり反映させるよ

うに努力を求めたりということがしやすいわけ

なんですが、そしてまた市職員が行うというこ

とで、独自の結果的には分割払いも認めたり、

少しずつ払ってもらえないかという形での市民

に優しい対応は市だからこそ、直接の職員だか

らこそできるというか、そう思います。ですか

ら、私はできれば今のやり方を守りつつ、国の

補助をふやして安定化させるようにすべきだと

思います。ぜひ国に、一番根本はやはり国の補

助金をふやすということだと思いますので、そ

のことはぜひ欠かさず強く言っていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 国の国庫負担がふえれば私ど

もとしても非常に運営がやりやすいなというこ

としか今の段階では申し上げることはございま

せん。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号平成21年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第１８号平成２１年度新庄市

交通災害共済事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第18号平成21年度新庄市交

通災害共済事業特別会計予算を議題といたしま

す。 
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  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号平成21年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第１９号平成２１年度新庄市

老人保健事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第19号平成21年度新庄市老

人保健事業特別会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第19号平成21年度新庄市老人保健事業特

別会計予算は、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２０号平成２１年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第20号平成21年度新庄市公

共下水道事業特別会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 165ページ、１目処理

場管理費の中にあります最上圏域下水道共同管

理協議会負担金6,381万9,000円、随分高額な負

担金のようですけれども、この中身についてお

願いしたいと思います。 

  それと、次のページになりますが、166ペー

ジ、建設費の中の１節建設費に管渠建設事業費

として金額がのっております。測量設計業務委

託料600万円、その下の積算システム借上料が

58万7,000円、工事請負費１億3,443万円、これ

はこの三つでセットだと思いますけれども、こ

の管渠工事はどこを工事なさるのかどうかです。 

  もう一つは、次のページにあります処理場建

設事業費の下の方に、これも同じく測量設計業
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務委託料２億4,893万円、かなりの高額な委託

料がのっております。この中身について御説明

方お願いしたいと思います。とりあえずお願い

します。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 お答えいたします。 

  処理場管理費の負担金の関係でございますけ

れども、鮭川を除いた６市町村の処理場を新庄

市浄化センターで監視業務を行っております。

この管理協議会の方に負担金という形でうちの

方の処理場についても納付すると、このような

形になっています。21年度の協議会の全事業費

でございますけれども、１億2,576万1,000円で

ございます。そのうち新庄市の分が6,381万

9,000円、パーセントにいたしますと約50.7％

となっております。業務内容でございますけれ

ども、維持管理費と事務局費に分かれておりま

して、6,381万9,000円の中身でございますけれ

ども、保守点検、運転操作、監視業務、24時間

監視をやっておりますけれども、それで6,145

万7,000円、それから水質試験なども行ってお

ります。内部と外部とあるんですけれども、内

部の方は6,145万7,000円に入っておりますけれ

ども、外部委託については別個に修繕料も含め

まして130万8,000円となっています。それに事

務局経費105万4,000円を足しますと先ほどの数

字になっております。 

  それから、166ページの建設費、設計委託費

の関係でございますけれども、21年度、来年度

は円満寺地区をやりたいということで計画して

ございます。補助事業費約600万円、単独事業

費590万円、延長にいたしまして2,900メートル

ほどやりたいということで考えております。 

  管渠の工事費関係でございますけれども、21

年度は国道47号の山形トヨタのところの歩道の

布設になります。これで国道47号については５

カ年計画の来年度が最終年度ということで、大

体国道は終わるという状況でございます。あと、

東谷地田町の一部、双葉建設コンサルタントあ

たりですね、あの辺を大体やって、東谷地田町

については、一部を残しますけれども、大体整

備がついたかなという状況になろうかなと思い

ます。あともう一つが、今、松本地区をやって

おりますけれども、ちょうど農林課長の前あた

り、その辺あたりを進めてやっていきたいと考

えております。あと、あそこの沿線、かなり幹

線に接続されていますけれども、それについて

は次年度以降を考えております。 

  あと、処理場建設の関係でございますけれど

も、予算上は設計業務委託になっておりますけ

れども、日本下水道事業団の方に委託をして、

内容は工事になっております。一部600万円ほ

どの設計費が入っておりますけれども、内容は

ほとんど工事でございます。工事内容につきま

しては、汚泥脱水機設備関係の工事と、それに

伴う電気設備関係の工事ということになってお

ります。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 松本地区、五十嵐課長、

工事が終わりましたら確実に下水道につないで

いただけるようお願いしたいと思います。 

  次に、最後なんですけれども、166ページに

ありますが、歳出の方で汚泥燃料化推進費、金

額は5,000円ということで、ほぼ予算化はない

んですけれども、この関連について少しお聞き

したいと思います。 

  昨年11月初旬ごろ、本市の環境課にお骨折り

いただきまして、衛生組合が視察研修を行って

おります。新庄市は全国的に見てもトレーリサ

イクルということでかなり注目されている、こ

れらと似た環境に優しいということの事業を研

修するという目的で、お骨折りをいただいて研

修をしたという中身に関連します。 

  これは下水道の汚泥を燃料化する事業という
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ことで、ＮＥＤＯから補助金を得て設立されま

したバイオソリッドエナジー株式会社、この会

社は下水道処理場の真向かいにあって、現在も

操業いたしております。ここでは汚泥を固形化

してペレット状にして燃料の材料にするという

ことなんですね。このペレット化した燃料の材

料は宮城県の日本製紙岩沼工場に持っていって、

そこの製紙工場は膨大な電気を使うそうです。

その自家発電用の補助燃料として供給するとい

う仕組みで、エナジー社がそこに固形燃料を納

めているというような中身でした。日本製紙株

式会社岩沼工場は、古紙を専門に再生して新聞

の材料をつくるというような工場でした。 

  この三つの流れを見てみますと、私たちの家

庭から出た汚水が処理場で処理され、必ず残り

ます汚泥を今まではたしか遠くの方に持ってい

って最終処分場で余り環境に優しくない処理の

方法で処理をしていたと記憶しておりますが、

このエナジーという会社ができたために、ここ

でまず水分を取って固形化して燃料の材料をつ

くるということで、その燃料で製紙会社は発電

をすると。すごくスムーズな、環境を見てもわ

かりやすいような仕組みで、固形燃料化が有効

に活用されているという仕組みです。 

  それで、燃料そのものをエナジー社は出して

いるんですけれども、処理場から前のように最

終処分場に汚泥として持っていった段階と、エ

ナジー社に処分を依頼しているわけですが、こ

のコストの比較、何らかの市として有利な面が

あるのかどうか。今はまだエナジー社は試験操

業ということで、この４月から本操業に入るの

かどうなのか、はっきりした数字が出ているの

かどうなのかもわかりませんが、そのメリット

について、あったら一つお伺いしたい。 

  それからもう一つは、エナジー社は本市が50

万円を出資して株主になっているはずです。こ

の会社ですが、日本製紙に特注の形でペレット

の固形燃料を納めているわけです。どこにもあ

っちにもというわけにいかないと。この燃料を

納めるに、原油が高いときは発電用のコストと

いうのは結構かかるので、このペレットの価値

が当然高まっているはずだったんですけれども、

最近このように原油が半分近くまで下がると同

時に、日本製紙側もこの固形燃料を前と同じよ

うな高い値段でずっと継続的に買ってくれるの

かどうなのかです。その辺がちょっと心配です。

燃料が下がったので、エナジーさんやと、あん

たのところのペレットもそれなりに下げてくれ

やとならないのかどうか、この辺のことが非常

に心配です。それがエナジー社の安定した経営

継続につながるのかどうなのか、その辺も含め

て２点お伺いしたいと思います。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 バイオソリッドエナジー社

は今も操業しておりますけれども、状況を先に

申し上げさせていただきたいと思います。 

  試験運転ということで、ＮＥＤＯの補助事業

を受けてずっとこれまで進めてきましたけれど

も、途中半ば10月ですか、火災事故なども起き

まして、いろいろ大変な時期もありました。運

転等については何とか、燃焼系のボイラーが二

つあったということで、汚泥提供先でこの辺の

汚泥が山になるということはなくて、その辺は

うまく対応できたなと思っております。ただ、

今ちょっと問題になっている点が１点あります

けれども、それは何かといいますと、木チップ

バイオマスを利用した燃料化事業ということで

ＮＥＤＯからの事業採択を受けているんですけ

れども、今回その木チップの含水比といいます

か、わずか10％ぐらい、通常夏場は30％の含水

比で来ておったんですけれども、冬場になった

ら40％になりましたということで、ボイラーの

温度が上がらなくて定格運転が波打ちまして、

なかなかうまくできない。それから、汚泥の供

給先についても今17カ所の処理場から汚泥が集
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まってきています。おのおの含水比、成分が違

いますので、そこに相まって先ほど言いました

木チップの含水比も違うということで、なかな

か所定の能力といいますか、定格運転ができな

いということで、大変難儀しております。これ

が今の現状でございます。 

  委員御質問のメリットというお話でございま

すけれども、メリットは大変ありまして、今現

在でも1,500万円ほどの効果が出てきておりま

す。処分費自体はそんなにないんですけれども、

今まで山形市まで運んでおったということがあ

りますので、その分の量と単価の差で1,500万

円ほど出てきております。 

  それから、日本製紙の関係でございますけれ

ども、今後も引き続きということですけれども、

当然そのようなことを考えております。ただ、

運搬距離が大変長いので、今後ともどうなのか

なというのはこれから検証していきたいという

ことで、当然これは民間の事業の活動になりま

すので、その辺は民間のバイオソリッド社の方

で考えていただきたいと考えております。 

  それから、原油が高いときから今安くなりま

したということで、今までのように取引といい

ますか、そういうことができるのかなという御

心配もあろうかと思いますけれども、日本製紙

の場合は石炭ボイラーにしております。石炭の

ボイラーは大体１トン当たり9,000円、こちら

の値段は、それのエネルギー換算しますと石炭

の３分の２あると言いますから、大体コストは

想像つくと思うんですけれども、ただ、今の段

階で、ＮＥＤＯとのテスト事業をやっている段

階で、その副産物、いわゆるつくられた燃料を

売ることはできないとなっていますので、今は

無料で提供しています。ですから、向こうで取

りに来て、向こうのボイラーの蒸気で電気を起

こしているということです。絶対数が、石炭が

99.5％にこの燃料を0.5％入れるという割合で

やっていますので、ほとんど影響はないという

状況だと思います。安定してこれからも供給で

きると思いますし、日本製紙の方ではちょうど

岩沼工場の近くで流域下水道事業をやっており

まして、同じような燃料プラントを今つくって

おります。日本製紙の工場にそれを納入するこ

とになっておりますので、量からいきますと私

どものは余り多い量ではありませんので、その

辺は問題ないと思っております。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

遠藤敏信委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 大変御丁寧な説明でよ

くわかりました。まだＮＥＤＯの管轄の中にあ

るようですけれども、そこから離れたときにい

ろいろな心配が出てくると思います。その辺は

市も株主ですので、しっかり見ていただきたい

と要望して終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 沼澤委員の質問に関連

するんですけれども、165ページの施設建設で

すか、先ほど課長は下水道のこれからの場所と

して松本地区ですか、そして円満寺地区と言っ

たんですけれども、やはり下水道の普及という

のは市民が望んでいることと思います。優先順

位というのは、今までも過去にいろいろ質問あ

ったんですけれども、優先順位というのはどう

なっているのかなと思うわけです。ということ

は、円満寺地区は用途地域に入っていますか。

その辺やはり考えてしないと、関係課と話し合

いしないと、片方は白地地帯から開発して、都

市計画に入っているところは後回しといった場

合、どうなるんでしょうか、これね。やはりこ

れは関係課と調整しながらやっていかないと、

ちょっと税制上不平等じゃありませんか。税務

課長、もらうものはもらって、社会資本整備を

やらない、そして用途地域は見直しもしないで

下水道はやっていくと。ちょっとその辺が理解
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できないんですけれども、別にやってだめとい

うことではないんだけれども、その辺の優先順

位というのはどうなっているのかなと私は思う

んですけれども、その辺。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 当然費用対効果ということ

がございますので、うちは処理場を持っていま

す。１立米でも多く処理場に入っていただいて、

うちは使用料をいただくということでやってい

かないと経営が成り立たないということがまず

第１点あります。 

  それから、２点目については、大体用途区域

の中も整備が終わりつつあります。これからは

むしろ用途地域の沿線で住宅が張りついたとこ

ろ、こういうところが残っておりまして、こう

いうところを整備していかなければならないと

いう状況に今まさに来ています、それで円満寺

地区となっているんですけれども。一部住宅地

で鳥越１区といいますか、あの辺に残っている

ところがありますけれども、それについては設

計の段階でちょっとトラブっておるといいます

か、地下埋設物の関係がありまして、どういう

工法をやったらいいのかなと、今でも結論が出

てないところがあって、なかなかそういうとこ

ろに入っていけないという現状がありますので、

まずやれるところはやりたい。それから、私道

等についても、幹線ばりやっても、枝線をやっ

て初めて汚水を取り込むことができますので、

それ等については住民の要望の強いところにつ

いてはそういう要望のあったところから早目に

着工していきたいということで、私道の整備に

ついてはそのような考えでやっております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 私は、これはあくまで

も新庄市の国土利用計画なり住宅マスタープラ

ンにのっとったやり方ならしようがないと思う

んですけれども、実は平成19年に300万円だか

800万円かけて都市整備課で都市計画の調査を

やりましたよね、恐らく見直しのための。やっ

ているんです。そういうお金をかけてやってい

て、これはやって悪いというのを私は言いたい

んじゃないですよ、やはり優先順位があるんじ

ゃないんですかというんですよ。円満寺地区持

っていくとすれば、関係課と話をしながら早く

用途地域に編入すべきじゃないですか。そのた

めには関係課との話し合いというか、そういう

基本的なあれをクリアしてからすべきだと私は

思います。そうでないと、金さえもうかればい

いという発想ではいかがなものですか、課長。

ほかにも白地地区はいっぱいあるんですよ。た

だ、西町地区はどうですか、明倫地区のあっち

側、あそこにも住宅が混住していますよ。今ま

で答弁なさったこととちょっと考えが変わって

きたなと、計画が。その辺、私が言うのは、早

く都市計画の見直しをしたり、そして用途地域

の見直しをして、それをやってから編入して、

こういう整備もやっていくというのが私は基本

だと思うんですけれども、もうかればいいとい

う、収入あればいいという考えだと果たしてど

うかなと思うんですよね。基本はやはり都市計

画の見直しなり早急にして、そしてそういう以

後の整備をしていくのが本来の姿と私は思うん

ですけれども、その辺。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 委員が言われる、何もして

ないんじゃなく、内部でそういう検討会をいた

しております。まさに今、用途区域から外れた

ところを下水道整備するよとなったらやはり税

の不公平感があるでしょうということで、関係

課と税務課が主体でありましたけれども、して

おります。それで、案として、案ですけれども、

用途区域プラス下水道の整備ができて供用でき

ますよというところについては都市計画税を賦
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課していったらどうなのかなという話がちょっ

と出たんですけれども、決定はしていません。

結論はまだ見えておりません。そのように出て

きておりますので、今後当然農振地域、用途区

域の見直しとかあるわけですから、それまでそ

の辺の整理をやっていきたいということで、こ

のような会議といいますか、一応協議しており

ますので、なお引き続き検討していきたいと思

います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） この問題については、

恐らく前に議員をなさっておりました柴田議員

あたりから出ていましたね、こういう問題は。

見直しを早急にすべきだと。その時点から出て

いたとすれば、関係課が話し合って用途地域の

見直しなり早急にしてほしいね。市長のあそこ

もいっぱいありますからね、木栄町あるんです

けれども、やはりすべきだと私は思いますよ。

あそこは白地ですよ、まだ、そうですよね。別

に山尾市長にするなというわけではないけれど

も、するとすれば早急に用途地域のやつを入れ

てからすれば市民からもクレームが来ないんじ

ゃないかと私は思うんですよ。その辺、22年か

ら国土利用計画見直しが始まりますよね。前倒

ししても都市計画の見直しですか、やってすべ

きだろうと思いますので、関係課の課長の皆さ

ん、横のつながりを持ってよろしくお願いした

いと思います。終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第20号平成21年度新庄市公共下水道事業

特別会計予算は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２１号平成２１年度新庄市

農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第21号平成21年度新庄市農

業集落排水事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私から集落排水事業に

関して質問させていただきます。 

  今、公共下水道の方でいろいろ質問あったわ

けでありますが、我々の住んでいるところは公

共下水道区域外のことで、これの対応が集落排

水とか、新庄市では合併浄化槽は今その事業は

施していないという中で、公共下水道がこれだ

けの事業費をかけてやっているから農業集落排

水がどうして進まないんだということだけでは

なくして、この事業が、前も聞いた、集落排水

事業は計画があるということで、これも変わら

ず、どういう計画で集落排水事業が施行されよ

うとしているのか、その辺の計画をまずお聞か

せいただきたい。 
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佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 農業集落排水事業につきま

しては、昭和地区、塩野地区、山屋地区、萩野

区、仁田山地区の５カ所が供用開始されており

ますけれども、あと１カ所残っているのが本合

海地区でございます。本合海については私の方

で計画から落としているということではござい

ませんけれども、今のところはまだ地元の盛り

上がりというか、それを待っているというよう

な状況だと思います。ただ、今々本合海の方に

かかれるという状況ではまだ、希望、意向も含

めてどうなのかなと、ちょっとありますので、

今のところ計画としては供用開始している５カ

所プラス１カ所の本合海地区となっております。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 課長、計画があること

は前からわかっているんですよ。町中がこれだ

けの公共下水道で事業が施されている。その中

で農村部というか、そういうところが最終的に

集落排水事業が完了してからかなりの年数がた

っているわけですよ。そういうことも考えると

やはりバランスがとれてない。町の中はどんど

んと小野周一委員からいろんろ質問あって、町

中はそういう公共下水道整備事業が今どんどん

と施されている。しかしながら、一方は全然そ

ういう集落排水の年次計画も見えない。そして

また合併浄化槽の補助金の事業も休止だか何だ

か、休みだか、あと事業化されないのかわから

ない中で、この辺ももう少し集落排水また公共

下水道、同じ下水道整備計画の中で一体となっ

て取り組んでいただきたいと思うわけでありま

す。そして、合併協議会の中でも、合併浄化槽、

ここには集落排水事業、特別な関係はないんで

すが、下水道整備の中では一体感があるわけで、

合併協議会の中でも下水道に関して、下水道整

備に関して、各自治体、真室川町、戸沢村から

いろんな意見、質問が出たわけであります。い

ろんな事業が施されているものと施されてない

もの、この辺の調整というのは非常に難しかっ

た。そういうことも考えると、やはり合併問題

までも協議事項までも影響している。それから、

同じ事業が必ずしも各自治体で事業がされると

いうことを考えることは、全部が同じような事

業をやるということは考えられないんですが、

そういうことも踏まえながら、合併問題は話途

中で頓挫するような状況もあるんですが、やは

りそういうこともこれは下水道事業だけじゃな

くして、やはり何らかの、今の合併関係ですと

特に下水道事業なんか、合併時に考える、また

３年、５年後に統一する、何かそんな調整内容

しか出てこないのが現状だ。そういうことも考

えますと、こういうふうな下水道整備計画は一

体感を持ってやるというのが下水道整備計画じ

ゃないかなと。これは集落排水、公共下水道、

当然合併浄化槽も踏まえた形でやらないと、農

村部の方はどんどんと、町中は公共下水道整備

されていく、うちも建てやすい、生活環境も整

っている。何かそんな気がしてならないんです

よ。うちのところからもかなり円満寺地区とか、

いろんなところへ出てきているんですね。同じ

新庄管内だからどうのこうのということはない

かもしれないけれども、だんだんそういうふう

な生活環境が整備されているところへ出てしま

う。そういう現状がある。ましてや公共下水道、

かなりの長期スパンで計画があるわけですね。

そういうのを考えると、いつ我々は集落排水事

業とか、そういうものが施されるのか心配でな

らない。その辺どういうふうに考えておられる

のか。公共下水道をやらないうち集落排水は手

をつけられないのか、その辺ちょっとわかれば

お聞かせ願いたい。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 お答えします。 
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  今、財政再建中だということもあって下水道

事業も絞ってやっているわけですけれども、一

応来年度、公共下水道地域もしくは農集事業地

域から外れたところで、個人負担で合併浄化槽

を設置していただいているという、高額の負担

をしていただいて、こういう状況があるもんで

すから、これではまずいなということを考えて

おります。それで、21年度、一応生活排水全般

の見直しといいますか、調査を含めたアンケー

ト調査、それから意向調査、例えばこういう事

業でいった場合、その事業に賛同していただけ

ますかねというようなたぐいの調査をやってみ

て、事業量を把握して適切な新しい事業の選択

も含めて考えていきたいということでおります

ので、ひとつよろしくお願いいたします。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 最後の地区が本合海だ

というようなことなんで、これは何年前から地

元の地域のみんなの要望、同意書も当然役所の

方に届いているわけ。そういうことを考えれば、

ぜひ余り時間をかけないで、年次計画等も立て

てもらって事業化に進まれるようにひとつお願

いいたしながら、私の質問を終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 先ほどの清水委員の続

きになるようでございますけれども、予定計画

とか意向調査というのは、これをいち早くして

いただかないと、本合海ばかりでなく角沢の方

も一体どうなってんだかと大変心配ですし、そ

れから以前にも鳥越、角沢、そして宮野地区と

いうか、本合海地区の方を一括してやっていっ

たら、新田川沿いを基準にしてやっていったら

どうかということも言われておりましたけれど

も、それで安心というか、そういうことをして

いたら、清水委員の方では、本合海の方では同

意書まで出しているということでございますの

で、こちらの方ではまだそういう安心感から同

意書も出していない。そういうことで、合併浄

化槽の補助も切られてしまったし、今本当に地

区の人たちは不安に思っているところです。そ

して、新築なんかしている家は大変苦慮して下

水の方に以前と違った出費をしているというこ

とでございますし、本合海の方から円満寺地区

に出てきているなんて言いましたが、私のとこ

ろでも農林課長の近くの方に松本とか緑町あた

りに出ていって非常に過疎になってきておりま

すので、それから鳥越地区の新田川沿いも同じ

でございますけれども、あそこには徳洲会病院

がございますし、また私たちの住んでいるとこ

ろには何といっても県の農業大学校、そういう

公共施設というか、文教施設がある中で、だか

らいち早くやってもらわないといけないので、

予定地、それから計画にのせていただきたいと

思います。意向調査というものを早くして、そ

してどういう方向でやっていくか。ちなみに、

角沢、鳥越の一部は、これは集落の方ですか、

それとも本管につなぐような形になるのか、そ

の辺ちょっと。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 下水道事業については全体

計画で約1,100ヘクタール以上の面積を持って

おります。今、その中で認可をいただいている

のが、事業認可ですけれども、636ヘクタール

です、約半分。それで、この636ヘクタールで

残事業費がどのくらいあるのかなというのを調

べていますけれども、大体16億ぐらいまだあり



- 355 - 

ます。そういう状況です。そういう中で、森委

員のところも含めての話なんですけれども、37

年までですから相当時間がある、そこまで待っ

ておられるのかなということもあるもんですか

ら、ここでアンケート調査などをとってみて、

意向調査をして、しかるべき、いろんな事業が

あるわけですから、そういう事業へ、角沢地区

については公共下水道地区に入っております。

公共下水道事業でこのままやっていいのか、待

っていられるのかということも含めてあります

から、そういうところをいろんな方面から調査

して検討させていただきたいと、こんなことで

考えております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それで、合併浄化槽の

補助というのを復活とか、そういうことは考え

てないのか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

遠藤敏信委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 先ほど申し上げましたとお

りで、財政再建中で、財政が落ちつけば、好転

すれば新しい事業にも取り組んでいきたいとい

う、私どもは意向を持っております。 

１６番（森 儀一委員） よろしくお願いします。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第21号平成21年度新庄市農業集落排水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２２号平成２１年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第22号平成21年度新庄市営

農飲雑用水事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号平成21年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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議案第２３号平成２１年度新庄市

介護保険事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第23号平成21年度新庄市介

護保険事業特別会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 199ページの１の１の

保険料で348万4,000円がプラスになっています。

保険料値上げの提案が含まれているように思い

ますが、いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在、介護保険第３期の

期間中でありますが、21年度からは計画の第４

期の期間に入ります。現在の第３期に比較しま

して、第４段階基準額で4.4％のアップを見込

んでございます。 

  ただし、この4.4％アップの内訳でございま

すけれども、4.4％のうち1.5％、これは21年度

から３％の介護報酬の改定がなされます。介護

の職場で働く方々の定着率が問題になっており

まして、そういった方々を定着させる手段とし

て介護報酬を上げる、その原資として３％がア

ップされました。ただし、この３％については

すべて介護保険料の中で賄うということではな

くて、３％のうち平成21年度におきましては

３％の全額、平成22年度におきましては３％の

半分の1.5％、それらに相当する金額が国から

交付金として交付されることとなっております。

したがいまして、３年間を平均しますと1.5％

のアップの要因が介護報酬の改定に伴うもので

ございます。 

  それと、高齢化に伴いまして、介護保険料の

内訳でございますけれども、全体の半分が税金、

国、県、市で税金の中から持ち出ししますけれ

ども、残り50％を65以上の第１号被保険者と40

歳から64歳までの第２号被保険者で保険料とし

て負担することになっております。その割合が

本年度までは19対31、すなわち65歳以上の方が

負担する割合が19％、第２号被保険者が負担す

る割合が31％なんですが、これも高齢化に伴い

まして19対31から20対30と変わります。これに

よるアップが１％、すなわち4.4％のうち介護

報酬改定の1.5％と高齢化に伴う負担率の割合

１％、2.4％がサービスの量によらないアップ

分でございます。残り1.9％が第３期の今年度

までにおけるサービス量が21年度以降増大する

ことに伴っての報酬の内訳でございます。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 介護保険というのは、

サービスが上がれば上がるほど、サービスを利

用すれば利用するほど介護保険の全体が膨らん

で、高齢者の保険料がまた上げねばならないと

いう形で、悪いサイクルを生み出しているよう

な状態であるように思います。高齢者の皆さん

の中で保険料負担に対する怒りというか、それ

が深いような気がします。何とか上げないよう

に、引き下げできるような方法というか、それ

はないのか、どうなんでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 国全体でもそうですが、

新庄市におきましても高齢化率が年々高まって

ございます。イコール65歳以上の第１号被保険

者の数がふえるということになります。そうな

りますと当然介護保険を使ってサービスを受け

る方の数もふえるということになりますので、

当然給付の量の増加につながっていくわけでご

ざいます。 
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  ただし、一つは、今回の改定なんですが、基

準となります第４段階を二つに分けまして、現

在の第４段階、すなわち世帯のだれかに住民税

が課税されておりますけれども、本人が非課税

の方については基準となる第４段階に20年度ま

ではしておったんですが、21年度からはこのラ

ンクを二つに分けまして、このうち前年の合計

所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の

人については軽減策を導入いたしました。具体

的に金額を申し上げますと、現行は年額４万

7,300円なんですが、この方々の保険料が４万

500円というように6,800円逆に安くなるランク

を設けたところでございます。ちなみに、この

ランクに該当する方の人数ですが、１万196人

のうち3,253人、率にいたしまして31.9％、全

体の約３分の１の方が現行の保険料よりも負担

が6,800円軽くなる方々でございます。こうい

ったことも21年度から23年度までの保険料改定

の中で新たに入れたところでございます。 

  なお、一部負担金につきましても世帯ごとに

限度額等々ございますので、全体としては保険

料4.4％アップになるんですけれども、極力そ

ういった率を抑えるために、現在、基金１億

5,000万円ございますけれども、その１億5,000

万円も３年間の中で全額取り崩すという計画の

もとで予算を編成したところでございます。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ただいまのお話を伺っ

て、31.9％の方々が引き下げになる、保険料の

減額になるということで、大変ほっとするとい

うか、うれしい人たちが出るんだなということ

で、その部分についてはありがたいことだと思

います。残りの３分の２以上の方々が値上がり

になるということで、残念に思う方がやはりい

るんだと思います。基本的には値上げについて

は私は反対です。 

  次に、滞納の部分についてなんですが、滞納

繰り越し分ということで、同じページの同じ目

に284万8,000円というのがあります。保険料を

払えない方は早いうちから減免を認める制度を

つくって助ける必要があると思うんですが、い

かがでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 滞納繰り越し分ということで

ございますけれども、もともとの保険料につき

ましては本人の所得なり世帯の所得に応じた額

で算定されております。したがいまして、所得

がもともと低い方について低い保険料となって

おります。私の方で見ておりますと、滞納され

る方は、所得の高い低いにかかわらず、本人の

信念で納めないという方が数多くいらっしゃい

ます。ということなもんですから、減免につき

ましては規定がございますけれども、例えば本

人がこのように所得が少なくて納められないと

いうことでの減免申請というのは、これまで私

は受けておりません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） この前、介護保険会計

決算のときにお話しした方をもう一度考えてみ

るんですけれども、介護保険料を年金が少ない

ために払えないできた人がいます。まさに生活

保護基準以下ぐらいの年金だったんです。それ

でいた方なんですが、その方が介護が必要にな

って、10割の負担ができないので、子供たちが

さかのぼって保険料を払うということに、どう

しても10割負担では介護を受けられませんから、

子供たちも何とか捻出して前の分を払ってしま

う、子供たちが払うかということになったらし

いんです。しかし、限度があって、結局さかの

ぼる限度のために３割の負担で利用することに

なってしまって、３割の負担では、年金がそも

そも生活保護以下みたいな年金ですから、払え
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ないので、生活保護の申請をしました。そうし

たら境界ということで認められまして、１割負

担で利用できるようになったという方がいらっ

しゃいました。これは福祉の関係の皆さんが頑

張っていただいたからようやくこうなったわけ

なんですが、考えてみても、生活保護基準ぐら

いの年金、それ以下の年金の方々が介護保険料

を払えるか、生活を削っても払えるかと言われ

たときに、払えないということでこういう状態

になっているわけであります。そういう方は本

人申請によって早いうちから保険料をもう少し

納められるぐらいまで、本当は免除が必要かも

しれないと思うんですけれども、相談して、も

っと下げてもいいような方法が認められていれ

ば、こんな介護状態になってから慌てることの

ないようにできたのではないかなと振り返るわ

けなんですが、どう考えるでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 先ほど申しましたように、今

おっしゃいました所得の低い方につきましては

大体月額にして2,000円ぐらいの保険料という

ことになっております。それでも楽でないとい

う方もいらっしゃるかと思いますけれども、早

目に御相談いただければ何らかの手は打てるの

ではないかなと思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。

ぜひそういう方々がいたら、私の方も相談があ

った場合にはお願いするようにしますし、職員

の方からもぜひその対策をよりその人の気持ち

に沿った形で、納得できるような形で対策に乗

り出していただきたいとお願い申し上げます。 

  次に、204ページ、１の２で認定調査費業務

委託料429万5,000円ということがのっています。

新年度の国の認定は介護度が低くなって、今ま

で受けてきたサービスが受けられなくなる人が

出るということでありますが、そうなると困る

人が出てくると思います。どう考えておられる

でしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 21年４月から要介護認定

制度が一部変わります。委員御質問のとおりで

ございます。主な内容を申し上げますと、一つ

は、現行はコンピューターを使って１次判定を

行っているわけでございますけれども、現行の

ものについては平成13年の古いデータを使って

いるということ、それから現行のコンピュータ

ー判定では要介護１と要支援２の振り分けがで

きないということ、それから調査項目が非常に

多く事務負担が大きい、こういったことから最

新のデータに基づくソフトが開発されました。

それで４月からは要支援２、要介護１の判定も

１次の中でできるようになります。そのほか認

定調査員のテキスト改訂並びに審査会委員のテ

キスト改訂ということで、認定調査員のマニュ

アル並びに審査会員の審査マニュアル等の改訂

も同時にされております。今回の改正では、新

聞報道等、厚労省の研究機関等の見方では、現

行のシステムでも新しいシステムでも70％の方

は認定される介護度は一致するのではないかと、

残り30％のうち10％の方が現行よりも軽度の判

定、逆に20％の方が現行より重度の判定がなさ

れるのではないかという見込みがされておりま

す。トータルで10％の方が現行よりも重度の認

定の率とあります。 

  ちなみに、新庄市におきまして、県からの強

い要請等ございまして、10月上旬に認定審査に

付された方々から無作為で６件をサンプル調査

いたしました。その結果、第１次判定なんです

が、６人については現行の１次判定と新しいモ

デル判定とも同じ判定でございました。１件だ

け、現行では要介護１という判定だったんです

が、モデルでは要支援１というふうに軽い判定
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が１次でされたところです。これはあくまでも

コンピューターによる１次判定の違いです。最

終的な介護認定につきましては、２次判定、審

査会における判定で最終的に決まりますので、

これらに基づきまして２次判定いたしましたと

ころ、お一人については現行では介護１の２次

判定だったんですが、モデルでは一つ重度の方

に上がりまして介護２の判定がされました。そ

れから、もう１件は、現行の判定では要支援２

でしたが、新しいモデルでやりましたところ介

護３の認定が出てまいりました。逆に、先ほど

のモデルの１次判定で支援１になったケースな

んですが、これは２次判定の結果、現行では１

次が介護１だったんですが、２次では支援２の

軽い方に判定されました。モデルでは１次が支

援１だったんですが、２次でも同じ支援１とい

うような判定が出ておりまして、総体として２

次まで含めますと軽い判定がなされた方は新庄

のモデルケースではございませんでした。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今まで利用していたサ

ービスが使えなくなるということは高齢者にと

って大変つらいことだと思いますので、そうい

うふうになりそうなときは丁寧に本人とお話し

して、どこまで利用できるのか、したいのか、

できないのか、改善できないのか、丁寧な説明

などをお願いしたいと思います。 

  それから、次に、204ページの２の５、施設

介護サービス給付費2,747万3,000円増の内容は

どのようなものでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 予算書に記載のとおりで

ございます。施設に入所して介護サービスを受

けている方に要する金額でございます。予算で

ございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今のことにかかわって

なんですが、特別養護老人ホームの要望が非常

に高いように思います。その待機者の状況が

200名とも伺っておりますが、その解消のため

国、県に働きかけ、増設できるようにすべきで

ないかと考えますが、どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 先ほど保険料改定につい

て、4.4％を逆算しますと2.5％がサービス要因

以外で、1.9％がサービス量の増加に伴う改定

分だと御説明いたしましたが、介護保険につい

てはいろんなサービスの種類がございます。居

宅による訪問介護とか訪問入浴、訪問看護等々

ありますし、地域密着型サービス給付費、住宅

改修、居宅介護支援、介護保険施設サービス給

付、加えて介護予防サービス給付等々ございま

すが、住宅改修につきましてはほぼ同額で３年

間の見込みを立ててございます。施設サービス

につきましては、若干逆に給付額が下がるんで

すけれども、これは実は介護療養型医療施設と

いうのが21年で廃止されるもんですから、それ

に伴って介護給付費が下がっている要因でござ

いまして、それ以外についてはすべてサービス

費は増加を見込んでございます。 

  ただいま委員御質問の施設入所等に関すると

ころですが、特養等につきましては新たな建設

によるサービスの増加量は見込んでございませ

ん。と申しますのは、国において施設入所者の

パーセントを37％に抑えなさいという参酌基準

というものがございまして、極力それをオーバ

ーしないような格好、現在若干オーバーしてい

るんですが、全国的にそれに極力近づけなさい

という厚労省等の指導もございますので、そう

いった特養等の施設について新たな建設は見込

んでございませんが、現在のサービス施設に加
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えて、グループホーム２ユニット、人数にしま

して18名、それから混合型の特定施設は定員40

名を見込んでおりますけれども、40名のうち30

名が介護保険の対象となる入居者だということ

で、30名の施設を二つ分、すなわち60名分、グ

ループホームと合わせますと合計で78名の方が

施設に入ってサービスを受けられるように施設

サービスの増加を見込んでございます。こうい

ったことが保険料に実質1.9％はね返るサービ

スの増加となってございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） グループホームのよう

な、今言ったような施設も大変ありがたいもの

だとは思います。でも、年金が少ない、収入が

少なくなっている中で、非常に安い利用料で利

用できるのはとなったときに、今のところ特別

養護老人ホームではないかなと思うわけです。

そうすると、お金がない人は施設を利用したく

てもできない、そういう状況になるのではない

でしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 原則介護保険については

１割負担ではございますけれども、例えば１世

帯の中で複数が介護サービスを受けている世帯

もいらっしゃいます。その場合には１世帯当た

りの限度額が定められてございます。例えば施

設等に入所した場合、施設以外でもそうなんで

すが、低所得者については一般の負担金限度額

として世帯で月額３万7,200円という例もござ

います。そういったことで、介護保険制度全体

が、施設に入所した場合のホテルコスト分の限

度額の設定、加えて社会福祉法人等が利用料を

減額した場合にはそれに対して県、市が補助す

る制度もございます。いろんな負担を軽くする

措置を現行制度の中でも講じてございますので、

今後こういった制度を極力ＰＲしながら、利用

しやすいようなことを心がけてまいりたいと思

います。以上です。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 今もいろいろお話があ

ったんですけれども、介護保険は日本の社会状

況に合わせられて、高齢化が進むことによって

介護の部分もだんだんだんだん増額ならざるを

得ない。直近の本日提出されました予算を見て

も１億6,000万円もアップということになって

います。 

  それで、前も申し上げたんですが、健康保険

のところでもお話ししたんですけれども、介護

をとめる方法というのを十分に検討していかな

きゃならないんじゃないかと、介護にかからな

いように。前にも、健康を害さないように、病

気にならないように健康保険を抑える、税を抑

えるという意味からも、それの事業化が私は必

要じゃないかと思うんです。 

  かなり前ですけれども、友好都市ですか、盟

約を結んだ岡山の新庄村に視察に行ったときに

は、人口は少ないんですけれども、あそこの村

では介護者がゼロという話をあのとき聞いてま

いりました。それはそれなりに介護者が出ない

ように行政が事業化をやっているわけですね。

早い話が、村の中に何カ所か施設をつくって、

いつもうちにこもってないで、その施設に全員

が集まって、いろんな会話とか運動とか、いろ

んなことを一人残らず集まってやっているとい

うことを聞いてきたんです。それが介護の予防

になっているんだという職員の話を伺った記憶

がございます。 

  そんなことで、やはり一人うちにとじこもっ

ていますと、筋力はもちろん衰えます。頭の方

も劣化してきますね、痴呆にかかる、これは間

違いない、使わないところはどんどんどんどん

弱くなっていくわけですから。それをとめるだ
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けでも大した効果があると、私は医学者でない

んですけれども、経過から見て言えるんじゃな

いかなと思っています。ふえるやつをとめるに

はそれしかないんじゃないかと思います。 

  将来の日本社会を見たときに、一番今も国で

問題になっているのは介護ですか、健康、福祉

社会というようなことが一番クローズアップさ

れて、これをどうすれば今後日本の社会が成り

立っていくかということで、大変苦労されて、

結局は消費税のアップということに行き着いて

いるようですけれども、その前に私が申し上げ

た防止方法にもう少し力を入れてやるべきじゃ

ないか、国がどうであろうとも、合併問題と同

じで、自分たちの住んでいる地域をどうするか

ということが問題であろうと。補助金があると

かないとか、そんなことではなくて、どうすれ

ば住みよい社会を形成できるかということをお

のおのがやっていかないと、大変暮らしにくい

社会がつくられていくということになるんじゃ

ないかと思います。税金は少ない方がこれはも

ちろんいいですし、また困窮者もいない方がい

いんですけれども、そうはいかない。やはり案

分のものを出していかなきゃならないんだし、

そこにいろんなギャップが出てくるということ

で、気分も感情もそこにうまくないものが生じ

てくるということで、住みよい社会にはならな

いということになるわけでございますので、健

康上も介護部門もそういうふうに防止をすると

いうことに力点を置いて、視点を置くべきだと

私は思うんですけれども、今現在そういうお考

えがあるかどうか。 

  もう一つ、これはいい話なんですが、新庄の

体育協会、最近皆さんの御家庭にも知らせがま

いったと思うんですが、地域21スポーツクラブ

という事業がありまして、知っている方がほと

んどだと思うんですが、そこではその防止のた

めにじゃないんですけれども、体を鍛えましょ

う、それなりに年齢関係なく健康な体を維持し

ましょうということで、あらゆる種目の軽スポ

ーツ、軽運動を皆さんに合うようなものを見つ

けながらやっています。私もそこへ入っている

もんですから、私がやっているのはウオーキン

グとスリム健康スポーツ、バドミントン少々、

日中はグラウンドゴルフとパークゴルフ、いろ

いろ時間の都合に合わせてやっています。これ

も自分のために、健康維持のためにやっていま

す。こういうのがせっかくあるんですから、地

域担当制という制度があるし、実際やられてい

ますので、そんなところを通じながら全市にそ

ういうものを網羅していくという方法をとった

らどうかなと私は思っています。女性は案外お

茶飲みとか隣近所に行くんですけれども、どう

しても男性の年寄り、老人は行くところがない

んですね。ですから、うちにこもったままとい

うのがかなり多くなるはずです。そんな方をう

ち以外の外に出ていただいて、健康の維持のた

めに協力していただくということをやったらど

うかなと私は思うんですけれども、その点どう

考えるか、もし考えがございましたらばお知ら

せをいただければと思います。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

遠藤敏信委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 確かに予防の必要性は認

識しております。それで、21年度から23年度ま

での第４期計画におきまして、要支援１、２の

方に加えまして、審査対象外、要は１、２にも

ならなかった軽い方も含めまして、介護予防の

給付も見込んでございます。この金額が例えば

21年度総額で27億6,000万円のうち6,600万円、

22年度におきましては28億6,600万円のうち

6,700万円、23年度におきましては29億5,300万

円のうち6,800万円、こういった金額を予防の

ための給付費として予算上は見込んでございま

す。 

  一つは、認定されなかったから例えばデイサ

ービスを受けられないということではなくて、
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そういった認定外の方でもデイサービス等を利

用して、いろんな人が集うところに行って交わ

っていただくことによって要介護になるのを防

ぐようなこともございますし、委員御指摘のよ

うに、生涯スポーツ課で担当しております生き

生きスポーツ教室21ですか、ああいったものに

積極的に参加していただくことは非常に効果が

あると思います。現在、介護保険の中で独自に

やっている事業といたしましては生き生きサロ

ンということで、これは社会福祉協議会に委託

してございますけれども、大きいエリアでなく

て、町内単位、部落単位で例えば地域公民館等

を利用しながら、その地域の方が集って、ちょ

っとしたお茶菓子とかお茶を囲みながら語り合

ったり、レクリエーションを楽しんだり、軽い

体操をみんなでやっていただいたりと、そうい

った事業も導入しているところです。現在たし

か７カ所程度しかやってないんですが、生き生

きサロンもできるだけ市内全域に広げまして、

介護予防のために何とか生かしていきたいと考

えているところです。以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） わかりました。そうい

うことで、方向をやはり変えて、地域には公民

館なんていうのはほとんど張りついてあるわけ

ですから、場所はあるんですから、あとはいか

にしてそこに来ていただいて健康維持のために

やっていただくかということが問題ですので、

どうか積極的にそういうものを活用しながら今

後対応していただければ大変よろしいんじゃな

いかなと思います。以上、終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第23号平成21年度新庄市介護保険事業特

別会計予算は、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。議案第23号については原案のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

遠藤敏信委員長 起立多数であります。よって、

議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２４号平成２１年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 議案第24号平成21年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 218ページの１の保険

料についてですが、１の特別徴収保険料はマイ

ナス5,000万円余りで、普通徴収保険料はプラ

ス1,400万円ぐらいで、その変更の主な内容を

教えていただきたいと思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 
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今川吉幸税務課長 21年度の予算について、歳入

の保険料についてお答えしたいと思います。 

  まず前年度につきましては概算ということで、

制度が具体的に始まる前ですので、概算ととら

えていただきたいと思います。それで、今回予

算に計上しました内訳でございますけれども、

これは県全体での広域連合から所要額というも

のが各市町村に示されております。新庄市の場

合にはトータルで２億5,399万1,000円、これが

新庄市からいただく分ですよという通知をいた

だいております。その額を予算の項目に従いま

して特別徴収と普通徴収に分けました。この分

け方につきましては、新庄市の予算をつくると

きですので、昨年10月末現在における普通徴収

の対象者、特別徴収対象者の人数の割合で案分

しただけでございます。したがいまして、具体

的な国保とか、ほかの市税のように基礎から積

み上げたような算定の額ではございません。所

要額を普通徴収と特別徴収に分けて計上したと

いう内容になっています。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 218ページ、１の２の

２で滞納金額が出ております。その56万7,000

円の人数と理由は何でしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 これにつきましては、ことし

から始まったものですから、確定はしておりま

せん。したがって、これはすべて見込みで計上

したものでございます。私の方で現在見込んで

おる内容でございますけれども、20年度の収納

率98.6％を見ております。これに従って滞納と

なる部分につきまして約300万円ほど、これを

さらに次年度に繰り越しますと、これは納めら

れない方の分の収納ですから、ぐっと率は落ち

ます。これの18％の収納と見て56万7,000円と

いう数字で追っております。人数については、

人数ということではなくて金額で私の方では考

えております。すべてこれは実績ではなくて見

込みということでおとらえください。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 言葉じりをとらえるよ

うで大変失礼なんですけれども、これまで300

万円ぐらいまだ払ってない方が出ているように

伺ったんですけれども、払えない方がいらっし

ゃるということでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 20年度の徴収率を98.6％と見

ました。100からその数字を引いたものは1.39

になるんですけれども、これを現在の調定額に

掛け算するわけです。それが滞納見込みという

ことになります。これが約315万円ということ

です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 現在のところですけれ

ども、後期高齢者医療保険料を払えない方が出

ると見込んでいると思うんですけれども、保険

証取り上げが今度問題になってくると思うんで

すが、そういうことはしないようにできないか、

保険証取り上げ、特に後期高齢者なので、そう

いう方から保険証取り上げはどんな滞納があっ

ても、もともと年金が少ないというのが一番大

きな原因だと思いますので、しないようにして

いただきたいんですが、どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今の質問にお答えいたします。 

  後期高齢者医療保険証につきましては、昨年

４月から交付しまして、期限が７月末まででご

ざいます。８月１日からまた一斉更新という形

になります。その時点で滞納者の方については

短期保険証６カ月という形の措置を考えている
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ということでございます。さらに８月１日から

６カ月経過後、２月の時点で資格証明書の交付

か否かという判断がされるわけでございますけ

れども、国の考え方としましては相当なことが

ない限りは、まず悪質な方でない限りは資格証

明書は発行しないようにという旨の通知も来て

おります。ケース・バイ・ケースの考え方なの

だろうと思いますけれども、広域連合としまし

ても、相当悪質な方、収入があるにもかかわら

ず払ってもらえないという方について、事情を

調査して相応の措置がされるものと考えており

ます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 一般の国民健康保険の

場合でも悪質なものに限って資格証明書という

ふうにおっしゃって、悪質の中身をまた突っ込

んでお聞きすれば、何の連絡もないということ

があるような気がします。私もいろいろ生活相

談を少ないなりにやっていて、連絡がなくなる

方がいらっしゃいます。そういう方というのは

考えてみると相当生活が困窮している不安定な

方です、私の今までの経験で、少ない経験では

ありますけれども。生活が安定している方は連

絡をとれなくなるということがほとんどないよ

うに感じます。必ず連絡してくださるような気

がします。今、保険証の件で連絡がない、税金

を納めてほしいと連絡したり何しても連絡がな

くなるというのは、それだけ生活が困窮してお

られる方だととらえていただきたい、そして直

接努力して会ってお話を聞いていただきたいと

思いますが、どうでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

遠藤敏信委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 現在は高齢者医療の件ですけ

れども、私どもは税務課として介護保険料も国

民健康保険税も扱っております。それぞれの担

当は、滞納があればまず最初は督促をしますけ

れども、督促をやっても何も連絡がないといっ

た場合にはすべて家庭を訪問して本人と連絡を

とるようにしております。それでもなおかつ所

在がわからないといった場合はどうしようもな

いわけでありますが、我々としてなるべく面会

して本人の相談に乗りながら、幾らかでも納め

てもらうような努力をしております。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時０９分 休憩 

     午後３時１９分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） なるべく面会をして、

ぜひ市民の気持ちをよく聞いてあげて、そして

その専門性を生かして、どうやったらこの人が

救えるかという、あらゆる知恵を使って市民を

助けていただきたいと思います。 

  先日も、前に税徴収をやっていた職員のこと

で市民から「あの人はすばらしかった」という

声を聞きました。２回払えなくて、約束を違え

て３回目また用意しなかったということだった

んですが、そのときに職員が、どうしたんです

かと、なぜなんですかと聞いて、それに自分な

りに事業とか仕事のことでこういう状況で払え

なくなって、金も用意できなくてという話をし

たら、わかったと言ってくれて、その人なりの

払い方を考えて、これだったらどうだと言って

くれて、それでできるようにしてもらって、あ

のときの職員が本当にうれしかったし、ああい

う人こそ頑張ってもらいたいし、ああいう職員

がいると市役所全体がよく見えると言っていま

したので、頑張っていただきたいと思います。 

  ぜひ減免なども要望してもらいたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

  それから、次にもう一つ質問ですが、220ペ
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ージの２の１で健診事業というのがあります。

マイナス82万4,000円で、75歳以上であっても

希望者には健診を受けてもらえるように拡充す

べきではないかという、元気な方から声があり

ましたが、いかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 健康診査につきましては、後

期高齢者の方々の分については後期高齢者広域

連合から市が委託を受けておりまして、その委

託を受けてさらに健診センターに委託という手

続をとっております。それで、75歳以上の方に

ついては健診料は無料で全部の方に案内してい

るということでございます。ただ、この健康診

査については基本的健診と詳細な健診の二通り

に分かれておりまして、詳細な健診については

オプションで一部負担金ありで受けるような形

をとっております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  次に、221ページの３の１の広域連合納付金

マイナス212万7,000円ということで、これが保

険全体の運用にかかわってくることだと思うん

ですが、71歳以下で重度心身障害者医療証を受

給している方が入院費負担を軽くしてもらいた

という願いがあったんですが、それで相談した

ところ、子供の扶養から抜けて後期高齢者医療

保険に入らなければだめだということになりま

した。それで、子供の扶養から抜けて後期高齢

者医療保険に加入して保険料を払いました。医

療費の負担はゼロとなってほっとしました。と

ころで、県が後期高齢者医療保険に入ることを

しなくてもいいと、重度心身障害者医療につい

て変更する予定とのことをこの議会でお聞きし

ました。そこで、この人の場合、後期高齢者医

療保険から抜けて、もとの子供の扶養に戻って

も医療負担がゼロとなるのでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 重度心身障害者の問題につき

ましては、昨年４月から後期高齢者医療制度が

スタートしたと同時に、65歳から74歳までの重

度心身障害者医療の方々については後期高齢者

医療制度に入ることを前提に障害者医療証を発

行しますという県の対応でございました。全国

47都道府県中10都道府県がこの要件に該当する

ような形の措置をとりました。その後、その要

件を外した県が多々ありまして、当山形県にお

いても来年４月から後期高齢者医療制度に入ら

なくても重度心身障害者医療証を交付するとい

うような方針に変えた次第であります。したが

って、御質問にありました、もしそれが後期高

齢者医療保険に入れば当然保険料は発生するわ

けでございますけれども、今現在入っているの

をやめまして、どなたかの扶養者に該当なれば

保険料は発生してこないという形になって、な

おかつ医療保険証も交付されるということでご

ざいます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今、来年４月からとお

っしゃったんですけれども。 

小野孝一健康課長 訂正します。ことしの４月、

来年度、ことしの４月からでございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そうすると、この71歳

の方は後期高齢者医療保険料を４月から払いま

せんと、抜けますと、こう言っても入院費、医

療部分がゼロになるということですね。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 収入要件にひっかからなけれ

ば扶養になると思われますので、その扶養にな

れば後期高齢者保険料は発生してきません。 
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２ 番（佐藤悦子委員） 医療費も無料になると。

重度心身障害者医療でゼロになる、医療費負担

がゼロになると。 

小野孝一健康課長 それも所得制限がありますの

で、本人の所得によって一部負担ありか無料か

という形になると思われます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） その所得制限なんです

が、息子さんの所得税はゼロです。そうなると

重度心身障害者医療ということで、医療費部分

がゼロになる、こう確認していいですか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 細かい手続的な面もございま

すので、その所得要件等の部分については例外

規定があるかどうかを精査した上で後ほど御返

答申し上げます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） これに近い方が、該当

になるという方がいらっしゃるようですので、

この該当になる方々の後期高齢者医療保険料負

担をなくすことができるわけですから、そうい

う方々にお知らせして、少しでも生活負担を軽

くしていけるようにお知らせしていただきたい

と思うんですが、どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

遠藤敏信委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 わかる範囲内でその点につい

ては最大限配慮していきたいと思います。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号平成21年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２５号平成２１年度新庄市

水道事業会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 続いて、議案第25号平成21年度

新庄市水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 平成21年度の業務の予

定量が１ページにございます。給水件数が１万

2,389件、１日の平均給水量が１万597立米、主

な事業といたしまして建設改良事業が２億

6,000万円、第６次拡張工事、これによって市

内全世帯が簡易水道ということで１億9,700万

円の事業でございます。水道の給水量が全国的

に1997年をピークに減っております。当市にお

いても大口利用者が自家水道等々水道離れにな

っておるわけでございます。 

  その中で、社会法人日本水道協会の資料では
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給水人口10万人以上の自治体でボトル入りの水

道水を販売する事業体が２月現在47カ所という

ことであります。これは災害用備蓄でつくり始

めたところが多いそうでありますけれども、そ

の中では水道水の品質向上を訴える手段として

売り始めた事業体が大都会でふえていると。う

まい水をＰＲ、もちろん安全安心が一番前提で

すけれども、うまい水をＰＲということでやっ

ているような世の中の流れの中で、我が新庄市

の水道の水のうまさ、水質というのはどのよう

な位置づけになっておるか伺いたいと思うわけ

であります。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 各自治体のペットボトル作製

については、私の知っている範囲内で酒田市も

今までやっておったんですけれども、なかなか

ＰＲするには研修会とか、そういう場でしか使

えないということで、賞味期限が切れるという

こともございまして、なかなか保存も大変だと

聞いていまして、今年度から製造しないという

話を聞いています。それから、ある市について

は、ペットボトルを使いますとエコ対策に逆行

するのではないか、ペットボトルについては石

油製品を使っておりますので、それをやります

と逆行するということで、ペットボトルをつく

らないと判断した自治体もございました。 

  新庄市の水道はどうかとなりますと、市の水

道については最上広域、県水を受水しておりま

して、平成６年からずっと受水してきたわけで

す。その中で、金山浄水場から指首野浄水場ま

で送水してもらうんですけれども、やはり残留

塩素、これは0.5で送ってもらうんですけれど

も、11キロ近くございますので、残留塩素が

0.4ぐらいまで落ちるという結果が出ておりま

す。それから、今度は指首野浄水場から一番遠

いといいますか、本合海、柏木山、前波、これ

は末端地区なんですが、そこに送るには0.5の

残留塩素で送らないと残留塩素が出なくなる場

合がございます。そういうことで、後塩装置で

また0.5に引き上げて送ってございます。その

結果、末端地区での水質を確認するために、味、

におい、濁り、ペーハー、残留塩素、これの確

認を調査員に委託して365日やってございます。

それでいきますと、これは本合海の場合ですけ

れども、残留塩素が0.3から0.4ということにな

ってございます。そこら辺の５項目については

全然、調査員から少し水のにおいがおかしいん

ではないかということは今のところ聞かれてお

りません。以上です。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

遠藤敏信委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 安全で安心な水を提供

できているということでいいわけですね。まさ

にそうだと思います。結構売れているところが

あるそうですけれども、理想は蛇口から飲んで

もらうことが大事だと、余り売れ過ぎても困る

というような本音があるそうですので、やはり

うまい水を今後とも提供していただくように努

力をお願いしたいと思います。終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 17ページの２の⑴現金

預金約９億円、これは平成21年度末の予定です。

今後の現金預金の動きはどのようになる予定で

しょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 現金預金につきましては、平

成16年で見ますと17億円程度ございました。そ

れが今現在でいきますと21年度の予定額としま

しては９億1,000万円、その差というのはやは

り老朽管の更新事業、石綿管の更新事業、それ

から今やってございます鋳鉄管の更新事業、そ

して19年度から始まりました第６次拡張事業、
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こっちの方の事業については起債を全然使って

ございません。ですから、これから大きい事業

というのはございませんけれども、まだ更新事

業が残っていますので、この９億円からまた下

がるのではないかなと考えております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今後予定される更新事

業費はどのぐらいになる予定なんでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 今後の事業としましては、老

朽管の更新事業と中川原外５地区をやりますと

少し水が足りなくなるのかなと、安定して水を

供給できなくなるのかなということで、赤坂の

配水池のわきに大体150立方ぐらいの配水池を

考えてございます。それから、指首野配水池な

んですけれども、これは昭和28年と昭和47年に

築造されました配水池二つあるんですけれども、

こっちの方については耐震には耐えられないで

あろうという考えでおりまして、3,800立方級

の配水池の築造計画を立ててございます。また、

今やっている老朽管の更新事業につきましては

22年度で完了しますけれども、そのほかにもう

少し年数がたちますとＶＰの老朽管の更新事業

が入ってくるのではないかと考えております。

延長とか、そういう調査はまだしておりません。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） それらの事業費を考え

てよく精査して、水道料の引き下げができない

のか、そうすれば市民の暮らし応援になるわけ

なんですが、さらにできないかよく検討してい

ただきたいんですが、いかがでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 去年、値下げしたばかりです

ので、そういう質問が出てこないのかなと考え

ておりました。しかし、19年度から起債の繰り

上げ償還をやってございます。その関係で今後

どういうふうに高料金対策費が推移していくの

かということで、検討したところでした。その

高料金対策費を求める場合は、有収水量分の減

価償却、そして企業債利息、受水資本費、これ

は県の方の受水資本費なんですけれども、この

３年間で繰り上げ償還しますと企業債利息が減

ってきます。受水資本費、これは県の最上広域

水道の方の資本費なんですけれども、これも繰

り上げ償還していますので、これも相当下がっ

てくるという状況にありますので、ことしは１

億9,900万円程度の高料金対策費が来ますけれ

ども、22年度になりますと、その計算からいき

ますと１億を切るのではないかという予想を立

てておりますので、これから二、三年、本当に

苦しい水道事業会計になるのではないかと想定

してございまして、すぐ値下げということには

ならないと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 丁寧な検討をしていた

だいているということが伝わってくるような気

がします。ぜひ要望として、できないかなとい

う形で、市民の暮らしを考えながら引き下げで

きないかなとよく検討をずっと続けていただき

たいと思います。 

  それから、次に、ちょっと離れてしまってす

いませんけれども、大口の方が地下水を利用す

るようになっている状況だと、この前の決算の

ときもありました。これに対しては水を守ると

いう大きな立場に立って、規制あるいは使用料

を取る、公的な水という立場からそういうこと

もこれから考えねばならないと思うんですけれ

ども、どうでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 
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小野善次水道課長 この質問に対しては、水道事

業に直接つながる部分ではありませんし、もし

その専用水道という形での質問であれば、今後

市の方に相談といいますか、市の意見を聞きに

来たときはそこら辺をしないでほしいという要

望も出しますし、これは県の許可になりますの

で、県が担当ですので、そこら辺は十分協議さ

せていただきます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 確認の意味でございま

すけれども、今回で全世帯に行き渡るというこ

とでございますけれども、野中、中川原、滝の

倉、泉ケ丘、冷水沢、この地域だと思いますが、

この地域でよろしいですか。そしてまた、21年

度中に終了するということでございますが、い

つごろになるのか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 中川原外４地区につきまして

は、20年度で中川原、野中地区の工事が完了し

ましたので、この４月１日に供用開始したいと

いう考えで、各区長の方に相談に行きまして、

いろんなチラシ、供用開始しますよ、水が使え

るようになりますから宅内配管もよろしくお願

いしたいというチラシを配ります。それから、

３月24日のお知らせ版にも中川原、野中地区の

供用開始するということでお知らせをいたしま

す。21年度につきましては、滝の倉、泉ケ丘、

冷水沢の３地区の整備をなるべく早くしまして、

そして全地区が完了しましたら、いち早く管の

掃除をして全部供用開始したいと考えてござい

ます。もしできなかった場合は22年度の早いう

ちに供用開始をすることを考えています。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 第１線まで約束してい

ると思います。以前に宅内１メートルまでとい

うことでやった地域があると思いますので、そ

このところの給水まで至っていない家庭という

のがまだあると思います。給水件数１万2,389

から世帯を引けば大体はわかるんですけれども、

第６次拡張工事以外のところでまだ水道を引い

ていないという家庭が大変あると思いますけれ

ども、以前ですと水道利用組合に出して、そこ

のところで早くするようにしてくださいとか推

進をお願いしますということを言われていまし

たけれども、今、個人情報でそういうことはで

きないということで、給水の推進などはどのよ

うな方法でやっているんですか、お聞きしたい

と思います。そして、やっていたら、その効果、

普及率というのはどのようになってきているか、

一つお願いします。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 水道を使っていただくについ

てはかなりのお金も必要になってきますし、今

現在使っている水道管、ＶＰにつなぐというの

は条例上できない状態にありますので、１軒に

してみれば相当なお金がかかるだろうなと思っ

ています。それと加入金が５万2,500円かかり

ますので、そこら辺、やはり水に困った場合に

つきましては水道課の方に何とか御相談に来る

ようにということにしていますし、21年度の水

道週間、６月にございますけれども、その週間

に合わせて井戸水の水質検査、希望される方を

募って水質検査をやって、その中でその方にお

知らせすれば少しずつ普及ができるのではない

かなと考えております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 水質検査だけでなく、

何か給水の推進とかというものはチラシとか、

そういうものではやってないということですか。 
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小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 今のところやっておりません。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） やるべきだと思います

が、その辺どうですか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 そこら辺、21年度頑張ってや

っていきたい、そして普及率を伸ばしていきた

いと考えております。 

１６番（森 儀一委員） お願いします。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 毎年水道工事やるんで

すが、その際に工事単価の出し方というか、よ

くお聞きするんですが、宅内とか家庭の配水設

備やるときに、職人さんが１人なり２人なり来

ると。そうすると大体管工事の職人の単価とい

うのは決まっているわけです。いわゆる物価本

で管工事の職員は１日何ぼですよと。それと設

備した部品、これを足すと、それよりかなり高

いような感じを持っているような人たちが余計

あるようですので、例えば接続するとこれが１

カ所幾らとか、こっちすると何ぼとか、コンク

リに穴一つあけると何ぼとか、その管工事の職

人がやるわけよ、１日のうち。そういうものを

一つずつ積み重ねていくとかなり高くなるわけ

よ。例えば配管するパイプはその辺で売ってい

るわけよ、メートル何ぼだと。大工さんが１日

来て１万5,000円だとすれば、大工さんが一つ

穴をあけて10円とか、くぎ１本打って10円なん

ていうのはおかしいんでないかと思うんだよ、

そういう出し方が。管工事の職人は仮に１日１

万5,000円とか２万円ですよとなれば、それに

対して材料代ですか、これを合計したのがその

工事費でないかなと思うんですが、それを一つ

一つ出してくるわけよ。コンクリ穴あけ料何千

円、何々接続料何千円、そうするとすごく高く

なる。働く人は１人してやっていくわけ。コン

クリのはつりが何ぼ。その辺どういう計算にな

っているんですか。一般の人から見ればとんで

もない話なんでないかなと。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 給水工事に関しては、以前は

水道の方で単価というのは出しておって、それ

をチェックしておったんですけれども、近年と

いいますか、近年は相当数の給水工事事業者が

ふえてきておりますので、そこら辺の競争が激

しいために相当値下げされているのではないか

なと思います。それで、完了した場合はこっち

の方で検査しますので、そこら辺の状況を見な

がら業者に指導しています。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 課長が言ったとおり、

実感としては物すごく高いという感じをほとん

ど持っていると思いますよ、ほとんど、水道工

事やった人は。さっき言ったとおり、大工さん

が来て、１万5,000円なら１万5,000円で来るわ

けよ、のみ持って、かんな持って。そして穴一

つ掘れば何ぼ、板１枚かんなかければ何ぼと、

そういう積算で出てくるわけよ。そうなってく

ると、その人夫賃金と資材ですか、パイプとか

ジョイントとか、一つジョイントすると何ぼ、

これ一つすると何ぼと、こういう明細書で出て

くるわけよ。そうすると高くなるわけよ。その

辺のチェックというか、指導というものを。個

人でするときは請求書が来れば出さざるを得な

いわけよ。それでも心の中では高いなと思うわ

け。例えば２日来て仕事を終わったと、材料は

こういうのを使ったと、自分なりにぱっぱっと

するわけだ、今の人はだれでも。そういうやり
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方でやるもんだから、何か実感として高いんで

ないかなと。その辺どういうふうにしたらでき

るもんだかな。請求書が来れば払わないわけに

いかないわけよ。やっていくんだよ、職人が１

日なら１日で。私はその職人の手間に対してあ

と資材だけだと思うんだよ、資材だけ。技術料

とか工賃とか、大工さんはそういうことないべ、

技術料とか工賃とか、梁を１カ所つなぐと何ぼ

とかって。そういう出し方をやるというとすご

く高くなる。課長、自分の何か配管をやったと

きございませんか、そういう感じ。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 そういう給水工事をやるとき

は資格がございます。主任技術者という資格が

ないと指定事業者になれません。土木について

は幾ら床掘りとかコンクリートのはつりをやっ

てもいいんですけれども、やはり配管の接続と

か、そういうものについては資格のある人とい

うふうになりますので、そこら辺の下働きとい

いますか、そっちの方を手伝えば安くなると思

います。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

遠藤敏信委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 配管工というのは資格

を持っている人でないのか。設計を出すとき、

配管工というものは。そういう技術を持った人

が配管工というなべや。あとは普通の一般労務

者だべ。一般労務者で出てくっぺ。中部課長、

出てくっぺ、一般労務者って。配管工というの

はそういう技術者を配管工と言うの。その配管

工の賃金というのは幾らだと。設計積み上げす

るとき出てるわけよ。だから、それが課長が言

ったみたく、極端に高い、違うということは、

最初から違っているわけよ、２万なら２万とい

うこと。そういう人が同じ仕事やって、部材を

積み上げたときとかなり違うような集計単価に

なるということはどういうことだと。ここで課

長と論してもいたし方ございませんので、そう

いうことを頭に含めて、何か自分でやってみる

と一番わかる、自分のうち。職人が２日来て、

配管工だって幾らだったかな、出てるわけよ。

材料が何ぼ使ったと、それが私は工事費だと思

うなよ。これ以上言ってもいたし方ございませ

んので。 

  もう一つ大事なことだけれども、今、公水、

あっちから新庄市がもらっているわけよ。かつ

ては水源というのは簡水で土内、本合海にもあ

ったわけ。今は１カ所なもんだから、何かあっ

たときのことを考えておかないと大変でないか

なと、何かあったとき。土内の虫が入ったみた

いな、あそこだって川だからねと言わんねわけ

よ。そういうことをどうお考えになっているか。

私は１カ所で大変心配でないかなと。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 その点につきましては、指首

野浄水場の第一水源、いわゆる取水暗渠から持

ってきている伏流水なんですけれども、その方

については毎日洗管やりながら水質検査をやっ

てございます。それから、第三号井も１週間に

一遍水を揚げて水質検査等やってございます。

ですから、副水源ということで位置づけして管

理してございます。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） ６ページの委託という

のは、メーター検針業務委託料ほかと書いてあ

りますが、メーター検針以外のどういう業務も

含めた委託料なんでしょうか、教えてください。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 委託料につきましては、業務

総係費の中の委託料でして、日常清掃、定期床

清掃、ガラス清掃、ごみの収集業務、自動ドア
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の保守点検、電気保安業務等ございます。かな

りございます。それから、今、窓口、集金、浄

水場の業務もその中に入ってございます。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） その委託先というのは

どこでしょうか。大体何人ぐらいでやっている

んでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 どこの箇所の業務委託。 

５ 番（小関 淳委員） いろいろ違うんですか。

じゃ窓口、集金業務なんかは。 

小野善次水道課長 ＮＰＯ法人の九耀会議になり

ます。８人です。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 窓口、集金業務が８人

ですね。この辺の給与というのはわかりますか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 給料につきましては、委託費

の給与費については、市の嘱託職員の給料とい

いますか、それを参考にして委託してございま

す。ほとんどが給与費みたいなものですから、

そういうふうにやっています。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 九耀会議という組織の

トップというか、どなたが代表になっているん

でしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 何人の理事か、今、手持ちに

資料がないのでわかりませんけれども、理事長

が長沼 敏さんです。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 何のって、ほかにある

んですか、九耀会議の何の代表。長沼さん以外

ほかにいるんですか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

遠藤敏信委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 ほかに10何人か、管工事組合

の中のまた別の組織になりますけれども、その

中の有志でつくったＮＰＯ法人の九耀会議です

ので、メンバーは忘れましたけれども、十四、

五人おるんですかね、みんながその中で投資し

ながらやっております。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 今が無理なら後から教

えていただくことはできますか。ではよろしく

お願いします。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第25号平成21年度新庄市水道事業会計予

算は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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閉      議 

 

 

遠藤敏信委員長 以上をもちまして、予算特別委

員会に付託されました案件の審査は、すべて終

了いたしました。 

  ここで一言御あいさつを申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては活発な質疑と、

それに答える執行部の方々の間で誠意ある熱の

こもった議論が交わされました。予算そのもの

は成立するか否かに目的があるわけですけれど

も、それ以上にその執行が市民生活にとってい

かに有益に作用するかということが大事だと思

います。私たち議員にあっては、その使われ方

に絶えず目配りを怠ることなくチェックし、ま

た執行部職員にあっては市民からいただいたお

金で仕事をしているという思いを一層胆に銘じ

て職務に励み、市民の負託に答えていただきた

いと思います。 

  それでは、これをもって閉会といたします。 

  どうも御苦労さまでございました。（拍手） 

 

     午後４時１０分 閉議 

 

 

    予算特別委員会委員長 遠藤敏信 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者はあ

りません。 

  それでは、これより平成21年３月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において遠藤敏信君、新田道尋君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る３月26日午後１時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、執行部より副市長、

関係課長並びに議会事務局職員の出席を求め、

本日招集されました３月臨時会の運営について

協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたび提出されてい

ます案件は議案１件でありますので、本日３月

30日、１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、委員会への

付託を省略し、直ちに本日の本会議において審

議をお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日３月30日、

１日とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日３月30日、１日と決しました。 

 

 

日程第３議案第３２号平成２０年

度新庄市一般会計補正予算（第８

号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第３議案第32号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 昨日は雪に驚かされましたが、一

日一日、春の日差しが強く、午後には雪が解け、

大変ありがたく思ったところです。 

  27日に定額給付金の発送をさせていただきま

した。きょう、議員の皆様には登庁した際に区

分けされた通路をごらんいただいたかと思いま

すが、旧収入役室を定額給付金の給付申請場所

ということで開設させていただきました。早速

訪れている方もおるということでございます。 
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  それでは、議案第32号一般会計補正予算につ

きまして御説明申し上げます。 

  今回の補正は、国の２次補正の地域活性化・

生活対策臨時交付金に関する事業の繰越明許費

と除排雪経費等の減額に伴う基金積み立てが主

な内容となっております。 

  １ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第32号一般会計補正予算（第８号）は、

歳入歳出それぞれ1,653万1,000円を減額しまし

て、補正後の総額を143億895万5,000円といた

します。 

  ４ページをお開きください。 

  第２表繰越明許費でございます。予算を繰り

越すことは例外的なことでありますので、地方

自治法の規定によりまして予算の一部として計

上するものでございます。臨時交付金に関する

事業がありますので、大変多くの事業を繰り越

しますが、定額給付金給付事業及び子育て応援

特別手当交付事業以外は事業費の全額が繰り越

しとなります。定額給付金給付事業及び子育て

応援特別手当交付事業は、事務費の一部が20年

度で支出になるものがありますので、その残額

を繰り越すものでございます。 

  ８ページの歳入をごらんいただきたいと思い

ます。 

  特別交付税及び地域活性化・生活対策臨時交

付金は、額の確定に伴う計上でございます。財

政調整基金繰入金は、特別交付税の増や除排雪

経費の減に伴いまして、予算化しておりました

財政調整基金繰入金の全額を戻すものでござい

ます。 

  ９ページからの歳出でございますが、交付金

事業の入札によりまして、一覧表のとおり事業

費が確定しましたので、各目で減額補正してお

ります。２款総務費、地域活性化基金積立金

3,900万円は、交付金の３割を上限に基金とし

て積み立て可能とされているものでありまして、

21年度中に有効活用する計画です。 

  10ページ、８款６項１目除排雪費は、道路の

除排雪経費の減額でございます。降雪量は昨年

と大きな差はないのですが、気温が高かったた

め除雪回数が少なく、委託料等借上料が8,300

万円の減額となります。 

  以上のような歳出の減額に伴いまして、財政

調整基金の積み立てが可能となります。繰入金

の戻しと合わせますと３億1,668万円を積み増

しすることになりまして、補正後の基金残高は

６億2,600万円ほどになります。 

  以上、補正予算案の説明を終わりますが、よ

ろしく御審議いただき、御決定くださるようお

願い申し上げます。 

  なお、議会終了後に全員協議会を開催してい

ただきまして、雇用対策や経済対策に関する予

算の専決をお願いしたいと考えておりますので、

あわせましてよろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第32号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ９ページの２の４に地

域活性化基金積立金がありますが、これを今後

どのような使い方を考えておられるのか、考え

ている方向といいますか、それをお願いします。 

  もう一つは、９ページ、３の６、養護老人ホ

ーム神室荘運営事業費で、部品購入がマイナス

の98万4,000円ですが、これはどのような精査

によるものなのか、お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 
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坂本孝一郎政策経営課長 地域活性化に結びつく

ような事項に活用していきたいと考えておりま

すが、個別の事業については決定しているわけ

ではございません。早急に詰めまして、対応す

る事業等について確定していきたい、方向性を

詰めていきたいと考えております。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 減額98万4,000円の件につき

ましては、予算額を入札執行した結果、生じた

減額でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 地域活性化に結びつく

ようなものということで、どのようなことが地

域活性化かということの一つの提案ですけれど

も、保育所入所希望者のために保育士をふやす、

これは雇用に直接つながるものだと思います。

それとともに、市民の要望も非常に強いものな

ので、そういうことも考えてはいかがかと思い

ます。 

  もう一つは、在宅介護の利用料の軽減も在宅

介護を利用するに当たって非常に市民が利用し

やすくなるし、雇用の場の創出にもつながると

いうことで、非常にいい内容ではないか、地域

活性化に直接つながるのではないかと私は思い

ますが、そういう考えはないか、検討する余地

はないか、お願いします。 

  それから、神室荘の件で、入札執行で節約を

図ることができたということは大変喜ばしいこ

とだなと思います。 

  そこで、利用者の要望ということで、前の議

会でも申し上げましたけれども、居室にではな

くて、本当に小さな要望だと思うんですけれど

も、談話室や集会室にクーラーを設置してほし

いという利用者３名の役員の方から連名で要望

書が出されております。これにはさきの議会で

荘長が「１人の方はわからなかったようだ」と

お話しなさいましたが、私がその方にお会いし

て話を伺ったところ「わかっている」とおっし

ゃっていました。そういう意味では３名の方が

皆それぞれ意思を持って要望しているというこ

とを私は直接お会いしてお話を伺ったところで

あります。その３名は役員でもありますし、代

表として利用者の声を出していると思うんです。

このごろ夏、特に暑くなっておりますし、神室

荘は１階だけですから、日差しを遮るものもな

いようなつくりでありますので、非常に暑くな

っておりまして、体の弱い高齢者の方などはそ

の部屋にいれば熱射病になりかねない、非常に

高温になるようなんです。それを避けて何とか

ということで廊下に避難しているようなことを

お聞きしています。せめて談話室や集会室に入

れていただくということはどう考えているか。

この前の議会では、荘長は食堂を開放するとい

うお話でした。今までもそうしていらしたと思

います。でも、食堂は食事の準備などがありま

して、衛生面も非常に気をつけねばならないと

ころであるし、利用者は遠慮して入らないとお

伺いしております。ですから、そういう要望を

受けて考える必要があると思うんですが、いか

がでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 大変申しわけありませ

ん、発言が前後しますが、皆様方のお手元にお

配りしていますように、予算書の中に一部間違

いがございまして、正誤表をお渡ししています

ので、訂正方よろしくお願いしたいと思います。

５ページであります。繰越明許費の下から７行

目、中学校屋内消火栓の「消火」が、「火」の

ところが「化」になっていましたので、「化」

ではなくて「火」に訂正方よろしくお願いした

いと思います。説明が遅くなりまして、大変申

しわけありません。よろしくお願いします。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 
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平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 先日の21年度予算の中でもお

話しさせていただきました。その要望書につき

ましては、利用者親睦会の会長、副会長３名の

連名で要望書が提出されましたが、そのときも

お話し申し上げましたけれども、役員会の中で

そのことをどれだけ周知されているかというお

話をさせていただきましたが、役員会の中で会

長、副会長以外はだれもそのことを知りません

でした。ましてや神室荘を預かっている私ども

事務方につきましてもだれも知りませんでした。

要するに何を言いたいかというと、物事には順

序があるのではないかということを申し上げた

いんです。神室荘を預かっている我々が利用者

からの要望についていろいろとお話をした結果、

どうしても必要だとなれば、我々は予算化をし

まして、皆様方にお諮りして決定されたものに

対して執行していくという基本的な路線があり

ますので、その辺が全然されずにいきなり利用

者の代表者３名が理事者に要望書を提出するの

はいかがなものかなと考えています。 

  それから、食堂の提供につきましては、確か

に議員おっしゃるとおり食品安全に関する大変

重要な場所でもありますので、より安全な方向

で維持管理をさせていただいております。とい

うのは、利用者が入退去した際はすべて塩素で

床をふいたり、テーブルをふいたりして、食事

の面では安全に配慮した対応をさせていただい

ております。そのようなことから、今後も食堂

を開放して避暑対策に充てていきたいと考えて

おりますので、御理解をよろしくお願いします。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 地域活性化基金積立金

の使い方について、先ほど保育所の保育士の雇

用で利用待機者をなくすように取り組む、ある

いは在宅介護の利用料の軽減に充てて、利用者

が利用しやすくする、利用しやすくすると同時

に雇用もふえる可能性があるということで、そ

ういうやり方を考える、検討する余地はないか

ということについてお答えがありませんでした

ので、お願いします。 

  それから、神室荘長から事務方がだれも知ら

なかったという話がありましたが、お聞きした

ところ、前の副市長が神室荘にいらしたときに

直接お話をしたところ「神室荘長に言ってく

れ」と言われたとのことでした。それですぐ現

神室荘長にお話をしたそうです。それを「どう

いうことや」と聞いてくれたり「もう少し具体

的に話ししてくれ」とか、そういう聞く耳がな

かったのではないかと私は思うわけですが、

「事務方は知らなかった。荘長は知らなかっ

た」では済まされないことではないかと思いま

す。荘長には言っているはずなんです、言って

おります。前の副市長に言って、「荘長に言っ

てくれ」と言われて荘長にすぐ言った。ところ

が、そのときに書きとめもせず、耳にも入れず

今に至っているのではないか。私は、利用者こ

そ市民だし、そして主人公であるべきだし、そ

の方々にやはり真摯に耳を傾けて、どのような

要望を持っていらっしゃるのかということをお

聞きするのが足りない、一生懸命やっていると

思いますが、足りないがためにこのように事務

方を越えた形で要望を出さざるを得なかったと

いうことがあるのではないでしょうか。もう一

度、この方々とほかの利用者の方々も含めて、

三役以外の方も含めて、そういう要望があるか

ということをお聞きする気持ちがあるかどうか、

この場でお聞きしたいと思います。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 雇用対策としまして保育

所の保育士の増員あるいは在宅介護の負担金の

軽減という御質問をいただきましたが、本日御

審議をお願いしておりますのは20年度の補正予

算でございますので、答弁については差し控え
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させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 私の度量の至らなかった部分

についてはおわびを申し上げますが、利用者の

要望については小さいことから大きな要望まで

聞いているつもりではおりました。前副市長の

来所された際のお話も承っております。ただ、

全然聞く耳を持たないかという御質問について

は、すべからくそういうことはありません。こ

れからも利用者が困っているようなことにつき

ましてはできるだけ耳を傾けて、要望の取り入

れられるものについては取り入れていきたいと

考えております。ただ、私も今年度で退職です

ので、時間がないことだけは御理解いただきた

いと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） ２点ほどお聞きしたい

と思います。 

  １点目は、10ページ、住宅管理費であります。

実は、小桧室の件でお尋ねしたいと思います。

あそこへ入っている人の話が私の方へ来まして、

あそこの１階にいるんですけれども、しけて、

かびが生えてきて生活ができないような状況で

あると。かびは腐敗してくるという状況の中で、

市営住宅ということで家賃を取っているわけで

すから、入っている人の健康管理からいって、

これは一体どうなのかなということを話を聞い

て感じたわけであります。市としては活性化関

係でも、これは使用関係のことで住宅関係の国

からの予算がついたという報告をもらいました。

それはそれとしていいんですけれども、現在住

宅に入っている住民の方々のことを全然考えな

いで、一体どうなるのかなと。病気でもして入

院したら補償制度、弁償が来るんじゃないです

か、そういう状況をわかっておるんですか。私

は、入居しているわけですから、管理者という

のは市ですから、これは市に責任が出てくるん

じゃないかなということで、憂えるものであり

ます。もちろんこれからの対応も必要だと思う

んですけれども、現在市営住宅に入っている住

民の方々の状況というものを把握しているのか、

それから住宅管理というものがどうなっている

のかということを把握しているのか、それをお

聞きしたいと思います。 

  もう一つは、11ページ、学校管理費の件、私

は実は北辰小学校の卒業式に参りました、市の

方からも行っておったんですが。体育館が雨漏

りするという話を聞いてびっくりしたんです。

それと、外形が非常に汚れてきたということを

ＰＴＡ会長と後援会の会長から指摘を受けまし

て、まさかと思ったんです。学校の体育館の雨

漏りというのは、雨漏りから腐敗するんですよ。

こういうものは早急に対応しなければ、大きな

負担がのしかかってくるということになるんで

す、最後に。前回もお聞きしましたけれども、

校舎に関しては調査をするという話を聞いてお

ります。これらの問題等について把握している

のか。私は、雨漏りということは前々から別の

学校でもお話があって聞いておったんですが、

その雨漏りから大きく校舎に対する影響度が出

てくるんだという話も聞いておりました。そう

いう関係で、私はそういうものはいち早くやる

べきだと思うんですね、調査して。そういう状

況の調査というものはどうなっているのか、ど

うやっていくのか、それらについて２点、また

お聞きしておきたいと思います。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 小桧室の住宅団地の結露

に対する御質問でございますが、住宅の環境に

対しましては当然住宅団地の中に管理者をお願

いしておりますし、またこちらからも定期的に
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お伺いして、その状況等を把握しているつもり

でございます。今お話ありましたように、確か

に鉄筋コンクリートづくりの建物ですと、どう

しても結露、そういったものが起きやすいとい

う状況はございます。特に小桧室につきまして

は換気等の対策が重要であると認識しておりま

して、換気扇等も設置されております。経年変

化でやはり修繕等必要なものについては、その

都度、対応を毎年度やっているところでござい

ます。ほかの団地もそうでありますけれども、

やはり年数が経過してきている関係もありまし

て、そういった結露に対する対応ということで、

毎年度、入居者の方には換気のお願いといいま

すか、そういった面でも周知等やっているとこ

ろでございます。 

  なお、生活されているわけですので、困るよ

うなことがありましたらできるだけ早く対処し

たいという気持ちで毎年度対応しているところ

でございます。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 北辰小学校の件につきまして

は、私もちょうど卒業式に行きましたので、教

頭先生、校長先生の方から話は伺いました。学

校施設の修繕関係等につきましては、毎年定期

的に計画修繕というものを行っている部分と、

あと緊急修繕という形で、両方でもって行って

おります。今回の部分につきましては、早速、

卒業式から帰りまして担当の方に連絡いたしま

して、すぐ状況を把握して、外壁なんかもかな

り傷んでいるということもありましたので、そ

こら辺も含めまして、できるだけ計画修繕の中

に入れるような、もしできなければ緊急修繕で

でもやれるような形でもって対応していくよう

指示をしたところであります。以上です。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） 実は、小桧室の件なん

ですが、私が聞いたのは３月18日、最近なんで

す。そのとき入っている人から、そういう状況

なんだということであった。管理者はあそこの

入居者の中から選定してやっているという話を

聞いたんですけれども、それはもちろん必要だ

とは思うんですけれども、あそこの住宅の責任

というものは市であります、もちろん市である

わけ。だとすれば、やはりそういう苦情という

ものをしておると言うんです、市の方へ申し入

れもしているんだということ。ただ、できるか

できないかはそこの構造上によって非常に難し

い関係もあるとは思うんだけれども、親身にな

って、入っている人に対する相談と話し合いと

いうのをすべきと思う。すればこんな苦情が来

ないんじゃないですか。入っている人から見れ

ば、かびが生えてそういうふうになってひどい

ということになれば、市営住宅なんですから、

それに対する対応ということをしていかなけれ

ば、これはできないんじゃないかなということ

を感じて、実はきょう予算の関係で質問するか、

課に行くかなと思ったんですけれども、議事録

に残しておいたらいいんじゃないかということ

で質問させていただきました。ぜひ、現在ある

市営住宅の状況というもの、把握していると思

うんだけれども、特に危険度がある住宅に対し

ては調査をして改善していく必要があるんじゃ

ないかなということで、ぜひひとつお願いした

いと思います。 

  それから、学校校舎についてはわかりました。

ぜひひとつそういうことで、わずかなことでで

きるものが、投げておけば大きくなってくる可

能性もあるし、外見も古くなってくるというと

多額の経費もかかるようになってくるので、最

初の場合はそう経費もかからない、かけること

なくして修繕なり外観なりをやれる状況になる

と思うんです。ぜひ今答弁あったように対応し

ていただきたいと思います。終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 
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３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 10ページの８款土木費、

除雪の減額補正なんですが、8,507万8,000円で

すか、これについてお聞きしたいと思います。 

  ことしは少雪によって大変な方もおったろう

と思います。例えば金物屋さんとか、冬に除雪

の雇用として10日か半月働いて、ある程度家計

の足しにしておった方も大変だったと思います。

しかし、大半の人は少雪によって喜んだ状況だ

と思います。市でも8,500万円ほどの減額補正

なんですが、ことしは本当に市道も幾らも入ら

ないんですね。私はもっと減額があってもいい

んじゃないかなという気もするんですが、それ

は別としても、除雪に対しての契約の内容とし

て、例えば水道料金なら基本料金というのがあ

るでしょう。業者との契約によって、１メート

ル幾らという契約をすると思うんです。もし全

然雪が降らなかった場合、全然収入がないわけ

だ。その辺を基本額として、除雪があってもな

くても基本額としてある程度出すような契約内

容なのか、その点を聞きたいと思います。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 除雪の委託に関しまして

は、前にもいろいろ御質問いただいてお答えし

ているところでありますけれども、本市の場合、

委託に対しての待機料といいますか、そういっ

た考えはしてございません。 

  委託料につきましては、１時間当たり単価で

契約しまして、稼働時間に合わせて支払いして

いるということでございます。今年度は昨年と

比較して確かに少ないことは少ないんですが、

降雪量から見ればそう極端に違っているわけで

はございません。先ほど市長から説明ありまし

たように、降り方として、降っては消え、降っ

ては消えということと、昨年度と比較しまして

気温が少し高いということもあって、除雪から

見れば非常にやりやすい雪の降り方といいます

か、そういう状況であったということで、経費

的にも浮いておりますし、この浮いたというの

は結局は効率のよい除雪ができた、稼働時間が

少なかったということに結びつきます。そうい

ったことで今回減額補正させていただいたとい

うことでございます。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 出動しなかった場合は、

仮に全然降らなかった場合は業者に対しては一

銭も入らないということですね。わかりました。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号平成20年度新庄市一般会計補正予

算（第８号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程は全部終

了いたしましたので、閉会いたします。 
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  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１０時３５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  遠 藤 敏 信 

 

    〃   〃   新 田 道 尋 
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平成２１年４月臨時会会議録 

 

 

平成２１年４月２０日 月曜日 午後１時３０分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 
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議 事 日 程 

平成２１年４月２０日 月曜日 午後１時３０分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 報告第２号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第 ４ 報告第３号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第 ５ 報告第４号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認について 

日程第 ６ 報告第５号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の専決処分の

承認について 

日程第 ７ 議案第３３号新庄最上地域合併協議会を設ける市町村の数の減少及び規約の一部変更につ

いて 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、御苦労さまでございます。

本日は都合により午後からの開会となりました

が、よろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  なお、執行部側で出席を予定しておりました

教育長武田一夫君より欠席願が出ておりますの

で、報告いたします。 

  それでは、これより平成21年４月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において沼澤恵一君、今田雄三君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 御苦労さまです。 

  それでは、私から議会運営委員会における協

議結果について報告いたします。 

  去る４月13日の午前10時から議員運営委員７

名と執行部から副市長、関係課長並びに議会事

務局職員の出席を求め、議員協議会室において

本委員会を開催し、本日招集されました４月臨

時議会の運営について協議をいたしたところで

あります。 

  初めに、執行部からこのたびの臨時議会の招

集時刻も含めて報告案件並びに提出議案につい

て説明を受け、協議を行ったところであります。

協議の結果、会期につきましては、このたび提

出されます案件が報告４件、議案１件であるこ

とから、４月20日、本日１日限りとすることに

決定したところであります。 

  また、案件の取り扱いにつきましては、臨時

会でございますので、委員会への付託を省略し、

本会議で審議していただくことにいたしました。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

結果の報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告がありましたとおり、本日４月20日、

１日とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日４月20日、１日と決定いたしました。 

 

 

日程第３報告第２号新庄市市税条

例等の一部を改正する条例の専決

処分の承認について 

 

 

平向岩雄議長 日程第３報告第２号新庄市市税条

例等の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついてを議題といたします。 
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  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第２号新庄市市税

条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認

について、御説明申し上げます。 

  平成21年３月27日に成立した地方税法等の一

部を改正する法律が３月31日に公布されたこと

に伴いまして、そのうちの４月１日から施行す

る部分につきまして、市税条例の改正を行うた

め３月31日に専決処分を行いましたので、これ

を報告し、議会の承認をお願いするものであり

ます。 

  主な改正の内容についてでありますが、まず

個人市民税関係につきましては、年金からの特

別徴収の方法において年金から差し引く額は年

金にかかわる所得分だけとする改正です。さら

に、この改正と連動する関係条文を改正するも

のであります。また、寄附金税額控除の計算方

法の一部修正や長期譲渡所得に係る課税の特例

及び上場株式等の配当特例措置の期限を延長す

る改正等であります。 

  次に、固定資産税関係ですが、平成21年度評

価がえに伴う土地に係る負担調整措置を23年度

まで延長することによる条文の整備であります。

さらに、この改正に連動しまして都市計画税部

分についても条文を整備するものであります。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

て、地方自治法第179条第１項の規定により平

成21年３月31日に専決処分を行いましたので、

御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました報告第

２号について、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第２号新庄市市税条例等の一部を改正す

る条例の専決処分の承認については、これを承

認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第２号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第４報告第３号新庄市国民健

康保険税条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４報告第３号新庄市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第３号新庄市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認について、御説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成21年

３月31日に公布されたことに伴いまして、その

うちの４月１日から施行する部分につきまして、

国民健康保険税条例の改正を行うため３月31日

に専決処分を行いましたので、これを報告し、

議会の承認をお願いするものであります。 
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  改正の内容についてでありますが、まず介護

納付金課税額の限度額の引き上げです。国保被

保険者のうち40歳から64歳までの人は介護納付

金が国保税に含まれています。この課税限度額

がこれまでは９万円であったものを10万円とす

るものです。連動して、国保税全体の課税限度

額が68万円から69万円となります。介護保険へ

の納付金は増額の必要がありますが、これを高

所得者層の負担によって賄おうとするものであ

ります。 

  もう一つの改正は、低所得者のうち２割軽減

とする場合の対象の考え方です。これまでは前

年からの所得の変化が著しいときに減額が適当

でないと判断することができましたが、この規

定が廃止となり、ほかの軽減判定と同様に、そ

の年だけの所得で判定することになりました。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

て、地方自治法第179条第１項の規定により平

成21年３月31日に専決処分を行いましたので、

御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました報告第

３号について、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ただいまの介護納付金

の限度額の引き上げのことなんですけれども、

国保税の最高限度額が68万円から69万円になる

ということで、説明では高所得層に負担してい

ただきたいということで、この話ではそうかも

しれないなと感じるわけなんですが、果たして

高所得と本当に言える方々だけに限らず、ぎり

ぎりの生活をしていらっしゃる方であっても高

額の金額になるように思うんですが、ぎりぎり

の今回値上げになる所得の世帯状況の一番低い

所得というか、収入というか、状況の家族構成

など含めた上で、ここら辺の方から、こういっ

たところから上が値上げになるようだというこ

とがわかれば具体的に教えていただきたいと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまの御質問ですけれど

も、具体的なモデルとしては私の方では設定し

ておりません。今、市長から説明ありましたよ

うに、計算上、所得割とか資産割とか平等割と

か、さまざまあるんですが、それらを積算して

いって９万円を超える部分につきまして、これ

までは９万円で打ちどめと。それが今度は10万

円まで伸びますよというお話でございます。 

  ちなみに、新年度の課税につきましてはこれ

から計算いたしますけれども、今わかるデータ

としましては平成20年度の課税の状況でありま

す。この場合に、介護納付金を納めている世帯

は全体で3,800世帯ございます。そのうち限度

額までいっている世帯が179世帯であります。

ですから、全体から見ればごくごくわずかな世

帯。ちなみに、国保全体で6,300ほどの世帯が

ございますので、そのうちの大体180世帯ぐら

いの方が今回限度額がオーバーになる方でござ

います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第３号新庄市国民健康保険税条例等の一
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部を改正する条例の専決処分の承認については、

これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第３号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第５報告第４号平成２１年度

新庄市一般会計補正予算（第１

号）の専決処分の承認について 

 

 

平向岩雄議長 日程第５報告第４号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第４号平成21年度新庄市一般

会計補正予算（第１号）の専決処分の承認につ

いて、御説明申し上げます。 

  100年に一度と言われます世界的な景気低迷

のあらしが吹き荒れていることから、国は平成

20年度の第２次補正予算で経済雇用対策に関す

る予算措置を行いました。世界的な景気低迷は

本市にも及んでおり、地元経済や雇用に深刻な

影響を及ぼしております。国の対策に基づき市

の対応がまとまりましたが、緊急を要する内容

でありますので、４月６日に専決処分を行わせ

ていただきました。 

  一般会計の補正額は5,749万円を追加しまし

て、補正後の予算総額を128億549万円とするも

のでございます。金融対策としましては、国の

原材料価格高騰対応緊急保障制度に対し市単独

で0.34％の保証料を上乗せするもので、10億円

の融資枠を想定しております。また、雇用対策

としましては、緊急雇用創出事業臨時特例基金

事業及びふるさと雇用再生特別基金事業を活用

しまして、公共下水道特別会計分を含めますと

新たに44人の新規雇用を創出するものでありま

す。 

  以上の対策につきまして、できるだけ早急な

事業着手に向け作業を進めている状況でありま

すので、御承認いただきますようお願いいたし

ます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました報告第

４号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） １点だけお伺いします

が、５ページ、今、市長が言われましたように、

歳入の部分で緊急雇用創出事業臨時特例基金事

業費補助金、そしてふるさと雇用再生特別基金

事業費補助金等で5,409万円ほど歳入になって

おりますが、これは吉村知事がいろいろ緊急雇

用でということで１万人創出しようという話が

ありまして、先ほど市長から言われた下水道の

いろんな部分も含めて44人の雇用を創出するよ

という話で、緊急でしたという話があったんで

すが、知事が１万人雇用したいという意向を踏

んだというか、そういう部分も関連しての補助

金なのか、１点。 

  それから、雇用を44人創出するんだという話

でこれからあると思うんですが、その部分につ

いて、要するに新庄市の行政のみならず、その

ほかのことも含めてなのか、２点お伺いします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 吉村知事の１万人構想の

中かどうかということなんですが、この事業に

つきましては国からの補助金を県が基金を造成

いたしまして、その総額から半分、２分の１を

各市町村に配分したということでございます。

新庄市の分としまして今年度5,400万何がしと
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いうことでございます。 

  また、44人につきましては、直接雇用する方

が緊急雇用創出事業、こちらの方が６事業が直

接雇用、新規に雇用すると、あとの３事業につ

いては委託と。また、ふるさとにつきましては

６事業とも委託ということでございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ６事業、直接という話

がありましたが、実は、皆さん御存じでしょう

けれども、昨日、新庄で「ふるさと食品」、失

業、廃業、雇用がかなり、また目減りするとい

うか、大変な状況下に今置かれているというこ

とでニュースをにぎわせておりますが、例えば

新庄市でそういうふうにしてとなった場合には、

その人方の窓口も含めて広げることがこういう

ふうな部分の補助金等々でできるのかどうなの

か、かなり路頭に迷っておられる方々がいらっ

しゃると思うのです。ですから、こういうふう

な部分の緊急の特例基金の事業をやろうやとい

う、市長が最初に言われた100年に一度ぐらい

のいろんな経済不況のためにこういうふうな状

況になっているよということに対するいろんな

特例交付金だと思うんです。現に今、新庄市も

そういうふうな状態で、昨日ないしはきょうあ

たりのニュースにもかなり載っているわけです

から、こういうふうな部分を含めて、こういう

ふうなことがあるよという従業員等々に含めて

周知も必要なのではないかなと思うのですが、

その点も含めてどうなのか教えてください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今回の二つの事業につき

ましては、２月末あたりから国の補正に伴った

やつで、内容的にもある程度固まっていると。

その中で、今回緊急に出た場合どうするのかと

いうことでございますけれども、それについて

はまた別途考えていかなければならないのかな

と思ってございます。一つの考え方としまして、

現在この二つの基金事業がございますけれども、

県も半分持っているわけでございまして、例え

ば県がまだ固まってないとすれば、県のそうい

った形で基金を使って雇用できないのかどうか、

そういったことも考えていかなければならない

のかなと思ってございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 緊急性がありますし、

新庄市も本当に、ほかのところの対岸のあれじ

ゃなくて本当に大変な状況下に置かれている状

況がありますから、速やかに対応を一生懸命や

っていただければと要望して終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今説明いただいた件に

ついては異論のないところでありますが、今ま

で多くの工業団地の中でも失業したという話は

聞いております。その後の話で再雇用に至った

人数など把握しておればお知らせいただきたい。

そして、今現在、やはり我々の近所でもいます

けれども、そういう人がどのくらいの予測とし

てあるのか。この前の説明を聞いてから変化が

あるのかないのか、そこら辺２点お聞かせくだ

さい。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 再雇用についてでござい

ますけれども、すべての会社に当たったわけで

はございませんが、まずないということでござ

います。ただ……、次の質問は。 

１２番（今田雄三議員） その後、この前いろい

ろ皆さんから今の失業している方はこのくらい

だよという人数、将来的に含めてお聞かせいた

だいたわけですが、その人数が変わりあるのか

ないのか。 
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黒坂光悦商工観光課長 前回お知らせした範疇か

らは出ておりませんが、191人という数字が今

のところ、３月末の数字なんですが、またさら

に解雇された方もいるように伺ってございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） そういう中身で何とな

く現状の認識の甘さというのが見えたんですけ

れども、やはりリストラされている方々はそれ

以上に大変な状況にあるということをもう一回

認識していただきたいと思います。 

  そして、今回改めて会社が倒産といいますか、

廃業に追い込まれる状況なども出ていますから、

そういう中身ではやはり真剣に情報の収集、そ

してその対応というのを何とか早目にやってほ

しいなと思います。先ほど金議員も言いました

が、県でも１万人ということでやっているわけ

ですから、そういうことも含めて、やはりこち

らの方から手を挙げないとそういうことも成り

立たないと思いますから、何とかひとつ真剣に、

今までも真剣にやっていることは認めますが、

それ以上に配慮していただきたいなと。そして、

１人でも２人でも多くの人を雇ってほしいと。

ハローワークに行きますと、毎日あそこに出勤

しても何もならないというような状況でありま

すが、しかし行かなければならないという方々

も多くおりますから、そこら辺の事情も勘案し

ながら何とかこれ以上の人数も含めて対応して

ほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 雇用の状況について、先

ほど191人プラス若干ふえているというお話を

しましたが、なかなか企業さんの方もマスコミ

の取材とか行政のアンケートとか結構あるもん

ですから、拒否反応も結構あるんです。したが

いまして、総務課長とか何とかという話もやり

ながら情報収集をやっているところです。今、

議員おっしゃられたとおり、情報把握にまた努

めてまいりたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第４号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第１号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第６報告第５号平成２１年度

新庄市公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）の専決処分の承

認について 

 

 

平向岩雄議長 日程第６報告第５号平成21年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の専決処分の承認についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 報告第５号平成21年度新庄市公共

下水道事業特別会計補正予算（第１号）の専決

処分の承認について、御説明申し上げます。 

  処分第４号公共下水道事業特別会計の補正予

算は、歳入歳出それぞれ190万円を追加しまし

て、補正後の予算総額を15億7,102万4,000円と

するものであります。 

  補正の内容は、一般会計と同様に緊急雇用創

出事業によります生活排水処理状況実態調査事

業を予算化するものであります。生活排水処理

全般に関する計画の見直しや検討を行う必要が

ありますので、２名を直接雇用して調査する計

画であります。 

  この事業につきましても、できるだけ早急な

事業着手に向け準備を進めている状況でありま

すので、御承認いただきますようお願い申し上

げます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議案第

５号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第５号平成21年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）の専決処分の承認

については、これを承認することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第５号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第７議案第３３号新庄最上地

域合併協議会を設ける市町村の数

の減少及び規約の一部変更につい

て 

 

 

平向岩雄議長 日程第７議案第33号新庄最上地域

合併協議会を設ける市町村の数の減少及び規約

の一部変更についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第33号新庄最上地

域合併協議会を設ける市町村の数の減少及び規

約の一部変更について、御説明申し上げます。 

  本案は、平成20年12月臨時会で御決定いただ

きました新庄最上地域合併協議会規約の一部を

地方自治法第252条の６の規定に基づき一部変

更するものであります。 

  御承知のとおり、今年１月13日に設立しまし

た新庄市、真室川町、戸沢村の３市町村より成

る新庄最上地域合併協議会が住民サービスや公

共料金の負担など、合併の重要な判断基準と考

えられる114の特Ａ項目の協議を３月中に終了

することを目標に協議を進める中、３月16日、

真室川町が合併協議会より離脱いたしました。 

  真室川町の離脱を受け、新庄市と戸沢村は市

民、住民、議会への説明と意見を聞くなど、両

市村で合併協議を継続するための環境を整えた

後、再び合併協議を再開するとの基本姿勢で進

んでまいりました。新庄市は４月６日から11日

まで６カ所において合併市民懇談会を開催し、

市民の方々の御意見を拝聴してまいりましたが、

参加者の多くの意見は「合併を進めてもらいた
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い」との内容がほとんどでありました。また、

戸沢村は先週の13日から16日まで臨時議会を開

催し、新庄市と戸沢村２市村での合併協議の根

拠となる合併協議会規約の変更案を可決したと

ころであり、また16日から５月９日まで16カ所

での村民懇談会を実施していくとのことであり

ます。 

  このような今回の協議会規約の変更案提出に

至る経緯を御理解いただき、規約の一部変更の

内容について説明させていただきます。 

  まず、協議会の名称をこれまでの「新庄最上

地域合併協議会」から「新庄市・戸沢村合併協

議会」に変更いたします。また、各条文中の内

容を「市町村」から「市村」に改めるとともに、

副会長を２名から１名に、協議会委員を19名か

ら13名に改めることなどであります。また、附

則にもございますように、施行日を次回協議会

開催予定日の平成21年４月27日とするものであ

ります。 

  御審議の上、御決定賜りますようお願いいた

します。 

  なお、今回の変更案を御決定いただきますと、

これから２市村の合併協議に入っていくわけで

あります。これまで協議は実質４回行いまして、

基本４項目を初め59の協定項目、その中でも特

に市民生活や市政運営などに重要と考えられる

事項114項目を重点的かつ速やかに協議を進め

てまいりました。結果、多くの項目で協議が整

い、一部の協議項目で最終調整が残っている段

階であります。 

  今後の協議は、地域が輝くまちづくりのため

の新市基本計画や財政計画の策定などとなりま

すが、１対１の協議となりますので、これまで

確認してきましたスケジュールの範囲内ででき

るものと想定しております。すなわち８月まで

の協議完了と調定書への調印、９月の議会議決、

10月以降の国・県への申請作業を予定どおり進

めてまいりたいと考えております。 

  新庄市と戸沢村の１市村の協議となりますが、

以前から私が申し上げておりますように、一つ

でも合併の意思のあるところがあれば、ともに

力を合わせ、将来にわたり安心して住み続けら

れるような地域づくり、輝くまちづくりを一緒

になって築き上げていきたいという考えに揺る

ぎはございません。今後とも合併協議につきま

しては誠心誠意努力してまいりますので、議員

の皆様方の御理解、御協力をよろしくお願い申

し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第33号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会の付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号につきましては委員会への付託を省

略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 経過は難儀したやら、

また心配したと思いますけれども、一つ、新庄

で行った協議会の席で、真室川町の委員の方が

「この会を離脱するとペナルティーがあるの

か」というような質問をなされたと思います。

たしか私もそのとき傍聴に行ったわけですけれ

ども、この離脱に関して、先方は先方の理由で

残念ながら離脱したわけですけれども、この場

まで来ていかがなものかなという感情はありま

すけれども、離脱したペナルティーというのは

どういう扱いになっているんでしょうか、その

辺の扱いは。ペナルティーが発生するのかしな

いのかというようなことをまずお聞きしたいと

思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 



- 21 - 

坂本孝一郎政策経営課長 ペナルティーという内

容でありますが、システムを含めて途中まで行

って離脱の場合はどうなるのかと、たしかそう

いう内容だったと思いますが、そこまで踏み込

んでいく前段でありましたので、ペナルティー

という言葉そのものが当てはまらないととらえ

ておりました。そういった意味では、微妙な言

い方ですけれども、そういったたぐいのものは

ございません。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 私はペナルティー云々

よりも、あの場に及んで前向きでなく、「ペナ

ルティーがあるか」ということに対して、傍聴

に行って、残念だなと、本当に真剣に考えてく

れないかなということを感じたもんですから、

そういうことを言って最初から離脱ありきじゃ

ないかなというニュアンスに私はとったので今

回お聞きしました。そういったものは今後のこ

とも踏まえていろいろ、ぎすぎすした関係も築

きたくないという意向もあると思いますし、ま

た将来「最上は一つ」という動きの中でそうい

った配慮をしたのかなと思って、私はそうとり

ますけれども、そういった意味でお聞きしまし

た。終わります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 二つまずお聞きしたい

と思います。 

  一つは、４月14日の「たけしのＴＶタック

ル」に篠山市の市長が出てきて、「合併特例債

を活用した結果、交付金、約束の７割補助が受

けられず、借金がふえて夕張の二の舞となっ

た」と嘆いていたことを御存じでしょうか。発

言者の１人が「国からだまされた」とまで言っ

ていました。財政が成り立たなくなって、大幅

な公共料金の引き上げ、市民への大幅な負担増

で、それが再生計画になっておりますが、市長

は苦しんでいるという状態でありましたが、こ

れについては御存じでしょうか、あるいはどう

お考えか、お願いします。 

  二つ目は、政府の地方制度調査会専門小委員

会というのがあったそうですが、14日、４月15

日の山形新聞によりますと、合併特例法の延長

はしないと決めたわけです。一致したんです。

そして、林委員長という方が「もう合併は進め

ていくべきではないという共通認識がある」と

言っていましたが、そのことについてはどうお

考えかということをお聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 テレビは、私は若干見

ておりました、全部見ていたわけではないんで

すけれども。 

  合併特例債によって借金が膨らんで公債費の

比重が高まって、財政状況が悪くなったという

ことは、これは合併をすることによって特例債

に頼り過ぎた例として、これは合併を進めた市

町村だれもが知っている事実であります。そう

ならないように国でも合併特例債から合併推進

債に変えて内容を精査して、地方財政がそうい

う状況に陥らないように、これは十分に国の方

でも内容を精査したという結果でございます。 

  それから、地方制度調査会で合併の延長はし

ないということは、これは前々からいろいろ委

員の中で議論されたことでありまして、合併に

ついては1,000まで進めるということでありま

したが、現在1,700まで進んでいるということ

で、進まない理由はいろいろ各市町村、自治体

でそれぞれ固有の問題あるいは熟度の問題で、

これ以上進まない、進められない状況があると

いうことを考慮して、これで一たんその検証を

行った上でということで考えているようであり

ます。したがって、必要なところがあれば合併

は今後も進むだろうし、道州制について今後踏

み込んでいく中では今後とも必要であると。た
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だ、国が画一的に進めるということではなくて、

地方あるいは地域の実情に合わせて今後ともや

っていくということには変わりはないと思いま

す。ただ、地方制度調査会そのものがそういっ

た結論を出したことであります。国全体として

の施策としては合併は中止するとかやめるとか、

そういったことではなくて、自主性に任せてい

ると。地方の問題としてこれは前々からの位置

づけでありますので、これで終了したとか終わ

ったとかやめるとか、そういった問題ではない

と思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 前に平成の合併を進め

るときに、合併特例債も大いに活用してくれと、

交付金７割補助という約束までして進めてきて

おきながら、進めてきたところに対してこのよ

うな仕打ちをしている国のあり方は、やはり間

違っていたということではないかなと思います。

国としては責任が持てないのに無理無理借金を

してまで合併をさせてきた。約束のお金を渡さ

ない。こういう国の姿勢が、問題のある姿勢が

あったということであり、発言者が「国からだ

まされた」というのはそのとおりになるだろう

と思います。 

  今の新庄市と戸沢村がやってきたのは、国か

らの流れの中で、やった方がいいよという国の

流れの中で今進んでいる一つではないかなと思

います。 

  住民の意見がどうなのかということが非常に

大事だと思います。戸沢村では「合併について

住民投票条例制定を願う」という署名が、46％

を超える村民から署名となって要求されたもの

があると聞いております。その住民投票をやっ

てくれという、住民が非常に高い声を上げてい

るのに、本当はやるべきだと思うのです。やっ

て、村民一致して合併に臨むべきではないでし

ょうか。 

  それは二度にわたって衆参両院で決議されて

おります。例えば1975年、参議院決議、これで

は住民投票などを極力推進することとなってい

ます。また、衆議院でも附帯決議で「住民投票

その他の方法により関係住民の意向を十分に尊

重すること」と、1975年も市町村の合併の特例

に関する法律の附帯決議でやっています。また、

その10年後、1985年の改正に当たっても参議院

附帯決議で「住民投票などにより住民の意思が

極力反映されるよう努めること」と、衆議院の

附帯決議でも同じく「住民投票等により住民の

意思が極力反映されるよう努めること」という

ふうに、合併の特例に関する法律の附帯決議で

二度にわたって国会で決議されている、衆議院

も参議院も両院です。 

  そういう意味では、その立場に立って、住民

の意思で本当に合併賛成なのか反対なのかとい

うことをやってからやるべきだと。住民も伸び

ているし、その立場でやって、そしてやるとい

うのであれば私も賛成する気持ちになるわけで

すが、そういう住民の声も無視したような形で、

国会決議も無視してやるというやり方には私は

賛成できないように思うんですが、いかがでし

ょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 戸沢村のことでありまして、請求

に関して議会の中で村長と議会が判断したと理

解しております。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 規約を変更した場合、

これまでの協議事項、いろいろ協議会で決定し

たことがありますが、この辺の決定した事項が

この規約変更でそのまま取り扱いされると考え

てよろしいのか、また新たに協議、今度は１市

１村ということで、また改めて協議をやるのか、



- 23 - 

その辺どんな取り扱いになるのかお聞かせいた

だきたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 市長の説明にもありま

したように、多くの事項が協議の中で決定され

てきたという中で、今後の２市村になった場合

の取り扱いでありますが、確認というか、あれ

でオーケーということではなくて、もう一回そ

の内容について確認をとらせていただきます。

あとは内容についてもう一回確認して、議案と

しては全部委員の方、小委員会の議論は別にし

ても、委員会で全部、今まで決まったことにつ

いては改めて確認をとらせていただくというこ

とになります。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 真室川町が離脱する前

の協議事項も、当然決定された事項もあるわけ

でありまして、その辺の取り扱いを含めて今質

問したんですが、真室川町がまだ離脱しない中

で協議されたこと、それらについては当然今度

は１市１村の二者でやるわけですから、その辺

の確認は当然やらなければならないと思います

が、離脱する前に決定された事項に対しては二

者で協議を改めてしなければならないのではな

いかと私は思うんですが、三者でやってきた協

議事項はそれなりに決定されたことが、今、課

長の話では確認だけでいいのではということで

ありますが、三者でやってきて、真室川町の意

見を尊重してやってきたという協議事項も中に

はあったように思っておりますが、その辺につ

いてはどうなんですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 議員おっしゃるように、

今まで三つでやってきて、今度二つになったか

らそれで終わりということではなくて、全部一

つ一つ、これはこう決めました、これはこう決

めました、これはこう決めました、これを一つ

一つ確認していきます、これでいいですかと。

だめな場合はどこをどう直しますかということ

で、全部やり直しということよりも確認作業と

言った方で適切かなということで、そういう言

葉をとらせていただきました。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 前の一般質問でも申し

上げましたが、114項目について真剣に協議す

るということなんですが、前に申し上げました

ように、これから協議する段階で、やはり相手

に十分配慮した内容で、見ますと現存のままや

りますということにほとんどなっております。 

  私は一つ思っていることがあるんです。とい

うのは、大分前なんですが、新庄市民の方から

「ほかの町村は一軒家でも全部舗装してあげて

いる。新庄市の市道は何百年も何十年も税金を

納めていても舗装になってない」と、大分前の

話になりますが、大分苦情を受けました。その

とき私はこういうふうに申し上げたんですが、

これは過疎法によってそういう財源の面も相当

ありますけれども、そういう過疎地は隅から隅

までそういう細かいところを助けてあげないと、

なお過疎が大きくなる、そういうわけで恩典が

あるんだと。それから、逆に新庄市は過疎地の

町村から随分出てきました、家庭が。一例を申

し上げますと、新庄小学校の宮内地区なんか、

あの田んぼを全部道路切って住宅地として舗装

して、住宅を整備したんですよ。そこへ皆、真

室川町から鮭川村から入ってきた。新庄市とし

ては、ほかは一軒でも大事にするという町村の

状況、新庄市はそれらを受け入れる立場で整備

しなきゃならないと。そういうわけで皆さんに

は迷惑をかけておりますと。何百年も税金をか

けているんだから、一番にすればいいんですけ
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れども、こういう事情もありますからもう少し

頑張ってくださいと市民に私は何回も言ったこ

とがあります。そういう特殊な事情があります

から、これから114項目の協議の中で、そうい

うものを十分配慮して相手の立場を考えながら

やってもらいたい。これを一つお願いしておき

ます。それだけです。 

平向岩雄議長 ただいま金議員から報告第４号の

質疑において発言の訂正の申し出がございます

ので、発言を許したいと思います。 

  金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 合併協議会の話でした

けれども、日程第５の質疑の中で、一昨日来、

新聞、テレビをにぎわせているということで、

「ふるさと食品」と言ってしまいましたけれど

も、「斎藤食品」と訂正をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま金議員よりありました発言の訂正に

ついては、これを許可することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 許可することに決しました。 

  ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、発言を許します。 

  原案に賛成討論として、清水清秋君。 

   （９番清水清秋議員登壇） 

９ 番（清水清秋議員） 私から、議案第33号新

庄最上地域合併協議会を設ける市町村の数の減

少及び規約の一部変更について、賛成の立場か

ら討論を行います。 

  去る３月16日に開催されました第５回新庄最

上地域合併協議会においては、真室川町が合併

協議より離脱いたしました。これは大変残念な

ことではありますが、それにとらわれることな

く、私たちはこの地域の将来を考えていかなけ

ればならないと考えております。 

  ４月６日から行われた当市の合併市民懇談会

においても、市民の皆様から寄せられた意見は

市長から報告ありましたとおり、この地域は新

庄市が中心となってそれぞれの地域の特色を生

かしながら力を合わせてやっていかなければな

らないという前向きな考え方がほとんどであっ

たと聞いております。 

  市町村合併は、本議会や合併調査特別委員会

でも議論されたように、私たちの子供や孫に引

き継いでいく地域の枠組みを決定する最重要課

題であるととらえております。今回の合併は、

地域を守り、充実したサービス提供をし、この

地域に将来にわたって住み続けられるように議

論できる最良の機会であり、それぞれの地域の

文化、産業、人材などの資源を活用しながら、

行政の垣根を取り除いた新しいまちづくりを行

う絶好の機会であります。このことは、たとえ

合併の意思があるところが戸沢村一つになった

としても変わりはありません。今後は戸沢村と

ともに新しいまちをつくるという熱意、信念を

もって協議を重ね、地域が輝くまちづくりを推

進していただきたいと考えておるところであり

ます。本新庄市議会といたしましても、協議状

況を見ながら、新市の誕生に向け執行部と議論

を交わし、推進していくべきであると考えてお

ります。 

  以上をもって新庄最上地域合併協議会を設け

る市町村の数の減少及び規約の一部を変更する

議案第33号に賛成する討論といたします。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号新庄最上地域合併協議会を設ける

市町村の数の減少及び規約の一部変更について

は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第33号については原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第33号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で４月臨時会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 

 

     午後２時３０分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長   

 

   会議録署名議員   

 

    〃   〃    
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平成２１年５月臨時会会議録 

 

 

平成２１年５月１４日 木曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 星 川 俊 也  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 柿 﨑 卓 美  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 柳 橋   弘 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 

平成２１年５月１４日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 議長辞職の件 

日程第 ５ 議長の選挙 

日程第 ６ 副議長辞職の件 

日程第 ７ 副議長の選挙 

日程第 ８ 常任委員の選任 

日程第 ９ 議会運営委員の選任 

日程第１０ 最上広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

日程第１１ 議案第３４号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第３５号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第３６号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  それでは、これより平成21年５月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において清水清秋君、渡部平八君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議結果

について報告いたします。 

  去る５月７日の午前10時から議員協議室にお

いて議会運営委員７名と執行部から副市長、関

係課長並びに議会事務局職員の出席を求め議員

運営委員会を開催し、本日招集されました５月

臨時会の運営について協議いたしたところであ

ります。 

  初めに、執行部から提出議案等について説明

を受け、協議を行った結果、会期につきまして

は、提出されます案件が市長の行政報告と議案

３件のほか、議会の役職選任に関する事項であ

ることから、５月14日、本日１日限りとするこ

とに決定したところであります。 

  次に、案件の取り扱いにつきましては、臨時

会でございますので、委員会への付託を省略し、

本会議で審議していただくことにいたしました。

また、本会議における議事の日程については、

議案等の審議に先立ち、常任委員及び議会運営

委員の選任を行っていただくことにいたしまし

た。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

結果についての報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告がありましたとおり、本日５月14日、

１日にいたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日５月14日、１日と決定しました。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、私から行政報告をさせていただき
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ます。 

  初めに、新型インフルエンザに伴う対応状況

について御報告いたします。 

  山形県においては４月28日に対策本部を設置

いたし、同日付で最上管内におきましても最上

保健所に発熱相談センターを設置いたしました。

また、県立新庄病院においても発生に備え発熱

外来が設置されました。 

  本市の対応といたしましては、住民に対する

情報提供として30日に市内保育所、幼稚園、

小・中・高校に対して相談窓口や予防方法をお

知らせしたところであり、さらに５月１日付で

対策連絡会議を設置し、市民に対しては11日に

緊急情報として予防措置・対応等のチラシを全

戸配布いたしたところであります。 

  次に、新庄市市制施行60周年記念事業につい

て報告させていただきます。 

  新庄市は、昭和24年の市制施行より60年が経

過しました。この60周年をお祝いする事業とい

たしまして、一つが実行委員会による記念事業、

二つ目として市民が提案し開催する事業、そし

て三つ目として市が行う事業という三つの事業

により開催したいと考えております。 

  このうち、一つ目の記念事業と二つ目の市民

提案事業について報告します。 

  一つ目の実行委員会が行う事業につきまして

は、市民皆さんが一緒になって祝うことができ

るようなイベント型の事業開催を目指し、市民

を含む企画会議を組織して内容を検討してまい

りました。開催を７月11日の土曜に予定してい

るほか、有志等による記念製作、60周年記念事

業にちなんだ旗の作製など、展示、食などをテ

ーマとするイベントの組み合わせを考えており、

今月下旬に議会、商工団体、農業団体などから

成る実行委員会を組織して実施していく予定と

なっております。 

  二つ目の市民提案事業に対しましては、内容

を選考の上、補助金を支給するものです。３月

下旬から募集を開始し、募集説明会も行いなが

ら４月30日で申し込みを締め切りました。15件

の応募があり、現在、内容確認や内容的に関連

する課も交えて検討をしているところでありま

す。最終的には５月20日に企画会議委員による

選考会を開催して事業決定する予定であります。 

  市制施行60周年事業のキーワードは「ＴＳＵ

ＮＡＧＵ～つなぐ」であります。市民の皆さん

とともに祝い、次の世代、次代に引き継いでい

ける新庄市の節目の事業としてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

平向岩雄議長 ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０８分 休憩 

     午前１０時２５分 開議 

 

金 利寛副議長 それでは、議長を交代いたしま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

金 利寛副議長 それでは、追加案件が出ていま

すので、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 それでは議会運営委員

会における協議結果について報告いたします。 

  本日午前10時８分から議員協議会室において

議会運営委員全員出席のもとに本委員会を開催

し、本日の本会議における議事日程の追加につ

いて協議したところであります。 

  協議の結果、平向岩雄君より副議長あてに議

長の辞職願が出されておりますので、議長辞職
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の件を本日の議事日程に追加していただくこと

にいたしました。 

  なお、議長辞職の件は本日の本会議における

議事日程第３市長の行政報告に続く日程とし、

常任委員の選任以降の日程については順次繰り

下げることにいたしますので、御了承のほどお

願い申し上げます。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

結果の報告といたします。 

金 利寛副議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

たとおり、議長辞職の件を本日の議事日程に追

加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛副議長 御異議なしと認めます。よって、

議長辞職の件を本日の議事日程に追加し、議題

とすることに決しました。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることに決しました議長辞職の件につきまして

は、あらかじめ議事日程として配付する余裕が

ありませんでしたので、会議規則第20条ただし

書きの規定に基づき、報告をもって議事日程の

配付にかえさせていただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま議事日程に追加することに決まりま

した議長辞職の件につきましては、配付してお

ります本日の議事日程第３市長の行政報告に続

く日程第４にいたします。 

  なお、このことにより常任委員の選任以降の

日程については順次繰り下げることになります

ので、御了承願います。 

 

 

日程第４議長辞職の件 

 

 

金 利寛副議長 日程第４議長辞職の件を議題と

いたします。 

  地方自治法第117条の規定により、平向岩雄

君の退席を求めます。 

   （１５番平向岩雄議員退席） 

金 利寛副議長 それでは議長の辞職願を事務局

長に朗読させます。 

大場和正事務局長 朗読いたします。 

  辞職願。今般、市議会申し合わせにより議長

の職を辞することについて、許可されるようお

願いいたします。平成21年５月14日、新庄市議

会副議長金 利寛殿。新庄市大字泉田字往還東

４号１番地、平向岩雄。 

  以上でございます。 

金 利寛副議長 お諮りいたします。 

  平向岩雄君の議長の辞職については、これを

許可することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛副議長 異議なしと認めます。よって、

平向岩雄君の議長の辞職については、これを許

可することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

   （１５番平向岩雄議員復席） 

 

     午前１０時２９分 休憩 

     午前１０時３０分 開議 

 

金 利寛副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

金 利寛副議長 お諮りいたします。 

  ここで、議長の選挙を本日の議事日程に追加

し、選挙を行うこととしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛副議長 異議なしと認めます。よって、
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議長の選挙を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ただいま議事日程に追加し、議題とすること

に決しました議長の選挙については、あらかじ

め議事日程として配付する余裕がありませんで

したので、会議規則第20条ただし書きの規定に

基づき、報告をもって議事日程の配付にかえさ

せていただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま本日の議事日程に追加することに決

しました議長の選挙については、先ほど本日の

議事日程第４として追加しました議長辞職の件

に続く日程第５にいたします。 

  なお、このことにより常任委員会の選任以降

の日程については順次繰り下げることになりま

すので、御了承願います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３２分 休憩 

     午前１０時３２分 開議 

 

金 利寛副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第５議長の選挙 

 

 

金 利寛副議長 日程第５議長の選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  ここで議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

金 利寛副議長 ただいまの出席議員は19名であ

ります。投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

金 利寛副議長 投票用紙の配付漏れはありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛副議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

金 利寛副議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局に点呼を命じます。 

   （事務局長点呼、投票） 

金 利寛副議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛副議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  ここで議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

金 利寛副議長 これより開票を行いますが、会

議規則第31条第２項の規定により、立会人に小

嶋冨弥君、今田雄三君、奥山省三君を指名いた

します。よって、３名の方の立ち会いをお願い

いたします。 

   （開  票） 

金 利寛副議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数19票、これは先ほどの出席議員数に

符合いたしております。そのうち有効投票19票、

無効投票はありません。 

  有効投票中、平向岩雄君 １８票 

        佐藤悦子君  １票 

  以上のとおりであります。 

  なお、この選挙の法定得票数は５票でありま

す。よって、平向岩雄君が議長に当選されまし

た。ただいま議長に当選されました平向岩雄君

が議場におられますので、本席から会議規則第

32条第２項の規定により告知いたします。 

  当選されました平向岩雄君にごあいさつをお

願いいたします。 

   （平向岩雄議長登壇） 

平向岩雄議長 このたびは多くの皆さん方の推挙

をいただきまして、再び重責を担うことになり

ました。時あたかも新庄市では60周年の記念事
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業、新幹線の10周年記念事業ということで、か

つてない慶事が重なるわけでございますけれど

も、執行部ともども一生懸命市民生活の向上の

ために全力を尽くしてまいりたいと思う所存で

ございますので、何分皆様方の絶大なる御支援

をよろしくお願い申し上げまして、当選の御礼

にかえさせていただきます。ありがとうござい

ました。（拍手） 

金 利寛副議長 当選されました平向岩雄君、議

長就任まことにおめでとうございます。 

  以上で議長の役目が終わりましたので、皆様

の御協力に感謝申し上げ、ただいま就任されま

した議長と交代いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時４８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 それでは、追加案件が出ています

ので、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 それでは議会運営委員

会における協議結果について報告いたします。 

  本日午前10時45分から議員協議会室において

議会運営委員全員出席のもとに本委員会を開催

し、本日の本会議における議事日程の追加につ

いて協議したところであります。 

  協議の結果、金 利寛君より議長あてに副議

長の辞職願が出されておりますので、副議長辞

職の件を本日の議事日程に追加していただくこ

とにいたしました。 

  なお、副議長辞職の件は本日の本会議におけ

る議事日程第５議長の選挙に続く日程とし、常

任委員の選任以降の日程については順次繰り下

げることにいたしますので、御了承のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

結果の報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

たとおり、副議長辞職の件を本日の議事日程に

追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

副議長辞職の件を本日の議事日程に追加し、議

題とすることに決しました。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることに決しました副議長辞職の件については、

あらかじめ議事日程として配付する余裕があり

ませんでしたので、会議規則第20条ただし書き

の規定に基づき、報告をもって議事日程の配付

にかえさせていただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま本日の議事日程に追加することに決

しました副議長辞職の件については、先ほど本

日の議事日程第５として追加しました議長の選

挙に続く日程第６にいたします。 

  なお、このことにより常任委員の選任以降の

日程については順次繰り下げることになります

ので、御了承願います。 

 

 

日程第６副議長辞職の件 

 

 

平向岩雄議長 日程第６副議長辞職の件を議題と

いたします。 

  地方自治法第117条の規定により、金 利寛
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君の退席を求めます。 

   （１３番金 利寛議員退席） 

平向岩雄議長 それでは事務局長に副議長辞職願

を朗読させます。 

大場和正事務局長 朗読いたします。 

  辞職願。今般、市議会申し合わせにより副議

長の職を辞することについて、許可されるよう

お願いいたします。平成21年５月14日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。新庄市城南町７番31号、

金 利寛。 

  以上でございます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  金 利寛君の副議長の辞職については、これ

を許可することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

金 利寛君の副議長の辞職については、これを

許可することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

   （１３番金 利寛議員復席） 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１０時５４分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ここで、副議長の選挙を本日の議事日程に追

加し、選挙を行いたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

副議長の選挙を本日の議事日程に追加すること

に決しました。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることに決しました副議長の選挙については、

あらかじめ議事日程として配付する余裕があり

ませんでしたので、会議規則第20条ただし書き

の規定に基づき、報告をもって議事の日程の配

付にかえさせていただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま本日の議事日程に追加することに決

しました副議長の選挙については、先ほど本日

の議事日程第６として追加しました副議長辞職

の件に続く日程第７にいたします。 

  なお、このことにより常任委員の選任以降の

日程については順次繰り下げることになります

ので、御了承願います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時５６分 休憩 

     午前１０時５６分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第７副議長の選挙 

 

 

平向岩雄議長 日程第７副議長の選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  ここで議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

平向岩雄議長 ただいまの出席議員は19名であり

ます。投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

平向岩雄議長 投票用紙の配付漏れはありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 
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平向岩雄議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局に点呼を命じます。 

   （事務局長点呼、投票） 

平向岩雄議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  ここで議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

平向岩雄議長 これより開票を行いますが、会議

規則第31条第２項の規定により、立会人に奥山

省三君、小嶋冨弥君、今田雄三君を指名いたし

ます。よって、３名の方の立ち会いをお願いい

たします。 

   （開  票） 

平向岩雄議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数19票、そのうち有効投票13票、無効

投票６票うち白票が６票でございます。 

  有効投票中、森 儀一君 １０票 

        星川 豊君  １票 

        遠藤敏信君  １票 

        金 利寛君  １票 

  以上のとおりであります。 

  なお、この選挙の法定得票数は４票でありま

す。よって、森 儀一君が副議長に当選されま

した。ただいま副議長に当選されました森 儀

一君が議場におられますので、本席から会議規

則第32条第２項の規定により告知いたします。 

  当選されました森 儀一君にごあいさつをお

願いいたします。 

   （森 儀一副議長登壇） 

森 儀一副議長 ただいま御推挙いただきまして、

本当にありがとうございました。議長を補佐し

ながら一生懸命頑張りたいと思いますので、皆

様方の御協力をよろしくお願いいたします。本

当にありがとうございました。（拍手） 

平向岩雄議長 当選されました森 儀一君、副議

長就任まことにおめでとうございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時１０分 休憩 

     午前１１時２０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第８常任委員の選任 

 

 

平向岩雄議長 日程第８常任委員の選任を行いま

す。 

  常任委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により議長より指名いたします。 

  総務常任委員に小野周一君、小関 淳君、小

嶋冨弥君、渡部平八君、新田道尋君、下山准一

君の６名を指名いたします。 

  文教厚生常任委員に佐藤悦子君、沼澤恵一君、

清水清秋君、奥山省三君、亀井信夫君、星川 

豊君、議長の平向、７名指名いたします。 

  産業建設常任委員に斎藤義昭君、今田雄三君、

遠藤敏信君、金 利寛君、森 儀一君、山口吉

靜君の６名を指名いたします。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの常

任委員に選任することに決しました。 

  なお、ただいま選任されました常任委員の任

期は来る５月18日からとなりますので、御了承

願います。 

  また、本市議会では議長の職にある者は常任

委員を辞任することを申し合わせておりますの
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で、小職は常任委員を辞任したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議長の常任委員の辞任は許可されました。 

  それでは、これより各常任委員会の正副委員

長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２３分 休憩 

     午前１１時３３分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは各常任委員会における正副委員長の

互選の結果が届いておりますので、報告いたし

ます。 

  総務常任委員会の委員長に小野周一君、副委

員長に小関 淳君、文教厚生常任委員会の委員

長に沼澤恵一君、副委員長に佐藤悦子君、産業

建設常任委員会の委員長に遠藤敏信君、副委員

長に山口吉靜君、以上でございます。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３４分 休憩 

     午前１１時４６分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第９議会運営委員の選任 

 

 

平向岩雄議長 日程第９議会運営委員の選任を行

います。 

  議会運営委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により議長により指名いた

します。議会運営委員に小野周一君、沼澤恵一

君、遠藤敏信君、小嶋冨弥君、渡部平八君、金 

利寛君、奥山省三君の７名を指名いたします。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員

に選任することに決しました。 

  なお、ただいま選任されました議会運営委員

の任期は来る５月18日からとなりますので、御

了承願います。 

  それでは、これより議会運営委員会の正副委

員長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４７分 休憩 

     午前１１時５６分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは議会運営委員会における正副委員長

の互選の結果が届いておりますので、報告いた

します。 

  議会運営委員会の委員長に金 利寛君、副委

員長に小嶋冨弥君、以上でございます。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 ここで追加案件が出ておりますの

で、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 それでは議会運営委員
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会における協議結果について報告いたします。 

  最上広域市町村圏事務組合議会議員の方々が

同事務組合議会議長あてに辞職願を提出し、受

理されましたので、本日12時50分から議員協議

会室において議会運営委員全員出席のもとに本

委員会を開催し、本日の本会議における議事日

程の追加について協議したところであります。 

  協議の結果、最上広域市町村圏事務組合議会

議員の方々より同事務組合議会議長あてに辞職

願が提出されましたので欠員となります。最上

広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を本日の

本会議における議事日程に追加していただくこ

とにいたしました。 

  なお、最上広域市町村圏事務組合議会議員の

選挙は本日の本会議における議事日程第９議会

運営委員の選任に続く日程とし、議案第34号新

庄市市税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて以降の日程については順次繰り下げること

にいたしますので、御了承のほどお願い申し上

げます。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

結果の報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、最上広域市町村圏事務組合議会議員

の選挙を本日の議事日程に追加することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

最上広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を本

日の議事日程に追加することに決しました。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることに決しました最上広域市町村圏事務組合

議会議員の選挙については、あらかじめ議事日

程として配付する余裕がありませんでしたので、

会議規則第20条ただし書きの規定に基づき、報

告をもって議事日程の配付にかえさせていただ

きます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま本日の議事日程に追加することに決

しました最上広域市町村圏事務組合議会議員の

選挙については、先ほどの議会運営委員の選任

に続く日程第10にいたします。 

  なお、このことにより議案第34号新庄市市税

条例の一部を改正する条例の制定について以降

の日程については順次繰り下げることになりま

すので、御了承願います。 

 

 

日程第１０最上広域市町村圏事務

組合議会議員の選挙 

 

 

平向岩雄議長 日程第10最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

選挙の方法は指名推選とすることに決しました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法につきましては、議長において指

名することにいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決しました。 

  最上広域市町村圏事務組合議会議員に小野周

一君、小嶋冨弥君、星川 豊君の３名を指名い

たします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名いたしました諸君

を当選することに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました３名の諸君が最上広

域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。 

  ただいま当選されました諸君が議場におられ

ますので、本席から会議規則第32条第２項の規

定により告知いたします。 

  なお、議長も当該事務組合規約により議員に

なりますので、御了承願います。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第11議案第34号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の制定について及び日

程第12議案第35号新庄市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定についてを一括議題

といたします。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第34号新庄市市税条例の一部を改正する条

例の制定について及び議案第35号新庄市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、新庄市市税条例の一部

を改正する条例の制定について、御説明申し上

げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成21年

３月31日に公布され、そのうちの４月１日から

施行する部分につきましては３月31日に専決処

分を行いましたが、それ以外の部分につきまし

て必要な改正を行うために提案するものであり

ます。 

  主な改正の内容についてでありますが、まず

個人市民税関係につきましては、景気対策とし

ての住宅ローン特別控除の創設にかかわるもの

であります。平成21年から25年までに入居した

人を対象として、所得税から控除し切れなかっ

た額を一定限度まで市県民税から控除するもの

です。これは22年１月１日から施行され、減収

となる額については国から減収補てん特例交付

金により全額が交付されます。このほかには寄

附金税額控除の算式変更に伴う読みかえ規定の

改正や租税特別措置法の改正に伴う条文の整備

であります。 

  また、固定資産税関係につきましては、長期

優良住宅、いわゆる200年住宅に係る特例措置

の創設によるものです。平成22年３月31日まで

に長期優良住宅認定基準に基づいて県建築主事

の認定を受けて新築された住宅が対象で、一般

住宅は５年度分、中高層耐火建築物は７年度分

の税額を２分の１に減額する特例措置です。こ

の適用は平成21年６月４日以降に新築される住

宅に対する平成22年度以後の固定資産税となり

ます。 

  そのほかは土地改良法の改正に伴う条文整備

となっています。 

  以上の改正につきまして、適用される時期が

一様ではないことから、附則において施行期日

を定めております。 

  次に、議案第35号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について、御説明

申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成21年

３月31日に公布され、そのうちの４月１日から

施行する部分につきましては３月31日に専決処

分を行いましたが、それ以外の部分につきまし

て必要な改正を行うために提案するものであり

ます。 

  改正の内容についてでありますが、上場株式

等に係る配当所得に係る課税の特例が追加され

たこと、あわせてその譲渡損失の損益通算や繰
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り越し控除をしたときの課税の特例を追加した

ことであります。このことに伴って、関連する

条文を整備するものであります。 

  以上の改正につきまして、適用される時期が

一様でないことから、附則においてその施行期

日を定めております。よろしくお願いいたしま

す。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第34号及び議

案第35号については、会議規則第37条第３項の

規定により委員会への付託を省略したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第34号及び議案第35号につきましては委員

会への付託を省略することに決しました。 

 

 

日程第１１議案第３４号新庄市市

税条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 

平向岩雄議長 これより議案第34号について質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１２議案第３５号新庄市国

民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 

平向岩雄議長 これより議案第35号について質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） この該当世帯はどのぐ

らいになると思われるのかということと、どの

ような市への影響があるかということで、お伺

いしたいと思います。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまの御質問ですけれど

も、この改正の内容につきましては上場株式に

係る損益通算をする人でございます。したがい

まして、上場株を持っていて、なおかつそれで

損失を受けるような人が対象ということでござ

いますので、残念ながら私の方では一体何人ぐ

らい該当するものか、これを把握しておりませ

ん。株式の損益というのは毎年変わるものでご

ざいますし、把握することは非常に困難だと思

っております。しかしながら、今申し上げたよ

うな上場株式を幾つも取引するような方ですか

ら、ごくごく限られた人だと考えております。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１３議案第３６号平成２１

年度新庄市一般会計補正予算（第

２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第13議案第36号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第36号一般会計補正予算（第

２号）について御説明申し上げます。 

  このたびの補正は、本市と戸沢村の合併に関

連する補正でございまして、一般会計補正予算

は歳入歳出それぞれ751万8,000円を追加し、補

正後の予算総額を128億1,300万8,000円とする

ものであります。 

  補正内容につきましては、５ページをごらん

いただきたいと思います。 

  初めに、歳出について説明させていただきま

すが、２款１項16目市町村合併推進費の補正で

ございます。新市に向けた例規策定支援業務委

託料525万円、新たに新庄市・戸沢村合併協議

会負担金925万6,000円を計上しております。今

後見込まれます負担金総額は1,348万1,000円で

ありますが、本市と戸沢村の負担割合はこれま

でと同様に、平等割50％、人口割50％の割合で

ございます。また、真室川町を含めた３市町村

による新庄市最上地域合併協議会負担金は、当

初797万6,000円を計上しておりましたが、１カ

月分の支出負担98万8,000円がございますので、

差額698万8,000円を減額するものでございます。 

  続きまして、歳入でございますが、新市例規

策定支援業務委託は本市が事業主体として実施

し、戸沢村が負担金を支払うことで協議が整っ

ておりますので、20款諸収入に負担金164万

5,000円を計上しております。 

  なお、不足します財源につきましては、財政

調整基金を繰り入れしたいと考えております。 

  戸沢村との合併を円滑に進めるための予算で

ございますので、御審議いただき、御決定くだ

さるようお願い申し上げます。 

  なお、４月20日開催の臨時会以降の合併協議

に関する経過について、御説明させていただき

ます。 

  まず第１点目は、新庄市と戸沢村との２市村

による合併協議再開についてであります。両市

村議会で合併協議会の規約変更が議決されたこ

とにより、第１回新庄市・戸沢村合併協議会が

４月27日に開催され、合併協議が再スタートい

たしました。今後は月２回のペースで協議会を

開催し、８月の合併協定書の調印を目指して精

力的に協議に取り組んでまいります。 

  第２点目といたしましては、戸沢村における

懇談会についてでありますが、４月16日から５

月９日まで村内16カ所で開催され、延べ393名

の参加者があったということであります。村民

の方々からは合併に対する数多くの意見や質問
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が出されたと聞いております。渡部村長は、村

民の意向を十分踏まえていきたいと考えている

とのことであります。 

  第３点目といたしましては、戸沢村で３月に

続き４月30日に住民グループより住民投票条例

の制定に向けた署名簿の提出がありました。今

後、本請求が提出された場合は法律に基づき20

日以内に村議会に付議しなければならないとさ

れております。 

  第４点目といたしましては、５月12日に戸沢

村中央公民館で開催された「戸沢村合併を進め

る会」主催の合併集会についてであります。集

会には私のほか平向議長、清水合併調査特別委

員会委員長、２名の合併協議会市民委員の要請

があり、出席させていただきました。集会には

村民約200名の参加があり、新庄市としての思

いや意見を熱く語ってまいりましたので、御報

告いたします。 

  今後とも合併について両市村で新しいまちづ

くりを目指し協議を進めてまいりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第36号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会の付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号につきましては委員会への付託を省

略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 地方交付税の一本算定

についてお聞きしたいと思います。現在の戸沢

村と新庄市のそれぞれの地方交付税が合併にな

った場合の一本算定になった場合の地方交付税

がどのぐらいになるのかということで、お聞き

したいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 戸沢村との合併がなさ

れた場合の一般算定による普通交付税への影響

は、試算したところ６億円ほどでございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） そうしますと現在の人

口の場合の地方交付税が６億円減るということ

になると思います。私としては、６億円が市と

村に金が来なくなる、なくなるというのが合併

だと思います。それはやはり人の生活、人件費

になったりするのが主になると思いますが、そ

ういうものが減ることがこの市村にとって本当

にいいことなのかどうなのか、私は大いに疑問

があるんですが、どうでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 前々からいろんな機会

をとらえてお話し申し上げているように、合併

によりましていろんな効率化、そういった取り

組みがなされることによって経費が節減できる

と。合併は、行革、そういったことも含めての

行政的な再編でございますので、それによって

経費削減が今後10年間の取り組みの中でそうい

った効率化が進められるということで、それに

よって経費節減は十分に生み出される、効率化

が進められるというふうに、前々からの試算、

国のこれまでの総括の中で把握されているとこ

ろであります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） その経費節減できると

いう中身についてもう少しお聞きしたいんです

けれども、例えば支庁ということで役場を残す

ということを考えられると思うんですけれども、

そのときやはりその責任者を置いた限りは、置
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かねばならないという、そういった人件費を考

えると、まるっきり節約になるとは私は考えら

れないんですけれども、その点などはどうなん

でしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ２市村が合併すること

によりまして、総務部門とか特別職、そういっ

たことが一定程度効率化できるのではないかと

いうことは、全国的なそういった合併をしたと

ころの前例によりまして十分に証明されており

ます。現在、新庄市と戸沢村における職員数

445名いるわけですけれども、それによってこ

れからの組織体制とか行政のあり方によって若

干変わるとは思いますけれども、二重に置かれ

ている総務部門とか管理部門、そういったこと

について一定程度職員の削減ができますし、そ

れによってそういった経費が節減できるという

ことで、それらは十分そういった行革を進める

中で吸収できるという試算もなされていますの

で、今後のそういった節減は大丈夫だと、まち

づくり計画とか新市の中でそういったことも具

体的になっていくのかなと考えてございます。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ５月12日の戸沢村の

「新しいまちづくりへの挑戦」ということで、

私も参加させていただきました。そこで、市長

が向こうの村に呼ばれて、初めて新庄市からア

プローチというような形でしたわけですけれど

も、私もその中で非常によかったなと。あそこ

の住民の方々が、市長初め議長、うちの特別委

員長の清水議員、また合併協議会委員の田口さ

んとか津藤さんとか、あとは戸沢村の合併協議

会委員の岸さんがそれぞれ熱い思いを語ったわ

けで、そういう語ることによって、新庄市も本

当に受けてやるんだなと。ややもすると大きい

ところに飲み込まれるのではないかなという、

多分村民感情が非常に強くあると思いますので、

そういったことをもう一回か二回、新庄市がア

プローチをかけて、ぜひやりましょうというよ

うなことで、今後も私はそういう機会をもっと

つくるべきだと思うんです。決意表明まで出し

て、「私たちは、新庄市と戸沢村が一緒になり、

この地域をともに発展させるために合併を進め

ていくことをここに決意表明します」という非

常に力強いものがあったわけですので、これを

さらに進めていくためにも、こっちの方から出

かけていくお考えはないのでしょうか、その辺

をお聞きしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回は、戸沢村の「合併を進める

会」の皆さんが、ぜひ来ていただきたいという

ような、直接新庄市側の皆さんの話を聞きたい

ということで実現したわけです。まだまだ市と

村との自治体の境界というのがあって、こちら

から乗り込むということはなかなかできない状

況でありますけれども、先日は、今後こうした

機会がもっと催されるのであれば、いつでも参

加し、住民の皆さんとお話をしていきたいとい

うことを申し上げてきたところでありますので、

水面下ではそういう話を何度も何度もやってい

きたいと思っております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） その中で、市長もおっ

しゃっていますけれども、それぞれの自治体に

は人格なり品格があるし、また垣根も壁もある

とおっしゃっていましたし、その垣根を取らな

いとなかなか一体とならないということを私は

あそこの会場におりながら感じたわけですので、

そういったことをもっと進めていくべきではな

いかなと思っていますし、また逆に、そういっ

た戸沢村の執行部や村長さん、そういった方々
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の合併に対する思いを逆に私どもが聞く機会が

あるべきだと思うんですけれども、その辺はど

のようなお考えでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 まだ戸沢村の方が新庄市のような

一枚岩になってない状況の中で走り過ぎると、

また一方で、まだ決まらないのに勝手なことを

してというようなことがあって、戸沢村の執行

部の皆さんも慎重に、住民の意見、考え方を推

しはかりながら一歩一歩積み上げているという

状況ですので、今いただいたアドバイス、御意

見については前向きに検討させていただきたい

と思います。ありがとうございます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） きのうの新聞を見たん

ですが、戸沢村の話し合いの中で、市長が財政

問題について、すばらしい経験をしました、そ

ういうノウハウもしっかり持っておりますので、

そういう意味を踏まえながら一生懸命そういう

点においても頑張りますと言った。すばらしい、

いいことだと私は思いました、やはり財政とい

うものを一つ戸沢村では考えていると思います

ので。 

  それから、前に私が一般質問で申し上げまし

たけれども、財政改革するに当たって新庄市の

財政の苦しさというものはこういうものだった

と、新幹線とこういうものだったと。しかし、

新幹線も全部解決していますし、大体35億の負

担も終わって、あと幾らも残ってないんだと。

そういうものが最上郡に、さきに言ったように

自由席だって何千万も利益あると、利益を受け

ているんだと、それも市町村に１人１回乗れば

1,000円ずつ還元されているんだと。そういう

点も、言っていいかどうか私はわかりません。

市長の判断で結構ですが、そういう面も財政の

中で説明すればいいんじゃないかなと私は思い

ます。きのうの新聞を見て大変いいことだなと

思いましたので、そういう点を踏まえて、まず

頑張ってもらいたい。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午後１時３０分 閉会 
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   新 庄 市 議 会 議 長  平 向 岩 雄 

 

   新庄市議会前副議長  金   利 寛 

 

   会 議 録 署 名 議 員  清 水 清 秋 

 

     〃   〃    渡 部 平 八 
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平成２１年５月臨時会（第２号）会議録 
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議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

教 育 長 武 田 一 夫  総 務 課 長 星 川   基 

政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 

平成２１年５月２５日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 
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日程第 ３ 議案第３７号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 

 



- 47 - 

 

開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  それでは、これより平成21年５月新庄市議会

臨時会（第２号）を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小嶋冨弥君、下山准一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、私から議会運営委員会における協

議の経過と結果について御報告いたします。 

  去る５月20日午前10時から議員協議会室にお

いて議会運営委員７名出席のもと、執行部から

副市長、総務課長並びに議会事務局職員の出席

を求めて議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました５月臨時会（第２号）の運営について

協議をしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日と提出議案等につ

いての説明を受け協議を行った結果、会期につ

きましては、提出されます案件が１件であるこ

とから、５月25日、本日１日限りとすることに

決定したところであります。 

  次に、案件の取り扱いにつきましては、臨時

会でございますので、委員会への付託を省略し

て本会議で審議をしていただくことにいたしま

した。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

の経過と結果についての報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告がありましたとおり、本日５月25日、

１日といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日５月25日、１日と決定いたしました。 

 

 

日程第３議案第３７号新庄市一般

職の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の設定につい

て 

 

 

平向岩雄議長 日程第３議案第37号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 
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  それでは、議案第37号新庄市一般職の職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例の設

定について、御説明申し上げます。 

  人事院は、昨今の厳しい経済状況により民間

の夏季一時金が大きく減少することが見込まれ

ることから実施した民間給与の緊急調査の結果

を踏まえ、去る５月１日に一般職の国家公務員

の本年６月に支給される期末手当及び勤勉手当

について、暫定的に0.2カ月分を凍結する旨の

勧告を行いました。 

  本県の人事委員会におきましても、県内の民

間事業所の夏季一時金の状況について緊急に特

別調査を実施し、去る５月15日に人事院と同様

の内容の勧告を行いました。 

  本市におきましても、県人事委員会の勧告及

び県内他市の状況を考慮し、本年６月に支給す

る期末手当及び勤勉手当を一部凍結する措置を

講ずるため、給与条例の改正を行うものであり

ます。 

  具体的な内容といたしましては、平成21年６

月に支給される期末手当及び勤勉手当について、

一般職の職員については0.2カ月分、議員の皆

様を含む特別職及び教育長については0.15カ月

分を一部凍結するものであります。これらの改

正により凍結される手当の金額は約2,599万円

であります。 

  期末手当及び勤勉手当については、本市の財

政状況を考慮し、一般職はもとより、議員の皆

様にも独自の削減対策に御協力いただいており

ますが、現在の経済情勢を考慮し、このような

措置をとらせていただきたいと思いますので、

御審議いただき、御決定賜りますようお願い申

し上げます。 

  なお、詳細については担当課長が御説明申し

上げます。よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 それでは私から資料に基づき

まして経緯等について御説明申し上げます。 

  平成21年６月期末勤勉手当の一部凍結につい

てという資料をごらんいただきたいと思います。 

  最初に、新庄市の期末勤勉手当の現行の支給

月数を書いてあります。表の右側に年間の月数

がございますが、一般職が年間で4.20月となっ

ており、これは県と同じですが、国に比べ0.3

月少ない状況です。表の下には特別職の手当に

ついて書いてありますが、年間3.15月となって

おります。これらのうち今回一部凍結したいと

する６月手当は、一般職が2.0月、特別職が

1.525月です。 

  次に、勧告の経過でございますが、経済情勢

に基づきまして、民間企業の夏季一時金、いわ

ゆる夏のボーナスについて、人事院、山形県の

人事委員会においても４月に調査を行いました。

公務員の給与等勤務条件については民間に準拠

するという原則があるわけですが、民間がかな

りの幅で減少するという情勢にかんがみてこの

調査が行われたものですが、その調査結果に基

づき、人事院は５月１日に0.2月分減額して支

給するという勧告を発し、これを受けまして政

府は、８日、一般職について勧告のとおりとす

ること、また特別職についても一般職に準じて

0.15月を減額することを決定しまして、今国会

に改正法案が提出されているという状況です。 

  新庄市職員の給与については従来から県人事

委員会勧告を基本にしており、県の人事委員会

が国の勧告を受け、どのような勧告を出すのか

注視してきたところですが、15日、先々週の金

曜日に国と同様0.2月分の凍結という勧告を出

したところであります。 

  そして、市の対応でございますが、限られた

時間ながら十分に検討した結果、従来から県の

人事委員会勧告に基本的に準拠してきておりま

して、今回も勧告に基づくこととしたいという

ことで、条例改正案の提出に至ったというもの

であります。 

  ①一般職については、2.0月のうち0.2月を凍
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結、内訳は期末手当1.35を1.2に、勤勉手当

0.65を0.6とするという内容です。 

  特別職についても、勧告に基づきまして期末

手当1.525のうち0.15を凍結し、1.375の支給と

するというものであります。 

  ③は、なぜ５月中に条例改正を行う必要があ

るかということを若干説明しておりますけれど

も、６月手当の基準日は６月１日となっており

まして、６月１日の前に、だれに幾ら支給する

というのを決めなければならないことになって

おります。そういう関係で支給月数も５月中に

は決めて、基準日の前に額まで決めなければな

らないということから、急遽臨時会を招集させ

ていただいたという経過でございます。 

  ④に書いてありますのは、今回は臨時的な特

別勧告に基づく暫定措置ということでありまし

て、これから民間企業の実態をさらに詳細に調

査した結果に基づいて、人事院は８月に、県の

人事委員会は10月に例年本勧告を出します。こ

の本勧告で平成21年度全体の支給月数というの

が示されるわけですが、その時点で改めて全体

的に検討するということになります。例えば、

今後の本勧告で21年度の年間の全体月数として

0.5月削減すべきという結果が出たとしますと、

今回６月時点で0.2を前倒しでやるということ

で、12月は残りの0.3月という調整になるとい

うことでありまして、そういう意味で今回は暫

定的な凍結措置ということになっております。 

  今回の勧告につきましては、まだ民間企業の

８割が未決定という状況ではあるんですが、そ

ういった未決定企業が多くある中であえて勧告

を出したというのは、その時点その時点、支給

の時点で民間と大きな乖離があるということは

好ましくないということで、可能な限り民間の

状況を支給の都度反映させることが望ましいと

いう人事院なり人事委員会の考えであります。 

  なお、暫定的な凍結ということですので、予

算について減額補正等は行わないということに

いたしました。 

  一番下に参考として今回の凍結措置による影

響額を記載しておりますが、一般職につきまし

ては１級３万5,000円程度、６級９万6,000円程

度というふうに差はありますが、全体で平均し

ますと７万5,000円ほどになります。合計額で

は2,443万円。三役につきましては合計で27万

3,000円。議員の皆様方につきましては、議長、

副議長、議員とそれぞれ違うわけですけれども、

合計で言いますと128万円ということで、全体

の合計としましては約2,600万円の影響がある

という内容でございます。 

  議案につきましては、一般職、特別職、教育

長、３本の条例、給与関係条例としてあります

が、この３本を等条例として一本にまとめまし

て、それぞれ附則において月数の削減等につい

て規定しております。 

  以上、本日お渡しした資料の説明とさせてい

ただきます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第37号につい

ては、会議規則第37条第２項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号につきましては委員会への付託を省

略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 今回は、民間との乖離

があるということで、国の基準、勧告というの

か、それによって県もということで、それはお

おむね私は理解できますけれども、ただ、当市

にとっては財政再建を主眼として５年ほどずっ

と過去にそれに協力と申しますか、のっとって

きておるわけで、その差額が夏期手当で調整さ
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れておるわけでして、また今回も調整の場合に

それと合わせて減額になろうかと思いますけれ

ども、他市と比較して、「勘案する」という言

葉もありましたけれども、新庄市は財政再建等

を今までやってきた部分にさらにという感がな

きにしもあらずだと思うんです、職員も含めて。

そういったところのお考えというのはどのよう

になっておるのかなということをお聞きしたい

と思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 確かに新庄市は財政状況から

独自に人件費に関しては削減しているところで

あります。ただ、今回、県の人事委員会勧告と

して示した線というのは、民間準拠という原則

からして標準的なラインとして、暫定措置では

あるんですが、0.2月減じるのが適当というこ

とですので、それが標準線であるんだろうと。

新庄市の財政状況から、その標準線からさらに

特別な対策をとらなければならない状況である

ということ、財政状況が好転の兆しはあるもの

の、いまだそういった措置は必要だということ

で、標準的な線は合わせる、そしてさらに財政

状況からして特別な対策をとらなければならな

いという考え方で、独自削減はそれとして継続

しようという考えで、今回独自削減はそのまま

で、0.2月の凍結措置は他と同じようにやろう

という考えに至ったところです。 

  ただ、先ほど申し上げましたように、12月に

最終的な形で年間の月数が示される、その時点

では独自削減について今後どうしていくのかと

いうことも含めた調整をとるべきか、その辺削

減の度合いであるとか、その時点での経済状況

とか財政状況、いろいろなことを考えなければ

ならないと思っているんですけれども、調整す

るとすればその時点だろうということで、今回

は独自削減の継続、0.2月凍結という形で考え

たところであります。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 夏期手当は夏期手当、

財政再建は財政再建と考えれば、大変厳しいけ

れども、まあまあではないかなと私個人も思い

ますけれども、職員の皆さんの士気になるべく

影響しないように、そういった指導なり理解な

りを働きかけなければ、職員のもやもやとした

不満も私はあるかと思うんですけれども、その

辺をどのようにアフターケアと申しますか、そ

ういったものをやっていかれるのか、そういう

ことをやるべきか、やらないのかということを

お聞きしたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 職員もいろいろ削減されてい

る中で仕事を頑張ってもらっているなと私は思

っているんですが、一人一人の職員と労働条件

について話すということが余りないんですけれ

ども、その代表である組合とは今回も２回交渉

しました。通常ですと納得して合意というとこ

ろまではいかなくても、ある程度理解を得た上

で議会に示すというのが普通のパターンですが、

今回に限ってはそこに至りませんでした。やは

り組合の主張として、職員の我慢も限界だと、

気持ちも折れそうだと、もう少しきちんと対応

してほしいというようなことは訴えられており

ます。今回は先ほど申し上げたような考え方で

独自削減とは切り離してやらせていただきたい

ということで、何回か説明をしました。小嶋議

員の御指摘のように、職員にも市の考え方をき

ちんと説明して、相当の金額が減らされるわけ

ですから、賛成とはなかなかならないにしても、

仕方ないということぐらいにしかならないかも

しれませんが、一応納得してまた仕事に励んで

もらえるように、機会をとらえて説明したいと

思っております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 終わります。 
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平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 人事院勧告が出て、こ

んなに早く結論を下すというのもちょっと珍し

いんですけれども、今まで当新庄市においても

人事院勧告が提示されてきました。人事院勧告

なり人事委員会は尊重しますが、実施はこのよ

うな経済情勢でということで引き延ばされてき

た状況があるわけです。 

  ことしの新年度の予算を見てみますと予想以

上に投資的経費が評価されていると。この点に

ついても、財政再建の折、ここまでやらなけれ

ばならないのかということを再三議員の皆さん

も一緒になって質疑したわけですが、そういう

中でも今後はある程度の新庄市の目安が立って

きた、希望が見えてきた、光が見えてきたとい

うことなどもあって、それによって今回の新年

度予算は決まったなと思います。 

  しかし、この尊重する人事院の方なんですけ

れども、今まで凍結されていた県については、

守らなかった県についてはどうなるのかという

ことが今後職員についても我々についても士気

高揚の面からも出てくると思います。人事院勧

告は守るというふうになって即実施と、今回の

ように上げる場合もなるのかならないのか、今

までの分はさておいて今回だけはというふうに

なるのか、そこら辺の考え方を示してください。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 15日に勧告が出されて、10日

後のきょう条例改正ということで、確かにいつ

にない、時間がない中での対応になりました。

これにつきましては先ほど御説明しましたよう

に５月中にどうしても決めなければならないと

いう状況からそうなっておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

  また、新規事業等いろいろ打ち出している中

で、人件費の削減はそのままということですが、

職員にも同じような説明をしているところです

が、財政状況としては厳しいことに変わりはな

いんですが、若干の明るい兆しが出てきたと。

ただ、財政再建計画をスタートさせた時点でか

なり絞り込んだサービスの面であるとか、ある

いは人件費に関しても16年度の計画スタートの

時点でそれまで嘱託職員であった者を日々雇用

職員にしたりとか、職員だけでなくて、いろい

ろなところを縮めてきたという経過があります。

そういったものがすべて現在の状況としてもと

に戻っているという状況ではありませんので、

サービスであるとか、例えば正職員以外の方の

労働条件の回復、そういったものの前に正職員

の独自削減の復元ということはないだろうとい

う考え方もありまして、その辺いろいろバラン

スをとりながらやっていかなければならないと

思っております。 

  人勧につきましては、何回も質問のたびに人

事院勧告を基本に新庄市の給与等の条件を決め

ますと言っておりますけれども、確かに組合交

渉でも職員の声がそこに集約されているような

気はするんですが、給料表とか人勧で示された

最も基本となる部分をそのまま実施しないで、

今回のような削減だけはすぐにやるのかと。そ

ういうところはどうしても納得いかないという

ところで折れ合ってないという状況であります。

それに対しては、先ほどの小嶋議員への説明と

同様になるんですけれども、今回の分はやはり

経済状況にかんがみた全体的な公務員としての

対応でありますので、新庄市としても同じよう

な対応をしていきたいと。ただ、現時点ではで

きませんが、今後の状況を見て、独自削減を含

めた調整については考えていきたいと、かなり

あいまいな答えしかできてないんですけれども、

そういう説明を職員組合にもしているところで

す。人勧尊重という基本的な姿勢は何ら変わっ

てないんですが、財政状況なり経済状況に応じ
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て、そのとおりにはできないでいるというとこ

ろをどうしていくのかきちんと考えていかなけ

ればならないと思っています。12月に向けて本

勧告がどんな内容になるか、そこを見きわめた

上で対応させていただきたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今回のは暫定的という

ことでありますから、今後出る一つの人事院勧

告について、新庄市独自の削減についても考え

ていくということのお話を伺いましたので、次

に移りたいと思います。 

  今までの経済情勢が最悪だったところから脱

したというような日銀なり政府の見解が新聞に

出てきております。そういうふうに見れば、こ

としの末までにはある程度の回復が見込まれる

という状況で今経済が走っております。そうい

う中で、独自削減なり今回の勧告なりで下げる

ということの是非が一つ求められると思います。

経済が好転する時期をあおるためにも消費を拡

大していって、そのために経済を回復させると

いうのが私の理念なんですけれども、そこがま

たカットされると。この前、ようやらさっと給

付金をいただいて、４人家族で大体７万円ぐら

いという状況が、今回このような金額で来られ

ますと、はがされるという状況かなと思うんで

すが、こういう政策はやるべきでないなと思う

んです。 

  それから、私たち地方が、そして雇用が大変

な時期に、トヨタのこの前の発表ですと今まで

の内部留保が７兆円あったと。今回、派遣労働

者を含めて期限が来て解雇するという状況の中

で、17兆円収入を得たというふうになります。

私たちが今騒いでいるのは、この派遣切りによ

り行き場所がなくなった、雇用の不安定さ、こ

れについて今やっているわけですから、そうい

う意味合いでは国に企業は任せるという状況の

段取りのような感じもします。そういう意味か

らいって、今後見通される一つのものも本当に

末端の雇用まで行き着く政策が本当にできるの

かというのは、我々も含めて心配するところで

あります。そういう中で、学校に行くこともで

きない状況の方々も多くおられますし、まして

新庄市の場合でもこのくらいの金額を削減され

ますと、大学なりそういうところに通わせてい

る方々も本当に大変な状況だと思います。そう

しますと、大学にもやれなくなるというような

状況なり、この期末手当で何とかやっていこう

と思っていた方々も大変な状況であると思いま

す。そういう意味からいけば、今後好転が見込

まれる経済情勢の中で、国はある程度の手だて

はするんですけれども、これは期限の決まって

いる対策だと思いますから、そういうことも含

めて、とにかく人事院勧告は守るということの

基本をやはり貫いていってほしいなということ

を要望しておきたいと思います。 

  そういうことで、今回、人事院勧告は我々に

とっても不満ではありますが、諸情勢をかんが

みてということになりますから、先ほど言いま

したように、やはり人事院勧告そのものの重み、

そして勧告される中身については今後も尊重す

るということで、もう一度御意見をお聞かせ願

いたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 今後とも国の人事院勧告、県

の人事委員会勧告、そこを基本として尊重して

進めていきます。 

１２番（今田雄三議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず、人事院勧告とい

うことなんですが、これは例年ですと今の時期

ではなくて、今回特別だったように思います。

例年だと８月過ぎに、民間を全部調べて、それ
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を受けて勧告をして、12月の手当で調整すると

いうのが例年だったと思うんですが、それがな

ぜこのように今回だけ早まってしまったのかと

いうところをお聞きします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 先日の新聞報道でも、大手の

話ですが、夏のボーナスについては19％減の見

込みという報道がありましたけれども、例年と

は比べようがないほど、ことしの夏のボーナス

が大きく落ち込む見込みだという判断から、４

月に人事院では異例の特別調査を行いました。

確かに例年は８月の人事院、10月の県人事委員

会の勧告があるんですが、そういったことで、

夏のボーナスについても民間との乖離は極力少

なくすべきという判断からそういった特別調査

を行って５月１日に勧告したということで、そ

の理由は、一言で言えば経済状況です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず大手について言わ

せていただければ、大手、大企業と言われると

ころの企業の場合は、先ほど今田議員もおっし

ゃっておりましたけれども、内部留保が大幅に

ふえてきている状況だと伺っております。そう

であれば、派遣切りする前からですけれども、

大幅にふえている大企業、大手の内部留保を本

当は取り崩してボーナスなり、派遣切りをしな

いで、さらに正社員については人件費を引き上

げて内需拡大をさせる、これが本当の経済回復、

景気回復ではないでしょうか。そういうふうに

指導すべきが政府ではないでしょうか。そうい

うふうに内需拡大のために特に大手に対して指

導していたのかどうか。しないで、派遣切りを

許し、このように内部留保がたくさんふえてい

るにもかかわらず、正社員のボーナスを大幅に

削減させる、このようなやり方がさらに内需拡

大と言いながら逆行するものになる。今田議員

もおっしゃっていましたが、消費が冷え込むこ

とをすることになる。それはひいては大手の自

動車なり家電なりが売れなくなっていくことに

つながる根本原因だと私は思います。そういう

意味で、大手企業に対して指導しなければいけ

ないことをしないで、内部留保をふやしたりす

ることをそのまま許しているというか、そうい

う政府の姿勢が私は問題なんでないかなと思い

ます、それを指摘しますが。 

  さらに、今この時点でやるということは、ほ

かの民間企業がこれから労働組合との話し合い

などでボーナスを決めると思うんですが、それ

を冷え込ませて少なくさせる大きな影響を与え

るものになってしまう、公務員が先んじて大幅

にやってしまうのは。そういうことはないのか、

今やってしまうことがさらに民間のボーナスを

冷え込ませてしまうことにならないのか、その

点についての見解はいかがでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 地域経済とか、そういう視点

で考えますと、今回の0.2月について、公務員、

新庄市だけでなくて、教育職とか、かなりの人

数の方の手当が削減されることになりますから、

公務員は民間準拠でありますが、民間も公務員

準拠的なところの決まり方というのはあるわけ

で、この0.2凍結がこれから決めようとしてい

る約８割の民間企業の妥結結果に影響あること

は間違いないと思います。0.2下がることによ

って民間もやや下がりぎみになる、その下がっ

た結果に応じて今度人事院勧告なり、そういっ

た本勧告が出されるということで、そういう面

では今回の措置というのは、ゼロではないんで

すけれども、ただ、人事院なり人事委員会とい

うのは、企業の経営の中身、例えば内部留保を

放出しなさいとか、そういうところまでは立ち

入らないわけで、実際に支給された実態に応じ

て、民間の実態に応じて公務員としてはこの線
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が妥当ということを出す機関ですから、そこは

人事院の上の政策としておっしゃるようなこと

があるのかなとは思いますけれども、そういっ

た給与なりの決まり方がありますので、これは

これで実施して、その上で今後地域経済なり全

体的な景気回復に向けた手だてというのはそれ

はそれで別立てで考えていかなければならない

のかなという割り切りを今回しております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 人事院勧告というのは、

本来労働者は闘う組織といいますか、労働基本

権というものを行使して賃金の引き上げなどを

要求する権利があるのですが、それを公務員は

剥奪されて、それで仕方なく別の立場で、剥奪

したことと同時に人事院というのが設置されて、

民間の賃金を調べて勧告を行ってやっていくと

いうことになっているわけです。そういう意味

では、本当は労働者の皆さんは経営にもかかわ

って、労働基本権の中では内部留保の問題など

に立ち入ることもできたし、それを少しでも労

働者の生活給引き上げに出すべきだという労働

基本権を発揮して闘えるはずだったわけです。

それを剥奪しているわけですので、本当はこの

ような経営の中身に立ち入らないでしまうよう

な中身であっては、私は本当の労働者の立場に

立ったものではないと思います。 

  今お話を伺ったように、これから、８割がま

だ決まってない、ここにも影響を与えることが

明らかである公務員の給与の大幅削減、こうい

うことをなぜやらねばならないのか。冷え込ま

せることをわざわざなぜやらねばならないのか。

それは与党の選挙目当ての国民へのアピールと

いうか、そういうことではなかったのかどうか。

自民党が減額法案を検討し始めたことが発端だ

とも伺っております。選挙向けに「公務員をた

たいた」とアピールすること、これらの公務員

の賃下げ実績づくりがねらい、こういうもので

はないのか、どうでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 今回の措置は、民間準拠とい

う公務員給与決定の大原則に基づいたものであ

りますので、選挙目的かどうかということは私

は余り考えもしませんでしたし、答弁もできま

せん。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） おおむね賛成です。た

だ、ちょっと質問したいんですが、なぜ一般職

と議員の削減の割合が違うんでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 ぴったりではないんですけれ

ども、2.0に対して0.2月、1.525月に対して

0.15月ということで、勧告自体は一般職員の勧

告しかしないんですけれども、労働者、働く者

に対する勧告ですので、一般職の勧告に基づい

て、国の場合ですが、政府は特別職に対しても

一般職に準じたものとすべきということで、新

庄市の場合もパーセント的にはそんなにずれて

いません。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。私は、

一般職をこういう数字でやるのであれば、議員

も特別職も同じ削減率でやるべきだと思います。

なぜこういうことを言うかというと、「議員は

特別じゃないか」とか、社会的に地域では「公

務員は特別じゃないか」とか、そういう意識が

どんどんどんどん膨らんでくると、市民協働、

何度も言いますが、市民協働にも非常に影響が

出てくるんじゃないかと。最終的には市民のた

めに私たちがいるわけですから、市民感情を最

優先にして考えていくべきだと思います。議員
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と行政と市民が３本の矢になって結束していけ

ば新庄は折れない。そういう気持ちで、やはり

市民感情を最優先に考えてこういうものをやっ

ていただきたいと思うわけです。ですから、議

員も特別職もすべて同じ削減率でそろえて、こ

のようにしましたというふうにして市民に理解

を求めるべきだと思いますが、どうでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 0.15と0.2という差はござい

ますが、特別職には勤勉手当というのがなくて

期末手当１本になっているということも関係し

てこういった差になってきております。いずれ

にしても、御指摘の点なども含めて今後の検討

ということになるかと思います。今回は一般職

0.2月、特別職0.15月という勧告に基づいた措

置として、そういった御意見、給与に関しては

最近特にいろいろございますので、議員の皆さ

んの考え方もお聞きしながら、先送りして申し

わけありませんが、12月の時点できちんと調整

させていただきたいと思います。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。人事院

勧告というのは守らなくちゃいけないというの

はわかります。わかりますが、やはり最終的に

は市民感情を考えながら決めていくというのが

私は基本だと思います。 

  前回の３月議会の案件にもありましたけれど

も、職員給与の件が否決された。朝日新聞が取

り上げて記事になっていましたけれども、私は

あの記事を見て、私というか、市民の方ですけ

れども、「新庄市の職員はこんなに我慢してい

たのか、知らなかった」と言われたんです。県

内で一番給与水準が低い、「知らなかった。頑

張っているんだな」というふうにある市民から

言われました。そういうふうにしっかりした議

論をしていくことが市民と私たち議員、行政と

の理解を深めることにもなるんじゃないかなと

思います。この案件はわかりました。非常にい

いと思いますが、ぜひ同率でやっていただけれ

ばと思います。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） 人事院勧告の件につい

て、いろいろほかの議員から質問がありました。

私も人事院勧告そのものはある程度守らなきゃ

いけないんじゃないかという立場でちょっと聞

きたいことがあったもんですから。というのは、

いみじくも小関議員が言われましたが、市民に

対する議会として財政再建の協力態勢というも

のをどうやってきたのか、余り知る市民がいな

いんです。さまざまな意見が出ました。我々は

５年前あたりから相当協力しているはずです。

それは市民に対する行政としての報告義務とい

うものが欠けているんじゃないかなと。私は聞

かれるたびにお話は住民に対してしますけれど

も、市の職員なり議員なりは山形県内で一番協

力しているんじゃないか、新庄市の財政再建、

これほど協力している市はないんじゃないかと

いうことで話をします。 

  今回の状況を見ますと、職員から言わせれば、

やはりこれは厳しいんじゃないかなと。再建の

ために非常に協力していただいて、お願いして

協力していただいているんです。そして勧告ど

おり同じ減額ということ。ところが、協力して

くれている金額の状況と、それにプラスアルフ

ァしていけば、ほかの市町村から見れば相当の

職員の軽減策になるんじゃないかなと。軽減し

て悪いと私は言いませんけれども、これらを市

民に知らせる義務があるんでないかと。マスコ

ミもそのとおりなんです。ただ、ほかの市町村

と一律の形の中で報道されたり、あるいは市民

に知らせるということはいかがなものかなとい

うことをつくづく考えている一人であります。
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再建計画に対して私どもも全面的に協力してま

いりました。協力するのが当たり前だと私も思

ってやってまいりました。しかし、住民がそう

思わないところが情けない、残念だと、時たま

思うことがあるわけなんです。これらを踏まえ

て、執行体制あるいは地方もあることなので、

住民に対する徹底した協力態勢の内容等も含め

て知らせるということをやっていただきたいと

思います、私は。そして、市の職員なり議員の

協力態勢をわかっていただきたい。これを一つ

お願いしておきたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 わかりました。確かに、職員、

議員が財政再建に対して独自削減を初め我慢し

て協力していただいているという点について、

なかなか手前みそのような形で市民に宣伝する

のも遠慮がちだったような気はしますので、ど

ういう機会があるかまだ具体的に頭に浮かびま

せんが、機会をとらえてそういった皆さん方か

らいろいろ協力していただいている点について

お知らせするよう努めたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今いろいろ議員の方々

から御意見あったんですが、確かに財政再建に

向かって職員初め市長、我々議員もいろんな面

で削減してきたんですが、ただ、振り返ってみ

ますと、３月議会のときに人件費はこれだけ必

要ですよということで、財政再建計画のもとに

市長から提案されて、我々はそれを審査して可

決したわけです。この人事院勧告で減額されな

い前提で可決したわけよ、新庄市の議会として

は。そして、今の段階で2,600万円ぐらいです

か、これが減額というか、減額補正という形で

出てくるんですが、もしこれをしないときに新

庄の財政再建計画にどういう影響があるのか、

その辺一つお聞きします。しないとき、どうい

う影響が出てくるか。３月にはこれで結構です

よと、みんなゴーサインを出したわけよ。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 年間の財政対策として人件費

についてはこれぐらいの額というのは、具体的

な数字はわかりませんが、確かに当初スタート

の時点で設定はしております。ただ、今回の凍

結措置というのは、先ほど申し上げましたとお

り、年間の支給月数がかなり大幅に減ぜられる

という状況の中で一部前倒しということですの

で、年間としては勧告に沿った形で合ってきま

すので、それはそれで標準的な手当の月数の線

から大きく新庄市として減じるというものでは

ないんですけれども、それが財政再建との関係

で言えば、例えば12月の時点で年間月数が先ほ

どの例に示した0.5月減額とかということにな

れば相当の額の人件費が削減されることになり

ます。ただ、それはそれで積極的な人件費削減

策ではないにしても財政の効果額としては出ま

すから、年間の月数が示された時点での減額と

いうことを考えれば、それはそれで財政再建に

はその分結果的に貢献するということになるん

だろうとは思います。多少は健全化の時期がそ

の分で早まったということに、後で振り返って

みればなるのかもしれません。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 問題の根幹は、既に新

庄市の財政がこういう逼迫した状況になった経

過を踏まえて、いろんな形で市長みずから給料

も、教育長も副市長も我々も含めてカットして

いるわけ。ほかの自治体でやってないところも

いっぱいあるわけよ、全国的に。そうなれば、

カットされた職員なりそういう方々から見れば、

ほかの自治体を100とした場合、我々は95なん

ですよと。それを全国一律に人勧によって何％
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かさらにするということ、そこが根本的に下が

るんでないかなと。だから、３月予算のときに

総人件費はこのぐらいしても大丈夫ですよとい

うことで我々に提示されて、我々は結構ですよ

と承認したわけ。その辺、前から何もしていな

いところと、しているところはちょっと違うん

でないかなと。 

  かつて、今からかなり前にこういう経過があ

って、たしか何千万という金、当初予算より浮

いたというとおかしいけれども、必要なくなっ

たわけよ。そのときある事業を突如としてやっ

たわけよ。突如として、我々が余り知らないう

ち。金が余ったからこっちの仕事をする。恐ら

く今回は2,600万円だけれども、正式に決まれ

ば総務課長がおっしゃったとおり3,000万円と

か5,000万円になる可能性が十分あるわけ。そ

うなってきたときに、その金を何に使うか、そ

こが一番大事。例えば緊急的なことがいっぱい

あるわけよ。よくみんなの話に出る雨漏りとか

安全安心の対策のために使うとか、その金をそ

ういう面に使ってもらわないと、大多数の人か

ら見たときに、あの事業をやらなくても、もっ

と大事なことがあったんでないかなと。その辺

を十分踏まえてやってもらわないと、かつてあ

ったべ。そういうことがあったなよ。我々議会

で審査もしない、議決もしないうちに工事を発

注して仕事をしたというのがあったわけよ。言

ってみれば金が浮いたからやると、簡単な考え

だ。そういうことがないように、これは総務課

長の政策判断でなくて、市長の判断だと思う。

金が余ったからこれに使う、そういう余り簡単

な発想でなく、これだけみんな汗水垂らして頑

張って協力したなら、その金を一般市民に対し

て、大勢の市民が何を望んでいるかということ

にこの金を使ってもらいたい。恐らく3,000万

円か5,000万円、最終的になると思うんです。

その辺、市長、いかがですか、この金の使い道。

それとも決算のときに繰り越しみたいな形で平

成22年度に繰り越してやるのか。みんなが求め

ている仕事がいっぱいあるわけよ。その辺のこ

れからのかかわり合いをどうしていくのか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回の一部凍結についてさまざま

議論いただいているわけですけれども、余った

金をどこに使うかということですけれども、決

して余っている状況では新庄市はないというこ

とです。しかし、現実的には2,600万円近いぐ

らいの御協力をいただいているということであ

ります。心配されるのは、来年度の税収の落ち

込み等がかなり厳しく来るだろうということも

ありますので、お金の使い道につきましては財

政当局ときっちり相談し、そして議会に諮りな

がら進めてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 市長から御答弁あった

んですが、そういう使い道をやってもらわない

と、くれぐれも気をつけて、みんながあれだけ

協力して、あの金をこういうところに使ったの

はよかったなというような使い道を要望して終

わります。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時０１分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
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平向岩雄議長 佐藤悦子議員は反対ですか、賛成

ですか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 反対討論です。 

平向岩雄議長 討論の発言を許します。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第37号に反対討論

を行います。 

  一般職の職員の給与削減には反対です。特別

職の手当の部分については賛成です。 

  理由を述べます。人事院が既に決まっていた

公務員の夏季一時金６月支給をカットする勧告

を出したことは、内需拡大による景気拡大に逆

行し、労働基本権剥奪の代償機関としての役割

を投げ捨て、政府与党の政治的動きに追随する

ものだと思います。 

  公務員の賃金は、前年の冬と当年の夏の民間

の支給額を調べて８月に人事院が勧告する仕組

みになっています。例年どおりの調査は行うも

のの、その前に一部企業の調査をもとに削減を

勧告したものです。民間の一時金削減が相次い

だので、公務員の夏季一時金も削減しようとい

うものですが、もともと勧告は夏の一時金支給

には間に合わないため、年末一時金に反映され

ており、時間差はあっても全体としては水準調

整が行われる仕組みになっています。それを無

視して前倒しで削減するなどというのは、ルー

ル無視も甚だしいものであります。 

  一時金カットは、自民党が減額法案を検討し

始めたことが発端です。選挙向けに「公務員を

たたいた」とアピールすることや、ルール無視

の賃下げ実績づくりがねらいで、党利党略以外

の何物でもありません。公務員の一時金削減は、

春闘真っただ中の民間中小企業の賃金を抑え込

み、審議が始まる地域別最低賃金改定にも冷水

を浴びせるものであります。内需拡大による景

気回復が求められ、そのために補正予算を出し

たと言いながら、内需を冷やす一時金削減をあ

えて前倒しで行う道理はどこにもありません。

消費低迷と景気悪化の悪循環を加速させること

にしかなりません。国民生活と日本経済より党

利党略優先の姿勢が厳しく問われるものだと思

います。 

  以上の理由から、議案第37号については反対

いたします。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第37号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、反対討論がありましたので起立採決いたし

ます。 

  議案第37号については原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第37号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１１時０６分 閉会 
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   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  小 嶋 冨 弥 

 

    〃   〃   下 山 准 一 
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平成２１年６月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２１年６月５日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 星 川 俊 也  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 柿 﨑 卓 美  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 柳 橋   弘 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２１年６月５日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 議席の一部変更について 

日程第 ４ 報告第６号平成２０年度新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ５ 議案第３８号新庄市監査委員の選任について 

日程第 ６ 議案第３９号新庄市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の締結について 

日程第 ７ 請願の各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第 ８ 議案第４０号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第４１号平成２１年度新庄市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  それでは、これより平成21年６月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において奥山省三君、星川 豊君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る５月29日午前10時より議員協議会室にお

いて議会運営委員７名出席のもと、執行部から

副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席

を求めて議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成21年６月定例会の運営についての

協議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

について説明を受け協議を行った結果、会期に

つきましては、お手元に配付しております平成

21年６月定例会日程表のとおり、本日から６月

16日まで12日間に決定をしました。また、会期

中の日程につきましても、日程表のとおりに決

定いたしましたので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告１

件、議案２件、補正予算２件、請願５件の計10

件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

１件の後、議案第38号は人事案件でありますの

で、提案説明をいただき、委員会への付託を省

略して本日の本会議において審議をお願いいた

します。議案第39号は、提案説明をしていただ

き、委員会への付託を省略して本日の本会議に

おいて審議をお願いいたします。議案第40号か

ら議案第41号までの補正予算２件につきまして

は、本日は提案説明のみにとどめ、委員会への

付託を省略し、６月16日、最終日の本会議にお

いて審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の質問者の通告者は８名であります。よ

って、１日目４名、２日目４名で行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特によろしくお願いを申し上げ

ます。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

の経過と結果についての報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から６月
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16日までの12日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月５日から６月16日までの12日間と決

しました。 

 

平 成 ２ １ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ６月５日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。報告（１件）の説明。議案

（１件）の上程、提案説明、採決。

議案（１件）の上程、提案説明、質

疑、討論、採決。請願の各常任委員

会付託。補正予算（２件）の一括上

程、提案説明。 

第２日 ６月６日 土 

第３日 ６月７日 日 
休      会 

 

第４日 ６月８日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 森 儀一、奥山省三、小関 淳、 

 小嶋冨弥の各議員 

第５日 ６月９日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 山口吉靜、沼澤恵一、金 利寛、 

 佐藤悦子の各議員 

常任委員会 

総 務 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託請願の審査 

第６日 ６月10日 水 

常任委員会 

産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託請願の審査 

第７日 ６月11日 木 常任委員会 

文 教 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託請願の審査 

第８日 ６月12日 金 

第９日 ６月13日 土 

第10日 ６月14日 日 

第11日 ６月15日 月 

休      会  

第12日 ６月16日 火 本 会 議 議 場 午前10時 
常任委員長報告、質疑、討論、採決。 

補正予算（２件）の質疑、討論、採決。 
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日程第３議席の一部変更について 

 

 

平向岩雄議長 日程第３議席の一部変更について

を議題といたします。 

  議会内会派の解散、結成がありましたので、

会議規則第４条第３項の規定により議席の一部

を変更したいと思います。変更議席番号及び氏

名を事務局長より朗読させます。 

大場和正議会事務局長 現在の議席番号とお名前

の後に変更後の議席番号を申し上げます。 

  議席番号５番小関 淳議員は議席番号７番に、

議席番号６番遠藤敏信議員は議席番号８番に、

議席番号８番沼澤恵一議員は議席番号12番に、

議席番号12番今田雄三議員は議席番号５番に、

議席番号13番金 利寛議員は議席番号６番にお

願いいたします。 

  なお、議席番号13番は空席になります。 

  以上です。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま事務局長が朗読したとおり、議席の

一部を変更することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま事務局長が朗読いたしましたとおり、

議席の一部を変更することに決しました。 

  それでは、議席を変更することになりました

議員の方々は、それぞれ新しい議席にお移り願

います。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１３分 休憩 

     午前１０時１４分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第４報告第６号平成２０年度

新庄市一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４報告第６号平成20年度新

庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  先ほどは永年勤続議員の表彰の栄誉に浴され

た皆様、本当におめでとうございます。今後と

も市勢発展のために御尽力賜ればありがたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、報告第６号平成20年度一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告について、御説明申

し上げます。 

  去る３月末の平成20年度一般会計補正予算

（第８号）で予算の一部を21年度に繰り越して

使用することの御決定をいただいた事業に関し

まして、地方自治法の規定により報告するもの

でございます。 

  平成20年度は、国の補正予算に関連した繰り

越し事業が大変多くなりまして、全部で23事業

でございますが、定額給付金給付事業、子育て

応援特別手当交付事業及び小規模畑地化整備支

援事業補助以外は契約発注済みでございまして、

事業費が確定しております。 

  財源でございますが、既収入特定財源は定額

給付金給付事業及び子育て応援特別手当交付事

業の一部として既に国庫補助金を受領している

金額です。未収入特定財源は、２次補正の臨時

交付金など国や県からの補助金でございまして、

予算額どおり交付される見込みです。共通商品

券発行事業補助は市の単独事業ですから全額一

般財源ですが、それ以外の事業の一般財源は

国・県補助金の充当残りでございまして、平成
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20年度の繰越金を充当いたします。 

  繰り越し予算となりましたが、地域経済の活

性化に大きく貢献していると考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 本件は、地方自治法施行令第146

条第２項の規定による報告でありますので、御

了承願います。 

 

 

日程第５議案第３８号新庄市監査

委員の選任について 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議案第38号新庄市監査委

員の選任についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、清水清秋

君の退席を求めます。 

   （９番清水清秋議員退席） 

平向岩雄議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第38号新庄市監査委員の選任

について御説明申し上げます。 

  提案理由にありますように、議員のうちから

選任した監査委員より辞職願が提出されました

ので、去る５月14日付で議会議長あてに後任の

監査委員につきまして議会の推薦方をお願い申

し上げましたところ、清水清秋議員の御推薦を

いただきました。したがいまして、清水議員を

監査委員に選任いたしたく、地方自治法第196

条第１項の規定により議会の御同意をお願い申

し上げるものであります。 

  清水議員は、平成３年に市議会議員に初当選

以来、連続当選され、現在５期目でございます。

その間、市議会議長初め要職を歴任され、経験

豊富な方でございます。 

  何とぞよろしく御審議をいただき、御同意賜

りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、委員会への

付託、質疑及び討論を省略し、直ちに採決した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

   （９番清水清秋議員復席） 

 

     午前１０時１８分 休憩 

     午前１０時１８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま監査委員に選任されました清水清秋

君にごあいさつをお願いいたします。 

   （清水清秋監査委員登壇） 

清水清秋監査委員 ただいま皆様方より監査委員

に御同意をいただきましたことに厚く御礼申し

上げます。同時に、その責務の重さを痛感して

いるところでございます。前監査委員に劣らぬ

よう任務を全うしたいと考えておりますので、

どうぞひとつよろしく御鞭撻のほどお願い申し

上げます。 

  簡単でございますが、一言ごあいさつとさせ

ていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

 

 

日程第６議案第３９号新庄市公共

下水道根幹的施設の建設工事委託

に関する協定の締結について 
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平向岩雄議長 日程第６議案第39号新庄市公共下

水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の

締結についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第39号新庄市公共

下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定

の締結について、御説明申し上げます。 

  この協定の締結につきましては、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により提案するものであり

ます。 

  協定内容でありますが、終末処理場、新庄市

浄化センターの汚泥処理設備、電気設備の平成

21年、22年度分の設備更新工事で、日本下水道

事業団への委託業務でありまして、平成19年度

からの工事に引き続き、汚泥処理設備と運転操

作設備の工事となっております。 

  委託金額は４億1,713万円で、協定の相手方

は東京都新宿区四谷三丁目３番１号、日本下水

道事業団理事長澤井英一であります。 

  完成期限は、平成23年３月末日を予定してお

ります。 

  本市の浄化センターは、平成元年10月より１

日当たり3,000立方メートル対応として供用を

開始し、平成19年度からは下水道普及に伴う汚

水量の増加と施設老朽化に対応した増改築を行

い、現在は水処理能力が9,000立方メートルか

ら１万2,000立方メートルとなっており、その

成果といたしまして、流入水量がふえたにもか

かわらず、発生汚泥量を削減することができま

した。 

  このたびの工事に伴う事業効果といたしまし

ては、汚泥脱水機の自動運転が可能となること

や、稼働時間の短縮が図られるため、維持管理

委託料の削減や消費電力の削減等を見込んでお

ります。 

  よろしく御審議をいただき、御決定くださる

ようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第39号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会への付託を省略し、これより質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

これより採決いたします。 

  議案第39号新庄市公共下水道根幹的施設の建

設工事委託に関する協定の締結については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第39号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７請願の各常任委員会付託 

 

 

平向岩雄議長 日程第７請願の各常任委員会付託

を行います。 
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  請願の委員会付託につきましては、お手元に

配付しております付託案件表のとおり、それぞ

れの所管の委員会に付託いたします。 

 

平 成 ２ １ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

〇請願第６号「非核日本宣言」を求める意見書採択についての請願 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

〇請願第７号教育予算の拡充を求める請願 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

請願（３件） 

〇請願第３号ＪＲ不採用問題の早期解決を求める請願 

〇請願第４号農地法の「改正」に反対する請願 

〇請願第５号政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて、２０万トン

規模の政府米買い入れを求める請願 

 

議案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第８議案第40号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）から日程第９

議案第41号平成21年度新庄市老人保健事業特別

会計補正予算（第１号）までの補正予算２件を

一括議題としたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号平成21年度新庄市一般会計補正予算

（第３号）から議案第41号平成21年度新庄市老

人保健事業特別会計補正予算（第１号）までの

補正予算２件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第40号一般会計及び議案第41

号老人保健事業特別会計補正予算について御説

明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第40号一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ２億6,729万1,000

円を追加し、補正後の予算総額を130億8,029万

9,000円とするものであります。 

  歳出予算の主な補正内容について御説明申し

上げます。 

  ９ページ、２款総務費の市町村合併推進費に

は、戸沢村との情報システム統合事業費を計上

しております。現在の情報化社会においてコン

ピューターによる情報管理は大変重要な業務で

ありますので、合併後の事務事業に支障を来さ

ないよう補正するものであります。財源といた

しましては、戸沢村からの負担金及び合併推進

債を計上しております。 

  ３款民生費の保育所費は、病児・病後児保育

事業補助金を計上しております。病気になった

児童の保育の需要が高まっておりますが、民間

で看護師を配置しながら対応している施設があ

りますので、県補助金を活用しながら安心して

子育てできる環境を整備してまいります。 

  10ページ、７款商工費には、新庄まつりが国

の重要無形民俗文化財に指定されたことを機に、

東北・首都圏でテレビスポット放送をする広告

料を計上しております。全国に誇れる新庄まつ

りの情報発信と文化財指定による盛り上がりを
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期待しております。 

  続きまして、13ページ、老人保健事業特別会

計でありますが、歳入歳出それぞれ471万円を

追加し、補正後の予算総額を1,291万5,000円と

するものであります。 

  補正内容は、昨年度分の医療費に対する支払

基金への返還金でございます。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては政策経営課長から説明させ

ますので、よろしく御審議いただき、御決定く

ださるようお願い申し上げます。 

  なお、経済危機対策に伴う国の補正予算と関

連法案が審議されておりますが、実施内容に不

確定な部分がありますので、この６月議会の最

終日あたりに追加提案したいと考えております

ので、あわせて御理解のほどお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 議案第40号一般会計補

正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

6,729万1,000円を追加し、補正後の総額は130

億8,029万9,000円となります。各款各項の補正

予算額並びに補正後の額につきましては、２ペ

ージから３ページまでの第１表歳入歳出予算補

正を御確認いただきたいと思います。 

  次に、４ページ、第２表地方債補正でござい

ますが、戸沢村との情報システム統合事業に関

しまして、合併推進債を活用した起債を追加す

るものでございます。 

  なお、この起債の償還金は普通交付税に40％

算入されるものでございます。 

  ７ページからの歳入につきまして御説明申し

上げます。 

  初めに、15款県支出金でございますが、国に

おいて消費者行政を重点的に推進する事業が始

まりますが、本市の事業に対し、県補助金278

万円が交付されるものであります。民生費県補

助金は、補助率３分の２であります。病児・病

後児保育事業費補助金413万3,000円、農林水産

業費県補助金は飯米学校給食促進事業費補助金

など646万円の追加補正でございます。教育費

の委託金は、学校支援地域本部事業委託金など

の増減がありまして、759万2,000円を増額補正

いたします。18款繰入金の財政調整基金は、一

般財源9,920万6,000円を繰り入れするものでご

ざいます。また、地域活性化基金繰入金は、昨

年度の国２次補正に伴い設置しました基金でご

ざいまして、新庄まつりテレビ放送広告料など

に充当いたします。 

  ８ページの20款諸収入及び21款市債は、戸沢

村との情報システム統合事業に関連する補正で

ございます。 

  続きまして、９ページからの歳出について説

明させていただきます。 

  ２款総務費１項14目市民相談費は、消費者行

政を円滑に推進するための事業でございまして、

消費生活相談員研修費、啓発チラシの全戸配布

などに計上してございます。16目市町村合併推

進費は、戸沢村との情報システム統合事業でご

ざいまして、本市が実施主体となりまして、戸

沢村から負担金をいただくことで協議が整って

ございます。 

  ３款民生費２項３目保育費所費は、病児・病

後児保育事業費補助金620万円の追加でござい

まして、看護師を配置し、補助基準を満たして

いる民間施設を事業主体と考えております。 

  10ページ、６款農林水産業費１項３目農業振

興費は、乾燥調整施設等リニューアル対策緊急

対策特別支援事業費補助金及び小中学校の米飯

給食を促進するための補助金でございまして、

両事業とも全額県補助金が交付されます。 

  ７款商工費１項３目観光費は、新庄まつりを

全国にＰＲするため、東北隣県や首都圏までテ

レビコマーシャルする広告料501万2,000円及び
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国重要文化財登録を記念する事業としまして新

庄まつりの山車、囃子に対する運営負担金120

万円を計上してございます。 

  11ページ、10款教育費１項３目教育指導費は、

歳入の県委託金の欄に計上しております。問題

を抱える子供等の自立支援事業、学校支援地域

本部事業などの事業費546万8,000円を計上して

ございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  13ページをお開き願います。 

  議案第41号老人保健事業特別会計補正予算

（第１号）でございますが、歳入歳出それぞれ

471万円を追加しまして、補正後の予算総額を

1,291万5,000円とするものでございます。 

  16ページをお開き願います。 

  歳入は、国庫支出金301万円及び前年度繰越

金170万円となっております。 

  歳出につきましては、３款社会保険診療報酬

支払基金返還金の計上でございます。昨年度の

医療費に対する支払基金交付金が精算の結果

471万円の返還となったことによるものでござ

います。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。よろしく御審議いただきま

して、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第40号、議案

第41号の補正予算２件は、会議規則第37条第３

項の規定により委員会への付託を省略したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号、議案第41号の補正予算２件につい

ては、委員会への付託を省略し、６月16日最終

日の本会議において審議をいたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３５分 休憩 

     午前１０時４８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程は終了しました。 

  なお、６日、７日は休会であります。８日午

前10時より本会議を再開いたしますので御参集

願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１０時４８分 散会 
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平成２１年６月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２１年６月８日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 星 川 俊 也  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  神 室 荘 長 信 夫 友 子 

水 道 課 長 小 野 善 次  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 
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監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２１年６月８日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

     １番 森   儀 一  議員 

     ２番 奥 山 省 三  議員 

     ３番 小 関   淳  議員 

     ４番 小 嶋 冨 弥  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 



- 73 - 

 

平成２１年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 森  儀 一 

１．市立乳幼児保育所の環境整備や機能充実等について 

２．若者園芸実践塾の再開の考えはないか 

３．落葉果樹の試験場の後の「りんご樹種品種保存園」を

見直す考えはないか 

市 長 

関 係 課 長 

２ 奥 山 省 三 

１．景気並びに雇用対策について 

２．第三セクターについて 

３．合併について 

４．インフルエンザ対策について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 小 関   淳 

１．議会を軽視してはいないかの確認 

２．職員研修をもっと充実させるべきではないか 

３．固定資産税についての確認 

４．目白押しの「重要な催事」についての確認 

５．限界集落対策の確認 

市 長 

教 育 長 

４ 小 嶋 冨 弥 

１．学校給食及び市の施設の給食について 

２．水稲新品種「つや姫」について 

３．財政健全化法について 

市 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  なお、会計管理者兼会計課長は、都合により

欠席となりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は８名であります。質問の順序につ

いては、配付してあります一般質問通告表のと

おり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

森 儀一議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、森 儀一君。 

   （１６番森 儀一議員登壇）（拍手） 

１６番（森 儀一議員） おはようございます。 

  団結と融和、そして思いやりのある改新会の

一員として一般質問をさせていただきます。 

  まず初めに、市制60周年を迎える年になりま

したが、人生で言えば還暦に当たる年でありま

す。苦難の時代に遭遇した本卦返りではありま

すが、最初の一歩からの出だしと心を新たにし、

これまでの施策をぶれさせることなく、力を合

わせ、夢と希望に向かって再出発をしていきた

いと考えております。 

  前回に引き続き、第１番目に質問の機会を与

えていただき、感謝を申し上げます。それでは

通告に従って質問させていただきます。 

  初めに、市立乳幼児保育所についてです。 

  最上地域は三世代同居率が比較的高い地域と

考えていましたが、現在の社会情勢では子供の

結婚により、別世帯、別居が一般化したのに加

え、女性の社会進出、共稼ぎの一般化、家族養

育機能の変化等による保育ニーズの多様化によ

り、乳児保育、延長保育などのほか、一時休業、

緊急保育、また地域における育児相談など、機

能の拡大を含めた多様な保育サービスが必要と

なってきています。また、国や県においても少

子化や育てに力を傾注しているところでありま

す。このような社会情勢から、必然的に学齢前

後を問わずに子育て支援が求められるものと思

いますが、特に学齢前の乳児、幼児を持つ若い

世代の人たちには必要欠くべからざる社会的施

設の要望であると思いますが、新庄市にある乳

幼児施設、保育所、託児所、幼稚園などの現状

はどうなっているのか。待機児童や施設等の問

題なども含めてお聞かせください。 

  環境上から、また立地条件などから判断して、

市立乳幼児保育所、新庄市若葉町14の２につい

ては、敷地狭隘や住宅密集地などにあり、極め

て問題があるように見受けられます。緊急避難

や日々の幼児の送迎場の安全など、また築年数

もかなり経過しているように見え、人生で社会

生活を一番初めにする集団生活上の公的社会施

設の環境にはとても見えません。財政難の折か

ら、緊急にとは申しませんが、安全上から周囲

の環境や設置場所を含め善処をお願いしたいの

で、市の考えをお聞かせください。また、少子
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化問題や子育て支援についての考えもあわせて

お聞かせください。 

  次に、新庄市泉田往還に約40アールの面積で

平成７年４月から平成17年３月まで10年間、新

庄及び周辺農家の経営は伝統的に水田経営農業

が行われているのが、生産調整や減反の強化の

影響で農家の経営が厳しく、さらにこれに従事

する若者や後継者が減少の一途をたどっている

ことで、新規やＵターン就農者の再教育の施設

として、また農業の集約的経営や換金作物の栽

培技術を習得することを目的に設置し運営され

た若者園芸実践塾は、卒塾生徒数が39名、就農

者数37名で、主に花卉栽培としてトルコギキョ

ウやストックなど品種の選定から播種、育苗、

載荷、出荷まで一貫した営農体型を実践的に学

習することで、卒塾後直ちに栽培に入れる就農

者を養成してきました。 

  塾の評価としては、まず初めに、当時として

はこのような実践塾の行政での設置は全国的に

例がなかったと。それに普及センターの就農講

座の学習機会には中心的な存在であった。研修

中から卒塾後のハウス設置の準備が塾生同士で

相互応援できた。また、全国青年交換会議に地

域代表として出席していたことや、ほとんどが

花卉栽培者として活躍をしている。また、地域

の花卉栽培技術の向上に努めている。花卉栽培

期間以外に各種の野菜や山菜の栽培にも挑戦し

ている。それから、各種花卉栽培の生産地の形

成に貢献している。閉塾時、平成16年の生産額

は３億円にもなったなどと評価されているそう

ですが、これらが経営的にうまくいっていると

すれば、再開する考えや、産地形成や塾生を指

導者として地域への普及拡大を図り、農業後継

者への明るい未来づくりに役立てることができ

ないかなど、お聞かせください。 

  次に、長らく原蚕種と呼ばれて親しまれた国

の蚕糸試験場跡地の北側でございますけれども、

りんご樹種品種保存園は、筑波の中央農業研究

所に専用の保存施設が完成しているので、当園

はほとんど意味をなさなくなっているものと思

います。二、三年も剪定を怠れば果樹としての

価値がなくなり、手数とお金がかかるものだそ

うでございます。かつてリンゴの木については

470種、１種２本で940本もあった木も今や半分

以下になって残っていて、その木もアメシロや

病虫害と思われるもので葉が枯れたものや、完

全に立ち枯れたもの、根元から虫食いで倒木に

なっているものが数多く見られます。一見非常

にきれいに管理されているように見受けられま

すが、原種の保存地としての機能は果たしてい

ないと見受けられます。また、管理だけに経費

のかかっている養蚕試験場の施設やバイオマス

施設について、別の角度から利用を考え、例え

ば、さきの質問の若者園芸塾の再開の場として

活用すれば、まゆの郷と連携し、栽培から販売

まで一貫して行えるなど、また花卉栽培の保存

庫や花卉類の冷温処理施設として活用するなど、

また米利用の多方面研究、米から燃料生産、う

どん、パンなどの活用生産研究、飼料米の生産

や木材チップのエネルギー化など最適だと考え

ますが、市としての考えをお聞かせください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、森議員の一般質問にお答えさせて

いただきます。 

  初めに、乳幼児保育所につきましては、新庄

市行財政改革大綱実施計画や新庄市次世代育成

支援対策行動計画などで御説明しておりますが、

民営化の対象施設としておりまして、今後の民

営化に合わせて環境整備や機能充実を図ってい

きたいと考えております。 

  方法につきましては、まだ計画の段階で、具
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体化はしていませんが、昭和45年に開設し、39

年が経過しておりますので、老朽化が激しく、

修繕ではなく改築や新築が妥当ではないかと考

えております。また、現在の場所は、御指摘の

とおり住宅密集地で敷地が狭いなどの立地条件

のため、他の保育所と統合し、別の場所への移

設も選択肢の一つと考えております。 

  ２番目の待機児童の件ですが、保育施設の役

割上、乳幼児保育所に限定したものではありま

せんが、保育所全体の待機児童について申し上

げますと、今年度は全体での定員は満たしてお

りませんが、３歳未満児に限定しますと数名が

待機となりました。それは施設面で３歳未満児

と３歳以上児を分けなければならない基準があ

り、３歳未満児のみが入所希望が多く、定員を

超えてしまったためであります。今後は、３歳

未満児の定員の見直し、あるいは認証保育所と

の連携などが必要ではないかと考えております。 

  ３番目の子育て支援策についてですが、さま

ざまな取り組みを行っております。今年度新た

に実施いたしましたのは、民間で行っている学

童保育に対して補助金を交付し、保護者の負担

軽減と経営の安定化を図っております。また、

地域から要望がありました泉田小学校児童の学

童保育所の利用についても、今年度からできる

ようにしております。さらに、子育て支援セン

ターの人員を１名ふやし、育児相談等の充実を

図っております。これから実施したいと考えて

おりますのは、今議会の補正予算に盛り込んで

おりますが、病後児を対象とした保育を民間施

設を活用して取り組みたいと考えております。 

  以上のように、今後も子育て支援の充実を図

ってまいりたいと考えております。 

  次に、若者園芸塾につきましては、21世紀農

業創造ビジョンに基づいて、農業後継者のため

に園芸作物栽培の実践の場として平成７年にい

たしました。塾を開設する前年、平成６年の新

庄市の花卉の産出額は2,000万円でありました

が、塾を休止する前年の平成16年には３億円に

達するまでに成長しました。特に、主要研修品

目であったトルコギキョウは、県内でもトップ

クラスの生産額と品質を誇るまでになっており

ます。この産地の中核を支えているのが若者園

芸実践塾を卒塾した若者たちであります。現在、

塾で学んだ39名の若い方々の多くが花卉生産組

織や若者グループなどに所属し、地域の中核的

なリーダーとして活躍しております。若者園芸

実践塾が農業及び地域の振興に果たした役割は、

議員が述べられたとおり非常に大きいものと評

価しております。 

  農業を志す若者が園芸を初め農業を実践でき

る塾の必要性、有効性は十分に実証されている

ところでありますので、財政事情を勘案しなが

ら塾の再開について今後も検討してまいりたい

と思います。 

  次に、御質問の果樹木についてですが、議員

御承知のように、平成13年にエコロジーガーデ

ン計画推進プランを策定した際、当該樹園地は

「育み学ぶ」エリアということで、試験木敷地

は鑑賞・散策機能を有するとともに、試験地時

代の種々の実験等への理解を深める学習の場と

して位置づけられました。その中で、試験木ワ

ールドの展開ということで、試験木については

将来にわたって維持管理の面で困難であること

から、全体を大胆に間引きし、残存と活用上で

の永続性を図るとし、生命の学習を基本とし、

鑑賞、散策などによる情報発信や試験木に対す

る理解と学習に資することとしております。 

  しかしながら、計画に基づく北側エリア全体

の整備につきましては、財政事情等もあり手が

つかない状況で現在に至っております。また、

この計画は、当初計画を策定した際に市民懇話

会を開催し協議いただいた経過があることから、

今後見直しを検討する場合には市民の皆様の一

定の理解を得た上で判断してまいりたいと考え

ております。 
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  現在は、北側エリア全体の管理は草刈り程度

とし、樹園地の散策等に対応できるように整備

し、枯れ木の伐採等で対応しています。新たに

利用を検討する場合も試験木と同様の理由から

市民の皆様の理解を得ることが重要と考えてお

り、また一つの検討の視点として、昭和９年に

農林省産業試験場福島支場新庄出張所として開

設以来、平成12年に閉場するまでに日本農業に

大きな足跡を残したことをかんがみ、農業振興

に資する活用形態を視野に入れたいと考えてお

ります。 

  以上、壇上からの答弁を終わります。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） それでは、乳幼児保育

所でございますけれども、入り口付近に職員の

ものと思われる車が縦にとめられていて、何か

あったとき非常口から出入りするのに大変だな

と思われますが、緊急事態が発生した場合どの

ような対応をするのかということをお聞きした

いんですが、周囲の状況から判断しましても、

市の取り扱いが非常に多い飲食店が隣接してお

りますので、あのような非常口的なものは完全

にされているのか、一つお伺いします。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 保育所におきましては、

定期的に避難訓練等実施しておりますので、そ

ういった万一の災害時における対応はやってご

ざいます。 

  ただ、ただいま御指摘のとおり、職員の駐車

につきましてはもう一度現場を確認いたしまし

て、適切でなかった場合には注意いたします。 

  先般の地震の際の対応なんですが、ちょうど

土曜日でありましたが、非番の職員も駆けつけ

まして、その際の対応といたしましては、外に

連れ出す以前にまず１カ所に子供たちを集めた

そうです。地震がおさまってから外の方に避難

したというような乳幼児保育所の対応を確認し

てございます。 

  なお、建物崩壊等の危険があるような地震が

来た場合には、道路を挟んで向かい側の空き地

を避難場所として確保してございまして、その

際道路横断についても当然職員が細心の注意を

払って避難をさせる計画であると職員から先般

の地震の際に聞き取りをしてございます。 

  以上でございます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 幼児の送迎のとき非常

に困難しているようでございますので、これも

いち早く検討していただきたいなと思うところ

でございます。 

  あのピンクに塗られているところが非常口だ

と思いますけれども、色が違う鮮やかな色で塗

られているところ、あの辺が何かあったとき非

常口から脱出するということを見てまいりまし

たけれども、あの付近の階段をおりて、非常に

楽でないような狭い道路、隣接した民家のとこ

ろに入ってくる、逃げなきゃならないというこ

とで、大変これはひどいなと思いました。私、

夜、ちょっとあの辺の裏方を歩いたことがあり

ますけれども、昼間はよく見たことがなかった

もんですから、昼、この前見てきました。そう

したら車がずっと並んでおりますので、あの辺

いち早く検討してみて、何せ次代を担う子供た

ちを安心して育成するように、ひとつよろしく

お願いしたいと思います。 

  それから、若者園芸塾でございますけれども、

大変貢献している若者がおります。それで、こ

れを何とかして再開できないかということを各

農家の人たちからも言われますので、これをも

う少し考えていただきたいなと思います。全国

に先駆けて取り組んだ実践塾でございますので、

何といっても農業のエコタウン新庄にふさわし

いような農業後継者ですか、農業の多面的な機
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能とか公益的な役割をもう一度考え直すという

ようなことを、そして知恵を絞って地域の活路

を見出せるようにしたいなと思いますが、課長、

どうですか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 ただいま市長からもお答えし

ましたけれども、若者園芸実践塾についての評

価といいますか、それは十分に市としては評価

しているわけでございます。そういう方法とい

いますか、何かいろんな市単独、前は市単独で

やったわけですけれども、こういう事情でござ

いますので、国や県のそういう事業のメニュー

等を見つけながら、また再開に向けていろいろ

と検討してまいりたいと考えています。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 当時は2,000万円ぐら

いの利益しかなかったものが、やめるときには

３億もの収穫になったということでございます

ので、今日ですとまだまだ伸びていくと思いま

すので、これをひとつ何とか早期に実現してい

ってもらいたいなと。私のみならず、農家の声

が大変多いもんですから、実践していっていた

だきたいなと思うところでございます。そして、

あの場所でやっていただければ、生産から販売

まで、先ほど申しましたとおり、まゆの郷など

と一緒にしながらやっていけば、なおいいので

はないかなと思いますが、あそこのエリア全体

の考えというものを課長はどのように考えてい

ますか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 蚕糸試験場跡地につきまして

は、国から10万平米ぐらいの譲渡を受けたわけ

でございます。今現在の北側エリアについては

大体４ヘクタールぐらいということになってお

ります。その当時のエコロジーガーデン構想の

中で、あそこの北側エリアについてはＢブロッ

クという形でのいろんな考え方を構想の中でつ

くってございます。その中で、「育み学ぶ」エ

リアという形の位置づけをしているということ

でございまして、その機能としましては、エコ

ツーリズム機能とか農業、環境、バイオ機能と

かグリーンツーリズム機能、産業都市の農文化

の機能とか、そういういろんな機能を持たせた

形での構想としているわけでございます。基本

的にはエコロジーガーデン構想の考え方に沿っ

た使い方という形になっていくのかなと思って

いますけれども、ただ、農機能、いわゆる農業

振興の場としての機能というのがそこには十分

考えられるのかなとも考えています。先ほどの

若者園芸塾ですか、そういう農業実践塾、そう

いうものを視野に入れた形での検討というもの

も今考えているところでございます。ただ、市

長からも答弁ありましたけれども、エコロジー

ガーデン基本構想について、市民懇話会とか、

いわゆる市民の意見を取り入れた形での構想に

なっているということでございますので、具体

的な利用計画ですか、利用構想といいますか、

そういうたたき台をつくった後に市民の意見な

んかも取り入れるような体制の構築を図りなが

ら検討を進めたいと思っております。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） これは県とか国でもこ

のような施設というものをこれからどんどんと

設置していくような方向で今進んでいると思い

ますので、これから計画ということでなく、直

ちに計画して、いち早く、あれだけの農地を遊

ばせておくのはもったいないと思いますので、

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

  それから、りんご樹種品種保存園も含めてで

ございますけれども、あれは筑波の方に保存さ

れているということで、必要なくなったように

思われますが、そのところ、先ほど市長の説明
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がございましたが、あれは本当にこれから管理

していく必要があるのか、本腰を入れて管理し

ていく必要に私は疑問を感じますが、これはど

うですか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 まず最初の前段ですけれども、

あそこの土地の利用計画について早急にという

お話もございましたけれども、ただ、市民懇話

会を開いた際の内容なんですけれども、結局あ

そこの場所、いわゆる風致的にといいますか、

そのまま残してもらいたいという意見もありま

すし、また市の財産として有効に活用していた

だきたいといういろんな意見がございました。

その上に立っての構想であったということでご

ざいますので、やはりあそこの場所への思い入

れといいますか、そんなものもかなり市民にあ

ると思うんです。そんなところを慎重に聞きな

がら検討してまいりたいと考えています。 

  あと、試験木についてですけれども、あそこ

の原種のもとといいますか、それは研究所の方

に全部あるわけですけれども、その上であの木

そのものを試験木として残す必要があるのかと

いう御質問だと思うんです。実際に、あの試験

木について、これはこういう試験木だから大事

に管理しなければいけないという管理のされ方

ではありません。そのままの形でただ残してい

るという、それだけで今やっています。当然の

ごとく消毒とか何かそういうのはあるんですけ

れども、病気で枯れてしまう木というのは相当

あります。そういう木については伐倒しまして、

あとは先ほども言いましたように、あそこの４

ヘクタールの園地、そこを草刈り程度で散策に

たえられるようにしているという、そういう管

理しか今のところやっていないというのが現状

でございます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 管理そのものはどこの

課で、何課でやっているんですか。委託してい

るんですか、それとも直轄してやっているんで

すか、その辺ちょっと。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 市直轄でやっております。エ

コロジーガーデンに職員を２名配置しておりま

す。その職員がＡブロック、Ｂブロック含めて、

いろんな草刈りとか、あるいは建物の管理とか、

そういうものをやっております。農林課です。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 先ほど憩いの場所、そ

して思い入れがある場所で残していると聞きま

したが、私、目で見なきゃいけないと思って６

月１日に行ってきました。ずっと見て回りまし

たら、憩いの場どころか、あそこはアメシロの

巣ですよ。だからどこの課で管理しているのか

と聞いたんですよ。管理は農林課で、アメシロ

はどこで、じゃアメシロは何課ですか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 そういう意味合いで、そうい

う病虫害のついた枝といいますか、そういうも

のの切り払いとか、そういうところを農林課で

やっているということでございます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） ことしの春先は大変天

候がよくて、我々農家の人たちも病害虫が少な

くて非常に喜んでいる、いいなと思って。あそ

こに行ってびっくりしましたよ。アメシロから

害虫、あの倒木したやつに虫が物すごくたかっ

ていて、あの付近で果樹をやっている人たちに

見せるとびっくりすると思いますよ。うちのか

みさんがサクランボをやっていますけれども、

付近の人たちに見せたら大変だと思いますよ。
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私らのところでは本当に病害虫が少ないし、ア

メシロなんかも地域一体として共同防除してい

る中で、あそこを国から委託された市が管理し

ているものにアメシロがたくさんたかっていた

とは、とても思われませんよ、６月１日に。私

たちのところにアメシロなんかまだ来ていませ

ん。あそこが発生源だと思います。課長、その

後、見てきておりますか。まだ見てないと思い

ますけれども、どうか見て、あそこら辺から発

生すると大変ですから。かつては市でも防除機

なんか各地区にアメシロのために配付して、共

同で防除しなさいなんて言った経過がございま

すけれども、あれがあそこで発生のもとになっ

ているなんていうと大変だと思います。私は実

際に見てきました。 

  そして、憩いの場所なんて言っておりますが、

下は大変きれいに刈っておりましたけれども、

あそこに勝手に入所していっていいんですか、

それとも研究というか、そういう人たちだけが

憩いの場として入っているんですか、一般市民

の人たちはどうなんですか、入った足跡もない

んですが、その辺。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 農林課が管理していてアメシ

ロの環境だというのがありましたけれども、そ

こについては早々にきょうにでも確認して対応

したいと思います。 

  それから、北側エリア、バイオマスセンター

のあるエリアについては、公園的な考え方でご

ざいますので、市民が自由に入ってきてもらっ

て結構でございます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 憩いの場、散策、そし

て各ゲームですか、年配の方々のグラウンドゴ

ルフとか、そういうものをあそこでにぎわいの

場所として大変重要で、いい場所で、なくては

ならないんですけれども、この財政の苦しいと

き、アメシロを見て散策しても仕方ない、どう

しようもないと思うなよ。だから、ああいうと

ころを活用して、利用して、そして職員が２名

で草刈りしたって何もならないべ。何もならな

いと、あの人たちに聞いたときは、ただ管理し

て、人も来ないし、何も来ないし、散策だって

だれも来ませんと。そして、ああいう枯れ木を

見て、リンゴの枯れ木だの倒木したものを見て

散策なんていったって、アメシロなんか見てだ

れも喜ばないし、それよりも何かに、北側の方

は利益の上がるようなものに転換していって、

そして幾らかでも何かそういうことにつながる

農産物の何かそういう実践塾とか、例えばそう

いうものの研究とか、そういう場所にしていっ

た方がいいんじゃないかなと、私はそう思うん

ですが。 

  それから、平成19年度から５カ月間、何か検

討委員会などと言われておりますけれども、こ

の検討委員会で毎年、今日まで検討会とか、そ

ういうお話し会とかやっているのか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 エコロジーガーデン構想、計

画推進プランづくり、それが平成13年に行った

ところでございます。それから５年以上過ぎた

ということで、再度あそこの跡地利用について

庁内でそういう推進委員会というものを開催し

まして、５カ年計画ということで計画をつくっ

たところでございます。ただ、議員も恐らくそ

の計画を持っていると思いますけれども、北側

エリアについては４ヘクタールのあの土地を今

後具体的にどんな形にしていったらいいのかと

いうところが庁内でもまだ統一した認識、考え

方がないということで、19年につくった中にも

北側エリアについては触れないという状況にな

っております。そういうことも含めまして、た

だ、先ほど議員からも質問あったように、北側
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エリアについては何らかの利用の検討は必要な

んだろうということで、農業振興に活用すると

いうことを視野に入れた検討というものを早々

にして、そして庁内委員会あるいは議会とか、

あるいは市民の意見とか、そんなものを早々に

反映させながらつくっていきたいと考えており

ます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 足を踏み入れ、そして

よく見ながら検討して、そういうものに有効活

用した方が私はいいと思いますので、なるべく

早く地域の人たちあるいは検討委員会の人たち

と相談して活用していっていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いします。 

  それから、関連してでございますけれども、

この種の環境問題で、私、さきの３月定例会で

も質問申し上げましたが、ポリテクセンターの

跡地の環境について、私が質問した経過がござ

いますが、その後、あの場所にプレハブ的な建

物があるようでございますが、何か対策をして

いるのか、あそこのところをあわせてお聞きし

たいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ポリテクセンターの一

部を短期間活用したいという団体が、企業がお

りまして、そちらの方に短期で活用いただくと

いうことで、申請がありました。それに基づい

て、うちの方で条件等を付して短期的な貸し付

けを、あの用地の一部ですけれども、行ったと

ころであります。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） わかりました。りんご

種の方もポリテクの跡地も、本当によい環境を

保てば、かなりの有効な土地と思われます。そ

んなわけで、ぜひ有効活用していただきたいと

いうことをお願い申し上げまして、まだ時間が

ちょっと早いようでございますが、終わりたい

と思います。どうもありがとうございました。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時４１分 休憩 

     午前１０時５１分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、奥山省三君。 

   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 

１ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  勁草会の奥山です。勁草会というのは、加藤

紘一先生が「勁草」という本を出していますけ

れども、これは全く関係ありませんので、一言

申し添えておきます。以上よろしくお願い申し

上げます。 

  それでは一般質問に入らせていただきます。 

  景気並びに雇用対策について、毎回この問題

を私は取り上げていますけれども、現状がどう

なっているか、３月に比べたらもっと悪くなっ

ているように思われますけれども、その点につ

いてはいかがですか。 

  市の対策ですけれども、まだはっきりされて

ないように、７月から動き出すという話も聞い

ていますけれども、今後の対応についてお伺い

したいと思います。 

  当市の工業団地内の雇用の現状についてはど

うなっているか、その辺もお聞きしたいと思い

ます。以前よりもよくなっているんでしょうか。

市としては企業に対してどのような支援対策を

講じていますか。その効果はあらわれているの

でしょうか、お伺いしたいと思います。さらに、
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企業と市というのは今どのように連携をとって

いるのかもお伺いします。市でもこのたび景気

対策としての緊急雇用創出事業とか、ふるさと

雇用再生特別基金事業とかで雇用対策を講じて

いるようですけれども、現時点での効果があら

われているのか、その辺もお聞きしたいと思い

ます。また、雇用につきましても、特に若い人

たちを優先して雇用の機会を与えているのか、

そのように配慮しているのかどうかもお聞きし

たいと思います。 

  次に、第三セクターについてでございます。 

  ３月のときにもお伺いしましたが、この第三

セクターについては、市はいずれも損失補償を

していないので、現段階での公表は課題が多い

という理由で説明はされなかったわけですけれ

ども、出資金の額だけでも８社で4,575万円で

すか、4,600万円ほどの市民の税金が投入され

ているわけでございます。これほどの金額をつ

ぎ込んでいて、説明ができないということはど

ういうことですか。説明責任があると思います

が、いかがですか。 

  ３月のときに、第三セクターの会社はたしか

八つあるとの説明でしたけれども、その会社の

経営内容について簡単に教えていただきたいの

ですが、教えることができない理由はどうして

ですか。単に課題が多いというだけでは説明に

なっていないのではないか。３月のときの説明

では、「市が損失補償をしていない。また、公

表マニュアルや経営状況の良否の判断基準がな

く、現段階での公表は課題が多く、できない」

との説明でしたけれども、理解できません。 

  別に公表するのにどうしてマニュアルが必要

なのでしょうか。会社であれば必ず年に１回決

算をするはずです。そのときに決算書を作成し

ます。幽霊会社でない限り、そこで働いている

人たちもいるわけです。さらに、良否の判断基

準云々とありますけれども、別に会社の経営の

中身を見るのに、その会社が粉飾決算でもしな

い限り、だれが見ても会社が健全な状態である

かどうか、すべて決算書にあらわれます。例え

ば貸借対照表の積立金の欄に積立金がちゃんと

積まっていれば、将来を見越している健全な会

社となり、財政状態がよいと言えます。利益剰

余金についても、ここが増加していれば健全経

営ということになります。また、ずっと減収が

続いていましても、負債が増加していないなら

社員が頑張っていて抵抗力があるというか、頑

張っているなと見えます。この場で決算書の見

方についてどうこう言うつもりはないのでやめ

ますけれども、要するに市から判断基準を示さ

なくても、見ればわかるということです。多分

市の方からも、その会社に監査役とかの名目で

監視役といいますか、派遣されていると思われ

ますが、名前だけの充て職でなく、十分に目を

光らせて、市民の税金がむだにならないように

してほしいものです。 

  以前の説明ですと８社あるということでした

が、うち何社が健全な状況とか、何社について

は課題があるとかという説明さえもされません

でした。残念でした。逆に、説明ができないと

いうことは、課題でなく、問題があり過ぎて山

積していると、そう受け取れますけれども、い

かがですか、市民にわかるように説明をお願い

したいと思います。 

  次に、合併について、最後に１市１村になっ

てしまった合併論議でございますけれども、今

後の対応はこのままいくのですか。スケールメ

リットがなくなった今、当市にとってはデメリ

ットが心配されますが、市の認識はどうですか。 

  真室川町、鮭川村と相次いで合併の論議から

離脱して、当市と戸沢村だけが残ってしまった

状況ですけれども、８市町村から始まった合併

論議がこうも簡単に崩れてしまった原因につい

て考えたことはありますか。市長の公約の「最

上は一つ」の実現に向けて、市町村合併の施策

がいま一つ最上地域６町村の町民に受け入れが
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たいものだったのでしょうか。規模が大きくな

ることによる利点、すなわちスケールメリット

は当市にとっては今の時点では全くなくなった

と言っても過言ではないと思います。合併の目

的が、本来なら広域的な視点に立ったまちづく

り、住民サービスの向上といった積極的な視点

からでなくて、スケールメリットの追求による

財政切り詰めというマイナスの面からの発想に

とられてしまえば、他町村からすると合併の意

義が見えてこなかったように思われます。 

  小規模な町村では少子高齢化が進み、小さな

財政規模ではやっていけないことは明白です。

また、多様化する住民ニーズの対応についても

同様です。行財政上の規模の問題から専門職員

の確保についても厳しくなり、ますます財政基

盤の強化を図ることが求められます。今までお

のおのの自治体が勝手に箱物をつくってきまし

たけれども、人口減少に伴って使われなくなっ

てきます。これからは広域的な視点に立って施

設を整備し、投資効果を上げることが求められ

ます。 

  合併すれば中心地以外は疲弊し、中心部と周

辺部に発展格差ができ、地域の声が反映されに

くくなり、きめ細かな行政サービスを受けにく

くなり、さらに地域の文化や個性が失われるこ

とも考えられます。不満足でもいかに住民の理

解と納得が得られるかが合併のかぎとなります。 

  戸沢村では自主財源が現時点では約３割、人

口減少がトップクラス、これでは合併しなけれ

ば生きていけないことは明白です。 

  戸沢村以外の他町村から理解を得られない理

由はなぜなのか考えたことがありますか。戸沢

村と合併することによって公約を果たしたとは

思えませんけれども、今後他町村との合併も視

野に入れた進め方について、ここで基本から考

え直すというか、もう一度見直すことも必要な

のではないでしょうか。今の段階では戸沢村は

まだ揺れ動いていますけれども、市の認識はど

うですか。 

  次に、インフルエンザ対策についてです。 

  今はちょっと落ちつきを見せましたけれども、

新型インフルエンザに対して市はどう対応して

いるのかお伺いします。まだ県内では発症事例

がなくて幸いですけれども、全国的に広がりを

見せている新型インフルエンザに対して、今後

市としてはどう対応していくのかお聞きします。

これから夏に向かっていくので、高温多湿に弱

いと言われている新型インフルエンザはしばら

く落ちつくのではと考えられているようですが、

その後、秋になって必ず第二波が来ると国立感

染症センターの所長も最近話しておりましたけ

れども、これに向けて当市としてはどうお考え

ですか。３年前の鳥インフルエンザのときは感

染率2.5％、死亡率２％でしたが、今のところ

0.1％の死亡率になっています。毎年秋から冬

にかけて通常インフルエンザにかかる人は数百

万人いると言われていますけれども、今から準

備体制が必要なのではないかと思われます。特

に老人より子供、若い人の感染率が高い現状で

す。もしインフルエンザの疑いがあったらどこ

に連絡するとか、ワクチン、タミフル等予防薬

品の在庫数量等の確認、病院、医療機関との連

携、万一のときにどうするのか、治療・診療体

制を整えておく必要があると思われます。また、

学校についても休校とか学級閉鎖になるような

状況も想定しておく必要があると思います。市

民の安全安心を守らねばなりません。インフル

エンザは突然変異によって別のインフルエンザ

になることもあると専門医の方が言っていまし

たが、感染者が出たら初期の段階で感染の広が

りを最低限に抑える対策をとることが大切だと

思います。当市として、今後の対応についてマ

ニュアル作成が必要だと思いますけれども、い

ろいろこれから懸念されるので、心配するので

お伺いしたところでございます。 

  以上、壇上からの質問を終わります。御清聴
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ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山議員の質問にお答

えさせていただきます。 

  新庄最上地域における経済、雇用の状況につ

いてでありますが、今回の不況で一番影響を受

けた製造業において、大手メーカーの在庫調整

が進んだことなどから、一部の企業におきまし

て受注が増加した企業が出始めております。こ

れを受けて、工場の稼働日数をふやしたり、新

たにまとまった人数を採用する企業も見受けら

れるようになりましたが、企業間では回復にば

らつきがあり、全体的に生産に広がりが見られ

ないことから、多くの企業では今後の動向につ

いて慎重な姿勢を崩しておりません。 

  雇用環境についてでありますが、４月末の雇

用情勢が公表されていますが、有効求人倍率が

0.30倍と前月同様厳しい数字となっております。

先月に比べ求人数が100名以上増加しています

が、求職者数はこれを上回る500名以上ふえて

おり、雇用環境が好転しているとは言えません。 

  本市では雇用対策としてふるさと雇用再生事

業、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業を実施

しておりますが、雇用創出数が44名と、求職者

全体から見れば、その効果は限定的なものとな

っております。国の平成21年度補正予算におき

ましては、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

費が新たに配分されることになっておりますの

で、本基金を活用して事業を推進し、さらなる

雇用創出が図られるよう取り組んでまいります。

７月には最上総合支庁長、最上８市町村等で協

議会を組織し、厚生労働省の委託事業である地

域雇用創造推進事業を実施し、地域求職者の雇

用創出につなげてまいりたいと考えております。 

  第三セクターについての経営状況に関してお

答えさせていただきます。 

  第三セクターの経営が悪化しますと市町村の

財政運営にも影響が出る場合がありますので、

国も経営が著しく悪化した第三セクターの経営

改革を行うよう指導しております。特に損失補

償を行っている場合は、その赤字を市町村が負

担しなければならないことになるため、財政健

全化法の４指標の一つである将来負担比率に損

失補償、債務残高の一部を計上する仕組みにし

ております。また、損失補償を行っている団体

の情報開示方法や第三セクターの債務の借り上

げなどにつきましては、国の研究会において続

けられておりまして、結論が出るまでには至っ

ておりません。 

  本市における第三セクターは８団体ですが、

いずれも損失補償は行っておりません。国が公

表を求めているのは損失補償を行っている団体

の経営状況でありまして、明確な公表の基準が

ない状況ですので、３月答弁と同様、どこまで

公表すべきかにつきましては国の決定を待たざ

るを得ない状況にあります。市では毎年度の決

算に基づき総合的な財政関係をホームページに

掲載しておりまして、その中で第三セクターの

経常損益や出資金の額などに関する経営状況を

示しております。 

  現在の第三セクターに関する出資金の状況で

すが、１番目の新庄卸売流通センターにつきま

しては、出資金総額6,000万円、うち全市町村

の出資金が3,720万円、62％、そのうち新庄市

の資金が2,995万円、割合としまして49.9％。

２番目に東北情報センターですが、出資金総額

7,600万円、そのうち全市町村出資金が2,600万

円で34.2％、そのうちの新庄市の資金が1,060

万円、40.8％、全体比率で13.5％。３番目の新

庄ＴＣＭ、出資金総額1,600万円、全市町村出

資金が50万円、新庄市100％。新庄青果3,000万

円、全市町村出資金120万円、４％、新庄市の

出資金120万円、100％。奥羽金沢温泉2,900万

円、うち市町村の出資金300万円、10.3％、資
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金割合、新庄市100％。最上物産協会2,300万円、

左のうち全市町村出資金120万円、5.2％、新庄

市の割合が50万円で全体の2.2％、出資金のう

ちの41.7％。新庄市土地開発公社500万円、新

庄市100％。新庄市体育協会1,000万円、新庄市

出資金1,000万円、100％。以上のような出資状

況であります。 

  御質問の内容からしますと、もう少し詳しい

公表を望んでおられるのかと思いますが、現時

点で行政として公表できるのはこのとおりでは

ないかと考えております。ただ、御指摘のよう

に、市の財源が投入されており、公表の必要性

は感じておりますので、運営主体の理解が得ら

れる範囲内で議会に報告できるよう努めてまい

りたいと考えております。 

  次に、合併についてですが、新庄市、戸沢村

の２市村で合併協議を再開する際にも申し上げ

ましたが、一つでも合併の意思のあるところが

あれば、ともに力を合わせ、将来にわたり安心

して住み続けられるような地域づくり、輝くま

ちづくりを一緒になって築き上げていきたいと

ういう考えに揺るぎはございません。 

  市町村合併は、それ自体が目的ではなく、住

民の皆様へ充実した行政サービスを提供し、こ

の地域に将来にわたり安心して住み続けられる

ようにするための手段であります。単に行政の

垣根を取り払うだけでなく、それぞれの地域の

伝統、文化、産業、人材等の資源を連携活用し

た新しい政を行う絶好の機会であります。それ

は単なるスケールメリットのあるなしとは関係

なく、市町村合併によりそれぞれの地域の輝く

まちづくりを行っていきたいという信念は、私

にとっては市長就任以来からの一貫した考え方

であります。 

  今回の合併は、最上地域における新しい地域

づくりのモデルとしてぜひ成功しなければなら

ないと考えております。新庄市にとっては、戸

沢村と合併することによって、今後は中国、ロ

シアなどに向けた環日本海の窓口である庄内経

済圏と結ばれる大きなチャンスであり、労働人

口増による企業誘致の促進や農産物のブランド

化が図られ、また舟下りやグリーンツーリズム

を初めとした観光面での情報発信が強化される

と考えております。デメリットをメリットに昇

華させ、メリットを最大限に引き出すことがで

きるよう今後も戸沢村とともに新しいまちをつ

くるという熱意、信念をもって協議を重ね、地

域が輝くまちづくりに取り組んでまいりたいと

考えております。 

  インフルエンザ対策についてですが、県にお

きましては４月28日に対策本部を設置し、同日

付で最上管内においても最上保健所に発熱相談

センターを設置しました。また、県立新庄病院

においても発生に備え発熱外来が設置され、本

市の対応といたしましては４月28日に発熱相談

等の開設情報を掲載し、同日夜、最上保健所に

おいて新型インフルエンザの発生に伴う発熱外

来の設置に関する協議を行っております。また、

５月連休前には、市内の児童施設、小・中・高

等学校を通じチラシを配布し、５月１日には新

型インフルエンザ対策連絡会議を設置いたし、

同日、市内施設にチラシを配布し、５月の市報

にて折り込みチラシを全戸配布し、啓発に努め

てまいりました。その後、国内での新型インフ

ルエンザの発生を受け、５月19日に対策本部を

設置いたしました。 

  今後の市の対応ですが、現在、最上地域にお

ける発熱外来は県立新庄病院のみの設置となっ

ているため、新型インフルエンザが蔓延した場

合に県立新庄病院の機能が麻痺することを避け

るため、最上保健所及び医師会と協議を重ねな

がら、新庄市夜間休日診療所に発熱外来を設置

することも検討を進めているところであります。 

  なお、国におきましても、国内での発生状況

に柔軟な対応を示しているところもありますの

で、今後国や県からの情報収集に努めてまいり
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たいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） まず、景気対策でござ

いますけれども、前回の説明ですけれども、厚

生労働省の事業での雇用ということで、失業情

勢のすごい厳しい地域に対しては地域協議会を

設置してパッケージ事業を行うということでご

ざいましたけれども、このパッケージ事業につ

いて、もう少し詳しく、今どうなっているのか

お聞きしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 パッケージ事業について

お尋ねでございますが、正式名称は「最上地域

雇用創造推進事業」ということでございます。

７月１日にスタートするということで、前段の

厚生労働省のヒアリングも終わってございます。

ただ、もう一回最終的にヒアリングがあるとい

うことでございます。このヒアリングまでは県

が対応して、あと事業実施に入りますと新庄市

が事務局となりまして事業を推進すると。事務

局には市、県、そのほか独自に雇用した方とい

うことになろうかと思います。 

  事業の内容でございますけれども、現在のと

ころ「地域の資源と知恵の活用による持続的発

展と雇用の創出」というタイトルがございまし

て、事業期間が平成21年７月から平成24年３月

までの２年９カ月間ということでございます。

雇用創出目標は301人、現在のところ301人と計

算されております。事業費についてはすべて国

費でございまして、２億5,361万9,000円という

ことでございます。これに加盟する協議会がご

ざいまして、その協議会に加盟する団体でござ

いますけれども、県はもちろんのこと、最上８

市町村プラス８市町村商工会、そのほかＮＰＯ

が入ってございます。全部で17団体になります

か、加盟してございます。以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） ただいまのパッケージ

事業ですけれども、前は３年間で２億8,800万

円と聞いていますけれども、２億5,300万円と

いうことで、これは金額が減ったということで

しょうか。 

  それから、最上地域全部ということですけれ

ども、当市については金額的に幾らぐらい来て

いるか、ことしの金額は幾らとか、その辺のと

ころを教えていただきたい。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 額が変更になったものに

ついては、事業が似通ったものは統合したとい

うことでございます。これを今後各自治体が独

自に事業を実施していくということになろうか

と思います。以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今、金額、これは統合

したということ、それはわかりましたけれども、

３年間で２億5,300万円ですか、当市の分は幾

らぐらいというか、これは最上地域全体の話で

２億5,300万円ですか、当市について、その辺

のところをもう一回お願いしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 新庄市の合計額というこ

とでございましょうか。手持ちに金額を合計し

たものがございませんので、後ほど整理してお

渡ししたいと思います。 

  大変失礼しました。 

  まず一つは、組み込みソフト開発技術者養成

研修ということで、これについては新庄コンピ

ューター専門学校等に委託するような形になる
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のかなと思います。次が特産園芸作物等振興セ

ミナーということで、これについては薬草関係

で雇用の場をつくりたいということでございま

す。そのほか、１次加工による販売戦略講座と

いうことで、これは冷凍技術などを活用した技

術習得と御理解いただければよろしいかと思い

ます。農産物宅配講座ということで、これは農

産物をどのような形で各家庭に宅配できるのか、

その辺でまた雇用の創出が図られるということ

でございます。次が、これは商工会議所の提案

事業でございますけれども、高齢者まちなか居

住生活サポートセミナーということでございま

す。少子高齢化時代を迎えて、町中に住む高齢

者をいかにサポートできるかということでござ

います。新庄市の最後になりますけれども、高

齢者まちなか居住促進人材養成講座については、

ヘルパーさんの養成講座と御理解いただければ

よろしいかと思います。これについても新庄コ

ンピューター専門学校などが一応候補に挙がっ

てございます。以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今、私が聞いたのは、

当市に来ていることしの金額というか、それが

幾らぐらいでしょうかというのを聞いたんです

けれども、それはわからないんですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほど申しましたように、

金額が手持ちにございませんので、後ほどお示

ししたいと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 先ほど市長からも説明

ありましたけれども、44名の採用とお聞きしま

したけれども、この方は今現在採用されて、雇

用していると感じますけれども、どのような職

種というか、仕事というか、させているのか、

その辺のところをできれば教えていただきたい

と思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 緊急雇用創出事業につき

ましては、まず総務課、農林課、都市整備、下

水道、学校教育、生涯学習と多岐にわたってご

ざいます。内容につきましては、総務課が情報

発信システム整備事業、農林課が林道等管理事

業、都市整備課が都市公園再生事業、流雪溝台

帳整備事業、市営住宅環境整備事業、市道雪対

策事業、下水道課が生活排水処理状況実態調査

事業、学校教育課が学校環境整備支援事業、生

涯学習課がふるさと歴史センター所蔵民具調査

整理事業、以上が緊急雇用創出事業の内容でご

ざいます。 

  また、もう一方、ふるさと雇用再生特別基金

事業につきましては、総務課が地域づくり支援

事業、環境課が環境美化推進事業、農林課が民

有林現況調査事業、学校教育課が学校図書館支

援事業、商工観光課が観光地ガイドスイーパー

事業、同じく商工観光課がまちなか逸品開拓事

業の６事業になってございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） ただいまの説明ですけ

れども、44名の方が採用されたと思いますけれ

ども、若い人が採用されているのか、その辺の

年代別といいますか、ちょっと細かいことで申

しわけありませんけれども、その辺のところを

教えていただきたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 これらの事業については

各担当課の方で契約してございまして、年齢構

成までは私どもは把握してございません。大変

申しわけございません。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
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平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 若い人が最近仕事がな

くて大変困っているわけですので、年寄りでは

なくて、若い人をまず再雇用というか、させる

ように雇用の拡大、雇用対策の推進を進めてい

ただきたいと思います。これについては後から

またお願いしたいと思います。 

  今度は第三セクターに移ります。 

  市長からるる説明がありましたけれども、ま

だ私からすれば納得いかないというか、ことし

の秋から財政健全化に関しての法律が、四つの

指標が始まるわけでございますけれども、いよ

いよこれがきばをむくわけでございます。 

  その点に関して、第三セクター、先ほどあり

ましたけれども、そのうちの一番出資金が多い

やつですけれども、卸売流通センターですか、

これについてお聞きしたいと思います。卸売流

通センターは市の出資金が49.9％ですか、

2,995万円入っているわけでございますけれど

も、この中に会社が入っているわけです。それ

は言ってみれば一心同体でございますので、そ

の会社の経営内容についても市としては全然指

導といいますか、そういうことをされていない

のか。多分年に１回総会があると思いますけれ

ども、そのときに市からは出席していないのか、

その辺のところをお聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 流通センターと新庄青

果との関係だと思いますけれども、御存じのよ

うに流通センターは県に市場を開設する主体と

して組織した会社でありまして、あそこの新庄

青果物地方卸売市場の建物を建てて、県に開設

を申請して、県から市場としての認可を受けた

施設、それを開設する主体となるのが卸売流通

センターで、代表取締役は市長でございます。 

  一方、そこで卸売業務を行っているというこ

とで、卸売の申請を流通センター、県に同時に

行いまして、認可を得てその中で卸売業務を営

んでいるのが新庄青果であります。当然市も新

庄青果の株主になってございますので、株主総

会のときには新庄市から出席して、経営状況、

総会の資料、そういったものについて目を通し

て、経営内容については一定程度把握している

というような関係でございます。当然新庄青果

は卸売業務を営んでいるわけですから、卸売の

法律に基づいて流通センターからいろんな許認

可あるいは指導を受けながら業務を行っている

という関係にございます。以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 何か前の説明と似たよ

うになっていますけれども、前の説明というか、

以前３月の説明ですと、設立する段階でのかか

わり的な役割での出資、経営に加わるための出

資でないという説明がありましたけれども、ち

ょっとこれは私は納得いかないと思います。経

営に加わるための出資でないという説明があり

ましたけれども、それはちょっと違うと思いま

す。やはり出資した以上は責任があるはずです。

中途半端な考えで市民の税金を会社の出資金と

してつぎ込むことなどは許されないと思います。

この点についての認識をもう一回お願いしたい

と思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 出資の意味は、そうい

った定款あるいは設立の目論見書に基づく会社

運営の趣旨に賛同して出資をしているわけであ

ります。経営につきましては、そういった株主

総会における提出書類、経営状況、貸借対照表

とか、そういったものを見ながらしかるべき立

場で意見を言うという関係にございます。 

  経営に参加するというのは、直接経営を行っ

ている役員、取締役、そういった方が経営に責

任を持つわけでありますので、直接経営に参加
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するということではないという意味合いでござ

います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 一応出資金を出してい

るということは経営に参加しているということ

に私はなると思うんです。株主というだけだか

ら、そのお金は市民の税金ですから、もし会社

がおかしくなったら株をそのまま放棄すればい

いでしょうということになるかもしれませんけ

れども、それではちょっと、税金がつぎ込まれ

ているわけですから、その辺のところをもうち

ょっと指導をちゃんとするとか、経営に関して

も決算書が上がってくるわけですから、少し市

としてもチェックするとか、そういうことは全

然なさらないということでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 当然経営がよくあるべ

きだということで、そういった総会のいろんな

書類を見ながら発言させていただいております

し、会社によっては一部役員になっているもの

もございます。そういった立場で発言させてい

ただいておりますので、特に問題があるという

か、債務、先ほど市長から申し上げましたよう

に、債務を補償しているとか、そういったこと

はございませんし、また会社が経営困難になる

ようなことがないように、しかるべき立場でい

ろいろ発言させていただいているということで

ございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 前回の答弁と同じよう

な感じになりましたけれども、6,000万円の出

資金のうちの2,995万、49.9％の出資金、これ

はイコール税金です。これに関して経営状態の

把握はしかるべきという感じでしかしていませ

んという答弁でございましたけれども、この内

容ですけれども、私が聞いた話で、ことしの利

益が5,000円と聞いていました。それで、繰越

損失が3,600万円を超えているという話です。

それから、借入金も4,800万円あると聞いてい

ます。そのほかに未払金が500万円、買掛金も

約2,400万円あるという話ですので、こういう

状態ではつぶれていると言っても過言ではない

と思います。このような経営に対して市が全然

かかわりを持たないといいますか、経営面に関

しては経営者でないからタッチできないといい

ますか、そういうような状況では市民の税金が

むだになってしまうと思うんです。その辺のと

ころをもう少し支援するといいますか、指導す

るというか、その辺のところをもうちょっと力

を入れてやっていただきたいと思いますので、

再度この点について答弁をお願いしたいと思い

ます。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今いろいろ数字を申さ

れましたけれども、これは卸売流通センターで

はなくて、ともにその箱の中で業務を営んでい

る卸売会社のことかなと感じております。そち

らにつきましては出資率が４％ほどでありまし

て、株主としては……。 

  第三セクターという定義づけそのものが国で

は非常にあいまいな形になっております。何％

以上出資していれば第三セクターなのかという

具体的な定義、法律上はございません。ただ、

県の方あるいは国の方で第三セクターという位

置づけを一つの目安と考えれば25％であろうと

いうようなことを言われております。そういっ

たラインから見ますと、この会社につきまして

は純粋な意味で第三セクターなのかどうかとい

うこともありますし、また経営陣がちゃんとき

ちっとした経営あるいは監査を行っている会社

でありますので、きちっとした運営が行われて

いるという前提のもとに我々としては意見を述
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べさせていただいておりますし、またそういう

立場でいろんなかかわり合いを持たせていただ

いております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 私が申し上げています

のは、流通センターの中に入っているわけです

から、流通センターが特にお金を稼ぐわけでは

ありませんので、もしこの会社がおかしくなっ

たら流通センターもおかしくなるということ、

要するに一心同体だと私は申し上げているんで

す。その辺のところ、ちょっとわかっていただ

けないようですけれども、市としては何らかの

形でもうちょっと指導していくというか、チェ

ックするというか、その辺のところを今のまま

でいってしまうと、ずっと後になってから、大

変なことになってから後でもめるようなことに

ならないように私は今言っているんです。その

辺のところ再度答弁をお願いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今御指摘ありました点

について、考慮しながら対応させていただきた

いと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） これはこのままほった

からしておくのか、メスを入れるのか、まずよ

く相談して考えて、再建できるように指導して

いただきたいと思います。よろしくお願いした

いと思います。税金をどぶに捨てることになら

ないように、よく管理、指導され、再建するこ

とをお願いする次第でございます。 

  次に、合併ですけれども、先ほど市長がおっ

しゃいましたけれども、市長の答弁の中に、私

は今後これからの６町村ですか、そのことにつ

いてどう考えているかと質問しましたけれども、

それについての答弁がないようですので、一言

お願いしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市町村合併の基本につきましては、

前々から申し上げておりますように、それぞれ

の地方自治体としての人格があるということで、

それぞれの地方自治体の判断についてはそれ以

上差し込んで私の方からコメントするべきでは

ないと思っております。 

  しかし、今回、昨年、一昨年から始めてきま

した協議に、ここまで一緒に新たなまちづくり

を進めようというのが戸沢村であると考えてお

ります。６町村がどの形かということはそれぞ

れの自治体でやると。ただし、最上広域市町村

圏事務組合としてのあり方は継続され、どんな

形態であれ今後も継続されていくと思います。

それぞれの自治体の判断によるものと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） ただいまの話を伺いま

すと、１市１村でやる、走るだけ走る、あとの

６町村はどうでもいいと言ったらおかしいです

けれども、そちらの方に任せるという感じに聞

こえますけれども、そちらの方、これから合併

したいとか、そういう話も、今後限界集落いろ

いろありますけれども、そういう話も出てくる

と思いますけれども、それはそちらから来たと

きに対応するということで、こちらからはあれ

をしないという感じに聞こえますけれども、そ

のようですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今の１市１村による合併の協議を

進めているところでありますので、それに全力

を傾けるというのが今の立場だと思っています。

他の町村についてはその後の検討課題であると

思っています。ただし、地方自治体というのは

やはり国の制度の枠組みの中で、法律で決めら
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れた中で我々は暮らしているということ、次な

る制度は定住自立圏構想というものがもう既に

来ていると。それにつきましては新庄市として

は市町村合併、現在進めている新庄市と戸沢村

の協議後であると考えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。 

  それから、インフルエンザですけれども、秋

になったらまた市民の皆様にチラシを配って予

防するように呼びかけていただきたいと思いま

す。以上で終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時３８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小関 淳君。 

   （７番小関 淳議員登壇）（拍手） 

７ 番（小関 淳議員） 勁草会の小関です。 

  ある代議士の機関紙の名前とは全く別の意味

でございます。補足いたしますと、この会派名

は「疾風に勁草を知る」から来ています。つま

り、激しい風が吹いて初めて強い草かどうかわ

かるという意味で、そういう強い草になれるよ

う日々精進していこうという思いでつけました。

前回の３月議会までたいまつ’07の一員として

活動してきましたが、事情により残念ながら解

散することになりました。しかし、新庄の先行

きを照らすためのたいまつのともしびは、それ

ぞれの心の中に変わることなくともり続けてい

るものと信じています。 

  今年度は、市制施行60周年の年でもあり、そ

して今年度合併がこのまま成立すれば新たに新

市としてスタートするという、この地域にとっ

て大変重要な歴史的節目でもあります。という

ことで、市長初め執行部に対して市民の代表者

である議会と相互の信頼をより深め、協力し、

市政をよりよくしていくためにはどうすればよ

いのかという質問をしていきますので、答弁し

にくい質問も中にはあると思いますが、３本の

矢の実現には相互理解をより深くすることが必

須の条件だと考えていますので、真摯な答弁を

お願いいたします。 

  初めに、執行部による、議員はおろか、議会

そのものを軽視しているかのような言動や答弁

が最近あったように感じています。そのことに

ついての確認の意味で、今回は特に衝撃を受け

たことについて市長はどういう認識でいるのか

を聞かせてもらいます。 

  まず一つ目は、３月定例会期間中の出来事に

ついであります。総務常任委員会に付託された

第４号議案、つまり一般職員給与の引き上げが

否決されたときのことです。会終了後、私はあ

る執行上層部の方に声をかけられ、「本会議で

も反対するつもりなのか」と聞かれました。

「市民感情を考えれば当然です」と答えると、

「18対１になっても反対するのか」と。私は

「もちろん１人でも、体をばらばらに刻まれて

も反対します」と返答し、「ああそうですか。

じゃ頑張ってください」という言葉が返ってき

て会話は終わりました。どういう意図でこのよ

うなことを聞いてきたのか本人にはいまだ確認

はできていませんが、ふだんはとても紳士的で、

物事を的確にとらえ、冷静な判断をなさる方で

すので、にわかには信じがたいような言葉のや

りとりだったので、少々面食らったように記憶

しております。今でもその会話は鮮明で、なぜ

そのような言動になったのか、そしてその根底

にはどういう意識があったのかをあえてこの場
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で確認しておくべきと考え、この質問となった

わけです。これから先、このような意識で議会

や市民と向き合おうとするならば、市民協働事

業など、その他の多くの事業や政策は恐らく大

多数の市民には受け入れられないのではないか

と危惧するのです。ですから私は、執行部が市

民感情や地域の経済状況などを十分に考慮した

上で給与引き上げ議案を提出してきたのか、そ

してそれが可決されるのが当たり前というよう

な意識をもって議会に臨んできたのかをこの際

にしっかりと確認しておきたいと思うのです。 

  そして、もう一つ、３月定例会予算委員会で

教育費の小中学校図書予算についての質問をし

たときのことを確認しなければなりません。私

はあらかじめ教育委員会の担当職員から小中学

校分各150万円ずつを予算要求していると聞い

てはいましたが、改めて予算特別委員会で確認

の答弁を求めたところ、当時の学校教育課長か

ら「各100万円を要求し、そのまま100万円を予

算化してもらった」というような答弁がありま

した。私はそのとき、おや数字が違うと思いま

したが、制限時間のこともあり質問を終えまし

た。休憩時間にやはりそのことが気になり、本

人に「さっきの数字ですが、違いますよね」と

聞きました。本人は笑って、答えることはあり

ませんでした。その後も数字の訂正は全くなく、

後日、政策経営課に資料を求め数字を確認する

と、やはり150万円を要求し、50万円を削られ、

100万円が予算化されていました。市民の代表

として執行部に対し予算案について確認をして

いる者に対し、間違った数字を答弁し、再度確

認をしても訂正することもしない。果たしてこ

のような状態で議会が議決機関として正常に機

能し、議員と執行部との信頼関係が保持できる

のでしょうか。 

  世界資本主義の中心である大国アメリカが、

巨大企業をどんどん国営化し、まるで社会主義

国に移行していくかのごとき光景が日々メディ

アで報道されています。もう世界は何があって

もおかしくない時代に突入しています。 

  小さな地方自治体のすぐそこにある未来に一

体何が待ち受けているのか全く予想できない混

沌とした状況の中に私たちはいるのかもしれま

せん。このような時期にこそ、可能な限り市民

と行政と議会が結束し、それぞれの役割を十分

に発揮できるように真剣に自治の整備をする必

要があるのではないでしょうか。それぞれが意

識改革に努め、役割を分担、整備し、強い意志

を持ち、実践を重ねるだけで変革は可能なので

す。わざわざひざを突き合わせ、鉛筆をなめて

予算化する必要はないのです。その辺のところ

をうやむやにしたまま市政を進めたとしても、

子供たちに明るい未来を残すことなど恐らく不

可能なのではないでしょうか。 

  さらに、これからの激動の時代を乗り越える

ために、議会はより神聖な場であるべきです。

そして、市民のための議会としてもっと開かれ、

議員と執行部それぞれが市民福祉の維持向上を

目指し、形式にとらわれぬ真剣で本質的な議論

を尽くすことのできる関係でなければならない

と考えます。ですからこのような今回の質問と

なったわけです。その辺の確認も含めて、執行

部はこれまで議会にどう向き合い、どう対応し

てきたのか、そして今後どういう姿勢で議会に

臨もうとしているのか、今後のためにもしっか

りと確認をしておきたいと思います。 

  次に、この２年の間、何度も提案を含めた形

で質問している職員研修について、さらにもう

一度質問いたします。 

  日本国憲法第15条第２項に「すべての公務員

は全体の奉仕者であって」という一文があるよ

うに、地方公務員もそれに準じなければならな

いのは当然のことです。これからますます国の

都合による地方分権の流れで自治体への権限移

譲は多岐にわたり増大してくるはずです。当然

新庄市でも今までにないような膨大で多様な課
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題への対応を迫られることになると思います。

「選挙事務は暇だから、読みたかった漫画本を

読破しようかな」などと考える余裕はとうに消

滅していなければならないのです。さらに、た

だ前例を踏襲すればよしとするような古典的な

判断力、事務処理能力を評価するような体質の

中では、今以上の行財政改革を進めようとして

もスムーズに進むはずがないのです。内部改革

をおろそかにしたまま、安易に指定管理者制度

などのアウトソーシングの方向を選択し、行財

政改革の数字的効果だけをねらってしまうよう

な可能性も出てくるのではと心から心配になっ

てきます。 

  これからは職員みずから自発的にさまざまな

課題を発見し、それを解決するために政策立案

をしていくような有能で果敢な職員集団が求め

られているのです。ですから、こういう時期の

職員研修こそ絶対に必要ではないのかと強く感

じるわけです。それも今までのような公的な職

員研修をただ受講させるような研修ではなく、

適材適所に配置されているだろう職員それぞれ

に一番ふさわしい研修をさせるべきではないか

と考えるわけです。 

  私の知る職員の中でも、仕事をより市民のた

めに進めようとすれば、どうしても各地で開催

されるいろいろなセミナーや交流会に参加し、

モチベーションの高揚やスキルアップさせる必

要があります。「せめて交通費、いやその半分

だけでも補助してもらえれば本当に助かるので

すが」という小さな子供を抱える若い職員の苦

悩も聞こえてきます。ほかにも、多重債務者救

済、市民協働事業、ごみ問題、農業政策やエネ

ルギー政策などのさまざまな課題解決のために、

職員として精いっぱい対応しようと各地のさま

ざまな研修に自費で参加している結構な数の職

員がいます。私は彼らのような職員を心から尊

敬しますし、一市民として誇りでもあります。

しかし、彼らがよりサービスの向上を追求し、

自己啓発やスキルアップの機会に参加すればす

るほど自己負担の額がふえ、生計を圧迫してし

まうという現実があります。これでは奉仕者と

しての自覚も忘れ、ただ与えられた仕事だけを

こなし、退庁時間になればさっと家路につくよ

うな職員だけが給与的なメリットを受けてしま

います。このような不公平な状態で本当に職員

の士気が高まり、市民のための誇れる実践的シ

ンクタンク集団が形成されていくんでしょうか。

全体の給与を引き上げるということよりも先に、

懸命に市民の奉仕者として研さんを重ね、サー

ビスに努める職員を救済すべきです。この部分

は早急に改善していただきたいと思います。 

  そのようなこともあり、前回の３月定例会、

議案第４号で議論したときの職員組合機関紙

「かけはし」のコピーの一文を目にしたとき、

余り経験したことのない衝撃を受けました。そ

の内容は皆さんも御存じのとおりです。その

「かけはし」によると、総務委員会での第４号

議案、職員給与の引き上げについての否決を受

け、総務課長がその内容を組合に報告、それを

受けて、「労使間で合意に達しているものを議

会で否決することは、議会の不当介入ではない

か…中略…当局と市議会に対し直接アクション

を起こす必要があると考えている。繰り返すが、

議員は当たり前であると思っているようだが、

労使合意に至ったものを議会で覆すのは不当行

為である。我々としても何らかの対策を考えた

い」という内容でした。読み終えた後のすっと

気が遠くなるような、さっと血の気が引くよう

な感覚は、今でも忘れることができません。市

民感覚と職員の感覚がこれほどまでに乖離して

いるとは、私は深いため息がとまりませんでし

た。本当にこれから市民サービスを住民と協力

して進めていこうとする新庄市職員の意識なの

かと、呆然とする出来事でした。 

  そして、さらに驚いたのが、議会は当局と合

意したものであれば、すべて追認するものだと
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いうような認識を持っている職員が少なからず

存在していたことに愕然とさせられました。地

方公務員法第24条第６項に「職員の給与、勤務

時間、その他の勤務条件は条例で定める」と明

記してあり、また地方公務員法第204条第３項

には「給料、手当及び旅費の額並びにその支給

方法は条例でこれを定めなければならない」と

明示されています。その条例は当然議会を経て

初めて成立するものだということぐらいはだれ

もが知っていることなのです。多くの職員が

日々市民のために活躍している同じ組織の中で、

議会の重要な役割を「不当行為」と認識する職

員が存在するというのは、私の頭の中では全く

処理不能の出来事でした。 

  ということで、職員の知識、意識、そして品

格、さらには立案や政策、法務などの向上や地

域の現状や市民感情を理解する上で、職員研修

は絶対に欠かせないと思います。市長はこれら

のことについてどう考え、どのようにしていく

つもりなのか、これからの組織運営上非常に基

本的で重要なことだと思いますので、もう一度

ぜひしっかりと聞かせてください。 

  そして、最後に、３点ほど質問いたします。 

  市街地、特に商店街の方と話をしていますと、

固定資産税の課税評価額が活気のあったときと

余り変わらず、納税が大変だという話を聞きま

す。現状はどうなのか。そして、現在の経済的

な状況から見て高額であると市民が感じている

のならば、今後どう住民に説明し、理解を求め、

さらに中心市街地をこれから先どのようにして

いくつもりなのか聞かせてください。 

  次に、ことしは市制施行60周年、新幹線新庄

延伸10周年、重要無形民俗文化財指定後最初の

新庄まつりと、大きな行事が予定されています

が、どのようなコンセプトで、市民にとってど

のような催しにしていこうと考えるのか聞かせ

てください。 

  ３点目は、限界集落について、どういう認識

でいるのかという質問です。先月26日の朝日新

聞にも特集で掲載されていましたが、65歳以上

のお年寄りが半数を占め、集落として機能しな

くなる可能性のある集落を限界集落と呼ぶのだ

そうです。「後期高齢者医療制度」や「限界集

落」などと、よくもまあそんな冷たい言葉をど

こから探してきてネーミングするものだと思い

ますが、いつも国を動かすエリート官僚の方々

には驚かされます。 

  集落の現実は、急速なスピードで重く深刻な

事態になっているようです。記事によると、

2006年の国交省と総務省のデータで、消滅の可

能性のある集落は2,641カ所あり、そのうち東

北が405カ所あるとありました。全国で集落を

維持していくために、そして今後どう再生すべ

きなのか、多くの住民や識者たちが悪戦苦闘し

ているようですが、なかなか特効薬は見つから

ないというのが現実のようです。 

  私たちが市内で簡単な調査をしましたところ

では、新庄市でも全国の例に漏れずそのような

兆候を住民がひしひしと感じている集落は山間

集落に限らず、町中にも存在しているようです。 

  そこで、新庄市としてはそのような現実をど

う認識しているのか、そして今後どのような方

向で再生しようと考えているのか聞かせてくだ

さい。 

  以上で議員になってから９回目の質問を壇上

から終わります。 

  繰り返し言わせていただきますが、あるセミ

ナーで講師から発せられた言葉「首長も議員も

職員も、明確な理念が持てないのならば即刻辞

職しなさい」をいつも心に持ちながら、市民の

代表者として議員道に精進していきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。 

  長い時間、御清聴いただき、本当にありがと

うございした。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関議員の質問にお答

えさせていただきます。 

  詳しい内容について承知していなかったので、

今の質問の中で、職員給与への職員の対応、ま

た組合の記事についてどう思うかということも

求められて、また前学校教育課長の答弁が不正

確であるにもかかわらず、その間違った対応に

対する直しの答弁もないということにつきまし

ては大変申しわけなく思います。また、職員給

与の引き上げに対する賛成・反対は議会の権限

でありますので、それは住民の代表である議会

の賛成・反対によって決まるものだと認識して

おります。労使相互の協議というのは、この組

織があって、そこに働く者の権利として当然労

働組合というのは存在が認められるべきではあ

ります。その中で、この仕事を正しい方向性に

向けていくためには労使間共助というものも当

然必要であり、また生活給としての保障もしな

ければならないという立場であることも御理解

いただきたいと思います。しかし、先ほどの労

使問題の合意に対する考え方の不当介入という

ことは、地方自治法で給与に関しては条例で決

めるということでありますので、条例の改正に

伴う賛成・反対は議員の立場であると理解して

おります。 

  議会に対する姿勢と対応に関する私の考え方

でございますが、地方自治体としては首長と議

会議員はともに住民が直接選挙で選ぶ、いわゆ

る二元代表制をとっておりますので、これまで

議会に臨むに当たりましては議会議員と首長が

ともに住民を代表する対等の立場にあるという

基本認識に立ち、議会においては議会議員と執

行部がそれぞれの役割に基づき独立した立場か

ら互いに抑制し、協力し、均衡を保ちながら、

市民のための施策を審議、決定いただく場とし

て真摯に対応してまいったつもりであります。 

  今まで議員の皆様からの適切な御意見と御指

摘により、より多くの市民の意見を行政に反映

できていると感じております。結果として、市

民の行政に対する理解も飛躍的に高まっている

と認識しております。しかし、一方で、自分た

ちの思い過ごしということもございますので、

丁寧に今後とも意見等行政に反映できたことを

説明してまいりたいと思います。 

  今後も今まで申し上げました議会に対する基

本姿勢と認識に変わりはございませんので、市

民が安心して暮らせるまちづくりに向け、議会

と執行部が一体となって力を合わせていけるよ

う改めて執行部及び職員全体の意識づくりに努

めてまいりますので、御理解のほどお願い申し

上げます。 

  続きまして、職員の意識をどう高めていくか

ということで、そのためには職員研修をもっと

充実させるべきではないとかいう御意見でござ

います。 

  地方分権改革の進展、少子高齢社会への移行、

市民と行政の新たな協働推進体制の確立など、

市を取り巻く環境は大きく変化し、市が果たす

べき役割はますます増大しております。住民に

最も身近な市がこうした変化に的確に対応し、

住民福祉の向上、地域の活性化など、さまざま

な課題に対処していくためには、職員の育成が

従来にも増して重要になってきていると考えて

おります。 

  地域の方々は、自分の住んでいるところ、自

分のふるさとを少しでもいいまちになるように

考え、努力していただいております。職員には、

住民が困っていることあるいは望んでいること

は何だろうという視点で物事を考えるとともに、

新しい柔軟な発想が必要であります。私からも、

職員が共通の認識を持ち、全体が一丸となって

課題に取り組むために、随時庁内の情報通信ネ

ットワークを利用しまして、私の考えや行政情

報を職員に提供するとともに、「市民が主役、

市民が動く、市民が光る新庄市」をつくる職員
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になろうと話しかけております。 

  市民協働に関しましては、かねてより職員研

修を実施しておりますが、今後の地方分権の進

展に伴い、市民と行政の協働の取り組みが、福

祉、まちづくり等の分野でますます重要となり

ますので、今後さらに市民の目線に立った研修

を一層充実したいと考えております。 

  次に、町中の市民の皆様のお話ということで、

固定資産税についての御質問ですが、評価がえ

においては国が定める固定資産評価基準に基づ

いて実施しております。商業地における固定資

産税評価額については、土地にあっては平成９

年をピークに毎年下落修正を加え、今年度の価

格は対平成９年度比で平均して半分以下に下落

している状況であります。また、家屋にあって

も３年ごとの評価がえ時に価格を見直し、土地

ほど幅は大きくないものの、下落している状況

にあります。 

  なお、こうした情報は広報紙等でお知らせし、

また毎年４月１日より５月末日まで固定資産の

閲覧期間を設け、確認を図っているところであ

ります。何とぞ御理解のほど、よろしくお願い

いたします。 

  中心商店街の再生については、少子高齢化社

会の時代を迎え、町中を安心して歩いて暮らせ

るまちづくり、魅力あるコンパクトなまちづく

りが必要であるととらえております。今年度は

山形県の支援を受け、中心市街地活性化モデル

事業を中心商店街の方々と事業内容を検討して

いるところであります。 

  次に、ことしの記念すべき重要な催事につい

てということですが、市民の皆さんの協力を得

ながら記念行事を開催することで、地域の活力

を高めたいというのが第一の思いであります。

生まれ変わりの年である60年の慶賀、長年の悲

願であった新庄まつりの国重文指定の記念、そ

して行政、市民一体となった活動の末に実現し

た新幹線新庄延伸の記念、これらはいずれも市

民皆さんと一緒に祝うべき催事であるとともに、

今後の本市のあるべき姿を一緒に考えていく、

またとない機会でもあると思っています。 

  今後は、新庄市がどのような発展を遂げるに

しましても、過去から引き継いできた独自性、

特色、よさといったものは、これからも当然持

ち続けるべきであり、我々にはそれを次代につ

なぐ責務がございます。このことを踏まえ、催

事の意義を十分とらえ、創意工夫を凝らしなが

ら、限られた予算の有効活用を図ることを念頭

に置きながら、市民の皆さんとともに考え、実

施してまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  最後に、限界集落につきましては、高齢化が

進み、65歳以上の高齢者の割合が50％を超えた

集落のこととなりますが、限界集落となった場

合に心配されるのが地域の助け合いなど、地域

の自治組織としての機能ができなくなることで

はないかと考えております。その結果として、

周辺環境の荒廃も心配されております。 

  新庄市におきましては、数値的に見ますと

50％を超えている地区が２地区ありますが、い

ずれも市内中心部の地区でして、住民の居住環

境には心配のない地区と考えています。 

  心配しなければならないのは中心部から離れ

た地区ですが、50％を超えているところはなく、

今後も組織として機能しなくなる心配の地区は

今のところないと考えております。 

  少子高齢化が進む中、高齢者割合が徐々にふ

えていくのは確実ですが、高齢者割合によりコ

ミュニティーとしての機能が失われることのな

いよう、地域住民による自主的な地域づくりを

支援するとともに、地域で生き生きと暮らせる

コミュニティーの仕組みづくりのため、職員の

地域担当制などを通じ地域の情報を収集し、共

有し、地域ごとの活力を高める手だてをしてい

きたいと考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 
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武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 ただいま小関議員が指摘された

教育委員会の学校図書予算についての質疑の中

で、事実と異なる発言をしたことについては全

くそのとおりであります。この場をおかりして、

学校図書予算の要求額につきましては小中学校

各150万円であり、各100万円が予算化されたと

いうことに訂正させていただきます。 

  休憩時間のやりとり等につきましては、私も

その場にいたわけでありまして、私自身、指導

の行き届かない面がありました。深く反省して

おります。特に、議会においては市民を代表す

る議員に対して誠意をもって当たるよう私自身

努めてまいりましたし、指導もしてまいりまし

たが、誤解を与えるような結果になってしまい

ました。今後そのようなことがないよう職員を

指導してまいります。大変申しわけございませ

んでした。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 先ほども申し上げまし

たとおり、何があってもおかしくない時代に突

入していると思います。皆さんも本当に一生懸

命頑張っていると思いますが、さらにたすきを

締め直して一生懸命新庄市民の福祉の維持向上

のために努めていきだきたいという気持ちでお

願いしたいと思います。 

  時間がないんですけれども、ちょっと気にな

ったところから、裁判員制度の件なんですけれ

ども、長崎市では「裁判員日当辞退を職員に通

知へ」「税の二重取りを理由に」という見出し

で載っていたんですけれども、多分お読みにな

っているかと思うんですけれども、この件に関

してはどうとらえていらっしゃるんでしょうか。 

平向岩雄議長 小関議員に申し上げますが、通告

外の質問でございますので、答弁は割愛させて

いただきたいと思うんですが。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 職員関係のことなので、

全く関係ないとは言えないと思いますが、どう

ですか。答えられないのであればあれですけれ

ども。全く関連がないことではないです。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３５分 休憩 

     午後１時３５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 職員の裁判員制度の際

の対応ですが、長崎市の件なんかは新聞でお読

みになっていると思いますが、これに対しては

どうですか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 裁判員制度のもとで、公務員

が出頭といいますか、裁判所に出かけて裁判員

としての業務に当たる場合に日当をもらう・も

らわないの件で、最近いろいろ新聞等に出てい

ます。長崎の例を出されましたけれども、東北

でも福島県あたりが辞退という形でもらわない

というような方向で、県及び幾つかの市町村が

その方向にあるようですけれども、これまで国

といいますか、総務省の通知、指導では「日当

を受け取ることに問題はない」という見解を示

していましたし、改めてそのような見解もその

報道の中であわせて掲載されておりましたが、

今のところ、例えば宮城とか秋田は従来どおり

の考え方で日当をもらうことは問題ないという

見解のようですし、新庄市としてどうするかと

いうのは、実は総務省とか他と同じように問題

ないという認識でおりましたけれども、今、正

直言って様子を見ているような状況にあります。 
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７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） わかりました。やはり

二重取りではないかという世論も起きておりま

すし、そうだなと認識して廃止するというか、

日当を与えないと決めている自治体もあるよう

なので、議会で可決はされていますが、もう一

度この辺をもんで、市民が納得いくような最良

の選択をしていただきたいと思うんですけれど

も、どうでしょうかということと、正規職員と

非正規職員の数、20年度４月１日現在の数は聞

いていますが、21年度４月１日現在の数を教え

ていただけますか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 裁判員の日当の件ですが、自

治体が支給する・しないという感じの御質問で

したけれども、日当自体は出頭を求める裁判所

の方から出ます。国から出るものです。それを

辞退するか受け取るかの問題になっています。 

  それから、非正規職員というのは、市役所で

言えば嘱託職員とか日々雇用職員のことを指し

ているかと思いますけれども、申しわけありま

せんが、資料を持ってきませんでした。ただ、

この前、御答弁申し上げた割合と大きくは変わ

っておりません。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 日当の件で間違った認

識というか、間違ったことを言ってしまいまし

た。わかりました。 

  この間、正規職員と嘱託職員、日々雇用職員

の数字を前回いただいたんですが、その際には

非正規職員の割合が約35％になっているんです

けれども、全国的に、これは自治労が調べた数

字なんですけれども、28％となっているんです

けれども、パーセンテージ的に高いような感じ

がするんですけれども、この数字にはどういう

感想をお持ちでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 嘱託職員、日々雇用職員、ず

っと25％、24とか６とか５とか、そういう数字

でずっと経過してきていました。近年、若干ふ

えていまして、28％という数字は私の方では持

っていなかった数字ですけれども、平均的なと

ころかなとは思っていたんですけれども、その

ようなことで、財政再建絡みでの増という部分

はあるかと思います。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） さっき壇上からの質問

でも言いましたけれども、安易なアウトソーシ

ングの流れじゃないかなどと市民から言われな

い流れの中でやっていただければと思います。 

  職員研修についてですけれども、自主的に研

修をすればするほど、そのような気のない職員

といろいろなふつり合いとか格差が生じますが、

その格差というか、そういうところはどう認識

しているんでしょうか。職員研修について、一

生懸命頑張っている職員は、身銭を切って頑張

っている。しかし、そうでない職員も多々いる

のはお見かけしていますから、どういう認識で

いますか。この状態が公平だと思いますか、不

公平だと思いますか、同じ給料をもらってそう

いうふうに格差が生まれているのは。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 みずからいろいろなアンテナ

を張って、いろんなところに自分で視察に行っ

たり研修を積んでくるというような職員は、今

に始まったことではなくて、昔から一部にはあ

ったわけですし、それをもって不公平とか、そ

ういうことは一概に言えないだろうなと思って

見ています。自発的な研修ですから、これはあ

くまで自発的なものであって、それに伴う経費
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もみずから確保すべきだろうと思っています。

ただ、例えば五、六年前でしたか、政策企画研

修と称しまして、職員で何人かグループを組む、

１人でもいいんですけれども、そういう形で自

分が勉強してきたいことを企画書としてまとめ

て出してもらって、これならオーケーというも

のについて旅費等を予算化していろんなところ

を見てきてもらうという自主研修と派遣研修を

合わせたような制度を取り入れまして、実際若

い人を中心にかなりの応募があって、その政策

企画研修によって今形になっているというもの

も幾つかあります。市民プラザの中にある「ぷ

らっと」もそうですし、商店街を視察してきて、

中心商店街でいろんな仕掛けが展開されている

例もございます。そういうことも今いろいろ考

えております。研修する意欲をわかせるような、

なるべくそういう形で努めていきたいと思って

います。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） ぜひその方向で、特に

若い職員のやる気を盛り立てていただきたいと

思います。 

  最後に、先日、今議会の初日に可決した公共

下水道根幹的施設の建設工事委託の協定締結の

件の話なんですが、本当に私も情けないなと思

っているんですけれども、議会にどのような思

いで対応してきたのかという点で質問させてい

ただきます。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時４７分 休憩 

     午後１時４８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 議会にどのような思い

で対応してきたのかということを最後に質問し

たいと思います。例えば公共下水道根幹的施設

の建設工事委託の協定締結の件、４億1,713万

円の大事業なんです。その際に、もっと前もっ

て十分な資料を議員、議会に提供すべきではな

いのか、そこを聞きたい。いっぱいもらいまし

たっけ。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 議案第39号で新庄市公共下

水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の

締結についてということなんですけれども、こ

れについては平成19年から24年度までの間で約

15億円をかけて施設の増改築を行うということ

で情報提供させていただきまして、19年度に第

１回目の契約を日本下水道事業団とさせていた

だきました。今回も市長の答弁がありましたけ

れども、今回は第２回目といいますか、新たに

また下水道汚泥の施設の増改築並びにそれに付

随する電気設備の工事ということで、一貫して

19年度から24年度までの間に15億円の事業を施

行するに当たって、本年度はこの事業、来年度

はこの事業、再来年度はこの事業ということで

進めている計画の内容でございます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 何が言いたいかという

と、十分な議論を進めてやるべきじゃないかと

いうことを言わせていただきたかったのです。

特に金額が大きければ大きいほど、市民の税負

担というのが当然大きいということになるわけ

で、慎重に、私たちは議員として、そちら側は

執行部としてやるべきじゃないかということを

言いたかったのです。 

  そういうことで質問を終わらせていただきた

いと思いますが、「３本の矢」実現のためにみ

んなで頑張っていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 
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平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５１分 休憩 

     午後２時０１分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  今６月定例議会一般質問初日の４番目に質問

させていただきます。団結と融和、思いやりの

ある改新会の一員の小嶋冨弥であります。ひと

つしばらくの間、御拝聴いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

  さて、今回、私が通告いたしましたのは３点

でありますので、通告の順に従いましてお伺い

いたします。 

  それでは、学校給食及び市の施設の給食に関

してからであります。 

  ことしの10月より親子方式による市内中学校

の給食の実施が予定されておるわけであります。

これは申すまでもなく、市長の選挙公約、市民

との約束、マニフェストの実行であり、保護者

の期待も多く、また私を初め市民の多くの方々

の注目を集める事業でもあると思います。中学

生の健康増進と食育のため、多くの関係者の一

層の御努力を期待申し上げるところであります。

そこでお伺いいたしますのは、これから10月実

施に向けた詳しいスケジュール、内容をお聞き

するものであります。 

  学校の給食は、昭和29年６月３日に施行され

た法律により、学校給食が児童及び生徒の心身

の健全な発展に資し、かつ国民の食生活の改善

に寄与するものであることにかんがみ、学校給

食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校

給食の普及充実を図ることを目的にうたった学

校給食法が今日に至っておるわけであります。

昭和31年に学校給食の一部改正によって中学校

にも適用されたと認識しております。学校給食

は、無償で与えられるものでなく、食材の費用

は保護者が負担するものでありますが、給食費

を支払わない保護者が全国的に問題となってお

ります。モラルの低下であります。 

  さて、当市においては、少子化のため学校の

再編成が喫緊の課題になると思われます。これ

らとあわせて給食も同時に進めていかなければ

ならないと思います。今ここで中学校の給食が

始まらんとするときに将来構想を伺うことはい

かがな気がいたしますが、給食は学校生活の一

部であり、安心安全な提供はもとより、地産地

消、食育、正しい食事作法等を身につける指導

の実践の場でもあるわけです。私は、これを踏

まえ、将来、新庄市の学校給食をどう導くのか

お考えをお聞きするものであります。 

  次に、農林水産省が米の消費拡大や地産地消

を促すために、平成21年度、小中学校内で炊飯

器を使って子供たちに炊きたての御飯を食べて

もらおうと、生産団体に支援する政策を打ち立

てました。これは地元農協などの生産者団体に

炊飯器の購入費を１台当たり上限２万円補助、

生産者団体が学校に無償貸与し、調理員に地元

の米を炊いてもらう制度で、今回の国の補正予

算に10億円の費用を計上したのであります。現

在、国も米飯給食をふやすようにしておるが、

拡大はおくれておると認めております。それは

給食の炊飯を外部委託にするとパンより割高に

なるためだと言われております。そこで、農水

省によると、校内で炊飯すればコスト減になり、

また子供たちが炊きたての御飯が食べられ、食

べ残しが減った事例もあります。当市では、中

学校の給食に合わせてこの制度を取り入れるい
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い機会、地元の生産者の顔が見えるお米、地産

地消とあわせて一石二鳥の国の支援事業と思わ

れますが、市の考えをお聞きいたします。 

  次に、学校給食の納入業者にかかわることに

ついてであります。10月より中学校の給食が親

子方式によって始まるわけであります。そこで、

当然食材の量がふえるわけであります。それぞ

れの業者にはビジネスのチャンスととらえ、パ

イの拡大につながるわけであります。一方、国、

すなわち農林水産省も経済危機対策として、地

産地消・産直緊急推進事業、学校給食地場農畜

産物利用拡大事業等を平成21年度補正予算によ

る展開をいたしております。いかに学校給食が

大切か知らしめておるのであります。私が以前

から申し上げていることの一つに、行政の役目

として地域経済の活性化の配慮がとても大切な

役割だと思うのであります。このような観点と

新庄市民として市に納税しておる地元業者、生

産者の納入が基本だと考えます。地域の活性化

が図られると思いますが、このことについてぜ

ひ伺うものであります。そのためには受け入れ

側の事情も現場を含め多くあると思います。こ

れらをクリアするための情報を納入される方々

にしっかり伝え、相互の理解が不可欠であるわ

けであります。これらの努力を含め学校給食の

納入の考えをお尋ねいたすものであります。 

  次に、神室荘の給食に関してであります。 

  神室荘は、老人福祉法による養護老人ホーム

で、原則的には65歳以上の環境上及び経済的理

由により居宅において養護を受けることが困難

な方が生活する施設であると認識しております。

定員は100名と伺っております。この施設も老

朽化が進み、５カ年計画で改善修理がなされる

わけでありますが、４月より神室荘の給食業務

が民間に委託されました。そのことによって、

今まで納入しておった方々から「地元の企業が

受託者でないので、つき合いのなさから納入が

できなくなるのでは」との声が私どもに聞こえ

てまいりました。４月より民間委託でスタート

したわけであります。きょうまで２カ月余経過

しましたが、このようなことがあるのかどうな

のか、まずお聞きするものであります。あわせ

て、民間になって何がどう変わったのか、変わ

らないのか、お伺いいたします。 

  それでは、発言事項の２番目の水稲品種山形

97号「つや姫」についての質問であります。 

  山形県は、来年秋に正式デビューする特栽米

「つや姫」の来年度の生産者を今月25日から募

集すると、「つや姫」ブランド化戦略本部長の

県知事が発表いたしました。中身は、作付面積

が県全体で2,500ヘクタール、地域別の作付面

積を見ると、村山475ヘクタール、置賜570ヘク

タール、庄内1,212ヘクタール、最上は243ヘク

タール、生産量は１万2,500トンを見込み、希

望者は９月10日まで各市町村の農政担当課に申

請書を提出、その後、生産者認定委員会の審査

を経て来年１月に認定書を交付とのことであり

ます。 

  この商品のブランド化戦略基本方針のコンセ

プトは三つあり、一つは品質、食味、安全の三

位一体の栽培方法を重視した高級感のあるおい

しい米、二つ目として品質管理を徹底し、消費

者、流通関係者の信頼獲得、三つ目は、当初は

少量で高い品質を確保し、できるだけ高い価格

で販売を目指す作戦とあります。 

  認定要件としては、栽培適地の水田に作付し、

栽培マニュアル、品質、食味、栽培基準等を遵

守する個人や団体、稲作中心の経営を行い、水

田面積は３ヘクタール以上、栽培要件は有機栽

培か、化学肥料、農薬の使用を一定基準内に抑

えた特別栽培といった高品質米を安定生産でき

る農家や団体、そして具体的な販売、出荷計画

書等の提出が必要です。既に今年度は101の個

人、団体が60ヘクタールに先行販売の「つや

姫」を作付し、秋には300トンの販売を目指す

としております。 
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  そこで申し上げたいのは、県全体から見て新

庄市を含め最上の作付面積の配分がどうして少

ないのか、農家を営んでいない私でさえ不思議

であります。生産者米価は20年前の１俵、60キ

ロ１万8,000円から下がり、一昨年は１万2,000

円を切りました。農家の経営は苦境に立たされ

ております。農業を営んでいる方々は少しでも

明るい展望を期待しているのではないでしょう

か。市として今後の農業政策の展開を含め、こ

れらのことをどのように考えておるのかお聞き

するものであります。 

  次に、発言事項の財政健全化法についてであ

ります。 

  北海道夕張市の破綻を契機に、自治体本位の

収支だけをチェックの対象としていた財政再建

団体制度を改め、特別会計や第三セクターを含

め連結ベースで財政状況を把握することが求め

られました。見えにくい借金や赤字を早期発見

し、健全化を促す法律であります。 

  自治体には、１番目として実質赤字比率、２、

連結実質赤字比率、３、実質公債費比率、４、

将来負担比率の数値を議会に公表する義務が与

えられたのです。四つのうちいずれかの数値が

早期健全化基準以上になれば、サッカーではな

いがイエローカード状態で、健全化計画をつく

らなければなりません。さらに深刻な財政再生

以上になるとレッドカード、破綻とみなされ、

再生計画を定めなければ立ち行かなくなるので

す。ことし４月１日より施行されます。20年度

決算から基準において早期健全化団体、財政再

生団体の指定が行われます。残念ながら新庄市

は実質公債費比率が高いのであります。単年度

の数値でなく、３カ年の平均値であります。こ

れが問題なのであります。これによって当市は

外部監査等の受け入れは避けられません。これ

らを含め市の対応をお伺いいたしまして、壇上

よりの質問を終わります。 

  御清聴感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋議員の質問にお答

えさせていただきます。 

  学校給食及び市の施設の給食についての学校

に関する方は教育長から答弁させますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  御承知のとおり、神室荘の給食業務を４月か

ら委託いたしました。業者選考につきましては、

金額だけでなく、病人食への対応、また地元業

者、地元食材の活用、地元の雇用、バラエティ

ーに富んだメニューの４点を重点に、民間の方

からも入っていただき選考いたしました。 

  委託から２カ月経過した状況を見てみますと、

病人食への対応は受託業者が得意としてきた分

野でもあり、地元新聞やテレビで紹介されるな

ど、意欲的な企業であると感じております。ま

た、地元雇用につきましても、これまでパート

で神室荘に勤務していた方々の継続、社員とし

ての採用により、今日までトラブルもなく推移

している大きな要因と思っております。 

  さて、御質問の地元納入業者の継続利用でご

ざいますが、選考過程でも大手給食業者は「地

元業者を優先します」と回答しましたが、具体

的に尋ねてみますと、一流レストランに納入す

るような安全衛生基準があり、地元納入業者に

は非常に厳しい条件であると感じました。今回

の受託者は県内の業者ということもあり、共存

共栄の理念のもと、本市に支店を開設し、原則

神室荘でこれまで取引のあったすべての納入業

者と協議し、多くは継続利用となっております。

今後も行政としてより多くの地元食材、納入業

者の利用が可能となるよう、双方の橋渡しを心

がけていきたいと思っております。 

  次に、山形県の水稲新品種「つや姫」につい

ての御質問でありますが、小嶋議員が調べられ

たとおりの内容であります。本市におきまして
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は、本合海と昭和地域に30アールの展示圃で作

付されております。 

  平成22年から23年の２カ年の栽培面積につき

ましては、種子供給体制の関係から県内で

2,500ヘクタールを予定しております。これは

県のブランド化戦略の一環で、栽培適地内に圃

場のある栽培農家が認定され、コシヒカリを超

えるブランドを構築するために、安全安心で良

食味米であるということを内外に知らしめ、

「つや姫」のブランドイメージを高めることを

目的に栽培面積が限定されたところであります。 

  本市の割り当てに対する基本的な考え方は、

「つや姫」の栽培最適地については平成19年か

ら20年の気象庁のアメダスデータを基本に他の

要因も加味され、当初は適地マップが作成され

たところであります。しかしながら、アメダス

データだけでありますと当地域は栽培できない

地域が大部分であり、ＪＡ等関係機関と連携し、

現在コシヒカリの栽培面積のある地域を適地に

していただくよう要望して現在の適地マップが

作成されております。その結果、新庄最上地域

は243ヘクタールの配分となったところであり

ます。先日、つや姫生産者認定委員会最上地域

部会が開催され、市町村別配分として76ヘクタ

ールが新庄市の配分と決定されました。平成22

年産の栽培農家については、６月25日から各市

町村にて募集を開始する予定となっております。

栽培農家の認定についての詳細は割愛させてい

ただきますが、新庄市内の栽培面積が増加する

ようＪＡ等と一体となり特別栽培に力を入れ、

環境に優しい米産地新庄のブランド強化に向け

取り組んでまいりたいと存じますので、御理解

と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

  財政健全化法についてでありますが、財政健

全化法は、財政状況指数として算定し、それを

住民に公表しながら財政健全化を図ることを目

的とするもので、その適用は段階的に行われて

います。指数の算定は平成18年度決算から行っ

ておりますが、正式な算定結果としての公表は

19年度決算分からとなっており、20年度決算分

からは基準を超えた団体は健全化計画を策定す

る義務が課せられることになります。 

  御承知のとおり、市の19年度の実質公債費比

率は早期健全化基準の25％を超えております。

今後指数は好転しますが、実質公債費比率は３

カ年の平均でありますので、残念ながら20年度

決算において25％を下回ることは難しい状況で

ありまして、財政健全化計画を策定しなければ

ならないことになります。国から詳しい内容は

まだ示されていませんが、実質公債費比率が早

期健全化基準の25％を超えた場合の流れについ

てですが、まず初めに個別外部監査を実施しな

ければなりません。外部監査の実施は条例行為

でありますので条例制定を伴いますし、個別監

査契約の締結は契約の相手方などに関する議決

を経る必要があります。このような手続によっ

て外部監査を行い、監査委員の意見を聞きなが

ら25％未満とする財政健全化計画を策定し、議

会の議決を経てから県に報告することになりま

す。現在のところ、外部監査に関するさまざま

な手続は９月議会で行いたいと考えておりまし

て、監査実施後、３月議会で計画を議決し、県

へ報告する予定でございます。 

  なお、詳しい内容が示されましたら議員の皆

さんにお知らせいたしますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私からは、学校給食で今回10月

から導入を予定しております親子方式による中

学校給食の進捗状況について、初めに説明申し

上げます。 

  現在、施設設備のハード面についてですが、

夏休み期間中に工事を実施できるよう準備を進

めております。また、ソフト面については、プ
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ロポーザル方式による委託業者の選定を７月に

行う段取りになっております。これまで文教厚

生常任委員協議会や全員協議会において御説明

申し上げました方向で、10月からの中学校給食

の実施に向け順調に進んでいるところでありま

す。学校給食については、今後とも米の消費拡

大や地産地消の促進はもとより、安全安心な給

食を安定的、継続的に提供していくことを第一

と考え、自校方式と親子方式を併用して実施し

ていきたいと考えております。 

  続きまして、御質問の中で御提案いただきま

した学校給食における電気がま炊飯の実施につ

いてでございますが、食育の推進という観点か

らは新たな視点に立った独自性のある取り組み

と考えますが、一括炊飯と電気がま炊飯のそれ

ぞれにおいてメリットとデメリットがあり、優

劣をつけることは困難なところもありますが、

電気がま炊飯については衛生面や調理スペース

の課題、準備や清掃への対応、安全安心の確保、

食数の対応、また中学校給食が親子方式で調理

員がいないという理由などによって、現状にお

いて実施していくには非常に厳しいものがある

と考えます。 

  続きまして、事業者及び食材の選定について

御説明申し上げます。 

  米飯については、新庄産１等米を全量使用し

ております。野菜や肉、果物などについては、

各学校において契約した地元業者に極力地元産

の納入をお願いしております。学校給食が委託

されてもこれは変わることなく同じでございま

す。それ以外の食材については、各学校におい

て必要とする食材ごとに、単価や内容において

適当と考える市内、市外を問わず契約している

事業者に発注しております。また、地産地消の

推進をさらに図るため、農林課と連携を図りな

がら生産者やＪＡとの検討会で情報の提供や交

換を行っておりますので、御理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 神室荘の方からお聞き

したいと思います。 

  神室荘の委託業者は、どのような形で、どの

ような業者を今選んでやっているのか。業者の

内容を一つ教えていただきたいと思います。 

信夫友子神室荘長 議長、信夫友子。 

平向岩雄議長 神室荘長信夫友子君。 

信夫友子神室荘長 業者選定にあっては、民間の

方も入れた選考委員会を設置いたしまして、応

募希望者を募ってやりました。その中で、当初

は応募希望者が11社ありまして、大手は６社、

市内で２社、地元で３社ありましたけれども、

実際施設見学に参加したり、最終的に選考会に

参加したのは大手４社、県内１社となりました。

選考基準としては、先ほど市長がお答えしたと

おりなんですけれども、病人食の対応と地元納

入業者の継続、地元食材の活用、地元の雇用、

バラエティーに富んだメニュー、行事食、もち

の日が年９回あるんですけれども、それができ

るかどうかということが選考基準となりまして、

提案型、プロポーザル方式で決定しました。 

  その中で、株式会社ベスト、本社を鶴岡市と

する会社が選定されまして、その会社は最初は

高齢者食事宅配サービスが原点でして、昭和60

年２月15日に創設され、資本的を1,000万円と

したところの会社です。そして、酒田市と遊佐

町に支店を持っております。一般食事の宅配、

福祉施設や病院、医院、学校や保育所、社員食

堂の給食サービスなど多岐にわたって行ってい

る実績ある業者であります。この前もＮＨＫで

放映されましたが、この会社は独自で再生型ソ

フト食の開発を行いまして、ただいま４種類の

ソフト介護食を開発、商品化しております。病

人食や、飲み込みが困難な者に対する独自の技

術、ノウハウを持っている会社であるというこ

とと、県内業者であり、建前だけの大手の業者
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と異なり、地元業者、地元食材使用に前向きで

あったこと、地元雇用に対して積極的に取り入

れてくれたことです。メニューも多彩であった

ということで決定されました。 

  先ほどのソフト介護食なんですけれども、今

までは飲み込みが不自由な方に対しては形を刻

んだ刻み食として提供していましたけれども、

その刻んだものを形として、魚の形、今できて

いる商品は、サケ、タラ、豚肉、ホタテなどが

ありますけれども、神室荘においては魚につい

てそれを利用させていただきまして、形をもと

に戻す、刻んだものをもう一回その形に戻して、

色も同じようにつくる、それがこの会社の独自

の開発事業と思っています。味も形も今までは

何かわからない、ただ、食べれば魚かなと思っ

ている人が、皆と同じように、同じ形で食べら

れる、目で楽しむことができて、食欲を満たし

ているような気がします。今までどおり、働い

ている人が正職員になったことによって、つく

っている人が常に利用者が見ている人と変わら

なかったので、安心して食べられるというか、

安心感を与えたのではないかと思います。残飯

の量について調べてみたところ、今まで現在で

１日平均、以前は12キロだったんですけれども、

9.3キロということで、３割ほど残飯が少なく

なっているのではないかと思います。同じ人が

同じような食材を使ってつくっているのに、ど

うしてかなということを確かめているところで

すけれども、それはやはりだしを既成のものじ

ゃなくて自分たちでつくっているということが

一番の要因ではないかと思われます。そして、

３月31日に決定したことによって支店開設を行

いまして、１号法人ではありますけれども、法

人税の収入が見込まれると思われます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 詳しく説明いただきま

して、ありがとうございました。市長、女性の

係はきめ細かいですね。今までこういう答弁は

なかなかもらわなかったんですが、やはり女性

の目というのはきめ細やかと申しますか、そう

いった観点で、そういった管理職の登用もこう

いうことで改めて感じました。 

  そうしますと、変えてよかったか悪かったか

と端的に聞きますと、よかったという方向でい

いんですか。一番心配するのは、入っている

方々にもよかったのであれば大変いいことだけ

れども、納入する方が一番心配なんですよね。

聞くところによると、さっき市長が言いました

が、安全とか衛生管理とか大変厳しくて、地元

の業者が大変だよというようなことがありまし

たけれども、今やはり最優先はそういう方々が

入っているところに食品を提供するには安全安

心が当然でありますけれども、そういった業者

に対して、こういうことをしていただかなけれ

ば入れませんよというような説明ですか、そう

いったものはどうなさっているのでしょうか。

だめだよ、厳しいよと言うだけでは、なかなか

地元の業者は従来のもので納めるような傾向が

ありますけれども、壇上からも質問しましたけ

れども、そういったものをきちっと説明して、

そして地元の業者と取引をしていかないと。た

だ、私が計算しますと、神室荘は100名定員で、

食べる方が90人、３食１年365日、そうします

と９万8,550食あるんです。１食当たりどのぐ

らいですか、250円か、もっとふえますか、１

人当たりの単価。私が250円で計算しますと約

2,500万円ぐらいの食材費が入るんですよ。そ

ういったものを地元の業者が納入して、こうし

て納めてくださいということをやればできると

思うんです。ただ、そのお店だけでなくて、そ

のお店から買っている新庄市内の問屋もあるわ

けです。そうすると、その問屋の売り上げにも

つながって回るわけですので、そういった意味

で、そのお店だけの売り上げじゃなくて、かか

わっているものの経済派生ができるわけですの
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で、そういった意味できちっと地元の業者、特

に納税、税金を納めている方を優先しなければ、

これは地元の経済が動かないわけですので、そ

の点をきちっと考えながらお願いしたいと思い

ます。 

  今まで新庄市の民間委託の場合は、行財政改

革から直営するよりも委託すれば安価にできる

というような観点からかなり入っていると思う

んです。そうでなくて、そういった場合、もう

少し委託業者に委託料にある程度プレミアをつ

けて、そして地元の店から買わなきゃだめです

よと。極端な値段の差があったら、民間企業も

経営しているわけですけれども、そういった意

味で補助金ですか、そういったものをやって全

体の底上げ、経済の活性化をしていかないと非

常に心配ですので、その辺も行政は、さっきも

言いましたけれども、地域経済の活性化の配慮

が大事なんですね。そういった意味でひとつ地

元業者が不安にならないように、そして納入す

るときに、そういう基準ですよと伝えていくと

納得すると思いますので、そういった方法をき

ちっととってもらいたいなと思います。 

  次は、学校給食なんですが、これも同じこと

です。インターネット、市のホームページを見

ますと、ことし４月、新庄市親子方式学校給食

配送業務委託募集要項というのがあります。そ

の中を見ますとプロポーザル方式のスケジュー

ルが載っていましたので、今の段階では募集要

項に関する質問等の回答、６月１日、参加表明

書の受け付け期間が６月３日から９日で、今受

け付け中でしょうけれども、この場合、市内の

業者を優先という考えはどうなんでしょうか、

まずその点一つお伺いします。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 中学校給食の委託先の業者の

選定でございますが、大変申しわけないんです

が、殊さら地元という考えはございません。で

きれば地元が好ましいという考えは基本的にご

ざいます。今ちょうど議員おっしゃったように

参加意思の表明を受け付けているところでござ

います。参加意思の表明を受け付けたところで、

募集要項に沿って参加の資格があるかどうかを

決めます。その際は、地元だから優先する、地

元だから甘く見る、そんなことはございません

ので、とにかく応募して参加の資格がある方に

は次は提案書を出していただく。私どもはその

提案書の内容を審査して最終的に業者を決めた

いと考えております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） その内容を見ますと、

委託業務に含まない業務は次のとおり、学校給

食に関する方針の決定、献立作成業務、食材の

決定及び調達業務、学校給食費の徴収業務、以

下云々ありますので、この食材とかメニューと

いうのは市の方で学校単位でやるわけですか、

全体でやるわけですか、それはいいですけれど

も、食材は業者に任せないで、市の発注ですよ

と、そういう考えでいいんですか。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 先ほど教育長の答弁の中にも

ございましたけれども、食材の納入については

基本的に地元から調達するという考えでこれま

でやってまいりました。今後もその方向は変わ

りません。その調達先なんですが、今現在学校

ごとに食材の発注を行っております。基本的に

学区エリア内の小売店を利用するという方向で

今も取り組んでおります。このやり方も今後変

わりません。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ぜひそういったことで、

税金を納めている地元の業者を優先的に、ただ、

すべて業者というふうには、今言ったように安
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全衛生とか、いろんなことが求められると思い

ます、現場では。その辺を納入業者にきちっと

伝える、こうやってくださいよというのを伝え

る方法をやらないと、なかなか学校と納入業者

の思惑がずれて困るのは子供たちですから、そ

ういったことのないように、ひとつきちっと今

言った方向づけでそういった業者さんの納入を

指導する、そういったものをぜひとも期待申し

上げますので。中学校もふえますと、どのぐら

いになるんですか、教えてください。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時４１分 休憩 

     午後２時４１分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 大変申しわけございません。

手元に詳しい数字を持ち合わせておりませんの

で、後ほどお届けすることで御了承いただきた

いと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 55万2,000食なんです

ね、平成20年度。21年度は35万3,000食、これ

は全部トータルでしょう、恐らく。22年度は68

万9,000食、かなりあるわけですので、やはり

地元の業者を優先に納入できるようにひとつお

願いしたいと思います。 

  次に、私は米の炊飯器を買って、ふやしてい

ったらいかがですかというようなことなんです

けれども、これに関しましては学校給食会に米

の炊飯をほとんど100％頼っているんじゃない

ですか。なぜ学校給食会を外して地元の米のこ

の制度を取り入れることができないんですか。

農林省のホームページを引っ張り出しますと、

電気工事費は学校設置者の負担となりますけれ

ども、６月に事業実施主体の公募を行う予定で

ありますけれども、延長コードや配膳台など簡

単な機械も１校当たり10万円の補助が出る制度

があるんですよ。この米の問題は教育委員会で

しょうけれども、農林課の課長はこういう認識

がありますか、持っているんですか、米の地産

地消をやっている。その辺のお考えを一つ聞か

せてください。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 今、議員がおっしゃいました

制度については、そのような制度の内容という

形で今のところ流れてきています。本格的な要

綱等についてはまだ正式には流れてきていませ

ん。ただ、今言ったように、６月の中下旬から

この事業の申し込みがあるからということで、

先行情報ということでもらっております。この

内容について、小嶋議員が言ったとおりなんで

すけれども、その事業なんですけれども、現行

の米飯給食の増加を図る計画を持ったものにす

るということで、例えば新庄市の小学校は週４

回の米飯給食をやっていますけれども、それが

１回ふえると、例えば週５回にすると、そうい

う事業が採択になるという要件になっているよ

うでございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 今言ったように、市役

所庁舎の課内で情報の一体化がなっているんで

すかというような、不思議でなりません。こう

いった制度を農林課サイドでなくて、学校が関

係するときに連携をとりながら、こういう事業

の推進をやったらどうかというような調整はな

されているんでしょうか、甚だ疑問ですよね。

前も言いましたけれども、農林省のホームペー

ジですが、高知県南国市の取り組みが大変喜ば

れていますというように出ています。前も言い

ましたけれども、私どもの会派で、一昨年、こ
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の南国市に行って政務調査を行ってきたんです

よ。そのときにもさっき言いました学校給食会

との問題があったそうです。でも、学校給食会

を通すと、学校給食会の利権と申しますか、あ

そこは大きい全国組織ですけれども、なかなか

そういったものの逆に指導が来たり、給食会を

通して物を買わないと何たらかんたら指導が入

るみたいなことが実際南国市にもあったそうで

すけれども、それを超えてやって大変喜ばれて

いると。そういった事例をやっているわけです

から、農林省もそれを見て進めているわけです、

全国的に。10億円を計上しているんですよ。こ

のお金を使って利用した方が子供たちのために

もなると思うんですよ。３月の予算委員会でも

言いました。２等米を１等米にするために何が

しの新庄市の税金を使って行っています。恐ら

くこれは学校給食会に行っていると思うんです

よ、委託炊飯。委託炊飯すると高いからパンを

使う。だから直接学校で自分のところでやりな

さいよと、国も認めているわけですので、これ

に乗らない手は私はないと思いますね。 

  もう一つ、農林課長に聞きますけれども、経

済危機対策として、「学校給食に地元の農畜産

物をもっと取り入れたいとお考えの皆さん、今

がチャンスですよ」と、地産地消・産直緊急推

進事業という制度があるというのは、いかがで

すか、これを認識しているでしょうか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 大変済みませんけれども、そ

の事業名について存じ上げておりません。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 「学校給食関係の皆様

へ」と、これをやっています。恐らく緊急対策

ですから、先般予算を通っただけでしょうけれ

ども、そういったものがあるんです。そういっ

たものをチャンネルを広げて、そういった情報

をとっていち早く行政にプラスになるようにひ

とつ頑張っていただきたいなと思います。自分

のところの米を子供たちに食べさせたいという

のは当然でしょうし、私も非農家ですけれども、

その思いが強いわけであります。今、米の値段

は大変安いです。茶わん１杯の今のお米はどの

ぐらいだと思いますか。１万3,000円ぐらいに

すれば１俵から1,000杯とれるそうです、茶わ

ん１杯。だから13円だそうです、茶わん１杯13

円か４円。それがコンビニエンスのおにぎりに

なりますと105円ぐらいになるそうです。ファ

ミリーレストランになればライスとしては250

円ぐらいになる。そういった本当に米の値段が

安いときに、農家の方々が幾らでも地元の子供

たちに食べさせる方向づけを行政としても私は

やっていく努力をひとつお願いしたいなと、声

を高くして言いたいんです。ぜひそういったこ

とで考えてもらいたいと。今からでも私は遅く

ないと思いますよ、やる気さえあれば。 

  最後になりましたけれども、「行政は住民の

不満に目を向け、職員は地域の実態に目を向け

るべきであります」というような、これはある

ところの文面でございます。私もそのとおりだ

と思うので述べさせていただきます。法令や規

則、前例主義は役所の常識であっても、住民に

は非常識で、心に響かない。私は新庄市の皆さ

んを言っているわけではないですけれども、一

般論で言っていますので誤解ないように。地方

自治の目的は、住民福祉の向上にある。「さあ

やるか。昼からやるか。もう５時か」というよ

うなことでは市民の信頼を得られないという新

聞の切り抜きを見ました。私も共鳴するところ

があって、そのとおりだなと。「さあやるか。

昼からやるか。もう５時か」というような、新

庄市役所ではないと思いますけれども、一般市

民のそういう目があるということも認識しなが

ら、ひとつ福祉向上のために、私も頑張ります

ので、皆さんとともに頑張りたいと思いますの
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で、よろしくお願いします。 

  終わります。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす９日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでございました。 

 

     午後２時５０分 散会 
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平成２１年６月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 山 口 吉 靜 

１．公的資金補償金免除繰上償還について 

２．少子化対策について 

３．複式簿記制度の導入について 

市 長 

関 係 課 長 

２ 沼 澤 恵 一 

１．持ち家対策として建主への祝い金について 

２．農地の復元困難な森林・原野化について 

３．ふるさと納税を手軽なネット利用の導入について 

４．高齢者の入所施設と福祉計画について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 金   利 寛 

１．過去最大の経済危機に、政府も総額75兆円、財政措置

15.4兆円、事業規模として56.8兆円、総額130兆円もの財

政措置を行い、新経済対策を打ち出し、この危機を脱出

し、景気を何とか元気にしようとしています。このこと

についてお伺いをします。 

２．町内会の負担金、分担金についてお伺いします 

市 長 

関 係 課 長 

４ 佐 藤 悦 子 

１．核兵器廃絶をさせ憲法第９条を守ろう 

２．景気・雇用対策 

３．介護保険の改善が必要と思うが、いかがか 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者は斎藤義昭君の１名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は４名であります。質問の順序

については、配付してあります一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。また、質問内容につい

ては、通告した要旨から逸脱のないようお願い

いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 それでは最初に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、おはようござい

ます。御苦労さまでございます。 

  団結と融和と思いやりのある改新会会派の山

口吉靜でございます。 

  国の一般会計は、税収不足３兆円と言われ、

７年ぶり歳入欠陥の公算であります。税収不足

は予算の余剰分などでも補えず、一般会計の決

算は01年以来７年ぶりに赤字になり、歳入欠陥

になる公算が大きくなりました。それに世界一

の自動車メーカーとして君臨したＧＭは、創業

100年で破綻、国有化となり、これも創業以来

買いあさった車種の多くは燃費効率が悪いため、

ガソリン価格高騰とともに販売が急落、昨年秋

以降の金融危機の深刻化がとどめを刺す形とな

り、資金繰りに行き詰まりました。また、デフ

レの足音が強まってきました。そして、物価が

再び下がり始め、ことし３月の消費者物価は１

年半ぶりに前年比下落しました。今回のデフレ

は、前回に比べしつこいようであります。 

  第１に、経済の悪化が激しく、回復のテンポ

は緩やかで、前回のように救いを海外に求める

ことも無理であり、ヨーロッパとアメリカ合衆

国も半世紀ぶりのデフレに遭っております。第

２に、賃金の下落が目立ち、３月の１人当たり

の賃金は前年比３％下がって、この夏のボーナ

スも２けた減の業種、賃金の減額、賃金が下が

れば家計は消費を減らし、企業は価格を下げる、

そしてデフレスパイラル、デフレがらせん状に

進行していく状態が始まり、第３に消費者行動

の変化によってデフレの背中を押し、前回のデ

フレでは消費者はパニック的に下値を追いまし

た。したがって、不況が終われば節約疲れの消

費者は安値から離れました。現在の消費者は合

理的節約志向を強めて、ネットで価格の比較情

報を仕入れ、シビアな購買姿勢を持つようにな

りました。今回は、内需主導経済を実現し、将

来不安を取り除くことこそがデフレをとめると

いう認識に基づきまして、新しい政策がとられ

ることになります。 

  こうした実態の中で、発言通告に従いまして

一般質問をさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  まず１点目は、公的資金補償金免除繰上償還

についてであります。 

  平成12年６月の一般質問以来、公債費繰上償
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還対策についてお伺いしてまいりました。今回、

地方公共団体の厳しい財政状況に対応するため、

過去に発行した高利率の公的資金の繰上償還ま

たは借りかえが実施できます。１、対象となる

のは公的資金、２、対象となる地方債の金利は

５％以上のもの、３、繰上償還に際して補償金

が全額免除されます。４、補償金免除額を上回

る効果額を織り込んだ財政健全化計画及び公営

企業経営健全化計画を策定し、国の承認を受け

る必要があります。実施の対象は、１、普通会

計債、２、公営企業債であります。 

  次に、市の対応として、１、一般会計、２、

公共下水道事業特別会計、３、農業集落排水事

業特別会計、４、水道事業会計であります。そ

れぞれの利子削減金額をお伺いいたしたいと思

います。 

  次に、２点目は少子化対策についてお伺いい

たします。 

  人口減少は最大の課題であると山尾市長が申

されております。全くそのとおりであります。

県人口は118万1,775人、2009年５月１日現在、

前月比905人減少しております。 

  少子化対策というと保育所整備や子育て支援

など、子供が産まれた後のことが重視されがち

でしたが、政府は今年度の追加経済対策の中に

婚活予算を新たに計上しました。結婚を促すこ

とで少子化を食いとめようと躍起であります。

結婚を無視して少子化対策は考えられないこと

で、婚活の重要性が大切であります。未婚者の

９割が結婚を希望しておりますが、18から34歳

の既婚率は男女ともに３割にとどまると言われ

ております。少子化がとまらないのはなぜか。

20年以上前から深刻だったのに、政府は最優先

課題として取り組んでこなかった。育児支援な

ど、家族政策への予算配分が少な過ぎる。働く

女性の問題に限定したのは間違いで、少子化の

手前に未婚、非婚がふえている実態があって、

その背景には若年層の貧困があり、社会全体の

問題としてとらえ、意識改革、制度改革を進め

ない限り、事態の改善は望めないのであります。

政府は、地域の子育てを補助する安心こども基

金に地域発の婚活事業の支援を盛り込み、具体

的にはお見合いイベントを運営するＪＡや自治

体などに最大1,000万円を助成する方針と。助

成金額も少なくないことで、現在は見合い結婚

が減少するなど、若い男女の出会いの機会が減

少していることから、独身者に対してレストラ

ンやホテルなどが実施する出会いイベントの情

報を提供する。例えば新庄出会い応援センター

を設けて、出会い、結婚の支援を進めること、

地域の取り組みとして独身男女の出会いを支援

して少子化問題の解消につながったらと思いま

す。現在、少子化対策は待ったなしの状況にあ

ります。第２次ベビーブーム世代が30歳である

のもあと５年、それ以降は母親となる人口の絶

対数が激減していく中、少子化対策は今すぐに

思い切った政策を打たないと間に合わない状況

まで来ております。行政の支援として、お見合

いパーティーや独身男女の交流を目的としたス

ポーツや文化的イベントなど、市の対応をお伺

いしたいと思います。 

  次に、３点目は複式簿記制度の導入について

お伺いいたします。 

  これまでも国や多くの自治体が単式簿記現金

主義会計による決算数値を活用して財務諸表を

作成してきましたが、東京都では日々の会計処

理の段階から複式簿記発生主義を導入して財務

諸表を作成しておりました。複式簿記方式は、

収入と支出のみならず、資産と負債と資本、現

金収入と現金支出などのさまざまな面から長期

にわたって財務管理することができることにあ

ります。そして、複式簿記では資金調達表、貸

借対照表、いわゆるバランスシート、損益計算

書などの財務諸表により、どこから運転資金を

到達したのか、借金の残高は幾らあるのか、債

務処理が早期にどのようにしていかなければな
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らないか一目でわかるわけであります。透明性

の高い財務の健全化を絶えず図っていけると思

います。市会計制度に複式簿記を導入し、連結

決算、連結バランスシートやセグメント情報な

どといった工夫導入、また近く国と地方を合わ

せた長期債務が1,000兆円という天文学的な額

に膨れ上がろうとしている現状下にあって、当

市も複式簿記導入が近いそうでありますが、ど

のような経過で複式簿記導入になっていくのか、

また当市の会計はどのような経過になるのかに

ついてお伺いいたしたいと思います。 

  壇上での質問を終わります。御清聴ありがと

うございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、山口議員の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  公的資金の繰上償還等についてですが、地方

債として借り入れします財政融資資金や地方金

融機構資金などの公的資金は、原則として繰上

償還や借りかえは認められないことになってお

ります。しかしながら、かつて金利の高い時期

に借りた起債の利子が地方公共団体の財政を圧

迫している状況となったため、実質公債費比率

の高い団体の利率５％以上の起債について、平

成19年度から21年度までの３カ年に限り繰上償

還もしくは借りかえを行える制度が実施されて

います。昭和56年度から平成３年度ごろまでは

金利が高い時期でありまして、本市におきまし

ても６％から８％などという高い利率がありま

した。この制度を活用し繰上償還等を行うため

の条件であります財政健全化を図るための計画

を提出し、19年度から繰上償還と借りかえが認

められております。 

  対象となる会計は、一般会計、公共下水道事

業特別会計、農業集落排水事業特別会計、それ

に水道事業会計でありまして、水道事業会計は

繰上償還、それ以外の会計は借りかえを行って

おります。21年度分は22年３月に行われますの

で確定しておりませんが、21年度分までの見込

みを含めますと、一般会計は18件が対象となり

まして、軽減額は6,219万円、公共下水道事業

特別会計は15件で１億7,601万円、農業集落排

水事業特別会計は６件で2,321万円の軽減が図

られる見込みです。水道事業会計は、借りかえ

ではなく繰上償還を行っておりまして、７件で

１億2,040万円の利子が軽減されたことになり

ます。全会計を合計しますと46件で約３億

8,000万円の利子が軽減されたことになり、本

市にとりましては大変大きな効果があったと考

えられます。依然として実質公債費比率が高い

状況にありますので、財政再建プランを遵守し、

今後とも起債発行額を抑制しながら財政健全化

に向けて努力してまいりたいと考えております。 

  次に、少子化対策についてですが、少子化の

直接的な原因といたしましては、1970年代から

始まりました未婚化、晩婚化の進展による生涯

出生数の減少があり、その背景には価値観の変

化、多様化や社会批判、慣行の変化など社会経

済状況全体が関係していると言われております。 

  国立社会保障・人口問題研究所の調査では、

男女とも90％近くが結婚を希望しているものの

独身にとどまっている理由として「適当な相手

にめぐり会わない」「自由さや気楽さを失いた

くない」「必要性を感じない」などがあり、「理

想の相手が見つかるまで結婚しない」といった

適齢期意識の希薄化も顕著になっております。 

  1960年代から見合いなど結婚相手紹介機能が

低下していく中で、結婚相談、情報サービス産

業が発達してきておりますが、交際、結婚に到

達するまでのサービス提供の難しさから、会員

利用者の半数近くが満足していないといった調

査結果もございます。県内でも民間事業者など

による結婚情報サービスが提供されているほか、
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自治体として結婚関連事業を行っている団体も

ございます。本市におきましては、子育て支援

策を重点的に進めることとし、結婚関連事業に

ついては民間事業者やＮＰＯなどの事業展開と

連携しながら、支援方法などについて情報を収

集してまいりたいと考えております。 

  次に、複式簿記制度の導入についてでありま

すが、財政健全化法に関連した地方自治体の財

政状況の厳しさについて多くの報道がなされた

こともあり、財政運営に関する市民の関心が高

まってきております。予算や決算は市報やホー

ムページで公表していますが、自治体の会計処

理は民間の発生主義に基づく複式簿記と違うた

め、わかりづらいとの指摘があります。また、

資産や債務の管理のためには企業会計の複式簿

記がすぐれているとの指摘もあることから、国

は地方公共団体の財務処理にも貸借対照表や行

政コスト計算書などを取り入れることを決定し

ました。18年８月に地方公共団体における行政

改革の推進のための指針を策定し、公会計制度

改革及び資産・債務改革の一環として発生主義

の活用及び複式簿記の導入を求めております。 

  その中で、人口３万人以上の都市は、３年後、

つまり平成21年度までに貸借対照表、行政コス

ト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書

の４表の整備を行うよう定めております。21年

度中の財務諸表を作成するため、県は３月に説

明会を開催し、国が定めた様式なども示されま

した。本市は実質公債費比率などについて市民

にわかりやすく説明しなければならない立場に

ありますので、国の方針に基づいて今年度中に

財務諸表を作成するため準備を進めております。 

  具体的な作業といたしましては、数多い資産

の把握のため、各課の協力が必要となることか

ら、昨年12月に職員に対する説明会を開催して

おります。作業量は相当多いのですが、今年度

中に財務諸表を作成する予定ですので、よろし

くお願い申し上げます。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それでは、一番初めの

公的資金補償金免除繰上償還の中で、軽減され

た利子が全体で約３億8,000万円となるようで

すが、19年、20年度では軽減された利子の金額

はどのぐらいになりますでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 19年度、20年度の軽減

された利子でありますが、まず19年度は一般会

計、公共下水道、農業集落排水合わせまして

4,180万円ほどでございます。なお、水道事業

につきましては繰上償還でありますので、繰り

上げしたことによる利子の軽減は2,584万8,000

円でございます。20年度は、一般会計と２特別

会計合わせまして１億980万円ほどでございま

す。水道事業は、繰り上げによりまして4,561

万5,000円軽減されてございます。先ほどの３

億8,000万円からこれらの金額を引いた金額が

21年度の軽減額ということになります。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 19年度、20年度の軽減

なった利子の活用方法は、市民サービスとか何

か考えておられますでしょうか。ほかに何か利

用されるお考えがあればお聞きしたいと思うん

ですけれども、なければ、先ほど壇上から申し

上げました例えば婚活事業に一部助成に回して

いただければありがたいと思いますけれども、

その辺あわせてお伺いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 国が高利率の利子を軽

減したという背景には、地方財政が逼迫してい

るという状況がございます。公的資金起債の利

子が昭和から平成にかけて非常に利率が高かっ
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たと。いわゆるバブル期あるいはバブルが崩壊

するころに貸し付けた日本国内でも利率が非常

に高かった時代の起債であると。この高利率の

起債が地方財政の運営にとって利子償還が非常

に大きなネックになっているということで、財

務省等がこれら地方の逼迫した財政状況を勘案

しなければならないと、地方の声が財務省を動

かしたということになってございます。そうい

うことで、これは地方財政を圧迫している利率

を下げたと、地方財政の運営の健全化を図るた

めに実施されたということであります。これを

浮いたお金を別途使いなさいということではな

くて、財政運営をある程度健全化するために役

立たせるという趣旨がございますので、結果的

に浮いたお金を別の事業に使うとか、そういっ

たことではなくて、健全化のために資しなさい

という趣旨でございますので、御理解をお願い

したいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 償還の財源として民間

などの資金による借換債の発行が認められてお

ると言われておりますけれども、その辺はどう

なんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 原則的には今の貸し付

けている利率を途中で解約して借りかえという

ことは原則認められておりません。ただ、場合

によってはケース・バイ・ケースでそういった

こともありますので、そういった場合には国あ

るいは県からの財務指導を行いながら適宜やっ

ていきたいと考えていますが、今のところそう

いった情報はまだ入ってございません。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 次に、少子化対策につ

いての中で、子育て支援を重点的に進めるとい

うことでありますけれども、独身男女の出会い

を支援しないと子供が産まれないので、したが

って独身男女の出会いの場を提供したり情報を

流すことが大切だと思いますけれども、ぜひそ

うした支援を何とか、子育て支援も大切であり

ますけれども、出会いの支援もぜひ考えていた

だきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 出会いというか、そう

いった機会をつくるために各地でいろんなイベ

ントとか、そういった取り組みが行われている

自治体もあるようでございます。ＮＰＯとか出

会いを専門にする業者もいらっしゃいます。新

庄市においては、前にＮＰＯの方が出会いをつ

くるために一回そういったパーティーを実施し

たという経緯があったようです。最近というか、

今後でありますが、今月６月13日にそれと思わ

れるパーティーが開催されるようであります。

お互いに男性と女性が会費制で大体40歳ぐらい

までの独身の方ということで、ＮＰＯだと思い

ますけれども、それらの主催するパーティーが

あるようですので、これらの情報とか、できる

ことがあればいろいろ連携をとりながらという

こともできるのかなと考えています。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） ぜひそういった情報が

あれば、広く未婚の方々にお知らせしていただ

ければと思います。 

  それから、複式簿記導入制度なんですけれど

も、先ほど市長から本年度中に導入するという

御答弁をいただきました。あと、公営企業債に

ついてお伺いしたいんですけれども、これは公

共下水道事業の残債については、公営企業の資

本費、いわゆる元利償還金比率の水準の関係で

年利６％以上が対象となり、上水道事業での実

質公債費比率の関係で７％以上が対象となると
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いうことなんですけれども、それはどうなんで

しょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 先ほど市長がお答えし

ました中に、19年度から21年度、５％以上の高

利率の借りかえを行っているということで、一

般会計、公共下水道事業会計、集落排水、水道

事業会計、それらの趣旨について、今、議員が

おっしゃられたような趣旨もその中に入ってい

るということで、これらが一体的に行われてい

るという考えでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それから、今年度中に

複式簿記を導入されるということですけれども、

そうしますと一般会計と特別会計の連結決算、

連結バランスシート、これは当然作成できるわ

けですよね、お聞きいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今、バランスシート

等々について毎年つくって公表しているわけで

ございます。これが先ほど市長答弁の中にもご

ざいましたように財務諸表４表ということで、

これが義務化されるということであります。今

までとどこが違うのかということでありますが、

厳格に財産のきちっとした把握を行いまして、

財産がどのくらいあるのか、財産把握をきちっ

としなさいという指導を受けています。それら

の財務諸表のもととなる資産、決算書に新庄市

の普通財産、行政財産の一覧表が載せてござい

ますが、それらとはまた別といいますか、そこ

に載っていない小さなもの、不動産、資産、そ

ういったものが数多くあります。それらをきち

っと正確に把握して、それらの時価をその資産

の中に反映させた上で貸借対照表とか資産の運

用方法とか、そういったことを把握しなさいと

いうことであります。基本的には今までのバラ

ンスシート、あるいは出しておりますそれらの

諸表と基本的には同じでございます。イメージ

としては、今まで出しているバランスシート、

決算カード、行政コスト計算書、それらについ

てなお一層厳格化したものだととらえていただ

きたいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 課長、一般会計と特別

会計の連結決算ができるわけですね。それがで

きれば当然連結のバランスシートも作成できる

ということをお聞きしたかった。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 当然、資産はすべての

会計にまたがっておりますので、一般会計、各

特別会計等々にわたって連結して計算が実施さ

れます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 時間がありますけれど

も、これで質問を終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時３２分 休憩 

     午前１０時４２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

沼澤恵一議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、沼澤恵一君。 

   （１２番沼澤恵一議員登壇）（拍手） 

１２番（沼澤恵一議員） おはようございます。 

  このたび新しく会派結成により誕生いたしま
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した、その一つが清新クラブでございます。い

つまでも世の中に清潔で、日々新たにして希望

に満ちた新庄市を目指す、この中から２文字を

いただき、仲よしをモットーとしたクラブが私

たちの会派名でございます。清新クラブの一員

として新たな気持ちで一般質問させていただき

ます沼澤恵一でございます。よろしくお願いい

たします。 

  なお、質問に先立ち、一言申し上げます。 

  私の隣席を空席とさせていただいております

のは、私が議員になった当初から故中川議員と

いつも隣り合わせでおりました関係上、いまし

ばらく見守りたいという私の思いから、あえて

隣を空席にお願い申し上げた次第でございます。 

  それでは通告に従い進めさせていただきます。 

  まず、発言事項の１番目、持ち家対策として

建主への祝い金について。 

  特に、若者の定住人口の増加と経済状況の悪

化で厳しい経営を強いられている地元建設業者

と個人事業者を支援し、地域経済の活性化を図

ることを目的に、本県庄内町が08年度からスタ

ートした持ち家住宅建設祝い金事業に続き、本

年度から三川町が予算化し、施行主の建主に祝

い金を交付する住宅建設促進事業を創設し、３

年間継続すると報じております。事業対象は、

300万円以上の工事で、住宅の新築、増築、設

備関係のリフォーム等で最高70万円を町が交付

し、このほか地元商工会も独自の助成制度を新

設させ、1,000万円以上の工事につき、町とは

別にさらに30万円を助成加算するとしておりま

す。合わせると100万円の支援金となります。

本市においても若者の定住人口の伸び悩みや地

元景気対策に多くの課題を抱えておりますが、

庄内町や三川町の先進事例を研究し、後手にな

らないようにすべきと考えます。ただいま紹介

いたしました事業化について、本市の見解と全

１万3,000世帯のうち持ち家世帯数をお聞きい

たします。 

  二つ目として、県産材を使った省エネ住宅を

建設した場合、県の継続事業である住宅ローン

に利子補給する山形の家づくり利子補給制度の

利用が順調に伸びているとお聞きいたしました。

この制度は、県内林業振興にも役立たせ、建築

物の構造材に70％以上の県産材を使用し、さら

に一定の省エネ性能もあり、環境対策も重視し

た内容を対象としておるようです。本市におけ

る09年度県事業初回募集に対し、どのような応

募状況だったのか、制度活用についてお聞かせ

ください。 

  次に、発言項目２番目として、農地の復元困

難になった森林や原野化について。 

  農家の担い手不足や高齢化などにより、これ

から先、数年間のうちに作付予定がないとして

いる田畑や果樹園が全国で28万ヘクタールに及

ぶ面積で荒廃が進み、現状のままでは耕作に使

えないと４月初めに報じております。これは農

水省の初調査として、農地のない地域を除く全

国1,700余りの市町村や農業委員会を通じて調

査し、明るみになりました。現状のままでは耕

作に使えない28万ヘクタールのうち、耕作放棄

地等で森林や原野化が進み、復元困難な農地が

半分近くの13万ヘクタールとしております。一

番多い鹿児島県の１万1,000ヘクタールに対し、

本県は1,200ヘクタールと幸い低いようですが、

本市の場合、森林化が多くは見当たらないとお

聞きいたしますが、耕作放棄地等で原野化した

農地、なりつつある農地を含め、このことの実

態についてと、なぜ荒廃が進んだのか、この原

因についてどのようにとらえているかお聞きい

たします。 

  次に、発言項目３番目として、ふるさと納税

を手軽なネット活用の導入について。 

  昨年５月施行されたふるさと納税を手軽に寄

附できるよう、県に続き山形市は今月からスタ

ートさせようとしております。インターネット

に専用のサイトを設け、アクセスすることによ
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りクレジット会社を通じ自治体に寄附金が入る

仕組みのようです。このカード決済には少々の

手数料がかかるとのことですが、ふるさとなど

の自治体を応援したい方々の便宜を図るべきと

考えますが、いかがでしょうか。 

  最後に、発言項目４番目として、高齢者の入

所施設と福祉計画について。 

  一つ目として、重度の要介護者が入所できる

特老と有料ホームについて、初めに、厚労省に

よると、介護保険の給付を受けられ、費用も比

較的安い特別養護老人ホームの定員は全国で48

万人とされておりますが、入所待機者は40万人

近くと、ほぼ定員と同じ老人の方々が入所でき

ず待っている現状を報告しております。さらに

追い打ちをかけるように、高齢者を長期的にケ

アしてきた病院の療養型病床が平成23年をもっ

て制度上既に廃止が決まり、このままでは介護

難民がさらにふえ、深刻化していくと指摘する

多くの有識者の声です。次の定員計画はどのよ

うに目指すのか、このことについてと、本市に

おける特別老人ホームの入所希望者の待機状況

と、また対策などあればお聞きいたします。 

  次に、有料老人ホームに関連して、３月に10

人の犠牲者を出した群馬県の高齢者施設「たま

ゆら」の火災で深刻化している実態を浮き彫り

にしております。厚労省の調査によると、無届

け有料ホームが全国に579カ所あり、ここ数年

で急増している、また有料ホーム内で起こるト

ラブルが苦情となった事例が10年間で５倍に達

したと報じております。これらに注目すべきは、

以前は行政が強い権限で要介護者の入居先を決

め、費用も負担する措置を行ってきたが、介護

保険の導入で措置から契約に方向転換したため

とも言われております。このことにより生活困

窮者には逆に選択の余地がなくなり、安い特別

老人ホームは満員状態、いつ入れるかわからな

い、自宅介護もままにならない高齢者の行き先

は「たまゆら」のような費用の安い無届け施設

しかないのが現状ではないかと指摘されており

ます。このように、特別老人ホームに入所でき

る重度の要介護者のよりどころの一つとされて

いる有料ホームですが、本市における施設の経

営状況を含め、無届けなどないのか、防災設備

等に不備はないのかお尋ねいたします。 

  次に、二つ目として、高齢者に備えた地域の

支え合いの促進に関連し、２点伺います。 

  本市における第４期高齢者福祉計画によると、

災害時の仕組みづくり、地域での見守りについ

て、現状と課題を述べております。初めに、今

後ふえ続ける高齢化社会に備え、災害時におけ

る被害軽減のため、自分で身を守る自助、地域

住民協働の共助、行政の救助、支援の公助と役

割分担を重視しているが、今後の方針の中で推

進、構築とうたっている３項目の達成年度はい

つと計画されているのか。 

  次に、本市における昼間独居世帯と高齢者ひ

とり世帯を合わせると全世帯の10％に及びます。

特に、昼間ひとり暮らしの世帯は年々ふえてい

くと予測されております。本市に81名の民生児

童委員が高齢者や障害者、そして児童を含めた

多岐にわたり日常的な活動を行っております。

まことに御苦労さまでございます。しかしなが

ら、81名で全世帯を網羅されておりますが、１

人当たり平均160世帯を受け持つこととなり、

負担が大きいのではと常々感じておりました。

今後、高齢者世帯がふえると予測される中で、

相談事も複雑化しそうです。地域での見守り、

相談役として活躍を担っておりますのが民生委

員の方々です。定員枠に国の基準などあるらし

いですが、市として現在の81名で適正とお考え

かどうかお伺いいたします。 

  以上をもちまして壇上からの質問を終わりま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 それでは、沼澤議員の質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  持ち家対策として建主への祝い金についてで

ございますが、御質問の祝い金制度については、

御発言のとおり、定住対策と地元建設関連業界

の振興、またそれらに伴う地域経済の活性化を

目的として、庄内町では昨年度から、三川町で

は今年度から３年間の時限を定め、制度を実施

しております。昨年度１年間の実績のある庄内

町では１年間の申し込み総件数109件、祝い金

の支出額2,100万円に対しまして、交付制度の

条件となっている町内業者への発注により受注

された工事費の総額は５億9,000万円を超える

ものとなっているとのことでございます。この

効果は、関連事業者の売り上げを向上させるば

かりでなく、関連企業に従事する住民の購買意

欲を高め、地元商業活動の活発化も期待される

など、地域経済全体の活性化につながる経済効

果の高い施策と評価されている内容となってお

ります。 

  本市におきましても、これら先進地の情報を

的確に収集し、関連業界の地域性や住宅事情を

勘案し、市の財政基盤を見据えた上で、より地

域の活性化に効果の上がる施策の研究を行うこ

とが必要であると考えております。 

  また、本市の持ち家率は、平成15年の住宅土

地統計調査によりますと66％で、１万2,620世

帯のうち8,330戸が持ち家となっておりますが、

近年、中心市街地住居の高齢化や無人化が問題

視されております。国ではこのような持ち家ス

トックの有効な利活用策としてマイホーム借り

上げ制度に取り組んでおります。これは、高齢

者の所有する戸建て住宅を借り上げ、広い住宅

が必要な子育て世帯へ安く貸し出し、高齢者は

その家賃をもとに高齢期に適した住居に住みか

えを進める制度で、本市においても空洞化の進

む中心市街地の活性化と若年層の子育て世帯の

定住化の効果が期待できないか、あわせて研究

を進めていきたいと考えております。 

  次に、県事業であります山形の家づくり利子

補給制度の活用状況についてでございますが、

今年度４月末現在の本市における応募状況は６

件で、県内全体112件のうち5.3％ほどであり、

人口規模に対しまして若干多い割合の申し込み

状況となっております。この数字からも地場産

業の振興や環境問題に対する市民の意識の高さ

が感じられるところでございます。今後も市民

の安全で安心な生活を確保するため、国・県の

事業もあわせて制度の研究とＰＲに努めてまい

りたいと考えております。 

  次に、農地の復元困難な森林・原野化につい

てという御質問ですが、去る４月７日に農林水

産省は平成20年度に初めて行いました耕作放棄

地の実態に関する全国調査の結果を発表しまし

て、全国では28万4,000ヘクタールが存在し、

うち森林・原野化が進み、復元が実質的に不可

能なものが13万5,000ヘクタールあり、これは

全耕地面積463万ヘクタールの３％に相当する

とし、残りは草刈り、整地を行えば復旧できる

もの８万2,000ヘクタール、大規模な基盤整備

が必要なもの６万7,000ヘクタールということ

でありました。本県は1,200ヘクタールという

ことで、耕地面積10万4,000ヘクタールの約

１％であり、幸いにして全国的に見れば低い方

であるという報道がなされました。 

  なお、この調査は、耕作放棄地の廃止を目的

として、今後５年間に農地と非農地の区分の見

直し認定を図るとともに、耕作放棄地再生事業

等の推進を図るために実施されたものであり、

事業対象上、生産調整の面積カウントとなって

いる水田や過去において農用地造成事業や基盤

整備事業などの補助事業を行ったり、使用貸借、

賃貸借等の権利設定や譲渡税や贈与税の特例措

置を受けている農地、また農振農用地区域内の

田畑は含めないというものであるため、本市に

おいては対象となるものがございませんでした。 
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  しかし、議員が御指摘のように、森林・原野

化が進んでいる農地が現に存在することも事実

であり、今回調査の耕作放棄地対象には入らな

かったものの、長期間作付がなされていない遊

休農地は山間部を初め平野の一部など各地に見

受けられます。 

  農業委員会では、農地の適正な利活用を図る

ため、毎年、遊休農地調査を実施しており、昨

年８月に行いました調査では１カ所でおおむね

20アール以上のものが45カ所あり、面積は26.8

ヘクタールとなっており、そのほとんどが生産

調整対象の水田でありまして、利活用に向けて

調整を図ってきておるところであります。 

  しかし、これらの多くは山間部または沢沿い

に点在しているなどの耕作条件のよくないとこ

ろが多く、必然的に生産調整に向けられ今日に

至っているものがほとんどであり、この中には

後継者もなく、高齢化により耕作できない人も

出てきていますが、条件がよくないため、なか

なか引き受け手が見つからない状況にあります。 

  これらの荒廃が進んだ大きな原因といたしま

しては、米の生産調整を初めとした農産物の需

給均衡や価格の低迷など農政上の問題と耕作条

件の利便性欠如などが大きなものと考えられま

すが、後継者不足と高齢化の進行がさらに拍車

をかけているものと思われます。このような状

況にかんがみまして、去る３月９日に新庄市耕

作放棄地対策協議会を設立しまして、農業委員

会、農業協同組合、土地改良区、市農林課でこ

れらの対応について協議をしているところであ

ります。 

  いずれにいたしましても、現在食糧自給率の

向上が強く叫ばれておる中にあって、農政上は

もちろんのこと、国土保全という環境保全上の

観点からもこのまま放置しておくことはできな

い状況にありますから、今後は農業振興とあわ

せがら遊休農地の解消と農地の有効利用に向け

て、より一層努めてまいります。 

  次に、ふるさと納税を手軽なネット活用の導

入についてという御提案ですが、ふるさと納税

につきましては、市では昨年６月に制度を導入

してから寄附件数が18件、金額にしまして85万

9,000円の寄附がございました。寄附方法とい

たしましては、現在、ゆうちょ銀行への払い込

みによるもののほか、銀行振込、現金書留、現

金持参など、さまざまなケースによる受領を行

っております。ふるさと納税寄附に係るクレジ

ットカード決済の導入については、先進事例と

して県内では昨年12月に山形県、今年６月から

山形市が寄附のクレジット決済を導入しており

ます。クレジット決済の導入のメリットは、寄

附者の利便性を向上させ、応援してくださる人

をより多く獲得できることでありますが、山形

市の例によれば公金支払いサイトの初期費用30

万円、月々の運営費用1,500円のほか、納税額

の１％を利用料としてサイト側に支払うシステ

ムであり、経費がかかり過ぎるおそれがあるこ

と、また現在は寄附申し込み者へ手数料無料の

郵便振込取扱票をお送りし、全国どの郵便局で

も手続ができること、さらに市のスタンスとし

て寄附をしてくださる方との人と人との触れ合

いやかかわりを最も大切にしたいと考えている

ことなどから、現在のところ寄附のクレジット

決済の導入は考えておりませんが、今後寄附な

さる方の御意向も参考にしながら検討してまい

りたいと思います。 

  また、ふるさと納税に御協力いただいた方に

は９種類の新庄産品セットを掲載した「ありが

とう」パンフレットを作成し、そのパンフレッ

トに掲載されたセットから一つ選べるよう、ふ

るさととのきずなとなる内容に充実させていき

たいと思います。今後もふるさと納税を通じ新

庄を広くＰＲしながら、全国の方が新庄を応援

してくださるよう工夫してまいりたいと思って

おります。 

  高齢者の入所施設と福祉計画についてであり
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ますが、特別養護老人ホームなどの入所施設の

利用者数につきましては、介護保険事業計画策

定の際には国の基本指針における参酌標準に従

うこととなっております。これは施設入所サー

ビスの利用者の割合を要介護度２から５の認定

者数の37％以下にするというもので、新庄市に

つきましてはおおむねこの水準にあることから、

大規模な特養等の新設や増床は難しい状況にあ

ります。 

  しかし、平成20年度で特養の待機者が193名

ほどいることからも、また療養型病床の対象者

の受け皿としても、居住系サービスの需要があ

ることは現実であります。この対策といたしま

して、介護サービスつきの高齢者専用賃貸住宅

が考えられますが、現在２事業者が新設する計

画があり、県と事業者が協議中であります。ま

た、認知症の高齢者の居住系施設であります認

知症対応型グループホームにつきましても、事

業者と事前協議を行っており、あわせて計画期

間内で段階的に78人分の整備を図ってまいりた

いと考えております。 

  ２点目の無届け有料老人ホームでございます

が、山形県の調査によりますと県内には存在し

ないということでありますし、本市でも無届け

で運営している施設を確認しておりません。 

  防災設備につきましては、改正消防法でスプ

リンクラー設置義務が拡大されたことを受けま

して、山形県の整備費補助金の活用により本年

度は特別養護老人ホーム２カ所、老人保健施設

１カ所、通所施設２カ所の整備が行われる予定

になっております。 

  次に、一つ目の自主防災組織につきましては、

実際に町内会で立ち上げしていただくわけです

ので、町内会で体制がとれるかどうかというこ

とになります。そのため、市全体での一斉の画

一的な取り組みは困難と思われますので、立ち

上げを計画している町内会に市が出前講座のよ

うな形で参画していくということになろうかと

思っております。 

  二つ目の災害時、要援護者の実態把握につき

ましては、要援護者の意向と個人情報の保護に

留意しつつ、高齢者基礎調査などの市が所有す

るデータを自主防災組織に提供したり、自主防

災組織で把握したデータを共有したりといった

ことが可能となると思われます。 

  三つ目の災害時、要援護者避難支援プランに

つきましても、町内会の体制が基礎になります

ので、自主防災組織の立ち上げの状況に応じて

全体計画を策定し、個別計画に進めていくこと

になろうかと思います。 

  したがいまして、町内会での体制づくりの進

捗状況を見ながら、できるだけ早期に達成して

まいりたいと考えます。 

  次に、民生委員の定員でございますが、民生

委員の委嘱者は厚生労働大臣であり、定員につ

きましても国の配置基準により決められており

ますが、次期改選時には要望したいと思ってお

ります。また、担当地区によっては１人の民生

委員が受け持つ対象世帯数が大きく異なる地区

もございますので、改選時期に合わせて担当地

区の見直しについても検討課題ととらえており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） それでは順次追加質問

させていただきたいと思います。 

  まず、１番目の持ち家対策に関連しますが、

若者の定住促進、しっかりしないと人口流出が

ますます深刻化する。景気対策を含め、発想し

た庄内町と三川町を御紹介申し上げ、御答弁を

いただきました。その中で、祝い金に関連しま

して、平成19年、平成20年、新庄市の新築ある

いは大規模な増改築、これらの数をどのように

把握しているのか、わかれば教えていただきた

いと思います。 
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  もう一つが、本市の持ち家の世帯数、先ほど

お聞きしましたが、県内の類似市等と比較する

と、いいのか悪いのか、持ち家率が低いのか高

いのか、大体並みなのか、とりあえずお聞きい

たしたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 最初の御質問でござい

ますけれども、平成19年度、20年度の新築件数

が、19年度では新築が80件になっております。

また、増改築が16件で、96件という実績となっ

ております。また、20年度につきましては、新

築が87件、増築が28件、合計で115件となって

おりますが、新築については横ばいの状況にな

っております。しかし、増改築の部分が顕著に

伸びているということで、今の家を改築したい

という、いわゆるリフォームの世帯が多くなっ

ているようでございます。 

  また、持ち家の世帯数は県内の類似市とどう

なのかということで、これについては総務省の

統計局で５年に一度の調査でございますけれど

も、県内各市町村の持ち家率が出ております。

その中で新庄市は先ほど市長が答弁しました

66％となっておりますが、現在同じ市の中では

山形市が51.4％、米沢市が60.7％、割と大都市

の人口の多いところについては低いという状況

になっております。その中で、新庄市について、

ほかの市より割と低いという数字が出ています

けれども、村山市とか長井市とか、そういう市

よりも持ち家率が低いと出ていますけれども、

アパートの数が多いということが言えるんじゃ

ないかと思います。以上でございます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 先ほどの御答弁で持ち

家の類似市比較、本市は66％、山形市は51、米

沢市は60.7のようですが、これは先ほどおっし

ゃいましたようにアパートが多いという理由で

持ち家率が伸び悩んでいると理解すべきなのか、

それともそのほかに持ち家を持てない何らかの

理由があるのではないかと思います。例えば所

得が低くて、うちを建てられない、あるいは２

世代、３世代で１軒のうちに住む、それで十分

ですよと、だから若い世代は持ち家を持たなく

てもいいという理由にあるのか、どのようにこ

れをとらえているのかなということ、もし感じ

ることがありましたらお願いいたします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 先ほどの統計調査の結

果では、人口規模によって持ち家率ということ

で、なっているようですけれども、今、若い世

代が例えばうちを建てたいということで、資金

繰り、経済状況もあると思います。若い人が建

てられる限度といいますか、それによってはあ

る程度土地が1,000万円弱とか建物が1,000万円

ぐらいとか、そういう状況で、建てたいという

希望の若者が多いと思います。その中で、なか

なか資金繰りができない、新築ができないとい

う現状かと思います。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） いろいろな理由があろ

うかとは思います。ところで、先ほど三川町と

庄内町の御答弁をいただきましたが、できれば

何とか早目に新庄市でも取り組んでいただきた

いなという思いがございます。財政面は十分に

承知いたしております。でも、今この対策を打

たないと何年後ではこの効果がなくなるのでは

ないかと思われます。地元の建設業者関連の皆

さんからお話を聞きますと、ことしも半年にな

ろうとしていますが、先行きが見えない、要す

るに受注いただける仕事がないんだということ

を多くの方々がおっしゃいました。公共事業も

当然少ないし、ほとんどないし、民間に頼ると

しても、やはり住宅ぐらいがせいぜい仕事の範



- 126 - 

囲に入るんじゃないか、それがないと私たちは

飯を食えないんだというような本当に切実なる

お話が多くございました。そういう景気対策と

いうことも当然含めて、先ほどお聞きしました

持ち家数の増加あるいは若者たちが新庄市から

逃げていかない何らかの方策が必要じゃないの

かなと。これは私だけでなく、皆さん共通する

ことだと思いますので、よく検討していただけ

ないかなと思います。それにはやはり何らかの

プレミアをつけないと、ただ建てろ建てろと言

ってもそうはいかない、踏ん切りがつかないと

いうことがあるのではないかと思います。何と

か、三川町のような額でなくても結構だと思い

ますので、ひとつ決断していただけないかなと

思います。これをすることによって住宅がふえ

ますと固定資産税は当然ふえて入ってきます。

少々先行的な支出になっても、後々元を取れる、

ペイできるということにつながると思いますの

で、どうでしょうか。もう一度、頑張るような

御答弁でございましたけれども、この件につい

て決意のほどをお伺いしたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 確かにそのとおりだと

思います。三川町、庄内町に換算しますと、新

庄市の新築、増改築、リフォーム等合わせます

と約300件ほどになろうかと思います。その場

合、庄内町と合わせた場合、約6,000万円から

7,000万円ぐらいの祝い金が必要になってきま

す。また、その工事費総額としては15億円が期

待できるという計算でございますけれども、そ

ういう結果でございます。市としましては、市

街地の空洞化の中で空き家もございますし、そ

の辺も不動産業界といろんな情報を収集して、

先ほど申し上げました国土交通省の住みかえ事

業といいますか、そういう事業等も研究しなが

ら、あと県の方で18年から山形の家づくり利子

補給制度が入っておりますので、それを充実し

て、周知、ＰＲに努めていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 7,000万円かかるとお

聞きして、これは困ったなと思いますが、その

辺をひとつ財政当局ともっと相談して取り組ん

でいただきたいという要望でございます。 

  今、課長がおっしゃいましたように、県の利

子補給、大変好評のようです。４月の申し込み

分は終了したそうでありますが、今月と９月に

また50棟ずつ追加募集するという計画があるよ

うですので、その辺のＰＲを含めて市民に対す

る周知が大切かなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  時間もなくなりましたので、次に進みます。 

  二つ目の農地関係でございますが、農水省の

初調査ということが報道されております。この

初調査の内容と本市の回答内容、どのように回

答されたのか。市長の答弁では該当する農地は

ゼロ、なしということでございましたが、とり

あえずその内容をお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

柏倉 政農業委員会事務局長 議長、柏倉 政。 

平向岩雄議長 農業委員会事務局長柏倉 政君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 ただいまの御質問

でございますけれども、先ほど市長からも答弁

ありましたように、この調査は昨年度、平成20

年度に実施されたものでございますけれども、

耕作放棄地を今後５年間で解消したいという農

林省のもくろみの中で、農地と非農地の区分を

見直すということで、森林・原野化した農地に

ついては農地から切り離すというようなことが

１点ございます。それと耕作放棄地再生事業と

いうことで、軽微な草刈りと整地を行えば復旧

できるものについては補助金を出して再生した

いということで、そういう目的のもとに、どれ

ぐらいあるかということで調査依頼が来たわけ
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でございます。 

  この調査対象となる農地につきましては、生

産調整の面積カウントとなっている水田、過去

において基盤整備等の補助事業等を行った農地

については対象外とするということで、また農

業者年金等をもらうために経営移譲して農地を

後継者に使用貸借している、または第三者に賃

貸借している農地等は含めないということでご

ざいます。また、非農地に区分する場合は、農

振農用地区域内の農地については非農地として

は認めないというようなことになりますと、極

めて対象とされるものが限定されてきまして、

当市においては今現在３分の１以上の減反をや

っておりまして、皆生産調整の面積カウントに

なっておりますので、森林・原野化している農

地についても耕作放棄地とはならないというこ

とになりまして、報告させていただいたところ

であります。 

  ただし、農業委員会で農地の利用を推進する

上でやっています遊休農地の調査につきまして

は、先ほど言いましたように45カ所で26.8ヘク

タールほどありまして、40年近く減反政策を進

めてきたもんですから、その中にはかなりヨシ

やカヤ、原野化しているところもございます。

また、柳等かなり太くなって森林化していると

いう状況のところも見られます。ただし、先ほ

ど言ったように農振農用地区域内もしくは生産

調整のカウントになっているということであり

ますから、これらも含めないということになり

ますのでこのような結果となったわけですが、

しかし農業委員会としては、これらの農地が周

りの農地に及ぼす影響等もございますので、今

後利用促進に向けて調整を図っていかなければ

ならないと考えておりまして、去る３月９日に

新庄市耕作放棄地対策協議会というものを設立

しまして、農業委員会、農業協同組合、土地改

良区、市農林課で構成いたしまして協議をして

いるところでございます。これからの対策とし

てはこれらの解消に向けて取り組めるところか

ら取り組んでいきたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 丁寧な御答弁でござい

ました。大体はわかるんですけれども、なぜこ

ういうことが起きたかということの根源は、一

言で言ったら生産調整、要するに減反強化につ

ながるんじゃないでしょうか。３割以上の減反

を強いている国の農政のあり方について、農家

の皆さんは大きな疑問を持ちながら、米価につ

いての保全だとは言いながらも、この減反、一

体いつまで続くのか、あるいは減反に対して国

は10年後には今の減反費用、要するに国庫負担

金が２倍にふえて4,300億円になるだろうとい

う試算もしておるようでございます。そうしま

すと、減反はもう耐え切れず行き詰まるという

ような報道もございます。農家はみんな減反な

んか当然したくないわけですが、国の政策であ

ると我慢をしている、こういう現状かなと思っ

ております。 

  この減反の後遺症なる荒れ地になった農地を

今の農業委員会の御説明ですと農地から切り離

すというような御答弁があったようですけれど

も、これは荒れてどうにもならないものは農地

でないとみなすということになるわけでしょう

か、どうなんでしょうか、確認させてください。 

柏倉 政農業委員会事務局長 議長、柏倉 政。 

平向岩雄議長 農業委員会事務局長柏倉 政君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 ただいまの御質問

ですが、先ほども申しましたように、農振の農

用地区域内においてそういうふうに非農地化し

た部分については切り離すことはできない、原

則として。ただ、農振農用地以外のところでは

認めるというようなことで、地目の再認定とい

うか、そういうものを農業委員会の方で認めれ

ば除外してもいいということはあります。しか
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し、今言ったように、農振農用地区域内のもの

は認めない。そうしますと生産調整のカウント

のことも出てきますので、面積が減少するとい

うことになりますから、その辺は慎重に行わな

いといけないと。あと、所有者の了解を得ない

で勝手に非農地に変更することはできませんか

ら、所有者の了解を得て地目変更の手続をとっ

て、農用地区域以外であれば非農地にすること

もできると。農林省では最終的にはそういった

ことをやって明確に区分しなさいということを

言ってきております。ただし、本市の場合は先

ほど言ったような状況になっておりますので、

なかなか難しいと。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 今の言葉どおり、慎重

に扱っていただきたいと思います。農振外でも

結構農地があって、一例を申し上げますと総合

支庁舎の駐車場南側、約３町歩、３ヘクタール

ほどは、ヨシが立ち、柳が立ち、あそこは農振

地域ではありませんので、今の農地から切り離

すというところに該当してくるのではないかな

と思います。あそこも減反のしわ寄せでああい

う状態になったんです。みんな農家はそれまで

一生懸命田んぼをつくって、じわりじわり減反

に迫られて、結果的にあんな状態になった。も

う手の施しようのないのが現実です。その辺も

踏まえて慎重にこれからのことも含めてこの対

処をお願いしたいなと思います。 

  時間がありませんので、一つだけ、入所施設

あるいは福祉計画に関連したことでお聞きしま

す。介護サービスつきの高齢者専用賃貸住宅、

市内の２業者が新設する計画があるという市長

からの御答弁をいただきました。この２業者の

名前を公表できるとすればお聞きいたしたい思

います。なお、この２施設の収容人数と、いつ

この施設が開所予定なのかお伺いいたします。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 正式な書類の段階まで至

っておりませんので、具体的な事業者名につい

ては控えさせていただきたいと思います。ただ、

場所につきましては、１カ所はこらっせ新庄の

３階を使うことになってございます。もう１事

業者は、現在療養型を経営しているところがや

りたいとしております。おのおの定員は40名な

んですが、うち30名が介護保険をお使いになる

入居者と見込んで第４期の計画を策定いたしま

した。したがいまして、先ほど市長答弁の中に

ありました78名分の増と申しますのは、これの

30人分２施設・プラス・グループホーム２ユニ

ット、９名掛ける２の18名、合計で78名分とい

う第４期の計画内容でございます。以上です。 

１２番（沼澤恵一議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時３２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、金 利寛君。 

   （６番金 利寛議員登壇）（拍手） 

６ 番（金 利寛議員） 御苦労さまでございま

す。 

  この５月に、いつも清らかで、日々新たにし

て希望に満ちた新庄市を目指し、仲よしをモッ

トーとしたクラブ、我が清新クラブ、この清新

クラブの一員として、６月定例議会の一般質問

をさせていただきます。 

  自然は新緑から深緑へと、本当に１年で一番

いい季節なのではないかと思える季節なのであ
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りますが、経済危機はこの新庄市のみならず、

日本じゅう、世界じゅうに影響を及ぼしていま

して、今やどの国が早く脱出できるか、どの地

方が早く立て直せるか、どんな手だてを行政は

打てるかが問われているときではないかとひし

ひしと感じている一人であります。そして、こ

ういう大変なときになると必ずそのはざまで増

大するのが生活弱者と言われる低所得者層の

方々であります。何としても少しでも早く景気

回復をするよう全力で取り組むことも政治の大

事な役目のはずでありますので、また考えよう

によっては地方の行政の一番の頑張りどころと

も思います。こんな思いの観点から、経済不況

を国の膨大な景気対策を上手に駆使しながら、

できるだけ早くこの景気を脱出していただきた

い。そういうことを願いながら、通告に従って

質問をさせていただきます。 

  まず、発言事項に書きましたように、過去最

大の経済危機に、政府も総額75兆円、財政措置

15.4兆円、そして事業規模として56.8兆円、総

額何と130兆円もの財政措置を行って新経済対

策を打ち出し、この危機を脱出し、景気を何と

元気づけようとしています。まず、この最大級

の財政措置をよりにもよって一部マスコミを初

め野党の方々は「無策のばらまきだ」との批判

をしていますが、あのアメリカでさえ物すごい

財政出動をオバマ大統領はされています。それ

でもＧＭ、ゼネラルモーターズが経営不振から

事実上倒産、国営化の難しいかじ取りを余儀な

くされているのが現状であります。こんな大事

な世界同時不況のこの時期に、対応策を単に

「無策のばらまきだ」と片づけている一部のマ

スコミと野党の皆さんには、それではそれにか

わる対案があるのかと問われれば、明らかにす

ることなく、ただただ批判だけの批判に怒りす

ら覚えている一人であります。市長はどう思っ

ておられるのかお伺いしたいと思います。今そ

んな悠長なことを言っている場合ではない、一

丸となって国民、市民のために一日も早い景気

回復のために心血を注がなければならないとき

ではないかとの思いを感じています。どうであ

りましょうか。 

  まず、最大の大変さは、雇用、働きの場を確

保して生活を守ることにあります。一昨日のＮ

ＨＫの「日曜討論」の中でも、有効求人倍率が

0.49と、ほぼ２人に１人が仕事につくことがで

きない状態にあります。当新庄市はもっと大変

でありまして、0.30だそうで、就職を求めてい

る３人のうち１人しか就職できる状態ではない

という大変な状況下にあります。労働階層の若

年層の方々がより失業率が高くて、ますます深

刻な問題であります。 

  経済対策では、雇用調整助成金のさらなる拡

充で6,000億円、緊急雇用創出事業基金の積み

増し分3,000億円、緊急人材育成就職支援基金

の創設に7,000億円、これはリストラで失業し

て新たな職業訓練を受けながらでも月々10万円

から12万円を支援するという、御存じでしょう

けれども、各自治体での緊急雇用、一昨日の答

弁で44人とのことでしたけれども、その雇用枠

もまた新たに予算配分になり、拡充できること

になっているようであります。また、雇用、住

宅を失った者に対しては住宅手当や生活費の貸

し付けなどが1,700億円に拡充されたこと、だ

けれども就労する場所がない。中小企業が大変

で立ち行かなくなってきている。そのための中

小企業支援が最も大事との観点から、緊急保証

の拡充に総額30兆円、セーフティネット貸し付

けの拡充に5.4兆円追加をし、総額15.4兆円、

ほか中小企業倒産防止共済制度の一時貸付金利

の引き下げ、そして既往債務の条件変更の対応、

税制面でも中小企業の交際費課税の軽減、住宅

取得のための贈与税軽減、研究開発促進財政の

拡充など中小企業支援だけでも何と46兆円もの

財政措置をされているのであります。 

  その上で、日本の活力、未来への需要創出の
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ために、すそ野を広げることのできるこれから

の産業、例えばハイブリッド車、エコカー、そ

して太陽光住宅、省エネ家電など、また公共事

業の前倒し執行、社会資本ストックの耐震化・

予防保全対策、そして交通等のバリアフリー化、

低炭素社会、地域活性化、農林水産の活性化の

ためにも１兆302億円の活用など図らなければ

なりません。そして、安心安全のためにも、子

育て、教育、子育て応援特別手当に３歳から５

歳までの子供さんをお持ちの方には３万6,000

円を支給、安心こども基金の積み増しが1,500

億円、教育費の負担軽減、経済的な理由から就

学の困難な学生、生徒に対する授業料減免や奨

学金事業への緊急支援。医療介護の分野では、

２人に１人はかかると言われているがん、特に

女性特有のがん対策としまして、一定の年齢の

方には子宮頸がんと乳がんの検診をどこでも使

える健康手帳、そして無料クーポン券の配付等

で、今まで女性の乳がん検診率が20％だったも

のを30％に伸ばして、そして健康で長生きして

いただきたいという旨で、マンモグラフィーと

いう検診があるようですが、これは山田邦子さ

んが時々ラジオ等で宣伝しているようでありま

す。また、介護報酬の引き上げ、今まで１人

5,000円のアップだったのを今回は２万円まで

引き上げ、処遇改善で、ことしの10月より実施

予定であります。ありとあらゆる分野に130兆

円もの財政措置を施されているのであります。 

  今回の経済危機対策において地方公共団体に

設置される基金、上積み分を含めて15本の本数

に上りますが、金額にして約２兆円に上ります。

今までに例のない大規模な取り組みなのであり

ます。この基金のほとんどは県に設置されまし

て、県にそれぞれの地方自治体が申し込む形に

なります。そのことから、我が新庄市の迅速な、

そして確度をつけた取り組みが極めて重要にな

ります。緊急経済危機対応なのですから、国の

補助予算並びに関連法案の審議状況に合わせて、

当市の迅速な対応と積極的なアプローチが必要

と思われますが、どうお考えになっているのか

をお伺いしたいと思います。 

  臨時交付金の活用、３年間の臨時財政措置を

勘案すると市の財政負担なしででき得る事業も

かなりあるのであります。時間の関係から１点

だけ申し上げますが、スクール・ニューディー

ル構想があります。これについて質問させてい

ただきますが、この対策は、学校施設において

耐震、エコ、ＩＣＴを抜本的に拡大し、21世紀

の学校にふさわしい教育環境の整備を図るとあ

ります。同時に、雇用の創出、そして経済波及

効果、地域活性化も願っているところでもある

のでしょうけれども、この中で、公立小中学校

の地上デジタルテレビの整備が中に入っており

ます。総額１兆円に上ります。この政策は今年

度限りの地域活性化経済危機対策臨時交付金な

のであります。新庄市には２億1,000万円が交

付されているようでありますが、これとは別枠

で文科省よりのスクール・ニューディール構想

推進分としての１兆円なのであります。この政

策に早く手を挙げて、なおかつ今回の地域活性

化経済危機対策臨時交付金、先ほど言いました

ように新庄市には２億1,000万円入るようであ

りますけれども、それと抱き合わせてその事業

を行えば、新庄市の持ち出し分なしででき得る

事業なのであります。１年間の限定なのであり

ます。スピードが必要です。すぐ動く必要があ

ると思いますけれども、いかがでしょうか。 

  聞くところによりますと、地デジ対応は新庄

市でも今年度の予算に組み込まれているとのこ

とでありますが、そうであれば非常にタイムリ

ーであると思われますので、限られた交付金、

基金でありますので、県内各自治体の獲得競争

にもなりかねませんので、素早い対応をお願い

したいと思うところでありますが、この辺も含

めてお伺いしたいと思います。 

  次に、町内会の負担金分担金についてお伺い
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をします。 

  各町内会での負担金分担金がかなりの町内会

の自治の圧迫をしております。かなりのウエー

トを占めているのであります。ある140世帯ぐ

らいの町内会では１世帯当たりから年間7,200

円の年会費だそうでありますけれども、「高

い」と苦情も言われ、納められない方々もいら

っしゃったりして、また納めるにもアパートと

かがあって納めない方もいらっしゃって、町内

会費は約100万円、そのうちの分担金負担金が

約63万円、実にちょうどいい数だったので、63

万円、63％の負担なのであります。「ある団体

の金集めのために町内会があるのではないか」

とまで役員は言われたことがあるようでありま

す。中でも日本赤十字社と新庄市社会福祉協議

会の負担金が突出しています。社会福祉協議会

には１戸当たり800円でありますが、市全体で

20年度では878万6,900円が銀行振込で振り込ま

れているようでありますけれども、公共的な仕

事も数多くあり、わからなくもないのでありま

すが、そのほか新庄市からは人件費補助として

552万6,400円、そのほか71万8,000円、そして

委託料も含めますと総額何と新庄市からは

1,381万6,000円だそうであります。それでも人

件費の補助は４割で、今までは８割だったとの

ことであります。改善されてきているとは思わ

れますが、社会福祉協議会の現状とその仕組み

はどうなっているのか。各町内会の納税状況は

どうなのか。現状の状態に改善の余地はないの

かどうなのか。また、各町内などからの苦情な

どはないのかどうなのかも含めて教えていただ

ければありがたいと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、金議員の質問にお答え

させていただきます。 

  世界金融危機と世界同時不況は深刻度を増し、

景気は急速に悪化している状況にあります。国

会において経済危機対策関係費約15兆円程度の

補正予算が成立しました。具体的には、雇用創

出対策などに1.9兆円程度、中小企業の資金繰

り等の金融対策に３兆円程度の予算が盛り込ま

れております。 

  本年度、当市におきましては全庁挙げて緊急

雇用創出事業、臨時特例基金事業に取り組み、

雇用創出の拡大に努めております。国の補正予

算では新たに追加配分がなされることとなり、

より一層の雇用創出を図ってまいりたいと考え

ております。また、中小企業の資金繰りを支援

する緊急保証枠が拡充されることとなり、これ

までどおり中小企業者への融資が円滑に運ぶよ

う認定業務を迅速に行っていきます。国の施策

を十分活用しながら、関係機関との連絡を密に

し、当市の雇用対策、中小企業対策を実施して

まいりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、国は昨年度、多方面に及ぶ二度の追加

経済対策により総額75兆円を緊急投資し、景気、

雇用へのてこ入れを行ってまいりました。安心

実現のための総合政策、生活対策、生活防衛の

ための緊急対策などであります。その中には地

域経済に大きな効果があったと言われる２兆円

の定額給付金も含まれますが、その波及効果が

徐々にあらわれてきています。さらに、政府は

経済の底割れを回復するため、４月に新たな緊

急経済対策を決定し、先月末に補正予算を成立

させました。この中には国と歩調を合わせ創意

工夫を発揮しながら地方の実情に合わせたきめ

の細かい事業を実施できるよう地方公共団体に

対する地域活性化経済危機対策臨時交付金１兆

円も含まれており、議員御指摘のとおり本市に

は２億1,000万円の交付が見込まれております。 

  市の対応といたしましては、追加経済対策の

内容を５月の課長会議で説明し、経済危機対策
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臨時交付金については最大の効果を上げられる

よう全課を挙げて対応するよう指示いたしまし

た。この交付金は、昨年度の国２次補正で１億

8,000万円交付された生活対策臨時交付金と同

様の趣旨であると県から説明を受けております

ので、引き続き安全安心の実現、教育環境の充

実などを重点的に実施し、未来への投資となる

よう工夫したいと考えております。特に、スク

ール・ニューディール構想に基づく教育環境、

ＩＣＴ化に関しましては、デジタルテレビと連

携した電子黒板の設置や、普通教室にもパソコ

ンを配置し、新しい学習指導に対応できるよう

充実を図っていきたいと考えております。 

  現在、国の諸施策との連動、連携を図りなが

ら、引き続き公共事業の最大限の受け入れなど

により地域経済に直接的な効果があらわれるよ

う追加の補正予算の準備を急いでおりますので、

これらの内容を近々お示しできるのではないか

と考えております。 

  次に、町内会の負担金分担金についての御質

問でございますが、日本赤十字社につきまして

は日本赤十字社法により原則として全国民が社

員となっておりまして、社費は県内統一で１戸

当たり700円となっております。これは福祉事

務所が担当しておりまして、本市の納付率は約

84％であります。集められた社費は、災害救援

事業など日本にとどまらず、国際的な活動にも

使われております。また、集められた社費の一

部は社費募集活動協力費として町内に還元され

ております。 

  社会福祉協議会につきましては、全市民が会

員となります。会費でございますが、１戸当た

り800円で、社会福祉協議会が直接町内にお願

いして納付いただいておりまして、納付率は約

82％と聞いております。会費の使われ方でござ

いますが、社会福祉協議会が行う地域福祉推進

事業に使われており、低所得者への更生資金の

貸し付けや、心配事相談所の運営、福祉団体へ

の支援や交通遺児・災害被害者支援、ボランテ

ィア活動支援、老人福祉センターの運営などに

活用されております。 

  また、市からの補助ですが、運営費補助とい

たしまして、平成21年度で職員設置費補助が

552万円、福祉サービス利用援助事業費補助が

約72万円、合わせて約624万円を補助しており

ます。この補助金は、地域福祉推進事業を行う

社会福祉協議会職員の人件費相当分として、そ

の４割を補助するものですが、地域福祉推進事

業につきましては本来採算性のない事業でござ

いますので、会費と市からの補助金を合わせて

も、その運営が大変困難な状況です。社会福祉

協議会の介護保険事業など収益性のある他の部

門から資金を繰り入れて運営しているのが現状

とのことであります。 

  町内会からの苦情でございますが、やはり中

には御理解いただけない市民の方もいらっしゃ

るので、集金が大変だという声も市の方で伺っ

ております。日本赤十字社費、社会福祉協議会

費ともに全市民に御負担いただきたいものでご

ざいますので、それぞれの活動の意義をお酌み

取りいただき、御協力をお願いするものであり

ます。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 答弁をいただいたわけ

でありますけれども、まず最初に反対の方から。 

  社会福祉協議会の質問をした内容の中で、検

討の余地はないのでしょうかと確かに質問した

はずであります。この部分については、社会福

祉協議会、市長からあまねく、要するに公共的

なことでボランティアで地域福祉のために頑張

っている面と介護保険の包括支援センターも含

めてある程度収益性のある部分が混在している

わけでありますけれども、その中で、前の経済

連かな、あそこの跡地を購入できる能力まで頑
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張って、自社のものを持って頑張っているわけ

です。今、市からは４割程度の人件費補助、委

託料も含めて1,381万円出しているわけであり

ますけれども、この部分について、それぞれ財

政再建の中でもありますし、市長からは社会福

祉の収益性のない部分を介護保険の方から充当

しながらバランスをとっている状況にあるとは

言うものの、４割の人件費補助を出しているわ

けでありますから、ここのところに対して市内

からそれぞれの銀行振込をされているようであ

りますけれども、その部分でもう少し考える余

地はあるのでしょうか、ないのでしょうかとい

う質問をしたはずですので、これに対して御答

弁をお願いします。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 内部手続を経ての話でご

ざいますけれども、私も社会福祉協議会の理事

になってございます。先般も理事会がございま

して、その中で、収支、20年度の決算状況につ

いての説明も受けました。特定の社会福祉法人

にかかわる御質問でございますので、詳しい数

字等につきましては控えさせていただきますけ

れども、確かに赤字経営であるということには

なってございません。若干の繰越金も生じてご

ざいます。ただ、全体的に会費を値下げできる

状況であるかということになりますと、まだそ

こまでは至っていないのかなと感じております。 

  議員の質問の中にもございましたが、当初人

件費の８割を補助金として支出しておったわけ

でございますけれども、新庄市自体が平成16年

から財政再建に取り組んでいるという状況と、

これもまた議員の御質問の中にございましたが、

幸い介護保険事業の収益性がございますので、

その介護保険の収益から地域福祉活動の方に不

足分を回していると。市長の答弁でも申し上げ

ましたけれども、本来社会福祉協議会で行って

おります介護保険以外の地域福祉活動事業自体

が、ほとんどといいますか、全く収益性のない

社会福祉活動でございますので、これに要する

費用、会費と市からの人件費の４割補助を合わ

せてもまだこの地域福祉活動事業の総額に足り

ない。その不足している部分を介護保険事業で

得た収益から不足分を補っているという状況で

ございますので、先ほど申し上げましたように、

会費を下げるところまでは現在の状況ではなっ

ていないのかなと。 

  ちなみに、県内、郡内の状況も調べさせてい

ただきましたので、状況を申し上げます。郡内

につきましては、一番安い大蔵村、鮭川村、戸

沢村が1,000円でございます。一番高いのが真

室川町の2,000円という状況になってございま

す。それから、県内の主な市の状況でございま

すけれども、比較的人口規模の大きいところ、

山形市が360円、米沢市600円、規模が小さくな

りますと村山市1,000円、寒河江市1,200円、尾

花沢市1,000円という状況になってございます。

これに対しまして、人件費の補助率、各市の補

助率でございますけれども、会費360円の山形

市におきましては補助率が85％、会費600円の

米沢市におきましては人件費の100％、酒田市、

鶴岡市は合併しておりますので参考にはならな

いかもしれませんが、人件費の100％補助とい

う状況になってございますので、こういった郡

内の町村あるいは県内の市の状況を比較いたし

ましても、新庄市の社会福祉協議会におきまし

ては介護保険事業の収益を有効に活用して、こ

れを地域福祉活動に回しながら運営していると

いった状況であるととらえてございます。 

  以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 今、お伺いしました。

社会福祉協議会で一生懸命頑張っていることも

十分わかった上での話をさせていただいていま

す。ただ、農業共済のあそこの跡地を買って、
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あそこを社会福祉協議会として持って、その借

金も返済しながら頑張っていて、なおかつ黒字

なわけです。そういうふうに頑張っているとい

うことは、収益部門と収益を及ぼさない社会福

祉の部分をある程度分けないと、混在してしま

うと、十把一からげでやっているという状況は、

お金をいっぱい持ってんじゃないのと言われが

ちな点、今後検討する余地をお考えくださいと

いうことを言いたいんです。要望です。 

  もう一つは、各１戸当たり800円納めている

わけですけれども、これが銀行振込になってい

るわけですから、それぞれの町内会で、先ほど

の140世帯の状態を言えば、63万円、ウエート

が大きくなっているのが日本赤十字社と社会福

祉協議会ですから、そのほかもっといっぱいい

ろんなことがあるわけです。そういう状態でか

なりのウエートを町内会では占めていると。そ

このところを銀行振込ですから、何％、82％と

言われましたか、それぐらいのパーセンテージ

だとは言うものの、それぞれの町内会によって

強弱があるのではないか。そこに対するとらま

え方はどうされているのか、この１点だけお伺

いします。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 最初の１点目の御質問で

すけれども、確かに社会福祉協議会自体が財産

を求めたわけでございます。聞きましたところ、

基金を取り崩した部分と借り入れによって購入

に要する費用を生み出したということなんでご

ざいますが、金融機関に対する借入金の返済が

平成17年から平成27年までの10年間と聞いてご

ざいます。ことしは21年でございますので、ま

だ半分に至っていない状況であると。この返済

分がなくなった時点でまた社会福祉協議会の経

理状況がどうなるのか、またその時点で介護保

険事業の収益がどうなっているのか、介護保険

事業はいろんな民間の参入が多うございますの

で、現在と同じ状況が６年後、７年後、今と同

じような収益を持ち続けていられるのかどうか

ということも今の段階では断言できかねるとこ

ろでございます。そういったことで、本来であ

れば介護保険事業で得た収益につきましては単

独の民間の介護保険事業所であれば、その中の

すべてとは申しませんが、一部職員の待遇改善

に回せるような費用も出てくるのかもしれませ

んが、実際社協におきましてはそういったこと

に対応しながらも地域福祉活動事業の方にも回

しているという状況でございますので、確かに

経理を明確に分けまして、その上で社協の事業

を運営していくというのも一つの方法であるか

なとは考えます。ただし、明確に分離した場合

には、先ほど申し上げましたように全く収益性

のない地域福祉活動にかかわる予算については

会費及び市の４割の人件費補助では賄い切れま

せんので、その分が逆にまた従来どおり市に、

８割までなるかどうかわかりませんが、そうい

った支援を求められる可能性も出てくるのでは

ないかと。その辺につきましては福祉事務所と

いたしまして十分社協と協議しながら解決すべ

き課題かなととらえてございます。 

  もう１点の会費の納入につきましては、社会

福祉協議会は直接銀行振込の形をとっておりま

すので、詳細は把握してございません。トータ

ルで80％ちょっとの納付率ということですが、

ちなみに日本赤十字社につきましては法律の規

定で各市町村がいろんな支援をする定めになっ

てございますので、会費の徴収につきましては

福祉事務所が行っております。各町内で二つの

方法がございまして、直接区長さんなり隣組長

さんが１軒１軒回ってお集めになっている町内

が27でございます。町内会費の中から一括して

お納めいただいている地区が185地区でござい

ます。多分社協も同じ区長さんあるいは隣組長

さん、会計さんがお集めになっていると思いま

すので、大体こういった率とか世帯数について
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は同様の数字かなととらえてございます。 

  以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 銀行振込ですから、そ

れぞれ町内会によって違うのです、パーセンテ

ージが。そういうふうにしてあまねく社会福祉

のために使うボランティア的な収益性のない部

分でしたらば、公平性もある程度、なおかつそ

れぞれの町内会としては大変なウエートを占め

ている状況も把握していただいて、そこの検討

をお願いしたいと思います。 

  最初の話でありますが、先ほど市長から答弁

いただきましたけれども、雇用対策をまず大胆

に進めていきますと、そしてスクール・ニュー

ディール構想のデジタルテレビの充実を図って

いきたいと思っていますという状態にあります

が、まず具体的には市の教育委員会としても要

望されているという状況ですが、デジタルテレ

ビ、小中学校に何台ぐらいやって、どういうふ

うにされようとしているのか、まず１点お伺い

したいことと、先ほど言いましたように、地域

活性化経済対策特例臨時交付金です。これは１

兆円、スクール・ニューディール構想の中に入

っています。これは１年間の限定です、文科省

で。そのほかに新庄市には２億1,000万円入る

んです、今期定例議会の最後にやるでしょうけ

れども。これはまた有効活用できるのです。こ

れと両方を並行して抱き合わせれば、無料で、

市の財政負担何もなしで。教育委員会は市長部

局ですから、とかく金がなくて財政再建大変だ、

こうだ、何かあると必ず新庄市の補助は幾ら出

さなくちゃだめだということで二の足を踏むの

ですけれども、今回に限って、１年間限りです

よ、緊急危機経済ですから。こういう状態にし

てできるのです。これについては速やかに手を

挙げて頑張っていただきたいのはしかりなので

すが、何台、そしてどういうふうにしたいのか

ということをお伺いします。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 それでは、スクール・ニ

ューディール構想への対応ということでお答え

をしたいと思います。 

  今回、スクール・ニューディール構想は、緊

急経済政策の一環であって、文部科学省が平成

18年から進めてまいりましたＩＣＴ新改革戦略

で示した目標値を一挙にクリアできる政策であ

ります。今回、文科省が整備目標として定めて

いますのは、学校にあるすべてのテレビをデジ

タル化すること、校務用のコンピューターを教

員１人１台整備すること、教育用コンピュータ

ーを児童生徒3.6人に１台整備すること、すべ

ての普通教室に校内ＬＡＮを整備するという内

容になっております。本教育委員会としても、

緊急に計画の立案を迫られたわけですけれども、

最大限の対応をさせていただきました。ＩＣＴ

化補助金、地域活性化経済危機対策臨時交付金、

安全安心な学校づくり交付金を活用しながら、

デジタルテレビとコンピューターの整備計画を

立てさせていただきました。 

  まず、デジタルテレビでは、第１番目に、15

ある小中学校の普通教室で地上デジタル放送を

受信できるようなアンテナ及び各教室への配線

工事を計画しました。二つ目としては、全小学

校に１台ずつ50インチ以上の電子黒板機能つき

デジタルテレビを導入することを計画しました。

電子黒板というのは、ＮＨＫの天気予報なんか

で使われる、画面に文字が書ける機能を持った

黒板であります。三つ目としては、全小学校に

現在ある台数を大体反映するような形で、２学

年に１台程度のデジタテレビを導入する計画で

あります。これも50インチ以上のテレビで、電

子黒板機能を後で付加できるような機能になっ

ております。 

  コンピューターでは、全小中学校の普通教室
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に有線と無線を併用しながら校内ＬＡＮの環境

を整備したいと考えています。どこの教室から

でもインターネットに接続できるような体制を

つくっていきたいと考えております。校務用コ

ンピューター、現在は8.3％しか各学校に入っ

ておりませんが、これを教員１人に１台ずつ整

備をして100％の整備率を目指したいと考えて

います。教育用コンピューターですが、各学校

のコンピューター室に生徒用に40台から人数に

応じて30台程度のコンピューターがあるわけで

すが、このほかに全小中学校に教室でグループ

学習に使ったり、教室でインターネット接続が

できるようなノートパソコンを５台１組セット

にして、学校規模によりますが、新庄中学校で

は10台程度配備をしたいと考えております。こ

のような配備計画を今実施しているところです。

御理解をよろしくお願いしたいと思います。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 学校教育課長から、今

までかつてない、こんなにすごいあれだったら

必ずその財政負担はどうなるのかという話にな

ると思いますが、今回の緊急雇用経済臨時交付

金等の二つを掛け合わせれば、ほとんど国の予

算の中でできるということですが、政策経営課

長にお伺いしますが、この部分についての裏負

担、市の負担はありますか、どうですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今、学校教育課長が述

べたデジタルテレビ、授業用、教職員用のパソ

コンの整備につきましては、２分の１が国の特

例交付金、残りにつきましては校内ＬＡＮなど

の共用的な配線につきましては補助残の９割が

また特例交付金で交付されると。また、デジタ

ルテレビとかパソコン、いわゆる本体と言われ

る個々の備品につきましては、今回市に交付さ

れる２億1,000万円の経済危機対策交付金をも

って充てなさいという対応内容になっています。

したがいまして、学校教育課長がお話しした事

業につきましては、これらの特例交付金あるい

は臨時交付金をもって充てて対応したいという

方向で詰めてございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 全くそのとおりであり

まして、スクール・ニューディール構想の中に、

先ほど言いましたように地域活性化経済対策特

例臨時交付金の中で２億1,000万円が新庄市に

入りますけれども、そのほかに文科省で１兆円

出しているんですよ。１年限りの限定なんです。

これもまず手を挙げてみてください。そうする

と、ほとんど、先ほど学校教育課長が言われた

市の負担なくできるはずです。私もこれは確認

しましたから、文科省の方に。ですから、早く

手を挙げないと、こんないい話は、これは先ほ

ども話しましたように、内需拡大と経済波及効

果と地元産業のために、経済の底割れを防ぎた

いという１点からもあるのです。この点をもう

一回確認していただきながら、今の話でもほと

んど95％以上国の負担でできるわけです。まさ

しく21世紀の学校にふさわしい教育環境の場の

整備を図ることができるわけです。これは逆に

言えば、地域が今こういうふうに大変なときだ

からこそ、国が出した政策のメリットなわけで

す。ここで、文科省から出た今の地域活性化経

済対策特例臨時交付金は別枠でというのは御存

じでしたか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 スクール・ニューディ

ール構想、いわゆる低炭素社会をつくりなさい

というような中にスクール・ニューディール構

想が入ってございます。そのお金を使ってそう

いった学校のインフラあるいは通信情報機器設

備に充てなさいというようなことについて、原
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則的なことは承知しておりました。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） いち早く手を打ってい

ただいて、95％以上、市の財政負担なしで今言

った21世紀の学校にふさわしい、とかく市長部

局は何かと財政が大変だということで、改善し

たいなと思いつつもできない状況がこのタイミ

ングでやれるのではないかなと思っております。 

  関連してもう１点、定額給付金、先ほど市長

からも話がありました。半年前にあれほど物議

を醸し、マスコミでは「またばらまき」だとい

う、野党も。それが実際なってみると、プレミ

アム商品券を使ってこれから徐々にその効果が

出てくるのではないかなという状態になってい

るわけでありますが、この点も要旨の中に載せ

たのでありますけれども、先ほど市長から答弁

いただいたので、これに対する波及効果をどう

にらんでいますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 国総額２兆円、ほとん

どの自治体で支給が開始されて、ほとんど終わ

っているところもあると聞いていますけれども、

私ども新庄市におきましては３月27日に送付し

まして、４月17日から交付を開始いたしました。

市内銀行につきましては月２回、郵便局につき

ましては月１回ぐらいのペースでこれまで交付

を行ってまいりました。対象者１万4,000ほど

ありますが、そのうちの１万3,500近い、残り

500程度がまだ未申請となってございます。額

にしまして６億4,000万円のうち６億一、二千

万円ほど既に交付されております。そういった

６億円以上のお金が交付されているということ

で、地域経済の活性化が相当図られているので

はないかということで市長も答弁されました。

どこにどの程度ということについては、まだ追

跡、分析を行っておりませんので詳しくは述べ

られませんが、相当地域経済に大きな影響が出

たのではないかとはとらえています。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） そのとおりなのであっ

て、言っていることとやってしまったことがこ

ろっと変わるのがいろんな部分でおかしな話だ

なと思います。 

  もう１点、先ほどの低炭素、エコカーについ

てでありますが、エコカーも3,500億円の財政

措置が入っていまして、これは環境課に影響す

ると思いますけれども、情報提供ですが、例え

ば委託業者の収集委託車をハイブリッドの車に

かえますと137万5,000円の補助がおりるのです。

この際、こういうすべての部分で130兆円もい

ろんな各課にまたがっていると先ほど話しまし

たけれども、それをそれぞれ各所管の課の中で

言っていただいて、例えば収集の業務に当たっ

ておられる方々が古い車に乗っているようです

けれども、この際ですからこういう補助制度を

使って更改して新しいのにして、それもまた新

庄市の内需拡大にもなる可能性がありますので、

情報として提供して終わらせていただきます。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問申し上げます。 
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  先ほどの金議員のお話を伺いながら思ったこ

となんですけれども、政府の財政対策ですが、

経団連、大企業の要望を全部受け入れる内容で

ありまして、本当に必要としている人への安心

対策となっていない、１年限りのものが多いと

いうことで、これでは財政対策として本当に景

気対策になるのかという疑問があります。財源

を借金に頼り、消費税増税で取り戻すという内

容を含んでおります。ばらまき一瞬、増税一生

では、景気がよくなる保証がないのではないか

と私たちは思うわけであります。 

  さて、本題に入りますが、一つとして、核兵

器廃絶をさせ、憲法９条を守ろうということに

ついてです。 

  アメリカのオバマ大統領が、４月５日、プラ

ハで「核兵器を唯一使用したことのある核保有

国として、アメリカは行動する責任がある。核

のない世界をアメリカが追求していく」と、ア

メリカの大統領として初めての核兵器廃絶の宣

言を行いました。我が党はこれを心から歓迎す

るとともに、志位委員長が核兵器廃絶の１点に

絞って具体的行動を求める手紙を送りました。

その後、５月５日、国連本部で核不拡散条約、

ＮＰＴ再検討会議の準備委員会にオバマ大統領

が異例のメッセージを寄せ、核兵器のない世界

の追求を訴え、アメリカはＮＰＴの約束を果た

すと言明しました。そして、５月16日に我が党

に対してアメリカ政府から返事の手紙が届きま

した。アメリカ政府か我が党に返事が来るのは

初めてのことで、オバマ大統領の核兵器廃絶に

対する真剣さと熱意を示すものだと思います。 

  実は、核兵器廃絶と日本国憲法９条は深い関

係があります。かつて広島、長崎への原爆投下

によって20万人を超える無辜の人々の命が一瞬

にして奪われ、幾世代にもわたる言語に絶する

犠牲をこうむりました。この地獄を二度と繰り

返してはならないという強い思いが私たちに憲

法９条という宝を生み出しました。日本国憲法

が公布されたとき、内閣が発行した「新憲法の

解説」という冊子があります。その中で、憲法

９条の意義について次のように述べています。

「原子爆弾の出現によって、文明が戦争を抹殺

しなければ、やがて戦争が文明を抹殺する。恐

るべき現実が目の前に生まれたことを自覚し、

文明の力によって戦争を放棄し、陸海空軍の一

切の戦略を放棄しよう。それを世界に先駆けて

実行しよう」というすばらしい内容が書いてあ

ります。こうして生まれたのが憲法９条です。

今こそ憲法９条を守り、核兵器廃絶の国際条約

締結へ政府の具体的な努力を求める取り組みを

求めていこうではありませんか。そして、新庄

市として「平和都市宣言」から「非核平和都市

宣言」へとし、核兵器廃絶の意思をより明確に

打ち出してはいかがでしょうか。 

  ２番目に、景気・雇用対策についてです。 

  厚生労働省によれば、昨年10月からことし６

月まで、山形県は5,524人の雇いどめとなって

おります。有効求人倍率は５月初めで0.37、新

庄市の状況はいかがでしょうか。 

  ②として、市内の会社への労働者の雇いどめ

や解雇をやめるよう直接指導すべきではないで

しょうか。市内Ａ社では、５年を超えて派遣社

員として働いてきた労働者を契約期間が切れた

として雇いどめしました。労働者派遣法では、

３年を超えて同じ会社で働かせるとき、直接雇

用の義務があることを明記しています。Ａ社は

この法律に違反を繰り返し、派遣切りを行って

います。この人は雇いとめではなく、正社員と

して雇用されるべきだったと思います。さらに

Ａ社は、３月末、正社員の希望退職を募り、約

50名を解雇しました。しかし、労働者からは、

希望退職ではなく、退職強要の個別面接があっ

たことを私たちに告発しております。また、Ｂ

社では、正社員中10名を呼び出し、他県への異

動を提示し、できない人は退職せざるを得なく

させられ、９名が退職しました。正規労働者に
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も退職強要が行われています。労働者の自由な

意思決定を妨げる退職強要は、最高裁の1980年

の判決で違法な権利侵害とされています。労働

法違反の派遣切りや退職強要は直ちにやめさせ

るべきではないでしょうか。市内の誘致された

会社の多くは、これまで多くの市の補助を受け

てきました。中核工業団地の立地補助として、

土地、建物、設備に対して最大で約20％の補助

金を受け取り、さらに固定資産税を３年間免除

されてきました。市民の血税を投入してきた立

場から雇用を守っていただきたいと、指導して

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  ③として、市報に労働者保護の最低限のルー

ル、例えば雇用保険を掛けるとかがあることを

載せて、市民に徹底していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。Ｃさんは派遣労働者

としてこのたび派遣切りに遭いました。ところ

が、失業保険が出ない。雇用保険が払われてい

ませんでした。同じ職場で同じ仕事を何年も続

けてきたのに、派遣会社名が次々と変えられた

からです。雇用保険を掛けるという労働者を守

る最低限のセーフティネットがなかったのです。

労働者保護の最低限のルールとして、一つは雇

用保険を掛ける、二つ目は３年を超えて同じ職

場で働く派遣労働者は直接雇用にしなければな

らない、三つ目は退職強要は違法である、こう

したことを市報で市民にお知らせしていただき

たいのですが、いかがでしょうか。 

  ④として、雇用の拡大のために、学校図書支

援員を１校に１人配置し、生活道路への補助を

大幅にふやし、公共施設などの修繕、火災報知

機の設置補助、保育所の待機児童をなくすため

の増設、住宅リフォームへの助成を行ってはい

かがでしょうか。学校図書館に常に人を配置す

ることによって、生徒にも先生方にも図書館を

活用する教育が進むと思うのです。 

  ⑤として、低所得に苦しむ市民の応援のため

に、私立高校生への授業料援助制度の復活と医

療費支援（県立病院での無料・低額診療事業の

実施）の措置の検討はいかがでしょうか。 

  親の失業や病気のために、「夫婦離婚か」「子

供の高校入学断念か」「自殺しなければならな

いか」などと言って泣き叫び苦しんでいる世帯

が、市や社会福祉協議会や民生委員の方からの

さまざまな援助を受け、高校を続け、一家とし

て何とか生きられると喜んでおられます。高校

や大学の学費を無償化するのが世界の流れであ

り、国民の要求です。私たちは無償化のために

奮闘いたします。08年度の私立高校の世帯収入

別初年度納入実績、これは全国私教連がさまざ

まな資料を集めてつくったものですが、それに

よりますと、山形県の初年度納入金は、私立の

場合ですが、平均約61万円です。うち生活保護

世帯への助成を引いてみると、本人の負担額は

約19万円です。住民税所得割非課税世帯では助

成額を引いても本人負担は約52万円も納入しな

ければなりません。郡内の高校に授業料免除状

況などについてお聞きをしたときに、特に私立

高校生が厳しい状況に置かれておりました。経

済的理由などで中途退学が出てしまったのも私

立高校生でありました。私立高校でした。新庄

市で行ってきた私立高校生への独自補助を復活

して、市報などで高校進学を援助する融資制度

などを市民にお知らせしていただきたいと、関

係者からの切実な願いが私どもに寄せられまし

た。市長のお考えはいかがでしょうか。 

  また、医療費負担が心配で医者に行かないで

我慢し、悪化する傾向が強まっています。失業

から自殺願望のうつ状態になってしまったＡさ

んは、お金がないからと言って通院を拒否して

いました。しかし、病院と市の担当者のおかげ

で減額の制度の手続がすぐにできて、薬を飲む

ようになって明るい表情を取り戻しました。医

療費負担原則３割、高齢者１割という世界から

見て異常に高い医療費の窓口負担ができないた

めに受診抑制が広がり、患者になれない病人が
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急増しております。社会福祉法第２条第３項第

９号では、低所得者、ホームレス、ＤＶ被害者、

人身取引被害者など、生活困窮者に対する無

料・低額診療事業が制度化され、その届け出を

行った医療機関は患者負担分の医療費を減額し

たり免除したりできることになっています。現

在、県内で二つの病院が実施しています。日本

共産党が国会で制度の拡大を求め、政府は拡大

を認める立場に変わってきました。それを受け、

ことしから庄内医療生協が実施の届け出を行い

ました。県内で最も低収入に苦しむ新庄最上地

域です。住民のために、公立病院である県立病

院での無料・低額診療事業の実施を検討するよ

う働きかけていただきたいのですが、いかがで

しょうか。 

  次に、介護保険の改善が必要ではないかとい

うことについてです。 

  ①として、介護職員の待遇改善が必要ではな

いでしょうか。報酬が低過ぎるために、低賃金

で安定して働けない状況を改善する新庄市の手

だてが独自に必要ではないでしょうか。また、

国に対して要望すべきと思いますが、いかがで

しょうか。 

  ②として、報酬増が今行われてきております

が、これで利用料が上がり、十分な介護サービ

スを受けられない人が相当いるのではないでし

ょうか。認定制度が新しくなり、介護度が下が

ったり、自立と認定されてしまった人がどれく

らいいらっしゃるでしょうか、市の実態はいか

がでしょうか。国の介護保険への負担をふやす

などの改善を求めるべきではないでしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の質問にお答

えさせていただきます。 

  核兵器を廃絶させ、憲法９条を守ろうという

ことでの御質問でありますが、核兵器の廃絶は

言うまでもなく国際社会における恒久の願いで

あり、世界で唯一の被爆国である日本にとりま

しては他の国以上に強く訴えるものであります。 

  このような中、去る５月25日、北朝鮮で行わ

れた核実験については、世界各国が北朝鮮の行

動を強く非難し、新たな国連決議の採択に向け

た動きになっておりますが、この件に関しても

日本政府はいち早く安全保障理事会の緊急会議

を開催するよう国連に要請しました。このよう

に、核兵器廃絶につきましては政府において国

際法にのっとり今後も進められると理解してお

りますので、これからもその動きを注視してま

いりたいと考えております。 

  次に、非核平和都市宣言として核兵器廃絶の

意思をより明確に打ち出してはという御意見で

ありますが、議員御承知のとおり、昭和59年に

制定いたしました平和都市宣言は、核兵器の廃

絶を強く訴え、永遠の平和と明るいあすの世界

の実現をこいねがったものであります。本市と

しましては、この平和都市宣言の理念に基づき、

世界の恒久平和と核兵器の廃絶に向けて新庄市

平和都市宣言推進会議を中心に今後も取り組ん

でまいりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

  次に、景気・雇用対策についてでありますが、

米国の金融不安に端を発した世界同時不況は、

国内の景気・雇用に大きな影響を与えておりま

す。本市におきましても、製造業を中心に著し

い生産の減少に伴い離職を余儀なくされる方が

おられる現状であります。新庄公共職業安定所

管内における４月末の有効求人倍率は0.30倍と

厳しい雇用環境となっております。４月の離職

者は716名、そのうち約75％の498名が事業主の

都合によるものであります。４月に実施した市

内主要製造業の企業に対してのアンケートでは、
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多くの企業において親会社や取引先企業の生産

調整のため生産数量や売上高が前年に比べ大幅

に減少しているという結果が出ており、事業主

においては雇用を維持することが困難である模

様であります。一方、５月に入り、製造業にお

ける求人数が増加してきており、工場の稼働日

数もふえつつある企業が出始めてきております。

また、業況が好転する見込みを示している企業

もあります。 

  労働者の雇いどめ、解雇の問題ですが、雇用

面での中小企業に対する支援策として、雇用を

維持しながら教育訓練等をさせる場合に活用で

きる雇用調整助成金制度があり、この制度を利

用しながら雇用維持に努めている企業もあり、

企業からこの制度は非常に有効な活用だという

ことで喜ばれているところであります。今後も

市内企業への同制度の情報提供を行うなどして

雇用の維持が図られるよう市としても取り組ん

でまいりたいと思っております。 

  また、厚生労働省の委託事業である地域雇用

創造推進事業を７月から実施いたします。最上

総合支庁、最上８市町村、商工団体と連携し、

当地域での雇用の創出を図ってまいりますので、

よろしくお願いします。 

  労働保険、最低賃金等については、従来より

市報による周知を図っておりますが、今後とも

関係機関と連携しながら情報の提供と労働者保

護に努めてまいりたいと思います。 

  また、同じ景気雇用対策の中の国の補正予算

活用による景気対策ですが、景気や雇用の悪化

を受け、国は昨年度、二度にわたる補正予算を

編成しましたが、経済危機対策と銘打ち、今年

度はさらに過去最大の補正予算を編成しました。

国の補正予算成立を受け、市も公共事業を最大

限受け入れるとともに、経済危機対策臨時交付

金を活用した多方面に及ぶきめの細かい対応を

実施したいと考えております。基本的な方向性

としましては、安全安心の実現、子育ての充実、

未来への投資などに力点を置いた補正予算を編

成したいと考えており、既に各課には経済危機

対策の内容を周知しているところであります。

今後の事業につきまして、現時点では言及でき

ませんが、御質問にありました学校図書支援員

の配置は緊急雇用対策として４月専決で予算化

しているものもございますので、御承知おき願

いたいと思います。 

  所得の低い方々への支援につきましては、具

体的支援策の御質問がございましたが、景気停

滞による人員整理を余儀なくされた方が多数お

り、深刻な状況にあると認識しております。御

質問の支援策は、経済危機対策としての一過性

の対策ではございませんので、諸制度との関連

や市の施策との整合性についても考え合わせて

検討してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  次に、介護保険の改善が必要と思うが、いか

がかという御質問でありますが、介護職員の報

酬につきましては、本年４月に介護報酬の改定

があり、介護職員の処遇改善を目的として介護

サービス全体で３％の報酬アップが図られたこ

とは御存じのとおりであります。国におきまし

ては、さらに追加の経済危機対策として介護職

員処遇改善交付金を本年10月から実施する予定

になっております。厚生労働省の通知によりま

すと、４月の介護報酬改定による介護職員の処

遇改善に加えて、他の業種との賃金格差をさら

に縮め、安定した雇用の場として確立されるよ

うに、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ

資金交付を行うものとなっております。これに

より、試算では常勤換算で介護職員１人当たり

月額１万5,000円の賃上げに相当する額が交付

されるとのことであります。介護分野での経済

危機対策では、そのほかにも介護職員の研修支

援や養成など処遇改善や人材確保、基盤整備に

よる雇用機会の創出などが盛り込まれており、

その効果に期待するものであります。山形県に
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おいては、介護制度に精通している市町村担当

者で構成する高齢者介護研究会を設置しており

まして、この中で介護についての問題点などを

研究し、必要に応じて国に要望しておりますの

で、今後とも本組織を通して運動を行ってまい

りたいと思います。 

  さらに、本年４月の３％の介護報酬改定につ

きましては、一律ではなく、基準額に換算する

項目がふえたということで、加算を選択するか

どうかは事業者の判断によっております。事業

者によっては利用者負担を考え加算しないとこ

ろもありますが、加算をする事業者については

利用者負担が上がることになります。加算をす

る場合には事業者から利用者に対して十分な説

明を行っておりますし、総体的なサービス提供

の量につきましてもケアマネジャーが調整を行

っていることから、極端にサービス提供が少な

くなるということは生じておりません。 

  要介護認定の方法の見直しでございますが、

本年の４月申請分から新しい認定方法で審査を

しております。新方式での審査の場合、一部で

前回の要介護度よりも低く認定されるのではな

いかという懸念がありましたが、本市におきま

しては前回より極端に低い要介護度となるケー

スは見受けられません。また、これに関しまし

ては４月17日付で厚生労働省から「要介護認定

等の方法の見直しに伴う経過措置について」と

いう通知があり、これは新方式で審査して結果

が前回と要介護度が異なった場合には利用者の

希望により前回の要介護度に戻すというもので

あります。これを受けまして、本市では利用者

に事前に希望調査を実施し、要介護認定を行っ

ておりますので、実際には新方式によって介護

度が下がった利用者はおりません。 

  以上、壇上からの答弁を終わらせていただき

ます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 最初に、非核平和都市

宣言についてなんですが、市長からは「非核」

の冠をつけることについては考えていない答弁

だったように思います。平和都市宣言の内容を

見るときに、市長がおっしゃるとおり、核兵器

廃絶を強くうたった内容となっておりまして、

まさにすばらしい内容だなと思います。そして、

さらに今世界で、オバマさんもおっしゃってい

るように、核兵器廃絶に向けて動き出そうとい

う大きな前進の時代に入ってきているわけであ

りますので、新庄市として「非核」という言葉

を前につけることによって、さらにその思いを

はっきり打ち出すことになると思うんですが、

どうでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 佐藤議員は宣言文をよく御承

知かと思いますけれども、170字ほどの短い宣

言文でありますが、このうちの半分以上が核兵

器廃絶を直接的に訴える内容となっておりまし

て、内容的には核兵器にかなり焦点を合わせた

ものになっております。宣言の際にいろいろ議

論になったかと思うんですけれども、内容が十

分に核兵器廃絶を求める内容となっております

ので、あえて名称を変える必要はないと、中身

が問題だろうと思っておりますので、名称につ

いては今のまま「非核平和都市宣言」でいきた

いと考えております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） わかりました。 

  次に、労働者を守るためにですけれども、さ

っき提案した、雇用保険を掛ける、３年を超え

て同じ職場で働く派遣労働者は直接雇用にしな

ければならない、これは法律のことです、また

退職強要は違法である、こういったことと、さ

らに、失業中の方が今非常に多くなっておりま

すが、職業訓練を受けられるし、10万円余りの
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手当も受けられるということもお知らせして、

今必要である、あるいはそういう状態に置かれ

る方々に、市民に必要な情報として市民の生活

を守る立場から教えていただきたいと思うんで

すが、お知らせしていただきたいんですが、い

かがでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 違法行為につきましては、

私どもはまだそういった事例を確認してござい

ません。もしそういう事例がございましたら、

関係の方々と相談申し上げて、市でできること

を対処してまいりたいと思います。 

  広報の件でございますけれども、いろんな方

法がございますが、現在月１回、最低月１回な

んですが、新庄市報をお届けしてございます。

そういった際にいろんな情報等を御提示申し上

げて、お話しさせていただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いします。 

  それから、雇用拡大について、先ほど市長か

ら図書支援員は４月に専決しているということ

で、私も３月議会での予算で全校に配置された

と受け取っておりましたが、実際なってみまし

たら３校を１人で受け持ったり、２校を１人で

受け持ったりという形で、全部で10人になって

いるようでした。学校図書館一つ一つに人を配

置するということは、学校の図書館活用教育と

いうことが先生方にも生徒にもできるというの

が、そういう点から考えたときに、１校に１人

必要なのではないかと思うんですが、どうでし

ょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 各校１人の学校図書館員

の配置という御提案、まことにありがとうござ

います。学校図書館員は、昨年度まで国庫補助

事業として北部５校に３年間１人ずつ配置させ

ていただきまして、児童生徒の本の貸し出しの

冊数の飛躍的な増加など大きな成果がありまし

た。佐藤議員にはそのことを御承知の上での御

発言ということで、感謝申し上げます。今年度

は、ふるさと雇用再生特別基金事業の補助事業

を利用して15校に10名を配置させていただきま

した。御指摘のとおり、１人で３校を担当する

という部分もあります。しかしながら、この事

業は10分の10の国庫補助事業としてスタートし

ていることもありまして、３年間はとりあえず

この枠組みの中で実情に合わせて配置を変えな

がら充実を図っていきたいと考えております。

御理解のほどよろしくお願いします。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） このたびの国の補正の

一番の趣旨は雇用創出だと思うんです。仕事が

なくておられる方々に、人手のかかる仕事をよ

り多く自治体からつくっていくことをねらいと

して、自治体でなくても、あるいは民間でも、

それを自治体が音頭をとってやろうというのも

大きな内容になっておりますし、その中の一つ

として、先ほど課長もおっしゃられたように１

校に１人配置されることによって、生徒一人一

人の顔、先生が必要としているものすべてを図

書館に配置された方が日々つき合うことで把握

して、それに合ったものを提供できる状態にあ

ったからこそ喜ばれたと思うんです。それが朝

から晩まででなく、言ってみれば本の整理程度

にしか行けないぐらいの配置の人数では、本当

に学校図書館を活用することが徹底できない残

念な中身でないかなと思いますので、雇用創出

というせっかくの今の予算が配置されているわ

けですから、それを使ってやっていいのではな

いかと思うんですが、これはどうでしょうか。

政策経営でしょうか、いかがでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 
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平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 国の追加の措置等で使え

るものがあれば頑張っていきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） よろしく御検討をお願

いしたいと思います。 

  それから、私立高校生の市独自補助は、かつ

て市でもやっておりました。これが財政再建と

いうことで、なくなったと言われたわけなんで

すが、私自身うっかりしていたということで大

変反省させられたんですが、そのときかつて市

の負担は年間どのぐらいだったかということが

わかるでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 大分以前の話ということ

で、私どもでは承知しておりません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） これは私立高校の関係

者の方から、保護者の方からの請願がありまし

て、自治体独自での私立高校生の補助をしてく

れという請願が当時の文教厚生常任委員会にか

けられて採択になり、それを受けて市は、１人

ずつにすればわずかな金額だったようにも思い

ますが、それを申請によって出してきた。これ

が16年度で切れてしまったと伺っております。

特に去年、ことしと大変な恐慌とも言われるぐ

らい仕事が厳しい、ないような状況の中で、特

に私立高校生の負担が大きくて、さまざまな補

助があっても収入の少ない家庭にとっては大変

な重いものがあって、払うのに難儀していらっ

しゃる方が多いわけなんです。それを市で、国

から補助がたくさん来るわけでありますから、

今までは金がなくてということが言えたわけな

んですが、あると、はっきり言って。２億円も

来ると金議員も教えてくださったわけですから、

そういう本当に困った方に市として独自補助を

復活させる、これこそ本当に一番大事なところ

に使うお金として、子供の未来をつくるお金と

して、新庄市の未来をつくるお金として、市長

も未来、未来と言っているわけですから、考え

ていただけないでしょうか、いかがでしょうか。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 先ほど市長の答弁にもありまし

たように、この件に関しましては経済危機対策

としての一過性の問題ではないと思いますので、

これについては諸制度等関連の市の施策等々の

整合性を図りながら、教育委員会としても財政

再建計画の中でできる限りのことを検討してい

きたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ぜひ検討して、いい方

向に持っていっていただきたいと思います。 

  これに関係してですけれども、経済的理由で

高校を退学することなどのないように、高校進

学を援助する融資制度があることをこれも市報

などでお知らせしていただきたいと私立高校関

係者から要望があったんですが、それはどうで

しょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 社会福祉協議会の制度

の中に就学資金という制度があります。これら

を使っていろいろ利用されている方は今のとこ

ろ少ないとお聞きします。知らないということ

が多いようでありますので、周知できるよう努

めてまいりたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 次に、医療費関係のこ

とですけれども、我慢に我慢を重ね、相当重篤

になってから駆け込み、受診直後に死亡したり、
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命をとりとめても高額な医療費になってしまう。

もともと医療費の負担能力のない人々の場合、

本人の負担分は病院の未収金となってしまうわ

けです。この点で、県立病院の未収金が20年度

とか19年度はどのぐらいになっているか、お調

べであればお願いいたします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今の御質問なんでございます

けれども、県立新庄病院では公表されていると

いうことなので、概算でしか把握できないとい

うことで、累積の未収金については約１億円ち

ょっと超えているということでありました。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 厚生労働省の諮問機関

であります医療機関の未収金問題に関する検討

会の報告によりますと、近年、医療機関の回収

不能未収金は１病院で平均670万円、３年間通

算で1,300万円に上っているということで、最

大の原因は生活困窮であるとしております。こ

れを発生させない有効策は未然防止策の強化で

あると結論づけているわけです。そこで、県立

病院の未収金の未然防止策として、無料・低額

診療制度などの導入ですが、提案していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 無料・低額診療の件に関して

は社会福祉法に基づいた事業でございまして、

今現在、山形県内で実施している診療機関は３

病院あるわけでございますけれども、いずれも

社会福祉法人の事業ということでありまして、

公立病院で実施できるという法体系にはなって

いないと思います。また、県立病院に対して要

望してくださいということでございますけれど

も、軽々にそういった要望におこたえすること

はできませんけれども、未収金については病院

経営に少なからず影響が出ると思われ、ひいて

は地域医療についても波及してくると思われま

すので、この辺については私も非常に懸念して

いるところでございます。しかしながら、組織

として未収金対策も県立病院は行っております

ので、私どもとしてはそれよりも国保税の滞納

対策の方が重要であると感じているところでご

ざいます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 公立では実施できない

というお話でありました。しかし、ちょっと言

わせていただきたいんですけれども、払えない

人がいるということなんです。全国の総世帯数

に対する生活保護世帯割合というのが2.4％程

度だと言われております。新庄市では全国平均

よりも割合が低いと思います。現実の生活が生

活保護以下でも耐えている世帯が少なくないと

思います。また、未収金を持つ病院の経営圧迫

だけでなくて、未払金を抱えている患者の命に

も影響を及ぼしています。その患者の多くが病

院に申しわけないという気持ちから病院の玄関

をくぐることができなくて、治療中断になって

いたということです。これは2008年の調査で、

全日本民医連加盟の医療法人が報告しておりま

す。本来、生活困窮者の医療保障は生活保護や

国保法第44条の定めに基づいて国や自治体の責

任と財政負担によって実施されるべきではない

でしょうか。高知市では2005年から、仙台市は

2004年10月から国保医療費窓口負担の減免措置

を実施しています。失業などで収入が著しく減

少している市民のために、新庄市としても検討

していくべきではないかと思いますが、どうで

しょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 一部負担金の減免につきまし
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ては、議員においては前から御質問ございまし

て、この減免制度については税の減免制度とは

違って、特別の理由がある場合に減免すること

ができるということで、国民健康保険法第44条

並びに国民健康保険条例の規則にも規定してお

ります。ただ、特別の理由というのはかなり厳

格に解しておりまして、主には天変地異の事由

があった場合のみ減免できるという規定になっ

ておりまして、近年、私が担当してからはそう

いった減免措置は行っておりません。ただ、こ

れは一過性のものであって、いつ緊急雇用対策

などで好転するかわからないし、その辺につい

てはその時々の状況によって違ってくるものだ

と感じております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 特別の理由があるとき

減免ができるという法律になっておりまして、

主に災害のみだというお話でありましたけれど

も、高知市や仙台市などの例を見ますと、災害

及び近年の失業など、事業をやめたとか、そう

いったことで収入が極端に減った場合など、少

なくて無理だろうということでやっていると伺

っております。これは国保税の減免などでも、

そういう税の減免の中でもそういうことが認め

られておりますし、資格証発行に至る滞納処理

の問題についても、特別な事情など、やはり収

入が余りにも少なくなっているということを認

めるということになっているわけで、そういう

ことが本当は医療費の窓口負担についても考え

られるべきではないかと思うんですが、お考え

はいかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 この点につきましては、税に

ついては議員のおっしゃるとおり税務課等で減

免制度を適用しておりますし、ただ、窓口負担

は医療機関での問題でありまして、その医療機

関との連携で、確かに議員おっしゃるとおり天

変地異の理由だけではございません。そのほか

にも規定はしておりますけれども、これはする

ことができるということなので、現在の我が市

の健康保険財政、今年度もおおむね6,000万円

ぐらいの実質赤字になると予想していますけれ

ども、そういった状況ではその制度まで踏み込

んでやるという考え方は持っておりません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） わかりました。この医

療問題についても、このたびの国の補正という

のは莫大なお金を使っていながら、本当に必要

な医療を受けられなくて苦しんでいる人たちに

対しては手だてがない。本当はここの改善が必

要なところなのに、なしに、テレビとか自動車

とかの大手の企業向けになってしまっていると

いうところに、国民が一番望んでいるところの

社会保障の改善に手をつけないまま、ばらまき

で終わってしまって、増税でという、こういう

問題のある補正予算になっているんじゃないか

なと私は思うわけです。 

  次に、介護保険についてお聞きしたいと思い

ます。 

  政府、厚生労働省は、４月実施の新しい介護

認定制度で要介護度が変わった場合、希望で従

来の要介護度を継続できる経過措置をつくった

ということでした。ところが、従来の要介護度

を希望した場合、新制度による判定結果につい

て利用者に知らせないことを基本方針にしてい

ると伺っておりますが、どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 質問の中身がよく理解で

きなかったんですが、新庄市における通知の方

法につきましてはこのようなことになっており

ます。例えば、更新前は要介護３、今回更新時

に要介護２に下がったと。ただ、本人から更新
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時にもし介護度に変更があった場合、上がって

も下がってもですけれども、「私は介護度を希

望しません」という申し出を受けておった場合

には、たとえ判定で要介護２が出ても本人には

要介護３という通知を差し上げております。判

定結果で２と出たけれども、申し出により３で

すよという内容の通知は行ってございません。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今の話、つまりは新認

定で介護度２になったことを本人に知らせない

という中身になっているようです。しかし、今

回の経過措置は新制度の検証が終了するまでの

措置だということで、検証するときに本人たち

は介護度２が正しかったのか介護度３が正しか

ったのか、認定のあり方が軽くなる方法で本当

によかったのか検証できないことになってしま

います。実際、厚生労働省には両方を知らせて

やると伺っております。これでは情報を厚生労

働省だけが握ったまま検証させないことになっ

てしまうのではないかと思うんですが、御意見

はいかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 先ほど私が申し上げたの

は、個人に対する通知でございます。県を通じ

た厚労省に対する通知は、総数を報告してござ

います。個々については行っておりません。 

  以上です。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 先ほどの答弁の中で誤りがご

ざいましたので、訂正させてください。 

  佐藤議員から平和都市宣言について御質問が

あって、私、従来どおり「非核平和都市宣言」

でいきたいと答弁してしまいましたが、今の名

前が「平和都市宣言」ですので、従来どおり

「平和都市宣言」でいきたいということに訂正

させてください。済みませんでした。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

  あす10日から15日までの本会議を休会したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

10日から15日まで本会議を休会し、16日午前10

時から本会議を開きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時４９分 散会 
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平成２１年６月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２１年６月１６日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 星 川 俊 也  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  神 室 荘 長 信 夫 友 子 

水 道 課 長 小 野 善 次  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 
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監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２１年６月１６日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第 １ 請願第６号「非核日本宣言」を求める意見書採択についての請願 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 

日程第 ２ 請願第７号教育予算の拡充を求める請願 

 

   （産業建設常任委員長報告） 

日程第 ３ 請願第３号ＪＲ不採用問題の早期解決を求める請願 

日程第 ４ 請願第４号農地法の「改正」に反対する請願 

日程第 ５ 請願第５号政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて、２０万トン規模の政府米買い入れを

求める請願 

 

日程第 ６ 議案第４０号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議案第４１号平成２１年度新庄市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第 ８ 議案第４２号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ９ 議案第４３号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１０ 議会案第４号「非核日本宣言」を求める意見書の提出について 

日程第１１ 決議案第１号北朝鮮による核実験に抗議する決議について 

日程第１２ 議会案第５号教育予算の拡充を求める意見書の提出について 

日程第１３ 議会案第６号ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書の提出について 

日程第１４ 議会案第７号農地法の「改正」に反対する意見書の提出について 

日程第１５ 議会案第８号政府が自ら定めた備蓄ルールに基づいて、２０万トン規模の政府米買い入れ

を求める意見書の提出について 
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日程第１６ 議員派遣の件 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  なお、会計管理者兼会計課長は、都合により

欠席となります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第１請願第６号「非核日本宣

言」を求める意見書採択についての請願を議題

といたします。 

  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めま

す。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。 

  総務常任委員長の報告を行いたいと思います。 

  今期定例会で当委員会に付託されました案件

は、請願第６号「非核日本宣言」を求める意見

書採択についての請願１件であります。 

  審査のため、６月10日午前10時より議員協議

会室において委員６名出席のもと、総務課職員

の出席を求め審査を行いました。 

  審査に入り、委員から、日本は非核三原則を

もってこれまで核廃絶に向けた行動をしており、

ここで改めて宣言する必要があるのか疑問だ。

また北朝鮮による核実験を注目すべきであり、

山形県議会においてもこれに抗議する決議が行

われた。市議会としても同様の決議を行うこと

によってこの請願の願意を含むことになり、採

択の必要はないとの意見がありました。また、

総務課に対し、これまで国による非核宣言の例

があるのかとの質問があり、国会決議としてあ

るかもしれないが、宣言としては聞いたことが

ないとの答弁でありました。また、本市の平和

都市宣言に非核がうたわれているかとの質問に、

核廃絶がうたわれているとして同宣言文の朗読

がありました。 

  委員より、この請願を採択しても何ら支障が

ないと考えるが、請願本文中に「参考文別紙」

と表記していることについて、意見書は常任委

員会がみずからの発言により提出するものであ

るということを考慮すると疑問であること、さ

らに、この「参考」と表記される意見書案が請

願本文とともに提出されておらず、この請願が

意見書採択にその願意があるとすることから考

えれば、この参考の意見書を見た上で判断をす

るべきとの意見があり、委員会を休憩の上、参

考文の存否について請願者に確認をし、急遽そ

の送付を受けた次第であります。意見書の参考

文を委員会において確認した後、委員からは、

採択しても何ら支障がないとの意見が出され、

また、この請願審査に当たり、本文中「参考文

別紙」として意見書の参考文のあることを明示

しながらその参考文が提出されないことは不適

切であり、審査に必要のない時間を浪費した。

この点は今後請願を紹介する議員各位が十二分

に留意する必要がある旨を総務常任委員会の審

査経過として本会議に報告することとした上で

採決を行った結果、請願第６号は全員異議なく

採択すべきものと決しました。 

  以上、総務常任委員会の審査の経過と結果に

ついて報告いたします。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより請願第６号を採決いたします。 

  請願第６号「非核日本宣言」を求める意見書

採択についての請願は、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第６号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第２請願第７号教育予算の拡

充を求める請願を議題といたします。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。私から文教厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、請願第７

号教育予算の拡充を求める請願１件であります。 

  当委員会は、６月11日議員協議会室において

午前10時から開会の予定でしたが、委員の参集

がおくれたため、臨時委員長において開会の時

刻を午前10時30分に変更し、紹介議員、教育委

員会職員の出席を求め審査を行いました。紹介

議員からの請願趣旨の説明では、不況の影響で

家計の問題等の理由から学校に行けない状況が

出てきている。義務教育費国庫負担金の負担割

合が２分の１から３分の１に縮小されたことに

より、自治体の教育予算の確保が危ぶまれてい

るといった説明がありました。 

  審査に入り、委員から、請願事項第５項に教

職員給与の財源を充実することとあるが、これ

は人材確保のため給与の充実を指しているのか

との質問があり、紹介議員から、非常勤で採用

するのではなく、本務者、いわゆる常勤で採用

し、人材を確保してほしいという意味ですとの

説明でした。 

  委員から、教職員の給与の削減状況について

の質問があり、学校教育課から、教職員の給与

は一般行政職と同様に削減されているとの説明

でした。また、少人数学級との関係についての

質問があり、学校教育課から、山形県が進めて

いるさんさんプランは、県の独自予算で実施し

ているもので、中学３年まで拡大する予定とな

っています。県としては、国庫負担の割合が３

分の１から２分の１になれば、ゆとりを持って

実施できると思われますとの説明でした。 

  その他質疑がありましたが、採決の結果、全

員異議なく採択すべきものと決しました。 

  以上で文教厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

らせていただきます。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ
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れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより請願第７号を採決いたします。 

  請願第７号教育予算の拡充を求める請願は、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第７号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第３請願第３号ＪＲ不採用問

題の早期解決を求める請願から日程第５請願第

５号政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて、

20万トン規模の政府米買い入れを求める請願ま

での３件を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。ただいまから産業建設常任委員会の審査の

経過と結果について御報告いたします。 

  本定例会において当委員会に付託された案件

は、請願３件であります。 

  ６月10日午後１時30分より市役所３階議員協

議会室において、委員６名全員、また商工観光

課、農林課、農業委員会より関係職員の出席を

求め審査を実施いたしました。初めに、請願者、

紹介議員に出席をいただき協議会を開催し、質

疑を交わした後、改めて委員会に切りかえ、協

議会での内容を踏まえた上で審査を行いました。 

  まず、請願第３号ＪＲ不採用問題の早期解決

を求める請願についてです。 

  委員から、現在も派遣切り問題などあるわけ

だが、この当時は派遣制度はなく、労働者の地

位を守るということで、それぞれの会社組織が

労使の条件を決めていた。国鉄の分割民営化で

ＪＲに移行するに当たり、当時の政府答弁に

「１人の職員も路頭に迷わせない」との附帯決

議があったにもかかわらず不採用となった

1,000人以上の方々が、21年もの長い間、苦し

い生活を強いられてきたことを思うと、速やか

に現実的な問題解決が必要、請願の趣旨を酌ん

で一日も早い解決を願うという意見、ほかの委

員からも最高裁での和解勧告もあることで、人

道的にも早く解決するよう働きかけた方がよい

との意見が出されました。採決の結果、全員異

議なく採択すべきものと決しました。 

  次に、請願第４号農地法の「改正」に反対す

る請願についてです。 

  委員から、改正については地域との調和に配

慮されずに大企業が農地を所有することになる

のではないか心配だという不安はわかるが、農

業委員会での判断はどうなのかという質問があ

り、農業委員会から経過と内容の説明がありま

した。昨年12月に農水省より農地改革プランが

示され、それに基づいて法改正への動きとなっ

たこと、山形県農業会議農地組織問題小委員会

での意見集約によれば、農地の確保ということ

では転用規制の強化や罰則の強化には基本的に

賛成するものの、農地の有効利用の項目で賃貸

の促進ということでは小作地所有制限を廃止し

て幾らでも制限なく貸し借りが可能とすること

には、従来耕作者主義を貫いてきた農地法の一

番のネックであり反対であること、これについ

ては農業経営強化基盤法で対応が可能であり、

農地法を改正する必要がないこと、また長期賃

貸借の創設ということでは現在の最長20年を50

年可能とすることにも現場の農業者は望んでい

ないということで反対、また現在３年ごとに見
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直しをかけている貸借における標準小作料制度

があり、全国各地域の実情に応じて設定、実施

されているが、これを廃止することについては

標準を示す根幹だけに残した方がよいという附

帯意見、さらに一般企業の農業産業については

所有権にまで移行しないよう歯どめが必要であ

ること、改正案の中には一部賛成の項目もある

ものの、総じて反対であることが説明されまし

た。また、新庄市の農業委員会の見解はとの質

問には、県の農業会議に意見を上げる過程で項

目の部分的なものへの賛成・反対及び意見書を

添えていること、山形県農業会議の小委員会の

集約結果と見解は同じであるということの説明

がありました。 

  その他さしたる質疑はなく、採決の結果、請

願第４号は全員異議なく採択すべきものと決し

ました。 

  次に、請願第５号政府が自ら決めた備蓄ルー

ルに基づいて、20万トン規模の政府米買い入れ

を求める請願についてです。 

  委員から、備蓄ルールについての質問があり、

農林課より、国が行う備蓄については、米穀生

産量の減少により供給量が不足する事態に備え、

必要な数量の米を在庫として保有することとし

ており、毎年６月時点での在庫量を100万トン

程度とし、適正水準としていること、政府は備

蓄米とミニマムアクセス米しか管理していない

という説明、また委員から、超古米となった備

蓄米の売り先及び回転サイクルについて質問が

あり、売り先については登録業者間での入札と

なること、民間で相対取引となること、備蓄米

のサイクルは３年から４年であること、農政局

のホームページによると超古米はブレンド米と

して安く出回っているという説明がありました。

委員からは、食の安全等から見れば生産者と消

費者がともにばかを見ている感じだとの意見が

出されました。 

  その他さしたる質疑はなく、採決の結果、全

員異議なく採択すべきものと決しました。 

  以上、当委員会に付託されました案件の審査

の経過と結果についての報告といたします。よ

ろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、請願第３号ＪＲ不採用問題の早期解

決を求める請願について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより請願第３号を採決いたします。 

  請願第３号ＪＲ不採用問題の早期解決を求め

る請願は、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第３号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

  次に、請願第４号農地法の「改正」に反対す

る請願について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより請願第４号を採決いたします。 

  請願第４号農地法の「改正」に反対する請願

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第４号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

  次に、請願第５号政府が自ら決めた備蓄ルー

ルに基づいて、20万トン規模の政府米買い入れ

を求める請願について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより請願第５号を採決いたします。 

  請願第５号政府が自ら決めた備蓄ルールに基

づいて、20トン規模の政府米買い入れを求める

請願は、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第５号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

日程第６議案第４０号平成２１年

度新庄市一般会計補正予算（第３

号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第６議案第40号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ９ページ、２の16の合

併推進費約２億3,600万円について質問ですが、

電算システムの統合に通常は１年半から２年か

かると聞いておりますが、このたびこれを出し

てきて、どのぐらいの期間がかかる予定なんで

しょうか。 

  それから、この財源なんですけれども、地方

債が6,610万円、一般財源から9,575万3,000円

の持ち出しになっております。これは今年度国

などからの補助はあるのでしょうか。市の持ち

出しのままなのでしょうか。 

  それから、戸沢村では、６月12日、議会で住

民の意向調査を行うと決定しました。19日に全

世帯へ発送するとのことです。もし真室川町の

ように反対が多くなって合併はやめると判断さ

れた場合、この事業の見通しはどうなるのか。

むだになり、市の負担となるのではないか心配

されますが、どうでしょうか。 

  それから、合併10年後の地方交付金は市と村

で６億3,100万円の減額になるとお聞きしてお

りますが、これは本当なのか。これは人口が同

じと仮定しての算定ですが、合併の理由として、

よく人口減少などで財政的に立ち行かなくなる

から合併しかないという議論が全く破綻してい

ることを示すのではないでしょうか。人口が減

るまでもなく、合併すると自動的に国からのお

金が減らされ、財政が成り立たなくなると予想

されるのではないでしょうか。 
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  それから、別の項目についてなんですが、９

ページ、３の病児保育と子育て応援、４の妊婦

健診、これらについてすべていいことだと思う

のですけれども、子育て応援については１年限

り、妊婦健診は２年限りということをお聞きし

ているんですが、こういう限定的なものなのか

どうなのか、内容などお伺いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 電算システムについて

４点ほど質問がございましたが、まず１点目の

期間はどのくらいかかるのかということであり

ますが、期間としては、これから７月中に契約

を行いまして、統合作業に向けてかかりたいと

いうことで、年明けぐらいまでには統合を完了

して、いろんな試験、ふぐあいがないか確認し

ながら新市の施行までに万全を期したいという

ことでありますので、半年ほどで統合できると

計算してございます。 

  それから、２点目の情報システム推進費に関

して補助はあるのかということでございますが、

合併に要する経費で、後年度補助ということで

特別交付税、そういったことで２分の１を措置

するというような後年度支援もございます。 

  それから、３点目の意向調査によってどうな

るのかということでありますが、私どもは最後

まで合併の協議がそのとおり行くということを

前提に進めておりますので、途中での解約とか、

だめになるという視野は今のところございませ

ん。 

  それから、地方交付税について６億3,100万

円減額されるということでございますが、現在

の試算においては確かにそのような試算をして

ございます。人口減によって今後の試算が違っ

てくるのではないかという御指摘でありますが、

そういう精査を行えばそういうこともあり得る

ということになろうかと思います。以上です。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 子育て応援特別手当に関

しての御質問でございますけれども、本日御審

議いただいております68万4,000円につきまし

ては、20年度の国の第２次補正に伴ったもので

ございます。全額繰り越しをいたしまして、21

年度に入ってから支給いたしましたところ、

550名分を見込んでおったんですが、19名分不

足となりましたので、その分を追加補正してい

るものでございます。 

  なお、制度が今後も続くのかという御質問で

ございますけれども、20年度の子育て応援特別

手当につきましては平成14年４月２日から17年

４月１日までに産まれた子供で第２子以降が対

象でございました。まだ詳細が流れてきており

ませんが、21年度の国の補正対応で同様の手当

が支給される見込みでございます。今後の補正

対応の予定でございますけれども、内容につき

ましては１年スライドしまして、20年度の手当

が14年４月２日から17年４月１日までに産まれ

た子供が対象でありましたけれども、15年４月

２日から18年４月１日までに産まれたというこ

とで１年スライドしてございます。また、20年

度は第２子以降が対象でありましたが、21年度

の補正に伴う手当につきましては第１子からと

いうことで、この期間に産まれた子供さん全員

が対象になってございます。 

  なお、基準日は10月１日が予定されてござい

ます。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 済みません。情報シス

テムの国の補助についてのお尋ねの中で、特別

交付税による後年度補助、支援についてお答え

しました。これは合併移行経費に関する助成で

ございますが、ほかに合併推進債という6,600

万円ほど地方債を借り入れしてございますが、

これについて４割が後年度に普通交付税で措置
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されるという制度もございますので、この２点、

助成制度があるということでございます。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほどの質問にお答えします。 

  妊婦健診については、御指摘のとおり２年間

の時限措置でございます。ただ、子育て支援対

策として妊婦健診は２年以降も継続をぜひとも

求めたいと会議の席上では言っております。た

だ、今回の補正措置につきましては、70万円の

委託料を減額し、負担金を70万円助成金として

増額する措置でございます。これについては14

回の妊婦健診とはかかわりなく、里帰り出産で

県外で受診した場合の償還払いという形で、お

おむね20人ぐらいを想定した形で、組み替え予

算でございます。以上です。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 来年度以降のことでござ

いますけれども、病後児保育の補助金につきま

しては国の補正に伴ったものではございません。

県知事がかわったことによりまして、県の21年

度当初予算が骨格予算でスタートいたしました。

実質６月補正でいろいろな政策的な経費が盛り

込まれまして、新庄市におきましては従来から

何とかこの制度を活用したいと県の方に働きか

けておりまして、このたび県の方で採択なりま

して、今回の補正になりました。したがいまし

て、福祉事務所といたしましては来年度以降必

ず続けるというのはこの場で断言できないんで

すが、福祉事務所としては当然スタートした以

上、今後も継続させていきたい事業だと考えて

ございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） これら病児保育が始ま

ったということは大変いいことだと思います。 

  それから、子育て応援の手当が21年度もつき

ましたけれども、ことし限り、21年度限りで終

わる模様だと聞いております。子育ては１年だ

けもらっても、その後の安心感がなければ、な

かなか子供をふやすかなんてならないわけであ

りますので、続けてやっていくような施策こそ

求められているんでないかということをぜひ機

会をとらえて言っていただきたいと思います。 

  妊婦健診についても２年限りでは、国として

これは子育て支援の政策とは言えない、ばらま

き的なものに感じてしまうんです。ですから、

課長がおっしゃったように続けていただきたい

ということで、本格的に妊婦健診が無料だと、

全国でなるようにしていただきたい、安心して

子供を産めるような状況になるように、続ける

ようにぜひ言っていただくということですが、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、合併のことについてなんですが、

長崎県の東彼杵郡合併協議会の臨時会合が６月

７日にあったそうですが、ここでは「合併調印

前に電算システム統合の予算化はしない」と表

明したとのことです。各町長は、合併が未確定

な中では常識的に考えられないとか、なぜ慎重

に進めないのか不思議だ、３町で研究会を設け

て国の動向を見ながら進めればいいとか、合併

を決定づける意思決定となるので予算化はでき

ないと、いずれも予算提案をこのたび否定した

そうです。電算統合の予算提案を否定したとの

ことです。会合後、会長の方が「リスクを伴う

ことは町の予算でできない」ということだった

そうですが、当市も同じではないでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 合併をスムーズに行う

ためには情報ネットワークシステムの統合が不

可欠であります。期間的にも頑張っても半年は

どうしてもかかるということで、それからのい

ろんな試験とか、ふぐあいがないか確認して、

住民、市民に遺憾のないように、いろんな情報
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サービス、いろんなことを行うにはどうしても

必要なシステムであるということで、怠りなく

行政を推進するためにはどうしても必要であり、

契約を行った上で統合作業を今から進めないと

間に合わなくなるということで、そういった前

提のもとに協議を進めていますし、それに従っ

て予算化、契約、執行を行っていきたいと考え

ています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） もしも戸沢村の意思決

定を聞いた、意向調査をした後で真室川町のよ

うになって、町長がそのアンケートを見て「じ

ゃやめる」というふうに、この間は真室川町で

なったわけなんですが、そうなった場合、この

事業はどうなるのでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 手順的には予算化をし

た上で選考委員会で選考しながら最終的に業者

を決定して契約していくという手順で進めます。

今はその予算化をした上で選定作業に入るとい

うことでありますので、いきなり契約というわ

けではありません。そこから先ほど申し上げま

したように１カ月以上の期間を要するというこ

とでありますので、その間に戸沢村での合併の

協議も進んでいくという前提で我々は今後とも

進めてまいりたいと考えてございます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 10ページの６款農林水

産業費、乾燥調製施設等リニューアル対策緊急

特別支援事業補助金とありますが、これはどう

いう内容だかお聞きしたいと思います。 

  それからもう一つ、８款土木費、泉田二枚橋

線整備事業費、測量設計業務委託料の内容とい

うか、これは二枚橋と泉田線の防護施設のよう

な気がするんですが、この内容をお聞きしたい

と思います。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 乾燥調製施設等リニューアル

対策緊急特別支援事業ですけれども、これの内

容につきましては、カントリーエレベーター、

ライスセンター等の老朽化に伴うものについて

のリニューアルということでございます。今回

の補正につきましては、ＪＡ新庄もがみの萩野

支店ライスセンターの修繕に対する補助事業と

いうことで、事業費250万円で、その２分の１

という形での予算化になっております。ライス

センターにつきましては、昭和52年の着工で老

朽化が進んでいるということで、今回の修繕の

内容ですけれども、損傷のひどいベルトコンベ

アとか消火器等を修理する内容になっているよ

うでございます。この事業につきましては、３

月の国の第２次補正で県が予算を確保したもの

でありますけれども、ただ、事業実施主体、今

回で言えばＪＡ新庄もがみなんですけれども、

事業実施主体が決定したのが３月31日というこ

とでありましたので、県と協議しまして21年度

の予算で執行するというので今回の補正予算に

計上したものでございます。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 御質問の泉田二枚橋線

の件でございますが、この事業は今年度から新

規事業ということで、25年までの事業期間にな

っています。事業内容としましては、防雪柵の

設置でございます。これについては前から地域

より要望をいただいておりましたけれども、交

付金をいただいて、その事業で今年度2,000万

円ということで、今回の補正については本工事

としては860万円で、測量設計費として測量設

計をするに当たって防雪柵の基礎の地盤の支持

力とか、設計の業務が必要になりますので、今
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回補正させていただいております。全体事業と

しましては、塩野まで第１期としまして、それ

が1,000メートルございます。１億5,700万円の

総事業費でございます。これを継続事業で今後

推進して交通の安全確保に努めていきたいとい

う内容でございます。以上でございます。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 二枚橋から塩野までと、

中間の集落を除いて塩野から柏木原までという

予定ですか。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 全体延長としましては

泉田から二枚橋線については４キロほどござい

ます。その中で、私が申し上げました第１期と

しましては、柏木原、泉田から塩野までの区間

が約２キロほどございます。その中に家屋連担

地区の部分がありますので、その部分は必要と

しませんので、本当に必要とする部分が１キロ

ということで進めてまいりたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 斎藤議員の関連なんで

すけれども、10ページの乾燥調製施設等リニュ

ーアルの事業なんですけれども、先ほど農林課

長は平成21年度事業で国の第２次補正でやるん

だとあったんですけれども、新庄市には二つの

農協があるわけです。例えば、もう一つの農協

からやりたいということで、恐らくこれの申請

は新庄市が窓口になるわけですよね。そうなっ

た場合、最終的なリミットというか、期限的な

リミットというのは、申し込みのリミットとい

うのはいつごろなのか、21年度事業に間に合う

とすれば。その辺のことをお聞きしたいと思い

ます。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 乾燥施設等のリニューアル対

策事業につきまして、総じて農林事業につきま

しては市町村が窓口になって申請を取りまとめ

て進達するということになっております。 

  ただ、今回の補正計上をしました国の２次補

正の分につきましては、県から市町村に照会が

来まして、市町村が各ＪＡにそういう要望がな

いかと流したんですけれども、事業を決定する

際に期間がなかったということで県が直接事業

主体といいますか、それぞれのＪＡに聞き取り

をしまして、ＪＡが直接県に返事をしていると

いう内容です。その結果の内報といいますか、

これに決まったよというのが４月過ぎてから、

ＪＡ萩野支店の分について決定されたというこ

とで、残念ながら市ではこの件については４月

に入ってからわかったという内容でございます。 

  もう１点ですけれども、これは平成20年度の

２次補正予算の対応ということで、ただ、新庄

市の予算措置につきましては21年度対応でいい

よという協議になっております。今回のは国の

21年度の補正予算の対応がございます。それに

つきまして、新庄市農協分についても同時期に

そういうリニューアルの案件については県の方

に上がっています。新庄市農協につきましては

リニューアルする部分が全体だと、システムか

ら何から全部直すんだという内容でございまし

て、その総額につきましても１億円を超える金

額でございます。工事時期につきましても、全

面改修なので、例えば今年度６月から工事にか

かっても、今回の収穫期、ライスセンターを使

うまでに間に合わないだろうということで、工

事時期につきましては今年度の収穫時期が終わ

った11月から工事をしたいという内容でござい

ます。そういうことから、県と協議しまして、

21年度の国の補正予算の対応ということで、21

年度予算、県で言えば９月補正の段階で対応し

たいという考え方をもらっております。という
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ことで、実際に新庄市農協の方からは申請が行

っていますので、そういう段取りで新庄市でも

９月補正で対応していきたいと考えております。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 私が聞きたかったのは、

幾ら国の第２次補正であっても地元の行政サイ

ドが知らなかったというのはおかしいんじゃな

いのかなと思うんです。県からの情報というの

は速やかに手に入れて、例えば新庄市に二つの

農協があって、片方だけがこういう予算、大小

は別にしても、受け付けるというか、申請があ

ったとすれば、新庄市農協でもいかがなものか

というか、そういう情報の提供なりあってもよ

かったのではないかなと私は思うわけです。今

の課長答弁でも、県からＪＡに出たというか、

私は余り関係ありませんよという答弁だったん

ですけれども、幾ら２分の１の補助が県から出

ても、やはり地元の行政がともに農業関係機関

と手を取り合って情報の提供というものを密に

していってもらいたいと思います。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 今の小野周一議員の関

連で、農林課長、内容はわかったんだけれども、

新庄もがみ農協というのは、舟形町、最上町の

農協なんです。ほかの舟形町、最上町ではこう

いう対策はとられているのかお聞きしたいと思

います。 

  あと、２ページの米飯給食、一般質問でも小

嶋議員が質問されていたわけですが、米飯給食

促進事業、これは米を食べさせるということな

んですが、この補助金の内容を説明いただきた

いと思います。 

  次に、水田農業確立対策、水田最大活用推進

緊急対策助成金126万円、この辺の内容もお聞

かせいただきたいと思います。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 リニューアル等対策なんです

けれども、これはそこのライスセンターといい

ますか、そこのライスセンターが設置されてい

る市町村が窓口になるということで、たしか舟

形町にあるんですけれども、それは舟形町の21

年度の予算で執行される……、舟形町の別のラ

イスセンターなんですけれども、その分につい

ては21年度で施行されると聞いております。ラ

イスセンターの設置市町村といいますか、その

中で市町村が窓口になってやるという形でござ

います。 

  それから、米飯給食ですけれども、この事業

につきましては平成20年度から取り組んでいる

事業でございます。内容につきましては、平成

19年の米飯給食をベースにしまして、19年度か

らふえた回数に対して補助事業をやって推進す

るというものでございます。具体的には、19年

度は米飯給食が３回でしたけれども、20年度か

ら４回に変わったわけです。その変わった１回

分がふえたということで、その分に対する支援

だということでございます。21年度につきまし

ても19年度ベースなので１回ふえているという

ことでございます。 

  具体的な補助の対象なんですけれども、今言

いましたように米飯の増加回数に対する補助と、

山形県産の農林水産物を使用したおかずを提供

した数に対しての支援を行います。補助単価に

つきましては、米飯については小学校が１食12

円、中学校では１食15円ということで、委託炊

飯というところを対象にしてこれが支援されま

す。おかずについては、小学校については１食

30円、中学校では１食40円という補助単価で行

っております。事業実施主体につきましては、

新庄市米飯学校給食推進協議会ということで、

そこに対して補助するという内容でございます。 

  それから、水田の方ですが、水田最大活用推
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進緊急対策につきましては、平成21年産からス

タートします水田フル活用、同じ水田を使って

米粉とか飼料米とか、同じ水田を使って水田フ

ル活用を定着させるため、それを促進するため

に平成20年度にそのきっかけをつくろうという

ことで、10アール当たり3,000円という形での

制度をつくったわけです。その制度につきまし

ては、交付対象者が平成20年度において生産調

整の達成者であり、かつ21年度においても確実

に実施する農業者ということになっております。 

  新庄市の平成20年度の生産調整達成者の作付

面積でございますけれども、25万4,916.3アー

ルということで、それに県の水田協から7,647

万4,890円が交付されております。この配分方

法なんですけれども、国の考え方では生産調整

達成者の米の作付面積10アール当たり3,000円

という考え方でございます。ただ、この配分方

法につきましては、地域の水田協議会の中で検

討する余地があるということで、新庄市の水田

協で配分方法について協議しております。達成

者の作付面積だけに3,000円を交付してしまう

と、個人間調整をやって貸した人とか全転作を

やって貸した人とか、あるいは集落でやってい

る人とか、生産調整をやっている人とか、生産

調整に対してそれ以上の協力をやってくれた人

に対しては何もメリットがないということで、

そういう生産調整のメリット措置を強く出すべ

きだという協議になりました。配分方法としま

しては、平成20年度の配分面積に対して10アー

ル当たり3,000円という交付をしていこうとい

う方針に決定しました。しかしながら、県の水

田協からは7,647万4,000円という額が決まって

おります。配分面積に置きかえてしまいますと

作付面積よりも大体4,000アールほど配分数が

多いわけです。その面積で割り返しますと

2,951円という単価になってしまいます。一応

この方針と配分額につきましては水田協から決

定をもらったんですけれども、ただ、水田協で

は農家に対して10アール3,000円という数字を

示しているので、できればその差額の49円につ

いては新庄市で何とか協力してもらえないかと

いう要望をもらいました。今回の補正につきま

してはこの差額分の49円についての補正という

ことになります。 

  なお、交付時期につきましては７月の下旬と

考えております。以上でございます。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 詳しく説明いただき、

ありがとうございます。 

  最初のリニューアルは、所管の自治体がある

ところでそういう対策をやるということで、わ

かりました。 

  水田最大活用、これは20年度の事業において

の水田確立対策協議会での話し合いの内容を踏

まえて、不足分を市で対応するという内容です

ね。わかりました。そういう協議会の話し合い

がこういうことで生かされたと、行政がそれに

目を向けてやると。そういう会議は意義あるも

のだと思っております。 

  米飯学校給食の促進の内容、教育次長からも

お話を聞いたことがあるんですが、地元産の米

はどのぐらい使われているのかなと物すごく気

になったものですから、農林課長、委託炊飯を

やっているものに対してそれなりの補助事業を

やると。委託炊飯、これはどこの業者だっけ、

これは地元じゃないね、後でお答えいただきま

すが。教育委員会の次長から聞いた話では、小

規模学校、升形とか本合海、山屋とか、そうい

う炊飯の施設を備えているところでは地元産、
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それも新庄産を提供している、配送してやって

いると。しかしながら、委託炊飯しているとこ

ろでは新庄市産が行っているということがはっ

きり明確にわからないよね。そういう委託炊飯

をやっているところこそ、きちっとした形で、

こういう補助事業をやるわけですから、何らか

の対策をとってやってもらう方向を見出せない

かということも次長とも話した。農林課長、そ

の辺、教育委員会と連携をとって今後対応でき

ないですか、その辺をお聞かせください。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 米飯給食につきましては、委

託も自校もすべて新庄産の米を使っていると教

育委員会から聞いております。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 契約はどこの業者、後

で。これはきちっと把握できますか、新庄産と

いう。契約しているということは聞いたんだけ

れども、これがきちっと把握できますか。委託

業者に聞いて「やっていますよ」と言われれば

それまでだと思うんですよ。米が新庄産だか庄

内産だかというのをきちっと区別つけるのは大

変難しい。できなければできない、そういうき

ちっとした。我々から見れば相当の量だと思う、

今度中学校が始まるわけですから、年間を通し

た場合かなりの量だ。どのぐらいの量なんです

か。それで、今言ったみたいに、ぜひ新庄産、

学校給食会とか上にあると聞いたんだけれども、

やはり地産地消、いろんな形で生産者並びに販

売、流通まで努力している農家がおるわけです

よ。そういうことを考えれば、何とか見える産

物、新庄産の見える産物、うちの市長も何か事

あるごとに足で東京まで行ってトップセールス

をやっている状況も見ているわけですから、せ

っかくそういう状況をつくりながらやっている

中で、子供たちにぜひ、ＪＡ新庄の場合、ああ

いう雪室倉庫というのがあるんですね。これは

半端じゃない保管倉庫なんですよ、ほかにない。

全国でも有数な、珍しい。そういう環境に配慮

した倉庫で保管した米、ちゃんと目の前にある

わけです。いいですか。こういうものを使って

食材の教育、食の教育、当然そういうのが今、

国の方でも言われているわけです。ましてや温

暖化対策、そういうものをずるずる並べるとい

うと、ああいう地元にある倉庫をいかに活用す

るか、それこそが自治体と民間の共生が図られ

るんじゃないかと思いますが、その辺、次長に

答弁願いたい。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 ただいま御質問いただいた件

について、議員おっしゃるとおりだと思います。

米なんですが、今現在、自校炊飯の場合、委託

炊飯の場合含めて地元産米100％という形にな

っております。米の流通の状態を追いかけてい

るわけではございませんので、本当なのかと言

われますと、私どもは契約をしております。契

約書に判こをついて、地元産米を使うんだとい

うことを契約しておりますので、契約を信じる

という形で考えております。今まで炊飯の現場

視察等も何度かやっておりますが、その中で米

の生産者名が明らかになるような形で米が供給

されているという説明を受けております。 

  それから、地元産の食材、米も含めてなんで

すが、極力給食の中でそれを使うと。食育の基

本であるという考え方がございますので、そう

いった心構えで取り組んでおりますので、御理

解をいただきたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） ７款商工費についてお

伺いします。621万2,000円、その他の財源とな

っていますが、その他というのはどういう、ど
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こから来るものでしょうか。 

  そして、観光振興対策事業費に広告料とあり

ますが、501万2,000円、どういう広告の内容な

んでしょうか。例えばテレビＣＭとかラジオと

か、そういうものも詳しく教えていただきたい

と思います。あと期間、回数、日時、そういう

ものもわかれば教えていただければと思います。

まずはそういうところです。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 612万2,000円のその他

ということでありますが、予算書７ページ、一

番下に繰入金、地域活性化基金繰入金というこ

とで、20年度２次補正の１億7,800万円を国か

らいただきましたが、そのうち3,900万円を活

性化基金として昨年度創設しました。その中か

ら繰り入れさせていただくということでござい

ます。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 広告料についてのお尋ね

でございますが、ことし１月になりますか、市

民、祭り関係者が長い間熱望しておりました新

庄まつりが国の重要無形民俗文化財に指定され

たということでございます。これについては市

民こぞって皆喜ばしく思っているところでござ

います。私どもは新庄まつりのＰＲでことしも

２月に首都圏に行ってまいりましたが、なかな

か新庄まつりというのを知っていただけてない

という反省もございます。また、新庄まつり百

年の大計の中でも全国的な知名度を得るまで徹

底してアピールしていくべきという記述もござ

いました。そんなことで、ぜひ、せっかく国か

ら指定をいただいたところでございますので、

これを前面に出しまして、首都圏、東北隣県、

県内はもちろんでございますけれども、新庄ま

つりをぜひ知っていただいて、多くの人に知っ

ていただいて、新庄においでいただければとい

うことで補正を計上させていただいたわけでご

ざいます。 

  内容としましては、テレビのＣＭスポットと

いうことでございます。流すエリアは、山形県

内、今の予定でございます、県内２局、東北隣

県、宮城県２局、福島県１局、秋田県１局と、

山形県に隣接している県でございます。計４局

ということで、隣県が４局と。あと首都圏でご

ざいますけれども、東京のテレビ、具体的に申

しますとテレビ朝日系列ということになろうか

と思います。１都６県の内容でございますけれ

ども、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、茨

城県、栃木県という１都６県でできればと考え

てございます。放映期間でございますけれども、

県内については７月20日過ぎごろから８月の祭

り前ごろまでということで、東北隣県につきま

しては８月初めから20日前後ごろまで、首都圏

につきましては若干早めまして７月20日過ぎか

ら８月のお盆前ごろまでと今のところ考えてご

ざいます。１本の長さが約15秒ということでご

ざいます。時間帯でございますけれども、７時

から10時ごろのゴールデンタイムを除いた時間

帯ということで料金設定をしていただいて、こ

のような形になってございます。 

  新庄まつり運営事業負担金の120万円でござ

いますけれども、先ほど申し上げましたように、

ことし国の重要無形民俗文化財に指定されたわ

けでございますので、その慶事につき、祭りを

実行する団体、今３団体ございますが、その

方々でまずその喜びをあらわしていただくとい

うことで提案させていただいたわけでございま

す。以上でございます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 効果があることを希望

するんですが、効果のほどをはかる物差しみた

いなものは、どういうふうにしてはかっていく

んでしょうか。何が言いたいかと申しますと、
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今この時期に500万円という広告料はどうなの

かなと思うわけです。例えばそれを300万円に

すれば200万円が別のところに利用できるんじ

ゃないかなと思うわけです。200万円をそれこ

そ祭りを充実するために山車製作の現場に回す

とか、そういう本当に有効なものにしていけば、

より市民が祭りに魅力を感じるんじゃないかな

と思うんですけれども、その点どのように思い

ますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 議員おっしゃるとおりの

部分もあるかもしれません。しかしながら、こ

れまで三流の祭りではないかと言われていた時

代もあったと聞いてございますので、ぜひこの

時期に、こういった指定を受けた、そのときに

やるのも一つの方法かなと思っております。 

  効果のほどはいかがかということなんですが、

考え方の一つとして視聴率というものがござい

ます。あくまでも数字の世界でございますので、

このとおりになるかどうかというのはわかりま

せんが、例えば東京をとりますと1,700万世帯

ございます。このうち１日の平均視聴率という

のが約二、三％ということでございまして、

３％にしても50数万人の方がまず見るわけでご

ざいます。１世帯の計算でいきますと３人と言

われております。しかしながら、今回時間帯も

ゴールデンタイムを外した形ということで、朝

７時まで、10時から12時まで、３時から５時ご

ろまでの間ということで、時間帯もそんなにい

い時間帯ではございませんが、今回ターゲット

としておりますのは団塊の世代の方々でござい

ますので、その辺はその時間帯でもいいのかな

と。そうしますと、若干計算させていただきま

したけれども、例えば首都圏で１人の方がこの

ＣＭスポットを見たということになりますと、

約91万人という数字が出てまいりました。この

うちの0.0何％の方が興味を示して当地を訪れ

たということになりますと、それだけでも数千

人の数字が出てくるのではないかということで

ございます。これはあくまでも数字の世界でご

ざいますので、このとおりなるかどうかという

のはわかりませんが、県内についても同じよう

な形で１％の方に来ていただいても１万人は超

えるということでございます。こういうことで

効果はどうなのかなということで推しはかって

います。以上でございます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） ぜひその効果が期待で

きるようなすばらしいＣＭにしていただきたい

と思います。 

  もしできるのであれば、祭りの運営自体に、

それこそ今まで全国各地でいろんな祭りが行わ

れていますが、例えばその祭りにエコとか、そ

ういうものをくっつけて、全くごみゼロの祭り

を目指すとか、そういう一つ魅力を付加して、

新聞、マスコミ各社から「おっ」というものを

つけ加えて、記事にしていただいて、メディア

から取り上げていただいてＣＭ効果を倍増させ

ていく、倍増になるか何十倍になるかわかりま

せんが、もちろん祭りの本質を踏まえた上での

話ですけれども、本当に全国各地から来たいな

と、行ってみたいなと思うような本質的な部分

を整備して、全国に誇れるような祭りにすれば

当然メディアは放っておかないわけですし、そ

ういうところも、時間もないですけれども、考

えながらやっていただければと思います。どう

でしょう。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 祭りを実施する上で、人

が集まればごみが当然出るということでござい

ます。ごみの問題と仮設トイレの問題について

は、現在祭り委員会の方でも慎重に検討してご

ざいます。委員おっしゃるとおり、魅力のある
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祭りにしていくためにはこういったこともやっ

ていかなければならないのかなと思ってござい

ます。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 先ほどの給食の件につ

いて、この件についてはかなりいろんな面から

御意見なり御要望が出ているんですが、直接、

例えばさっき清水議員が申しましたとおり、雪

室米とか、あれだって行政でも国とか県とか市

でもかなりの補助金なり助成金を出して、当然

農家が大半を負担してあの施設をつくったわけ。

なぜそういう米を使うことができないか。あれ

を使うことによって、かつての雪害とも結びつ

いて、子供の教育にも物すごく関心を持たせる

ような雪室のあの施設でないかと。そういうこ

とで、先ほど委託している業者はどこですかと

清水議員がお聞きしたときの答弁がございませ

んでしたが、その委託をしている業者に新庄農

協なら新庄農協から直接購入してもらうような

ことはできないのか。できないとすれば、どう

いうことがあってできないのか。その辺、小嶋

議員もたびたび触れておりますが、南国市に行

ったとき、学校給食会ですか、「私どもは脱退

しました」と、脱退したことによって何か困っ

たことがございませんかとお聞きしたら、「何

も困ったことはない。いいことだけだ」という

ふうにお聞きしてきました。これを機に回数も

ふえる、中学校給食をやることによって米飯の

需要ですか、こういうものもふえると。ぜひこ

ういう大きな機会をとらえて、一つの転機です

か、そういう考えを今後持っていかれるのか、

持っていかないのか。かつてパンの給食では残

念なことに新庄には納入業者がございませんで

した、藤島とか金山から来たわけ。米飯もそう

いう傾向をたどってきたわけ。なぜ新庄のそう

いう方々がそこに参入なされないかと、神室荘

しかり、これからの学校給食もしかり。そうい

う意味で、業者さんですか、そういう方々の育

成という言葉、何かそういう方々ともこれから

を語っていかないと、どういうもんだかなと。

神室荘もほかでしょう、業者。地元の人が参入

しないと。しないのはしないなりの理由がある

わけよ。だから、まとめると、委託されている

方が直接新庄もがみ農協なり新庄農協から買っ

てもらうことができないのか。これが一番わか

るわけよ。みんなわかる。生産者の名前がはっ

きりしたものを買っているとか、そんなことよ

り直接買ってもらった方がいかがかなと。その

辺、いかがですか、考え方として。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 先ほどの御質問に対して答弁

が若干欠けたところもあったようで、大変申し

わけございません。 

  米なんですが、今現在、地元のＪＡから……。

納入先なんですが、たびたび名前が出てまいり

ますが、財団法人山形県学校給食会、こちらの

方から米の供給を受け、あるいはそこの関連会

社から炊飯した御飯の供給を受けております。 

  米の流れなんですが、私どもの今の契約の中

では、地元ＪＡから全農に納品された新庄産米

を特に新庄向けの給食用の米としてまたこちら

に納入してくると、こういった流れをとってい

るという契約をしております。炊飯の場合も、

炊飯工場が今二つあるんですが、その二つに新

庄産米を納入して、炊き上げた御飯を各学校に

配ると、こういった流れになっております。 

  それから、地元でそういった作業ができない

かと、これもたびたび話題になったり御指摘を

受けたりしてきたことだと思いますが、大変残

念なことに、今のところ大量炊飯をお受けいた

だける業者がないという状況でございます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 
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１１番（渡部平八議員） たびたび答弁をもらっ

ているのは、学校給食会を通して炊飯業者が地

元というか、地域の米を買っていると。そうい

う話は何回も聞いているんです。そこを通さな

くても、先ほど私が言いましたように、直接新

庄農協なら新庄農協から買うことがだめなのか

と。なぜそこから買えないのか。一番わかりや

すいべ、新庄農協から。ことしは60キロ下さい、

来月は50キロ下さいとか、そういうことがなぜ

できなのか。一番わかりやすいわけよ、農家も

わかる、農協の職員もわかる。新庄農協のだれ、

みんなわかるわけだ、職員だって係の人がいる

から。今月は何ぼですよと、なぜそれができな

いのか、学校給食会を通さなければ。通すこと

によって何か金銭的にすごく給食費が安くなる

のか。不思議でならない、その辺、まず一つ。 

  それから、先ほどの泉田二枚橋の防雪柵のお

話で、これに関連してですが、かつて地吹雪の

一番ひどい場所は飛田街道、それから森 儀一

議員の家のところの角沢街道、もう一つは市長

のそばの円満寺の茶屋町街道、これが地吹雪の

三大メッカだ、かつては。今は角沢も飛田街道

もそういう大きな地吹雪がなくなった。今一番

ひどいのは中山地域から吉沢まで、あそこは田

んぼで、民家も何にもない。あそこが地吹雪の

最たるものだ。市長、車を運転してみろ、いつ

か、ことしの冬。最高だ。 

  そこで、都市整備課長にお聞きするのは、あ

そこは県道だ。県道だけれども、通勤、通学、

歩くのは新庄市民が大半、そのときにあそこの

防雪柵をするにはどういう運動とか請願とか陳

情とか要望とか、どうするとあそこに防雪柵が

早くできるか。あそこはわずかの間だよな、課

長、切れているのは。我々地元で言う耳なし地

蔵というところ……耳なしでない、一里地蔵、

萩野方面からあそこまで一里というので、４キ

ロ、あそこは一里地蔵と言ったの、向こうの地

域の人たちは。あそこまでが最高だ、今。あれ

だけ悪いところない、市内で。そういう意味で

あそこに早く防雪柵を、これは県の所管ですの

で、市を挙げて取り組んで、早くしてもらうよ

うなことをやってもらうことができるかできな

いか。 

  次に、先ほど水田農業確立で水田最大活用と

いう言葉ですが、私は水田の最大活用というの

は米をつくること、一番いいことは。どういう

米をつくるかと。今回「つや姫」という品種が

出たわけ。ところが、この「つや姫」というの

が我々の地域に余りなじまないわけよ、余り立

派過ぎて、この「つや姫」が。ということは、

この品種はコシヒカリぐらいの晩稲というか、

おくてというか、だから新庄市最上でこのたび

配分なったのも243ヘクタール。水田面積から

いけば２％ぐらいなわけよ。ほかのところは村

山が大体３％ぐらいで、庄内が５％ぐらい、置

賜が４％ぐらいとなっているわけ。ということ

は、ほかの地域はある程度そこに適した品種で

あると、ここには適さないと。かつての「はえ

ぬき」もそうでした。 

  そういうことで、我々の中山間というか、そ

ういうところに向くような品種を、前は尾花沢

試験場というのがあって、各地域に、山形は山

形にあった。そして、私が農業を始めたあたり

は尾花沢４号とか６号なんていうのが大半でし

た、新庄市は。もう一つは青森県の「レイメ

イ」とか「藤坂」とか「なるほ」とか、秋田県

の米代川の名前をとった「よねしろ」とか、こ

れがここに適するわけよ、我々の新庄最上につ

いては。だから県の方に酒田や庄内にばかり適

するような品種でなく、我々の地域にも味もい

い、収量もある品種を開発してもらわないと、

最上郡の米は売れないし、収量もないと。これ

は農林課長いかがですか。県なりそういう方々

に対して、ぜひそういう品種をつくってくださ

いと。そうすると返事は「そういうものをつく

っておりますよ」と。「里のうた」なんてあり
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ます。「里のうた」なんてだれもつくる人がい

ない、サッカーだって「はえぬき」なんて背中

に背負っているけれども、「つや姫」を背負う

けれども、「里のうた」なんてだれも背負って

ない、背中に。だから最上郡がだんだんだんだ

ん、米価も安いし、収量も上がらないから、経

済の後進を免れないわけよ。そういう意味で、

市長初め特に現場で頑張っている星川農林課長、

県なり国に対して、中山間に適する品種という

ものを、これは中山間だけでない、平たん地に

も中山間地にも適するような品種をつくってく

ださいと。今は庄内に適する品種をつくってい

るわけよ。それも一つ働きかけてもらいたいと

思っているんだけれども、その辺、どういう形

で、どういう方法で、我々の地域に合ったよう

な品種を開発してもらうような働きかけをどう

いうふうにしていくか。現場を預かっている農

林課長にぜひお聞きしたいと思います。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 地元産米の消費ということで

御意見をちょうだいいたしました。今現在、学

校給食会を通じて食材を納入しています、主に

米なんですが。学校給食会というのは、学校給

食法に基づき学校教育の一環として実施される

学校給食を支えるといった形で設立されており

ます。組織的には、給食をやっている学校の校

長先生であるとか教育委員会の教育長、ＰＴＡ

関係の方々等で構成されていると。私どもが学

校給食を運営する上では非常に助けになる組織

であるという認識をしております。必ずそこを

通さなければならないのかという問題になりま

すと、そういうことはないであろうという認識

も一方でございます。 

  今現在、学校給食会を経由して納品される食

材については、今申しましたような組織的な信

頼性とともに、食材の衛生面の管理あるいは品

質の管理という面で管理体制あるいは給食に対

する指導体制というのがしっかりしている組織

だと私どもが認識していることによります。給

食そのものが二、三年でなくなるというもので

もございませんので、これまでの学校給食の検

討の経緯の中でも頻繁に見直しすることが必要

だという御意見もたびたびちょうだいしており

ました。当然地元産米がスムーズに納入される

ような体制が整えば、それはいいことだと私ど

もも思っております。地産地消という課題も抱

えておりますので、農林部門とも連携をとりな

がら、生産者の方々であるとか農協の方々が入

って相互に意見交換したり、あるいは納品の体

制について私どもからお願いしたりということ

も年に何回かやっております。今後ともそうし

た中でよりよい米の供給体制と申しますか、そ

ういったことを課題にしてまいりたいと思いま

すので、御了解いただきたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 防雪柵につきましては、

国道、県道、市道それぞれの道路管理者が雪害

危険路線として交通に支障がないように、また

通学路として通学する生徒の支障にならないよ

うに常に把握して、対策については計画を持っ

てこれまでも随時整備してきたところでありま

す。その中で、新庄市で今回うちの方で要望さ

せていただいている泉田二枚橋線についても、

積雪寒冷地の特別措置法による雪寒指定の路線

の中で大事な幹線道路でもございますし、それ

を今回５カ年をかけて25年まで整備したいとい

うことで今進めております。 

  また、県道につきましても、角沢、飛田、円

満寺とございますけれども、それについて県で

は雪害危険路線としてとらえておりまして、そ

の辺につきましても御要望の中山吉沢線につき

ましても雪寒指定路線の位置づけになっており

まして、これについても毎年県に要望する機会

がございます。社会資本整備の中の地域の課題
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として各市町村から要望事項を出して、県と協

議調整を行っているということで、あしたその

会議もございますので、それについては私ども

から要望していきたいと思います。 

  以上でございます。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 なかなか質問の内容に答える

のが難しいんですけれども、「つや姫」に関し

ましては、今、渡部議員から言われましたよう

に晩稲種でございますので、気象条件のいい庄

内とか村山とか、そういうところが一番の適地

になっております。今回の22年、23年産米の配

分につきましても、そこの配分数量の一番大き

なポイントが気象条件だということになってお

ります。やはり平地に向くといいますか、そう

いう品種になっているということは間違いござ

いません。 

  それで、新庄市の地域においても、最適地で

はないんですけれども、新庄市の気象状況でも

つくれると、刈り取り時期が10月10日前後ぐら

いと新庄市では予想しているんですけれども、

その辺ぐらいまでに刈り取りができる面積とい

うものはある程度あります。ここに栽培適地マ

ップという県がつくったマップがございます。

それを見ますと、庄内、置賜、村山については

大概の水田面積がそこに入ってくると。ところ

が、新庄市については大体、このマップ上だけ

ですけれども、適地と言われるのが３分の２弱

ぐらいしか入っていないということでございま

す。平地に適した品種なんだろうと思います。 

  御質問の件ですけれども、中山間、寒冷地に

向く品種、しかも良食味米だというところの開

発の件でございます。その辺について普及課の

方にも問い合わせをしました。今現在、試験場

としては庄内試験場しかないそうです。ただ、

寒冷地に合う、いわゆる中山間地域に合う開発

をするための圃場といいますか、そういうもの

が新庄市最上地域で言いますと最上町に二つの

圃場があるということで、向町と鍋倉に圃場が

あるそうです。庄内試験場でいろんな開発をす

るんですけれども、寒冷地に向く開発というも

のについては、寒冷地、新庄最上地域の圃場で

研究するんだということでございます。例えば

鍋倉については11品種、向町については15品種

の開発というか、試験圃で開発をやっていると

いうのが今の現状でございます。山形106号と

か山形99号とか庄内418号とか、いろんな種類

のものがあります。こういうものが試験場で開

発されて、今回のような「つや姫」とか、そう

いうネーミングになって、良食味米として認定

品になるということであります。 

  最近の中山間地域、いわゆる早稲種なんです

けれども、それにつきましては平成16年に開発

した「里のゆき」というものがございます。こ

れについては実際に平成18年から認定されて現

在作付されているという話でございます。どの

ぐらいの面積が作付されているのかといいます

と、18年産で30ヘクタール、19年産で48ヘクタ

ールと。やはり中山間地域なもんですから、か

なり少ないです。残念ながら新庄市ではこの銘

柄をつくってないということで、大蔵村と最上

町でつくっているそうでございます。 

  県としましても、そういう中山間地域ででき

る良食味米というものを開発して認定するんで

すけれども、中山間地域の総面積そのものが少

ないということで、なかなかメジャーな米にな

らないということでございます。そういうこと

から、新庄市においてもメジャーな「はえぬ

き」とか「あきたこまち」とか、そういうもの

が農家の選定によりまして作付されているとい

う状況でございます。今後も県の普及課としま

してはそういう試験といいますか、開発につい

ては先ほど言いましたように寒冷地については

鍋倉と向町の試験場で開発をしていくというこ

とでございます。とりあえず以上です。 
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１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 課長、学校給食会とい

うのは伝統も権威もあると、これは間違いない。

学校給食会ができたいきさつは、戦後、食料難

で、子供に給食をさせるための食材の調達が難

しい、廉価な価格で提供するのは難しいという

ことで、一つの大きな国の政策としてやったわ

けよ。それから今、戦後60年も過ぎて、まだ学

校給食会というものが本当に必要なのか。物す

ごく疑問を持っているわけよ。今どこでも物を

買うにいいわけよ。かつて買えなかったわけ、

子供に食わせる食料というものは。言葉をちょ

っとあれするというと、今言われている「天下

り」とか、天下りの団体ではないと私は信じた

いと思うんですが、ちまたではそういうことも

一部では言われている、一部だよ、全員でなく、

言葉を選んで発言しているんだけれども。 

  そういうことで、少なくともこれから回数も

ふえる、県でも500何十万も金を突っ込むと。

回数もふえて消費する量もふえることになれば、

さっき私が言いましたとおり、これを一つの大

きな機会として取り組んでもらったらいかがか

なと。例えば新庄農協なら新庄農協と話し合い

をしろと、業者と。業者さん、新庄農協から買

ってくださいと。買えないと言うと、なぜ買え

ないのかと。高いと言うか、安定供給できない

と言うか、二つだ。安定供給ができない、金銭

的に高い。安定供給できるかできないかは、納

入業者さんとつぶさに話し合いしたらいかがで

すかと、価格の面も。私は、できないというの

が不思議でならない、今のこの時代で。終戦後

ならわかりますよ、終戦後。ぜひ実現する方向

でやってもらいたいなと。これは３回目なので、

どこまで言っていいか、まず言わんとすること

はよくわかったと思いますので。 

  それから、五十嵐課長、きょう集まりがある

と言ったか、あしたか。忘れないうち、ぜひあ

そこの場所、わずかな距離だ。なぜできないか

不思議でなんねなよ。さっき言った一里地蔵と

いうのは、向こうは防雪柵がなってんなよ。こ

っちは余り地吹雪にならないような、さっき言

った民家とか林とかあって、ならないわけよ。

あそこの場所だけなってないわけ、すごい。そ

して、県なり国のよく道路パトロールなんてい

うのが走っている。冬あたりあの人たちに走っ

て見てもらえ、吹雪のとき。天気のいいときば

かりでなく、吹雪のときに見てもらった方がい

いと思う。あそこは今最高だよ、新庄市の地吹

雪では。あとはみんなだんだんだんだんよくな

ってきたから。これもあした、そしてその結果、

できれば教えてもらえば、ちょっとどっかりす

るんでないかなと。 

  それから、農林課長、「はなの舞」という品

種があったべ。あれがここで中山間に限らず平

たん地でも物すごくつくったわけ。千葉まで行

った、あの米。ところが、そのとき困ったのは

農家。千葉の方が収穫が早いもんだから、競争

すると山形県が負けるわけよ、向こうが早くて。

だから、「何で千葉までその品種をやったん

だ」なんて、坂本課長はそのときいたんでない

か、農林課に。そういう話もあったわけよ。だ

から、山形県ではそういう品種ができるわけ、

何も中山間だけでなく。そういうことで県なり

国に、中山間というと面積がぐっと狭まってく

るから、「はなの舞」は全部つくった。そうい

う品種をぜひ開発してもらいたい。とかく庄内

にだけ品種開発に一生懸命になる。さっき言っ

た尾花沢なんかではここに合った品種をつくっ

たわけよ、４号、６号。その品種は県外まで行

ったわけよ、先ほどの「はなの舞」と同じ。そ

ういうものをつくってもらわないと、特に新庄

最上、これはほかの地域でもそういう場所があ

るわけだから。「はえぬき」なんか全国のシェ

アを見ると11位いったか、決して上を占めてい

ないわけよ。逆に「あきたこまち」とか「ひと
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めぼれ」なんて、この辺の人たちの大半がつく

っている。そういう品種を開発してもらいたい

なと。これも都市整備課長が恐らくあした強く

要望してもらえると、そういう感触を持ちまし

たし、それから農林課長も一生懸命になってこ

れをつくってもらいたいと、そして２年なり３

年後に、取り組んだやという姿だけでも見える

ように頑張ってもらいたい。 

  それから、学校給食、これも何回も言うけれ

ども、ぜひ直接買うような形にやってもらいた

い。答弁は、要らないと言うと質問じゃないと

ごしゃかれるから、今まで何回もごしゃがった

経緯があるから、議長にごしゃかれるから、答

弁は要らないと言うとごしゃがれるから、５分

前だから、ちょっとだけでいいから答弁頼む。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 特に、同じことの繰り返しに

なってしまうかもしれませんが、一つの課題と

して前向きに取り組んでみたいと思いますので、

御了解いただきたいと思います。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） ３点お伺いします。 

  ９ページの市町村合併推進費２億5,133万

6,000円の件と、その次の民生費で子育て応援

特別手当交付事業、あらあらわかるんですが、

これの説明をお願いしたいことと、もう１点は

最後の10ページの商工費、観光費です。これは

テレビコマーシャルということだったのですが、

これに関連することでお伺いしたい。 

  最初に、市町村合併推進費でありますが、戸

沢村は31％の負担だということもお伺いしまし

たし、何点かお伺いしたいのですが、まず１点

は、８月末日に両市村で正式に調印というか、

合併に対する調印をするのでしょうけれども、

それまでに情報システム統合業務委託事業が進

むのかどうなのか。それからもう１点、このシ

ステム統合の今までの分の新庄市にあるシステ

ムは今まで支障があったのかどうなのか。これ

にプラス戸沢村が入った場合に、付加機能とい

う状態で対応できなかったのかどうなのか。２

億5,000万円というとかなりの金額だと思いま

す。これについて、情報システムを新しい状態

にする。万が一、これが８月末までの間に動い

た場合に、新庄市としてこれぐらいのお金をか

けた場合に、例えばですよ、戸沢村が不調に終

わったとしても9,000万円近くのいろんな部分

の話が出るのでしょうけれども、その場合には

新庄市の今までの情報交換システムがバージョ

ンアップされて、利便性、メリットが出るのか

どうなのか、その点をお伺いしたい。 

  次に、民生費の子育て応援特別手当交付事業、

あらあら言っていただいたのですが、これは何

人で、どういう状況なのかをお伺いします。 

  最後に、10ページの商工費ですが、観光費、

テレビコマーシャル等やるということは、これ

は大いに結構なことだし、新庄まつりが国の無

形民俗文化財に指定されたということは、この

間を通して交流人口だったり観光客を誘客する

のに大いに結構な話で、遅きに失するなという

思いであります。 

  これに関連して、新幹線の10周年という意義

ある年なのですが、駅長を中心としたＳＬ庫と

いうボランティアサークルがあります。チェレ

ンコ祭りは、新庄まつりの１カ月前祭というこ

とで、イベントを多くして交流人口を多くしよ

うという意図から、13回を数えてかなりのにぎ

わいを創出しています。ＳＬ庫は、ほかにも盆
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踊り大会も今度また入れましたし、冬の雪まつ

りの前夜祭でも新庄市のイベントに対して協賛

していろんな部分で交流人口を多くしようとい

う状態にしていますし、新庄の織姫まつり等々

の変形バージョンもしながら、いろんな事業、

五つか六つぐらいの事業、また一番いいのは新

幹線で年始に、要するに正月にもちをついて、

限られた予算の中でもちをついて、新庄から帰

られる方々、お里帰りした人方に対してもちを

振る舞って、駅の構内まで入っておもちを振る

舞って大変喜ばれて、感動の手紙もいただいた

りして、ボランティアサークルとしてはかなり

の事業を展開されているなと思うのです。その

意図は、交流人口を多くして新庄に対していろ

んな部分の活性化を図りたいということです。 

  チェレンコ祭り、１カ月前祭は７月26日に行

うわけでありますけれども、先ほどの地域活性

化の基金の繰入金をここに投入しているという

話があったのですが、これぞまさしく地域活性

化のための繰入金で、国の無形民俗文化財にな

ったときに、升形の囃子がこの中に入ります。

でも予算がなくて、いろいろ四苦八苦しながら

頑張っている状態なのです。これこそまさしく

地域活性化をするために、そのための繰入金と

いうのは、先ほど政策経営課長からありました

ように、１億7,800万円の中で専決で今年度に

持ち越した金額の中で繰り入れをして操作をさ

れているということですが、そういうふうにや

っている状態のまず一つ、ＳＬ庫がいろんなイ

ベントをやっていることに対する課長の考え方、

どういうふうに貢献しているのか、大分貢献し

ているんだなと思うわけですが、交流人口を多

くするためにイベントを数多く展開しながらみ

んな頑張っていると、ボランティアで。その部

分に対して地域活性化のための繰入金というの

は当然使わせてもらっても……というか、言っ

たらしいんです。だけれども、基準に合わない

ということで、自前でどうやってやるかという

ことで苦慮している状態で、新庄市の交流人口

の一翼を担おうとして頑張っている団体に、こ

ういうお金がありながらも投入できないわけ、

なぜをお伺いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 質問一つ目の情報シス

テム統合関係の事業費でございますが、前々か

らシステム統合に要する期間はどのくらいかと

いうお尋ねがいろいろございました。１市１村

の場合ですと、精査した結果どうしても半年以

上は必要であるということで、逆算しますと７

月中には作業に取りかからなければ支障が出る

のではないかということで、先ほどの質問にも

ありましたように、７月には選定を行いまして、

契約、執行と進んでいきたいと考えています。 

  システムの統合につきましては、新庄市と戸

沢村のシステムは業者が違います。これを同じ

システムで統合するにはいろんな方法がござい

まして、新規に導入、まるっきり100％新たに

導入する、あるいは今行われているシステムの

どちらかに片寄せをするというような手法とか、

いろいろございます。結果的には片寄せ手法と

いうことで、どちらかの業者が使っているやつ

にどちらかの業者をエントリーして組み合わせ

るというような手法でまいりたいということで

あります。新庄市の業者にするのか戸沢村の業

者にするのかということでこれからプロポーザ

ル等を実施しまして、どちらが妥当かという選

定を行った上で一方の業者と契約をしたいと考

えています。 

  ただ、データにつきましては、全部それぞれ

のデータを持ち寄ってやらなければならないと

いうことで、住基システムあるいは財政システ

ム、福祉のシステムとか、いろいろありますの

で、それらを全部出し合って作業を行うという

ことであります。統合することによって新たな

付加価値とか機能をバージョンアップするかと
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いうような話もありますが、まずは今の機能を

維持すると。あとは高速化とか、使い勝手をよ

くするとか、そういった機能的にもある程度の

バージョンアップを図りながら進めていきたい

ということでございます。 

  そういったことで、支障が出ないように進め

てまいりたいと。不調とか違約金とか、そうい

ったことが発生することのないように進めてま

いりたいということでありますので、よろしく

お願いします。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 子育て応援特別手当につ

いてですが、制度につきましては承知している

ので、現在の状況という御質問でございました

ので、まず補正の68万4,000円の金額でござい

ますが、住民登録の基準日が２月１日でござい

ました。３月補正では550人分掛ける３万6,000

円で1,980万円を補正させていただいたところ

でありますが、１月31日以前に新庄市以外の市

町村で転出証明を受けて、２月２日以降に新庄

市に転入してきた方、住民基本台帳法では転入

してから２週間以内に届け出ればいいことにな

ってございますので、タイムラグがございまし

て、最終的に569名のお子さんが対象になりま

した。今回の68万4,000円につきましては、19

名ふえたことによる補正でございます。 

  次に、手続の状況でございますけれども、対

象者、世帯主では542名、児童数では569名、う

ち申請者でございますが、世帯主542名中530名

が申請済みでございまして、まだ申請していら

っしゃらない方が12名、支給率といたしまして

は97.79％になっております。子供の数ですが、

対象者569名中、申請の数が556名分、未申請者

数が13名分、支給率97.72％でございます。 

  なお、手続につきましては９月までとなって

ございますので、もうしばらく状況を見ながら、

最終的には100％支給と考えてございます。 

  以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ただいま金議員からいろ

んな活動の事例をお出しいただいて、地域活性

化、そして交流人口の拡大について日々活動さ

れているということをお伺いいたしました。私

も現実にそういった場面を見ておるわけなんで

すが、それがすべてボランティア活動というこ

とでございますので、改めてそういった活動に

対しまして敬意を表したいと思います。また、

私ども市といたしましても、ＳＬ庫フェスティ

バル実行委員会並びに盆踊り大会等には幾ばく

かの負担金を出させていただいているというこ

とも改めて発言させていただきたいと思います。 

  また、今回お尋ねの記念事業が活性化基金の

事業に合致するかどうかというのは、そこまで

は承知してございませんので、御理解いただけ

ればと思います。以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 今の商工費の観光費の

部分についての話ですが、８市町村から幾ばく

か、結構いただいて、すべて事業はボランティ

アでやるわけですから、いただいているわけで

ありますが、ただ、今年度というのは新幹線開

業10周年、市制施行60周年、そして国の重要無

形民俗文化財の認定なって初めての新庄まつり

と、幾重にも節目のイベントがメジロ押しなわ

けです。ＳＬ庫もずっと13回もやって、一番最

初、話は昔になりますけれども、伊賀駅長がい

らっしゃるときには駅前通り商店街を全部ホコ

天にして、歴史資料館から山車もお借りしてそ

こに鑑賞用に置いて、そして囃子をしたり、仙

台のすずめ踊りをやってみたりして、かなりの

イベントをずっと展開し、にぎわいを創出して

きたつもりであります。それが数えること13回

になっているわけです。それがこの節目のとき
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に、ましてや大変な経済状況の中で、100年に

一度と言われる経済状況が大変な中で、ゆえに

１億7,800万円もの地域活性化のための基金が

あるわけです。物流、人口交流等起こすにはそ

れ相応のいろんな部分がかかると思うのですが、

チャンスなのです。そうやってまた毎年やろう

とするとき、そういう方々にその部分で、その

認識の度合いが、商工観光課長は感謝している

と言うけれども、伴う財政がどういう状況なの

かというやつは、商工観光課長も出られたりし

て財政事情はよく存じ上げてもらっているとは

思うのですが、ましてや地域活性化のための基

金なので、検討願うことはできないのかどうな

のかということをお伺いしているのです。 

  それから、先ほどの子供の３歳から５歳まで

の３万6,000円について、これだけ大変な状況

で就労する場所がない、パートの状況だと若い

人方が子供を育てるのに大変だということで、

これは一過性かもしれませんけれども、まずあ

る程度落ちつくまでという中でやったと。これ

に対して97.7％の皆さんが手続をとった。これ

を福祉事務所長は、ばらまきでは私はないと思

うのですが、もらったらもらったで、またいろ

んな文句を言う人もいらっしゃるから、これは

どうなのかなということで、こういう状況をど

う思うかをお伺いしたい。 

  市町村合併の問題について、３回しか質問で

きませんので、こっちに行ったりそっちに行っ

たりしますけれども、システムが半年以上もか

かるから７月末あたりに動くという状態になっ

た場合に、皆さんが懸念している問題、ある人

は役場の前で「役場がなくなるんだそうだ」と

かという話をうそもべらべらとマイクを使って

やっているとか、それで付和雷同される方々も

いらっしゃるようでありますが、決してそうじ

ゃないと、住民のためにやっているんだと言う

けれども、それが付和雷同してそういう状態に

なった場合、７月末あたりからやって、８月の

調印のときに万が一不調になった場合には、こ

れが動いてしまっていたときはどうするのかと

いうことも考えなくちゃだめだと思うのです。

先ほどもずっと話を聞いていると、そういうこ

とはないということを前提にして物を進めてい

るという話ですが、そういうことだってないわ

けでもないかもしれない。その場合にはどうす

るのかということもある程度、予算化するわけ

ですから、本来は予算化されていても、８月に

２自治体が調印してスタートという状態になれ

ば１カ月の時間があるわけですよね。この間、

本当にそれで大丈夫なのかなと。財政が大変だ

からと言う人も一部いらっしゃるようですし、

やらなかったら間に合わないのだという人もい

らっしゃるから、いろんな見解があってしかる

べきだと思いますけれども、そこのところはど

うなんでしょうというところをお伺いしたい。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 交流人口の拡大について

は、私、商工観光課長として最も望むところで

ございます。60周年、10周年と記念の時が続く

ということでございます。６月には間に合わな

かったんですが、９月の補正で一応要求してみ

たいと思いますが、御理解いただけますでしょ

うか。以上です。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 子育て応援特別手当の支

給に関してどう思っているかという御質問でご

ざいますけれども、正直、福祉事務所といたし

ましては、受給された方々からの御意見を伺っ

たり、どの程度教育費用に影響したのかといっ

たことについては把握してございません。 

  個人的な感想になるかもしれませんが、私、

子育て応援特別手当はいただいておりませんが、

定額給付金は家族４名分いただきました。景気

浮揚のためにということでございましたので、
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年寄りの好きな、普通は食べられないものを定

額給付金で家族４人で食べました。非常におい

しかったですし、うれしかったです。ただ、も

らう前の感じでは、国も金があり余ってこうい

った定額給付金あるいは子育て応援特別手当を

支給しているわけではございませんので、将来

等々のことを考えますと非常に複雑な思いであ

ったことは事実でございます。ただ、実際に金

をいただいてみますと、日ごろ使えないところ

に使ったという喜びは正直ございました。 

  以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 契約後に不慮の事態が

起きたら違約行為が発生するのではないかとい

う御心配をいただいております。８月末まで契

約を延ばして本当に間に合うのかという再精査

の必要もありますが、現在のところは７月に契

約をして執行していかなければならないという

ことに基づいて両市村で動いております。そこ

ら辺も含めて検討しますが、違約条項というの

も契約するときに入ります。どの時点でどうい

うふうになった場合どの程度という具体的な条

項も入った契約になりますので、万が一の場合

はそういった歯どめの契約も行われるはずです

ので、御理解いただきたいと思います。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 違約条項等万全を期し

ながら、金額が金額ですから、市町村合併の情

報システム化は。まず予断のないようにお願い

したいと思いますし、本来は契約条項の中に、

先ほどだれかからも話がありましたように、契

約はするけれども、執行するのは、例えば合併

の来年３月23日ですか、そこまでに支障を来さ

ないように最後の時間だという話でしたけれど

も、よしんばそこのところが少しおくれたとし

ても、そういう部分のロスというか、万が一の

場合のことを考えた上で、８月末の調印という

か、そうなった時点からスタートとなれば最高

ありがたいなと、経費的ないろんな部分もない

のではないかなという懸念から質問させていた

だきました。 

  商工費については、９月でと。それからまた

ずっとイベントメジロ押しで頑張りますから、

11月５日が新幹線開業10周年の日ですから、そ

れまでにまたいろんなイベントを企画しますの

で、よろしくお願いしたいなと思います。 

  それから、先ほどの福祉の方ですが、私見で

すがという話があって、複雑な思い、国だって

決して金があってこういう定額給付金、新庄市

では６億です。内需拡大と物流と地域活性化の

ために手を打ったんですから、事務所長が言わ

れたように、自分のところでも今までにないよ

うなことをやったということは、必ず物流で経

済の部分を底上げしていくのではないかなと思

っていますが、今後もまた福祉に対するいろん

な施策が入ってきますので、早目に手を打って

いただいて、周知の方もお願いしたいなと思い

ます。もう１点、今後予想される点があったら

お伺いして終わりたいと思います。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 先ほどの御質問の中でも

お答え申し上げましたが、21年度の補正で同様

の手当が支給される予定でございます。今度は

住民登録の基準日が10月１日現在で、対象とな

るお子さんは１年ずれまして、平成15年４月２

日から18年４月１日までに産まれた子供さん、

20年度の国の第２次補正の手当の場合は第１子

といいますか、１人子供が控除されて、３歳か

ら５歳の間の２人目以降だったんですが、今回

は全員です。したがいまして、支給される金額

も、総額ですが、20年度と比較しますとかなり

大幅にアップしていると、そういった状況でご

ざいます。 
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平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

８ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

８ 番（遠藤敏信議員） 先ほど来質問が重なっ

ておりますけれども、６款農林水産業費、米飯

学校給食促進事業費補助金と、同じく10款教育

費、学校教育指導事業費のうちの謝金というも

のについてお伺いいたします。 

  先ほど渡部議員の質問で、学校給食用の米飯

の炊飯場所が新庄にないと。渡部議員がみずか

ら言ったところによると藤島と金山ということ

でしたけれども、実際どことどこに炊飯を委託

しているのかお教え願いたいと思います。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 学校給食の御飯を炊いている

のはどこか、炊飯場所ということでございます

が、今２カ所、炊飯工場がございます。藤島食

品というところと松泉堂というところの２カ所

になっております。所在地ですが、藤島食品は

鶴岡市、松泉堂が真室川町、２カ所になってお

ります。 

８ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

８ 番（遠藤敏信議員） 昨年、日新小学校に給

食を食べに伺いました。夏にドライカレーとい

うことで、非常においしくいただいてきたんで

すけれども、そのとき校長先生が言ったことは、

御飯はおいしい、ところがいかんせん、夏場は

まだしも、冷めた御飯を食べるということは、

非常にこれはもったいないし、まずいという話

でした。 

  学校給食米の流れ、フローというか、システ

ムがあります。各市町村の買い入れ申請に基づ

いて、学校給食会が全農山形に発注するんだそ

うです。全農山形ではその申請に基づいて各市

町村のＪＡ、農業協同組合に出荷を指示する。

その指示に基づいて玄米が農協の倉庫から学校

給食会指定の搗精工場に運ばれるんだそうです。

山形県の場合、これが蔵王成沢にある全農ライ

フサポート山形という精米所で、いわゆるパー

ルライスをつくっている工場だそうです。そこ

で精米された米が各市町村の炊飯場所、つまり

学校であれば学校に、委託しているのであれば

その炊飯場所に行くと。新庄の場合、今聞いた

ところによると本合海とか升形とか山屋とか小

規模校についてはその学校に向かうわけですけ

れども、大きなところは鶴岡市藤島にあるとい

う藤島食品、真室川町の松泉堂さんに行って、

そこで炊飯されたものがさらに時間をかけて新

庄市内の学校に来るというシステムです。新庄

から山形に行って搗精され、その米がさらに庄

内あるいは真室川に行って炊かれ、そして新庄

にまたバックしてくるという輸送の広域化、先

ほど金議員は物流範囲の広域化ということを言

いましたけれども、この場合は非常にむだな動

きがあるんじゃないかと私には思えるんです。

その意味で、システム変更はなかなか容易にい

くものではないと思いますけれども、少なくと

もこの問題についてはきょう三、四人から話が

出ているわけで、生産者団体あるいはこういう

業種に取り組んでみたいという方がいないか募

ったりして、炊飯場所の確保を研究して取り組

んでみる気があるかないか、それをお伺いした

いと思います。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 貴重な御提案だと受けとめま

す。炊飯場所の確保ということでございますが、

炊きたての御飯を食べていただく、これは確か

に理想的でございます。今現在の輸送距離、そ

こそこ遠距離になっておりますので、もちろん

保温対策等やっておりますが、生徒さんの口に

入るときは若干冷めた状態もあるということは

聞いております。なるべく近くで炊くのがいい

だろうという考えは持っておりますので、そう
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いった対策と申しますか、声がけ等も今後やっ

ていきたいと思いますので、御了解いただきた

いと思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 学校教育指導費の謝金の

ことについてお答え申し上げます。この謝金で

すが、学校地域支援本部事業、外国語活動実践

研究事業、問題を抱える子供等の自立支援事業

の謝金の一部という扱いになっております。問

題を抱える自立支援事業については、ダイアル

何でも相談、新庄市の適応指導教室の教育相談

員の謝金という扱いになります。学校地域支援

本部事業については、新庄中学校、日新中学校、

八向中学校の地域コーディネーターの謝金とい

う扱いになります。外国語活動実践研究事業に

ついては、升形小に授業の補助ということで１

名、月１程度派遣しておりますので、小学校の

英語活動の授業支援という形で扱わせていただ

いております。以上、御説明申し上げます。 

８ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

８ 番（遠藤敏信議員） 学校給食における米飯、

先ほど来言われておりますけれども、もう少し

すっきりした形で物流が目に見えるというか、

より効率的になるようなシステムづくりという

か、そういうものを研究模索していただきたい

と思います。 

  地域支援、いわゆるコーディネーターという

ことですけれども、具体的にはどういう活動を

するのか、あるいはその人数についてお示しい

ただきたいと思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 学校地域支援本部の地域

コーディネーターの役割ということですが、地

域の教育力を学校で活用するというねらいにな

ります。例えば地域でさまざまな技術を持って

いる方に学校の応援をしていただく、その窓口

や組織化をするというのが地域コーディネータ

ーの役割になっております。実際問題は、例え

ば名簿をつくったりとか電話連絡をしたりとか、

あるいは実際に出かけていってお願いをしたり

とかというのが活動の趣旨になっております。

ただ、新庄市の場合ですと相当どの学校も地域

の方に今までずっと支援をいただいておりまし

た。そういう実績もありますので、さらに地域

コーディネーターには学校の事務的な仕事のお

手伝いをいただいたり、プラスの仕事もしてい

ただいております。人数なんですが、日新中学

校は１名、八向中は２名、新中は２名の登録が

ありますが、新中についてはもう少し人数をふ

やしたいと考えているところです。謝金の額が

決まっていますので、その謝金の額の中で各校

で人数調整ができるという形になっているよう

です。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 10ページの米飯学校給

食促進事業費補助金に関してでございます。今

それぞれ議員の方々も非常に興味を持って、食

育も兼ねて大事な事業ということで、同じ認識

だと思いますけれども、流通が非常に複雑と申

しますか、単純ではございません。米の生産地

である新庄の本当の地元の米を自分たちの子供

や孫に食べさせたいという気持ちはあるんです

けれども、なかなかそれが今までの組織の流れ

の中でできないということで、私もジレンマを

感じていますし、先進地でも最短の流通でやっ

ています。そこでは学校給食会というのが依然

として大きな壁ではなかろうかと思います。そ

の壁を破る勇気がなければ最短距離で安全安心

な米を自分たちの子供たちに食べさせることが

できないという流れの中で、行政は大変苦労し

ていると思うんですけれども、そこを打破して
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いかないと前に進まないと。 

  そういうことで、私も一般質問いたしました

けれども、この炊飯委託業者に補助金が行くん

だよということで、委託炊飯は米が高くつくと

いうことをここで証明しているわけです。だか

ら、国も補正予算、大型景気で10億円、電気が

まを１個２万円を上限として買い与えて地産地

消をやるということですので、そういったもの

をもう一回、今いろんな議員皆さんの議論の中

で取り入れて考える余地はあるのかないのか、

まずお聞きします。今、次長は、なるべく近く

で炊いた方がいいということをおっしゃってい

ます。そうやって自分のところの電気がま、教

室に２個あると十分間に合うそうです、１学級

に２個。そうすると食べ残しもなくて、炊きた

ての本当においしいのが食べられるということ

が可能なわけですので、国策を取り入れるお考

えは、もう一度考え直しながら、新庄市の将来

の学校給食、米飯給食を普及するにはやはりそ

ういったものも、私はこれは非常にいい制度だ

と思うんです、今のこういった国の政策に乗る

ことは。そういったことも考えながら一つ進め

る考えが、将来に向けてでもいいですけれども、

皆さんの意見を聞きながら組み入れる検討する

余地があるのかないのか、まずお聞きします。 

  もう１点、皆さんもおっしゃいましたけれど

も、次の観光振興、これは大変厳しい中でもよ

く頑張って予算計上したなと。私も国指定の文

化財にはいろいろ皆さんのお力をかりながら進

めるような方向を何回も申し上げまして、これ

が実現したということは非常にありがたくて感

謝しているところでして、よく頑張ったと。た

だ、さっきのお話の中で秋田県へのＰＲはなか

なかなかったような、テレビコマーシャルも入

らないと。福島とか宮城、宮城も大きいですか

ら、宮城県からも結構新庄まつりに来ますので、

これはなかなかいいアイデアだと。ただ、私は

３月の一般質問の中で、一番の目玉は山車まつ

り行事でしょうけれども、何かヒットする目玉

商品ということで、今、ＮＨＫの大河ドラマ

「天地人」の妻夫木さん等々をいかがかと言っ

た経過がございますので、その辺の経過なりも

どうなっているのかなと。やはりそういったも

のを呼ぶと、全国配信しますと若い方々が非常

に来ると。非常にＰＲ効果が、テレビスポット

以上かわかりませんけれども、来るというよう

なことは八戸の三社大祭の指定のときにも証明

済みになっているわけですので、そういったこ

ともどうなったのかなと。 

  この新庄まつりは、これを契機にしてさらに

振興、交流人口のあれを図るということで、９

月12日ですか、秋田県の能代市から新庄まつり

が招待を受けたそうです。私も初めて聞いたん

ですけれども、能代のおなごりまつり、東北の

夏祭りのおなごりまつりという、ねぷたとか青

森のいろんなのを呼ばって大変にぎやかだと、

隠れた人気スポットのお祭りだということで、

去年、村山市の徳内が招待を受けて行って、非

常に好評を博したと。ことしはお呼びがかから

なかったけれども、徳内の方々は自分たちでお

金を出して参加するということで、これまた非

常に何か隠れたメジャー的なお祭りになりつつ

あるわけで、新庄まつりが行くということで、

それは大変よかったなと思っています。ＰＲを

兼ねて行くのは、ある町内は協賛するけれども

資金的に非常に窮屈だと、何かそういったもの

で向こうのお金だけでなくて、こっちの自治体

の何か支援が欲しいというような声もあるわけ

です。ただ、それがお金とか、そればかりでな

く、例えば国指定文化財の垂れ幕をつくってそ

こにやるとか、指定を受けたからぜひ新庄に来

てくれとかというような、そういった政策も一

つ取り入れていくと、さらに新庄まつりの250

年の伝統も国指定もさらにＰＲになるのではな

いかなというような気がいたしますけれども、

その辺のお考えを一つあわせてお聞かせいただ
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ければありがたいと思います。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 学校給食の件、いろいろ御心

配いただきまして、本当にありがとうございま

す。なるべく単純なルートで、温かくおいしい

御飯を提供できるように考えたらどうだという

御提案だったと思います。ちょうど今、10月の

中学校給食の開始に向けてさまざまな準備を進

めているところでございます。基本的に自校方

式と親子方式の併用であると。その中で、確実

に御飯が供給できる体制として委託炊飯を使う

という形で今までまいりました。今回10月スタ

ートに際してはそういった方法でやりたいと、

今のところ私どもは考えております。さきに御

質問いただいたときにもお答えしましたが、給

食のやり方、どういった形で運営していくのか、

たびたび見直しをかける必要は当然ございます。

そうした中で、きょうさまざま御提案いただい

た事項を含めて検討を進めてまいりたいと思い

ますので、御了解いただきたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほどのテレビＣＭスポ

ットについて、秋田県云々の話でございますけ

れども、秋田県も入ってございます。 

  あと、「天地人」の主演男優でございます妻

夫木 聡を呼んだらどうかという御提案もいた

だいたわけでございますが、その後、ＮＨＫエ

ンタープライズというところと何回かお話をさ

せていただきました。結論から申しますと、縁

もゆかりもないところに行くのは難しいのでは

ないかということでございました。縁があって

もお呼びするには300万円とか400万円という数

字が出てまいりました。縁もゆかりもなくて、

どうしても呼ぶのであれば1,000万円を超える

のではないかというお話がありまして、このお

話については断念したということでございます。 

  次に、能代のおなごりフェスティバルについ

てお尋ねでございますが、ことし３月ですが、

新庄まつり委員会に「おなごりフェスティバル

御出演のお願い」という文書が届きました。開

催日時が平成21年９月12日、土曜日、午後５時

半からということで、開催場所が秋田県能代市

の畠町ストリート、道路でございます。実施団

体がおなごりフェスティバル実行委員会という

ところでございました。その後、いろいろ私ど

もも調べてみまして、昨年で第20回目を数えた

という20年の歴史がある祭りのようでございま

した。内容につきましては、各地それぞれの祭

りを地元に呼んで、そこでやっていただくとい

うような形態でございまして、昨年につきまし

ては12団体が参加してございます。議員おっし

ゃるとおり、村山徳内囃子もいましたし、盛岡

さんさ、浅草カーニバル、秋田竿燈などが入っ

ておるようでございます。観客数にしまして25

万人というところでございました。今年度、ま

つり委員会に御案内が来たわけでございますけ

れども、依頼された金額についてはおよそ120

万円ほどということで、これについては能代市

の実行委員会の負担でトラックを派遣したり、

その金の中でですが、あと食事代をやったりし

ておるようです。それで、昨日も事務局の会議

をいたしまして、その内容を精査させていただ

きました。そんなところで、市としてどうなの

かということでございますけれども、マイクロ

バス１台を１泊２日で提供すると、新庄の祭り

文化の紹介ということでございますので、１泊

２日で提供したいということでございます。 

  また、議員からいろいろ御提案いただきまし

た。そのことについては感謝申し上げ、今後参

考にできるものは参考にしてまいりたいと思い

ます。以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 給食は命のもとでもあ
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るし、食育という点からも大事な教育の場と認

識しておりますので、ひとつ前向きに、やはり

地元のニーズに合ったように御努力をしてもら

えればありがたいなと思います。よろしくお願

いいたします。 

  妻夫木が縁もゆかりもなくて来られないと見

下されたので非常に情けなく思うんですね。

我々は日本一のお祭りだと自負しているんだけ

れども、まだまだメジャーにはなり切ってない

なということで、今後とも、課長、観光行政、

なめられないようにひとつ頑張っていかないと、

うまくない。たとえ天下のＮＨＫであろうとも

「新庄まつりここにあり」というぐらいの気迫

を持ってひとつ頑張ってもらいたいと思います。 

  終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 一つだけ確認させてい

ただきたいと思います。 

  先ほどから新庄まつり関連で質問、答弁がご

ざいました。お聞きいたしております。その中

で、予算書にあります観光費の新庄まつり運営

事業負担金220万円、当初予算の提案説明では

たしか山車あるいは囃子関連の負担という話を

お聞きしたように思いますが、それは中身とし

てはどういうことだったのか教えてください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほどもお話ししたよう

に思いますが、このたび国の重要無形民俗文化

財に指定されたということで、こういった慶事

を、祭りを実行する団体が今３団体あるわけな

んですが、その方々にもそういった祝意をあら

わしていただけるような仕掛けをやっていただ

きたいということで、今回120万円、まつり実

行委員会に負担するということでございます。

具体的には、詳細は、まだこの予算が通ったわ

けではございませんので詰まってはございませ

んが、事務局段階では、山車の方はあんどんな

どを検討したいということでございました。囃

子の方では何か目立つ大きなちょうちんか何か

を検討したいということを言っておりました。

まだ予算も通過してございませんので、具体的

な検討には入っていないということでございま

す。以上です。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） ３団体、実行委員会の

方にというお話はわかりますが、この８月にま

たお祭りがまいります。今回は文化財指定とい

うことでかなり注目が高いわけですけれども、

一歩下がって山車若連側に立ってみた場合、と

いいますのは、今月末から早い町内では製作準

備に入ります、それで８月の祭りに向けていく

わけですが。今までの説明の中で、通常の祭り

とことしの祭りに何か変わりがあるのかどうな

のか。要するに、文化財指定になったんだけれ

ども、この祭り自体、24日の前夜祭からあるわ

けですが、何らかの変わりがあるのかどうかと

いうことがいまいち私どもはわからないわけで

す。これは市じゃなくて、まつり委員会が決め

るのだとすれば、それはそれで結構ですが、市

に何らかの情報というのが当然入っているわけ

でしょうから、変わりがあるのかないかという

こと、課長がわかるだけの範囲で詳しく説明い

ただければと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 通常の祭りと違う点とい

いますと、指定になったということで、若連も

そうなんですが、市民の方もそうなんですが、

気持ちが違っていると思います。祭りというも

のに取り組む姿勢も違ってきていると思います

し、価値観の向上ですか、そういったものは当

然あろうかと思います。 
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  ただ、祭りについては、３日間やるわけなん

ですけれども、例年どおりの実施ということに

なろうかと思います。格別ここが違ったという

ことではなくて、整然と粛々とやるということ

でございます。ただ、この補正が通過いたしま

したならば、若干のそういったあんどんとか何

か祝意をあらわすものが一方でつくような形に

なろうかと思います。以上です。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 何ら変わりない通常の

祭りだとお伺いしました。その前段として冠事

業等の話はお聞きいたしましたが、この120万

円でできるかどうかは別の話ですが、せっかく

の文化財指定のめでたい祭りだと思います。市

民もそういう思いで迎えようとしているわけで

すので、何かもう一歩踏み込んだ、私はお金を

いっぱいかけて記念事業をしてくれということ

を言っているんじゃなくて、もう一歩入って、

何か感動を受けるような仕組みができなかった

のかどうか。もしやろうとすれば、まだこれか

ら７月、８月と結構時間、日数がありますので、

それらを市としてもチェックし、まつり委員会

等を誘導するような考え方がわいてこなかった

のかどうなのかなと思うんです。まだ６月半ば

ですので、山車をつくる若連自体もやはり「た

だ普通の山車だと」という印象を持っておるよ

うです。と同時に、囃子若連の方々もこれを契

機にして、もう少し踏ん張って訓練して、いい

囃子をつくろうか、演奏しようかということに

向けさせる、こういう努力を見出していただけ

ないかなと常々思っていたんです。お金をかけ

ないでできることは多々あると思うんですが、

その辺、観光課長、もう一歩踏み込んで、どう

でしょう、頑張れないでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 いろいろお励ましいただ

きまして、ありがとうございました。 

  先ほどちょっと落としてしまったんですが、

ことしは60周年記念ということで、８月23日を

祭りの日程に１日加えさせていただきまして、

子供たちに出演してもらいます。まさに未来に

つなぐ子供たちが出番になる場面でございます。

ぜひ御期待いただきたいと思います。そのほか

に、ふるさと歴史センターに看板を掲げてござ

います。大変失礼申し上げました。今後、沼澤

議員の気持ちも十二分にお伺いしましたので、

できるものはやってまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 時間がないようですの

で、１点だけ短目にお聞きしたいと思います。 

  米飯給食でございます。先ほど遠藤議員から

日新小学校での給食会ということで、文教の方

で私も参加しましたが、私たちばかりでなく、

子供たちから見た給食というものも大事ではな

いかなと思います。米ができるまで、田植えを

したり、収穫をしたり、そういうことをやりな

がら給食ということを学んでいるとお聞きしま

したけれども、もう少し大きく考えて、例えば

先ほどから皆さんがおっしゃっている雪室倉庫

を見学したり、新庄用水の水、雨の降らない中

で、石川県ですか、ああいうところでは田んぼ

がひび割れて稲作が危ぶまれているが、新庄で

は新庄用水を使った水田でお米ができると。そ

れから、農業振興事業で乾燥施設のリニューア

ルを聞きましたけれども、これは生乾燥機に補

助するやつだと思いますけれども、そういうと

ころの施設を見たりとか、そういうことをやっ

ていただければいいんじゃないかなということ

で、これから自分たちでやった田んぼで自分た

ちでつくったお米を食べるだけでなく、新庄最

上一円を見て、そういう施設を見ながら勉強し
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ながら食育教育というのも大事ではないかなと

思います。 

  それから、一般質問でも出ましたが、例えば

地場産の農産物を競り落とす市場、青果物のこ

とも質問が出ましたけれども、そういうところ

も見ながら、そして私たちの食卓に上がるまで、

新庄市内でできる米とか野菜とか、例えば産直

とか、そういうところに子供たちも行って見て

いただいて、そして理解を得るということが大

事だと思います。雪室、雪室と私たちだけでじ

ゃんじゃん言っても、子供たちにはどこにある

のか何だかわからないと思いますし、地場産業

の例えば青果物だって朝早く競りをしてるとこ

ろをもし学校で見られなかったら９時か10時ご

ろに模擬的にやってもらうとか、そういう考え

で、地域でできるものとか地域のお米というも

のをもう少し大事にしていかないと、庄内から

来たり、真室川町から来たりということじゃな

くて、ここのところをもう少し大人だけでなく

子供たちから見た給食というものを考える必要

があると思いますけれども、どうですか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 森議員からは食育のやり

方にいろんな提案をいただきまして、ありがと

うございます。各小学校でもさまざまな形で総

合学習の場面で食育に取り組んでいます。大体

新庄市内のどの小学校でも畑をつくったりして、

まずは自分の手で食物の生産をしてみようと頑

張っていますし、いろんな見学も市のスクール

バスを使って行っているところです。米の方で

もいろんな形の栽培の方法を勉強したりという

ことで、総合的に年間を通して食育の観点から

学習している学校もあります。そういうところ

も含めて、食べるだけじゃなくて、一連の流れ

の中で自分の口に入ってくるんだということを

認識させるような食育の視点をもっともっと私

たちとしても学校現場と話し合いながら進めて

いきたいと思います。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時０２分 休憩 

     午後２時１２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。議案第40号については原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第40号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７議案第４１号平成２１年

度新庄市老人保健事業特別会計補

正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第７議案第41号平成21年度新
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庄市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号平成21年度新庄市老人保健事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後２時１３分 休憩 

     午後２時３２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 御苦労さまでございま

す。それでは、議会運営委員会における協議の

経過と結果について御報告申し上げます。 

  本日午後２時15分から議員協議会室において

委員７名出席のもと、執行部からは副市長、関

係課長並びに議会事務局長及び職員の出席を求

め議会運営委員会を開催し、本日の本会議にお

ける議事日程の追加について協議をいたしたと

ころであります。 

  協議の結果、執行部から提出されました議案

第42号平成21年度新庄市一般会計補正予算（第

４号）及び議案第43号平成21年度新庄市公共下

水道事業特別会計補正予算（第２号）の補正予

算２件と議会案第４号「非核日本宣言」を求め

る意見書の提出について、議決案第１号北朝鮮

における核実験に抗議する決議について、議会

案第５号教育予算の拡充を求める意見書の提出

について、議会案第６号ＪＲ不採用問題の早期

解決を求める意見書の提出について、議会案第

７号農地法の「改正」に反対する意見書の提出

について、議会案第８号政府が自ら決めた備蓄

ルールに基づいて、20万トン規模の政府米買い

入れを求める意見書の提出についての議会案５

件、決議案１件及び議員派遣の件に先ほど申し

上げました執行部提案の補正予算２件を加えた

合計９件を本日の議事日程に追加していただく

ことにいたしました。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会の協議の経過

と結果について御報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

たとおり、補正予算２件、議会案５件、決議案

１件及び議員派遣の件の計９件を本日の議事日

程に追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算２件、議会案５件、決議案１件及び議
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員派遣の件の計９件を本日の議事日程に追加す

ることに決しました。 

  追加日程を配付するため暫時休憩いたします。 

 

     午後２時３５分 休憩 

     午後２時３７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 それでは追加日程に入ります。 

  日程第８議案第42号平成21年度新庄市一般会

計補正予算（第４号）及び日程第９議案第43号

平成21年度新庄市公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）の補正予算２件を一括議題にし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号平成21年度新庄市一般会計補正予算

（第４号）及び議案第43号平成21年度新庄市公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の補

正予算２件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第42号一般会計及

び議案第43号公共下水道事業特別会計補正予算

について、御説明申し上げます。 

  この補正予算は、先ごろ成立しました国の補

正予算に伴うものでございますが、地域経済へ

の波及効果も考え合わせまして、議会最終日の

追加提案となりますことを御理解いただきたい

と思います。 

  それでは予算書に基づき御説明させていただ

きます。 

  補正予算書１ページ、議案第42号一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ４億3,165万3,000

円を追加し、補正後の予算総額を135億1,195万

2,000円とするものであります。 

  歳入予算の主な補正内容について御説明申し

上げます。７ページをごらんください。 

  国の補正予算に関連するため、国庫補助金の

補正額は３億8,706万円の増額となりまして、

全体の約９割を占めております。特に小中学校

のコンピューターやデジタルテレビの導入事業

にはＩＣＴ教育環境整備事業費補助金、安全安

心な学校づくり交付金、地域活性化公共投資臨

時交付金が交付され、合わせますと9,019万

2,000円と大きな補正額となります。また、地

方公共団体の特色ある事業に活用するための地

域活性化経済危機対策臨時交付金は２億750万

円を計上しております。この交付金は、地方交

付税の算定方法に準じまして、人口や過疎など

の状況に応じ算出されるものでありまして、本

市は２億1,000万円が交付される見込みです。

予算額は少し下回っておりますが、今後新たな

事業が発生することも考えられますので、少し

留保させていただいております。 

  ９ページからの歳出でございますが、項目的

には地域活性化経済危機対策臨時交付金に関す

るものが多くございます。独自性を発揮しなが

ら将来への投資となる事業を選択しておりまし

て、流雪溝整備や消雪ポンプ改修などの雪対策、

コンピューターやデジタルテレビを活用した新

たな教育方法に対応するための環境整備などを

重点的に予算化しております。また、臨時交付

金以外の事業としましては、子育て応援特別対

策交付事業、女性特有のがん検診推進事業、市

営住宅改修事業、スクールバス導入事業等を計

上しております。 

  続きまして、15ページ、公共下水道事業特別

会計でありますが、歳入歳出それぞれ1,281万

2,000円を追加し、補正後の予算総額を15億
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8,383万6,000円とするものであります。 

  内容は、処理場の汚泥脱水機の修繕を行うも

ので、全額を一般会計からの繰入金としますが、

一般会計の繰出金に経済危機対策臨時交付金を

充当しております。 

  以上で追加補正の説明を終わらせていただき

ますが、経済危機対策臨時交付金の対象事業と

それ以外の事業につきまして一覧表を配付して

おりますので、ごらんいただきたいと思います。 

  また、今回の補正は現時点で把握している内

容でございまして、今後国や県予算の詳細な内

容が判明しますとさらに追加する事業が出るこ

とが予想されますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  壇上からの説明を以上とさせていただきます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第42号及び議

案第43号の補正予算２件については、会議規則

第37条第３項の規定により委員会への付託を省

略したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号及び議案43号の補正予算２件につい

ては、委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。 

 

 

日程第８議案第４２号平成２１年

度新庄市一般会計補正予算（第４

号） 

 

 

平向岩雄議長 初めに、議案第42号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）について質疑

ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ９ページの衛生費で、

女性特有のがん検診推進事業費というのがあり

ますが、これは何歳を相手に、１年限りのもの

なのかということをお伺いします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 女性特有のがん検診推進事業

についてお答え申し上げます。 

  これについては乳がん検診と子宮がん検診、

市が２年に１回の形で実施しております二つの

検診、これが今回の緊急経済対策事業の一環と

して無料という措置になったわけでございます。

ただし、これは今年度限りの措置と国の方から

来ております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 無料というのはいいと

思うんですけれども、今年度限りということは、

がんは１回の検診だけでいいと考えられる問題

なのでしょうか。どう思いますか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 これは経済対策であると同時

に子育て支援対策の一環でもあるという位置づ

けで、国の方からは１年限りの事業という形で

来ていますので、それ以上は今のところ私ども

からコメントすべきものはございません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） これは国でやることに

なったということでありますけれども、がんと

いうのは１回無料で検診して、なかったからと

いって安心できるものではないと聞いておりま

す。１年前の検診では何ともなかったのに、が

んになっていたということもあると聞いており

ますし、だから、本当は市が２年に１回やって

いるのを無料にするというか、そうであって初
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めてがん検診も非常に効果のあるものとなるよ

うな気がいたします。そういう意味では、国の

あり方として、これが１回限りで、だからとい

って効果があると考えるのはいかがなものかと

思います。本当の政策として安心ということを

考えたら、社会保障の一環として、毎年か２年

に１回でもいいんですけれども、ずっとこの検

診を無料でやるというのがあってこそ安心につ

ながる第一歩と思うわけです。これは１年限り

にしないでいただきたいと、やるならば安心感

を与えるようにほぼ恒久的にやる姿勢を示す必

要があるのではないかということを言っていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 この二つの検診につきまして

は、先ほども申し上げましたとおり、子宮がん

については20歳以上、乳がんについては40歳以

上ということで、奇数年のときに２年に１回受

診しているわけでございます。これについては

何ゆえ今回緊急対策として国がこの措置を上げ

たかと申しますと、英米に比べてがん検診につ

いては２割程度しか日本人の場合は受けていな

いと。英米は７割から８割、乳がん、子宮がん

検診を受けていると。このままではいられない

ということで、今回、がんに対する恐ろしさと

いうか、検診の重要性を国民の間に広めるとい

うことも一つの大きな目的でございますので、

今回限り無料ということで、ある一定の基準、

20歳、25歳という５歳刻みで該当なった場合は

無料ということで、乳がんについては40歳以上

５歳刻みの方については無料ということで、現

時点では国からそういった形で来ているわけで、

これについては10分の10ということなので、い

ち早くうちの方も取り組みたいということで計

上したところでございます。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） お願いでございますけ

れども、今回の総事業費４億3,165万3,000円、

このように大きなお金は新庄地域の経済にとっ

て本当に皆さん待ちに待った事業ではないかと

思います。各課にわたり事業が配分されている

わけでございますけれども、事業発注に際して

はいろいろなことがあると思いますけれども、

どうか地元の業者に対して十二分な配慮をお願

いしたいと思います。これは私個人だけじゃな

く、ほかの議員も皆同じだと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 21年度の地域活性化・

生活対策臨時交付金にかかわる事業計画という

ことでかなりのっていまして、当新庄市が財政

的に大変な中では本当に有益な、地域経済、内

需拡大等有効な事業であると思いますが、何点

かお伺いしますが、まず第１点、21世紀の学校

に対する、私もスクール・ニューディール構想

の話をしましたけれども、かなりの額、１億

6,000万円ぐらいまで、全部の小中学校に電子

黒板だったり、テレビだったり、ＩＣＴのコン

ピューターだったり、それから学校内ＬＡＮだ

ったり、いろいろすごい状態になるわけですけ

れども、コンピューターに関して、現に使用し

ているコンピューター関係は、小学校、中学校

等はそれにプラスなのか、少し古くなっちゃっ

ているのかということが１点、それから電子黒

板はすべての小中学校に10台ぐらいずつしか入

らないので、どういう配分になるのか、この工

事はいつごろからするのか。 

  もう１点、スクールバス導入事業を見ると山

屋小学校の代替バスになっているわけですが、

今まで分校じゃなくて普通の小学校が統廃合と

いうか、廃校になった場合には文科省から別枠
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でスクールバスが来るのではなかったかなとい

う私の認識なのですが、あえて地域経済対策の

臨時交付金の中に入れなければならなかったの

は、来年度４月に統合という感じだと思います

けれども、その時点で文科省から別枠でいただ

けるのではないかなと思ったのですが、この点

はどうなのかをお伺いしたいと思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 金議員の御質問にお答え

いたします。 

  まず、コンピューターにかかわってですが、

現在各小中学校に教育用コンピューターという

ことで、コンピューター室に１クラス分、多い

ところで40台、少ないところで20台前後のコン

ピューターが児童生徒用に配置されています。

そのほかに校務用コンピューターということで、

各校一、二台、これは先生方が事務処理用に使

うのが配置されています。今回のコンピュータ

ーは、教育用コンピューターにつきましては現

在あるリースのコンピューター室のコンピュー

ターにプラスしてノートパソコンを児童生徒用

に多いところで40台、少ないところで５台とい

う形の配置になります。 

  それから、校務用コンピューターですが、現

在、先生方が自分のコンピューターを職員室に

持ち込んで仕事をしているという不適切な状態

になっております。それをこの交付金で解消し

ようということで、先生方１人１台配備になる

ような形で計画をしました。コンピューターに

ついては以上です。 

  電子黒板についてですが、電子黒板は15校全

部に１台ずつ、50インチ以上のものを配備しま

す。それから、各学校にデジタルテレビが入る

わけですが、デジタルテレビは２学年に１台と

いう形で配置の計画であります。小学校では大

体３台ぐらいという形になりますが、そのデジ

タルテレビも将来電子黒板に組みかえられるよ

うなデジタルテレビを予定しております。将来

また予算化されれば、それが電子黒板になると

いう形になるかと思います。 

  工事日程ですが、今、補助金の申請をしてい

るところですので、補助金が出次第、工事にか

かるという形になります。工事については多分

10月ごろの予定になるのではないかと思ってい

るところです。なるべく授業に影響がないよう

な形で、できれば、２学期制をとっております

ので、秋休みとかありますので、その段階でで

きればいいかなと考えているところです。 

  以上です。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 ただいま御質問をいただきま

したスクールバスの件でございますけれども、

おっしゃるとおり別枠の補助金を今回使わせて

いただきます。へき地児童生徒援助費等補助金

と申しまして、これがスクールバス購入の補助

金になります。補助率が２分の１、今回、国・

県支出金として財源内訳に載せておきましたが、

この金額が上限でございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） ２学年に１台、50イン

チ以上のテレビだということですので、まだ充

足率は大変だなと。すごい金額ですから、子供

らの学校の環境に対してはかなりいい状態にな

っていくのかなと思っております。 

  もう一つ、家電関係を使うわけで、国の政策

としてエコポイントというのをやっているんで

すよ。家電量販店でも、エコというか、電力の

弱いというか、エコに協力している場合にはと

いう状態にあって、メーカーに大量発注する内

需拡大のための施策でしょうけれども、やろう

としています。ここいらとの兼ね合いは、これ

からこれが採択されるようにということで申請

しなくちゃだめなんでしょうけれども、そうい
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う部分の兼ね合い等は考えているのかどうなの

か。エコの部分については結構安くやれるんで

すよ、国の施策として。それは考えているかど

うかと、今、国庫補助金、スクールバス、２分

の１、ここにあります臨時交付金300万円をぶ

ち込んでいるようですね。要するに市の財政負

担何もなしでやりたいという意味合いなのかど

うなのか、もう一度確認します。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 今お話しいただいたようなも

くろみといいますか、考えがございまして、今

回の要求になったと御理解いただきたいと思い

ます。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 エコポイントの活用につ

いてですが、現在、この事業で文科省が考えて

いるデジタルテレビの単価は24万円になってお

ります。それは都市部の単価設定になっている

かと思いますので、それのエコポイントも活用

しながらできるだけ安く導入して、周辺機器の

方に回せればいいかなと思っているところです。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 初めに、今回の一般質

問で私が答弁を求めました中に持ち家対策とい

うことで、定住人口の増加と地域経済の活性化

を図るという質問をいたしました。御答弁は、

年間6,000万円から7,000万円ぐらいの補助とい

うか、祝い金にするとかかるだろうと。しかし、

経済効果がさらに５億ないし６億ですか、その

ぐらいの効果があるだろうという御答弁をいた

だいております。そのことを今回の経済対策の

中の交付金で対応できなかったのかどうか、な

じまなくてできませんと言われればそれまでな

んですけれども、御検討なさったのかどうか、

まず１点お伺いします。 

  次に、市指定の避難所整備事業費補助とあり

ます。130万円、どこの避難所を整備しようと

しているのか。 

  最後にもう１点ですが、先ほど金議員から質

問がありました学校教育のコンピューター関係

ですが、現在はリースで行っております。その

リースしているほかに今回かなりの台数、小学

校においては233台ですか、校務用も含めて、

中学校も151台と結構多い台数になっておりま

すが、これは実際どうでしょう、今までリース

でやってきて、その台数で間に合ってきたのが

ノートパソコンを一気にふやして、その活用と

しては十分利用できるんでしょうか、多くない

でしょうか。もし今回の特別対策交付金でこれ

だけ多くの台数が入るとすれば、リースの方を

やめて、これだけでできないのかどうなのか、

その辺お伺いしたいと思います。３点です。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 一般質問で議員から持

ち家制度の祝い金ということで御質問ありまし

て、答弁させていただいたんですけれども、今

回の緊急経済対策の中でいろいろ検討してみま

した。ただ、今、国交省で推進している住みか

え制度とか利子補給制度、とにかく市民の方々

に周知させるということで、今回はこの対策か

らは対象外とさせていただきました。 

  以上でございます。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 このたび市指定の避難所を

お願いしておりますが、具体的には前波の多目

的集会所であります。ここにつきましては平成

18年７月28日に前波地区の土砂崩れがありまし

て、二晩、３世帯10名が避難しておりますが、

実はこの建ててある場所が、いろんないきさつ

がございましたが、河川敷跡地に一部かかって
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おりまして、地盤沈下が十数年前、20年ほど前

から進んでおりまして、亀裂が生じているとい

うことで、前波地区につきましてはそこを避難

所として廃止すれば升形地区まで行かなければ

ならないという非常に不便な場所でありますの

で、このたび130万円をかけて基礎部分を上げ

て普通の状態に戻したいということです。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 沼澤議員から質問のあり

ましたノートパソコンの活用の仕方ということ

でお答え申し上げます。 

  現在リースのコンピューター、大きい学校で

は40台程度、コンピューター室に配備されてい

ます。このコンピューターについては情報教育

の基礎の学習ということで、１人１台を使って

コンピューターの使い方等を学ぶという形にな

ります。大きい学校になりますと、そのほかに

も実は社会科の調べ学習に使いたいとか総合学

習に使いたいというのがあるんですが、40台１

カ所しかないもんですから、それがダブってし

まうことが多々あるわけです。今度各教室に校

内ＬＡＮ、無線ＬＡＮの設備が整いますので、

ノートパソコンを教室に持ち込んでグループで

調べ学習を行ったりということが、日新小学校

で言えば４クラス同時に行えるという活用の仕

方になります。そうすると、普通の授業の中で

調べたいものがぱっと調べられるという非常に

利便性が出てくるんじゃないかなと思います。

まさにコンピューターが日常の授業の中に入っ

てくるという情景が見られることになるかなと

思って、私としては大変コンピューターの授業

での活用ということで期待をしているところで

す。以上です。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） また確認の意味で一つ

だけ、最初の五十嵐課長の御答弁なんですが、

私がお聞きしたいのは、こういう祝い金制度と

いうのは今回の経済危機対策臨時交付金になじ

むのか、なじまないのかということをお聞きし

たいんです。なじむけれども今回は見送ったと

いうのと、なじまないから最初からだめですよ

というのでは意味が違うと思いますので、もう

一回確認させてください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 制度としてはなじむと

思います、なじまないか、なじむかと言われれ

ば。ただし、緊急対策であるため、制度の創設

とか、いろんな精査を行ったり、これを制度と

して確立するためには、周知期間とか、どうい

う助成の制度にするのか、いろいろ研究とか体

制を組む必要があると思います。そういった意

味では、緊急対策でありますので、新庄市とし

ては修繕とか安全とか、いろんな施設の整備と

か、そういったソフト・ハードにわたって市の

施設あるいは市の施設に準ずるもの、そういっ

たことで臨時交付金を充てたいという考えで対

応しましたので、時間的に、制度を市民に周知

したり、どこの業者を対象とするのか、いろい

ろ詰めなければならないところがたくさんあり

ましたので、今後の課題とさせていただくとい

う意味合いで今回は保留させていただいたとい

うことであります。 

１２番（沼澤恵一議員） わかりました。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） この対策事業を見てな

んですが、余り聞きたくなかったんですが、何

考えているのかなというのが一つ。生涯学習課

長、前も八向地区公民館の件、いろいろと相談

した経緯がある。今の状況を全部把握している

と思うんですが、この事業には一切のってない。

補正予算書の中に地区公民館運営事業というの
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がのっている。また、市民プラザに関しての事

業ものっている。八向地区公民館を一体どう市

では考えているか、市長、きちっと説明してい

ただきたい。ということは、あの地区公民館、

官舎、どういう状況であるか。雨漏りはする。

集会所というか、あそこの場所の外壁というか、

壁、あれで市の公舎というか、官舎と言えるの

か。雨漏りがするんですよ。隣の山口議員にい

つ屋根が吹っ飛んでいくかわからない状態。市

長、その辺の位置づけ、きちっと説明していた

だきたい。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 前回もお答えしましたけ

れども、本当に八向公民館については次から次

へと手の施しが足りないぐらいに修繕が次から

次へと来ておりますけれども、本当に根本的な

ところでないと対応できないような場面もござ

いまして、今回の緊急補正には計上してござい

ませんでした。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 緊急対策事業だ、これ。

わかる。おれ何ぼ字読めないたってわかる、こ

れ、緊急対策事業。雨漏りはする。そして、夏

の間、暑くて窓をあけると夕方だと蚊も入って

くる。何考えてんの、一体。市長、あれで、あ

そこで生涯学習、公民館事業をやれというのか。

私から見ればとんでもないこと。今回のこうい

う対策事業、いろんな形でやっているのはある

程度評価するんだけれども、そういうところが

あるということ、何でもっとこういう事業が、

緊急の事業が、国で補正予算もつけたんだから

それなりの整備してやるのが当然だとおれは思

うんだけれども、市長、どうなんですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回は緊急対策事業ということで、

八向地区公民館については抜本的な新築あるい

は建てかえというところまで及ぶと私は認識し

ております。ただし、八向地区公民館そのもの

の立地条件というものを勘案した場合、今後、

駐車場の問題、入り口の問題等について検討せ

ざるを得ないと内部では伺っております。また、

児童センターがございますが、児童センターが

建設された経過の中で、３点セットと言われる

長坂に建てるかということもあって、その地域

の総意をどこに持っていくのかということが再

三にわたり話し合われてきたと私は承知してお

ります。しかし、議員おっしゃるとおり、地区

公民館という大切な教育機関であるということ

の認識は持っておるところであります。抜本的

な建てかえに対する考え方を整理させていただ

きたいと思います。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 課長、あの建物は古い

のは当然、児童センターの後の建物を利用して

いるわけだから。それはそれとして、どういう

形であそこを利用して地区民がやっているか。

いろんな形で公民館事業、地区の人たちがいろ

んな活動をしたり、あるいはいろんな愛好会の

方々、クラブとか総会とか、いろんな形で利用

している。机一つ見ても、まともな机あります

か。あそこに座ったことがあるか、いすに。ど

う感じているか。全くそういうことを一々我々

議員が言わなきゃだめなのか。政策経営課長、

八向地区の住民だべ。もっとそういうものを見

て体感して、何とか。あそこに議員みんなに行

ってもらって、見てもらってもいいですよ。ど

ういう施設で、どういう状況下に置かれて、あ

そこの公民館活動、公民館事業、公民館を利用

してやってもらっているか。全く言わざるを得

ないのよ。これはぜひ、市長の最初の答弁でも

何か枠が残っているみたいなこともあるし、緊

急対策事業がこれからもまだ出てくる可能性も
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ある。ぜひここでそういうリニューアル的にで

もやりますよという言葉を出してください。そ

うじゃなきゃだめだ。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 今の机等の備品について

は、本当に各施設でも非常に悪いような状態で、

文化会館もようやくこのたびつけたりしている

んですけれども、それを含めて……。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後３時１６分 休憩 

     午後３時１７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 八向地区公民館の件に関しまし

ては、あそこの場所に移る前の段階、いろいろ

議論があったことは承知しております。抜本的

な解決というのは八向地区公民館をどこかに新

築するということでしょうけれども、現状の中

でまだいろんな検討をしなくちゃならない部分

もございますし、現状の公民館は決していい状

態ではないとも思っております。その現状の公

民館をよりよい環境にするために、何とか検討

していきたいと思っています。よろしくお願い

いたします。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時１７分 休憩 

     午後３時２７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいまの八向地区公民

館の件についてでございますが、八向地区公民

館の現状を総点検いたしまして、早急に対応さ

せていただきます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） 清水議員に関連します

けれども、実はきょうは言わないつもりで黙っ

ておったんですが、私、３月議会で質問しまし

た。それは御案内のとおり北辰小学校のことだ

ったんです。当初予算につかないから補正でや

ってくれるのかなということで期待も、地元の

方にも全部報告しました。市長も入学式あたり

に行って話を聞いていると思います。ところが、

全然のってこないんですね。教育長、議場とい

うのを一体どう考えているのか。我々が質問す

る内容についてどう考えているのか。だてに

我々は議場で質問しているわけじゃないんです

ね。小関議員がこの前ちょっと話しておったん

ですが、議員との関係。私ども質問するのは議

場という神聖な場所で質問しているわけですか

ら、その答弁を期待しているわけです。当然そ

の答弁どおりやってもらえるものと信じて我々

は質問している。 

  それはそれとして、地域活性化関係の中にの

ってくるのかなと思ったら何ものってこない。

ところが、この前、文教の委員会で学校の耐震

関係の調査の資料が渡りました。これを見ます

と、最終的には27年度で、それまでかかるんだ

ということ、それ以上かかる。ところが、老朽

化している学校というのは一体どうなるのかな。

それまで対応しなければ、児童生徒の安全とい

うことが本当に憂えるものがありますね。特に

私は、教育委員会というものがあるわけですか

ら、教育関係のそういう施設関係とか危険、そ

れらの問題等については私は委員会で把握して

いるものと思っておった。我々から質問されな

ければ、これがわからないような状況というも

のは一体どうなのかなと、本当に疑問を持って
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おるんです。日本には教育制度があるわけです

から、教育関係、私は教育委員会でやって、そ

して新庄市の教育関係を担うんだと思っておっ

た。ところが、議場を見ますと、質問等も見ま

すと、私もそのとおりなんですが、教育関係に

対する質問がきょうも相当出た。その中で、委

員会として、私どもに教育の内容等について、

あるいは施設関係の改修等についての報告とい

うものは一切ない、一体何なのか。我々はもち

ろん地域住民との話し合いの中でいろいろ要望

されますが、財政的な問題からいってできない

ものは私は「できない」ということを言ってお

ります。財政再建の時代ですから、これはやむ

を得ないものがあるだろうと。でも、この議場

で約束したものはやっていただかないと困りま

すよ。そうでしょう。約束しなけりゃいいんで

すよ。だから、清水議員、さっきいろいろ話あ

ったんですが、八向公民館の問題等、私も当時

からその内容を知っている一人なんですね。何

年、何十年近くかかったでしょう。やはり取り

組むなら真剣に取り組んで、そして我々は地域

住民のために質問して、やっていただきたいと

要望しているわけですから、それに真剣に取り

組んでいただきたい。この姿勢について、市長

と教育長からひとつ意見を聞きたいと思います。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 議場で約束したことを果たすか

果たさないかという御質問かと思いますけれど

も、約束したのであれば、時期はともかくとし

て果たさなければならないと思いますし、果た

したいと思います。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） 教育長が答弁されたの

で、市長はそのとおりじゃないかと思いますね。

ぜひ、教育長、議事録に残っているんです、

我々質問しているのも答弁しているのも。言う

までもないと思う。だから、ぜひこれらを約束

したことは実施してほしいということ。 

  実はきょうは何も言わないつもりでおったん

ですけれども、清水議員への答弁に対する私も

不満もあったし、３月に質問した内容について

何も答えてくれない。そして、教育長はそうい

う約束したのか外壁はどうなのかということの

言葉が返ってきたもんですから、頭に来たわけ。

それじゃだめなんです、やはり。我々みんなの

いた前で話しているわけですから。これは慎重

に対応して実現の方向でひとつお願いしたいと

思います。終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） １点だけお伺いしたい

んですけれども、小学校の校務用コンピュータ

ー、中学校の校務用コンピューター、小学校の

デジタルテレビ、中学校のデジタルテレビ、こ

の定価に対して何掛けぐらいで購入しているの

か、それだけお聞きしたいんですが。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 定価の幾らぐらいでとい

うお話だったようですが、文科省がデジタルテ

レビで基準価格としているのは24万円なんです。

それは大都市圏の価格になっていますので、本

教育委員会としては周辺機器も含めて、あるい

はキャストも含めて36万円程度と今のところ考

えているんです。そこら辺は業者とのかかわり

の中で、やってみないとわからない部分がある

かと思いますので、それは首都圏の定価に基づ

いているということで、御理解いただければと

思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 学校用で購入する場合

は、例えば税金が免税になるとか、定価に対し
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て半額ぐらいで購入できるのかなと思ったんで

すね。36万円が24万円ですか、その辺ちょっと

お聞きしたかったんです。かなり安く入ってい

るはずなんですよね。ほかのものもそうじゃな

いですか。学校で購入する場合は免税だと、そ

れのほかに安くなるということで、かなり安く

購入できるはずだと思うんですよね。結構です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 一つだけ、市道の消雪

用ポンプの改修でございますけれども、新庄市

内にポンプが何カ所設置されておるのですか。

このポンプの改修は、川からくみ上げる消雪の

いポンプですか、それとも深井戸用のポンプか、

その辺。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 11ページの雪対策費の

除排雪業務費で消雪用の修繕でございます。こ

れについては北本町の消雪井戸になります。立

体駐車場のわきに道路の消雪の井戸がございま

す。これが老朽化しておりまして、これの修繕

になります。それから、市内では23カ所の消雪

用の井戸がございまして、それが今申し上げま

した北本町の井戸と、もう２カ所、老朽度の激

しいところ２カ所対応したいと思います。深井

戸です。130メートルぐらいの深井戸になりま

す。これの目詰まりとかポンプの揚水のいろん

な不足とかストレーナーの目詰まりの調査をし

まして、修繕したいと考えています。 

  以上でございます。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 深井戸用の整備、改修

ということで、それからもう一つ、細かい説明

のプリントの方に、新庄駅東口の交通広場の井

戸というのは、これも深井戸だと思いますけれ

ども、これとは別に、これは広域的なもので、

新庄市が負担するお金がこれだけということで

すか、それともこれは単独でやるのか、それと

もこっちの改修、市道用消雪と別個になってい

るのか、その辺。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今申し上げました23カ

所の井戸のほかでございます。これはあくまで

も駅東の交通広場に消雪の井戸がございまして、

これが現在揚水できない状況にあります。それ

について利便性を図るために新たに井戸の修繕

を図るということで、今回2,010万円ですか、

計上させていただきました。市独自です。 

１６番（森 儀一議員） わかりました。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 一つだけ、10款のとこ

ろですが、移動図書館車導入事業というので車

を購入するんですが、これはかなり要請された

重要なものなんでしょうか。必要だからとは思

うんですけれども、それほど。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 現在、図書館に配置して

ある車は普通のワゴン車でございまして、学校

とか保育所、神室荘、公民館等に本を巡回して

回しているんです。学校なんかは、コンテナと

いうか、普通の車ですので、コンテナに本をい

っぱい詰め込んで、それを学校の図書室に運ん

で広げて、子供たちから選んでもらっていると

いうことで、人手がすごいかかるんです。３人

乗れるんですけれども、そのほかにボランティ

アの方々二、三人が、その箱を運ぶだけで、学

校の図書館の多くは２階にございますので、１

階のあいている部屋なんかも都合してもらった

りしているんですけれども、そのように非常に
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人手がかかるということと、現在の車が17年目

でございまして、老朽化しております。そうい

う意味から、車の中に本が最初から積んであり

ますと、子供たちがその車の中で本を自由に選

んで、カードを自分で使って、まさに図書館で

本を借りる状態で体験できるということで、な

かなか親と一緒でないと図書館には来られない

ので、特に遠い学校に移動図書館を使っており

ますので、そういう関係で、本当に小型のもの

なんです。本来ですと２トン車、３トン車で

1,000万円以上するものなんですけれども、今

回は所蔵とか運転とかもありますので比較的小

さい車になりますけれども、子供たちが入れる

ような車ということで、リフトもつけていただ

いて、運ぶときに楽なようにしていただいてと

いうことで、上げさせていただきました。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 大変大切なことだと思

いますので、それはいいと思います。 

  あともう一つなんですけれども、教育費に大

分予算が行っていて、いいかなと思うんですけ

れども、ある一方で、耐震化、先ほど亀井議員

の話の中でも出てきましたけれども、耐震化と

いうのは一番優先すべきことじゃないかなと思

うんですけれども、それは地域活性化とか経済

危機対策臨時交付金の対象にはならないんです

か。それとも、もう決まっていることだから前

に持ってきて事業化することができないとか、

そういう事情があるんでしょうか。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 耐震化についてのお尋ねでご

ざいますけれども、今年度から平成27年度まで

計画的に順次耐震診断を行い、その結果に基づ

いて耐震改修を行うという計画を今組んで進め

ております。今年度予定しているものの一部に

ついてはもう既に発注しているということで、

計画に沿って進んでいるということで、あえて

今回この予算の中では組み込むことはいたしま

せんでした。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） わかりました。耐震化

で進められることというのは、経済危機対策臨

時交付金の中で早急に進めることができなかっ

たんでしょうか。進められる部分というのはな

かったんでしょうかということです。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 予算的な問題でおっしゃって

いるんでしょうか。あるいは、一つの診断その

もの、あるいは診断に基づいての改修の設計、

設計ができ上がったら直ちに改修しなければな

らないという一つの流れがございます。１年間

に私どもが着手して処理できるのはこのぐらい

だということで、年間４件ぐらいずつずっと年

次計画を組んでおります。その計画を崩さない

でということで考えておりましたので、前倒し

は今回は考えませんでした。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 一つだけお伺いいたし

ます。６款１項３目にエコロジーガーデンの屋

根塗装と屋根のふきかえということで合計

1,270万円あるわけですけれども、さっき八向

公民館の話が出て大変揺れたんですけれども、

使用頻度、利用頻度からいきますと、どっちが

大事かなと私もその話を聞きながらこれを見て

いたんです。今どういう利用をされているか、

かめあやなんかやっていましたが、このままあ

の建物を、古いのを引き継いだわけですけれど

も、あるうちは金がかかる、補修費、維持管理

費はかかる、これは当然ですけれども、今現在

ある建物を全部そのまま継続して持っていくべ
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きかどうか、私は非常に疑問に思います、これ

だけの金をかけて。個人的にはほとんど要らな

いんじゃないかと私は思っています。手前の事

務室に使っている建物ぐらいで、その奥なんか

必要ないんじゃないかと思っていますが、850

万円もかけて屋根塗装と外装をやるんですが、

どういう利用状況で、これは必要なんですか。

私だったらば公民館の方がぐっと利用、聞いて

も聞かなくてもあるわけですから、この850万

円を八向公民館にかけますけどね。その辺どう

いう考えかお聞かせ願いたい。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 今回の工事の内容につきまし

ては、今、議員がおっしゃいましたように、か

わらのふきかえと屋根の塗装ということでござ

います。あそこの場所につきましては旧蚕糸試

験場の跡地を引き継いで買ったということで、

その歴史的な環境といいますか、そういうもの

を残した公園的な市民の憩いの場という形で、

Ａエリアといいますか、今の建物が建っている

場所はそういうことで利用するという形で平成

13年に計画をつくりまして、今現在もそれをや

っているということでございます。 

  今回、修繕工事をするというのは、事務室と

か、そういうところのある本館ですけれども、

その本館のかわらがずっと昔のままの状態で手

入れされてなかったもんですから、かわらを組

んでいる針金みたいなものがあるんですけれど

も、そういうものがさびてきて、雪によってず

り落ちるとか、ずれるとか、そういうものが生

じてきたということで、かわらのふきかえをす

るということです。あとは作業室とか交流室、

研修室、そういうところのある場所が３棟ほど

あるんですけれども、そこの屋根もかなりさび

ついている状態でございますので、そこについ

ては全部塗装するということでございます。 

  必要か必要でないかということですけれども、

先ほど言いましたように、あそこのエコロジー

ガ-デンを引き受ける際のうちの方の計画とし

ては、そういう昔ながらの蚕糸試験場の跡地を

残しつつ、そして市民の憩いの場とすると、公

園的な場所にするということでありますので、

ああいう建物については修繕をしながら残して

いくという考えでございます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 必要かどうかといえば

必要だからということで予算をつけたんでしょ

うけれども、私はあそこは要らないと思ってい

ます。もう少しみんなが知恵を出し合って、あ

そこの土地建物等の利用ということを真剣に考

えていかなきゃ、金ばかりかかって大変ですよ。

道路の反対側、向こうの北側の原木、樹木の原

種ですか、あれだって何も利用価値ないでしょ

う。切り倒す、何かするというとまた金かかる。

今現在だって金かかっているんですから、維持

管理。もう少し検討して、将来どうあるべきか

というのを真剣に考えていかないと、金だけ突

っ込んで何も効果が出てこないですよ。建物が

あるから農林課があそこへ派遣して職員が行っ

ているだけで、芽が生まれましたか、芽が出ま

すか、これから。何か生まれますか、あそこか

ら。私はほとんど見込みないと見ています。建

物は、全体的にこれも検討しなきゃならないと

私は思うんですけれども、あれば金かかる、当

然ですよね。必要でないものは片っ端から解体

していくという方法だって思い切ってやらない

と、いつまでも金かかるわけですよ。本当に必

要なところ、だから八向公民館みたいに手入れ

ができない、改築もできないということになる

わけですから、そうでなくたって新しく建てた

って必ず古くなるんですから。必要でないもの

は整理すべきなんです、この際。そういう意味

から、全体的に眺めて総合的に考えていって新

庄市の将来をきちっと姿をつくっていくという



- 196 - 

ふうにしなきゃならないと思います。課題にし

ておきます。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

の討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第42号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第９議案第４３号平成２１年

度新庄市公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 次に、議案第43号平成21年度新庄

市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第43号平成21年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第43号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第10議会案第４号「非核日本

宣言」を求める意見書の提出について及び日程

第11決議案第１号北朝鮮による核実験に抗議す

る決議についての２件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 議会案第４号「非核日

本宣言」を求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成21年６月16日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会総務

常任委員会委員長小野周一。 

  別紙。「非核日本宣言」を求める意見書。 

  核兵器のない世界を実現するために、今国内

外で大きな努力が求められています。 

  2010年の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議

に向けて、新たな準備が開始されようとしてお

ります。 

  2000年５月、核保有５カ国政府は「自国の核

兵器の完全廃絶」を「明確な約束」として受け
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入れ、世界は核兵器廃絶の希望をもって新たな

世紀を迎えました。しかし、それから９年を経

た今も、「約束」実行の道筋はついていません。

今もなお世界には膨大な核兵器が維持・配備さ

れ、核使用を示唆する発言さえ繰り返されてい

ます。新世代の核兵器開発が行われる一方、北

朝鮮の核実験にみられるように拡散の危険も現

実のものとなっています。 

  こうした状況を打開するために、日本政府に

はヒロシマ・ナガサキを体験した国として、核

兵器の廃絶を世界によびかけ、促進する強い義

務があります。 

  また、その努力を実らせるためには、みずか

らも証として「核兵器を持たず、作らず、持ち

込まさず」の非核三原則を遵守し、世界に範を

示さなければなりません。 

  本市議会は、日本政府が「核兵器廃絶の提

唱・促進」と「非核三原則の遵守」をあらため

て国連総会又は国会など内外に宣言し、「非核

日本宣言」として各国政府に通知し、核兵器の

ない世界のための共同の努力を呼びかけるよう

求めるものです。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見

書を提出する。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、外務大臣宛。 

  決議案第１号北朝鮮による核実験に抗議する

決議について。 

  上記の決議案を別紙のとおり、会議規則第14

条第２項の規定により提出します。平成21年６

月16日、新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、

新庄市議会総務常任委員会委員長小野周一。 

  別紙。北朝鮮による核実験に抗議する決議。 

  北朝鮮は、包括的核実験禁止条約及び追加的

核実験を行なわないことを求めた国連安全保障

理事会の決議を無視し、５月25日、２回目の地

下核実験を強行した。 

  また同国は、各国の自制要請にもかかわらず、

４月５日に人工衛星と称してミサイル発射を強

行し、わが国上空を通過させる蛮行に及んだ。

ミサイルは東北上空を通過し、東北の自治体及

びその住民に極めて重大な脅威を与え、身近で

危険極まりない卑劣な行為である。 

  これら一連の行為は、国連安全保障理事会の

決議に反するばかりでなく、国際社会の平和と

安定を脅かすものである。特に隣国であるわが

国にとっては深刻な脅威であり断じてこれを許

すことはできない。 

  新庄市は、昭和59年３月唯一の被爆国民とし

て世界の恒久平和と核兵器廃絶を願い平和都市

宣言を行なった。北朝鮮による核実験、ミサイ

ル発射などの行為は、本市が希求する恒久平和

の理念に反するものであり、市議会として厳重

に抗議するとともに、弾道ミサイルに関連する

すべての活動及び核兵器の開発中止を強く求め

るものである。また、政府においては、６月12

日安全保障理事会において採択された国連決議

1874に基づき、必要な措置を講じるための国内

態勢を整え、今後さらに核実験及びミサイル発

射等によって平和と安定が脅かされることのな

いよう迅速に実効性のある措置を実行されるこ

とを要請する。 

  以上、決議する。 

  平成21年６月16日、新庄市議会。 

  以上であります。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第４号及び決議案第１号については、会議規則

第37条第２項の規定により直ちに審議に入りま

す。 

 

 

日程第１０議会案第４号「非核日

本宣言」を求める意見書の提出に

ついて 
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平向岩雄議長 初めに、議会案第４号「非核日本

宣言」を求める意見書の提出について、質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第４号「非核日本宣言」を求める意見

書の提出については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１１決議案第１号北朝鮮に

よる核実験に抗議する決議につい

て 

 

 

平向岩雄議長 次に、決議案第１号北朝鮮による

核実験に抗議する決議について、質疑ありませ

んか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私は、北朝鮮による核

実験に抗議するという、これには賛成ですが、

中で考えさせられることがあるもんですから質

問させていただきますが、「ミサイル」という

言い方を５回ですか、やっています。北朝鮮は

４月５日のは人工衛星だったと言っていると、

ここにも書いてあるわけなんです。それで、日

本も人工衛星を出しているわけです。あれをミ

サイルと言われるとどうなのか、ミサイル開発

だなんて言われるとどうなのか。自分としては

人工衛星だと言っていても、ミサイルだとほか

の国から言われるとどうなのか。何か途中で報

道がニュースなどでは「飛翔体」という言葉に

なってみたり、「ロケット」という言い方にな

ったりしたように思います。人工衛星であれ、

ミサイルであれ、ロケットであれ、飛翔体であ

れ、我が国の上を通っていったということにつ

いては脅威を感じるものであるんだけれども、

殊さらにミサイル、ミサイルと６回ですか、５

回か６回も繰り返していくということは、本人

が人工衛星と言っているとしたら、本当に決め

つけたような言い方でいいものなのか。という

のは、このように決めつけた言い方にしてしま

うと、じゃミサイルにはどう対応するというこ

とで、ミサイルはやはり軍事的なものだと決め

ることになりますから、今の国会の場で軍事的

な対応が自民や民主の各国会議員から出されて

います。日本は核武装すべきじゃないかとか、

敵基地を先に攻撃する力を持つべきじゃないか

とか、これらは軍事的な対応で、憲法９条で軍

隊を持たないとか戦争をしないとずっと言って

きた日本の立場を超えた先制攻撃に値するよう

な立場であるし、オバマ大統領が核兵器をなく

していこうじゃないかと、核大国が言っている

わけですけれども、核兵器をなくそうという世

界の流れとは逆行する、日本は核武装しようじ

ゃないかという、そんな軍事的な対応を突出さ

せる討論が、話し合いがされているようなんで

すけれども、それにも何かつながるような、ち

ょっと過激な書き方といいますか、そうでいい

のだろうかと思うんです。それよりも北朝鮮を

抑えるには核実験をやめろと、６カ国協議など

に参加して中国やロシアなども含めて話し合い
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していく外交でやっていこうじゃないかと、こ

ういうのがこの前の安全保障理事会で採択され

た国連決議の内容でもあると思うんです。そう

いう軍事的対応ではなくて、道理と外交で北朝

鮮の核実験をやめさせていこうという流れだと

思うんです、国連では。それをこの場で「ミサ

イル」「ミサイル」と言うと、軍事的な対応を

しなきゃいけないんじゃないかと、市民をあお

るような気がするんですけれども、その点どの

ような審議がされたのか、お伺いします。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 請願を受けまして、先

ほど私の委員長報告にもありましたとおり、そ

れ以上強く求めるためにこのような決議を総務

常任委員会としてまとめさせていただいており

ます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 核実験に抗議するのは、

趣旨はいいと思います。内容として、日本は核

兵器を持ってはならない、非核日本宣言という

のは、持ってはならない、持ち込ませず、使わ

せずということを言っているわけでありますの

で、核武装とか敵基地攻撃とか、そういったこ

とはだめだという日本の立場だと私は思うんで

すが、そういう思想というか、請願の趣旨とい

うか、そういうところから見てどうなんだろう

かということです。どうでしょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 何度も言いますけれど

も、あなたも「非核日本宣言」を求める意見書

の紹介議員になっているんですけれども、それ

らを踏まえてさらなる総務常任委員会としての

考えを決議文として出しただけのことで、新庄

市議会としての案をまとめた次第であります。

それ以上のことは審議されておりません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 北朝鮮の核実験に抗議

は賛成です、何回も言いますけれども。抗議は

賛成ですが、「ミサイル」という言い方が軍事

的な色彩を強めた受け取り方を殊さらにしてし

まうような気がしまして、今後は、要望ですけ

れども、人工衛星という言葉を言ったり、ロケ

ットと言ったり、飛翔体と言ったり、いろいろ

言っていますけれども、そういうような言い方

で核実験をやめていただきたいと。そういう言

葉で考えていただきたいという要望をお願いし

ます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） この決議文はもっとも

至極な決議文なのですが、新庄市議会で決議し

ただけで終わるのじゃなくて、これを国の方に、

新庄市議会としては断固たる水際外交を北朝鮮

に対して、北朝鮮に本当はこのままぶつけたい

ぐらいの文章なのですが、新庄市議会だけで決

議して、自己満足でまあまあなあなあでいいの

かなと思うと、国なり北朝鮮なりに出すとかと

いう話はなかったのでしょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 その辺は、金議員が言

う国の方に上げるとか、そこまではありませで

した。ただ、非核宣言のもとの意見書を審査し

て、それ以上に強い意思をもって新庄市として

はいくべきだということで決議文を出した次第

であります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  決議案第１号北朝鮮による核実験に抗議する

決議については、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

決議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１２議会案第５号教育予算

の拡充を求める意見書の提出につ

いて 

 

 

平向岩雄議長 日程第12議会案第５号教育予算の

拡充を求める意見書の提出についてを議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議会案第５号教育

予算の拡充を求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成21年６月16日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会文教

厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙。教育予算の拡充を求める意見書。 

  子供たちの豊かな教育を保障することは、社

会の基盤作りにとって極めて重要なことです。

現在の社会経済不安の中、貧困と格差が世代間

に引き継がれている状況があり、経済的な理由

から高校生の中途退学者も増えています。日本

の子供に関する公的支出は先進国の中で最低レ

ベルとなっており、家計基盤の弱い家庭への子

供に係る給付拡充などの施策の実施が必要です。

また、家庭の所得の違いによって子供たちの教

育や進路に影響が出ないよう高校教育の無償化、

就学援助・奨学金制度の抜本的拡充等の公教育

の基盤拡充が不可欠です。 

  しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が

２分の１から３分の１に縮小されたこと、地方

交付税削減の影響、厳しい地方財政の影響等に

より、自治体において教育予算の確保が困難と

なっており、少人数教育の推進、学校施設、旅

費、教材費、就学援助、奨学金制度等の拡がる

教育環境の自治体間格差の是正が急務です。 

  自治体の財政力や保護者の所得の違いによっ

て、子供たちが受ける「教育水準」に格差があ

ってはなりません。 

  よって、国においては、教育予算を国全体に

しっかりと確保・充実させるため、次のことを

実現させるよう、強く求めます。 

記 

 １．「子供と向き合う時間の確保」を図り、き

めの細かい教育の実現のために、義務制第８

次・高校第７次教職員定数改善計画を実施す

ること。 

 ２．教育の自治体間格差を生じさせないよう義

務教育費国庫負担制度について、国負担率を

２分の１に復元することを含め、制度を堅持

すること。 

 ３．家庭の所得の違いによって子供たちの教育

や進路に影響が出ないよう、就学援助制度を

拡充すること。また、そのための国の予算措

置を行うこと。あわせて、奨学金制度につい

て、「貸与」から「給付」に方式を改善する

こと。 

 ４．学校施設整備費、教材費、図書費、旅費、
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学校及び通学路の安全対策等の教育予算の拡

充のため、地方交付税を含む国の予算を拡充

すること。 

 ５．教職員の人材確保のため、教職員給与の財

源を充実すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、総務

大臣宛、財務大臣宛、文部科学大臣宛。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第５号については、会議規則第37条第２項の規

定により直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第５号教育予算の拡充を求める意見書

の提出については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議会案３件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第13議会案第６号ＪＲ不採用

問題の早期解決を求める意見書の提出について

から日程第15議会案第８号政府が自ら決めた備

蓄ルールに基づいて、20万トン規模の政府米買

い入れを求める意見書の提出についてまでの３

件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議会案第６号ＪＲ

不採用問題の早期解決を求める意見書の提出に

ついて。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成21年６月16日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会産業

建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書。 

  国鉄が分割民営化され、ＪＲ各社が発足して

から22年が経過しました。その過程で発生した

職員の不採用問題が未解決のまま長期化してお

ります。 

  当時、国会における政府答弁では「分割民営

化において一人の職員も『路頭に迷わせない』

との付帯決議」がされたものの全国で1047名の

不採用者がでました。当時不採用になった者は、

家庭の事情などの理由から広域異動に応じられ

なかったケースも多く、結果、不採用になった

方もいたようです。不採用者は労働委員会へ救

済の申し立てをする一方で、生活費をアルバイ

ト、物資販売を行うなどして捻出し生計を立て

てきました。この間、50名以上が他界したり、

病に臥す者も増え、深刻な状況になってきてお

ります。 

  労使間の関係にあっては、中央労働委員会に

救済の申し立てをしていた係争中の事案につい

てＪＲ東日本と国労が全面的に和解するなど労

使とも問題解決に向けた動きも見られるように

なっております。 
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  問題の発生から既に22年が経過し、不採用の

ままとなっている当時の職員も高齢化している

ため人道的見地に立って速やかに現実的な問題

解決を図ることが望ましいと考えます。 

  よって、国においては、ＩＬＯ条約批准国の

一員として、ＪＲ不採用問題の早期解決にむけ

て努力されるよう強く要請します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出いたします。 

  提出先、内閣総理大臣宛、厚生労働大臣宛、

国土交通大臣宛。 

  続きまして、議会案第７号農地法の「改正」

に反対する意見書の提出についてであります。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成21年６月16日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会産業

建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  農地法の「改正」に反対する意見書。 

  今回の法「改正」は、戦前の寄生地主制度へ

の反省から確立してきた農民的な土地所有と家

族的な農業経営による農業生産の発展という戦

後農政の根幹を覆すもので、やがて大企業の農

地所有に道を開くことになりかねないという懸

念があります。 

  改正案では、「農地を適正に利用していない

場合は貸借を解除する」旨の契約条項があれば、

民間企業が農地を利用することができるように

なります。また、これまで農家間の農地の賃貸

借を安定させるために地域ごとに定めてきた

「標準小作料制度」が廃止され、財力のある大

企業等に優良農地を集積され、政府が育てよう

としてきた認定農家や集落営農さえ、その存立

が難しくなります。さらに貸借契約期間が50年

もの長きに亘ることは、優良農地への権利を固

定するものになります。 

  政府は、耕作放棄地の広がりを防止し、食糧

供給力の強化を農地法「改正」の目的としてい

ます。しかし、耕作放棄地が増大している原因

は、農地法に問題があるのではなく、農作物の

輸入自由化や市場原理導入等によって、家族経

営農業の継続が困難になったためです。 

  経済情勢の変化を理由に、企業の農地所有は、

利潤追求のために農地が資産化される懸念があ

り、内需を活性化させるために地域をあげて農

林業を振興し、循環型の地域経済を確立しよう

と懸命な努力が全国各地で行われている中で、

「農地法改正」はこうした努力に重大な障害を

もたらすものです。 

  今必要なことは、食糧自給率を向上させる農

政であり、農家による営農を継続し、生活でき

る展望をもらたす施策、それが「安全な国産食

料の安定供給のためにも、食料自給率の向上

を」と求めている国民世論に応える確かな道と

考えます。 

  よって、国においては、「農地法の一部を改

正する法律案」を廃案にすることを強く要請し

ます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、農林水産大臣宛、総務大臣宛。 

  引き続き、議会案第８号政府が自ら決めた備

蓄ルールに基づいて、20万トン規模の政府米買

い入れを求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成21年６月16日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会産業

建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  政府が自ら決めた備蓄ルールに基づいて、20

万トン規模の政府米買い入れを求める意見書。 

  農林水産省は08年産米の生産量を866万トン

とし、需要量は855万トンと予測して集荷円滑

化対策によって「豊作過剰米」10万トンを２月

に買い入れ、変則的に政府備蓄米に充当しまし
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た。この結果「需要は均衡」しているとしてき

ました。 

  しかし、米価は４月以降、一気に下落し、市

場相場はコシヒカリを中心に、1,000円/60㎏以

上も下落しています。その原因は、昨年11月以

降、景気の底割れ状態の下で米の需要が落ち込

み、４月からの輸入小麦価格の大幅（14.8％）

値下げ、ＭＡ汚染米事件や、その後のカビが続

出していることの米消費への影響等、また、過

剰な価格競争が考えられます。 

  また、備蓄米政策も米価暴落の大きな要因で

す。米業界は農林水産省の発言「備蓄米は買い

上げしない（３月31日、食料部会）」によって

「需給は締まりようがなくなった」と見ていま

す。 

  農林水産省は備蓄米の適正在庫は100万トン

とし、売れた量だけ買い入れるのが「備蓄ルー

ル」としてきました。昨年６月末の備蓄米は99

万トン、この間の販売見込みは約21万トンであ

り、今年６月末に100万トンの在庫を維持する

ためには、最低22万トンの買い入れが必要です。

しかし、農林水産省は正規の備蓄米の買い入れ

は全く行っていません。そればかりか、05年産

の備蓄超古米を安値（12,000円/60㎏）で売却

して米価暴落を誘導しています。 

  こうした状況を放置するなら、政府が育成の

対象としている「担い手農家」含めて米の再生

産の基盤が失われることになります。 

  よって、国においては、米価をめぐる異常事

態に際し、政府が自ら決めた備蓄ルールに基づ

いて、20万トン規模の備蓄米の買い上げをただ

ちに実施するよう強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣宛、農林水産大臣宛。 

  以上です。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第６号から議会案第８号までの３件については、

会議規則第37条第２項の規定により直ちに審議

に入ります。 

 

 

日程第１３議会案第６号ＪＲ不採

用問題の早期解決を求める意見書

の提出について 

 

 

平向岩雄議長 初めに、議会案第６号ＪＲ不採用

問題の早期解決を求める意見書の提出について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第６号ＪＲ不採用問題の早期解決を求

める意見書の提出については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１４議会案第７号農地法の

「改正」に反対する意見書の提出

について 

 

 

平向岩雄議長 次に、議会案第７号農地法の「改
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正」に反対する意見書の提出について、質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第７号農地法の「改正」に反対する意

見書の提出については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１５議会案第８号政府が自

ら決めた備蓄ルールに基づいて、

２０万トン規模の政府米買い入れ

を求める意見書の提出について 

 

 

平向岩雄議長 次に、議会案第８号政府が自ら決

めた備蓄ルールに基づいて、20万トン規模の政

府米買い入れを求める意見書の提出について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第８号政府が自ら決めた備蓄ルールに

基づいて、20万トン規模の政府米買い入れを求

める意見書の提出については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１６議員派遣の件 

 

 

平向岩雄議長 日程第16議員派遣の件を議題とい

たします。 

  お諮りいたします。 

  議員派遣の件につきましては、地方自治法第

100条13項及び会議規則第159条の規定に基づき

お手元に配付しておりました名簿のとおり全員

を山形県市議会議長会主催の議員研修会に派遣

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議員研修会に全議員

を派遣することに決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 ここで市長よりごあいさつがあり

ます。 

  市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ６月議会、慎重審議まことにあり

がとうございました。 

  今回は特に地域の緊急経済対策という重要な

議会だと認識しております。大変な不景気、経

済状況が悪い中で、国の対策が有効にこの地域

に波及されるよう仕事を進めてまいりたいと思

います。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

  ６月議会、ありがとうございました。 

平向岩雄議長 以上で平成21年６月定例会の日程

をすべて終了しましたので、閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後４時３５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  奥 山 省 三 

 

    〃    〃   星 川   豊 
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平成２１年８月臨時会会議録 

 

 

平成２１年８月１０日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （１名） 

 

 １８番   亀  井  信  夫  議員 

 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 星 川 俊 也  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 

平成２１年８月１０日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 議案第４４号新庄市・戸沢村合併協議会の廃止について 

日程第 ４ 市町村合併調査特別委員長報告 

日程第 ５ 議案第４５号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。亀

井信夫君が欠席ということで連絡をいただいて

おります。 

  なお、本日は、教育次長柿﨑卓美君が都合に

より欠席となりますので、申し添えます。 

  それでは、これより平成21年８月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において佐藤悦子君、山口吉靜君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは議会運営委員会における協議の結果

と経過について御報告いたします。 

  去る８月３日午前11時10分から議員協議会室

において議会運営委員７名出席のもと、執行部

から副市長、関係課長並びに議会事務局職員の

出席を求めて議会運営委員会を開催し、本日招

集されました平成21年８月臨時議会の運営につ

いて協議をいたしたところであります。 

  初めに執行部から招集日を含めた提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、提出されます案件が新庄

市・戸沢村合併協議会の廃止に関する議案１件

と、それに関連する市町村合併調査特別委員会

の委員長報告１件、そして一般会計補正予算の

計３件であることから、８月10日、本日１日限

りとすることに決定いたしました。 

  次に、案件の取り扱いにつきましては、臨時

会でございますので、委員会への付託を省略し

て、本日の本会議において審議をしていただく

ことにいたしました。 

  なお、新庄市・戸沢村合併協議会の廃止につ

きましては、去る８月３日に開催されました全

員協議会において市長並びに担当課長の説明を

受けての意見交換がなされておりますので、そ

のことを踏まえての質疑をお願いいたします。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

の経過と結果についての報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日８月10日、

１日といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日８月10日、１日と決定しました。 

 

 

議案２件一括上程 
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平向岩雄議長 日程第３議案第44号新庄市・戸沢

村合併協議会の廃止について及び日程第４市町

村合併調査特別委員会の委員長報告についての

２件を一括議題にしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号新庄市・戸沢村合併協議会の廃止に

ついて及び市町村合併調査特別委員会の委員長

報告についての２件を一括議題といたします。 

  初めに、議案第44号新庄市・戸沢村合併協議

会の廃止について、提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、議案第44号新庄市・戸沢村合併協

議会の廃止について、御説明申し上げます。 

  新庄市・戸沢村合併協議会は、新庄市議会、

戸沢村議会の議決により本年４月27日に発足し、

これまで６回の協議を開催し、協議を重ねてま

いりました。協議、調整が必要な項目もほぼ８

割が終了し、８月下旬の合併協定書の調印を目

指していたところであります。 

  しかし、６月19日に実施された戸沢村の合併

に関する村民意向調査において「合併反対」が

過半数を占め、その結果を受けて渡部戸沢村長

より「合併協議をこれ以上進めることが困難で

あり、協議会から離脱したい」との申し入れが

ありました。大変残念ではありますが、戸沢村

の申し入れを受け入れ、合併協議は終了せざる

を得ないと判断したところであります。 

  そのため、合併協議会の清算事務などの整理

期間をとり、８月31日をもって新庄市・戸沢村

合併協議会を廃止することを地方自治法第252

条の６の規定に基づき提案するものであります。 

  御審議をいただき、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

平向岩雄議長 関連がありますので、ここで市町

村合併調査特別委員会の委員長報告を求めます。 

  市町村合併調査特別委員長清水清秋君。 

（清水清秋市町村合併調査特別委員長登壇） 

清水清秋市町村合併調査特別委員長 おはようご

ざいます。 

  私からこれまでの市町村合併調査特別委員会

の調査の経過と結果について報告いたします。 

  本特別委員会は、昨年11月10日の臨時議会に

おいて、市町村合併に関する諸問題を効果的か

つ効率的に調査研究するため設置され、これま

で９回にわたり調査検討を重ねてまいったとこ

ろであります。 

  本来ならば、順調に協議が進めば、特別委員

会としては６月下旬に全員協議会を開いていた

だき、それまでの調査結果を報告するとととも

に、新市の議員定数と任期について各会派にお

ける検討をもとに議員各位にお諮りしたいと準

備しておったところでありました。 

  合併協議会には市議会から議長及び特別委員

会正副委員長が委員として選任されております。

協議会の協議においては合併の支障となるよう

な意見の食い違いもほとんどなく推移しており、

当然協議が進むものと考えておったところであ

りました。委員には合併協議会開催時には傍聴

やら出席をいただいてきたところであります。 

  しかしながら、６月下旬に戸沢村において住

民意向調査が実施され、その結果が出るまでの

間、実質合併協議は中断しておったところであ

ります。当面、経過を見守り、協議再開後に議

員定数等についてお諮りすることとしておりま

したが、その住民意向調査では51.5％の住民が

「合併反対」という結果となって、戸沢村長か

ら合併断念が表明されるに至ったわけでありま

す。 

  本特別委員会は、７月21日に９回目の特別委

員会を開き、今後の対応について協議を行いま

した。第９回委員会では、多くの委員から合併
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協議断念の結果について、まことに残念であり、

協議会委員、協議会事務職員、市職員の労をね

ぎらう旨の発言がありました。また、住民意向

調査から戸沢村長の決断まで戸沢村議会がどう

かかわったのか疑問に思う、市民には経緯をわ

かりやすく説明する必要がある、今後は一層魅

力あるまちづくりを行い、相手から合併の話が

あるように、足元から見直したい、市は二度目

であり、このたびの合併断念は市民に失望感を

与えた、市民にこのたびの協議の意義をしっか

り伝える必要があるなどの意見が各委員から表

明されたところでありました。さらには、多く

の委員から最上広域の見直しが必要との発言も

ありました。 

  こうした発言をもとに協議した結果、戸沢村

長から合併協離脱の申し出があったことなどに

より、市町村合併特別委員会の調査を終了し、

その旨、会議規則第103条により議長に報告す

ることについて採決を行いました。その結果、

全員異議なく、調査を終了し、その旨議長に報

告することに決した次第であります。 

  なお、報告は、７月21日付をもって行ってお

ります。 

  以上、市町村合併調査特別委員会の調査、検

討の経過と結果の報告を終わりますが、議長に

おいてよろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げます。 

  以上で終わります。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議案第

44号については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会への付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号につきましては、委員会への付託を

省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  ただいま説明のありました議案第44号及び市

町村合併調査特別委員会の委員長報告について

質疑ありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） ただいまの戸沢村との

合併について、市長及び清水特別委員長の報告

にありますとおり、それがすべてであります。 

  しかしながら、話にありましたとおり、我々

新庄市にとって、前高橋市長、現山尾市長、二

代の市長にわたり合併がだめになりました。清

水特別委員長の話の中にありましたとおり、相

手方の村長さん、そして議長さんが来庁して、

その中身についていろいろ市長なり議長なりお

話があったと聞いております。ただ、住民が51.

何がしのパーセントで反対したから新庄市の合

併は破談にしますよと、そういう単純な問題で

はないと私は思います。できれば、村長さんな

り議長さんが、新庄市、そして議会にどのよう

な思いでお話をなされたのか、この場でお話し

できるとすればお聞きしたい思いますが、いか

がでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 最終の合併協議会、先日行われた

わけですが、その席上、村長の方から住民意向

調査の結果、これまで新庄市の皆さんの戸沢村

に対する思い、協議内容については大変感謝し

ていると、丁寧な合併協議を進めていただき、

そしてそれぞれの協議項目がほぼ戸沢村の考え

た協議内容であるということには心から感謝し

ていると。ただし、やはりここまで来て、住民

意向調査、その後は協議会の中ではお話しなさ

っておりませんが、一対一の話し合いのときに、

今後リコールであるとか、そうした動き、最後

まで認めないという集団、これが巻き込まれて

いくということで、村が大変混乱してしまうと。

自分が辞職し、あるいは辞することがあって、

あとは知らないということはできないというこ
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とも苦渋の選択の一つだということをいただい

たと思います。 

  また、協議会の中で、議会としての考え方は

いかがなものかということに対して、最後に戸

沢村の議長の方からこれまでの協議会の場での

真摯な協議に対する感謝と、何とか進めたいと

いう議会の思いと、住民と村長の三角関係にな

ってしまったということで、協議会の新庄市の

委員の皆さんに対する御礼、そして議会の皆さ

んから温かいまなざしで応援していただいたこ

とに対する御礼、新庄市の市民に対して大変申

しわけないという、最後はおわびの言葉で終了

したという状況であります。 

  やはりそこには自治体としての思い、将来に

対する考え、それぞれの思惑が交錯したという

ことであったのかなと思います。最後に村長の

申し入れを受け入れたということを御理解いた

だきたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号新庄市・戸沢村合併協議会の廃止

については、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号は原案のとおり可決されました。 

  ただいま議案第44号新庄市・戸沢村合併協議

会の廃止についてが原案のとおり可決されまし

たので、平成20年11月の臨時会において設置さ

れた市町村合併調査特別委員会は、その設置目

的を終了したことになります。したがいまして、

市町村合併調査特別委員会は、先ほどの委員長

報告をもって調査並びに審査を終了し、解散す

ることにしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

平成20年11月臨時会において設置されました市

町村合併調査特別委員会は、調査並びに審査を

終了し、解散することに決しました。 

  清水委員長初め委員の皆様には大変御苦労さ

までした。 

 

 

日程第５議案第４５号平成２１年

度新庄市一般会計補正予算（第５

号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議案第45号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第45号一般会計補

正予算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第45号一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ1,765万7,000円を

追加し、補正後の予算総額を135億2,960万

9,000円とするものであります。 

  歳入予算の内容につきましては、５ページを

ごらんください。 

  労働費県補助金であります。緊急雇用創出事

業臨時特例基金事業費補助金1,065万7,000円を
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増額いたします。４月専決で補正しましたのは

昨年度の国の２次補正に伴うものでありますが、

この補正は今年度の国の補正予算に伴うもので

ございます。 

  前年度繰越金700万円は、歳出の市税還付金

及び還付加算金に対応するものでございます。 

  続きまして、６ページからの歳出予算につい

て御説明申し上げます。 

  緊急雇用創出事業に関する事業ですが、２款

１項７目企画費15目諸費及び６款１項６目水田

農業対策費は、日々雇用職員を市が直接雇用す

るものでございまして、新たに４人を雇用する

計画です。 

  ７款商工費と10款教育費は、民間への委託事

業でございまして、商工費は商店街の空き家な

どの調査を行い、データベース化する計画であ

ります。教育費は、６月追加補正しました学校

コンピューターの有効活用を図るため、支援員

を配置するものでございます。 

  また、２款２項２目の市税還付金及び還付加

算金ですが、法人市民税の還付金が予想以上に

多く、既に予備費を充当している状態ですので、

今後の還付金の見込み額を計上するものでござ

います。 

  以上、御説明させていただきましたが、緊急

を要するため、臨時議会で補正させていただき

たいと思いますので、御審議いただき、御決定

くださいますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第45号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号につきましては委員会への付託を省

略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ６款教育費の教育振興

費の小学校コンピューター教育事業、この内容

を詳しく一つ教えてください。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 それではＩＣＴ支援員に

よる学校のＩＣＴ化サポート事業についてお話

し申し上げます。 

  ６月議会で新庄市内各小中学校に電子黒板を

１台ずつ、校務用コンピューター、教育用コン

ピューターの導入について決定していただきま

したが、それにかかわりましてＩＣＴ支援員を

委託事業ということで取り入れまして、機器と

ソフトウェアの設定や操作の説明、簡単なメン

テナンス、ソフトウェア、教材等の紹介、活用

の助言、デジタル教材の作成等の支援、こうい

うことについて先生方のサポートをお願いした

いと考えています。特に、電子黒板にかかわり

ましては、初めて手にする先生方が多いもんで

すから、これについては十分な支援がないと活

用がうまくできないんじゃないかということで

考えているところです。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 電子黒板というのは非

常にいい教育方法で、私も本来ならば市単独で

もやるべき筋のものと思っていましたけれども、

なかなか予算がつかなくて、できなかった。こ

のたび国の支援で動くということは大変いい事

業だなと認めますけれども、１人ですか、サポ

ート員はどんな方を予定しているんでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 人数的には４人というこ

とを考えています。４人のほかに、４人をまと

める係を１人ということで、合計５人なんです
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が、緊急雇用ですので、職についていない方と

いうことですので、その方たちがすぐに力のあ

る仕事をしていただけるかどうかという部分も

ありますので、ある程度の研修期間を経てとい

うことを考えているところです。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 大変いいことだなと思

っていますけれども、この電子黒板を入れるこ

とによって、単年度でなくて、これは継続して

いかなければならないですね、ソフトも年々変

わるわけですので。その辺の将来的なこともや

はり視野に入れてやらないと、単年度だけでは

しり切れトンボになるということが私は懸念さ

れると思いますけれども、これを契機に今後ど

のように電子黒板を活用した子供のＩＣＴ教育

を考えていく方向なのか、骨組みでもいいです

から、市の考えがあったら教えてもらいたいと

思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 このたびの事業は一応６

カ月ということで考えているんですが、今回Ｉ

ＣＴ支援員の方にさまざま支援していただきま

して、いろんなスキルが学校の先生方に入ると

思います。今度はスキルを得た先生方がほかの

先生方に伝達していくということで、有効的な

活用を考えていきたいと考えていますが、その

組織としては情報教育推進委員会というのを新

庄市は行っておりますので、その組織を活用し

てということを思っているところです。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） ６ページ、７款商工費

の中にあります市街地の空き家、空き地調査費、

今説明ありましたが、この市街地というエリア

はどこまでを指しているのかどうなのか。 

  それから、データ化するとありましたが、こ

の期間、いつまで終了すると考えているかどう

か。 

  それから、空き家ですけれども、空き家とい

うのは一般の住宅のほかの建物等も含むのかど

うなのか、説明をお願いしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まずエリアの問題ですけ

れども、中心市街地及びその周辺と考えており

まして、用途地域をちょっと圧縮したような形

の広がりを想定してございます。 

  あと期間でございますけれども、この制度が

６カ月程度ということでございますので、６カ

月以内にできればと思ってございます。 

  中心市街地の一般住宅も含めた形ということ

を今現在想定してございます。商店はもちろん

でございますけれども、一般住宅も含めた形と

いうことで考えてございます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） このエリアですけれど

も、今、用途地域というお言葉をお聞きしまし

たが、用途地域というのはどういう用途地域を

指しているんでしょうか。例えば住宅、商業と、

いろいろあると思いますけれども、それ一つと、

それから住宅だけ、専用住宅だけの調査、これ

をもう一度確認させていただたきたいと思いま

す。この２点です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほど用途地域と言いま

した。600ヘクタールを超えるような面積にな

ってございますけれども、先ほど申しましたよ

うに、ちょっと圧縮したような形ということで、

例えば中道とか金沢の方は若干外れるのかなと。

中心市街地及びその周辺という形で、俗に言う

ＤＩＤが入るぐらいかなということでございま
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す。一般住宅はもちろんですけれども、中心市

街地の部分ですから、商業施設を中心にやって

まいりたいと思ってございます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 最後の方の一般住宅の

ほか商業地域も含むということは、お店屋さん

とか、あるいは小さな町工場の空き家、工場等、

そのほか例えばアパート関係も含むのかどうな

のか、その辺もう少し詳しく説明してください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 アパートについては想定

してございませんでした。いわゆる一般住宅と

いうことと、あとは空き店舗ということでござ

います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 沼澤議員に続いてなん

ですけれども、７款商工費のところなんですけ

れども、一つだけ、この目的というか、どうい

うことを目的にしてやられるのか、詳しく教え

てください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 これまで正式に空き店舗、

空き家、中心市街地と言われるところで調査し

たことはございません。したがいまして、それ

をまず一回やらなくちゃいけないだろうと。た

またま国の制度があって、６カ月以内でできれ

ば緊急雇用制度を使ってできるということが一

つございました。 

  あと、目的でございますけれども、先ほど市

長の説明にありましたように、それをもとにし

ましてデータベース化して、今後のまちづくり

に生かしていければということでございます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今のお二人に関連して

なんですが、この調査の目的というのは何かな

んだと。その目的に沿って結果が出れば、それ

に対する何らかのいろんな施策が必要になって

くるわけ。そうなってきますと、ここでは今回

は中心商店街をちょっと広くしたような範囲と

いう御説明なんですが、新庄市全体で見ていか

ないと、周辺集落もあらゆる面で疲弊を来して

いるわけよ。たまたま私のところの百二、三十

軒の集落でも、今ちょっと頭に浮かんでくるの

が、５軒ぐらいはうちはあるけれどもだれも入

っていないと。また、うちがなくて、屋敷だけ

残っているところ。萩野だけでなく、そういう

集落が新庄市全体を見たときかなりあるんでな

いかなと。そうなってきますと、市でやるとな

れば、新庄市の全体的な面から見た場合、空き

地とか空き家とかというのはどういう動向をた

どって、どういうことになっているかと。それ

から、なぜそういうことになったのか。商店街

は売れないからなったという、まず一つの大き

い要因あるわけよ。周辺集落は別に商売の方々

でもございませんので、その辺どういうふうに

なったのか。それが新庄市のこれからいろいろ

生かす政策の基本になるのではないかと。今回

の調査はデータ化すると。ほかのところは出て

こないわけ。ほかの地域は出てこないわけ。だ

から、ぜひ新庄市の全体的な目を持ってこうい

う調査を私はやるべきで、やらないといかがな

ものかと、今お二人の御意見を聞いておったん

ですが。これは商工観光課だけでできないと思

いますので、その辺今後いかが思っているのか、

一つお願いします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 確かに議員おっしゃると

おりだと思います。私ども商工観光行政の中で
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今回できる範囲ということでございますけれど

も、確かにおっしゃるとおりでございますので、

今後関係する課とも連携をとらせていただきま

して、そういった方向に行ければと思います。 

  以上でございます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第45号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第５号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 

 

     午前１０時３５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  佐 藤 悦 子 

 

   会議録署名議員  山 口 吉 靜 
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平成２１年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２１年９月７日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２１年９月７日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第７号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ５ 報告第８号平成２０年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

日程第 ６ 議案第４６号新庄市情報公開・個人情報保護審査会委員の任命について 

日程第 ７ 議案第４７号個別外部監査契約に基づく監査によることについて 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ８ 議案第４８号新庄市市営バス設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ９ 議案第４９号新庄市まちづくり応援寄附金条例の設定について 

日程第１０ 議案第５０号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第５１号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第１２ 議案第５２号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１３ 議案第５３号新庄市農地有効利用支援整備事業分担金徴収条例の設定について 

日程第１４ 議案第５４号市道路線の認定について 

日程第１５ 議案第５５号平成２０年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１６ 議案第５６号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 議案第５７号平成２０年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１８ 議案第５８号平成２０年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１９ 議案第５９号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２０ 議案第６０号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第２１ 議案第６１号平成２０年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２２ 議案第６２号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２３ 議案第６３号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第２４ 議案第６４号平成２０年度新庄市水道事業会計決算の認定について 

日程第２５ 決算特別委員会の設置 

日程第２６ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２７ 議案第６５号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第６号） 

日程第２８ 議案第６６号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２９ 議案第６７号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３０ 議案第６８号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３１ 議案第６９号平成２１年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 ただいまの出席議員は18名でござ

います。 

  なお、星川 豊君より少しおくれるとの連絡

がありました。 

  これより平成21年９月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において斎藤義昭君、亀井信夫君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは議会運営委員会における協議の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  去る８月31日午前10時から議員協議会室にお

いて議会運営委員７名出席のもと、執行部から

は副市長、そして関係課長並びに議会事務局職

員の出席を求めて議会運営委員会を開催し、本

日招集されました平成21年９月定例会の運営に

ついての協議をいたしたところであります。 

  初めに執行部から招集日を含め提出議案等に

ついての説明を受け、協議を行った結果、会期

につきましては、お手元に配付しております平

成21年９月定例会日程表のとおり、本日９月７

日から９月17日までの11日間と決定しました。

また、会期中の日程につきましても日程表のと

おり決定いたしましたので、よろしくお願い申

し上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告２

件、議案９件、決算10件、補正予算５件、請願

２件の計28件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、報告２件の

後、人事案件の議案第46号と議案第47号、そし

て個別外部監査契約に基づく監査によることに

ついては、本日の本会議において提案説明をし

ていただき、委員会への付託を省略し、直ちに

審議をお願いいたします。議案第48号から議案

第64号までの17件につきましては、本日の本会

議で一括上程をし、提案説明の後、平成20年度

決算の認定10件を除いた議案７件につきまして

は総括質疑を受け、各常任委員会に付託をし、

審査をしていただきます。平成20年度決算の認

定10件につきましては、本日、全議員で構成す

る決算特別委員会を設置していただき、同委員

会に付託し、審査をしていただきます。議案第

65号から議案第69号までの平成21年度補正予算

５件につきましては、本日は提案説明のみにと

どめ、委員会への付託を省略し、９月17日、最

終日の本会議において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問の通告者は７名であります。

よって、１日目４名、２日目に３名で行ってい

ただきます。なお、質問時間は、質問、答弁を

含めて１人50分以内といたします。質問者並び
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に答弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から９月

17日までの11日間といたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、会

期は９月７日から９月17日までの11日間と決し

ました。 

 

平 成 ２ １ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ９月７日 月 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。市長の行政報告。報告（２

件）の説明。人事案件（１件）の上

程、提案説明、採決。議案（１件）

の上程、提案説明、質疑、討論、採

決。議案（７件）及び決算（１０

件）の一括上程、提案説明、総括質

疑。決算特別委員会の設置。議案、

請願の決算特別委員会、各常任委員

会付託。補正予算（５件）の一括上

程、提案説明。 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ９月８日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 奥山省三、小関 淳、小嶋冨弥 

 金 利寛の各議員 

第３日 ９月９日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 佐藤悦子、山口吉靜、斎藤義昭 

 の各議員 

第４日 ９月10日 木 常任委員会 

総 務 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

文 教 厚 生 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案、請願の審査 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第５日 ９月11日 金 常任委員会 

産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第６日 ９月12日 土 
休      会 

 

第７日 ９月13日 日 

第８日 ９月14日 月 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成20年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計決算の審査 

第９日 ９月15日 火 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成20年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計決算の審査 

第10日 ９月16日 水 休      会 本会議準備のため 

第11日 ９月17日 木 本 会 議 議 場 午前10時 

決算特別委員長報告、討論、採決。各

常任委員長報告、質疑、討論、採決。 

補正予算（５件）の質疑、討論、採決。 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  ９月議会、御苦労さまでございます。 

  先日は、新庄市まつりが国の重要無形民俗文

化財になって初めてのお祭りということで、平

日にもかかわらず大勢の観客の皆さんにおいで

いただき、大変ありがたく思っております。 

  また、その後の衆議院選挙におきまして政権

交代ということがなされたわけですけれども、

今後、市民生活がとまらないようしっかりと情

報収集を重ねてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  それでは、報告ですが、萩野地区に施設一体

型小中一貫教育校を設置する要望書について報

告させていただきます。 

  新庄市では、小学校・中学校９年間の継続し

た学習という点を重視して、五つの中学校の区

域ごとに特色のある小中一貫教育を進めており、

多様な学習活動の展開など成果を上げてきてい

るところであります。 

  こうした中、本年８月11日付で「萩野地区に

施設一体型の小中一貫教育校の設置を望む」と

いう内容の要望書をちょうだいいたしました。

これは萩野中学校改築推進協議会会長、萩野中

学校、萩野小学校、泉田小学校、昭和小学校の

各ＰＴＡ会長の連名で、私、それに教育長、そ

して市議会議長にあてて提出されたものであり

ます。 

  萩野地域では、児童、生徒の減少傾向に適用

した効果的な教育の実現、将来を見据えた教育

環境の整備という問題、また校舎の老朽化と耐

震対策といった課題を含めて、各小中学校ＰＴ

Ａの皆さん、また広く地区の皆さんを含めて協

議を進めてこられた結果、萩野中学校と地域内

の三つの小学校が一体となった施設一体型小中

一貫教育校の設置を望むということで意見がま

とまったとのことであります。 

  小中一貫教育につきましては、本市の長期教
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育計画「もみの木教育プラン」の中で推奨され、

平成17年度から検討、研究を進めてきた施策で

あります。これまでは小中学校の連携型の一貫

教育として取り組んできたところですが、これ

を一歩進めた一体型の一貫教育としてとらえて

いただいたことになります。このことは本市の

将来の教育のあり方を考えるときに大きな意義

があるものと考えます。あわせて、小学校の統

合や懸案であった中学校の改築という課題が解

決することにもつながり、本市の教育課題解決

という意味からも大きな前進が期待されるとこ

ろであります。 

  本市といたしましては、この要望を受けて、

新たな構想の学校設置に向けて具体的な取り組

みを進めていきたいと考えるところであります。 

  なお、現在進めております学校施設の耐震改

修事業との関連でございますが、萩野中学校、

萩野小学校及び泉田小学校の３校については、

耐震改修計画から除外して、新たに改築による

耐震化として位置づけて早期に着手したいと考

えております。 

  このことにより、小中学校の耐震化について

平成27年度完了を目指して計画の見直しを行っ

たところでありまして、これにつきまして御意

見を伺いたく、あすの本会議終了後に全員協議

会の開催をお願いしたところであります。 

  何とぞよろしくお願いいたします。 

 

 

日程第４報告第７号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４報告第７号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第７号新庄市土地開発公社の

経営状況について御説明申し上げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

ることになっております。 

  平成20年度新庄市土地開発公社の決算でござ

います。この決算につきましては、去る５月７

日に公社監事による監査を行い、５月28日の理

事会におきまして御承認をいただいております。 

  平成20年度の事業でありますが、往環東地区

及び小檜室地区合わせて６区画の宅地分譲を行

い、2,115.04平方メートルを売却しております。

契約金額は5,288万8,181円となっております。

これによります当期の純利益は1,515万3,790円

となっております。 

  お手元の決算書１ページから９ページまで、

事業報告及び決算の内容、また10ページ以降に

は決算附属明細表を記載しておりますので、後

ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上で平成20年度新庄市土地開発公社の決算

についての報告とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第５報告第８号平成２０年度

新庄市健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

 

 

平向岩雄議長 日程第５報告第８号平成20年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第８号平成20年度新庄市健全

化判断比率及び資金不足比率について御説明申

し上げます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づき、昨年度から議会及び市民に公表してい

るものであります。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年度

同様すべての会計が黒字決算でありましたので、

数値はございません。 

  実質公債費比率は25.9％という結果となり、

前年度より1.4ポイント改善したものの、依然

早期健全化基準の25％を超えている状況であり

ます。この数値は３カ年平均でありますが、20

年度の単年度の数値は24.5％となり、25％を下

回っております。21年度決算では３カ年平均で

25％を下回るよう健全化に努めてまいります。 

  将来負担比率は169.7％となり、前年度の

190.8％より21.1ポイント改善しております。

前年度の県内13市の中では中位の比率でしたの

で、今年度も同じような順位になると思われま

す。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき一般会計から適正に繰り

出しを行っておりますので、すべての特別会計

で不足額はございませんでした。 

  算定結果は以上でございまして、財政再建計

画の効果があらわれ、順調に改善の方向に向か

っておりますが、残念ながら実質公債費比率が

早期健全化基準を超えておりますので、個別外

部監査を実施し、今年度中に財政健全化計画を

策定しなければなりません。この手続につきま

しては後ほどご提案させていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

 

 

日程第６議案第４６号新庄市情報

公開・個人情報保護審査会委員の

任命について 

 

 

平向岩雄議長 日程第６議案第46号新庄市情報公

開・個人情報保護審査会委員の任命についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第46号新庄市情報公開・個人

情報保護審査会委員の任命について御説明申し

上げます。 

  提案の理由といたしましては、議案末尾に記

載しておりますとおり、情報公開・個人情報保

護審査会委員の任期が10月２日をもって満了い

たしますので、長倉睦子さん、佐藤勘二さん、

箱山 繁さん、阿部 彰さん、矢部直子さんの

５名を任命することにつきまして、新庄市情報

公開条例第11条第３項の規定により議会の同意

をお願いするものであります。 

  御同意をお願い申し上げます佐藤勘二さん、

箱山 繁さん、阿部 彰さん、矢部直子さんの

４名の方々は引き続き、長倉睦子さんは今回新

たに任命するものであります。いずれの方々も

識見豊かで、本制度の適正な運営を図っていく

上におきまして最も適任と考え、御提案申し上

げるものであります。 

  なお、参考といたしまして履歴書を添付して

おりますので、何とぞよろしく御審議の上、御

同意賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第46号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり
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ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑及び討

論を省略し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号新庄市情報公開・個人情報保護審

査会委員の任命については、これに同意するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は、これに同意することに決しまし

た。 

 

 

日程第７議案第４７号個別外部監

査契約に基づく監査によることに

ついて 

 

 

平向岩雄議長 日程第７議案第47号個別外部監査

契約に基づく監査によることについてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第47号個別外部監査契約に基

づく監査によることについて御説明申し上げま

す。 

  先ほど平成20年度の健全化判断比率の結果を

御報告したところでありますが、４指標のうち

実質公債費比率が早期健全化基準の25％を超え

ている状況であります。地方公共団体の財政の

健全化に関する法律におきまして、平成20年度

決算が早期健全化基準を超えた団体は財政健全

化計画を策定し、議会の議決を経た後、今年度

中に県知事に報告しなければならないこととな

っております。 

  計画の内容といたしましては、早期健全化基

準を上回った要因、健全化に向けた方策と見通

し、計画期間などでありまして、昨年12月に策

定しました財政再建プランを十分活用できるも

のと考えております。 

  この財政健全化計画を策定するに当たりまし

て、専門的な第三者の見地から指摘を受けるた

め、財政健全化法及び地方自治法に基づきまし

て、監査委員の監査にかえて個別外部監査によ

ることについて議会に付議しなければならない

こととなっているため御提案するものでありま

す。議決いただきますと、個別外部監査人の人

選を行い、個別外部監査契約の締結に関する議

会の議決を経てから契約を締結し、監査を行う

こととなります。 

  なお、個別外部監査契約の締結に関する議案

につきましては本定例会の最終日に提案させて

いただく予定としておりますので、御審議いた

だき、御決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第47号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号個別外部監査契約に基づく監査に

よることについては、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案１７件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第８議案第48号新庄市市営バ

ス設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてから日程第24議案第64号平

成20年度新庄市水道事業会計決算の認定につい

てまでの17件を会議規則第35条の規定により一

括議題といたします。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号新庄市市営バス設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら議案第64号平成20年度新庄市水道事業会計決

算の認定についてまでの17件を一括議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第48号新庄市市営バス設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、市営バスを登

下校に利用している萩野小学校児童の利便性を

高めるため、使用料の前納制度などの導入に対

応できるよう改正するものであります。 

  現在、市営バスを利用する際には、大人も子

供もそれぞれ規定の使用料をその都度現金で支

払うことになっており、登下校に利用する児童

生徒も同じように毎日往復分200円の現金を持

参して利用しているところであります。そのた

め、学校や保護者から現金を持たずに利用でき

るよう改善を図る要望をたびたびいただいてい

たところであります。これを受けまして、市営

バスを児童が登下校で利用する際に現金支払い

を必要としない前払い制度などの改善を図るた

め御提案するものであります。 

  議案第49号新庄市まちづくり応援寄附金条例

の設定について御説明申し上げます。 

  平成20年度からふるさと納税制度がスタート

し、当市におきましては平成20年度18件、金額

にして85万9,000円の寄附がございました。今

年度につきましては、８月末現在で８件、金額

にして126万5,000円の寄附をいただいている状

況であります。これら寄附金につきまして、魅

力あるまちづくりを応援する寄附者からの寄附

金を活用し、寄附者の意向を反映した施策を推

進するため、寄附金条例を制定するものであり

ます。 

  次に、議案第50号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について御説明申し

上げます。 

  改正の理由といたしましては、緊急の少子化

対策として出産育児一時金の支給額を引き上げ

るものであります。 

  改正の内容でありますが、平成21年10月１日
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から平成23年３月31日までの間の出産に対し、

これまでの出産育児一時金に加え４万円を加算

して支給するものであります。 

  なお、本条例は平成21年10月１日から施行す

るものであります。 

  議案第51号新庄市民文化会館設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て及び議案第52号新庄市雪の里情報館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市民文化会館及び新庄市雪の里

情報館の管理を指定管理者に行わせるに当たり

利用料金制を導入するため、必要な改正を行う

ものであります。 

  改正の内容といたしましては、施設使用料を

指定管理者の収入とすることができるようにす

るものであり、利用料金の設定につきましては

教育委員会の承認を受けて指定管理者が定める

ようになるものであります。これにより、指定

管理者の自主的な経営努力が発揮されやすくな

るとともに、市及び指定管理者の会計事務の効

率化が図られるものであります。 

  議案第53号新庄市農地有効利用支援整備事業

分担金徴収条例の設定について御説明申し上げ

ます。 

  本案は、末尾の提案理由にありますように、

地域の農業事情に合わせた小規模な整備や簡易

な整備を実施する農地有効利用支援整備事業に

要する費用のうち、受益農家の分担金、徴収方

法等を定めるため提案するものであります。 

  この農地有効利用支援整備事業の制度は、地

域が目指す営農体系の変更及びその定着や施設

管理の省力化、耕作放棄地の未然防止のいずれ

かの目的で小規模な農業用水施設などの整備事

業に対して国が55％の補助をするものでありま

す。実施主体は、市町村のほか土地改良区や水

利組合、農協などであります。本市においては

土地改良区管内の受益地において改良区が実施

主体として取りまとめておりますが、それ以外

の事業実施地においては市が実施主体として行

うものであります。 

  議案第54号市道路線の認定について御説明申

し上げます。 

  提案の理由といたしましては、道路網の整備

を図り、市民福祉の増進に資するため、市道の

路線について認定する必要があるので、提案す

るものであります。 

  内容といたしましては、新規認定路線が１路

線となっております。新たに認定する路線、末

広町線は、民間の宅地開発により整備され、市

に帰属される道路を新たに認定するものであり

ます。以上のとおり、道路法第８条第２項の規

定により御提案申し上げます。 

  議案第55号平成20年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから議案第63号平成20年

度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてまでの決算関係９議案につ

きましては会計管理者より、議案第64号新庄市

水道事業会計決算の認定については水道課長よ

りそれぞれ御説明申し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より配付されております決算審査意見書の提出

を受けておりますが、監査委員から承りました

意見については今後十分に留意いたしまして、

効率的な行政運営になお一層努力してまいる所

存であります。 

  以上、私の方から説明を終わりますが、御審

議いただきまして、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

平向岩雄議長 次に、議案第55号平成20年度新庄

市一般会計歳入歳出決算の認定についてから議

案第63号平成20年度新庄市後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてまでを会

計管理者兼会計課長大江雅夫君より説明願いま

す。 

  会計管理者兼会計課長大江雅夫君。 
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   （大江雅夫会計管理者兼会計課長登壇） 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 議案第55号平成

20年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてより議案第63号平成20年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てまでの９議案について御説明申し上げます。 

  初めに、決算書52ページ、平成20年度新庄市

会計別歳入歳出決算総覧をお開き願います。決

算書52ページでございます。 

  一般会計と特別会計の合計は、収入済額234

億4,988万4,019円、支出済額225億192万8,620

円であります。この９会計の収入済額と支出済

額の合計は、それぞれの予算現額の合計に対し

て99.17％の収入率及び95.16％の執行率となっ

ております。 

  次に、会計ごとに御説明申し上げます。 

  決算書４ページに戻っていただきたいと思い

ます。 

  議案第55号一般会計でございますが、４ペー

ジの歳入１款から８ページの21款までの収入済

額の合計は141億7,710万2,095円で、予算現額

143億895万5,000円に対して99.08％の収入率、

調定額150億4,351万7,729円に対し94.24％の収

入率となりました。収入未済額の合計は６億

8,332万8,480円となり、その内訳は１款市税が

４億5,690万4,994円、12款分担金及び負担金が

623万6,090円、13款使用料及び手数料が259万

9,850円、14款国庫支出金が２億1,633万4,000

円及び20款諸収入の125万3,546円であります。

不納欠損額は１款市税で１億8,307万9,722円と

なりました。また、１款市税の調定額に対する

収納率は87.90％となっております。 

  次に、10ページ、歳出１款から12ページ、14

款までの支出済額の合計は133億1,294万400円

で、予算現額に対する執行率は93.04％となり

ました。歳出決算による不用額は１億8,054万

4,739円となりました。歳入総額より歳出総額

を差し引いた残額は８億6,416万1,695円であり

ますが、20年度はことし３月に定額給付金や地

域活性化交付金、生活対策臨時交付金等々の国

の２次補正がありまして、多額の繰越明許費が

発生いたしました。 

  ここで、決算書の296ページ、一般会計の実

質収支に関する調査をお開き願います。 

  ここに記載されておりますとおり、21年５月

末の出納閉鎖時点で５億9,718万861円が平成21

年度への繰越明許費となりましたので、歳入歳

出差引額から繰越明許費を差し引いた残りの２

億6,698万834円が平成21年度への実質繰越額と

なります。 

  再び決算書14ページの方にお戻りいただきた

いと思います。 

  次に、議案第56号国民健康保険事業特別会計

でありますが、14ページの歳入１款から11款ま

での収入済額の合計は39億3,006万6,512円で、

予算現額に対する収入率は98.79％となり、そ

のうち１款国民健康保険税の収入済額は10億

6,368万1,758円で、調定額に対する収納率は

71.0％となっております。収入未済額は３億

7,804万2,758円となり、不納欠損額は5,585万

4,768円であります。 

  16ページの歳出では、１款から12款までの支

出済額の合計が39億181万1,183円で、予算現額

に対して98.08％の執行率であり、不用額は

7,637万5,817円となりました。歳入歳出差引残

額は2,825万5,329円で、平成21年度への繰り越

しとなります。 

  次に、20ページから22ページ、議案第57号交

通災害共済事業特別会計でありますが、歳入の

１款から５款までの収入済額の合計は調定額と

同額の1,170万6,971円で、予算現額に対する収

入率は93.40％となりました。歳出の支出済額

は収入済額と同額の1,170万6,971円で、差引残

額はございません。 

  次に、24ページから26ページ、議案第58号老

人保健事業特別会計でありますが、歳入の１款
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から６款までの収入済額の合計は調定額と同額

の３億9,973万7,683円で、予算現額に対して

92.91％の収入率となりました。歳出では１款

から３款までの支出済額の合計が３億9,803万

7,258円で、予算現額に対して92.52％の執行率

であり、不用額は3,219万2,742円となりました。

歳入歳出差引残額は170万425円で、平成21年度

への繰り越しとなります。 

  続いて、28ページから30ページ、議案第59号

公共下水道事業特別会計であります。歳入の１

款から７款までの収入済額の合計は17億6,564

万497円で、予算現額に対する収入率は99.87％、

調定額に対する収納率は99.43％となりました。

収入未済額は、受益者負担金が253万1,990円、

下水道使用料が741万2,249円の合計で994万

4,239円となっております。不納欠損額は12万

8,517円であります。歳出の１款から３款まで

の支出済額の合計は17億6,427万3,719円で、予

算現額に対する執行率は99.79％となりました。

歳入歳出差引残額の136万6,778円は平成21年度

への繰り越しとなります。 

  次に、32ページから34ページ、議案第60号農

業集落排水事業特別会計でありますが、歳入の

１款から６款までの収入済額の合計は１億

2,839万202円で、予算現額に対する収入率は

99.52％、調定額に対する収納率は98.38％とな

りました。収入未済額は、分担金が136万4,864

円、使用料が57万4,560円の合計で193万9,424

円であります。歳出では１款及び２款の支出済

額の合計が収入済額と同額でありますので、予

算執行率も収入率と同じとなり、差引残額はご

ざいません。 

  次に、36ページから38ページ、議案第61号営

農飲雑用水事業特別会計でありますが、歳入の

１款から５款までの収入済額の合計は2,235万

7,964円で、予算現額に対する収入率は97.79％、

調定額に対する収納率は97.59％となり、使用

料の収入未済額は36万7,545円であります。不

納欠損額は18万4,929円となっております。歳

出の１款及び２款の支出済額の合計は2,152万

3,779円で、予算現額に対する執行率は94.14％

となりました。歳入歳出差引残額の83万4,185

円は平成21年度への繰り越しとなります。 

  次に、40ページから42ページ、議案第62号介

護保険事業特別会計であります。歳入の１款か

ら10款までの収入済額の合計は26億7,895万

7,706円で、予算現額に対して100.54％の収入

率、調定額に対する収納率は99.44％となりま

した。収入未済額は介護保険料の1,044万7,887

円となり、不納欠損額は介護保険料の455万

3,290円であります。歳出では１款から８款ま

での支出済額の合計が26億3,288万6,757円で、

予算現額に対する執行率は98.82％となりまし

た。歳入歳出差引残額は4,607万949円で、平成

21年度への繰り越しとなります。 

  最後に、46ページから48ページ、議案第63号

後期高齢者医療事業特別会計であります。歳入

の１款から５款までの収入済額の合計は３億

3,592万4,389円で、予算現額に対して101.46％

の収入率、調定額に対する収納率は99.46％と

なりました。保険料の収入未済額は183万590円

であります。歳出の１款から４款までの支出済

額の合計は３億3,035万8,351円で、予算現額に

対する執行率は99.78％となりました。歳入歳

出差引残額の556万6,038円は平成21年度への繰

り越しとなります。 

  以上、平成20年度一般会計並びに特別会計の

決算の概要について御説明を申し上げました。 

  なお、決算書附属資料といたしまして、52ペ

ージには会計別歳入歳出決算総覧、58ページか

ら292ページには各会計の歳入歳出決算事項別

明細書、296ページから304ページには各会計の

実質収支に関する調書、306ページ以降に財産

に関する調書を添付しておりますので、ごらん

いただきたいと存じます。 

  これで議案第55号から議案第63号までの平成
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20年度一般会計並びに各特別会計決算について

の説明を終わりますが、十分なる御審議の上、

御認定くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議案第

55号平成20年度新庄市一般歳入歳出決算の認定

についてから議案第63号平成20年度新庄市後期

高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてまでの各決算について、監査委員の監査

の報告をお願いいたします。 

  監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治監査委員登壇） 

髙山孝治監査委員 先般の新庄まつりにおきまし

ては、国の重要無形民俗文化財の指定を受けた

中で、幸い天候にも恵まれ、ちびっこみこし、

宵まつり、本まつり、飾り山車と、従来にも増

して盛り上がったのではないかと思います。 

  私ごとですが、東京の友人が昨年に引き続き、

ことしも家族で見に来てくれました。感動して

帰りました。関係各位の皆様の御労苦に改めて

感謝の意を表したいと思います。 

  それでは、お配りしております決算審査意見

書により御報告いたします。 

  一般会計・特別会計決算審査意見書１ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

  地方自治法の規定に基づき審査に付されまし

た一般会計、各特別会計の決算、財産に関する

調書及び各基金の運用状況について、清水清秋

委員ともども審査をいたしましたので、その概

要と結果について御報告いたします。 

  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査

し、関係職員の説明を聴取するなどにより、法

令その他の規定に従って処理されているか、予

算の執行が適正であるかに主眼を置いて実施い

たしました。 

  なお、現金・預金の残高確認、証書類の検査

につきましては、別に地方自治法の規定に基づ

く例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は、法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれ設置の目的に沿って運用されており、決

算における計数は正確で、その執行は適正と認

められました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから21ペ

ージにわたり記載してございます。その主要な

点は、22ページ、第６結びで言及してございま

すので、こちらで説明をいたしたいと思います。 

  22ページをお開きいただきたいと思います。 

  第６結びでございます。 

  平成20年度の一般会計及び各特別会計の総計

の決算額は、２ページの表にもございますが、

歳入が234億4,988万4,019円で、前年度に比べ

20億6,644万9,194円（8.1％）の減、歳出が225

億 192 万 8,620 円 で 26 億 2,476 万 1,720 円

（10.4％）の減となりました。その結果、実質

収支は３億5,077万4,538円の黒字で、単年度収

支は3,526万8,335円の赤字となりました。 

  市債残高は251億9,153万1,580円で、内訳は

一般会計158億8,227万4,807円、公共下水道事

業特別会計85億3,948万848円、農業集落排水事

業特別会計７億1,107万5,925円、営農飲雑用水

事業特別会計5,770万円で、前年度より12億

2,416万2,788円（4.6％）減少しております。 

  なお、さかのぼってみますと、平成12年度を

ピークにして毎年10億円ほど下がり続けている

状況にあります。 

  また、人件費につきましては、職員はもとよ

り、市長を初めとした特別職の報酬大幅削減を

継続するだけでなく、議員報酬についても追加

して削減に努めるなど、その削減効果は過去６

年間で10億円にも達しており、大きな成果をお

さめております。 

  収入未済額は、一般会計では市税が４億
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5,690万4,994円で、前年度に比べると１億66万

9,941円（18.1％）減少しました。特別会計で

は、国民健康保険税が３億7,804万2,758円で、

前年度に比べ547万7,184円（1.5％）の増、公

共下水道使用料が741万2,249円で141万7,963円

（23.7％）の増となっていますが、介護保険料

は1,044万7,887円で63万1,473円（5.7％）の減

となっております。新たな後期後期高齢者保険

料は183万590円の収入未済額でありました。ま

た、保育所入所負担金等の繰り越し分を含めた

未收額は559万7,970円であり、その半分は民間

立保育所のものでありました。今後も保育所の

民営化が検討されていますが、これらを放置し

た場合、負担の公平が保たれないことから、そ

の実態を分析し、未収金の解消に向けて努力す

る必要があります。 

  平成20年４月１日から施行された地方公共団

体の財産の健全化に関する法律により策定した

実質公債費比率は、過去３カ年の平均値であり

ますが、平成20年度決算では25.9の見込みであ

りまして、基準となる25％を超えており、財政

健全化計画について個別外部監査を本年度中に

実施しなければなりません。しかし、単年度で

見れば、平成18年度が27.25、平成19年度が

26.12、平成20年度が24.49と、初めて25％を切

っており、平成21年度が24.38以下であれば来

年の実質公債費比率は25％をクリアできること

から、今後も市の行財政改革のより一層の推進

を期待するものであります。 

  本年度は、行財政改革大綱による財政再建に

取り組む中、市民協働の事業も活用し、引き続

き経費を抑制し、ふるさと納税にも取り組むな

ど、評価されます。しかし、学校の耐震化工事

や中学校給食等緊急に対処しなければならない

問題も多く出てきており、その財源に苦慮した

ところでありました。そうした中で、昨年末、

国の緊急経済対策による事業が次々と打ち出さ

れ、そうした施設整備にも利用し、緊急雇用や

定額給付金等の新たな事業が年度末に集中した

ため、大幅な繰越明許費となっております。ま

た、市町村合併問題については、合併協議会を

設立し、戸沢村と民間を含んだ協議を何度も行

いましたが、実を結ぶことができず、本年８月

末に解消されることとなりました。しかし、こ

うした地域の活性化に向けて今後も積極的に取

り組むことが必要ではなかろうかと思います。 

  以上が平成20年度一般会計及び特別会計の決

算審査の概要並びに意見でございます。よろし

くお願いを申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０３分 休憩 

     午前１１時１３分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、議案第64号平成20年度新庄市水道事業

会計決算の認定について、水道課長小野善次君

より説明願います。 

  水道課長小野善次君。 

   （小野善次水道課長登壇） 

小野善次水道課長 議案第64号平成20年度新庄市

水道事業会計決算の認定について、御説明申し

上げます。 

  最初に、２ページ、３ページをお開き願いま

す。 

  新庄市水道事業決算報告書（税込み）により

御説明申し上げます。 

  初めに、（１）収益的収入及び支出でござい

ます。収入の第１款水道事業収益の予算額合計

は12億4,596万1,000円、決算額は11億8,536万

588円で、予算額に比べまして6,060万412円の

減でございます。次に、支出の第１款水道事業

費用の予算額合計は11億3,918万4,000円、決算

額は10億9,458万9,649円で、執行率は96.1％で

ございます。 

  次に、４ページ、５ページをお開き願います。 
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  （２）資本的収入及び支出の第１款資本的収

入の予算額合計は１億3,203万4,000円、決算額

は１億3,481万7,023円で、予算額に比べまして

278万3,023円の増でございます。また、第１款

資本的支出でございますが、予算額合計は７億

7,373万6,000円、決算額は７億4,751万4,450円

で、執行率は96.6％でございます。 

  資本的収入が資本的支出に不足する額６億

1,269万7,427円は、過年度損益勘定留保資金等

で補てんいたしました。 

  次に、６ページをお開き願います。 

  損益計算書について御説明申し上げます。 

  基本料金の値下げ等により給水収益が減少し

たものの、最上広域水道の受水費用の値下げや

繰り上げ償還等により企業債支払利息が減少し

たことにより経常利益は１億392万1,411円、当

年度純利益は１億148万302円となり、前年度繰

越利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金

は１億2,782万1,078円となります。 

  続きまして、７ページをごらんください。 

  剰余金計算書でございますが、利益剰余金と

して１の減債積立金の（３）当年度処分額１億

358万8,530円は、企業債の繰り上げ償還による

ものであります。 

  ２の建設改良積立金の（３）当年度処分額１

億2,594万7,742円は、第６次拡張事業費等に充

当したことによるものでございます。したがい

まして、積立金の合計は４億7,123万9,504円と

なります。 

  次に、８ページをお開き願います。 

  資本剰余金でございますが、これまでに資本

として調達いたしました国庫補助金や工事負担

金等の内訳でございまして、平成21年度への繰

越資本剰余金は60億2,339万522円となっており

ます。 

  ９ページは剰余金処分計算書案でございます。

20年度未処分利益剰余金が１億2,782万1,078円

となっておりますので、（１）減債積立金へ650

万円、残額の１億2,132万1,078円を21年度へ繰

り越す案でございます。 

  続きまして、10ページ、11ページをお開き願

います。 

  貸借対照表でございますが、資産の部として、

固定資産、流動資産、繰延勘定の資産の合計は

153億6,674万7,505円となります。また、11ペ

ージの負債の部でございますが、負債合計で

3,966万7,589円となります。次に、資本の部で

ございます。６の資本金の合計は87億462万

8,812円で、７の剰余金の合計は66億2,245万

1,104円となります。 

  以上が水道事業会計決算諸表についての説明

でございます。 

  次に、決算附属書類でございますが、12ペー

ジに事業報告書、23ページに収益費用明細書、

30ページに固定資産明細書、32ページに企業債

明細書を記載しておりますが、説明は省略させ

ていただきます。 

  以上、簡単ではございますが、平成20年度新

庄市水道事業会計決算についての説明を終わら

せていただきます。御審議の上、御承認賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました平成20

年度新庄市水道事業会計決算について、監査委

員の監査報告をお願いいたします。 

  監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治監査委員登壇） 

髙山孝治監査委員 同じように、お配りしてござ

います水道事業会計の決算審査意見書により御

報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定に基づき審査に付され

ました水道事業会計の決算について、御報告申

し上げます。 

  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰

余金計算書及び貸借対照表並びに事業報告書、

収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産
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明細書、企業債明細書などを照合調査し、関係

職員の説明を聴取するなどにより、法令その他

の規定に従って処理されているか、財務状況及

び経営成績を適正に表示しているか、公共性と

経済性が確保されているかに主眼を置いて実施

をいたしました。 

  なお、現金・預金の残高確認、証書類の検査

につきましては、別に地方自治法の規定に基づ

く例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました決算書類及び附属書類は

地方公営企業関係法令の規定に基づいて作成さ

れており、経営成績及び財務状況を適正に表示

しており、計数も正確であり、適正な決算と認

めました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから11ペ

ージに記載してございますが、その主要な点は

12ページ、７結びで言及しておりますので、こ

ちらで説明をさせていただきます。 

  12ページをお開き願います。 

  本年度におきましては、平成16年度から行っ

ている老朽管更新事業を引き続き行い、安全安

心な生活水の供給に努めております。また、平

成19年度から着手した第６次拡張事業により、

中川原・野中地区の給水が平成21年４月１日よ

り開始しました。滝の倉・冷水沢・泉ケ丘地区

も計画どおり来年度に給水の見込みで、水道整

備率の100％が達成される予定であります。 

  普及率は、世帯数１万3,369戸（平成21年３

月末）に対し、給水世帯数は１万2,286戸

（91.9％）と前年比で1.9％増加しております。

しかし、市内の人口は３万9,473人、前年比341

人減と減少しているため、給水人口は３万

5,613人（96人減）で0.3％減少しました。その

ため、給水収益も4,881万717円と前年度より大

きく落ち込みました。また、１日配水能力は、

平成19年度に１万9,600立方メートルから１万

8,000立方メートルに下げましたが、今年度の

１日最大配水量は１万6,100立方メートル

（89.4％）しかなく、第６次拡張事業の完成が

待たれるところであります。 

  経費削減には今年度も積極的に努めており、

職員１人当たりの営業収益は１億342万円

（1,192万円増）と初めて１億円を超えました。 

  当年度純利益は１億148万円ほどありました

が、高料金対策等の一般会計繰入金が２億

1,758万円もあります。県からの受水費の値下

げ約7,300万円等により、高料金対策繰入金は

年々減少する見込みであり、継続した経費節減

によりさらなる経営体質の改善が望まれます。 

  以上が平成20年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。 

  なお、決算審査資料末尾に参考として県内都

市の経営状況を添付いたしましたので、御参照

いただきたいと思います。よろしくお願い申し

上げます。 

平向岩雄議長 これより、ただいま説明のありま

した平成20年度の各決算を除く議案第48号新庄

市市営バス設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてから議案第54号市

道路線の認定についてまでの７件について、総

括質疑を行います。質疑ありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 13ページの議案第50号

新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定についてお伺いをします。 

  この改正理由は、健康保険法の一部を改正す

る政令が施行されたことに伴って必要な改正を

行うものであるとありますが、要するに少子化

対策の一環として国保が42万円まで格上げなっ

たということで、本当にいいことだなと思って

いるのでありますが、かつて新庄市議会で、議

事録を見るとわかりますけれども、30万から35

万にするときにかんかんがくがくになりまして、

今じゃ日本の国の物笑いになるところでしたけ
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れども、本会議で覆った点があります。 

  この42万円、その点についてまず第１点、ど

う思われるかと、42万円になって、かつて一般

質問の中で少子化を歯どめする策として、腹を

痛めて子供が産まれて、なおかつ金銭で苦慮し

なくちゃだめだということでなくて、この42万

円になった場合には即その病院の方に制度、要

するに本人がお支払いすることなく、かかりつ

けの産婦人科だったらそこで市が肩がわりして

やっていただけるという、その金額に充足して

いるのかどうなのか、そういう制度をこれから

取り入れようとしているのかどうなのかを総括

的にお伺いします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの金議員の質問に２

点お答え申し上げます。 

  最初の質問の42万円に対してどう考えるかと

いうことでございますけれども、現行の医療機

関からの請求については昨年までから比較しま

すと、今回のは４万円、その前が１月から施行

する分と２回連続して引き上げております。た

だ、医療機関の請求を見ますと、大体が42万円

程度の前後で推移しておりまして、この制度に

よって大幅な負担が妊婦さんについてはなくな

ったのかなという感じで、非常に喜ばしい制度

と考えているところでございます。 

  それから、第２点目の直接払い制度について

は、今回から直接支払い制度という形で、この

出産育児一時金の制度の引き上げにあわせて導

入することといたしております。以前にも受け

取り代理制度ということで、保険者の方から直

接医療機関の方に支払う制度を導入しておりま

したけれども、今回からは国保連合会の方で一

括した形で取りまとめて、そちらの方から支払

われるということになりますので、以前にも増

して病院と保険者の方にする手続が妊婦さんに

ついては軽減になったということで、10月１日

からその制度についても導入するという考えで

ございます。以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） いいことだと思います。

大方正常分娩された場合には42万円ぐらいで補

えるという話で、直接支払い制度、これは一般

質問でも何回か取り上げて、先ほど受け取り代

理人制度から一歩進んだ、妊産婦にとっては金

銭的な心労がなくなるということで、喜ばしい

ことになると思いますが、これは10月１日以降

に出産された方、そして23年３月までという暫

定期間のようですが、その後の見通しも含めて

どうなるかお伺いします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今回の出産育児一時金の引き

上げについては、現時点では２年間の時限立法

という形で来ておりますので、したがって今回

の条例改正についても本則での改正ということ

よりも附則での改正ということで提案している

ところでございます。ただ、これは今後の国の

動向、政権もかわったことですので、今後の動

向を見きわめなきゃいけないわけでございます

けれども、２年間だけで済むのか延長なるのか

というのは現時点では私の方からコメントは差

し控えさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２５決算特別委員会の設置 

 

 

平向岩雄議長 日程第25決算特別委員会の設置を
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議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第55号から議案第64号までの平成20年度

一般会計決算及び特別会計決算並びに水道事業

会計決算の審査をするため、委員会条例第６条

第１項の規定により決算特別委員会を設置した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

平向岩雄議長 これより、ただいま設置されまし

た決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により議長にお

いて全議員を指名したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の会議終了後、この議場において決算

特別委員会を開催し、委員長の互選を行ってい

ただきますので、御参集方よろしくお願いいた

します。 

 

 

日程第２６議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

平向岩雄議長 日程第26議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります付託案件表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託いたします。 

 

 

平 成 ２ １ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

議案（１０件） 

〇議案第５５号平成２０年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

〇議案第５６号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第５７号平成２０年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第５８号平成２０年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

〇議案第５９号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第６０号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第６１号平成２０年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第６２号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

〇議案第６３号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

〇議案第６４号平成２０年度新庄市水道事業会計決算の認定につい

て 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

〇議案第４８号新庄市市営バス設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇議案第４９号新庄市まちづくり応援寄附金条例の設定について 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（３件） 

請願（１件） 

〇議案第５０号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について 

〇議案第５１号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

〇議案第５２号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

〇請願第８号私学助成予算の充実について 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

請願（１件） 

〇議案第５３号新庄市農地有効利用支援整備事業分担金徴収条例の

設定について 

〇議案第５４号市道路線の認定について 

〇請願第９号日米ＦＴＡ反対、農家経営の危機打開を求める請願 

 

議案５件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第27議案第65号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第６号）から日程第31

議案第69号平成21年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算５件につきまし

ては、会議規則第35条の規定により一括議題に

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号平成21年度新庄市一般会計補正予算

（第６号）から議案第69号平成21年度新庄市水

道事業会計補正予算（第１号）までの補正予算

５件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第65号から議案第69号までの

一般会計、特別会計及び水道事業会計補正予算

につきまして御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第65号一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ685万8,000円を追

加し、補正後の予算総額を135億3,646万7,000
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円とするものであります。 

  歳出予算の主な補正内容について御説明申し

上げます。 

  １点目は、14ページに計上しております市町

村合併推進費の減額でございます。残念ながら

合併協議が中止となりましたので、協議会負担

金や情報システム統合経費などを減額させてい

ただきました。 

  ２点目は、緊急雇用関係の補正でございます。

雇用状況が悪化している中、地元企業の閉鎖が

報じられており、大変深刻な状況であると認識

しております。緊急雇用創出事業を最大限活用

し、国民健康保険事業特別会計と合わせまして

4,033万9,000円、45人の雇用を確保いたします。 

  ３点目は、小中学校の耐震補強工事に関する

実施設計業務委託料の補正でございます。危険

度が高いと思われます新庄小学校、沼田小学校、

八向中学校の３校分2,230万円を計上しており

まして、来年度に補強工事を行う予定にしてお

ります。 

  続きまして、31ページからの特別会計ですが、

議案第66号国民健康保険事業特別会計は650万

2,000円を追加しまして39億1,831万2,000円に、

議案第67号公共下水道事業特別会計は56万

6,000円を追加しまして15億8,440万2,000円に、

議案第68号介護保険事業特別会計は4,762万

8,000円を追加しまして27億6,483万円といたし

ます。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては政策経営課長及び水道課長

から説明させますので、よろしく御審議いただ

き、御決定くださるようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 

坂本孝一郎政策経営課長 議案第65号一般会計補

正予算（第６号）について御説明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ685

万8,000円を追加し、補正後の総額は135億

3,646万7,000円となります。各款各項の補正予

算額並びに補正後の額につきましては、２ペー

ジから４ページまでの第１表歳入歳出予算補正

を御確認いただくようお願いいたします。 

  次に５ページでありますが、第２表地方債補

正でございます。義務教育施設改修事業の変更

は、小中学校の耐震化事業の実施設計に関する

起債を追加するものでございます。また、戸沢

村との情報システム統合事業債は、合併協議の

中止に伴いまして廃止するものでございます。 

  ８ページからの歳入につきまして御説明いた

します。 

  初めに、12款２項１目農林水産業費分担金

280万円を計上しております。農地有効利用支

援整備事業において市が実施する事業費の35％

を受益者から御負担いただくものでございます。 

  続きまして、９ページであります。 

  15款２項４目農林水産業費県補助金でござい

ますが、乾燥調製施設等リニューアル対策緊急

特別支援事業費補助金5,655万円、農林水産業

創意工夫プロジェクト支援事業費補助金700万

円、畜産規模拡大支援事業費補助金579万8,000

円など補助事業の受け入れを行ってございます。

その下の６目労働費県補助金でありますが、

3,931万2,000円を増額しております。これは雇

用確保のため緊急雇用創出事業臨時特例基金事

業費補助金を活用するものでございまして、事

業内容の詳細につきましては配付しております

資料をごらんいただきたいと思います。この資

料に記載しておりますように、日々雇用や業務

の委託によりまして、国保特別会計と合わせま

して、市長からも説明ございましたように45人

の雇用が図られる見込みでございます。さきに

補正しておりますふるさと雇用再生特別基金事

業と合わせまして100人近い雇用創出になる予

定でございます。 

  次に10ページをごらん願います。 
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  18款２項３目財政調整基金繰入金は、市町村

合併に関して補正しました繰入額の全額１億

847万9,000円を繰り戻すものでございます。そ

の下の４目地域活性化基金繰入金は、昨年度の

国の２次補正関連で積み立てました3,900万円

の残額3,278万8,000円でございまして、今年度

中に活用しなければならないものでございます。

予算の充当先につきましては、これもまた皆様

方にお配りしております資料、地域活性化基金

充当一覧表をごらんいただくようお願いしたい

と思います。土木債あるいは教育費を中心に13

の工事、修繕等に充ててございます。 

  11ページ、20款諸収入４項５目雑入でござい

ますが、新市例規策定支援業務負担金と情報シ

ステム統合負担金は、市町村合併に関する戸沢

村からの負担金の減額でございます。県営土地

改良事業分担金負担金に係る返還金は、新庄土

地改良区からの返還金でございます。また、農

地有効利用支援整備事業補助金は、昨年度の国

の２次補正の関連でございまして、市の事業に

対し土地改良事業団体連合会から55％補助され

るものでございます。 

  続きまして、12ページからの歳出について御

説明させていただきます。 

  ２款総務費１項１目一般管理費は、職員給与

費１億2,039万円を増額しております。昨年度

末退職者と今年度の新規採用者の差額分をこの

費目で措置しておりましたので、大きく戻すこ

とになり、各費目では減額補正が多くなります。 

  14ページをお開き願います。 

  16目市町村合併推進費は、合併協議の中止に

よりまして２億4,858万6,000円の減額となりま

す。 

  17ページをお開き願います。 

  ３款民生費２項３目の保育所民営化推進事業

委託料291万7,000円は、来年度から北部保育所

を民営化する計画でございますが、その引き継

ぎのため委託先の保育士を配置しなければなら

ないもので、緊急雇用創出事業を活用いたしま

す。 

  20ページをお開き願います。 

  20ページから21ページにかけての６款農林水

産業費１項３目農業振興費、４目畜産業費、５

目農地費におきまして、各事業費を増額してお

りますが、歳入で説明しましたように県補助金

の受け入れに関する補正でございます。 

  23ページからの８款土木費に関しましては、

地域活性化基金関連事業、緊急雇用創出事業が

相当数予算化されておりますので、配付してお

ります資料を参考にしながらごらんいただきた

いと思います。 

  27ページでありますが、10款教育費２項１目

小学校管理費でございますが、中段に測量設計

業務委託料1,760万円を計上しております。新

庄小学校と沼田小学校の耐震補強工事実施設計

業務委託料でございます。28ページの上段、中

学校管理費におきましても八向中学校の設計委

託料470万円を計上しておりまして、来年度３

校の工事を実施する計画てございます。 

  28ページ下段からの４項社会教育費につきま

しても、地域活性化基金関連事業、緊急雇用創

出事業関係が多数予算化されておりますので、

資料を参考にしていただきたいと思います。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  31ページ、議案第66号国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）でございますが、歳入

歳出それぞれ650万2,000円を追加し、補正後の

予算総額を39億1,831万2,000円とするものであ

ります。 

  36ページをごらんいただきます。 

  歳入は、国や県支出金のほか給付基金繰入金

が主な補正でございますが、37ページ下段、10

款繰越金は20年度決算の確定に伴いまして

1,908万7,000円の減額となっております。 

  38ページからの歳出でございますが、１款総
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務費には説明欄上段に記載しておりますように

緊急雇用創出事業の日々雇用職員賃金を計上し

ております。一番下の２款保険給付費の出産育

児金には、条例改正が提案されておりますよう

に38万円から42万円に増額されますので、所要

額120万円を計上してございます。 

  続きまして、41ページ、議案第67号公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号）でございま

すが、歳入歳出それぞれ56万6,000円を追加し、

補正後の予算総額を15億8,440万2,000円とする

ものでございます。 

  44ページの歳入は、全額一般会計からの繰入

金を計上してございます。 

  歳出は、２款建設費の補正でございますが、

管渠建設事業費及び処理場建設事業費とも節の

組み替えが主な内容でございます。 

  47ページをお開き願います。 

  議案第68号介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）は、歳入歳出それぞれ4,762万8,000

円を追加しまして、補正後の予算総額を27億

6,483万円とするものであります。 

  52ページからの歳入についてでありますが、

53ページの下段にありますように前年度繰越金

4,606万9,000円の補正が主なものでございます。 

  54ページからの歳出は、55ページの中段から

下段にかけて記載の介護保険給付費準備基金積

立金3,145万9,000円と国及び支払基金返還金

1,476万4,000円の補正を行っております。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算の説

明を終わらせていただきます。よろしく御審議

いただきまして、御可決賜りますようお願い申

し上げます。 

平向岩雄議長 水道課長小野善次君。 

   （小野善次水道課長登壇） 

小野善次水道課長 議案第69号平成21年度新庄市

水道事業会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  第２条収益的支出の補正でございますが、支

出の第１款水道事業費用の既決予定額11億

2,187万6,000円に補正予定額496万円を増額し、

計11億2,683万6,000円といたします。 

  内容につきましては、第１項営業費用で４月

の人事異動に伴います職員給与費等の増額でご

ざいます。 

  以上、新庄市水道事業会計補正予算（第１

号）について御説明申し上げました。御審議の

上、御可決くださいますよう、よろしくお願い

いたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算５件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号、議案第66号、議案第67号、議案第

68号、議案第69号の補正予算５件については、

委員会への付託を省略し、９月17日、最終日の

本会議において審議いたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  なお、あした８日午前10時より本会議を開催

いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時５５分 散会 
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平成２１年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２１年９月８日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ４番   小  野  周  一  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（２名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ５番   今  田  雄  三  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２１年９月８日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 奥 山 省 三  議員 

２番 小 関   淳  議員 

３番 小 嶋 冨 弥  議員 

４番 金   利 寛  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２１年９月定例会一般質問通告表 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 奥 山 省 三 

１．雇用対策について 

２．財政再建について 

３．安価な宅地供給と農振地域の見直しについて 

４．旧泉田橋の解体について 

市 長 

関 係 課 長 

２ 小 関   淳 
１．次の世代のために、新庄市をどの方向に進め、どのよ

うに育て、どのような未来に繋げようとしているのか 

市 長 

教 育 長 

３ 小 嶋 冨 弥 

１．新庄祭について 

２．学校基本調査について 

３．ファミリーサポートについて 

４．全国学力テストについて 

市 長 

教 育 長 

４ 金   利 寛 
１．新幹線開業１０周年を迎えるにあたって 

２．新庄祭の総括について 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。欠

席通告者は斎藤義昭君、今田雄三君の２名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は７名であります。質問の順序につ

いては、配付してあります一般質問通告表のと

おり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、奥山省三君。 

   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 

１ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  前回の衆議院選挙について一言述べさせてい

ただきたいと思います。前回というか、８月30

日の件ですけれども、今までのツケが全部出て

きたような感じで、政権与党の大敗になりまし

たけれども、今まで国民を無視した結果ではな

いかと思います。今後、初心に返ってじっくり

と考えて反省していただきたいと思います。 

  それでは一般質問に入らせていただきます。 

  １番目、これは毎回のように言っていますけ

れども、景気対策についてでございますが、市

の対策として余り独自のやつといいますか、目

立った施策が今までなされてないような感じが

します。国からお金が来て、それをただ振り分

けるだけで、市独自のものはないように感じて

います。これからますますこの秋から冬にかけ

てもっと景気が悪くなると言われていますが、

市の今までの経過と今後に向けて、今までと同

じだと思いますけれども、具体的に方策につい

ての考えをお伺いしたいと思います。 

  現在の当市の有効求人倍率は７月で0.30倍、

４月と同じですけれども、よくなっているとは

思えない状況です。特に、基幹産業であります

製造業に関しては減少傾向に歯どめがきかない

ようです。完全失業率も過去最高の5.7％と、

まだ景気が底打ちしたようには見えないとマス

コミは報道しております。底なし沼にはまった

ように終わりのない悪循環が続いているようで

す。まちに失業者があふれて、税金を納めるど

ころか、反対に市で市民を賄う暗い時代が来る

のではないかと危惧されます。人口減少にもブ

レーキがかからない現状で、このままで行きま

すと市の懐はますます大変になって、税収がだ

んだんと落ち込んでいく結果、市民への行政サ

ービス機能が働かなくなるのではないかと心配

されます。これをとめるためにも市として真剣

に対策に早急に取り組んでいただきたいと思い

ます。今、市として何か具体的に取り組んでい

ることはありますか。これから企業誘致もあり

ますけれども、今ある企業に対しても何か支援

策とか、また何かそれによって雇用が生まれな

いのか、起業家に対しても大々的に資金面とか

税制面からほかの市と違うような何か独自の支

援策を考えて、雇用の創出に向けて考えておる

のでしょうか。 

  ついきのうですか、話ですと緊急雇用対策で
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これから100名ほど採用されるという話はあり

ましたけれども、現在53名ですか、この雇用さ

れた人たちについて原則６カ月から１年以上３

年と聞いていますけれども、短期についてはも

う少し長い間雇用できないのでしょうか。この

雇用内容について、男女別とか年齢別、わかり

ましたらお知らせ願いたいと思います。 

  続きまして、財政再建についてです。 

  財政再建について、財政状況をわかりやすく

市民に公開し、財政再建を図ると市長のマニフ

ェストに載っています。市民はまだ当市の財政

状況について市の執行部が考えているようによ

くなっていると思っていません。それは市の予

算がずっと毎年減額しているからです。不景気、

少子化の中で、人口減少が急速になり、税収が

伸びません。ことし20年度決算で早期健全化団

体になるわけですけれども、これになると、前

にもお聞きしましたけれども、具体的にはどう

なるのか詳しくお伝え願いたいと思います。 

  全国で42市町村が該当していると聞いていま

すが、山形県ではただ１市だけです。早急にこ

の状態から抜け出す方策をどうお考えですか。 

  また、それには実質公債費比率、すなわち財

源のうち借金返済に幾ら充てているかが重要に

なりますけれども、このために人件費の圧縮、

公債費の繰り上げ償還といろいろあると思いま

す。それによって市税の増収とか市民サービス

に直接影響を与えることはないのでしょうか。

市民に我慢や無理を押しつけることはないので

すか。今後市民の要望にきちんと対応しながら

財政再建ができるのかお聞きします。 

  ３番目の安価な宅地供給と農振地域の見直し

についてでございます。 

  ことしから３年間で農振地域の見直しをする

と聞いていますけれども、具体的にどのように

考えているのかお聞きします。 

  耕作放棄になっている土地がたくさんありま

すが、農業振興地域内にあるため住宅の宅地造

成とかはできません。市長のマニフェストにも

安価な宅地を供給して定住促進を図ると載って

いますけれども、当市は相変わらず宅地の価格

が高い状況で、ほとんど変動がなくて、安くは

なっていません。市の中心部では空き店舗は目

立つものの、更地になっている宅地は余りなく、

また周囲でも宅地造成をする場所はほとんどな

いような状況です。根本的にこの際見直しをし

て、除外できるものは農振地域から外して土地

を有効に活用すべきではないのでしょうか。こ

の点についてどうお考えなのかお聞きします。 

  高額の宅地だったり、また宅地にする場所が

なければ当然若い人たちは当市から去っていき

ます。引きとめるためにはもう少し安価な土地

を提供すべきだと思います。国道に直接面して

いる土地でも農振地域内があります。ほかのと

ころでは余りこういう話は聞きません。土地改

良区の事業のために山でも何でも農振の網をか

けたと聞いています。国営事業のために面積が

不足していると国の助成金が受けられないから

です。ある地域ではダブって網がかかっている

とも聞いています。しかし、このような中でも

網の目をくぐって除外になっているところもた

くさんあります。ことし農地法の一部を改正す

る法律も成立しましたが、この中で農地の転用

に関する規制の強化が図られることになりまし

たけれども、これはあくまでも食料の安定供給

を図る目的からです。当市は以前から余りにも

農振地域の網がかかり過ぎていて、何もできな

い状態です。このような偏屈な身動きのとれな

いまちでは発展は望めません。暗いトンネルに

だんだんと入っていくようなものです。人口流

出をとめるためにも大幅な見直しをすることが

不可欠だと思いますが、どう対処していくのか

お聞きします。 

  最後に、旧泉田橋の解体についてでございま

す。以前から解体の要望の話はありましたが、

これがなかなか実現されないようです。このま
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までは危険であると同時に、いつ崩壊してもお

かしくありません。市として真剣に対応する姿

勢が見られません。このままいつまでも放置し

ておくのですか。この間まで子供たちも夏休み

で、学校では川には近寄らないようにと注意し

てチラシをまいているようですが、現在は水が

少なくなって、魚をつかまえるには好都合です。

地区の人たちも川のそばを通ったときに注意は

していますけれども、ずっと見ているわけには

いきません。泉田川の橋周辺は、冬は市民の雪

捨て場として、わざわざ市内から北上してダン

プでたくさんのごみと一緒に雪が捨てられてい

ます。年に２回、河川清掃、これは県ですけれ

ども、市と協力して川近くの地域住民に協力を

呼びかけて、これに頼って清掃活動をしていま

す。川に行ったとき、近所の人たちはごみが落

ちていたら拾って片づけますけれども、普段話

をしているとき、いつこの橋が壊れてもおかし

くないなと心配で話しています。 

  以前に、これを解体するときに約3,800万円

ほどの予算が必要との話でした。この間、第１

回目、７月の河川清掃がありましたけれども、

市長も来てあいさつはしたんですけれども、現

実に都市整備課長の話ですと6,000万円の金が

必要との話でした。前は3,800万円で、どうし

て急に6,000万円になったか、ちょっとその辺

私はわかりませんけれども、黙っていれば億の

金がかかるものをそのまま見過ごしてよいので

しょうか。こういうことを本当に無駄遣いとは

言わないのでしょうか。市長のマニフェストに

も「安心して暮らせるまちに」とありますが、

この言葉はどういう意味なのでしょうか。もし

解体ができないのであれば、最低限の修繕とか

何か一つ踏み込んだ考えはないのですか。今ま

で川にほとんど水がなかったから災害は起きま

せんでしたけれども、もし上流にゲリラ豪雨と

か大雨が降って大洪水になったら、橋のピアの

一つでも欠けたら一挙に全部のピアが壊れて流

されて大災害になることは明白です。地域住民

の安全安心のためにも解体作業はいつされるの

かお聞きします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ９月議会最初の一般質問、奥山議

員の質問に答えさせていただきます。 

  初めに、景気に対する政策について、独自の

政策等ないかということで、有効求人倍率など

の数字を上げながら質問いただいたわけですけ

れども、新庄最上地域における雇用状況につき

ましては、先ほど質問にありましたように７月

末の有効求人倍率が0.30倍と、ここ半年ほど低

水準で推移しております。また、有効求人数は

前年同月に比べ約20％減少しており、雇用の受

け皿となる企業側にとっても厳しい経営状況が

続いております。特に、今回の不況で最も影響

を受けた製造業においては、一部の企業では受

注が増加し、まとまった人数を採用する企業も

出てきておりますが、多くの企業では先行きの

不透明さを懸念し、雇用に関して慎重な姿勢を

とっている状況であります。 

  本市の雇用対策といたしましては、４月に本

地域が雇用開発促進地域に指定されたことを受

け、地域求職者を雇い入れ、一定の要件を満た

す場合に活用できる企業への助成制度等につい

ての周知を行い、雇用の創出に取り組んでおり

ます。また、ふるさと雇用再生事業、緊急雇用

創出事業により、今年度は43名の雇用を創出し

ており、８月の補正予算によりさらに10名の雇

用枠を確保いたしました。 

  緊急雇用創出事業の雇用期間についてですが、

次の就職までの一時的なつなぎの雇用を創出す

るという事業の性格上６カ月未満という期間が

設けられております。さらに、最上地域雇用関
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係連絡会議や本市において設置している緊急経

済雇用対策本部会議を開催し、関係機関との連

携強化と国や県の助成金制度の積極的な活用に

ついて、中小企業等への情報提供に努めており

ます。 

  今後の方策といたしましては、これまで実施

してまいりました雇用対策の取り組みに加え、

緊急雇用創出事業については本定例会において

3,900万円の補正予算を計上しており、これに

より新たに47名の雇用を創出する計画で、合わ

せて100名の雇用人数となる見込みであります。

また、７月より開始されました最上地域雇用創

造事業推進事業において、求職者のための相談

窓口の設置や合同就職面接会を初めとするさま

ざまな事業を通し、最上地域での雇用の拡大を

図ってまいりたいと考えております。 

  さらに、先日行われました最上地域の景況懇

談会の折には、今申し上げたような内容のほか

に、就職に対するあっせんをしても理にかなわ

ないとなかなか就職につかないというような状

況もあるという話もあります。この地域が互い

に家族同士で支え合っているせいなのか、他の

地域に来られると非常に困窮するという訴えが

少なくないという状況も話に聞いているところ

であります。 

  次に、財政再建についてでありますが、平成

11年度の新幹線延伸関連事業などにより危機的

な財政状況となったことから、平成16年度に財

政再建計画を策定し、着実に取り組んでまいり

ました。20年度は５カ年計画の最終年度であり

ましたので、計画策定前の平成15年度決算と比

較してみたいと思います。 

  御質問のありました起債償還額でございます

が、15年度の公債費は約26億円で、歳出に占め

る割合は17.5％でありました。20年度決算の公

債費は約20億円、歳出に占める割合は15.2％で

ありました。比較いたしますと、金額は６億円

減少し、構成比率は2.3ポイント下がったこと

になります。また、人件費も５億円以上減少し、

構成比率も1.2ポイント減少するなど、義務的

経費は大きく下がっております。毎年度、決算

が確定しますと財政再建計画の効果額をお知ら

せしておりますが、17年度から20年度までの効

果額の合計は42億円となる見込みでありまして、

財政再建は順調に推移していると考えておりま

す。 

  当初予算額がマイナス予算となっており、財

政再建が図られていないのではないかとの御指

摘でございますが、人件費、公債費、それに最

上広域負担金が大きく減少したためでありまし

て、投資的経費は21.9％の伸びを計上しており

ます。 

  また、実質公債費比率が基準を上回ったため

早期健全化団体となりますが、どのような影響

が出るかとの御質問がございました。赤信号の

再生団体となりますと赤字再建団体のような取

り扱いとなりまして、強力な国の指導が行われ

ます。本市が該当します早期健全化団体は、個

別外部監査を実施し、財政再建計画を策定しな

ければなりませんが、その計画を確実に実行し

ていれば、市税の増税など国の指導を受けるこ

とはございません。実質公債費比率は21年度決

算で25％を下回る可能性が出てまいりましたの

で、財政再建プランを確実に実行し、市民要望

にこたえながら財政再建を図ってまいりたいと

考えております。 

  次に、安価な宅地供給と農振地域の見直しに

ついての御質問でございますが、農業振興地域

の見直しについては、第４次新庄市国土利用計

画の策定業務と並行して順次事務を進めていく

予定です。これまでの管理状況と成果を検証し、

課題を整理した後、次期対策の市土地利用に関

する基本構想に基づき、農業者の意向を聞きな

がら農業団体と連携し、実施していく予定であ

ります。 

  耕作放棄地についてでありますが、昨年度国
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が実施した耕作放棄地全体調査では、当市の不

作付農地は生産調整の助成対象水田である自己

保全管理田、調整水田であり、耕作放棄地はな

いと報告しているということであります。実態

は、不作付で管理水準が低く、遊休化している

農地は存在しております。これらの農地は農業

振興地域内にも存在しますが、農業振興地域は

将来にわたって農業を振興していく地域であり

ますから、遊休化された農地については農地に

再生し、食糧自給力の向上のため利用していく

ことが基本であると考えております。遊休化さ

れた農地を農振地域から除外することになれば、

連担する農地が虫食いの状態になり、農業を振

興する上で支障が生じると思料されます。農振

農用地区域の設定については、昭和60年の見直

しで国営新庄農業水利事業の受益面積3,570ヘ

クタールを確保するためだけでなく、水稲単作

経営から脱却し、畜産を主にした複合経営の確

立を目指すため、未利用資源の里山を開発整備

する目的で、広い範囲で農用地区域を設定した

ものであります。 

  議員も御質問の中で触れられましたが、今年

度農地法の大幅な改正がありました。この改正

は昨年12月公表の国の農地改革プランを受けて

のものであり、同プランでは食糧自給力向上の

ため、農振除外についても厳格に規定しており

ます。こうした国の農地規制が厳しくなる中に

あって、前回の見直しから四半世紀近くたって

おります。この間、社会情勢や交通体系が大き

く変化しました。今回の見直しでは都市計画サ

イドとの調整を図りながら、農振農用地として

農業振興を推進していくエリアについて、農業

者や農業団体の意向が反映されていく体制を構

築し、検討していきたいと考えております。 

  また、安価な宅地供給についてでありますが、

本市の宅地開発についてはこれまで雪に強い住

宅地の形成と安価な価格での住宅供給を目指し

ております。本市及び最上圏域からの人口流出

は今後の地域発展に大きな障害となるものと考

えております。このことからも、さきに定住基

盤住宅検討部会を設け、小桧室地区の開発を民

間と連携し進めることと位置づけてまいりまし

た。このことは現在においても同様の考えであ

ります。特に、安価な価格の設定については、

御指摘のとおり、用途地域周辺部における低価

格の土地開発を進めることで可能となり、農振

地域との調整を踏まえ、今後も実施してまいり

たいと考えております。 

  一方で、加速する人口減少社会の到来に向け

ては、都市施設が有効に機能するためにコンパ

クトなまちづくりをすべきであると言われてお

ります。空洞化が予想される住宅地の再生もあ

わせ整備を実施すべきと考えており、今後適正

規模の用途区域形成がなされるよう農林業との

調和を図りながら、機能的な都市活動を確保す

るための調整を進めてまいりたいと思っており

ます。 

  最後に、泉田橋の解体でありますが、泉田橋

については老朽化が進み、維持補修費も限界で

あったため、平成19年１月より全面通行どめの

措置をとっているわけでございますが、御指摘

のとおり、この措置だけでは橋の下の安全も確

保しているわけではございません。撤去には相

当額の費用を要し、現制度では市の単独費によ

る対応しかありませんが、できるだけ有利な財

源を確保し、安全確保のためにも早期に実施し

なければならないと考えているところでありま

す。 

  以上、壇上からの答弁を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 景気対策のことなんで

すけれども、市独自に関しては、市長の答弁で

はちょっと答えが得られないというか、余りは

っきりした回答ではなかったように思います。
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市独自に何か考えていることは全然ないのでし

ょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 市独自で効果的なものが

打ち出せるかどうかということもございますが、

現在、国の方でいろんな場面で手厚くお金を

我々の方に流していただいておりますので、そ

れを効率よく使ってまいるのが現状としては一

番いいのかなと思ってございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 国から来るお金をただ

流すだけでは、これは市の独自策ではなくて、

今ある企業に対して何かもう少し支援とか、ほ

かの市にないような何か考えて、ただ上から来

る金を下に流してやるだけでは別に仕事をして

いると私には見えませんけれども、その辺のと

ころもう少し考えといいますか、方策といいま

すか、その辺のところはないのでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 緊急雇用対策とか、ふる

さと雇用対策については全県下一律にやってご

ざいますけれども、最上地域の雇用を今後ふや

していくための最上地域雇用創造推進事業とい

うものを現在手がけてございます。これについ

ては、山形県、最上８市町村、八つの商工団体

が加盟してございます。目的につきましては、

ちょっと読ませていただきますが、「地域資源

と知恵の活用による持続的発展と雇用の創出を

基本目標に、製造業の機能強化、食農産業の融

合により新たな価値を創造する農業の６次産業

化の推進、そして観光の振興を」ということで、

この三つを柱にして現在取り組んでございます。 

  中身としますと、それぞれ今申し上げました

柱の中に雇用拡大メニューと人材育成メニュー

というものがございまして、それぞれの事業を

展開します。事業の内容につきましては、例え

ばセミナーを開催したり、講座を開催したり、

また現地視察をやったり、いろいろ勉強してい

ただくことになります。これについても国の予

算になりまして、ことしの７月に発足いたしま

して、平成24年３月まで２年９カ月で約300人

の雇用創造を目指すと。事業費につきましては

２億5,000万円ほどが予定されてございます。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 大体話はわかりました

けれども、今の推進事業、８市町村でやってい

るやつの成果というか、それがどのようにあら

われているというか、300人も採用したという

ことですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今、300人を雇用したわ

けではございませんで、その勉強をしている最

中でございまして、それが終わって２年９カ月

後に300人の雇用を目指すということでござい

ます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） これから３年後に300

人を目指してやっていくということで、現在ま

だゼロの段階ということでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 このパッケージ事業、い

わゆる最上地域雇用創造推進につきましては、

まだゼロということでございます。ただ、事務

局員３名は、失業された方３名を雇用して事務

局を形成してございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） これからもう少し頑張
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って、３年と言わず早いうちになるべく成果を

上げるよう期待して、次に移りたいと思います。 

  それから、現時点で企業誘致は余り期待が持

てないようですけれども、この地域にある企業

について見直しを図って、地域を引っ張ってく

れるような企業に市として独自の対策とか、そ

ういう考えは何かないのでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 現在立地している企業に

ついては、市長もいろいろ心を砕いていただき

まして、優先的に回っていただいて、失業者の

受け入れとか、今後なすべき事業ですか、そう

いったものについてもやってございます。最近

の例ですと、富士通ゼネラルの本社を訪ねまし

て、その状況について市長が直接大石社長と面

会しまして、お話し合いをしたということもご

ざいます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） それから、さっき質問

したんですけれども、緊急雇用対策で、できれ

ば男女別とか年齢別がわかりましたら、ここで

お知らせ願えませんでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 この事業は、ふるさと雇

用再生事業、これはまず１年間ということで、

これは議員も御存じだと思います。緊急雇用に

ついては半年間以内ということで、これは次の

仕事につくまでのつなぎということでございま

す。４月の時点で、ふるさとが21名、緊急雇用

の方が22名ということで、８月に10名が補正で

追加されてございます。今回９月補正予算を通

していただければ47名もプラスなると。８月の

10名につきましては、まだ雇用されてないよう

でございます。これは９月中にするということ

で、現在手続中ということでございます。 

  ４月の43名についてお話ししたいと思います。

まず、ふるさとですが、20代の女性が２名、男

性１名、30代が女性４名、男性４名、40代が女

性２名、男性１名、50代が女性２名、男性３名

ということで、19名ということになっています

が、まだ未実施の事業が一つございまして、そ

れはまだ発注されてないようでございます。こ

れはすべて委託ということで、ＮＰＯや森林組

合、観光協会等へ事業を委託してございます。 

  緊急雇用につきましては、９事業ございまし

て、20代男性２人、30代男性１人、女性２人、

50代男性14人ということでございまして、19名

となっています。総数は22名なんですが、残り

３名は除雪関連で、これも未実施ということで

ございます。以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の話を伺いますと、

意外に若い年代の採用が少ないようですけれど

も、これはどうしてでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 この事業のそもそもが、

緊急雇用を例にとりますと、離職を余儀なくさ

れた非正規の労働者、また中高年齢者というこ

とで、なかなか仕事につくことが難しい方々を

念頭に置いた事業でございます。したがいまし

て、若年の方につきましてはふるさとの方であ

る程度は拾えるのかなということでございます。

これについても委託先の方で安定所と連携をと

ってやっているということでございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。50代の

方もいるようですけれども、それはそれなりに

事情があってのことだと思いますので、その辺

はこれからも頑張って景気対策に向けていただ

きたいと思います。 
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  次に、２番目の早期健全化団体でございます

けれども、先ほど市長からもお話ありました。

実質公債費比率25.9％、基準は18％でございま

すけれども、20％を切るのは平成25年としてい

るようです。その根拠、きのうだかおとといに

説明がありましたけれども、あれを見ればわか

ると言われればわかるんですけれども、３年平

均となっていますけれども、25年に20％を切る

のは絶対間違いないのでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 財政再建プランで目指

しているのは平成25年度で20％を切りたいとい

うことで計画を立てておりますが、20年度の決

算状況を見ますと、20年度決算では26.9の計画

でしたが25.9と、計画よりも１ポイント改善さ

れたという結果を踏まえますと、このまま努力

を続ければ25年度には20％を確実に切っていけ

るものと考えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。経常収

支比率ですけれども、基準が80％となっていま

す。新庄市は99.2％ですか、これは人件費とか

公債費の義務的経費、先ほど市長からもありま

したけれども、これが非常に高くて、財政が硬

直している、財政難であることを示しています。

この点についてはどういうふうに改善していく

のか、その辺のところをお伺いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 19年度決算では102.6

と、100を超えてしまいまして、財政の硬直化

が問題になったところでありますけれども、20

年度は99.2、これは16年度決算レベルまでその

数値が下がったととらえております。これはい

ろいろ経費の節約とか、その努力によって、ま

た地方交付税がふえたということも要因となっ

てこの数値になったわけですけれども、今後５

年間の財政計画では24年度には96あるいは97ぐ

らい、県内の13市の中では大体90を超えている

市が多いわけですけれども、それらの中で中位

の数字が九十五、六ぐらいだと言われています

ので、他市並みの経常収支比率に努力して持っ

ていきたいと考えています。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） さっきの説明で個別外

部監査とありましたけれども、個別外部監査と

いう中身について、わかれば少し教えていただ

きたいんですけれども。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 個別外部監査は、弁護

士とか公認会計士あるいは税理士、行政経験が

豊かで財政に精通している方などが客観的に、

財政あるいは運営に苦慮している団体、25％を

超えている団体が経営困難に陥った理由、ある

いは今後どうやって改善を行っていくのかとい

う計画のヒアリングを行いまして、これが適正

か、妥当かどうかという判断をしていただき、

早期健全化計画を立てて県、国に申請するとい

う行為を行うわけですけれども、客観的な観点

からその困難に陥った市町村が早期健全化計画

を立ててやっていくという計画が妥当かどうか

外部の目から監査をしていただくということが

外部監査の大きな役割でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 弁護士とか公認会計士

に依頼するという話をお聞きしましたけれども、

ということは費用もかかるということになるわ

けでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 弁護士さんとか公認会
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計士さんは県内におられる方は非常に少ないで

すし、ある程度組織に属していたり、あるいは

地方財政に精通している方は少ないわけです。

そういった方で、そういった事情を考慮してい

ただける方を今探しているところですけれども、

まるっきり新庄を知らない方よりも、できるだ

け近くにいて客観的な物差しで新庄市の財政の

状況、計画の状況を判断いただけるような人を

お願いする作業に入っているところです。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 外部監査ですから、こ

こにも監査委員の方がおりますけれども、新庄

市を知っている人であると本当の公平な目では

見れないと私は思うんです。そういう意味では

本当の意味の外部というか、全くの第三者、も

ちろん弁護士、公認会計士でなくても結構です

けれども、そういう人に見てもらう方が私はベ

ターだと思いますけれども、その辺の考えはど

うでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 市内とか郡内というよ

りも、地域外、郡外、しかも余り遠くない地域

が妥当ではないかなと考えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。まだ準

備段階だと思いますので、できるだけ早く人選

をして、そして本当の意味で第三者、外部監査

をしていただきたいと思います。 

  それから、ちょっと気になりますけれども、

実質公債費比率を余りにも気にし過ぎて、ほか

の事業や市民に対してのサービスがややもする

とおろそかになるのではないかという心配もあ

りますけれども、この辺のところは大丈夫なん

でしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 市長答弁の中にもござ

いましたけれども、20年度に比べて21年度の投

資的経費が約１億3,000万円ほど、20％以上ふ

えるように努めたところです。生活の安全安心

あるいは教育とか、そういった市民生活にとっ

て不可欠なもの、安心して市民生活が送れる事

業については最優先に取り組んで、市民生活に

しわ寄せとか不安が及ばないように最善の努力

を払ってまいりたいと考えています。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。市民サ

ービスに対しては万全を期していただきたいと

思います。 

  次に、農振の見直しの関係でございますけれ

ども、先ほど市長からは小桧室地区を重点と考

えているようですけれども、具体的には小桧室

地区は全然動いてないようですけれども、これ

から先どういう手順で、どういうふうに進めて

いくのか、その辺のところをお聞きします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 小桧室地区につきまし

ては、農用地の白地区域になっておりまして、

今、公社で小桧室地区の安価な宅地供給という

ことで進めておりますけれども、残りの部分の

未開発については、これから整備手法、費用も

含めて検討を重ねておりまして、民間の宅地開

発との連携も深めて今後計画的に進めていきた

いと考えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） いつするという時期と

か、それは検討してないのでしょうか。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 全体的には面積も９ヘ
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クタールほどの広大な面積でございますので、

安価な宅地供給を推進して定住を促進していく

ためには、どのような区画の形状とか、100坪

じゃなくて例えば80坪とか、若い人たちが定住

できるようなことで今詰めております。その中

で、いつからということはこの中で検討してま

いりますけれども、早急にその辺の需要の関係

も含めて計画して進めてまいりたいと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 農地を守ることももち

ろん大切だと思いますけれども、もし住宅地と

してできる土地ならば、農地よりも宅地の方が

税金も高いわけですし、住宅が建つならそこに

関して税収ばかりではなくて経済効果もありま

すし、そういうふうにして進めていただきたい

と思います。 

  それから、最後の泉田橋の件ですけれども、

金がないからできないと言われると思いますけ

れども、無から有をつくり出すのが政治です。

そのように予算はつくるためにあると思います

ので、お願いしたいと思います。もし橋に洪水

なんか押し寄せてきても、単に橋が壊れるだけ

で、水が引いた後に片づければよいという考え

方からしないのでしょうか、それとも別の考え

があるのでしょうか。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 泉田橋については、こ

れまでも何回か御質問ございまして、答弁させ

ていただいておりますけれども、泉田橋につい

ては昭和９年に架橋された橋でございまして、

国道13号の国道橋として当時の内務省の構造改

善指針とか設計に当たって、そういうふうな橋

を踏まえて二等橋ということで設計されて、今

75年目に入っておりますけれども、その中でい

ろいろ維持修繕、市民の足、安全確保に維持修

繕に努めてまいりました。その中で、全面的に

だめだということで、19年１月に全面通行どめ

をさせてもらっているところでございます。特

に費用についても6,000万円ほどかかるという

ことで、解体費用について産業廃棄物の処理費

用、運搬とか、その費用をある程度積算した結

果、当時は3,600万円ということでしたけれど

も、今現在のあれですと6,000万円ぐらいかか

るということで、その件について国の方にも社

会資本整備の重点方針ということで、地域の抱

える課題について提案をということがございま

したので、今まで国とか県とか移管されて、市

町村、自治体が管理している部分がすごいネッ

クになっているということで、その辺の制度改

正とか補助についても国の方に申し入れ、４月

に申し入れしております。その中で、早急に解

体についてはしなければならないと思っており

ます。その中で予算措置もございますので、そ

の辺についてはまず安全確保、子供たちに危険

のないように、措置とか、河川管理者との協議

も進めてまいりたいと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の回答ですと、はっ

きり何時するとか、回答はもらえませんでした

けれども、昔、私が小さいころ、洪水が何回も

ありました。そのときの記憶ですと、川から水

があふれてきて、住宅は浸水して、田んぼは冠

水しました。その収穫は皆無に等しいものにな

りますが、さらに懸念されることがあります。

川の中に最近大きな木が目立っていることです。

それは市の管轄でないと言えばそれまでになり

ますけれども、もし上流に大雨が降って洪水が

発生したら、これは柳の木ですけれども、川の

いたるところに障害物となって水をせきとめて

大洪水を引き起こすことは間違いないと思われ

ます。これを防ぐためには柳の木の除去も必要

だと思いますけれども、これは市ではないと言

われればそれまでになりますけれども、住民の
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安全安心のためにもその辺のところをどういう

ふうにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 河川の中に支障木、い

いわゆる柳の木とかクルミの木とか大木になっ

ている部分が多くて、これまでも区長と市長の

まちづくり会議でも県の方にその撤去について

申し入れしてきました。なかなか県の方でも予

算が確保できなかったんですけれども、今回の

経済危機対策の中で県の方でもその辺を重視し

ていただいて、先日も全部の河川の支障木を全

部見てもらいました。その中で緊急的に、これ

から秋にかかると思いますけれども、その辺の

処理については県でも進めていきたいと言って

おりますので、きょうの件も県の方にまた申し

入れさせていただきたいと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の柳の木の撤去です

か、それは県の方にお願いしたということで、

できればことしの秋あたりに撤去されることを

期待して、今回の私の質問を終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小関 淳君。 

   （７番小関 淳議員登壇）（拍手） 

７ 番（小関 淳議員） 勁草会の小関です。議

員になりましてから10回目の一般質問をいたし

ます。 

  先月末の衆議院議員選挙は、政権党が大敗す

るという歴史的な結果となり、国民の不安や苦

痛を感じ取れなくなった無感覚国政にあきれ果

てた有権者がレッドカードを出したという形に

なりました。生活者の本当の苦悩や政治の根本

的な部分に対する不満、不信感を真摯に感じ取

ることができなくなった政治は、景気が好調な

ときには許容されたのかもしれませんが、ここ

まで社会全体が閉塞的で混沌とした状態になっ

てしまうと、ずっと我慢を強いられ、身をかが

めて暮らしていた有権者も堪忍袋の緒が切れて、

「おまえらいいかげんにしろ」ということにな

ったのだと思います。今回の国政選挙の結果に

は、我々議員、そして市長初め執行部の皆さん

も含め、今以上に感覚を研ぎ澄まし、市民の苦

悩や思いをしっかりと感じ取り、それぞれの役

割を全うしなければ、市民に三くだり半を突き

つけられるということを痛感させられたと思い

ます。 

  そのような思いもあり、今回は、次の世代の

ために、今の新庄をどの方向に進め、その中で

子供たちをどのように育て、どのような未来に

つなげていこうとしているのかということを財

政再建の道半ばである新庄市の本筋とも言うべ

き基本的なところから確認をしてみたいと思い

ます。 

  それでは質問に入ります。 

  まず、減少し続ける市の人口をどのように食

いとめようとしているのかという質問です。 

  以前、山形県から示された資料の中に、2050

年、つまり今から約40年後の新庄最上地域が直

面するであろう人口減少の厳しい数字がありま

した。そこには、現在最上全体の人口が約８万

9,000人ですが、2050年には約４万1,000人にな

るとありました。そのうち新庄市の人口３万

9,888人が2050年には何と２万4,410人になると
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の予想でした。恐らくこの数字は国立社会保

障・人口問題研究所の将来の市区町村別人口及

び指数のデータをもとにはじき出された数字だ

と思われますが、残念なことに実際にはこれら

の数字を既に追い越し、さらに人口減少の速度

が増しているという状況があります。 

  私の予想では、2050年には最上地域全体で人

口４万人を切る事態になり、新庄市の人口は２

万3,000人前後になってしまうという可能性も

あると見ています。そうなった場合、最上地域

の７町村すべてを合わせた人口で１万7,000人

を切る事態になってしまうのです。過去の全国

的なデータからも、最上地域の中心的自治体で

ある新庄市よりも周辺自治体は加速度的に人口

減少が進んでいくことになり、事態はより深刻

なものになっていくと予想しています。このよ

うな数字を見ますと、今回の合併騒動の中で、

周辺町村の住民はこのような数字をしっかり認

識した上での自立という選択だったのか首をか

しげたくなってしまいます。 

  東京都伊豆七島の一つに人口わずか157人の

青ヶ島村という自治体があります。財政的には

豊かな村です。その理由には、国からの潤沢な

地方交付税などもありますが、言うなれば東京

都という資産家から都支出金という十分な資金

援助をしてもらっているという事実があるわけ

です。 

  しかし、財政が逼迫している山形県の中に存

在する我が市のような自治体はそういうわけに

はいきません。地域の人口減少はそのままダイ

レクトに財政を厳しい状況に追い込みます。そ

うなれば市民福祉や教育にも大きなダメージを

与えることになり、地域の活力は急激に衰え、

次の世代である子供たちをはぐくむべき今の環

境がさらに悪化していくことになります。この

ような悪循環は絶対に回避しなければなりませ

ん。私たち大人は、大人としての誇りと郷土愛

を原動力に、子供や孫のためにできる限りの大

所的でない根本的な対策を講じ、新庄市をより

よい方向に進めていかなければならないのは当

然のことです。 

  そこで、今まで人口減少対策としてどのよう

な策を講じ、これから先それをどういうふうに

進めていこうとしているのか。あわせて、この

ような状況の中で地域の福祉や教育を維持し、

さらに充実させていくための財源をどのように

確保していこうとしているのか、市長の考えを

聞かせてください。 

  次に、豪雪地のハンデを含め地域格差を国に

どう理解させ、地域再生のためにどのようなこ

とを要求していくのかという質問です。 

  マスコミや政治家、そして国民のほとんどが

日本海側の地域のことをつい最近まで「裏日

本」と呼んでいました。私たちは子供のころか

らテレビの天気予報などで自分の住んでいる場

所が日本の裏側なのだということを自然にすり

込まれてきたように思います。それがいつのこ

ろからか、「裏日本」は「日本海側」という表

現にすり変わり、私たちの中では「裏日本」と

いう言葉はもちろん、裏側のイメージすべてが

消え去ってしまったかのようになっています。

しかし、現実はというと、国政からは裏日本と

いうイメージを依然として深く持たれていると

感じるのは私だけでしょうか。 

  大正から昭和初期にかけ国政で活躍された村

山市出身の国会議員松岡俊三先生は、国政の場

で幾度となく「雪は災害なり」という強い思い

を持って雪害対策の重要性を訴え続けてきまし

た。その活動が少しずつ政府に理解され初め、

ようやく昭和７年ごろから雪害対策に向け動き

出すことになったのだそうです。その偉大なる

活動を起点として現在までさまざまな雪害対策

事業がなされてきたわけですが、残念ながらま

だまだ豪雪地の現状を把握した恒久的で有効な

政策までには至っていないのではないかと感じ

ています。 
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  豪雪地のハンデを背負いながら、この地で安

心して暮らし続けるためには、国政の方々の想

像をはるかに超える経済的、肉体的、精神的な

負担があるということを鮮明に心に刻んでもら

わなければなりません。そして、日本国憲法第

13条にあるような、生命、自由及び幸福追求の

できる権利をひとしく享受できるよう国政が本

当に理解するまで根気強く訴え続けていかなけ

ればならないと思いますが、市長はどのように

考えていらっしゃるのでしょうか。 

  次に、コンパクトなまちづくりについてです

が、今年度の施政方針の中にその文言がなくな

っているということは、恐らく合併のことがあ

ったからなのかなと思いつつも、一応お聞きし

たいと思います。コンパクトなまちづくりは具

体的にどのような計画で進めようとしているか

ということ、そしてそのような流れの中で、農

業、工業、商業などの地域経済の活力をどう再

生していこうとしているのかについて伺います。 

  最初にも言いましたように、このままの流れ

ですと新庄市の人口は2050年には２万3,000人

前後になってしまうようです。今回、民主党を

中心とした連立政権と交代しますが、世の中に

蔓延する社会不安をどこまで真摯に取り組み、

解決してくれるのか、まだまだよく見えていま

せんが、経済も雇用も安定させ、セーフティネ

ットなども含め社会全体のシステムを再構築し、

国民が安心して出産、子育てができるような根

本的な少子化対策がなされないようであれば、

人口減少が減速するとは到底考えられません。 

  私ごとですが、若いころスポーツで体をいじ

め過ぎたせいか、心臓が大きく膨らんでいます。

よく言われるスポーツ心臓ということです。今

は時々最上川をカヌーで下る程度で、ほとんど

運動などはしていませんが、この大きくなった

心臓が小さくなるということは決してないそう

で、普段の生活には全く支障はありませんが、

医師からは「まれに心不全になる」とおどされ

てもいます。何が言いたいのかといいますと、

大きくなったり膨らんだりするのは必ずしもよ

いということばかりではないということを言い

たいのです。 

  新庄市も、美しい田園都市と言いつつも、そ

の美しい田園をつぶし、宅地や商業地をどんど

ん広げていきました。半世紀も前から人口減少

がとまらないのに、都市だけは膨張を続けてい

る。これは一体どういうことでしょうか。地元

経済の活性化や人口流出を食いとめるという大

儀のもとに開発を進めてきたとは思いますが、

都市を広げるだけ広げ、中心市街地がすかすか

になってしまっている現状は、果たして正常な

成長を遂げた美しい田園都市の姿なのでしょう

か。この流れでいきますと、今の子供たちは広

がり続けた都市の中で現在のおよそ半分程度の

人口で暮らさなければならなくなります。本来

であれば子供たちの未来を広げなくてはならな

いのに、私たちが広げているのは荒廃した膨大

な空き地なのかもしれません。そのような未来

を想像するたびに、私の肥大した心臓は締めつ

けられ、苦しくなってくるのです。 

  合併についても、市長を先頭に最上全体の将

来像を真剣に考え、周辺町村の地域特性や住民

サービスなどに十分配慮しながら進めていたに

もかかわらず、白紙になりました。その合併を

実現させるために、そして合併後の行政運営が

可能な限りスムーズにいくようにと、合併担当

職員のみならず、各課職員は全力で取り組んで

きたと聞いています。日常の職務をこなしつつ

も、協定項目の調整を仕上げる作業にどれだけ

心血を注いできたことか、察するに余りありま

す。本当にお疲れさまでした。 

  それと並行して、23年度からの新庄市まちづ

くり総合計画の策定準備も当然合併が成立する

ものとして市民とともに議論していたはずです

し、さらに第４次新庄市国土利用計画の策定に

向け、農業振興計画及び都市計画の見直しを進
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めていこうとしていたはずです。 

  このことは、協議会に参加した町村の方々、

特に戸沢村の住民の方々にはぜひ知っておいて

ほしいことだと思います。協定項目の調整業務

に携わり、ゴールを目前にしてゴールそのもの

が突然消滅してしまうという現実を受けとめな

ければならなかった人たちの徒労感と無念さを

感じ取ってほしいと思います。 

  そのような経過もあり、この先しばらくは合

併議論が再燃することは考えられないと思いま

す。これからは総合計画や農業振興計画及び都

市計画を見直しながら、第４次新庄市国土利用

計画の策定を集中して進めていけると思います。

その際には、必ず美しい田園都市構想と減少し

続ける人口のこと、空洞化する市街地のこと、

そして未来のこの地域で生きなければならない

子供たちのことを念頭に入れながら、できれば

計画段階から議員を交えながらの計画を進めて

もらいたいと思いますが、どうでしょうか。 

  日本の景気は持ち直しつつあるということで

すが、新庄市は昨年末からの不況の影響が今な

お続いています。今こそ有効な策を講じなけれ

ば今後もさらに厳しくなるのではというのが地

元経済の状況ではないでしょうか。そこで、現

在どのような対策を進めていて、今後どのよう

にしていこうと考えているのか、農業、工業、

商業についてそれぞれ聞かせてください。 

  次に、地元の経済状況や市財政が厳しい中、

子供たちを地域全体でどう育てていこうとする

のか。そして、広がりつつある所得格差は教育

の現場でどのような影響を及ぼしているか。さ

らに、それによる教育格差を是正するためにど

のような対策をとっているのかを聞きたいと思

います。 

  市の一般会計歳出に占める教育費プラス児童

福祉費の割合は、19年度、20年度の決算それぞ

れおよそ17％となっています。山形市の場合は

約21％、東京都については品川区の約33％を筆

頭に、ほとんどの区市が30％前後という高い比

率となっています。もちろん子供たちの置かれ

ている状況を金額の多寡だけで判断することは

できませんが、全く無視をしていい数字でもな

いと思います。財政を再建することは大変重要

な課題だということはだれもが認識しているこ

とですが、それにも増して子供たちの教育は百

年の計であり、待ったなしで充実させていかな

ければならないことだというのは、私たち大人

の当然の認識であり、課せられた使命ではない

かと思うわけです。 

  教育の充実を後回しにすれば、子供たちの未

来社会に重大な影響を及ぼすことは容易に想像

できますが、もう既にこの段階でも各方面でさ

まざまな影響が出始めているようです。依然と

して景気が上向かず、会社が倒産し、あるいは

リストラされ職を失う市民が続出する中で、今

まで以上に保護者間の所得格差が広がってきて

います。そのことがストレートに教育格差、教

育の格差として表面化している現状があるので

はないでしょうか。子供たちは新庄の宝です。

その子供たちを育て、支えていくような社会全

体のシステムと市民の子育てに対する高い意識

が今こそ必要なのではないでしょうか。このま

ま対策を国任せにし、手をこまねいていれば、

この地域はますます暗い未来へと進んでいく気

がしてなりません。財政厳しい新庄市であれば

なおさら子育てや教育には予算面でもソフトの

面でも独自の、そして精いっぱいの力を注ぐべ

きだと思いますが、市長の考えを聞かせてくだ

さい。 

  次に、今まで国が進めてきた、しぼみ続ける

社会保障制度の問題や農業者のプライドをひね

りつぶすかのような農業政策や景気対策のおく

れによるさまざまな地域産業への影響などによ

り、多くの市民が先行きに不安を感じています。

さらには、生活苦、多重債務など、余り人には

相談できない悩みを抱えている方も相当数いら
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っしゃると聞いています。そこで、このような

住民の不安や思いをどのように把握し、どう対

処してきたのか、そして今後どのように充実さ

せていくつもりなのか聞かせてください。 

  次に、最後の質問になります。 

  山尾市長が市政のかじ取りをなさってから間

もなく２年が経過しようとしています。新しい

市政運営は市長にとってどのようなものだった

のでしょうか。私も２年前に議員にならせてい

ただきましたが、今までの議員活動を自己採点

しますと、市民と行政と議会の３本の矢が結束

する、その力にもなれず、なかなか信号の色も

変えられないということで、50点に届くかどう

かですが、市長の市政運営に対しての自己採点

は一体何点ぐらいでしょうか。そして、今後、

次の世代に誇りの持てる新庄市をつなげていく

ために、現在特に最優先で解決しなければなら

ない課題はどのようなことなのか、そしてその

課題をどう克服していこうとしているのかを最

後に聞かせてください。 

  以上で壇上からの質問を終わりますが、この

日曜日に開催された上山市のサンデー議会を傍

聴してきました。朝９時半から議員８人の一般

質問があり、傍聴席には五、六十人の傍聴者が

議員の質問や執行部の答弁に耳を傾けていまし

た。中には真剣にノートにペンを走らせる市民

もいて、休日議会の有効性と必要性を感じてき

ました。執行部に対していろいろな要求をしよ

うとするならば、議会自体が率先して改革をし

なければならないのだと、意欲的に改革を進め

る上山市議会のサンデー議会を傍聴しながら痛

感することができました。議員活動もあと２年

を切りました。まだまだ力不足ですが、市民の

ために残された時間を精いっぱい頑張っていき

たいと思います。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 小関議員からの質問でございます

が、言葉が大変多く出てきておりますので、そ

の一つ一つにすべて答えることは不可能かと思

いますが、そのときは再質問で答弁させていた

だきたいと思います。 

  それでは通告に従ってお答えさせていただき

たいと思います。 

  人口減少をどう食いとめるのかということが

初めの質問だと思いますが、次の世代のために

新庄市をどの方向に進め、どのように育て、ど

のように未来につなげていこうとしているのか、

今後のまちづくりの基本的な考え方や方向性に

ついての御質問と理解させていただきます。 

  私は常々「人行きかうまち」「人ふれあうま

ち」「人学びあえるまち」を指標としておりま

すが、これらは経済力、地域力、教育力がうま

く機能した魅力あるまちづくりが人口減少のス

ピードを緩めることができるものと考えており

ます。特に、市民の皆さんにお聞きしますと必

ず返ってくる言葉が「雇用の場」ということが

出されます。働く場がなければ当然若者は都会

へと流出してしまいます。今後とも企業誘致、

起業家の育成、地域の特色を生かした地場産業

づくり、第６次産業の創出に全力で取り組んで

まいりたいと思います。 

  少子化社会は、経済が小さくなっていく、地

域崩壊もあり得る、血縁の消失、跡継ぎがいな

い、学習環境の弊害が生じてくるなど、子供た

ちを取り巻く環境は確実に変化してきています

ので、職員を喚起し、企業を喚起し、市民とと

もに未来へつなげるまちづくりを展開してまい

りたいと考えております。 

  特に社会保障・人口研究所の数字を上げてい

ただきましたが、郡部と比較しますと新庄市が

ここ数年確かに加速が進んでいるというのは私

も承知しております。しかし、新庄市の魅力を

再発見し、磨きをかけることによって、ここに
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住み続ける、また戻ってきたいという若者を確

実にふやすということが私の魅力あるまちづく

りの方向性であります。 

  次に、財源の確保、豪雪地のハンデ、地域格

差を国にどう理解させ、どのようなことを要求

していくかということですが、御存じのとおり

本市の財源内容は交付税が約36％、国・県支出

金が11％、市税が35％、その他が９％、市債が

５％などとなっており、交付税と市税の合計が

７割であるということは経済の景気動向に大変

大きく左右されるということですので、国の制

度や事業をフル活用し、財源確保に努めるとと

もに、豪雪地のハンデ、地域格差の解消に向け

ては機会をとらえ交付税の増額、特別枠などの

取り扱いができないかなどを国へ強く要望して

まいる所存であります。 

  今後のまちづくりの方向性ですが、議員御指

摘のとおり、これまでの拡散方向を転換し、都

市機能、人、物、情報を内側へと凝縮、連携し

た個性豊かでコンパクトなまちづくりの展開を

平成23年度からのまちづくり総合計画に盛り込

んで実施してまいりたいと考えております。 

  また、厳しい財政の中、地域の子供たちを地

域全体でどう育てていこうとするのかという御

質問ですが、この点につきましてはそれぞれの

機関が枠を越え協力し合う体制づくりが大切で

あると考えております。例えば、市内小学校の

各学校区で行われている見守り隊は、子供たち

の登下校時における安全安心をサポートするた

めの地域住民の方々のボランティア活動であり、

まさに地域で子育てを支えていくという活動で

あります。こういった意識や活動をさらに拡大

してまいりたいと思います。 

  一昨日と土曜日、日曜日に市内の小学校で相

撲大会あるいは町内対抗リレーマラソン大会等

があったわけですけれども、地域の中で家庭、

学校、地域が一体となって教育力の向上を目指

すということがありますが、この地域において

そうした地域と一体となった活動は、子供たち

が少なくなる中で運営が厳しい状況もあるかと

思います。しかし、工夫を加えながら、その点

を一緒に支援しながら、こうした活動こそとて

も大事なんだということを今後とも言い続けて、

また守ってまいりたいと考えております。 

  次に、商工業の振興における地域経済活性化

についてですが、従来の商工業者への支援策と

しましては、補助金、制度融資や貸付金に係る

保証料の補給など金融支援が施策の主たるもの

です。事業立ち上げ時には補助金の交付による

初期投資費用の軽減、融資にあっては開業資金

の手当て、事業拡張に伴う資金需要に合わせた

融資など、一定の効果が得られているものと認

識しております。 

  現下の不況により、商工業においてはその影

響を直に受け、多くの企業が売り上げ不振に苦

しんでおります。全国的に見ましても、企業の

閉鎖、撤退という形になってあらわれています。 

  今後の方向性といたしましては、企業誘致に

よる外部資本の受け入れは継続しながらも、内

発的な産業、例えば地域資源を活用した産業の

育成を図ることが必要であると考えております。

この７月より最上地域雇用創造推進事業を実施

していますが、その事業内容として、農業分野

にあっては農業の総合産業化、いわゆる６次産

業化を図ることによって雇用を創出するための

事業を展開しております。農林水産業と商業、

工業との垣根を越えた連携による地域経済の活

性化を目的とした農商工等連携促進法も施行さ

れ、この法律を活用しながら新たな産業の創出

につなげてまいりたいと思います。 

  次に、本市の農業構造でありますが、水稲を

中心とした農業経営が行われているのは御承知

のとおりであります。しかし、米消費の減少傾

向が続く中、生産調整は年々拡大され、また増

産の時代から安全安心な農産物生産の時代とな

っております。このような状況の中、生産調整
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により生じる転作田における土地利用型作物の

大豆、ソバや、耕畜連携のもとに飼料作物の生

産拡大、あわせて畜産、園芸作物等を中心に各

種の補助事業を推進し、複合経営の推進を図っ

てまいりました。特に、平成４年度から始まり

ました園芸銘柄産地育成事業によって耐雪型パ

イプハウスの導入が進み、花卉を含む園芸作物

や山菜など、周年を通した農業経営を営む農業

者が増加し、また収入も増加しているところで

あります。今後も水稲を中心とした複合経営に

よる農業所得の向上を目指し、積極的に国庫や

県補助事業の活用を図り、推進してまいりたい

と思います。 

  一方、生産から加工、販売まで組み合わせた、

いわゆる６次産業の取り組みが農業再生の方途

として先進事例の取り組みなどが紹介されてき

ています。農業と他産業との協力、協働によっ

て新たな産業として地域経済の発展を目指すも

ので、当地域においても食材は多様にあるわけ

でありますので、関係団体と連携し、取り組ん

でまいりたいと思います。 

  今回の政権交代におきまして、個別所得補償

制度という制度が実施されるようになっており

ます。農業関係の枠組み、状況も大変大きく変

化するだろうと予想されますので、その点につ

いてはしっかりと情報収集をしてまいりたいと

考えております。 

  世帯の所得格差の教育現場での影響について

は、教育長から答弁させていただきます。 

  住民の不安や思いをどう把握し、どう対処し

ているかという御質問ですが、一つの対処の方

法として、市民の皆様が日常生活の中で抱えて

いる悩みや心配事などの相談に応じるため、市

民相談室を設置しています。市民相談室には、

日常生活を営む上で生ずるさまざまな問題から

専門的な知識を必要とする高度な内容の問題ま

で幅広い相談が寄せられております。特に最近

の傾向としては、100年に一度の不況とも言わ

れる厳しい経済情勢を反映してか、雇用問題、

低所得による生活苦、多重債務問題など深刻な

悩みや不安を持つ相談者がふえております。市

民相談室では相談者が抱える切実なる悩みや不

安を丁寧にお聞きし、問題解決の糸口を見出せ

るよう助言や情報提供に努めておるところであ

ります。相談内容が多岐にわたる市民からの相

談へ的確に対応するためには、市役所内の各部

署との連携は欠かせず、相談の内容によっては

相談者の了承を得て関係部署まで同行しながら

相談に応じております。最近、市民相談室を訪

れる方は、「悩み事は市民相談室へ行けば相談

できると聞いて相談に来た」との声も聞かれる

ようになり、市民相談室の存在が市民の方にと

って最も身近な相談場所として周知が図られて

きたものと認識している次第であります。悩み

や心配事を抱え、市民相談室へ解決を求める市

民の方がふえてきている現状を踏まえ、今後も

悩みや不安を抱える市民が気軽に訪れることが

できる身近な相談場所として、さらなる相談員

体制の整備、充実に努めるとともに、市民相談

室が市民の心のよりどころになるよう相談者の

プライバシーの保護に十分配慮しながらその役

割を担ってまいりたいと思います。 

  つい先日、相談者の姿がなるべく見えないよ

うな状況で、つい立ても改めて購入させていた

だいたところであります。 

  最後に、誇りの持てる新庄市をつなげていく

ために現在どのような課題があり、それをどう

克服していこうとしているかということですが、

現在、市民委員35名及び市職員20名から成る新

庄市まちづくり総合計画策定委員会の中の５分

科会（産業・経済・観光分科会、健康・福祉・

環境分科会、教育・学習分科会、社会生活基盤

分科会、行政経営・郷土分科会）で現在の第３

次振興計画の検証作業を行った結果、これまで

の成果や課題、意見、提言がまとめ上げられま

した。その中では、雇用の場の確保、人材育成、
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市街地の活性化、企業誘致、除雪、農業振興、

福祉・医療の充実など多くの課題が出されてお

ります。今後はこれらの課題解決に向けて選択

と集中による効果的な財源活用に努め、現在策

定中の第４次新庄市振興計画、いわゆる新庄市

まちづくり総合計画に織り込み、着実に自治体

運営のかじ取りを行ってまいりたいと思います。 

  総合計画策定の段階で議員の参画もという御

提案もございましたが、市民の皆さんの意識と

しましては、議員の方が入ると意見が遠慮ぎみ

になるという過去の提案もございまして、議員

の皆さんには別の段階で、まとめられた内容等

に十分な審議時間を設けて、さらに精度の高い

まちづくり計画にしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

  最後に、２年を経過したということで、私に

対して市政の自己採点をしなさいということで

ありますが、今のところ無我夢中でやっている

というところで、９月いっぱい終わった段階で

ある程度の自分なりの整理ができるのかなと思

っています。現状では勘弁いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私の方からは、世帯の所得格差

の教育現場での影響等について御答弁申し上げ

ます。 

  昨今の経済不況の中、全国的には所得格差が

広がっており、児童生徒への影響も懸念される

ところでありますが、新庄市内の各校では子供

の教育を優先したいという保護者の皆様の思い

もあって、現在のところ顕著な変化は見られま

せんが、学校集金がおくれぎみになってきてい

るなどの傾向が認められます。 

  今後とも市内各校との情報連携を強化し、就

学援助等の制度の周知を図りながら、児童生徒

の不安の除去に努めていきます。各学校でも教

材費等保護者の負担の軽減を極力図ったり、集

団の中での支え合い学習を進めたり、学校に地

域の教育力を導入する等、教育活動の充実を図

り、学校教育の中で義務教育内容の習得がしっ

かり完結できるよう取り組んでいきたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 雑居ビルのようなたっ

ぷりの質問に総合デパートのような答弁をいた

だきまして、本当にありがとうございました。

時間もなくなってきたので、気になったところ

を再質問させていただきたいと思います。 

  教育のところですが、教育の予算が少ないと

いうところは実際問題あると思います。一流の

芸術や文化に触れる機会というのが、一般人、

市民全体がそうなんですが、以前ですと市民文

化会館でいろいろな芸術文化に触れるような機

会がありました。それがなかなか最近ではそう

いう一流のアーティストとか演劇集団が来て公

演するという機会に恵まれてないんじゃないか

なと。そんな中で子供が育っていくのは情操と

いう点では余りよくないのではないかなと私は

思うわけです。そこで、地域として芸術や文化

に対する事業をふやすという方向にはならない

ものかどうかお聞きしたいと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 児童生徒の芸術文化観賞

につきましては、従来、教育委員会で主催して、

子供たちを対象に演劇とか音楽を隔年で、こと

しが演劇だったら来年は音楽という感じで、本

物を見せるということで継続しております。文

化会館が指定管理者になってからも教育委員会

の委託事業ということで、これは継続してござ

います。小学校の低学年、中学年、高学年、そ

れから中学校と分けてやってございまして、学

校の先生方から希望をとりまして、ことしはど
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れにしようかということで演目を決めておりま

して、非常に好評でございます。これについて

は継続してやってまいりたいと思っております。 

  それから、文化会館が指定管理者になって、

去年あたりはちょっと少なかったのかなと思い

ますが、いろんな形の助成金を受けながら、こ

れからもコンサートを企画するということで、

非常に意欲的にやってくれていますので、本当

に一時は旺盛で毎月みたいにかかっていたほど

ではないと思いますが、文化、芸術の機会とい

うのはこれからも多々企画されるのかなと思っ

ているところです。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） ぜひその方向でどんど

んそういう機会をふやしていただければと思い

ます。 

  それと、また教育関係の質問になるんですが、

これは教育関係の質問ではあるんですが、新庄

の地域全体にかかわることでもある質問だと思

います。 

  実は、県立新庄病院のある先生から聞いた話

でございます。医師が山形から新庄の方に異動

する場合に、医師の方が難色を示すと。なぜ難

色を示すのかというと、教育、自分の子供たち

が高校、大学と、恐らく医学部などに進むんで

しょうが、進む際に、教育のレベルが低いので

はないかということをおっしゃっている方もい

ます。要するに、教育にどれだけ資金面や人的

な力を注いでいるかということが、あるいは注

いでないかということがいろいろな方面でいろ

いろな影響を及ぼしてくる。それもマイナスの

影響を及ぼしてくるという一つの現象ではない

かと思うんです。その医師の方々がおっしゃっ

ていた一つとして、英語教育がうまく回ってな

いんじゃないかと。恐らくＡＬＴの話をなさっ

ていたと思うんですが、その辺は今後どういう

ふうになさっていくつもりでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 お答えしたいと思います。 

  新庄市ですが、教育の充実という点でお話が

あったかと思いますが、学力的には全国学力・

学習状況調査でも全国レベルの成績には大体な

っております。特に全国と比べて落ち込んでい

るという認識はしておりません。 

  英語教育の方なんですが、おっしゃるとおり

英語については苦手としている生徒も少し多い

なと思っています。ＡＬＴの配置についてなん

ですが、本市では残念ながらＡＬＴをまだ抱え

ていない状況なんですが、それにかわるような

形で、例えば外国語活動における教材の効果的

な活用及び評価のあり方に関する実践研究事業

ということをお受けいたしまして、升形小をモ

デル校にして予算を配置しまして、小学校の外

国語活動の研究の中心になっていただいて、授

業公開などもしていただいて、升形小を中心に

して外国語活動の充実を図るなどもしています

し、あるいは各学校では地域の人材を活用して

学校独自で地域に住む外国の方にゲストティー

チャーとしておいでいただいて、授業を一緒に

していただくなんていう形の活動もしていると

ころです。 

  今後の動きなんですが、ＡＬＴの配置につき

ましては、実際新庄市はほかの市町村に比べて

学校数も多いんです。そういうところで、どう

あれば効果的なあり方につながるのかという協

議を重ねているところでございます。御了解を

よろしくお願いします。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） わかりました。限られ

た状況の中で一生懸命やっておられるというと

ころは見えます。ぜひ、要するに対外的にもわ

かりやすいような、教育に前向きであるという

ところが対外的にもわかるような事業とか、そ
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ういうことをやっていただければ、もちろん中

身も充実していただかないと困りますが、わか

りやすいような、そして有効なことをやってい

ただければと思います。 

  前にも新庄小学校の活動といいますか、退職

なさった先生が授業をサポートして非常に効果

が上がっているという話を以前聞いたことがあ

ったんですけれども、今もその活動はなさって

いるんでしょうか。そして、効果はどのような

感じなんでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 小関議員がおっしゃるよ

うに、新庄小学校では学校を退職した人をボラ

ンティアという形で学校においでいただいて、

特に算数の個別指導について御協力いただいて

いるということです。現在も５名ぐらいの先生

方がボランティアで活動しているということが

ございます。また、新庄市は３校で学校地域支

援本部事業を引き受けておりますので、今後地

域コーディネーターを中心に、そんな形の活動

も今のところ取り入れていきたいと考えており

ます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） その取り組みを聞きま

したときに、予算的にもかからないし、教えて

いただいている先生方というか、退職なさった

先生方は精神面でも非常にいい効果を及ぼして

いるということを聞いたんです。もちろん先生

方の余裕ある指導というか、そういうものも子

供たちには非常にいい影響を及ぼしていると聞

いています。これからもそういうふうな予算だ

けじゃなくてソフトの面で充実させていけるよ

うな事業をどんどん発掘していただいて、どん

どん子供たちの未来のために頑張っていただき

たいと思います。これで終わります。 

平向岩雄議長 平向岩雄議長 ただいまから１時

まで休憩いたします。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  ９月定例議会一般質問、初日午後より３番目

の質問を行います。改新会の小嶋冨弥でござい

ます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

  ことしの夏は長雨が多く続いたり、お盆、新

庄まつりを挟み、国の行く末を定める衆議院議

員の総選挙があり、何かと心あたふたな感の夏

でありました。この選挙によって国の政権が国

民の意志によってチェンジいたしました。今日、

これらの日本のことを全世界が注目しておりま

す。国際的にも我が国はまだまだ重要な国であ

るわけであります。これも戦後平和になり、民

主主義が確立したからであります。 

  振り返りますと、昭和26年（1951年）のきょ

う９月８日は、第二次世界大戦以来の戦争状態

終結のためにサンフランシスコで日本と連合諸

国との講和条約が結ばれた日なのであります。

そして、翌年の４月28日に発効し、日本の独立

が回復し、現在に至っておるのであります。Ｎ

ＨＫ的に申せば、58年前のきょうはまさに「そ

の時歴史は動いた」日なのであります。平和の

ありがたさを感じるのであります。 

  さて、前段は以上といたしまして、通告に従

いまして質問をいたします。 

  私が通告いたしました発言事項は４点であり
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ますので、順に従いお伺いいたしますので、御

答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

  まず初めに、新庄まつりについてであります。 

  何といっても新庄市最大の事業行事の新庄ま

つりは、雨の心配がなく、そしてさしたる事故

もなく無事終了したことは、おのおのの立場の

方々の並々ならぬ御努力の結果であることは申

すに及びません。 

  以前においては市の職員が祭りに対して何も

協力していないのではないかとの声が多くあり

ましたが、今ではそういう声を聞かなくなりま

した。私は、いたるところで協力し、配慮して

おる職員を見るたびに大変うれしく思う次第で

あります。そこで、この祭りの期間、市の職員

の方々がかかわった人員数をお聞きするもので

あります。 

  また、新庄まつりの山車行事が長年の懸案で

あった国の重要無形民俗文化財に指定された初

年度のお祭りとして内外から注目されたのであ

ります。各町内の山車の製作意欲はすばらしく、

例年に増しておのおの甲乙つけがたい審査委員

泣かせの出来ばえでありました。その中で、各

町内山車に国指定重文のあんどん看板が取りつ

けられておりましたのも特筆すべきことと思い

ます。これらをどう評価いたすのでしょうか。 

  私は、ことしの３月定例会におきまして新庄

まつりに対して質問させていただきました。そ

のうちの一つに、24日の宵まつりの北側の出発

に関してお尋ねいたしました。県道曲川線の開

通によって、以前の北町、鍛冶町にしてもらい

たいとの地元地域の声を代弁して質問いたしま

したが、ことしは希望がかなえられませんでし

た。警察、まつり委員会ではどのように御検討

なされたのでしょうか、お聞かせください。 

  補正予算で認めた首都圏、近隣、隣接各県の

テレビ放映の効果は誘客にどのように結びつい

たのかもお尋ねいたします。また、ことしは市

制施行60周年の事業として、23日、日曜日のこ

どもみこし山車から26日の展示山車等も含めた

人出は、例年と比べていかがだったのでしょう

か。これらを含め新庄まつりの総括と評価をお

尋ねするものであります。 

  祭りに関してもう１点質問いたします。 

  当市最大の行事、新庄まつりの運営母体とし

て新庄まつり委員会があります。名誉会長とし

て新庄市長、会長として商工会議所会頭、副会

長は観光協会会長と山車連盟の会長がその任に

当たっておるわけであります。山車の運行、神

輿渡御行列、奉納柔道大会、弓道大会、鹿子踊

り、露店の割り振り、警察等を初めとする関係

機関の調整に大変な御苦労をなされておるわけ

であります。これらの経費は市の補助金が主た

るものでありますが、実務的には商工会議所と

市の商工観光課、観光協会でなされているもの

と認識しておりますが、これらの連携は相互の

信頼によって十分図られておるのかお尋ねする

ものであります。 

  また、市においては、このお祭りは重文指定

の初めての年、また市制施行60周年、あわせて

山形新幹線新庄延伸10周年と、メモリアルが重

なりました。そこで、先般、私たち改新会会派

で政務調査に参りました。新幹線延伸10周年の

年でありますので、市民の方々から「鉄博、鉄

道博物館にゆめりあがあるよ」との情報をいた

だいたので、調査の一環で大宮にある平成19年

に開業した鉄道博物館に参りました。莫大な収

蔵資料の観覧ができ、実物の昔の列車はもちろ

ん、時代を越えた思い出深い施設でありました

が、明治、大正、昭和、平成の当時を模した駅

舎の展示があり、何と一番新しい駅として今の

新庄の駅舎ゆめりあが大変大きなブースに展示

されておりました。それを見た私たちは、驚き

と喜びを禁じ得ませんでした。そこで、私は何

とか東日本鉄道博物館に渡りをつけ、このブー

スに新庄の駅舎が置かれておる縁を新庄まつり

の誘客、通年観光に結びつければ、すばらしい
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展開ができるものと思います。市長のお考えを

あわせてお伺いするものであります。 

  次に、学校基本調査についての質問に移らせ

ていただきます。 

  文部科学省は、８月６日に2009年度の学校基

本調査速報を発表いたしました。この調査は統

計法施行令及び学校基本調査規則に基づいて毎

年実施されておるものであり、目的としては学

校教育行政に必要な学校に関する基本的な事項

を明らかにすることと認識しております。そし

て、この調査は我が国の学校教育全般に関する

最も重要な調査の一つで、基幹統計を作成する

ための調査であり、昭和23年から毎年行ってお

るものであります。この調査の範囲は幼稚園か

ら大学までの全国すべての学校で、学校数、学

級数、在学者数、教職員数、施設、経費等を漏

れなく調査し、この調査の結果は当面する教育

の諸問題を解決する基礎資料として利用される

ばかりでなく、年次的推移を追うことによって

将来の教育計画を立てる際の貴重な資料として

役立てるための調査であります。このようなこ

とで相違ないか、まずお伺いいたします。 

  通告いたしました小中学校の不登校の子供に

ついてであります。この調査によれば、不登校

の子供は前年度調査より1.9％減の12万6,805人、

全児童生徒数に占める割合は1.18％、この数字

は３年ぶりの減少、しかし文科省はこの数字は

依然高く、深刻な状況、初期段階での対応に配

慮し、増加を防ぎたいとしています。そこで、

新庄市における現状、現況の内容をお尋ねする

ものであります。 

  次は、発言事項三つ目のファミリーサポート

についてであります。 

  このことを知りましたのは、去る７月15日の

新聞に「病児預かりなどを国事業のファミリー

サポートに集約、未設置市町村はどうする」と

のタイトルで「新庄、ニーズを調査し対応」と

の新聞報道があったので知りました。一般的に

は聞きなれないことではないでしょうか。記事

の内容によりますと、県内全域で実施されてき

た有職者、求職者の子供の一時預かりや送迎を

行う緊急サポートネットワーク事業が、国の決

定で2010年度までに完全に終了する。その機能

が市町村単位で事業を行っておるファミリーサ

ポートセンターに集約されることになったが、

ファミリーサポートセンターがない県内18市町

村ではサービスが受けられなくなる可能性が出

てきておる。空白域をつくらないために、ファ

ミリーサポートセンターの設置や広域連携での

事業実施が求められているとし、この７月１日

現在、県内でファミリーサポートセンターが設

置されておるのは、山形、寒河江、東根など17

市町村のみで、最上地方などファミリーサポー

トセンターがない地域は空白区になる可能性が

あるとし、新庄市では保護者らのニーズ調査を

行っており、結果を分析し、今後の方針を検討

するとありました。国は、09年、10年度、病児、

病後児や緊急の預かりに対する基礎整備として

事業費を補助するモデル事業制度を設けており、

研修の開催や人材確保を進める方針。県内では

寒河江市と米沢市がモデル事業を実施の予定で

あり、人材の拡充や市内医療機関との連携を模

索している。県も独自事業とし、年度内に県内

７カ所で計150人規模の支援者の養成講座を開

催予定。同時に、養成講座を修了している緊急

サポートネットワークと保育サポーターの支援

者にファミリーサポート支援者として登録をし

てくれるように呼びかけをしておるとありまし

た。これらを含め、新庄市のお考えをお聞きす

るものであります。 

  最後に、全国学力テストに関してであります。 

  文部科学省は、全国の小学校６年生と中学３

年生を対象に４月に実施した結果を８月27日に

公表いたしました。平成19年度に43年ぶりに実

施され、ことしで３回目、国公立は全校、私立

は47.5％、計223万人の児童生徒が参加、経費
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は53億円とあります。このテストの結果、山形

県の正答率は小学校の国語、中学校の国語と数

学は３年連続で全国の平均を超えておるが、小

学校の算数は応用と基礎のどちらも全国の平均

より低かったと公表されました。 

  ちなみに、県内小学校316校の６年生は１万

710人、中学校117校、１万995人が参加とのこ

と。中学校３年生の県平均は、国語Ｂが全国平

均を4.2ポイント上回り、国語Ａが3.4ポイント、

数学Ａは2.4ポイント、数学Ｂは2.3ポイント上

回っています。国語は全国４位に位置しており

ます。小学校６年生の県平均は、国語Ａが1.4

ポイント、国語Ｂが0.5ポイント、全国の平均

よりよく、一方の算数はＢが0.8ポイント、Ａ

が0.4ポイント下回った結果となっていました。 

  県教委義務教育課は、小学校の算数が全国平

均を下回ったことについて、今回は基礎問題も

正答率が低かった、問題のイメージ化や整理が

できていない傾向と指摘、本年度から教科支援

員を配置しているが、体験や対話を通じて算数

的な見方、考え方を身につけさせるといった指

導改善が必要だと説明、また全国トップクラス

の中学国語については、朝読書や作文等を通じ、

読む、書くという能力を育成する指導方法が定

着していると分析、中学３年生の好成績は中学

校の学区単位で義務教育９年間を見通した指導

に取り組んだ成果とあります。また、これらと

同時に学習意欲調査、生活習慣の調査も実施さ

れたわけであります。これらを含め、当市の正

答率、内容を詳しくお聞かせください。 

  私が通告いたしました質問は以上であります。

御答弁のほどよろしくお願い申し上げまして、

壇上よりの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 小嶋議員からは大きく４点の御質

問をいただいたわけですけれども、２番目の学

校基本調査、４番目の全国学力テストにつきま

しては教育長から答弁させますので、よろしく

お願いいたします。 

  初めの新庄まつりについて、特に市職員の行

動に対して評価をいただき、ありがとうござい

ます。まつり委員会の会長さん、山車連盟の会

長さんからも市の職員の整理にかかわる行動に

ついて大変高く評価していただき、職員に対し

御礼を言っていただきたいということもあり、

先日の課長会議等で述べたところであります。 

  新庄まつりの総括ですが、天候は全日程晴天

となり、特に大きな混乱もなく、皆様のおかげ

をもちまして無事終了いたしましたこと、本当

に感謝申し上げたいと思います。 

  特に、市制施行60周年記念事業として、祭り

前日に実施したちびっこみこし、山車行列も成

功裏に終わり、みこしが５団体、山車が13団体、

囃子が３団体参加していただき、総勢約1,100

名を超す子供の参加を得、その家族や町内有志、

先生方を含め人出は約7,500名以上となりまし

た。祭り全体としては、平日３日間ということ

で人出について不安視しておりましたが、４日

間で46万人となりました。特に、宵まつりは16

万人、本まつりは18万人、飾り山車の後まつり

は11万人のにぎわいを見せ、国重文指定後初の

祭りにふさわしいものになったのではないかと

思っております。また、祭り期間全体を通して

の自主警備は、新庄警察署との協議、指導のも

と、委託警備延べ137名、市職員延べ126名の動

員をし、安全運行と安全運営等に努めさせてい

ただきました。東日本一と言われる露店数も

339の出店と、前年を大きく上回った次第であ

ります。ことしは国重要無形民俗文化財に指定

されたこともありまして、市民及び関係者のこ

れまで以上の意識の高まりもあったと感じてお

ります。 

  これまで毎年県内のみの放映だったテレビＣ
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Ｍについて、東北隣県及び関東一円への放映と

拡充いたしました。放映のエリアをふやし、期

間を延長したことにより、テレビＣＭのみなら

ず、ラジオや雑誌、フリーペーパーなどの他の

メディアへの露出も大きくふえたところであり

ます。多くの方々の目に触れたことで、初めて

新庄まつりに来たという特に県外のお客様が多

く訪れていたような気がいたします。例年に比

べ県外客との応対が多かったとの声も聞いてお

るところであります。 

  ２点目のまつり委員会との連携についてです

が、まつり委員会事務局は御承知のとおり商工

会議所、観光協会、新庄市の三者で構成し、祭

りの運営について関係団体との調整等を主な業

務としております。また、祭典時等における円

滑な運営のみではなく、祭りの伝承、保存に関

することにも及んでおります。そのため、市と

いたしましても事務局の一員として商工会議所

観光協会とともに連携を密にしながら協議を幾

度も重ねながら努めており、今後とも国重文の

格式にふさわしい、また県外客からも継続的に

支持されるような安全かつ健全な運営のために

全力を傾けていきたいと考えております。 

  本年は市制施行60周年、また新庄まつりの重

文、さらには新幹線延伸10周年と慶事の重なる

メモリアルの年に、改新会の皆様が政務調査で

鉄道博物館をごらんになったというお話があり

ました。そこに新庄駅ゆめりあの展示がされて

いる、何とかそこに新庄まつりのＰＲも兼ねて

できないかという御提案でありますが、どのよ

うな方法がいいのか、私自身も拝見させていた

だき、その後の活用については新庄駅などを通

しながらＪＲ東日本等に申し入れていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、ファミリーサポートセンター事業につ

いてでありますが、御承知のとおり、地域にお

いて子供の預かりなどの援助を行いたい者と援

助を受けたい者から成る会員組織を設立して、

相互援助活動の調整を行う事業であります。活

動の例としては、保育施設までの送迎や保育施

設の開始前や終了後の預かり、冠婚葬祭の急用

時などの預かりなどです。また、預かる場合は

援助を提供する者の居宅などで預かり、会員数

が100人以上の場合は国の補助事業の対象とな

ります。また、同じように居宅などを利用した

補助事業として家庭的保育事業があります。こ

の事業は、保育所と連携して保育士や看護師の

資格のある者が居宅等で少人数の子供を保育す

ることで、保育サービスの供給をふやし、待機

児童の解消を図ることを目的としております。 

  これらの事業に対する市の方針ですが、少子

化対策の本市の基本的な計画であります次世代

育成支援対策行動計画がございます。この計画

は、来年度から後期５カ年計画に入り、現在策

定準備を進めております。計画策定の基礎資料

とするために、子育て家庭を対象に統計調査を

実施し、その調査項目の中に上記二つの事業の

設問も設けております。ファミリーサポートセ

ンター事業や家庭的保育事業については、後期

５カ年計画策定の際に総合的に支援対策の中に

方向づけをしていきたいと考えております。 

  壇上からの答弁は以上のとおりとさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私の方からお答えさせていただ

きます。 

  まず、学校基本調査についての認識でござい

ますけれども、議員がおっしゃるとおりでござ

います。 

  また、不登校の当市の現状等でございますけ

れども、新庄市では不登校を減らすことを学校

教育における重点施策の柱の一つに掲げ、教育

相談及び生徒指導の充実に取り組んでおります。

現在、30日以上の欠席及び不登校傾向にある児

童生徒数については、残念ながら小中学校とも
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増加傾向にあります。 

  要因として、コミュニケーションを図ること

が苦手な児童生徒が増加していること、家庭環

境に原因があり、生活リズムが安定しないこと、

その他原因が複数考えられる複合的なものによ

ること等が考えられます。 

  今後、幼稚園や保育所と小学校との連携の強

化や小中一貫教育の推進の中で、小中間のつな

がりを密にするとともに、小学校相互の連携に

ついても意識して取り組み、不登校発生の予防

に努めていきたいと考えております。さらに、

各校で学級経営の充実を図りながら、定期的な

教育相談を年間計画に組み入れ、他機関との連

携を図るとともに、組織としての対応を重視し、

日常の人間関係の把握や不登校発生時の初期対

応に力を注ぐよう努力していきたいと思ってお

ります。 

  また、全国学力・学習状況調査について、当

市の内容についてということでございますけれ

ども、全国学力・学習状況調査については、議

員がおっしゃるように、小学校６年生と中学校

３年生を対象に、国語と算数、国語と数学につ

いて各教科とも知識と活用に分けた学力調査と

アンケート形式による学習状況調査で成り立っ

ています。 

  学力調査の本市の結果については、小学校６

年生と中学校３年生ともに２教科ともほぼ全国

平均並みの結果と言えます。なお、全国平均と

比較して、県内の状況と同じでございますけれ

ども、中学校の国語が高かったことと小学校の

算数が若干低かったことが特徴的であります。 

  なお、今後学力調査については各校で結果の

分析を行い、実態に合った対応策を取りまとめ、

今後の授業づくりに生かしていくことになりま

す。さらに、学習状況調査の結果についても分

析を進め、学力調査との関連を意識し、生活リ

ズムの確立や読書習慣、また家庭学習時間の確

保、質の向上等家庭と連携した取り組みを進め

ていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 新庄まつりに関してな

んですけれども、１点、各町内若連のあんどん

の件について、御答弁もらわなかったんですけ

れども、製作方も自主的に、国の重要文化財に

なりましたよと、あんどんをつけて非常に心意

気が伝わってきたもんですから、その辺の評価

もいただきたかったんですけれども、答弁はな

かったんですけれども、恐らくそんな気持ちだ

と、こっちの方で推測します。 

  あと１点、まつり委員会との関係なんですけ

れども、連携してやっているということは重々

認めますけれども、内々に私の聞くところによ

ると、いささかというようなことがございます。 

  新庄まつり委員会は、規則では「本会は新庄

市指定文化財である新庄まつり行事の伝統保持

に努め、祭り事業全体について適切な運営と調

整を行うことで、祭典の振興と新庄市の発展に

資することを目的とする」団体であるわけです。 

  実は、一つは、新庄まつりが国指定になった

とき、祝う会があったんですね。３月14日、こ

れはリヴィントンでやったんですけれども、そ

のときに、まつり委員会の方々の御招待と申し

ますか、全然そういうものがなかったと。商工

会議所の会頭さんは来ていますけれども、まつ

り委員会の事務方が呼ばれなかったということ

に対して「私たちは何だろう」というような気

持ちがありました。そういったことに端を発し

まして、あともう１点、ふるさと歴史センター

のを選考する場合に、まつり委員会のかかわり

がほとんどない、審査員でもないし、審査の立

会人でもないというようなことが本質的にはご

ざいます。あと、補正予算で認めた500万円の

テレビコマーシャルについても、これは別にそ

ういうものを否定するわけではないですけれど
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も、そういったものを大々的にやるということ

を教えてもらわなかったと。教えたんですけれ

ども、上の方に十分に通じてないということが

内々にあるもんですから、なかなか一体的にな

ってないような、私はそういうことでいろいろ

お話を聞いています。そういうことに関して、

これだけのお祭りをいろいろな面で支えてやっ

ているわけですし、お金は新庄市の補助金約

1,200万円ですか、その中で、市長も言ったけ

れども、今回は露店が最大に出たと。駅前が地

中化なった関係上、あそこの露店の電気の配線

が非常に難儀したと。まつり委員会の持ち出し

じゃないでしょうけれども、商工会議所の部分

で250万円から300万円ぐらい、配線とか、いろ

いろかかって、これは単年度でしょうけれども、

次からそのものをまた利用すればそんなにかか

らないですけれども、そういった祭りに対する

配慮といいますか、そういうものが根底にある

というようなことでございますので、その辺の

配慮、どういうことで式典……、私も余りさか

のぼって言いたくないですけれども、３月14日

の指定を祝う会のときの選び方、そういったも

のをここで一つお聞きします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいまの祝賀会の件で

すけれども、多くの方々に祝っていただきたい

ということで、当初たくさんの方を選んだんで

すけれども、会場の都合等で全部の方をという

ことにはいかないので、最終的に代表者の方と

いう形でお集まりいただくことになりましたの

で、もしまつり実行委員会の方々に嫌な思いを

させたとすれば、私どもの配慮が足りなかった

のかなと思いますが、そんなことで御理解をい

ただければと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） これは教育委員会主催

でしょうけれども、商工観光課との連携を図っ

ていったならば、そういったことが未然に防げ

たような気がします。私も議員生活をさせても

らって、いろんな場面でいろんなことを思うん

ですけれども、まだまだ新庄市は課の縄張り意

識というものが捨て切れないのではないかなと。

そういったものの連携を密にしていけば、お互

いにそういった不愉快な思いと申しますか、そ

ういったものがなくなるような気がいたします。

この辺は商工観光課との連絡をしながら進めた

んでしょうか、それとも商工観光課は別だよと

いうことか、その辺をもう一回お聞きします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 小嶋議員御指摘のとおり

でございまして、文化財国指定の祝賀会に関し

ましては担当課が生涯学習課、歴史センター所

管ということで、基本的にこちらの方で進めま

して、商工観光課の方とはきちんと連絡、連携

がとれなかったかと思います。以後十分気をつ

けていきたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 生涯学習課長から答弁あ

ったわけなんですが、私も商工観光課長といた

しまして、そういった御批判があったとすれば、

今後十二分に注意しまして、連携を密にしてや

ってまいりたいと思いますので、よろしく御理

解賜ればと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） そういったことで、ま

つり委員会というのは大事にして連携していか

ないと、これだけのお祭り、規模がだんだんふ

えてくるということだと思います。 

  あともう一つは、お祭りに対する補助金、大

変厳しい財政の中で、わずかずつ上げています

けれども、だんだん規模が大きくなってきたも
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んですから、もう少し、1,200何がしの補助金

の見直し、財政規模からいっても上げてもいい

んじゃないかなと思うんです。 

  あと、首都圏のコマーシャルは大変よかった

と思います。今、旅行の形態が団体で来るわけ

でなくて、個人旅行で来ると。リュックサック

を背負ったおばさんたちが来たもんだから、あ

る観光の方が聞いたそうです。秋田から来たと。

もう１人は宮城と言っていました。何で知った

かというと、やはりテレビのコマーシャルを見

て新庄まつりに来たというようなことで、これ

は思い切った投資の結果が徐々に浸透している

んじゃないかなと思います。そこで、こういっ

たものを来年も、今後もそういったものを計上

するのか、単年度で終わりなのか。その辺、こ

れから予算の計上にかかると思いますので、も

う少し新庄まつりに対する行政の助成を上げて

いかないと、まつり委員会も大変だし、誘客す

ることに対するＰＲというのは、マスコミ、マ

スメディアを使えば非常に効果があるわけです

けれども、その辺の展望を一つお聞かせ願いた

いと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 首都圏、また東北隣県に

おける、県内はもちろんなんですが、テレビＣ

Ｍの効果ということでございますが、いろんな

人が新庄においでいただきまして、話をしてみ

れば、今、小嶋議員が言ったように、秋田、福

島、宮城と、また関東ということでございまし

た。ただ、それがどの程度、何人ぐらいという

ところまで出ておりませんで、間もなく反省会

もございますので、今回分析をさせていただき

まして、その効果があったと、かなりの効果が

あったということであれば、また来年もお願い

することになろうかとも思います。 

  以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 祭りに関して１点だけ。

きょうの山形新聞を見ましたら、山形花笠まつ

りの経済効果ということで、これは山形銀行の

山銀情報開発研究所というところが発表したん

ですけれども、経済波及が116億9,600万円なり

というような経済効果を知らしめておりました。

新庄市も46万人の人出があったとなれば当然い

ろんな経済の活性化なり出るわけでございます

けれども、新庄市の経済効果はどのように見て

いるんでしょうか、一つ教えていただきたいと

思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 これはあくまでも消費額

の試算ということで、市内消費と観光客の消費

と分けてございます。ただ、これに波及する効

果については、例えば交通費とか、そういった

ものについては含まれておりませんので、これ

よりも若干膨らむかと思います。まず市内消費

でございますけれども、人出３日間で45万人と

推定しまして４億2,000万円、観光客消費とし

まして６億8,000万円ということで、合わせま

すと約11億円という数字が試算されております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 11億円の経済波及が出

る、地域経済に貢献するということを勘案すれ

ば、市の補助金1,200万円ももう少しアップし

て、損得じゃないですけれども、来年度以降も

十分損益計算は成り立つと思いますので、ひと

つ内部で御検討いただければありがたいと思い

ます。 

  学力テストの件なんですけれども、山形県は

情報を公開するなと言いますけれども、きょう

の新聞を見ますと鳥取県は全部公表していると。

あとは、政権が変わると今度は中止する方向で

いいのではないかというようなことがございま
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した。今、教育長が新庄市の状況を言いました

けれども、山形県を見ますと、山形県の国語が

平均122.3、算数が132.3、小学校、昨年は全国

で11番目だったけれども、ことしは13番目、合

計で山形県は去年12位だったのが18位です。中

学校においては、去年、国語、数学合わせてト

ータルで８位だったのが６番目で、点数が出て

います。新庄市の点数を教えてもらえませんか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 新庄市においては具体的

な数値は公開していないという状況があります

ので、御理解いただきたいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 公表しないということ

は理由があって公表しないと思います。できな

い理由は何なんでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 小嶋議員も御存じのよう

に、全国学力・学習状況調査の目的なんですけ

れども、国が全国的な義務教育の機会均等とそ

の水準の維持向上の観点から、各地域における

児童生徒の学力や学習状況をきめ細かく把握、

分析することにより、教育及び教育施策の成果

と課題を検証し、その改善を図ること、二つ目

として、各教育委員会、学校等が全国的な状況

との関係においてみずからの教育及び教育施策

の成果と課題を把握し、その改善を図るととも

に、そのような取り組みを通じて教育に関する

組織的な検証、改善策を確立する、三つ目とし

て、各学校が各児童生徒の学力や学習状況を把

握し、児童生徒への教育指導や学習状況の改善

等に役立てるというねらいがあります。 

  この調査においては、文科省は調査結果の取

り扱いについて、序列化や過度な競争につなが

らないよう十分配慮すること、国や都道府県教

育委員会が市町村名や学校名を明らかにした公

表を行わないこと、市町村教育委員会が学校名

を明らかにした公表を行わないことということ

が出されております。 

  本市といたしましても、こういう国の指針が

ありますので、新庄市が新庄市の結果を開示し

てしまうことで、各学校への保護者からの開示

の要求等が強くなり、学校間の序列化という部

分が出てくる可能性が非常に高いと考えていま

す。また、数字のみが関心の対象となって、学

習状況調査との関連等非常に大事なことに関心

が行かなくなるおそれがあると思っています。

また、新庄市同様開示していない最上地区のほ

かの町村にも大きな影響を与えることが考えら

れます。 

  本市といたしましては、この調査が各学校の

指導改善に役立つということを第一に考えまし

て、従来どおり数値の公開はしないという方針

でいきたいと思いますので、御了解をお願いし

たいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 政権が変わるから出し

てもいいんじゃないですか、思い切って。 

  今回は３回目なんですよね。過去から１、２、

３回の積み重ねの結果、どういう傾向だか一つ

教えていただきたいと思います。３回やってい

ますけれども、前の19年の12月の教育長の答弁

で「その中で重要なことは、生活習慣、学習規

律をしっかりしている集団は高いということで

す。具体的には、本市において家庭における生

活リズムがきちんとしていることや、テレビゲ

ームやインターネットなどを使う時間が少ない

方がポイントが高いということは言えるようで

あります」という前の教育長の答弁なんですね。

それも踏まえまして、１回、２回、３回目の推

移を、いかにレベルが上がったか下がったで結

構ですから教えていただきたい思います。 
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栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 先ほど小嶋議員から指摘

がありましたように、県の結果と同様に、中学

校の国語の成績はよくなっております。これは

朝読書とか、あるいは学校図書館員の配置とい

うことが功を奏しているのかなと、ひいき目に

思っております。 

  それから、昨年度の教育長の答弁とかかわり

まして、実は全国でもトップクラスの秋田県が

分析をした結果があります。秋田魁新聞に出て

いるんですが、秋田県は児童生徒の無回答率が

低いと言われています。なぜ低いのかというと、

自分の意見を書いたり発言しようという習慣が

児童生徒にあると。その背景には、先生方も子

供たちの意見を意味づけして評価をして生かし

ていること、子供たちに発表させて、それに対

して先生方がしっかり評価していると、そのこ

とが無回答率の低さにつながっているというこ

と。もう一つは、学習状況調査とのかかわりの

中では、児童生徒の授業態度のよさ、これもア

ンケート結果から出ています、秋田県の場合。

学校が家庭学習を促す働きかけをして、それに

対して各家庭の親御さんがかかわって家庭学習

を行っている。秋田県が出している書籍の中に

「秋田県の家庭学習ノート」があります。これ

は全国学習状況調査で非常に結果がよかったも

のですから、秋田県でどんな家庭学習のノート

が使われているのかという分析をした本ですが、

そういうものが売れているという状況もありま

す。また、秋田県では小中連携の研究活動もこ

れに大きく寄与しているのではないかという分

析もしています。そういう点で、秋田県の分析

は先ほど小嶋議員から指摘がありました前年度

の教育長のお話とも合致するのではないかなと

思っています。ともかく学校で子供たちにしっ

かりと意見を発表させるということ、それを認

めるということ、それからもう一つはやはり家

庭との連携という部分、家庭での教育力の強化

という部分、ここら辺が大事になってくるのか

なと思っています。 

１０番（小嶋冨弥議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから２時まで休憩します。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、金 利寛君。 

   （６番金 利寛議員登壇）（拍手） 

６ 番（金 利寛議員） 御苦労さまでございま

す。2009年９月定例議会一般質問、最初の日の

最後になりましたけれども、御清聴願えればと

思います。 

  衆議院議員選挙が８月30日に行われ、政権交

代が現実のものとなりました。100年に一度と

言われる経済不況の中、緊急経済対策約130兆

円もの対策費を投じてようやく雲の合間から光

が見え始めた矢先の政権交代、徹底的にむだを

排斥とのうたい文句の次期政権。 

  我が新庄市は、正式な高速道路すら一つも通

っていない、いわば社会資本の整備がまだ整っ

ていない地域であります。この地域にとっては

「むだ」の名のもとに高速道路網の整備促進の

立ちおくれは否めない事実になろうとしていま

す。物流のスピード感が地域経済の発展に大き

な影響を及ぼす昨今、当市にとってはどんな影

響を及ぼすことになるのでしょうか。何回か一

般質問の中でもありましたように、ますます人

口減少に歯どめがかからなくなるのではないか

と心配している一人であります。どうでありま
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しょうか。 

  さて、当新庄市は、前の議員の方々の一般質

問の中にもありましたように、今年度は幾重に

も慶事が重なっています。その一つに、新幹線

開業10周年目を迎える節目の年であることであ

ります。新庄駅にお伺いしてみますと、開業の

年は開業効果があって大変な乗降客だったよう

でありますが、その後は横ばいの状態が続いて

いるそうであります。１回は開業効果ですごい

人出であったということは、酷な言い方をすれ

ば新庄市に余り魅力がないのではないかとも言

えます。新庄駅長は、10周年目を契機に「駅長

オススメ小さな旅」などを充実しながらまた新

たな情報発信をしてみたいと語っておりました

が、その魅力あるメニューの提供のそろえ方は

新庄市にもある程度の責任もあるのではないか

と思い質問するわけであります。この10年間、

ことわざに「十年一剣を磨く」とありますけれ

ども、物事を10年スパンで見る傾向から、新幹

線10周年の本年、この間新庄市の変化は、また

交流人口の変化はどうだったか、また波及効果

をも含め、どう総括されているのかをお伺いし

たいと思います。その総括の上に立って、今後

どう新幹線を利用して経済発展に結びつけてい

こうとしているのか、お考えはあるや否や、お

伺いしたいと思います。 

  開業当初は、しきりに新幹線効果、そして波

及効果はどうなるのだと熱くこの議場で何人か

の議員とでいろいろ議論した経過もあります。

その結果、新幹線が開通したわけでありますか

ら、その効果も10年たってどうだったのかとい

う総括の中に入れていただいて、それも含めて

お伺いしたいと思います。 

  次に、新庄市の最大のイベントであります新

庄まつりについてお伺いをします。さきの小嶋

議員の質問と重複するところもあると思います

けれども、ちょっと角度を変えますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  まず、本年、国の重要無形民俗文化財の指定

を受けて、その力の入れようといい、ちびっこ

山車などの行事加算などもあり、平成２年から

21年までの20年間の中で、平成17年、250年祭

の54万人の人出に次ぐ、ことしは46万人の人出

であったということであります。この20年間で

２番目なわけでありますけれども、天候も味方

して最高のお祭りではなかったかと思うときに、

関係各位の甚深の努力に敬意と感謝を申し上げ

たいと思います。本当に御苦労さまでございま

した。 

  その上で、国の指定を受けた、このときだか

らこそ、その総括と今後のありようを質問させ

ていただきます。先ほどもテレビコマーシャル

の効果は十分にあったと言いましたけれども、

それをも含めてよろしくお願いしたいと思うわ

けですが、申すまでもなく新庄まつりについて

は携わっておられる議員の方々も多いわけであ

りまして、いろんな角度からの質問やら言い分

やら、はたまた疑問などもあろうと思いますの

で、今までの議論の経過をも踏まえ、どう評価

し、また総括しておられるのか、まずお伺いし

たいと思います。 

  市民の方々からいろんな要望をお伺いしまし

た。また、関係者からも希望も含めお伺いをし

ました。まず、このお祭りはだれのためにある

のかということであります。淵源は、新庄に飢

餓、疫病が蔓延し、町民が失望のどん底にあっ

たときに、時の城主が町民の士気を鼓舞するた

めに始められたお祭りのようでありますけれど

も、それが長い歴史、250年以上の伝統のかい

あって、今では国の指定まで受けられるように

なって、内外ともに認められるようになったわ

けであります。つくり手、そして引き手、囃子

は、ことしのように観光客、人出が多くあって

初めてその満足度、充足感、成就感が、達成感

とも言うかもしれませんけれども、達成される

のではないかと思えたときに、祭りはだれのた
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めにあるのか、改めてその解決の糸口が見える

ような気がするのであります。もっともっと観

光客に配慮すべきではないか。現に、マスコミ

にＰＲしただけで各方面からの観光客が来るで

はないですか。もっともっと参加型のお祭りを

考慮すべきではないか。最大の盛り上がり、例

えば青森ねぶた祭は私も３回ぐらい見ています

けれども、その最終日は大きなねぶたをあっと

言わせる海上、船に積み込んで海上を運航させ、

そして海上花火で最大に盛り上がり、興奮の中

で終了するように。新庄の祭りの場合は、宵ま

つりが、先ほど数もあったようでありますけれ

ども、16万人、だんだんと減っていく、しりつ

ぼみになって終わっているお祭りであります。

そう言う市民もいるのであります。最終日に最

高潮となるお祭りは、その間商店街もその分、

先ほど11億ほどといった話がありましたけれど

も、一部の商店街の人方は全然潤わないと言っ

ている方もいらっしゃいます。商店街の潤いも

ある程度、最高潮３日間の最終日に持っていっ

た場合にはその潤いも考慮すべきではないか。

現に最終日の９時30分以降、26日ですが、私も

歩いてみましたけれども、もう平日と何ら変わ

らない状況でありました。こんな市民の声も最

大限酌み取れる、いやもう酌み取ることのでき

る大きな祭りになったのではないかと思ったと

きに、今までのこだわりも議論の中に入れて、

曜日の変更、つまり土日の考慮はどうでありま

しょうかということを提案したいと思います。 

  メリットは、一つはまず観光客が多くなるこ

と、そして二つ目は山車、囃子、若連も休みゆ

えに楽に参加しやすくなること、三つ目は各家

庭でも接客、郡内の方々はお盆のところに郡内

に行って、新庄まつりのときはお盆のお返しと

いうことで新庄市内に来る家庭の方が多いわけ

でありますけれども、そのときにもてなしをす

る家庭の人方は、ウイークデーだったらば仕事

でなかなかできない。各家庭でも接客、家事が

楽になること、四つ目はふるさとの思い出、お

祭りに各方面から新庄出身の方々も土日のため

においでになれる機会がだんだんふえること、

囃子を聞くと黙っていられない若者もあるやに

聞いております。そういうことを考えた場合に

は、どう考えても最大限お客様に配慮するべき

時期に来ているのではないかと思えるのであり

ます。お客あってのお祭りに変身はできないも

のなのかどうかということであります。平成16

年、国の重要文化財に指定されました八戸市の

三社大祭、これも２回ぐらい見ていますけれど

も、その三社大祭もこれを契機に祭りの日を土

日に合わせるようになったとのこと。いろいろ

山車連盟等も含めて試行錯誤しながら、もっと

よりよい新庄市の最大イベント新庄まつりを演

出するためにも、この際実りある議論を含めて

いく必要があるのではないかと思い、質問をさ

せていただきました。どうかこの点を考慮に入

れていただいて御答弁願えればと思います。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは本日最後の金議員の御質

問にお答えさせていただきたいと思います。 

  国重要無形民俗文化財に指定されて初の祭り

をどう総括しているかということですが、市制

施行記念事業、記念行事、ちびっこみこし、山

車行列を含めて、期間中４日間、先ほど申し上

げましたが、すばらしい天候に恵まれ、皆様初

め関係各位の御理解、御協力などにより、歴史

に残る国重文指定後初の開催をその格式にふさ

わしい祭りとして終えることができたと思って

おります。 

  ３月に重文指定をいただいた後、これに関す

る広報活動等情報が広くさまざまな形で発信さ

れることになり、市内外から次第に注目を集め

るようになりました。また、東北、関東へと広
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げたテレビＣＭ等の積極的な展開は、江戸家老

を初めとして各般の理解と協力を得、多くの取

材対応や出演へと結びつくなど、メディアへの

露出が功を奏しました。また、まつり委員会に

おいて指定を機に祭りの伝統継承とさらなる隆

盛のために、各山車にあんどんを設置し、国重

文をアピールするなど、山車、囃子連盟等関係

団体を支援し、さらに自主警備関係機関との建

設的協議や衛生環境の整備拡充、祭り担い手と

の連携、意識向上に努めるなど、運営面での改

善も成功の要因と思っております。祭り期間は

平日でしたが、その前日に行った市制施行記念

行事も大変好評で、市内外、そして子供からお

年寄りの皆さんまで楽しみ、また国重文にふさ

わしい感動の祭りとして実施することができた

ものと考えております。 

  次に、祭りに関する市民要望等の件ですが、

まず開催日等については、観光のさらなる振興

のために、東北の代表的な夏祭りとの連動や、

あるいは土・日曜日を含む形とするなど、現在

の24から26日の変更の議論もありましたが、新

庄まつり百年の大計第２期計画にあるように、

最上公園３神社の例大祭日を起源に格式ある伝

統行事新庄まつりとするとのことから、また国

重文の指定をいただいたばかりの状況でもある

ため、まつり委員会では現日程を踏襲していく

ことが多くの理解につながるものと考えており

ます。 

  一方で、この計画には目標の一つとして祭り

期間全体の隆盛をうたっており、３日間全体の

盛り上がりを目指した日程の充実化を図ってお

ります。半世紀の歴史を重ねた24日の夜間照明

つきの山車パレードは、新庄まつりの大きなイ

メージとして絶大な人気を誇り、夕方からの短

い日程ながら人出は過去５年間平均で期間３日

間全体の約37％を占めております。本まつりは

これよりやや多い41％、26日の後まつりは250

周年後の10万人を超す人出を数え22％、山車展

示を始めた平成15年以前の倍増で、この催事の

日程も定着してきております。このように、祭

り期間全体の底上げのために後まつりの日程を

鋭意協議し、積極的に展開していますが、最終

日としてよりふわさしいクライマックス化が図

られるよう、御提案の内容を含めた要望等に関

し研究を重ねてまいりたいと考えております。 

  また、祭りへの参加の問題につきましては、

一般来訪者が祭り当日に山車の引き手として飛

び入り参加することができます。現在の観光が

体験型志向でもあることから、これら以外の参

加分野の工夫等についても各般に議論を広げて

まいりたいと考えております。 

  新庄と言えば国重文、新庄まつり、今後はこ

んな印象がさらに広がりを見せていくことにな

ると思います。並行し、観光の視点においても

質的、量的な充実が求められてくることになり

ます。したがいまして、国重文指定後の今後は

多岐にわたるであろう全国からの御意見等に丁

寧に対処し、もっともっと磨きをかけてまいり

たいと考えておりますので、御支援のほどよろ

しくお願いいたします。 

  次に、山形新幹線新庄延伸に関し、まず総括

からですが、延伸事業は最上地域全体の総事業

費が約230億円という大事業で、同じ目標を目

指した市民の一体感が醸成されるなど、行政と

市民活動の総合力による達成であったと認識し

ております。また、市の経費負担は決して少な

くありませんが、延伸と関連事業がもたらした

効果は大いに評価できるものと思っております。

都市機能の進展、イメージ、知名度の向上等々、

結果として企業進出が生んだ雇用で人口減少も

緩和されてきました。交流施設等の整備により、

まちは一変し、また延伸に伴うまちづくり団体

の活性化活動など、住民意識の高揚はまちづく

りの大きな原動力となるなど、大きな変容をも

たらした10年でもありました。 

  新幹線がもたらした効果を整理してみますと、
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まず第一に鉄道利便性の向上による効果が上げ

られます。この10年の山形駅から新庄駅間の利

用者は約1,000万人と推計され、「つばさ」がい

かに市民や市外客の足として強く定着し、交流

の促進に寄与しているかを物語ります。東京都

の直交鉄道があることは、今後の市勢振興の期

待を生むかけがいのない財産とも言えます。 

  第二に、地域の商工業への派生的効果です。

新幹線輸送が生んだ交流の拡大と利便性の向上、

地域ＰＲなどからの派生で、市内工業団地への

企業立地も増加、ホテル関係の新設、食料品等

大型点の進出など、現在の景況悪化の前までに

は少しずつであっても地域経済への波及が効果

的にもたらされたものと考えます。 

  第三に、観光面においての誘客効果です。開

業前と開業後を比較すれば、平均して堅調な伸

びを示しており、観光者のもたらす物産や宿泊

等さまざまな経済的効果だけでなく、隣接の庄

内、湯沢、雄勝や大崎方面からの来訪による新

幹線利用など、またＪＲとの共同事業の展開な

ど、さまざまな入り込みの形による交流が進ん

でおります。 

  さらに第四として、開業に合わせオープンし

た駅周辺エリアの施設の活用効果です。国道13

号に達する1,000台駐車場や幹線道路、軽スポ-

ツ施設など、むだなく整備され、今、私たちが

物心両面で多大な恩恵を享受していることは疑

う余地もありません。踏切統廃合についても、

道路交通の円滑化が進み、まちの一体的な活用

などによる事業が推進されています。 

  このように、新幹線延伸開業は地域と住民に

はかり知れない便益をもたらしており、周辺に

整備された施設を含め今後とも地域経済の発展

の基軸としてはもちろん、市勢全体の振興に関

し不可欠かつ貴重な財産であると認識しており

ます。交流機会の拡充とそれによる地域経済の

活性化など、派生する効果は将来にわたって期

待できるものであることから、新幹線メリット

と周辺施設はこれまで以上に生かしていくこと

が必要です。この10周年を機に市全体の各般で

改めて活用に資する情報の発信や施策の実施な

どを進めていくとともに、最上地域全体あるい

は県レベルでの企画が種々の分野において展開

できないか再考していくことも必要と考えてお

ります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 最初の２題しか質問し

なかったわけでありますけれども、新幹線開業

10周年ということで、はかり知れない経済効果

を生んだという、都市と新庄市を身近に感ずる

ことができたという効果、1,000万人という言

葉、利便性、ホテル、食料等地域経済にもたら

す経済効果というのははかり知れないものがあ

るよという話が10年の総括であったわけであり

ます。 

  お伺いしていますと、よりもっと効果と波及

効果のために質問するわけでありますけれども、

新庄の駅長は、最初の１年間は物すごい、12月

５日に開業したわけでありますけれども、その

次の年の夏は、新庄はどんなものかということ

で、おもしろ半分にみんな来られて、すごい乗

降客があった、その次の年からは横ばいである

と。横ばいということは、絶対数は多くなった

のかもしれません。また、車社会だから新幹線

を使う状態が少しは多くなくなってきているこ

と、ずっと自然の目減りもあることは十分わか

った上で話をしていますけれども、ただ、次の

年からはそういう状態があったという状態、そ

して、商圏は仙台をねらって、100万人都市を

ねらっているわけです。なかなか利用客、「駅

長オススメ小さな旅」もそうですけれども、口

では言わなかったんですけれども、利便性、先

ほど質問の中にも入れましたけれども、新庄市

のメニューをもう少しＰＲすれば、先ほど新庄
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まつりを近県の各方面にマスコミでＰＲしたお

かげで観光客がこれだけ来ることができたと、

その効果はすごいわけであります。「ちい旅」

にも新庄市の名所旧跡案内メニューのそろえ方

がいまいち足りないのではないかという言葉の

裏を推しはかることができて、「ちい旅」も周

辺、今、市長は周辺と言っていますけれども、

新庄市はその部分に対する考え方、要は中核市

ですから、新庄に来ていただいて、新庄でおり

てもらって、新庄で泊まってもらって、新庄で

いろんな部分をやってもらうと波及効果がはか

り知れなくなるわけですよ。それが、温泉街だ

から、瀬見だとか羽根沢の寂れたところだとか

肘折だとかということになれば、当然新庄は、

何回か経済波及効果の話で言ったことがありま

すけれども、宿泊すれば３万5,000円、通過の

場合には１万ちょっとぐらいしかない、波及効

果ははかり知れない少なさになるわけです、通

過の場合には。ですから、そこいらのところ、

この10年間の総括の中でどうだったのかという

ところをまだ聞いてなかった。言われてない。

全体的な効果はわかりますけれども、当新庄市

のいろんな部分のところはどうだったのでしょ

うか、そこをお伺いします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 市長の答弁は多方面にわ

たってその効果なりをまず申し上げたわけでご

ざいます。私ども担当課としましても、その効

果はやはりはかり知れないと。はかり知れない

ということは、いろんなとらえ方があるでしょ

うけれども、非常に難しいこともございます。

議員がおっしゃられた「駅長の小さな旅」につ

いても、私どもは新幹線の活用施策の一つとし

て、ＪＲとは常に協調が大切であるということ

でやっております。例えば観光物産面について

もですが、今現在、旅パックの連携事業とか、

新潟デスティネーションキャンペーンに合わせ

た陸羽東西線沿線の主要駅でのＰＲ事業等々を

まずやらせていただいております。さらには、

仙台、大崎方面からの誘客というものにも力を

入れまして、７月に設立されました湯けむりラ

イン協議会による事業なども実施する予定でご

ざいます。開業記念事業として最上地域観光協

議会による事業なども準備してございまして、

今後ともＪＲとの連携を図りながら事業を推進

してまいりたいと思います。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） いろいろやろうとされ

ていることも重々わかるわけですけれども、こ

の10周年という節目の年に何かきちっとした効

果の出るような、例えば逆ＴＹＯだとか、例え

ば新庄の加盟店で、新幹線を利用して来た場合

には10％引く店だとかという部分の試行を大胆

にやっていただいて。駅長が言っていましたけ

れども、新庄駅からということにしたんですけ

れども、最初の年は物すごい乗降客があったん

だけれども、次の年から横ばいだと。絶えず仕

掛けをしていかない限りは、だからこの10周年

の節目で、10年目だからこそやれる一つの何か

は考えてないのでしょうかと。皆さんもお伺い

したと思いますけれども、「あ・ら・伊達な道

の駅」の前の町長がいろいろ仕掛けしている、

絶えず仕掛けをしているわけですよ。それで藤

崎のデパートよりうちの方の来店者が多くなっ

たと自慢しているわけですよ。絶えず何か仕掛

けしない限りは、ずっとマンネリでだんだんと

少なくなっていくのは世の常ですよ。先ほど駅

長が言ったのと同じ、新庄市のお祭り250年祭

のときには54万人、ことしは46万人、仕掛けを

したからですよ。平均するとずっと少なくなっ

ていくんです。何も仕掛けしなかったらもっと

少なくなっていくんですよ。ですから、その仕

掛け、節目だからこそ、その仕掛けが必要なの

ではないかという部分で考えていますか、考え
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ていませんかということなんです。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 利用者数についてでござ

いますけれども、横ばいということがありまし

た。横ばいというのは、これも貴重な横ばいな

んです、減らないということで。平成11年開業

の年は新庄・山形間で１日3,200人、今現在

2,900人前後ということでございます。これを

維持しているということは大変重要なことだろ

うと思います。また、10周年についてのお祝い

事なり仕掛けでございますけれども、今、最上

地域の観光協議会がございますが、これらを中

心に現在検討中でございます。今現在、ローカ

ル列車でございますけれども、「みのり」が走

ってございます。そういったものと連携しなが

ら事業を起こしてまいるということでございま

す。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 新幹線に関してはこれ

以上いろいろ議論を深めたとしても、まだもう

少し進展的なことがあるのかなと期待しながら

お伺いしたのでありますけれども、要は新幹線

が来るための莫大な費用を新庄市がかけて、民

間への波及効果と、この10年間でビジネスホテ

ルも駅周辺に建って、大きなイベントをやろう

とする場合にはそれぞれの式場も駅周辺に建っ

て、東北レベルの大きな会合、例えば議長会だ

とか市長会だとかということだってこっちの方

で誘客できるわけですよ。でき得る体制になっ

たわけですよ。それを仕掛けするかしないかで

すよ。そういう10周年の節目のときに、もう一

つ何か新庄の波及効果どんとやれる構想はなか

ったのか、あったのかという部分は、次の年か

ら横ばいだと言うけれども、それも大変なこと

でと、そんな問題じゃなくて、それだけの莫大

な金をつけたわけですから、そこのところ10周

年だからこそ何か仕掛けをしてみる。それも民

間とタイアップしながら、こういうふうにやっ

てみませんか、やるならこっちの行政としては

こういうことをバックアップしますよという状

態もしながら新幹線10周年を盛り上げよう。具

体的には、観光客が誘客できて、新庄ににぎわ

いを創出することができて、物流ができて、経

済効果、波及効果があるような仕掛けは、本年

度節目だから言っているわけでありますけれど

も、そのことをもう一回だけお伺いして、これ

以上進展しないのかなと思いますけれども、そ

ういうふうにしてやる気はないのでしょうかと

いうことです。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほども申しましたよう

に、この10周年を意識した形で最上地域観光協

議会と連携しながらやるということを言ってご

ざいます。また、民間の団体でございますけれ

ども、市民や新幹線の利用客に対して10周年の

お祝い行事など予定されているものに対して支

援するということでございますので、全然考え

ていないということではございません。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 全然考えてないわけじ

ゃなくて、大いに考えていただきたいというこ

とを御要望申し上げて、新幹線開業10周年につ

いては終わりにします。 

  次に、お祭りの総括についてであります。こ

の20年の歴史の中で、46万人でしたか、過去２

回、54万人あった250年祭の次の人出、誘客、

国の重要無形民俗文化財になった成果でしょう

けれども、それなりの仕掛けをしたわけですよ。

それぞれマスコミに宣伝を入れて、いいか悪い

かの是非は後から評価するんだけれども、入り

込み客数としてこれだけ来たということは効果

があったわけですね。この中で、先ほど言いま
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したけれども、市長の答弁としては要するに新

庄市の伝統、祭りの伝統だから24ないし26の変

更は格式等も含めてやらないという話がありま

した。ただ、八戸市の三社大祭、物すごいお祭

りですが、あのお祭りですらというか、歴史は

あるんでしょうけれども、そこのところ調べな

いで軽率に発言はできないのですけれども、国

の文化財になったんですね。平成16年です。そ

このところはそれを機に、やはりお祭りは何の

ためという原点からいろいろ試行錯誤しながら

議論に議論を重ねて、土日に持っていくことに

成功して、入り込み客数がすごいんですよ。で

すから、特に伝統という名のもとに保守という

裏になると、そのままで変えないということな

のか。250年も過ぎて、国が認める最高のお祭

りになったんだから、これを機に、メリット、

さっき４項目か５項目言いました。だれもが同

じですが、自分らの子供だって東京に行ってい

るわけですよ。就労する場所がなかなかなくて

と言ったらあれなんですが、土日だったら来ま

すよ、新庄まつりを見に行きたいと。身近な問

題じゃないでしょうか、自分の家庭の中でも。

引き手、囃子、つくり手。つくり手は何カ月前

からつくっていますけれども。ただ、やはりお

客様が来たって、土日だったらという部分のメ

リットは莫大な観光客、来やすい条件の配慮、

その点をもう一回。最初からこれは25、26で格

式だからこうだという状態があるので、考える

余地がないような話がありましたけれども、こ

れも何回か議論になっていると思うんですよ。

先ほど小嶋議員の質問で、まつり委員会のトラ

ブルの内容、果たしてそんなに仲よくというか、

三者協力しながらという状況でもないというお

話をされましたけれども、これだって国の指定

になったのを機にテーブルにのせて、本当にこ

れで行くかという話をする必要があると思うの

ですけれども、まずこの点どうでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 祭りの期日変更というこ

とでございますが、この期日変更につきまして

は、新庄まつり百年の大計第２期計画がござい

ますが、この中で東北の代表的な祭りと連動さ

せて観光に生かしてはどうだということがござ

いまして、祭りの期日変更ということが検討さ

れた経過があるようでございます。新庄まつり

につきましては、地域を挙げて守り育ててきた

伝統ある祭りでございますので、新庄まつりの

主役である市民への配慮が欠けているのではな

いかという意見もございまして、当時は期日の

変更はしないということで結論づけております。 

  しかしながら、近年、県内でも祭り期日を変

更いたしまして、週末に集中している事例が

多々見られ、観光客の奪い合いといいますか、

そういった形になっている状況も否めないとい

うことでございます。 

  しかしながら、２期計画につきましては、平

成15年から24年度までの10年間でございます。

再来年から見直し作業に着手することとしてお

ります。第３次新庄市振興計画や社会経済の動

向によって見直すこともできるとしてございま

すので、今後とも議員おっしゃるように議論し

ていかなければならないと思ってございます。 

  以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 商工観光課長とばかり

やりとりして申しわけない感もしますが、祭り

はだれのためという大命題を出したんです。ど

うでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 私は、市民のためだと思

ってございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 
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６ 番（金 利寛議員） 市民が観光しやすい、

見やすい、条件のいい、そしてそれぞれ周辺か

ら呼んだときにも接待しやすい、そういう場所

に変更する必要が当然あると思うのですが、ど

うでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 観光客に対しての配慮と

すれば当然のことだろうと思います。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） これ以上進まないよう

ですから、今後、やはりメリットは莫大な状態

にあると思います。ですから、まつり委員会と

も協議する中で、伝統を重んずる余り全部保守

というとらえ方、それから周辺も夏最後のお祭

りということで全部土日にした場合には重複し

て観光客の取り合いになるということも十分承

知の上で話をしています。ただ、そこのところ

で選択する自由、観光客の選択する自由だって

あるわけですから、そこいらのところを考慮に

入れた上での考え方、長期ビジョン、国の指定

になったのを機に考える必要があるのではない

かなということをそれぞれもっともっと議論を

深めてもらいたい。 

  もう１点、角度を変えますが、24、25、26の

中で24の宵まつりは、どこの状況の中でも、短

時間だけれども、夜景と浮き出る人形がちょっ

とねぶたにも似て、その人形の顔が、本当にい

い人形を使っているから、ほかのところと比べ

ようのない、ライトアップなった場合の幻想的

な、そしてロマンチックな状況にあって、24日

が一番多いわけです、短時間だけれども。だん

だんとしりつぼみになるという新庄まつりの状

況をどう思われますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 お言葉でございますけれ

ども、「しりつぼみ」という言葉、ちょっと私

はなじめない言葉だと思います。祭りの盛り上

がりにつきましては、新庄まつり、24日が宵ま

つり、25日が本まつり、26日が後まつりとして

親しまれてまいったという経過がございます。

近年、夏祭りにつきましては夜型志向と、議員

とおっしゃるように、そのとおりになってござ

います。新庄まつり百年の大計の中においても

26日の後まつりにつきましては盛り上がりに欠

ける感が否めないという記述がございます。こ

れについてもそのとおりだと思っております。 

  しかしながら、ここ数年、26日の催事につい

てはいろいろ工夫もございます。まず飾り山車

を実施したということと、まちなか鹿子踊りの

実施、そして昨年からはまつり委員会主催によ

る手締め式等々実施してございます。さらに、

昨年は、飾り山車終了後、南本町十字路から駅

前五差路まで囃子をつけて山車をライトアップ

しながらのパレードをしたという経過もござい

まして、これが非常に好評であったということ

もございます。そして、各町内へ戻る山車も囃

子をつけてライトアップして戻ったという経過

がございます。残念ながらことしはそこまでで

きなかったという事情もございます。この辺が

今後の新庄まつりの隆盛を図る上での一つのポ

イントになるのではないかと思っております。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 「しりつぼみ」という

言葉は、いろいろお伺いした中で、市民からの

「そうだよね」という話の中の言葉をそのまま

使わせてもらったんですけれども、現に26日に

私も９時ごろから見たんです。そうしたら、駅

前からあれまではほとんど何も、人っこという

か、何人かぱらぱらいるけれども、要するに普

通の週末ぐらいしかない。この事実は事実なん

ですよ、26日ですよ。ほかの祭り、例えば先ほ

どねぶた祭を例に出しましたし、角館の喧嘩祭
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りもそうですけれども、最終日は燃え尽きるま

で、角館の場合は山車と山車をぶつけ合って壮

絶なバトルをしますけれども、それだって最後

の日は物すごい、すさまじい興奮の中で終わる

わけですよ。花笠まつりも最終日はこれだとい

う気合が入るわけですよ。この「しりつぼみ」

という言葉が悪かったらば、現に商工観光課長

だって26はだんだんと少なくなってきてこうだ

というのは否めない事実ですと言っている言葉

を短縮すると、認識の違いなのかもしれません

けれども、だんだん少なくなっているわけです

よね。そこを何とか、例えばの話で、そういう

部分を最初に持っていくだとか、こうだとかと

いう、これは新庄まつりが新庄の最大のイベン

トで、そこに波及効果があって……。例えばの

話で、ころっと話は変わりますけれども、静岡

にアカエビをとる漁港があるんです、２カ月ぐ

らいで。年間の所得は全部それで賄うんですよ。

同じように波及効果が、はかり知れない波及効

果が例えば新庄まつりの３日間で出た場合、そ

れはそれ、やはり執行する側が苦慮したり考え

たりする状態の成果が、実りがあったんだなと

いうことを認められるんでないかなと思います

ので、最終日になってくるとだんだんと少なく

なってくるということは、例えば曜日が変更で

きないんだったらば、最終日に最高のイベント

の盛り上がりをできるような云々の考慮という

のはできないのでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほども申し上げました

ように、今現在、この百年の大計に基づいて私

どもは実施してございます。それをすぐ変える

ということは難しいと思います。先ほど申し上

げましたように、26日の催事についていろいろ

工夫はしてございます。今後さらに26日を充実

させれば、議員おっしゃるような盛り上がりも

確保できるのではないかなと思います。ただ、

宵まつりという名称の24日についてはあのよう

な形で定着し、親しまれております。25日につ

いては、みこしの後について山車が各町内を巡

行するというスタイルも決まってございます。

これを夜型にするとなった場合、そのみこしの

問題もございます。いろんな角度からこういっ

たことを考えて、さらに隆盛を図っていかなけ

ればならないかなと思ってございます。いずれ

にしましても、26日が今のところ一つのポイン

トになるのではないかと思ってございます。 

  以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 今の話をお伺いしてい

ると、だんだんとしりつぼみになるような感じ

がしますが、要するに発想の転換も含めて、要

は新庄まつりを最大のイベントにして、もっと

もっと盛り上げるにはどういう、国の指定文化

財になったがゆえにこういうふうにしてやるよ

という仕掛けを行政側としても、まつり委員会

の中で市長が名誉会長なんでしょう。市だって

補助金1,200万円も出すわけですよ。それで足

りないと、国のあれだから足りないかもしれま

せんけれども、やはり最大限に。それから、祭

りはだれのためだと言ったら「市民のためだ」

と言ったでしょう。そうしたら市民が喜ぶよう

な、観光客が喜ぶような、市の商店街に波及効

果があって、みんなお客さん来て困ったなと言

えるような、そういう仕掛けをすることこそ行

政の役目もある程度あるのではないかと思える

んですけれども、最後にそこいらをもう少し、

ぜひ節目だからこそ発想の転換も必要なのでは

ないですかと言ったんですが、そこは商工観光

課長ばかり、ともするといじめているような感

じがしますから、最後に市長にどうですかとお

伺いしてやめます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 
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山尾順紀市長 金議員の御提案等は、さまざまま

つり委員会の中でも話されていることでありま

す。ただし、国の指定重要無形民俗文化財にな

ったということは、日程も動かさず、観光客に

こびることなく、市民の祭りであると。在方、

町方であるということも重要な要素であるとい

うことをお聞きしているところであります。し

かし、おっしゃるとおり、今後の波及効果等を

考えた場合に、今後のあり方、勤めている方の

祭りへの参加の仕方、子供たちの疲労、それか

らさまざまな観点等検証していかなければなら

ないだろうと思います。 

  新庄まつりは新庄市の大きな一番の財産であ

ると思いますし、この祭りがあるおかげで若者

も新庄に帰ってきたい、あるいは定着したいと

いうような思いが年々強くなっているような感

じがいたします。それにつきましては、やはり

まつり委員会等の皆さんのこれまでの御尽力に

より祭りが年々しっかりとしたものになってき

ていると、意識がしっかりしたものになってい

ると。また、市民にさらに250年を超えて定着

してきているということが若者を引きつける大

きな財産だなと。特に、今回指定されたことに

よりまして、山車と囃子のバランスが非常にい

いという話を聞かせていただきました。そんな

意味で、この祭りの大きな意味合い、それによ

る観光客の誘客による派生効果なども当然おっ

しゃるとおりだと思います。何せ新庄市だけで

考えることができないので、山車連盟、囃子連

盟、そして神輿渡御の皆さんと十二分に相談し

ながら進めさせていただきたいと思います。お

っしゃるとおりの御意見については、市民の御

意見だということもまつり委員会の方に伝えさ

せていただきたいと思います。 

６ 番（金 利寛議員） 終わります。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす９日午前10時より本会議を開きますので

御参集願います。 

  御苦労さまでございました。 

 

     午後２時４８分 散会 
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平成２１年９月定例会一般質問通告表 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 佐 藤 悦 子 

１．農業を守るために 

２．医療費の窓口負担の減免を 

３．保育所の民営化はやめて、保育所をふやしてほしい 

４．子どもたちに豊かな学校給食を 

５．学校教育への予算を充実させてほしい 

市 長 

教 育 長 

関 係 課 長 

２ 山 口 吉 靜 

１．少子化対策として縁結びを考えてはどうか 

２．事務事業の見直しの進捗について 

３．財政再建の進捗は 

４．中心商店街の活性化対策について 

５．市内の雇用状況について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 斎 藤 義 昭 

１．土地改良区の合併について 

２．泉田川土地改良事業について 

３．財政改革について 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、小野周一君より少しおくれるとの連絡

がありました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は３名であります。質問の順序

については、配付してあります一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤悦子議員） おはようございます。 

  日本共産党を代表して一般質問申し上げます。 

  まず最初に、農業を守るためにということで

質問いたします。 

  日本農業をどう再生させるか、農家の皆さん

が安心して営農に励むことができる農政を確立

することは、地域経済にとっても安心安全な食

料を供給する上でも重要なことです。日本共産

党は、日本の農業と食料を初め国民の利益に重

大な打撃を与えるものには反対します。 

  このたび政権党となった民主党は、日本とア

メリカとの自由貿易協定（ＦＴＡ）の交渉を促

進するということをマニフェストに明記しまし

た。農業を大事な産業としている新庄市として、

これには声を上げる必要があると思います。仮

に日米ＦＴＡが締結されると、日米経済協議会

の委託研究「日米ＦＴＡ効果と課題」と題する

レポートが08年７月に出されていますが、具体

的な減少の量として、米で82％減、穀物で48％

減、肉類で15％減少するとしています。これで

は日本の農業、新庄の農業は壊滅的な打撃を受

けてしまいます。交渉に入るだけだという話も

ありますが、日米ＦＴＡ交渉は、これはＪＡグ

ループの日米ＦＴＡ問題に関する声明の中身な

んですが、こう書いてあります。「日米ＦＴＡ

交渉は、二国間の経済交渉であり、一方の国が

締結を交渉促進に方針転換しても何ら変わりな

く、交渉入りすれば関税撤廃が求められること

から、交渉入りすること自体問題である。さら

に、米国との間で関税を撤廃すれば、豪州、カ

ナダ、中国などからも関税撤廃圧力がかかり、

すべての農産物の関税撤廃を余儀なくされるこ

とになりかねず、国内農業生産の激減、食糧自

給率の大幅低下、雇用の喪失などは確実であり、

食の安全、安定供給、食糧自給率の向上、国内

農業、農村の振興と日米ＦＴＡ交渉の促進は両

立できるとは到底考えられないことから、断じ

て日米のＦＴＡは認められない」と、このよう

にＪＡグループでも声明を出しています。 

  そこで、一つですが、日米ＦＴＡ交渉は行わ

ないこと、二つ目は日本とオーストラリア、日

豪ＦＴＡ交渉は直ちに中止すること、三つ目、

農産物の価格保障、所得保障を行うこと、以上

について、市として関係機関に強く働きかける

ようにお願いしたいのですが、市長のお考えを

お聞きいたします。 
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  ２番目に、医療費の窓口負担の減免について

お聞きします。 

  国民健康保険法第44条は、保険者、これは市

町村ですが、「保険者は特別の理由がある被保

険者に対し医療費の一部負担を猶予または減免

することができる」と定めています。７月１日

付で厚生労働省が国保の一部負担金の減免の活

用などを求めた通知を出しました。この通知の

積極面をとらえ、新庄市でも活用を広げ、窓口

での患者負担軽減を進める必要があると思いま

す。全日本民主医療機関連合会がこの３月発表

した調査によりますと、国保加入世帯の中で経

済的理由により受診がおくれ、死亡に至ったと

考えられる事例が08年だけで31件あったとのこ

とです。特に、この中に体調の悪化と同時に失

業によって国保加入ができず、無保険状態とな

り、病状悪化、手おくれで命を失ったという勤

労世帯の事例が報告されています。また、短期

保険証を持っていたにもかかわらず、亡くなら

れた方が13件ありました。保険料を払えない

人々にとって、窓口の３割負担が重くのしかか

り、受診をも妨げている実態をこれらの事例は

告発しています。 

  一方、医療機関の未収金も大きな問題となっ

ています。厚生労働省の報告によれば、05年に

実施された４病院団体協議会の調査で、協議会

に加入する3,270病院の未収金は１年間で約219

億円にも上り、その最大の原因は患者が医療費

を払う力がないほど生活が困窮していることだ

と報告されています。病院や診療所からは急激

な患者の減少、生活悪化の中で必要があっても

医療費が捻出できないために医療機関にかかれ

ない人がふえ、受診率が低下している実態を嘆

く声も聞こえてきます。 

  新庄市では、財政への影響や減免に該当する

か判定の難しさなどを理由に、実施する制度が

ないとしてきました。しかし、国保法第44条の

減免は、市が制度や基準を設けなくても実施で

きるものです。 

  02年、沖縄県豊見城市での一部負担金減免申

請に対し、市は前例がないとして免除申請を承

認しなかった事件で、不服審査請求を受けた沖

縄県国保審査会は請求を認め、免除申請の不承

認は国保法に違反するとの審判を下しています。 

  このたびの厚労省の通知は、医療機関、市町

村の国保部局、福祉事務所などに国民健康保険

の保険料や一部負担を支払うことが困難である

被保険者が相談に訪れた場合には、いずれの窓

口においても必要に応じて一部負担金減免制度、

生活保護制度、無料・低額診療事業などについ

て十分な情報提供と、きめ細かな相談内容がで

きるようにすることを指示しています。こうし

た制度の存在を住民に知らせる、自治体の窓口

に申請用紙を置き、気軽に申請できる雰囲気を

つくる、医療機関からも支払いが困難な状態の

患者には制度の活用を進めるよう徹底し、ポス

ターなどで宣伝するなどの積極的活用が必要で

はないでしょうか。 

  ６月の参議院で、我が党の質問に厚生労働大

臣が「負担金の半分を国が見れないか検討す

る」と答えております。政権が交代した国に対

しても、今、予算措置を迫る必要があります。

いかがでしょうか。 

  新庄市では低所得を減免の条件にしていない

ので、生活保護基準による低所得を理由とした

減免を実施する必要があるのではないでしょう

か。 

  ３番目に、保育所の民営化はやめて、保育所

をふやしてほしいということです。 

  その前に、私自身が子供を市立の保育所に入

れていただいて、わかったことがありました。

それは第一に保育料が低所得者に安く低く抑え

られているということです。これは働く人たち

の貧困が広まる中で、特に若い層にとっては非

常にありがたい。だからこそ認可保育所を望む

人がふえているのだと思います。そういう意味
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で認可保育所の存在というのは非常に重要だと

思います。また、先生方が多く配置されており

ます。子供の話をよく先生方が聞いてくれます。

コミュニケーションを子供がとれるということ

が子供の発達にとって重要なことだということ

をこのごろ感じております。そういう意味で、

認可保育所は保育士が多いということが子供に

とって本当にいいことだなと感じています。ま

た、教材が豊かです。時々子供にその年齢にあ

ったプレゼントが出ます。これは父母負担が求

められておりません。私自身驚きましたし、子

供は非常に感激しておりました。カードをもら

った子供は、そのカードで初めて絵合わせなど

を目の前でやってみせる姿を見たときに、本当

にいいものをもらったなと思いました。これは

先生方が子供の発達段階をよく把握しており、

それに応じた教材、必要なプレゼントを出せる

運営費があるということだと私は感じました。

それが先生方の自信につながり、子供への指導、

父母への指導、これが本当にやれるというか、

支えられているということを子供を入れて感じ

ました。 

  また、乳幼児保育所は、古くて確かに場所的

にはどうかということはありますが、しかし床

をさわってみていただきたいんですが、全く生

のすばらしい木です。そこに子供の生の足でさ

わったときに、優しい感触、木造であるという

ことのよさ、これを私は感じました。乳幼児保

育所をあの場所から移転するという話もありま

すけれども、お金がないならば、これを耐震補

強して残すべきだなと改めて思いました。 

  そういう入れてみての感想から、改めて認可

保育所、新庄市立で運営する保育所のよさを実

感させていただいているからこそ、私は民間へ

の委託をやめてもらいたい。これ以上やめても

らいたいということなんです。 

  まず一つとして、財政難の解決のための人件

費の削減が民営化のようであります。民営化に

よる人件費の削減は、働く保育士、調理師の待

遇を悪くし、ひいては子供への手厚い保育を不

可能にするものではないでしょうか。 

  二つ目として、給食の直営から委託化は利潤

追求へゆだねることではないでしょうか。現在

の市直営の調理師は、保育士と一緒になって子

供と遊んでくれています。また、きょうはおい

しいスイカがある、魚があると子供に声をかけ、

手づくりのおやつを用意してくれています。施

設の職員であり、保育士と同じ教育者である、

この調理師がいるおかげで子供が勇んで保育所

に入っていく。この姿を見たときに、やはり直

営の調理師がいるということのよさ、これを感

じております。業者による利潤追求となったと

きに、給食の質が確実に低下するのではないで

しょうか。 

  三つ目に、保育所の待機児童が出ないように

市の責任で保育所をふやしてほしいということ

です。収入の少ない親にとって、保育料の安い

認可保育所が足りません。７人も待機児童とな

っています。特に３歳未満児の乳幼児保育は足

りないので、ふやす必要があるのではないでし

ょうか。 

  ４番目の質問として、子供たちに豊かな学校

給食をということです。 

  この間、日新小学校の給食を文教厚生常任委

員会で食べさせていただきました。大規模校で

ありましたけれども、手づくりで野菜が豊富な

非常に手の込んだおいしい給食でありました。

残念ながら時間が少ないことや、調理師と直接

子供が話し合う場面を見ることができなかった

のが残念でありましたけれども、調理師のつく

り方とか、その苦労を子供たちに伝えることで、

子供たちが食のありがたさ、自分たちがこうい

うのをつくれたらいいなという食教育というか、

そういうことにつながるだろうなということを

食べながら改めて思いました。それはやはり長

年培ってきた調理師と栄養士との連携、それに



- 83 - 

よってつくられてきたものだろうと思います。

そういったおいしい学校給食をぜひ私は子供た

ち、中学校にもやっていただきたいし、続けて

いただきたい、こう願うものであります。 

  そこで、市直営で調理員として働いていた人

の再雇用は守られたのでしょうかということを

お聞きします。直営で８時間勤務だった人が、

このたび「３ないし５時間のパートでいいかと

業者から打診を受けたが、嫌と言えなかった。

そんなことを言ったら雇ってもらえないかもし

れない。同じ条件で再雇用だと言っていたのに、

悔しい」と、こういう声が私のところに寄せら

れました。労働条件の切り下げは、よりよい学

校給食づくりの上から許すことはできないと思

うのですが、いかがでしょうか。 

  二つ目は、地産地消の拡大は民営化ではでき

ないのではないかということです。給食で食べ

た味、それはその人の生涯を通じての食生活に

かかわってきます。外国産に頼らず、地場産の

食材を使用することは安全な食材使用につなが

り、食育を推進する上でも大変重要です。人口

37万人の群馬県高崎市では、08年度実績で給食

に使われる野菜の重量比で35％を地場産野菜で

賄っています。現在、地元産の利用は重量比で

どのぐらいでしょうか。決算の資料で見たら、

20年度、総地場産の利用は野菜が1,757キロに

なっておりましたが、それは全体の何％に当た

るのでしょうか。民営化後はどうなると見てお

られるんでしょうか、お聞かせください。 

  三つ目に、教育としての給食は直営でこそで

はないでしょうか。豊かな給食づくりのために

は、調理の仕事は栄養士と調理員の連携のもと

に専門的に進められなければなりません。北九

州市が民間委託で働く調理員の定着状況などの

資料を提出させたところ、07年の調査では、あ

る学校では２年４カ月間に業務総括責任者が６

人、パートが８人かわっていました。給食の質

向上にもつながる経験のある調理員が定着でき

てないことが明らかになりました。 

  市直営で毎日調理師が教室で子供と一緒に給

食を食べてきたそうです。新庄市のことです。

地場産の食材であることや、おいしく調理する

ための工夫、例えば「きょうの煮物は、食感を

生かすためにサトイモとニンジンを別々に煮て

から合わせたんだよ」などと話してきました。

学校給食法第２条、学校給食の目標のもとに栄

養士が栄養指導し、給食調理員はどのように給

食を調理したか、その創意工夫、技能、苦労な

ど、子供たちへの思いを伝える、これは学校給

食を食教育の生きた教材としてとらえているか

らやっていることです。ところが、今度の民間

委託では希望者のみに限定するそうです。この

ことを市長は御存じでしょうか。民間業者が調

理師を教育者としてとらえていない、教育とし

ての給食ととらえていないあらわれではないで

しょうか。 

  ５番目に、学校教育への予算を充実させてほ

しいということです。 

  まずその一つとして、大規模校に音楽専科の

先生が配置されるべきではないでしょうかとい

うことです。先生からお聞きした声をここで紹

介します。「音楽専科がいない学校になって仕

事が煩雑で多忙になっている。技術面では子供

に指導できない。力のある先生のクラスは伸び

る。音楽がなおざりになってしまう。合唱部が

ボランティア状態になっている。合唱部を担当

し、クラスを持っている音楽担当の先生は、放

課後、自分の持っているクラスの活動ができな

い。合唱祭があるけれども、学年に応じた音楽

技術、音楽性を高めていくべきだが、なかなか

専科でないとできない。音楽は、道徳、心の面

で学級づくりに非常に重要だということは感じ

ているけれども、音楽専科がいれば、学校の朝

会、朝の歌などで本当に学年に必要な音楽、そ

の技術を高める指導が学校全体でできるのに」

という先生の声でした。 
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  二つ目に、就学援助の拡充で子供の貧困をな

くしてほしいということです。ある学校は、Ｐ

ＴＡ総会で年数十万円の保護者の負担が未納に

なっていることをこのごろ発表するようになっ

てしまいました。理由などをよく聞いてみます

と、貧困ではないかと私は思うのです。かつて

は保護者が学校のお金を払わないということが

このように表面化することはありませんでした。

ほとんどなかったように思います。それだけ子

供の貧困が進んでいることだと思います。就学

援助は確かに行き渡っているはずだと教育委員

会は言っておられますが、実は私のところに寄

せられた、結局就学援助を受けた家庭ですが、

「恥ずかしくて近所の民生委員に自分の家の事

情を知られるのは嫌だ。そんなことを知られる

ぐらいだったら死んだ方がいい」と、ここまで

言って拒んでおられました。私はそこを教育委

員会としてそういう方にも、校長に任せていて

はできないと思うんです。市民相談室の力をか

りて、また教育委員会として、貧困はあなたの

責任ではないんだという立場で就学援助を受け

るように丁寧に援助していただきたい、そして

学校の未払いをなくすように指導していただき

たい、こうお願いするものです。 

  三つ目は、紙代は全額市負担にして充実して

ほしいということです。消耗品費として１人当

たり年2,500円、学校によって前後あるようで

すが、集めているようです。これらは市が教育

委員会に出している消耗品費をほんの少しふや

しただけで出せるお金ではないでしょうか。 

  四つ目として、個別学習指導員の待遇改善を

再びお願いいたします。これはほかの議員から

も出されて、人数をふやしていただいたなど大

変ありがたいことがありました。しかし、先日、

電話がありました。個別学習指導員からでした。

私がホームページでお知らせした質問の内容を

見て「全くそのとおりだ。今もそうだ」とおっ

しゃっていました。そのときの私の質問は、余

りにも低賃金ではないか、指導時間、残業にな

っているのに残業代が払われていない、社会保

険もない、こういう先生の状況を訴えたように

思います。ほとんど変わりないというのが当の

先生からの訴えであったように思います。先生

の待遇をよくしなければ、子供たちに安心した

教育、安定した教育、先生の心が安定してない

とできないと私は思うのです。待遇改善をお願

いして、この場での質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは佐藤議員からの御質問に

お答えさせていただきます。 

  初めのＦＴＡ交渉関係についての御質問です

が、世界の貿易協定の内容については、御存じ

のとおりですが、ＷＴＯ交渉が多国間で利害関

係が生じ難航して行き詰まっているのに対し、

ＦＴＡ交渉やＥＰＡ交渉は二国間だけの話し合

いのため、協定が結びやすく、締結する国がふ

えている状況にあります。ＦＴＡ交渉は、協定

構成国間で関税撤廃やサービスの貿易自由化を

取り決める協定であります。もう一方のＥＰＡ

交渉は、協定構成国間で物やサービスの自由化

だけでなく、投資の自由化、人的交流の拡大・

促進などを含む幅広い協定であります。いずれ

もＷＴＯ体制を補完するものとされております。 

  日本は既にアジア諸国を中心に締結した国、

大筋で合意した国があります。現在注目されて

いるのは、議員が御指摘されました日米ＦＴＡ

交渉と日豪ＥＰＡ交渉であります。両国はいず

れも農業大国であり、農林水産物の輸入を求め

ています。日本は工業製品の関税引き下げの要

求や鉱物資源などを安定確保するため、経済団

体などの交渉促進派と日本の農業を守る農業生

産者団体との対立があり、なかなかまとまって

いないのが現状であると認識しております。 
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  農業交渉においては、自国の農業の保護に配

慮し、農業の持つ多面的機能を維持しながら国

内生産力を高め、食料の安全保障を確保するこ

とが大事であります。地域農業の発展を阻害さ

せないよう適切な水準の国境措置を講ずるべき

と考えておりますので、このことにつきまして

は市長会を通じ、機会あるごとに要望してまい

ります。 

  農産物の価格保障、所得保障につきましては、

国の水田経営所得安定対策制度の周知を図って

加入の促進を進めたいと思います。また、園芸

作物等の振興作物の生産を奨励し、農業所得の

向上に努めてまいります。価格保障、所得保障

につきましても、ＦＴＡ交渉同様、機会あるた

びに要望してまいりたいと考えております。 

  次に、医療費の窓口負担に関する御質問につ

いてお答えいたします。 

  本市の一部負担金の減免につきましては、国

民健康保険条例施行規則第31条に規定しており、

天変地異等で重大な損害を受けた場合、申請に

より判断することとしております。しかし、本

年７月、厚生労働省では一部負担金減免制度の

適切な運用について新たな制度の運用改善を目

的に、全都道府県でモデル事業を実施すること

といたしました。そのモデル事業の結果を検証

し、全市町村において適切な運用が行われるよ

う平成22年度中に一定の基準を示すとのことで

ありますので、本市におきましてもその基準を

もとにして制度の改善に取り組みたいと思って

おります。 

  次に、保育所に関する件ですが、民営化に伴

い経費が削減されるのは、歳入面と職員の年齢

構成が大きく影響しています。歳入については

市が直営で行う場合は国から地方交付税として

交付され、経費との差額は市の負担となります。

民間営の場合は交付税よりも多く補助金として

国・県から交付されます。市の補助金も含め国

の定めた運営経費は100％補助されます。北部

保育所について、市の年間負担額を試算した結

果は決算ベースで約2,300万円の削減になりま

す。これについては、市の場合は年齢の高い職

員が多いためこのような削減額になりますが、

バランスのとれた職員の年齢構成とした場合で

も約650万円の削減になります。 

  なお、移管先法人に対して、職員の給料は最

低でも市の日々雇用職員の基準以上に設定する

ように協議しております。 

  給食の委託についてですが、民営化しても施

設内調理が義務づけられております。北部保育

所については調理業務を委託する予定ですが、

移管先法人が経営している幼稚園で現在実施し

ている業者に委託する予定と聞いております。

安全面、衛生面など、これまで問題なく実施さ

れており、信頼できる業者とのことであります。

これまで経験がない法人が直営で実施するより

専門性のある業者に委託する方が安全であり、

効率的であると考えております。 

  待機児童については、今年度は全体での定員

は満たしていませんが、３歳未満児は数名が待

機となりました。それは施設面で３歳未満児と

３歳以上児を分けなければならない基準があり、

３歳未満児のみが入所希望が多く、定員を超え

てしまったためであります。今後は保育所をふ

やすということではなく、３歳未満児の定員の

見直し、あるいは認証保育所との連携などが必

要ではないかと考えているところであります。 

  学校給食並びに学校教育の予算については、

教育長から答弁させます。 

  以上、壇上からの答弁を終わらせていただき

ます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 子供たちに豊かな学校給食をと

いうことで、３点ほど御質問がございました。

まず、それについてお答え申し上げます。 

  最初に、調理員の雇用についてでありますが、
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学校、保育所に勤務している日々雇用職員の皆

様につきましては、委託業者に最優先で採用し

ていただくようお願いしておりましたが、希望

する皆様全員が採用されております。 

  ２点目の地産地消につきましては、学校給食

の中でも重要な位置づけとなっており、民間委

託になりましても食材の発注は直営で行います

ので、今までどおり農林課、生産者団体等との

連携を密接に図り、地産地消の拡大を図ってい

く考えでございます。 

  最後につきましては、以前に申し上げました

が、学校給食は教育活動の一環として重要な部

分を担っており、その基本となる安心安全は不

可欠な要件になっております。直営であっても

委託であっても安心安全な給食は最優先で考え

なければならないものであります。給食調理、

配送業務が委託となりましても、これまでの学

校給食は教育活動の一環という基本的な考えは

厳守して行っていきます。 

  続きまして、学校教育への予算を充実させて

ほしいという四つほどの御質問がございました

けれども、それにお答え申し上げます。 

  まず最初に、音楽専科の教員を配置すべきと

いう点についてですけれども、現在、各小中学

校においては実情に応じた有効な指導を実践し

ていくため、工夫を凝らした独自の教育課程を

作成しております。音楽専科の教員につきまし

ては、教科の専門的知識を生かした指導を進め

ていくのか、また専門的知識を持つ教員がいて

も、あえて学級担任が音楽の授業を持つことで、

学年、学級経営の充実を図っていくのかなど、

各学校の実情に応じて加配等の教員を活用しな

がら、校長が必要とする場合に校内で配置して

おります。 

  ２点目の就学援助につきましては、経済的に

困窮していると認められる児童生徒の保護者に

対し、学用品費や給食費など学校で必要となる

費用の一部を援助するものであり、国の補助を

受けて実施しております。補助対象となる基準

額については、実情に応じて毎年改定されるも

のであり、現在のところ児童生徒が就学する上

で適当な内容であると考えております。 

  なお、給食費や教材費等の未納問題について

は、校長会等でも大変懸念されております。今

後につきましては、教育委員会が主体的に対応

していって、学校とともに対応していくという

考えであります。 

  ３点目の各小中学校における消耗品費、印刷

製本費などの必要経費については、毎年学校規

模に応じて配当しているところであり、予算の

範囲内での執行をお願いしております。 

  最後、個別学習指導員についてでございます

けれども、年々普通学級での学習につまずきの

ある児童生徒がふえてきていることから、当面

する緊急課題として指導員の適正配置、雇用条

件の整備に努め、学級全体の学習活動の充実を

図っているところでございます。よろしくお願

いします。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 後ろの方から再質問さ

せていただきたいんですけれども、個別学習指

導員の適正配置と。配置する方向で頑張ってい

ただいているということは感じますが、予算が

足りないために一人一人の先生方の待遇が非常

に悪いのではないか。予算を見たときに、地方

交付税で措置されているはずです。この間、地

方交付税のことをお聞きしたところ、実際に個

別学習指導員に使われているお金よりも地方交

付税としては何倍か来ているように、２倍ぐら

い来ているような金額だったように思います。

そういう意味では、市長も教育は一番力を入れ

なきゃいけないとおっしゃっているわけで、そ

こへの待遇改善に地方交付税分ぐらいやって、

教育委員会として先生方に必要な、今より少し

でも待遇を改善する気がないか、これは市長の
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采配だと思うんですが、いかがでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 お答えいたします。 

  個別学習指導員について、配置等に努力して

いるわけです。賃金の方ですけれども、新庄市

の日々雇用職員と同率の賃金という形になって

おります。新庄市の中で差が出ないようにとい

う形になっているところです。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 日々雇用職員と先生の

違いというのは、先生は大学４年を出ておられ

る方、資格を持っている方ということで、専門

性が必要な職員だと思うんです。そういう意味

では同じとは見ないでいただきたいなと私は思

います。交付税でお聞きしたところ、こういう

ことでした。国からの地方交付税では特別支援

教育支援員という名前で１校当たり120万円、

小中合わせて20年度は1,958万4,000円も交付さ

れているということでした。しかし、新庄市で

は720万円ぐらいしか使っていないと伺ったん

ですが、国としては1,958万円を出していいん

だということで地方交付税措置しているわけな

んですが、そこは市長のお金の配分の考え方な

のかどうか、そこをもう少し上げて待遇改善に

大いに使えるはずだと思うんですが、どうでし

ょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 地方交付税のお尋ねが

ありましたので、お答えしたいと思います。 

  交付税の算入基礎というのがございまして、

これは現在何百項目という項目について国で決

められた単位費用と、いろんな係数を掛け、あ

るいは補正をかけてその数値が積み上げられて

地方交付税が配分されます。現在のところ新庄

市には42億円ほど来ていますが、その中に確か

に御指摘いただいた経費が1,900万円ほど計算

では来ていることになっていますが、これはあ

くまでも算入ですので、結果的にその数値にな

ってございます。図書館費とか図書費とか消耗

品とか細かい細目がずっとありまして、その中

で結果として教育費全体にその金が使われてい

るわけです。どういうふうに配分して学校運営

して教育振興していくかはその市町村の裁量に

よって決められることになっています。できる

だけそういった目的に沿って金が使われるよう

には努力しているんですけれども、なかなか学

校全体に係るお金ということで、教育委員会と

相談しながら、そういった金の使い道について

は協議しながら運営させていただいています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 教育というのは、保育

も小学校の教育も人生の一番最初の時期に当た

りまして、稲の苗のような状態で、この苗つけ

にいかに成功するかどうかがその後の人生及び

地域のあり方に影響するものだと言われていま

す。そういう意味では最大限そこにお金をかけ

るべきだと思うんです。国の方では特別支援教

育、個別学習指導というのは非常に重要になっ

てきているということでお金を措置していると

考えられますし、それを市でもできるだけそこ

に充てていただきたいと。検討する気持ちはな

いか、いかがでしょうか。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 学校の教員につきましては国庫

と県費で負担されているという状況がございま

して、教育長会の中でも、なぜ個別学習指導員

が市町村の負担なのかという部分で、何とかこ

の部分について厚い負担というか、そういうも

のは県等々でやっていただけないかという要望

もあります。その中で、国等から返ってくる答

えは、交付税で措置していますよというような
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答えが返ってくると。なかなか市町村では苦慮

しているという状況がございまして、その辺は

やはり抜本的に見直すような形の中でこれから

考えていかなければならないのかなと思ってお

ります。個別学習指導員も教員の一人だという

ことになれば待遇の改善もなりますし、そうい

う形の中で何とか要望していきたいと思ってご

ざいます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 先ほどの就学援助のこ

とについても教育委員会として主体的に対応し

ていくという先ほどのお話、大変ありがたく承

りました。市民相談室というすばらしい組織も

人的体制も整えられて、よく働いてくださって

いますから、そこにも相談しながら、そのノウ

ハウを使って助けていただきたい。就学援助を

受けるようにやわらかく話して持っていってい

ただきたい。このことをお願いいたします。 

  それから、消耗品費は予算の範囲内でという

ことなんですけれども、各学校ではその予算が

余りにも足りないためにわざわざ集めていると

いうことなんです。その金額を集めなくてもい

いように手当てしていただきたい。それは市の

予算から見れば少しのような気がするんですが、

どうでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 各学校で親御さんからの

集金の中で教育課程外の学習会とか児童会とか

生徒会の諸活動で使用するため、児童活動費あ

るいは生徒活動費等の名目で集金している実態

は把握しております。具体的には、その中から

用紙代とか、あるいはスクールバスの配置予算

で足りない部分、駅伝大会等の輸送に使われて

いるという認識はしておりますが、学校現場で

は制約なくふんだんに使いたいという思いがあ

るわけでして、その部分で保護者の方にお願い

しているという部分があります。一般消耗品と

いう形で予算配置している部分で我慢して使え

ば使えないこともないかと思うんですけれども、

そこら辺を制約なく使いたいという学校の思い

が保護者へのお願いになって、御了解いただい

ているところではないかと思っています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 学校の先生方はやはり

紙を使うということが、幾らＩＴだってＩＴも

紙を相当使いますし、紙がなければ、紙がふん

だんに使えなければ指導にならない、テレビば

かり見せているわけにいきませんし、やはり手

で書いたり示したりということが中心になって

いるわけなんです、プリントとか。そういう意

味ではふんだんに使えるように、消耗品はふん

だんに使えと、むだは困りますけれども。先生

たちは裏を使っていただいたりしていいんです

けれども、子供たちに出すものにはふんだんに

使ってもらいたいということで、わざわざ消耗

品費を集めなくても市が出すという姿勢を示し

ていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 市の財政的な問題もあり

ますので、一般消耗品ということで配当してい

ます。その中で有効的に使っていただきたいと

いうお願いをしています。具体的に例えば用紙

代をもっとふやしてほしいという要望等が出て

くれば、少しそこら辺は対応したいと考えてい

ますけれども、とりあえずはそういう形で学校

長にお願いしているところです。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ぜひそこを校長先生や

先生方に、用紙代が足りないなんていうことが

ないように出してあげたいんだけど、要望あり

ますかというふうに聞いていただきたいと、お
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願いします。 

  それから、保育所のことですけれども、３歳

未満の待機があるということで、これから乳幼

児保育所を民間委託にという計画がありますけ

れども、私は乳幼児保育所こそ必要で、民間委

託でなく、今までの市のやり方でやって、耐震

補強して残して、さらに認可保育所に入りたい

３歳未満児の待機がないように、そこをふやし

ていく必要があると思うんですが、いかがでし

ょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 保育所の今後の計画につ

きましては、何度か答弁させていただいてござ

いますけれども、乳幼児保育所につきましては

単独では国の補助制度がございません。そうい

った中で、どういった機能を継続させていくの

かという問題がございまして、現在、福祉事務

所の選択肢の中では、永久にというわけにはま

いりませんが、議員御指摘のような補強した上

で現在の場所で、現在の建物で乳幼児保育を行

っていくということも選択肢の一つとしてござ

います。 

  なお、御質問の冒頭で乳幼児保育所の保育に

つきまして御評価いただきましたこと、ありが

とうございます。終わりましたら現場の職員に

伝えまして、よりサービス向上に努めるよう心

がけていきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ぜひ検討をしていただ

きたいと思います。 

  次に、給食について、調理師が教室に入って

一緒に食べることで、教育としての役割という

か、目標達成のために調理師が直接入ってやっ

ているわけですが、これが民間委託になると希

望者のみに限定という、これは調理師を教育者

としてとらえてない、教育としての給食ととら

えていないあらわれではないかと思うんですが、

これについてどう思いますか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 調理師さんですけれども、

民間委託の場合は基本的には調理を担当する者

という認識かと思います。そういう点では学校

栄養士等がさまざま子供たちとの接触の中で食

育の部分を担うことに基本的にはなるんじゃな

いかなと思っています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 食の教育というのは、

つくり方、その苦労、これが伝わることが、自

分もつくりたいなと、つくってみたいな、そう

いう気持ちにさせることが、その後、その人が

つくれるようになったりして、人生、食にかか

わってくるわけです。「人のつくったものを何

でも食べればいい」じゃないと思うんです。そ

こを調理師さんが指導できなくなってしまう民

間委託、これは非常に問題だと私は思います。 

平向岩雄議長 ただいまから11時まで休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 
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平向岩雄議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。改新会会派の山口吉靜でございます。 

  新庄まつり、平成21年３月に国重要無形民俗

文化財に指定されました。約250年の歴史があ

る新庄まつりも、24日から３日間、市内の中心

街を舞台に開かれ、日本一の山車パレード見物

に、ふるさとに帰ってくる人、また観光客。山

車は、町内21地区の若連のメンバーが約２カ月

かけて製作し、祭り翌日には解体されますが、

１台の製作費が約250万円かかると。使える道

具は保存して次の年に再利用するとしても、大

変な労力と莫大な金額をかけた山車を３日間で

解体するのはもったいない気がいたします。１

台につき市から補助金約30万円、残りは町内か

らの御祝儀をいただき、町内会費の一部などで

賄われ、新庄まつりは行政や市民の方々によっ

て支えられ、無事に成功いたしました。 

  さきの衆議院選挙では民主党が308議席を取

得し、単独過半数となったことで与党第一党と

なりました。自民党は110議席となり、自民党

結党以来最低議席となり、野党第一党となりま

した。これにより政権交代となりましたが、し

ばらくは私どもも情報を収集していきたいと思

います。 

  通告に従いまして一般質問をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

  次の５点について質問をさせていただきます。 

  まず１点目は、少子化対策として縁結びを考

えてはどうかということで、特に本市において

は子育て支援が先であると言われておりますが、

子供が生まれる前の出会いの場づくりを創出す

る支援を積極的に進めるべきではないかと考え

ますが、お伺いいたします。 

  最近では自治体でも出会いの場づくりに対す

る支援が始まっております。河北町社協では結

婚相談所を開設いたしまして、社会福祉協議会

による相談所は県内では初めてでありますけれ

ども、高額な費用をかけずに気軽に相談できる

仲人役を担うと。同協議会は町から補助金40万

円を受けて運営し、地域福祉係が事務局を務め

るそうであります。 

  次に、２点目は、事務事業の見直しの進捗に

ついてお伺いいたします。 

  480に及ぶ事務事業を一気に見直し、480の中

で廃止、３年間休止、削減されるもの、現在廃

止、縮小、強化、統合、簡素化、移管、民間委

託、指定管理者制度の導入、現状維持、現在ま

での評価分析と公表について、また事務事業の

総点検を行ってどうなったか、事務事業の評価

についてお伺いいたします。また、現在までの

事務事業の実績の一覧表をいただければ幸いで

ございます。 

  次に、３点目は、財政再建の進捗についてお

伺いいたします。昨日の奥山省三議員の質問と

重なる部分もあるかと思いますが、よろしくお

願いいたします。 

  財政再建の進捗はどのようになっていますか。

財政再建こそが改革の本丸であると言われてお

りますが、総選挙も終わりましたが、今や日本

の国と地方の債務残高、いわゆる借金は６月時

点で過去最高の860兆2,557億円になったと財務

省が発表いたしました。先進国中、最悪の天文

学的大きさであり、少子高齢化の中で、なお財

政赤字は膨張を続けております。したがって、

当市も待ったなしの具体的対応が急務であろう

かと思います。まさにこれこそが構造改革の本

丸でありますが、進捗状況と今後の対応など改

めてお伺いいたします。 

  次に、４点目は、中心商店街の活性化対策に

ついてお伺いいたします。 

  こらっせ新庄によってこれまでに中心商店街

にどのような効果がありましたか。新庄市とし

て中心商店街の空洞化が深刻化している現在、

総合的、具体的、一体的な活性化対策について
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どのような取り組みを緊急の課題とした緊急対

策がありますか、お伺いいたします。 

  最後になりますけれども、５点目であります

が、市内の雇用状況についてお伺いします。昨

日の奥山省三議員の質問とこれも重なる部分が

あると思いますけれども、よろしくお願いいた

します。 

  新庄富士通ゼネラルとか全業種にわたる会社

の都合もあって、市内の解雇状況などはいかが

でしょうか、お伺いいたします。また、ことし

10月31日の新庄富士通ゼネラルの解散を受けて

山尾市長が親会社の富士通ゼネラルを川崎市ま

で訪ねられたということですが、御苦労さまで

ございます。大石社長に面会されて、20ないし

30人はグループ工場への配置転換が可能で、残

り80人前後の方々は考慮中であるということで

すが、その後の進展はいかがでしょうか、お伺

いいたします。 

  なお、完全失業率はついに過去最悪の5.7％

になり、政府は景気底打ちを宣言しましたが、

なお先行き不安で各社とも採用の余裕はないの

が現状のようであります。 

  それで、市内の中小企業における非正社員を

含めての現実の雇用状況はいかがでしょうか。

また、外国人労働者の雇用状況はいかがでしょ

うか。外国人の出身地域はどのようになってい

ますか。また、入国は簡単にできるのでしょう

か。それと、市内の障害者の雇用状況はどのよ

うになっておりますか、お伺いいたします。 

  以上で壇上での質問を終わります。御清聴あ

りがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは山口議員の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  少子化対策としての縁結びをどう考えている

かということですが、大変難しく、人口減少社

会をもたらした少子化の要因というのは、さま

ざまな価値観の多様化や社会軌範の変化を背景

に、1970年代から始まった未婚化、晩婚化の進

展による生涯出生数の減少にあると言われてお

ります。そのような中での少子化対策としては、

子供を産み育てやすい環境の整備とともに、結

婚しやすい環境づくり、そし結婚を含めたライ

フスタイルを考える機運づくりが求められてい

ます。結婚しやすい環境づくりとしては、民間

事業者による結婚相談、情報サービス、出会い

のイベント開催に加え、近年ではＮＰＯなどに

よるサービス提供も多くなっており、新庄市内

でも民間事業者によるサービス提供のほかに、

市民団体によるコミュニケーション講座や各種

セミナー、出会いイベントが開催されている状

況にあります。市といたしましては、このよう

な市民活動を側面から応援しながら、直接的に

は少子化対策として優先度、実効性の高い子育

て支援策を重点的に進めることとし、定住環境

の整備を図ってまいりたいと考えています。 

  また、先日、囃子連盟の総会の折に、ある方

から大変女性が囃子の方に参加するようになっ

たということで、実はここ10年来で７組ほどそ

の地域で出会いがあり結婚したという事例も聞

いております。新庄市の持つ大きな出会いの場、

そうしたことも大変ありがたく思っているとこ

ろです。 

  今回、政権交代が行われたわけですが、民主

党の子供手当２万6,000円についてはフランス

の出生率向上を参考にしたと言われ、財源の問

題はあるのでしょうが、これから出生率向上に

向けた社会的実験が行われると聞いております。

その辺についても少子化対策としてどのような

効果を出すのか見守りたいと考えております。 

  480の事務事業の見直しはどうかということ

ですが、これまで事務事業の見直しについては

新庄市振興計画や、その当時喫緊の課題であっ

た財政再建計画と密接に連動する形で行政評価
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という手法を通して実施してまいりましたが、

第３次新庄市振興計画と連動しながら平成16年

度より18政策、61施策、約480事務事業の総点

検と見直しを行い、廃止・休止・縮小、経費の

削減や期間の短縮などを検討してまいりました。

その結果、合計67事業ほど廃止・休止・削減・

短縮し、事業の選択と集中、財政運営の効率化

を図ってきたところであります。平成20年度事

業の中におきましては、平成16年度に事務事業

の見直しや廃止になった事業のうち、必要度や

緊急度の高い数事業が実施できるまでに至って

おります。 

  また、行政評価は毎年結果を市報やホームペ

ージで公表しており、今年度は平成20年度に実

施した施策と事務事業の事後評価と平成22年度

に実施する予定の施策と新規事務事業の事前評

価に取り組んでいきます。事務事業の見直しの

基本となる行政評価の手法は全国的にもこれと

いった決まった形がないため、地方自治体が創

意工夫して評価様式を形づくっている途上にあ

ると言えます。本市もまだまだ進歩の途上であ

り、内容の充実と、わかりやすく客観性のある

ものにするため、現在、施策及び事務事業の成

果をあらわす物差しである成果指標の再検討を

しており、今後さらに行政評価の精度を向上さ

せ、予算編成などの財政運営や事業の選択と集

中にさらに役立てていきたいと考えております。 

  次に、財政再建の進捗はどのようですかとい

うことですが、昨日の質問にもお答えしました

が、御指摘のように国は多額の債務を抱えてお

りまして、私も大変心配しているところであり

ます。 

  本市の起債残高ですが、一般会計につきまし

ては新幹線延伸事業の関連から平成11年度がピ

ークでありまして、約228億円でございます。

その後、起債発行額の抑制などにより毎年10億

円ほどの減少となっておりまして、20年度末で

は159億円で、69億円の減額となりました。起

債の償還であります公債費は、平成15年度がピ

ークでありまして、26億円ほどありましたが、

平成20年度は約20億円となりました。20年度で

新幹線関連の起債の償還が終わったものが多い

ため、今年度予算において約18億円となってお

り、ピーク時より８億円減少したことになりま

す。公債費のほとんどが一般財源ですから、財

政運営にとりまして重荷がだんだん軽くなりつ

つあると言えます。 

  また、人件費につきましても、定員の適正化

によりまして平成11年度35億円が今年度は28億

円の予算となっており、７億円減少しておりま

す。義務的経費の大もとであります人件費と公

債費をここまで削減できたということは大きな

成果でありまして、財政再建は計画どおり順調

に進んでいると認識しております。 

  しかしながら、今後は地方交付税の縮小や市

税の減少が予想されますので、市民サービスに

的確に対応できるよう財政再建プランを確実に

実行しながら、財政健全化に向けてさらなる努

力を重ねてまいりたいと考えております。 

  中心商店街の活性化対策についてですが、昨

年の年度当初、また一昨年の暮れになるわけで

すが、こらっせ新庄のオープンに当たりまして

は議員の皆様方からさまざまな御意見等をいた

だきましたが、地元の会社が引き取っていただ

いてオープンにつなげていただいたことは大変

ありがたく思っているところであります。 

  昨年５月31日、４階フロアに屋内子育て支援

施設わらすこ広場を再開しました。同年８月に

こらっせ新庄がリニューアルオープンし、現在

１・２階フロアに商業店舗、４階フロアにわら

すこ広場、５階フロアにはスポーツクラブが入

居しております。その都度催し物が商店街にお

いて定期的な市も開催されております。平成19

年４月からの空きビル状態を比較すると、人通

り、にぎわいを取り戻してきていると聞いてお

ります。また、３階フロアには高齢者専用賃貸
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住宅が10月オープンに向け準備が進められてお

り、なお一層のにぎわいが見込まれるところで

あります。 

  中心市街地における大型ビルの空き家状態の

解消は、まちに明るさを取り戻すとともに、交

流人口の増加が図られ、個店の売り上げに寄与

することが期待されております。中心市街地の

まちづくりについて、商業者、関係機関と協議

会を組織し、これからの活性化対策について協

議を進めております。また、空き店舗への出店

に係る改装費や広告宣伝費への補助の実施によ

り、中心市街地活性化に取り組んでおります。 

  次に、当地域の雇用状況ですが、昨年秋の世

界同時不況以降、国内の雇用状況はもとより、

新庄最上地域においても雇用環境は大幅に悪化

し、新庄公共職業安定所管内の有効求人倍率は

本年２月より0.30倍台前後で推移しており、大

変厳しい状況となっております。本年４月から

７月までの離職者の動向を見ますと、事業主都

合による場合が全体の60％で前年同月比59％の

増、自己都合による場合は約40％で前年同月比

13％の減となっており、不況に伴う業績不振が

原因であることが裏づけられています。 

  求人状況については、製造業の求人減少が数

値の悪化になってあらわれていますが、緊急雇

用創出事業による求人がさらなる数値の悪化へ

の一定の歯どめとなっております。 

  外国人の雇用状況についてですが、およそ

360名の方が就業しているものと思われます。

うち中国人が最も多く全体の60％、以下韓国、

フィリピン、ベトナムと続いており、縫製工場

が主な就職先となっております。 

  次に、障害者雇用の現況でありますが、７月

末現在でおよそ200名の方が管内の事業所へ就

職しております。そのうち３割の方が重度障害

者であります。 

  次に、新庄富士通ゼネラルについてのお尋ね

ですが、議員御指摘のとおり、10月末をもって

会社を解散することになりました。同社は県外

からの誘致企業の第１号として40年以上にわた

り地域経済の一翼を担ってきた企業であります。

先般、川崎の親会社である富士通ゼネラル社を

訪問し、状況説明を受けてきたところでありま

す。従業員については、御質問のとおり転勤等

の面接を実施中で、30名程度がグループ企業へ

の転勤を希望しておりますが、残り80名の従業

員の中には転勤に応じられない方もおり、再就

職のあっせんを実施していくとの意向でした。

市といたしましても、社員の雇用対策、工場の

再活用を要請してきたところであります。今後

とも会社側と連絡をとり、動向を注視してまい

ります。 

  最近入りました情報によりますと、公共職業

安定所に市内の業者が50名ほどの求人を出した

というお話も聞いております。それにつきまし

ては、また新聞等におきましてトヨタ自動車が

１年４カ月ぶりに800名の人員を採用するとい

うこともありましたが、エコ支援等がきいてい

るというお話も聞いております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御丁重な御答弁、あり

がとうございました。 

  それでは、１番の少子化対策の中で「市民活

動を側面から応援」とありましたが、側面とは

どういう応援なのかお伺いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 側面といいますと、具

体的には、結婚に結びつくというか、結婚をテ

ーマに活動をされた市民団体がございまして、

そこの活動の場としてぷらっとを提供して、ぷ

らっとの中で活動していただいたり、あるいは

いろんな相談、県からの補助事業を実施してや

っているとお聞きしましたけれども、こういっ
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た補助事業がある、こういった県の支援がある

という情報提供とか、あるいはどういった活動

をやっていくのかというような相談とか、あと

はそういった活動に限らず、組織としての活動

にアドバイスしたりとか、そういった支援とい

うことで、人的な支援あるいは活動の場の支援

を中心に行ってございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それは市で応援される

わけですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 具体的には生涯学習課

の方で社会活動の一環としてそういったことを

支援しているとお聞きしました。直接的に市か

ら財政的な支援とか具体的に予算を張りつけて

やっているわけではなくて、相談とか情報提供

とか、そういったことで、直接は県の方の支援

事業を活用してお金をいただいて、県から活動

の支援をいただいていると、そういった情報を

いただいております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 次に、２番目の事務事

業のうち必要度や緊急度の高い数事業が実施で

きるようになりましたということなんですけれ

ども、具体的にはどんな事業なのかお伺いいた

したいと思います。また、金額的にはどのぐら

いなのか、あわせてお伺いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 平成15年、16年度に財

政健全化あるいは行政改革の事務事業見直し、

行政評価を行っていく中で、不要不急なもの、

あるいは期間を短縮したりとか節減できる事業

について総見直しを行いました。その中で、先

ほど御答弁しましたように、60を超す事業の一

時休止あるいは廃止、経費の削減、期間の短縮

ということで、それら60以上を超す事業で見直

しを行いましたが、そのうち６事業につきまし

ては期間短縮等あるいは経費の削減、見直しを

図りながら、現在６事業というのは例えば企業

誘致対策事業あるいは市道の道路事業関係で福

田工業団地線の改良事業あるいは消流雪の用水

事業あるいは市道梅が崎線の道路改良事業、そ

れから新庄市の卓越技能者の表彰事業あるいは

敬老祝い品の贈呈事業等々がございますが、お

金としてはきょう正確に把握してございません

ので、後ほどお示ししたいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 次に、財政計画なんで

すけれども、財政計画は順調に進んでいるとい

う御答弁でありますので安心しておりますが、

今こういう状況でありますので、今後は地方交

付税の縮小とか市税の減少が予想されますが、

それに対してどんな対策をとられるのかお伺い

したいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 景気の動向あるいは国

の財源、財政対策あるいは地方財政計画等々を

見ますと、まず交付税につきましては西暦2000

年あたりは国全体で21兆円ほどございましたけ

れども、現在の状況はといいますと、21年度は

15兆8,000億円までに減ってきてございます。

この15兆8,000億円というのは緊急経済対策の

雇用関係あるいは地方再生関係のお金が入って

おりまして、純粋には15兆円を切っているので

はないかと言われています。減っている部分に

ついては臨時財政対策債などで補っているわけ

ですけれども、確実に減少してきていると。ま

してや、地方交付税というのは、国の５税、所

得税、酒税、たばこ税、消費税等々を財源とし

ていますので、これらが確実に落ち込むのでは
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ないかと見られています。したがって、今後も

地方交付税は全体的には減っていくであろうと

私どもはとらえてございます。 

  それから、市税も平成21年度は20年度と比較

して２億円以上減じて収入を見込んでおります。

しかし、昨今の経済状況を見ますと、22年度の

市税はさらにこれ以上落ち込むのではないかな

という推測をしてございます。国の方ではこう

いった現状をそのまま地方にこういった財政状

況ですとゆだねるのではなくて、地方財政の危

機、逼迫している地方の経済状況をそのまま見

過ごすのではなくて、ある程度てこ入れしてい

ただきたいと、そうしないと地方財政は今後持

っていけないということを強く訴えて要望して

まいります。ただ、現在の状況を見ますと、や

はり減ることは確実だろうととらえていますの

で、減った部分は歳出で手当てをしないと予算

の中に穴があくということで、減った分はどこ

かで減らしていかなければならないと考えてい

ます。どこをどういうふうにして減らすかとい

うことは今後の課題でありますが、現在立てて

おります21年度から25年度までの財政再建プラ

ンを基本としながら財政運営については実施し

ていきたいと考えています。今後の具体的な財

政収入の落ち込みについては、今後の協議の中

でどういう方向でやっていくのかを詰めてやっ

ていきたいと考えております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 今、課長がおっしゃる

とおり、国に対して地方の財政対策を実施して

いただくように働きかけていかなければならな

いと思いますので、頑張っていただきたいと思

います。 

  次に、こらっせ新庄なんですけれども、人通

り、にぎわいを取り戻してきているということ

なので安心しておりますけれども、市内の企業

は倒産とか、そういうことはどうなのか、お伺

いします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 市内の企業についての御

質問でございますが、昨年の世界同時不況以来、

国の施策なり市町村もそれなりの努力をしてき

ておりまして、倒産はございませんでしたが、

ただ、地元では例の食品の偽装で、具体的に言

いますと斎藤食品さんが倒産した１件と理解し

てございます。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 市内の雇用状況であり

ますけれども、とにかくこれ以上悪化しないよ

うに頑張っていただきたいと思います。 

  これで終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時３４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

斎藤義昭議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、斎藤義昭君。 

   （３番斎藤義昭議員登壇）（拍手） 

３ 番（斎藤義昭議員） お疲れのところ、９月

議会の最後の質問者として、改新会を代表して

質問させてもらいます。 

  １点目、土地改良区の合併についてお伺いい

たします。 

  今、農家経済に与える水稲の収入は年々下が

り続け、今や経営が成り立たないくらいに下が

ってしまいました。肥料の価格なんかは昨年か

ら50％以上、物によっては70％から80％以上の
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価格にはね上がり、ただただため息が出るよう

な状態であります。農機具などの出費も依然と

して多く、経営を苦しめております。農家収入

がますます狭まる中にあって、支出される部分

も真剣に考えなければ、農家経済を支え切れな

くなるものと思われます。 

  ところで、農林水産省構造改善局の水田整備

事業も相当進んだ状態になっておると思われま

す。したがって、土地改良区事業も管理運営の

面に移っておるところが多くなっておるのでは

ないでしょうか。よって、土地改良区事業の経

費削減の面から、合併などの全国的な動きはど

うでしょうか。県内の動向など、あわせてお伺

いいたします。 

  私も加入している土地改良区の内容によりま

すと、昭和42年から水が供給され、開田を耕作

しました。今40年以上たってもまだ負担金はほ

とんど変わりません。こういう状態では今後大

変なことになるのではないかと思います。新庄

の水利事業によって、土地改良事業の際に１俵

１斗１升の問題が出ました。そして、事業費の

１俵を超えた場合は市が負担する、水管理費の

１斗を超えた場合は市が負担するという約束の

もとに整備がなされた次第であります。その当

時は良質米で１俵２万1,000円以上でした。し

たがって、その約束した当時は２万5,000円以

上にはなるだろうという内容で考えたと思いま

す。しかし、今やこういう農家の事情になって

しまったわけであります。そのために、新庄市

の土地改良事業、水利事業が負担する割合は１

俵１斗１升も含めて120億円ぐらいになってい

るんじゃないですか。しかし、私は前にも申し

上げました。この事業によって新庄市の経済は

すばらしい発展を遂げたと思います、市民も含

めて。何百億の問題じゃない、何千億の利益が

上がる、大した事業をやったと思いますよ、新

庄の事業も。そういう内容でありますので、ど

うか個人的に、出の部分は限られておりますの

で、行政の面からもどうか支出の出の部分をも

う少し軽くするように、できれば考えてもらい

たい、こういう趣旨であります。 

  ２番目に、泉田川土地改良事業について質問

いたします。 

  この問題は、山尾市長並びに各関係課長に対

しては筋違いの質問と思いますが、行政の引き

継ぎの事情から御質問申し上げたいと思います。 

  本筋を申し上げますと、泉田川土地改良事業

の主体は県であり、俗に萩野県圃事業と言われ

ております。この事業の中で、事業に参加した

農家が配分を受けた水田に対して用水路の整備

がなされておらず、困った状態にあります。し

たがって、用水路の整備をして水が使えるよう

にお願いしたいということであります。 

  泉田川土地改良事業においては、事業主体が

県であり、その中に市もこの事業遂行のために

特別に構造改善室を設置しました。その室長が

仁田山の庄司文雄さんであります。これは地元

であり、地域に親類や同級生ら、ほとんど地区

の間にありますので、難問を解決するには非常

に適任だという側面があったものと思います。

そして、事業主体が県であって、構造改善室が

設置され、昭和45年から事務的に発足したわけ

であります。役員構成としましては、連合事業

組合長に中川正治さん、その下に各地区の事業

組合長が選出されたわけであります。萩野仁田

山、土内仁田山、吉沢、黒沢の各地区に事業組

合長、そのもとに各役員が選出され、この事業

が進んだわけであります。昭和50年から始まっ

て、面工事が昭和47年から、50年で面工事が終

わったわけであります。 

  その50年の面工事が終わる前に、私も含めて

天童の土地改良区に視察に行きました。天童市

は土地改良事業の第１番目の着工の工区だった

と私は記憶しております。その際、天童の方か

ら、いずれ水路も構造物を入れなきゃならない

状態になるので、ついでに入れたらどうかとい
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うアドバイスを受けてきたわけであります。そ

ういう事情もあって、その計画がなされ、換地

配分は58年まで延びたわけであります。 

  そういう事情で進んだわけでありますけれど

も、先ほど申し上げましたように新庄国営水利

事業は3,200ヘクタール以上認可されました。

そして、新庄国営水利事業3,000ヘクタール、

萩野県圃事業40ヘクタールを合わせた広大な面

積の中で、配分を受けた水路に水がかからない

なんていうことはほとんどないと思いますよ。

ここだけだと思います。したがって、市と県の

合意が必要だと思いますけれども、何とか解決

してもらいたいと、こういうわけであります。 

  そして、この事情によって、私は前にも一般

質問で申し上げたところでありますが、水路が

整備されていなかったために、私は冬の２月の

寒の最中に、２年続けて、コンクリの作業所で

すが、床上15センチぐらい水が上がりました。

これは大変だということで、自費で30メートル

ぐらい管を入れ、落差溝も買って取りつけてお

ります。いろいろな事情がありますので、どう

かこの問題を解決していただきたいと思うわけ

であります。 

  それから、財政改革についてお尋ねします。 

  財政改革については、市民全体でこの問題に

対し協力して進めてまいりました。今では不満

を言う市民の声も余り聞かれません。今回９月

議会に20年度健全化判断比率及び資金不足比率

について報告がありました。報告を見る限り、

財政改革に取り組んだ結果、成果が見られます。

実質赤字比率も連結実質赤字比率もクリアして

おりますが、15％以下にはまだまだ努力をしな

ければならないのではないでしょうか。実質公

債費比率も３カ年平均では若干高いものの、20

年度単年度では25％を切っており、努力が実り

大変喜ばしいことだと思います。新庄市は財政

事情もあり、ほかに先駆けて財政改革に取り組

みましたが、今や全国の自治体すべてがこの問

題に取り組んでおる状況であります。 

  860兆円と言われる国の財政赤字から考えて、

今後の地方自治体の交付税や交付金も一段と厳

しくなるものと考えられます。ある市では今後

５年間の見通しとして、比較的大きな市ですが、

減少率が10数億円と試算されておるようでござ

います。新庄市の交付税、交付金等すべての助

成金がどう変化すると思っているのか見通しを

お聞きしたいと思います。 

  余り言いたくない発言でございますが、平成

17年度に全国自治体財政事情が総務省から発表

されました。北海道の夕張市、赤平市ですか、

北海道の二つの市、長野県の大滝村、この三つ

が赤字団体とされ、また40自治体が新庄市を含

めて黄色信号となっております。現在、新庄市

の内容はどうなのか、内容がわかればお聞きし

たいと思います。 

  今後、860兆円の債務が大きく国民にのしか

かってまいります。国の借金ではありません。

国民の借金です。この問題を解決するには、戦

後、赤字国債として紙くずになった債券、この

債権を戦後の債券のようにすることが一つ考え

られますが、これは到底できません。もう一つ

は、今後100年の計画を立てて、当然物価が上

昇しますから、今後の物価上昇率を見て今の貨

幣が100分の１になると思います、私の予想で

は。したがって、政府が国債の発行をゼロにし

て収支のバランスをとれば、今後100年の間の

上昇率によって自然に100年後には８兆6,000億

の借金になります。この方法しかないと思うん

です。それまでは相当窮屈な国民生活になるは

ずであります。その辺を見越してしないと大変

ではないかなという気がしますので、そういう

面も含めてお願いしたいと思います。 

  最後に、事業の見直しについて、これまでも

財政改革にあわせて事業の見直しが行われ、こ

れからも行われるものと思います。この事業の

中から今回はスキー場についてお尋ねいたした
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いと思います。 

  20年度決算については、特殊事情があったの

かわかりませんが、収入と支出の差が驚くよう

な数字になっております。別に私は数字を申し

上げませんが、議員の皆様は決算に出ておりま

すので数字はおわかりかと思います。 

  ちょうど１カ月ほど前に新聞で見たわけであ

りますけれども、総務省の考えとして、地方自

治体の事業については、直営、第三セクターを

含めて赤字事業を廃止しなさい、見直しなさい

という指導通達を出すような記事を見ました。

これは国の財政事情から地方自治体の懐へ手を

入れてきたなと私は感じた次第であります。こ

れは今の新聞で見る限り、民主党政権に切りか

わりますけれども、もっと強力な線が出てくる

んじゃないかと私は見ておるわけであります。

これまでも財政計画に対しては市長も給料の半

分、ほかの三役の方も給料を相当減らして財政

再建に協力しておるわけであります。市会議員

も手当の中から総計すれば500万円ぐらいにな

るんじゃないですか、こういう財政改革に対し

て強力に支援しているわけであって、今申し上

げた方の全部を突っ込んでも足りないんじゃな

いですか、この赤字の分。数字を見る限り、収

入もどんどん減っている。 

  そういう状態の中にあって、これは市長の判

断で続けるわけでありますけれども、もう少し

改革すべきではないかと私は思います。入場者

の増加を見込めるような内容とか、それぞれの

こともあろうと思いますけれども、この問題に

ついてどうか考えてもらいたい。さっき財政赤

字を申し上げましたけれども、全国的に見て大

きな理由は医療関係とスキー場だと言われてい

ます、この赤字の大きな問題は。市民には楽し

む場所も必要だと思いますけれども、もしでき

れば、財政がある程度改善されたときにまたす

るようにして、今、機械の整備なり、油を注入

するなりして一時休止するというようなことも

あろうかと思います。いずれにしても、この問

題は避けて通れませんよ、市長。まず考えても

らいます。以上です。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは斎藤議員の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  土地改良区の合併の動きはどうかということ

ですが、土地改良区設立状況調査によりますと、

全国の土地改良区数は平成元年の8,224から平

成20年では5,256と、64％まで減少しておりま

す。一方、山形県は全国より減少率が高く、同

時期で134から63へと47％まで減少しておりま

す。 

  御質問の合併の動きでありますが、近年、市

町村合併と並行して合併が多くなっております。

ここ10年間での全国の状況を見ますと、新設合

併は469で、合併に伴う解散も新設合併による

ものが1,031、吸収合併によるものが286と、市

町村合併とともに高い水準で推移しております。

土地改良区の合併は、改良区の財政事情や事業

の採択要件などの理由から今後も進んでいくの

ではないかと思われます。 

  新庄市におきましても、新庄土地改良区と新

庄市上野地区土地改良区の吸収合併が進められ

ており、本年７月７日に合併予備契約調印式が

とり行われました。この合併は、厳しい農業情

勢の中、水利施設の適正で効率的な管理、更新、

上野地区経営体育成基盤整備事業などの土地改

良事業を計画的かつ円滑に推進することを目的

としております。今後、運営基盤の強化と経費

の削減、土地改良施設の一元化管理と維持管理

の充実、土地改良事業の計画的実施などの効果

が期待されるところであります。 

  次に、泉田川土地改良事業にかかわっての御

質問かと思いますが、萩野県営圃場整備事業は

御存じのように昭和46年度に着工し、昭和55年
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５月までの間に山形県が策定した県営萩野地区

土地改良事業計画書に基づいて実施されました。

計画では、圃場の整備による後の農地の集団化、

農道の整備、用排水の分離を図り、近代的な大

型農業生産機械の導入による省力化を促進し、

農業経営の合理化を図ることが目的として掲げ

られました。この事業では、総額約17億3,400

万円の事業費により、萩野地区受益農家328戸

が耕作している水田のうち523ヘクタールの圃

場整備が実施されました。 

  その後、竣工した農地や施設は泉田川土地改

良区及び地域の管理組合等により維持管理され

ながら、今日の美田に至っております。最近は

平成19年度から開始された農地・水・環境保全

向上対策事業により、地域保全会を中心に農業

水路や農道等の施設維持管理を初め景観保存や

生態系保全が図られております。今後は農地の

集積など農業経営の合理化や所得の向上に資す

る施策を展開し、地域農業として継続可能な条

件整備に取り組んでいかなければならないもの

と考えております。 

  さらには、御質問の中の昭和47年から50年の

面工事終了後の換地配分で58年度までさまざま

な問題があったと、そこで配分面積に水がかか

らない部分があるが、自費でそれを管理、設置

していると。その辺に対する御質問かと思いま

すが、構造改善事業の取り組みについては既に

終了しているということで、これに対する不都

合な点があれば、今後さらにお話を聞かせてい

ただきたいと思います。 

  次に、財政改革についてでありますが、本市

におきましては100年に一度の大事業でありま

す山形新幹線新庄延伸事業に関連し、駅広場整

備や、ゆめりあ建設の大規模事業を行いました。

市の財政規模を超えた事業であったため、その

起債返済により財政事情は厳しい状況を迎えま

した。そのため、平成16年度に財政再建計画を

策定し、人件費の削減や起債発行の抑制による

公債費の削減を図るなど、財政健全化に努めて

まいりました。平成20年度で５カ年の計画期間

が終了しましたが、当時と比べますと財政状況

はかなり好転したと認識しております。 

  しかしながら、財政健全化法が制定され、健

全化判断比率が公表されましたが、実質公債費

比率が非常に高く、市民の皆様には大変御心配

をおかけしておりますが、全国的なレベルで申

しますと、19年度決算におきましては赤信号に

当たる再生団体が６団体、黄色信号の早期健全

化団体が38団体、計44団体が基準を超えた団体

となりました。 

  市の実質公債費比率は27.3％でしたので、本

市もこの44団体の中に入っております。ただ、

御報告しておりますように、20年度決算におき

ましては25.9％となり、1.4ポイント改善いた

しました。20年度の単年度では24.5％と、25％

を切っており、21年度決算では３カ年平均でも

25％を下回る可能性が大きくなってきておりま

して、指数的にも財政状況は好転してきている

と認識しております。 

  今後の見通しと対応につきましては、御質問

の中で今後地方交付税などが減少するのではな

いかとの御指摘がございましたが、私もそのよ

うに感じております。16年度策定の財政再建計

画に引き続き、財政再建プランを策定しており

ますが、市税と地方交付税の平成21年度から25

年度まで５カ年の減少が累計で７億円を超える

と見込んでおります。現下の経済情勢、特に企

業や流通、販売など大多数で業績が停滞し、個

人所得にまで大きな影響が深刻になっているこ

とを考えれば、国税５税により配分が行われて

いる交付税に影響が出ることは必至であります。

あわせて、国の財政事情や人口の減少により、

計画以上に厳しい状況になる可能性もあります。

今後の状況や見通しについて、できる限り情報

収集を行いながら、的確な対応がとれるよう努

めていかなければならないと考えているところ
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であります。 

  財政改革の次の市事業の見通し、見直しにつ

いてでありますが、市の事業は平成15年度から

毎年実施している行政評価において事業の成果

指標をあらわす物差しである成果指標により成

果を判断し、事業の方向性を決定しているとこ

ろであります。現在、平成20年度に実施した施

策と事務事業の事後評価と平成22年度に実施す

る予定の施策と新規事務事業の事前評価に取り

組んでいるところですが、事務事業の見直しの

基本となる行政評価の手法は全国統一様式によ

るものでなく、各地方自治体がそれぞれ創意工

夫した評価方式により作成しております。本市

も毎年評価の充実を図るため、内容について試

行錯誤しながら検討しているところですが、今

年度は施策及び事務事業の成果をあらわす物差

しである成果指標の再検討をしており、今後さ

らに行政評価の精度を向上させ、予算編成など

の財政運営や事業の選択と集中に役立てていき

たいと考えているところでございます。 

  御指摘のあった市民スキー場につきましては、

昨シーズンは12月31日から３月１日までの54日

間に約１万2,000人、うち小学校のスキー授業

として７校で2,400名の利用者があり、518万

8,000円の使用料収入がございました。対しま

して管理運営事業費は、指定管理委託料として

2,612万9,000円、修繕料として78万5,000円と

なっており、使用料収入の割合は約20％で、他

の体育施設とほぼ同じとなっております。 

  スポーツは、健康の保持、増進や体力の向上、

青少年の人間形成など、数字ではあらわせない

多くの効用が上げられますが、市民スキー場は

祭りと雪のふるさとを標榜する新庄にとりまし

て、冬期間における唯一の屋外スポーツ施設と

してなくてはならない施設と考えております。

今後とも効率的な運営を図ってまいりたいと考

えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いします。 

  以上、壇上からの答弁を終わらせていただき

ます。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 萩野県圃事業について

再質問したいと思います。 

  今、市長の方から「構造改善事業は終了しま

したので」という御答弁があったわけでありま

すけれども、この問題については昭和58年以降

も時々話題になりました。この水路問題が出て

から何回も話し合いしたりしております。今の

整備不良について、私は一番最初に泉田川土地

改良区に行って、何とか整備してもらえないか

という相談したわけであります。その際、この

区域が泉田川土地改良区の管理費を納入してい

ない地域になっておるので、整備するのは難し

いという話でありました。 

  私は、昭和52年から58年に換地配分して終了

した後も相当の長い間、萩野地区の事業組合長

として県圃事業を進めた経緯があります。そし

て、私が次の事業組合長に役を移管する際、10

アール当たり500円を改良区に納付すれば維持

管理をしてもらえると私は組合員に相談したと

ころであります。当時はまだ構造物も新しかっ

たせいか、私がそういうふうに勧めましたけれ

ども、加入しない方がいいのではないかという

声が大多数で、管理費500円というものを納め

ないような結果になったわけであります。した

がって、改良区から農道に砂利を敷いてもらう

とか側溝の整備をしてもらうことは今のところ

できない状態になっております。これは市長の

おっしゃったとおりであります。 

  そこで、事業主体の顔は県でありますので、

農村整備課に何回も行きました、今から４年前

からです。本来ならば県ですべきものでありま

すけれども、やはり市長がおっしゃったように

年数もある程度たっている。「今さら」という

言葉もありましたけれども、私は「今さら」じ
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ゃなくて「今まで」でしょうと言った。何回も

チェックして、不具なところを確認しなかった

県なり市の怠慢じゃないですか。何回も調査し

て確定測量もやって、見逃したということでし

ょう。つい最近、余りまだ年数たっていません

が、吉沢と萩野の県圃区域の中で中島という区

域、黒沢の人ですが、私の隣の人は配分を受け

た水田の水路が田の方に若干入り込んでいると

いうことで、農村整備課の方に申し入れしたと

思います。それで調査しましたよ。まだ幾らも

年数たってませんよ。私はその調査のときちょ

うどそこを通りかかって話を聞いたところが、

やはり水路が若干水田の方に入っていると、間

違いないという話をされました。その辺はどう

いうふうに直したか確認はしておりませんけれ

ども、ちゃんと直しているんじゃないですか、

その後。 

  例えばこれが水田でなければ……。減反して

いるから使わない人も２人いる。２人は今現在

使っていますよ。一番最後の人は今の水利権の

ある水路からずっとＵ字管を入れて本人の水田

までついておりますが、それから水が行かない

ために、ある方の池の水が落ちていっている。

利用している池の水をとめられると水田がつく

れないんですから、苗つくったり。そういう状

況にあるんですよ。 

  だから、これは減反してそういう状況もあり

ますけれども、大したことないんだけれども、

これが人命にかかわるとか危険を及ぼすものだ

ったら投げておかれますか、行政で。大分前に

新聞で見たことがありますが、兵庫県か岡山県

だと思います。浄水場のため池をつくった。フ

ェンスを張っておった。ところが、そのフェン

スの下に若干、１年生の子供がもぐるぐらいの

すき間があったと思います。そのフェンスを下

からもぐって越えて、小学校２年生の２人がも

ぐって中へ入った。ところが、ため池まで傾斜

があるために、とんとんと入っていってしまっ

た。ところが、傾斜があるため上がってこれな

かった。そして２人が亡くなった。大騒ぎして

探索から何かして、次の朝だったと思います。

２人の１年生の水死体が上がりました。行政の

責任というのは重いんです、市長、ちょっとし

たことでも。フェンスをあのぐらい張ってあれ

ば大丈夫だったのにと。「大丈夫だった」じゃ

ない、「大丈夫」でなければ。下から30センチ

とか20センチあけないで、下から全部張れば２

人の命が救えましたよ。そういうものを追及さ

れる。わずかなすきの事故でも、行政というも

のは。遊具でもそうでしょう。新聞で皆さんも

見たと思いますが、ちょっとしたきっかけで児

童が腕をもいだり、命を落とすことになる。新

聞で見たことがある。そのたびに行政が徹底的

に追及される。行政の重みとはそういうもんで

すよ。 

  今の水路の問題についても、例えば当人、当

事者という言葉がある。言葉はあらゆるものに

影響を与えると同時に貴重な存在だ、言葉とい

うものは。当事者という言葉を考えてみてくだ

さい。水が行ってない方が何十万も負担して、

10アール、10％の土地を提供して、その提供に

よって市道の拡幅、農道の整備、各集落のアク

セス道路、さらには大災害地帯の指首野川流域、

あれを解決するため２町歩も提供して、泉田川

にバイパスを抜いたじゃないですか。そういう

事業に全部協力しているんですよ、10％前後の

土地を。そういう人が水田を分けていただいた

けれども、水をつける水路がないとなったとき、

市長、あなたがその立場だったらどう考えます

か。当事者というものはそのぐらい重いんです

よ、責任からあらゆるもの。例えば交通事故に

遭って亡くなった、車いすになった、両腕がな

くなった、こういう事故を起こしても、当人は

本当に口にあらわせない被害者になっているわ

けです。しかし、第三者、親類にしても「ああ

大変だったな」と一たん思うだけ、後は感じな
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い。当事者というものは非常に重い、そういう

つらい思いをしている。市長が今の当事者にな

ったらどう感じるか。工事は終わったから何と

もしようないべと考えるかどうなのか、その辺

を確認したいと思います。あの水路だけは何と

してもお願いしたいような気持ちでおるわけで

すが、県補助金も含めて相当の負担金もして、

土地まで減歩して供給しているんだから、でき

ればというより、でかしていただきたい、こう

いう気持ちです。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 市長の答弁にもございました

ように、46年に着工しまして、55年に一応県営

の圃場事業は終わったと。終わった時点で圃場

整備された換地図面というものができ上がりま

して、それが地元におろされていると認識して

おります。その中で、それぞれ換地処分が３年

間もかかったということですけれども、集落と

いいますか、萩野地域の中でその圃場整備の完

成されたものが認められているというふうに私

は認識しているところでございます。その中で

農業用水路がすべて通っているという形で事業

が完了されていると私は考えております。 

  今現在、議員の御質問にございます内容です

けれども、田んぼといいますか、水田に農業用

水路が入ってない田んぼがあって、それを解決

したいという内容だと思うんですけれども、そ

ういう内容について県営事業でやらなかったか

らするという協議ではなくて、農業用水路の入

らない田んぼについて今後どうしていくのかと

いうことについては、市も土地改良区も含めな

がら協議していきたいと思っております。 

  以上です。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） この水路について、も

う１点申し上げたいことがありますが、平成何

年でしたか、圃場整備の換地登記が終わって相

当年数がたってからだと思いますが、萩野上野

線の市道が整備されました。その際、この問題

を抱えている県の農村整備課が主体の農林事業

がありました。皆さんも御承知のように、建設

事業の補助金は高くて50％、農林サイドの補助

金は、30％もありますけれども、50％、70％、

多いのは90％、地方自治体を救済するために政

府ではそういう制度をつくった。最初に田園都

市構想……、農村整備工事……、ちょっと忘れ

ましたけれども、17億6,000万円でそういう事

業を進めたことがあります。その後、俗に中山

間事業と言いますが、同じような内容で市道整

備をやった。これは自治体の財政を軽くするた

めにそういう制度を国で出したわけであって、

一たん市道を農道に切りかえて、そして整備が

終わった暁にはまたもとの市道に戻すという制

度だったと思います。 

  今の用水路の入っている、配管の入っている

上野線の工事につきましても、これは農村整備

課でやりましたけれども、その整備をしている

際に、私は現場で一緒になったんですが、県の

現場の指導者、監督だったんでしょう、「この

用水管は要らないでしょう」と私は言われた。

とんでもないこと言うなと、これは萩野県営圃

場整備事業によって配分を受けた人の用水路だ

から、これを廃管するなんてとんでもないこと

だぞと申し上げた。ところが、しばらくして後

で見たら管が撤去されている。さらに、市道沿

いに排水も設置されましたけれども、その中の

ため桝も水が通る状態でなく、めくらになって

いる、管が通らないように。こういうことをや

ったんですよ、県で。県で通した用水の水路を

県でとっ払ったんですよ。そういうことがあり

ますか、行政で。市だって何ぼ市道を県へ委託

したからって、どこに管があって、用水があっ

て、排水路があって、構造物があるか、そうい

うものを全然関係なく県へ委託するんですか。
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そのできた後も確認もしないで「はい、できま

した」と言って市道にするんですか。そんなの

あり得ないでしょう。上野線の市道にどういう

構造物があったか、どこに落差溝があって、ど

ういうふうに水路、用排水があったのか、当然

渡すときもチェックして、引き受けるときもチ

ェックしなければならない問題でしょう。その

時点でわかったはずですよ。 

  県が言うには、関係者が廃止してもいいと言

ったから廃止したと、こういうことだ。その廃

止と言ったのはだれだと。最後には４人のうち

１人だと、こういう言葉を返してよこしました。

問題は、４人全員が廃止してもいいと言っても

廃止すべきじゃないんじゃないですか。４人の

ものじゃないんですよ。公共の土地だよ、用排

水は。昔は悪水とか言った、ああいう水路も全

部国の用地になっていますけれども。４人の問

題じゃない、４人の用地じゃないんですよ、こ

れ。まして１人で廃止していいなんて、そんな

ことできますか。永久的に地権がある限り４人

なんていうことは考えられないよ。交換する場

合もある、売る場合もある、地権者は変わるじ

ゃないですか。自分の用地でないのに構造物を

廃止していいなんて、そんなこと言われるもん

じゃない。その辺も含めて、今後は農林課長の

言ったことに期待しておりますけれども、何と

か市長も、「事業は終わった」とか、そういう

一辺倒じゃなくて、困っている人に何とか別の

方法でもいいからやりましょうというような考

えを持ってもらいたいと思います。 

  それから、何回も申しますけれども、県が顔

で、市が構造改善の事業を進めた。内容は、顔

は県なんですが、市の事業に対する取り組みな

んていうものは県の倍以上も首を突っ込んでい

る、構造改善室で。あらゆるものを構造改善す

ると。事業組合長が境を決めるにしても田の区

割りにしても、ほとんど構造改善室と地区の役

員が決めた、もっとも私は事業組合長から入っ

ておりますけれども。だから、市では表面的な

関係はないでしょうけれども、実質的には県の

倍も責任のある内容よ、この県圃事業というの

は。だから、大した大きい問題でもないけれど

も、市で市道の管さえもあけなかったら、２メ

ートルぐらいのヒューム管２本か３本で水路と

ったんです。余計なことをして道路の管まで廃

管してしまったから、問題が大きくなってきて

金もかかるべ。県に直させろ、市長行って。こ

れ以上言うとあれだから、これでやめますが、

よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議をあす９月10日から９月

16日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議をあす９月10日から９月16

日まで休会し、９月17日午前10時から本会議を

再開いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時４８分 散会 
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平成２１年９月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２１年９月１７日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２１年９月１７日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

   （決算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第５５号平成２０年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第５６号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第５７号平成２０年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第５８号平成２０年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第５９号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第６０号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第６１号平成２０年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第６２号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第６３号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１０ 議案第６４号平成２０年度新庄市水道事業会計決算の認定について 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第１１ 議案第４８号新庄市市営バス設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 議案第４９号新庄市まちづくり応援寄附金条例の設定について 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 

日程第１３ 議案第５０号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第５１号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第１５ 議案第５２号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１６ 請願第８号私学助成予算の充実について 
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   （産業建設常任委員長報告） 

日程第１７ 議案第５３号新庄市農地有効利用支援整備事業分担金徴収条例の設定について 

日程第１８ 議案第５４号市道路線の認定について 

日程第１９ 請願第９号日米ＦＴＡ反対、農家経営の危機打開を求める請願 

 

日程第２０ 議案第６５号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第６号） 

日程第２１ 議案第６６号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第６７号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２３ 議案第６８号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第６９号平成２１年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２５ 議案第７０号個別外部監査契約の締結について 

日程第２６ 議会案第９号私立学校助成予算の充実を求める意見書の提出について 

日程第２７ 議会案第１０号日米ＦＴＡ反対、農家経営の危機打開を求める意見書の提出について 

日程第２８ 議員派遣の件 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、斎藤義昭君より少し遅れるとの連絡が

ありました。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第１議案第55号平成20年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第10議案第64号平成20年度新庄市水道事業

会計決算の認定についてまでの10件を一括議題

といたします。 

  本件に関し決算特別委員長の報告を求めます。 

  決算特別委員長山口吉靜君。 

   （山口吉靜決算特別委員長登壇） 

山口吉靜決算特別委員長 皆様、おはようござい

ます。御苦労さまでございます。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついての報告でありますが、御案内のとおり、

決算特別委員会は全議員をもって構成されてお

りますので、要点のみの御報告とさせていただ

きますこと、まずもって御了承願います。 

  それでは御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第55号平成20年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第64号新庄市水道事

業会計決算の認定についてまでの計10件であり

ます。審査につきましては、９月14日と15日の

両日にわたり活発な審議が行われたところであ

ります。 

  初めに、議案第55号平成20年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論、小嶋冨弥委員より認定することに賛成

の討論があり、起立採決の結果、賛成多数で認

定すべきものと決しました。 

  次に、議案第57号平成20年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第58号平成20年度新庄市老人保健事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第60号

平成20年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、議案第61号平成20

年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、議案第63号平成20年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についての５件は、質疑、討論はなく、

採決の結果、全員異議なく認定すべきものと決

しました。 

  次に、議案第56号平成20年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第59号平成20年度新庄市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第62

号平成20年度新庄市介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、議案第64号平成20年

度新庄市水道事業会計決算の認定についての４

件は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全

員異議なく認定すべきものと決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託された案件、議

案第55号平成20年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第64号新庄市水道事

業会計決算の認定についてまでの10件について

は、いずれも認定すべきものと決しました。 

  最後に、議長よりよろしくお取り計らいくだ

さいますようお願い申し上げ、決算特別委員会

における審査の経過と結果についての御報告と

いたします。よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 
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  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず、委員長報告のうち賛成多数で認定すべ

きものとした件について採決いたします。 

  議案第55号平成20年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第55号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、議案第56号平成20年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第57号平成20年度新庄市交通災害共済事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

58号平成20年度新庄市老人保健事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、議案第59号平成20

年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第60号平成20年度新庄

市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、議案第61号平成20年度新庄市営農

飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第62号平成20年度新庄市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第63号平成20年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第64

号平成20年度新庄市水道事業会計決算の認定に

ついての９件について、委員長の報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第

59号、議案第60号、議案第61号、議案第62号、

議案第63号、議案第64号の９件は、委員長の報

告のとおり認定することに決しました。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第11議案第48号新庄市市営バ

ス設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について並びに日程第12議案第49号

新庄市まちづくり応援寄附金条例の設定につい

ての２件を一括議題といたします。 

  本件に関し総務常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。 

  今期定例会に当委員会に付託されました案件

は議案２件であります。審査のため、９月10日

午前10時より議員協議会室において委員６名出

席のもと、政策経営課職員の出席を求め、審査

を行いました。 

  初めに、議案第48号新庄市市営バス設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、政策経営課より補足説明を受けた後、

審査に入りました。政策経営課より、このたび

の改正は、登下校に利用する市営バスの使用料

納付の方法について、保護者からの要望を受け

て車内での現金納付から前納制に変更するため

のもので、パスの交付を行い、利用実績に応じ

て精算することを考えているとの説明でありま

した。 

  委員より、義務教育は機会均等であるべきで、

保護者に通学費負担が生じることは疑問だ、萩

野地区の保護者負担に２万9,000円から３万

7,000円の差が生じているが、これをどう考え

ているのかとの質問に、政策経営課より、スク

ールバス利用者の負担とのバランスをとり、ス

クールバス利用者の負担限度１万2,500円を上
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回る額については児童生徒通学手段確保対策協

議会から萩野地区保護者に支払われており、実

際の負担は１万2,500円を超えない仕組みにな

っているとのことでありました。 

  委員より、義務教育においては学校との距離

によって負担に差が生じるのは公平性に欠けて

いる、市営バスの無料化を検討すべきである。

また負担の限度額が１万2,500円ということで

あれば、保護者負担を最初から１万2,500円と

するように検討すべきとの意見があり、政策経

営課より、通学バス、路線バスの入っていない

地域のこと、また政策的、財政的なこともあり、

教育委員会など関係機関と協議をし、議論を行

っていきたいとの答弁でありました。 

  そのほか少子化対策の一環として教育に対す

る補助等を考えるべきとの意見などがあり、採

決の結果、議案第48号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第49号新庄市まちづくり応援寄附

金条例の設定について、政策経営課より補足説

明を受けた後、審査に入りました。政策経営課

より、条例の規定内容として寄附金を活用する

事業は２条に定めており、振興計画の五つの基

本目標に関する事業で、寄附者がその項目を指

定できる。寄附金を管理するため、まちづくり

応援基金を設置し、そのため、この９月補正予

算にはこの基金への繰り入れを計上している。

そのほか基金の処分などを規定しているが、寄

附金の実績については、平成20年度は18件85万

9,000円、今年度は現在まで11件128万円となっ

ており、寄附をいただいた方には礼状のほか御

礼の品などを送っているとの説明でありました。 

  委員より、御礼の品を送ることについては寄

附者の本意ではなく、これをやめるべきと考え

るが、執行部内での議論はされたかとの質問に、

政策経営課より、議論の上、21年度は御礼の品

を送ることにしたが、来年度については検討を

したい。なお、昨年度は辞退者が１名いたとの

答弁でありました。さらに政策経営課より、新

庄市民が他市町村に寄附している件数は13件あ

り、寄附金総額54万円で、これにより市税減収

額は16万9,782円となる旨報告がありました。 

  そのほか他市町村の状況等について質問があ

りましたが、採決の結果、議案第49号は全員異

議なく可決すべきものと決しました。 

  以上をもって総務常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第48号新庄市市営バス設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号新庄市市営バス設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

は、委員長の報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第49号新庄市まちづくり応援寄附

金条例の設定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号新庄市まちづくり応援寄附金条例

の設定については、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第13議案第50号新庄市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

てから日程第16請願第８号私学助成予算の充実

についてまでの４件を一括議題といたします。 

  本件に関し文教厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。私から、文教厚生常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案３件、

請願１件であります。審査のため、９月10日午

後１時30分より議員協議会室において委員６名

全員出席のもと、審査を行いました。 

  初めに、議案第50号新庄市国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定についてですが、

これに関しましては９月１日に開かれました文

教厚生常任委員協議会での協議を踏まえ、審査

に入りました。さきの文教厚生常任委員協議会

における健康課の説明は、緊急の少子化対策と

して平成21年10月１日から平成23年３月31日ま

でに出産した場合、出産育児一時金を４万円引

き上げ、あわせて出産育児一時金の申請及び受

け取りを医療機関と保険者が直接行う直接支払

い制度を導入し、あらかじめまとまった現金を

用意して出産費を支払う経済的負担の軽減を図

るとの説明がありました。 

  委員から、正常出産で上限の42万円を超える

ことは想定されるのかとの質問があり、健康課

から、平成20年２月に行った出産費の調査結果

の全国平均約39万円をもとにしている、個室な

どを使った場合42万円を超える可能性があると

思うとの説明でした。このような協議内容を踏

まえ、審査ではさしたる質疑なく、採決の結果、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議案第51号新庄市民文化会館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてと議案第52号新庄市雪の里情報館設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、関連がありますので一括議題

とし、生涯学習課から説明を受け、審査に入り

ました。 

  生涯学習課からは、ことし４月から市民プラ

ザとわくわく新庄で導入している利用料金制を

指定管理者の更新時期を迎える市民文化会館と

雪の里情報館に導入しようとするもので、この

改正により指定管理者の自主的経営努力が発揮

しやすく、また行政側と指定管理者側との会計

事務の効率化が図られるとの説明でした。 

  委員から、減免についての質問があり、生涯

学習課から、減免については改正案の第18条に
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規定しているように教育委員会が定める減免規

定により従来どおり行うとの説明でした。 

  また、委員から、指定管理者が利用料金とし

て得た収入の使途について質問があり、生涯学

習課からは、算定された利用料の見込み額を超

えた部分については指定管理者が自由に使うこ

とができるとの説明でした。 

  このほか、経済面にこだわることで文化の発

展に影響が出ないか懸念する意見、利用料金を

導入したことによって得た利益は指定管理者の

もとで働く人に分け与えるよう指導してほしい

との要望がありました。 

  その他質疑、意見がありましたが、採決に入

り、まず議案第51号について採決を行った結果、

議案第51号は全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  次に、議案第52号について採決を行った結果、

議案第52号は全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  最後に、請願第８号私学助成予算の充実につ

いてですが、初めに私から請願者並びに新庄東

高等学校への聞き取りを行った内容を説明した

後、審査に入りました。 

  私からは、請願の内容について、請願書に記

載されているとおりですが、請願理由に記載さ

れている「公私格差」という文言と「高校生の

退学や中学校の進路選択の妨げになっている」

という文言について確認したところ、県の教育

予算において公立学校と私立高校の差は３倍以

上であり、新庄東高等学校では昨年、親の経済

的なことを主な理由とした退学者が１名出てい

るとの説明を行いました。 

  委員から、請願理由にもあるように、少子化

により生徒数が減少している中で、学校運営が

厳しくなっている状況から見れば賛成であると

の意見があり、採決の結果、全員異議なく原案

のとおり採択すべきものと決しました。 

  以上で文教厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果について報告を終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第50号新庄市国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定について、質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号新庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第51号新庄市文化会館設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号新庄市文化会館設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第52号新庄市雪の里情報館設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号新庄市雪の里情報館設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第８号私学助成予算の充実につい

て、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第８号私学助成予算の充実については、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第８号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第17議案第53号新庄市農地有

効利用支援整備事業分担金徴収条例の設定につ

いてから日程第19請願第９号日米ＦＴＡ反対、

農家経営の危機打開を求める請願までの３件を

一括議題といたします。 

  本件に関し産業建設常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。私から、産業建設常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は、議案２件と請願１件です。９月11日午

前10時より市役所議員協議会室において委員６

名と、説明のため農林課、都市整備課から関係
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職員の出席を求め、審査を実施いたしました。 

  初めに、議案第53号新庄市農地有効利用支援

整備事業分担金徴収条例の設定についてです。

農林課からは、地域が目指す営農体系への変更、

定着、施設管理の省力化、耕作放棄地の未然防

止を目的とした小規模基盤整備を支援し、食料

供給力の強化に向け国が本事業を策定したこと

を受けて、本市においては改良区、水利組合、

団体が管理している以外の事業主体となること

のできない個人の整備について、市が事業主体

となり、農地有効利用支援整備事業に要する費

用に充てるため、地方自治法の規定に基づき受

益農家の分担金徴収方法を定めるため、条例の

設定を提案するものであること、この事業につ

いては国より事業費55％が補助されること、ま

た45％の受益者負担のうち市が10％を持ち、受

益農家の分担金は35％を見込んでいること、加

えて１カ所当たりの工事が200万円未満の小規

模な事業が対象で、期間は平成21年から23年ま

でであるとの説明がありました。 

  委員からは、具体的にはどんなイメージかと

の質問があり、農林課より、例えば土側溝があ

り、雨などでしょっちゅう崩れてしまうなどと

いうのがあれば、本事業を使って200万円以内

の事業なら修理できるということ、新庄市がか

かわるというのは、土地改良区以外の区域で農

家２戸以上があったとき、新庄市に申請しても

らうことで事業を実施することができるとのこ

とです。また、これまではどうだったのかとの

質問があり、国の改良事業は今まで200万円を

超える大規模なものしかなかったが、今回200

万円未満の小規模なものに適用する制度をつく

ったとのこと。 

  ほかの委員からは、この事業のＰＲはどこで

するのかとの質問があり、農林課からは、市で

は「農業だより」に掲載しており、問い合わせ

も既に来ているということ、また改良区でもＰ

Ｒしていて、７月末で新庄市土地改良区19カ所、

泉田川土地改良区３カ所、鶴の子土地改良区で

２カ所が対象候補に上がっているとのこと。 

  委員より、農家の人から「知らなかった」と

言われないよう周知を徹底してほしいとの意見

がありました。 

  その他さしたる質疑はなく、採決の結果、全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第54号市道路線の認定についてで

あります。 

  都市整備課より、道路網の整備を図り、市民

福祉の増進に資するため、道路法第８条２項の

規定により提案するもので、末広町線は民間の

宅地開発によって整備され、このたび事業の完

成に伴い市に帰属されることから、市道末広町

線として新たに申請するものであり、場所は末

広町青葉歯科医院の裏との説明がありました。 

  委員からは、道の幅員はとの質問があり、延

長78.8メートル、幅６メートルで、認定する基

準に合致しているとの説明がありました。 

  ほかの委員から、市道となるには延長は何メ

ートルでもいいのかとの質問があり、公道に接

続しているなど認定要綱に沿うものであれば、

特に長さの規定はないとのことでした。 

  この件に関しては、その他さしたる質疑はな

く、採決の結果、全員異議なく可決すべきもの

と決しました。 

  次に、請願第９号日米ＦＴＡ反対、農家経営

の危機打開を求める請願についてです。 

  審査の前に、協議会において紹介議員より趣

旨説明をいただいた後に審査に入りました。 

  委員からは、ＷＴＯの話し合いが進まない状

況と、それが解決しないため二国間の協議を進

めているような気がするとの意見、今、アメリ

カ、オーストラリアでどういう農産物の輸出入

交渉が進められているのかとの質問があり、農

林課から、オーストラリアからの輸入の主な農

産物として牛肉、雑木、チーズ、小麦、大麦、

砂糖、米といったもので、アメリカとはまだ交
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渉に入っていないので、どのようになるかはっ

きりしていないこと、新聞等によれば輸出の

30％は日本向けを想定しているようだとの説明

がありました。 

  ほかの委員からは、本請願は日本農業を守る

ために必要なことで、ＦＴＡ締結には反対で、

この趣旨に賛成ですとの意見が出されました。 

  その他さしたる意見はなく、採決の結果、全

員異議なく採択すべきもの決しました。 

  以上で当委員会に付託されました案件の審査

の経過と結果についての御報告といたします。

よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第53号新庄市農地有効利用支援

整備事業分担金徴収条例の設定について、質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号新庄市農地有効利用支援整備事業

分担金徴収条例の設定については、委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第54号市道路線の認定について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号市道路線の認定については、委員

長の報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第９号日米ＦＴＡ反対、農家経営

の危機打開を求める請願について、質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第９号日米ＦＴＡ反対、農家経営の危機

打開を求める請願は、委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第９号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

日程第２０議案第６５号平成２１

年度新庄市一般会計補正予算（第

５号） 

 

 

平向岩雄議長 ここから９月補正予算関係、日程

第20議案第65号平成21年度新庄市一般会計補正

予算（第６号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 10ページの農林水産事

業費、乾燥調製施設等リニューアル対策事業補

助金と、今の農地有効利用支援整備事業につい

て、二つお聞きします。 

  実は、前段の乾燥調製施設等リニューアル対

策事業費の補助金に対しては、６月補正にも出

てきたんですけれども、どうして一元化という

か、６月に出されなかったのか。ということは、

これは市を通して申し込むんですか。それとも

単独で県に各農業団体が申し込んで、市はただ

トンネルの状態で受け付けするだけですか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 この乾燥調製施設等リニュー

アル事業につきましては、市を通して県の方に

申請されるものでございます。６月に１件あっ

たわけですけれども、それにつきましては前回

の６月議会でも答弁しましたけれども、３月以

前に市の方から各農協の方にこういう事業があ

りますと、こういう事業の要望がございません

かということがあったんですけれども、市の方

に返事がなかったということで、３月31日とい

うぎりぎりの日に県の方から逆に農協さんの方

に「ないか」と確認して、県の方にこういうこ

とをしたいと農協さんの方で言ったらしいんで

す。それで、６月補正に上げた案件につきまし

ては、逆に市の方では県の方から内報といいま

すか、そういうことで１件、この事業について

内示しますよという文書が来て初めてわかった

ということで、４月に入ってからわかったとい

うことで、それで６月議会に上げたということ

です。今回の件につきましては、その段階で金

額が非常に高かったということと、該当の農協

さんの方でリニューアルする際に全面的なライ

スセンターのリニューアルだということで、修

繕そのものが今回の収穫期が終わってからの修

繕だということでございます。それでもって工

期が11月過ぎてからするということで、今回の

９月補正にしたと。それで、県の方でも21年度

の予算の中でこれに対応するということなので、

市もそれに合わせて９月補正で対応したいとい

うことで、今回計上したものでございます。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 私が聞きたいのは、最

初は市が各農業団体にそういう事業があります

よと言って、申し込みがなくて、県の方から逆

に来たということはちょっとおかしいんじゃな

いかと私は思うんですよね。やはり行政と農業

団体が情報の共有化というか、そういうことが

必要じゃないかと思うんです。市を通さなくて、

どうして県に行って、県から市に来る、そのこ

と自体が新庄市はなめられているんじゃないで

すか、これ。おかしいと思いませんか。あくま

でもこれは市が窓口であって、そして市から県

に上げてやるのが事務的な補助金、そういう感

じじゃないですか。別に新庄市でこれに補助金

を上乗せするわけじゃないんですけれども、ち



- 117 - 

ょっと体制がおかしいと私は思います。これか

らもいろいろあると思うんですけれども、そう

いう意味で、やはり行政と農業団体、それは

我々に、農家というか、市民にかかわってくる

ことですので、その辺は十二分に農業団体とこ

れからも情報の共有というか、一元化というか、

それをお願いしたいと思います。 

  あと１点、今、議案第53号が可決されまして、

通りましたけれども、農地有効利用支援整備事

業ですか、これまた大変いい事業なんですけれ

ども、今回、補正予算が上がる前に８月の「農

業だより」に出ていましたよね。市で支援する

というのは全然書かれておりません、ただ補助

率55％。やはりはっきりしてから出すべきじゃ

ないですか、これ。再度「農業だより」を使っ

て、新庄市でも10％上乗せしますよと、あとは

改良区、受益地区以外ですか、そのような方々

も対象になりますというような、もう少し詳し

いことをこの次の「農業だより」の方に教えて

もらったら大変地元農家としてはありがたいと

思うんですけれども、その辺のところもう一回

お願いします。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 ８月に「農業だより」を出し

ていましたけれども、新庄市の支援、今回の計

上で10％するとしていましたけれども、まだ議

会の方にも通してないということで、国の制度

としてこういう事業ができるということをまず

農家の方にお知らせしたということでございま

す。それで、結局、従来市の方で一般土地改良

事業ということで、こういう小規模事業につい

て30％の補助というのがあるわけですけれども、

そういう中で今回のやつは国の方で55％の事業

があるというところでかなりメリットがあるの

かなというところで、まず第一報でお知らせし

たということです。 

  あともう１点は、窓口なんですけれども、そ

ういうふうな農家の方の相談窓口といいますか、

それは新庄市でいいと思うんです。その中で、

例えば土地改良区の区域の中の農家から相談が

あれば、その地区については例えば土地改良区

の方とこういうことで相談とかなんとか、そう

いう調整役といいますか、そういうところも担

いまして、窓口は新庄市農林課にしたというこ

とでございます。 

  なお、これは土地連の方で受け付けしている

わけですけれども、この事業の受け付け期間と

いいますか、それが今年度の予算の枠があるま

でということになっていますので、それが例え

ば10月、11月で終わるのか終わらないのかとい

うことはあるんですけれども、そういう中で制

度が一応23年度までということなので、近い

「農業だより」の中でこの制度の詳細について

また出したいと思います。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 実は、どうして前の件

とこれを言ったかというのは、この事業も私が

聞いたところによると５月中に農林課の担当者

は説明を受けているはずですね。なかなか腰を

上げなくて、改良区さんの方から、固有名詞を

出して大変申しわけないんですけれども、新庄

市でもお願いできないのか、そういう話があっ

て、ただ８月にこのような文章を流したと。こ

れも先ほど言いましたように、行政と、さっき

は農業団体、農協ですけれども、ＪＡですね、

今回の事業は改良区関係なんですけれども、行

政とそういう団体が国から来た情報を共有化し

てやってもらわないと、一番困るのはここに住

んでいる住民なんですよと私は言いたいんです。

その辺はこれからも十二分に各種団体と行政が

一体となって、このような補助金等がありまし

たら一緒になって情報の共有化を図っていって

もらいたいと思います。以上で終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 
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６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 22ページの商工費の商

工振興費ですが、金融対策事業費の産業立地促

進資金融資制度貸付金833万4,000円、これは富

士ソーイングということでお伺いしますけれど

も、今年度に入ってこういう貸し付け制度がそ

のほかにあったかどうか１点と、金利はどれほ

どの金利なのか、それから富士ソーイングさん

では事業拡大に伴っての融資制度なのか、何を

されるからこうなんだということも含めてお伺

いをします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ほかにあったかどうかと

いうことでございますが、ほかにはございませ

ん。あとは利率でございますけれども、この制

度につきましては市の原資を山形県信用保証協

会を経由して銀行に預けると、金融機関に原資

を貸し付けるというシステムでございまして、

銀行からの貸し付けにつきましては年利0.9％

と聞いてございます。以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） この貸し付け制度はず

っと通常でやられている状態で、例えば政権が

かわったわけでありますけれども、緊急経済対

策の企業に対する融資制度だとか貸し付け制度

だとか、つなぎ制度だとかということで、かな

りの基金、もうちょっと金利の安いというか、

国の施策として緊急経済対策の一環としての融

資制度もあるわけですよ。もう１点の富士ソー

イングさんは何のためにこれを使われるのかと

いうことをお伺いしてなかったのですが、そう

いう状態のときにはできる限り金利の安い方を

使っていただいて、新庄市のためにというか、

0.9％というのは結構な金利だなということで、

これは一般の今までの状態だと思うんですけれ

ども、緊急経済対策のためのいろんな施策の展

開の中にはそういう部分はあるのかないのか。

一時、それぞれ企業が倒産、その運用資金等々

ということで、緊急経済対策の中につなぎ資金

等々の貸し付け制度もあったはずなのです。そ

ういう部分との兼ね合いはどうなんですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 説明が抜けて大変申しわ

けございません。何のためかということでござ

いますけれども、富士ソーイングさんでは事業

拡張のために増築をしたということでございま

す。 

  この制度について若干触れさせていただきま

す。新庄市産業立地促進資金融資制度について

は要綱がございます。その要綱に沿って実施し

ているわけでございますが、中小企業者が市内

の工業団地への立地、移転、増築等で必要な資

金の融資を円滑にするため、市が山形県信用保

証協会を経由して金融機関に原資を貸し付ける

という制度でございます。このうち、新庄市が

３分の１、県が３分の１、銀行が３分の１とい

うことで、三者の協調した融資ということでご

ざいます。 

  ほかのものを使うことはなかったのかという

ことでございますが、富士ソーイングさんはこ

の制度を活用したいということで申請を出され

て、県で認定していただいてこのような形にな

ってございます。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 14ページ、市町村合併

推進費、ここで２億4,858万6,000円戻しがある

わけですが、この予算は６月補正に２億3,573

万8,000円を立てまして、合併破談によりまし

て戻しているというのが主な金額ですが、これ

がすべてでありませんけれども、６月に補正で
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こういうふうに予算を立てて、７月末で不用と

いう状況になったわけです。これは皆さんもご

承知で、わかるんですけれども、その立て方に

問題がなかったかどうか。私は当初６月に随分

早いなという印象を持って、別に何も申し上げ

ませんが、計画からいって８月に正式な回答を

求めるんだと、出るんだということを我々に報

告してあったわけです。にもかかわらず、６月

にこういうふうに無理に予算を確保して、調整

基金まで取り崩してやったという、その行為、

こういうことが２カ月足らずで不用になるとい

うのは前代未聞で、私も全然ほかにも記憶ござ

いません。この作業が適当であったかどうか、

どう考えているかをお伺いしたい。 

  また、８月31日で完全に解散して、事務所も

全部引き払っているという状況で、清算がつく

と思うんです。今現在では詳細が出るかどうか

わかりませんが、最終的な総括の報告を私はい

ただきたい。人件費を含めてどのぐらい合併に

費用を費やしたか、詳細に報告する意思はある

かどうか、準備があるかどうか、その辺をお伺

いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 合併に要するシステム

関係あるいは例規集関係につきましては、その

時点の補正のときにお願いしてお話ししました

ように、今後のスケジュールを進行していく上

で、特にシステムについてはいろいろと契約し、

調整し、さらに試運転をして、来年３月23日の

合併時までシステムとして稼働していくにはそ

の時点で予算化をしていただきまして、どの機

種を導入して、どういうシステムで統合し、ス

ケジュール管理をしていかなければならないの

かということで、その時点ではぎりぎりであっ

たということで、６月で補正をしていただいて

御理解をいただいたと感じております。 

  それから、合併にお金がどのくらいかかった

のかということにつきましては、直接的な合併

の事務局費については既に全協あるいはその

時々の議会の中でお話しさせていただきまして、

このような形で清算いたしましたということで

御報告させていただいております。あとは直接

的、間接的な経費につきましては、前々からお

答えしていますように、経費のとらえ方、直接

的には合併事務局費は人件費を含めて計算でき

ますけれども、それ以外の各市町村で分科会あ

るいは事務レベルで職員が個々にかかった、あ

るいはいろんな事務の調査費にかかった事務的

な経費、労力を計算するということは、ちょっ

と難しいのではないかと私どもは考えています。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 清算費用に関しては、

出せないものを出せというのではなくて、実際

出費した、明らかに計算ができる数字としてあ

らわせるものをぜひ出していただきたい。 

  それから、ぎりぎりの補正予算の提出であっ

たと言いますけれども、そっくり戻ってきてい

るわけです、１円も手をつけないで。それから

すると、果たしてその６月の時期が適当であっ

たかどうか。私は適当でなかったと、早過ぎた

ということが言えるんじゃないかと。幾らかで

も、この３項目、予算を出したときの情報シス

テム統合業務委託、データ提供業務、電算機購

入、ぎりぎりであったらば、これ幾らかでも使

ってなきゃおかしいんじゃないですか。待てた

はずです、これからいって、結果から見れば。

もう１カ月は待てたはずです。ゼロで返ってき

たから私は質問するんです。本当に必要であっ

て、これの予算を立てなきゃないとすれば、何

も６月定例でなくて、臨時議会を開いてこれを

承認してもらってもいいわけですから。ほかの

計画、合併の計画が８月最終回答だと言って最

初やったんですよ、計画の中に。それを合わせ

るべきじゃなかったんですかと私は思うんです。
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そういうやりとりは、私は協議委員じゃないの

でわかりませんけれども、その動向、相手の動

きを見ながら当然こっちは歩調を合わせてやっ

ていくというのがやり方であろうと。決してこ

れからいっても８月の回答を待ってからこの２

億3,000万円の補正を上げても何ら遅くなかっ

たと私はとっているんですけれども、その辺ど

うですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 システム関係費に関し

て言わせていただくと、これは分解して何十円

とか何百円とか何万円とかということで使える

お金というよりも、委託料あるいはそういった

データの統合料といったことで、金額そのもの

がセットになってございますので、この部分は

使える使えないということではございませんで

した。そういった性格のものであるということ

を御理解いただきたいと思います。 

  それから、これはいつどのようにして予算を

計上するかということは、合併協議会あるいは

戸沢村とのお話し合いの中で、こういう日程で

予算を計上して進行管理をやっていきましょう、

スケジュール管理をやっていきましょうという

ことでお話し合いをした上で予算を計上させて

いただいておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 協議の中でも数多くの

項目にわたって「合併後に話をする」というよ

うな文言が非常に多く出てきました。この準備

も必ず３月中に全部終わらせなければならない

ということでもないんじゃないかと、私は素人

ですけれども、そういうふうに見えるところも

あるんですけれども、そのまま現状でやってお

いて、完全に合併後において徐々に直していく

ということでも私はできるんじゃないかと見て

いました。これをやらないと全然一歩も動かな

いというんだったらば、これはやむを得なかっ

たと思いますが、私はそういうふうにでき得る

と思っていました。何千項目あっても、ほとん

ど私が目を通して見ているというと、合併後に

調整しましょうというものがほとんどでなかっ

たですか。途中まで審議やって、新たにこうい

うことで調整してやりましょうなんていうのは

数えるほどしかなかったんじゃないですか。だ

とすればこれだってそういうふうに来年の４月

以降にやっても一向やれないということはなか

った。余裕ある財政の中でやるんだったら私は

何も言いませんけれども、ないものをかき集め

て２億3,000万円つくってやったんでしょう。

もう少し慎重を期するべきだと。財政再建中で

しょう。そういう考えを頭から取ってはならな

いんじゃないかと、ぎりぎりまでやはり待つべ

きであると私は思うんです。やむを得ないと一

言で言えばやむを得ない、それで終わりますけ

れども、内容としてはそういうことじゃなかっ

たんじゃないかなと私は思っていますので質問

したわけです。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 システムは、合併する

町村の最も基本的なことでありまして、このシ

ステムを統合しないと合併はあり得ません。し

たがって、何を先にするかというと電算システ

ム、いわゆる市町村に関する税務、住基情報、

福祉、財政、すべて今コンピューターシステム

で稼働しているわけです。その基本となるコン

ピューターシステム、いろんな情報システムを

統一しないと今の行政は推進されないという仕

組みになっていますので、まずこれを統一して

一体的な市政運営、行政運営をしないと、その

合併はなり得ないというような前提で進められ

ております。したがいまして、これを合併する

日まで統一して稼働する体制を組めないと合併
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は進めないんです。そういった意味で最優先課

題としてこれを取り組みました。ぎりぎりどの

ぐらいまで待てるのかということで検討した結

果、その時点まで、８月いっぱいに契約しない

とこれは今後のスケジュールに大きな支障が出

るということで、ぎりぎり待って６月の補正に

計上させていただいたという経緯がございます

ので、ひとつ御理解いただきたいと思います。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０５分 休憩 

     午前１１時１５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 私の方から、一つは、

これは13ページ、２款１項７目、通信運搬費、

今回は補正予算で通信運搬費はここと農林予算

とか、特別会計の健康保険、そういうところで

通信運搬費がのっているんですが、これは全般

的に通信運搬費は各課でいろんな形で郵送ある

いは配達、そういうものがあるわけでありまし

て、そこで私がお聞きしたいのは、この郵送物

に関しての取り扱いというか、対応はどうなっ

ているのかなと。役所から郵送されるものは、

それなりの公共性を有して重要な文書、書類、

証書、いろんな形のものが市民、関係住民に郵

送されるわけであります。そうした場合、郵送

されるものが記録が残らないというのが普通郵

便、そいう状況があると聞いて私もびっくりし

たわけですが、市の方では各家庭というか、各

市民に郵送するものは各課がそういう記録はと

っておられるのか、おられないのか、その辺も

お聞きしておきたいと思います。 

  そして、重要な書類というか、郵送がされな

かった場合、これはどこで、その責任の所在と

いうか、出てくるか。私は郵便局にも問い合わ

せしました。そうしたら、普通郵便はどこもチ

ェック機能が働かない。そうした場合、悪用さ

れるような書類も市の方から、例えば健康保険

証とか、そういうものが届かなかった場合、ど

こかで配送漏れ、郵送漏れになった場合、何ら

かの形で紛失なったとなった場合、どこで責任

をとられるのか。市の場合、健康保険証に関し

ては特定郵便、１通65円で郵送されているとい

うような状況をお聞きしました。保険証じゃな

くて、各文書、書類、そういうものはどういう

形で郵送されているのかお聞きしておきたいと

思います。 

  もう一つは、20ページの４款２項２目、バイ

オマス活用生ごみ収集事業費38万9,000円、今

回の補正であるんですけれども、生ごみ収集、

これは農林課サイドの堆肥製造と関連してやっ

ているわけなんですが、この事業、お聞きした

ところ、これを始めたのが平成11年、当初はモ

デル事業で２町内ですか、桧町、千門町、その

町内が10年たった今もそういう状況でその事業

が展開していると。この辺のモデルで始めた事

業が今もなおかつそういう10年も経過しても同

じようなシステムというか、同じような町内、

同じような集配業務をやっている、この辺、担

当課の方でどういう計画を持って進めるのかお

聞かせいただきたい。 

  25ページの８款５項１目、市営住宅建てかえ

事業移転助成金185万円、これは東山雇用促進

住宅を市で買った。そこへ松本団地から移転さ

せるという事業だと。これはどのぐらいの戸数

があって、１戸当たりどのぐらいの移転費が盛

り込まれているのかお聞かせいただきたいと思

います。 

  もう一つ、これは前回、29ページの10款４項

３目ですが、地区公民館費において南部地区公

民館のことをお願いというか、対応をというこ

とで質問したわけですが、早速生涯学習課の方
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で予算を立てていただいたということに感謝申

し上げるところで、あのときこういう状況だよ

と私が説明したわけですが、この辺の見積もり

をとっての254万2,000円というのは見積もりを

いただいたところでこういう試算になったかな

と思うんですが、この辺の仕事、事業の発注、

できるだけ早目にお願いしたいなということが

ありますが、その辺のお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。まず、以上質問します。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 郵送に関してですけれども、

市から発送する文書ですので、公文書管理全般

を総務課で担当しておりますけれども、毎日定

められた時間までに総務課に集約しまして、そ

れを私どもの方で郵便局に持っていくという仕

組みで郵送物については管理しております。た

だ、総務課の方ではもちろん封をされた状態で

すので、通数管理といいますか、どこの課でい

つ何通出したというような通数管理にとどまっ

ていますので、いつだれにどのような内容のも

のを郵送したかということについては、各課に

おいて責任を持って管理しているという状況で

す。例として挙げられました健康保険証に関し

ては、どのような事例があったのかわかりませ

んけれども、健康課長の方からその郵送管理に

ついて答弁いたします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 清水議員の国民健康保険被保

険者証の郵送関係については、毎年９月１日の

更新時期を８月ごろに大体一斉送付しておりま

す。世帯数で約6,500世帯ほどになりますけれ

ども、ご指摘のとおり、13市の中では３市が配

達証明つき郵便で郵送されていると聞いており

ます。私どもの方では特別郵便ということで、

65円の方法でもって保険証は郵送されておりま

して、配達証明つき郵便については240円とい

うことで、その差が１通175円ほどかかるわけ

で、確かに普通郵便については御指摘のとおり

リスクはあると思われます。ただ、この費用に

ついては6,500世帯の方ですべて配達証明つき

にすれば約100万円以上の輸送費が従来よりも

費用がかかるということでありますので、この

辺今まで何か不都合があったのかどうかという

ことになりますと、今回については２通ほど戻

ってきました。その２通についても、6,500世

帯の中で２通なんでございますけれども、これ

についてもその後の所在等を確かめて事後処理

はしているところで、今年度については事故は

ございませんでした。以上です。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 20ページのバイオマス活用

生ごみ収集事業の今回の補正につきましては、

端的に今回につきましては、中学校給食が10月

から始まるということで、当然いろんな残渣関

係、食べ残し関係もふえるということで、小学

校等々も今堆肥化事業で回っておりますが、運

搬費等がかさむということになりまして、その

分の31万5,000円、それから消耗品が７万4,000

円、合わせて38万9,000円の増額をお願いした

いと御提示しております。 

  なお、議員から質問あった全体の生ごみの堆

肥化につきましては、平成11年からモデル事業

で始まって３年間やらせていただきました。当

時は牛ふん堆肥なんかも一緒にやったわけでし

て、平成14年からバイオマス活用ということで

展開しております。これにつきましては相当年

数がたっていて、まだモデルかという御質問な

んですが、今の段階では「モデル」という文字

は使っておりませんけれども、550世帯、年間

にして176トンの生ごみを回収して堆肥化に供

用しております。今550世帯の方がいろいろ御

協力いただいて生ごみを出していただく、いわ

ゆる循環型社会への参加ということで、根強く



- 123 - 

頑張っておられます。これを果たして今簡単に

火を消すのかどうかという問題と、農林課所管

になりますけれども、堆肥化したものをどう使

うかというリンクがなかなかうまくいってない

部分もありまして、今内部で横断的に検討はさ

せていただいている状況でございます。 

  以上です。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 市営住宅の建てかえ事

業移転助成金185万円でございますけれども、

これについては松本団地の入居者34戸ございま

す。その中で、前もお話ししましたけれども、

いろんなアンケート調査、移転のアンケート調

査を実施しまして、それで34戸のうち、ほかの

市営住宅の方に６軒ほど住みかえということに

とどまっています。残りの28戸については雇用

促進住宅の方にある程度希望されているという

ことを聞いておりますので、それについては今

後調整してまいりたいと思います。 

  また、移転費用については、国の補助限度額

がございまして、18万5,000円という基準で設

定してございます。 

  なお、今回の185万円につきましては、松本

団地については６月補正で７件分の補正をいた

だいておりますので、今回は３件分の補正をお

願いしたいということで55万5,000円でござい

ます。また、雇用促進住宅に今住んでいる方、

23戸、１、２号棟でございますけれども、それ

の住みかえとして129万6,000円ということで、

合わせまして185万円の補正をお願いしたいと

いうことでございます。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 地区公民館費の件でござ

いますが、今回補正予算に計上いたしました地

区公民館運営事業費254万2,000円は、すべて八

向地区公民館の関係の修繕でございます。修繕

は、軒下、天井の木工事にかかわる部分が62万

8,000円で、屋根のトタンふきかえ関係が126万

4,000円、その他パイプいすとか折り畳みテー

ブル等の備品購入費が65万円となっております

が、屋根の雨漏り部分につきましては冬になる

前にもちろんしなきゃならないということで、

今回可決していただきましたら早急に対応して

まいりたいと思っているところでございます。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 総務課長、やはり重要

書類というか、郵送がされなかった、届かなか

った場合のことを想定してなんですが、そうし

た場合、何らかの事件というか、損害、そうい

うのが発生するおそれのあるもの、いろいろあ

るわけです。税務課で出している納付書とか、

いろんな形で予想されるんですよ。配達記録郵

便、そういう形でやった方が、今、健康課長が

１通240円かかるんだと、かなりの経費が必要

だということがあったんですが、やはりそうい

う何らかの郵送漏れがあって、それが届かなか

ったとなった場合、何らかのこれは災害の可能

性もあるわけです。例えば健康保険証なんか身

分証明証がわりに使われるわけですね。そうい

う最悪の、今のところ余り格別そういうことは

ないという健康課長の答弁ですが、そういうこ

とを想定した場合、やはりどこかで何らかの記

録をとっておくということが大事なんじゃない

ですか。そうじゃないですか。保険証に関して

は山形県で３市ほどが記録郵便、１通240円の

経費をもってやっている、東根、村山、長井市

だそうです。やっているところはやっているん

ですよ。何でやっているかということは、今言

ったとおりなの。そういうふうな役所の仕事は

何らかの責任の所在をきちっと図れるような状

況で仕事をしていただきたい。これは普通郵便

で郵送すれば郵便局では全然記録に残らないと。

悪く言えば、郵便配達屋さんがどこかへ捨てて
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も焼却しても何ら記録がないわけですから、ど

こに責任が行くかといったらどこにも行かない。

わかれば行くんですよ、わかれば。わからなけ

れば最終的には郵送される人が紛失したとか、

届いたけれども何らかのあれで焼却したとか、

そういう形で最終的には記録の残らないものは

郵送されるべき人の始末が悪いというような判

断をせざるを得ない状況にもあるわけ。これは

本当に困ったなという感じで私はおるんです。

ぜひ総務課長、そういうふうな役所の方で何ら

かの悪質に使われるような書類に関しては、こ

ういうふうな郵送代がそれ相当かかるとしても

それだけの記録をとってやってもらうのが市民

に対しての優しい市政の一つではないかと私は

思います。ぜひそういうことを検討していただ

きたい。 

  あと、環境課長、これはどういう計画を持っ

て進めるか、これは計画を持ってやっているわ

けだと思いますが、これは10年も同じ町内を、

やって悪いと言っているんじゃないですよ。こ

こは無料でしょう。ほかの地区はどうやって出

しているか。有料の袋に入れてやっているわけ

なんです。そういうことを考えた場合、公平性、

行政のやるべきことかなという感じがします。

モデル事業で始めたわけですから、これが営々

と10年も続いているわけです。何らかの進展し

た事業形態を検討していただきたいなと私は思

います。これは全戸を対象にした計画じゃなか

ったのかなと私は思っていますので、ぜひそう

いうふうな方向で、生ごみ収集した場合の堆肥

製造、そしてそれらの堆肥を付加価値のある利

用の仕方、そういうことを検討していただきた

いなと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  あと、移転事業、１戸18万5,000円、なるほ

どこれは国の定めた限度か。普通一般の市民の

何らかの形で移転する場合、業者にお願いする

と、いろんな状況があるかと思いますが、市内

で異動、移転する場合は４万から５万だそうで

す、普通ですよ。いろんな状況も、４階とか５

階とか１階とか、これはいろいろあるかと思い

ますが、そういう中で１戸18万5,000円、これ

は市で出すんでしょう。この移転費をもらう人

はいいかもしれない。市のみんなの税金、そう

いうものが当然ここへ当てがわれるわけで、余

りにも差があり過ぎるような、そういう市民の

声もあるんですよ。もう少しその辺検討しても

らったらよかったんじゃないかなと思っていま

す。こういうやむを得ず移転せざるを得ない、

そういう状況もある中でのことと思いますが、

一つその辺の余りにもかけ離れた、一般生活し

ている住民と余りかけ離れた、そういうふうな

移転費の価格差が出る事業をやるというのは、

市民感情というのはそれなりに違和感というか、

そういうものはぬぐい切れないと私は思います。

その辺も一つ、行政の対応、それなりに市民に

理解が得られるような対応をしていただきたい。 

  それと、19ページ、４款１項１目保健衛生総

務費、がん検診助成金、これは恐らく検診セン

ターでやられているものじゃないかなと私はと

ったんですが、この場合の助成金、これは受け

られた方への助成、この検診はどのような割合

というか、新庄市民ががん検診を受けておられ

るのかなと非常に疑問になってきたところでし

た。検診センターでやるのは基本健診から始ま

るわけで、がん検診は特有な人間の部位という

わけじゃないけれども、部位というのは肉の場

合だから、そういうふうな箇所ですか、箇所を

選択してやると、一つの箇所を見てもらうと検

診料が幾ら幾らと出てきます。そういう中で、

がん検診並びに検診センターで受けられる基本

健診、そういう中での肺がん検診とか、いろい

ろあるわけですが、受診する新庄市民の割合、

この辺わかれば教えていただきたい。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 
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小野孝一健康課長 まず、この予算の方から最初

に御説明申し上げますけれども、がん検診につ

いては６月の補正予算にも計上しましたけれど

も、今回国の制度によりまして、子宮頸がん検

診と乳がん検診について、ある特定の年齢を対

象にして無料化を図るということの制度があり

まして、それを９月１日から受診するというこ

とで無料クーポン券を発行したわけでございま

すけれども、４月からの対象者について既に受

けている方もいらっしゃるということで、４月

から受けた方については償還払いをするという

ことで、受けた方についても対応するための予

算が６月補正でされていなかったための今回予

算計上で、組み替えをしたものでございます。 

  それから、がん検診等については、一昨年に

ついては個別の受診対応をしていたんですけれ

ども、21年度からはセット検診ということで、

従来の人間ドックと同様な形で基本健診とがん

検診をセットで受けるということにいたしまし

た。昨年度よりはそういうセット検診をするこ

とによってかなり受診率が上がったものと思っ

ているところでございます。 

  受診率そのものについてのことでございます

けれども、前にお渡しした主要施策に掲載して

いたわけでございますけれども、こちらについ

て胃がん検診初め子宮がん、乳がんの検診につ

いてそれぞれ検診率が違っております。主要施

策の51ページにがん検診のそれぞれ受診率等が

ありますので、そちらの方をごらんいただけれ

ばと思います。以上です。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 郵送物の管理については、配

達された記録というと配達証明とか、そうなっ

てきますけれども、先ほども申し上げましたよ

うに、いつだれにどのような内容のものを郵送

したかという記録は、担当課の方で全部管理し

ておりますので、それらを超えたレベルでのお

話かと思いますけれども、リスク管理とコスト

のバランスの問題で、現状のような方法で取り

扱っておりますけれども、議員の御指摘を受け

ましたので、健康保険証その他の実情なども調

べて検討させていただきたいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 生ごみ堆肥化につきまして

は、議員おっしゃるとおり10年以上も経過して

いて、大体同じ形でやっているわけですが、18

年度あたりに215地区ある中の170地区ほど回ら

せていただいて、19年度から全戸回収という計

画でもくろんだわけですが、御存じのとおり４

億から５億ぐらいの投資的な経費がかかるとい

うことで、再建期間中ということもありまして、

当時断念したという経緯がございます。再建期

間中がいまだに続いているわけですし、なお今

後につきましては農林課の方と、堆肥となるわ

けですから、農林課の方と横断的な協議をしな

がら検討していきたいと考えております。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 18万5,000円、ちょっ

と高いんじゃないかというような御指摘ですけ

れども、国の補助基準額が18万5,000円という

ことで、その内訳としましては、例えば単身者

世帯の場合、いろんな家具とかありますけれど

も、これは国の用地対策連絡協議会の補償基準

に基づいて２トントラック１台が６万幾ら、家

族の場合はその２台分必要だということで、そ

ういう算定になっています。それから、移転雑

費としまして、例えば休んで引っ越しの片づけ

をしなければならないとか、引っ越しした先の

郵送といいますか、そういう雑費も５万ほど入

っております。各個々にその辺の料金について

は協定して精算ということになります。 

  以上でございます。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 
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平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 健康課長、がん検診と

か検診が受けられる、統計が18年、19年、20年、

基本健診なんか特に52％、58％、平成20年は

26.1％、胃がん検診は18年が36.4、平成19年が

39.6、平成20年が18.9％と、ずっと受診率が下

がってきている。私は端的に、市民の声もある

んですが、受診料が非常に上がってきているん

じゃないかというような、受診料がちゃんと明

細に各家庭にも配布されておるわけですが、そ

の辺のとらえ方というか、経費もかかるとなれ

ばかかるんでしょうが、こういうふうに受診率

が下がってくれば、何のための検診センターか

と問われても仕方がない。検診センターという

のは健康をチェックするところだ。そういう機

能が働かないような状況下になりつつある、こ

ういうふうに受診率が下がってくると。市民が

受診している状況をどう把握しているか、健康

課長、市民の反響、反応はどう受けとめていま

すか。最後になりますから、その辺をきちっと

お答えいただきたいと思います。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 議員の御指摘のとおりであり

まして、確かに受診率は19年度から比較します

と20年度は非常に下がっております。決して言

いわけするつもりではございませんけれども、

平成20年度から検診について大幅な改正があり

ました。国民健康保険の保険者が責任を持って、

今回は保険者ごとに責任を持って受診させると

いうことで、特定健診、特定保健指導という制

度に改めまして、保険者が責任を持って受診を

確保すると。ただ、それに伴って20年度はその

制度が十分に一般市民に伝わらなかったという

ことで、これについては我々保険者の広報不足

なのかなということを考えているところでござ

います。それを踏まえて、21年度はセット検診

も行って、未受診者に対して徹底的に干渉しま

しょうよということの方策を今やっておりまし

て、昨年度から比べると大幅に受診率は向上し

ていますので、21年度の今後の推移を見守りた

いと考えているところでございます。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 27ページの10の２に各

種大会出場奨励費というのがあります。同じよ

うなもので小学校は３万6,000円で、次のペー

ジの中学校は８万5,000円ということですが、

この内容はどのような内容でしょうか。 

  それから、27ページの10の１に修繕料という

のが３万4,000円ありますが、その内容につい

てどうでしょうかということでお願いします。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 21年度の奨励費について

お答え申し上げます。 

  まず、小学校の部分ですが、全国小学生陸上

競技交流大会に、沼田小、日新小、新庄小、３

名出場しておりますので、その３名分というこ

とです。中学校の方ですが、東北中学校陸上競

技大会が３名分、東北中学校柔道大会が２名分、

東北中体連のソフトテニス大会が２名分、東北

中学校の相撲の団体競技４名分という内訳にな

っております。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 修繕料についての御質問にお

答えいたします。 

  ただいまの御質問ですが、小学校に関する修

繕料と理解いたしましたけれども、細かい修繕

がかなり発生しております。順次私どもで対応

している状態でございますけれども、今回補正

をお願いしましたのは小学校の消防設備の修繕、

これは消防署の方から改修を指摘されているよ

うな事項でございます。これが16万7,000円ほ
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どございます。それから、これも小学校でござ

いますが、今度は具体的な消防設備、予備水槽

というんですか、これの劣化で漏水がございま

した。こういった部分の修繕でございます。そ

れからオイルポンプの交換修繕、変圧器関係の

修繕、こういったものがかなりございました。

この部分についてまとめて今回補正をお願いし

たということでございます。御了解いただきた

いと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 最初の方ですけれども、

陸上大会、全国大会あるいは東北中学校大会、

こういう大会に出るというのは非常に名誉でも

あり、本人にとっても勉強になることだろうな

と思います。これは公欠扱いなんでしょうか。

それから、子供の出場費と、ついていく先生、

指導者などの出張費などはどのように見ておら

れるのかということをお願いします。 

  それから、次の修繕料についてなんですが、

学校のトイレの悪臭という問題がないかという

ことです。例えば具体的に、新庄小学校の職員

が使うところは大変快適できれいだと思います

が、子供たちが使っているところのトイレにつ

いてはかなり悪臭がして、この間、議員で訪問

させていただいたことがあったわけですが、そ

のとき戸を閉めると多分臭いからだと思うんで

すけれども、すてきなカーテンをかけて、学校

なりに対策しているつもりなのかなと感じまし

たけれども、やはり大変悪臭がひどくて、隣の

教室とか近くの教室は本当に困るかなと思った

り、トイレはやはり一番大事なところの一つな

んですけれども、子供がそこに行きづらいとい

いますか、それでは子供にとってもつらいこと

だろうなと。人数が多いということと、古くな

っているという点があるように思います。そこ

の対策をどのように考えているか、いないか、

お願いします。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 各種大会の学校での対応

ということですが、今回は小学校の大会も中学

校の大会も夏期休業中ということですので、欠

席にはかかわりないことになります。中学校の

場合ですと、中体連などの公式大会であれば当

然子供たち、引率の教員の部分の出張、交通費

等もすべて出ることになっております。 

  ただ、今回の小学校の大会ですが、小学校の

場合は地区の小体連の大会は公的な大会として

あるんですが、県大会、全国大会は全国組織が

ございませんので、県組織もございませんので、

公式大会という形になっておりませんが、今回

新庄市としては小学校によっては学校教育活動

の一環として出場する大会という部分の項目に

当てはまるだろうということで奨励費を出して

おります。そういうことでありますので、子供

の今回の大会出場費、交通費等に関してはそれ

を主催する団体の方から出ています。引率の部

分については各学校の対応という形になってお

ります。以上です。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 そのほかの修繕はないかとい

うような御質問だったと思いますが、特にトイ

レの悪臭ということでございますが、今現在、

各学校の方から悪臭について殊さら修繕をとい

声は今のところ私どもはいただいておりません。

細かい修繕、今申し上げましたように、かなり

量がございます。私どもでも担当の職員が各学

校をかなり頻繁に回りまして、そういった学校

での修繕の要請を確認しておるつもりでござい

ます。 

  なお、トイレのカーテンが悪臭防止かどうか

というお声もございましたけれども、具体的に

何のためかというのは私どもは把握しておりま

せんでしたので、この次に私どもが学校回りを
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したときにその辺も確認しておきたいと思いま

すので、御了解いただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） トイレの方、どうかよ

ろしくお願いします。見て、悪臭がひどいと感

じられたら、それの対策をどうしたらいいかと

いうことで、子供たちが快適に学べる学校にす

るために、ぜひ修繕をできればお願いします。 

  それから、先ほどの小学校の引率について、

各学校の対応だということなんですが、学校に

お聞きすると先生の出張ということで、先生を

出張させた学校もあります。また、そうでなく、

指導者が父兄で、その父兄にお願いしたという

話もありました。考えてみますと、たまたまそ

の父兄はお金が何とか出張費を個人的に捻出で

きたから行けたかもしれませんが、これはそう

でない父母の場合も多々あるわけで、そういう

ことも考えると、やはり平等に先生の出張とい

うことをつけてやらなければ、特に小学生が１

人で全国大会に行ってこいなんていうことは全

く不可能なわけですから、ついて行かねばなら

ないのであれば、出張費を市として考えてやる

必要がある。お金のある親だったからたまたま

ついていけた。お金のない親の場合は出場その

ものもできない、経験もできない。こういう不

公平があっていいのだろうかと思いますが、そ

の点どうでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 今回のケースですが、ケ

ース・バイ・ケースという形になるかと思いま

すが、親御さんが一緒に指導者としてついてい

った例はございます。ただ、その親御さんは陸

上競技に造詣が深いということもありました。

学校の方は何も対応していないかというと、そ

うでなくて、学校の教職員も一緒に行っており

ます。当然大会にも応援という形で参加をして

おります。その部分については七、八名の教員

がその子供の応援に出かけたということで、教

員の職員旅行も兼ねてという話も聞いておりま

す。子供にとっては指導者がお父さんという形

でついていきましたけれども、学校の対応とし

てはそんな形で個別的に対応しているという部

分で、子供のスポーツ大会出場における安心感

というのはほかの学校と変わらない安心感、さ

らにそれ以上の安心感があったのではないかな

と思っているところです。（「出張旅費のことを

聞いているんです」の声あり） 

  出張旅費については、学校長の判断という形

になるかと思います。どれを出張にするか、ど

れを出張扱いにしないかというのは校長判断と

いうことで任されているものと思います。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午後０時０２分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ３点ほどお聞きしたい

と思います。 

  12ページ、企画費のまちづくり積立金とござ

いますけれども、この制度と内容をまずお聞き

したいと思います。 

  次に、18ページの保健衛生費総務費のがん検

診助成金についてでございます。 

  次に、27ページと28ページにわたります測量

設計業務委託料なんですけれども、これは耐震

の委託と認識しますけれども、1,700万円と470

万円が計上なっていますけれども、業者の選定

はどうお考えになっているかお伺いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
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平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 13ページのまちづくり

応援基金積立金でございますが、今回の議案に

もありますように、ふるさと納税を基本とした

寄附金を新庄市のまちづくりあるいは地域の活

性化など、第３次振興計画の中でうたっており

ます五つの基本目標に沿いまして有効に活用さ

せていただくという基本姿勢で、今回その使い

方に関しましては、基金をつくりまして、その

中にいただいた寄附金を基金として積み立てま

して、必要になったとき、あるいは時期を見て

まちづくりあるいは地域の活性化に役立てるた

めに使わせていただくということで、今回基金

を設定して、20年度と21年度のいただいたお金

をそこに積み立てておくということでございま

す。以上でございます。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 がん検診について、先ほどお

答え申し上げましたけれども、がん検診のここ

の業務委託料45万3,000円の内容でございます

けれども、９月から始まったクーポンによって

無料で受診していくと。ただし、４月から８月

までもう既に受けた方がいらっしゃるわけなん

で、その対象者に対してお金をお返しするとい

う償還払いの額でございます。見込みでござい

ますけれども、乳がんの場合は約69名ほど見込

んでおりますし、子宮頸がんの場合は15人程度

という形で見込んで45万3,000円の予算を組み

替えて計上させていただきました。以上です。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 測量設計業務委託料について

でございますが、議員御指摘のとおり、耐震診

断を今やっておりますが、その結果を受けて来

年耐震補強工事を行うことになりますが、その

ための設計業務でございます。基本的な考え方

としては、本市に指名登録している業者の中か

ら設計業務が可能な業者を選定して競争入札に

よって決めると、こういった流れになるかと思

います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） まちづくり積立金の内

容を聞きましたけれども、これは上限を設けて

そこまで行ったらやるとか、ある程度大きい金

額になれば、今、金利が安いですから、金利で

運営するというのは無理でしょうけれども、２

年度で全部使い切る事業をお考えですか、それ

ともそれを継続的にある程度重ねて、その基金

をずっと残しながらまちづくりとか地域活性化

の補助金というお考えなんでしょうか。 

  あと、がん検診の件なんですけれども、昨年

を見ますと、胃がん検診が2,700名、大腸がん

が2,900人、肺がんが2,043人、子宮がんが

1,115人、乳がん検診が1,337人と、成果表を見

ればわかるという、さっきのお答えでしたけれ

ども、実は私も毎年受けているんですけれども、

ある程度受けますと２万弱、１万9,000円ぐら

いかかります、個人負担。もちろん自分の健康

のためにはそれはやむを得ないと言えばやむを

得ないんでしょうけれども、行っている方々か

ら聞くと、もう少し安くしていただかないと、

全体ですよ、全体的に安くしていかないと、な

かなか検診が今の経済情勢も踏まえて厳しいと

いうことで、もう少し総体的に補助金を高くし

て受けやすくしていけば早期発見・早期治療に

なるわけですので、国保の方も予防医療と申し

ますか、そういったことをすれば逆に国保の運

営も楽になると思うんです、ニワトリが先か卵

が先かという論になりますけれども。もう少し

補助金をアップして比較的みんなが受けやすい

ような料金体制も必要ではないかなと私は思い

ます。いかにもこの金額が私は安いなと、安過

ぎるなという観点でお聞きしたわけですので、

その辺のお考えもあったら一つお聞かせ願いた
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いと思います。 

  あと、耐震の測量設計は、今お聞きしました

が、市内の業者にするということで、非常にあ

りがたい、よかったなと思っています。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 基金の運用方法と使い

方でございますが、寄附金をいただいた方につ

いて、こういうことに使ってくださいという希

望をいただいております。その道に沿って使わ

せていただきますが、どういう事業に使わせて

いただきましたという報告はいただいた方にし

なければならないと思います。したがって、何

年間も使わないで、そのまま基金に凍結という

ことでは、いただいた方への対応としては非常

に失礼になろうかなと思いまして、できる限り

早い時期に使いたいと考えています。ただ、こ

のお金だけではなかなかできることは限られて

いますので、できれば一般財源と合わせまして、

こういう事業の中にこういうことを生かさせて

いただきましたということで、すべて基金から

充当して一つの事業を形づくるのではなくて、

いろいろやる事業の中に基金を生かしながら運

用していくという方法を現在のところは考えて

おります。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの検診の料金につい

てのお話でございますけれども、議員おっしゃ

るとおり、検診と医療費関係については相関関

係があると私も認識しておりますし、車の両輪

であるという感じもいたしております。ただ、

ここについての検診の料金については、まず私

どもだけでも決定できない、山形県医師会並び

に検診センター、そういった形の中で示された

検診表がまず前提となると。ただし、それに対

して国保でもって補助金を出せば確かに一部負

担金は低額になるということはわかりつつも、

一方で国保会計の財政運営もやっていかなけれ

ばいけないということもございまして、国の補

助率等を勘案しながら設定したわけでございま

す。議員のようにすべてを受けられるとそのく

らいの額にはなりますけれども、一部基本健診

だけ受けている方もいらっしゃいますし、その

点については市民の判断でもってやっていらっ

しゃると。安ければ確かに受診率はアップする

だろうと思いますけれども、その辺何とぞ御理

解をお願いしたいと思います。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 今、議員から御指摘いただい

たように、業務を発注する場合の発注先、基本

的にできる限り市内の業者さんにやっていただ

きたい、こういう考えは変わりません。ただ、

指名数が、業務の内容がかなり専門性の高いも

のでございますので、あるいは市内に指名でき

るだけの数の業者がいない場合もございます。

その場合は郡域に広げるといったこともあると

いう部分だけは御理解いただきたいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 積み立ての運用だけで

なくて一般財源も繰り入れてやるという、地域

にとっても大変いいことじゃないかなと思って

います。なぜならば、宝くじのコミュニティ助

成金を活用して、まちづくりに対して非常に活

発になっています。私のところにもどういうふ

うにするとそういうコミュニティ助成金をいた

だけるかということが最近入ってきますので、

私たちの地域も利用して非常に感謝されておる

わけですので、そういったものがまちづくり、

地域の活性化の発端となるわけですので、成功

するように一つエールを私は送りますので頑張

ってもらいたいなと思っています。 

  あと、健康診断の件で聞きましたけれども、

新庄市は他市と比べてどういうふうになってい
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ますか。他市の方はもっと補助率が高いような

気がしますけれども、新庄の場合は他市と比べ

てどのような位置づけになっておりますか。 

  入札の件はわかりました。理解しました。 

  その点一つお願いします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 厳密な意味での他市との比較

というものは今のところしておりませんけれど

も、県から示された補助率等で考えておりまし

て、厳密な意味で健診項目が多岐にわたってお

りまして、一つ一つの比較はしておりません。

後日資料を提示したいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 20ページから21ページ

にかけての農業振興費でございます。 

  午前中に小野議員からも質問あったようです

けれども、ここにあります乾燥調製施設等リニ

ューアル対策でございます。新庄市農協のライ

スセンターということで、ある程度説明をお聞

きしましたが、それに関連しまして、このリニ

ューアルですが、大規模な全面的なリニューア

ルとお聞きしましたが、これの内容、例えば建

物関係まで入っているのか、あるいは乾燥調製

プラント、機械類を対象としているのか、それ

と農協側の持ち出し金、どのぐらいあるのかど

うなのか。要するに総事業費、わかればお願い

したいと思います。 

  次に、同じく農林課になると思いますが、林

業振興費、ここの国・県支出金が△７万円とな

っています。これは緑環境税の交付金が対象だ

と思いますが、△７万円、県の方に返すように

なろうかと思いますが、これにはいろいろな事

情があると思いますけれども、私から言わせま

すと、松枯れとかナラ枯れとか、いろいろな対

策が迫っておる中、７万円であろうと私は返す

べきではないと思います。そんなことで、緑環

境税の△についての内容を一つお願いしたいと

思います。 

  次に、23ページ、土木費２目道路維持費、こ

こに922万8,000円の補正がのっております。当

初説明ですと区長と市長との意見交換会で各区

長より要望があった修繕なり、それらに伴う工

事とお聞きしましたが、これらについての内容

を簡単にお願いします。 

  それから、もう１点になります。同じく土木

費になりますが、24ページ、３目公園費がござ

います。この公園費には緊急雇用臨時特例基金

と地域活性化基金の二つを組み入れての補正の

ようですが、まず一つ、公園遊具等の修繕と別

紙の方に載っておりますが、270万円、これは

都市公園だけが該当するかどうなのか。もう一

つが、その右の方の小項目にございます公園管

理費、日々雇用職員負担金72万6,000円、これ

は公園台帳整備ととらえております。日々雇用

１人となりますが、台帳整備とは一体何なのか。

最後の一つは施設整備管理費委託料756万円、

これは公園内の樹木の剪定、委託４人となって

いますけれども、これらの内容についてもお願

いいたしたいと思います。以上です。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 最初に、乾燥調製施設等リニ

ューアルについてでございます。内容と総事業

費ということでございますけれども、６月３日

時点で当該農協の方からこういうふうなことを

したいというところでの資料をいただいている

ところであります。要は、全面的なシステムの

改修だということで、荷受け操作盤の更新とか

操作盤機器の更新とか、もみすりプラントの更

新とか、そういうライスセンターそのもののシ

ステムの全般的な更新というところでの事業内

容になっております。 

  また、総事業費につきましては、これも一応
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６月３日時点の予定として聞いていまして、今

回の補正予算の算出根拠とさせてもらいました。

補助率については２分の１でございますので、

当該事業所の工事はこの倍となります。ただ、

実際にこの総金額がどういうふうに決定される

かというのはこれからさらに精査されると思い

ますけれども、一応これがマックスの状態での

金額だと認識しております。 

  それから、林業費でございますけれども、緑

環境交付金が５万7,000円減額になっておりま

す。この緑環境交付金の内訳としましては、基

本配分枠と特別配分枠という形で県の方で算定

してよこすということでございます。その算定

の基礎となっていますのは、基礎額交付金とい

うのが１市町村50万円、森林面積割交付金、こ

れはほとんど変わってないんですけれども、こ

れが１ヘクタール当たり30円です。 

  減額になった理由としましては、児童生徒割

交付金、緑の少年団員数割交付金というのもご

ざいます。そんなところから数字が若干減った

ということで、昨年度よりも５万7,000円ほど

減ったという形になっております。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 最初に、道路維持費で

ございます。その中で615万円の内訳について

でございますけれども、まちづくり会議で地区

の方から要望されたのは６町内の箇所でござい

ます。その615万円のうち425万円が地域活性化

対策事業ということでございます。 

  それから、公園費なんですけれども、今、街

区公園が14カ所ございます。その中で、既決の

予算の中でもいろいろ修繕させていただいてお

りますけれども、今回、場所は３カ所、公園費

としてございます。その中で優先度の高い公園

ということで、その経費でございます。 

  それから、公園費の中の日々雇用職員の公園

台帳整備でございますけれども、先ほども言い

ましたように、街区公園が14カ所、近隣公園、

総合公園、18カ所の公園がございます。その中

で、公園についての図面とか、それをデータ化

しまして、いろんな修繕、工事の改修とか、そ

ういう経歴簿といいますか、それが一目でわか

るようなデータ化をしたいと思っています。 

  それから、委託料につきましては756万円と

いうことで、今回の緊急雇用対策ということで、

公園の樹木の剪定業務ということで、これは業

者委託として考えております。雇用としては４

名を計画しておりまして、今言った公園の樹木

の剪定業務を業者の方に委託したいと。業者に

委託する理由としましては、公園の樹木につい

てはある程度高い木がございますので、その剪

定ということで、高所作業車だとか、そういう

のを持っている業者の方に委託したいと考えて

います。以上でございます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 最初の農協のライスセ

ンターについては、おおむねわかりました。県

補助が半分、農協の自己資金が半分の事業であ

ると。私も農協の組合員です。６月に総会がご

ざいましたが、総会資料には載ってなかったよ

うな気がします。今アドバイスをいただきまし

て、またわかってきました。そんな関係で、非

常に農協の持ち出し金も大きいけれども、老朽

化も含めてライスセンターのリニューアルをや

るということですので、少し見守っていきたい

と思います。ライスセンターの経営には大変な

負担になろうかなとは思いますが、この件につ

いてはそういうことにしておきたいと思います。 

  次に、御答弁いただきましたので減額につい

てはわかりましたが、たしか森議員も決算で質

問されていたような気がいたしますけれども、

かなりナラ枯れとか松枯れが本市においても進

んでいるということです。当初予算を見てみま

すと、ナラ枯れについては36万円ですか、予算
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委員会で今田委員が質問しているようですけれ

ども、陣峰市民の森で80本を対象にしていると

いうことです。20年度もこれと同じように80本

程度処理をしたと思うんですけれども、被害木

の処理の仕方、陣峰の森で切って、その先どう

するのかということについて、わかれば御答弁

をお願いいたしたいと思います。 

  次のページになりますけれども、道路維持管

理費の中でお話がございましたが、６町内のほ

かにもっと別の町内からいろいろな修理とか、

ここを工事してけろやとかという要望がなかっ

たのかどうか。その要望が仮にこれ以上あった

にしても予算上できないということもあったか

もしれません。要望のことについての達成度を

どのぐらいに見ているのか。 

  それから、最後にもう一つ、先ほどの公園関

係で施設管理業務委託756万円、これは業者の

方に委託して、嘱託を４人ぐらいというお話で

したが、この組み合わせはどうなりますか。市

が採用して委託業者に配置するのか、業者がこ

の４人を採用して使っていくようになるのか。

間もなく秋も深まって冬期に入るわけですけれ

ども、これはいつまで剪定作業を終わらせよう

としているのか、以上お願いします。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 ナラ枯れにつきましては被害

がどんどん拡大しているということで、ついき

のうでしたけれども、国道から見える範囲の目

視ということで、森林管理署とか県とか私ども

の職員が調査したところ、約9,000本ほど確認

されたということでございます。ただ、この

9,000本というのはあくまでも目視ということ

で、これから森林管理署の方でこれを図面等に

落としながら本数を精査し、報告書をつくると

いうことでございます。 

  そういう中で、平成20年度におきまして、陣

峰市民の森の中でございますけれども、98本の

ナラ枯れの木を処理したということでございま

す。処理の仕方としては、くん蒸といいますか、

防除剤を入れたくん蒸処理とか、あるいは抜倒

という形でやっております。抜倒した木材につ

きましては、陣峰市民の森の遊歩道のわきに積

み上げまして、ナラ枯れの処理剤といいますか、

それを何とか有効活用できないかというところ

で、平成20年度に体験農園の一部を使いまして

炭焼き釜を作製したところでございます。そう

いうナラ枯れの処理済み材といいますか、そう

いうものを活用しながら炭焼き体験といいます

か、そういうところを市民の方々に体験しても

らいながら、農業あるいは林業への理解といい

ますか、そういう交流を深めるために使いたい

ということでございます。今年度に入りまして、

炭焼きについては市民の有志に集まってもらい

まして、そこの炭焼き釜を使うクラブといいま

すか、そういうものを結成してもらいました。

そういう中で、体験農園でするイベント、例え

ば菜の花まつりとかコスモスまつりとか市民が

大勢体験農園を使う際に、それとあわせてクラ

ブにお願いして炭焼き体験といいますか、そん

なところで活用させてもらっています。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 615万円の６町内のほ

かにまちづくり会議での要望はなかったのかと

いうことで、23ページ、先ほど修繕料の中で御

説明申し上げましたが、工事請負費の中で２町

内の方から要望がございました。それについて

は300万円ということで計上させていただいて

おります。これについては経済対策の臨時交付

金の中で対応させていただきたいということで

計上させていただいております。 

  それで、達成度はどうなのかということで、

ある程度、今回地域活性化のいろんな経済対策

とか、そういうことがありましたので、ほとん

ど要望についてはある程度予算を計上させてい
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ただいているということで満足しております。

その中で、なお修繕の要望については、優先度

を定めまして随時計画的に整備を進めてまいり

たいと思います。 

  それから、委託料の756万円につきましては、

市がハローワークの方に公募します。それを市

が受けて、市が業者の方に委託するということ

で、あくまでも市が採用することになります。 

  期間については、10月中旬あたりから６カ月

以内ということで考えております。なお、作業

の頻度については、当然降雪期前になろうかと

思いますけれども、降雪の状況を見て、樹木に

よっては冬期間にやる部分もございますので、

その辺はうちの方で正確に把握して対応したい

と思います。 

１２番（沼澤恵一議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第６号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第６６号平成２１

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第21議案第66号平成21年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 歳出１款の１の１に後

発医薬品等調査事業というのが出ているんです

けれども、この内容は。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 この内容については、緊急雇

用創出事業の中で、今、国の方からも後発医薬

品の普及促進についてはかなり重点的に力を入

れてほしいという通知が来ております。それで

もって被保険者の一部負担金の軽減にも資する

ということで、医療機関や調剤薬局からうちの

方にレセプトが来るわけでございますけれども、

そのレセプト情報からジェネリック医薬品を調

べてデータ化した上で今後の医療費の軽減にな

ればということで雇用するものでございます。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ
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れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号平成21年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２２議案第６７号平成２１

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第22議案第67号平成21年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号平成21年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２３議案第６８号平成２１

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第23議案第68号平成21年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第68号平成21年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２４議案第６９号平成２１

年度新庄市水道事業会計補正予算
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（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第24議案第69号平成21年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号平成21年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３８分 休憩 

     午後１時５１分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 御苦労さまでございま

す。それでは議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  本日午後１時40分から議員協議会室におきま

して議会運営委員７名出席のもと、執行部から

副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席

を求めて議会運営委員会を開催し、本日の本会

議における議事日程の追加について協議をいた

したところであります。 

  協議の結果、執行部から提出のありました議

案第70号個別外部監査契約の締結について、議

会案第９号私立学校助成予算の充実を求める意

見書の提出について、議会案第10号日米ＦＴＡ

反対、農家経営の危機打開を求める意見書の提

出についての議会案２件及び議員派遣の件に、

先ほど申し上げました執行部提案の議案１件を

加えた計４件を本日の議事日程に追加していた

だくことにいたしました。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げまして、議会運営委員会におけ

る協議の経過と結果についての御報告といたし

ます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議案１件、議会案２件及び議員派遣

の件の計４件を本日の議事日程に追加すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件、議会案２件及び議員派遣の件の計４

件を本日の議事日程に追加することに決しまし

た。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 
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     午後１時５３分 休憩 

     午後１時５５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２５議案第７０号個別外部

監査契約の締結について 

 

 

平向岩雄議長 それでは追加日程に入ります。 

  日程第25議案第70号個別外部監査契約の締結

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第70号個別外部監査契約の締

結について御説明申し上げます。 

  平成20年度決算の財政健全化判断比率のうち

実質公債費比率が25.9％となり、早期健全化基

準を上回ったため、今年度中に財政健全化法に

基づく財政健全化計画を策定しなければなりま

せん。この計画策定に際し必要な個別外部監査

の実施につきましては本定例会の初日に議決し

ていただきましたが、地方自治法の規定により

個別外部監査契約の締結につきましても議決が

必要なため提案するものであります。 

  契約の相手方は、尾花沢市の税理士でありま

す高橋龍二氏であります。高橋氏は、税務並び

に会計業務などに関し豊富な経験と知識を持ち

合わせており、個別外部監査人として最も適任

と考え、契約するものであります。市内で税理

士事務所を開業している方でいらっしゃいます

が、このたびの監査の重要性を考慮し、市外の

方から客観的に監査していただく必要があると

考え選任いたしました。 

  監査の目的は、財政健全化計画の策定にかか

わる監査及び監査の結果に関する報告でありま

すが、特に実質公債費比率が高くなった要因と

比率を下げるための方策の検証について監査を

お願いする予定であります。 

  契約期間は10月１日から12月25日までとし、

交通費を含めまして60万円を限度として契約い

たしますが、この経費は特別交付税に算入され

る制度となっております。 

  以上、契約内容につきまして御説明しました

が、監査委員と協議し、異議ない旨の御意見を

いただいておりますので、御審議いただき、御

決定くださいますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第70号個別外

部監査契約の締結については、会議規則第37条

第３項の規定により委員会への付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号については委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

  これより質疑に入ります。議案第70号個別外

部監査契約の締結について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号個別外部監査契約の締結について

は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議会案第９号私立学校

助成予算の充実を求める意見書の

提出について 

 

 

平向岩雄議長 日程第26議会案第９号私立学校助

成予算の充実を求める意見書の提出についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議会案第９号私立

学校助成予算の充実を求める意見書の提出につ

いて。上記の議案を別紙のとおり、地方自治法

第109条第７項及び会議規則第14条第２項の規

定により提出します。平成21年９月17日。新庄

市議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会文

教厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙。 

  私立学校助成予算の充実を求める意見書。 

  山形県の私立学校に対する助成は、昭和50年

に制定された私立学校振興助成法により昭和53

年から行われました。平成３年、山形県議会に

おいて「私学助成の充実強化と父母負担軽減に

関する要望書」が採択されてから、私立学校助

成が年々増加され、私立学校経営の安定化と修

学上の経済的負担軽減に大きな役割を果たして

きました。 

  近年、県財政の健全化の取組みによって平成

18年度及び平成19年度の２年度間にわたり私立

学校助成予算の削減が行われてきましたが、山

形県議会を始めとした関係各位のご理解とご尽

力により、平成20年度では増額に転じ、平成21

年度では、生徒一人当たりの単価が過去最高と

なりました。しかし、少子化により生徒数が減

少しているため、私立学校助成予算自体は減少

しています。また「私学助成は非義務的経費」

との不安定な位置付けは、依然として変わりあ

りません。 

  少子化の影響による生徒減少に歯止めがかか

らない中、私立学校の経営は深刻な状況にあり、

私立学校関係者の懸念は誠に大きく、また、父

母負担がさらに重くなるものと深く危惧してい

るところであります。 

  つきましては、父母負担の軽減及び教育条件

のさらなる改善のため、平成22年度山形県予算

においては、私立学校助成関係予算を増額する

よう強く要望いたします。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、山形県知事宛、山形県教育委員会教

育長宛。 

  よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第９号については、会議規則第37条第２項の規

定により直ちに審議に入ります。 

  議会案第９号私立学校助成予算の充実を求め

る意見書の提出について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第９号私立学校助成予算の充実を求め
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る意見書の提出については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第９号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議会案第１０号日米Ｆ

ＴＡ反対、農家経営の危機打開を

求める意見書の提出について 

 

 

平向岩雄議長 日程第27議会案第10号日米ＦＴＡ

反対、農家経営の危機打開を求める意見書の提

出についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議会案第10号日米

ＦＴＡ反対、農家経営の危機打開を求める意見

書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成21年９月17日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会産業

建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  日米ＦＴＡ反対、農家経営の危機打開を求め

る意見書。 

  農産物の輸入が増え、米価が底なしに下落す

る中で、農業経営を続けられない事態が急速に

広がっています。農業と農村の再生にいま最も

必要なのは、農家が安心して生産に励める条件

を整えることです。価格保証や、所得補償を抜

本的に充実し、農産物輸入自由化を中止するこ

とが急務です。 

  その点で、いま問題となっている日米間のＦ

ＴＡ（自由貿易協定）、現に交渉が進んでいる

日豪ＦＴＡ・ＥＰＡは、農産物の全面自由化に

道を開き、農業の崩壊につながることは必至で

あり、断じて認めるわけにはいきません。自由

化一辺倒のＷＴＯ（世界貿易機関）を根本から

見直し、「食料主権」を保証する貿易ルールを

確立すべきです。 

  今春以降、米価が低落を続け、09年産米も大

暴落の危険が高まっています。このままでは、

米を作る人がいなくなりかねません。日本農業

や農業経営の当面する危機に対する打開対策を

取ることなしに、食糧自給率の向上や「農業所

得の増大」はありえません。 

  よって、次の事項について取り組まれるよう

強く要請します。 

記 

 １．日本農業を壊滅に導く日米ＦＴＡ交渉はお

こなわないこと。日豪ＦＴＡ交渉も中止するこ

と。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、外務大臣宛、農林水産大臣宛、経

済産業大臣宛。 

  以上、よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第10号については、会議規則第37条第２項の規

定により直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 
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  これより採決いたします。 

  議会案第10号日米ＦＴＡ反対、農家経営の危

機打開を求める意見書の提出については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第10号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２８議員派遣の件 

 

 

平向岩雄議長 日程第28議員派遣の件を議題とい

たします。 

  お諮りいたします。 

  来る11月12日、山形市において山形県市議会

議長会の主催により開催される議会報研修会へ

の議員派遣の件につきましては、地方自治法第

100条第13項及び会議規則第159条第１項並びに

第２項の規定に基づき、お手元に配付いたしま

した名簿のとおり、議会報編集委員を派遣した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議会報研修会への議

員派遣の件については、議会報編集委員を派遣

することに決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 ここで市長よりごあいさつがあり

ます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ９月議会の閉会に当たりまして、

一言御礼申し上げます。 

  このたびは決算議会に当たるわけですけれど

も、各議員からさまざまな御指摘、御指導をい

ただきましたこと、しっかりと今後の行政に生

かしてまいりたいと思っております。 

  ９月議会で決算をするようになったことにつ

いて、後の12月議会から持ってきたことについ

ても確認をいただいたところであります。 

  来年度、22年度に向けての事業に十二分に発

揮できますよう、職員ともども今回の議会を十

二分に取り入れて考えてまいりたいと思います。 

  ９月議会、大変お疲れさまでした。ありがと

うございました。 

平向岩雄議長 以上をもちまして平成21年９月定

例会の日程をすべて終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時１０分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  斎 藤 義 昭 

 

    〃    〃   亀 井 信 夫 
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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２１年９月７日 月曜日 午前１１時５８分開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 沼 澤 恵 一 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   今  田  雄  三  委員     ６番   金     利  寛  委員 

  ７番   小  関     淳  委員     ８番   遠  藤  敏  信  委員 

  ９番   清  水  清  秋  委員    １０番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １１番   渡  部  平  八  委員    １２番   沼  澤  恵  一  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき決算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、斎藤義昭が

臨時に委員長の職務を行います。よろしくお願

いいたします。 

  ただいまの出席委員は19名です。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 それでは委員会条例第９条

第２項の規定により委員長の互選を行います。 

  委員長の互選方法につきましては、会議規則

第119条第５項の規定により指名推選によるこ

ととし、臨時委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に山口吉靜委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました山口吉靜委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、山口吉靜委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。（拍手） 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

山口吉靜委員長 ただいま決算特別委員長に当選

いたしました山口吉靜でございます。ふなれで

ございますので、皆様の御協力をよろしくお願

いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

山口吉靜委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第119条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に沼澤恵一委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました沼澤恵一委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました沼澤恵一委員が副委

員長に当選されました。 

  沼澤恵一委員、よろしくお願いいたします。 

 

 

散      会 

 

 

山口吉靜委員長 それでは、９月14日の月曜日午

前10時より決算特別委員会をこの議場において

開きますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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     午後０時０２分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２１年９月１４日 月曜日 午前１０時開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 沼 澤 恵 一 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   今  田  雄  三  委員     ６番   金     利  寛  委員 

  ７番   小  関     淳  委員     ８番   遠  藤  敏  信  委員 

  ９番   清  水  清  秋  委員    １０番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １１番   渡  部  平  八  委員    １２番   沼  澤  恵  一  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 



- 146 - 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会 長

職 務 代 理 者 高 橋   眞 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第５５号平成２０年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

山口吉靜委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は19名です。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の髙橋 眞君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それではこれより決算特別委員会を開きます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第55号平成20年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第64号平成20年度新

庄市水道事業会計決算の認定についてまでの10

件であります。 

  これより審査に入ります。 

  その前に、審査及び本委員会の進行に際して

の主な留意点を確認しておきます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は必ず最

初にページ数、款項目、事業名などを具体的に

示してから質問をお願いいたします。発言は、

すべて簡明にするものとし、議題外にわたりま

たはその範囲を越えてはならないと規定してい

る会議規則第109条第１項を遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いし、これより審査

に入ります。 

 

 

議案第５５号平成２０年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

山口吉靜委員長 初めに、議案第55号平成20年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてを

議題といたします。 

  一般会計の審査方法につきましては、歳入と

歳出とを分けて質疑を行います。質疑は、答弁

を含め歳入と歳出それぞれ１人30分以内といた

します。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 58ページになりますが、

歳入の全般的な件についてお尋ねしたいと思い

ます。 

  単年度で見ますと黒字になっているという監

査報告も受けているわけですが、その部分でお

話をお聞きしたいと思います。 

  成果表の21ページには不納欠損金含めて若干

の減少が見られるわけですが、これは調査する

日が異なっているなと理解しているんですけれ

ども、その収入のあった部分についてまずお尋

ねします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 歳入全般ということでござい

ましたけれども、58ページということでござい

ますので、市税についての御質問ととらえまし

て、私の方から収入の傾向についてお話しした

いと思います。 

  市税につきましては、ごらんいただきますよ

うに、おおむね予算を上回った収入をしており

ます。唯一予算を割ったのがたばこ税だけでご

ざいます。これは年間を通しまして前年よりも

わずかずつ、前年に比べて下がってきておりま

す。これは恐らく健康志向といいますか、禁煙

のキャンペーンがなされたことによってたばこ

の消費が減ったものととらえております。あと

大きく収入として減りましたのが法人税でござ

います。法人税につきましては、やはり景気の

動向をすぐ反映するということでございまして、

おおむね10％程度、前年より下がっております。
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全国的には15％程度下がっているというのが報

告されておりますけれども、新庄の場合にはこ

ういった景気の波がややおくれてあらわれてき

ていると思っております。 

  なお、法人の場合ですと中間納付という仕組

みがございまして、景気がわるくなったからと

いってすぐ税収がダウンするということではな

くて、前年の実績の半分を中間納付で納めると

いうことがございます。決算した時点でさらに

業績が下がれば、既に納めたものから翌年度に

歳出還付するということがございます。 

  固定資産税等につきましては、おおむね順調

に収入されております。 

  先ほどの質問の中では収入されたことという

こでございましたので、その点についてもつい

でにといいますか、関連がありますので、不納

欠損についてもお話しさせていただきたいと思

います。 

  ことしの場合は、不納欠損額、前年に比べて

大幅にふえております。件数的にもふえており

ますけれども、特に固定資産税、都市計画税、

法人税、この三つの分野で不納欠損額が大きく

出ております。これにつきましては、かねてか

ら懸案であったものにつきまして、収入する部

分がある程度確保できたということがございま

して、また一つの案件でございますけれども、

私の方で区分いたしまして、完全に収入の見込

めない部分につきまして、これの差し押さえ等

を外して不納欠損処分をしたということでござ

います。総じまして、この不納欠損額につきま

しては、収入率には来年度以降反映するわけで

ございまして、今年度の収入率には反映してお

りません。収入率を見ますと、現年度分の滞納

繰り越し分は前年よりも収入率は上回っており

ます。ということで、収入は順調にされてきた

ととらえております。 

  以上でございます。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 詳しくお聞きしました

が、こちらの歳入歳出の９ページなり、そして

先ほどいった成果表の21ページを見ますと不納

欠損金なり収入未済額というものがあるわけで

すが、不納欠損額は大体同じになっているわけ

ですが、収入未済額がこちらから見ますと２億

1,000万円ほど若干少なくなっているというこ

とで、成果表をつくる日にちが歳入歳出の決算

書をつくるよりも後につくったのではないかな

と理解しているわけですが、今お話しされた収

入が大変伸びているという状況も含めて、そこ

ら辺があったのかなかったのか、もう一度お聞

かせください。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０９分 休憩 

     午前１０時１２分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 20年度は定額給付金と

か２次補正とか、いろいろ国の年度末ぎりぎり

の対策がございまして、未済額として繰り越し

た額とか、そういった関係もありますので、額

は大きくなっております。次年度に歳入される、

そういった関係もありまして、今回は未済額が

大きくなりました。その部分については、20年

度はかつてない特殊な年度でありましたので、

国の対策絡みでそういった金額になったととら

えていただきたいと思います。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 全体的にお聞きすると

いうことで聞いていますから、そういう意味で

お答えいただいていると判断しておりました。 

  そういうことで、今、全体的に見ますと、不
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納欠損額は変わりないと、これからも変わりな

いということでありますが、今お話しした収入

未済額の件については全体的に見ても成果表と

あれは違うということは事実でありますから、

そういうことを見ますと、今後、政策経営課長

の方からお話ありましたが、努力してなるもの

と、今回は特殊な事情でそれができたという一

つのハンデがあると思うんです。そういう意味

で、これまで以上に税収なり、そういういろい

ろな収入を得るために努力しなければならない

という状況は続いていると思うんですが、今回

の特殊事情を除けばいかがだったのかなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 繰り越しとなった収入

については、いわゆる収入未済額ですか、それ

はその後、今年度に入りまして国から全部お金

が入ってきてございます。この決算書は年度末

で入ってきているか入ってきていないか、今後

財源として見込めるか見込めないかという基準

をもってつくられてございますので、年度を越

えて入ってきた定額給付金の補助金とか国の２

次補正関係のお金、基金に積み込んだ3,900万

円以外のお金についてもその後入ってきてござ

います。そういった意味では歳入は確保されて

ございます。 

  また、先ほど税務課長が申しましたように、

税収方面でも未済額は減ってきているというこ

とで、着実に収入については確保が進んでいる

と考えてございます。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） そういう事情でありま

すと、税収の徴収の方法がスムーズにいってい

るなと理解するんですけれども、今後そういう

状況については大変だなということは懸念する

ところがありますけれども、20年度の年度末ま

での関係については監査委員も指摘していると

おり順調であると理解していいわけですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 全体的には確保は進ん

でおりますが、近年に入りまして経済的に厳し

い状況が続いてございますので、いろんな収入

を伴う分野におきましては確保についてはこれ

からも厳しい状況が続いていくのではないかな

と考えていますので、使用料とか、いろんな分

担金とか税収とか、そういったことについては

今後も歳入が確保されるように、全体的には引

き締めてやっていきたいと考えています。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 歳入があって歳出があ

るということを理解すれば、歳入が多ければ多

いほど経営がうまくいくという状況になるわけ

ですから、その努力を続けていただいたという

ことで評価したいと思います。 

  それから、先ほどもちょっと収入の件でたば

こなどもありましたが、たばこの収入というの

は若干は減っているんですけれども、今までど

おり３億という金が確保できているということ

で、今までもたばこを吸う人に対して優遇しな

ければならないということで、この場でも発言

させていただいておりますが、その後、庁内的

に見て、たばこを吸う人に対する待遇はどうな

のかなと、そこら辺は考えておったでしょうか、

おらなかったでしょうか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 市役所の中での喫煙に関して

は、昔はまるっきりフリーでしたけれども、場

所を決めて庁内何カ所かで吸ってもらう、さら

に今度は外に喫煙所を設けて１カ所で吸っても

らうというやり方で、いろいろこの場でも御指

摘を受けましたし、職員からの要望もあるんで
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すが、ただ、昨今の状況を考えますと、今の形

でやむを得ないかなと思っております。税収と

直接結びつけてと、総務課としてはそういう考

え方は余りとっていません。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 「だめ」と言うのは一

番簡単なんですけれども、だめでなくて、努力

がこの収支の中にあればよかったなと思います

ので、次の要望に対してはまた改めて要望する

ことにしておきたいと思います。 

  それから、歳入全般で固定資産税関係の土地

なり建物なりということで、この不景気という

状況が続いている中でプラスになっている面も

あるわけです。このプラスの効果というのはど

う理解しているかお聞かせください。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 固定資産税につきましては、

成果表の19ページに概要調書のデータを載せて

おります。確かに今、土地の下落ということで

評価は下がっております。この表で見ますと、

課税標準額を見ましても土地については下がっ

ております。一方、家屋の方は100を超えるよ

うに上がっているわけです。つまり建てかえ、

家がそのままの場合ですと評価がえで評価が下

がってくるわけなんですが、建てかえ、あるい

は新築しますと、その分だけ課税標準額が上が

ってくるというふうになります。 

  それから、次の20ページにもございますけれ

ども、償却資産の部分が上がってきております。

工場等で新たな設備をするといった場合にこれ

が課税なるわけでございます。したがいまして、

景気が悪いということで、土地の取引が低調に

なっている、地下が下がっているといった部分

では下がる傾向がございますけれども、一方、

建物、償却資産の部分で上がっていると。結果

的に課税標準額が上がっているということにな

っております。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 市民の皆さんもそうい

う意味合いではささやかな収入の中からこうい

う努力もしているわけです。これらについて市

としてもう一回見直しながら対策を講じていた

だければと思う評価だと思います。いずれにし

ても、税収全体が落ち込みますと我々のサービ

スも落ち込むということになりますから、そう

いうことのないようにということで、今回の20

年度の収入については評価をして、私の発言を

終わりたいと思います。以上です。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） まず、一般会計・特別

会計監査意見書の32ページ、付表５に税及び税

外収入年度別未納状況調とありますけれども、

ここには平成15年度以前から現年度の平成20年

度分までの未納額及び合計が出ております。例

えば市民税に関しては現年度分として3,161万

8,937円、合計9,694万9,128円、約１億円ぐら

いの滞納繰り越し分があると。法人税について

も1,000万円以上の滞納があるということで、

年々ふえていく傾向があります。これにどう対

処していくかということを１点お伺いします。 

  それから、これの枝というか、葉の段階にな

るんですけれども、決算書の67ページ、児童館

等使用料、ここでも収入未済額及び滞納繰越額

が発生しております。この内容についてお伺い

します。 

  それから、そのページの下段、公営住宅家賃

について、ここでも現年度の収入未済額が28万

4,000円、滞納繰越額が204万250円とあります。

対象者は何名かお伺いしたいと思います。また、

できればどこに住まわれている方か、今後どの

ように対応されるかについてお伺いします。 

  同じく関連して、主要施策の成果説明書85ペ
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ージの小学校給食管理運営事業について、安全

で栄養バランスのとれた学校給食を提供するこ

とで、児童の健全な心身の発達と望ましい食習

慣を促すことを目指しての事業ですけれども、

残念ながら給食費を回収できない例が多々ある

と聞いています。どれほどの額なのか教えてく

ださい。また、払えない理由は何なのか、ある

いは払えないのか、払える状態にあるにもかか

わらず、意図的に納めないのか、どのように分

析し、またどう措置、対応しているかお尋ねし

ます。 

  それから、決算書の67ページに戻りまして、

わらすこ広場使用料として128万円ほど入って

きております。平成20年度の利用状況は、10カ

月間、260日で４万6,627人になっているようで

すけれども、再開に当たって使用料金制をとっ

てわけです。しかし、従前にも増して利用者は

多いということで、必要とする方が多いという

ことが浮き彫りになったわけですけれども、

128万円という額、大変ありがたいわけですけ

れども、これについてどうお考えなのかお伺い

したいと思います。以上です。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 御質問ありました中で、税に

関する部分だけ私からお答えしたいと思います。 

  決算審査意見書32、33ページにわたって書い

てあります滞納繰り越し分の額というのは、決

算書の収入未済額と一致する額でございます。

したがいまして、これは不納欠損をした後の数

字となります。これは21年度にかけてさらにこ

の分を徴収するといったものでございます。通

常、時効等は５年と言われておるんですが、そ

れ以前のものもございます。これは要するに差

し押さえ等しておりまして、その解除がならな

い部分については５年を超えて時効が中断して

おります。こういったものについては破産事件

が解決するまでは残っていくことになります。

解決した時点で幾らかでも配分があれば、これ

は収入していくということになります。５年以

内のものにつきましては、これは毎日毎日各事

業所なり個人宅なりを訪問して少しずつでも納

めてもらうようにしております。その中で、以

前ですと不動産の差し押さえということをやっ

ておりましたけれども、最近は動産の差し押さ

え、あるいは個人の場合ですと給与の差し押さ

え、こういったこともやっております。その以

前の段階として、給与等の照会を事務所にやる

よと言っただけで少しずつ納まってくる例もご

ざいますので、さまざまな手段をとりながら収

納に努めていきたいと思っております。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 御質問２点について御答

弁申し上げます。 

  最初に、67ページの児童館使用料の収入未済

額の御質問でございますけれども、現年度の収

入未済額３万8,100円、内訳は保護者にして４

名分の滞納金額でございます。その後、職員並

びに指定管理者等の協力をいただいて、現在使

用料の納入について督促しているところでござ

います。 

  もう１点、わらすこ広場の使用料128万円に

かかわる御質問でございますけれども、再開に

当たりましては有料制を導入いたしました。再

開前でございますと人数把握のために受付のと

ころで「何人」「市内・市外」といったことを

記入していただいておったわけでございますけ

れども、有料制になったがためにカウンターに

常時人を張りつける必要が生じてございます。

無料のときには子育て支援センター職員２名と

臨時職員がフロアを中心に目配りできたんです

が、有料制になったことによって１名を常にカ

ウンターに張りつける必要が生じたと。そうい

ったことで、今年度新たに日々雇用職員１名、

これは福祉全体の正職員の人事異動にも絡んで
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いますけれども、そういったことで、確かに歳

入は128万円確保してございますけれども、21

年度当初予算で申し上げますと日々雇用職員賃

金192万円を計上してございます。この日々雇

用賃金192万円のかなりの部分が受付の料金徴

収に労力をとられているという状況でございま

すので、こういったこともいろんな方策を御提

案しながら解決に向けて努力しなければならな

いと考えてございます。以上です。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 公営住宅の家賃につい

てお答えします。 

  何名いるかということで、平成４年から未納

の方が10名おります。その中で、野際団地で２

名、玉の木で４名、小桧室で２名、松本で１名、

北新町で１名ということで、まだいただいてい

ない方についてはこれまでどおり払う意思がご

ざいますので、引き続き収納確保に努めてまい

りたいと思います。以上です。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

山口吉靜委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 学校給食の給食費の未納

の問題についてお答え申し上げます。 

  平成21年５月段階で、前年度分未納の児童生

徒数は小中合わせて39名です。金額としては合

計32万7,000円ほどになっております。 

  この理由なんですが、学校長の方では就学援

助の対象になる家庭であれば紹介申し上げて、

極力そういう公的な援助が受けられるようにと

いうことで、さまざまな形でアドバイスをして

おりますが、その対象にならない家庭のお子さ

ん方のようです。１件１件詳しくはわかりませ

んが、校長から聞いたところによりますと、収

入はあるんだけれども、給食費以外の別のとこ

ろに使う家庭もあるやに聞いております。 

  対応ですが、先日の校長会でも確認しました

が、給食費は各家庭が食材費として負担をして

いただくということで確認をしております。給

食費については、まずは全家庭から払ってもら

うという姿勢を貫こうということを確認したと

ころです。各学校としては家庭訪問や督促状と

いう形のお願いをしているところですが、それ

でもなかなか解決しない場合については、教育

委員会とも一緒に相談をしながら考えていくと

いうことで、過年度分をどうしてもお支払いい

ただけない部分につきましては内容証明郵便と

か、あるいはその後の法的措置なんかも視野に

入れながら、ともかくそれぞれの御家庭に負担

いただくということを筋として考えていきたい

と思っています。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 給食の方からいきます。 

  ただいまの学校教育課長の話を伺いますと、

就学援助対象の家庭じゃない方の未納があると

いうことのようです、結局子供がかわいそうだ

と思うんですけれども。間もなく中学校での学

校給食が始まるわけです。これは市長の公約の

肝いりでもあったわけですけれども、しかも私

どももそれを後押ししたという経過があります。

そういうことから、中学校給食が始まることに

よって未納問題がますます膨らんでいくんじゃ

ないかということが懸念されますし、現場でも

そういうことがささやかれていると伺っていま

す。まだ始まる前からそういうことが危惧され

ていますので、従来は払うようにお願いしてき

たということですけれども、それがさらに中学

校にも及ぶということで、新たにスタートする

前にある程度整えておくことが大事なんじゃな

いかと考えるわけですけれども、どういう気構

えでおられるか、もう一度お伺いします。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

山口吉靜委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 御心配いただきまして、

ありがとうございます。 
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  中学校給食は10月５日から始まるわけですが、

先日の校長会でそれぞれ校長方と確認したとこ

ろは、まずは給食費というのは食材費のみを負

担していただくんだという御説明をしっかりと

申し上げて、まずお子さんの食に関しては親御

さんが責任を持ってもらうということのお願い

をまず徹底していこうということを確認したと

ころでした。 

  それから、これも話になったんですが、まだ

スタートしておりませんので、まずスタート前

にやることをやって、スタートしてみて、それ

でまた未納がふえるような状況があれば、それ

については先ほど申し上げたような措置をとっ

ていこうということで、流れについても一応確

認しております。まずは保護者の皆さん方の良

識ある対応をお願いしているところです。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 収入未済ということに

ついて質問しているわけですけれども、今、職

を失っている方が多いということ、あるいは景

気動向が非常に悪いということで、どこの家庭

もゆとりを持って生活している家庭は少ないと

思います。そういう中にあって、やはりいただ

かなくてはならないものはいただかなければな

らないわけですけれども、ますますこれから滞

納額というのはふえてくるんじゃないかと思い

ます。今、税務課でも徴収努力をしているわけ

ですけれども、もう一度今後の対応策について

お伺いしたいと思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 20年度も行いましたけれども、

滞納繰り越しになっている個々のケースについ

て、綿密な見直し作業をこれからもやっていき

たいと思っております。個々のケース、生活実

態、すべて把握しながら、今すぐは払えなくて

も数年後に払える見込みがあるかどうか、ある

いは５年たっても恐らくこれは払えないだろう

というようなことがあったときには、例えば滞

納処分の執行を停止して３年で不納欠損にする

ということもございます。あるいは事によって

は、事情によっては直ちに不納欠損とする例も

ございます。そういったことで、個々に具体的

な事例を綿密に相談を受けながら、払うものは

払っていただくと。しかし、どうしてもできな

いものであるかどうかを綿密に審査した上で対

処しながら滞納繰り越し分を減らしていきたい

と思っております。いただくことを原則にしな

がら、漫然と差し押さえとかするのではなくて、

実態を調査した上で適切に対処していきたいと

思っております。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 大変な仕事、大変な作

業だと思いますけれども、よろしくお願いしま

す。 

  最後に、わらすこ広場の件ですけれども、広

場使用料ということで128万円いただいている

と、そのお金をいただいている方の賃金192万

円を出していると。費用対効果ということでは

なくて、あるいは日々雇用の方の仕事を奪うと

いうことではないんですけれども、利用者はお

金を払ってもここは必要だととらえるのか、あ

るいは、なければもっといいと考えるのか。利

用する人は応分の負担をするべきだという考え

が私はあるんですけれども、どちらが利用しや

すいものなんでしょうね。何もチェックなしに

出入りするということもいかがなものかと思う

んですけれども、単純にこの額から見ると使用

料が少し足しになったということにはなってい

ないわけですね。とすれば要らないんじゃない

かという考えも出てくるんですけれども、いか

がですか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 



- 154 - 

田口五郎福祉事務所長 再開に当たりまして、い

ろいろ議会で御議論いただきまして、最終的に

有料化で再開したわけでございます。現在、福

祉事務所には有料化に対して大きな不満の声は

届いてございません。そういった意味では、一

般の世帯でほぼ100円、車でおいでになった場

合にはそれに駐車場使用料が上乗せなるわけで

すけれども、逆に福祉の方に何とかしてほしい

という声は駐車料金についての声の方がずっと

多く届いてございます。 

  確かに、わらすこ広場も公共施設の一つでご

ざいますので、基本的には受益者負担という考

えはあるのかなと私も理解してございますが、

その受益者負担の金額は幾らが妥当なのか。あ

とは委員御指摘のとおり、128万円の収入を上

げるために、すべてとは申しませんが、常時受

付に人を配置して、離れることができない状態

になるわけです。そういったことを総合的に勘

案しますと、今後のわらすこの運営について、

無料化に踏み切って、カウンターの人員をフロ

アの目配りの方に集中していただくやり方、あ

るいは使用料を値上げして、せめて人件費ぐら

いは生み出そうとする考え方、いろいろ選択肢

はあるのかなと思います。ただ、現実的にわら

すこの使用料、大抵は１回100円、月パスポー

トで500円なんですけれども、駐車料金が非常

に負担だという声がございますので、駐車料金

と抱き合わせて考えますと、やはり使用料のア

ップというのはよほど慎重に考えなければいけ

ないのかなと。そうしますと、無料化も選択肢

の有力な一つではないかなと考えてございます

けれども、再開でいろいろ御議論いただいた中

で有料化に対する御意見も多数ございましたの

で、今後そういったことについて調整しながら

21年度以降の方向性をお示しする必要があるの

かなと考えてございます。以上です。 

８ 番（遠藤敏信委員） 終わります。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） それでは、平成20年度

の新庄市一般会計・特別会計の決算審査意見書

についてお聞きしたいと思います。 

  この決算審査意見書は、平成20年度に限り全

般にわたり監査委員の方から指摘されているわ

けでございますけれども、22ページの結びにあ

ります２項目ほどお聞きしたいと思います。 

  一つは、「人件費等については、職員はもと

より、市長を初めとした特別職の大幅削減を継

続する」という文面があります。この文面につ

いて、昨年12月13日に執行部から新庄市特別職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてという議案が出され、総務常

任委員会に付託されました。その説明をされた

のが今座っている武田教育長、当時の総務課長

であります。その当時の我々総務常任委員会で

の議論というものをどのように理解してこのよ

うに「大幅な特別職」という言葉を使われたの

かお聞きしたいと思います。 

髙山孝治監査委員 委員長、髙山孝治。 

山口吉靜委員長 監査委員髙山孝治君。 

髙山孝治監査委員 お答えいたします。 

  特別職の職員の給与に関する条例でございま

すが、これは20年１月から22年３月まで、例え

ば市長についてでございますけれども、この期

間につきまして減じた額とするとなってござい

ます。本体の方の別表第１でございますけれど

も、給料表といたしまして、市長は92万円、副

市長は70万円となってございますので、この本

体の額までは書いておりませんので、この期間

についてのみということにしてありますので、

それからすれば50％あるいは40％減じておりま

すので、大幅になるのではないかと思っており

ます。以上です。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 私が言いたいのは、
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我々総務常任委員会で特別職の職員に関する一

部改正、その会議録をごらんになってそのよう

な「大幅な」という言葉を使ったんですか。市

長は選挙の公約なんです、これは。恐らく武田

総務課長はその当時説明されたことを覚えてい

ると思うんですけれども、教育長はあのとき空

席でしたよね、副市長ですか。そのほかの方々

については、やはり職責を全うしてもらうため

にも市長の公約に合わせた削減幅ではいかがな

ものかと、給料は普通にもらってよいのではな

いかという議論がたくさんありました。そうい

う我々総務常任委員会での質疑というもの、審

査というものを本当に理解してこのような文面

をここに記載したのか、そのようなことを聞い

ているわけなんです。我々は付託された案件は

真剣に真摯に受けとめて、総務常任委員会全員

でやっているわけなんです。市長の大幅な報酬

削減は、市長がみずから選挙公約で上げた問題

であります。それについてどのように理解して

書かれたのか、再度お聞きします。 

髙山孝治監査委員 委員長、髙山孝治。 

山口吉靜委員長 監査委員髙山孝治君。 

髙山孝治監査委員 私、監査委員でございますの

で、執行部の席に座っておりますけれども、実

際は当然中立の立場で行います。先ほども申し

上げましたけれども、市長が公約で言っても、

現実に公約を実行しなければ何らないわけでご

ざいまして、なおかつ、先ほども申し上げまし

たけれども、条例そのものによる別表１の数字

は変わっておりませんので、この期間において

は結果として50％減、40％減ということでもっ

て私ども監査委員としては評価いたしました。

加えまして、その前後にございますけれども、

当然のことながら議員の皆様も同様に努力され

ておりますので、そういったことでございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 改めて後で昨年度12月

13日に行われた我々総務常任会の会議録をごら

んになってください。隣にいる武田教育長が議

案説明をされたわけでございますので、いろい

ろな質問がされています。どうかよろしくお願

いしたいと思います。 

  もう１点、同じページの下段に「市町村合併

ができず、本年８月末に解消されることになっ

た。しかし、こうした地域の活性化に向けて今

後も積極的に取り組むことが必要であろう」と

書いてあります。成果表に政策経営課の方が書

いている、７ページじゃなかったですかね、本

来であれば、合併問題は政策経営課が主導して

非常に頑張ってもらったわけでございます。し

かし、担当課でさえも平成20年度における経過

については本当に、21年度このような結果にな

ろうとは思わずに書いたと思います。しかし、

監査意見書の中に合併が破綻となったという言

葉が出てきています。果たして平成20年度の審

査意見書としてはいかがなものかと私は思って

いるんですけれども、我々議員も頑張りました

よ、皆さん一緒になろうと、特別委員会までつ

くって。そういう中で、担当課である政策経営

課でさえ平成20年度として書いています、成果

表について。なのに、監査意見書において21年

度まで踏み込んだ意見書とはいかがなものかと

私は思うんです。それについてお聞きします。 

髙山孝治監査委員 委員長、髙山孝治。 

山口吉靜委員長 監査委員髙山孝治君。 

髙山孝治監査委員 委員おっしゃるように、この

意見につきましては作成時点で21年に入ってし

まったものですから、こういった表現を書いて

しまいましたけれども、確かに20年度の決算で

ございますので、この辺のことは若干超越した

かなという印象は持っております。加えまして、

結果論として書いてしまいましたけれども、こ

れにつきましては今後につきましても地域の発

展のために、合併云々ではなく、多方面におい

て一緒にやっていきましょうという意味で書い
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たものでございまして、確かに委員おっしゃる

ように20年度を超越した表現であったことにつ

いてはまずかったかなと思っております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 書いたことは事実です

ので、もう１点お聞きします。 

  地域の活性化に向けて今後も積極的に取り組

むことが必要であろうという指摘があります。

だとすれば、先般、最上町議会で一般質問があ

りました。そういう中で、髙橋重美町長がこの

ような答弁をしております。合併問題が一段落

した今こそ「最上は一つ」の合い言葉のもとに

８市町村が広域連携の意義と重要性を認識し、

８倍の魅力をつくっていくということを一般質

問の議員に答弁なさっています。こういうこと

も踏まえてこのような記載をなされたのか、そ

れとも、全然関係ありませんよと言えばそれま

でですけれども、今まで山尾市長は当時合併問

題を出すときは広域連携をとるか合併をとるか

本当に悩んだと思います。山尾市長は、合併は

大事なんですよということで、合併に向けて

我々議会にも示されました。そういう中で、ど

のような意図をもってこういうことを書かれた

のか。相手側の最上町長は、先般の一般質問の

中で「広域連携をやっていくんだ」と。幾ら監

査委員といっても、山尾市長の考えというもの

を十二分に考えてやっていってもらいたかった

なという思いでこのような質問をさせていただ

いたわけでございます。 

  次に、決算審査意見書でも指摘されておりま

すけれども、64ページの12款１項２目の民生費

ですが、ここに書かれています。中段にありま

す。保育所入所負担金の繰り越し分を含めた未

收額は599万7,940円であり、その半分が民間立

保育所のものであったという項目があります。

64ページ、保育所入所負担金があるんですけれ

ども、どうしてこのような事態に陥ったのかお

尋ねしたいと思うんですけれども、その辺のこ

とを１点と、半分にもなる歳入未済ですか、そ

の解決策としてどのように考えているのか、そ

の点についてお聞きしたい思います。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 決算書65ページに具体的

にわかりやすく数字が出てございます。20年度

の保育所入所負担金収入未済額286万4,000円、

うち民間立保育所分が142万50円、端的に20年

度分の収入未済額のほぼ50％、公立の保育所も

含めまして６カ所ございますので、単純に申し

上げますと15％ぐらいが平均の数字なんですが、

この保育園だけで未収金の半分を占めてしまっ

てございます。この件につきまして対応がおく

れましたことをおわび申し上げたいと思います。 

  ただ、私ちょっと気になることが１点ござい

まして、19年度決算の金額を調べてみましたと

ころ、この保育園の未収金の割合が30％でござ

いました。もともと30％でも高い率なんでござ

いますけれども、20年度の未収金額が50％、す

なわち１年の間で未収金の割合が20％ふえてご

ざいます。とりあえず保護者の所得の階層の分

析あるいは昨年末からの雇用不安に対する影響、

そういったことを早急に分析してまいりたいと

思います。 

  具体的な対応策といたしましては、当然保育

料の徴収につきましては福祉事務所がその事務

を担っているわけでございますけれども、市で

経営しております五つの保育所でも所長を初め

とする職員の協力も得ながらこの未収金対策を

行っております。当然民間であります保育園の

協力も従来いただいておったんですが、より保

育園の協力をお願いしながら、この未収金対策

を行っていかなければならないと考えてござい

ます。申しわけございませんが、そのようにさ

せていただきたいと思います。以上です。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩します。 
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     午前１１時０２分 休憩 

     午前１１時１２分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 所長にお聞きしたいん

ですけれども、どの民間立保育所が滞納してい

ると私が言うことはできないんですけれども、

今後もそのような方向づけになっているわけな

んです、北部ですか。やはりそうなった場合、

このように指摘されたように、公平な徴収率と

いうか、やってもらいたいなと思って質問した

わけでございます。といいますのは、相当額、

支援して民間立に業務委託しているわけでござ

いますので、せめてお金ぐらいはすぐ入ってく

るような方法論というか、そういうことで今後

もよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、先ほど税務課長から不納欠損額がふ

えつつある、ふえているという答弁がありまし

た。あれは今田委員の質問ですか、それについ

て１点お聞きします。 

  実は、こういうことは昨年度も聞いたんです

けれども、305ページの財産に関する調書でご

ざいます。議会に報告する義務はないというこ

とで、昨年度も聞いたわけでございますけれど

も、新庄市が約半分近く出資している株式会社

新庄市卸売流通センターの件であります。 

  まず１点、ことしの決算で収入未済額は幾ら

ぐらいあったのか。山尾市長が社長であります。

監査委員が副市長であります。その辺わかって

おりましたら答弁をお願いします。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 ことしの６月25日に定時株主

総会を開催したところでございます。その中で

の御質問の未収金でございますけれども、未収

金につきましては515万5,904円となっておりま

す。その内訳としまして、市場使用料の未収金

ということで、前年度も御指摘いただいていま

すけれども、平成17年１月から３月分という形

で新庄青果、仲買人組合等の未収金がまだその

ままの状態でございます。そのほかに、21年３

月31日現在におきまして、20年４月から３月ま

での使用料がほとんど未收になっているという

ことでございます。ただ、この定時総会を開催

するに当たりまして、やはりこの状態は非常に

まずいというのは当然私どもも新庄青果の方で

も認識はしているということで、25日に入金し

てもらったということでございます。ただ、そ

れが全額ではなくて、223万円ほどの入金であ

ったということでございます。今現在の未収金

でございますけれども、新庄青果の使用料でご

ざいますけれども、20年12月から３月分までが

依然として未收の状態になっているということ

ございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 副市長が監査委員にな

っていますけれども、どのような監査報告をさ

れたのか。私は前も一般質問で聞きました。新

庄市が信用して、地場産業のためにこういう市

場に手助けして、卸売流通センターとは大家と

たな子の関係であるわけなんです。担当課の課

長からは515万あったと。しかし、200何万のお

金を入金してもらって、恐らく300万弱ぐらい

の金が残っていると思うんですけれども、先ほ

ど税務課長が言ったとおり、不納欠損額がふえ

ていると。その中で、私が聞きたいのは、平成

17年度分がありましたよね。それは来年恐らく

５年で不納欠損になるんじゃないですか、５年

間過ぎれば。とすれば、このお金を払った分の

中に平成17年度分があったのか、ないとすれば、

私の計算違いだと大変申しわけないんですけれ

ども、来年は平成17年度分が不納欠損になるん
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じゃないですか、もしくは再来年ですか。その

辺のことをお聞きしたいと思います。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 今年度に入りまして６月に入

金していただいた使用料につきましては、20年

度の使用料、光熱水費という形になっておりま

す。16年度分の17年１月から３月の内容につき

ましては、前回の議会でも御説明申し上げてい

ますけれども、17年度からの料金改定の考え方

の相違がございまして、なかなか理解を得られ

ていないというのが今の状況でございます。 

  なお、民法上５年間での時効という制度は確

かにありますけれども、また今年度誠意をもっ

てお話ししていきたいと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 去年もその当時の担当

課の課長がそのように言いました。使用料の設

定ですか、その違いはあっても、やはり払って

もらうべきものは払ってもらわないと、先ほど

監査委員も指摘されていたように、公平に欠け

るのではないかと私は思うわけでございます。

まして市長が社長ですよ、その会社の。副市長

が監査されているんですよ。普通の収入未済額

とは全く別な面で考えていかないと、一般の市

民にこれらのことが周知されていった場合、果

たしてどうかなと私は思うわけなんです。先ほ

ど質問する前に聞きましたけれども、監査委員

としてどのように未済額について指摘されたの

かお聞きしたいと思います。 

國分政嗣君副市長 委員長、國分政嗣。 

山口吉靜委員長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣君副市長 監査役という株式会社の役目

を仰せつかっておりますけれども、市としては

監査役のみならず、原課あるいは社長、同じ立

場で申し上げておりますけれども、毎年申し上

げておりますけれども、とにかくセンターの取

扱高もしくは当該会社の取扱高が何とかふえる

ようにいろんな手だてをお願いしますというこ

とで、会社も努力をすると、次年度の経営計画

については努力をいたしますと、こういう方法

でいたしますということを毎年御報告、計画を

いただいております。それと、今、農林課長が

申し上げましたように、17年度当時の料金の考

え方の違いという点については、何回となく説

明をさせていただいておりますけれども、これ

も粘り強く説明をして、あるいは当該会社の取

扱高の増大に向けて努力していただきますよう

今後も市としてお願いしていくつもりでござい

ます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） わかりました。信用い

たしまして、この平成17年度分を不納欠損にさ

せないためにもよろしくお願いしたいと思いま

す。これで質問を終わらせていただきます。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） １点だけ聞いておきた

いと思います。 

  ６ページの17款１項寄附金についてでござい

ます。これは78ページの財産収入の中に入って

いるのかなと私は思っておりますけれども、こ

れはふるさと納税制度の寄附金ですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ふるさと納税ばかりで

はございません。通常の寄附金、去年はたしか

企業から500万円をいただいた寄附金もござい

ましたので、それらを全部含めた寄附金一切で

あります。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） そうすると、ふるさと

納税制度による寄附金はどのぐらいありますか。 
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坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 決算書の81ページ、成

果表の８ページ、ここに記載してございますよ

うに、18件の85万9,000円をいただきました。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） これは全国的にどうい

う動きなのか、また最上郡全体として、最上郡

としてはどういう制度による成果が上がってい

るのか、それも一つ。 

  それから、この制度を利用する場合には、手

続としてどういう方法なのか。例えばこっちの

方の納税証明書を向こうに送ってやって、向こ

うからそういう手続が来るというような方法だ

と思うんですが。 

  それからもう１点は、例えばふるさと納税制

度において新庄に納税すれば、住まいを置いて

いる自治体はその分減るわけですね。その辺の

全国的な問題として自治体から何か不満が出た

ところがあるのか、わかればお聞きしたいと思

います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 寄附金をいただいた

方々の所在ですが、県内が３人、東京周辺、関

東が11名、その他関東以西の方、大阪とか、そ

ちらの方ですけれども４名、合計18名でござい

ます。 

  寄附された方には、寄附金をうちでいただき

ましたよという領収書を税金の確定申告のとき

にそれで申請していただくと、原則的には１人

5,000円が個人負担になりますが、そのほかの

ものは市民税あるいは県民税としてその地域か

ら控除されるという仕組みになってございます。 

  ただ、納税を受ける方は、寄附を受ける方は

大変ありがたい制度ですが、大都市周辺、例え

ば東京の方がふるさとを思ってどんどんどんど

ん寄附していただければ、本来は東京都庁とか、

住んでいる区あるいは市に入るべきお金がそち

らの方に持っていかれるということで、ふるさ

と納税制度発足のときにそういった大都市圏を

中心として反対する声はありましたけれども、

実際に実施されてからはそういった声は聞こえ

てこないということで、定着してきたのかなと

いう感じはしています。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） もらった自治体では領

収書をあげるということなんですが、その前の

手続というものは、こっちの方から例えばこう

いう納税の額ですよなんていうのは一切ないわ

けですね。 

  それから、向こうからこっちの方へ移す方の

自治体は反対だということはわかりますけれど

も、ただ、東京都の石原知事あたりも、ああい

う財政が豊かだから、税金によって地方への交

付税を支給するわけですね。それにも反対だと

言っているんだから、やはり出す方の自治体と

なれば余りいい顔はしない、だから余りこれは

進まないのかなという気もします。できれば、

手続が簡単なら、向こうの知事から怒られなが

らも親類にお願いしますと言えば多少来るんじ

ゃないかという気がしますが。 

  以上で終わります。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 新庄青果ですが、この

件についてはかなり、前も使用料が滞ったとい

うか、払わないというか、そういう経緯があっ

たわけです。そこで、使用料を払えないような

要因というもの、なぜかと。結局はもうからな

いからだわけだ。もうからないということは、

どういうことでもうからないのか。取扱高が少

ないからもうからないわけ。取扱高がなぜ少な

いか。その辺を農林課長あたりはどういうふう
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に分析なされているのか。と申しますのは、こ

の公設市場をつくるとき、かなり前に、これか

らは農業も米だけではだめなんだと、いろんな

野菜とか園芸作物をつくらなければだめだとい

うことで、そういう大きい目的があってつくっ

たわけよ、各農業団体とか行政、みんなが出資

して。その後、経営上、余りもうからないとい

うことで使用料を払わなかった。そういう経過

があったわけ。そのときに、まず使用料を払う

ものは払いなさいと、その後でどういうふうに

して使用料を払えるように体質改善をするかと、

そういうことが議会でも論議なって、新聞に２

回か３回報道なったわけよ。そして、今、話の

やりとりをお聞きしていると、何か前に返った

んでないかなと。要は、なぜ取扱高が増に結び

つかないか、その要因の分析というのをどうい

うふうになされているのか、わかれば一つお聞

きしたいと思います。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 分析といいますか、そういう

細かな数字を使ってのところというのはやって

いないというのが現状でございます。ただ、第

１期から第21期までの取扱量、やはりだんだん

と減ってきております。この要因として考えら

れる点でございますけれども、それにつきまし

ては小売業者等が市場を使って流通を広げると、

そういう目的を持って新庄最上地域に公設市場

をつくったということでございます。ただ、最

近の流通形態の多様化といいますか、大型スー

パーとか、あるいは商社とか、そんなところへ

の流通経路がすごく多様になってきているとい

うところで、この公設市場の取扱高といいます

か、それが年々減ってきた。そういう時代の流

通の多様化によってだんだん減ってきていると

いうふうに見ております。それで、この取扱高

が高くならなければ、そこの卸業者ももうから

ないし、市場経営も、この手数料でもって市場

経営をやっているわけですので、維持している

わけですので、取扱高あるいは売上高を増にす

るためにということで、去年から加工品とか、

そういう付加価値の高いものについても市場で

計画しながらやっていこうと。そんなところで

新庄成果も考えていますし、その辺についても

市場としていろんな考えとか支援とか、そんな

ところで考えていきたいなと考えております。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 確かに一般の商店街と

同じで、郊外にできれば、かつての中心商店街

を避けていくと。今の市場も、そこへ農業者が

自分の生産物を持っていって売ってもらうと、

さらにそれを買ってくれる方々が大勢いれば採

算がとれるわけで、そのバランスが崩れてきて、

今のところ経営上大変支障を来していると。さ

りとて、どうするかというのは特効薬がないわ

けよ、商店街と同じ、これをやればいいという

こと。だから行政もいろんな面で苦しんでいる

と思います、口で言うのは簡単だが。 

  ただ、これは監査委員にお聞きするんですが、

一般企業でも苦しくなれば給料を下げるという

こと、人件費を下げるということを一番先にや

るわけよ、企業では。それから、社員なり市も

同じ、職員の将来のある程度の生活を保障する

ために退職金積み立てとかやっているわけ。そ

して、苦しくなってくると退職金を切り崩すと

か、これはやむを得ないと私は思います。その

ときに、一般職員の退職金なり何なり切り崩し

ておきながら、上部の給料というか、そういう

ものを引き上げると。あの会社がやっているか

やっていないか私はわかりませんよ。わかりま

せんけれども、そういうことがもしあるとすれ

ば、いかがなものかなと。その辺、人件費とか、

恐らく監査をおやりになったと思いますので、

わかればお聞きしたいと思います。 

國分政嗣君副市長 委員長、國分政嗣。 
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山口吉靜委員長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣君副市長 市が49.9％出資している卸売

流通センターの件ではなくて、そこを利用する

会社の経理でございまして、その会社も財政再

建計画を持って努力されていると認識をしてお

ります。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 職員の方々もかわって

おりますし、担当の特に農林課長なんかかわっ

ておられますので、いろいろ言っても「ああ、

そういうことがあったかな」と、これは本当の

話だと思えば本当と聞いてください。そんなこ

とを言ったって信じられないとなれば、そのま

ま聞きっ放し。 

  あの会社、公設市場をする前は新庄のあそこ

にあったわけだ、青果市場というのは。そのと

きに、何ていうか、嫁入りで言うと、向こうに

行ったとき、ある程度持参金みたいな形の資金

があったわけよ。当初はそれを切り崩して会社

の経営が成り立ってきたわけ、持参金を切り崩

して使って。それが底をついたわけ。それで経

営も余り芳しくないもんだから支払いができな

くなったわけよ、その時点から。そして一時使

用料を払わないと。そのとき私が例えて言った

のが、個人の住宅を借りて、軒先を借りて、わ

かりやすいように言うと焼きそばなり、たい焼

きなりすると。もうかると思って、採算とれる

と思って家賃を協定するわけよ、大家さんと。

ところが、焼きそばが思うように売れない、た

こ焼きも売れないと。もうからないから家賃が

払えないと。とんでもない話だと。例え話でで

すよ。合わないから出ていかなくてないんでな

いかと。こういうこともこの議場で例を挙げて

私は申しました。それから、使用料を決めるに

際して、農林課長、市場法があるんでないか、

市場の法律。これには上限とか下限があって、

どの程度まで使用料をもらっていいかというこ

とが確かにあったと思うんだよ、あのときだぞ、

今はわからない、勉強してないから。新庄の公

設市場を貸している使用料、必ずしも高くなか

ったんだよ。後で見てみろ、そのときの市場法

の法律にあるから。決して使用料を特別高くも

らったわけでない、むしろ……。あのとき農林

課長をしていたのは阿部弘さんだ。そういうい

きさつがあってやってきたもんだから、できれ

ば私もそういうことを言いたくありません。今

後少しでも取扱高が増加に結びつくようなこと

を新庄青果と、そこから卸していく小売の方々

とコーヒーでもお茶でも飲みながら、ひざを突

き合わせて、ちょっとここを利用してくれと。

かつて新庄の大型店が、相当大きい店がそこか

ら仕入れないで、とんでもないところから仕入

れてきた。そういう経過もありましたよ、出資

をしながら。今は余りしてないんでないかな、

その車が見えないから。そういうことがあるか

ら、そこに売ってもらう生産者と買ってもらう

小売者と、そこの経営に携わっているトップの

社長なり役員なり、お互いに批判ばりしていた

ってどうにもなりませんので、よく話し合いを

して、少しでも使用料が、一挙に払うことがで

きないとすれば、世の中でよく月賦なんていう

制度があるから、少しでも払うような方策をぜ

ひ進めていただきたいと思うんですが、その辺

いかがですか。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 公設市場につきましてはだん

だん取扱高が減っているということでございま

すけれども、ただ、減っている中で、21期とい

いますか、20年度につきましては1,436トン、

３億9,673万4,000円ほどの取り扱いがあるとい

うことで、ここは新庄最上の食の流通の拠点に

なっていることは確かでございます。こういう

数字だけでは経営が悪化しているのも現実でご

ざいます。そういう中で、委員がおっしゃった
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方策といいますか、それを一緒に考えて、両方

が今後も生き延びるといいますか、取扱高を上

げるような工面といいますか、そういうものを

ともに考えていきたいと思っております。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） これは主要施策の成果

に関する説明書の12ページ、税務課の方で市の

収入を図るために、（２）で平成20年度におけ

る税制改正に伴う条例の整備等を行うというこ

とで、公的年金からも特別徴収の制度を導入し

たという点と、21ページ、市税等の収納状況、

平成20年度と19年度の比較をしておりますが、

一般市税の収入済額を見ますと、やはり19年度

から20年度では20年度の方の市税が少なくなっ

ているわけでありますし、先ほども何回か言わ

れましたけれども、18ページ、固定資産の区分

別税額の収入ですが、平成20年度と平成19年度

の土地に関しても少なくなっているようであり

ます。そして、一番きわめつけというか、21ペ

ージ、市税等の収納状況……、間違えました。  

新庄市一般会計・特別会計決算審査意見書の３

ページに決算収支の推移があります。平成16年

度からあって、この歳入の部分をずっと見てい

きますと、平成16年の決算ベースでは151億と

いうことで、かれこれ約１億ぐらいずつ少なく

なってきているというか、歳入総体の額が少な

くなっている。平成20年度は地域活性化特例交

付金等生活支援だとか経済対策という国からの

補助があってそうなったと思いますが、ずっと

年々歳々歳入が少なくなってきているという状

況は否めない事実なんです。まずこれに対する

部分部分では、例えば徴収するための施策だと

かということがあるわけですが、こういうふう

に年々少しずつというか、ましてやまた景気が

悪くなってきて減っているわけでして、その部

分に対するとらえ方をまずどういうふうに認識

されているか。例えば小さな業務を縮小するだ

とか、それぞれ個別には、先ほども議論になり

ましたけれども、市長のあれが半分だとか副市

長が40％だとかあるわけですが、総体的に歳入

万般にわたって少なくなってきているわけです。

平成20年度は別ですよ、国の施策が展開したわ

けですから。そういうところも考えているのか

どうなのか。今後ずっとこういうふうな、新庄

の人口減ともちょっと似ているような感もあり

ますが、分母を多くしなかったら歳入だって多

くならないなという懸念の材料もあるわけです

けれども、この部分について総体的にこういう

ところを考えていかなくちゃだめなんじゃない

かなという部分がありましたら、まずお伺いし

ます。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 決算関係、歳入につき

ましては平成11年をピークに歳入も歳出も予算

規模自体がずっと減少してまいりました。20年

度につきましては今御指摘ありましたように生

活対策あるいは経済対策がありましたので、そ

の線を引くと大体こういうトレンドになってく

るということが読めると思います。そういった

ことで、予算の規模の流れとしては、今後も税

収、地方交付税等が減少していく中で、歳入そ

のものがずっと少なくなっていくということに

ついては、一般質問の中でもお答えしています

ように、そういった流れは今後もずっと引きず

っていくのかなという感じはします。 

  したがって、国に要望できる点については、

例えば地方交付税の維持、増額について配慮い

ただくとか、経済危機を乗り越えるために一時

的に減収補てん債あるいは臨時対策債等で配慮

していただくとか、そういったことについて、

国にできることについては声を上げて歳入確保

に取り組みたいと。しかし、税収とか自主財源

と言われるものについて、努力しても結果的に
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少なくなれば、それに見合う歳出を考えなけれ

ばならないと思います。今実施している財政再

建プランあるいは行財政改革の線に沿って今後

も一層効率的、効果的な予算運営に努めていき

ますけれども、どの面をどのくらいという議論

については、今後の具体的な対策、個別対策を

さらに協議していく必要があると考えています

ので、具体的なことについては今後も協議しな

がら進めていきたいと思います。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 今、政策経営課長から

そういう話があったわけでありますけれども、

平成16年からといいますと、新幹線関連事業の

元利償還が始まって、財政再建が始まった年か

らですよね。現実的には歳入がそこから少しで

も、例えばの話で波及効果だとか、そのほか含

めてあればまた話がいいのですけれども、歳入

万般にわたってずっと年々歳々減少しているわ

けです。それに見合った歳出の削減だから、要

するに小規模にコンパクトに、ただ、償還もそ

れに加味されているわけだから、かなり大変な

５年間、６年間であったことは事実なわけであ

りますけれども、その償還がある程度切れるよ

うな状況になってきた。そういう状態になって

くると、例えば歳入が少しずつ目減りはするけ

れども、歳出でそういう部分がないとなってく

ると、少し弾力的にいろいろ運営することがで

きるようになると思うのですけれども、ただ、

そこのところ、ある程度確かなビジョンという

か、例えばの話で交流人口を多くするだとか、

新庄市に何か落としていただくところに重点施

策というのを万般にわたり、これもそうですけ

れども、重点施策なわけですよね、成果なわけ

です。そのめどというか、ビジョンというか、

総体的には超高齢化社会になってきて、医療費

等保健費だとか、かさんでくるのは絶対的にか

かるわけですから、大変な状況で歳入が少なく

なってきて、コンパクトになって就労人口も少

なくなってきているという状況は否めない事実

は事実なんだけれども、そこにある程度の何と

いうか、今、政策経営課長が言われる、こうい

う状態にせざるを得ないと思いますだとか、国

からの交付金をもっと多くしなくちゃだめだと、

国に陳情しますとかということは具体的云々で

すけれども、新庄力というか、新庄の地域力と

いうか、そこを少し高めるすべの施策がないと、

この事実は。その言葉の今の話の中には、いろ

いろ努力したみたけれども、だんだんと歳入が

少なくなってくるのは事実は事実でありますと

いう話の中で、いろいろ苦労されている部分は

重々わかった上での話なわけですけれども、そ

こところの何か手だては今後ないのでしょうか

ということです。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 歳入が減っていくとい

う見込みのほかに、これまで借りていたお金、

ピーク時の228億円から現在は158億円まで減少

してきています。当然、返す利子の額も減って

きますし、償還が終わるものも相当出てきます。

特に広域関係、ゆめりあは20年度で終わりまし

たし、これから処理場の償還金も一定程度低く

なっていくということで、出す方のお金もある

程度ピークを乗り越えてだんだん減少してきて

いますので、自分たちでできる幅も確かにふえ

てきております。そういったことで、今後でき

る事業につきましては財政再建プランの中に各

課から出していただきました相当の事業がござ

いました。それらをもとに、できるもの、でき

ないもの、やるべきことを含めながら、この財

政再建プランで投資的経費などをはじき出して

おります。ただ、緊急を要するもの、あるいは

安全安心にかかわるもの、活性化にかかわるも

の、すぐやらなければならない事業が相当数ふ

えてきてございます。そういったことでは学校
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の耐震化を初め子育てとか、あるいは定住対策

とか活性化対策とか緊急経済雇用対策とか、そ

ういったことについて、もろもろのやらなけれ

ばならないことについては庁内で協議し、ある

いは皆さんと協議しながら具体的なものについ

ては詰めていきたいと考えています。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 現状はそういう現状で

歳入が少なくなってきているよということで、

ちょっと具体的なところに触れさせていただき

ますけれども、主要施策の成果に関する説明書

の中で、６ページ、地域づくり振興に関するこ

とで山形県市町村総合交付金について、平成20

年度の交付事業は58事業、58件取り扱いました

という内容がありますが、特異な点、要するに

こういうことが結構大きかったよ、こういうこ

とをして交付金をもらうことができたよという

状態の何点か教えてください。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 総合交付金は58事業ご

ざいまして、一番大きい事業が交通安全専門指

導員とか高齢者の能力開発事業、園芸作物推進

事業交付金、市立保育園のにこにこ子育て支援

事業とか、各課にまたがった事業で構成されて

おります。県の補助金として充てるべきものを

事務処理が簡単なように一括して交付するとい

う制度でありまして、その内容については58事

業ずっとありますので、それらの中から重立っ

たものは今言ったようなものでございます。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 後からその資料をいた

だけることを期待しますけれども、今なぜこれ

をお伺いしたかというと、市の歳入が不足、だ

んだん少なくなってきている状況の中で、補助

率の関係だとか、それぞれ各課でいろいろ知恵

を絞って、例えばこれからしますスクール・ニ

ューディール構想なんかはほとんど国の補助金

95％でやれるわけですよね。国の補助金を使っ

てやった場合には、歳入が少なくなってきてい

る中で事業も必要に迫られてやらなきゃだめだ

と、まちづくりもやらなくちゃだめだといった

場合には、その交付金、要するに補助率の問題

で、補助率が結構高かったらそれなりに市の財

政を余り圧迫することなく事業を遂行すること

ができるわけです。そういう観点からこれをお

伺いしたわけであります。一括で云々というこ

とは、もうちょっと立ち入ってお伺いしますと、

58件、申請事業というか、事業58件やったわけ

ですが、補助率の一番高い事業というのは何％

ぐらいでやれた事業があるんですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 100％補助というのも

ございますし、中には生活交通確保対策事業の

ように特定財源、いわゆる国の財源を充てたも

のなどがあります。市の一般財源の負担を伴う

ものも相当数ありまして、補助率７割とか８割

ぐらいから一、二割のものまで幅広くございま

す。それは事業事業で一つの決め方といいます

か、県の要綱、考え方にのっとって構成されて

いると。ただ、一括して事業申請あるいは交付

申請が行われると。県の方で効率的に、個々ば

らばらの補助制度ではなくて、効率的に一括し

て、事務の煩雑さを避けるために一括してでき

ますよという事業として取りまとめられた交付

金制度だということになりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

山口吉靜委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 
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山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 午前中に引き続き質問

させていただきますけれども、政策経営課長か

ら早速いただきました、58事業の。手早いなと

思って感服しているところでありますが。要す

るに、交付金を上手に使って、市の財政が大変

な状況の中で上手に事業を履行してもらいたい

なという思いで質問しているわけであります。 

  たまたまいただいた資料の中に、県の補助金

の交付事務について軽減を図るという趣旨と、

県から市町村への分権推進も大きな課題になり

つつある中で、この制度は特に財政面における

市町村への分権推進の取り組みとして大きな意

義を有するものと考えておりますという、要す

るに財政面で市町村に分権するために金を一本

化したのだよという内容が含まれているわけで

あります。 

  その中で、先ほども話しましたように、政策

経営課長の方から新幹線関連事業の交付金事業

も来ているよということにもびっくりしたわけ

ですが、要は今後有利な補助金をして市は何を

したいのか、できるだけ市の持ち出しが少なく

なる状況の中で考えていただきたい旨、今後検

討しながらお願いしたいと思います。この件に

ついては終わります。 

  次に、65ページ、先ほどと重複しますけれど

も、収入未済額、民生費の負担金分担金です。

この中でびっくりしたことは、民間立保育所の

収入未済額が市の保育所全体の未済額の半分、

142万50円になっています。これについて午前

中にもいろいろ質問あったわけでありますが、

市の保育所では所長が、お金を納めてない児童

のお母さん方に対して集金を依頼するというの

は嫌なことです。その業務は市だからやれるの

であって、民間立はその嫌な部分を逃げている

のではないか、市が責任をとるのだからという

状態で。それがこういう結果を招いたのではな

いかと思いますけれども、どうですか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 午前中、小野委員の御質

問にもお答え申し上げましたが、19年度の収入

未済額のうち30％が民間の保育園、それに対し

て何ら具体的な手を打たなかったということが

20年度の収入未済の約半分が民間の保育園とい

う結果につながったと深く反省しております。 

  どうしてこう民間だけが非常に高い未収金の

率かということに関しましては、ただいまの委

員御指摘の内容であるかなということも強く感

じてございます。市の保育園では所長を中心に

いたしまして保育士みずからが保護者に対して

保育料の納入について積極的に働きかけを行っ

ていただいております。ただ、もう一つ気がか

りなのは、昨年度が30％、今年度が50％に拡大

した背景として、保護者の所得の内容あるいは

昨年末から急に襲ってまいりました雇用不安、

そういったものが背景にあるのか、ないのか、

そういったことも同時に調べてまいりまして、

もしそういったことが背景にあるとすれば、そ

ういった保護者に対しては個別の相談に応ずる

ような納入体制も必要かなと考えております。 

  この結果については、重ねて申し上げますけ

れども、本当に申しわけなく思っております。 

  以上です。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 南部保育所は、市が責

任を持って民間に委託をするという業務体系を

初めてやったわけです。その段階で、保育所の

部分については……、東部です、南部保育所じ

ゃない、新庄市東部保育所を閉所してという状

態。この段階で市に準ずるのですから、１年間

で30％から20％上がった、それは社会状況だと

か経済事業が悪くなったからという考え方もあ
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りますけれども、その前にして30％だったとい

うことも含めて、民間に移行する段階で、その

収納の部分についてもお願いしますよと、直接

には市の責任ですけれども、そういうことは契

約条項の中に入ってなかったのですか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 市で経営しております保

育所を指定管理者に委託する場合ですと契約行

為が伴いますので、その契約の中で保育料の徴

収にかかわる部分についても一定の義務をうた

い込むことは可能かもしれませんが、民間の保

育所と市の間の契約というものはなじまないの

かなと。なじまないというよりも、あり得ない

のかなと思っております。したがいまして、市

の保育所と同様に協力をお願いするとすれば、

現在の市の保育所と民間の保育園の保育料の納

入方の違いについてきちっと説明して協力をお

願いすると、そういった手順で進まざるを得な

いのかなと思っております。 

  なお、民間の保育園の方に協力要請する以前

に、まず市の福祉事務所の担当が未收金対策を

行うという前提でございますけれども、それに

加えて保育園側の協力をお願いすることによっ

て未収金を減らすことができるのかなと思って

おります。以上です。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 来年度から北部保育所

も民間移行するわけですよね。その段階できち

っとした話をしないと、また同じ轍を踏むこと

になる。要するに、未収金が半分以上入ってこ

ないということは、金は市で、入る子供の責任

を持つのも市で、上物も全部市が責任を持って

やる、それは契約条項の中にそういうふうにし

てお願いしますよと言うのは、これは何らやぶ

さかじゃない。今の条項のスタンスでやれば、

北部保育所が民間立になった場合にまた同じ未

収金問題でこういう状況になりかねない。そう

いう状況に追いやられる可能性があるので、こ

れはある程度その段階できちっとうたって、例

えばの話で契約条項に取り入れないとすれば、

お願いをしっかとした上で契約を結ぶべきだと

思うんですけれども、どうですか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 今回の決算の結果を十分

踏まえて、かつ反省し、北部保育所の民営化を

進めてまいります。以上です。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） もう１点、今の140何

万の収入未済額のある民間立の保育所では、こ

れぐらいのお金が納まってないということを関

係のスタッフの方というか、園長さんは知って

いますか、知っていませんか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 どの程度の度合いで協力

していただいているかまでは詳細を把握してご

ざいませんけれども、未収金があった場合には

市の保育所と同様、民間の保育園に対しても保

育料納入について協力のお願いは現在もしてご

ざいます。したがいまして、その協力のあり方

についてもう一歩二歩進んだ協力をお願いした

いということで、今後取り組んでまいりたいと

思います。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 結局は市の職員の方々

が、この収入未済額のために個別に幼児のお母

さん、お父さん方に集金に上がらなくちゃない

わけです。仕事量がかなりあるわけですよ。こ

れは制度上でもう一回きちっと手を打っていた

だけば、よっぽど軽減なるのではないか、今後

のこともありますし、北部保育所が民間立にな
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ることもありますし。この部分は今の話をお伺

いするとうやむやな話になりましたから、それ

ぞれ民間立になって、未済額が半分以上あるよ

という民間立の保育所の園長は、保育料の件に

ついては新庄市だからというとらえ方で、嫌な

ことには触れてない。よって、今のはちょっと

あいまいな話になりましたけれども、収入未済

額の半分以上、280万幾らある未済額のうち半

分あるよということは知らないと思いますよ。

電話を入れて聞いてみればわかる話ですから。

だって市の職員を派遣してお金を取りに歩かな

くちゃないわけでしょう。今後、民間にやった

ところの業務もきちっした状態に、市が建物も

上物もすべてやって、子供らまでもちゃんと面

倒を見てあげているんだから、それぐらいは頼

みますよと、きちっとやった方がいいと思いま

すよ。もう一度だけお伺いしてやめます。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 午前中の小野委員に対す

る答弁の中でも述べさせていただきましたが、

その午前中の時点で金委員御指摘の方法でやろ

うと思っておりました。監査委員の意見書でも

取り上げられておりますし、決算特別委員会で

も委員から指摘があったということ、かつ具体

的な金額を示しまして、先ほど申し上げました

ように一歩二歩三歩進んだ協力の要請をしてま

いりたいと思います。以上です。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入についての質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について、質疑ござい

ませんか。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それでは105ページ、

２款総務費１項総務管理費11目市民生活対策費

の町内街路灯電気料金補助金394万5,000円につ

いて、次に117ページ、３款民生費１項社会福

祉費１目社会福祉総務費のシルバー人材センタ

ー助成事業664万円、次に130ページの４款衛生

費１項保健衛生費２目予防費、予防接種事業

2,880万円、この件についてもお聞きしたいと

思います。 

  次に、143ページ、６款農林水産業費１項農

業費５目農地費、農地・水・環境保全向上対策

事業費1,456万円について、次に147ページ、６

款農林水産業費２項林業費１目林業振興費でご

ざいます。これについてはナラ枯れ被害木薬剤

処理業務委託料、未整備森林緊急公的整備導入

モデル事業の二つをお聞きしたいと思います。 

  それから、151ページ、７款商工費１項商工

費３目観光費、観光振興対策事業費３億4,700

万円、これもお聞きいたします。 

  次に、155ページ、８款土木費２項道路橋り

ょう費３目道路新設改良費、福田工業団地線整

備事業、お聞きします。 

  次に、171ページ、10款教育費２項小学校費

１目学校管理費、小学校給食室改修・増築等工

事実施設計業務委託料、この８項目をお聞きし

ますので、よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、町内街路灯電気料金補助金でご

ざいますが、これは市内に何カ所ぐらいあるか、

一つお願いします。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

山口吉靜委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 町内街路灯は、道路上の防

犯対策として設置している町内の街路灯につき

まして、街路灯の電気料の実支払い額の30％を

補助するという目的でやっております。実際に

は211町内といいますか、地区で、そのほかに

商店街６カ所、まちづくり協議会１カ所という

ことで、211町内のほかに６カ所の商店街など

ということで設置させていただいております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 
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山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 器具の方は何％とか該

当ならないんですか、それから町内の申請方法

と、必要に応じてふえていってもいいのか、そ

の辺。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

山口吉靜委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 器具につきましては毎年東

北電力さんから御厚意によりまして17基ずつ、

ここ20数年来ちょうだいしております。寄附を

いただいております。その器具を利用いたしま

して、40ワットの電灯なんですが、その器具は

いただきものなんですが、設置費が１カ所２万

から３万程度かかりますので、その設置費を予

算化して、それは市の工事費という形で町内に

設置しております。 

  各地区町内会からの申し出といたしましては、

街路灯設置の申し出書という申請書１枚の用紙

でございます。代表して区長さんから、こうい

う場所にこういうところで設置したいという申

し出があれば、その年内中にいただいておりま

す17基、予算の範囲内で設置させていただいて

おりますので、なるべく早く申し出があれば早

目につくかなと思います。 

  限度として特段定めはないのですが、電気料

につきましては１基ふえれば年間大体3,000円

ぐらいの実電気料が東北電力さんから町内会さ

んに請求が行きます。その約３割なので、30％

分はこちらから補助すると。ですから、どんど

んどんどん町内会でふえれば市の持ち出しも

1,000円ずつふえますが、町内会さんの御負担

も約2,000円ずつふえていくということで、１

基増設すれば2,000円ぐらいの町内会さんの持

ち出しかなと思います。以上です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） その場合、申請する段

階で、ただ自主的に請求、市の方に来て、あと

は市で認めてやっていただく、信頼的にやって

いただくということでいいんですか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

山口吉靜委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 代表して区長さんから申し

出ということは、その地区の総意であると考え

ております。ただし、現場を見て、余り近くに

道路照明灯とか同じような目的の防犯灯が近く

にあったり、設置する場所について電力さんの

電柱だと問題ないんですが、ＮＴＴ柱だったり

民間の場所だったりした場合にはそちらの方の

調整は地区の方でやっていただくということで

やらせていただいております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） その際に、現場を見て

いただくというのは、できてから、それともで

きる前、できる前に見なきゃわからないと思い

ますけれども、その辺。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

山口吉靜委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 当然ながら申請があって、

それから業者に発注するわけですが、業者に発

注する前にこちらの方で指示しなければならな

いので、発注する前にこちらの方で確認します。

その際、地元の区長さんもしくは関係者に立ち

会いをしていただいて、その上で工事の見積も

り発注ということになります。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 次に、２番目のシルバ

ー人材センターでございますけれども、新庄・

最上地区シルバー人材センター運営費補助金で

ございますけれども、これの規模あるいは行動

範囲は最上一円なのか、新庄市だけなのか、そ

の辺をお願いします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 
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田口五郎福祉事務所長 最初に規模から申し上げ

ます。20年度の実績でございますけれども、会

員数が730名、受託件数、仕事を請け負った件

数でございますけれども、3,650件、就業延べ

人数６万2,000人、就業率88％、契約金額２億

7,550万円、これが20年度の実績でございます。

会員は最上郡内一円となってございます。 

  以上です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 事務所とか、そういう

ものは新庄市に置いてあると思いますけれども、

仕事の範囲は最上郡一円と考えていいんですか。

それでは郡内の人たちも新庄に来て仕事をして

いると。それから、適材適所とか、そういうも

のがあろうかと思いますが、職種とか、そうい

うものはどうなっているのか、ちょっと。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 細かい具体的な資料が手

元にございませんけれども、会員数は断トツに

新庄市民の方が多うございます。基本的に新庄

市民の会員が新庄市の仕事を請け負うという格

好にはなってございませんが、実際にはやはり

会員の市町村の中で発注された業務については

当該市町村の会員がほとんど請け負ってござい

ます。ただ、特殊な技能を要するような場合に

は、そういった会員の市町村にこだわらず、技

能を有する会員がどこの市町村であっても出向

いて仕事を行っているという状況でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 年齢の制限とか、そう

いうものはございますか、やはり労働でござい

ますので、その辺ちょっと。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 年齢につきましては、基

本的には60歳以上だったと思いますが、ただ、

場合によったら50歳以上であれば会員としての

登録も認めているようでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 会員になるには、何か

会費とか、そういうものは組織の中でございま

すか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 たしか会員登録には年間

3,000円の会費の納入が必要だったと記憶して

ございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 730名で仕事が3,650件

ですか、例えば仕事が長くなくなるというよう

なことはございませんか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 決算の状況をお伺いしま

すと、年々受注額が減ってきているようでござ

います。特に最近ですと景気が低迷したことに

よって、中核工業団地の企業からずっと長年請

け負ってきた仕事が受注できなくなったという

ことも20年度の出来事として伺っております。

したがいまして、市としてはできるだけ頑張っ

てシルバー人材センター自体が受注額をふやす

ような営業活動を積極的にやっていただきたい

ということを申し上げております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 頑張ってやっていただ

きたいと思います。 

  次に、予防接種事業でございますけれども、

高齢者のインフルエンザ予防接種委託などがこ

こに掲げられておりますが、新型インフルエン

ザの大流行が懸念され、そして現在ではハイリ
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スク者といいますか、小児、妊婦さん、透析患

者などが感染して重症化した場合に、受け入れ

て専門的に治療できる医療機関の把握が先ごろ

全国的に実施されまして、山形県はすべて把握

しているということをお伺いしましたが、新庄

では患者の搬送先や必要な病床数や治療薬、タ

ミフルですか、それの備蓄数など、どの程度ま

で想定しているのかお聞きしたいと思います。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今年度の事業内容ということ

で理解してよろしいんでしょうか。新型インフ

ルエンザの対策については、来週にももう一度

新型インフルエンザワクチンの投与について優

先順位をどうするかという会議がございます。

今現在わかる範囲内でお答え申し上げますと、

最優先順位は医療従事者、第２順位が妊婦と基

礎疾患を有する者、第３順位が未就学児等、第

４番目が乳児を持っている両親という形で今現

在示されておりますけれども、これは確定では

ございません。今後新型インフルエンザのもの

がどの程度外国からの輸入によって供給される

か、その辺をかんがみて今後の対策が打たれる

ものと思っております。以上です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それから、県内では新

型インフルエンザの感染対策のために各種イベ

ント中止などの対策をとっていますが、学校の

学級閉鎖などもこれまで累計で43校になってい

るとお聞きしていますが、新庄市の状況は一体

どうなっているのかお聞きしたいと思います。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３３分 休憩 

     午後１時３３分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それでは進みたいと思

います。143ページの農地・水・環境保全の決

算で質問したいと思います。 

  市内で35の地域保全団体が活動しているとお

聞きしましたが、主な活動内容など、農林課で

わかるなら教えていただきたいと思います。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 農地・水・環境保全活動につ

きましては、平成19年からの５カ年計画という

ことで、35の集落と協定を結んでいるわけです。

その協定項目の中に活動の内容といいますか、

そういう種類のものを計画して協定を結んでい

るということでございます。農用地に対する活

動とか開水路に対する活動とか、ため池に対す

る活動とか、そういう分類になっております。

その中で、例えば農道の砂利を敷いたり、農業

用水の草刈りをしたりとか、そういういろんな

活動項目がそれぞれ35の集落において計画され

て実施されているということでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） この制度には期限がつ

いているとお聞きしましたが、もう何年ぐらい。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 今申し上げましたように、19

年度から５カ年ということで、23年度まででご

ざいます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 農家にとってはこれが

非常によい制度と言われておりますし、また農

道や河川、農地公園などの整備がされて、大変

環境もよくなってきているということから、こ

れを継続して運動していくという方法を考えて
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いないか、その辺。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 私も大変すばらしい制度だと

思います。農村地域を農家だけでなくて、すべ

ての住民、いわゆる農村に住んでいるすべての

住民が参加して自分たちの地域をきれいにする

と、過ごしやすくするという制度では大変すば

らしい制度だと私も思っております。一応23年

度までとあるので、もう３年ほどあるというこ

とでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 23年度までの５年間と

言われました。これの窓口は農林課ではないと

いうことをお聞きしております。農林課が窓口

になって継続していくということも大事なこと

でございますが、水と農地と環境ということで

ございますので、環境課も入るだろうし、草刈

りとか河川のこともあるので都市整備課も入る

と思いますが、これに対してもう少し窓口とい

うものを農林課あたりがやって、積極的に環境、

都市整備なども参加してはいかがかと思います

が、その辺どうですか。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 この交付金の交付の仕組みと

いうのが、山形県の農地・水の協議会があるん

ですけれども、そこで一括してそれぞれの活動

に対して毎年交付するという仕組みでございま

す。その中で新庄市負担分として総額の４分の

１を負担しているのがこの決算の額でございま

す。それで、協定を結ぶのは新庄市と集落とい

うことでありますので、それは市の農林課が窓

口となっております。あと、それぞれの活動の

中で、委員から質問ありましたように、例えば

都市整備課と関連すればそのところとか、ある

いはいろいろな調整を図りながらの活動になっ

ているということでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） ３年先もあると思いま

すので、これから考えていっていただきたいと

思います。 

  それから、ナラ枯れ被害でございますが、去

年からことしにかけて一段と枯れの被害が広が

ってきているようでございますが、市としては

どのような対策をしているのか、松くい虫もあ

わせてお願いします。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 ナラ枯れ被害につきましては

やはり年々その被害というものが拡大している

ようでございます。きょうも国道沿いに目視で

きる範囲ということで、西部と東部ですか、２

班に分かれて調査活動を今やっているところで

ございます。膨大な被害なもんですから、なか

なか食いとめる手だてというのが見つからない

ということで、平成20年度の事業の中では陣峰

市民の森、そこもかなりナラ枯れがひどいとい

うことで、その陣峰市民の森のうち98本のナラ

枯れしたものに対して防疫といいますか、それ

をやったということで、被害はかなり拡大して

いるという内容でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 未整備森林緊急公的整

備導入モデル事業は、時間があれですから飛ば

しまして、観光振興の方をお願いしたいと思い

ます。 

  友好自治体交流推進事業でございますが、

「広報しんじょう」にも載っておりましたが、

９月12日、きのう、おとといですか、おなごり

フェスティバルで秋田の能代の方に行って、大

変好評を得たということをお聞きいたしました

が、時間がございませんが、感想など。 
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黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 感想ということで、せっ

かく御質問いただいたわけでございますので。 

  まつり委員会に対して新庄まつり山車の派遣

ということで招請がまいりました。それで上茶

屋町の山車が出演ということで、各地のすばら

しい祭りと一緒に共演できたということにつき

ましては、祭り、山車、囃子の関係者にとって

は非常にいい勉強の機会だったのではなかった

かなと思います。私自身も参加させていただき

まして、各地のすばらしい祭りを目の当たりに

しました。ただ、残念なのは、部分部分という

ことで、新庄も１台、ねぷたも１台ということ

で、その祭り全体の大きさがはかり知れなかっ

たということもございますが、何よりもまず一

堂に会したということで、また新庄まつりも地

元の新聞の一面に取り上げられたということも

ございまして、皆非常に気をよくして帰ってま

いったと。 

  つけ加えさせていただきますと、同時に開催

しました物産振興という立場で泉田イモノコを

販売したようでございます。地元の組合が販売

したようでございます。500食準備いたしまし

て完売ということで、あの辺、能代のあたりで

はサトイモを食べる風習が余りないということ

だったんですが、皆さん「おいしい」と言って

食べていただいということでございまして、直

前まで雨も降っていましたが、スタート時には

雨も上がったということで、大変いい祭りに参

加させていただいたと感じてございます。 

  以上でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 道路新設改良費でござ

いますが、福田工業団地の進捗状況をちょっと。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 福田工業団地線につき

ましては、特に地すべりが大規模に発生しまし

て、それの対策工事としてのり面整形を20年度

で実施させていただきました。 

  なお、23年度で全線を完成したいと思ってい

ます。以上です。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時４５分 休憩 

     午後１時４５分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 先ほどの注意、十分心

得て質問させていただきたいと思います。 

  私の方からは、主要成果に関する説明書から

のみ、これから質問いたします。 

  先に、きょう質問したいとページ数と項目を

申し上げます。 

  後ろのページから入りますけれども、96ペー

ジ、生涯学習課、雪の里情報館関係、次の95ペ

ージ、わくわく新庄に関する指定管理の活用あ

るいは施設管理について伺います。二つ目とし

て、商工観光課になりますが、73ページ、５の

新庄まつり振興事業関連、次に71ページ、農林

課になります。２の里山エリア再生交付金事業、

４の森づくり推進事業の２項目関連でございま

す。次は22と23ページにまたがりますが、市民

課の戸籍事務関係です。最後の予定が３ページ、

総務課、職員の定員管理についてということで

進めさせていただきます。 

  初めに、94ページ、生涯学習課になりますが、

雪の里情報館、２番目の施設管理の中に建物の

アリ駆除修繕という項目がのっております。ア

リに対する被害など、そういうものが実際雪の

里情報館であったのか、ないのか、あったとす



- 173 - 

れば、どこの場所が被害を受けたのか。駆除を

したとすれば、業者と駆除料金、幾らほどかか

ったのか。それとついでに、この業者の保証な

どが、将来の保証です、こういうものがあった

のかどうなのか、まず先にお聞きいたします。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 雪の里情報館の建物のア

リ駆除修繕についてでございますけれども、被

害があったところは昭和12年に建てられました

展示棟部分、南北に長くなっていますけれども、

その中央部分に玄関と、その奥の方にトイレが

ございます。一番腐食が激しいというか、被害

に遭っているところは玄関部分、４本の支柱で

屋根が支えられておりますけれども、その支柱

の根元部分でございます。それから、奥のトイ

レの側の建物の北側の方の基礎に近い部分がか

なり腐食しているということで、その工事は一

番腐食している玄関の支柱の根元部分の補修と、

トイレ部分の奥の壁の一番下の部分の補修、そ

の補修したところに薬剤を注入いたしまして、

あとは展示棟の建物の床下全部にも薬剤を注入

いたしまして、周りに薬剤を散布していただい

たという工事内容でございます。 

  業者名は株式会社ピコイ山形支店で、金額が

税込みで82万9,500円でございます。 

  業者の保証についてでございますけれども、

施工の完了日が８月20日でございましたので、

それから５年間ということで、2013年８月19日

までのシロアリに対する保証がされております。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 被害箇所はわかりまし

た。保証５年間、これは駆除会社の場合でした

ら当然山形のピコイもやっております。それを

料金に入れて駆除料金とするんですけれども、

これは去年やって、ことしは何ともないでしょ

う、来年も何ともない、５年間過ぎればいいん

ですけれども、夏場にまた再発するという例が

あるんだそうです。普通ですと１年に１回ぐら

いピコイさんから点検してもらうそうですけれ

ども、今回はこの夏行ったのかどうなのか、さ

らに被害が出ているのが見つかってないかどう

か、ちょっと確認のためにお願いいたします。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ことしの夏は確認してお

りません。被害が余りまだ甚大ではないですの

で、ことしは確認しておりませんし、これから

も気をつけて、今 和次郎のつくった建物とい

うことでございましたので、注意して観察して

いきたいと思っております。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 見てないということで

すけれども、また出てからでは遅いですよね。

万が一出た場合は、この保証というのは建物部

分も保証するというふうになっているようです。

建物ばかりじゃなくて、中にいろいろなものが

入っています。そこまで被害が及んだら、この

ピコイがそのすべてを保証するというような言

い方、ＰＲしておりますので、再度その辺はき

ちんと確認して、アリが出て食われたからその

部分だけ注入してアリを殺して終わりというこ

とではないということを一つ承知おき願いたい、

そして確認していただきたいと思います。 

  次に進みます。わくわく新庄です。 

  先に、これは指定管理されておりますが、わ

くわく新庄のゲートボール場というのが建物の

東側にあります。このゲートボール場も含めた

指定管理になっているのかどうなのか、これが

一つと、２番目の施設管理にわくわく新庄の運

営審議会開催とあります、５月14日。出席委員

が６名とありますが、この審議の内容、これは

簡単で結構です。同時に、審議委員に地元の委

員として地元のだれか、例えば区長とか、そう
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いう方が入っての審議会なのかどうなのか、と

りあえずその２点お願いします。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 まず運営審議会について

お答えいたします。 

  運営審議委員の役目というのは、教育委員会

の諮問に応じて生涯学習センターの運営や事業

計画その他必要な事項に関することを審議する

ということで、その委員は社会教育団体関係者、

青年、成人、婦人各層有識者に教育委員会が委

嘱するということで、施行規則に規定してござ

います。議員のおっしゃった地元の区長さんの

ような方たちはこの中には入ってございません

が、例えば成人の有識者ということでは若連の

方なんかは入っていらっしゃいます。 

  この５月の運営審議会で審議されましたこと

は、前年度の事業報告、20年度の事業計画につ

いて御審議いただきました。事業内容について

御審議いただいて、そのほか出た意見としまし

ては、各サークルとかボランティアの方々が草

むしりとか協力してくれているので、そういう

方々のことをＰＲした方がいいのではないか、

そうするとほかの団体の方々もボランティアで

草むしりに協力してくれるようになるので、そ

ういうのをＰＲした方がいいのではないかとい

う意見とか、それから稼働率について質問がご

ざいまして、わくわく新庄というのは大変はや

っているというのがわかったんだけれども、部

屋ごとの稼働率がわかれば、あいている部屋な

んかをもう少しＰＲできるので、稼働率なんか

も示してもらった方がいいんじゃないかという

ことで、大変いい御提案を受けたところです。

実際わくわく新庄の稼働率は多目的ホールなん

かは90％以上でございますし、時間、場所によ

って違いますけれども、70％のところもあると

いうことで、そのような内容が審議されました。 

  ゲートボール場については、わくわく新庄の

敷地ではないというか、構内ではございません

ので、指定管理料の中にはその分は入ってござ

いません。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） さきの質問のゲートボ

ール場はどこが管理しているんでしょうか。指

定管理に入ってないとすれば宙に浮いているよ

な形になっております。 

  それと、先ほどの審議会の内容等御説明いた

だきました。わかりましたが、私たちは金沢在

住でありまして、そこは地元と呼んでいますが、

先ほど課長から説明ありましたとおり、非常に

はやっていて、ここの使用料も昨年度から見ま

すと大分アップしているようです。前年度から

見ますとアップしているようです。こんな中で、

私たち地元は、要するに余りはやるがゆえに使

いにくい、申し込んでも予約制がきちんとでき

ていて、突如「来週あいてませんか」「あいて

ません」「じゃ次は」「まだあいてません」「そ

の次は」というと、やはり１カ月半、２カ月近

くも後になってしまうというような嫌いがあっ

て、非常に地元としては使いたいんだけれども

使いにくいという嫌いがございます。その辺の

ことを審議会で、地元から出た者がいるとすれ

ばわかっているはずですので、きちんと話をさ

れたのかどうなのかということを確認したくて

私はこの質問をいたしております。そういう関

係で、これはマンネリ化です。指定管理以前か

らそういう兆候がありまして、「何とかおれた

ち使いたいんだけれども」ということにどうし

てもこたえられてない、使いにくい。それが何

年も過ぎたもんですから、窓口には言わないよ

うです。ぶつぶつぶつぶつ地元でそういう話が

されております。何とかこの辺の解消ができる

のかどうなのか、いろいろな規則もあるでしょ

うけれども、その辺を検討していただきたいと

思います。これは一応要望でとめおきます。 
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  先ほどのゲートボール場はどこの管理になり

ますか、お願いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 山車小屋がある……。 

１２番（沼澤恵一委員） その場所です。 

坂本孝一郎政策経営課長 普通財産になっている

と思いますので、うちが担当課かなと思います。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５９分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 注意を遵守しながら質

問を続けます。 

  先ほどのわくわく新庄のゲートボール場は政

策経営課の管理下にあるとお聞きしました。そ

の地は、先ほど課長がおっしゃったように、私

たち地元の山車常設場にもなって大変ありがた

くお借りいたしております、料金を払っている

のか払ってないのかはわかりませんが。 

  しかし、広大なというか、広いゲートボール

場の管理は、管理といっても草刈り程度ですけ

れども、これは地元でずっとやってきておりま

す。最近、ゲートボール面が大分でこぼこも出

て、ただ草を刈っただけでは、あそこを利用し

ているというか、遊んでいる子供たちについて

は我々も手が届かなくなりました。地元に任せ

るというのであれば、早い話、除草剤でもまけ

ば、その面の草はきれいになりますが、そこま

でいいのか悪いのかも含めまして、ことしのこ

とを言うなと言うから言いませんが、去年まで

はそういう状況でやってきたんです。地元側か

ら市の方にどうか管理をさせてくださいと言う

べきなのか、あるいは市の方から地元で管理し

てくださいと、何か必要なものがあったら原材

料は供給しますというのであればわかるんです。

その辺をきちんと聞いてこいと言われています

ので、この場、みんなのいる前で一つ御答弁を

お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 あそこの土地について

は、地元で草刈りとか、きれいにしていただい

て、地元になじめるようにしていただいている

というのは一定程度お話を伺っておりました。

ただ、普通財産でありますので、原則は特定の

団体が日常的にということではないので、ただ、

有効活用とか、いろんな面で普通財産も活用し

ていただいている事例がありますので、個別の

内容あるいは地元とのかかわりについて御相談

させてください。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 十分に相談に乗ってい

ただきたいと思います。 

  次にまいります。73ページの観光費、５番目

の新庄まつり振興事業の中で三つですか、質問

いたします。 

  まず先に、20年度の山車客、要するにお客さ

んが42万人という数字が出ておりますが、この

数のカウントの仕方はどういうふうにして42万

ととらえたのかどうか。 

  次に、二つ目は、その４行下に「まつりの正

統な承継と保存に努めた」とあります。この正

統な承継とは一体何だったのかということでご

ざいます。 

  次に、新庄まつり委員会負担金1,250万円、

これがまつり委員会の方に市から負担金として

出ておりますが、地元の町内若連から言わせま

すと、まつり委員会からいただいているような

感があるようであります。実際は市の方から出

ているということですので、まつり委員会を通
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さないで、真っすぐ各町内若連の方に補助金と

してあげればいいのではないか、何かここに事

情があるのかどうなのか。昨年度は幾らほど各

町内若連に払われたんでしょうか。 

  以上３点でございます。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ただいま３点御質問いた

だいたわけでございます。 

  まず、初めの人出でございますけれども、昨

年８月26日の朝日新聞、山形版になりますけれ

ども、この中で「集客誇る東北の夏祭り」とい

うことで、「人出をどう数えるの？」というク

エスチョンマークつきの見出しがございました。

これについてはいろいろ話題になったわけでご

ざいます。結果を見ますと、方法はまちまちと

いうことで、例えば積み上げ方式とか目視とか、

警察についてはある一部分でカウントして、そ

の密度をはかってそれを伸ばしてやるという方

法とか、いろいろあったんですが、これだとい

う方法はないということでございます。 

  それでは新庄市はどうなのかということござ

います。新庄まつりにつきましては市内一円に

及ぶという特殊な形でもございます。人出の把

握につきましては一人一人カウントするわけに

もいきませんので、また主要なポイントでの観

測ということになりますと、これは人手もかか

るし、大変な作業ということだろうと思います。

現在のカウントの方法でございますけれども、

これまでの慣例としまして、一つは前年との比

較でございます。そして期日ごとに関係者の意

見を聞くと。この関係者と申しますのは、例え

ば駅、ゆめりあ、主な商店、ホテル、あとは例

えば長く来ている出店なども一つの範疇に入り

ますが、それらの話をまず総合するということ

でございます。そのほかに、曜日のこともござ

います。天候もございます。露店の数、交通事

情、宿泊事情ということで、ホテルなども当然

話を聞く場面でございます。それらを総合して

判断し、期日ごとに集約してカウントしている

ということでございます。 

  ちなみに、祭りにつきましては、ここ10年、

40万人前後で推移してございます、上下はござ

いますが。前担当からも一応この40万という数

字を基礎にして、それで先ほど申しました天候

とか、そういうのを加味した形でのカウントと

いうことでございます。 

  結果、24日が13万人、25日が17万人、26日が

12万人ということで、42万人という数字を算定

してございます。 

  次に、祭りの正統な承継ということでござい

ますが、これにつきましては、山車そのものに

つきましては山車や資材があるわけで、また囃

子については演奏のための太鼓や笛、鐘、三味

線などの楽器などもございます。これらすべて

健全に保持して伝えるということが新庄まつり

として形づくられてきたものと理解しておりま

す。山車は250年という長い期間、製作技術も

そうでございますけれども、それぞれの町内の

祭り山車の製作の個性もございますので、技術、

心意気なども含めて守り続けてきたということ

でございます。山車だけでなく囃子についても

同様でございまして、これら多くの先人、先輩

たちが築き上げてきた祭りに対する姿勢が正統

な継承の意味合いではないかと思っております。

新庄まつりの歴史がきょうまで形づくられてき

た原形ということも言えると思います。今後と

も正しく将来へつないでまいりたいと思ってご

ざいます。 

  次に、委員会負担金1,250万円についてでご

ざいますけれども、新庄まつりについては御存

じのように市のみの主催ではなくて、関係団体

がいろいろ入った形で新庄まつり委員会を組織

してございます。共同で推し進めてまいったわ

けでございますが、この姿をとりましても市民

協働ということで、市民挙げての祭りと言うこ
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とができるのではないかと思います。今後とも

まつり委員会の主催によって祭りが推進される

ことが望ましいということでございまして、こ

の母体から交付される補助ということでござい

ますので、価値があるのではないかと思います。 

  補助金の額でございますけれども、1,250万

円の内訳になりますが、各山車１台につき30万

円、囃子につきましては６万円ということでや

らせていただいております。 

  以上でございます。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 大変御丁寧に説明いた

だきました。時間もなくなったので困りました。 

  一つだけ、ただいまの1,250万円のまつり委

員会負担金、先ほどの説明では市民一体型だか

ら、ここに一括して払ったものをそこから分散

して分けるということですが、百年の大計の第

２期計画を見ますと、どうしても感じられるこ

とは、山車の製作あるいは運行以外の経費につ

いてはその大半が新庄市からの負担金で賄われ

ているという現状であると述べております。逆

を申しますと、山車製作・運行関係以外の費用

は、この1,250万円から先に必要なものを取っ

て、残りのものを町内若連、山車の方に配分す

るんじゃないかというような話もあります。そ

んなことをするより、直接山車の方に補助金を

30万円だったら30万円、はいあげますよという

いうふうに分けた方がすっきりするような気が

するんですけれども、ここが何かひっかかりが

あるような気がいたします。それ一つと。 

  それから、時間もないので、もう一つは、百

年の大計の第２期計画は、平成15年に策定して

私たちの手元に配付されております。前年度で

６年目を迎えまして、ことしの山車で７回目を

迎えておりますが、本来であればこの３月の文

化財指定の時期に、５年を経過したから、去年

６年目だったので、その辺で一たん検証してみ

る必要はなかったのかどうなのか、その辺がち

ょっと残っております。と申しますのは、中を

見ますと「何々に取り組む」というふうに結論

づけている項目が非常にあります。数えてみた

ら26項目ありました。私なりに中を見て実際と

比べてみますと、恐らく四つ、多くても五つぐ

らいの項目は実行されたのかなと思いますが、

残りはほとんどされてないんじゃないかと思い

ます。その辺も踏まえまして、これからのこと

は言うなと言うんですけれども、この第２期計

画は２年かけて整えられました。この次の計画

は、平成25年に終了するわけですので、そのこ

ろにスタートするとは思いますが、計画の策定

の時期、前回は２年、今度は少し早目に３年ぐ

らい前からスタートしないと、重要無形民俗文

化財の絡みもありますので、いい策定ができな

いんじゃないかと思います。 

  時間がありませんので、時間の範囲内でお答

えください。あと残りは後日、私の方に簡単で

結構ですので報告方お願いしたいと思います。 

  以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 補助金の話でございます

けれども、まつり委員会というものがあって祭

りを実施するということであれば、やはりまつ

り委員会を通した形ということになろうかと思

います。 

  百年の大計でございますけれども、中間年ぐ

らいで検証すべきということでございましたが、

当然そのようなことがあってもよかったのかな

と思ってございます。 

  見直しは、先ほど委員おっしゃられたように

平成24年ということでございます。このままい

きますと来年、再来年、23、24の２カ年という

予定でございますが、事務方として前倒しでや

ることもやぶさかではございませんので、こう

いった議論もしたということをお伝えしながら
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やってまいりたいと思います。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） １点だけ確認しておき

たいと思います。 

  143ページ、６款１項４目、肉用繁殖牛集団

導入事業基金繰出金２万775円について確認し

たいと思います。三、四年前に、繁殖牛貸し出

し事業の継続事業が終了した時期がありました

ね。その際に、別の名前になるにしても何とか

この事業を継続したいという答弁がありました

けれども、この項目を見ますと継続されてない

のかなと私は思っておりますが、あの事業がど

うなったのか。歳入の面で見ますと繰入金が

560万円ほどなっておりますけれども、あの事

業はあの時点で終わったのかどうか、それを確

認したいと思います。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 この決算書にのっています繰

出金につきましては、基金の利子なんですけれ

ども、その利子を一般会計に歳入し、また一般

会計から基金の方に繰り出すという内容でござ

います。 

  それから、御質問の基金の関係ですけれども、

17年度をもって国が拠出しています基金の廃止

があったということです。ただ、この繁殖牛の

事業につきましては、当然本市にとっても必要

なことですし、今度は県と市がそれぞれ１対１

の基金を組んで今後も継続しましょうというこ

とで、それ以降もこの事業に取り組んでいると

ころでございます。国の拠出する基金が廃止に

なったわけですので、国がこれまで拠出した分

については国への返還を現在やっているところ

でございます。基金事業につきましては、まだ

国の拠出金が入っている状態なんですけれども、

これをあと４年間ぐらいで国に全額返していく

と、その間も県と市の基金あるいは国の残高の

基金でもってこの事業を運営しているというこ

とでございます。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） 県と市で継続してやる

ということですね。わかりました。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 決算書106ページの２

の１の16に市町村合併推進費308万8,000円があ

ります。成果表には合併に関していろいろやっ

たことが入っていますが、308万8,000円のほか

に、成果表にあるようにさまざま職員が合併に

ついて業務時間を使って仕事をしてきたわけで、

それらの費用というのはどのぐらいになると見

ておられるんでしょうか。 

  次に、指定管理者制度に関係してですが、

178ページの10の４の５で市民文化会館につい

てですけれども、ここで予備費とかいろいろ使

われております。この中でインターネットの接

続工事費というのがあったように思いますが、

それはどこにあって、どこから支出して幾らぐ

らいになったんでしょうか。 

  それから、去年、文化会館で舞台幕が焦げま

して、ブザーが鳴ったりして、小ホールにいた

方が避難させられたことがあったように聞いて

いるんですが、その経過と、その結果どのよう

な対策がなされたのか、お願いします。 

  それから、給食の地産地消による充実につい

てなんですが、成果表の85ページに地元産の野

菜を使った量が詳しく書いてありました。計算

してみますと延べ1,757キロだったように思い

ます。小学校給食の全体の野菜提供の量はどの

ぐらいなのか、そこから地元産を使った量が割

合としてどのぐらいになるのか教えていただき

たいと思います。 
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  それから、決算書131ページの３の４の２、

予防費です。高齢者のインフルエンザ予防接種

477万円と出ていましたが、この効果はどうだ

ったのでしょうか。 

  それから、成果表96ページの１にスポーツク

ラブの運営支援というのがあります。どんなス

ポーツクラブがあるのか。そこに体育施設使用

料の免除ということがありますが、どこをどの

ような形で免除しておられるのか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 まず合併の質問が出ま

したけれども、合併につきましては昨年11月の

任協の立ち上げから年明け１月の法定協議会、

さらには今年度に入りまして戸沢村とのいろん

な協議ということで、昨年来ずっと努力してき

たわけですけれども、その直接的なお金のほか

に、職員の労力とか、いろんな面で間接的な支

出があったのではないかということであります

が、会議につきましては、延べにしまして、小

委員会とか幹事会あるいは専門部会、分科会合

わせますと、法定協議会だけで100数十回、200

回ぐらいの会議を開催しておりまして、人員的

にそこに何人出て延べ幾らということまですべ

ては把握してございません。また、任協の段階

でも末端までは、いろんな正式な会議のほかに

打ち合わせとか資料調べ、そういった直接、間

接的な人数の把握は、はっきり言うとそこまで

は把握できないという状況でした。大ざっぱに

言うと大体このくらいかかって、このくらいだ

ろうということについては、一応のかかった目

安はございますけれども、これだという数字に

ついては把握し切れないと。物差しの大きいぶ

れがございますので、はっきり言えませんけれ

ども、相当の労力、努力をいただいたことは間

違いないとだけ申し上げさせていただきます。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 文化会館関連で２点お答

えいたします。 

  一つがインターネットの設置に関してでござ

いますが、市民プラザの指定管理者は19年度の

12月から発足しておりまして、インターネット

を設置してございますけれども、20年度の予算

ではなく19年度の予算だったと記憶してござい

ます。 

  それから、備品購入費、予備費を充当いたし

ました、そで幕の関連の事故のことでございま

すけれども、昨年５月23日、文化会館大ホール

のステージにおきまして、舞台照明関係の委託

業者がリハーサルの準備中に反射板を取りつけ

た折に、その反射板の天井のライトとそで幕の

部分が接近する場面がありまして、50センチ以

上離れていたんですが、ライトがハロゲンラン

プでかなり強力だということで、そで幕が溶け

て煙が出まして、火災報知機が鳴ったという事

故がございました。すぐ鎮火いたしまして、消

防署の方にも届けて現場検証もしていただきま

したけれども、発火していないということと、

そで幕が溶けただけで、ほかに類焼はないとい

うことなので、火災扱いにはしないということ

でございました。 

  その結果に基づきまして、私の方でその原因

等考えたんですけれども、そで幕が開館以来28

年も経過しておりますのに全然交換されていな

いという状況で、ビロードでできている防煙に

なっている幕なんですけれども、透けて見える

ような感じでございまして、ほとんど防煙の役

割をしていなかったと判断されることから、指

定管理者及び業者の方には格別の賠償を求める

ということではなくて、謝罪文と今後の対応に

ついて明確に対応を示す文書をつけて事故報告

を出していただきまして、理事者にも報告した

ところでございます。 

  その溶けたそで幕につきましては、１カ月後

にも大きなイベントが入っておりまして、早急
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に対応しなければならないという状況で、６月

議会に間に合わなかったという経緯もございま

すので、予備費を充当させていただいたところ

でございます。備品購入費73万5,000円が防煙

加工した第二そで幕の金額でございます。 

  以上です。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

山口吉靜委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 お尋ねの学校給食の食材

の地産率というところですが、まず野菜の方で

すが、地場産が14％、ほかに県産が14％という

ことで、県内トータルすると28％という形にな

ります。果物については、地場産が３％、県産

が48％ということで、合計51％ということにな

ります。きのこ類ですが、地場産が83％、県産

が10％ということで、合計すると93％という形

になります。肉類ですが、地場産が４％、県産

が61％、合計すると65％という形になっており

ます。以上です。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 高齢者インフルエンザについ

て、委員から質疑があったわけでございますけ

れども、この件については主要施策の50ページ

にも記載しておりますが、予防接種事業、表の

一番右側の方に高齢者インフルエンザ、65歳以

上ということで、対象者１万427人に対して接

種した方は4,757人、45.6％の接種率になって

おります。新庄市としては、インフルエンザに

ついては１人当たり1,000円の助成措置を講じ

ております。ただ、医療機関ごとに若干費用負

担が違っておりまして、おおむね大体2,000円

前後の自己負担になっているということでござ

います。効果のほどはという御質問もございま

したけれども、効果はあったものと思っており

ます。以上です。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 総合型地域スポーツ

クラブ支援事業に関する御質問でございます。 

  本市におきましては、平成18年２月に新庄２

１地域スポーツクラブが設立されてございます。

今年度で４年目になりますけれども、順調に会

員がふえてございます。ただ、内部でさまざま

な課題も抱えていることも事実でございます。

施設の通年利用の確保あるいは指導者不足等の

問題、それから自主財源が不足しているという

ことがございまして、私どもの方でも人的な支

援あるいは先ほど申し上げましたように体育施

設使用料の免除、会員勧誘のための広報等につ

きまして支援してございます。 

  ちなみに、体育施設料につきましては、体育

館を核といたしまして陸上競技場とか福田運動

広場等々の施設の使用料を18年度から免除して

ございます。こちらの方につきましては、会員

の利用者数は延べ3,000人ぐらいで、施設使用

料の免除額といたしまして大体110万円ほどと

なってございます。 

  このスポーツ２１につきましては、国のスポ

ーツ振興基本計画に基づきまして、成人は週１

回以上のスポーツ実施率ということで、これの

50％を目指しているという大きな目標を掲げて

ございます。これを達成するために各市町村に

最低１カ所設置すべきであるということで、国

の指導のもとに計画を進めている事業でござい

まして、何とか軌道に乗せるべく私どももでき

るだけの支援をしていきたいと考えておるとこ

ろでございます。以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） まず最初に、合併のこ

とについてなんですけれども、相当の労力をか

けて行った、お金は具体的には308万ですけれ

ども、職員の労力たるや物すごかったんだろう

なと思いました。これをもしやらなかったら、

合併に着手しなかったら本当は市民のためにも
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っとお金を使えたのではないかと思うわけなん

ですが、それについてはどうお考えか、お願い

します。 

  それから、指定管理について、インターネッ

トは19年度の予算だということなんですが、こ

れは気づかなくて済みませんでした。インター

ネットは何のために必要なのかなと、ファクス

でだめだったのかなと今になって思うんですけ

れども、その点どうなんでしょうか。また、ほ

かの指定管理をしている施設についてお聞きし

たいんですけれども、ほかの指定管理をしてい

る施設とか団体の事務局あたりにインターネッ

トを全部入れているのか、市としては。そこら

辺お聞きします。 

  それから、文化会館の指定管理、文化会館だ

けで済みませんが、ほかのところもそうなんで

ないかなという推測はしますが、ほかのところ

も含めて指定管理しているところの雇用状況に

ついてですが、20年度を見て、余りにも安い、

社会保険をかけないで雇用されており、自分で

国保税を払わせられる立場になった方が何人か

やめているということも聞いております。生活

費が成り立つように、若い人が長くやりたいと

いう意欲が出るようにしないといけないのでは

ないかなと思うんです。それについてどうお考

えかなと思います。 

  それから、給食についてですが、かなり地産

地消で頑張っておられるということがわかりま

した。野菜については地元産と県と合わせて

28％、かなり高い割合で頑張っているなという

気がします。この地産地消の拡大の方策として

どういうことが必要だと考えておられるのか。

例えば、統一献立をやめて、食材がばらけるよ

うにするといいますか、買うとき集中してその

日だけ大量にならないようにずらすというか、

そういう献立の立て方によって、その地域でと

れたナスがここに使われ、あそこに使われ、次

の日はこうだとかとなれば、ナスの利用なんか

もっとふえるだろうなと、夏のナスを考えると

思うわけです。そんなふうにして統一献立をや

めたりしたらどうかなと思います。また、献立

の立て方として、家庭の主婦的感覚でいきます

と、冷蔵庫にあるもの、とにかくここにある野

菜をどう使うか、どうこなすかというところか

ら節約型の主婦は考えていると思うんです。地

産地消というのは、本当はその地域で今とれて

いるものからどういう献立にすべきかというふ

うに私は献立の立て方を考えるべきだと思うん

ですが、その点どうでしょうか。 

  食育の推進の実践の内容について、詳しくお

聞かせいただきたいと思います。 

  次に、インフルエンザについて、今後を考え

たときに、高齢者の肺炎とインフルエンザは関

係があると言われておりまして、この予防にこ

れからもっと強力に力を入れていくと考えられ

るんですが、そこら辺は今後どのように考えて

おられるのか。 

  それから、スポーツクラブについてなんです

が、体育施設使用料で110万円ほどお金にすれ

ば免除ということで支援しているというお話で

ありました。この体育施設使用料の免除という

のは非常に大事なことだと思います。健康にな

るためにクラブに参加している高齢者の方がお

られるんですけれども、その方は「国民年金な

んかだったら、この利用料というか、自分たち

のクラブのお金大変だろうな」とおっしゃって

いました。そういう意味では場所が免除で無料

で借りられるところにさっと行けて運動ができ

るというのは本当にありがたいことだと思うん

ですが、グラウンドゴルフとかパークゴルフを

やっている方からのお話で、結局一部の会長に

なるような方が自費で草刈りの機械を整備して、

自費でガソリンなんか出しているのかなと思う

んですが、「毎週１回、自腹切ってやってくれ

ているから自分たちがくっついていかれんの

よ」と言っていました。ただ、もし会長がいな
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くなった場合、このグラブは成り立つかなと考

えたら寂しいものがありまして、こういうとこ

ろに草刈りをしてあげるとか、それは場所の免

除と同じだと思うんです。必要な草刈り、ここ

ら辺どう考えているのか。どうでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 合併に使ったお金や労

力を別に向ければもっと効果的に使えたのでは

ないかということなんですけれども、お金も労

力も現在やっていることを後退させるというこ

とではなくて、今までやっている事業とか労力

はそのまま維持しながら合併のいろんな検討と

か計画づくりをやったということです。それを

別に向ければということでありますけれども、

この地域の振興、活性化を図るためのテーマを

広域的に市町村と連携してやるにはどうしたら

いいかということでありましたので、今以上の

行政レベルとか効率的な使い方とか、そういっ

たことを研究したり協議したり計画づくりをし

たわけでありますので、これはこれとして、そ

ういった考え方には、向ければとか、そういっ

た議論にはならないのではないかと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 最初に、インターネット

の効用についてでございますけれども、生涯学

習施設にとってはインターネットというのは必

要不可欠なものかなと思います。例えばイベン

ト情報を流したり、市民プラザではまだやって

おりませんけれども、施設の空き室状況なんか

も今お知らせしておりまして、借りようとした

場合にどの部屋があいているかというのが一目

瞭然にわかるような形になってございます。そ

ういう関係で住民の方からもインターネット利

用は多くあると思われますし、また私ども行政

から各施設への連絡等いろんな文書とかも今は

メールでやるのが普通でございますので、迅速

化という意味では今必要な時代になっていると

理解しております。 

  それから、給料関係でございますが、指定管

理者の人件費につきましては、かねて総務課の

方で統一した見解も示していますとおり、これ

で十分だということではないと認識しておりま

して、今後いろんな年齢等考えていくというふ

うに全体の中でも確認しておりますので、その

ように御理解いただければと思います。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 指定管理者の関係で、いろい

ろ働く人たちのことについての御質問がありま

したが、生涯学習課長からも答弁ありましたけ

れども、生涯学習課所管の施設のみならず、全

体的には総務課の方で管理していますので、私

からもつけ加えさせていただきます。 

  いろいろ同様の御指摘もこれまでちょうだい

してきました。21年度において一定の改善も行

っております。平成20年、去年の８月、指定管

理者について、協働評価委員という市民が市の

施策を評価する機関がありますけれども、その

方々に指定管理者の方に直接ヒアリングなどを

行っていただきまして、市民の目から見てどう

いう改善すべき点があるかお尋ねしたところで

した。その中に指定管理委託料の問題もござい

ます。個々の人件費の額というよりは、諸経費

を見るとか、そういう全体の指定管理委託料の

組み立て方についていろいろ改善指摘がござい

まして、そのような改善を今年度から行ってお

ります。諸経費というのは経費ですので、用途

については相手方、指定管理者の方にお任せす

るという趣旨で、そういったものも区分けして

おります。 

  ただ、御存じのように市では多くの業務を民

間委託しています。その委託先の民間企業とい

うのはそれぞれの給与体系を持っています。市

の業務を担当する人が他の業務を担当するより
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高いとかはないはずです、一つの企業の中では。

それは委託先の企業の体系にゆだねるほかない

と思っています。指定管理者についても民間企

業が参入しているわけですし、考え方としては

同じような考え方で今後もやっていかざるを得

ないのかなと思っています。ただ、さっき言い

ましたような経費を見ていなかったとか、そう

いうところについては今後も御意見を直接お伺

いしながら改善すべきところは改善していかな

ければならないと思っています。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

山口吉靜委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 給食に関連して、まず食

育の推進ということでお答え申し上げます。 

  新庄市食育推進検討委員会が新庄市の課題と

いうことで四つの提言をしています。一つ目は、

家庭環境の複雑化等を背景に、一部の児童生徒

であるが、欠食や孤食等食生活の乱れが日常化

し、健全な心身の成長が保障されていないとい

うこと、二つ目ということで、飽食の時代にあ

って、児童生徒が食の大切さを食への感謝を実

感することが少なくなり、食を通した心の教育

が求められているということ、三つ目として、

核家族化が進んだことで、児童生徒にとって地

域の食文化や伝承料理が身近なものでなくなっ

ており、貴重な文化等の伝承が危ぶまれるとい

うこと、四つ目ということで、価値観の多様化

や情報のはんらんの中で、児童生徒が食品添加

物や農薬問題等について主体的に考え、食の安

全性を意識することが難しくなっているという

ことが上げられています。 

  これらの課題を解決するためには、学校だけ

じゃなくて、家庭、地域も含んだ食育の推進が

必要になってきます。特に、家庭と学校との連

携が必要だと認識しています。それぞれの学校

でさまざまな取り組みを行っていますが、例え

ば栄養価があって短時間につくれる朝食づくり

に挑戦しましょうという取り組みをしている学

校もあります。そういう形で、食育については

特に家庭との連携を密にしながら今後ともやっ

ていきたいと考えています。 

  二つ目ですけれども、献立の立て方という御

質問がありました。新庄市は献立検討委員会で

２カ月先の献立を作成しています。その中で、

委員の方が考えているのは、やはりしゅんのも

のを子供たちに食べさせたい。しゅんのもので

あれば値段も高くないという部分がありますの

で、そういうところを念頭に入れながら頑張っ

ているところかと思います。今とれているもの

という視点は十分に配慮して献立作成が行われ

ているんじゃないかなと思っています。 

  三つ目として、統一献立じゃない方がいいん

じゃないかという御提案がありました。現在、

食材の発注は、学校ごとに業者を決めて、地元

の業者から生鮮食品については納入しています。

同じ献立であっても、生鮮食品についてはそれ

ぞれの学校がそれぞれの業者に発注することに

なっていますので、生鮮食品の食材の調達につ

いては統一献立であっても余り大きな影響がな

いんじゃないかと考えているところです。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほど肺炎球菌、ワクチンの

ことについての御質問かと思いますけれども、

肺炎は死亡原因の第４位ということで、高齢者

にとって肺炎は本当に深刻な問題でございます。

特にインフルエンザの問題に関連しまして、イ

ンフルエンザから肺炎になるケースが非常に多

いわけで、この肺炎を防げれば医療費について

の抑制になるということで、今後肺炎球菌ワク

チンについては来年度以降積極的に取り組んで

いきたいという考え方はしております。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時５９分 休憩 

     午後３時０９分 開議 
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山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） 決算書の185ページ、

教育費４項社会教育費の中の市民スキー場管理

運営事業費についてですが、市民スキー場、今

シーズンはどうだったんでしょうか。20年度は

どうだったんでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 平成20年度の市民ス

キー場の運営についての御質問でございます。 

  平成20年度の市民スキー場の利用者数につき

ましては１万1,920名でございます。使用料に

つきましては518万8,090円ということで、稼働

日数は54日間という結果でございました。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） 課長としては、この数

字はどういうふうに評価なさっていますか、評

価というか、見ておりますか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 スキー場の運営に関

しましては、スキー人口の減少ということがご

ざいまして、利用者数につきましては若干減少

傾向にございます。ただ、昨年度につきまして

は平成19年度と比較して使用料については若干

増額ということございます。 

  理由につきましては、いろいろ考えられるわ

けですけれども、昨年度はポイントカード制と

いうものを初めて実施させていただきました。

できるだけ平日の利用をふやすこととか、ある

いはリピーターを確保するという目的で実施し

たわけでございます。トータルで10回御来場い

ただいた場合には10ポイントという形で４時間

券を進呈するということ、15回来場した場合は

１日券を進呈するということで、新聞等でもＰ

Ｒいたしまして、あるいは小中学校、コンビニ

等の施設なんかにもポスター等を掲示してＰＲ

をしたところでございます。大体４時間券と１

日券合わせまして98名の方々が利用されたとい

うことでございまして、できるだけ利用者サー

ビスの向上を図るために、きめ細かにニーズに

対応していきたいということで取り組んでいる

ところでございます。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） 営業活動とか営業の方

も一生懸命やっていらっしゃるようで、その辺

は評価させていただきたいと思います。 

  先ほど課長もおっしゃったように、やはりス

キー人口の減少というのは全国的なところだと

思うんです。あるデータですけれども、標高

1,000メートル以下の公設スキー場は採算性が

とれないということで、全国でどんどん閉鎖の

方向になっています。1,000メートル以下のス

キー場ということもあるし、私も若い時代、ス

キー競技をやっていたもんですから、あのスロ

ープといいますか、小学生あるいは初心者には

非常に安全で乗りやすいスキー場になっている

と思いますけれども、中・上級者、競技スキー

を志す少年たちにとってはちょっと厳しいスキ

ー場のつくりになっているんじゃないかなと。

そういう点で言えば、金山町でやっている神室

スキー場の場合ですと急峻な斜面もありますし、

少年のスキー向上という点では金山町の神室ス

キー場の方が私は非常に有効ではないのかなと。

となると、お客様というか、利用者の取り合い

に今の時点ではなってしまっているんじゃない

かと思うんです。そういう点で、金山町に電話

を入れて20年度の利用者数を聞きました。新庄

の場合、新庄市民スキー場が１万1,920人、神

室スキー場は大体１万3,300人だそうです。ス

キー場の規模からいってこの数字というのはど
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うなのかなと思いますけれども、新庄のスキー

場の１万1,920人というのはどういう調べ方を

なさってこの数字が出ているんでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 スキー場の利用者数

でございますけれども、基本的にはリフト券の

購入者、ちびっこ広場等の利用者、スキー授業

等々そういった方々の利用者を積み上げて利用

者数といたしております。 

  金山町の利用者数でございますけれども、稼

働日数、私どもは２カ月弱ということで毎年運

営しておりますけれども、たしか３月下旬まで

運営していたかと思うんですけれども、多分稼

働日数の違いではないかなと考えております。

当初整備する際に、金山町のスキー場とは差別

化を図ろうということで、ファミリースキー場

を中心に考えてございまして、初級者向けとい

うことで気軽に楽しめる市民スキー場というこ

とで活用していただく意味もあって、やはり上

級者になりますと物足りないという御意見もあ

りますので、赤倉スキー場に行ったり、金山に

行ったりということで、それである程度差別化

ができているのではないかなと感じております。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） さっきの金山町の例は、

私はほとんど新庄市の利用者と変わらないとい

う意味で言わせていただいたんですが、それは

いいんですけれども。 

  最上郡内に三つですか、赤倉と神室スキー場

と新庄市民スキー場、あと戸沢は閉鎖しました

よね。舟形も18年度に閉鎖するということを議

会で決めたんですけれども、17年度に前倒しで

休止してしまったんですね。前にも言いました

けれども、そこに費用対効果を求めてはいけな

い、市民サービスに赤字とか黒字というものを

求めちゃいけないだろうという声はあります。

しかし、今、公共施設のマネジメントというの

が全国でもいろんな自治体で本気で取りかかっ

ていると思います。この数字から見ますと非常

に厳しいんじゃないかなと思うわけなんですよ。

今回の補正に550万円という数字が修繕費とし

て出ていましたけれども、ああいうのもコスト

がかかるんじゃないかなと。これからどんどん

傷んできますよね、設備が。そうしたら、補正

にはありましたけれども、それ以上の金額がか

かる可能性も出てくるわけですよね、ああいう

立派なリフトがあると。その辺どういうふうに

考えていらっしゃいますか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 スキー場にかかわる

さまざまな今後の修繕費と申しますか、メンテ

ナンス費用でございますけれども、ある程度の

計画を立ててございまして、ちょうどスキー場

を開設して10周年目に当たります。リフトの主

原動機、モーターでございますけれども、それ

から減速機等については所定の年数あるいは稼

働時間等勘案いたしまして、このたびその時期

に来ておりまして、モーターにつきましては当

初で予算計上させていただいておりますが、減

速機のオーバーホールにつきましては補正でこ

のたび出させていただいているという状況でご

ざいます。これまでは軽微な修繕で済んでおり

ましたけれども、やはり10年目ということもご

ざいまして、リフト本体にかかわるさまざまな

メンテナンスあるいはオーバーホール等に係る

費用が当然安全面からしても必要なことでござ

いまして、今後につきましても柵受けの整備と

か、そういったものも計画的にやっていかなけ

ればいけないということで、およそこの５年ぐ

らいの間に五、六百万は修繕費用として見込ま

れるという状況でございます。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 
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７ 番（小関 淳委員） そうだと思います。そ

れで済めばいいと思うんですが、事業費として

17年度2,100万円、大体2,200万弱ですか、18年

度は2,100万弱、19年度は2,600万、20年度は

2,690万円、どんどん事業費が膨らんでいるん

ですよね。この辺の膨らみ方に関して、どうい

うふうに受け取っていますか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 スキー場の運営管理

費につきましては、指定管理者に委託しており

まして、指定管理委託料の中にこれまで含まれ

てない費用が新たに若干盛り込まれたもの等も

ございまして、少しずつ増額しているという状

況になってございます。 

  例えば索道事業でございますけれども、リフ

トの運行にかかわる事業でございます。これに

つきましては、東北運輸局の認可をいただいて

運行しておりまして、鉄道事業法の網をかぶっ

ております。平成17年だったと思いますけれど

も、福知山線の列車事故を受けて鉄道事業法が

改正されました。それに伴いまして、鉄道事業

法の中に位置づけられております索道事業につ

きましてもさらに安全管理を徹底するようにと

いうことで改正されてございます。一つは、安

全統括管理者を置きなさいということと、索道

技術管理者を専任しなさい、もう一つは安全管

理規定を作成してきちんと届けなさいというこ

とが新たに盛り込まれております。 

  これまで索道事業については指定管理者の方

に業務委託という形で、指定管理者制度発足前

でございますので、業務委託を行っておったと

ころです。ただ、安全統括管理者と索道技術管

理者については、直営と申しますか、市で索道

技術管理者の講習を予算措置して、市が直接運

営しておったという形で進んできているんです

けれども、要は索道技術管理にかかわる直接配

置されている人員の費用につきましては指定管

理者の中に含まれて賃金として予算措置されて

おりました。その問題がございまして、運営管

理と安全管理の一元化がこれまで図られてなか

ったもんですから、それの一元化を図るために

索道事業権を指定管理者の方に無償で譲渡いた

しまして、市から指定管理者の方に索道事業権

も無償で譲渡して安全管理と運行管理を一体的

に行っていただくというシステムにしたところ

です。それに伴う費用とか、やはり安全管理を

徹底しなければいけませんので、そういった費

用も含めて若干ずつ増額しているということ、

あるいは新たに東北索道協会の会員となるため

に負担金を出さなければいけないとか、そうい

う費用がありまして、そういったところが増額

の原因になっているかと思います。以上です。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） 索道協会の負担という

のはどれぐらいなんでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 東北索道協会という

のが仙台市にございまして、索道事業を営んで

いる事業者がほとんど入っているということで

ございまして、過去には新庄が入ってなくて、

新たに入ったということになっているんですけ

れども、年間会費が10万円でございます。初年

度の入会金は30万円ほどだったと思います。 

  以上です。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） 私は、雪国生まれであ

れば当然スキーがやれた方がいいと思うし、雪

と親しむというのはいいことだと思います。た

だ、ちょっと足を伸ばせば、30分強で近くにス

キー場があるということであれば、シャトルバ

スを出すなり何かしても充実したスキー場を残

した方がいいんじゃないかなと思うわけです。
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一生懸命努力しているというところも見えます

し、最終的には私は数字と数字を突き合わせな

がら勇気をもって選択する時期が来てもいいか

と思います。以上でございます。 

 

 

散      会 

 

 

山口吉靜委員長 以上をもちまして本日の審査を

終了いたします。 

  次の決算特別委員会は、あす９月15日火曜日

午前10時より再開いたしますので、御参集願い

ます。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後３時３０分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２１年９月１５日 火曜日 午前１０時開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 沼 澤 恵 一 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ４番   小  野  周  一  委員     ５番   今  田  雄  三  委員 

  ６番   金     利  寛  委員     ７番   小  関     淳  委員 

  ８番   遠  藤  敏  信  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   沼  澤  恵  一  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 

 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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議案第５８号平成２０年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５９号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６０号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６１号平成２０年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６２号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６３号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６４号平成２０年度新庄市水道事業会計決算の認定について 
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開      議 

 

 

山口吉靜委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席通告者

は斎藤義昭君の１名です。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の高橋 眞君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、これより14日に引き続き、決算特

別委員会を開きます。 

  初めに、昨日も申し上げましたが、審査及び

本委員会の進行に際しての留意点を再度確認さ

せていただきます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は、必ず

最初にページ数、款項目、事業名などを具体的

に示してから質問をお願いいたします。発言は

すべて簡明にするものとし、議題外にわたりま

たはその範囲を越えてはならないと規定してお

ります会議規則第109条第１項を遵守願います。 

  なお、本委員会に付託されている案件は平成

20年度の決算についてであります。よって、発

言内容について十分御留意されるよう重ねてお

願いいたします。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いし、これより審査

に入ります。 

 

 

議案第５５号平成２０年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

山口吉靜委員長 平成２０年度一般会計の歳出に

ついて、質疑ございませんか。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） ３点ほどお尋ねしたい

と思います。 

  １点目は、106ページの14目でございます。

市民相談費でございますが、この金額が提示さ

れております。成果表の26ページにも記載され

ておりますが、詳しくお聞きしたいと思います。

この相談室を開設して、相談員、その対象、件

数は書かれているんですけれども、具体的に中

身が何なのか、主に多い点がどれなのか。今、

消費者金融など多重債務があります。それらの

件数がこの中のどれに入っているのか、まず３

点についてお尋ねしたいと思います。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 ただいまの今田委員の御質問

にお答えいたします。 

  過去２年間の相談件数を比較いたしますと、

一般相談が1.56倍、消費相談が1.32倍、合わせ

て19年度から20年度の相違といたしまして1.46

倍にふえております。男女別の相談者といたし

ましては、男性が193名、女性が291名、合わせ

て484名の相談がございました。 

  相談に要した時間といたしましては、１件当

たり約34分ほどかかっております。 

  主な相談の内容といたしましては、金銭問題、

離婚関係、架空請求、相続に関するもの、交通

事故、家庭内問題、生活苦、職場雇用など、現

在の厳しい経済状況を反映しているかと思いま

す。そのうち多重債務の相談者といたしまして

は全部で42件という数字を把握しております。 

  以上でございます。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 今お話しされましたと

おり１人当たり34分という時間を要していると

いうことでありますが、これは簡潔に終わるも
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のとか、いろいろ状況もありますから一概には

言えないと思います。今お答えいただきました

とおり、家庭内の問題から多重債務からという

ことが近年特に多くなっているような感じもし

ます。これは市民の生活状態があらわれている

と。また、社会状況についてもここに反映され

ているのかなと理解しております。そういう意

味からいっても、市役所に来て相談してよかっ

たという例も多くありますから、大変市民の悩

み事に対して行政としての責任を果たしている

のではないかなと思います。 

  そこで、もう１点お伺いしますが、今現在、

相談に乗っている専門の人というのがこの金額

だと思うんですが、それ以外に市民窓口でもい

ろいろ相談に乗っています。その割合というの

はどうなっているかお聞かせください。専門家

による相談と窓口でやっている相談がどのくら

いのパーセンテージなのか、わかれば教えてく

ださい。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 今、割合という御質問でござ

いましたけれども、例えば専門機関と連携をと

っておりまして、行政窓口相談、専門員による

弁護士を交えたところの相談、春１回、５月に

行っております。10月にも行っておりますが、

その件数に関しては把握しておりましても、パ

ーセンテージというような割合では把握してお

りませんので、後日調べて御報告させていただ

きたいと思います。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 市民相談の金額という

ことで160万円ほどなっているわけですが、こ

れはいずれの方の使用になっているのかお聞か

せください。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 昨年度より嘱託職員として市

民生活相談員という方を雇い上げております。

１週間に32時間の勤務でございまして、トータ

ル的に月13万1,500円の報酬ということで、こ

の金額になっております。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 結論としては、窓口の

相談員についても大変親切丁寧に対応していた

だいていますから、そこら辺の人数などもふや

してはどうなのかなと提言したかったんですけ

れども、今お話しされましたとおり専門に扱っ

ている人もいるということですから、そういう

ことでは20年度の決算についても評価すべきで

はないかなと思います。今後の推移を見ながら

次の段階あたりにまた御要望申し上げますが、

窓口も大変多岐にわたっているような感じもし

ます。20年度を反省しながら、そこら辺をどう

いうふうに考えているのか、そこら辺ちょっと

お聞かせください。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 委員から御指摘ございました

ように、市民生活相談員も含め主幹が１名でご

ざいます。たった２人でこれだけの件数の相談

を処理しているわけでございますが、専門性を

多く求められる複雑な業務がふえております。

こちらといたしましても、市民相談室の人員拡

充を目指して総務とも協議して頑張っていきた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 企画の方にお聞きした

いんですが、総務課長に本当は聞けばいいんで

すけれども、窓口の相談は総務の担当じゃない

かなと常に思っているんですけれども、これは

商工観光課から向こうに移ったというかかわり

もあるような感じもしますが、そこら辺の考え
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方はどこの課で扱えば一番妥当なのか、この20

年度を考えてみて思いますか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 市民相談室業務、市民相談事

業は、以前は総務課の一つの係でした。その後、

消費者相談の業務を市民相談室の方に移して今

の形になっていますけれども、部署としては市

民課でいいのではないかと総務課としては思っ

ています。というのは、市民課というのは市民

生活課的な課に少しシフトがえしつつあります

ので、そういう意味では必ずしも今の部署が合

わないとは思っていません。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） このごろ多重債務など

もふえておりまして、新庄、最上でも連携をと

って弁護士なり司法書士さんと一緒に解決の相

談に乗ろうとしているわけですが、よその市町

村は税務課が担当しているんです。金が取れな

いからということで税務課なんですけれども、

これは逆効果でないかなと常に思っているんで

す。新庄市だけは市民相談室、何となくやわら

かい感じがして、相談に行きたいという希望が

あるようでありますので、かえないとすればそ

のままで補充だけは十二分にしていただきたい

なと、この20年度を見てもそう思いますので、

次の段階でまた御要望は申し上げますが、そこ

ら辺を留意していただきたいと思います。 

  次に、移ります。132ページの５目診療所費

ということでございます。成果表の51ページに

ございますが、夜間・休日診療所というものが

あります。この件について、当初、県立病院の

多忙を軽減しましょうということで始まったわ

けですが、その成果というものをどう見ておら

れるのか、まずお尋ねします。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今田委員の御質問にお答えい

たします。 

  夜間・休日診療所につきましては、御承知の

とおり一昨年の３月26日に開設して以来、利用

者については20年度ベースで4,415人というこ

とで、前年度と比較して約9.1％ほど減数とな

りました。ただ、19年度ベースが通年利用者の

平年ベースという考え方はしておりませんでし

た。19年度は開業時の４月、５月が圧倒的に大

幅な利用者であったというふうに理解しており

まして、現に20年度ベースが通年ベースではな

かろうかなという感じがいたしておるところで

ございます。逆に、20年度、つまりことしの１

月から３月分については、19年度より利用者人

数がふえている月が３カ月ございました。そう

いったことを踏まえまして、20年度ベースがほ

ぼ落ちついたペースの利用者数という考え方を

しております。 

  評価でございますけれども、財政収支の面に

おいて20年度は若干の赤字で経過しております

が、ここに至って市民からの相応の評価は得ら

れたものと思っているところでございます。今

後は新型インフルエンザの流行とともに利用者

がふえるものと考えておりますけれども、医師

会、県病、関係団体の協力を得ながら１次救急

診療の役割を担っていきたいと、今のところ評

価しているところでございます。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 今、お話ありましたと

おり、収支のバランスも大変いいあんばいにい

っているなと思います。収入が2,800万円で支

出が3,000万円ということですから、その差は

微々たるものだなと思っています。市民のより

どころとして、特に夜間、休日に子供さんなど

多くの人が病気になりがちだという状況をかん

がみれば、これは妥当なものであって、県立病

院なり、そういう病院の軽減にもなっているの
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ではないかなと私も思っております。そういう

意味で、4,400人ほど、そして男女の区別も大

体2,200というような状況で、こんなに均等の

とれた対応の仕方はないのではないかなと思っ

ているんですけれども、そういう意味合いから

いっても大変いい施設だなと思っています。そ

のいい施設を当初つくったときは、医師会との

関係なり、そこの従業員を１名ふやすという状

況などもあって対応に大変苦慮し、そして成果

を上げているわけですが、その当初考えたとき

よりも20年度でもっと変わった面があればお聞

かせください。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今のところ、当初予定したと

おりに医師の協力は得られているし、また看護

師も現在２名の嘱託職員を配置して、休日につ

いては医師会のほかの医療機関の協力を得て順

調に配置されております。ただ、当初予定して

おりました医療事務、窓口の診療報酬を担当し

ている事務については委託をしておりますけれ

ども、そこの面につきましては労働者派遣契約

を締結しておりまして、３カ年の時限的な形で

更新できないという問題が出てきました。来年

の３月26日で３年目を迎えるわけでございます

けれども、その辺は予定外で、今後詰めていか

なければいけない課題も出てきました。 

  以上です。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 現在子供さんを持って

いる方、そして我々含めてなんですけれども、

休日、夜間の診療については安心して暮らして

いると理解しております。今まではどこの病院

に行けばいいのかという悩みがあったんですが、

それが解消できただけでも大した成果だったな

と思います。特に、当初思っていました医師会

との問題、これが今後どうなるのか見定めてき

たんですけれども、今お話ありましたとおり、

20年度についても協力を得ているということで

すから、あと事務的に煩雑な状況がどういうふ

うになるかですが、今、御提起あったとおり一

つの課題もあるようですから、それを克服して

いただきたいと思います。 

  それから、あそこの駐車場関係はいかがなも

のでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 夜間・休日診療所の駐車場に

つきましては、花見の時期とか新庄まつりの時

期というのは利用者以外のお客様が駐車する問

題も出てきておりますので、そのときにはうち

の職員があそこに出て、利用者以外は駐車しな

いようにということで御協力を求めております

ので、今のところ大幅な混乱はないものと考え

ております。以上です。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） きのうもインフルエン

ザの話が出たんですが、医師の対応についてと

いうことで、きのう４段階ほどで説明いただき

ました。この夜間・休日診療の場合はどういう

対応があるのか。きのう言ったことと大体変わ

りないのか、そこら辺をお聞かせください。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今回の新型インフルエンザの

流行に伴って、当初は発熱外来ということで、

県立新庄病院と２次的な医療機関ということで、

夜間・休日診療所も発熱外来として開設すると

いう形で想定しておりました。しかしながら、

ここに至って新型インフルエンザが流行期に入

ったということで、一部の医療機関を除いて一

般医療機関もすべて見ていただけるということ

なもんですから、そこを開設した場合は一般の

患者さんと新型インフルエンザの患者を区別し
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て、罹患しないように措置するために、今現在

は必ずマスクを窓口で渡して患者さんに待って

いただくと。二つ目に、発熱している場合につ

いては区別した形で待合機能を実施しておりま

す。入り口から入って右側の方に発熱している

患者さんの待合機能、一般は奥の方で待ってい

ただくというような措置で、今のところマスク

をしてもらうことと待合機能を分離する、そう

いった対応ぐらいしか今のところやっておりま

せん。以上です。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 20年度の決算を見なが

らいろいろお尋ねしましたが、インフルエンザ

についても何とか周知徹底して、そして一般の

市民についても悩みがないようにひとつお願い

したいと思います。 

  次に移ります。最後でありますが、158ペー

ジ、４目でございます。公園費についてであり

ますが、花と緑のまちづくりという一つの予算

が組まれております。「花咲かフェア」の時代

から現在までずっと日にちがたっているわけで

すが、新庄の場合、市民の皆さんの御協力を得

ながら各地域に花を飾っております。これらに

ついて植栽する人、それをつくる人がいろいろ

いるわけですが、当初、花咲かフェアが終わっ

てから今まで努力してきた技術を何とか生かし

てほしいという要望をした記憶もあるんですが、

19年度と比べて20年度については「花咲かフェ

ア」の精神がどのくらい伝わっているのかとい

うことでお聞かせいただきたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 花と緑のまちづくりの

市民の緑化ということで、緑化フェアの開催時

に合わせて市民が協働して緑化を進めようとい

うことで、今99団体ほどございます。その中で

実際参加されている団体については、全部とい

うわけではないんですけれども、約40団体ぐら

いが、植花、市街地中心部の緑化活動に貢献し

ております。19年度と比較してとなりますと、

19年度も20年度も同じだったんですけれども、

いろんなイベントを通して緑化、植花というこ

とで今も取り組んでいると。前は花だけ植えて

維持管理ができてない部分もありましたけれど

も、今は呼びかけに応じて除草作業にも取り組

んでいるという状況になっています。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） この内容については、

今99ほどの団体で40ということですから、半分

ぐらいが参加し、その植えた方々についても、

協力いただいた方々についても維持管理が大変

難しいと思います。市街地でありますと、ある

程度皆さんの目がありますから、草むしりなり、

そういうことをやっているんですが、やはり国

道沿いとか、そういうところに行きますと、そ

ういう点が大変だなと思います。維持管理につ

いて行政としてのある程度の努力をしないと、

せっかく植えたが、草がぼうぼうだったわとい

うふうになりかねないと思います。そこら辺、

20年度ではどのくらい気を配っていただいたか

お聞かせください。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 いろんな団体の代表者

の会議もございますし、その中で除草作業、維

持管理について御協力をいただきたいというこ

とを何回も申し上げて、実際に取り組んできて

いただいていることは確かでございます。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） もう一つ、花を植える

方よりも、つくる方の待遇改善といいますか、

処遇だと思うんですが、今何人ぐらいが花づく

り、行政である程度もくろんでお願いしている
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のか、その辺お聞かせください。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 その会議の中で、花の

プロでございます花屋さんとか御協力いただき

ながら、植栽したりする指導、講習会等もやっ

てございます。今後も植栽、管理も含めて推進

していきたいと思います。 

５ 番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

５ 番（今田雄三委員） 今お話ししましたとお

り、やはり花をつくる人、このつくる技術も大

変向上しております。そういう芽を摘まないた

めにも、何としてもこれらの技術を使いながら

美しい花を育てていただくと、またこの地に合

った花を育てると。そして、市民もそれに参加

していくという今いい傾向にありますから、こ

れを消さないようにひとつお願いしたいなと。

やはり花をつくる人が伸び伸びとつくっていた

だけると植える人も大変いいわけですから、そ

ういう繰り返しをお願いしていきたいなと思い

ます。そういう意味で、このまちづくりに対し

ての80万円の予算が少ないような感じもするん

ですが、その点はいかがでしょうか。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 確かに80万円という金

額が多いか少ないかはあれなんでしょうけれど

も、80万円の少ない経費の中でいろいろ協力を

いただきながら今後も進めてまいりたいと思い

ます。 

５ 番（今田雄三委員） 終わります。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 成果表５ページの広報

に関してお聞きしたいと思います。 

  実は、昨年９月のお知らせ版の下段の方なん

ですけれども、新庄市の代表番号は22の2111で

すよね。着信とかける電話番号が違いますよと

いうお知らせ版でありました。といいますのは、

だれかがうちにいれば電話をとって、市役所か

らだとわかるんですけれども、その着信番号を

見ると恐らく28局の0700番ですか、そういう番

号があらわれてくると思います。そこにかけた

場合、通話できない状態なんですよね。そうい

う状態の設定になっているわけなんですけれど

も、恐らく議会事務局にも１本ありますよね、

23局の5002番ですか、これから我々議員にかけ

てもらっても同じなんです。いて、とればいい

んですけれども、いなかった場合は28局の0700

番ですよね。その辺一回で直してもらいたいと

は思わないんですけれども、やはり議員ぐらい

は、議会事務局から来たとか、そのくらいは配

慮してほしいと思うんですけれども、全市民に

対してじゃなくても、してもらえば一番ありが

たいんですけれども、その点どう配慮をお願い

できるでしょうか、まず１点。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今御指摘のように、う

ちの方から外にかけますと、そのような電話番

号がディスプレーされます。市役所のどこから

かけられたかわかるようにするには、今のシス

テムはそういう機能を残念ながら備え合わせて

おりませんので、現在の契約が平成22年度まで

となっています。23年度からは、発信する本数

を10本とか20本とかにして、例えば22の何々

何々はどこかの課からかけられたとか、この番

号はどこかの課からかけられたとか、そういっ

たふうに、だれからかかったかまではきついか

もしれませんけれども、本数をふやせば大体ど

この部署かぐらいは表示するシステムは可能で

あります。したがって、今の契約期間中は契約

で本数が決められていますので、今のところは

対応が難しいんですけれども、次期契約する場

合はそのような方式で、例えば光通信で行うと
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か手法も検討しながら、利便性というか、使い

勝手のいいもの、そういったことを検討してい

きたいと考えています。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 次に、決算書142ペー

ジ、６款１項６目水田農業対策費、水田農業経

営確立対策事業費、これは成果表の64ページと

相対しながらお聞きするんですけれども、これ

を見ますと、きのう森 儀一委員も質問された

ようですけれども、農地・水・環境保全対策、

これは地域にとって、あと２年ですけれども、

大変喜ばれております。 

  しかしながら、64ページの（３）に生産調整

に参加しない農業者数570名と出ております。

これは19年度と比べると、19年度は恐らくこれ

よりも100名ほど少なかったんじゃないかなと

私は思っているわけなんですけれども、農地・

水・環境保全対策は農家と集落が一体となって

地域の保全というか、水路、生活道路等の整備

を図るわけなんですけれども、花を植えたり、

このように恐らく山形県で一番減反に協力しな

い自由米地帯と言われている新庄市なんですけ

れども、影響というのはどの辺にあると認知し

ているか、理解しているか。減反未達成者がこ

れほどいるんですけれども、これのおかげで農

地・水・環境保全に対してどのような影響を与

えているのかお聞きしたいと思います。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 生産調整未達成者について、

国の方のいろんな補助事業の採択要件といいま

すか、それがＡランク、Ｂランク、Ｃランク、

Ｄランクと設定されました。山形県におきまし

ては、残念ながらといいますか、新庄市とか尾

花沢とか達成しない市町村があって、なおかつ

県全体でも達成できなかったということで、国

の補助事業の採択要件では、もし総枠の中でい

っぱい来た場合は下のランクに下がるというこ

とで、採択されないという可能性もあります。

ただ、平成20年度あるいは21年度につきまして

は、いろんな国庫補助事業につきましてもすべ

てが通っているという状況でございます。 

  農地・水・環境保全に関する影響ということ

てございますけれども、それにつきましては協

定の集落の中の面積に対して一定の補助率を掛

けた総額、それは交付できていますので、それ

については特段影響というものはないように考

えております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 課長、２点ほど、新庄

市の農業に対する国・県からの補助金ですか、

別に減反しなくてもさほど補助率とか、そうい

うのは関係ないと。もう１点は、水・環境保全

に対しても余り関係ないと。でも実際の水・環

境保全対策については影響があるんですよ。減

反未達成者の人に農道を歩くなとは言えません

よね。減反をその地域で達成すれば、それ以上

の予算が配分されるわけなんですよ。その辺や

はり事務サイドと現場にいる我々というか、そ

の考えの違いがあるんじゃないかなと私は思う

んです。じゃ逆に聞きます。その下に産地づく

り交付金というのがあります。これは国・県か

ら協議会に来る配分のお金だと思うんですけれ

ども、この金額は恐らく昨年度よりも減ってい

るし、政策に協力すればするほど産地づくり交

付金、１反歩当たりのあれが少なくなるような

状態になりませんか、協力すればするほど。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 決算書の145ページの一番上

段の産地づくり事業推進費助成金のことで質問

いただいんでしょうか。 

４ 番（小野周一委員） これと絡めて、こっち

のあれですけれども。 
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星川俊也農林課長 67ページの新庄市産地づくり

事業推進費ですけれども、これにつきましては

平成20年度の産地づくり推進交付金、いわゆる

水田農業推進協議会の方で交付していまして、

転作作物あるいは面積に応じて奨励金といいま

すか、それをやっているということでございま

す。この交付金につきましては３カ年固定とい

うことで、毎年度総枠が決まっております。そ

の中で、平成20年度におきまして、単価の高い

といいますか、大豆とかソバの転作面積がふえ

たということで、総枠が決まっているために、

その総枠の中で配分しようとしたときにどうし

ても単価調整が必要になってきたということで

ございます。水田協議会の中で単価調整につい

てかなり議論してもらいまして、結果的には単

価調整ということになったわけです。しかしな

がら、生産組織等が中心になって、認定農業者

とか、そういう方たちについて幾らかでも支援

していく必要があるということで、ここにのっ

ている産地づくり推進助成金300万円ほど、こ

れを補正で上げまして、この議会でも議論にな

ると思いますけれども、そういう内容の300万

円でございます。 

  今、委員がおっしゃいましたように、転作す

ればするほど単価が調整されて下がるのかとい

う議論にもなりますけれども、確かに理論上と

いいますか、県協議会から交付される産地づく

り推進交付金は総枠で決まっていますので、そ

のような形に理論的にはなると。平成20年度、

単価４万円が３万7,000幾らになってしまった

ということで、その総枠がある限りはそういう

状態が生じるということでございます。21年度

に向けまして、20年度の水田協議会では最初か

ら単価そのものについて今後伸びるであろう転

作面積あるいは作物に対しての単価をあらかじ

め20年度当初よりも下げた形で設定させてもら

って、21年度の転作に応じた奨励金が単価調整

をしないで間違いなく支払われるという形で設

定しているところでございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） その協議会には恐らく

産業建設常任委員長さんなり農業委員会の会長

さんなり、市長が会長になっているんですけれ

ども、やはり県下で一番転作率が悪いと、減反

未達成者も多いと。そういう中で、行政、農業

団体、それに生産者が協力して、やればやるほ

ど奨励金が少なくなっていく傾向があるとすれ

ば、国・県の配分率が決まっているとすれば、

みんながそれに協力するのが当たり前なんです

けれども、当たり前のことをしたならば今まで

以上に、市の助成金と言うと悪いんですけれど

も、目減り分を上乗せしてもらえれば、今後の

行政サイドなり農業団体の転作を推し進めてい

る人たちは楽じゃないかなと思って質問したわ

けでございます。 

  それから、次の質問ですけれども、175ペー

ジ、10款３項２目の要保護及び準要保護生徒就

学援助費496万6,497円と出ておりますけれども、

この実態についてお聞きしたいと思います。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

山口吉靜委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 就学援助児童生徒につい

てお答え申し上げます。 

  準要保護、小学校の児童数ですが、20年度

137名、中学校の準要保護生徒数84名、合計223

名という実態になっております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） きのう遠藤委員が歳入

で学校給食のメニューのことを聞いたんですけ

れども、それに関連するんですけれども、これ

から本当に経済が楽でなくて、困窮して、支援

を受けなければ恐らく学校給食費さえ払えない

子供たちが出てくるであろうと思います、これ

は大変失礼な言葉なんですけれども。これに対
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して、きのう前年度の小中合わせた学校給食の

未納者が39名ほどと言っていましたけれども、

準要保護就学援助費ですか、小中合わせて223

名ほどいると課長が言いました。大変失礼なん

ですけれども、この中にきのう言いました39名

のお子さん、生徒たちが入っているんでしょう

か、給食費未納の方がこの中に。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

山口吉靜委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 223名の中に昨日の給食

費未納の児童生徒がいるかということですが、

正確なところは、申しわけありません、把握し

ておりませんが、就学援助については学校を介

して保護者の方に支払うことになっていますの

で、その時点で給食費についてはほぼ全額そこ

からお支払いいただくというシステムになって

いますので、ほとんどいないかと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） それを聞いて安心しま

したというか、やはりこの制度は困窮している

人たちが利用されているんだなと、使用されて

いるなということを聞いて本当にありがたく思

った次第であります。 

  次に、180ページ、10款４項８目のふるさと

歴史センター費であります。これも先ほどと同

じように成果表の93ページとあわせてお聞きし

たいと思います。 

  この歴史センターは、私も大好きで年に四、

五回行くんですけれども、囃子なり奥山峰石さ

んなり近岡さんの作品が飾ってあります。まし

て民具もあのようにたくさん整備されて飾って

おります。しかし、この成果表を見ますと利用

者数が非常に減っているわけです、恐らく課長

は気づいていると思うんですけれども。管理事

業そのものが、私は対価を言っているわけじゃ

ないです、管理事業がここ数年ずっと上がって

いますよ、歴史センターは恐らく。昨年度、

183ページにありますけれども、新庄市名誉市

民の事業費も1,000万円ぐらいの金をかけてや

っているわけなんですけれども、そして係の

方々がいろいろな行事、年間通していろいろな

ことをやっております。しかし、成果表を見る

限り、どうしてこのように人数が2,000人も減

っているというか、私はお金のことを言ってい

るんじゃないです。人数が減っているのはどう

してか。成果というか、どのように考えている

かお聞きしたいと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいまの御質問の件で

すけれども、一つには入館者数の減少というの

は、一番大きくは観光客の減少でございます。

いろいろな社会状況を反映いたしまして、大型

バスで観覧にいらっしゃるお客様が本当に減っ

て、激減しておりますので、その関係で減って

いると認識しております。ただ、グループでの

観光客というのは結構多うございまして、その

方々の御意見として、ふるさと歴史センターの

中身については非常に充実しているという御意

見をたくさんいただいております。 

  それから、ふるさと歴史センターの事業費が

ふえているというお話がございましたが、確か

にそうでございまして、以前はふるさと歴史セ

ンターでは文化財関係の業務は扱っておりませ

んで、本当は生涯学習課の方でやっておりまし

た。それが向こうの方に移管してからいろいろ

な大事業が入っておりまして、そんな関係で増

加したということもあるかと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 私が聞きたいのは、こ

こにお金がかかった、収入が少なくなったとい

う意味じゃなくて、利用人数が少なかった面を

お聞きしたかったんです。だとすれば、学校教

育なり小学生なり、そういうカリキュラムを入



- 200 - 

れて、新庄市の昔ながらの民具がありましたよ

ね。30年前の農家のつくりとか、ああいうのを

見せたり、囃子の伝統ですか、そういうのを見

せるのも一つの授業じゃないかと私は思うんで

す。いろいろな手だてをしてやっていますよね。

とかく収入ばかり見ているんですけれども、そ

うじゃなくて、やはり心の糧というか、そうい

う文化的なものを子供たちに残してもいいんじ

ゃないかと。それはやはりお金をかけても将来

子供たちが新庄にこういうものがあったよとい

う思いを残せる場所じゃないかと私は思うんで

す。そういう意味で質問したわけです。何が何

でも10円かけたから10円の収入を上げなきゃな

らないという、それは事業によって違います。

やはりそういう文化的なものは、かけた以上に、

お金を払えなければ、無料でもいいから利用客

数をふやすような事業を組んでもらいたいなと

いう思いで質問したわけでございますので、よ

ろしく今後もお願いしたいと思います。 

  次に、182ページ、どこに項目が入っている

かなと思っていたんですけれども、10款４項11

目社会体育費に恐らく入っていると思います。

スポーツハウスに関することなんですけれども、

あのスポーツハウスは、昔の青年センターです

よね、昭和44年に建てられたわけです。ことし

は全額でどの程度の経費がかかったか。後ろを

見ると維持管理費は書かれているんですけれど

も、人件費も含めた経費というのは幾らぐらい

かかっているのかお聞きしたいと思います。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 東山スポーツハウス

の維持管理費についてでございますけれども、

昨年度につきましては192万6,000円ほど管理費

としてかかっております。それプラス修繕費が

46万9,000円ほどかかってございます。合わせ

まして239万1,000ほどとなっております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） あの施設は、電話番号

が22の7972、あそこに石碑が二つあります。仁

間の伊藤一郎さんが書いた「蜩や私が好きでと

ほる道」ですか、そういう石碑と、もう一つが

「若人が」……、ちょっとわからないんですけ

れども、あれは新庄市青年団体連絡協議会が建

てた石碑であります。実はきょうの朝行ってき

ました、私、久しぶりに。あの現況をどう把握

していますか。あの石碑の周り、本当に、我々

が青年時代、あそこで社会教育として学んだ者

の一人として大変寂しかったです。特に、青年

団体連絡協議会が建てた青年の碑ですか、あの

石碑に松が生えています、土台に。平成16年３

月16日の文教厚生常任委員会で東山スポーツハ

ウス廃止の案が出され、修正案が出されたわけ

なんですけれども、きょうの朝見てきたんです

けれども、あの現状を見れば、そろそろ青年セ

ンターしかり、東山スポーツハウスしかり、そ

の目的は達成したんじゃないかと私は思うんで

すけれども、市長にはあそこに勤めた経験があ

るので強い思いがあると思うんですけれども、

山屋の小学校も来年からどうなるか、我々が決

めるものじゃないですけれども、残ります。あ

の近くには入浴できる温泉場もあります。そろ

そろ決断をしてもいい時期に来ているんじゃな

いかと私は思います。あそこの場所は本当に

我々青年時代の研修の場でありました。私の子

供３人もあそこにお世話になりました。昭和44

年に建てられて、きょうの朝も見てきたんです

けれども、あのような現状であれば、そろそろ

目的が達成されたんじゃないかと私は思うんで

すけれども、その辺、だれが答弁するかわかり

ませんけれども、どう感じているでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 東山スポーツハウス

につきましては、委員御指摘のとおり、昭和44
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年に青年センターとして開設されまして、既に

40年ほど経過してございます。建物も相当老朽

化が進んでいまして、大規模修繕は行ってござ

いませんけれども、小規模な修繕につきまして

は毎年行っておりまして、できるだけ利用者サ

ービスに努めて運営を行ってまいりました。ス

ポーツハウスにつきましては、スポーツ振興の

観点から、当然スポーツ少年団の育成、競技団

体の競技力の向上とか、そういった目的のため

に低料金で宿泊できる唯一の施設でございます。

最近の傾向を見ますと、利用者数が徐々にふえ

てまいりまして、宿泊者数もふえてきておりま

す。もちろん使用料もふえているわけなんです

けれども、徐々にまた利用者が戻ってきている

という感じがしてございます。東山総合運動公

園は、あの一帯がスポーツレクリエーションゾ

ーンと位置づけられておりまして、あじさいの

森とか、あるいは陣峰市民の森、八つのスポー

ツ施設が集積している大きなエリアでございま

すので、その中に一つはそういったスポーツ振

興のための施設として、あるいは市民の交流の

ための施設として、一つはそういった施設が私

どもとしては必要だなと考えてございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 担当課で現場を見てい

たとすれば、私は何も言うことありません。た

だ、言えることは、じゃ反対側の武道館なり陸

上競技場なり体育館の管理と比べると余りにも

粗末過ぎると私は言いたいんです。だから、先

ほど青年の碑ですか、碑が二つあるんですけれ

ども、それに松が生えているんですよ、昔の新

庄市青年団体連絡協議会でつくったあれに松が。

そういう思いがあるとすれば管理をもっとして

ください。特に玄関、ひどいですよ、あの玄関

はぼろぼろですよ。あけると右側に金属バット

が２本ありますよ、そういう感じです。徹底し

てやっていただきまして、東山地区のシンボル

としてこれからもやっていってほしいと思いま

す。 

  終わります。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５７分 休憩 

     午前１１時０７分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  他に質疑ありませんか。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） ５点ほどお伺いします。 

  まず最初に、主要施策の成果に関する説明書

の23ページ、外国人の登録事務ですが、この新

規登録で、20年度、平成20年１月から12月まで

新規登録者が82名いますが、この実態と傾向性

をお伺いします。 

  次に、27ページ、（４）消費生活推進業務で

ありますが、新庄市消費者の会の運営を支援し

て、市民からの消費生活に関する相談に乗って

いるようでありますが、月に１回どういうふう

なメンバーで、予算はどれぐらいということを

お伺いしたいと思います。 

  ３点目、決算書の129ページ、民生費ですが、

生活保護総務費の中ほどに中国残留邦人等支援

事業費ということで、支援給付費がかなりのウ

エートを占めているようでありますけれども、

110万7,081円のっておりますが、この内容、実

態。 

  次に、その下の扶助費、生活保護費が２億

1,835万円となっておりますが、この傾向性、

20年度はどうであったのか。 

  最後に、149ページ、観光費の中で、３月11

日に新庄まつりの重文指定交付ですね。20年度

になるわけですが、年度末だったわけです。国

指定の無形民俗文化財になったわけであります

けれども、この影響がないとは思うのですが、
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観光振興対策事業費が３億4,794万4,461円と、

かなり多く観光振興対策のために使われている

わけでありますけれども、例年にとってこの金

額はどうであるのか。 

  次の151ページに、ふるさとＣＭ大賞応募作

品制作業務委託料ということで７万5,000円ほ

どのっておりますけれども、各優秀な作品は、

さくらんぼテレビだと思いますが、県内に無料

で１年間放映されるわけです。あのインパクト

は、それぞれの市町村の知名度というか、かな

りのいい効果になるわけでありますが、新庄市

の場合には、残念ながらというか、１回ぐらい

はのったかもしれませんけれども、そういう大

賞等に選ばれたことがないのではないかと思い

ます。例えばの話で、優秀作品だった場合には

１年間のるので、そういう部分に対する力の入

れようというのは、今回、21年度になるわけで

ありましょうけれども、国の無形民俗文化財に

なった状態の中で、テレビコマーシャルを入れ

た結果の誘客というか、交流というか、集客と

いうか、そういう人数がふえたわけでありまし

て、かなりの効果はあると思うのですが、ここ

のところの力の入れぐあい等も含めてお伺いし

たいと思います。 

  最初に、23ページ、外国人の登録事務であり

ますけれども、新規登録が82名います。この状

態は今までの動向では多くなっているのかどう

なのかと、国別の状況と、そして変更登録です

が、在留資格・在留期間を延長されている方が

437名もいらっしゃいますけれども、この動向

をまずお伺いしたいと思います。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 外国人登録の件に関してお答

えいたします。 

  ３年ほどの傾向といたしまして、まず国別に

申し上げますと、一番多いのが中国になってご

ざいます。続きまして朝鮮民主主義人民共和国、

続きましてフィリピン、人数的に一番少ないの

がベトナムということになっております。この

数字に関しましては、過去３年間ほとんど割合

は動いておりません。 

  引き続きまして、新規登録と在留資格の変更

ということでございますが、在留資格に関しま

しては、出入国管理局におきまして審査を受け

て在留期間が決定されております。新庄におい

でになります外国人に関しましては、ほとんど

１年または６ヶ月の研修という名目において企

業などで技術、技能の習得に当たっておられる

方かと考えております。その期間が過ぎまして

から、１年もしくは６カ月が過ぎた時点で期間

を延長する場合に、ここの数字に出しておりま

した在留資格、在留期間の延長という形で市民

課の方に更新の手続においでになる人数を書か

せていただきました。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 外国からというとやは

り中国が一番多いようでありますけれども、中

国、朝鮮、フィリピン、ベトナムの順序だとい

うことですが、この新規登録された82名という

のは１年間ですね。この傾向がここ何年間では

どうなっているのかなと。皆さんそれぞれ感じ

ていることでしょうけれども、結構中国からの

方々が多いようでありますし、まちを行き来し

ていて明らかに外国人だなと思えるような方々

と会う機会があるわけでありますが、それぞれ

こういうふうにして新規82名ですが、言葉の壁

だとか習慣の違いだとかということで、トラブ

ルの相談というのはあったのかどうなのか、ま

ず一つ傾向性と、そしてトラブルがあるかない

かをお伺いします。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 傾向といたしましては、18年

度、19年度、20年度と比較いたしまして、若干
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ではございますが、減る傾向にございます。 

  続きまして、トラブルに関してですが、更新

と新規登録も含めてですが、市民課の窓口にお

いでになる際、ほとんどの方が通訳と申します

か、企業で抱えております中国語、フィリピン

語のわかる方を同伴しておいでになっておりま

すので、窓口自体でのトラブルほとんどないか

と考えております。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） ほかの自治体というか、

82名が多いかどうかは、少し減る傾向にあると

いうことですが、多いか少ないかは別にしても、

例えばほかの自治体では中国が一番多いようで

ありますから、ここが受付ですよとか案内表示

板の中に中国語を列記している自治体もあるわ

けですが、それは会社がそれぞれ連れてこられ

るからトラブルはないということですが、日常

生活の中で習慣の違いからトラブルになったと

いう報告はないのでしょうか。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 今の御質問に関しては、市民

課窓口というよりも市民相談室の範疇かと考え

ます。今までの傾向を見ますと、言語による生

活でのトラブルというのは窓口の方には来てお

りませんが、人権擁護等で法務局とのこともご

ざいますので、そこら辺は情報交換を密にして

把握してまいりたいと思います。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 情報交換を密にしなが

ら、せっかくそれぞれの国から、いろんな目的

もあってでしょうけれども、勇気を持って来ら

れるわけですから、よしんば新庄に来たからし

てこうだったと言われることのないように配慮

を今後お願いしたいと思います。 

  続きまして、27ページの消費生活推進業務で

ありますが、新庄市の消費者の会というのはど

ういう方々がなっておられて、運営委員会とい

うのが月に１回やられているようでありますけ

れども、どういう内容を話しされているのか、

そしてこれの予算措置というのはどうなってい

るのかお伺いします。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 新庄市消費者の会の構成メン

バーに関してでございますが、３年ほど前まで

は連合婦人会という形で参加していただいてお

りましたが、平成20年度におきましては構成メ

ンバーとして日新学区の婦人会、沼田学区の婦

人会、個人会員合わせまして、20年度末現在で

は248名の構成メンバーになっております。月

１回の役員会を開きまして、消費生活のＰＲ、

講習等の年間行事等をこなすため、綿密な打ち

合わせを行っております。 

  また、予算に関してですが、団体に関しては

8,630円、個人会員に関してはトータル5,000円

ということで、会費収入は20年度に関しまして

は１万3,630円の収入でございます。20年度か

ら事業をする際のＰＲの委託料といたしまして

市の方から消費者の会に１万円ほどの事業費と

いいますか、そういう形でお願いしております。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） もう一回確認しますけ

れども、団体の8,630円、個人の場合は5,000円

というのは、それぞれ会員になられた場合にお

金をお支払いして独自の運営をされているとい

うことですか。そして、委託料、事業費等は年

間１万円、要するに消費者推進業務にかかわる

総計の新庄市のお金というのはどうなっている

のかをお伺いしたいと思います。 

  もう１点、この内容というのは消費生活のＰ

Ｒということでありますけれども、食の安全性

が失われている、新庄市も残念ながら産地偽装
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があったり、食の安全性が根底から損なわれて

いる、肉のいろんな部分もそうですが、消費生

活のアピールということですが、具体的には食

の安全性に帰着するのではないかと思いますけ

れども、その点はどういうふうに反映されてい

るのか、予算はこれでいいのか。今、食の安全

性というのは、皆さんそれぞれ生きていく上で

かなりの重大事というか、偽装が多過ぎるとい

うか、そういう部分も消費者の会の皆さんは、

想像ですけれども、デパートとかスーパーに行

ってラベルを見てみたり、どうなのかこうなの

かということもされているのではないかなと思

いますが、そういう部分でやった成果をどう反

映されたのということをお伺いします。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

山口吉靜委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 ただいまの御質問ですが、消

費生活の会員になられた方の中から１年間に何

遍かスーパーとか大型店舗に出向きまして、委

員から御指摘ございました肉の偽装問題とか、

いろいろございますので、食の安全に関しての

ＰＲもやっておられると聞いております。実際

には、会員が200何十名ございますが、会員の

メンバーといたしましては高齢化が進んでおり

まして、なかなか活動に支障があるという話も

ございますけれども、少ない予算の中で市民の

方たちと気持ちを共有できるように頑張ってお

られるので、うちとしてもバックアップをこれ

からしていきたいと考えております。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 今も言いましたけれど

も、食の安全性が根底から崩れている昨今であ

りますので、せっかくいいことをされているわ

けですが、実情としては高齢化が進んでなかな

か思うように仕事の成果のアピールが足りない

んだなと、今の話の言葉の裏に感ずることがで

きますので、今後そういう部分を取りまとめて

市報なり何なりにＰＲしていただいて、食の安

全性の一助になれるように対応方よろしく、バ

ックアップといってもどうバックアップするの

かということを具体的に頑張っていただければ

ありがたいなと思います。 

  次に、３点目でありますが、129ページの中

国残留邦人等支援事業、まず活動の内容、それ

から状況、中国残留邦人等に対する支援給付費

のやり方、仕方、どういうふうな状況でやって

おられるのかをお伺いします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 本事業につきましては、

厚生労働省におきまして、新たに地域福祉の視

点に立った中国残留邦人等に対する支援事業と

いうことでございます。本事業の端を発した理

由でございますけれども、中国残留邦人から集

団訴訟がございまして、最終的には原告団が勝

訴し、被告である国が敗訴したことに端を発し

てございます。残留邦人の方々は、終戦時にみ

ずからの意思で中国に残ったわけではないと。

かつ、二、三十年たってから日本に帰国いたし

ましても、言葉の壁あるいは生活習慣の壁とい

ったものがいろいろございまして、なかなか日

本国内において自立できる家族が少ない。そう

いったことで、戦争の犠牲者である自分たちの

生活は国が保障すべきだということで訴訟が起

こされました。先ほど申し上げましたように、

結果的には原告である残留邦人が勝訴したと。 

  本事業の内容でございますけれども、新庄市

における内訳は、残留邦人３家族をお呼びして

ございます。うち残留婦人の家族が１家族、残

留孤児の家族が２家族、男女各１でございます。

現在、残留婦人、残留孤児のうち女性が既に亡

くなりましたので、本事業の対象となってござ

いますのは男性の残留孤児１名とその配偶者で

ございます。内容につきましては、生活支援給

付、住宅支援給付、医療支援給付とございます
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けれども、すべて生活保護における扶助費の給

付基準と同一でございます。以上です。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 日本の戦争の結果の残

留という本当に悲惨な人方、今でも言葉の壁等

も含めて生活保護の状況の中で頑張っておられ

るということを改めて知ったわけでありますけ

れども、国が被告になって、原告が勝訴したと

いうことですから、この予算は国から来ている

のかどうなのか、なおかつ残留の人方の生活保

護、扶助費の中でやられている状態ですが、そ

の子供さん方もいらっしゃると思うんです。そ

の人方の言葉の壁等も含めてちょっと教えてい

ただければありがたい、簡単に。 

  もう一つ、ついでですから、その下の生活保

護事業推進費２億1,800万円というかなり膨大

な、高齢化社会等いろんな部分があって大変な

状況においてかなりの額を有している。見てみ

ますと、その中でも特に医療扶助が突出してい

るわけであります。高齢化が進んでいるんだな

ということを容易に判断することができるわけ

でありますけれども、今後この傾向というのは

もっともっと進むと思うんです。抑制を余りか

けてしまうと本来の生存権、漏れ伝え聞くとこ

ろによると大変な状況に追いやられた方もいる

わけです、窓口とか、いろんな部分で。それも

含めて今後の動向はどうなんでしょうかという

こともあわせてお願いします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 中国残留邦人等支援事業

費の財源内訳でございますけれども、生活保護

費とほぼ同様、国が４分の３、市町村が４分の

１という負担割合になってございます。 

  それから、第２点目の生活扶助の動向でござ

いますけれども、年々保護率の増加傾向にござ

いましたが、20年度に限って申し上げますと、

19年度より若干保護率が下がってございます。

19年度が4.12‰、20年度が3.76‰、この理由で

ございますけれども、被保護者の死亡あるいは

就労に伴って廃止された件数が新たに生活保護

を適用した件数よりも多かったと、そういった

格好で保護率が若干下がってございます。 

  今後の傾向といたしましては、昨年末から世

界的な経済不況に見舞われまして、そういった

状況で生活保護の件数も上がるのではないかな

と推測しておったんですが、雇用不安に基づく

適用件数は現在のところございません。考えら

れる理由といたしましては、単身者世帯が少な

い、すなわち職を失っても、失った人のほかに

生活を支えている家族がおられる、もしくは失

業給付によって生活を当面つないでいくといっ

た状況ではないかなと推察してございます。た

だ、昨年末に職を失った方の失業給付等がそろ

そろ切れる時期にもまいりますので、そういっ

た意味では少なくとも相談件数は今後増加して

いくのではないかなと見てございます。 

  最後に、扶助費の中身ですが、委員御指摘の

とおりでございます。被保護者の高齢化が進ん

でございまして、医療扶助が非常に伸びてござ

います。福祉といたしましては、抑制という観

点では何ら対応してございません。やはり生命

の安全安心を図るために医療というのは一番大

切な部分でございますので、被保護者から連絡

があった場合には直ちに医療券を出しまして、

医療機関にかかっていただいております。 

  なお、生活保護自体は他法優先、他の方法が

まず優先されまして、最後のセーフティネット

という考えでございますので、例えば扶養義務

者がおった場合、預貯金があった場合、生命保

険等があった場合、そういったものをまず第一

義的に扶養していただく、あるいは処分してい

ただくと。最後に生活保護という考えでござい

ますので、今後ともそういった他法優先あるい

は被保護者の就労をまず第一に心がけていただ
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く、そういった格好で本事業に取り組んでまい

りたいと思います。以上です。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 丁寧に説明をいただき

ました。国が４分の３で、市が４分の１。戦争

のための犠牲者でありますから、言葉の壁等、

ぜひメンタルケアを市で行えるところを残留孤

児に対してはきちっとお願いしたい。 

  もう１点、今の生活保護もそうですが、そろ

そろ失業のいろんな部分が少なくなって、窓口

に多く来るであろうと予測されるという所長の

話がありましたけれども、生活保護を申請する

場合にはかなり精神的にもメンタル的にも弱っ

た状態に、最後のとりでなのです。そのときに

懇切丁寧な対応方をお願いしたい。聞くところ

によると、かなりきつい話があったりして、私

のところにも何回か来ている方々もいらっしゃ

いますので、そこのところ十分配慮をお願いし

たいと思います。 

  最後に、観光です。観光振興費３億4,700万

円、この波及効果は20年度はどうであったのか、

まず課長にお伺いします。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 観光振興費３億4,000万

円についてお尋ねでございますが、この内訳を

見ますと、広域交流センター分担金ということ

で３億2,000万円ほどございます。実質純粋な

観光振興費につきましては2,000万円弱という

形になってございます。これは例年どおりの金

額であろうと思ってございます。 

６ 番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

６ 番（金 利寛委員） 今の話よくわかりまし

た。３億2,000万円が交流センター費だという

ことで、主たるものがそこに消えているという

ことですから、ならば振興費をそこに投入して

いるわけですから、その交流センターを使って

新庄市にかなりメリットがあるような配慮をま

ずお願いしたいなと、１点。 

  もう１点、先ほどのコマーシャル大賞、これ

の力の入れぐあいは、たまたま今回は国の無形

民俗文化財になったのですから、少し力を入れ

て、新庄市が周年コマーシャルにのれるような

配慮というのをやる気ありますか、ないですか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まず、ふるさとＣＭ大賞

につきましては、地元の隠れた素材を掘り起こ

してユニークな新庄をＰＲするということで、

30秒スポットＣＭを山形テレビを通じて情報発

信する番組でございます。過去に、平成12年か

らスタートいたしまして、平成12年度がユーモ

ア賞、平成13年度が映像賞、平成14年度がユー

モア賞と連続して賞を受けた経過もございます。

しかしながら、平成15年から19年度まで予算ゼ

ロということもございまして、19年度は課長会

から５万円いただいて制作いたしましたが、こ

れは落選ということでございました。昨年度、

平成20年度につきましては７万5,000円の予算

をいただきまして、ＦＭフラワーに委託してや

った結果、これも残念ながら落選ということで

ございました。以上でございます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 144ページから145ペー

ジにかけて、６款１項６目、中山間直接支払事

業費、同款同項12目、同じページの一番下段で

すが、バイオマスの関連で堆肥製造事業費、そ

れから、４点質問しようと思っているんですけ

れども、ほかの２点はきのうからきょうにかけ

て委員の方々がいろんなことを質問された関連

ですけれども、福祉事務所長にお聞きしたいこ

とがある、確認したい。それから、最後に文化
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会館のことについてもちょっと触れて御質問し

たいと考えております。 

  まず、中山間直接支払交付金は時限立法で、

たしか21年度で終了する予定になっているはず

なんですけれども、20年度の実績にかんがみま

して、私の記憶では最後に升形地区が該当なっ

てこの金額になったのかなと。私の記憶とちょ

っと違うのは、700万円ほど少ないんじゃない

かなと考えておりますので、これは途中で修正

か何かあったのかなと。したがいまして、この

ところをお聞きしたいんですけれども、地域と

支払い金額、その地域の受益面積、これをまず

最初にお聞きできればと思います。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 中山間地域等直接支払交付金

でございますけれども、成果に関する説明書の

68ページに交付先ということで組合の名称を載

せております。委員御指摘のように、第１期が

平成12年から始まりまして、５カ年ごとの事業

ということで、現在は第２期ということで、平

成17年から平成21年度、今年度までの事業とい

うことでございます。集落につきましては８集

落ということで、68ページに載っている集落が

該当しております。集落体の面積は、現在手持

ちの資料がないんですけれども、ここに載って

おりますように全体で72.2ヘクタールの中山間

地域においてそれぞれの事業が実施されている

ということでございます。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） わかりました。今、確

認しました。68ページにきちんと整理して記載

されているようです。私ちょっと勘違いしてい

ました。700万じゃなくて79万だったんですね、

升形の石神地区の農地保全組合が最後に追加な

ったということで。ちょっと勘違いしていまし

た。この内容についてはわかりました。 

  ただし、先ほどちょっと申し上げましたよう

に、これは時限立法で、もう終わりますので、

今から受けまして、各関連ある方々からこれが

どういう方法で一生懸命やっていかないと、こ

れが廃止された場合、これは農業委員会にも関

係あるんですけれども、農業委員会が遊休農地

を担当することになりましたので、これがもし

廃止になりますと、遊休農地が非常にふえてく

る可能性もあるわけです。だから、農林課長、

農業委員会と一生懸命になってこれを存続させ

るような方向に、政府がひっくり返っています

から、今からいろいろやっていかないと大変な

ことになってくるということを考えます。 

  そして、農業委員会について、後で農業委員

会の局長に質問したいと思うんですけれども、

私は、今、議員の立場ですから、質問させてい

ただきます。 

  10月に県内13市の会長会議というものがある

んです。これは皆さん方にも御記憶願いたいと

思って参考までに質問しているわけですけれど

も、そこは今年度の後期と来年度の政府に対す

る要望事項とか県内で問題あるものとか検討す

る場所なんです。その前に事務局長会議という

のがあるんです。大体そこでまとめて、それが

なるんで、だからこの点についても農業委員会

の局長は事務局長会議の中でそれが必ず表題の

中に出てくるような検討をしていかないと、今

年度後期と来年度からの要望とか、いろんな活

動に影響を来しますので、まずこの辺のところ

を農業委員会の局長はどう考えていますか。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４４分 休憩 

     午前１１時４７分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 
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１９番（星川 豊委員） 今いろいろなことがあ

って勉強になりました。こういうことは異例な

ことでもあるわけですけれども、委員長には大

変御迷惑をかけました。私といたしましては、

ただただ新庄市の今後の農業の行く末を考える

と、今言っておかないと、今確認をしておかな

いと来年度から大変なことになると、これは時

限立法ですから。そういうことで、農業委員会

の方はやめまして、農林課長にお聞きします。 

  今言った事情で私は非常に心配しているんで

す、遊休農地との兼ね合いで。今から行動を起

こすような感じで、ことしの後半と来年度に向

けて行動を今から起こしておかないと大変なこ

とになるだろうと。また、状況の把握も必要で

しょう、この政治の状況ですと。今までやった

ことがすべて、新庄でやっていたものがすべて

通っていくということじゃないわけですから、

ここで切りかわる可能性もあるわけです。だか

ら、この件については常に目を配って、逐一、

その都度これをやっておかかないと大変なこと

になってくる。そういうことで、いかが考えて

いますか。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 この中山間地域等直接支払い

による効果といいますか、多面的機能の維持に

ついては相当効果があったと思いますし、それ

が途中で事業が切れてしまうと、やはり心配さ

れるのは耕作放棄地なり、そんなところで非常

に心配されるわけです。農林課としましても、

こういう事業の継続といいますか、同じ名前に

なるかどうかわかりませんけれども、同じよう

な効果があらわれる事業、それが今後も新設さ

れるようにいろんな場の中で発言していきたい

と思います。以上です。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） わかりました。今後の

新庄市の農業のために、目を配って対処してい

ただきたい。そういうことで、中山間地域の交

付金については結構です。 

  次に、145ページの下段にありますところの

12目、バイオマス堆肥製造事業費として522万

1,242円の決算になっていますけれども、これ

についてはかねて私も一般質問で質問した経過

があるんですけれども、これは全地域、全市を

挙げてこれをやるということでしたけれども、

途中でとんざしまして、毎年このような500何

十何万という何がしの金の支払いがいつまでも

続くのかなと考えているんですけれども、新庄

市のバイオマス堆肥製造事業の中で、前に一般

質問でも申し上げましたけれども、新庄市の製

造方法ですと白色腐朽菌というものが、ダイオ

キシン、人間の体に蓄積されると一番悪いとい

う、当初は1,3,5,7-四塩化ダイオキシンと言っ

たんですけれども、これが今1,5,7,8か何か名

前が変わったようですけれども、いずれにしま

しても、農薬から出るダイオキシン、それから

堆肥の中に抗生物質を使っていますね。そうい

ったものもダイオキシンとして残っているわけ。

新庄市の製造方法ですと白色腐朽菌なるものが

これを分解する作用があるということで、非常

に注目しておったんです。それで期待もしてお

ったんですけれども、なかなか進まないと。そ

して、結果としてこういう状態で毎年テストケ

ースになっているわけです。 

  ここで市長にお聞きしたいんですけれども、

市長はかねて非常にいいことを言っているんで

すね。新庄には産業高校がある、農業大学校が

ある、これを連携させて、何とか新庄市の役に

立てたいということを発言しておられるんです

けれども、バイオマス製造事業費、研究の段階

終わったと思うんですよ。それで、この研究を

何とか県の農業大学校の生徒たちに継続してい

ただいて、産業高校の生徒たちもここに行く。

要するに、ずるいんですけれども、県の研究機
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関としてこの金を何とか代替してもらって、そ

して生徒がそういった専門的なものを大いに学

んで、地域から、あるいは山形県から巣立って

いく人がいれば、非常に山形県の農業に対して

も効果的じゃないかなと。 

  一つ、関連ですけれども、大学校に今私が言

った成分とか、そういった検体を成分分析する

機関がないんですよね、庄内にしか。だから、

それは前にも市長が申し上げているとおり、せ

っかく農業大学校があるんですから、製品に何

か悪い成分が入っているかどうか成分分析を地

域でやれるような方向性を持って、バイオマス

の製造事業費と関連しまして、検体の検査がで

きるように農業大学校に設置して、そして産業

高校の生徒もそこに行って専門的なものを学ん

で地域のために役立てるような、そして我々も、

ほかの人たちも、市役所でも、例えばゴルフ場

の検体もあるわけですね、汚染の問題もあるわ

けです。農業者は自分のつくったものに悪いも

のが入っているかという、そういったあれもあ

るわけです。そういう制度があれば、そこにす

ぐ持っていって、安価でやれるような方法をと

っていただければ、本当にこれからは安心安全

なものが農産物については追求されていくわけ

です。そういう関係から、ぜひとも市長にはそ

ういった方向にバイオマスについては移行し、

成分分析検査とか、そういったものをできるよ

うな方向としてやってもらったら非常に新庄市

のためにもなるんじゃないかなと思いますけれ

ども、どうお考えですか、市長。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 バイオマス堆肥製造事業につ

きましては、いつまで実証なのかというところ

で、議会の方からも再三御質問なり御意見なり

いただいたところでございます。バイオマス堆

肥製造事業のとっかかりといいますか、それに

ついては生活系の生ごみをいかに塵化するかと

いうところからスタートしまして、最終的には

全戸の生活系生ごみを塵化させるんだと、そん

なところでスタートしました。今現在、桧町と

か、そんなところから御協力をもらいまして、

500何十世帯から回収してやっていると。製品

的には、委員がおっしゃったような分析等まで

はまだ行っていませんけれども、土壌改良剤と

しては十分な効果があるのではないかと思って

おります。今回、成果に関する説明書70ページ

の方にも、農家とか、そんなところの反応とい

いますか、そんなところでの感想というものを

いただいているところでございます。ただ、今

後は化学的に実証されなければまずいだろうと

いうことで、遅いんですけれども、今年度、今

言いました農業大学校とか普及研究所とか、こ

の堆肥の活用について現在協議を始めていると

ころでございます。今後、そういう形でやって

いって、できればきちっとした分析をして、こ

ういう土壌でこういう改良ができると証明され

た土壌改良剤として農家に完全に使われるよう

にまず持っていきたいと思っております。 

  以上です。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） わかりました。それか

ら検体検査の方、米を初めとする農産物の安心

安全のために、検体についてお聞きしたんです

けれども、これについて、将来、今すぐできな

くても、産業高校の生徒に勉強させて、農業大

学校の中でこれをやる。今、庄内で県の事業と

してやっているんですね。県でもなかなかこれ

を離したがらない。なぜかといったら、非常に

高い、収入源なんですね、県では。だからこれ

はなかなか離したがらないんですよ。しかし、

これは利益の問題じゃなくて、生徒を育てると

いう意味ですから、県の学校なわけですから、

その中にもう一つ設けてやってもらうと。それ

をただ我々は横からちょいと利用するという感
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じになるわけですけれども、非常に便利になる

ので、その辺のところはどうお考えですか。 

山口吉靜委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  市民課長より発言の申し出がありますので、

許可いたします。 

  市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 金委員の御質問の中で、外国

人登録の国の順位に間違いがありましたので、

訂正させていただきます。 

  １番に中国、２番目に朝鮮民主主義人民共和

国と申し上げましたが、大韓民国の間違いでご

ざいました。申しわけございません。 

  以上でございます。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 休憩時間を１時間挟みました

ので、再度、質問の確認だけしたいと思います

けれども、新庄市で実証しているバイオマス堆

肥、いわゆる土壌改良剤なんですけれども、い

ろんな土壌改良剤があると、その土壌改良剤を

使ってできる農産物、それの安全安心なものを

つくっていきたいということで、そのための検

体検査といいますか、そういう試験場が県内で

は庄内しかないということで、新庄最上地域で

も検体試験場といいますか、検査機関あればい

いと。なおかつ、そういうものが例えば県の産

業高校とか、そういう教育機関で実施できれば

担い手の後継者の教育にもなると。そんな観点

から検査場についてどうかという質問だと思い

ます。 

  新庄市としましても、農業大学校とか産業高

校、あるいは普及所の研修所とか関係機関と連

携しながら安全安心な農作物についていろいろ

と検討してまいりいたと思います。ただ、その

検査場、検査機関といいますか、そういうもの

を県の施設とか、あるいはどこかの機関に設置

してもらうというところまで行くかどうかとい

うのは、相手もありますし、その辺については

勉強していきたいと思います。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） 昼休みの１時間が入っ

たら私の質問にだんだん合ってきたような、私

の質問の内容まで答えていただきまして、全く

そのとおりでございます。これからはやはり安

心安全な、しかも最近ではその安心安全な検体

にサプリメントを入れて特殊農産物という研究

もされているようなので、実はこの話を申し上

げました。そこも含めて前向きというか、とに

かく市の予算じゃなくて、これは県あたりでや

るべきが相当だと思いますので、その辺を加味

して、前向きというか、その都度できる限りに

おいてそういったものをぜひとも設立して、そ

して新庄においてやっていけば新庄の将来はな

おさらに明るくなるのではないかと考えられま

すので、ひとつよろしくお願いします。バイオ

マス関係については以上で質問を終わります。 

  次に、福祉事務所長にお聞きしますけれども、

今回の決算の中で各委員からいろいろお話が出

てきましたけれども、未納金が30％あった、そ

して20年度決算では19％増になったと。これは

何が原因かということで、いろいろ話ししてき

ました。これからいろいろデータをとって考え

るということを所長は言いましたけれども、田

口所長は優秀なので、前にも環境課にいたとき

も特別な発想のもとに、こっちが要望すること

を処理していますので、非常に期待していると

ころでございますけれども、今いろんな質問に

答えましたけれども、私としてはその一歩先と

いうか、本当は田口所長、全部解消というわけ
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にはいかないでしょうけれども、何か目安、一

つでも確実にできるような方法を見つけておら

れるんじゃないかなと実は考えているんです。

その辺何かありませんか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在、歳出についての御

質問を受けてございますので、福祉で保有して

おります各種情報の活用の観点から御答弁させ

ていただきたいと思います。 

  先ほど学校給食費の滞納にかかわりまして、

就学援助の御質問に対する答弁がございました。

確かに福祉事務所におきましてもいろいろな手

当を扱ってございます。人数的に一番多うござ

いますのは児童手当、次に児童扶養手当、こう

いったものを受給している世帯のうち、保育所

入所児を抱える世帯もかなりおられるのではな

いかなと。ただ、福祉事務所に関して申し上げ

ますと、我々職員は地方公務員法上守秘義務を

負っていると同時に、みずからが保有する情報

に関しましては個人情報保護法あるいは個人情

報保護条例に基づく管理も同時に求められてご

ざいます。したがいまして、確かに同じ福祉事

務所の中で給付あるいは徴収を行っているわけ

ですけれども、たとえ同じ福祉事務所の中であ

っても、やはり保有している情報の管理という

ものは厳格に行われるべきかなと。そういった

情報管理を適切に行った上で活用する道があれ

ば、先ほどの就学援助と学校給食費の絡みのよ

うな解決策があればという感じは抱いておりま

す。重ねて申し上げますが、あくまでも個人情

報の管理を厳格に行った上でということでござ

います。以上です。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） やはり前に言ったとお

り、そこなんですよ。ただ、答えられないこと

もあると思いますけれども、気づいておられる

ようですから、ぜひとも一つそれを利用して、

福祉家庭といえども、いろんな事情があるとい

えども、みんなの税金、いろいろ支給されてい

る方々もおりますけれども、そういうものをき

ちっと整理して、きちっと対応していただきた

いと。所長は気づいておられるようなので、心

配ないでしょう。以上でその件については終わ

ります。 

  最後に、文化会館の防煙幕の件について、火

災があって73万円相当を支出したということな

んですけれども、これについては私も文教の方

に所属しております関係で、前にＮＰＯに委託

する場合に、設備が非常に不備なところがある

ということで、金額は忘れましたけれども、

500万円以内だったと思いますが、相当な金額

で補修なり交換なりして対応して、新しく使わ

れる方に支障のないようにということで、私は

文教の方でも御意見申し上げまして、いろいろ

対処していただいた経過があるんでございます。 

  実はあそこの文化会館では片側のライトと反

射板が故障していまして、その前に扱っていた

方は、大きなイベントがあるときは酒田とか、

いろんなところから借りて使っていたんです。

小さなイベントでは使ってないということで、

防煙幕はむしろ平均で使っていればいいんです

けれども。前置きしますと、私も照明関係とか、

ああいったものに知識が多少ございますので申

し上げるんですけれども、防煙幕とか、ああい

うものはライトが照らされた場合に直接どんち

ょうに光が当たって損傷させないようになって

いるわけです、火災を防ぐためとか。片側は頻

繁に使ってなかったはずなんですよ。私も文教

で質問があったときに、それは当然交換してい

ると思ったんです、耐用切れで。恐らく30何年

にもなっているはずなので、交換しているんだ

ろうなと、私も委員をしていて大変落ち度だっ

たんですけれども、それに気づかなかった。や

っていたと思ったんです。ところが、あのとき
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ライトを新しくつけかえたわけです。それで照

射されたもんだから、片側は今まで長く使って

いない、使ったり使わなかったりしたものに対

して新しく常時照明がかかったもんだから、恐

らく耐用切れのやつに当たってああいうことに

なったと思うんです。結果はそういうことで、

私はわかっているから質問は長くしませんけれ

ども、ある程度知識があるので。これは知識の

ない人だと火災なんですよね、ぼやといえども。

新庄市の財産の何億とするものが、もしあれが

火災であった場合には焼失するわけですから、

大変な事態になるわけなんですよ。だから、私

も責任あると思っています。そういうものに続

かなかったということはあれですけれども、そ

れで済んで本当によかったなということです。 

  結論から申しますと、それはそれでいいんで

す。ただ、そういった重大なものにつながるお

それがあったので、73万何がしの金額ではあり

ましたけれども、その時点で市民もいろいろ言

っているわけですよ。我々は市民から負託を受

けてきているわけですから、そしてまた文教厚

生常任委員会の委員として負託されているわけ

ですね。その管轄下にあるわけです。それが何

の報告も受けなかったということが非常に問題

であるわけ。そうすると、我々は市民から聞か

れた場合に対応できないわけです、どう処理し

たか、なぜなったかということ、即。それが後

から処理するのと、すぐするのでは全然違うわ

けなんですよ。だから、今後はそういったもの

が発生した場合には少なからず文教厚生委員協

議会でも結構ですから招集して、実はこういう

ことがあったと。少なくともそのぐらいはやっ

てきちっと処理していけば、いろんな問題も大

きな問題につながらないということですので、

その辺のところなんです。それについて、もし

言うことがあれば一言だけお聞きしたいなと。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいまの御指摘に関し

て御説明させていただきますが、ライトを取り

かえたというのは私も存じ上げなかったんです

けれども、それが多分強力で、古いそで幕の方

も支障があったのかなということは合点がいき

ました。その修繕につきましては以前から上げ

たりしているんですけれども、どうしても、き

のうも申し上げましたように、ぼろぼろになっ

ていて、かなり継ぎはぎになっておりましたの

で、そういう経年劣化というところにやや目が

行っていて、安全面に対しての認識というのが

私どもとしても若干不足していたのかなと改め

て感じているところです。今、きちんと修繕計

画を出しているところですが、合計で10枚ぐら

いあるんです。そで幕の方に５枚と上の方に５

枚ぐらいあって、これを一気に直すにはかなり

の金額が必要だということで、順次手だてをし

てまいる計画でおりますけれども、ただいまの

御指摘のように、危ないところというのも勘案

しながら、ぼろの状態だけでなくて、安全面か

らも勘案して順次修繕の計画をきちんと立てて

いきたいと思います。 

  それから、議会への対応についてでございま

すが、決して議会を軽視したわけでございませ

んで、当時私が課長なりたてということもござ

いまして、不勉強のせいで議会への対応が非常

に不適切であったと反省しております。今後十

分注意してまいりたいと思いますので、よろし

く御理解いただきたいと思います。申しわけご

ざいませんでした。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

山口吉靜委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） お気づきになっておら

れるようなので、これ以上何も別に申し上げる

ことはございませんけれども、今の話にもあり

ましたけれども、あの防煙幕というのはライト

の前に全部ついているんです。それは火災防止

のためについているんです。ところが、そうい
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った状態で劣化してきますと、ステージで扇風

機をかけて霧がかかったようなことをやります

よね、それで防煙幕の片方が切れますと、ずず

ずずずっと切れていって、風であおられてライ

トに巻きつくと。劇場火災なんていうのは大概

それなんですよ。だから、私は多少知識があり

ますので心配しておったんですけれども、お気

づきになっておられるようなので、そういった

ものには対処していただくと。また、文教委員

会でも、ＮＰＯに移る際にそういったものを本

当は調査して、きちっとやるものはやって、新

しくＮＰＯの方々が入ったときに支障のないよ

うに、チェックして直すものは直して預けるべ

きじゃないかということを私は質問したことが

あるんですよ。お気づきになっておられるよう

なので、市民の大事な財産ですから、建てかえ

するとなったら何十億もかかるわけですから、

その辺のところを前向きに検討して、順次交換

して、そして危険なことのないように対処して

いただければ結構だと思います。以上です。 

  終わります。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時１５分 休憩 

     午後１時１５分 再開 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開します。 

ほかに質疑ございませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 173ページにございま

す小学校の給食、これは前に質問あったんです

けれども、10款２項の小学校の給食のところに

関連してですけれども、既に前に内容について

は審議があったんですけれども、ここのところ

で歳出に出てない部分が給食に関してはあるわ

けで、隠れた部分、これは話があった未納の件

ですけれども、給食費の未納があった場合は、

その学校学校で納付された父兄から出された給

食費で全体を賄っていく、要するに未納の方の

分もその中から捻出して給食を与えていると。

その分として市では不足分を補てんしていると

いう、歳出では出てこないわけですけれども、

全体的に言って、決算の中では毎回、今回も同

じですが、未納、滞納という部分で質問が必ず

出てきます。私が今回お伺いしたいのは、一連

のかなりの項目にわたって市民が納付すべき、

納税すべき科目がいっぱいありますね。税を初

めとして保育費、住宅費、家賃等々水道、下水

道、そんなものもあるわけですが、総体的に執

行部ではどういうふうに現状をとらえて、毎回

起きる未納、滞納、どういう対策を立ててこれ

からやろうとしているかということを私は総合

的にお伺いしたい。これは歳入の方にも入って

いて大変申しわけないと思うんですが、ここで

ひとつ御勘弁をいただいて、今後の方向性をお

知らせいただきたいと思います。 

  要するに、来年度の予算もそうですけれども、

予算を立てる場合は歳入を見込んで予算を立て

て執行しているわけです、思いどおりに。これ

が歳入不足になりますと給付とか補助の方もで

きなくなるわけですから、どこから来ようがな

い。ですから、納付すべきものは市民に協力を

願って、予算どおりに残らないようにするのが

一番いいんですけれども、なかなか事情があっ

て、その家庭家庭に事情がありまして、納付で

きないということも往々にしてある。それを強

引に取り立てるということもまたどうかという

ふうになるんですけれども、要するに事情を詳

細に市は把握しておくべきじゃないかと。議会

の中で、その状況において私が耳にしたのは、

納付するぐらいの収入があるけれども、他に歳

出があって、支払わなきゃいけないものがあっ

ておろそかになっているという話も伺っていま

す。経済的に許されない、どうしても支払えな

いというときはそれなりの方法もまた次にはあ



- 214 - 

るわけですけれども、その辺をいかにとらえて、

滞納者、未納者に対する対応を市としてやって

いるか、その辺を一つこの際お伺いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 いろんな使用料、負担

の問題について総括的な御質問でありますので、

全体的な収入確保対策といいますか、そういっ

たことについてお答えしたいと思います。 

  庁内に、総務課、私どもの課、都市整備課、

福祉事務所、教育委員会等から成る収納確保対

策委員会がございます。各使用料、税金等々に

ついて、年２回以上集まっていただいて、収納

の状況、どういう問題があって、どういう改善

がなされているのかということをお互いに情報

交換して対策を協議するという場でございます。

そういった中で、税金とか市民からいただく負

担、使用料、そういったものについてきちっと

収納を向上させ、収入欠損あるいは不納になら

ないように、お互いに情報交換と対策をそこの

場で確認しながら実施しているという状況にあ

ります。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 市税の部分だけでも大

体９億1,000万円ですか、私が計算しますと、

そのぐらいあるわけですね。その他もろもろ合

わせますと10億を超えるという膨大な未納、滞

納が出てきております。一例を挙げれば、私が

勝手に想像するんですけれども、市営住宅に子

供、幼児を連れて入ったというときに、住宅費

を払わないという状況の中で、保育所に入れて

います。今度は保育所の保育費も払わない。そ

うしますと、これが今度学校に入学します。小

学校に行っても払わない。そういう連鎖反応が

起きる可能性があるんじゃないかと私は見てい

るんですよ。ですから、お伺いするのは、全部

を網羅した、金融機関で言っているブラックリ

ストみたいなものはつくってあるんですか、各

課全部集めたリスト。必ずつながりが出てくる

と思います。そして、目前に……。 

山口吉靜委員長 暫時間休憩いたします。 

 

     午後１時２３分 休憩 

     午後１時２３分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 歳入と言ったけれども、

歳入の部分で質問したんでないですよ。歳出が

伴わなくなるということなんですよ。歳入がな

くなれば歳出ができなくなるということで、歳

入に入っているんじゃないです。隠れた部分を

引っ張り出したんですよ、歳出の。 

山口吉靜委員長 暫時間休憩いたします。 

 

     午後１時２４分 休憩 

     午後１時２７分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 委員長の方から何回に

もわたって、これは歳出とか歳入とか、款項目

ですか、さらに20年度の決算であるから、それ

に沿ってただしてくださいと。私もごもっとも

だと思います。ただし、この決算委員会で各委

員の方々より御質問なり、その答弁を受け、そ

してさらにそれぞれの委員の方々の提言なり要

望なり、これは当然出てくるわけです。という

ようなことがあって12月の決算委員会を９月に

持ってきたわけよ、本来は12月にやっておった

ものを。ここで議論になったことを次の年度な
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り２年なり３年なり後に反映させるために９月

に持ってきたのよ、決算委員会というのは。大

きい流れがあるわけよ。委員長もそういうこと

をぜひ頭の中に入れて、真っすぐばちっと入れ

てしまうと、監査委員の指摘、監査委員の審査

の結果にあるとおり何も問題ないなよ。計数は

妥当、正確だと、予算の執行は全般的に適正と

認められたと言っているわけよ、我々が選んだ

監査委員が。議会からも選んでいるわけよ、

我々が全員一致で。それでは余りにも四角四面

だというか、杓子定規。というようなことで９

月に持ってきたわけよ。これを忘れてだめだ、

一つは。そういうことを踏まえて、これから何

点か質問をさせてもらいます。ただ、発言の訂

正とか、これは委員長の権限でございますので、

やめろと言われれば私もやめます。 

  まず最初、決算書の101ページ、財産管理費

50万2,400円のっております。これが登記業務

委託料となっているんですが、この登記という

のはどういう登記で、その業務を委託されたの

か、その業務委託というのは、１件とか２件と

か３件とかあったと思うんですが、およそ何件

ぐらいあったのか。その中で、かつて国土調査

で筆界未定となっておった萩野小学校の学校林

がある。これはこの登記業務の委託料の中に入

っておったのか、入ってないのか。ないとすれ

ば、予算委員会であそこを取り組む金額を議決

しているわけ。その結果どういうふうになった

のか、まず最初にその点をお聞きします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 成果表の９ページに記

載していますように、登記関係は件数にして５

件、筆数にしまして147筆ということでござい

まして、個々の場所の中で渡部委員から指摘さ

れた場所が入っているかどうかについては、確

認する資料を持ってきていませんので、ここで

はちょっと答弁いたしかねますので、御了承い

ただきたいと思います。 

柿﨑卓美教育次長 委員長、柿﨑卓美。 

山口吉靜委員長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 ただいま御質問いただいた件

なんですが、萩野小学校の学校林の境界の測量

業務、こちらの方は171ページの中ほどに決算

事項として出ておりますが、学校教育課の業務

として管理をしております。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 学校林の管理は業務と

してやっているということですか。登記関係と

か、境界の国土調査で筆界未定になっておった

ものをはっきりするということで議案に盛って、

議会でも可決したわけよ。その後どういう経過

をたどって、この50万何がしの登記委託料の中

に含まれておりますか、含まれておりませんか

と。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３５分 休憩 

     午後１時３６分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

柿﨑卓美教育次長 委員長、柿﨑卓美。 

山口吉靜委員長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 ただいまの御質問でございま

すけれども、萩野小学校の学校林の境界に関し

ては、測量、関係者の現地立ち会いのもとに境

界の確認はいたしました。その後の登記につい

ては、私どもが把握している限りでは御本人が

なさるという形で話をしていると。現在、登記

はされていないと把握しております。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 登記とか境界の確定と

いうものは、本来は双方でやるのが筋でないか

と思うんだよ、測量も双方で負担して。ところ
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が、予算が提示されたときに、その経費はだれ

が持つのですかと私が聞いたら、今回の件につ

いては市の方でやるという答弁があったわけ。

登記は、今度は相手の人が登記すると。ちょっ

とおかしくないですか、そういうこと、相手が

すると、境界がはっきりした段階で。何十年も

引きずってきたんですよ、この問題は。向こう

でしないというと、黙って待っているわけか、

こっちで経費かけて。同時進行しないとだめな

んでないかなと私なりに思うんです。去年やこ

とし始まった問題でないよ、これは。向こうで

やるという今の話なんですが、そこら辺も含め

て早く境界をはっきりして、学校関係の人たち

が心配しているのを早く払拭してください。そ

れで、国土調査ですか、これが筆界未定という

ことでずっと引きずってきたわけ。まだ引きず

っているわけ。 

  そういうことで、成果表の９ページと20ペー

ジについてちょっとお伺いします。 

  この中に、分筆とか合筆とか登記料とか地目

変更とか地図訂正申出書とか、いろいろ載って

おります、国土調査とか。一つずつお聞きした

いと思いますが、今の学校林も同じです。当然

面積が違ってくるわけです、測量した結果。お

互いに主張している境界も出入りが出てくる可

能性十分です。そういうことで、これは税務課

ですか、国土調査をやるときに、従来より何百

年も関係者が利用、使用してきた道路なり水路

なりが公図上にも厳然と表記されており、そし

て毎日のごとく使用している道路とか水路とい

うものは、国土調査の際は、私の知る限りでは

正確にはそういう場所は明確に提示されており

ます。その国土調査を扱っている課として、私

の言うことが間違っているか、間違ってないか

をまず最初にお聞きします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 国土調査を行ったときに、旧

図にあったものを現在使っているという場合で

ございますけれども、次の調査のときには換地

になっているわけでございますけれども、換地

につきましては形が多少変わっていたとしても

最低限換地の面積は図上に確保して残しておく

というふうになっております。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） それが全く私は正しい

と思います。私のところでも実際に建物が建っ

ておっても地積の性格には道路敷が出ておりま

す。私の知る限り２カ所あります。 

  次に、この道路なり水路なりが何らかの事情

で使われなくなったと。本来は残っているべき

ものが何らかの事情で使われなくなったと。そ

うなれば道路を歩くこともできない、雨水も生

活用水も田畑のかん排水もできなくなるわけ、

そういうものが図面からなくなるから。これも

図面にあるのは残すが、図面にないものは地積

に入れることができないわけです。私どもの水

上という地区では、現実的に１メートルから１

メートル50ぐらい水が流れておっても、上流と

下流には水路が、水路というより川だな、出て

おりますが、真ん中は図面上ないもんだから、

地積に入れることができなかったわけよ。そし

て今、出ていった人の跡継ぎ、第三者が入って

きて、ここの水路の図面が私の宅地にはないか

らと、いろいろな問題を提起されました。そう

いうこともある。一方では、ありながらなくな

る。そうしたときに、関係者はどういう手だて

を講じてそれを復元というか、修正というか、

どういう手段をもってすれば、申し入れという

か、そういうときはこうこうこういうことでや

ればいいということがあれば教えてください。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 地図が、公図が現況と違って

くるということは往々にしてあるわけでござい
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ます。その修正ということでございますが、前

提といたしまして、渡部委員から地図上にない

川が実際に流れていると、その水が下の方で農

業用水等に使われている、あるいは地図上にな

い道路があってだれかが通っているといったも

のがあった場合には、地図の表記の有無とは別

に、水利権なり通行権というものがございます

ので、地図の表記とは直接には関連しないとい

いますか、地図にないから水をとめるというこ

とはまずできないものだと聞いております。そ

れはそれとしまして、どうしても地図を現況と

合わせたいということがもしございましたなら

ば、これはその土地に隣接する関係者の方々の

合意のもとに地図訂正ということになります。

訂正できる方につきましては、利害関係のある

方、隣接の方々はどなたでも申し出することが

できます。地図訂正の原因によりまして、その

原因者が費用を負担するという形になります。

例えば、そもそも地積調査の誤りであったとい

うことがもし確認できれば、その費用は市が持

つということになりますが、そうでなくて、民

間同士の売買とか、そういったものが原因であ

れば、その取引された方々が原因者ということ

で費用を負担していただくことになります。繰

り返しになりますけれども、図面上の地図より

も通行権なり水利権が強いとも聞いております

ので、地図にないから水がとめられるというこ

とはまずないのではないかと思っております。 

  以上でございます。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今言ったようなことで

関係者が困ったと、図面がなくなったもんだか

ら。何かあれば、自分の土地だからここをとめ

るということになってくると困るわけ、関係者

が。そして、その道路なり水路なりの修正申告

を申し出て修正したと。その結果、修正した場

所が本来の水路なり道路なり、あるいはちょっ

とずれても水路なり道路なりの機能を果たすよ

うな場所に修正されれば何ら問題はございませ

んが、水路にならないような場所、道路になら

ないような場所に修正されておったときはどう

なるんですか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 先ほど申しましたけれども、

地積調査のときもそうですけれども、現況と合

わせて図面をつくるのが原則でございますけれ

ども、場合によっては官地の幅をとるというこ

とで多少ずれていることはございます。先ほど

渡部委員がおっしゃいました、例えば家の真ん

中に官地が通っていることもあるわけでござい

ます。そういったことで、地積調査ではあくま

で官地幅をとる、面積を確保するというだけで

ございまして、その場所に現実に川があるかど

うか、あるいは道路があるかどうかまでとらわ

れているものではございません。今おっしゃら

れましたように、実際にあり得ない場所に水路

が設定になっているということもございましょ

うけれども、先ほど申しましたように、水利権

あるいは通行権の方が優先するということで、

現在のところ通行する、あるいは水を利用する

分には問題は生じないのではないかと思ってお

ります。そこをあえて地図を直そうとしますと

測量の費用なり登記の費用なりかかってしまう

ことになりますし、その前に、近隣の使用者の

方々の同意を得て、あえてそこまでやるかとい

うことになろうかと思います。その辺必ずしも

利用と地図とは直接結びつかないものだと私の

方ではとらえております。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） ずっと今のを整理しま

すと、国土調査はこれからも新庄市で入るわけ

です、いつかは入るわけ。将来そういうことも

心配されますので、今ここではっきりしておか
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ないと。図面上、公図上、そして毎日使ってお

ったと、道路なり水路なり。それが何らかの事

情でなくなった。なくなったから困ったと。そ

うすると、なくした人が修正申告をして図面に

落としたと。その落とした場所が水も道路も流

れない、歩けないような場所にその図面で提示

されたときは甚だ困るわけよ、関係者が。例え

ばこういう土手があって、本来は下に水路なり

道路が走ったものが、例えばの話だぞ、こうい

う傾坂の中腹に行ったとなれば水が流れないわ

けよ。そういうときはだれがそこを水が流れる

ようにするのかと、道路を歩けるようにするの

かと。これは原因者ですか、関係者ですか、そ

ういうときは。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 繰り返しになりますけれども、

公図上の表記と水利権、通行権とは直接関係な

いということが一つございます。それから、公

図を現況に合わせて直そうとすれば、その現況

を変えた原因者の負担でやるということでござ

います。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 一つ一つ学校林の問題

から始まって、あれもずっと引きずってきたわ

けよ。そのときはこの議場でも私が触れました

が、学校林の場合は、当事者がその当時だれそ

れさんからここまでだと言ってもらったという

ことを言っているわけよ。はっきりした証拠も

何もないわけ。みんな死んでいるわけよ。そう

いう人の言葉を信じてやるのが正しいか正しく

ないかと、何十年もいろいろ議論してきたわけ。

そしてやっと今この決算書に出てきたわけ、測

量、議会でみんなして議決したわけよ。まだ登

記はなってないと。これからもこういうケース

が出てくるおそれが十分あるということ。これ

から国土調査に入るんだから、知らないふりで

きないべ、新庄市だって。そういうことも踏ま

えて、そういう懸案があるとすれば、今からみ

んながそういうことを認識しておかないと、さ

あ現場に入ったというとすごく混乱が起きる。

そういう意味でいろいろお聞きしたわけです。

この件についてはもっと詳しいことがいろいろ

あるんですが、これ以上は触れません。何かの

機会があれば、いろいろお聞きしたいことなり、

そういうことがあれば、過去の歴史なり、そう

いうことも踏まえてお話ししたいと思います。 

  次に、決算書145ページの水田農業対策費、

先ほどの中山間地域等直接支払事業、いろいろ

出ていますが、これは1,220万905円のっている

んですが、これは21年度で切れるという話を私

も聞いておったんですが、この対象となる地域

は、例えば田面の落差が１メートル以上とか、

面積は集落で何反歩以上とか、そういう枠があ

ると思うんですが、その辺いかがですか、田面

の落差、例えば１枚と１枚で10メートルあって

も私はならないと思うんですが、面積のくくり

というのは。その辺どういうふうにしてなされ

たのか。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 中山間地域等直接支払交付金

の対象地の要件ということだと思いますけれど

も、対象地の要件につきましては、中山間です

ので急傾斜農地という要件になっております。

田んぼの場合ですと20分の１以上、畑ですと15

度以上という一応の傾斜の要件がございます。

それに加えまして、小区画とか不整形な田んぼ

であること、そして１ヘクタール以上の面的な

まとまりがある農振農用地内の農地が対象とな

るという制度でございます。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） この事業をやったとき、

それなりに各地区に対して説明に入ったと思い
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ます。説明は十分したと思います。ところが、

聞く方が余り理解してないことがあって、20分

の１というと、例えば20メートルの田んぼだと

１メートルの落差なわけ。１ヘクタール以上と

いうと20アールの田んぼが５枚ということで、

私が見る限りではそういう場所はまだたくさん

あるんでないかと、対象になる地域が。前回な

らなかったわけよ。これは申請が悪かったか、

申請したけれども何かの理由があってならなか

ったと。今回、政権がかわって、この事業が継

続するかしないかということは今も大きな疑問

を持っておりますが、これがまた21年度に取り

組むとなれば、今言った要件を満たしているよ

うな土地については、その集落なり関係者が代

表者を通じて申し入れに来たときは、十分審査

して、そして採択というのか、何ていうのか、

対象になるようにひとつ取り扱ってもらいたい

なと思うわけ。そういうところがある、航空写

真を見れば落差が皆出ているから、１枚１枚全

部出ているから。星川課長、恐らくそっちだっ

て航空写真を見ていると思う。地域の方々から

申請が来たとき、新たに農林課としてよく考え

て取り組みますか、それとも今までどおりでい

くかということ、そこだけ確認して。 

星川俊也農林課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 先ほども答弁申し上げました

けれども、中山間地域等直接支払交付事業の成

果というのはかなり評価が高いと思っています

し、今後も続けていきたいと市の方でも思って

おります。来年度以降、どんな制度になるかと

いうところが一つあるんですけれども、新聞等

でもちょっとニュアンスが違った形でいろいろ

と報道されております。ただ、こういう事業が

なくならないように、いろいろなところで発言

していきたいと思っております。 

  なお、今年度までの対象農用地というのはこ

んな形でということで、恐らく傾斜度も航空写

真等で把握していると思うんですけれども、そ

ういう中で現在の８集落があったということで

ございます。また、申請があっても対象農用地

に該当しなかったという経過もあったかもしれ

ませんけれども、その辺については、例えば22

年度以降に同じような事業が展開されるに当た

って、対象農用地とか、そういう条件があると

思うんです。その条件につきましては市民の方

なり農家の方にできるだけ説明といいますか、

そんなことがわかりやすいように広報したいと

思っております。 

１１番（渡部平八委員） 終わります。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５９分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんので、以

上で議案第55号平成20年度新庄市一般会計歳入

歳出決算の認定についての質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、発言を許します。 

  初めに、認定の反対討論として佐藤悦子委員。 

   （２番佐藤悦子委員登壇） 

２ 番（佐藤悦子委員） 日本共産党を代表して、

20年度一般会計決算に反対の討論を行います。 

  理由は二つです。 

  一つは、市町村合併推進費308万8,000円とい

うことでしたが、そのほか合併のため職員の労

力が相当業務時間として使われたことです。こ

れらは市民の要望実現に向けられたはずだった

と思います。 

  二つ目は、指定管理者制度の導入です。その

利用料は、施設の目的から無料あるいは低く抑

えられる施設です。しかし、指定管理導入によ
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って、利用料収入、その他経営努力として利潤

を追求することが想定されます。具体的には、

利用者が必要でないのに「この部屋も利用して

は」と利用をふやされたりとか、聞かれてもい

ないのに「この業者を使ってはどうか」とか、

あるいは「使わない方がよい」と反対の指導を

したり、自分の団体に都合がよい方向に誘導さ

れたことがあったという声も市民から聞かれま

した。また、職員の待遇悪化も心配されます。

市として、21年度には少し改善し、さらに経費

について改善を検討するとのことでした。しか

し、用途は指定管理者にお任せです。会計は市

民に開かれておりません。もともと税金の使い

方なのですから、指定管理されたところの事業

報告、決算を当該施設で閲覧できるようにして、

市民に開かれた状態にしてはどうでしょうか。

情報公開が叫ばれている最近でありますから、

その情報公開を徹底させる必要があると思いま

す。また、監査委員は指定管理の出納事務につ

いて監査できますので、ぜひやっていただきた

いと思います。指定管理者制度については、結

論として市直営にして、非正規職員による管理

でもよかったのではないかと思います。インタ

ーネット工事など余計な工事もそうすれば要ら

なかったはずだなと思います。 

  以上、反対の理由を述べて反対討論といたし

ます。 

  それからもう一つ、つけ加えてなんですが、

市が発注する公共工事や業務委託に従事する労

働者の適正な賃金を確保することを目的とした

公契約条例を千葉県野田市が９月議会に提案し

ております。労働者の最低賃金は、積算すると

きの労務単価や市職員の給与条例を勘案して決

定するとしております。これは、さらに民間委

託、指定管理など、民間にしていただく仕事が

ふえる中で、当市としても検討してみることが

必要と思いますので、要望いたします。 

  以上です。 

山口吉靜委員長 認定の賛成討論として、小嶋冨

弥委員。 

   （１０番小嶋冨弥委員登壇） 

１０番（小嶋冨弥委員） 議案第55号平成20年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につきまし

て、賛成討論を行います。 

  市の財政運営は、苦しい状況が続いておりま

すが、平成20年度は16年度に策定した財政再建

計画の最終年度でありましたので、その成果が

問われる年であると言えます。19年度決算総額

と比較しますと、収入決済は定額給付金の補助

金が決算されていますので、それを除きますと

歳入歳出とも前年度とほぼ同じ額となっており

ます。しかし、歳出の性質別決算では、義務的

経費であります人件費と公債費が大きく減少し

た結果になっております。義務的経費の増大が

財政の硬直化を招いていたわけですから、退職

者不補充や手当のカット、新たな起債の抑制な

ど、財政再建計画を確実に対応してきた成果が

あらわれていると思います。５年前は莫大な借

金に苦しんでいる状態でありましたので、どう

なるのかと心配しておりましたが、かなり好転

していることがうかがえます。 

  残念ながら、実質公債費比率が20年度決算で

早期健全化基準を超えてしまい、個別外部監査

を行い、財政健全化計画を策定しなければなり

ませんが、20年度だけ見れば25％を切っている

との説明であり、イメージを悪くした比率から

脱出できるのはもう時間の問題ではないでしょ

うか。 

  具体的な事業を見ますと、子供たちの健全育

成に関する事業に多くの経費が費やされており

ます。わらすこ広場の開設、北辰学童保育所の

開設に象徴されますが、親子方式による中学校

給食の取り組みも行われ、将来を担う子供たち

を大切に育てようとする気持ちが伝わってまい

ります。また、景気低迷による経済対策もござ

いました。定額給付金事業や子育て応援特別手
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当交付事業、地域活性化の臨時交付金事業の対

応など、年度末に慌ただしく予算繰り越しを行

いながら、地域経済活性化のため適切に対応し

ていただいたものと思います。 

  決算内容を見ますと、平成20年度決算は複雑

多様な行政サービスに対応するため、人件費や

公債費などの行政コストを削減し、財政健全化

に努めた決算となっており、財政再建計画期間

の最終年度にふさわしい決算であると考えます。 

  今後は少子高齢化や景気低迷の影響により市

税や地方交付税の落ち込みが予想されますが、

今後とも市民の期待にこたえられるよう健全な

財政運営に努力されることを御期待申し上げま

す。また、実質公債費比率につきましては、平

成21年度で早期健全化団体を抜け出せるように

特段のお願いを申し上げ、賛成討論といたしま

す。ありがとうございました。 

山口吉靜委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号平成20年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第55号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

山口吉靜委員長 起立多数であります。よって、

議案第55号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５６号平成２０年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第56号平成20年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。１人30

分以内といたします。質疑ございませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 成果表の106ページを

見ますと税率のことがのっておりまして、ここ

に高齢者支援分が表示されるようになりました。

これによる市民の声といいますか、成果といい

ますか、そこら辺はどうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの御質問についてお

答え申し上げます。 

  19年度との比較で、106ページの20年度の方

に今までの19年度の医療分と介護分について、

特に医療分を高齢者支援分と分けた形の税率に

なっております。ただ、当初の段階では高齢者

支援分という言葉そのものが理解できないとい

うことも一部には聞こえてきました。ただ、そ

の内容について、決して今までの税率を上げた

ものではなくて、医療分が制度として医療分と

高齢者支援分に区分されて、今までと同様の税

率であるということで御理解を求めたわけでご

ざいます。格別それ以上の苦情というものは私

どもには聞こえてきませんでした。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 払う人たちの立場から

の声として、この高齢者支援分というのは、内

容は変わらないんですけれども、字が払うたび

に出てくるのを見るたびに、高齢者を我々は支

援させられているんだなと負担感を若人にあお
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っているといいますか、そういうことが出たよ

うに私は聞いております。社会保険の方の関係

者も同じように感じているようです。 

  一方、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度

というのができてから、年金天引を受けるたび

に社会から邪魔者扱いを受けているような感じ

を持たせる制度だという声を上げておりました。

そういう高齢者の声などがこのたびの選挙に大

きく影響して、廃止を掲げた党が政権につくと

いう状態になっているんだなと思うわけです。

そういう意味では、見た目だけでもちょっとひ

どいような感じを与える。 

  実際のことでもう少しお聞きしたいんですけ

れども、入院が３カ月を過ぎると医療報酬が下

がり、県立病院から退院を迫られる。肺炎で高

熱があっても退院させられ、徳洲会に移らざる

を得ない、逆もありますけれども。そうやって

亡くなる方も出ているという痛ましいことがあ

りましたけれども、高齢者の病気が治るまで治

療してもらえないという差別があるように思う

んですが、その点どうですか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 病院の運営について、詳細は

把握しておりません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 私は、その話を聞いた

ときに厚生労働省に電話をしてみました。そう

したところ、高齢者の場合ですけれども、入院

が３カ月過ぎると医療報酬が下がるということ

で、出ていってもらわざるを得ないというのは

仕方ないことだろうと、厚生労働省の担当者が

言っていました。ただ、がんとか、もう少し介

護度の重いような方について、非常に重度の場

合はそんなことはなく医療報酬は続けるという

話でありましたけれども、そうでない方などは

現在県立と徳洲会を行ったり来たりさせられて

いる高齢者が出ているということを考えたとき

に、これはやはり後期高齢者医療制度がこうい

う状態にさせているんじゃないだろうかと思っ

たんですが、これは制度がそうさせているんじ

ゃないでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 この制度と今言った３カ月以

上の入院によって退院させられることがどうい

う関連性があるのかは、私どもは承知しており

ません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ぜひそこら辺を調べて

いただくと同時に、診療報酬のあり方というこ

とで、これは後期も普通の若人の分も関係ない

のかわかりませんが、病気が治ってないのに入

院をやめさせられるみたいな、治療を中断せざ

るを得ない病院に追い込んでしまうような診療

報酬のあり方は、直していただくように要望す

る必要があると思うんですが、そういった声は

なかったでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 医療制度改革のときに、20年

４月から診療報酬はこう変わるという連絡は入

っておりますけれども、委員が御指摘なされた

診療報酬の改正事項はうちの方には一切来てお

りません。先ほどの問題については病院の運営

上の問題なのかどうか、この辺については確認

してみたいと思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） よろしくお願いします。 

  次に、滞納者への対応についてお聞きします

が、成果表の21ページ、国保税の20年度の収入

未済額は9,496万円です。収納率は91.58％です。

20年度の未納者は964世帯です。加入世帯が
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6,502世帯ですから、約15％の世帯が現年度で

未納世帯となっています。19年度よりも未納割

合がふえてしまっています。個々の未納世帯の

状況はどのように把握しておられるでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 成果表21ページの中段にござ

います国民健康保険税の収納率を見ますと、現

年分93.03から91.58に下がっております。これ

につきまして私の方で分析していますのが、先

ほどお話がございました後期高齢医療保険が始

まったということが一つ原因にあろうかと思い

ます。75歳以上のお年寄りの方々は優良な納税

者ということで、特に納税意識の高い方々が国

民健康保険から抜けたということがございます。

この方々が後期高齢の方に移ったということで、

74歳以下の方だけの国保になったということが

ございます。 

  あわせて、昨今の景気悪化によりまして、リ

ストラ等されて社会保険から国保に移るといっ

た方々がふえております。国保税につきまして

はその方々が丸々１年働いていた前年の所得に

対して課税するということから、即座には納期

どおり納められないということがございまして、

このように収納率が下がったものと把握してお

ります。私たちとしましては、納期どおりに納

められない場合であっても、納税相談に応じな

がら、生活状況を聞きまして、毎月幾らぐらい

だったら納められるということを相談しながら

分納という形で、毎月納められるような形で納

税を進めているところでございます。 

  そういった相談をしながらも、今言った二つ

の要因からこのように収納率が下がっていると

とらえております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今の不景気のことなん

ですが、今の状況では今後正社員あるいは社会

保険がつく仕事に、前についていた方々が皆つ

けるような状態ではないぐらい厳しい状況にな

っていると私は思います。その方々が今無職に

なって、前の所得にかかってくる税金なので、

納められないと。今後のことを考えたときに、

税務課の立場から言えば、そのうちまたいい仕

事についたときには税金を払えるだろうと考え

ているから、減免というのを余り説明しなかっ

たり、全然制度なかったりしているような気が

するんですが、しかし実際の方々を見たときに

は、これから大きな国保税を、前のようないい

仕事というか、社会保険がつくような仕事につ

けるか、社会保険がついたとして前のような所

得を上げられる仕事になるかと考えたら、実際

はほとんどの人がならないだろうし、また失業

が続く、あるいは低収入が続くことは間違いな

いような今の景気かもしれない状況の中で、結

局ことしは払えない、それが積もり積もって３

億7,000万円だったような気がしますが、大き

な滞納金になっていくような国保の仕組みがあ

るような気がします。それをどうしたら、どの

ようにしたら救えるだろうか、滞納が重なって

いくだろう市民をどのようにしたら救えるだろ

うか。どうお考えでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 一般会計の歳入の部分でも申

し上げましたけれども、国民健康保険税は時効

が５年ということでございます。したがいまし

て、現在払えないとしても、残り５年で何とか

払ってもらえないかということで、原則的には

そういった相談をしております。相談においで

になっている中で、どうしても失業等の状況が

長く続く場合につきましては、最低限短期保険

証が受給できるような収納額、目標はこのぐら

いだから、せめてこのぐらいまでは納めましょ

うということでの相談にも乗っております。理

想的といいますか、本来はすべて納めてもらっ
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て一般保険証をもらうのが当然のことではあり

ますが、生活状況によってはせめて短期保険証

をもらうような相談をしております。さらにも

っともっと厳しい場合、５年間でどうしても納

められなかったという場合には、最終的には不

納欠損で債権を消滅させるということもあろう

かと思いますけれども、それは最終的であって、

我々としましては極力納めてもらうように頑張

っていきたいと思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 滞納額が現年だけじゃ

なくて、今までの滞納額が非常に大きくて、私

など考えると目まいするようなすごい金額だと

思うんですけれども、個人にとっても、多分滞

納を何年もしていらっしゃる方は、人によって

収入がほとんどないのに何十万円も国保税が来

て、全くめどが立たないという御家庭が少なか

らずあるような気がするんです。そういう家庭

は担当職員としてもどうしたらいいかわからな

いぐらいつらいというか、５年黙っていれば不

納欠損でしょうけれども、その間請求しなきゃ

いけないことを考えても、話を聞いても無理だ

なと考えられるような家庭がいらっしゃるんじ

ゃないでしょうか、どうでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 個々のケースすべて私のとこ

ろに書類が回ってきますけれども、個々の事例

についてはこの場でお話しさせていただくこと

は控えたいと思います。さまざまな事例がござ

います。千差万別でございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 千差万別で、払える人

はもちろん払っていただく、それは厳しくやっ

ていただきたいと思います。しかし、中には全

く収入がほとんどない、その上で払えるめどが

全く立ちそうにもないと、職員が見てわかる方

がいらっしゃると思うんです。そういう方を減

免とか、市長の裁量でそういうことができるよ

うな、さかのぼってそういうことができるよう

な対策を考える必要があるのではないかと思い

ます。考えていただきたいと思いますが、どう

でしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 減免というのは、納期未到来

の者に限るということが原則、決まりでござい

ます。したがって、さかのぼっての減免という

ことはあり得ないお話でございます。 

  課税の仕組みから言いますと、所得がない方

につきましては、ないなりに申告をしていただ

きますと何割軽減ということで、ずっと税額は

低くなります。最大で７割軽減ということもご

ざいます。相談もなしに、申告もなしに、ほっ

たらかしにしておきますとそういった軽減がな

いということでございます。なければないなり

の申告をきちんとしていただく。督促あるいは

催告が行ったら、税務課に来て納税相談に応じ

ていただくと。そうすれば、滞納だからいきな

り資格証明書だということでとめるということ

はやっておりません。きちんと相談していただ

けば、それなりに対応しております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） つい最近も、40代の閉

じこもりのような息子さんがお母さんと暮らし

ていて、お母さんは年金暮らしですけれども、

お母さんの方は自営も一応やっているので、自

分だけは申告して低い税金でやっているんです

が、本当に閉じこもったような息子の方は、全

く申告に行くという頭もなかったのか、お母さ

んも息子のことはよくわからなかったのか、そ

れに対して国保税が積もり積もってきていると

いう相談をこの間受けました。それは払えと言
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うだけでなくて、申告もしましょうと。５年ぐ

らいですか、何年かさかのぼって還付申告など

ができると聞いていますし、申告もしましょう

と。税を集める方が、申告はしていますかと声

をかけて、しましょうよと言えば。今お話を伺

って、安くなるんだなと思ったんですけれども、

そのような対応もしていただきたい。その集め

る人はやっているんだと思いますが、そこを再

度要望という形でお願いします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 私の方では、そういった方の

場合、申告してない場合は必ず申告しなさいと

いうことを徴収に回る職員は行っております。

なお、国税等にも申告していない人が見つかっ

た場合は、国税の方は最大５年間さかのぼって

申告できますので、申告をさせる。その上で債

権を差し押さえしています。その国税還付金を

未納の税金に充当するという形で、平成20年度

は、資料が手元にございませんけれども、五、

六十件はそういったことでやっております。そ

うすることによって本人は市民税もさかのぼっ

て安くなるし、国保も安くなるということがた

くさんございます。あるいは、もう一つつけ加

えますと、長年、出稼ぎ等に行っていて、出稼

ぎ先で社会保険に入っていた、それを全然手続

しないでほったらかしにしておった、その間ダ

ブルで課税なっていることもございます。そう

いったことが見つかったときも、当時の保険証

を持ってきてください、あるいは事業所の証明

を持ってきてくださいということで、さかのぼ

って国保税の修正をしていることが数多くござ

います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。ぜひそのように頑張っていただきたい

と思います。市民の立場に立って、その人の状

況に合わせてという姿勢を私は本当にありがた

いと思います。ぜひその立場でやっていただき

たいと思います。 

  それから、国保税の引き下げと減免制度の充

実によって未納者を減らせるのではないかと思

うんですが、その点についていかがお考えでし

ょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 委員の国保税引き下げをとい

うことについては十分に承知しております。た

だ、主要施策の105ページを見ていただくとお

わかりのとおり、２の財政状況、実質収支は20

年度も5,700万円、その前年も実質的には赤字

になっております。医療機関からの請求が来た

場合に払わないというわけにはいかないので、

ここの財政収支をあくまでも勘案しながら国保

財政運営をしていかなければいけない、この点

を御理解いただきたいと思います。以上です。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 先ほどありました減免のこと

でございますが、昨年度３月に国保税条例を一

部改正いたしまして、施行規則ということで、

この４月１日から規定を整備いたしまして、減

免について定めたところでございます。該当す

る者があれば今年度以降適用することとなろか

と思います。ただ、13市の会議がございまして、

ほかの市は実際どのようですかということで、

たまたま聞いたことがございましたけれども、

単なる貧困での適用というのはほとんど実例が

ないとのことでございました。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今、貧困の場合は減免

のあれはないというお話でしたけれども、いろ

んな未納の問題、先ほども新田委員から未納の

ことを全体的にとありましたが、なぜ払えない
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のかと考えますと、貧困だから、貧困の人が非

常に多いからということだと思うんです。貧困

の人が税金などを払えないということが悪いこ

となのか、特に医療保険の保険料を払えないと

いうことは悪いことなのかと考えますと、同じ

資本主義国であっても、国民皆保険は当たり前

ですけれども、ほかの国では払えない人がいた

場合は、ドイツだったか、カナダだったかと思

いますが、国とかでその保険料を払ってやる、

そして医療保険は必ず入れるようにしておく、

これが国民皆保険をやっている国の当たり前の

姿のようなんです。そう考えますと、未納が我

が国にとってはすごく悪いもので、貧困が悪の

ように見えるような行政のあり方のように私は

思いますけれども、しかし本当はそれを行政が

救うというのが当たり前の資本主義国でないか

ということで、そういう視点も持っていただき

たいなという希望です。 

  次に、成果表の107ページ、基金３億7,000万

円ということです。先ほど健康課長は財政運営

が厳しいんだということでしたが、市民から見

れば、基金というものが３億7,000万円もある

んだと、私たちはよく宣伝させていただきます

けれども、それを聞くと、少し国保税払いやす

いようにしてもらいたいなと、そんなふうに市

民は率直に思うんです。これを活用して、財政

再建の折には一般会計の市独自の繰り出しも考

えまして、納めやすい国保税へ引き下げを行っ

てはいかがかと思います。どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの御指摘は基金が３

億7,000万円あるということで、大層な額であ

るという表現を使いましたけれども、国保財政

の中からすれば、これでも保険財政の基盤は決

して堅固なものにはなっておりません。前にも

委員の質問に答えたと思うんですけれども、保

険給付が今のところ１カ月当たり２億円弱でご

ざいます。基盤を安定させるためには、６億円

程度の基金があれば保険財政の基盤が安定する

と前にお答え申し上げました。したがって、３

億7,000万円といえども、この冬予想されるイ

ンフルエンザの流行でもってどのくらい医療費

が急増するかということを考えれば、決してう

かうかしているような基金ではないと認識して

おります。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そういうことは何回も

お聞きしております。この冬のインフルエンザ

の流行についてはそのとおり心配されます。そ

れに対する対応、備えはぜひ力を入れてやって

いただきたいし、国に対しても、インフルエン

ザ対策は市町村だけでは無理があるということ

で、医療費支出ということで、新インフルエン

ザには十分な対応のお金を要望していただきた

いと私は思います。要望します。 

  それから、成果表の108ページで資格証明書

が68世帯に発行されたとのことですけれども、

これによってどのような効果があったのでしょ

うか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 資格証明書の発行については

滞納者に対する不利益処分ということでござい

ますけれども、これに至るまでには、弁明書を

送付し、なおかつ市の中でも審査委員会を設け

まして、最終的に資格証明書を発行していると。 

  滞納者については、生活困窮者と悪質滞納者

の二通りあると思うんです。生活困窮者につい

ては、なるべく医療機関にかかりたいという方

がいれば、資格証明書を持ってきても短期証に

かえたりしながら生活困窮者を救っていること

も往々にしてあります。ただ、悪質滞納者につ

いては資格証明書の発行をもって納税相談を行

うということが国保財政の基本だという考え方
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で発行しているところでございます。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号平成20年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５７号平成２０年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第57号平成20年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第57号平成20年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５８号平成２０年度新庄市

老人保健事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第58号平成20年度新

庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第58号平成20年度新庄市老人保健事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５９号平成２０年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 議案第59号平成20年度新庄市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 平成20年度の成果表で

質問させていただきます。まず、この事業に関

して私は全くの素人でございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  冒頭ですけれども、新庄市の下水道事業とい

うことで、成果表の114ページですけれども、

去年と同じ数字が載ってございます。文章も同

じでございます。「平成21年度末から平成24年

度末までに延長して実施している」と載ってい

ますけれども、去年も同じですけれども、これ

はおくれているということでしょうか。おくれ

ている理由、それによってその後のコストアッ

プとか、そういうことはないのでしょうか、そ

の辺のところ一つお願いします。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 質問にお答えいたします。 

  114ページの前段の部分の概要でございます

けれども、これについては計画でございますの

で、昨年度とほとんど変わっておりませんけれ

ども、内容等については整備が進んできており

ます。例えば115ページの下水道の適正利用啓

蒙活動と書かれておりますけれども、水洗化率

とか整備率とか、そういうもので毎年莫大な事

業費をかけて整備をやっております。そういう

ことで、20年度末でございますけれども、整備

状況といたしましては、19年度が422ヘクター

ルでございますけれども、平成20年度につきま

しては449.8ヘクタールということで、面積の

整備が進んできております。そういうことで、

書かれていない部分も若干あろうかと思います

けれども、整備は確実に進んでいるということ

で御了解いただきたいと思います。 

  それから、進捗状況でございますけれども、

ここに来て大分まちの中が整備できてきました。

今、低落札とか、そういうものもございまして、

事業費も若干でございますけれども、ふやして

ございます。そういうことがありまして、進捗

状況としてはかなり、去年からだと思いますけ

れども、進捗状況がアップしてきたといいます

か、スピードが上がってきたということを御理

解いただきたいと思います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 私が言ったのは、それ

によってコストアップにならないんですかとい

うことです。要するに、事業がおくれてコスト

アップにならないかという質問です。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 コストアップの件でござい

ますけれども、私どもが下水道工事をする場合、

山形県の積算歩係、積算単価を使ってやってお

りますけれども、最近労務単価が安くなってき

ておりますので、むしろコストがかからないよ

うにということで、マンホールとか、そういう
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ものも含めまして建設コストの削減ということ

で進めておりますので、むしろ１メートル当た

りの整備費なんかを見ますと安くなっていると

いう状況で御理解いただきたいと思います。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時５８分 休憩 

     午後３時０８分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 同じく成果表の114ペ

ージ、１番の業務関係でございますけれども、

下水道事業運営審議会が開催されたとあります

けれども、これはどういうメンバー、構成メン

バーとか、何名の方がなっているとか、議員は

入っていないか、その辺のところを教えてくだ

さい。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 下水道運営審議会でござい

ますけれども、委員10名になっております。議

員が３名、学識経験者３名、受益者代表者４名

という内容になっております。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） ただいま受益者代表と

ありましたけれども、その方たちはどういうふ

うにして選ぶというか、それを教えていただき

たいんですけれども。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 受益者代表でございますの

で、現在下水道を使っている方の中から推薦を

していただいて選んでおります。前回、吉田さ

んという方がおられましたけれども、この方に

ついては公募いたしまして、そのときの１名で

すけれども、今は交代しております。そのよう

な内容になっております。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） わかりました。 

  次に、（２）の枠の中ですけれども、収納状

況がありますけれども、やはりここにも先ほど

からの滞納繰り越しとか、そういうのがありま

すけれども、使用料の滞納繰り越し分412件で

全体の6.4％、これの主な原因は何か。 

  それから、決算書235ページ、年度末で収入

未済額が約1,000万円、それについても内容を

教えていただきたいんですけれども。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 下水道事業について、使用

料の徴収事務等については水道課の方に業務委

託してやっております。水道課の方から要請が

あれば私の方でも一緒に徴収に歩いているとい

う状況でございます。受益者負担金については

私どもの方で徴収に上がっているという状況に

なっております。 

  滞納されている方でございますけれども、や

はり去年あたりから若干ふえてきております。

私の方でも個々の個票をつくって対応しており

ますけれども、調べてみますと、職についてい

ない方もおられますし、経済困窮、老人世帯で

収入がないとか、いろんなケースがございます。

それでも払っている方、払わない方、それでは

不公平がありますので、私の方ではできるだけ

納めていただくようにということで、督促状な

どを出しながら徴収に歩いているという状況で

御理解いただきたいと思います。 

  それから、未収金の約994万4,000円でござい

ますけれども、これを見ておわかりのとおり、

使用料740万円、受益者負担金250万円というの

が主なものになっております。 

  以上でございます。 
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１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 今の滞納の件ですけれ

ども、先ほどから滞納については原因とか景気

が悪いとか不況とか、いろいろありますけれど

も、なるべく回収の方をよろしくお願いしたい

と思います。 

  それから、２の普及関係ですけれども、20年

３月末ですか、供用開始区域87世帯とあります。

未水洗化世帯の29世帯というのはどこの地区で

しょうか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 下水道につきましては、毎

年毎年整備していくわけですので、使えますよ

となりますと受益者負担金の区域が毎年その分

拡大をしていきます。そこで、19年度から20年

度にわたって拡大した部分の戸数が87世帯、18

事業所ということでございます。 

  それから、供用開始３年目の平成17年供用開

始区域の未水洗化29世帯という内容でございま

すけれども、これについてはここにデータを持

ってきておりませんので、後で委員に資料とし

て提出したいと考えておりますので、御了解い

ただきたいと思います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） わかりました。 

  それから、３の汚泥燃料化推進事業関係です

けれども、116ページにチップ炉の火災事故が

ありましたと載っていますけれども、これにつ

いて、その後は順調となっているのでしょうか。

ことし５月から本格的な運転をしたと聞いてい

ますけれども、その辺のところ詳しく教えてい

ただきたいと思います。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 本事業につきましては、Ｎ

ＥＤＯからのテスト事業ということで、18年度

から３カ年、本年３月をもってテスト事業は終

了いたしました。つきましては、本年度も継続

を要望したいなということでおりましたけれど

も、今回断念したところでございます。 

  今現在のプラントの状況でございますけれど

も、一時火災等がございまして、多方面に大変

御迷惑をおかけしたところでございます。今現

在は、木質バイオマスの燃料となる木チップの

燃焼炉も順調に稼働しておりますし、平成21年

度につきましては処理能力にほぼ見合う約

9,000トンぐらいの汚泥の量も確保しておりま

すので、順調にプラントで燃料化ができている

ということで御理解いただきたいと思います。 

  ちなみに、汚泥量に対して約２割が製品とし

て出てくるということになっております。今は

順調に稼働しております。以上です。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 順調にいっているとい

う話ですけれども、先ほどテスト事業は３月で

終了したということなんですけれども、今、製

品として宮城県の方に出しているということで

しょうか。ということは、収入も入っていると

いうことになるわけでしょうか、その辺のとこ

ろ教えてください。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 できた製品等については、

燃料でございますけれども、テスト事業のとき

もそうですけれども、宮城県岩沼の日本製紙株

式会社の方に納めております。今現在もそこは

変わっておりません。それから、ＮＥＤＯのテ

スト期間中については、採択要綱の中に製品は

売ってはならないということがあって、その分

についてはテスト期間中はＮＥＤＯの方から支

援いただきましたけれども、今はテスト期間が

切れておりますので、その分について今は日本
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製紙の方から取りに来ていただいて、その運搬

費を日本製紙の方で持っております。具体的に

収支等については大体それで折り合っているの

かなと、燃料費と運搬費が大体相殺できる状況

になっていると考えております。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） まだ始まったばかりで

すので、もちろんすぐ採算はとれないと思いま

すけれども、今言った話、運搬費と燃料費代、

その辺のところは採算がとれるような格好で持

っていきたいという話でしたので、今後頑張っ

てやっていくようにお願いしたいと思います。 

  それから、４番の浄化センター関係の維持管

理状況ですけれども、この業務委託というのは

どこにされているのか、その会社というのは１

社なのか、その辺のところお願いします。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 成果表の116ページに業務

委託料ということで上げておりますけれども、

これにつきましては、今、新庄市を含めて、鮭

川村を除いた最上郡７市町村におきまして共同

管理協議会というものを設立して処理場を運転

管理しています。そのメーンとなる、核となる

のがうちの浄化センターでございまして、そこ

で中央監視を行っております。 

  その委託先でございますけれども、株式会社

山形県上下水道施設管理という会社になってお

ります。それから、同じ116ページの下の方に

いろいろ委託業務の内容が書かれておりますけ

れども、多岐にわたっていろいろな会社が介在

いたしまして、このような業務を遂行している

ということで御理解いただきたいと思います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 次に、117ページの研

究開発負担金2,861万9,000円ですか、この支払

い先はどちらの方になっていますか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 この汚泥燃料化研究開発負

担金というのは、汚泥の処分費でございます。

20年度はＮＥＤＯ等の研究事業でございました

ので、本来ですと業務委託で処分費という形に

なろうかなと思いますけれども、20年度につき

ましては研究負担金という名目にさせていただ

きました。 

  この2,800万円の内訳でございますけれども、

20年度、年間大体1,907トンに対して１万5,000

円の単価を掛けるとそのような金額になろうか

と思います。会社でございますけれども、株式

会社バイオソリッドという会社に費用を出して

おります。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） ５番目の施設整備関係

ですけれども、（１）と（２）とありますけれ

ども、二つ合わせると大体４億8,000万円ぐら

いの数字ですか、これについて（１）の管渠建

設事業費に関しては補助金が１億5,580万円に

なっていますけれども、（２）については補助

事業というだけで金額が載ってないようですけ

れども、これの方は大体補助はどのぐらい出る

んでしょうか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 処理場の建設費でございま

すけれども、中身については事業費の800万円

が来年度以降の工事の詳細設計ということにな

ります。この800万円については補助率が２分

の１でございます。残りの金額等については補

助率が10分の5.5でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 私が下水道特別会計で
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質問した理由なんですけれども、特別会計の債

務の中で大体85億ほどあります。そういう大き

な数字を示しているからなんですけれども、こ

としの年度末で約85億あります。審査意見書の

46ページに、20年度末の公債費、借金ですけれ

ども、事業の60％を占めているような状況です。

それから、大体10億ほど貸し付けを起こして、

19年度も同じような数字ですけれども、去年よ

りは約２億ほど債務が減っていますけれども、

毎年起債をして、ことしは利息が２億7,800万

円ですか、元金は減っているような状況ですけ

れども、将来的に考えていくと新庄市の財政を

脅かすことが危惧されますので、それを考えて

質問したわけでございます。ただ、今の都市機

能として下水道事業はなくてはならないもので

ございますけれども、これからよく考えて、見

据えて慎重に対処していただたいと思います。 

  終わります。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） １点だけお聞きします。 

  237ページの普及対策事業費、これは前年度

対比で比べたら非常に大きくなっております。

ということは、これは恐らく非常勤の嘱託報酬

になっているわけなんですけれども、普及対策

事業費がこのように膨らんだということは、こ

の名前のとおりそれだけ普及対策に力を入れた

ということになると思うんですけれども、前年

度対比でどのくらい普及率が上がったのか、そ

の１点まずお聞きしたいと思います。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 そのバロメーターは、普及

率と水洗化率がリンクすると思います。普及率

は、先ほど言いましたように去年と比較して約

20何ヘクタール伸びております。その割には、

分母が水洗化率についてはその分が次の年また

ふえていくわけですけれども、また同じように

水洗化してもらえれば、その分は整備がされた

ということで使っていただいたということにな

るんでしょうけれども、その水洗化率が前年度

と比較してそんなに変わりないということは、

下水道事業については皆さん期待して待ってお

られるんだなということが裏返しに見れば言え

るのではないかと私は思っています。普及等に

ついては当然やっておりますけれども、並行し

て、市民のニーズが高い事業だなということを

私は思っております。 

  それから、普及対策で非常勤のお話でござい

ますけれども、下水道はやはり経営でございま

すので、実は19年度から20年度まで職員を２人

減らしております。減員しております。これで

はちょっと仕事に支障が出るということで、嘱

託職員を補てんして頑張っているということで

御理解をいただきたいと思います。あくまでも

経営を考えてやりました。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 私の勘違いで、このく

らい前年度と比べて普及対策事業費が多くなっ

ているのは、それだけ頑張っているんだなとい

う思いで質問したわけなんですけれども、実は

これは県のあれなんですけれども、生活排水施

設の県内普及率が昨年度県全体で0.9％ふえて

いるそうです。平均で84.9％だそうです。我が

新庄市は63.3％ですね。合併も終わったし、最

上郡で一番になるくらいの普及率を上げてもら

いたいという思いで質問したんですけれども、

最上郡平均で65.2％になっております。金山町

が80.3％、舟形町が一番多くて91.4％、大蔵村

が72.6％、戸沢村が75.2％です。あとの若干の

町村は下なんですけれども、それは別といたし

ましても、最低でも最上郡で一番になるくらい

の65.幾らから70％以上になるにはあと何年ぐ

らいかかりますか、努力しますか。その年数が

わかれば、大体教えていただければありがたい
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んですけれども。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 御質問は、生活排水の普及

率の県平均、最上郡内の数字を委員が示されま

したけれども、確かに新庄市は県平均からも相

当おくれているといいますか、最上郡がむしろ

足を引っ張っているという状況だと思います。

その中で新庄市もその要因の一つに入っている

段階かなということは私の方でも理解していま

す。その上で、今現在、下水道事業で相当な面

積を平成30何年度まで整備するという計画はあ

りますけれども、費用対効果などを本当に考え

た場合、このままではどうなのかなと私は思っ

ています。そういうこともございまして、今回

の緊急雇用で２人の方を採用いたしまして、新

しい事業で生活排水関係に取り組むということ

で、どのくらい要望があるのかということで、

今その実態調査をやっているところでございま

す。その調査結果は私も楽しみにしております

けれども、それによりまして、今後、下水道部

分もそうでしょうけれども、合併浄化槽の部分

でウエートを上げていかないと、なかなか県平

均には追いついていかないんじゃないかなと考

えているところでございます。いずれにいたし

ましても、今その実態調査をやっているわけで

すから、私の方の事業年度も平成20年度末で切

れます。生活排水等についても、県構想を来年

度見直すための調査費を設けてくれとか、いろ

んな要望が県の方からも来ておりますし、いい

タイミングかなと思っておりますので、ぜひ県

の流れといいますか、それにのっとって私の方

もおくれないでついていきたいと思っておりま

す。具体的にどのくらい、何年ということにつ

いては今申し上げることはできないと思います。 

  以上です。 

４ 番（小野周一委員） 終わります。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 237ページ、ただいま

小野委員が質問しました普及対策事業費ですけ

れども、下水道の普及率がインフラ整備のバロ

メーターというふうにとらえられておりますけ

れども、それはまとまったまちづくりというか、

地域がまとまっている中ではそれも可能だと思

いますが、市の集落が点在し、しかもまとまり

に欠けているという状況を考えれば、下水道一

辺倒の普及ということが、先ほど課長も言いま

したけれども、費用対効果ということから考え

てもかなり無理があるのではないかと考えるよ

うになってきました。平成16年度からでしたか、

合併浄化槽を個人で取りつける場合、助成金が

あったわけですけれども、その制度がなくなり

ました。それの復活を求めるというか、望む声

なんかが非常にあるわけですけれども、今後の

下水道を考えた場合、農村集落排水事業なんか

も入っていて、郊外でも整備されているところ

があるんですけれども、今のくみ取り式から水

洗化、あるいは現在水洗化なっていて一般排水

は通常の排水路というか、そこをどう改めるか

ということなどに方向転換していく必要がある

のではないかと私は考えるんですが、いかがで

しょうか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 今のは小野委員からの質問

でもお答えしたつもりでございますけれども、

新庄市の方向といいますか、それはそれである

んですけれども、私は下水道担当課長として、

ぜひそのような方向に持っていきたいと思って

おります。普及率向上を早期に目指すにはこれ

しかないと考えております。下水道一辺倒とい

うことはこの辺で見切りをつけるべきだなと、

見直すべきだなということで、先ほど申し上げ

ました県の構想見直しの時期と相まって、うち

の下水道事業認可の期限ともリンクしますので、
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その辺適正におくれないで対応していきたいと

考えております。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） わかりました。見直し

をかけられるということですので、よろしく御

検討をお願いします。 

  それから、成果表の115ページ、汚泥燃料化

推進事業関係ですけれども、先ほど奥山委員と

のやりとりの中で「断念した」という言葉があ

ったようですけれども、ちょっと聞き取れませ

んでしたので、そのことについてもう一度答弁

をお願いします。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 この件につきましては、バ

イオソリッド社という民間企業が燃料化事業を

立ち上げてやっているわけなんですけれども、

ＮＥＤＯのテスト事業の反対側、一方側の事業

者でございますけれども、そちらの方との採択

要件といいますか、事業をする際の要件がある

わけでございますけれども、結果的に、ＮＥＤ

Ｏの要綱と、汚泥、平成20年度は処理能力に見

合う分の汚泥が実質集まらなかったということ

もありまして、平成21年度については、20年度

の末に入札に参加したということもございまし

て、結果的に民間の事業としてスタートしたと

いう判断をされまして、今回テスト事業の継続

は望まなかったということで御理解をいただき

たいと思います。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） あそこの汚泥燃料化施

設、バイオソリッドエナジー株式会社ですけれ

ども、新庄市としてはここの50万円の有価証券

を持っているということで、少額ではあるが、

かかわっているということです。18年度から20

年度まで３年間の共同研究期間が終わったとい

うことで、ＮＥＤＯがここから手を引いたと。

あそこの施設についてはＮＥＤＯもお金を出し

ているということで、この買い取りを求めてき

ているということを伺ったんですけれども、こ

れについてはどういうことでしょうか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 確かに、事業が終われば施

設の半分はＮＥＤＯが所有者でございますので、

そこの分をどうするかということについて、今、

ＮＥＤＯとバイオソリッド社で協議していると

ころでございます。どうするかという回答は、

一応順序は示されましたけれども、どうするか

という入り口部分でまだＮＥＤＯの方からきち

っとした回答をいただいておりませんので、こ

こでどうだこうだという回答は御勘弁いただき

たいと思います。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） さまざまな問題がある

のだと思いますけれども、聞くところによると、

行政が引き受け団体になると無償譲渡するとい

う話があるということなんだそうですけれども、

それを受けた場合、会社側としては大助かりな

わけでしょうけれども、あるいは、言い方をち

ょっと変えますと、例えばそこを市が一時的に

取得した場合、何が問題なのかということを伺

いたいと思います。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 今申したとおり、ＮＥＤＯ

の方の回答をまだいただいていないということ

でございますので、次がどうなるという話につ

いてはここでの回答を避けたいと思います。た

だ、並行して、そうなった場合も含めてどうし

ようかということについては今私の方の主管課

で検討している状況でございます。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 
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山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） ＮＥＤＯの回答待ちと

いうことを言われましたけれども、ＮＥＤＯに

対してはどういう要望を伝えているわけですか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

山口吉靜委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 まずＮＥＤＯの方から逆に

言われているのは、正規な形でいけば、残存物

件については、残ったものについては事業者が

残存価格で取得するのが原則なんです。その原

則がなぜできないかということが今問われてお

ります。そこのところは、バイオソリッド社で

はこれ以上、残存価格で取得するということは

負債といいますか、借金をふやすことになりま

すので、そこは是が非でも避けたいということ

をＮＥＤＯの方に伝えているところでございま

す。新庄市でどうするということについては、

委員御指摘のとおり無償で云々という話も当然

ございますけれども、その一歩手前のところで

とまっていますので、こちらの方はこちらの方

でいろいろ勉強させてもらって、どうしたらい

いかということを研究していますので、その辺

はお答えを差し控えたいと思います。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 本来、そういう問題に

対しては事業者が対応しなければならないもの

だと思います。ただ、先ほど課長は汚泥燃料化

事業がうまくいっているような言い方をしまし

たけれども、共同開発した３年間で一つの方向

性というか、出せなかったということがあるん

じゃないかと思います。開発に要した費用を行

政が受け手になれば免除するというか、そうい

うことを言ってきているやに聞いておりますけ

れども、そこを簡単に受けられないというさま

ざまな問題点があるのだと思います。ただ、こ

のまま放置しておくことによって、今取り組ん

でいる会社の経営というか、そういうことが悪

化していった場合、果たしてどうなるのかなと

いうことを一方で考えます。ここで示されてい

る額が非常に大きいということからすれば、地

域経済が、たまたま会社の引き上げとか、さま

ざまなことがあってうまくいってないと。これ

もそういうことの一つの引き金になりかねない

なということを考えれば、非常に大きな問題、

難しい問題があろうかと思いますけれども、新

庄市のために、将来的にそういうことで判断を

下していただきたいなということを要望して終

わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号平成20年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第６０号平成２０年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第60号平成20年度新
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庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号平成20年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第６１号平成２０年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第61号平成20年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号平成20年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第６２号平成２０年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第62号平成20年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書の33ページ

に、介護保険料の未納状況が出ております。20

年度で206人、合計でダブったりしているから

「人」と言えるかどうか、「件」というか、365

件ということで、金額にして1,044万円余りで

す。この未納の人たちというのは、本当に払え

る人たちなんだろうかと疑問に思うわけなんで

すが、その点どうなんでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 
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今川吉幸税務課長 昨年度の９月決算特別委員会

でも同じ質問がございました。そのときと滞納

者の数は１人しか違っておりませんので、昨年

の資料と大体同じだと思います。 

  所得に応じて保険料の段階が決まっておりま

して、各段階ごとの滞納者の数を見ますと、必

ずしも低所得者だから滞納とは限りません。一

番所得の高い人であっても滞納する人はいらっ

しゃいます。昨年も申し上げましたけれども、

制度そのものが私は納得いかないということで、

頑として納めない方もいらっしゃいます。あと

は、国保の場合、滞納者は短期保険証なり資格

証明書がございますけれども、介護保険の場合

には給付の制限というのがございます。税務課

として見ていますと、普段納められないとして

いる方であっても、いざ身内が介護を受けると

いうことになってきますと、２年分まとめて払

うという方が結構いらっしゃいます。あるいは、

満額を納められなくても、何カ月先から介護サ

ービスを受けたいとなったときに、じゃあと３

カ月でこれだけ納めましょうといったことで完

納に至る例が結構ございます。そういった意味

で、滞納者が必ずしも低所得者ばかりというこ

とではないととらえております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  次に、成果表の123ページの中で、老人介護

福祉施設のことが載っておりますが、特別養護

老人ホームの待機者が非常に多くなっているよ

うに思います。いろんな施設が最近できてはい

るわけですけれども、年金の少ない人にとって

は一番理由しやすいかなというのが特別養護老

人ホームのような気がします。そういう意味で

は、特別養護老人ホームというのが一番重要、

年金の少ない高齢者も入りやすいということで、

そこを充実させる必要があると思うんですが、

20年度の待機者はどうなんでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 新庄市の施設に周辺の町

村の施設も含めてでございますけれども、複数

の施設に登録している方もいらっしゃいまして、

そういった方を全部複数の施設の関係を調整し

て純粋に数をカウントしますと約200名程度が

入所を望んでおられます。ただ、この200名の

中には、今すぐ入所する必要はないんだけれど

も、多分これから介護度等が進んでいくだろう

という将来を見越して希望している人数も含ま

れます。そういった方も含めて約200名程度と

把握してございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 年金の少ない私の友人

で、親を自宅で介護してみたけれども、個人的

には非常に優しいいい人だと私は見ているんで

すが、それであっても、親の介護、自宅での重

い人の介護というのは大変で、精神的におかし

くなるといいますか、介護している人が「鬼に

なるような気がする」というぐらいつらい話で

ありまして、あんなにいい人であっても自宅で

全部介護するというのは、もちろんヘルパーも

使っているわけですけれども、大変だというこ

とで、自分たちがおかしくなる前に施設に入っ

てもらうしかないと、無理して老人福祉に入っ

てもらおうとしたという話もありましたけれど

も、それでも入りづらい。このように200人も

待っている中では、そういうおかしい状態にな

って何とかしたいと家族が考えていても入れな

くて苦しんでおられる方がたくさんおられて、

ひょっとすると事件が起きかねない。そんな状

態でないかなと私は思いますので、特別養護老

人ホームは一日も早くつくっていく必要がある

と考えるんですが、どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 
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田口五郎福祉事務所長 第４期の介護保険計画、

３月議会において御説明させていただきました

が、国の基準におきまして、最終年度は平成26

年度でございますけれども、要介護２以上の施

設入所者を37％以下に抑える必要がございます。

これは介護に要する経費についてもある程度抑

えないと、結局サービスを受けてない方がその

コストを負担することになりますので、そうい

った施設をつくればつくるほど介護保険料のア

ップまたは一般財源の持ち出し、そういったも

のに非常に大きな影響が出てまいります。そう

いった点で、必ずしも養護老人ホームだけでな

く、新庄市の第４期の介護保険計画におきまし

ては、早晩オープンいたしますこらっせ新庄３

階の介護つき高齢者専用住宅は、定員40名、そ

のうち30名が介護保険をお使いになるだろうと

いう想定の計画をつくってございます。同様の

施設がもう１カ所、23年までにつくられるだろ

うという計画も含めてございます。そのほかグ

ループホーム、１ユニット９名定員なんですが、

それが２ユニット分、合わせて21年度から23年

度まで78名が在宅から離れて施設の方で介護を

受けられるような計画を第３期の中で計画して

おります。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） こらっせ新庄３階の施

設もちょっと期待して見てみたんですが、非常

に高いんです。記憶によれば、正確なところは

持ってきませんでしたけれども、１人15万円以

上でしょうか。部屋代だけで最低10万以上だっ

たような気がしますし、15万以上は取られるよ

うな気がします、１人で入っても。そのぐらい

のお金を払える人というのは、国民年金の方は

無理だろうし、共済年金あたりとか厚生年金の

少しいい人ならいいでしょうけれども、男性の

厚生年金の平均も15万円だと聞いていますし、

女性の厚生年金の平均は10万円だと聞いていま

すし、国民年金は６万ちょっとだし、それ以下

の人もたくさんおられるし、そういう高いのに

は入れないだろうという高齢者が多いような気

がするんです。そういう介護つきの施設に入れ

るのは高額所得者だけであって、そういうこと

で本当にいいのだろうかと考えると、少しでも

減免がきく特養ホームという公的な支援の強い

それがつくられることで、年金の少ない人及び

その家族が入れるんじゃないかなと思いますの

で、そこの検討も必要ではないかと思うんです

が、どうでしょうか。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後４時００分 休憩 

     午後４時１０分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 申しわけございません。

先ほどの答弁の中で１カ所誤りがございました。

「一般財源の持ち出し」という表現をいたしま

したが、介護保険は持ち出しが認められてござ

いません。市の負担分です、「負担金」でござ

います。１カ所だけ訂正させていただきたいと

思います。 

  所得の少ない方が高齢者の専用住宅に入るの

は無理だという御質問でございましたが、もし

この施設60名分がなかったと仮定した場合、こ

の60名すべてが特養でサービスを受けるしかな

いわけです、どうしても施設のサービスを希望

した場には。少なくともこの60名の施設をつく

ることによって、それなりに本人の収入あるい

は家族の支援等も含めて60名、あるいはグルー

プホームの18人分も含めて78名がこの施設に入

れば、その分だけ所得の少ない方が特養に入れ

るチャンスといいますか、機会はふえる、私ど

もはそういったことも考えて、いろいろ御審議
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いただいて第４期の計画を策定したところでご

ざいますので、よろしく御理解をお願いしたい

と思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 要介護２以上の入所者

を37％以下に抑えなければならないという施設

づくりに対する国の指導がネックになっている

ような気がします。これは改善してもらうよう

に強く働きかけをしていただきたいですし、東

京の施設が火事になって、低所得者の方が死ん

でしまったというテレビをにぎわせた事件、劣

悪な施設に生活保護世帯の介護状態の方が入っ

ていた。つまりは本当に特別養護老人ホームの

ようなきちんとした施設でなくて、低い所得の

人を安く入れるということで、補助もなく、非

常に安いお金で入所できる施設を民間がつくっ

たりしている今の状況の中で、収入の少ないお

年寄りも含めて、特別養護老人ホームに入りた

い、入らなければならない、人の手をかりなけ

れば生きられないぐらい介護状態が重くなって

いる方々が非常に劣悪な状態に置かれている。

これは高齢者の人権を守れない政治になってい

るというか、状態になっているのではないかな

と思うんです。そういう意味では、そういうこ

とがないようにするために、改善を考えていた

だきたいと思います。要望です。 

  次に、成果表37ページの紙おむつ支給につい

てです。506万円で134人、１人当たり月4,300

円分の紙おむつが介護度３から５の人に支給さ

れているようです。これは大変ありがたいこと

だろうと思いますが、本当はもう少し軽い介護

度１とかの人であっても紙おむつが必要だとい

う方がおられるように思うんですが、そういう

声はなかったか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 紙おむつの支給に関して

の御質問でございますが、その前段の要望につ

きまして、介護保険全体にかかわることでござ

いますので、若干お答えさせていただきたいと

思います。 

  火災によって高齢者が死亡したという御質問

がございましたが、あの施設は介護の施設では

ございません。 

  37％の基準につきましても、山形県内の市町

村の介護担当者で組織しております研究会にお

きまして、国に対して弾力的な運用を求めてご

ざいます。必ずしも37にきちっとこだわらなく

てもいいのではないかということを意見として

出させていただいております。 

  ちなみに、ざっと暗算でございますので、若

干人数の違いはございますけれども、第１号被

保険者、21年度第３期においての人数ですが、

１万196名とはじいてございます。うち居宅介

護、地域密着型サービス、施設介護サービス、

この三つをすべて含めまして、サービスをお受

けになる方の人数を21年度においては1,400名

程度と想定してございます。したがいまして、

割合から申し上げますと、第１号被保険者全体

のうち三つのサービスを含めて介護サービスを

受けられる方の割合が14％を下回る計画でござ

います。それでは残り86％の方は、サービスを

受けないで保険料の負担をいただいている方で

ございます。 

  施設のサービスに限らず、おむつ支給につい

ても介護保険のサービスの中でやってございま

すので、そういったサービスを無制限にふやせ

ば、結局介護保険料を上げざるを得ない、市の

負担金もふえます。そういった状況を勘案しま

すと、介護保険料を負担していただいている方

には十分負担に耐えられる方と、正直かなりぎ

りぎりの線で御負担いただいている方もいらっ

しゃるわけですので、私どもといたしましては

介護保険料については極力抑制していきたいと

いう基本的な考え方がございます。そういった
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考えに基づいて施設サービスの計画あるいは紙

おむつ支給の計画もつくってございます。 

  紙おむつに関して申し上げますと、基本的に

は寝たきりの方を対象にさせていただいており

ます。寝たきりでない方については極力リハビ

リなんかも兼ねるような格好でトイレをお使い

いただけないかなと。要介護３以上に限定させ

ていただいてございますけれども、現実的に寝

たきり状態の方で要介護１、２の方は実際には

いらっしゃいません。寝たきり状態ということ

は、幾ら介護度が低くても要介護３以上になる

方でございます。そういったことで、介護保険

制度全体を維持するためにも要介護３以上の寝

たきりの方に限定させていただいているところ

でございますので、よろしく御理解をお願い申

し上げます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 介護保険は、「保険料

を上げたくなければサービスは抑えろ。サービ

スを上げたければ保険料値上げもやむなしと考

えてほしい」みたいな、住民に対して悪魔の選

択を迫るような制度になっているような気がし

ます。これの改善を図るには、実は国の負担が

少なくなってきたという歴史を見る必要がある

ように思います。かつて介護保険導入前という

のは、高齢者福祉について国が８割ぐらい補助

を出していたときがありました。それが５割に

なったこともあって、その次に介護保険になっ

て25％になったということで、国の負担を大幅

に減らして、保険と給付を相対させられるよう

な制度につくられてしまったことが、保険料を

払わせられるお年寄りを中心とした方のつらさ

を生み、それを上げないことを考えるとサービ

スは抑えなきゃいけないという自治体の運営の

つらさを生んでいるような気がします。 

  そういう意味では、介護度１であっても出す

必要があるんじゃないかという例として、前は

介護度３以上でなければもらえないということ

はなく、紙おむつが必要な低所得者には支給で

きる状態がありました、福祉で。それがなくな

って、介護度３以上でなきゃだめだとなった。

生活保護ぎりぎりのような、あるいは生活保護

ぐらいの年金しかないお年寄りが、介護度１で

紙おむつを使っていたんだけれども、これが支

給されなくなるということで、ぎりぎりの生活

の中で紙おむつ代の負担がふえるとなったとき

に、その嘆きというか、生活に大きな影響を与

えるということで、ケアマネジャーからこれは

問題なんじゃないかという話を伺いました。そ

ういう意味では、市の一般財源とか、これを復

活するようなやり方で、介護度１ぐらいであっ

ても紙おむつが必要な低所得のお年寄りには支

給できるように、介護保険では保険料を上げる

ことになるというのであれば、市としてそうい

う低所得者の生活を安定させるためにそういう

制度を復活させるということが必要だと思うん

ですけれども、どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 ２点に分けて御答弁させ

ていただきたいと思います。 

  第１点目は、介護保険制度が発足したことに

よって、かえってサービスなり負担がふえたよ

うな御質問でございましたが、決してそういっ

た面だけではない。昔の措置制度の場合ですと

現在のように一律負担ではなかったので、場合

によっては低所得者の方は金銭面では入りやす

い状況にあったかもしれません、それがすべて

ではございませんけれども。ただ、もう一つお

考えいただきたいのは、介護保険制度がなかっ

た場合、現在のように在宅サービスを供給する

事業所がございましたでしょうか。介護を必要

とする方すべてが施設を利用する方だけではご

ざいません。人数的には居宅でサービスを受け

ている方の方がずっと多くいらっしゃいます。
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そういったサービス供給は、市で一時期ヘルパ

ーを抱えてございました、その後社協に身分移

管になりましたけれども。そういった居宅サー

ビスが受けられなかった時代でもございます。

そういった点だけで物事をごらんになるのでは

なくて、サービスのチャンスがふえたという点

もごらんになっていただいた上でいろんな御意

見をいただければ、非常に担当者といたしまし

てはありがたいなと思います。 

  第２点は、介護保険事業によらないサービス

をできないかという御質問でございますけれど

も、確かに老人対象の事業としてやっておった

時期がございましたが、そういった単独事業で

やりますと、例えばおむつ代１万円が必要な場

合には、その１万円はすべて一般財源で対応す

る必要がございます。介護保険事業を使うこと

によりまして、市の負担分は一般的には12.5％

という率でございますので、1,250円の一般財

源の負担で済むと。単独でやった場合と介護保

険を使った場合のサービスの差額は結局子育て

支援なりその他の市民が必要とするサービスに

回せる財源となりますので、そういった観点か

らもお考えいただければ非常にありがたいと思

います。よろしくお願いします。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 居宅サービスの事業所

がふえたことが悪いかどうかはちょっと考えた

ことがないというか、それはそれでお聞きして

おきます。 

  次に、紙おむつについて、市単独だと１万円

で、介護保険なら市負担は1,250円なんだとい

うことですが、介護保険の中でできるものはや

っていいと思いますが、介護保険料が上がって

しまうとか、介護保険でできない部分について

は、低所得の市民に紙おむつなどが支給されれ

ば少し生活が補てんされるというような、前に

やっていたようなサービスを復活していただき

たいと要望して終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号平成20年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第６３号平成２０年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第63号平成20年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号平成20年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第６４号平成２０年度新庄市

水道事業会計決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第64号平成20年度新

庄市水道事業会計決算の認定についてを議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 決算書10ページの現金

預金について、約11億4,300万円になっており

ます。今後の見通しはいかがでしょうか。 

  それに関連して、決算書33ページに企業債が

載っています。37億円ありますけれども、高利

というか、高利というのは現在の金利に対して

高利です。高利の借りかえ、繰り上げ償還、そ

んな考えはないか、お願いします。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 10ページの流動資産の現金・

預金の11億円でございますけれども、この中に

減債積立金及び建設改良積立金も入ってござい

ます。この減債積立金については繰り上げ償還

が21年度もございます。それから、建設改良積

立金につきましては、老朽管の更新事業がまだ

続いておりますので、これも大体この積立金を

使って消化していきたいと考えておりまして、

23年度ごろになりますと、この積立金がほとん

どなくなるような形になります。合わせて大体

４億7,000万円ほどございます。 

  それから、今年度は大変純利益を出させても

らったんですけれども、この利益の要因として

は最上広域水道の受水費が主なものでございま

す。これが災いするのが22年から３年ごろ、高

料金対策費にかわっていきます。22年が１億

2,000万円程度、23年には１億円を切っていく

と。24年には5,000万円を切っていくというこ

とで、相当下がっていくような状況にあります。

この現金・預金も相当下がるのではないかと今

のところ試算してございます。 

  それから、繰り上げ償還についてですけれど

も、21年度につきましては５％以上のものが１

億2,900万円ほどございますので、これを繰り

上げ償還いたします。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 課長の話によれば、23

年度ごろにはなくなるかもしれないということ

だったので、それはちょっと心配な気もします

が、よく精査していただいて、節約に努めて、

市民のためにお金を使っていただきたいと思い

ます。今まで繰り上げ償還してきましたけれど

も、借りかえということもできると、予算書な

どでは借りかえができると書いているわけです

が、借りかえというのはお金がなくてもできる

ことなので、ぜひできるように働きかけをお願

いしたいと思います。 

  それから、10ページに未収金4,611万円とい

うのがありますが、この人数や状況、対策はど

う考えておられるのか。税のように不納欠損と
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いうことはできないのか。それから、人数に比

べて使用量が多くなっているときはなかったの

か。もちろん会計上はいっぱい使ってもらった

方が収入になるという考えになるかもしれませ

んけれども、市民の暮らしから考えれば、節約

を図って支出を抑えていただくというのが、市

民の暮らしを考えたときはそうなわけで、この

家庭の料金が高いのはおかしいんじゃないかと

感じられたときに、指導するというか、あるい

は調査するとか、そんな形で市民のために節約

を図ってあげる対策はしておられるのか、お願

いします。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 営業未収金の内訳ですけれど

も、過年度分で1,700万円程度、件数は把握し

ておりません。20年度分で2,900万円程度、総

計で4,611万円ほどです。平成20年度の2,900万

円に関しては、口座振替が基本26日になってご

ざいまして、銀行からデータが来るのが３日後

ぐらいということで、土日が入れば当然もっと

おくれるというシステムになってございますの

で、これは４月になると全然減るぐらいの額に

なります。 

  それから、未収金につきましては、５月から

11月まで毎月、未収金について滞納整理をやっ

てございまして、１カ月に約100件程度、全額

払うわけではないんですけれども、皆さん払っ

ていただけますので、完全にとまるのが10件あ

るかないかです。その対応については、とめた

日の８時まで事務所で待機しているという状況

です。 

  それから、水量を多く使った方への対応の仕

方なんですけれども、こっちは使ってもらった

方がかえって都合いいんです。ただ、検針員の

方には、前月よりも余計使った場合、パイロッ

ト、回るやつがあるんですけれども、それが完

全にとまっているかどうかという確認をしてく

ださいと、漏水の可能性がございますので。漏

水の可能性があったときは、在宅していればそ

れなりの対応をしてくださいというお知らせを

します。在宅していない場合はメモ程度という

ことにさせてもらっております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） なぜ使用量が多くなっ

ている人がいないか聞いたのは、使用量が多く

なっている人の例で、仕事がすごく忙しくて、

なかなかうちにいない方なんですけれども、未

集金になっていました。大変な未集金になって

いて、その量を見ると、ひとり暮らしのはずな

のに１万円にもなっていると。これはだれと言

うことはできないんですけれども、そんなこと

は普通ないだろうと私としては考えられるんで

すけれども、それがかなり長くわたったりした

もんですから、市の担当者はそういう方はわか

るわけで、その人が在宅のときに電話をかけた

りして、丁寧に「おたくちょっと使い過ぎてい

るような気がする」みたいな、そういう対策、

そして業者に連絡して調査してもらうとか、そ

こまで手を打っていたらこんなにならなかった

なと思われる人がいたんですけれども、そうい

う手だては必要でないのかなと思いますが、ど

うでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 平成13年から検針委託に入っ

たわけですけれども、それ以前は例えば４カ月

検針とか、昔はあったんですけれども、そうい

う場合はかなりそういう問題というか、余計使

ったということはあったみたいです。ただ、今

は毎月検針ですから、パイロットが回っている

かどうか、漏水しているかどうか、これはわか

るようになっていますので、それでチェックし

てございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 
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山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号平成20年度新庄市水道事業会計決

算の認定については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は認定すべきものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

山口吉靜委員長 以上をもちまして本決算特別委

員会に付託されましたすべての案件についての

審査を終了いたします。 

  ここで、決算特別委員長としてごあいさつを

申し上げます。 

  平成20年度の決算、議案第55号から議案第64

号までの10件につきまして、ふなれな議事進行

にもかかわらず、各委員の活発な質疑のもとに、

ただいま無事審査を終了することができました。

委員の皆様方の心温まる御協力に感謝申し上げ

まして、御礼とさせていただきます。本当にあ

りがとうございました。（拍手） 

  これをもちまして決算特別委員会を閉会いた

します。 

  長時間にわたり大変御苦労さまでした。 

 

     午後４時４０分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 山口吉靜 
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平成２１年１１月臨時会会議録 

 

 

平成２１年１１月２７日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ４番   小  野  周  一  議員     ５番   今  田  雄  三  議員 

  ６番   金     利  寛  議員     ７番   小  関     淳  議員 

  ８番   遠  藤  敏  信  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   沼  澤  恵  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（２名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

市 民 課 長 川 田 美 浪  健 康 課 長 小 野 孝 一 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

教 育 長 武 田 一 夫    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 
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議 事 日 程 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 議案第７１号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第 ４ 議案第７２号財産の取得について 

日程第 ５ 議案第７３号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第７号） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。欠

席通告者は、斎藤義昭君の１名であります。 

  それでは、これより平成21年11月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小野周一君、新田道尋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る11月20日午前10時から議員協議会室にお

いて議会運営委員６名出席のもと、執行部から

副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席

を求め議会運営委員会を開催し、本日招集され

ました平成21年11月臨時会の運営についての協

議をしたところであります。 

  初めに執行部から招集日を含め提出議案等に

ついての説明を受け協議を行った結果、提出さ

れます案件が新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

と財産取得について、平成21年度新庄市一般会

計補正予算（第７号）の３件であることから、

会期につきましては11月27日、本日１日限りと

することに決定をいたしました。 

  また、案件の取り扱いにつきましても、今回

は臨時会でございますので、委員会への付託を

省略して、本日の本会議において審議していた

だくことといたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての御報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告がありましたとおり、本日11月27日、

１日といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日11月27日、１日と決定いたしました。 

 

 

日程第３議案第７１号新庄市一般

職の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の設定につい

て 

 

 

平向岩雄議長 日程第３議案第71号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 
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  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第71号新庄市一般職の職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例の設

定について、御説明申し上げます。 

  山形県人事委員会は、去る10月15日に一般職

の職員の給与について、給料月額を平均0.2％

引き下げること、持ち家に係る住居手当を廃止

すること及び期末勤勉手当の支給月数を年間

0.3月引き下げることを内容とする勧告を行っ

たところであります。 

  本市におきましても、県人事委員会の勧告及

び県内他市の状況を考慮し、勧告に準じた措置

を行うため、給与条例の改正を行うものであり

ます。また、県の特別職の職員の期末手当の支

給月数について、年間0.2月の引き下げが行わ

れることから、議員の皆さんを含む本市の特別

職の職員につきましても同様の措置を行うもの

であります。 

  なお、期末勤勉手当の引き下げについては、

本年６月に行った一部凍結措置を含むものであ

るため、本年12月における当該手当の引き下げ

月数はそれぞれ一般職が0.1月、特別職が0.05

月となります。 

  このたびの改正により、平成21年度における

職員給与費の削減額は約4,629万円であります。 

  御審議の上、御決定くださいますようお願い

申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第71号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号につきましては委員会への付託を省

略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 特別職の引き下げにつ

いては反対するものではないんですが、一般職

については問題があると思います。公務員の給

料問題というのは地域経済に非常に大きな影響

を与えるものだと思います。公務員の給与引き

下げは、ますます地域経済を冷えさせることに

なるのではないでしょうか。地域経済への影響

をどう考えておられるのかお聞きします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 民間の中には市役所の給料を

参考にしているところもあるかとは思いますけ

れども、公務員の給与につきましては民間準拠

という大原則がございます。このたびの県の人

事委員会の勧告につきましては、民間の給与実

態を調査し、その格差を是正するというもので

ありますから、公務員給与決定の原則に倣えば

民間準拠という原則を貫いて勧告に基づくとい

うのが基本だろうと考えております。これまで

もそういう考え方で給与については取り扱って

まいりましたし、今後ともそのような考えでい

きたいと考えております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 地域経済を冷えさせる

のではないかということについての答弁がなか

ったように思います。公務員の給料というのは

確実に地域で使われるものです。決して公務員

の皆さんがお金持ちのような生活をしているわ

けではありません。生活そのものに使っている

金額だと思います。その内容が引き下げられる

ことは、地域で買物できなくなっていくという

ことであり、地域の産業に与える影響というの

は非常に大きいものがあると思います。 

  最近、公務員の給料に地域給というのが出て

きて、ますます地方の給料が下がってきている
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と聞いております。これをさらに下げるという

ことは、低迷しているこの地域の経済をますま

す冷えさせることになると思いますが、もう一

度それについてお考えをお聞きします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 地域給の件ですけれども、以

前ですと新庄市も国の人事院勧告に基づいた給

与の取り扱いを行ってきたところでありますけ

れども、平成18年でしたか、その人事院勧告に

おいて、より地域の実態に合った形でのそれぞ

れの自治体の給与決定があるべきだということ

から、現在、新庄市としては、国の勧告と県の

勧告とございますけれども、より地域の実態に

近い県の勧告に基づくというやり方をとってお

ります。これは全国一律のやり方ということで

なくて、より地域の実態に近い形の給与決定と

いうことですので、これは広く理解いただいて

いるところだろうと思っております。 

  地域経済への影響ですが、影響が全くないと

は思っておりませんけれども、ただ、公務員給

与を勧告に基づかない形で確保していくといい

ますか、市役所の給料を高くして地域全体を引

き上げていくというような戦略はとるべきでは

ないと思っておりますので、先ほど答弁申し上

げましたように、あくまでも地域実態に応じた

勧告に基づいて行うという基本姿勢は崩すべき

でないと思っております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 一番は、地域の経済の

あり方というのが非常に冷え込んでしまってい

る、これを反映してまたさらに公務員を下げて

いく、悪循環に入っていくような気がします。

もともと地域の民間の給与が下がった原因を考

えていくと、日本の経済全体が上の大企業にば

かり手厚くお金が、内部留保が10年間で２倍に

なるようなお金がたまっていくような仕組みが

つくられてきた。そして、労働者には派遣とか

低賃金で働くような法律がつくられてきた。こ

うした結果、働く人たちの民間の賃金が下がっ

てきたということで、日本の経済全体で言えば

上にはかなりだぶついているお金の状態だと思

います。このだぶついている状態にメスを入れ

て、国としては働く人にまともな給料を保障す

るような労働条件をつくっていく、国には必要

な税金を上げていただくというような形で日本

全国に上のだぶついた金をまぶしていくような

施策を進めるように求めていくことが大きなと

ころでは必要だろうと思います。そうすること

で民間ももちろん安定してきますし、地方自治

体、私たちの市の財政にも地方交付税などを手

厚くできる財源として生まれてくるはずであり

ますし、そういった大きな視点からも国に対し

て財源のとり方というか、言っていただきたい

し、労働者の環境条件をよくするように言って

いく必要があると思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 ただいま議員おっしゃられた

ような経済対策は、今、国、地方が一致して取

り組んでいるところだと思っておりますけれど

も、いずれにしても今回提案している内容につ

いて、一般職の引き下げには反対だという御意

見のようですけれども、それをまず公務員給与

から始めるというわけにはいかない。やはり地

域経済を雇用面なども含めて何とか振興させて、

それで民間給与が上がればそれに応じて公務員

給与も改善されるわけですので、そういう考え

方で給与をとらえるべきだと思っております。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 今の課長の言葉を給与

が上がるときに言ってほしかったなと思うんで

すが、当時は財政の危機ということで、これは
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仕方がないということで、議会でも、対する職

員労働組合についても「しばらくは待ってほし

い。せめて５年ぐらいは」という時期がありま

した。そういうことから言えば、我慢してくだ

さい、そして世の中の情勢を見ましょうという

ことでは一致してきたわけですが、そういう中

身で人事院勧告が出され、そして人事委員会で

決定して各職場にも流した。そして、給与の引

き上げについて、３年前でありますけれども、

そこで出たと。出たことに対して当時は、今言

ったように、財政が苦しいから、これから財政

再建をやっていくからということの考えで来た

わけですから、そろそろこの考えにプラスして

何とか引き上げることができませんかというこ

とのやりとりがあったと思うんです。その当時

は「人事院勧告は守るのが基本だ」とは一言も

言わなかったわけです。「尊重する」という言

葉はあったんですけれども、基本的にはそれを

「守る」という発言がその中では一切なかった

ということで、私もここで何回か質問したわけ

ですが、その当時も「尊重する」と。尊重と実

質とどういう関係があるんですかとお聞きした

んですけれども、それはあくまでも尊重だとい

うことでありましたが、下がる段階になって、

今の言葉をおかりしますと、それは基本ですか

ら完全実施するのが当然だというニュアンスに

聞こえるわけですが、その言葉が今度また民間

準拠で上がる場合、それも尊重するのが基本で

あるという一つの言葉を借りればどういう対応

をしていく気持ちなのか、お伺いしたいと思い

ます。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 引き上げを見送った19年勧告

の取り扱いのことかと思いますけれども、この

たびもいろいろ組合とも話をしたところですが、

勧告を尊重して今回引き下げるということであ

るならば、同じく勧告を尊重して基本となる給

料表なり扶養手当は勧告にそろえて、その上で

今回の措置をとるべきではないかというような

主張もされました。そういう面もございますけ

れども、ただ、今回、19年勧告の給料表分はそ

のままの状態で引き下げ分を行うことにしたの

は、財政状況も少しずつ好転しているとはいう

ものの、まだまだ安心できる状況にはなってい

ないわけですし、さきの議会で皆様方から御指

摘いただいた点としては、経済情勢などからし

てもう少し先へ延ばすべきではないかという御

指摘でありましたので、そういった議会の議決

の重みもございますし、今回は本年勧告分とい

うことで、ただ、独自削減あるいは以前の引き

上げの見送り、そういったことは今後の課題と

しては十分とらえておりますので、現時点では

財政状況なりこれまでの経過などから21年勧告

分のみ実施という考え方をとりました。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 今、将来については積

み残しを考えていくということの表現ですから、

それは今後また考えていっていただけるという

ことで認識したいと思います。 

  あと、積み残しの0.05でありますが、これに

ついての考え方、やはり今回の状況の中で整理

してやっていかなければならないものではなか

ったのかなと思うんですけれども、ただ、条例

の改正であるからこのまま通してくださいとい

うことは、これはわかりますけれども、私ども

も人勧は守れという方ですから、人勧が出たこ

とに対してここで反対していいのか悪いのかと

いうのは私も悩むところであるんですが、そう

いう意味で、尊重して実施をするということで

あれば、せめて0.05、山形県内で新庄だけであ

りますから、そういう状況を省みないと、次の

段階でまた変われば考えていくよということだ

けではちょっと担保にならないのではないかと

思いますが、もう一度お聞かせください。 
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星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 0.05というのは、期末勤勉手

当の年間支給月数の県勧告との差が0.05月、新

庄市は低いということを指しているんだと思い

ますけれども、今回の県の勧告は年間支給月数

で3.9月が妥当であると、民間の実態からして

3.9月が妥当であるという勧告であります。本

日お示ししている議案につきましては、その

3.9月に合わせると。ですから、引き下げ幅を

合わせるのではなくて、県勧告として妥当とし

ている3.9月に合わせるという内容になってい

ますから、0.05分は吸収されたという形になっ

ております。県も同じように今まで県勧告との

差が0.05あったわけですけれども、同じように

3.9という線でそろえましたので、県内的にも、

町村まではよくわからないんですけれども、今

回の勧告に基づいた形で措置するところが新庄

市を含めて６市ありますので、米沢、酒田、寒

河江、天童、東根、そして新庄の６市は3.9で

勧告にそろいます。ただ、そのほかの市につい

てはいまだに国準拠という考え方をとっている

ところもございますし、独自削減を行っている

関係で今回の引き下げ改定は行わないとか、い

ろいろな形が出てきていることから、3.9月か

ら4.45月までばらばらなんですけれども、主流

としては県勧告の3.9にそろいつつあります。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 県の実施している状況

と大体同じになったという説明でありますから、

今後も今までの県も含めて対応するということ

を最後に念を押したいと思います。 

  それからもう一つは、人事院勧告は基本的に

守ることが原則であるというさっきのお話であ

りましたから、今後もそういう時期がありまし

たら尊重していただいて実施するということで

確認をさせていただきたいと思います。 

  あと、新庄市の給与の改定は市民の皆さんも

見ています。高くなってうまくないという人と、

もっと上げてほしいという人がいますが、実際

に給与を引き下げられている現状の中では、大

学に入れたり、親子５人で家族を構成している

場合など、そういう手当なり給与が引かれます

と路頭に迷うという人が多くなってきている。

そういう状況から考えれば、ただ単に下げるだ

けでなくて、地域の状況を見ながら上げると。

その上げることに対しては、今まで人事院勧告

を守ってきたときにはそういう状況を引っ張る

ということも一つの任務だったわけですが、こ

こに来て、さっきのお話ですと引っ張ることは

考えていないということですから、全く逆な状

況であります。しかし、基本的にはやはりここ

で引っ張っていくものがないと地域は活性化し

ない、そしてデフレに入っていくという悪循環

のもとでありますから、ここは十二分に考えて

今後は対応してもらいたいということを要望し

て、終わりたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第71号については、原案のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第71号は原案のとおり可決されました 

 

 

日程第４議案第７２号財産の取得

について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４議案第72号財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第72号財産の取得について御

説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、独立行政法人

雇用能力開発機構から雇用促進住宅新庄東山宿

舎の土地及び建物を取得するに当たり、地方自

治法及び条例の規定により議会の議決を求める

ものであります。 

  内容といたしましては、土地の面積は１万

3,162.74平方メートル、建物の床面積は共同施

設４棟及び集会所、その他の附帯施設を合わせ

まして１万681.01平方メートルでございます。

取得予定価格は１億2,705万3,137円でございま

して、この取得価格につきましては、雇用能力

開発機構が土地及び建物の二者鑑定を行い、そ

の評価額から２分の１に減免された価格となっ

ております。また、取得の相手方は、神奈川県

横浜市にあります独立行政法人雇用能力開発機

構でございます。 

  取得後におきましては、雇用促進住宅の１号

棟及び２号棟は老朽化が激しい市営松本団地の

代替施設として、また３号棟及び４号棟はこれ

まで雇用促進住宅に入居されている方々が引き

続き入居できるようにするとともに、定住の促

進を図るための住宅として活用する予定であり

ます。 

  いずれも安全安心で快適な生活環境を確保し、

定住促進により地域の活性化を図るため取得す

るものであります。 

  御審議の上、御決定くださいますようお願い

申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第72号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号につきましては委員会への付託を省

略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号財産の取得については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は原案のとおり可決されました 
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日程第５議案第７３号平成２１年

度新庄市一般会計補正予算（第７

号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議案第73号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第７号）についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第73号一般会計補正予算（第

７号）について御説明申し上げます。 

  ただいま御決定いただきました雇用促進住宅

の取得に係る費用などを補正するものでござい

まして、一般会計補正予算は歳入歳出それぞれ

１億6,315万6,000円を追加し、補正後の予算総

額を136億9,962万3,000円とするものでありま

す。 

  初めに、歳出の補正内容について説明させて

いただきますので、７ページをごらんください。 

  ２款３項１目戸籍住民基本台帳費は、電算化

を進めております戸籍住民基本台帳のデータの

確認や修正を緊急雇用創出事業を活用して行う

ものであります。 

  ４款１項２目予防費は、世界的に流行してお

ります新型インフルエンザのワクチン接種につ

いて、生活保護世帯と住民税非課税世帯が無料

で行えるようにするものであります。 

  ７款１項２目商工振興費は、年末商戦に合わ

せた２回目の共通商品券発行事業に対する補助

でございます。 

  ８款５項住宅費は、雇用促進住宅の取得事業

でございまして、市営住宅として２棟、単独の

定住促進住宅として２棟を取得する内容でござ

います。 

  歳入でございますが、住宅整備事業につきま

しては国庫補助金と起債を計上しております。 

  新型インフルエンザワクチン接種事業につき

ましては、国・県合わせて４分の３の補助金、

また戸籍住民基本台帳のデータ修正支援事業の

全額につきましては緊急雇用創出事業の補助金

が交付される予定であります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

よう、よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第73号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号につきましては委員会への付託を省

略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） ７ページの衛生費、予

防費の新型インフルエンザについてお聞きする

わけなんですけれども、先般、新聞に、新庄市

においても１歳から５歳までの接種時期を早め

るという記事が載っておりました。そういう中

で、この接種には児童及び糖尿病とか心臓病と

か、そういう優先順位をつけて接種するとして

いるようなんですけれども、そういうＰＲです

か、啓蒙活動ですか、どのような手段をとって

市民に周知するのか、その辺のことを第１点お

聞きしたいと思います。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 優先接種対象者の市民への周

知につきましては、市報、お知らせ版、ホーム

ページ等を使って市民にお知らせをしたところ

でございます。以上です。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
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平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 実はきのう、国保協議

会の会議がありまして、ある委員から減免とい

うか、そういう方々に対する周知徹底がどうな

っているかという意見があったものですから、

私もこうやって聞くわけなんですけれども、議

運のときの説明と、その後の内容というのは変

わってないのかお聞きするわけなんです。とい

うことは、新聞等でも当初２回接種が１回でも

いいですよという方々もいますよね。そうなっ

た場合、予算的にはどうなるのか。例えば２回

が１回になった場合はその人数をふやしていっ

てもよいのではないかと私は思うんですけれど

も、先ほど言いましたけれども、減免は生活保

護世帯と住民税非課税の方々に限るということ

なんですけれども、もう少し一般市民がお金が

安く接種できるような方法もとれないのか。新

庄は新庄独自の方策をとってもよいのではない

かと私は思うんですけれども、その辺のことを

お聞きしたいと思います。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 前に全員協議会で説明した折

には、２回接種を前提とした数字を上げて事業

費等の額についての説明をいたしました。その

後、接種回数、御指摘のとおり、幼児、小中学

生は２回接種、それ以外は１回接種が原則だと

いうことで、それを修正した上での今回の補正

予算措置となっております。額は150万円ほど

市の実質負担が減ったような状況で今回提案と

いうことでございます。 

  もう１点は市の独自の助成措置をしてもよろ

しいのではないかという御指摘でございました

けれども、この点についていろんな角度から確

かに検討はいたしました。他市の例を見まして

も、１歳から中学生に至るまで半額助成をして

いるところも他市では一部見られます。そうい

った考えの市もありますけれども、うちの方と

しては、あくまでも感染力は強いけれども弱毒

性であり、季節型インフルエンザを上回るもの

ではないという認識をいたしておりまして、今

回は助成措置というものを見送った次第でござ

います。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 引き続きまして、イン

フルエンザの件でお聞きしたいと思います。 

  私も小野議員とともに、新庄市独自の接種方

法、補助金があってしかるべきではないかなと

思うわけでありますけれども、それはそれとし

て、インフルエンザでの小中学校の閉鎖とか、

いろいろなっていますけれども、今の現状はど

うなんですか。学校閉鎖等の現状をまず一つ教

えてもらいたいと思います。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 データ的には、20日現在の小

中学校の状況から申し上げますと、25日までで

すべて閉鎖は終了したということを教育委員会

から受けております。また、小中学生3,625名

いる中で総罹患者数980名という数字でござい

ます。また、保育所、児童館関係については現

在罹患者数はきのうの段階で１名、あとすべて

治癒しているという報告を受けておりまして、

総罹患者数は115名、保育所全体の数が657名で

すので、こちらは17.5％ぐらいの罹患者数とい

うことで報告を受けております。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） ７ページの１項商工費

の中で、ただいま市長から説明を受けましたけ

れども、共通商品券、第１回目が発行されたと

きに、何といいますか、すぐ売り切れたという

話がございました。聞いてみますと、家族数も
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含めてまとめ買いをした人が大分多かったとい

うことで、後で買いに行ったときには既になか

ったいう状況をお聞きしているんですけれども、

この辺の実態はいかが把握していますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 前回のプレミアム商品券

の発行でございますけれども、３月16日にスタ

ートいたしまして、３月30日に完売したと。２

週間ございました。今、沼澤議員がおっしゃら

れた、１家族３セットということでスタートし

ました。１家族でかなり多くという今のお話で

ございましたけれども、売り場も結構あちこち

分散しました。したがいまして、すべて把握と

いうのはちょっと大変でございまして、一応３

セットということでございます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） そういうことで、よく

把握していないということのようですけれども、

やはり万遍なく、せっかく市が１割の負担をし

ているわけですので、行き渡るような売り方と

いうのを考えていただかなければ、「あら」な

んていう人が後で出ると不満の種になりかねま

せんので、注意しながら進めていただきたいと

思います。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 先ほど何回も質問あっ

たところなんですが、別の方向でお伺いしたい。 

  インフルエンザの件ですけれども、さっきち

ょっと聞いていましたらば、学級閉鎖が終息し

たということを課長が言ったように聞いていま

すが、まだ閉鎖していますよね。ゆうべ、北辰

小学校の児童がいる家庭に行ったら２人がうち

にいまして、今、学級閉鎖で休んでいるんだと

私は聞いてきました。まだインフルエンザの蔓

延はとまってないはずなんです。県内では報道

によりますと最上郡は罹患率が一番少ないとい

うことを言われていまして、大変いいことだな

とは思いますけれども、これからまただんだん

蔓延するということがあるわけですので、これ

で終わったということにはならないと思います。

これからが一般的には寒くなると罹患率が多く

なってくると言われていますので、その辺をど

うとらえているか。いつも早い閉鎖または休校

等で対応したところが罹患者を少なくする一番

いい効果があるようでございますので、その辺

をもう少し徹底していっていただきたいと思い

ます。今回余った1,624万円というのはゼロ歳

から中学生までですか、対象者。それから、何

人分の予算ですか、お聞かせをいただきたい。 

  次に、今あった商工費のプレミアつき商品券

の件なんですが、やれば第２回目になるわけで

すけれども、一番大事なのは地域の活性化をう

たっているわけですから、１回目、私が聞き漏

らしたんだったらごめんなさいと言いますけれ

ども、どういう活性化が数字的にあらわれたか。

１億1,000万円を売って、1,000万円のプラスア

ルファを市が助成して販売をした、３月ですね。

その効果というのがなければ２回目をやるとい

うのはちょっとおかしい話で、２回目をやる根

拠をお聞かせいただきたい。 

  それから、市内390店舗ぐらいの加盟があっ

たと、初回は。恐らく２回目も大体同じだとは

思うんですけれども、郊外の進出店の対応とい

うのはどうなっているのか具体的にお知らせを

いただきたい。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今回の補正予算の対象人数で

ございますけれども、優先接種者は全部で１万

9,140名を対象にしまして、うち接種率という

ものを70％という形で推定しました。その中で

非課税世帯等の部分については、税務課の資料
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をはじき出しまして、22％という中で１回目の

接種対象者は3,600人という形で推計をしたと

ころでございます。以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 経済的な効果ということ

でございますが、まず完売したということが一

つ上げられるかと思います。それと、換金率が

99％を超えたということで、ほとんどの方に使

っていただいたということだろうと思います。 

  その後、この事業が終わった後なんですが、

事業主体が商工会議所ですから、その390店舗

を対象にしてアンケート調査を実施してござい

ます。回答数が246店舗ということで、その中

で「利用があった」というお店が84％、「やっ

てよかった」というのが87％、「これに合わせ

て独自の販売促進もやった」が18％ほどござい

ました。 

  郊外店のお話でございますけれども、総売り

上げの51％が大型店、39％が中心市街地、あと

の10％が郊外ということでございますが、大型

店の中の第１番目が地元の商店さんということ

を商工会議所から報告を受けてございます。 

  以上でございます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） インフルエンザの接種

方法ですけれども、テレビ等を見ていましたと

ころ、全国版で、ＮＨＫで山辺町が集団投与と

いうのを行ったと。大変効果があって、接種す

る人の率が、パーセントが上がっているという

ことで、２回ほど報道されました。新庄市では

そのような方法をとるかどうかお伺いしたいと

思います。効率のいいように全員が100％接種

できるようにしていかないと、また蔓延に歯ど

めがかからないということになるんじゃないか

と私は思うわけです。その辺どう考えているか。 

  それから、商品券ですけれども、活性化、商

工会議所のアンケート調査結果を見ますと、日

用品、これは必ずだれもが買う、ガソリンとか

灯油とか、そんなものを購入した、食費、それ

は商品券にプレミアがあってもなくても日常使

うわけですから、日用品を買うわけですから、

効果は出てこないわけです。活性化ですから、

やはり普段買わないものを余計プラスアルファ

で使っていただかないと、内需拡大の方向に行

っているわけですから、何も効果がないという

ことを言われると思うんですよ。毎日使うもの

を買うんだったら何も商品券がなくたって買う

わけですから、何もこれは経済効果がないと私

は思うんですけれども。要するに、１億1,000

万円を売って、プラスアルファ1,000万円でも

2,000万円でも余計に物が動かなければ活性化

にはならないと思うんです。そこら辺をどうと

らえたか。効果が出ないものを何回もやっても

何ともならないわけです。前に国がやった定額

給付金、これだって効果が私は全くなかったと、

極端に言うと言いたい。１万円もらったら１万

円以上余計なものを買って、早い話が使っても

らわないと内需拡大にはならないわけでしょう。

必要なものをそのもらった券で買ったのでは同

じ理屈ですので、何も活性化には結びつかない

と私は見ていますけれども、その辺どうでしょ

うか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 御指摘のとおり、接種方法に

ついては集団接種と個別接種、両方の方法がご

ざいまして、一部の町村においては集団接種を

実施しているところも見受けられます。うちの

方については、11月12日に緊急に医師会と各病

院長、行政の担当者が集まって緊急会議をいた

しました。その中で、本市の医師会としまして

は集団接種対応はできないということで、自分

の医院でやるのが一番だということで意見をい

ただきまして、個別接種という形になったわけ
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でございます。他の町村においては、診療所な

り病院を持っているところについては一部の町

村で集団接種という選択をしたところも見受け

られます。以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まず、この１億円なるも

のがほとんど使われたということがまず経済対

策に資したと理解してございます。さらに、そ

れが新庄市内で使われたということであれば、

それも経済対策的にはよかったのかなと思って

ございます。以上です。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 医師会で集団接種はで

きないと断られたというのは大変おかしな話で、

やはり市ではそれを要請して、いいことだとい

うことでああいうふうに報道されているわけで

すから、それを見習って全国で共同接種をやっ

ているところがどんどん出てきているんですよ。

断られたというのはおかしいですね。話に説得

力がなかったんじゃないですか。相手があるこ

とだから、こっちが何と言ってもできないもの

はできないんだからやむを得ないと思うんです

が、夜間診療所、保健センターでやっている、

あれはどういうふうに、あそこではできないん

ですか。ということは、日中は仕事をされてい

る主婦が多いので、夜間でもできるとなれば大

変都合いいんじゃないかと私は思うんですけれ

ども、その辺考えありませんか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 集団接種の方法については、

確かに場所の問題もございます。御指摘のとお

り、夜間・休日診療所も一つの選択肢として検

討したんでございますけれども、夜間・休日診

療所はインフルエンザの患者だけに対応してい

るわけではなくて、この辺については他の症例

の患者にも感染するおそれもあるので、健常の

方がインフルエンザを受けることについてはい

かがなものだろうかという観点もございました。

また、集団接種の考え方というのは、あくまで

も今回のワクチン接種については任意接種であ

ると、義務はないということだったので、任意

接種の原則を貫くということが一つございまし

た。また、ここに至って極めてワクチンによる

副作用と申しますか、その指摘も出ております

ので、それらを総合的に勘案した結果だと御理

解をお願いしたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第７号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は原案のとおり可決されました 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程は全部終

了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 
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     午前１０時５５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  小 野 周 一 

 

    〃   〃   新 田 道 尋 
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平成２１年１２月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２１年１２月４日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２１年１２月４日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ４ 議案第７４号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第７５号新庄市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第７６号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第７７号新庄市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第７８号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第７９号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１０ 議案第８０号新庄市屋内ゲートボール場の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１１ 議案第８１号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第１２ 議案第８２号新庄市定住促進住宅設置及び管理に関する条例の設定について 

日程第１３ 議案第８３号最上圏域下水道共同管理協議会規約の一部変更について 

日程第１４ 議案、請願の各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第１５ 議案第８４号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第８号） 

日程第１６ 議案第８５号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１７ 議案第８６号平成２１年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第８７号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第１９ 議案第８８号平成２１年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
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日程第２０ 議案第８９号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第９０号平成２１年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第９１号平成２１年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  これより平成21年12月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において今田雄三君、沼澤恵一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る11月27日午前11時10分から議員協議会室

において議会運営委員７名出席のもと、執行部

から副市長、関係課長並びに議会事務局職員の

出席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集

されました平成21年12月定例会の運営について

の協議をいたしたところであります。 

  初めに執行部から招集日を含め提出議案等に

ついての説明を受け協議を行った結果、会期に

つきましては、お手元に配付しております平成

21年12月定例会日程表のとおり、本日12月４日

から12月15日までの12日間に決定したところで

あります。また、会期中の日程につきましても

日程表のとおり決定いたしましたので、よろし

くお願い申し上げます。 

  次に、案件の取り扱いについてでございます

が、このたび提出されます案件は、諮問１件、

議案10件、補正予算８件、請願２件の計21件で

あります。 

  初めに、諮問第１号についてですが、人事案

件でありますので、本日の本会議において提案

説明をいただき、委員会への付託を省略して直

ちに審議をお願いいたします。次に、議案第74

号から議案第83号までの10件につきましては、

本日の本会議において一括上程をし、提案説明

をしていただいた後に総括質疑を行い、各常任

委員会に付託をして審査をしていただきます。

議案第84号から議案第91号までの各会計補正予

算８件につきましては、本日は提案説明のみに

とどめ、委員会への付託を省略して12月15日最

終日の本会議において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は９名であります。よ

って、１日目５名、２日目４名で行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたしますので、質問者並び

に答弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員
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長から報告のありましたとおり、本日12月４日

から12月15日までの12日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、会

期は12月４日から12月15日までの12日間と決し

ました。 

 

平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 12月４日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。議案（１０件）の一括上

程、提案説明、総括質疑。議案、請

願の各常任委員会付託。補正予算

（８件）の一括上程、提案説明。 

第２日 12月５日 土 
休      会  

第３日 12月６日 日 

第４日 12月７日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小嶋冨弥、奥山省三、山口吉靜 

 小関 淳、今田雄三の各議員 

第５日 12月８日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 沼澤恵一、遠藤敏信、佐藤悦子 

 金 利寛の各議員 

第６日 12月９日 水 常任委員会 

総 務 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

文 教 厚 生 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案、請願の審査 

第７日 12月10日 木 常任委員会 

産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第８日 12月11日 金 休      会 本会議準備のため 

第９日 12月12日 土 
休      会 

 

第10日 12月13日 日 

第11日 12月14日 月 休      会 本会議準備のため 

第12日 12月15日 火 本 会 議 議 場 午前10時 
常任委員長報告、質疑、討論、採決。 

補正予算の質疑、討論、採決。 
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日程第３諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

平向岩雄議長 日程第３諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 諮問第１号人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについて、御説明申し上

げます。 

  御提案申し上げますのは、平成22年３月31日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員２名の方につきまして、山形地方法務局長よ

り候補者の推薦依頼がありましたので、その推

薦に当たり人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方々は、引き続き推薦する方として

平成16年から人権擁護委員を務められている山

村規子さん、そして今回新たに推薦する方とし

て穀野和子さんであります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、御審議いただき、御

意見を賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第１号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

本件について委員会への付託を省略することに

決しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについては、これに同意することに決

しました。 

 

 

議案１０件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第４議案第74号議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてから日

程第13議案第83号最上圏域下水道共同管理協議

会規約の一部変更についてまでの10件を会議規

則第37条の規定により一括議題としたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてから議案第83号最上圏域下水

道共同管理協議会規約の一部変更についてまで

の10件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは議案第74号議会の議員そ
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の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、御説

明申し上げます。 

  本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、地方公務員災害補償法の一部が

改正されることから、本市の議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関し同様の措

置を講ずるため、必要な改正を行うものであり

ます。 

  内容といたしましては、船員保険法の適用を

受けていた地方公務員である再任用短時間勤務

職員の船員が地方公務員災害補償法の適用を受

けることとなるため、非常勤の船員についても

条例による補償の適用を受けさせるために規定

の整備を行うものであります。 

  議案第75号新庄市手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、本市の戸籍電

算システムが来年３月に運用開始予定であるこ

とから、戸籍法の新たな条項が適用されるため、

必要な改正を行うものであります。 

  内容といたしましては、紙戸籍簿による戸籍

事務から電子情報処理組織による戸籍事務に変

更なることにより、戸籍簿に関する証明手数料

について条文の整備を行うものでありまして、

手数料の額には変更はございません。 

  次に、議案第76号新庄市保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定について、御説明申し

上げます。 

  改正の理由といたしましては、北部保育所を

民営化するため、必要な改正を行うものであり

ます。 

  近年、多様化する保育ニーズに柔軟に対応し

ていくため民営化を図るものであり、平成22年

４月１日に設立予定である社会福祉法人に移管

し、北部保育所を廃止するものでありますが、

民営化については保護者に対しても十分な説明

を行い、現在引き継ぎ保育が順調に実施されて

いるところでございます。 

  次に、議案第77号新庄市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定について、御説明申し

上げます。 

  改正の理由といたしましては、平成22年３月

31日をもって山屋小学校を廃止するため、必要

な改正を行うものであります。 

  内容といたしましては、山屋小学校を廃止し

て平成22年４月１日から新庄小学校と統合する

ものでありますが、これにつきましては山屋地

区児童が新庄小学校に安全に通学できるようス

クールバスを配備するなど、必要な条件整備を

図ってまいりたいと考えております。 

  次に、議案第78号から議案第80号までの指定

管理者の指定について御説明申し上げます。 

  いずれの議案も市の施設の管理を行わせる指

定管理者を指定するため、議会の議決を求める

ものであります。 

  各施設の指定管理の指定につきましては、施

設の利用調整から維持管理に至るまで一連の管

理運営業務を適切に図られるものと判断した団

体等を指定管理者として指定するものでありま

す。 

  まず初めに、議案第78号新庄市民文化会館に

つきましては、応募団体２団体のうち特定非営

利活動法人芸術文化振興市民ネット新庄を指定

管理者として指定することにつきまして提案す

るものであります。指定期間は平成22年４月１

日から５年間とするものであります。 

  続きまして、議案第79号雪の里情報館につい

てでありますが、応募団体が１団体であり、株

式会社東北情報センターを指定管理者として指

定することにつきまして提案するものでありま

す。指定期間は平成22年４月１日から５年間と

するものであります。 

  次に、議案第80号新庄市屋内ゲートボール場

につきましては、新庄市ゲートボール協会を指

定管理者として指定するものであります。新庄
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市ゲートボール協会は、平成５年より施設管理

業務を受託し、平成17年には本市最初の指定管

理者として非公募で指定されるなど、現在まで

の実績と経緯及び屋内ゲートボール場の現状を

総合的に勘案し、引き続き指定管理者として指

定するものであります。指定期間は平成22年４

月１日より平成25年３月31日までの３年間とす

るものであります。 

  議案第81号新庄市営住宅設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、

御説明申し上げます。 

  昭和43年から47年にかけて建てられた市営松

本団地は、老朽化が著しく、建てかえが懸案事

項となっておりましたが、このたび独立行政法

人雇用能力開発機構より雇用促進住宅新庄東山

宿舎を購入し、その１号棟及び２号棟を公営住

宅法に基づく市営住宅として活用するため、必

要な改正を行うものであります。また、あわせ

まして、入居資格等の規定の整備を図るもので

あります。 

  次に、議案第82号新庄市定住促進住宅設置及

び管理に関する条例の設定について御説明申し

上げます。 

  本案は、独立行政法人雇用能力開発機構より

雇用促進住宅新庄東山宿舎を購入し、その３号

棟及び４号棟を定住促進住宅として活用するた

め提案するものであります。 

  主な内容といたしまして、第13条住宅の家賃

でありますが、別表第２で定めておりますとお

り、１階から４階までが３万8,000円、５階が

３万6,000円としております。これは雇用促進

住宅にはエレベーターが設置されておらず、階

段の上りおりに不便を来すことが想定されるこ

とから、５階部分については家賃を割り引いて

設定しているものであります。 

  なお、この条例の施行につきましては平成22

年１月１日からとしておりますが、これまで雇

用促進住宅新庄東山宿舎３号棟及び４号棟に入

居していた方々につきましては、従前の契約期

間満了までは契約内容を引き継ぐものでありま

す。 

  次に、議案第83号最上圏域下水道共同管理協

議会規約の一部変更について御説明申し上げま

す。 

  本協議会は、鮭川村を除く最上７市町村によ

って構成され、事務の執行に係る経費は各自治

体からの負担金を充てておりますが、その負担

割合について実態に即して変更するものであり

ます。これにつきましては構成７市町村すべて

同じ変更となるものであります。 

  以上、御審議の上、御決定くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 これよりただいま説明のありまし

た議案10件について総括質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第78号と第79号に

ついてですが、平成20年度の管理費の決算の剰

余金はそれぞれどのぐらいになっていたでしょ

うか。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 今御質問の件ですが、平

成20年度の文化会館の決算額4,584万256円、雪

の里情報館が1,322万3,753円でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 予算というか、管理費

として支給された金額に対して、使われた管理

費支出額、それを引いたお金が剰余金というこ

とになると思うんですが、その剰余金というか、

収支差額、残額、それが幾らになっているかと

いうことで、もう一度お聞きします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 



- 23 - 

三浦和枝生涯学習課長 文化会館につきましては

総委託料に対しまして残額が8.23％で411万

3,744円、雪の里情報館につきましては総委託

料に対しまして6.21％で87万6,247円でござい

ます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 民間委託というか、指

定管理でなかったら、市直営であれば不用額と

して次年度の一般会計に繰り越しになったお金

だと思います。民間に委託したために、こちら

に返ってこないお金ではありますが、これはす

べて税金であります。それぞれの使い道を団体

はどのように使おうとしているのか、これは返

していただくというふうにできないのか、その

点お聞きします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 まず、残額の内訳でござ

いますけれども、基本的には昨年雪が少なかっ

たということで、除雪費関係が圧倒的に多いん

です。燃料・光熱費関係で暴騰いたしましたけ

れども、それが後半落ちつきまして、その辺の

関連のものが多いということではすべての施設

に共通しております。ただ、市民文化会館等は

経営者の努力ということで、例えば清掃部門な

んかを職員がやって、定期清掃の入るところを

削ったりしての経営努力ということで、100万

円ぐらいの余剰金が生まれているようでござい

ます。ただ、これらにつきましては新庄市の指

定管理者制度運用指針の中で指定管理者に対す

る委託料の支出というのは行政内部の予算の配

分ではなく業務の対価の支払いであり、利益が

生じても基本的には精算返還の義務はない、逆

に利用料金収入などが減少した場合でも指定管

理料による補てんは行わないということで、基

本的には返還は行わないというシステムになっ

てございます。 

  ただ、今回の余剰金というのは、今申し上げ

ましたように不可抗力的な部分が非常に多いと

いうことで、例えば市民文化会館は19年度の12

月から指定管理を受けていますけれども、その

ときには11万2,000円ぐらいの剰余金しかなか

ったんです。つまり大雪とか突然の雪に対して

非常に支出が大変であったということで、運営

する方も非常に大変であると。文化会館の場合、

光熱費と燃料費は１カ月150万円という単位で

すので、ちょっとしたかげんで50万円、100万

円のリスクを負うということでは、経営に関し

てはかなり大変なんじゃないかなと思います。 

  そうした意味を込めまして、余剰金につきま

しては、次年度というか、今年度に当たるわけ

ですけれども、そういう急な除雪とか燃料費の

高騰で市が補えない部分というか、補正予算を

組むにも時差があったりするものですから、な

かなか対応できない部分もありますので、そう

いう部分に充てていただきたいということでは

申し上げております。 

  それから、ＮＰＯ芸文ネット、文化会館の受

託者につきましては、ＮＰＯということで特定

非営利法人ということでございますので、営利

を追求する団体ではないんです。もうかったか

らといって、それを分配することはございませ

んで、これは私が申し上げることではないのか

もしれませんが、聞いている話によりますと、

受託者団体にも目標がございまして、市民文化

会館で歌舞伎を上演したいと。新庄まつりと切

っても切れない歌舞伎を市民に安価で見せたい

と。歌舞伎を引いてくると1,000万円ぐらいか

かるんです。それを単純にあそこの1,000人規

模で割りますと１人１万円かかるという計算に

なりまして、それでは市民がとても見られない

だろうと、だから余剰金を積み立てておいて、

そこを少しでも還付するような形で将来的に歌

舞伎を上演できればいいなという話をしており

ましたので、いずれにしてもＮＰＯ団体の利益
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というのは地域に還元されていくものだと理解

しております。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議案第80号について、

新庄市屋内ゲートボール場の指定管理の委託に

ついてお聞きします。 

  これは東北電力から払い下げを受けた電柱に

よって建てた場所だと思うんです、桧町じゃな

いんですか。屋内、あれと別ですか。それで、

財源問題で整備の面も余りできなかったと思い

ますけれども、ああいう状態の建物だから危険

を伴うようなところはないんでしょう、建物。

電柱で建てた、いわば……、別のところか。状

態がどういう内容だか、建物の状態が。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 ゲートボール場でご

ざいますけれども、ただいま御指摘あった件に

ついては整備当初の話だと思うんですけれども、

そういう建物整備にかかわる危険とか、そうい

う問題は特にお聞きしてないんですけれども、

これまでゲートボール協会が16年間にわたって

管理してきましたけれども、ゲートボール場に

かかわるさまざまなトラブルとか苦情というの

は特にお聞きしてございません。 

  以上でございます。 

３ 番（斎藤義昭議員） わかりました。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１４議案、請願の各常任委

員会付託 

 

 

平向岩雄議長 日程第14議案、請願の各常任委員

会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります平成21年12月定例会付

託案件表のとおり、会議規則第37条第１項の規

定によりそれぞれ所管の委員会に付託いたしま

す。 

 

平 成 ２ １ 年 １ ２ 月定 例 会 付 託 案 件表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

〇議案第７４号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（６件） 

請願（２件） 

〇議案第７５号新庄市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

〇議案第７６号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

〇議案第７７号新庄市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

〇議案第７８号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指

定について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第７９号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定に

ついて 

〇議案第８０号新庄市屋内ゲートボール場の管理を行わせる指定管

理者の指定について 

〇請願第１０号認証制度に対する助成金充実について 

〇請願第１１号後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書の提出に

関する請願書 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

議案（３件） 

〇議案第８１号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

〇議案第８２号新庄市定住促進住宅設置及び管理に関する条例の設

定について 

〇議案第８３号最上圏域下水道共同管理協議会規約の一部変更につ

いて 

 

議案８件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第15議案第84号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第８号）から日程第22

議案第91号平成21年度新庄市水道事業会計補正

予算（第２号）までの補正予算８件につきまし

ては、会議規則第35条の規定により一括議題に

いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号平成21年度新庄市一般会計補正予算

（第８号）から議案第91号平成21年度新庄市水

道事業会計補正予算（第２号）までの補正予算

８件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは議案第84号から議案第91

号までの一般会計、特別会計及び水道事業会計

補正予算につきまして、御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第84号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ２億

3,011万2,000円を追加し、補正後の予算総額を

139億2,973万5,000円とするものであります。 

  歳出予算の主な補正内容について御説明申し

上げます。 

  １点目は、28ページに計上しております道路

の除排雪経費の増額でございます。市道除雪の

万全を期すため、委託料と借上料を合わせまし

て１億4,500万円を増額いたします。 

  ２点目は、31ページから計上しております学

校の耐震化事業や親子方式による給食事業の補

正でございます。中学校の給食を10月から開始

しまして、生徒や父兄から大変好評を得ており

ますが、この給食調理業務委託料が予算額を下

回ったものであります。また、学校耐震化につ

きましては、診断の結果、八向中学校が補強工

事の必要なしと判定されるなど、小学校２校に

つきましても判定結果がよくなる見込みとなっ

たため、関連経費を減額するものであります。 

  ３点目は、33ページの市債元金として計上し

ております公的資金の繰り上げ償還でございま

す。これまでの２カ年は借りかえをしておりま

したが、実質公債費比率を下げるため繰り上げ
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償還とする計画であります。特別会計におきま

しても、公共下水道特別会計分は借りかえをし

ますが、農業集落排水事業特別会計と水道事業

会計は繰り上げ償還を行うものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては政策経営課長及び水道課長

から説明させますので、御審議いただき、御決

定くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 それでは議案第84号一

般会計補正予算（第８号）について御説明申し

上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

3,011万2,000円を追加し、補正後の総額は139

億2,973万5,000円となります。各款各項の補正

予算額並びに補正後の額につきましては、２ペ

ージから５ページまでの第１表歳入歳出予算補

正を御確認いただきたいと思います。 

  次に６ページをお開き願います。 

  第２表地方債補正は、地方道路整備臨時貸付

金の追加と公共土木事業負担債などの変更でご

ざいます。変更の４番目に記載してございます

義務教育施設改修事業債の変更は、中学校給食

事業に伴います給食室改修や厨房機器整備に関

する起債5,890万円を減額するものでございま

す。 

  10ページからの歳入につきまして御説明いた

します。 

  初めに、10款１項１目地方交付税は１億

8,726万1,000円を追加いたします。内訳は全額

普通交付税で、その総額は当初の計上額と合わ

せまして41億8,726万1,000円となります。本年

度分の算定額は42億6,000万円余りでございま

すので、約7,600万円を保留してございます。 

  中段に記載の13款１項５目土木使用料は、新

たに設置します定住促進住宅の家賃と駐車場使

用料を計上してございます。 

  11ページの上段、14款２項１目民生費国庫補

助金は、６月補正しました子育て応援特別手当

交付事業の廃止に伴いまして、全額であります

4,007万円を減額いたします。その下の３目土

木費国庫補助金は、市道の除排雪経費に対し新

たに設けられました雪寒指定路線除雪費地域活

力基盤創造交付金5,100万円を計上してござい

ます。 

  12ページをお開き願います。 

  中段、15款２項県補助金では、４目農林水産

業費県補助金のやまがた園芸担い手チャレンジ

プラン支援事業費補助金が大幅に減額なってご

ざいます。計画しておりましたバラ栽培の関連

経費が取りやめになったことによります。 

  13ページ中ほどの17款寄附金は、リボンの会

様からの寄附金でございまして、小学校の図書

を整備させていただきます。 

  14ページをお開き願います。 

  21款市債では、普通交付税の算定により決定

しました臨時財政対策債5,780万円を増額補正

いたします。 

  続きまして、歳出について御説明させていた

だきます。 

  歳出の各款には、さきの臨時会で御決定いた

だきました人事院勧告に伴う職員給与費の減額

等を計上してございますので、御承知おき願い

たいと思います。 

  それでは各款に従って説明させていただきま

す。19ページをお開き願います。 

  ３款民生費１項４目障害者自立支援費は、支

援対象者の増加などによりまして扶助費など

3,603万4,000円を増額いたします。 

  20ページでありますが、上段に記載の５目老

人福祉費は民間のグループホームのスプリンク

ラー設置費に対する補助金でございまして、全

額国庫補助金が交付されます。 

  21ページ、下段の３款２項５目の子育て応援

特別手当交付事業費は、事業中止となってしま
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いましたので全額の減額となります。 

  23ページをごらん願います。 

  ４款保健衛生費１項８目水道費は、統合水道

債の繰り上げ償還に伴います元金出資金、上水

道高料金対策費繰出金など2,019万7,000円を増

額いたします。 

  24ページをお開き願います。 

  上段にございます６款農林水産業費１項３目

農業振興費と４目畜産業費は、やまがた園芸チ

ャレンジプラン支援事業費補助金は減額となり

ますが、県補助金を活用した農林水産業創意工

夫プロジェクト支援事業費補助金を増額いたし

まして、野菜の選果施設、乳牛の導入事業を支

援してまいります。 

  27ページでございますが、下段にあります８

款土木費４項３目公園費は、新庄駅東口交通広

場の舗装工事などを計上してございます。 

  28ページの中ほど、５項１目住宅費は、雇用

促進住宅の取得に伴いまして、現在の入居者が

退去した場合の修繕料を計上してございます。

その下にあります６項１目除排雪費は、市道除

雪のための委託料と借上料１億4,500万円を計

上してございます。当初予算と合わせますと２

億7,000万円となりまして、昨年の12月補正後

の予算よりも1,000万円の増額となってござい

ます。 

  31ページをごらんください。 

  10款教育費、中段の２項３目学校保健費は、

親子方式による中学校給食の開始に伴う調理及

び配送業務委託料の補正でございます。入札に

よる契約額の差額2,645万1,000円を減額するも

のでございます。また、その下の３項１目中学

校管理費では、学校耐震診断業務委託料298万

円を減額してございます。萩野中学校分は小学

校との統合校の建設構想が出ておりますので、

診断業務は見送りとしました。また、八向中学

校は耐震診断の結果、補強の必要なしとなって

ございます。 

  33ページ、12款公債費は、公的資金の繰り上

げ償還9,626万9,000円を計上してございます。

19年度と20年度は公的資金の繰り上げ償還額と

同額を借りかえしてございましたが、今年度は

実質公債費比率を改善させるために借りかえを

行わずに繰り上げを行うことといたしました。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  35ページをお開き願います。 

  議案第85号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ8,308万6,000円を追加しまして、補正後の予

算総額を40億139万8,000円とするものでござい

ます。 

  40ページをお開き願います。 

  歳出は保険給付費、後期高齢者支援金等共同

事業拠出金が主な内容でございまして、これま

での実績を踏まえまして補正する内容でござい

ます。 

  43ページでございますが、議案第86号交通災

害共済事業特別会計補正予算（第１号）は、歳

入歳出それぞれ443万3,000円を追加しまして、

歳入歳出それぞれ1,313万3,000円とするもので

ありまして、交通災害共済見舞金を増額補正い

たします。 

  47ページの議案第87号公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号）は、歳入歳出それぞれ３

億4,340万9,000円を追加しまして、補正後の予

算総額を19億2,781万1,000円とするものでござ

います。 

  歳入は、51ページに記載のとおり、公的資金

の借りかえに伴います高資本費対策借換債を追

加してございます。また、消費税還付金の補正

などによりまして、一般会計からの繰入金を減

額してございます。 

  歳出の主な内容は、53ページに記載してござ

いますように、３款公債費の補正でございまし

て、公的資金の借りかえを行うための元金を計
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上してございます。 

  55ページをお開き願います。 

  議案第88号農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）でございます。歳入歳出それぞれ

1,889万9,000円を追加し、補正後の予算総額を

１億950万1,000円とするものであります。 

  歳出の主な内容は、59ページに記載してござ

いますように、２款公債費の補正でございまし

て、一般会計と同様に公的資金の繰り上げ償還

を行うための元金を計上してございます。 

  歳入は、一般会計繰入金による対応となって

ございます。 

  61ページの議案第89号介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）は、歳入歳出それぞれ

1,254万8,000円を追加しまして、補正後の予算

総額を27億7,737万8,000円とするものでござい

ます。 

  66ページからの歳入でございますが、国庫支

出金、支払基金交付金のほか一般会計繰入金を

計上してございます。 

  68ページからの歳出の主な内容は、保険給付

費と地域支援事業費となってございます。これ

は今年度の実績をもとにしまして過不足を補正

してございます。 

  最後になりますが、73ページからの議案第90

号後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）は、歳入歳出それぞれ420万2,000円を減額

し、補正後の予算総額は３億5,090万2,000円と

するものでございます。 

  76ページの歳入の主なものは、上段の１款保

険料であります特別徴収保険料と普通徴収保険

料を合わせました額1,074万5,000円を減額して

ございます。 

  歳出の主な内容は、後期高齢者医療広域連合

への納付金でございます。 

  以上で一般会計及び特別会計補正予算案の説

明を終わらせていただきます。よろしく御審議

いただき、御可決賜りますようお願いいたしま

す。 

平向岩雄議長 水道課長小野善次君。 

   （小野善次水道課長登壇） 

小野善次水道課長 議案第91号平成21年度新庄市

水道事業会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  第２条収益的収入及び支出の補正でございま

すが、収入の第１款収益の既決予定額11億

8,996万円に補正予定額743万5,000円を増額し、

計11億9,739万5,000円といたします。 

  内容は、第２項営業外収益であります。他会

計補助金、いわゆる上水道高料金対策一般会計

繰入金等が確定したことに伴うものでございま

す。 

  次に、支出の第１款費用の既決予定額11億

2,683万6,000円に補正予定額655万6,000円を増

額し、計11億3,339万2,000円といたします。 

  内容は、第１項営業費用の人件費関係の減額

と資産減耗費の増額でございまして、人件費関

係につきましては11月の臨時議会で一般職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例の議

決を受けまして、企業職員についても同様の扱

いをするものでございます。資産減耗費の増額

は、老朽管更新事業に伴う固定資産除却費でご

ざいます。 

  次に、第２項営業外費用の増額でございます

が、これは消費税及び地方消費税関係でござい

まして、支払い不足が生ずる見込みのため補正

するものでございます。 

  ２ページは、議会の議決を経なければ流用す

ることのできない職員給与費でございます。 

  ３ページは、実施計画でございます。 

  以上、新庄市水道事業会計補正予算（第２

号）について御説明申し上げました。御審議の

上、御可決くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 
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  ただいま説明のありました補正予算８件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号、議案第85号、議案第86号、議案第

87号、議案第88号、議案第89号、議案第90号、

議案第91号の補正予算８件については、委員会

への付託を省略し、12月15日、最終日の本会議

において審議をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  なお、12月５日と12月６日は休会であります。

よって、12月７日午前10時より本会議を開きま

すので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１０時４９分 散会 
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平成２１年１２月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２１年１２月７日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 
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平成２１年１２月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 嶋 冨 弥 

１．平成22年度 市の方針と予算について 

２．学校給食と「弁当の日」について 

３．味覚まつりについて 
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市 長 

教 育 長 
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３．財政再建と課題について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 山 口 吉 靜 

１．新庄古口道路の進捗状況をお伺いいたします 

２．失業率のきびしい事について 
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４．新型インフルエンザについて 

５．高齢者虐待について 

６．税収の落ち込みについて 

７．中学校給食について 
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関 係 課 長 

４ 小 関   淳 

１．市民と行政にある「溝」をどう埋めていくつもりなの

か 

２．安全な「食」と、誇りある「農」を守るための施策に

ついて 

市 長 

５ 今 田 雄 三 

１．税収について 

２．定住に向けた教育と失業対策について 

３．市長就任２年の成果で夢のある政策について 

市 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、渡部平八君より少しおくれるとの連絡

がありました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者通告者は９名であります。質問の順

序については、配付してあります一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  平成21年12月定例議会、一般質問第１日目の

先陣を賜りました改新会の小嶋冨弥であります。

どうかよろしくお願い申し上げます。 

  今議会におきまして私がお尋ねします事項は

４点でありますので、順に従いまして一つずつ

発言を申し上げます。 

  まず初めに、来年度、平成22年度の当市の予

算と執行方針についてお伺いいたすものであり

ます。 

  ことしもはや師走、振り返りますと新庄市も

多くの事柄がございました。市制施行60年、人

で申す還暦を迎えました。61年目にしてもとの

干支に戻る本卦還り、一から始めるとのことで

ありますので、来年度以降新たな気持ちでさら

なるまちづくりを市民と一体となって進めなけ

ればなりません。ただ、残念なことは、戸沢村

とのいい線まで進んだはずのまちづくり合併が

破談となりました。我々議会として、協議会を

通じて最大限相手に配慮し、ともに新しいまち

づくりを目指したわけで、まことに遺憾なわけ

であります。しかし、当市最大イベントの新庄

まつりが、祭り行事全体での国の重要無形民俗

文化財に指定を受けたことは特筆すべきことで

あり、市民の一人として大変喜ばしいことであ

ります。多くの市民の皆さんは「いがったな」

と、指定を受けた誇りと名誉を喜び合えたもの

と思います。また、この12月４日で山形新幹線

つばさ新庄延伸が10周年を迎えたことでありま

しょう。そして、私の次の発言事項の給食を中

学校に取り入れたことも大きな一つであります。

これらを含め数多くのことがありました。 

  しかし、何と申しても国政において８月の衆

議院の総選挙において劇的な政権交代がなされ

たことです。「コンクリートから人へ」を掲げ

た民主党が自民党政権からぶっちぎりで政権を

奪い取ったことであります。その結果、民主党

のマニフェストに沿った政策を進めるべく政府

は、行政刷新会議による事業仕分けが公開され

ました。連日、テレビ、新聞、ネット等で国民

の目にさらされ、政権交代の一つに今までの手

法と異なるものだと知らしめた感があるわけで

あります。新政権の来年度歳出歳入規模はさき

の概算要求段階で95兆円、税収見積もりが38兆

円以下に落ち込むので、44兆円と見込んでいた
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国債発行額が50兆円を超えるのではないかと危

惧されております。最初は当てにしておった埋

蔵金も、もくろんでおったほどでなく、事業仕

分けも終了し、74事業廃止判定、1.6兆円超の

財政効果にとどまったとされています。今後は

政治的判断で予算編成が進みそうであります。 

  政権交代で先の読めない中で、県はこの２日、

22年度の予算編成に向けた各部局の予算要求概

況を公表いたしました。総額で6,064億円、こ

れはことし肉づけした６月の補正予算後に比べ

1.1％の減、補正後予算額から国の経済対策分

413億円を除いた金額と比較すると6.1％アップ、

概算要求額を前年度以下に抑えるマイナスシー

リングの撤廃によって要求額が増しました。た

だし、政府の予算編成次第で大幅に変わる可能

性があるとしております。 

  そこで、市長は今日、市民各位から選ばれて、

市の執行期間４年の折り返し点になりました。

先般、市民プラザにおいて青年会議所のローカ

ルマニフェスト中間検査会を開催し、市民と一

体のまちづくりのための検証をした御努力に敬

意を表するものであります。施政方針もマニフ

ェストを基本として政策を執行なされるものと

思いますが、政治は生きています。市長に立候

補し当選した当時と、政府の主張、山形県知事

もかわりました。地方分権を叫んでおりますが、

実態は国・県との関係は変わるものではありま

せん。政治判断は柔軟な発想も必要だと思いま

す。そんなことは「釈迦に説法」でしょうが、

心の隅にでもとどめてくださればありがたいと

思います。市長が標榜しております「人行きか

うまち」「人ふれあうまち」「人学びあえるま

ち」に向けての来年度の方針をお聞きいたすも

のであります。 

  予算において、日程的には要求期限が12月１

日となっていますので、上がっておるのではな

いでしょうか。要求金額をお聞きしたいのであ

ります。国は、夕張市の財政破綻を機に、半世

紀ぶりに自治体財政の再建制度の改定を行いま

した。それらに伴い、ことしから全面施行され

ました指標の四つのうち、特別会計などを含め

た借金返済額の割合、すなわち実質公債費比率

が25.9であったために当市は健全化団体の基準

に抵触したわけです。さまざまな要因はありま

すが、当市の場合、100年に一度の事業と言わ

れた新幹線延伸事業が景気の後退期と重なって

今日の硬直化したのは認めながら、あのときを

逃せば今からやろうと思ってもできないものと

思います。そういう意味で、延伸事業をもっと

掘り下げ、地域経済の起爆となる手だてを議会

も努力しなければなりません。予算は行政の責

任者にとって市政のために不可欠であり、責任

者が実行させる政策は予算の数字となって反映

され、予算なくしてはあらゆる政策も執行不可

能であります。予算の承認は、議会が行政を統

制する大きな手段であります。これらを含めお

考えをお尋ねいたすものであります。 

  次に、発言事項二つ目の学校給食と「弁当の

日」についてお尋ねいたします。 

  10月５日より親子方式による中学校の給食が

導入されました。これは申すまでもなく山尾市

長の選挙マニフェストの実現であります。この

ことに関して私どもに中学校の保護者からの感

謝の声が寄せられております。関係者の皆さん

の御努力に敬意を申し上げます。 

  私は、この壇上で給食に関して何回かお尋ね

いたしました。学校給食のルーツは、御存じの

ように山形県の鶴岡であります。昔、十分に食

事がとれなかった子供たちに昼食を食べさせた

ことから始まったのであります。ちなみに、献

立はおにぎり、サケの切り身、漬物であったそ

うです。 

  この給食も学校給食法等の法律によって運営

されておるわけであります。子供たちの心身が

健康で人間的な発達を保障されるように、国と

自治体に責務を負わされているとともに、食育
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として重要視されておるのであります。それら

を踏まえ、親子方式による中学校給食の開始に

当たって、小学校の調理室、中学校の搬入口等

の施設改修、備品整備、調理・運搬業務委託契

約に万全を期してきたものと思いますが、業者、

学校との連携は、開始後２カ月ですが、今日ま

でうまくなされておるのでしょうか、まずこの

点をお尋ねいたすものであります。 

  次に、私の提案「弁当の日」についでありま

す。小学校、中学校の保護者は給食費を納入し

ておるので、学校のある日は毎日学校給食があ

って当然だと思います。沖縄の南城市の教育委

員会が、ことし市内の全小中学校を対象に「お

弁当の日」を設けた記事を目にいたしました。

月１回、手づくりの弁当を持ち寄って食べるそ

うです。取り組みは昨年から始めたそうですが、

大方の保護者は給食は毎日あって当然だろうと

の考えにきめ細かく対応したそうです。昨年の

教頭会の調査に加え、ことしも保護者から意見

を聞き、昨年の教頭会での調査で「弁当の日」

に賛同した保護者は２割余りで、ことし３月の

市の教育委員会の調べでは５割を超えたそうで

す。月１回の弁当の日によって、その結果、親

子で弁当づくりや会話を楽しむ時間がふえたそ

うです。市の教育委員会では、手づくりを強制

していない、つくるのに負担を感じなくても、

つくる時間すらない保護者もおり、持参できな

い子供たちには実費で給食センターのおにぎり

を出すそうです。多様な家庭の姿に配慮したそ

うです。そして、メニューが異なるのもよい。

いろいろな弁当があって当然と気がつけば、多

様性も認め、胸を張って弁当を持たせれば子供

たちにも伝わる。しかし、調査では「弁当の中

身で子供が嫌な思いをする」との否定的な意見

もあったそうです。そして、栄養バランスを考

えた学校給食は子供たちに必要、給食費未納問

題を市民に受けとめてもらい、食育推進のため

に始めた取り組みが子供の心の教育を考える日

になっておるのは間違いないとありました。 

  この記事は、私が知人たちと先月沖縄に行っ

たときに、沖縄の地元新聞「琉球新報」11月５

日に報道されたものであります。私は、ぜひ当

市においても検討に値する価値があると感じて

御提案をいたすものであります。よろしくお願

い申し上げます。 

  次に、味覚まつりについてであります。 

  ことしの第２回味覚まつりも天気に恵まれ、

多くの市内外からの人出で活気がよみがえりま

した。これも市長のマニフェストの「にぎやか

なまち」、農と食の祭りを組み合わせた交流機

会の一環でもあるわけです。昨年は初めての事

業取り組みで読み切れなかった部分もあって大

変なわけでありましたが、ことしはそれらのノ

ウハウを生かして進めてくれたとものと思いま

す。また、市の職員の頑張る姿は市民の共感を

得ました。女性職員の皆さんがことしは昨年よ

り多かったのでしょうか、かなり市民各位に親

しみを得たものと思います。そこで、ことしの

評価と総括をお伺いいたします。 

  これとあわせて、新庄100円商店街Ｂ級グル

メコンテストは妙案が出るまで中止との報道が

ありました。それらについて、内容、いきさつ

をお聞かせください。 

  昨年11月15日、第１回味覚まつりと同時に開

催した全国100円サミットに参加した佐賀県唐

津市の鍋まつりに、ことし泉田のいものこ汁が

参加、市長も駆けつけ、いものこをＰＲ、評判

上々と11月21日の山形新聞に記事としてありま

した。市のホームページ「こちら市長室です」

の市長コラムにも「東京～福岡～佐賀～長崎へ 

異文化発見」の中にメッセージとして載せられ

ておりました。このように、だんだん新庄市の

情報が発信されており、さらなる英知を傾け、

情報発信の努力が大切ではないのでしょうか。

御当地Ｂ級グルメ、横手市のやきそば、黒石市

のつゆやきそば、厚木市のシロコロ・ホルモン、
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八戸せんべい汁等その他Ｂ級グルメで大きくま

ちづくりが動き始めております。これらを含め

て食と祭りの御所見をお伺いいたします。 

  次に、発言事項４番目は、山屋小学校の閉校

についての質問であります。 

  今年度で135年の歴史ある学校が閉校、新庄

小学校に児童が入学することになり、山屋小学

校としての幕を閉じることになりました。既に

同窓生、地域の方々は実行委員会をつくり、閉

校式の準備、記念誌づくりの企画、運営を行っ

ております。時代の流れと申しても、地域の

方々の一抹の寂しさはぬぐい切れないものと思

います。そこで、閉校後のこの建物等をどうな

されるお考えか、市にお聞きいたすものであり

ます。また、今日までどのような結果で来たの

かもあわせてお伺いいたします。よろしくお願

い申し上げます。 

  以上で私の壇上での質問といたします。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、12月定例議会一般質問

初めの小嶋議員の御質問にお答えさせていただ

きたいと思います。 

  新しい政権が誕生しましたが、公約に基づき、

これまでの制度を大きく変えようとしておりま

す。公共事業の見直し、ガソリン税の一般財源

化、事業仕分けの導入などでありますが、現在

はさまざまな議論が交わされており、なかなか

先が見通せない状況にあります。加えて、政権

発足から間がないため、予算編成作業がおくれ

ており、地方交付税や税制などの地方財政への

対応はまだ何も示されていない状況にあります。 

  市の財政運営に関しましては、実質公債費比

率が早期健全化基準をクリアすることが直面す

る最大の課題ですが、究極の目標は健全化の最

終ラインである18％を目指していくことにあり

ます。一方、今後は市税や地方交付税の減少が

想定されますが、少子高齢社会への対応や学校

施設整備など安全安心への行政需要が高まって

いくものと考えられます。 

  このような状況の中、本市の財政運営に当た

りましては、事務事業の効率化を一層推進し、

重点事業に予算を振り向ける必要があります。

平成22年度予算編成におきましては、経済力、

地域力、教育力の三つの力、総称して言います

と地域基盤力を最大限に引き出すための重点施

策として、所得の向上対策、人材育成への対応、

安全安心な市民の暮らしを守る施策に全力を挙

げてまいりたいと考えております。特に所得の

向上に関しましては、雇用の場の確保や新分野

の農業振興など将来性を見据えながら取り組む

必要があるだろうと考えております。 

  学校給食と「弁当の日」につきましては、教

育長から答弁させます。 

  続いて、新庄市味覚まつりへの御質問につい

てお答えします。 

  昨年新たに始めました新庄味覚まつりですが、

ことしも天候に恵まれ、また品切れ対策や新規

出店にも工夫を凝らした結果、昨年を上回る約

３万人強の人出でにぎわい、活気あふれる秋の

催事となりました。課題の品切れ対策に関して

は、各会場、各団体ごとに情報交換に努め、お

おむね納得できる結果を得たものと考えており

ます。また、新規出店に関しましては、まさに

食文化の紹介にふさわしい多様な内容となり、

中でもことしの目玉の一つとした新県産米「つ

や姫」の試食プレゼントは長蛇の列ができ、来

年度につながる盛況となりました。これを生か

しまして、来年度に向けましては新庄産の米の

食味会も取り入れられるよう２農協とも協議し

てまいりたいと思っております。 

  また、味覚まつりの店舗「Ｂ-100」として開

催されたＢ級グルメコンテストがありましたが、

実施団体によれば、コンテストの仕組みの問題
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や食品取り扱いの許可関係の問題のため、今後

は休止するとの判断に至ったと聞き及んでおり

ます。しかしながら、食の祭典は地域の活性化

と交流人口の拡大に多大な効果があると考えま

すので、新庄の伝統的または個性的な食や特産

品を再認識し、交流の促進を図ることを目指す

味覚まつりについて、現在の行政と民間との対

等な関係による運営体制をさらに強化しつつ、

着実に全国へと情報発信してまいりたいと考え

ております。 

  最後に、山屋小学校の閉校についてでありま

すが、おっしゃるとおり来年で135年の伝統あ

る学校が歴史の幕を閉じるわけですが、山屋小

学校の跡地利用を考える際、ポイントになるの

は、同校校舎が昭和60年に改築されており、新

耐震基準を満たした有用性が高い施設であると

いう点であります。加えて、豊かな自然や温泉、

アクセスのよさなど立地条件もよいことから、

新庄市が管理運営する施設として有効活用を図

ってまいりたいと考えているところであります。

具体的な整備方針につきましては、山屋地区で

も利用のアンケート調査を実施したと聞いてお

りますが、地元の要望としてまとまったわけで

はないようであります。今後地元の代表の皆さ

んと教育委員会による検討会のような場で協議

を重ね、地元の意向を尊重しながらその方向性

をお示ししたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 「弁当の日」等についての御質

問に私からお答えさせていただきます。 

  中学校給食に関しましては、小嶋議員おっし

ゃっていますように、保護者から「中学校給食

が始まり、非常にありがたい」といった声が多

く聞かれ、大変喜ばしく感じております。 

  さて、委託業者、学校との連携についての御

質問ですが、委託業者が新庄支店を開設してお

りますので、教育委員会として随時連絡をとり

合っております。また、学校については、栄養

教諭等が業者の総括責任者より諸問題について

報告を受け、教育委員会とも連絡を密にして対

処しております。基本的には昨年度設置しまし

た学校給食運営協議会が中心となって総括的に

対処しております。また、定期的に教育委員会、

栄養教諭等と委託業者が打ち合わせを持ち、問

題点の解決に当たっております。 

  また、食育の点に関しましては、生涯にわた

り健全な心と体を培い、豊かな人間性をはぐく

んでいく基礎となっており、授業、給食の中で

も重要な課題として取り組んでいるところであ

ります。 

  「弁当の日」については、親子給食であるが

ために、小学校が休校になり、教師が不在のと

きは中学校では自然と弁当の日になってしまい

ます。弁当には親の愛情が込められております

が、学校給食においてもそれ同様に各種工夫を

凝らしていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 最初の質問で、政府が

非常に混乱していると、立てようがないと言い

ますけれども、山形県でも予算の概要を出して

います。山形市でもそういう中で不透明であり

ながら数字を示していると。新庄市でも全体の

財政運営と今後の課題ということで、前回の全

協のときに資料をいただいていますけれども、

これを見ますと、要求提出の入力が12月１日、

政策経営課ヒアリングが12月３日から11日まで

云々とありますけれども、一応12月１日で皆さ

ん方は数字を出しているわけですので、その概

要の数字を示してもらいたいなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
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平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 １日で入力が終わりま

したので、概算としては要望として取りまとめ

られております。皆様方には、昨年の場合、今

年度予算につきましては１月の段階でその要求

概算について御報告いたしました。予算編成が

固まるまでの過程で、できるだけ透明化を図っ

て情報提供したいという基本姿勢はことしも変

わりございません。そういった意味で、できる

だけ近いうちに、できれば今定例会中に皆様方

に概算要求の内容と骨子となる大きなハード事

業といいますか、そういったことも含めて情報

提供したいと考えてございます。 

  どのくらいの要求がされているかということ

につきましては、大まかには去年と大体同じぐ

らいの額が各課から要求が出されておりまして、

歳出レベルで140億円を超す要求が来てござい

ます。どこの課、どういった部門、どういった

内容かということにつきましては、近々の会議

の中でペーパーをそろえて概要について御報告

したいと思っております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） やはり早目に議会の方

に提出してもらいたいと思います。先ほど壇上

で申しましたけれども、予算の承認は議会が行

政を統制する大きな手段でありまして、この辺

は一体となってやらないと市政運営もうまくい

くものもいかなくなるということにもなりかね

ないと思いますので、そういったことで前もっ

て議論を重ねて、本当に市民本位の予算執行を

やっていく必要があると思いますので、ぜひそ

ういったことで、今議会に概要を知らせるとい

うことで受けとめて、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

  あと、財政健全化にかかわって、何といって

も市長は方針として来年度でなくて将来的に実

質公債費比率を18％に持っていくということを

言われました。もちろん私どももそのとおりだ

と思いますけれども、これからふえる福祉費関

係、扶助費等がどこの自治体においてもふえて

いるわけです。その中で、指数の中で将来負担

比率というものが今後は、もちろん実質公債費

比率は当面どうしてもやっていかなければなり

ませんけれども、大きな国の考えとしても将来

負担比率というものが求められるよということ

で、当市において将来負担比率という部分に関

しては今後どのような推移になるのか、あわせ

てお聞きいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 将来負担比率につきま

しては、19年度が190、20年度決算で170を切る

負担率となってございますが、100を切るよう

なところがベストなわけでございまして、５年

以内ぐらいにはその数値に近づいてまいりたい

なと考えています。具体的な数値、今手持ちに

ありませんので後ほど、具体的には努力目標と

してはそういったことで頑張っていきたいと思

っております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 味覚まつりの件に関し

ては、非常に好評であったと言えます。市長も

行政と民間が対等の立場でやっていくというよ

うなことで、それはそれでいいんでしょうけれ

ども、行政主導型で、最初は行政が引っ張って

いかないと、なかなかつながっていかないと思

うんですけれども、何年かやっていくうち行政

のかかわりを少なくして、民間団体がやってい

かないと、将来的にはなかなか行政におんぶに

だっこみたいなまちづくりになる可能性もある

と思いますけれども、その辺、行政もだんだん

民間の方に委託して、ひとり立ちをさせるよう

な方策の考えはないんでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 
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平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 祭りについていろいろお

褒めの言葉をいただきまして、ありがとうござ

いました。 

  民間とのかかわりということでございますが、

私どもの課せられた使命と申しますか、物産振

興の使命とか交流人口の拡大という項目もござ

います。また、民間の方々にとっても、生産し

ているもの、つくっているもの等が有名になれ

ば、それだけのはね返りも期待できるというこ

ともございます。議員おっしゃるとおり、そう

いった形もあろうかと思いますが、当面は先ほ

ど市長が答弁申し上げましたように、行政と民

間との対等な関係においてこの祭りを成長させ

ていきたいというのが今現在の願いでございま

す。以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 当面は第１回、第２回

にやったような形態で今後も展開するというお

考えでいいわけですね。 

  あと、Ｂ級グルメなんですけれども、これは

味覚まつりの一環としてＮＰＯ団体がやってい

るわけですけれども、今、Ｂ級グルメというの

がいろんな自治体、町おこしの中で活発なわけ

で、Ｂ級グルメ協議会というのがあるそうで、

協議会の中でそれぞれチャンピオン大会等を開

催して、先般、横手市がＢ級グルメで１位にな

りましたね。横手でやったのが９月19日から20

日だったんですけれども、大会２日間で人口の

2.6倍の26万7,000人が来たそうです。予想の15

万人を大幅に上回って、市が５億円と見込んで

いた経済効果を13億円に上方修正したと。向こ

う１年間の来訪者の効果を７億3,000万円と試

算しているというような効果を出しました。こ

れが１位になったんですね、Ｂ級グルメで、横

手のやきそば、御存じのように。やきそばを通

じて市の食文化や歴史、自然、丸ごと横手を売

り込み、優勝をスタートとしてもう一段グレー

ドアップするというようなことで、Ｂ-１グラ

ンプリ優勝の効果が非常に大きいです。もう一

つ、やきそばは結構あるんですね。黒石もあり

ますし、富士吉田のやきそばとか、いろいろや

っています。青森ではせんべい汁とか、かなり

そういったものでやっています。そこで、ぜひ

新庄も横手やきそばを、次回やるときですよ、

やきそばをやるとか、厚木のシロコロ・ホルモ

ンとか、全国のチャンピオンクラスを呼んで新

庄市でチャンピオン大会と合わせて新庄のＢ級

グルメ、例えば新庄の「愛をとりもつラーメ

ン」とかあります。そういったものを行政だけ

でなくて民間と共同してやる、味覚まつりの形

式に、その日に思い切って呼ぶような発想、考

えはいかがでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 非常にいい御提案をいた

だいたわけでございますが、この場で「来年や

ります」ということは差し控えさせていただき

ます。実行委員会を構成している民間団体の方

もおりますので、そういった場面でお諮りしな

がら、今の御意見等も御披露しながら対処して

まいりたいと思います。御理解いただきたいと

思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） この場でやれると思っ

ても言えないのが行政だと思いますけれども、

そういったことも町おこしのためにぜひ、いい

ことは何もまねしてもいいわけですし、今非常

にＢ級グルメというのが東北でも、先般八戸で

も東北グランプリをやっているわけでして、こ

れは非常においしいと。新聞にも「Ｂ級グルメ

人気」「満腹はまだまだ」だと、満腹感がない

から、みんなそういうもので集まってくるとい

うようなことで、新庄まつりだって40万ですけ
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れども、横手で26万、ただ、横手はかまくらま

つりしかなかったんだけれども、やきそばをや

ってなっています、マスコミとか、いろんな報

道されまして。そういったチャンピオン大会を

企画的にやれば味覚まつりもさらに一層新庄の

情報発信もできるものと思いますので、課長も

行政とそろそろ別れるようですけれども、最後

の花道で一つやっていただければ非常にありが

たいのではないかなと思うわけであります。 

  次に、学校給食の関係で、２カ月たちまして、

まだないんですけれども、実はこういう声があ

ったんです。これは沼田学区の保護者ですけれ

ども、今まで直営でやっておったと、変わった

と。子供たちは「味は前の方がおいしかった。

今はちょっと」というような声があるよと保護

者から聞きました。「なしてや」と聞きました。

カレーのルーが溶けてなかったそうです。辛か

ったそうです。その保護者は「どこにこの問題

を提起したらいいんでしょうか」というような

こともございました。そういったことで、そう

いう味覚というのはやはり子供は正直だと思う

んですよ。そういったことのチェック機能です

か、そういった変化というものをやっていかな

いと、保護者の方々に広がっていくわけですの

で、その辺の対策と申しますか、味覚チェック

表みたいな、子供たちに１週間に何回か書かせ

て、そういうものをデータとしてとって、その

業者さんと話し合うようなことも私は必要だと

思うんですけれども、その辺に対してどうです

か。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 大変厳しいお話を突然いただ

きまして、ちょっとびっくりしておりますが、

学校給食そのものが始まって２カ月、大きな問

題もなく順調に進んでいるなと私どもはとらえ

ておりましたが、確かに味覚の点で甘いとかし

ょっぱいとか、そういった声があるということ

は聞いております。そういう形で評価していた

だくことについてはむしろありがたいことだと

私どもはとらえておりまして、そういった声は

早速調理の方に反映させていきたいと考えてお

ります。 

  ただいまのお話の中で、さまざまなそういっ

た問題についてどこに訴えていけばいいのかと

いうお話があったと思います。もちろん学校の

方にお伝えいただく、あるいは私ども教育委員

会の方にお伝えいただく、そんな形で率直に申

し述べていただくことがよりよい給食につなが

っていくことだと考えておりますので、どうぞ

御遠慮なくお伝えいただきたいと思います。 

  給食の運営については、業者の方々も大変緊

張して前向きに取り組んでいただいていると評

価しておりますが、教職員との打ち合わせの場

も大変多くとっております。そういった中で、

ただいまのお話にあったようなことは反映させ

ていきたいと思いますので、御了解をいただき

たいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 電話するというと一般

にチクりみたいな感じになりやすいと思うので、

なかなか保護者も遠慮していると思うんです。

オープンにするような、学校を通じて保護者に

そういったものをできやすいように、今おっし

ゃったように緊張感を持てるような関係をつく

って、よりよい給食にしていただきたいと思い

ます。 

  もう一つ給食ですけれども、実は山形新聞の

記事の中で、10月6日、中学校の給食の写真が

出ていましたけれども、その下に「東根産の食

材をふんだんに」「小中学校で３ＪＡ合併記念

の給食」というタイトルが来ました。これは東

根市の農協が合併して、その記念に地元のとい

うようなこと、食べさせた記事ですけれども、

これはこれでいいんですけれども、私はもう一
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歩考えを大きくして、今、私ども、子供の沖縄

との交流を20年、交流会をやっているんです。

人的交流はあるんですけれども、なかなか物の

交流が沖縄とは進んでいないというのが現実で、

昨年から米が沖縄にかなり行っていると。私ど

もは実際現場といいますか、売っているところ、

中部の販売所に行って２回見てきました。大変

好評です。やはりいいんですね。聞きますと、

あそこの一つのあれで最初は10億円の売り上げ

があって、そのうちの２割が米だと。だから２

億円は米を売っていると。それが２周年になっ

て大体12億ぐらいの農産物を売っていると、も

ちろん米もそれだけ比重に上っているわけで、

米が行っていることは大変いいことだなという

思いで来ましたけれども、物というのは一方通

行だけでは私はだめだと思うんです。だから、

ぜひ物流の交流で沖縄の食材を学校給食に導入

したらいかがですか。珍しいことをやっていく

と、そうすると人的でなくて、やはり子供たち

も異文化の交流を物、食材を通じて感じると。

そうすると人的交流もますます生きてくるんじ

ゃないかなという気がします。沖縄にもシーズ

ンによっていろいろございますけれども、特に

沖縄というとパイナップルみたいな気がします

けれども、シーズンを通じていろんな食材がご

ざいます。シマニンジンとかパッションフルー

ツとか珍しいものがあるわけです。そんな何回

も何回もじゃなくて、何回かそういったものを

やって、沖縄との人的交流プラス物流交流を私

は考えてもいいんではないかなと思うんですけ

れども、そのような考えに対してどのように受

けとめるでしょうか、お答えをお願いします。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 大変有意義な御提案をちょう

だいしたと、まずとらえます。沖縄との交流の

一つの発展として沖縄の食材を給食で活用でき

ないか、物流という大変大きな課題も同時に御

提案いただいたと思いますが、私どもは学校給

食という範囲の中で一つ担える役割があれば、

これは取り組んでいきたいものだと考えます。

昨年の産業まつりですか、私もお邪魔したんで

すが、そのときに沖縄の物産が紹介されており

ました。バナナの試食を私もごちそうになった

んですが、これなどは格安に必要量が確保され

れば給食の中でデザートとして活用できる素材

ではないかなと考えます。今後、沖縄の物産が

大量に流通することを一つ期待いたしまして、

そのときはぜひ給食の中で取り扱っていただき

たいと、そのように考えます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ぜひ前向きに、さらに

お互いにいいのではないかなと思います。御期

待申し上げます。時間も残り少なくなりました。 

  最初の質問で市長にお聞きしましたけれども、

施政方針的な考えをさらっと流しまして、もう

少し具体的に市長の方針をいただけなかったの

で、もう一度市長から政策をお聞かせいただけ

ればありがたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 「さらっと流した」と言われて、

大変申しわけなかったと思っております。 

  大変厳しい財政状況の中を一段落したという

状況で、課長会議等においては、これまで考え

方がどうも制約されてきているということで、

予算がつくつかないにかかわらず、ありとあら

ゆるものを予算要求の段階にのせてもらいたい

ということをまずもって注文をつけたところで

ございます。これまでの５年間、必死に財政再

建に向かって職員も非常に厳しいみずからの財

政査定を行いながら予算要求をしてきたと。そ

こにはさまざまな知恵も生まれてきております

ので、その知恵を発展的に生かすようにぜひ予

算要求ゼロでもお願いしたいと。 
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  もう１点は、順番づけをすることによって、

恐らく経済対策が行われるだろうといったとき

に、順番づけに非常に重要な活用ができた。実

はことし自民党政権による21年度の補正予算、

昨年度と同様の形で多くの順番づけをしておき

ました。その中で素早く対応できたということ

がございます。例えばスクール・ニューディー

ル政策、議員の皆さんからも御指摘いただいた

ものに早速９月補正でなく６月補正で上げたと、

順番づけを早くしておいたということで。これ

は全国一律ストップなるところと、それを活用

してもいいですよというところに分かれたとい

うこともございます。混迷する政権の中におい

て独自のものを出すのは厳しい状況であります

が、内部ではそういうことを申し上げておりま

す。 

  外部的には、やはり新庄の地域が持っている

財産をもう一度見直し、検証する必要がある。

昨日、一昨日と新幹線が来て大変にぎやかだっ

たわけですけれども、この地域の特色、財産は

何なんだろうということを考えてみますと、過

去から延々として交通の要衝であるということ

はどの計画書にものってくるわけです。その交

通の要衝であるということをどう意識するか、

どうそれを政策に結びつけていくか、あるいは

定住人口、あるいは経済力の発展、教育力、さ

まざまな部分に向かって、持っている力をどう

検証し、磨きをかけるかということが来年度の

大きな柱と考えております。ただし、厳しい財

政状況がありますので、そんなに大きく膨らま

せて一つ一つ全部ができるのかという可能性に

対しては、すべて100点満点とはいかなくても、

そこはいろいろな意味で知恵を使いながら一歩

一歩進めていきたいということで、一番最初に

申し上げましたように、地域の経済力をいかに

上げるかということに最終的には持っていきた

いと考えているところであります。 

１０番（小嶋冨弥議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、奥山省三君。 

   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 

１ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  ２番目、勁草会の奥山です。脱線することも

あると思いますので、よろしくお願いします。 

  まず初めに、株式会社新庄富士通ゼネラルの

解散、ほかへの影響、雇用状況、対策について

お伺いしたいと思います。 

  ことし10月31日付で解散になりました。来年

の22年３月で清算終了との話ですけれども、そ

の後の経過、市としてはどう考えているのかお

聞きしたいと思います。 

  ９月の一般質問でも雇用対策についてお聞き

したときに、市長が神奈川の本社を訪ねて大石

社長と会って話し合いをしたと聞きましたけれ

ども、そのときに解散の話はなかったのでしょ

うか。ただ表敬訪問しただけなのですか。その

辺のところをお伺いしたいと思います。 

  当会社は、今から42年前、昭和41年に新庄市

の企業誘致第１号として新庄電気株式会社の名

称で設立されました。最盛期にはパートの人も

入れて従業員約900数十名の人が働いていたと

聞いております。今まで当市に対して雇用の面

ばかりではなく、大いに貢献してきたものと思

われます。また、会社の周囲の桜並木、春には

市民の憩いの場として親しまれてきたのは皆さ

ん御存じだと思います。土地は会社のものだと
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思いますけれども、ある位置は関屋の人から借

りているという話もありますので、どのように

なっているのかお聞きしたいと思います。工場

跡地の利用について、市としては今後どのよう

に考えているのか、また会社の解散によって影

響を受ける企業はないのか、その辺のところも

お聞きしたいと思います。 

  いろいろ心配な面が考えられますけれども、

第一はそこで働いている社員が今後どうなるか

です。解散当時約110名の社員がいると聞いて

いますが、会社では原則としてグループ内に配

置転換をするということらしいですけれども、

これに対応できる人はわずかな人ではないでし

ょうか。若い人で独身の社員なら対応もできる

と思いますけれども、家族や親の面倒を見たり、

単身赴任で家族と生活が別々になったり、精神

的、金銭的な負担も大変だと思います。対応で

きない人たちは失業することになります。何名

ぐらいの方が失業することになるのか。この場

合、退職金の制度、失業手当はすぐに適用され

るのか。今回のような場合、次の仕事が見つか

るまでの支援的な制度はないのですか。失業手

当は最高で11カ月と聞いておりますけれども、

失業手当をもらっても仕事についているときと

違って、今までの生活を維持することは大変で

す。市として早急に何らかの対策はできないも

のでしょうか。ハローワークに行ってもほとん

ど仕事はないのが現状です。夫婦でこの会社に

働きに行っている方もいるようです。これも大

変なことだと思います。市としてもほかに仕事

をあっせんするとか、いろいろな手段を講じて

いただきたいと思いますが、いかがですか。職

を失えば当然生活に困り、税金の納付どころで

はありません。市の財政もだんだん厳しくなっ

てきます。何か対処する方法はないのでしょう

か。来年３月までは清算事務を行うので６名ほ

ど残ると聞いております。その後はどうなるの

でしょうか。 

  建物等についての維持管理はこれから市とし

てどのようにされるのか、話し合いをするのか、

お聞きしたいと思います。 

  あわせて、今の新庄市の雇用対策についても

現時点での雇用状況はどうなっているのかお聞

きしたいと思います。また、今後についてもど

のように対策をとっていくのかお聞きします。 

  次に、２番目、先ほど小嶋議員からも話あり

ましたけれども、政府の事業仕分けということ

で、政府じゃなくて市の事業仕分けについてお

聞きしたいと思います。 

  11月の全員協議会におきまして質疑あった事

業仕分けでございますけれども、これについて

は７年ぐらい前から自治体で実施され始めてい

るようですが、今回、政権交代になり、にわか

にマスコミの注目を浴びていますが、行政のむ

だ遣いを牽制する意味で必要だと私は思います。

市は国と違って事業が単体でわかりやすいから

事業仕分けなど不要だと考える方もいると思い

ます。平成14年に岐阜県から始まって、今、全

国で44の自治体が61回実施しているとのことで

した。その事業が本当に必要なのか自治体の事

業を一つずつ市民の前で議論しながら不要・民

営化・縮減などに分け、予算編成の参考にする

方法ですけれども、むだを省くとともに住民の

参加によるサービスの充実と地域の活性化、ま

たコストの削減を図り、安心できる地域社会実

現のために、市民に開かれた予算づくりとして

今後広まっていくのではないでしょうか。コス

ト削減はもちろんですが、これにより市民、住

民の意識改革につながっていくものと考えられ

ます。当市の今までの事業につきましても、成

果が不明と思われるのは必ずあると思います。

また、見直しで現在とまっているものもありま

す。また、すぐに成果が出ないものもあると思

います。それらをいかにして本当に必要か、市

民住民も参加し、判定し、むだを省き、事業の

分類をし、役割分担を明確にして行政主体から
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脱却し、市民による行政評価を市政に反映して

いくことが今後問われることになると思います

が、この点についてはどうお考えですか。 

  また、市民協働ということは、単に市民、住

民から協力してもらうことではなくて、広く市

政に参加するということだと私は思います。財

政の健全化を図るためにも市民の協力なしでは

できないと思われますが、どうお考えですか。 

  市長の公約に「財政状況をわかりやすく市民

に公開し」とありますが、市民の目線に立って

行政を行うということではないのでしょうか。

事業が終わった後に内部で事後評価をすること

も大切だと思います。今、各自治体で事業仕分

けについて検討される状況になりつつあるとき、

市民、住民の目線で事業に対して優先順位をつ

けることも今後検討していくべきだと思います

が、いかがですか。地域住民からかけ離れた行

政では本当の意味での行政サービス、また住民

自治とは言えないと思います。後になってその

ツケを払うのは市民、住民でしかありません。

そのツケを孫子の代まで回されることになりま

す。そのツケが責任だと私は思います。今の日

本の莫大な借金も最後に払うのは国民イコール

住民でしかありません。今までの政権政党が余

りにも国民から離脱した政治を行ったため、ま

た国民が今まで監視の目を光らせていなかった

ためにこのようなツケを背負わされる結果にな

ったとしか言いようがありません。後から悔い

を残さないためにも今後考えていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

  最後に、３番目の財政再建と今後の課題につ

いて。 

  財政再建について、また最近当市についてマ

スコミ報道があるようですが、他のことを犠牲

にしてなりふり構わずイエローカードから脱出

を図るべく努力していることはわかります。た

だ、トップが考えていることと、そこで働いて

いる職員との間に溝があるように感じられます。

このことはある程度は理解できますが、行政サ

ービスの点から見るとお互いの意思疎通という

か、連携プレーに欠けているように感じられま

す。職員研修についてもっと力を入れていただ

きたいと思います。以前にも申し上げましたが、

職員研修の予算が少ないと思います。他の市町

村では当市よりも規模が小さい自治体でももっ

と多いのが現状です。財政再建途中だからとい

うこともわかります。財政再建途中だからこそ

職員をもっと自由に広く研修を深めさせて、研

修させることが大切なのではないでしょうか。

どうお考えでしょうか。当然のことですけれど

も、予算がなければ何もできません。そのため

にも少し予算が必要なのではないでしょうか。 

  財政再建についても、数字だけの羅列によく

見えます、私からすれば。中身が伴っていない

ように感じられますが、この点についてはいか

がですか。市民に対するサービスはかなり縮減

されていくように思いますが、大丈夫なのでし

ょうか。財政再建について、今後５年間の見直

しについて、全協でありましたけれども、政権

交代により来年度予算は県でも２割減の収支計

画を立てた方が無難だという見方が強いです。

どう考えておりますか。 

  今後、高齢化と人口減少によってますます厳

しい現実に直面するのではないかと危惧されま

す。高齢化によって医療費が年々財政を圧迫し

ていくことは間違いありません。ほかに扶助費

についても毎年毎年増加しております。社会保

障関係費が膨らむ中での人口減少は、追い打ち

をかけるように急速に進んでいる状態です。人

口減をとめないと新庄市のあしたはないと思わ

れます。 

  これは近隣の他町村についても同じことが言

えますが、実質公債費比率25％をクリアして黄

色信号から抜け出ることはわかりますが、先ほ

ど市長もおっしゃいました18％があくまでも基

準でございます。経常収支比率についても80％
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未満が望ましい数値とされています。危険水域

自治体の分岐点は90％ですので、まだまだ油断

はできない状況です。21年度から25年度までの

見通しの中で、148億から119億までの約28億の

歳入歳出減になる見通しになっていますが、こ

のような規模縮小というか、だんだん小さくな

っていくことについてどうお考えなのですか。

これから小中学校耐震化の工事とか不確定なも

のもあります。 

  ここには一般会計しか５年間の見通しについ

て記載していませんが、特別会計についても独

立採算の原則の堅持に努めるとありますが、今

後の見通しでは毎年約17億の繰出金があるよう

ですが、これは特別会計に回すのではないので

すか。特別会計も入れた見通しを立ててこそ本

当の見通しというのではないでしょうか。以前

にも申し上げましたが、特別会計の下水道事業

について今後懸念されることがいろいろあるこ

とは皆さんも御存じのことと思います。また、

広域の負担金についても、合併がだめになった

今、見直しする時期に来ていると思います。人

口増加は財政の健全化が第一だと思いますが、

どうお考えですか。財政再建に向けて課題に今

後どのように対処されるか、もう少し具体的に

お答えくださるようお願いします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。どうも

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、新庄富士通ゼネラルの解散について

の御質問ですが、同社は県外からの誘致企業第

１号として40年以上にわたり地域経済の一翼を

担ってきた企業であります。この10月末をもっ

て解散ということになりました。同社員は約

110名おりましたが、30名弱が親会社のある川

崎市や岩手県一関市、静岡県浜松市のグループ

企業へ異動し、80名を超える社員が退職となっ

た状況であります。退職者に対して会社は、退

職金の上積み、再就職のあっせんや新たな仕事

につくための資格取得費用の負担などの対策を

図る計画ということであります。 

  今回の事態を受けて、本市といたしましては

親会社へ対しまして会社解散の再考、事業継続

の要請を行ってまいりましたが、経営上の問題

からやむなく会社を解散せざるを得ないとの方

針を撤回するに至りませんでした。 

  今後、親会社が所有する土地建物については

一部の社員を再雇用して建物等の維持管理に当

たるようですが、今後の利活用については現時

点では未定であると聞いております。 

  なお、退職された社員については、雇用保険

の給付手続を終え、第１回目の給付が完了した

ものと思われます。 

  これまで同社と取引関係にあった企業につい

ては今後影響が出てくることも考えられること

から、情報収集に当たり、適切な対応に努めて

まいります。 

  雇用環境につきましては、最悪期を脱出しつ

つあるとの報道もあります。当地域においても

休職していた社員が職場に復帰しつつあるとの

話も聞いておりますが、まだまだ実感の乏しい

状況であると思われます。先日、新庄公共職業

安定所、最上総合支所、最上８市町村商工団体

等をメンバーとする新庄最上雇用対策推進協議

会において、今後、一般・新規・学卒者の就職

促進を図るため、求人開拓のより一層の強化、

就職面接会の開催、参加団体の連携強化を図っ

ていくことを確認しました。現下の雇用情勢に

おいては再就職も難しい環境にあると思われま

す。今後とも雇用対策につきましては可能な限

り対策を講じ、雇用環境の安定に努めてまいり

たいと考えております。 

  次に、事業仕分けについてですが、国が実施
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している事業仕分けは、仕分け人と呼ばれる民

間人が、税金で実施する事業か、国が実施すべ

き事業か、事業規模は適正かなどの視点で事業

の合理性や必要性、効率性を精査し、事業の是

非を判定しております。 

  新庄市では、平成15年度より行政評価システ

ムを導入し、これまで毎年施策評価、事務事業

評価を実施することで、事務事業の取捨選択や

事務事業の優先順位を決定し、経営型の効率的

な行政運営を目指してまいりました。現在61施

策、約400事務事業について、事後と事前の評

価を行い、ＰＤＣＡサイクルによる改善の取り

組みを行っております。評価結果は市民の皆様

へ公表して御意見を求めたり、議員の皆様や市

振興計画審議会委員の皆様へ配付して御意見を

いただいておりますが、市の評価は内部評価で

あり、外部評価あるいは事業仕分けと言われる

手法の検証作業は行われておりません。今後は

行政評価システムの精度向上を図りながら、外

部評価の導入などにより効果のある評価が行え

るよう研究してまいりたいと思っております。 

  次に、財政再建の課題についてでありますが、

11月の全員協議会におきましては財政状況や当

初予算について御説明させていただきました。

危機的状況にあった本市の財政状況は、財政再

建計画を確実に実行したことにより危機的状況

から抜け出しつつあると感じております。しか

し、依然として実質公債費比率は基準を超えて

おりますが、21年度決算では基準を下回る見込

みが強くなり、財政の最大の課題も克服できる

見通しであります。ただ、実質公債費比率の早

期健全化基準をクリアすることは第一義的に果

たさなければなりませんが、そのことだけで健

全性が確保されたと言い切ることにはなりませ

ん。御指摘のように、望ましい実質公債費比率

は18％とされていますので、その比率に近づけ

る努力を怠ってはならないと考えております。

大切なことは、早期健全化基準の25％をクリア

することより18％未満にすることだと思ってお

ります。 

  今後、少子高齢化への対応や安全安心への行

政需要が高まってきますが、一方で市税や地方

交付税の減少が想定されます。歳入に見合った

財政運営を行わなければなりませんので、財政

規模はおのずと緊縮せざるを得ないと考えてお

ります。その意味において、重要事業に重点的

に財源を投入する事務事業の選択はますます大

切になってまいります。平成22年度予算は限ら

れた中での予算編成となりますが、地域基盤力

の強化、特に所得の向上、人材の育成、安全安

心、定住促進を重点に編成を行いたいと考えて

いるところであります。 

  以上、壇上からの答弁を終わらせていただき

ます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） まず、富士通ゼネラル

の件でございますけれども、この間９月に東京

に行ったという話ですけれども、そのときはど

ういう話をされたのか、お伺いできればお願い

します。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ８月12日ですか、新聞報

道で閉鎖ということが広がったわけでございま

す。その後、市長ができるだけ早いうちに翻意

を促すということで会社を訪問してございます。

結果的にはそれが翻意されることはなかったん

ですが、いち早く伺ったということでございま

す。以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の話を聞いて、もう

少し具体的に、具体的な内容というのはなかっ

たんですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 その解散の話が出ましてから間も

なく、富士通ゼネラルの川崎本社の方に訪ねさ

せていただきました。直接社長とお会いするこ

とができました。先ほど商工観光課長が申し上

げましたように、今後の継続について不可能か

ということをお聞きしました。今、主力はエア

コンであるということ、今までエアコン産業の

ために上海から部品を取り寄せ、何とか新庄の

地域経済から引き上げることのないようここ数

年努力してきたと、しかしここに来てエアコン

の競争率が激しくなってきており、その中で部

品を上海から調達することが非常に高上がりに

なってきている。他の企業がすべて上海の周辺

に進出し、部品は日本ではつくっていない。す

べて上海の周辺に部品が集中している。我が社

もそこに行って戦わないと会社は生き残れない

というお話をいただいたところです。その後に

つきましては、今後の建物の管理あるいは土地

の管理等については、新庄富士通ゼネラルの解

散に伴い、親会社の富士通ゼネラルが管理し、

今後の利用については自分たちと似たような企

業があれば、話し合いの中でそれを提供するこ

ともやぶさかでないというところで一応お話は

終わったところであります。以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。80名ほ

どの人たちが失業するということでございます

けれども、今のところ就職が決まっている方は

何名ぐらいいるんでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 従業員の皆さんの動向に

ついて、詳しい数字をお話しさせていただきま

す。川崎とか関連会社へ行かれる方が28名と伺

っております。この方は全員男性ということで

ございます。退職されるのが85名、うち男性が

27名、女性が58名と伺っております。退職後、

再雇用、これはゼネラル本社が再雇用する方が

４名ございます。男性２名と女性２名というこ

とで、この方々が今後あの建物、敷地の管理に

務めていくということを伺ってございます。そ

の85名がどの程度今後就職についたのかという

ことはわかりかねますが、会社独自でいろんな

研修をやってございます。例えば再就職準備研

修というものもやっておるようですし、適性セ

ミナーなども開催されているようです。いろん

な研修等を施しまして、また再就職に資すると

いうことであるようでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 詳しくわかりましたけ

れども、ほかへの影響はほとんどないというこ

とらしいですけれども、それは連鎖倒産とか、

そういうのだと思いますけれども、例えば家電

製品を運搬するような企業とか会社の下請工場

とか、除雪している人とか、そういう人たちに

関しては影響があるように感じられますけれど

も、そういう点、下請の会社とか、当市にはな

いということでございますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 10月31日に解散というこ

とで、３月で清算がすべて終わるというスケジ

ュールになっておりますが、今のところ下請さ

んとか取引関係の影響について、私どもに来て

いる情報はございません。今後とも職業安定所

と連携しながら情報収集を図ってまいりたいと

思います。以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。できれ

ば、法人税を今まで42年間納めていると思いま

すけれども、法人税というのは大体どのぐらい



- 49 - 

だったんでしょうか、その辺のところわかれば

教えていただきたいと思います。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 個々の事業所についての税額

というのはここでは申し上げられませんが、一

般的なお話をさせていただきたいと思います。 

  法人税につきましては、均等割と税割の２本

立てになっております。税割につきましては、

法人の収益に応じて一定の額が税割として納め

られるということでございます。一般的に閉鎖

に追い込まれます法人につきましては、ずっと

業績が悪化しているということがございますの

で、大抵の場合、税割は納めておりません。し

たがいまして、均等割だけを納めているという

形になっております。均等割につきましては、

従業員の数、資本金の額によって決まっており

まして、そのことから類推していただきまして、

数十万程度の均等割のみ納めていたのが近年の

状況ではないかと思っております。以上でござ

います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 均等割ということです

けれども、市として税金を減免していた、ここ

何年かしていたということになるのでしょうか。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 法人税につきましては、減免

ということはございません。収益がなくても均

等割は納めていただきますし、税割については

収益がなければゼロということでございまして、

減免ということではなくて、実績に応じた課税

ということでございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） これから３月に高校生

とか学校を卒業するわけですけれども、そうい

う人たちに対しても今後就職難というか、そう

いう状況だと思いますけれども、そういう点に

ついてはどう考えているかお聞きしたいと思い

ます。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 失業者に対する対策とい

うことだろうと思います。この方々については

現在雇用保険等で手当てされていると思います

が、できるだけ早期に就職されるよう、就職面

接会等への御案内を差し上げて、参加していた

だくような形をとってまいりたいと思います。 

  以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 私の聞き方が悪かった。

例えば、これから例えば高校生、神室産業高校

とかありますけれども、そういう人たちの影響

というか、今後の就職状況というか、そういう

内容についてお聞きしたかったんです。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今、手元に資料が見当た

らなくて申しわけないんですが、11月13日に高

校生の就職面接会を実施しております。新庄最

上地域６校、北村山地区５校ということで、合

計11校で生徒さんが64名ということで、14企業

の参加をいただいたところでございます。就職

面接会ですべてすぐ決まるということでもござ

いませんで、就職率が今54％ぐらいになってい

ると思います。まだあと40数％の子供たちが就

職できないでいるということのようでございま

すので、今後とも企業さんの発掘とか、そうい

ったものに努めてまいりたいと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） これから就職される方

も含めて、ゼネラルさんをやめた方も含めまし
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て、引き続き市としてはこの人たちを応援して、

後方から支援してくださいますようお願いして、

これを終わりたいと思います。 

  次に、事業仕分けでございます。 

  事業仕分けは、「むだ遣い」と言うと言葉が

悪いと思いますけれども、行政のチェックとい

う観点から必要だと思わないのでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 事業仕分け、うちの方

でやっているのは行政評価ということで、前年

度に実施したのは約400近い380幾つ、400近い

事務事業をどういう成果があったのかというこ

とで検証してございます。それに基づいて次年

度の政策の組み立て方、事業の優先順位、効果

あるいは財政の投資として、拡大していくのか

現状維持なのか、それとも縮小していくのかと

いったことも含めて、次年度評価、例えば21年

度で言えば事務事業評価は20年度のものを評価

し、政策とか、そういったものは22年度の政策

を順位立てて評価し、決定していく。財政とか

投資すべき資源、効果、そういったものをどう

やっていくのかを含めて評価をしてございます。

そういった意味では、答弁ありましたようにＰ

ＤＣＡサイクル、いわゆる事業をチェックして

改善点を洗い出し、それを実施していくといっ

た行政運営の観点から、その手法は必要である

という判断のもとに平成15年度から事業を実施

してございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 平成15年度から行政評

価をやっているということですけれども、それ

は一応ネットで私も見ました。内部で評価して

いるようですけれども、それについて来年度予

算というか、そういうのをするために、それを

参考にしてやっているのかどうか、その辺のと

ころは私もよくわかりませんけれども、それが

成果としてあらわれているのかどうか、そこま

でチェックしているのかどうか私もわかりませ

ん。その辺について、今後ただ行政評価法だけ

でいいのか、内部だけでやっていいのか、そこ

についてもう少し詳しくわかればお聞きしたい

と思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 現在の評価は、議員の

皆様方にその成果、事後評価の成果表をお渡し

し、これからの事業の組み立て方の参考にして

いただきたいと、議員の皆様からも評価してい

ただきたいということで資料をお渡ししていま

すし、ホームページで公開もしています。それ

から、市民の皆様方にもパブリックコメントを

いただくなり、行政評価のあり方についても含

めて今後どうしていくのかという御意見を賜る

ために、ホームページで公開して意見をいただ

いております。 

  今後につきましては、内部だけの評価ではな

くて、外からの目線の評価も必要であろうと。

それも大事でありますし、また議員の皆様方か

ら評価していただくということも第１点でござ

いますので、その評価のあり方については外部

からの評価も含めて今後の検討課題であるとと

らえています。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 国と市では事業そのも

のも規模も違いますし、むだ遣いなどはできな

いと思いますけれども、その事業が市民に対し

てきちんと説明責任を果たしてくれれば問題は

ないと思いますけれども、結構不可解なという

か、市民にしたらよくわからないような事業も

よくあると思います。ただ、市民の目線で優先

順位をつけるといいますか、市の事業に対して

市民が自分たちの立場から考えて、これは必要

である、必要でないとか、そういう優先順位と
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いいますか、それをつけていくことも市として

考えていいのではないかと思いますが、その点

についてはどうでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 事務事業評価につきま

しては、個々の事業について評価して、どうす

るのかという視点でやっております。これを一

つ一つの事業を組み立てた観点から施策評価あ

るいは政策評価という体系的な考え方で評価も

しています。次年度の予算要求時あるいは査定

時、決定時にはこの優先順位あるいはその評価、

そういったことを参考にして聞き取りなどでや

ってございますし、既に優先づけは原課で行っ

ておりますし、評価委員会でも順位づけ、優先

度づけを行っておりますので、現在もその順位

づけ、優先度づけは行っているところでありま

す。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。今の行

政評価、平成15年からやっている行政評価の方

法で今のところはやっていくということだと思

います。外部のチェックは要らないと私には聞

こえましたけれども、そういうふうに受けとめ

てよろしいのでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 市長の答弁にもありま

すように、外部、外からの評価は決して不必要

だとは思っておりません。必要なことだなと感

じています。ただ、400全部をやるということ

は大変な作業でありますし、焦点がぼけてしま

うこともあります。そういった意味では、どの

事業を評価していただくのか、どういう手順で、

どういうメンバーでやっていくのかという全体

の構想を立てながら、どういう評価がベストな

のかということを今後研究してまいりたいと考

えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 全員協議会のときも話

ありましたけれども、市長からもそのとき責任

はだれがとるという話もありましたけれども、

責任は私は住民がとると思うんです。それは変

わりないと思います。市民の目線に立って行政

をチェックすることは必要なことだと思います

ので、今後そういう点も含めて考えていただき

たいと思います。 

  次に、財政再建に行きます。 

  財政再建の中で、ちょっと脱線して話ししま

したけれども、職員研修の話を私はしましたけ

れども、職員の研修というのは前から私が言っ

ていますけれども、予算的にはほとんどないよ

うな状況ですけれども、こういう状況でずっと

このままいくのでしょうか、その辺をもう少し

考えていただきたいと思いますけれども、いか

がですか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 職員の力をどう高めるかとい

うことが、ひいては市のいろいろな政策、施策

をどう目標に近づけていくかということに直接

つながりますので、職員の研修というのは大事

だと以前からとらえています。ただ、余り金を

かけないでやってきたというのが実態でありま

す。金をかけないでどうやって効果的な研修を

していくかということでずっとやってきていま

すが、やはりある程度かけないとなかなか今す

べき研修というものができないということもあ

りまして、まだまだほかのところから比べれば

少ないんですが、今年度は約40万円から70万円

ぐらいにふやしましたし、来年度もまだ要求段

階で、どんなふうに査定されるかわかりません

が、もう少し充実させていきたいと思っており

ます。これまで議会でもいろいろ御指摘を受け
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てきたところですし、先日、職員といろいろ話

し合ったところ、特に若い人を中心に研修への

参加意欲というのが非常に高いものがありまし

た。やはり自分をもっと高めたいという職員が

多くいました。そういったことにもこたえてい

かなければならないのかなと思っています。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） さっき中身が伴わない

と言いましたけれども、市民に対するサービス

が充実していると考えているのでしょうか。私

からすると最近少しサービスが縮減と言ったら

おかしいですけれども、そういう懸念がありま

すので、その点についてお聞きしたいと思いま

す。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 サービスという内容で

ございますが、事務事業なのか、丁寧さなのか、

接し方なのか、いろいろ考え方、とらえ方があ

りますけれども、財政を投入して実施するサー

ビスとしては法定的なもの、あるいは市が単独

で実施しているもの、いろいろあるわけですけ

れども、総体的に言えば市民サービスが低下し

ないように、極力これを最優先として行政運営、

財政運営をしていることは事実でありますので、

私どもとしては財政が苦しい中にあってサービ

ス水準を落とすことなく行政運営が行われてい

るととらえてございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今、サービスと言った

のは全体的なことでございます。丁寧さとか、

そういうのを言っているんじゃなくて、全体的

なもので言ったのでございます。それはわかり

ました。今後、職員研修も一生懸命やってもら

って、職員の意識を高めていただきたいと思い

ます。 

  それから、先ほど申し上げましたけれども、

17億ほどの繰出金が毎年あります。特別会計、

この間の全員協議会の資料では特別会計を入れ

たやつじゃなくて一般会計だけのように感じま

したけれども、特別会計は基本的には市長が言

うには独立採算制と言っておりますけれども、

現実には違うように感じられますけれども、そ

この食い違いというか、相違点はどう考えてい

るのかお聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 下水道とか国保会計

等々に繰出金をしております。合わせて17億円

ということで具体的に数値を出されております

が、その繰出金でありますが、基準内繰り出し

ということで、法律で定められた範囲内という

ことで、基準内繰り出しということで出してい

る部分、それを上回って出さざるを得ない部分

ということに分けられると思いますが、その基

準を超えて出すことが特別会計の独立性、自主

性、そういったことを損なうというよりも、そ

ういったこと自体が自立性、独立性が足りない

といいますか、ならざるを得ないということも

ありますので、そういうことのないように極力

気をつけているんですけれども、例えば下水道

につきましては普及率を向上させるために非常

に急いで事業を行った結果、起債が非常に多い

とか、運営に多くの金を要するということで、

基準を超えたお金を出さざるを得ないという面

もありますので、今のところは基準を超えた繰

り出しを行っている会計もございます。しかし、

今後は運営に細心の注意を払いながら基準を超

えた繰り出しが極力ないように頑張っていくと

いうことで各会計も行っておりますので、そう

いった方向に行くと思います。以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） さっき質問したんです
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けれども、広域について少し申し上げましたけ

れども、見直しの時期というか、見直しはでき

ないのかもしれませんけれども、そういう時期

に来ていると思いますが、その点についてはど

うお考えでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 広域については立場が違うので、

ここでの質問にすべてお答えすることはできな

い状況にあります。しかし、知っている範囲の

情報提供ということでございますが、例えば先

日行われました12月臨時議会におきまして、消

防費分担金について情報提供ということで申し

上げたいと思います。過去５年間の消防費の分

担金ですが、新庄市の割合が37.46、人口割で

いきますと47.73です。金山町が8.33、人口割

8.15です。最上町が12.82、人口割12.62です。

舟形町が7.88、人口割5.87、真室川が12.25、

人口割11.79、大蔵村が6.21、人口割3.72、鮭

川村6.92、3.19、戸沢村8.13、6.93。５カ年平

均においてはそういう状況になっています。今

後予想されるのは38.92、21年度の予算ベース

でいきますと新庄は若干来年度上回る。それに

つきましては、消防の大蔵村と舟形分署の統合

によりまして一つ減ります。さらに、来年は鮭

川村が減ります。そうしたところは人口割等か

ら負担率が下がるように計算されております。

その分、新庄と金山、戸沢村の分担金が上がる

予定であります。しかし、全体的な金額は統合

廃止によって下がっていると、全体的な負担率

は下がるということを御理解いただきたいと思

います。 

  なお、先ほど申し上げました調整ということ

で、人口割では47.73、新庄市が負担しなけれ

ばならない、しかしそこには平等割で８市町村

が最上中央署、本部機構を支えているという状

況があります。そのことが平等割ということで

ありますので、新庄にとっては中央消防署につ

いては７町村が均等割で負担していただいてい

るということで、47.73に対して38.92という負

担割だと、情報提供だけさせていただきたいと

思います。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。改新会会派の山口吉靜でございます。 

  日本は、霧の中に入ったような先が見えない

現在の状況であります。その中で、日本に三つ

の危険信号があります。第１は、高齢化と人口

減少であります。1963年に153人しかいなかっ

た100歳以上の高齢者がことしは４万人を超え

ました。第２は、国の864兆円の大借金であり

ます。国債発行で賄っておりますが、家庭で例

えれば、毎年、年収と同じぐらいの借金をする

国になっておるわけです。第３は、成長のかな

めである教育と先端技術への投資が不足してい

る点であります。人材と技術の育成で日本は世

界に追いつかれており、教育は５年から10年か

けて投資効果が出てくるのですが、すぐ始めな

いと遅いのであります。一方で、高齢者がふえ

て借金で首が回らなくなる、一体どういう国に

なるのか大変不安であります。 

  また、政府も行政刷新会議の作業グループに

よる９日間の事業仕分け作業が終了し、廃止・

見送り、連日次々と大なたが振るわれて、表決
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結果に関係者は胸を突き刺される思いかもしれ

ない政府の行政刷新会議事業仕分けは、作業が

進むに従って波紋が広がってきており、むだの

排除が目につき、地方の声や中・長期的視野で

事業を育てる視点を忘れていないか、正式に決

まったわけではないわけですけれども、最終的

には政治判断となりますが、示された一定の方

向性が予算編成の判断材料となるだけに、関係

者の不安は大変大であります。 

  また、政府がデフレ宣言を出しました。円高

デフレ不況にあえぐ日本経済に、円急騰の衝撃

が走りました。消費者が所得減少や将来不安か

ら生活防衛意識を高めることが背景にあり、企

業は激しい安値競争を続け、収益減が雇用や所

得を圧迫し、さらに消費を冷やす、その連鎖に

陥りつつあります。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

  次の７点について質問させていただきます。 

  まず１点目は、新庄古口道路の進捗状況をお

伺いいたします。 

  民主党を中心とする新政権の公共工事削減方

針が鮮明になり、大きく立ちおくれてきた本県

の高速道路整備の行方に不透明感が増しており、

事業費が削減されていけば県内の高速道路の整

備がさらにおくれを見るのは確実となります。

なお、詳細な工事工程表もあわせてお伺いいた

します。 

  ２点目は、厳しい失業率についてお伺いいた

します。 

  民間からは「政策効果が一巡し、景気は二番

底の懸念もある」との厳しい見方が出ており、

７月に過去最悪の5.7％を記録した失業率は現

在６％に達したと言われています。完全失業は

15歳以上の働く意欲がある人のうち職がなく求

職活動をしている人の割合ですが、派遣切りな

どで昨年10月以降に職を失ったか、ことし12月

までに職を失う予定の非正規労働者は4,402事

業所で合計24万6,847人に上ることが、11月27

日、厚生労働省の調べでわかりました。10月時

点の調査によりますと2,539人増加いたしまし

た。完全失業率の高水準が進行していることの

みならず、労働人口の減少、雇用者数の減少、

正規従業員の減少、非正規従業員の増大などに

加えまして、国民の所得の減少や貯蓄の減少な

ど、とりわけ若年者、女性、高齢者にとってま

すます厳しい状況が続いております。それは経

済不況、大企業のリストラ、中小企業の廃業、

倒産などによって増幅されております。本市で

の対応についてお伺いいたします。 

  次に、３点目は、雇用対策についてお伺いた

いします。 

  現在の景気動向から見れば、労働力市場は冬

の時代に変わりない現状であります。急速に悪

化する雇用環境を前にして、各党は雇用対策の

柱の一つに掲げており、民主党は雇用の安全網

の拡充により力点を置いている。職業訓練中に

月額最大10万円の手当を支給する、求職者支援

制度の創設や常用雇用の拡大など非正規雇用者

の保護、最低賃金を全国平均で1,000円に高め

ることを盛り込んでおります。雇用確保の難し

さはさまざまであります。一つは企業の姿勢に

あり、二つ目は失業者の持っている技術、能力

にあります。雇用安定には、景気回復が見通せ

ない、来春には就職先が決まらないまま卒業す

る学生が多く出るおそれがあるため、新卒者向

けの進路相談、合同説明会などの対策を新庄市

としてどのように考えておられるのかをお伺い

いたします。雇用問題は、まさに地域の問題で

あり、国の制度、方針に縛られることなく、独

自性のある雇用対策を講じる必要があると思い

ますが、雇用状況はどんどん悪化の一途をたど

っております。継続的な雇用を図るために、ど

のような創意工夫をされるのか、本市について

の対策をお伺いいたします。 

  次に、４点目は新型インフルエンザについて
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お伺いいたします。 

  11月４日の全員協議会で新型インフルエンザ

対策について御説明いただきましたが、保育所、

児童館、１ないし４歳児の比較的抵抗力のない

子供たちの状況をお伺いいたします。県の11月

27日の発表によりますと、新型インフルエンザ

の集団発生のため、新たに４市町６施設で学級

閉鎖などを行ったとあります。新型インフルエ

ンザについては全国的に患者数が増加しており、

流行期に入っております。11月26日現在で休校

などを行っているのは202施設、累計では749施

設とあります。さらに、県の12月３日の発表に

よりますと、新型インフルエンザの集団発生の

ため新たに10市町12施設で休校などを行い、２

日現在で学級閉鎖などを行っているのは150施

設、累計では822施設であります。また、県は

４日夜、新型インフルエンザを発症した最上地

方の60代の女性が死亡したと発表がありました。

また、新型インフルエンザに感染した愛知県春

日井市の男性51歳が重症肺炎で死亡したと同県

から５日に発表がありました。同県内の基礎疾

患がなかった新型インフルエンザ患者の死者は

８人になり、全国では99人目でした。また、け

さの新聞で、京都市は６日、新型インフルエン

ザに感染した同市内の男性74歳が５日に死亡し

たとの発表があり、新型インフルエンザによる

死亡は疑い例も含めて全国で100人となりまし

た。このような現状の中において、新庄市とし

てのインフルエンザの対応、対策をお伺いいた

します。 

  次に、５点目は、高齢者虐待についてお伺い

いたします。 

  平成18年４月１日から高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施

行されました。県によると、2008年度、高齢者

虐待は159件確認され、被害者は８割近くが女

性であったと。本市においてはいかがですか、

お伺いいたします。 

  次に、６点目は、税収の落ち込み対策につい

てお伺いいたします。 

  歳入と呼ばれる収入は税金が中心で、働く人

が納める所得税、会社が納める法人税、お店で

品物を買うときにかかる消費税が国の税収の三

つの柱であります。地方交付税は確実に縮小を

続け、市税も2009年度は前年度と比べ２億円以

上の減額を見込んでおり、どのように財政を引

き締められるか、本市の見解、見通し、また対

策をお聞かせいただきたいと思います。 

  次に、７点目は、中学校給食についてお伺い

いたします。 

  10月からの中学校給食実施、御苦労さまでし

た。けさの小嶋議員から詳細について質問があ

りました。私からは費用、維持費についてお伺

いしたいと思います。今までにかかった費用、

そして合計金額、またその後の維持費、毎年ど

のぐらいの費用がかかりますか、あわせてお伺

いいたしたいと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  第１点目の新庄古口道路の進捗状況につきま

しては、現時点用地で約６％、事業につきまし

ては約11％と伺っております。全体の概要は、

本市福宮から戸沢村古口へ至る延長10.6キロメ

ートル、全体事業費430億円が見込まれており

ます。本年度事業費は約29億円で、新庄市、戸

沢村双方の用地買収を進めることとしておりま

す。翌年22年度につきましては、概算要求額20

数億によりさらなる用地買収の推進と道路改良

工事や最上川にかかる橋梁工事が予定されてお

ります。一方、平成22年度、国の道路関係概算

要求基本方針には予算額、事業箇所ともに２割
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の削減で臨むとあり、整備のおくれが懸念され

るところであります。加えて、用地難航箇所や

地元調整に時間を要する箇所は大幅に削減する

とも記載されており、これまで以上に地権者の

皆様には御理解、御協力が得られますよう本市

としても努力をしてまいりたいと考えておりま

す。縦軸としての新庄北道路の供用が翌年度に

決定し、横軸、新庄古口道路の供用につきまし

ても早期実現に向け働きかけを強めてまいりた

いと考えております。 

  失業率と雇用対策につきましては、あわせて

お答えさせていただきます。 

  全国の10月末の完全失業率は5.1％となって

おり、依然として厳しい状況が続いております。

市の失業者の施策として、ふるさと雇用再生特

別基金事業や緊急雇用創出事業臨時特例基金事

業を実施して雇用の創出に努めております。ま

た、新庄最上地域の自治体、経済団体で構成す

る最上地域雇用創造推進協議会において就職促

進を図る事業に取り組んでおります。民主党の

マニフェストの雇用経済対策の中に、職業訓練

期間中に月額最大10万円の手当を支給する求職

者支援制度や最低賃金全国平均時給1,000円を

目指すことが盛り込まれ、求職者支援制度につ

いては三党連立の連立政権樹立に当たっての政

策合意にうたわれており、国において平成23年

度の制度創設に向け検討が進められております。 

  最低賃金の改定については、景気低迷が続く

現状において非常に厳しく、中小企業への配慮

など解決すべき課題が少なくないとの報道があ

ります。 

  現在の雇用情勢についてですが、改善の兆し

があるものの、厳しい状況が続いており、全国

的に見て完全失業率、有効求人倍率ともに東北

地域が最低で最も厳しい地域となっています。

新庄公共職業安定所管内の10月有効求人倍率は

0.44倍となっており、平成21年６月以降徐々に

改善しておりますが、前年同期比0.18ポイント

の低下となっています。 

  本年10月末の新庄公共職業安定所管内の来春

高校卒業予定者の就職希望者は215名で、前年

比19名の減、求人は254名、前年比211名の減、

管内では73名、前年比89名の減、県外企業から

の求人も181名で、前年より100名以上減少して

おります。就職内定率は58.6％、うち県内への

就職内定者は43名、就職未内定者は89名となっ

ております。これまで労働局、県が商工会議所

を通じての求人要請の実施や新庄公共職業安定

所において事業所訪問による求人開拓、高校生

就職面接会の開催、学校訪問による未就職者の

情報収集と職業相談などが行われております。

これからも新庄公共職業安定所や各関係機関と

の連携を密にし、より多くの方が就業が図られ

るよう努めてまいる予定であります。 

  次に、新型インフルエンザについてですが、

保育所、児童館の新型インフルエンザについて

は、10月21日に泉田保育所で罹患者が確認され

て以降、急速に拡大し、11月30日現在、保育所

では600名中115名、児童館では58名中４名の児

童が罹患しました。これまで保育所等では感染

拡大防止のため、うがいや手洗いの徹底、福祉

事務所としては総務課に設置された新型インフ

ルエンザ対策本部と連携し、消毒液やマスクの

配布と保護者への注意喚起などの手段を講じて

きました。しかし、感染の広がりが余りにも早

く、やむを得ず北部保育所とパリス保育園を休

所といたしましが、結果として休所後は流行を

抑えることができ、一定の効果はあったものと

考えております。保健所の調査では、最上地域

の発生状況は一時的にしろ落ちつく傾向にはあ

りますが、全国的あるいは全県的に広がりを見

せており、今後は季節性インフルエンザが流行

する時期にも入りますので、これからも各保育

所、児童館と連携し、インフルエンザの感染拡

大防止の対策を講じてまいります。 

  なお、１歳児から４歳児の罹患状況について、
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保健所では年齢ごとの実数調査は実施していな

いとのことであります。 

  次に、高齢者虐待についてですが、本市にお

きましては平成20年度で虐待の相談、通報が12

件ございました。そのうち事実確認の結果、虐

待と判断された事例が11件で、内訳は男性が２

名、女性が９名であります。被虐待者は全国的

にも８割近く女性であり、新庄市も同様の傾向

を示しております。本市におきましては、高齢

者虐待の予防と早期発見、早期対応及び再発防

止を図り、高齢者が健康で平穏な生活ができる

ことを目的に、平成18年度に新庄市高齢者虐待

対応マニュアルを策定し、虐待防止施策を展開

しております。平成19年度には高齢者虐待防止

連絡協議会を設置し、年に１回、定期開催して

おりまして、構成は民生児童委員、区長、医療

関係、保健福祉関係、医師会、保健所、警察、

弁護士など19名で、早期発見や見守りから支援

まで連携、協力体制を構築しております。個々

のケースにつきましては、このメンバーを主体

として担当者レベルで随時ケース検討会を開催

しており、また権利擁護セミナーの開催や各種

研修会への参加、パンフレットの作成なども包

括支援センターと協力して虐待防止の普及啓発

に努めております。 

  次に、税収の落ち込みについてでありますが、

地方自治体の財源と権限を含めて「３割自治」

と言われますが、本市も例外ではなく、歳入の

うち市税が約３割を占めております。また、地

方交付税も約３割を示しておりまして、この二

つが市の一般財源の大部分となります。御質問

の地方交付税につきましては、所得税、法人税、

酒税、消費税、たばこ税の国税５税のうち、そ

れぞれの一定割合が原資となります。したがい

まして、国の税金が落ち込めば、連動して地方

交付税も減少することになります。平成22年度

の概算要求におきましては、地方交付税は事項

別要求で１兆円の増額とされましたが、事業仕

分けではなぜか抜本的な見直しと判定され、現

時点でどの程度予算化されるのか不透明な状況

にあります。 

  一方、地方税におきましても、景気後退によ

る減額は不可避の状況でありますので、市の平

成22年度の予算を考えますと、市税の減少と地

方交付税の減少という二重の苦しみに直面する

ことになります。人件費や公債費は極力抑制し

ていかなければなりませんが、そのほかにも事

務事業の見直しを行うとともに、中・長期的に

は施設の見直しを真剣に考えなければならない

時期にあると考えております。今後、学校施設

の耐震化や小中統合学校建設などの重要事業も

想定されており、平成20年度に策定しました財

政再建プランをローリングしながら確実に遵守

し、財政の健全化に努めてまいりたいと考えて

おります。 

  最後の中学校給食につきましては教育長に答

弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 中学校給食の費用についての御

質問でございますが、現在までかかりました費

用は、新規で購入した厨房機器が約8,970万円、

厨房、搬出口・搬入口等の工事費は約5,562万

円となっております。また、調理配送の業務委

託に関しましては、プロポーザル方式を採用し、

応募のあった４社の提案書を事業者選定審査会

においてプレゼンテーションを経て審査の結果、

株式会社ベストが今年度半年間で約3,255万円

で決定し、当初予算5,900万円を下回りました

が、給食の質の低下といった問題もなく事業を

展開しているところでございます。 

  その他の経費としましては、食器一式につき

ましては現在小学校で採用している５年間のリ

ース方式で行い、今年度は半年間で約77万円と

なり、これらを合計しますと総額では約１億



- 58 - 

7,872万円であります。 

  ランニングコストとしては、来年度は調理配

送の業務委託に約6,968万円と考えており、食

器リースは約154万円、合計で約7,122万円とな

り、当初予定していた経費をかなり下回ると見

ております。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） まず新庄古口道路につ

いて、二、三お伺いいたします。 

  工事予定がおくれることはないのかというこ

とと、インターチェンジの設置場所については

変更はありませんかということと、土地の支払

い時期、補償金の支払い時期、分割または一括

払いとなるのかどうか、完成の時期はいつごろ

になるのか。あと、「２割の削減で臨む」とあ

りましたけれども、これは毎回というか、従来

もそのように大体２割の削減になったのかどう

かということをまずお伺いいたします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 新庄酒田道路につきま

しては、平成６年に地域高規格道路の指定を受

けまして、そのうち新庄古口道路が整備区間と

しては平成12年に指定を受けています。それか

らいろんな測量とか土地調査、環境影響評価、

用地調査などを実施してまいりました。あくま

でも計画は順調に進んでおりまして、おくれて

はいないと認識しております。 

  ２番のインターチェンジの設置場所の予定と

いうことで、新庄古口道路の起点であります福

宮地区に１カ所、中間として国道458号長坂地

内に１カ所、主要地方道の古口大橋の手前に清

流園という施設がございますけれども、そこの

主要地方道新庄戸沢線に１カ所、終点部に当た

ります古口地内に１カ所、計４カ所、いわゆる

ダイヤモンドインターということで、乗りおり

ができるような予定で進んでおります。 

  土地の引き渡し時期、補償金の支払い時期に

つきましては、先ほど市長が申し上げました。

用地買収については用地調査を踏まえまして、

今年度から新庄市については用地調査に入って

いまして、間もなく鑑定の結果、福宮、升形、

前波の方でそこで説明会、単価の提示というこ

とで、用地買収の説明会を開催する予定となっ

ております。 

  完成の時期でございますけれども、大体３年

ぐらいをめどとしておるようです。また、支払

いについては、契約後、今年度は山林、原野部

分を予定しておりまして、それを優先としまし

て、22年度以降は宅地とか、そういうところに

入っていきますけれども、当然その年度で予算

計上しております用地買収費、補償費につきま

しては当該年度で契約、所有権移転が完了次第、

一括で支払うことになっております。 

  それから、予算額、事業箇所の２割削減とい

うことで、今年度政府の基本方針では全国すべ

て道路関係につきましては２割の削減というこ

とで、継続箇所についてはそういう通達といい

ますか、それを受けております。 

  なお、新庄古口道路、新庄酒田道路につきま

しては、今、現国道はいろんな交通規制がござ

います。雨の量とか150ミリ以上の通行規制、

最上川の河川のはんらんで通行規制、これが新

庄から戸沢までの間に３カ所ございます。それ

がまた降雪期に雪崩とか発生した場合、通行ど

めになるということで、二けた国道の地方の重

要性といいますか、それについてはこれから地

方の声として訴えていかなければならないと思

っております。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 次に、最低賃金を全国

平均1,000円に高めるということがありました

が、新庄市の場合は最低賃金のことに対してど

のように考えておられるのかお伺いいたします。 
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黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 最低賃金についてお尋ね

でございますので、お答え申し上げます。 

  確かに政権与党は1,000円という数字を出し

てございます。山形県の現在の最低賃金は１時

間631円ということでございます。これは業種

によって若干違いますが、おおむね631円とい

う数字を使ってございます。 

  最低賃金の引き上げにつきましては、労働者

側から見れば非常に結構な話ではございますけ

れども、反面、企業側にとりますと企業のコス

ト増につながるということが一つ上げられるか

と思います。それがひいては経営を圧迫すると

いう側面もあろうかと思います。最低賃金の大

幅な引き上げにつきましては、かえって雇用が

失われるといった声も聞かれるということで、

そこはすぐに1,000円ということにはならない

のではないかと思っております。今後、政権与

党が示しました1,000円という数字がどのよう

に動いていくのか今後注視してまいりたいと思

います。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 次に、インフルエンザ

の中で、ワクチンを優先接種される職種につい

てお伺いいたします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 優先接種順位についてお答え

申し上げます。 

  最初、最優先順位は医療従事者という形で示

されました。次に、２番目の優先順位について

は基礎疾患を有する者ということで、従来病気

を有している方々が第２順位という形でござい

ます。第３順位が１歳から小学校３年生まで、

さらには小学校４年生から６年生まで、中高生

という形で、一番最後の方に65歳以上の高齢者

という順位が示されております。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 最後に、中学校給食に

ついてお伺いいたします。 

  中学校の給食について、３月議会の際には、

親子方式の学校給食事業では年間約２億2,350

万円、５年間で11億1,750万円になる見通しと

の試算を御答弁いただいておりますけれども、

調理配送の業務委託が始まって、事業費につい

ても当初の見通しと変わってきていると思いま

すので、改めて現時点で平成22年度以降の学校

給食事業の見通しは全体で幾らになるのか、５

年間の見通しも含めて、見通しと実際の比較に

ついての差額などあれば教えていただきたいと

思います。 

  11億1,750万円というのは今回伺っている年

間掛ける５で計算すれば、年間約２億2,350万

円とありますけれども、これは年間掛ける５年

間の11億1,750万円となる計算なのかなと思い

ますけれども、お伺いいたします。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 御質問にお答えさせてい

ただきます。 

  10月より中学校給食を親子方式で調理配送業

務を民間委託して始めておりますが、学校給食

事業の今後の見通しについてお答え申し上げま

す。平成22年度より年間では自校方式４校で約

9,100万円、委託方式は小中合わせて10校で約

7,100万円、合計で年間１億6,200万円となりま

す。５年間では合計８億1,000万円ということ

になり、当初お示し申し上げました11億1,750

万円と比べて３億円余り予算削減になる見通し

と考えております。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） ３億円削減していただ
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いて、ありがとうございます。 

  これで一般質問を終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時３７分 休憩 

     午後１時４７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小関 淳君。 

   （７番小関 淳議員登壇）（拍手） 

７ 番（小関 淳議員） 勁草会の小関です。 

  今までの議事録に目を通してもらえばわかり

ますが、私は議員になって以来、一貫して市民

と行政と議会が結束して困難な状況に立ち向か

えば必ず状況は克服できると主張し続けてきま

した。その三者間の信頼を構築していくには、

それぞれがお互いを尊重し合い、十分に理解し

合おうとする努力を積み重ねていくことが何よ

り重要であるという確信のもと、さまざまな質

問や発言をしてまいりました。 

  しかし、現状は残念ながら私の意図する方向

とは真逆に進んでいるように感じます。議員で

ある以上、言葉に自分の新庄市発展への思いを

込めて発言するという行為は間違っているとは

思えません。このまちを何とかしたいという、

ただそれだけの思いをどのように表現すれば理

解してもらえたのでしょうか。そして、理想と

する執行部と議会の緊張感のある良好な関係は

どのようなことをすれば構築されていくのでし

ょうか。できれば、なかなか御理解いただけな

い皆様にそれをお教えいただきたいと思います。

せめて庁舎内で顔を合わせたときには社会人と

して当たり前にちゃんとしたあいさつくらいは

してほしいと考えるのは無理なことでしょうか。

そのようなこともあり、今、私は焦燥に駆られ、

自分の無力さに憤りも感じております。恐らく

この状況は、ことし３月定例会での職員給与議

案の件や６月定例会で執行部への幾つか疑問を

感じる行為に対する確認をしたことがわだかま

りとなっているような気もしています。しかし、

多くの市民から負託を受けているそれぞれの議

員が、執行部側の意向にすべて沿うようなこと

ばかりしていては、それこそ市民から無用呼ば

わりされてしまいます。私たち議員は、執行部

の皆さん同様、市民感覚を大切にし、市民が置

かれている現状を住民に把握し、市民の代表と

しての重い責任と誇りを忘れず、議会に臨まな

ければならないはずです。 

  この12月定例会、議会の議論にはいまだにふ

なれな私ですが、早い時期に３本の矢を実現さ

せ、目前にある多くの困難を乗り越えていくた

めに、品格ある真剣な議論を目指したいと思い

ます。その辺のところを十分に御理解いただき、

市長初め執行部の皆様、市民にわかりやすい明

確な答弁をよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告書に従い質問をいたします。 

  まず初めに、市民と行政にある溝をどう埋め

ていくつもりなのかについて質問をしていきた

いと思います。 

  先日、最上総合支庁総務企画部地域資源課に

よる若者定住に関する高校生の意識調査を目に

しました。この調査の目的は、若者の地域外流

出に歯どめをかけ、最上地域の人口減少、少子

化対策の糸口をつかもうとした意欲的なもので、

大変興味深い傾向を見ることができました。 

  調査対象は最上地域の高校３年生843人で、

「新庄最上地域に住みたいか、住みたくない

か」、就職・職業観、地域活動の意識、地域の

自慢などについて、ことし９月中旬から10月初

旬にかけ各高校を通じてアンケートを実施した

ものです。それによると、「将来最上地域に住
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み続けたいと思いますか」との問いに、最上地

域全体では59.7％が、新庄市に限れば66.6％が

「住み続けたいと思う」という結果が出ていま

した。この数字に少しほっとした反面、３人に

１人がこの地域から離れたいと思っているとい

うことでもあり、この地域に暮らす１人の大人

として、そして市政にかかわる一議員として責

任の大きさと非力さを感じずにはいられません

でした。 

  新庄市でも満18歳以上を対象にした平成21年

度新庄市まちづくり総合計画市民アンケート調

査を行っています。その中にも「今後とも新庄

市に住み続けたいか」という項目があり、全体

では67.7％、約７割弱が「住み続けたい」と回

答しています。この数字は高校生のアンケート

とほとんど変わりませんが、居住年数ごとの集

計では見方によっては大変ショッキングな傾向

が見られました。それは、住み始めて１年未満

の市民は、何と８割が「住み続けたい」と回答

しています。しかし、１年から５年を経過した

市民が「今後とも住み続けたい」と回答してく

れたのはわずか36.4％と激減し、その差43.6％

も下がっているのです。やはりこのデータから

も３人に１人はできれば新庄を離れたいという

結果になっています。この数字は一体どういう

ことを意味しているのでしょうか。私が考える

に、１年以上暮らすとこのまちにある何らかの

要因によって転出願望を抱くようになるのでは

ないか。この数字を見る限り、非常に口惜しい

のですが、認めざるを得ないようです。この結

果について市長はどのような感想をお持ちでし

ょうか。やはり、この結果を真摯に受けとめ、

要因となっている課題を早急に突きとめ、市民

と行政、そして議会の３本の矢が結束し、課題

解決のために全力を傾ける時期が今なのではな

いでしょうか。 

  最近、全国の自殺者がことしも３万人を超え

たという報道がありました。３万人超えはこと

しで11年連続だそうです。2008年のデータでは

国際的に見ても日本の自殺率は高く、世界で８

番目にランクされています。年間の交通事故死

者が五、六千人ですから、およそ６倍近い人が

自殺で亡くなっています。さらに、未遂の人は

その10倍以上とも言われています。山形県は全

国でも自殺率が８番目に高く、その県内で新庄

最上地域の自殺死亡率が最も高いというデータ

も出ています。この新庄市でも毎年10名以上の

方が亡くなっています。新庄警察署の集計によ

りますと、特に高齢者の自殺が多くなっている

そうです。さらに、未遂者は100名以上、その

周囲で重大な影響を受けている人は五、六倍と

言われていますので、600人前後は社会的にも

心理的にも深刻な影響を受けながら悲痛な日々

を送っていることになります。自殺率から見れ

ば世界で８番目の国、その日本の中で８番目の

山形県、その県内のトップが新庄最上地域とな

っているわけです。市長は地域のこのような現

実をどう受けとめていらっしゃるのでしょうか。

今考えられるすべての有効な対策を早急に進め

る必要はないのでしょうか、市長の御意見を聞

かせてください。 

  次に、先月初めに総務省が発表した早期健全

化団体の報道に市民の多くが新庄市の先行きに

不安を感じています。その実質公債費比率の数

字に間違いはないと思います。それは事実です

から報道されても一向に構いません。しかし、

その数字だけが事実のすべてかといえば、決し

てそうではなかったはずです。市長を初め執行

部、議会、そして市民、全体で耐え忍びつつ、

極力市民サービスを低下させることなく、過去

に積み上げられた膨大な借金を毎年度返済しつ

つ、財政健全化に向け懸命に努力してきたこと

も内外に評価されるに値する確かな事実ではな

いでしょうか。一部の報道機関が記事にした一

部の事実だけの報道が、どれだけ市民を不安の

渦に巻き込んでいったのか。さらに、全国で暮
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らす新庄市出身の方々にとってもどんなに心を

痛める結果になったのか、想像しただけでも悔

しく、今でも奥歯がぎりぎりと音を立てそうで

す。これからは報道機関の方々にもぜひそのよ

うなことに配慮しながら正確な事実の報道に努

めていただきたいと思います。 

  少し横道に反れてしまいましたが、今回の報

道などで市民の多くが感じた不安を払拭するた

めの正しい情報をその後市としてはどのような

手法で提供し、市民の不安解消に努めてきたの

でしょうか。 

  次に、市長のマニフェストにもあります職員

地域担当制は現在どのように浸透しているので

しょうか。いただいたマニフェスト実行状況に

は、平成20年１月から施行し、11月から市内

215地区において全職員40班編成で実施してい

ると書かれていますが、どのようなことが議論

されているのでしょうか。そして、現在、地域

担当制の課題になっていることはどのようなこ

となのでしょうか。さらに、今後どのようにこ

の事業を進めていくおつもりなのでしょうか。 

  私としては、市民協働をより市民に理解して

もらい、真の住民自治を構築するための事業と

しては、やりようによっては有効なものだと考

えますので、ぜひ職員の負担増なども考慮しな

がらじっくりと地域に定着させていただきたい

と思います。 

  続いて、市のさまざまな事業や施策を構築す

る上で、立案段階からの市民参加は極力進める

べきではないかと考えていますが、現在どのよ

うな状況になっているのでしょうか。新政権に

なったとはいえ、これから先、地方に対してど

のような姿勢で分権化を進めようとしているの

か皆目検討がつきません。しかし、860数兆円

というすさまじい国債を抱え、金利だけでもた

った１日で約250億円にもなるというような国

の財政状況では、地方に潤沢な交付金が回って

くるとは到底考えられません。そういう状況も

含めて考えると、もう市民サービスのすべてを

新庄市が担う時代はとうに終わってしまったこ

とを私たちも、市民一人一人も自覚しなければ

ならない時期に来ていると感じています。市民

が行政におねだりして物事が進む時代ではなく

なったのです。これからの新庄市は、市民と行

政がともに自分たちのまちは自分たちが支えて

いくという本当の意味での前向きな市民協働の

道を積極的に進めていくべきではないのでしょ

うか。 

  その協働のまちづくりを積極的に進めるには、

市民の現状や思いを共有、共感できる真の協働

を理解した職員の資質向上がどうしても重要に

なってきます。この地域にはどういう事業が必

要で、それはどのような事業であるべきかを行

政だけで議論し、施策や事業を仕上げていこう

とするのはもう限界がある時代に突入してきて

います。例えば自主防災組織などを実際に機能

させることができるのは市民の力なのです。行

政だけでは対応できないことがどんどん増加し

ています。やはりこれからは積極的に立案段階

から市民を交え、市民感覚で議論し、より効率

的で有効な事業を進めていくべきだと思います。

そのようなことからも、今まで新庄市では職員

力をより向上させるためにどのようなことに取

り組み、どのような成果があり、今後具体的に

どうしていくのかを聞かせてください。 

  長々と市民と行政にある溝をどう埋めていく

つもりなのかについての質問をしてきましたが、

それに関連する質問をもう一つだけいたします。 

  今も新政権の事業仕分け作業についてテレビ

や新聞、そしてインターネットなどでさまざま

な評論を交え盛んに報道されています。事業仕

分け作業によって新政権はさまざまな事業につ

いて廃止・見直し・縮減などの方向を示してい

ます。何といいましてもこの作業の最大の長所

は、仕分け人に民間人を加え、その仕分け作業

を国民に公開したことです。このような事業仕
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分け作業は、先ほども奥山議員がおっしゃって

いたように、全国の地方自治体で2002年ごろか

ら地域に合ったような形態で導入されています。

そして、もう既に相当の効果を上げていると聞

いています。新庄市民も、このような市民参加

ができて、公開される事業仕分けのような事業

を恐らく待ち望んでいるのではないでしょうか。

新庄市は財政的な改善は見られるものの、まだ

まだ再建への道半ばというところです。今後さ

らに行政機能を高め、施策や事業を見直し、さ

らに役割分担を明確にしていくことが今以上に

重要になってくるはずです。行財政改革の中、

縮小していく予算と人材の中で、さまざまな事

業について各課の枠を越え、統合、整理し、よ

り効率化を図っていくことはもはや当然の流れ

です。そこで、新庄市では事業見直しのような

ことは今後どのような手法で考えているのか聞

かせてください。 

  最後の質問になります。 

  私たち勁草会は、10月末に四国の今治市を視

察してきました。今回は、今まで行かせていた

だいた視察の中でも自治体の方向性に明確な理

念が見えるという点で岩手県の葛巻町視察に匹

敵するほどの感銘を受けてきました。多くの方

は既に御存じとは思いますが、少しだけ説明さ

せてもらいます。 

  今治市では、行政と市民が行うべき責務を明

確にし、市民の食生活と地域の農林水産業を守

るために、食と農のまちづくり条例を2006年に

制定しています。きっかけとなったのはアメリ

カの生物学者レイチェル・カーソンの著書で、

日本では1974年に刊行された「沈黙の春」と、

作家の有吉佐和子が朝日新聞に1974年から約１

年間にわたり連載した「複合汚染」という記事

に衝撃を受けてのことだったそうです。どちら

も農薬汚染や食物汚染の危険性についての警鐘

を鳴らす内容になっていて、今治市民はその恐

ろしさと未来に及ぼす重大な影響があることに

すぐ反応し、自分たちの農業と食卓、そして子

供たちの未来を守るために、約30年前、意を決

して立ち上がったのだそうです。条例には、有

機農業の推進、地産地消の推進、食育の推進な

どの項目のほかに、昨今話題になっている遺伝

子組みかえ作物を規制する内容も盛り込まれて

います。今治市の住民とともにつくり上げた、

この条例は今や市民の誇りともなっています。

また、対外的にも安全安心な作物を生産する今

治市として高い評価を受けています。 

  新庄市でも以前から安全安心な作物生産に取

り組んでいる農業者の皆さんは多くいますが、

残念ながら点在しているように見えます。財政

厳しい今だからこそ、今治市のような市民が誇

りに思える条例制定に向け市民と行政と議会が

結束して協力し、実現させたいと考えますが、

市長はどのようにお考えでしょうか。できれば、

こういう条例が必要なのか不要なのかだけでも

答えてもらえませんでしょうか。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関議員の質問に答え

させていただきたいと思います。 

  初めに、県が行いました若者の定住アンケー

ト調査の数字を並べていただきまして、ギャッ

プがあるということで、「暮らしたい方」が約

６割いるのに、「ここに将来帰ってきて勤めた

いか」となると３割まで減ってしまうという調

査報告を私も見ております。また一方で、１年

未満においては80％が「今後も住みたい」と、

１年から５年になると36.4％ですか、44％以上

の方が「できればここを離れたい」というよう

なことがあるというお話でした。 

  以前、新庄に国土交通省より派遣された伊藤

助役という方がおいででした。１年目、新庄に
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住んで、こんなすばらしいところはないという

ことで、楽しく雪かきをしたと、しかし２年目

になると恐ろしいというようなお話をお聞きし

たことがございます。今、小関議員のおっしゃ

ったことがその意見にダブるような気がしたと

ころであります。 

  そこで、今後転出希望がどういうところにあ

るのか。１点は、私はやはり雪であろうと思っ

ております。雪に対するすべてのこれまでの計

画の中で、新庄市の課題は雪であるということ

が何十年ととらえられてきました。それに対す

る挑戦も現実的に行ってきた。昭和40年代の初

めにおいては散水消雪を長岡に次いで２番目に

導入し、新庄駅前通りがまさしく雪のない世界

をつくり出した。その後、そうしたことの積み

上げの中で、無散水消雪、さまざまな政策の中

で取り上げられてきたと思います。しかし、公

的な分野ではさまざま進んでいるわけですが、

一たん各家庭に返った場合にはその雪の負担と

いうのは重くのしかかっていると思います。こ

れまでも挑戦してきましたが、今後とも雪の問

題ということをどう克服するかということは新

庄の大きな命題であると私は思っております。 

  もう１点、自殺ということを取り上げていた

だきました。このことにつきましては、先ほど

山形県は全国８番目ということで、１番は秋田、

青森が譲ったり譲られたりという汚名を着せら

れているということ、秋田の医師が一緒になっ

てその地域の中で自殺をなくすという運動をや

っているわけです。新庄におきましても、県の

保健所を中心にそうした講演会などを通しまし

て自殺防止の呼びかけを行っています。自殺す

る方々がどういう心理状態になるかといったと

きに、相談する方がいないということに対して、

現在市の相談業務を充実し、職員力によって今

支えられていると私は感じております。非常に

貴重なポジションだと考えております。 

  そうした意味で、相談体制の充実、一方で、

この地域のコミュニティーのあり方というもの

がすべて問われてくるものだと思います。自殺

率の多い青森、秋田、山形県の季節、天候状況

におきましては、非常に雪が多い地帯である、

晴れ間が少ない、そうしたことが大きな原因の

一つではないかということも言われております。

そうしたことをはね飛ばすために何が必要なの

かということも今後研究していかなければなら

ないと。 

  もう一方で、自殺の大きな原因は、年齢的に

は男性が40代、女性が75前後ということで、そ

れぞれの課題が違うような気がしております。

40代前後の人にとっては、家を建てた後の借財、

事業の縮小あるいはさまざまなリストラ等によ

る行き場のないことによる状況からそうした行

為に及んでしまうと。また、75歳前後の女性に

とりましては、家庭環境という表現だけにさせ

ていただきたいと思いますが、家庭環境により

そうした状況に追い込まれる実例が多いという

ことも聞いております。このことについては、

地域の中で孤立させないコミュニティー力をど

う高めていくかということを考えていかなけれ

ばならないと思っております。 

  最初のアンケートからの私の感想ということ

ですので、そのことについては今後とも進めて

いかなければならないと考えていることを御理

解いただきたいと思います。 

  次に、早期健全化団体の報道に正しい情報を

どう提供したかということでありますが、マス

コミ等にたびたび取り上げられ、先日、東京に

行って、新庄明倫会というところに行きました

ときにも新庄の財政を大変心配していただきま

した。しかし、今現状としては大変いい方向に

向かっているということを申し上げ、その表現

力として、ことしは新庄まつりをテレビのマス

コミをかりて報道したという話をしましたとこ

ろ、確かに多くの方が新庄まつりをテレビスポ

ットで見て元気づけられたと、新庄はもう元気
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になったんだなということを言われ、一つの効

果があったのではないかなと思います。 

  これまで山形県におきましては新庄市だけが

25％を超えたということで大きく取り上げ、各

マスコミの取材もそうした視点で「いつ財政健

全化に向かうのか」という取材が多いところで

あります。この議会でも再三にわたりその進捗

状況を説明してまいりました。議会の皆さんに

おいては当然乗り越えているという実感、これ

をどう市民につなげていくかということであろ

うかと思います。喫緊に行われましたＮＨＫの

放送でも、秋田県の大鰐、福島県の双葉、新庄

の三つが出たことによって、内容を精査せずに、

というよりも直感的に新庄がまだ悪いと感じ取

った方がいたと。しかし、最後の評価では新庄

だけがこの財政再建を確実になし遂げ、25％を

抜けるだろうということの報道であったという

ことを市民の多くの皆さんも最後まで見た方か

らはそういう意見をいただいているところであ

ります。 

  市民の皆さんには市報やホームページなど随

時詳しく説明しておりますが、やはり専門用語

が大変多いということで、どの基準が財政再建

なのか、国の基準に沿ってやっている一般予算

の方におきましては、既に正常な財政率を誇っ

ているわけですけれども、トータルの全体予算

における実質公債費比率が枠組みにはめられて

いるということをなかなか説明するのが難しい

わけですが、今現在、まちづくりミーティング

として各町内を回っております。その中で、市

民の皆さんに私のあいさつがわりの中で、なぜ

財政悪化になったかという要因、財政再建への

取り組み、市民、議会、行政が一体となってこ

のような状況になっているというお話をし、そ

して今後の見通しということで丁寧に説明し、

御理解していただいておりますので、このこと

を丁寧に丁寧に進めていくことで市民の皆さん

に御理解賜れるものと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  次に、地域担当制についてでございますが、

昨年11月より１年が経過したところであります。

制度の趣旨につきましては、地域の福祉とさま

ざまな災害に対する職員力を発揮させるという

こと、そのために地域の方々とのコミュニケー

ション力を高めていきたいという大きな目的が

ございます。現在、先ほど申し上げましたが、

９月よりまちづくりミーティングの中で地区の

区長の皆さんと協議をし、いつ市長とミーティ

ングをやるかといった相談などをしていただい

ております。その中で、現在、要望が市内から

50カ所ほど上がっております。そのうち先週末

で15カ所の地域を巡回しております。すべての

地域に職員が参加し、その中で職員を紹介し、

担当課等を紹介し、市民の皆さんもその町内に

職員がいるということを非常に力強く思ってい

るというように感じているところであります。

そんなことを通しながら、確実に地域担当職員

と区長以下市民の皆さんとの距離が私は縮まっ

ていると思っております。そうしますと、他の

やっていない町内におきましても、今後人数が

少なくても市長は来るのかとか、こういうとこ

ろでも来るのかといったような相談も受けてい

ると聞いております。どんな状況、人数にかか

わらず直接出向いて市民の皆さんの考えをお聞

きし、進めておりますので、今後ますます溝は

埋まるものと信じております。 

  次に、事業や施策の立案段階での市民の参加

は当然であるが、現在どのような状況になって

いるかということでありますが、現在は平成23

年度から始まる第４次新庄市振興計画、まちづ

くり総合計画の策定を進めています。この計画

は、市の施策、事業を体系づける最上位の総合

計画として行政運営の指針となるだけでなく、

市民や企業等の活動に際しての指針となるもの

であることから、市民とともにつくり、市民と

ともに推進し、市民とともに評価、改善をキー
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ワードに、現在、市民と行政の協働体制により

策定を進めているところであります。計画原案

の作成を担う策定委員会は、公募委員５名を含

む市民委員35名と市職員20名により構成し、基

本的な進め方として、従来からの事務局案中心

の議論ではなく、全体会、分科会での自由な意

見交換の中から課題や方策を練り上げ、今後の

事業や施策の方向性を示す市の将来像や基本目

標、政策体系を組み立てているところでありま

す。また、毎年、市民アンケートを実施し、そ

の分析結果を計画策定や施策、事業評価などに

役立てるとともに、先ほど申し上げました９月

からの地域懇談会、まちづくりミーティングで

各地に入り、担当職員も入り、地域課題や市民

の意見の把握に努めているところであります。 

  一方で、10年後、20年後に成人となり、市の

将来を担っていく子供たちの意見も、夢を持ち、

住み続けたいまちづくりを考える上で重要なも

のであることから、昨年、山形大学エリアキャ

ンパス最上が実施しました沼田小学校４年生の

皆さんが描いた30年後の新庄まちづくりプロジ

ェクトの提言や、ことし最上総合支庁が行った

若者定住に関する高校生の意識調査の結果など

を貴重な題材として策定委員会で検討させても

らっているところであります。今後パブリック

コメントを実施し、さらに広く市民の意見を計

画策定に反映しながら総合計画を取りまとめ、

振興計画審議会において審議の上、市議会へ上

程してまいりたいと考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

  次に、職員力をより向上させるために今まで

どう取り組んできたかということだと思います。

地方分権の進展、少子高齢社会への移行、市民

と行政の協働推進体制の確立など、さまざまな

行政課題に対し、職員の力量、職員力が問われ

る時代となってきております。新庄市では、こ

の社会経済の変化に的確に対応し、市民の信頼

にこたえられる職員を育成するために、公務員

としての倫理観や責任感と幅広い視野と教養を

身につけるための基本的な研修、通常の業務に

かかわる専門研修などを通し、職員の資質、能

力の向上に努めてまいりました。 

  財政健全化を図る中で職員を平成16年度以降

62名削減いたしましたが、こうした厳しい中に

ありましても市民の皆様に適切なサービスを効

率的に行うことができているのは、研修を通じ

た職員個々の力の向上によるものと考えており

ます。私は職員に対し、社会がグローバル化す

る中で、新庄市が小さな地域でなく世界の中で

生きていくという意識を持つように話をしてお

ります。今後の職員の能力向上を図るに当たっ

ては、幅広い視野で自己研さんに励み、創造力、

洞察力、個性力、自立力を備えた職員になるよ

う研修等を実施していきたいと考えております。 

  公務員の公務の質は職員の質に大きく影響さ

れます。限られた資源である人・物・金を最大

限に市政運営に活用するために、育成方針を策

定し、中・長期的な視点に立った職員の育成を

行っております。また、先ほど申し上げました

まちづくりミーティングにおきまして、市民の

皆さんと私との質問・答弁のやりとりを聞きな

がら、市がどういう方法で向かうのかというこ

とを一般の職員もじかに市民の意見を感じ、そ

してそれに答えることによって職員と共通した

概念を持つことができると思っております。そ

うした意味でもまちづくりミーティングの効果

は職員力向上のためにつながっていると確信し

ております。 

  次に、事業仕分けでありますが、事業の合理

性や必要性、効率性を精査し、事業の是非を国

では判定しているわけですが、限られている財

源、人材などの資源を効率的、効果的に活用す

るため、継続的に施策事務事業の見直しを行っ

ていかなければなりません。このため、新庄市

では平成15年度より行政評価システムを導入し、

毎年施策評価、事務事業評価を実施してまいり
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ました。事務事業評価においては、その必要性

や目標に対する達成度、成果をはかり、次年度

に向けた方向性を明確にし、事務事業の取捨選

択の判断材料としてきました。施策評価におい

ては、その目的と成果指標による達成度を検証

し、目的達成に有効な事務事業の優先順位を決

定し、経営型の効率的な行政運営を目指してき

ました。国とは違い、市では行政評価システム

という指標で事業の是非を判定しておりますが、

今後は行政評価システムの精度向上を図りなが

ら、外部評価の導入などに効果的な行政運営に

努めてまいりたいと考えております。これまで

も行財政改革委員会からの大きな提言などを実

施したおかげで財政再建が進んでいることもつ

け加えさせていただきたいと思います。 

  最後に、安全な食と誇りのある農を守るため

の施策ということで、食と農についての質問で

ありますが、農業における根幹である農地につ

いては、基盤整備事業や国営造成あるいは農

地・水等の事業により保全してきており、これ

らについては今後も進めていかなければならな

いと考えています。議員のおっしゃる食を守る

ということに関しては、地産地消を含め学校給

食へも地元農産物を提供しているところであり

ます。新庄市においても安心安全への関心が高

まっていることもあり、化学肥料や化学合成農

薬の使用を５割以下に抑えて農作物を栽培する

特別栽培に取り組む農家も年々増加しておりま

す。食や環境に配慮していこうという動きも大

きくなってきています。食の安全安心は、本市

のみならず、消費者ニーズであり、提供する側

の生産者及び流通事業者もＧＡＰ認証の取り組

みを目指すなど努力していくことが重要な時代

となっております。今後は、住民からの盛り上

がりや庁内を横断しての学習会等を重ね、他自

治体での取り組みの経過などを参考とし、田園

都市新庄にふさわしい食と農を基本としたあり

方について戦略的に研究していかなければなら

ないと思っております。 

  条例等の制定については、今後の推移を見守

りながら、市民の食と農に対する心構えの醸成

を基本としながら今後考えてまいりたいと思っ

ております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 時間もないので、事業

見直しのあたりを再質問させていただきます。 

  新庄市は施策評価とか事務事業評価のシステ

ムがあるわけですけれども、行政評価推進委員

というのは内部ですか、外部ですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 内部の組織でありまし

て、副市長を長としまして、６課長から成る委

員会です。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 内部だけで評価をやっ

ていくというのは、はっきりいってちょっと評

価を正常にできない場合が多いと思います。行

政評価システムの概要の目的の中に「客観的

に」とあるんですけれども、内部で客観的にと

いうことは、私は通常あり得ないことじゃない

かなと思いますので、客観的にするためには外

部の目を取り入れるべきだと思います。取り入

れられなければ、行政評価導入の目的の中の

「客観的」という部分は取り外すべきだと思い

ます。そういうことでお願いしたいんですけれ

ども。 

  その中で、施策評価表を見せていただきまし

た。それを見ますと各施策についての評価があ

るんですけれども、非常にシビアに評価してい

るものもありました。例えばスポーツ施設のプ

ールについては、「年間40日足らずなのに」と

いうことが書いてあって「効率性も考えざるを
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得ない」ということも評価している。しかし、

ほかの事業、政策については余り厳しい評価と

いうのがされてなくて、やはり外部の目という

のは必要なのではないかと。 

  そして、時間がないのであれですけれども、

消防についても、私はもう少し市民の意見とい

うか、消防団員の意見を消防についても取り入

れるべきじゃないかなと。なぜそういうことを

思ったのかというと、春季大演習のときに、団

員がびしょぬれで、それも暖かい雨だったらい

いけれども、冷たい雨で、うまく機転をきかせ

て場所を変えたり、時間を縮めたりできないか

なと思いながら見ていたんですけれども、団員

は凍えながらずっと式典に参加していたわけで

す。団員のいろいろな思いがあるわけで、そう

いうものを吸い上げて、団員が本当に機能しや

すいように、誇りを持って地域を守ろうとして

いるわけですから、機能しやすいようにシステ

ムを変えていくことぐらいはしていただければ

と思うんですけれども、どうですか。半分ずつ

ぐらいでお答えください、時間。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 評価につきましては、

内部評価のほかにパブリックコメントとか議員

の皆様方からの評価の目線も大切な評価の一つ

であると現在考えておりますが、その評価する

委員について、外部といいますか、市の職員以

外どういう方々に入っていただいてというのは

今後の課題ですけれども、とにかく内部だけじ

ゃなくて、ほかの評価が得られるような体制を

今後研究していきたいと考えています。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ただいまおっしゃるように

春の演習は、1,166名中800数十名という団員が

一堂に会して約３時間、分列行進から始まって

訓練しているわけです。演習というのはある意

味一つのイベントでもありますが、訓練の一つ

ともとらえております。ということは、実際に

火災、災害があった場合には、普通の火災だと

一、二時間は現場にいなければならない。もち

ろん水もかぶります。そういった状況の中で指

揮命令にきちっと対応できる体力もつけていた

だくと。自分がボランティアでやっているんだ

ということだけではなくて、ある意味相手がい

るんだと、命と財産というものがかかわってい

るんだという意識づけも必要だろうと考えてお

ります。そのほか訓練いろいろあると思うんで

すが、団員の気持ちは考慮して、団長と市長と

も相談しておりますので、今後とも協議してい

きたいと思います。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 消防ですけれども、真

室川なんかでは雨が降ったりするとコートを着

ながらということもしていますが、どうですか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ほかの地域につきましては

表立って雨具を着るということは恐らくほとん

どないのであって、はっぴの下にかっぱを着て

よろしいということは団長も言っておりますの

で、分団長あたりからそれなりの指示はあるや

に思っております。ところが、団員がどういう

ふうに自分の身を守るかということであろうと

思っております。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時３７分 休憩 

     午後２時４７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

今田雄三議員の質問 
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平向岩雄議長 次に、今田雄三君。 

   （５番今田雄三議員登壇）（拍手） 

５ 番（今田雄三議員） 清新クラブの一人とし

て、12月議会一般質問を行います。 

  本町通りの金曜市は、近郊で野菜を育て、伝

統的な素材とあわせて販売しています。朝早く

からなじみの客が待っている。「あの野菜は」

「持ってきたよ」と明るいこのごろ、反対側の

歩道にも野菜が並ぶようになってきました。町

内の人も路地に出て、にぎわっています。大型

店の再開店から外灯が点灯し、明るくなったと

町内の人は言っております。一方、ゆめりあで

も産直の店が親しまれています。新幹線新庄延

伸10周年、往来する人たちを温かく迎えてくれ

ていると思います。地産地消で頑張る母ちゃん

は、市内の随所で明るい笑顔と活気を与えてく

れています。明るい市政に向け、見習うべきと

思いますが、いかがでしょうか。 

  それでは通告に従いまして質問を行います。 

  最初に、税収についてお尋ねします。 

  2000年４月に地方分権一括法が施行されまし

た。私たちは地方に権限が移譲され、豊かな地

方の未来を想像し、自由に使える財源をもとに

住民の暮らしを維持できると思いました。小泉

構造改革は、地方分権と税源移譲を果たせなか

ったばかりか、三位一体改革をあめとむちに置

きかえ、合併を推進してきたのです。地方交付

金を大幅に減額し、税源移譲を未達成のまま国

の仕事を地方に任せることにしました。このこ

とが中央と地方、地方間、企業間で格差を生み

ました。その都度、地方６団体とともに地方財

政確立に向け行動を展開し、一定の目的を果た

してきました。新政権に対して社会保障を初め

新たな事業の開始に伴う今後の継続的な経費に

ついては、国、都道府県、市町村における負担

割合が大きな課題となっています。財政保障と

税源移譲がない中で、新事業の開始は地方自治

体の財政をさらに圧迫します。改めて自治体の

健全運営を目指すためにも要望すべきと思いま

すが、市長の決意をお聞かせください。 

  ２番目に、定住に向けた教育と失業対策につ

いてお尋ねします。 

  一つ目は、働くところがあれば、ふるさとを

離れたくない、ほかに行ったとしてもふるさと

に帰りたいと希望することが明らかになりまし

た。このたび最上総合支庁が若者の定住化を目

指し、高校３年生にアンケートを実施しました。

結果、「将来も最上地域に住みたい」と答えた

生徒が６割に、新庄市在住では66.6％と高かっ

たようです。この結果をどのように評価し、対

応していくのか構想をお聞かせください。 

  二つ目は、このアンケートでは「住みたくな

る理由」として「地域に愛着がある」が53.8％

を示していました。当地域では新庄まつりがあ

ります。幼いころから大人になっても夏の風物

詩を守り続けてきました。新庄を離れた人も、

揺れ動く人形とかけ声、笛や太鼓の音色が郷愁

をそそると言われています。働く場所があれば

新庄を離れたくないともお聞きしています。 

  働く場所は今後考えていくとして、今回は小

学校から高校まで連携した祭り教育ができない

ものか考えてみたいと思います。 

  過日開催された教育の日に、山形大エリアキ

ャンパス最上で学生の祭り提言、一つは「国重

要無形民俗文化財に指定された意義を教育に生

かしては」、二つに「祭りの舞台は歌舞伎が主

流です。理解する教育は」、三つ「小・中・高

校生が連携した山車作製はできないか」、四つ

として「祭り開催日を金・土・日にしては」な

ど納得できるものでした。学校の教材として取

り入れると同時に、祭りに参加していくことが

ふるさとへの愛着につながると思います。今後、

学校としての方針をお聞かせください。 

  三つ目に、定住に向けて努力している中、派
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遣切りや会社の倒産等で失業者が増加していま

す。国・県の地域活性化・経済危機対策臨時交

付金、緊急雇用創出事業臨時特例基金の助成の

中で対応してきました。雇用と経済危機対策で

目標とした雇用実績をお聞かせください。また、

富士通ゼネラルのその後について、取り組みの

現状と課題をお聞きします。今後の対応、市の

助成も含めお聞かせください。 

  ３番目に、市長就任２年の成果で夢のある政

策についてお尋ねします。 

  一つ目は、平成16年より財政再建計画を掲げ

てきました。20年度一般会計は単年度で９億円

の黒字を計上しました。実質公債費比率は

25.9％ですが、これまた単年度で24.5％、予定

より早く改善されています。当市として事務事

業の見直しや職員適正化、給与、手当等の削減

を実施し、５年を経過しました。この効果もあ

り、20年度で償還完了するものが多いことや、

市債発行額の抑制で公債費も減少する見通しを

明らかにしています。しかし、21年度から25年

度までの財政見通しでは、地方交付税減額を予

測し、学校耐震化事業の投資的経費が見込まれ

ています。これまでどおり緊縮財政を続けると

しています。そうであれば21年度予算において

も引き締めをすべきではと提言しましたが、新

事業が計上されました。今、５年間の我慢を総

括して、部分的に緩和、還元をすべきと思いま

す。そして、次期財政再建計画に新たに市民な

どの協力を得るべきと考えます。これは市民の

協力と職員、議員の協力の結果だと思います。

投資的経費も７億円以上予算化できるまでにな

っています。子育てや市民活動団体への助成な

ど具体的に市民に対し夢の持てる政策を提案す

べきと思いますが、構想をお聞かせください。 

  二つ目は、職員地域担当制を方針に掲げてき

ましたが、だれが何をするのか目的が明らかで

ありません。合併協議会のまちづくり委員会で

論議されました。職員地域担当制を重視し、行

動させるための任務と位置づけるか議論しまし

た。地域協議会設置とあわせ議論した経過があ

ります。合併のため提起したと思えば理解でき

ますが、それらの協議を踏まえていたのか、踏

まえていなかったのかを含めてお聞かせくださ

い。 

  三つ目は、現在、保育所の不足分を認可外に

依存している状況にあります。認可保育所56％、

認可外保育所25％の割合になっています。当市

としても現状の施設以外ふやす計画はありませ

ん。しかし、認可外施設は営利目的の個人施設

であるとし、助成の対象にありませんでした。

その中で、認可外保育所の呼び名を新庄独自で

認証保育所としてから５年が経過しています。

その後、米沢、天童、山形などでも認証保育所

を認定しています。当市では県の支援を得なが

ら学童保育の助成など年々向上しています。認

可保育所と同じ仕事をしているのに、認可保育

所の児童１人当たりに費やす運営費が認証保育

所施設の経費になっています。認証保育所とし

て今の厳しい情勢下で保育費の増額はできない

のです。個々の認証保育所で切り詰めて運営し

ています。認可保育所と認証保育所では給与、

処遇の面で大きな差があります。県の支援はも

とより、市の助成を含めて今後の支援策をお聞

かせください。 

  以上をもちまして、壇上からの質問を終わり

ます。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、今田議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  地方間の格差是正に向け、地方６団体ととも

に行動すべきではないかと。おっしゃるとおり

であります。今後確実に地方交付税等減少の方

向が言われております。地方を守るために、い
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かに税収を確保するかということは地方すべて

が同じ課題であると思っています。ただし、今

現在、地方交付税等が今後どのような形に進む

のかが不透明な形になっております。そういう

点では新庄市の財政につきましても厳しく査定

していかなければならないと思っているところ

であります。少子高齢化、市民の安心安全を守

るために、そうしたことを主眼に置きながら、

税については地方６団体でしっかりと要望して

まいりたいと。 

  一方、さまざまな要望、陳情につきましては、

現在、民主党幹事室が一本化ということで、こ

れまでの制度では通じない状況も生じていると

ころであります。住民の生活に必要な部分をど

のような形で今後陳情、要望するかということ

もあわせて積極的に地方の現状を地方６団体と

ともに行動してまいりたいと思いますので、御

理解いただきたいと思います。 

  次に、定住に向けた教育と失業対策というこ

とで、先ほど小関議員からいろいろな数字を上

げていただきまして、私なりの感想を述べさせ

ていただきましたが、将来的に新庄市に帰って

きて就職するかというと、地域差は大きくあり

ますが、新庄から出て学校等進学した場合は新

庄に帰らない方も大変多いということ、これが

非常に気になるところであります。そうした意

味で、新庄の持つ愛着の中で新庄まつりが地域

に帰ってくる原動力になっていると私は大変そ

のことを思っております。そうした意味で、新

庄まつりが国指定重要無形民俗文化財になった

ということで、これをどういうふうに地域に根

差し、ふるさと教育をするかという点について

は、教育長とも相談しながら、子供のころから

いかにふるさと教育をするかということを協議

しているところであります。その点については

教育長から答弁させますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  今後の失業、定住に向けた教育と失業対策と

いうことですが、これまで「新庄には何もな

い」という教育がどちらかというと横行してき

たのではないか。教育する側、子供たちもその

言葉によって「新庄は何もないんだ」というこ

とが多かったのではないか。また、家庭の中に

おいても、新庄には何もないから、いずれここ

に帰ってこなくていいよと。しかし、数十年た

ってみますと、そこに高齢者世帯のみが残ると

いった現状もあるわけです。そのことをいかに

解決するか、これは市民の皆さんとともに新庄

の課題として考えなければならないと思ってい

るところであります。冒頭、頑張る母ちゃんが

出ましたが、朝市等で駅前に朝６時半から雪の

降る日以外はほぼ毎日出るという頑張るお母さ

ん方、そういう人たちに地域が支えられている、

そういうこともとうとい仕事なんだということ

を我々も教えていかなければならないのではな

いかなと。企業誘致等、人に頼るだけではなく、

いかにこのまちに業を起こしていくかというこ

とに向けても考えていかなければならないと思

っております。 

  失業対策については、国のふるさと雇用再生

特別基金事業で11月30日現在、新庄市では二つ

の事業、緊急雇用創出事業あわせていますが、

６事業20名、緊急雇用創出事業については32事

業70名の雇用を創出しております。このことは

10月末現在で新庄最上地域の有効求人倍率が

0.44ということであります。他の村山、山形が

若干いい程度で、庄内地方も0.3台ということ

で、この効果は数字的なマジックがございます

が、公的な分野で一時的ながらも雇用している

ということが新庄最上の0.44という他の地域で

は見られない雇用状況の有効求人倍率になって

いるということも御理解いただきたいと思いま

す。しかし、このことは根本的な雇用の解決に

はならないわけでありますので、今後ともさま

ざまな事業に取り組んでまいりたいと思います。 

  富士通ゼネラルにつきましては、先ほど奥山
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議員の質問にお答えさせていただきましたが、

しかしながら富士通ゼネラルにおきましては、

社員のことを第一義的に考えていただきまして、

再就職等につきましても非常に御努力をいただ

いている。ボーナス等についても上乗せして支

給したいというようなことで、同じ会社の解散

に当たりますが、従業員第一に最後まで考えて

いただいていると。また、高齢の社員の方々も

やはり若い方々が心配であるということもお聞

きしております。その方々のために再就職プロ

グラムを組みながら、何とか再就職につながる

ように尽力もいただいているということで、こ

のことについても今後しっかりと情報交換をし

てまいりたいと思います。 

  ３番目の御質問で、夢のある政策の構想と。

夢を語る前に、財源が非常に厳しい状況にある

ということは皆さん共通の理解をしているわけ

ですけれども、やはり市民が自信と誇りを持て

るまちづくりを目指したいと。先ほど申し上げ

ましたように、「新庄は何もない」ということ

がこれまで自信と誇りを失わせる結果となって

きたのではないかと。まずそれを一つ一つ起こ

す必要がある。今までの新庄まつりにつきまし

ても、以前、御答弁申し上げましたが、近県の

地域においては新庄まつりを知っている方がご

くごくわずかしかいない。新庄まつりについて

どれだけ我々が他方にこれを広報してきたか、

ＰＲしてきたかということの反省もしていると

ころであります。この新庄まつりが日本一を目

指すというのであれば、どういう効果的な仕組

みをつくり上げていくかということも大きな課

題であると思っております。そこから生まれる

子供たちの夢も引き続きついてくるものと信じ

ております。それがまたふるさと教育として地

元に定着し、地元の中で頑張る若者が育ってい

く、そういうつながりのある形をぜひつくって

いきたい。財政再建を進めながら、市民が自信

と誇りを持てるまちづくりを目指してまいりた

いと思っております。 

  マニフェストに関しましては、検証会等で御

報告もさせていただいたり、インターネット等

で報告しているわけですけれども、できるもの

とできないものが確かにあったと思っておりま

す。子供の第３子誕生祝い金ということも考え

たわけですけれども、財政状況の厳しさを考え

タイミングをはかっていたところ、今回の政権

交代で子ども手当が出てきて、これなども一つ

の転換点であろうと思っているところでありま

す。そうしたことも踏まえ、今後夢のある政策

といいますか、やはり新庄の持っている財産を

いかに検証し、そして将来につなげていくかと

いうことが私はとても大事だと考えているとこ

ろであります。そうした意味で、新庄の食と農

を結びつけた味覚まつりなどもふるさとの再発

見という形で、今後ますます磨きをかけていき

たいな思っているところであります。 

  最後に、市民とともに目指すところは「人行

きかうまち」による経済力の向上、結局は所得

の向上であると。「人ふれあうまち」による地

域力の向上、コミュニティーを醸成し、高齢社

会にどう対応していくかということを一歩でも

二歩でも進めていきたい。「人学びあえるまち」、

人材、教育力の向上、ふるさと教育、そうした

ことを有機的に結びつけながら、政策、施策の

構築と事業の実現に向かってまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

  その中で、職員の地域担当制の趣旨について、

何をするか目的が明らかでないということであ

りますが、目的は地域の福祉向上と危機管理と

いう大きな２点にあるわけです。区長さんのお

話を聞くことも大事ですし、苦情を聞くことも

大事です。その先にあるのは地域の安心安全で

あると。そのための福祉政策、そして危機管理

のために職員の地域担当制が機能するような形

で今後進めてまいりたいと。第１弾といたしま

しては、市長と市民の皆さんとのまちづくりミ
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ーティング、先ほど申し上げましたが、そこに

職員が介在し、そして地域と職員との溝が少し

ずつ埋まった中で今後のまちづくりの形成につ

いても力を発揮してくれるものだと思っている

ところであります。合併協議における地域担当

制というのは、広い意味で、もし合併が成立し

た場合において広範な地域をどうカバーするか

という地域住民の安心安全のために職員の力を

最大限発揮しなければならないという意味での

職員派遣制度もございますが、新庄市における

課題としては少子高齢社会における地域のコミ

ュニティーをどう支えていくかという点で職員

力を今後発揮できるように、さらに構築してま

いりたいと思っております。 

  最後の認証保育所制度にかかわることでござ

いますが、このことにつきましては県の補助制

度を利用させていただいて、財政厳しい中で１

所当たり100万円前後の補助をさせていただい

ている。決してこれで満足あるいはこれで限界

であるとは私は思っておりません。できる限り

今後とも処遇改善を図ってまいりたいと思って

おります。例えばの話ではありますが、子供手

当２万6,000円の１万3,000円が行政に入って、

子供支援のために使えということであれば、即

回すお金、回せるお金だと思います。そして、

１万3,000円が親の手元に入るということであ

れば一つの解決策であろうと思います。じかに

それぞれの御家庭に子ども手当２万6,000円が

入ったとしても、その施設で保育料を値上げす

るということはほぼ不可能に近いだろうという

ことも予測しております。本来であれば２万

6,000円が子ども手当として入ったとすれば、

各保育所が全国一律的にその保育料を上げると

いうことが別の形でできるとすれば、それは保

育所の運営にとって大変ありがたいことであり

ますが、現実的には逆の対応にならざるを得な

いと思っています。今後も財政事情を勘案しな

がら、厳しい運営をしているということは重々

承知しておりますので、今後さまざまな形で検

討させていただきたいと思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 定住に向けた教育、新庄まつり

を学校の教材として取り入れたらどうかという

質問に対して、私からお答え申し上げます。 

  去る11月14日に「新庄市教育の日2009セレモ

ニー」が、新型インフルエンザの流行中にもか

かわらず200名近くの皆様方の御参加をいただ

き、盛大に開催されました。この開会行事にお

いて、山形大学エリアキャンパス最上のフィー

ルドワークの４プログラムを代表して、「日本

一の山車パレード・新庄まつり」の受講者から

のプレゼンテーションが行われました。このプ

レゼンテーションの中で、今田議員が述べられ

たような提案がありました。当日は多くの参加

者の中に各校の教職員の姿もありましたので、

山形大学の学生の提案を真摯に受けとめたこと

と思います。 

  現状としては、各校では教科学習の中で伝統

文化や古典芸能に親しむ活動などが行われてお

り、総合学習の時間では子ども山車づくりや新

庄まつりの起源、歴史を調べて発表する活動な

どが行われています。今後、今回の提案を受け

て各校でこれまでの取り組みなどをもとにしな

がら、新庄まつりが国重要無形民俗文化財に指

定された意義を踏まえつつ、実態に応じたふる

さと学習の一環としての教材化をさらに進め、

地域への愛着を高めるようにしていきます。 

  また、新庄まつりだけでなく、小中一貫教育

の中で９年間を通して地域と連携しながら、ふ

るさとを愛する児童生徒を育て、時間はかかる

かと思いますが、少なくとも「新庄に住みたく

ない」という子供をアンケート上でゼロ％に近

いものになるよう目指していきたいと思ってお

ります。以上でございます。 
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５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 最初の質問であったわ

けですけれども、我々の地域は交付税がなけれ

ば幾ら自助努力しても大変な状況ということは

この５年間の中でわかってきたと思います。今

騒がれております仕分けの問題についても、か

つて新庄で財政再建を行うときに、いろいろ項

目がありまして、その中から一般の市民も参加

しているというような状況も全部外すという条

件がありました。あのときは今のようなふるい

はなかったわけですが、我々議員としてもこれ

まで減らすのかという状況まであったなという

ことを今思い出しております。そういう中で５

年間が経過してここまで来たわけですから、５

年前に小泉さんがなって、そして地方の交付金

をどんどん減らしていったというのが現状まで

来ている認識だと思います。その間もいろいろ

な手だてをして、地方６団体と一緒に新庄市長

も参加して意見を述べてきたということがあっ

たと思います。その成果として、昨年の一つの

対策としては緊急雇用なり地方の企業を守ると

いう状況、財政を守るという状況で来たような

感じもします。今回も今まで以上に市長の決意

としてやはり参加していってほしいなと思って

提案したところであります。先ほども言いまし

たように、幾ら地方がそれぞれ努力しても限界

があります。人をすべて減らしてサービスを打

ち切るということであれば納得はいくんですけ

れども、そうはできないのが地方行政でありま

すから、今の状況をより以上によくするために

も何としても頑張ってもらいたいなと。これは

エールと受け取ってもいいんですが、そのよう

に要望しておきたいと思います。 

  それから、20年度の決算、そして来年度の予

算が決定したわけですが、その決定の考えに何

か変化がございますか。今までよりも下方に予

算を計上するという意識はわかるんですけれど

も、今まで出して私たちも見せていただいたも

のから大幅にもっと減らすよと、国会の情勢が

まだ安定していませんので、そこはちょっと難

しいと思うんですが、その考え方だけお聞かせ

ください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 11月４日の全員協議会

で22年度の予算の組み立て方について御説明し

ております。そういった内容で今回22年度の予

算要求を各課からいただきました。その結果、

今、財政担当者が査定中でありますが、22年度

は、市長の説明にありますように、定住とか安

心安全とか「人行きかうまち」「人学びあえる

まち」、そういった市長のマニフェストに沿っ

た、あるいはこれまでの財政再建計画の内容を

踏まえた形で予算編成を行いたいということで

あります。今議会中にどういう内容で予算要求

があるのか、どういった事業が柱になるのかと

いうことについては、概略といいますか、そう

いったことについてはできるだけ説明していき

たいと。最終日あたりに、それまでできるかど

うかわかりませんけれども、今議会中に説明で

きるように努力していきたいと考えております。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 私たちにも事前に教え

ていただきたいと要望しておきたいと思います。 

  ちなみに、我々の地域でいろいろ話し合うと

きに、税金が中央に皆持っていかれるというよ

うな話があるんですけれども、具体的に私もわ

からないまま今来ております。そういう中で、

新庄に本社がなく、東京なり仙台に会社なり量

販店があった場合、それらの所得税なり事業税

ですか、こういうものの案分はどのようになっ

て、もし本社が皆ここにあるとすれば、今の税

収とどのぐらいの差があるのか、わかれば教え

てもらいたいんですが。 
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今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 法人市民税についての御質問

だと思っております。法人市民税につきまして

は、先ほど質問があったときにお答えしました

けれども、均等割と税割という２本立てで課税

されます。均等割というのは資本金の額と市内

にある事業所の従業者の数で決まります。また、

税割につきましては、本社、支社をトータルし

ての会社全体での利益に応じた税割額をその市

内にある事業所の従業者の数で案分します。し

たがいまして、本社とか支社あるいは営業所と

か出張所とか、そういった区別はありません。

あくまでも従業者の数で決まります。なるべく

新庄市内に従業者がいっぱいいれば、その分だ

け税割の額が多く入ってくるということになり

ます。今、議員からお話がありましたように、

町の中では「本社に全部利益を持っていかれる

んだ」という話もよく耳にしますけれども、こ

れは利益を持っていくんじゃなくて、収益を本

社１本で経理するという意味でありまして、全

体を通じての収益に応じた税割を従業者の数で

案分すると。したがいまして、逆に言いますと

新庄市の営業所が赤字であっても、全国で黒字

であれば従業者の数に応じた税割が入ってくる

ということになっておりまして、実にこれは公

平な課税になっているのではないかなと思って

おります。確かに、本社がもし新庄にあれば総

務部門の従業者の数が多くいるということもあ

り得ます。そういった意味では従業者の数が多

くあるような形であればありがたいなと思って

いるところでございますけれども、実際には本

社だから必ずしも人数が多いとも限りません。

繰り返しになりますけれども、本社、支社に関

係なく、新庄市内の事業所にいっぱい従業者が

いれば税割がいっぱい来るという仕組みになっ

ております。以上でございます。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 認識を変えていかなけ

ればならないなと思います。いずれにしても、

国に対する要望はやめないでいってほしいなと

思います。 

  あと、派遣切りなり、そういう状況の中で失

業者が多くなってきたと。先ほども人数的には

このくらい働いてもらっているよという状況が

あったんですけれども、富士通ゼネラルがああ

いうふうになった以降でも構いませんが、新庄

に在住する企業の点検と言ったらおかしいんで

すけれども、それぞれの会社を訪問して現状の

状況なりというものをそれ以降も把握するため

に訪問しているのか、いないのか、お聞かせく

ださい。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 企業の方には月１回、市

報の配布ということで回らせていただいており

ます。その辺で情報交換等やってございます。

あと、職業安定所との意見交換もその時々でや

ってございます。その後、そういった動きはな

いということでございます。以上です。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 先ほど富士通ゼネラル

さんの経過をお聞きしたんですが、そういう訪

問を緊密に行っていれば、我が会社はこうなん

だよというのを事前に知って、そして事前に対

応できたのではないかと悔やまれるんですけれ

ども、そういう点を含めての回り方というのは、

今お話ししたものにつけ加えるとすればどうい

うものがありますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 議員おっしゃるとおり、

緊密な連携ということであれば、月１回では少

ないかもしれません。その辺も考慮しながら対
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応してまいりたいと思います。以上です。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） 先ほど教育長からお話

を聞きましたが、一貫教育に祭りの問題につい

ても取り入れていくと、その方向で行くという

ことですから、今後私たちの次代を担う子供た

ちについてもやはり祭りに対する関心と参加、

こういうものが出てくるのではないかなと思い

ます。この前、重要無形民俗文化財になった場

合の補助金というものをお尋ねしたときに、小

中学校の教材に使うとか、そういう状況にあり

ますけれども、ただ単に各町内の若連に対して

何ぼという手当はないというようなお話も聞き

ました。そういうことを聞きますと、子供教育

について予算を文化庁から取ってもらって、そ

れで対応するということも一つの姿勢だと思い

ますが、そこら辺も活用しながらという意味も

含めてもう一度お聞かせください。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 文化庁の補助金の件です

けれども、学校教育への補助金ということでは

なくて、後継者育成のための研修会のようなも

のということで前回お答えしたと思います。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） この教材を取り入れる

となると、小中高で一緒に物をつくりましょう

とする場合とか、いろいろ今度は出てくると思

うんです。そういう中身で、今課長のお話のと

おりの状況を活用しながら、そういう教材にも

活用させていくと。それイコール後継者をつく

る一つの範囲だと理解しますので、要望してお

きたいと思います。 

  あと、具体的には、私も祭りに参加していま

すから、こういう事業はどうなんだろうかとい

うことはこれから御提言させていただきたいと

思いますので、とにかくやる気の起きた一つの

教育方針が明らかになったようですから、これ

で終わりたいと思います。 

  それから、地域担当制について、まだまだ疑

問がございます。この前の合併の状況の中で地

域担当の方々が来て、既に町内に対して顔見せ

をしております。ある区長さんは「こんなに我

が町内に市役所の職員がいたのか、力強い」と

いう結果も受けていますが、その後一切御要望

なりお話し合いというのがないわけです。ない

ということは、しないということに通じるのか、

それともこれからも一生懸命考えていくのかと

思います。 

  あと一つ問題になっているのは、先ほど担当

制の任務として福祉と災害というのが出ました。

この問題については各町内でも考えております。

災害のときに市役所職員は本当に各町内にいる

のかと。その質問には私もまだわからないと答

えたんですけれども、そこがネックになると思

います。福祉の問題については、身近な人が身

近で面倒を見るよという一つの状況はわかるん

ですけれども、担当制にすれば、その職員が

隅々まで知らなければならないという責任もあ

るのではないかなと思います。そういうことで、

地域担当制はできたものの、ただ単に名称だけ

と。今、市長が各町内を回っていますけれども、

それについていく分には何も差し支えないわけ

です。それが、市長がつかないで地域との連絡

をどうしていくかというのが一番の問題だと思

います。実際に物事が起きた場合、果たして市

の職員が各町内に張りつけるものか、つけない

ものかという心配もございます。そこら辺の状

況などは打ち合わせした記憶がございますか、

ございませんか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 まず地域担当制の現状は、合

併の情報提供でお邪魔したのが去年の秋です。
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ああいう形で一斉に全班が全区長さんのところ

にお邪魔していろいろお話し合いをしたという

のはまだ２回です。合併の話を含めて、ことし

の８月末から９月にかけて市長とのまちづくり

ミーティングを始めるといったようなこともあ

りましたので、そういった情報提供を兼ねて一

斉にお邪魔したというのが２回です。ただ、統

一情報で統一的に入るというのは２回なんです

けれども、あとは区長さんの要請に応じて月１

回定期的にお邪魔しているところもありますし、

総会のときに来て説明せよとか、いろいろな形

で、その地域ごとにかかわり方はまちまちです。

とにかく来なくていいから、何か資料があるん

だったら郵便受けに入れていってくださいと言

われているところも結構あるんです。やはり区

長さん方もいろいろ都合、事情がありますから、

隣組長を選ぶような形で毎年回り順で選ばれて

いる区長さんもおりますから、区長さん方の意

識も結構温度差がありまして、そこを今一律に

扱っていると。一斉に入って無理やりお邪魔す

るみたいな形になっているので、そういうやり

方は果たしてどうなのかという疑問もいろいろ

出されております。そういったことも含めて来

年度に向けてどんなふうにしていくか考えてい

きたいなと。必ずしも全地区一律に同じ方法で

やるというのはどうなのかなと今ちょっと考え

ているところで、まだどうするかは決めていま

せん。 

  それから、市長が選挙公約で打ち出した言葉

として、この地域担当制は、地域福祉や災害対

応というところまで将来的に発展させていきた

いという意味で、いわばマニフェストとして掲

げた経過がございます。まだ実態として何か災

害とか地域福祉に直接担当職員が責任を持って

取り仕切るというような状況までは行っていま

せん。ただ、地域担当制をとっているほかの例

なども見ますと、何か大きな災害が起きたとき

はこの職員が地域に張りつきますと災害の計画

の中で明示するところもありますし、いろいろ

な地域担当制の活用の仕方がございますから、

将来的にはここまで持っていきたい、そして来

年度、当面はこんなやり方でさらに充実させて

いきたいというところ、まだきちんと具体的に

説明できませんけれども、きちんと考えて地域

にも、もちろん職員に深く理解してもらえるよ

うに考えていきたいと思っています。いろいろ

考えるに当たっては、今、市長が地域にお邪魔

してまちづくりミーティングを行っていますが、

その中で地域の人たちと一緒にミーティングの

段取りをしたり、実際に当日の進行役をしたり

というような形で担当職員が役割を持ってやっ

ていますので、一歩踏み出したかなという感じ

はしていますが、最終形にはまだほど遠い状況

なので、これからも皆さんから御助言をいただ

きながら充実させていきたいと思っております。 

５ 番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

５ 番（今田雄三議員） この前、大崎市に区長

会の皆さんと行ったんですけれども、そのとき

にお話を聞きますと、ある職員が一生懸命それ

にかかってまちづくりをやっていくと、そして

各町内に入ってとことんまでとにかく話し合っ

てもらうと、地域の住民の皆さんから独自に意

見を出していただくと、行政で指導というより

も、各地域の意見が出るまで一生懸命頑張ると

いうことが地域づくりの一つだという認識で、

61カ所ほどの町内、団体があったようですけれ

ども、それに１件当たりそれぞれ30万円ずつの

支援金を出して、そして頑張ろうというような

状況もあります。また、我が町内ではこれをや

りたいということで話を進めれば40万円を出す

ということなどで、地域担当制の状況について

もそれに専念するというものもありましたから、

参考にしていただければいいのではないかと。

やはり職員の担当制が目的をはっきり持って、

私はこれができるんだよと、要望を持ってくれ
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ばそういうものは各課でするよと言われますの

で、そういう要望は持ってこられないわけです

が、そういうことも加えてやはり担当制を決め

ていただきたいなと思います。これも要望して

おきたいと思います。 

  最後に、先ほど認証保育所の件については今

後も支援していきたいという市長の決意であり

ましたから、先ほども言いましたように、米沢、

天童、山形と出てきております。私たちは独自

で早く設定したために、よその市よりおくれる

ということは当然あり得ることでありますが、

よその市も見ていただきながら、なるべくであ

ればそれにも近づけていただきたいと要望して

終わります。ありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす８日午前10時より本会議を開きますので

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３６分 散会 
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平成２１年１２月定例会会議録（第３号） 

 

 

平成２１年１２月８日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ４番   小  野  周  一  議員     ５番   今  田  雄  三  議員 

  ６番   金     利  寛  議員     ７番   小  関     淳  議員 

  ８番   遠  藤  敏  信  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   沼  澤  恵  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員 
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政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 
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福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会
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事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 
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議 事 日 程 （第３号） 
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日程第 １ 一 般 質 問 

１番 沼 澤 恵 一  議員 

２番 遠 藤 敏 信  議員 

３番 佐 藤 悦 子  議員 

４番 金   利 寛  議員 
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平成２１年１２月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 沼 澤 恵 一 

１．旧角沢小学校・旧友愛園の跡地利用について 

２．間近になった山屋小学校の統合関連について 

３．冬季対策・流雪溝整備と新田川補水及び空地利用につ

いて 

市 長 

関 係 課 長 

２ 遠 藤 敏 信 

１．地域の経済動向について 

２．食育教育の現状について 

３．農業振興について 

４．神室山避難小屋改修工事について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 佐 藤 悦 子 

１．雇用問題と中小企業支援 

２．国保税の引き下げを 

３．小中一貫校より、萩野中学校改築を 

４．後期高齢者医療制度は廃止すべきではないか 

５．子育て支援の強化を。保育所の最低基準の緩和は重大

問題 

市 長 

教 育 長 

関 係 課 長 

４ 金   利 寛 
１．学校給食について 

２．若者の就職状況について 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者は斎藤義昭君の１名であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。本日

の質問者は４名であります。質問の順序につい

ては、配付してあります一般質問通告表のとお

り決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

 

 

沼澤恵一議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、沼澤恵一君。 

   （１２番沼澤恵一議員登壇）（拍手） 

１２番（沼澤恵一議員） おはようございます。 

  12月定例会、一般質問２日目、トップバッタ

ー、清新クラブの沼澤恵一です。よろしくお願

いいたします。 

  質問に先立ち一言申し上げます。 

  私の地元であります日新小中学校の通学路、

セブンイレブンから日新小学校、わくわく新庄

までの市道に関連いたします。道幅が極端に狭

い中、極めて多くの子供たちが登下校いたして

おります。この件につきましては、数年来、本

市議会や区長と市長のまちづくり会議等で数多

く議論されてまいりました。今は財政的理由か

ら辛抱しかないと、子供たちの危険を承知しな

がら我慢を強いられているのが実態かと思いま

す。しかし、まずできることからということで、

子供たちの危険回避策の一つとして、この秋に

地元民の同意を得、日新小学校通学路前のスク

ールゾーン化に関する要望書を先月末に学校関

係者より関係機関に提出いたしました。ここに

至るまでの間、本市関係課の御指導、御尽力に

よってでき得たと感じております。地区民の一

員として、また町内出身議員として、この場を

おかりし、感謝申し上げる次第でございます。 

  なお、除雪、排雪につきましては、市長も何

回となく述べられておりますように、最重要路

線にふさわしい態勢で、子供たちの安全を確保

いただけるようお願いを申し上げ、通告に従い

質問をさせていただきます。 

  まず１番目として、旧角沢小学校と旧友愛園

の跡地利用について。 

  角沢小学校が日新小学校と統合し、早くも４

年目を迎えようとしております。角沢小学校時

代に在籍した子供たちは、来春４月になると５

年、６年生のみとなります。今は角沢小学校の

校名も薄れたのか、子供たちやＰＴＡの中で話

題になることもめっきり少なくなったと聞いて

おります。 

  そんな中、多く残してしまった校舎について

であります。鉄骨３階建ての頑丈な旧校舎と体

育館は、学区民が主に集会的な場として活用さ

れておると聞いております。空き家にしておく

より、地元の方々が利用できれば大変結構なこ

とと感じております。しかし、継続的に使うと

すれば、ある程度の維持管理を伴う修繕が発生

するのは当然であり、このことについて管理者

であります市としてどのように考えておられる

のか。 
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  あわせまして、道路向かいのプールも何ら利

用できない無用の長物のように残っております。

防火用水池として使うにも実態に合わないよう

です。以前、この議会において「解体」の答弁

をお聞きした記憶がございますが、それはいつ

ごろをめどにされているのか、またそれまでの

間、事故防止等の安全対策は万全なのかをあわ

せてお聞きいたします。 

  次に、二つ目として、旧友愛園の跡地利用に

ついてお尋ねいたします。 

  知的障害者施設友愛園が、昨年暮れ、旧ポリ

テクセンターに移転し、１年が経過いたしまし

た。今現在、堀端町にあった旧友愛園の建物は

移転当時と同じ状態にあるようです。当時、移

転しなくてはならない主な理由として、木工課

と家庭課が作業している第二作業棟の老朽化が

激しく、限界に達しているとの説明を伺ってお

ります。土地については、市有地、普通財産を

無償貸与しているとのことでした。老朽化の激

しい第二作業棟は市所有であり、本館棟を含め

他の建物は友愛園所有との説明を受けておりま

す。昨年、旧ポリテクセンター移転時に、友愛

園所有の建物について友愛園と市はどのように

約束されていたのか、友愛園所有の建物は友愛

園が解体し、更地にして市に返還するようにも

聞いておりました。 

  今回お尋ねしたいもう一つは、すべてを解体

せずに、使える建物を再利用できないかという

ことでございます。老朽化の激しい第二作業棟

は市が解体し、残りの建物はまだまだ使えそう

な気がいたします。この件につき、いかがお考

えでしょうか。 

  次に、すべてを解体し、更地にした場合、こ

の建物の跡地利用について、あわせてお聞きい

たします。 

  次に、２番目として、間近になった山屋小学

校統合の関連についてでございます。この件に

ついては、きのう小嶋議員の質問に御答弁いた

だいているところですが、通告に従い進めさせ

ていただきます。 

  学区民の要望もあり、昨年４月、長い歴史を

持つ山屋小学校が新庄小学校に統合することが

既に決まっておるところです。統合によって学

校環境を大きく変えられるのは山屋小学校の児

童です。４年前、日新小学校に統合した当時の

角沢小学校を思い出します。角沢小学校の子供

たちは、１年程度かけて日新小学校の子供たち

と一緒に授業を受けたり、課外活動など共同生

活の中で少しずつなじんでいくようにした日々

の配慮とその努力によってか、統合後のトラブ

ルは聞いておりません。今回の山屋小学校も統

合後はそれ以上により安定した学校生活が送れ

るように、学校関係者やＰＴＡ、学区民の方々

が努力され、万端準備進んでいると思いますが、

これまでの経過と、閉校間近に迫った残り３カ

月間、いかが取り組もうとしているのかお聞き

いたします。 

  次に、二つ目として、統合によりすっかりあ

いてしまう山屋小学校は、耐震補強も心配する

ことのない立派な校舎、体育館とグラウンド、

プールが残ります。老朽化が進んだ角沢小学校

とは違い、敷地にあるすべてのものが利活用可

能と見ております。近くに温泉や生活改善セン

ターもある中で、立地条件のよさが多くの人の

関心を集めているようです。もともと学校です

ので、社会教育、生涯学習等でスポーツ振興を

取り入れた教育拠点等々いろいろな声が聞こえ

てまいります。しかし、学区民に長い間定着し

た学校ですので、ＰＴＡを含め区長さん方と話

し合いがあったと聞いております。当然要望等

もあったと思いますので、学区民の意向を踏ま

え、市として今後の方向についてお聞かせくだ

さい。 

  次に、３番目として、雪対策関連です。流雪

溝整備と新田川捕水について、もう一つは除排

雪にかかわる空き地利用の考え方についてお伺
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いいたします。 

  まず、その一つ目として、流雪溝整備につい

て、先般11月４日の全員協議会において、市長

のマニフェスト実行状況のお知らせ、雪対策の

中にありました。流雪溝の整備推進は現在まで

50.16％の整備率との報告がありました。平成

16年３月策定の第２次新庄市総合雪対策基本計

画の中にあります整備着工区域内における整備

率はいかほどまでに達しているのか。また、全

く手を加えていない未達成地区はないのかどう

か。あわせまして、既成市街地における全体整

備費34億円と試算しております。このことにつ

いて考えてみますと、本市基本計画策定後、今

年度までの面整備費は約１億円程度の投資だっ

たかと思っておりますが、市全体の達成年度は

平成39年度を目指しております。確かにまだま

だ先の話で、残り17年間もある計画です。財政

再建も確実に進めていかなくてはならないこと

もわかりますが、全体整備費34億円を17年間で

平らに計算しますと年２億円となります。すべ

てを後回しではなく、今のうちから年次別に事

業費を掲げ、計画性を持つことが大切かと思い

ます。今後の進め方についていかがお考えかを

お聞きいたします。 

  次に、二つ目として、長年の努力により水利

権等の解決によって、冬期間、最上川からの消

雪用水として取水が可能となりました。水不足

の豪雪地、特に町中にとってはありがたい水で

す。しかし、他河川と同じように最上川からく

み上げた水を直接捕水できないのが新田川です。

川底との高低差の関係と聞いております。この

新田川から導かれた水は、町中に入ると日の出

町、末広町、金沢と広範囲に及び、対象面積も

105ヘクタールと他河川よりかなり多い地域を

担っております。厳寒期になると水量も極端に

減り、水温も０℃近くまで下がると消雪効果を

失うと言われております。こんな条件下にある

新田川を流域に持つ地域住民は、最上川取水に

大きな期待を持ったことは確かです。念願かな

うように見えたが、当面入らないことを知りま

した。この新田川の増量対策として、本市雪対

策基本計画の中では優先順位１位で整備を進め

ると明記していることに関連し、平成18年12月

定例議会のときに、私の一般質問への答弁をま

とめますと、「県事業で対応し、約４億円程度

必要とのこと、23年から事業を開始し、26年度

で終了する。水量は現在の２倍まで捕水する」

とした内容だったかと思います。それから丸３

年経過いたしましたが、現在の進捗と県に対す

る事業化に向けた内容の確認を含め、今後の取

り組みについてお尋ねいたします。 

  次に、三つ目として、道路の排雪費削減の一

つとしてお聞きいたします。昨年度、除排雪業

務費２億2,000万円のうち、委託料１億4,500万

円、車借上料2,600万円を使いました。大雪の

三、四年前はこの２倍以上かかったはずです。

除雪対策、市道沿線での農地や市街地の空き地

を多く活用できれば、排雪費の削減につながる

と考えます。除雪した雪をある程度まとめ、借

用した民地に堆積し、そのまま春の自然融雪を

待つ方法です。本市も現在一部民地を借用して

いることは承知いたしておりますが、今以上に

ふやし、町中でも多くなった空き地を借用し、

活用すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  最後に、去年の初雪は11月19日から20日にか

け一晩でどっさり降りました。ことしは今のと

ころ暖かい日が続いておりますが、雪の少ない

冬であり、うららかな春を迎えられればいいな

と願う一人でございます。 

  以上をもって壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、２日目、一般質問、沼

澤議員の質問にお答えさせていただきます。 
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  旧角沢小学校の関係につきましては、教育長

より答弁させていただきたいと思います。 

  初めに、セブンイレブンから日新中学校、小

学校のスクールゾーン化についての要望書を確

かに承りました。これまで地域の皆さんが子供

たちの安心安全のためにどのような形がいいの

かという話し合いをしてきたことは十二分に承

知しているところであります。交通量調査など

を行い、これまで町内の既得権と思われた一方

通行などもお互いに話し合われたと、御苦労に

対して敬意を表したいと思います。 

  その中で、入り口の除排雪については、区長

と語る会の席上、私の方からも最重要路線とい

うか、子供たちの安全を守るということで、道

の拡幅はできないけれども、除雪による堆雪の

排雪を行いながら、子供たちの通学にできる限

り配慮したいと発言したことを覚えております

ので、担当課にもそのことをきっちりと伝えて

まいりたいと思っています。 

  友愛園の跡地利用のことでありますが、友愛

園の施設につきましては、御存じのとおり奥の

方の市の施設と友愛園の施設があるわけですけ

れども、現在山形県において最上地区障害者就

業生活支援センターとしての活用が検討されて

おります。実際に私のところにもそういうよう

な活用をできないかというようなことがありま

すが、福祉を窓口といたしまして、そのような

方向で今進んでいると承知しております。同セ

ンターは、村山及び置賜、庄内の３地区に設置

されておりまして、最上地区のみが未設置だと

いうことで、平成22年４月１日開設の方向で、

山形県と受託先である山形県手をつなぐ育成会

との間で準備が進められている状況で、実質的

な運営主体は同育成会が運営しております友愛

園となる予定であります。また、同センターは

障害者の新規就業や既に就業している方々の職

場定着及び日常生活、社会生活に関する相談、

支援を目的としておりますので、今後の障害者

対策として大いに期待を寄せているところであ

ります。隣接する市所有の木造の旧作業棟は大

変老朽が進んでおりますので、近日中に解体撤

去したいと考えております。すべてを更地にす

る考えはないかということでありますが、先ほ

ど申し上げましたように、手前の施設を生活支

援センターとして活用する予定ですので、全面

更地ということはないということであります。

奥の方の撤去後の更地については、今後の検討

を要するところでありますが、後ろに控える住

宅地の皆さんのことも考慮しなければならない

と考えております。１本しかないクランクの道

路で後ろの方々が居住している環境に対して、

防災上、安全上、市として取り組めるものがあ

れば、それなどを最優先に考えたいと考えてお

ります。 

  次の山屋小学校の統合関連につきましても教

育長から答弁させますので、よろしくお願いい

たします。 

  最後の冬期対策、流雪溝整備と新田川補水及

び空き地利用についてということであります。 

  御承知のとおり、議員のおっしゃるとおり、

20年度までの整備済みは46キロメートルで50％

と報告しておるわけですけれども、整備区域は

４流域を将来的な管理運営を考慮し22地区に細

分化しております。その中で、長期計画、短期

計画の別はございませんで、全く手を加えてい

ない区域も３地区ほどあります。御指摘のとお

り、平成16年に平成39年までの面整備の残事業

費を約34億円と試算しておりますが、平成21年

度までは５年間で整備延長が約2.6キロ、事業

費で約１億800万円の実績であります。大幅に

計画からおくれているわけでありますが、年次

計画の見直しを整備の効率なども考慮して行っ

ていきたいと考えております。現時点では短期

整備計画に位置づけしております常葉町地区周

辺を今後四、五年かけて面整備を実施したいと

考えております。 
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  二つ目に、新田川からの消流雪用水導入事業

の進捗状況について、平成18年12月議会での議

員の質問に対する答弁につきましてはおっしゃ

るとおりであります。この件につきましては県

との協議が必要だということを再三申しており

ますが、最終的には新庄市の導水路の問題がご

ざいます。正直申し上げまして、これまで財政

再建ということで、県の事業をしたときに新田

川から市内に導く導水路は市の予算となるわけ

です。その導水路をどうするかということで今

後検討させていただきたいと思います。大変重

要な地域である、せっかくの最上川からくみ上

げても現在は休場の方から金沢用水、堰に頼っ

ているという状況をかんがみますと、生活の安

心安全、除排雪という観点からいきますと、や

はり新庄市がそこからどういうふうに市内に導

水路を引くかということ、これもあわせて検討

してまいりたいと思います。そのことをもって

県と協議を図るということを考えております。

ただし、まだ正直申し上げまして財政上厳しい

状況、財政状況とあわせながら、できる限り導

水路の計画を立て、県との協議に入ってまいり

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  三つ目の質問の道路除排雪の堆雪場所であり

ますが、民間の空き地利用、活用という御提案

で、確かに市内の空き地が目立ってきておるわ

けですが、管理上、交渉が難しい状況にもなっ

ております。今の問題といたしましては、これ

まで雪を置かせてくれたところが雪を逆に置か

せてくれないというような状況もふえつつあり

ます。この問題に関しては行政だけでは対応で

きないということで、ことし11月13日、除排雪

の出発式の折に、オペレーターの皆さんに除排

雪をする上での効率的な場所等を気づいた場合

にはぜひ担当の者に伝えてほしいと、行政だけ

ではカバーし切れないということを素直に申し

上げ、今後、除排雪のときに必要な箇所、必要

な場所について目標を決めて計画的に堆雪場所

の交渉を図ってまいりたいと考えております。 

  もう一方で、御指摘のとおり２億2,000万円

のうち約１億4,500万円ほど除排雪経費がかか

っているわけですが、約半分が雪戻しというと

ころにお金がかかっております。これも大変大

きな問題であります。雪を置かせていただくわ

けですが、ハウス、育苗、春先の関係から、周

りとの温度差があるということで、できる限り

ハウスあるいは育苗の前に雪を戻してほしいと、

この問題も大きな支出の状況になっております。

雪が降らなくてお金をほとんど使わなかっただ

ろうということでありますが、半分ほどのほか

に雪戻しという作業が春先に出て、これで約半

分ほど使っているということを御理解いただき

たいと思います。民家の堆雪場所、民地等、今

後ますます苦労してきている状況であります。

そのことを今後ともさらに効率の高い形で堆雪

場所を確保し、そして高齢化に合わせた形で除

排雪計画も今後一層進めていきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、先ほどの流雪溝の整備計画に戻り

ますけれども、確かに今予算がないわけですけ

れども、平成39年までに34億ですが、平成29年

度以降についてはかなりのペースで進められる

だろうと思っております。その考え方としては、

国営水利事業の返還が終わるとその方に一気に

面的な整備にかけていくことが可能なのかなと

思っています。その間、財政上厳しい状況を工

面しながら進めていきたいということもあわせ

て御理解賜りたいと思います。 

  学校関係については教育長より答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 角沢小学校の跡地利用について

という御質問でございますけれども、まず旧角

沢小学校のプールにつきましては施設・設備が
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老朽化しておりまして、プールとしての再利用

は考えられませんので、財政再建計画との折り

合いを図りながら、できれば５年以内に解体し

て更地として普通財産に転用したいと考えてお

ります。また、それまでの安全対策につきまし

ては、地域の協力を得ながら万全を期していき

たいと思っております。 

  次に、旧角沢小学校の校舎ですが、教室等は

昭和55年度、体育館は昭和42年度と、ともに新

耐震基準以前の建築であり、耐震診断の結果に

よっては耐震補強工事が必要となることも考え

られます。また、従来補助事業によって建築し

た学校校舎の場合、処分制限期間内に用途変更

や解体を行えば補助金の返還が義務づけられて

おり、この点が旧角沢小学校校舎の跡地利用を

検討する際の障害となっておりました。しかし、

平成20年６月の法改正によって、補助事業完了

後10年を経過したものについては国庫納付金を

免除することとなり、状況が大きく変化してお

ります。 

  当市としましては、角沢地区高齢者の皆さん

の憩いの場ともなっているグラウンドは周囲の

桜の木なども含め維持する必要があると考えま

すが、校舎については社会教育施設への転用な

ど行政財産としての活用は困難であると考えて

おります。しかし、現在、地区の皆さんや子供

たちが利用している施設でもあり、跡地利用を

めぐる状況の変化も考慮しながら、地区の方々

と協議を重ね、よりよい解決方法を模索したい

と考えているところであります。 

  山屋小学校の統合関連につきましての御質問

でございますけれども、平成22年３月31日をも

って山屋小学校が135年の歴史に幕を閉じ、４

月１日より新庄小学校と統合することとなりま

す。転校することとなる13名の児童が不安なく

新庄小学校に移れるよう、両校では今年度６回

に及ぶ全体交流を進めてきました。授業を一緒

に受ける機会を設けたり、給食や掃除を一緒に

行ったり、合唱祭に参加したり、遠足を合同で

行ったり、年間を通して計画的な交流が行われ

てきました。去る11月19日には新庄小学校を会

場に山屋小学校の保護者への説明会が開催され、

授業参観や学校経営、ＰＴＡ活動等についての

説明も行われました。今後もスキー交流会や引

き継ぎ会を開催し、さらなる不安の解消に努め

ていく予定であります。 

  山屋小学校の跡地利用の協議の状況という御

質問でございます。小嶋議員からも跡地利用に

ついての御質問がございました。跡地利用につ

いては、市長部局の判断になるわけであります

けれども、ただいま教育委員会の方で地元との

協議を行っておりますので、私の方から答弁さ

せていただきます。 

  山屋小学校の跡地利用につきましては、昨年

12月に提出された山屋地区の要望書では、地区

との十分な話し合いを行った上で進めるように

との意向でありました。山屋地区では来年３月

の閉校に向けて閉校記念実行委員会を発足させ、

記念誌の発行や記念式典の準備を進めていると

ころでありますが、この間３回ほど実行委員会

の役員の方々と跡地利用についての協議を行っ

てまいりました。また、山屋地区では校舎等の

跡地利用の問題に絞ってアンケート調査を実施

しましたが、まだ地区としての意見がまとまっ

ていないようであります。しかしながら、アン

ケート結果や役員の方々の意見に共通するコン

セプトは、閉校後も小学生の歓声が聞かれたと

きのように、にぎやかな声が響き渡る施設とい

うことでありました。新庄市としましても、こ

うした地元の意向を尊重しながら、さらに協議

と検討を重ね、具体化を図ってまいりたいと考

えているところであります。御指摘のように、

耐震補強の心配がなく、杢蔵山麓の豊かな自然

環境や温泉など、すぐれた立地条件にあること

から、できるだけ早期に方向性をお示ししたい

と考えております。以上でございます。 
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１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） まず先に、角沢小学校

に関連いたしますが、ただいま御説明いただき

ましたが、建設時の補助金関係においての返還

義務がなくなったということの御説明でござい

ました。また、将来、行政財産として使ってい

くのも無理だろうという御答弁だったかと思い

ます。そんな中で、この４年間というのは何の

時間だったのかなと思うわけです。統合時、こ

の議場においてもいろいろ議論されました。思

い出してみますと、やはりいち早く地域住民と

意見のすり合わせをして、何とか残せるかを含

めて検討するというようなことだったかなと思

っております。何といいましても、地域住民か

らすると、あの状態ですっきりしない使い方で

は、仮に集会的な場に使うにしても何か不安感

があるんじゃないのかなと私自身も聞いており

ますので、いち早くこの辺のことの方向性をま

とめる必要があるんじゃないのかなと考えてお

ります。ここに地元の森議員もいらっしゃいま

すけれども、いろいろ心配なさっておるようで

す。どうかひとつ、何といいますか、気持ちを

込めた対応をしていただきたいなと思っており

ます。 

  そんな中で、プールですけれども、これも以

前の話ですが、近々解体ということは聞いてお

りましたが、やはり財政的な理由かと思います

が、これもなかなか進まなくて、５年以内と御

答弁いただきましたが、５年ではひどいんじゃ

ないでしょうか。何とか予算組みをしていただ

いて、そんなに莫大なお金がかかるとは思いま

せんので、対処していただきたいと思います。 

  安全対策も万全を期するということですけれ

ども、冬期間、去年、おととしのように雪が少

なければいいんだけれども、三、四年前のよう

な大雪の場合ですと、あのフェンスを超えるく

らいの雪の量になった場合、あそこを子供たち

が越えて、例えばスキーの遊びとかで危険性は

ないのかどうなのかです。今現在、あそこに水

が張ってありますけれども、例えば水を抜いて

しまうとか、あるいは別の方法があるのかを含

めてもう一度検証していただきたいと思います。

いかがでしょうか、簡単で結構です。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 角沢小学校に関しまして、５

年間は何だったのかというお言葉もございまし

たけれども、確かにすっきりしない状況で経過

してきたと。改めて地元の方々と今後について

協議したいと。地元の方からもそういった要望

が寄せられておりますので、真摯にこれを受け

とめて対処していきたいと考えておるところで

ございます。 

  具体的に、プールの安全対策という問題でご

ざいますが、たびたび私どもも現地をパトロー

ルして状況は確認してまいったつもりでござい

ます。多少水抜きの部分にふぐあいが生じてお

るようで、雨の後などは確かに水がたまったよ

うな状況も確認できました。地元の方々の御協

力をいただきながらこれまでも施設の安全管理

に努めてまいったところでございますが、今後

とも地元の皆さん方の協力をちょうだいしなが

ら、いましばらくの間、安全管理に努めてまい

りたいと。必要によっては注意を促すような表

示等も対応してまいりたいと今考えておるとこ

ろでございます。 

  冬期間についても、私どももパトロールをす

るなど状況確認に努めてまいりたいと思います

ので、御理解と御協力をちょうだいしたいと思

います。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） ひとつよろしくお願い

いたしたいと思います。 

  次に、友愛園関係についてですが、今の市長
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の答弁でほとんどわかりましたが、あそこの跡

地、要するに友愛園所有の本館棟ですが、まだ

27年ほどしかたってない鉄骨造で立派な建物で

す。来春から就労支援センターを開設するとい

うことで、大変結構だと感じておりますが、あ

の大きな建物、手をつなぐ親の会が就労支援セ

ンターを開設しても、職員が２人ぐらいと聞い

ております。膨大な建物ですから、また何か利

用方法がないのかなと思った場合、隣のたんぽ

ぽ作業所に入っております中央学童保育所、あ

そこは私たち文教厚生も視察しましたけれども、

大変老朽化も進んで、狭いところに子供たちが

いるというような環境でした。将来的に見て、

友愛園の残りの部分というのは結構ありますの

で、この辺の活用等はお考えにならないのかど

うなのか。もしできるとすれば私はそちらの方

に向けた方がいいんじゃないかと感じておりま

す。いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在、たんぽぽ作業所と

共用して使っております中央学童保育所、ここ

に沼田小学校の児童と新庄小学校の児童、両校

の児童をお預かりしてございます。大体50数名

程度で推移してございますけれども、現在、県

の学童保育の補助制度につきましては、70名を

超える規模になりますと補助対象にならないよ

うになっております。したがいまして、今後と

も学童保育に対する需要というのは高まってい

くのではないかなと考えておりますので、一つ

の目安としまして70名規模になりそうな時点で

沼田小学校の児童と新庄小学校の児童を分離し

た学童保育所の設置も考えなければならないな

と思ってございます。その際、現在の旧友愛園

の施設につきましては、就労生活支援センター

で必要とするスペースは、事務室、相談室が大

体２室、あとは作業スペースとなっております

ので、当然余裕が出てまいります。その際には

旧友愛園の施設につきましても新庄小学校の学

童保育所としての有力な選択肢の一つではある

と考えてございます。以上です。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） その辺もよろしく検討

方お願いしたいと思います。 

  雪対策について、ただいま市長より御丁寧な

答弁をいただきましたが、一つ答弁の中で気に

なりましたことは、新田川に補水するために、

面整備といいますか、市内の金沢あるいは末広

町、日の出町関係、３年ぐらいかけて大分側溝

整備されておりますが、これが全部これで完了

して、町中の方は導水に向けての問題というの

は何もないのかどうなのか、すべて終わったん

ですよと、そうなっているのかどうか。それか

ら、新田川に導水するための導水路、これは市

でしなくてはならないというお話でございまし

たが、導水路がきちんと整備ならないと、県の

方で事業化しているポンプアップを含めた関係

ですが、これに着手できないとはっきり言って

いるのかどうなのか、いかがでしょうか。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 最初の御質問でござい

ますけれども、新田川から受益を得られる地区

としては今申し上げました日の出町、末広町、

金沢地区でございます。その中で実際に供用し

ている部分は、日の出町の場合ですと約100％

に近い、ただ一部金沢新町の方がまだ未整備と

なっております。それから、上金沢、末広町地

区についてはこれまで随時整備をしてまいりま

したけれども、接続する箇所がまだ未整備でご

ざいました。これが今まで18年までにある程度

整備をしてまいりまして、上金沢地区、末広町

地区についてはほぼ100％に近い状況になって

います。松枝、下金沢地区につきましては、前

からの旧国道の金沢通りといいますか、その部
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分については既に供用なっておりまして、未整

備については、その西側に当たる地区について

は未整備となっていますけれども、ほぼ77％ぐ

らいの進捗になっております。 

  その中で、いかに新田川の水が、今の金沢堰

を活用できるかということで、県ともいろいろ

新庄市の消流雪調整会議ということで、国・県

と最上総合支庁、全国でもまれな取り組みとい

うことで、調整会議の場でいろいろ議論して課

題を整理してきました。その中で、消流雪用水

の導入事業、これは国の直轄事業と県の事業が

ございます。新田川の自己水利といいますか、

維持流量ということで、冬期間、厳寒期におい

ては水量が半減してしまうということで、最上

川からの水を日の出町、金沢地区に必要な水量

をくみ上げて、それを各河川に放水して、それ

から県の消流雪用水導入事業でくみ上げて供給

するという計画で、18年12月議会で23から26年

度の中で計画しておりますという答弁をしてお

ると思います。その中で、県の方にはこれまで

も再三協議を進めております。その中で、接続

されていない末広町地区の部分とか、これまで

整備を図ってもらいました。それから、水を上

げた場合に、水上がり箇所、常襲地帯といいま

すか、そういう箇所についてはどういった改善

をしたらいいか、いろんな改善を図ってまいり

まして、受け皿としてはほぼ完了しているんで

すけれども、市としては導水路の位置をどこに

放水するかというような計画を早急に立ててま

いりたいと思います。それを県の方にお願いし

て、市としては実施計画をこういうふうに立て

ましたということで県とまた調整しまして、県

の事業で実施してもらいたいという協議をこれ

からも進めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 今の御答弁でちょっと

わからない面がありますので、お聞きしたいと

思います。 

  確かに23年から26年度にかけて全体の事業を

整備完了していきたいという前の計画、これは

五十嵐課長がおっしゃるとおり理解しているん

ですけれども、壇上でも申し上げましたとおり

３年間ここで経過してしまったわけです。この

３年間で一体何を県と進められてきたのかなと

思うんです。23年度といえば、来年度、22年度

にきちっとした計画を組まないと本来であれば

23年の着工というのはできないわけですよね。

確たる大きな理由というのは今聞こえなかった

んですけれども、23年は無理なような話、しか

し26年度の完成には間に合わせられるんだと言

われるのであればそれで結構です。それがそう

じゃない、そちらもわからないのかどうなのか、

ここがポイントだと思いますので、いろいろな

ことを進める中で、問題点、財政的なことはい

っぱいあると思うんですけれども、県もそのと

おりだと思います。県もちょっと前までは１兆

2,000億の県債残高でしたけれども、最近は１

兆4,000億なんて新聞にも載っております。で

すから県も財政的に楽でないから、新庄のこの

事業もちょっと見合わせてくれと言われている

のかなと感じた面もあったんです。そういうこ

とをよく前と後ろを合わせ見て、早く進めても

らいたいというお願いなんです。ともかく県と

もっときちっと打ち合わせをしていただきたい

なと思うんですけれども、最後にお願いします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 18年から３年間、どの

ような調整をしてきたかということでございま

すけれども、先ほど申し上げました県でやって

いただく受け皿の整備として、流雪溝の接続さ

れてない地区、水上がり箇所の解消対策とか、

それをまずやって県との協議を今まで進めてま

いりました。それをやらないと、せっかく水を
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上げてもそれが改善されてないということにな

りますので、そういう調整をしてまいりました。

ただ、16年３月に基本計画を策定しまして、今

度は実施計画をある程度、この地区はどういう

ふうに分配するかという、先ほど申し上げまし

た。23年度、やはり着工は難しいと思いますけ

れども、23年度あたりに実施計画を立てて、早

急に26年度完成できるような調整を県とこれか

ら進めてまいりたいと思います。なかなか県も

難しいとなっていますけれども、まずいの一番

にやっていかなければならない地区としており

ますので、よろしく御理解をお願いしたいと思

います。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） ひとつよろしくお願い

します。県が難しいと言っているということで

はなくて、それを克服して何とか26年度に完成

できるようにお願いいたします。終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時４９分 休憩 

     午前１０時５９分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

遠藤敏信議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、遠藤敏信君。 

   （８番遠藤敏信議員登壇）（拍手） 

８ 番（遠藤敏信議員） 11月３日に早々と初雪

がありましたが、以来、霜柱が立つような冷え

込みもなく、１日はありましたけれども、雨の

日が多いことしの秋、そして初冬であります。

過ごしやすいと言えば過ごしやすいのですが、

温暖化のあらわれかと思えば複雑な心境のきょ

うこのごろであります。 

  それでは、勁草会の一員として通告に従い質

問を行いますが、きのう質問された方々との問

いのテーマが重なっている部分が大変多く、そ

の点については確認ということで簡単にお答え

くださって結構であります。よろしくお願いい

たします。 

  昨年秋のアメリカの金融危機に端を発した経

済危機は瞬く間に日本経済を飲み込み、ただで

さえ不況風が吹いていた日本の社会経済情勢を

直撃しました。それにより企業の業績不振が深

刻化したことは御承知のとおりであります。そ

の結果、そういう状態だからしてやむを得ない

措置とばかりに非正規労働者を初めとする労働

者の雇いどめが拡大し、大きな社会問題となっ

ています。 

  さて、県内の雇用情勢はどうかというと、こ

れは11月28日付の新聞記事からですけれども、

紹介します。11月27日に山形労働局は10月の山

形県内の雇用情勢を公表した。有効求人倍率は

９月を0.01倍上回る0.37倍になり、やや増。新

規求人数は前年同月比で電子部品製造業は倍増、

電気機械器具製造業は１年７カ月ぶりの増加。

しかし、これらを除くと減少が続く業種が多く、

労働局は「雇用情勢は極めて低い水準にあり、

穏やかな改善基調だが厳しい状況」とあります。

有効求人数は31％減の１万2,939人、一方、求

職者数は28％ふえて３万1,595人で、１年８カ

月連続でふえています。また、雇用保険受給者

は9,980人で、前年同月比57.7％増ではあるが、

１万人を８カ月ぶりに割ったとあります。しか

し、これについて労働局は「就職した人がふえ

たとも見えるが、仕事が見つからないまま90日

から330日の雇用保険受給期限切れを迎えたと

も考えられると懸念している」とあります。 

  きのう奥山議員も言及しましたが、この秋、

新庄富士通ゼネラルが操業を停止し、解散しま

した。誘致企業第１号として1967年以来42年間



- 92 - 

にわたり地元経済に大きくかかわってきただけ

に、撤退の影響は雇用問題を初め大きいと思い

ます。会社側でもさまざま手を尽くしてくれた

とはいえ、退職を余儀なくされた方々、他地域

に赴かざるを得なくなった方々、また再就職の

道を求めて大変な思いでいるのではないかと心

配しています。まだ解散して間がない状態での

予測判断はできないとは思いますが、関連企業

及び二次的に及ぼす地元経済への影響はどんな

ものが予想されるかお伺いいたします。 

  12月定例会の開会初日に、この秋、最上総合

支庁が最上管内の高校生に行ったアンケート結

果「若者定住に関する高校生の意識調査の概要

について」が参考資料として渡りました。これ

もきのうのやりとりのリメークですが、確認の

意味で伺いたいと思います。 

  それによると新庄市の場合、「引き続き住み

たい」が18.1％、「一度地域を離れるが、戻っ

てきて住みたい」というのが48.5％、「できれ

ば住みたくない」が19％、「住みたくない」が

14.4％という結果です。住みたいと思う理由に

「地域に愛着がある」53.8％や「自然環境に恵

まれている」29.4％という思いがある一方、住

みたくない理由に「希望する働く場所がない」

46.5％、「ショッピングするところがない」

31.1％、「賃金など労働条件が悪い」21.8％と

いうことです。これについての分析は、きのう

複数の方から述べられましたので避けますが、

住みたくない理由の大きな原因が「希望する働

く場所がない」というのであれば、働く場の確

保こそ急務で、今後施策を講じる上で重要な方

向性を示しているのではないかと考えます。ど

うお考えか、改めてお伺いいたします。 

  新庄市の人口は昨年４万人を切りました。最

上地域では10年間で１万600人減少、今や８万

5,000人台です。人口減少は働く場がないこと

が大きな要因であり、それが人口減少にさらに

拍車をかけているのではないでしょうか。新庄

にとどまりたい、やがて戻ってきたいという若

者たちがいるということは救いだと思います。

そうした声、願いにこたえられるようなまちづ

くりを行政としてサポートあるいは行政が主導

して行うことも必要なのではないかと思います

が、いかがですか。 

  続いて、２番目、食育の現状についてであり

ます。 

  11月５日から中学校での学校給食が始まりま

した。市民、児童生徒の保護者から強い要望を

受け、市長がマニフェストの中心の一つに掲げ

た柱が立ったということであります。開始して

１カ月余りですが、好評だと伺っております。

生徒たちにとっても保護者たちにとっても、関

係する方々が満足できるよう、運営に当たって

は折々に協議をし、指導改善をしていただきた

いと思います。 

  さて、平成17年６月に食育基本法が制定され

ました。食育とは、きのうの教育長の答弁にも

ありましたけれども、生きる上での基本、知育、

徳育及び体育の基本となるもの、さまざまな経

験を通じて食に対する知識と食を選択する力を

習得し、健全な食生活を実践することができる

人間を育てることと位置づけられています。つ

まり私たちは心も体も食の上に成り立っている

という前提に立って、安心安全な食を確保でき

る環境づくりを国民運動として推進していくた

めに策定したとあります。今や「早寝・早起

き・朝ごはん」が学校の教育スローガンになっ

ております。食生活が乱れているということの

裏返しであります。文化文明の高度に発達した

今日において、ワーキングプアなどの問題で、

まともに仕事と食にありつけず、食うことすら

ままならない状況が発生している中で、この法

律は理想にしかすぎないという見方もあります

が、あえてお聞きします。新庄市では学校教育

の中で食育にどう取り組まれ、どう指導されて

いるのかお尋ねいたします。 
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  中学校の給食が始まり、近場の小学校との親

子方式で供給が始まりましたけれども、それに

伴い食材の供給もふえました。９月議会の際、

地元食材をどう地産地消で賄うかという議論の

中で、学校給食会との関係が取りざたされまし

た。教育委員会の側からこういう食材が欲しい

と提案し、地元産の供給を求めるということは

できないのでしょうか。また、農林サイドでは

それを受けて供給することが可能な仕組みをつ

くることができないのでしょうか、お伺いいた

します。 

  ３番、農業振興についてであります。 

  田園都市新庄を標榜する本市は、農業の発展

なくして成り立たないと認識する一人でありま

す。稲作の作付依存度が70％と、地域特性と言

ったらいいのでしょうか、ほかの地域と比べる

とぬきんでて高いのですが、今後の可能性を秘

めている地域と言えようかと思います。近年、

ニラとかネギ、タラノ芽等山菜の促成栽培、サ

トイモのブランド化など、そして若者園芸塾の

効果だと思うのですけれども、花卉栽培も盛ん

になり、多面的になってきております。農業団

体と連携を密にし、生産体制、販売体制強化に

向け行政支援をしていただきたいと願うもので

あります。と同時に、農に意欲のある人材を育

てることが本市の持続的発展につながるものと

考えます。 

  環境サイドでは、今、リユース・リデュー

ス・リサイクルということで、資源循環の大切

さを啓蒙しております。これは物の循環、経済

の循環、人の循環、食の循環ということで、地

域資源の有効活用を図る上で生活全般につなが

るものだと考えます。その循環のあるべき姿の

基礎が農業にこそ実践可能ではないかと考えま

す。持続的あるいは再生可能なサイクルを考え

たときに、地域循環を前提とした農業展開をす

る施策が必要なのではないでしょうか。 

  10月末に四国の今治市を訪ねてきました。き

のうの一般質問で小関議員がこのことについて

の感想と核心をついた質問を行いましたが、そ

こまで再質問が及びませんでしたので、私がそ

のことを引き継ぎたいと思います。今治はタオ

ルの生産地としては名高いのですけれども、食

と農に極めて敏感に対応し、地産地消を前提に

地域自給を大事にしているまちでした。平成17

年に食料の安全性と安定供給体制を確立する都

市宣言を行い、学校給食への供給をふやそうと

する生産側と努力目標を立て、安心安全な食へ

のこだわりが行政主導的に動いていると感じて

きました。私たち勁草会の3人に対し、４人の

職員が応対し、農林課の女性職員がパワーポイ

ントをあやつり、今治市における食と農への取

り組みについて１時間余にわたって熱く語って

くれたことに驚いてきました。 

  端的にお尋ねいたします。本市農業の持続的

発展と食を通じた市民の健康増進、促進を目的

とした新たなまちづくりのための指針を構築で

きないでしょうか。今や日本の食のあり方に

「これでいいのか」という懸念を持つ市民の増

加とともに、「これでいいのか」と重く受けと

める自治体がふえてきています。山尾市長は食

通として、また食文化の発信ということにかけ

ては一方ならぬ見識を持っておられる方だと存

じております。食を大切にし、田園都市をうた

う新庄市であります。遺伝子組みかえ植物の栽

培規制条項を含む食と農のまちづくり基本条例

の制定を検討していただくよう提案するもので

すが、どうお考えかお尋ねいたします。 

  次に、最後ですけれども、神室山の避難小屋

改修工事についてお尋ねいたします。 

  老朽化のため、平成17年５月から閉鎖、使用

禁止となっていた神室山の避難小屋の改修工事

が本年度事業化されました。天然記念物であり、

絶滅危惧種に指定されているイヌワシが生息し

ていることから、その繁殖期を避けるべく、季

節、期間を限定した工事を行わなければならな
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いことから、工事期間が２年間にわたること、

また従来あった場所に改めて建てかえ場所を求

めたということは、急峻な地形の中にあってわ

ずかでも平坦地が確保できること、そして近く

に水場が確保できることがポイントでなかった

かと認識しています。今年度に行った工事につ

きまして、どういうものであったか、加えて今

後の施工予定についてお伺いいたします。 

  以上、壇上での質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、遠藤議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  地域の経済動向ということで、昨年秋からの

金融不安によります各企業への影響、新庄市に

おきましても雇用環境の悪化と。御存じのとお

り、新庄市内におきましては５社ほど廃止ある

いは撤退、廃業という現状に追い込まれている

実情がございます。 

  特に新庄富士通ゼネラルの影響についてとい

うことでありますが、新庄に来て40年余りの中

で、最盛期には臨時も含めて1,000名近くの従

業員あるいは臨時の職員がいたということであ

ります。それが10分の１近くまでなってきたと

いうことは、その企業としての環境、この40年

の間で何が起こってきたのかということではな

いかなと思います。企業が新庄市のためだけ、

あるいは新庄市だけでは生きていけないという

グローバルな国際社会の中、賃金競争あるいは

低価格、そうした問題に巻き込まれていきます

と、企業はどこで生きていくかという企業存続

の意味合いを持っているのではないかと。その

影響をなるべく回避したいという企業側の努力

で、何度か会社を小さく小さくしながら、影響

を少なく少なくしてきた新庄富士通ゼネラルの

御努力に対しても一定の評価をしなければなら

ないと。しかし、ここに来て最後に撤退したと

いうのは、きのうも申し上げましたが、本社社

長との話し合いの中で、今後も継続をお願いし

たいと。しかし、製品の部品が既に上海にしか

ないと、取り寄せてやることは非常に難しいと

いうことで、断念せざるを得ないという気持ち

も聞かせていただき、今後の利用のあり方等に

ついてもきのう説明したとおりであります。 

  関連企業への影響は、担当の方からお聞きし

ましたが、現状としてはかなり少ないと、製品

が特化されてきているということで、下請等が

ないということで、特には影響ないと聞いてい

るところであります。 

  市への直接的な影響としては、きのうも議論

になりました法人税等の関連になるわけですけ

れども、しかし業績面で赤字の場合は税金がか

からないということで、しかし固定資産税の方

は今後本社の方で払うという状況ですので、税

金的にはさほど影響がないのではないかなと思

います。 

  今回、非常に業績が厳しい中で、雇用対策と

してふるさと雇用再生特別基金事業、緊急雇用

創出事業などを組んで数十名程度採用している

わけですが、さまざまな関連団体、コンピュー

ター学校等との連携を図りながら、二次的な就

職ができるよう支援体制も組んでいるところで

あります。また、企業の中では経済対策として

行われた臨時雇用調整助成金の活用をかなり行

っておりまして、そのおかげでこの程度で、廃

止あるいは撤退程度につながっているというこ

とで、工業団地の企業関係の皆様からは臨時雇

用調整助成金がなければ既に会社は倒産という

話があったんですが、この制度、今後新政権で

どれほど延長するかどうかは定かでありません

が、そういう状況だと認識しております。 

  また、新庄の先日のアンケート調査などを通

して、若者に対する働く場が必要ではないとい

う御提案、御意見でありますけれども、これに
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つきましてはきのうも申し上げましたが、新庄

というところをこれまでの大人がどういうふう

に子供を育ててきたかという問題もあるのでは

ないか。「新庄には何もない」という教え方で

は「帰ってくる必要はない」と。帰る視点が一

つはふるさとへの愛着、新庄まつりとか愛着、

そうしたものしかないということが私は大きな

課題であると思っております。そうした面で新

庄に何があるのかもう一度再発見し、ここの資

源を掘り起こし、それを産業として結びつけ、

雇用の場を図っていくということが私はとても

大事ではないかなと。ただ単に手をこまねいて

アンケート調査だけで「だから若者が来ないん

だ」と。だとすれば、どういうふうにしていか

なければならないのかということが問われてい

ると思います。現在、国・県挙げて６次産業化

ということで、農商工連携、生産、加工、販売、

そうしたことをどう結びつけながら地域産業と

して起こしていくかということが今大変求めら

れていると思います。 

  また、もう一方で、新庄市内にある企業がど

んな企業であるかということが子供たちになか

なか伝わってないということで、工業団地が主

催しまして、神室産業高校の子供たち50数名を

企業見学会等に案内し、そして企業との連携を

図っている。また、ほかの高校におきましても

インターンシップ等において企業に入り、将来

自分が向かいたいところへの進学、進路も決定

しようというような動きが出てきていることに

対しては大変ありがたいなと思います。市内の

企業においても世界的な分野を担う企業もござ

いますので、新庄の企業は決して他に負けてい

るというわけでなく、そのことを地域の全員が、

多くの皆さんと一緒になって「すばらしい工業

団地だ」と言い続けることが子供たちへの魅力

啓発になるのではないかと信じているところで

あります。そうした意味で、企業誘致だけでは

なく、人材の育成を含めた企業誘致、また地域

全体が産業を支えると、そういう意識が私はと

ても大事だと思っております。 

  次に、食育教育の現状につきましては教育長

から答弁させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、農業振興でありますが、先ほどの地域

の経済動向とかかわってくるわけですが、地域

の基幹産業であるということで、農業というの

はこの地域の基盤であると私自身も思っておる

ところであります。新庄市の農業の水稲は70％

というお話がございましたが、これは歴史的な

経過もあると思っております。新庄の地形の状

況、神室山を控えて、その地形から一番土壌に

合った作物が水稲であったという、その歴史が

この地域の水稲の能力を高めているんだと思っ

ています。しかし、農業の中で水稲、米の値段

が年々少子化あるいは食離れ、外国のさまざま

な食べ物が入ってきたということで、米離れが

非常にふえていると思います。その米離れの数

を補うために、農業もさまざまな形で多収穫で

きるような形で畜産や野菜、花卉、山菜など多

様な農業形態を生み出している。果敢に農家の

皆さんが挑戦し、そして農業を守る、また所得

向上に努力していると私は認識しております。

特に新庄最上地域におきましては、水稲から、

特にニラは県内一の産地として成長を遂げてお

りますし、同様に花卉においてもトルコギキョ

ウが県内一の産地として現在の位置におごるこ

となく、生産者はもとより関係機関と一体とな

って努力を重ねているところであります。 

  地域の結びつきという面からいきますと、地

元の農産物を学校給食の食材に用いるというこ

とが食育教育の中にありました。また、地元生

産者、先日、まゆの郷の関係者から中学校給食

導入とともに、地元産の食材を給食に多く採用

し、売り上げも大きく伸びているという話も聞

いているところで、地産地消が実現されている

ということ、大変ありがたいと思っているとこ
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ろであります。こうした地元の安心安全な農作

物が続けられるような農地の保全ということも

力を入れていかなければならないと思っており

ます。 

  また、今治市の行政主導的な条例の事例を出

されましたが、それはそれといたしまして、新

庄市は何をしていかなければならないかという

ことが問われていると私は思っております。持

続的、持続可能な保全型、循環型、そして環境

に優しい、そうしたことを含めて、この地域の

シンボリックな農業を具現化していかなければ

ならないだろうと思います。有機栽培、有機農

法を進めている農家は全国で2.7％、わずかで

はありますが、そのわずかな有機農業によって

引っ張られる地域の魅力、また影響力、そうし

たものは当然影響を及ぼすものだと私は思って

おります。そのためには戦略的に進めていかな

ければならないと考えております。これまでそ

うした方々の農業が点と点であったということ

をどう結びつけていくか、それを象徴的にどこ

に具現化していくのかということが今大変大事

だと思っております。そこの農業と一般的な特

栽とかをやるさまざまな農家とを結びつけなが

ら、この地域の農業の魅力を最大限発揮する、

そうしていくことが戦略的にとても大事だろう

と思っております。条例が先か、行動が先か、

これはまた別の問題であると。熟成度を考え、

それに合わせた形での大いなる声が出たときに、

行政、また条例化というようなことが考えられ

るのではないか。決してしないというわけでは

なく、それ以前にやらなければならない、お題

目だけを並べて中身が伴わないということであ

ってはならないということで、一つ一つ具現化

をしていく、その中から必ずや先が見えてくる

ものだと私は思っておりますので、御理解賜り

たいと思います。 

  最後に、神室山避難小屋の改修工事でありま

すが、これにつきましては当初見通しが非常に

長いスパンでありましたが、団塊の世代の皆さ

んの登山傾向から非常に要望が強いという状況

にかんがみ、担当からぜひ早期の改修をお願い

したいということがあり、ことし予算化し、こ

としと来年の２年度で行うことを決定しました。

新庄市に来る登山の皆さんが、荒れて使えない

避難小屋に何を考えるだろうと。やはり新庄市

の財政が厳しいので、こうした山小屋自体も改

修できないのかといった評判、山登りの皆さん

の情報交換は大変すごいものがありますので、

そうしたことで新庄の悪いイメージを外に出し

ていただきたくないという思いで、やるという

決意をさせていただきました。その間約7,000

万円ぐらいの事業費になるわけですけれども、

その半分が国の予算、そのさらに半分が県の予

算であるということで、残りの金額が大体

2,000万円弱ぐらいになるわけですけれども、

それにつきましては最上町と金山町と新庄市で

それなりの分担率で分けまして、新庄市は２年

間で約800万円弱程度の金額となっております。 

  今後の管理につきましては、登山口で一番利

用度が高いのは湯沢市であります。湯沢市から

の登りが大変多いということで呼びかけまして、

今後は山形県、新庄、最上、金山と湯沢市も含

めて管理体制を組んで、登山客の皆さんの安心

と安全を守っていきたいという状況であります。 

  ことしにつきましては、７月14日に工事請負

契約を交わし、９月に入って現場工事、ヘリコ

プターによって輸送を数十回、これまでの廃材

等をおろしまして、新たな基礎工事を組んで、

10月30日で終了したところであります。来年も

８月以降から工事に入ると。それにつきまして

は６月、７月がイヌワシの営巣期間であるとい

うことで、そこに配慮し、８月、９月、10月、

３カ月をもって完成するというような状況であ

ります。これにつきましては、山岳団体、市町

村それぞれの関係団体の御協力をいただいてお

るわけですが、完成後は運営体制を万全に期し



- 97 - 

ながら進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 食育教育の現状について、私か

ら答弁させていただきます。 

  遠藤議員の御質問の中にもありましたけれど

も、食育基本法に述べられているように、子供

たちが健全な心と体を培い、未来や国際社会に

向かって羽ばたくことができるようにするとと

もに、すべての国民が心身の健康を確保し、生

涯にわたって生き生きと暮らすことができるよ

うにすることが大切なことであります。つまり

子供たちに対する食育は、心身の成長及び人格

の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって

健全な心と体を培い、豊かな人間性をはぐくん

でいく基礎となります。当市におきましても、

この基本理念に基づき、学校教育の中で食育を

重要課題として認識し、今後も取り組んでいく

考えであります。 

  また、地元産の食材を学校給食へという御質

問がありましたけれども、御質問の中にありま

した学校給食会の存在が地産地消の推進の障害

になっているという事実は全くありません。食

材の発注は各学校ごとに行っており、中学校給

食の導入を契機として、先ほど市長の答弁にも

ありましたように、地元産の食材を使おうとい

う意識が高くなって地元産の受注量がふえてい

るという生産者の声も聞いております。今後と

も農林サイドと連携してさらに推進していきた

いと考えております。以上でございます。 

８ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

８ 番（遠藤敏信議員） 地域の経済動向という

ことについては、きのうの質問者の方々とダブ

りますので、あえて避けたいと思います。 

  ただ、富士通ゼネラルの関係で、これはちょ

っと伺ってきたんですけれども、在籍数117人

のうち出向者が４人と関係会社の人が２人いた

ということでした。退職者の方、87人プラス関

係会社の人１名で88人ということを伺いました。

また、勤務先変更ということで新庄から他地域

に行かれた方は、一関へ５人、川崎へ17人、う

ち４人は出向者ということで、これは帰ってい

ったんだということだそうです。新庄から川崎

と浜松に行かれた方は、家を建てたばかりの人

とか子供の養育の関係上、単身赴任の場合でも

行かざるを得ないという方々で、やめようにも

やめられないという方々が、こちらからそちら

の方に赴いたということのようであります。そ

のような意味では職を失った方々の今後の身の

振り方というのはそれぞれだと言えようかと思

いますけれども、大変な状況にあるかと思いま

す。 

  食育についてでありますけれども、なぜ食育

が必要なのかということ、食を大切にする心が

欠けてきていると、栄養バランスの偏った食事

や不規則な食事が増加していると、肥満や生活

習慣病、つまりがんとか糖尿病などがふえてい

ると、特に若い女性などですけれども、過度の

痩身志向、食の安全上の問題の発生、食の海外

への依存、つまり自給率が41％になってきて、

日本の食が危ないと、近年、中国からの輸入冷

凍食品の安全性が指摘されたことなど、外国へ

依存していると。ということは伝統ある食文化

が喪失しているということを受けて、国民的課

題としてこれに取り組もうということで、学校

給食、食育、子供のうちからそういう概念を持

って育ってもらおうということで進めているも

のだと思います。 

  ある関係者の話を聞くと、給食は統一メニュ

ーなわけです。統一メニューの中で「地場産を

使え」と教育委員会が、例えばこういう場で指

摘をした場合、地元産を使えという場合に、学

校ごとに対応を任されているということ、これ
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はいかがなものかと。自主性を与えられている

ということはいいかもしれませんけれども、栄

養士さんとか、そういうことに気の回る人がい

る場合は何とか対応できるかと思うんですけれ

ども、全体的なメニューがマニュアル化されて

いる中で各学校ごとに対応が任されているとい

う状態では、果たしてこれがいいのか悪いのか

ということをまず一つ伺いたいと思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 遠藤議員のおっしゃると

おり、学校給食は統一メニューで行っておりま

す。それは、一つは子供の給食の公平性という

部分を考えていること、もう一つは給食メニュ

ーをつくるのはカロリー計算等もあって難しい

部分がありますので、栄養教諭とか栄養士さん

が集まって１カ月の給食メニューをつくってい

るところであります。 

  食材の発注をなぜ学校ごとにしているのかと

いう部分ですが、これはできるだけ学校がある

地域の商店から食材を買っていただきたいとい

う部分があります。学校はできるだけ身近な商

店から食材を購入するということで、地域との

関係も重視しているという部分があるかと思い

ます。以上でございます。 

８ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

８ 番（遠藤敏信議員） 身近な商店と今言われ

ましたので、あえて質問させていただきます。 

  それぞれの地域の学校の身近な商店と言われ

ますと、例えば日新学区の場合、あの辺の商店

というと、どこと特定できなくても、スーパー

になるわけでしょうか。あるいは新庄小、沼田

小の場合、どういうことになるんでしょうか。

例えば、そういうものをつくれるような体制を

つくった場合、そこから各学校に行くというこ

とにつながるわけでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 お答え申し上げます。 

  たまたま今私の手元にあるのは沼田小学校の

取引先なんですけれども、御紹介申し上げます。

青果では井上商店、中部商店、鮮魚では矢口鮮

魚店、酒類では富田酒店、精肉では野崎精肉店、

佐藤精肉店、豆腐では佐藤食品、納豆では篠原

商店、めん類では樋渡製麺、みそ・しょうゆは

最上醤油という形になっております。できるだ

け学区の商店を生かすという部分で、どの学校

も食材購入をしているかと思っています。 

８ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

８ 番（遠藤敏信議員） わかりました。そうい

う仕組みになっているんですか。これからさま

ざま勉強させていただきます。もう少し統一的

に系統立っているものと思っていましたけれど

も、そういう状態であることを初めて知りまし

た。 

  続いて、新しいまちづくり基本条例というこ

とですけれども、市長はこれからさまざま検討

を加えていきたいと言ったと私はとっているん

ですけれども、例えばこの件に関してこういう

ことをまちで取り上げていただきたいという要

請があった場合、どのようなものかその要請に

よりますけれども、それを検討するような場所

というか、協議を持っていただくことはできる

のでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 遠藤議員の御質問は、食と農

のまちづくり条例の制定を検討できないかとい

うことですが、具体的に食と農という形での自

治基本条例といいますか、そういう検討は行っ

ておりませんが、ただ、自治体がみずからの姿

勢を示す、理念を示すといった基本理念条例の

制定というのはかなり全国的にも広まっており

ます。特に、地方分権が進む中において、そう
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いった画一的なまちづくりでなくて、市町村そ

れぞれが個性豊かなまちづくり、自分のまちは

こういうまちを目指すというものを市民と共有

してともに進むという自治体がいろいろ出てき

ておりますけれども、実は行革大綱の中にもそ

ういったことを研究していくべきだという方針

は持っております。ただ、今時点でどういう名

称で、どういう姿を目指す条例化を図ろうとい

うところはありません。条例化が先に来るわけ

ではありませんので、市長からも御答弁しまし

たように、新庄市がどういう姿であるべきだと

いうのをまず描く、それを市民と共有する、そ

のための進め方なり実現の姿勢を示すための条

例ですので、行革大綱の中でもそういう一文を

掲げておりますので、今、まちづくり総合計画

の策定、市民とともに盛んに進めているところ

ですので、そういった市の将来的な新しい姿を

描き、その上でどういった条例化、そういう検

討も出てくるのかなと思っておりまして、近々

の課題とは実はとらえておりませんでした、正

直なところ。以上です。 

８ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 遠藤敏信君。 

８ 番（遠藤敏信議員） まちづくりのイメージ、

ビジョンというものと重ね合わせて、ぜひそう

いう問題提起がなされた場合には協議の場を設

けていただきたいと思います。 

  最後ですけれども、神室山の避難小屋の件に

ついては、財政状況が大変厳しい折、改築の機

会を与えていただき、私もこれは大変ありがた

いことだなと思っています。実は10月末に、天

気の悪い日でしたけれども登ってきました。７

月に行った際は、窓ガラスやサッシが崩れ落ち

て、見るも無残な形で、朽ちていくのを待って

いるような状況で建っていたわけですけれども、

旧来の建物は完全に撤去され、新たにコンクリ

ート仕立てによる基礎部分が建てられて、冬を

迎えるために一部養生がなされていたというこ

とであります。 

  ところで、水場まで足を運んでみたんです。

従来の水場というのは、ポールを打ったり、ロ

ープを垂らしたりして何とかおりていくことが

できたんですけれども、ここが崩れ落ちていま

して、歩いておりることは不可能だということ

で、遠回りして枯れた沢を、もちろん知らない

人は行けないということで、おりていかなけれ

ばならないという、非常に危険なんですね。そ

こに行く、まだ崩れていないところの道と言え

ば、草が踏み締められたような歩く場所なんで

すけれども、つまり床掘りした際に出たのか、

あるいは解体した際に出たのか、瓦れきという

か、小岩があったんです。あれは工事上発生し

たものであるということから、片づけてという

ことで、指導というか、工期内でやっていただ

きたいなと考えるところであります。行くのに

３時間、４時間かかるので大変なんですけれど

も、確認の上、そういうことを施工業者に言っ

てやるようお願いいたします。以上です。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問申し上げます。 

  １番として、雇用問題と中小企業支援につい

てお聞きします。 

  ①として、仕事がないために暮らしていけな
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い市民がふえています。原因は、中小企業が大

企業から仕事を打ち切られたりしていることや、

大企業が労働者の雇用に責任を持たないからで

す。企業の内部留保はこの10年間で２倍になっ

たとのことです。労働運動総合研究所の調査で

わかりました。総額428.6兆円にも達していま

す。10年間で218.7兆円もふやしています。こ

の急増した分を労働者に還元した場合、具体的

には、最低賃金の時給を1,000円に引き上げ、

非正規労働者、非正規雇用の正規化を図り、働

くルールの確立、それから税、寄附などによる

社会還元、生産環境設備などへの投資、全労働

者への賃上げなどに充てた場合、年間41兆円も

の国の税収増となることを発表しています。非

正規の正規化は、急増分のわずか3.5％を充て

ればできるものであります。内部留保の異常な

ため込みが内需を冷え込ませているのです。市

長として、市民と中小企業を守るため、会社に

雇用を守れという働きかけを強めていただきた

いと思います。10月末に撤退した新庄富士通ゼ

ネラルは、新庄市の誘致企業第１号であり、当

時新庄市として相当の力を注いだと伺っており

ます。富士通ゼネラルは内部留保金を現在

117.35億円も持っています。これはホームペー

ジから調べました。市民挙げての撤退反対の意

思表示が必要だったのではないでしょうか。市

長の見解をお聞きします。 

  ②として、市内の業者の仕事をふやす取り組

みとして、地元業者を使う新築や住宅リフォー

ムに助成を行ってはどうでしょうか。浄化槽設

置への助成が市では財政再建のためになくなり

ました。下水道工事に伴うトイレの水洗化をた

めらう市民が少なくありません。住宅の耐震化

のためにも、例えば費用の10％、10万円を上限

とする補助があれば、建築関係者の仕事がふえ、

市内の経済活性化につながるのではないでしょ

うか。三川町、庄内町の取り組みにも学んでは

いかがでしょうか。岩手県内でことし創設した

住宅リフォーム助成制度の効果は、滝沢村200

万円の予算で7.27倍の経済効果です。八幡平市

では3,000万円の予算で６倍の経済効果、岩手

町では1,000万円の予算で43倍の経済効果、こ

れは商工会も独自に10万円の補助をしておりま

す。雫石町でも10月１日創設で100万円の予算

でしたが、既に20倍の経済効果を生み出してい

ます。 

  ２番目に、「国保税の引き下げを」というこ

とでお聞きします。 

  ①として、平成20年度決算を見ますと、20年

度分で滞納世帯が964世帯、今までを全部足し

た合計でいきますと3,415世帯が滞納となって

います。その原因は高過ぎる税にあるのではな

いでしょうか。 

  ②として、過去の基金取り崩しの最高額は幾

らでしょうか。 

  ③として、安定した会計にするには、国庫負

担の増額を求めることではないでしょうか。 

  ３番目として、「小中一貫校より萩野中学校

の改築を」ということについてです。 

  萩野、泉田、昭和の小学校と萩野中学校を統

合して一つにした、学級数18クラス450人規模

の小中一貫校の建設を新庄市では進めようとし

ています。萩野中学校改築を切望してきた住民

感情を利用した学校統廃合の精神です。それぞ

れ地域に根差した三つの小学校の統廃合と小中

一貫校建設という二つの問題があると考えます。

特に小中一貫校の問題について今回考えてみた

いと思います。 

  一つは、萩野中単独改築こそ住民の要望であ

り、萩野中単独校こそ子供の教育から適正規模

だということであります。各校ＰＴＡ会長名の

要望書提出をこのたびの理由としておりました

が、ＰＴＡ、住民の要望から出たというより、

中学校改築のためにやむなく表明させられたと

言うべきです。経過を見れば、中学校建設を求

めてきた住民に対して、市教育委員会は小中一



- 101 - 

貫校での建設か、改築しないで耐震化か、二つ

からどちらを選ぶかと求めてきました。文教厚

生委員協議会で私が中学校単独での改築をなぜ

提案に入れなかったのかと尋ねたのに対して、

「150人という学校、６学級の単独での改築は

他地域の住民から理解が得られないと考えた」

とのことでした。確かに国は１校12ないし18学

級を公立小中学校の適正規模としております。

しかし、これは子供の教育にとって適正ではあ

りません。8,000人程度の住民に一つの中学校

があることが行政的に効率性がいいとされたこ

とによるものです。それ以下は効率が悪いから

統合しようというリストラの基準そのものなの

です。子供の教育にとっていい規模はもっと小

さいサイズだというのが世界の流れです。国連

のＷＨＯ（世界保健機構）は、子供の心身の健

康に責任を負う立場から世界を調査し、学校は

100人以下が望ましいと指摘しています。萩野

中学校150人というのは世界では適正規模です。 

  二つ目には、小中一貫校は、教職員を減らし、

小学校から中学校の英語学習カリキュラムなど

を組むことで学力テストの成績を上げることに

あるのではないかということです。 

  宮城県登米市豊里小中一貫校を視察してまい

りました。プラスとしては、中学生が小学生と

接する機会を持ちやすいことで、交流による活

動が組みやすいこと、カリキュラムを９年間と

して組めることから、中学１年の英語を小学校

５年から始めるという早期教育ができること、

総合や選択教科の時間を減らして英語や国語、

数学の時間をふやすことで、学力テストの点数

を上げることを目指していました。一貫校は、

教師の数はふやさないまま、小学校から学力テ

ストの点数を上げるための詰め込みと競争を激

しくするものになると感じてまいりました。 

  今でも詰め込みであり、ついていけない子供

への手当てをどうするか、やる気をどう出させ

るか、繰り返し反復が必要なのに、その時間も

とれない体制の中で子供も先生も悩んでいます。

詰め込みと競争を強化することは、子供の格差

を広げ、勉強嫌いをふやし、自己肯定感を持て

ない子をふやすことになってしまいます。施設

面では、一貫校となる18学級の学校には体育館、

グラウンドが一つですが、一つでは無理がある

と先生方は言っています。豊里小中学校は、旧

町独自にですが、それぞれ二つ設置しておりま

した。 

  以下、これからは東京都の教職員組合足立支

部による一貫校の問題点について述べています。

生徒指導上の問題点として、５、６年生が育ち

にくい。「活躍の場が欲しいのだが」と興本扇

学園の校長先生が言っておられます。５、６、

７年生がだらしなくて手がつけられない。障害

を乗り越えていくのが発達なのに、活躍の場が

つくりにくい。５、６年生の休み時間がなく、

発散できず、落ちつかない。５、６年生を遊ば

せたい。学級づくりの問題では、５、６年生の

学級づくりができにくい。教科担任で小学校と

中学校の先生が交換授業をしているが、出席簿

が小中で違うので、サボる子が出ても小学校方

で教科担任はわからない。担任でも５、６年生

では学級づくりができにくい。行事の問題、運

動会、文化祭では１年生から９年生まで長過ぎ

て子供が飽きる。１年生がふらふらしたりする。

出る種目も少なくなる。中１の入学式、小学校

６年の卒業式が軽視されている。宮城県の豊里

小学校では行っていませんでした。教育課程の

問題では、１単位時間を50分にし、小学生を合

わせようとすると小学生にとって20分休みがな

いことになる。45分に統一すると中学生は週２

回７時間授業となる。会議が長くなる問題です。

豊里小中学校は、教職員50人でした。新庄市の

日新小学校よりも多い職員数になります。１年

から９年生まで子供の情報を交換したいが、時

間がかかり過ぎる。会議の時間が長くなり、必

要な生徒指導の時間がとれない。小中の放課後
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の活動が違う。中学校は部活、定期テストは小

学校が一緒にはできない。一緒の授業研究は組

みにくいという問題があるということでした。 

  また、小学校、中学校独自の活動を十分に保

障することが大事だと思います。そのために、

教職員をふやし、国として30人学級を実現する

ことが重要ではないかと思いますが、いかがで

しょうか。また、学力テストの成績を重視する

目標の数値化では、子供たちを追い詰め、スト

レス状態から陰湿な問題行動へ追いやることに

なるのではないでしょうか。子供の暴力行為が

ふえているとの新聞報道がありました。市内中

学校での暴力行為も聞いております。競争より

も少人数を大切にしたフィンランドのように共

同、学び合い学習こそ真の学力向上ではないで

しょうか。 

  以上から、萩野中学校として単独での改築を

考えていただきたいのですが、いかがでしょう

か。 

  ４番目として、「後期高齢者医療制度は廃止

すべきではないでしょうか」ということです。 

  新庄市の20年度決算でも57人が後期高齢者医

療保険料未納でした。月１万5,000円以下の低

年金の方が払えずに苦しんでいるのです。また、

少ない年金から保険料が天引きされた方も、食

費も医者にかかるお金も削らざるを得なくなっ

ています。この制度が始まってから「年寄りは

早く死ねと言われている気がする」という怒り

の言葉がとても多く聞かれるようになりました。 

  民主党政権の誕生は、大企業優先、対米従属

の自公政治から国民が生活重視の政治へ転換を

求めた結果です。中でもこの制度は民主党が廃

止を掲げていたものです。このたび廃止を４年

先送りにするとのこと、これは国民の願いに反

する公約違反ではないでしょうか。 

  2008年４月に導入されたこの制度は、医療に

かかる国の予算を削減するため、高齢者を別枠

の医療保険に囲い込み、高い負担と安上がりの

差別医療を押しつける制度です。そこに高齢者

の怒りが集中しました。そこで旧政権は列島騒

然の世論に慌てて一部見直しを連打しました。

しかし、現代版「うば捨て山」と言われる差別

法の害悪は、小手先の手直しで解決するもので

はありません。存続すればするほど害悪が広が

ります。この４月には13.8％の保険料の値上げ

が高齢者にのしかかります。平均8,556円の値

上げです。昨年４月、日本共産党と民主、社民、

国民新党は、後期高齢者医療制度を直ちに廃止

し、老人保健制度に戻すことで合意し、廃止法

案を参議院で可決しました。 

  昨年３月までの老人保健制度は、高齢者を国

保や健保に加入させたまま、現役世代より窓口

負担を軽減する財政調整の仕組みです。後期高

齢医療制度を廃止しして老人保健制度に戻せば、

保険料の際限ない負担増や別枠の診療報酬によ

る差別医療はストップされます。保険料の年金

天引きや保険証取り上げも全廃されます。また、

サラリーマンの家族に扶養された高齢者が75歳

の誕生日に健保を追い出されたり、国保に加入

する高齢者夫婦の片方が75歳になった途端に

別々の医療保険に分けられるなどの事態も起こ

らなくなります。健診、保養施設の利用などを

めぐる差別もなくなります。制度廃止によって

国保加入となる人の中で保険料が上がる人が出

てきた場合、昨年４党が提出した廃止法案では

負担増となる場合は国が手当てするとしていま

す。負担増とならないよう財政措置も講じつつ

昨年３月まで混乱なくやってきた制度に戻すの

ですから、混乱など起きるはずはありません。 

  鳩山政権は、新しい制度をつくってから現行

制度を廃止すると発言しています。これでは課

題の先送りであり、新しい制度の名で形を変え

た高齢者差別や給付抑制の仕組みが導入された

ら本末転倒です。日本共産党は一刻も早く廃止

する運動の先頭に立って奮闘します。老人保健

制度の復活は、差別制度の温存の根を断ち、窓
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口負担の無料化、保険料負担の軽減、国庫負担

の増額など抜本改革に足を踏み出す第一歩とも

なります。国民の世論と運動で世界にも例のな

い差別制度を速やかに廃止させましょう。機会

をとらえて、市長として廃止すべきであるとい

う意見を述べてほしいのですが、いかがでしょ

うか。 

  ５番目として、「子育て支援の強化を」とい

うことです。そして、「保育所の最低基準の緩

和は重大問題ではないか」ということです。 

  ①として、子育て手当はよいことと思います。

しかし、扶養控除の廃止という庶民増税では生

活を苦しくさせることになります。例えば年収

300万円の３歳未満の子を持つサラリーマン３

人家族では、所得税・住民税で年間５万4,500

円も増税です。現行児童手当年額12万円の廃止

を合わせると子供手当給付による効果は13万

7,500円まで縮小します。所得税増税によって

保育料も上がります。子供手当の給付を受け取

れない23歳以上70歳未満の家族を扶養している

世帯は増税だけが押しつけられることになりま

す。さらに、障害者自立支援制度の自己負担の

上限が上がり、医療費の自己負担限度額も上が

り、介護保険料の利用者負担上限額も上がるこ

とになります。扶養控除廃止による庶民増税よ

りも、大企業の優遇税制を見直し、軍事費の削

減などで財源を確保すべきではないでしょうか。

市長の見解を伺います。 

  ②として、自公政権時代の規制緩和の延長と

して、保育所の規制緩和が容認されようとして

います。保育所の規制緩和で定数を超えて入所

させるようになってから事故がふえています。

2001年、小泉政権下、無制限に受け入れ、乳児

１人当たり５平方メートル必要であると通達し

てきたものを撤廃し、3.3平方メートルに引き

下げの通知をし、非正規保育士を制限なくふや

しました。その結果、認可保育所での死亡事故

が01年以降08年までに22件起きております。01

年以前の40年間よりも多くなっています。これ

以上の規制緩和は子供を危険にさらすことにな

ります。規制緩和ではなく、認可保育所をふや

し、必要な人が入所できるようにしてほしいと

思います。 

  以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  雇用問題と中小企業支援ということで、大企

業の内部留保の活用という御提言でございます

が、私の範疇ではないと思っております。また、

新庄富士通ゼネラルの内部留保は会社の事情で

すので、お願いに行きましたが、結果として解

散せざるを得ないという話だったということも

御理解いただきたいと思います。 

  きのうから何度も申し上げておりますが、こ

の地域における雇用状況については大変厳しい、

県内すべて厳しい状況にあるわけですけれども、

人口が少ない中での雇用制度の充実によって新

庄最上だけが0.44というような状況になってい

る、数字のマジックということになろうかと思

いますけれども。しかし、依然と厳しい経営状

況にありますので、雇用状況も環境もそれにさ

らされて厳しいと私も認識しております。さき

の議員の御質問にもお答えしましたが、このこ

とは行政で右から左とすぐ解決策として出ると

いうことはあり得ないと思っております。何と

か地域の工業団地の皆さんあるいは中小企業の

皆さんとあるべき姿、企業が求めているもの、

そうした情報収集を行いながら、さらに行政が

こたえられるものをこたえていきたいと思って

おります。 

  現在、具体策として地域雇用創造推進事業、

新パッケージ事業において３年計画で雇用増を
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図りたいと関係機関と一緒になって協議し、ま

た実践しているところであります。それらもす

べて地域内外の企業や教育研究機関、行政、金

融など多様なネットワークを構築しながら、新

技術の導入、新商品開発、企業のイノベーショ

ンの創出につなげる取り組みや製造業で必要と

する技術系の人材確保、専門的人材育成など戦

略的に進めていかなければならないと思ってい

ます。第一義的には、企業が求める人材とは何

たるものかと、こちらの押しつけではなく、企

業の要望にこたえて、そうした形の教育力ある

いは人材力を高めていかなければならないと思

っているところであります。そうした意味で、

この地域に抱える大企業はございませんので、

独自の技術力を高められるような支援を今後と

もしてまいりたいと思います。 

  それから、市内の関連業者に対して、新築や

リフォームへの助成であります。６月定例議会

でも質問があり、お答えしましたが、三川町と

庄内町は関連業界ともタイアップして助成制度

を行っているわけですが、高い活用実績がある

ということも承知しております。本市におきま

しても、これらの制度を参考に研究していると

ころでございますが、地域の経済効果だけでな

く、市民の安全安心を守る、確保する制度とあ

わせてできないかというような検討を進めてい

るところです。昨年度、新庄市建築物耐震改修

促進計画を策定し、民間住宅を含む建築物の耐

震化を促進させ、市民の生命と財産を守るとい

うことで、県や関連団体とともに出前講座を開

催するなど普及啓蒙に努めてきたところであり

ます。今年度はこの計画を実践的に促進させる

ため、木造住宅耐震診断士派遣事業などを実施

して、民間住宅の耐震化に対して第１弾の支援

策を講じたところであります。さらに、今後は

この結果による改修がよりスムーズに推進され

るよう事業施策の検討が必要であると認識して

おりまして、この事業に助成金制度を活用して

はどうかと議論を進めているところであります

ので、御了承願いたいと思います。 

  確かに、建築関連の事業展開は関係する業種

のすそ野が広く、波及効果も期待できるところ

でございますので、事業の実施に向けましては

市民の皆様の防災意識の向上あるいは関係業界

等の御協力が不可欠であると考えておりますの

で、今後とも皆様の御理解と御協力をお願いす

るものであります。 

  次に、国保税の引き下げをということであり

ますが、滞納世帯が多くなっているのは必ずし

も国保の税率だけではないと考えております。

昨年からの景気悪化に加え、高齢化の進展や非

正規労働者の増加など、構造的な問題も影響し

ているものと思います。御指摘の税率ですが、

国保税の税率を比較する場合には１人当たりの

保険税額を用いますが、本市の場合、県内13市

の中では昨年度は４番目、今年度は３番目に少

ない金額となっていることも御承知いただきた

いと思います。また、基金の取り崩しの状況で

すが、この10年間の推移では平成14年度１年間

における１億9,200万円が取り崩しの最高額で

あります。本市の国保特別会計は、この２年間

は赤字であり、大変厳しい財政運営となってお

りますので、税率の引き下げができる状況とは

考えておりません。また、国保財政の悪化は本

市のみならず、全国的な傾向であります。その

ため国庫負担の増額については全国市長会だけ

でなく、町村会、関係団体からも要望されてお

りますので、今後とも機会をとらえて要望して

まいりたいと考えております。 

  小中一貫教育と萩野中学改築等については教

育長に答弁させますので、よろしくお願いいた

します。 

  後期高齢者医療制度を廃止すべきではないか、

民主党の政策で廃止を掲げたが、先送りは公約

違反だと私に言われても、どう答弁したらいい

か私も困るわけですが。 
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  昨年４月からこの運用が始まったわけですが、

当初は国民からさまざまな御意見が出され、マ

スコミ等もさまざまな観点から取り上げ、大変

混乱した時期がございました。今は制度が定着

し、安定した運営がされていると思っておりま

す。制度自体は、大都市と比較し、地方の高齢

者にとって保険料負担の面などで決して不利益

な面だけではない制度であるということも認識

していただいているところであります。 

  御指摘のとおり、現与党はこの制度の廃止を

掲げて政権交代を実現しましたが、廃止後は単

に旧制度の老健制度に戻すのではなく、新たな

制度に移行するために、高齢者医療制度改革会

議を設置して検討を開始したところでございま

す。全国市長会や町村会などでは性急な廃止を

しないよう要請しているところでありますので、

高齢者医療制度改革会議の今後の検討の推移を

見守っていきたいと考えております。制度が廃

止されても高齢者はそこにおりますので、やは

り高齢者を主体にどういう形の制度がいいのか

ということ、その改革会議の論議を待ちたいと

思います。 

  子育て支援、扶養控除の廃止でなく、他の方

策を考えるべきではないか。確かにそういう方

策もあるのでしょうが、現政権では予算編成の

仕組みすべて変えておりますので、その中で財

源としてこの制度を上げる。初めてこの制度を

知った方も大変多いと聞いておるわけですけれ

ども、子育て支援が大きなテーマであり、どち

らに主体的に集中していくか、現政権は子供手

当に集中的に税金を投資していく、財源の不足

については今までのところから移していくとい

うような観点で行われていると私は思っており

ます。まだまだ財源等については予断を許さな

い状況にあるわけであります。歳入につきまし

ても、ガソリン税の暫定税率廃止を唱えながら

も早急な環境税導入などに批判があるというこ

とで、財源をどうするかということも大きな問

題だと認識しております。今後大幅な税制見直

しが今進められておりますが、国の予算編成が

例年よりおくれているということで、地方財政

にとりましても骨格を組めない状況であり、国

の早急な骨格を示していただきたいと思ってい

るところであります。今進められているマニフ

ェストの実施、選挙公約、事業仕分けの結果が

どのように反映するか、大詰めの議論が交わさ

れていると思いますが、市といたしましてはそ

の動向を注視してまいりたいと。大きな時代の

変革期であり、いずれの制度も少子高齢化社会

で必ずや出さなければならない結論であり、そ

の動向を注視してまいりたいと思っております。 

  次に、子育て支援の強化をということで、自

公政権時代のことを出されまして、規制緩和の

延長として保育所の規制緩和が容認されようと

しているということでありますが、国の諮問機

関である地方分権改革推進会議から保育所に限

らず、施設、公のものの設置、管理の基準等に

ついて法律の規定そのものを廃止する第３次勧

告がなされたところであります。これは地方分

権の推進の観点からなされたものでありますが、

厚生労働省では保育、介護などの質に深刻な影

響が生じかねないものについては例外的に全国

一律の最低基準を維持するとしております。た

だし、待機児童解消に深刻な問題を抱えている

東京などは一時的に居住面積に限り緩和される

方向のようであります。その内容につきまして

はマスコミ報道、インターネット、専門誌から

の情報でありまして、いまだ国からの通知等は

なく、時期や具体的な内容についても示されて

いるわけではございません。新庄市の待機児童

については都市部のような深刻な状況にはなく、

今後とも現行基準に基づいて児童の安全と健全

な育成を第一に考えて保育を行ってまいります

ので、よろしく御理解のほどお願い申し上げ、

壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 
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平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 小中一貫教育校を萩野地区にと

いう件に関してお答えを申し上げます。 

  佐藤議員は、萩野地区の住民の方々に究極の

選択をさせたと、逃げ場を押さえて究極の選択

をさせたとお考えのようですけれども、私ども

としては３年間の小中一貫教育の実績の中で、

これはという究極の夢のある提案をしたつもり

でございます。地域の方々も理解をしていただ

いて、夢を買っていただいたのかなと思ってお

ります。小中一貫教育の件に関していろいろな

御批判があるという提示もございましたけれど

も、小中一貫教育そのものは形のあるものでは

なくて、その地域地域の特色に根差して小中一

貫教育が成り立っている、いわば教育の地方分

権という形で、それぞれの特色を生かして自分

たちのやりたいような教育ができるということ

にそのよさがあると思っております。いろいろ

おっしゃった批判については、恐らくその地域

の考え方あるいはそれぞれの学校経営の考え方

そのものが批判に値するものなのかなと思って

おりますので、私どもは地元の人たちと十分協

議をしながら、そういう批判が少なくなるよう

なものを目指していきたいと思っております。 

  基本的には、もみの木教育プラン21を受けて

平成18年から取り組んできた当市の小中一貫教

育プランに掲げられた「たくましい新庄っ子」

の育成を目指すものであります。これまでの小

中一貫教育公開発表会や校長会フォーラムなど

の実践の中で御理解いただけますように、義務

教育９年間を通して学校、地域の連携の輪を広

げながら地域に根差した学校づくりを実現する

ことを目的としています。施設一体型小中一貫

教育校もその延長線上にあり、さらに高い教育

効果を上げることができると考えています。先

行事例では、その成果として中学校生活への不

適応による不登校や問題行動等の大幅な減少、

保護者や地域住民の学校教育に対する意識の向

上により地域ぐるみで子供たちの教育を応援し

ていく体制の構築、小中学校間の教員交流の推

進での教員の指導力や人間性の向上、佐藤議員

もおっしゃっておりましたけれども、異年齢交

流による子供の社会性の育成などが特に上げら

れています。さらに、当市の小中一貫教育では、

今まで地域と連携して進められてきた地域の伝

統や文化、風土を学ぶふるさと学習の発展的な

継続、効率化や切磋琢磨だけでない、個を大事

にする情操豊かな教育、心の教育を重視してい

くことを計画の中にしっかりと位置づけて進め

てまいります。そして、このような取り組みを

通して学力向上につなげていきたいと考えてい

ます。 

  少人数教育等々についてでありますけれども、

世界の先進国の１学級が20人程度であることを

考えると、30人学級の実現は切に望むところで

あります。現在、国のレベルでは40人学級です

が、山形県では御承知のとおり「さんさんプラ

ン」により、複数学級で構成される学年の学級

については中学校１年まで33人学級が独自施策

として実現しています。平成23年度までには中

学校３年まで適用される見通しとなっています。

当面、当市の実態を考えると、１学年１学級に

も「さんさんプラン」適用が図れるよう要望し

ていきます。 

  学力テストの利用については、その傾向を分

析し、授業を改善していくことが目的ととらえ

ています。子供個々にあっては、結果の数値で

なく、未定着の部分を確認し、補強していく資

料とすべきものと思います。今、当市の学校に

あっては、グループ学習等を通して子供同士の

支え合い、結び合う共同の学びを意識した研究

を進めている学校が多くなっています。異なる

価値観の他とかかわりながら自他を認め合うこ

とが集団で学ぶ意義と思います。授業の中で子

供同士がコミュニケーションを図りながら課題

解決を進めていくかかわりを重視した授業実践
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の拡大を今後とも進めていきます。 

  以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 子育て支援の認可保育

所の問題ということで再質問を行います。 

  認可保育所をふやしていただきたいと思いま

す。市では100人以上でないと認可保育所とし

て認めないとしてきたとのことですが、そうい

うことはあったんでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 100人以上の規模でない

と認めない、そういったことがあったのかとい

う御質問ですが、申しわけございません、詳し

くは承知してございません。ただ、現在、定員

を見ますと、乳幼児保育所が60名、泉田保育所

が80名となっておりますので、この数字から見

る限りそういったことはないのかなと推察した

ところでございます。 

  また、認可保育所をふやせという御質問でご

ざいますけれども、現在、市が直接設置してお

ります保育所が５カ所、民間１カ所で計６カ所

の保育園がございます。合わせて定員が630名

でございます。これに対して実際に入所措置し

ている人数が、４月現在の数値でございますけ

れども、590名ということで、定員をトータル

で大きく割り込んでいる状況でございます。し

たがいまして、少なくとも新庄市におきまして

は保育所あるいは保育園を増設する必要性につ

いては感じてございません。 

  ただ、総数では確かに定員を下回っている状

況にはございますけれども、３歳未満児に限っ

てみますと保護者に対する御要望におこたえで

きてない一面もございます。今年度４月末現在

でたしか２名ほど未満児について待機児童とし

てカウントされている数がありましたが、実際

にこの受け皿として取り組んでいただいておる

のが無認可の保育園、認証保育園が大きな受け

皿になってございますので、今後こういった大

きな役割を果たしていただいております無認可

保育園との関係等についてもどうあるべきかと

いうことは研究していかなければならない課題

であるととらえてございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 認可外の保育所の方か

らお伺いしたんですが、待機児のカウントのや

り方が、４月から入れるかどうかということだ

けでカウントしているようですけれども、実際

は途中で子供がそれに入れるぐらいの月数にな

って、「本当は入りたいのに」、「入れたいの

に」、「認可保育所に入れたいな」と考える保護

者がたくさんおられて、結局認可外保育所に相

談に来て、じゃ入れるようになるまでそこにと

いうふうにして、実際の待機になるお子さんも

受け入れてくださっているのが認可外保育所だ

と。その中身は、実際に働いていて保育に欠け

ると思われる方々がたくさん入っているんだと

いうことを伺っております。 

  それで、特に３歳未満が新庄市では待機が多

いということもありまして、ほかの県内の市は

20人あるいは30人でも認可保育所として認める

立場に立って認可保育所をふやしているという

ことを聞いております。寒河江市とか東根市で

す。大きな規模ではなく、特に低年齢の場合は

保育士さんたちの目が届く範囲で、全員を見渡

せるような人数がやはりいいということなので、

20人、30人でも認可保育所として申請があれば

応援すべきだと思いますが、どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 私、先ほど４月現在での

数字を申し上げましたが、福祉事務所におきま

しては毎月カウントしてございます。今年度に

限って申し上げますと、４月以降たしか２名ほ
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ど３歳未満児の待機児童数がふえてございます。 

  保育所の設置の再質問をいただいたわけでご

ざいますけれども、先ほど申し上げましたよう

に、630名の定員に対して590名しか措置してご

ざいませんので、決して保育所あるいは保育園

のキャパが小さいという状況にはなってござい

ません。また、前回も佐藤議員の御質問にお答

えした記憶がございますけれども、３歳未満児

だけを１カ所に集めて設置する保育所、新庄市

において申し上げますと乳幼児保育所なんです

が、そういった保育所については国の補助対象

にはなりませんので、現実的に３歳未満児だけ

の施設を現在の新庄市で、あるいは将来におい

てと言ってもいいんですが、専門の保育所を設

置するということは現実的に不可能かなと私は

考えてございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） しかし、実際に認可外

保育所に、市の方に入れなくてそちらに行って

お願いしているところも多いわけです。それら

を認可保育所ということで応援することによっ

て、施設をよくして、働く人たち、保育士と子

供の人数の割合も認可保育所になれば手厚くな

りますし、そういうふうにして今の子供たち一

人一人を大切にしていくというか、そういう意

味からも認可保育所になりたい、したいと頑張

っているところは積極的にお話を伺って応援し

ていくことが必要だと思います。例えば寒河江

市では、ゆりかご保育園、さくらんぼ子供園と

か、これを平成23年度に認可に向けて準備を始

めているということです。国ではそういう状態

かもしれませんが、市では必要な子供たちがい

るところには認可をするように応援するという

姿勢があります。新庄市でもそのようにして子

供に、双葉の芽が出たような子供を大切に育て

て本葉が出るようにしてやる、そういうことが

大事だと思うんですが、どうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 ３歳未満児について、先

ほど申し上げましたように、無認可の保育園が

受け皿となっていただいておりますことは先ほ

ど申し上げたとおりでございます。 

  今年度、民間で行っております学童保育に対

しまして1,100万円を超える新たな補助金を予

算化したところでございます。直接保育にかか

わるメニューを探したんですが、今現在以上の

ものが見当たらなかったため、やむを得ず今年

度については学童保育に補助するという形で子

育て支援の新たなメニューをふやしたところで

ございます。今後ともそういった無認可の保育

園に対して、まずは国あるいは県の制度を精査

いたしまして、当面はそちらの方の制度を活用

してまいりたいと思っております。そういった

ことで、無認可保育所との関係を大事にしてい

きたいと思っております。 

  議員御質問の現在の無認可の保育園を認可保

育園にという考えはないかということでござい

ますけれども、認可保育園の設置につきまして

は認可の権限が県にございます。市だけの考え

で、ここは認可だよ、ここは無認可のままだよ

ということにはまいりません。何度も申し上げ

ておりますとおり、保育定員が630名でござい

ます。それに対して実際に措置してございます

子供の数が590名という現状でございますので、

もし県に認可の申請をしたとしましても、認可

される可能性というのは限りなくゼロに近いの

ではないかなと考えてございます。また、議員

御質問のとおり、認可保育園になりますと非常

に厳しい規制もございます。果たして今の施設

のまますんなり現行基準、認可保育園として全

然コストをかけないで転用できるのかというこ

とにつきましても、詳しくは調査してございま

せんけれども、そういった観点からも問題点が

あるのではないかなと考えてございます。 
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  以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 先ほど言った認可保育

園になりたい保育園では準備をします。今のま

まで認可外から認可になるということはできな

いわけで、そういう準備もしながら認可保育園

にするようにして、子供たちを応援できる手厚

い保育所づくりに頑張っているところでありま

すから、そういうところをぜひ見て、新庄市で

もそういうことができるのであればやっていこ

うかと考えていただきたいと要望したいと思い

ます。 

  国保税についてですが、取り崩し額が最高２

億円弱ですので、私は基金は２億円ためておけ

ばいいのではないかと考えます。市内のある方

は、仕事がない、収入が減っている中で、財政

難の原因は自分たちにはないのに、高い税、払

えない税、督促ということで、行政不信に陥っ

ております。市が財政再建で頑張った成果を国

保会計への独自繰り出しも視野に入れた国保税

引き下げで住民を励ましていただきたいと思う

んですが、これは要望して終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、金 利寛君。 

   （６番金 利寛議員登壇）（拍手） 

６ 番（金 利寛議員） 御苦労さまでございま

す。平成21年12月定例会一般質問、私で最後と

なりましたが、清新クラブの一員として質問を

させていただきます。 

  さて、景気の先行きが不透明な中、不透明と

いうよりお先真っ暗と言った方が正確かもしれ

ませんが、日本の経済の大変な状況であります。

今年12月１日現在で完全失業者が344万人だそ

うでありまして、昨年度比で89万人増加だそう

であります。山形県13市が４月現在93万5,495

人ですから、ほぼ山形県内13市全部が失業状態

に匹敵している規模であります。本当にとんで

もない状況に突入していまして、これで先行き

がまだ見えないのでありますから、来年もこれ

以上の厳しさが待ち受けていると思わざるを得

ません。市長が先頭に立って、少しでも新庄市

の安心安全、そして福祉の向上を目指して見事

なかじ取りをお願いしたいものであります。 

  さて、私が今回質問する内容は２点でありま

すが、この２点ともさきの議員の方々２名ない

し３名が同じ質問をしておりまして、かなり重

複しておりますので、考え方によってはそれだ

け当新庄市にとっては大きな問題であるがゆえ

に議員各位がそれを取り上げているのであると

感心しておりますが、角度を変えながら質問を

しますので、よろしくお願いします。 

  それでは、まず初めに学校給食についてであ

ります。 

  つい最近、市長就任の折り返し点ということ

で、マニフェストの達成率も絡めて報告が市長

よりありました。この２年間、少し気負い過ぎ

たところもあったのではないかなと思わざるを

得ない点もあったように見えましたが、よく頑

張っているという評価をするものであります。 

  その中で、中学校給食がありますが、この中

学校給食を始めて丸々２カ月がたちました。走

りながら問題点があれば解決しながらとのスタ

ンスで行われたと思いますので、２カ月を過ぎ

て問題点が出てきていないのでしょうか、お伺

いをしたいと思います。また、現状はどうなの
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でしょうか。先ほど前の議員の方々も同じよう

な質問をされておりましたので、重複するとこ

ろは省いてくださって結構であります。 

  昨年の12月定例議会や本年３月の定例議会等

でそれぞれ各議員が熱く議論し合った自校方式

であれ、親子方式であれ、センター方式の方が

いいのではないか等々の中で、センター方式に

すればコストの点では一番安く提供できるので

はないかと思われるが、初期段階の投資が相当

かかる、さりとて全部を自校方式にするとすれ

ば、これまた大変な初期投資がかかるというこ

とで、親子方式で、なおかつ自校方式より安価

で安心、そして温かい状態で中学生に提供でき

るとの内容で、親子方式で進んで現在に至って

いると記憶しております。たしかそのときには

大体の予算額がつかみで出たはずであります。

その金額と中学校給食が始まってから今までの

金額との差異はどうなっておりますか、お伺い

をしたいと思います。 

  また、今後、来年夏場にかけてもＯ-157を初

めとする食の安全性から食中毒対策や保冷対策

等々さまざまな安全対策が必要と思われますが、

大丈夫なのでありましょうか。それらの安全対

策と必要経費との関係などはどうなっているの

でしょうか、お伺いをしたいと思います。 

  それと、前回、地産地消と地場産品、そして

学校給食会への対応の点で問題になったのであ

りますが、それは少しは改善されたのでありま

しょうか、お伺いしたいと思います。 

  次に、２番目の質問でありますが、若者の就

職状況についてお伺いをしたいと思います。 

  冒頭にも申し上げましたが、12月現在、完全

失業者が344万人だそうでありまして、昨年度

比89万人増、先ほども言いましたけれども、山

形県内13市がすっぽりと今年１年だけで完全失

業という大規模な状況であります。大学卒業予

定者の就職内定率が62.5％だそうでありまして、

高校卒業予定者の就職内定率は何と37.6％との

報道がありました。先ほど遠藤議員からもあっ

たように、報道ではその数値は若干動いている

ようでありますが、これも新聞からとったもの

であります。県内最上管内はこの数字よりも少

しよいようでありますが、昨日の市長の報告に

よりますと、高校生の内定率は58.6％というこ

とでありましたけれども、いずれにしましても

就職氷河期と言わざるを得ません。有効求人倍

率は昨年が0.84倍であったのに対して、ことし

は0.47倍と半分になっております。最上管内の

有効求人倍率はそれより大変な状況になってい

るのではないかなと思っておるのですが、若者、

なかんずく高校卒業予定者の就職内定率は、先

ほど市長からお伺いしたところによりますと

58.2％と、有効求人倍率よりもよいということ

は、各高校の先生方、進学・就職を担当する先

生方がそれぞれの高校の名にかけて並々ならぬ

努力の結果ではないかな、その結果がこの数字

にあらわれているのではないかなと思っており

ますが、58％ですから約半分の方々が内定にな

っていないわけでありますから、高校の担当の

先生方は全力で奮闘されていることと想像して

おります。新庄市の現状は、いろんな状況にあ

りますけれども、先ほどから何回も出ましたよ

うに、富士通ゼネラルを初め新庄が大変な状況

になっているということでありますが、まずこ

の現状、今までも何回か市長の答弁があったよ

うでありますが、今後のことも含めてどう認識

しているかをお伺いしたいと思います。 

  これも何回もあったのですが、今回の定例議

会で最上総合支庁の最上管内の高校生の意識調

査のアンケート結果の資料をいただきました。

これは11月24日の山形新聞にも掲載されたわけ

でありますけれども、それによりますと、６割

の高校生が最上地域に住みたいと、東京に一回

出ても、Ｕターンも含めてですけれども、６割

の高校生が最上地域に住みたいと思っていると

いうことであります。一方、住みたくない理由
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については、「希望する働く場所がない」が何

と46.5％、半数近くもあるということなのであ

ります。裏を返せば、働く場所、就労する場所

さえあれば、かなりの若者が最上管内に残れる

のだと言っているアンケート、データの結果な

のであります。とすれば、今こそあらん限りの

知恵と努力を発揮するときなのではないかと思

いますけれども、いかがでありましょうか。総

合支庁地域支援課には私も直接にお伺いをして

いろいろ聞いてまいりましたけれども、一度離

れたけれども戻りたいという若者のために、職

場などの環境整備が急務であると言っておられ

ました。いろいろ支援策があろうかと思います

が、この支援策に力を入れていかない限り、最

近は特にそうでありますが、新庄市の人口減少

に拍車がますますかかっていくことは間違いあ

りません。若者の就労する場所の確保をするこ

とと定住人口とは密接不可分の関係にあろうと

思われます。対策はおありでありましょうか、

お伺いをしたいと思います。 

  子ども・若者育成支援推進法は、地域協議会

などをつくって若者を継続的に支援するとうた

っております。本年７月１日に成立しました。

内容は、ニートだとか引きこもりの方々の社会

参加の意味もあるようでありますが、また、緊

急人材育成支援事業があります。これは中央職

業能力開発協会が行っている事業であります。

これは厚労省の下部機関のようでありますけれ

ども、緊急創出事業で例えば半年間だとか１年

間だとか雇用されたとしても、それを過ぎてし

まえばまた失業の憂き目を見るわけであります。

緊急人材育成支援事業は、生活保障のための給

付制度でありまして、つまり正式雇用を得るた

めに最高１年まで必要なスキルアップの訓練を

受けながら生活保障を行いますよという制度な

のであります。受給要件はいろいろありますけ

れども、訓練期間中は被扶養者は月額12万円、

そのほかに融資制度もありまして、その融資制

度は被扶養者の方は８万円、それ以外の方でも

５万円、そして訓練を受けて雇用保険の一般被

保険者資格を習得した場合にはその貸付額の

50％は免除される、被扶養者以外の方も訓練期

間中、１年ないし半年になりますけれども、専

門のスキルアップをするために月額10万円を支

給していただきながら頑張れる、こんな制度な

のであります。当然わかっておられると思いま

すけれども、どうでありましょうか。 

  新庄市に住む若者が一人でも多く仕事のスキ

ルアップをして定住してもらえるようにとの思

いで、訓練、生活支援給付金のあらましを申し

上げましたけれども、今ハローワークで新しい

試みとしてワンストップの仕事探しなるものを

始めております。長妻厚生労働大臣がサンプル

的に動いているようでありましたけれども、我

が新庄市においても「ワンストップ若者センタ

ー」でもいいですから立ち上げをして、「若者

何でも相談室」、仮の名前ですけれども、「若者

支援センター」でもいいですから市庁舎内に開

設し、これからの新庄市を背負っていくであろ

う若者に対して善根の力添えを行って、一人で

も多くの、いやたくさんの若者が、６割の方々

が最上地域に住みたいと言っているのでありま

すから、そのパワーに全力で対応することこそ

行政の大きな役目ではないかと思っている一人

であります。どうか市長の御英断と、どうやっ

たらその６割の最上地域の人方が新庄に定住で

きるか、就労する場所を市独自で若者支援セン

ターなるものを開設したらどうでしょうかとい

う提案を申し上げて、壇上よりの質問を終わら

せていただきます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 金議員の御質問にお答えさせてい

ただきます。 

  学校給食等に関しましては教育長から答弁さ
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せますので、きょう一番の課題であります若者

の就業状況、今後の取り組みについてお答えさ

せていただきたいと思います。 

  これにつきましては、議員おっしゃるとおり、

きのうから一番の関心事でありまして、県が行

いましたアンケート調査の中で、魅力的な職場

がない、条件が折り合わないということが一番

大きな問題ではないかと。新庄に帰ってきたい、

戻って仕事をしたいという若者にどう支援して

いくのかという思いは、金議員と同じような思

いでおります。その中にありまして、緊急人材

育成・就職支援基金7,000億円が21年度の国の

補正予算で決定されたわけですけれども、先ほ

ど詳しくその制度の内容を教えていただきまし

たが、月額10万円をしながらスキルアップでき

るということ、このことが実際に今後行われて

いくということであれば、かなりの効果がある

のではないかなと思っております。それと同様

のようなことで、パッケージ事業の中で新庄コ

ンピューター学校と連携してスキルアップ講座

を開始したところ、３カ月講座で数多くの皆さ

んが欠席することなくスキルアップに取り組ん

でいるというお話もいただいているところであ

ります。 

  若者支援策といたしましては、毎週金曜日、

最上広域交流センターゆめりあにおいてキャリ

アカウンセラーが就職活動に対する相談などを

行ってスキルアップなどを支援しているところ

ですが、何と申しましてもこの地域の課題は何

年来雪と働く場ということが言われてきたこと

は、私自身も非常に思いのあるところでありま

す。ただ単に雇用の場をどういう形で確保する

のか、過去におきましては新庄で大会社といえ

ば最北精密さんがあったわけですけれども、そ

のときは新庄工業にインテリア科を創設し、企

業と高校との連携を図る、そうした人材育成が

図られていたわけであります。そうしたことを

今後、高校とここにある企業の内容をどう結び

つけていくかということがとても大事ではない

かと思っているところであります。先ほど申し

上げましたが、中核工業団地の協会が神室産業

の子供たちを招待して企業説明を行い、意欲的

に企業にかかわるスキルアップをもって就職に

挑戦してほしいというようなことも考えている、

そんな場面もあるわけです。そんなことも含め

ながら、あるいは神室産業自体は工業と農業の

両面を持っておりますので、その辺を地域の産

業とどう結びつけていくかということも今後一

層具体的にしていかなければならないと考えて

いるところであります。国の補正予算で行われ

ました緊急人材育成・就職支援、そうしたこと

にも一層協力しながら情報収集を高めて支援し

てまいりたいと思っております。 

  それから、大都市圏においてワンストップサ

ービス相談窓口が開設したが、新庄でもどうな

んだということですが、情報によりますと、山

形県Ｕターン情報センターなどを開設しながら、

Ｕターン、Ｉターンに向けたカウンセリング、

あるいは先ほど申し上げましたゆめりあの就職

支援センターなどでさまざまな条件面、求職者

のケースをお聞きしているわけですけれども、

なかなか企業の条件と本人の求める条件がなか

なか合わないというような状況も生じていると

ころであります。現実的な職場、また一般の若

者におきましては逆に正規でなくても構わない

という方も多いということも聞いております。

今回、中学校の給食を実施するに当たり、たし

か20何名に対して200何十名、10倍以上の申し

込みがあったそうですが、正規を好まない方も

いるという話を聞いて私も驚いたところであり

ますが、それぞれの事情もあるようで、なかな

か企業側の条件と折り合わないということ、し

かし今後県外に進出した学生などに向けて一層

情報提供を働きかけていかなければならないと

思っておるところであります。そのために今心

がけていることは、ふるさと応援隊を組織して
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いかなければならないと思っているところであ

ります。東京で開催されるさまざまなイベント

に私どもも参加する機会があるわけですが、そ

の方々にこちらの情報が届いていないというこ

とも反省点であります。将来、新庄に帰ってき

たいという方々がおるわけですけれども、新庄

の条件が見えないということ、若者の定住人口

も大切に考えておるわけですが、また新庄に移

り住みたいというような方もおるということで、

それぞれ双方の情報交換をしていく、そんな組

織も、「ふるさと応援隊」、仮称ですけれども、

そういう形での組織づくりも今後進めていかな

ければならないと、そういう形で若者を含めて

新庄への魅力をさらに発展させていきたいとい

う思いで今いるところであります。若者向けの

就職支援を総合的に進めていきたいということ

であります。 

  御提案いただいたワンストップサービス等に

ついては、新庄市の場合におきましては現在新

庄市の窓口に行きますとすべて部署に通じるよ

うな条件も整えているところでもあります。さ

らに、受け身だけではなく、今後積極的に出ら

れるよう高校の職業担当の先生との懇談会など

もさらに強めてまいりたいと思っておりますの

で、今後ともよろしく御理解のほどお願い申し

上げ、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 学校給食について、私から答弁

させていただきます。 

  中学校給食が始まっての問題点はということ

でございますけれども、問題点が全くないとい

うことではございませんけれども、日常的な作

業の中で改善が図られて現在進んでいるという

ことでございます。搬送を伴った親子方式とい

った面を考えれば、委託業者の迅速かつ丁寧な

対応で、初年度としては大きなトラブルもなく、

おおむね順調に進んでいると考えております。

今後も機器のメンテナンス、委託業者との連絡

等を密に行い、児童生徒、教師等の方々に安心

安全な給食を提供し、保護者の方々にも安心し

ていただきたいと考えております。 

  今回の親子方式でかかりました設備費は約１

億4,540万円となります。以前に計算した段階

では、自校方式では約３億7,700万円、センタ

ー方式では約３億5,500万円となり、その半額

以下に抑えられております。来年度からは基本

的には調理、配送、委託費、食器リース料で約

7,122万円と若干の修繕費がかかる程度で、当

初１億を超すのではないかという想定もありま

したけれども、比較的費用が抑えられ、おおむ

ね順調に運営が行われていくものと考えており

ます。 

  次の質問でございますが、夏場を迎えること

での心配点は食中毒等のことが考えられますが、

安心安全な給食を通年継続するためには、厨房

機器のメンテナンス、衛生管理、委託業者に対

する徹底的な衛生指導等が必要と考えられます

ので、細部にわたり随時指導を行っていく考え

であります。 

  最後の質問でございますが、魚や肉、野菜等

につきましては、各学校において契約している

市内小売店から購入しており、極力地元産の納

入をお願いしております。それ以外の食材につ

きましては、各学校において必要とする食材ご

と単価や内容において適当と考える契約してい

る事業者に発注しております。その中で、米飯、

パンについては、学校給食会に取り扱いを委託

しており、米飯については新庄産１等米を全量

使用することとしております。また、地産地消

については農林課と連携を図りながら、生産者

やＪＡとの検討会に参加し、情報の提供や交換

を行っておりますので、御理解賜りますようお

願い申し上げます。以上でございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 
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６ 番（金 利寛議員） 最初に、２番目の若者

の就労する場所についてということからお伺い

したいと思いますけれども、私が取り上げまし

た若者のパワーこそ、それに一生懸命対応する

ことこそ今後の行政の大きな役目ではないかと

私は思っている一人でありますけれども、市長

はどうでしょうかということをお伺いしたので

ありますが、今後、新庄市を担う若者が一人で

も多く定住すれば、それからまた固定資産税

等々も含めて、結婚もすれば住宅もということ

で、今後そこに託す以外私はないのではないか

なと思える一人でありますけれども、市長の御

認識はどうでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 若者の就労の場に全力を尽くすべ

きということは、まさしくそうであります。そ

の結果として定住されれば、将来にわたって生

活環境を整えていただける方々であると思って

います。それよりも何よりも、もう１点、若者

が市に住みたくなる要件をどうつくり出すかと

いうことも、とても大事なことだと思っており

ます。一つは、企業に勤めたいという条件、全

員を雇うことができない環境にあるということ

になりますと、やはり企業を呼ぶ、一つは企業

を呼んできて就職させる場面をつくる。もう１

点は、企業を起こすことで就労の場を開発する

ことが考えられるのではないかなと思っていま

す。その辺がうまくいけば当然若者への住宅の

施策であるところが芽生えてくるのかなと。就

職の場がなく、若者がそこに定着できるかとい

うことは、おっしゃるとおり難しい問題である

ということであり、そうすると若者が定着でき

る企業はどんな企業なのかということをもう一

度精査しなければならないと思っているところ

であります。 

  私のこれまでのイメージであれば、中核工業

団地に張りつく企業だけが企業であるというこ

とではないのではないかなと、発想も変えてい

かなければならないと。あるところに視察をさ

せていただいたときに、山梨の航空大学の分校

が石川県につくられたという話を聞きました。

そこにその分校の教員等が来られた、それも企

業誘致だというお話を聞いて、なるほどなと思

いました。また、そこに中央のホテルが来たと

いうことで、そこに就職した人が20人いるとい

うこと、これも一つの企業誘致であるというこ

とで、少しイメージを変えながら、工業団地が

すべてではないということで、ありとあらゆる

場面で情報収集をして、こういうことをぜひ新

庄で展開してもらえないかということを考えて

いかなければならないと思っております。そう

した意味で、我々の情報がどうしても不足ぎみ

であるということで、中央に行っていろんな要

望活動をした際、あるいは企業訪問、さらには

新庄最上ふるさと会、あとは葛麓会、江戸家老

の会議、そうした情報を収集しながら、さらに

ふるさと応援隊なるものを組織しながら、さま

ざまな形でこの地域で場面設定が展開できるよ

うなところにアンテナを広げていきたい。それ

が結果として若者に魅力ある仕事の一つになれ

ばいいなということも考えていきたいという意

味ですので、御理解いただきたいと思います。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 市長のおっしゃること、

全く一々しごくなのです。それで、話は順序よ

くしますけれども、きょうの朝、「おもいッき

りテレビ」でこういうことをやりました。「正

社員でも不安を感じている人がいますか」とい

うのが、どういうデータをとったかよくわかり

ませんけれども、40％以上いると。「現代社会

で生活に不安を感じている人がいますか」とい

うことでは89.7％、要するに９割だから、大体

の方々が現代社会で今後の生活に不安を感じて

いるんだと。もう一つは、雇用助成金を受けて
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いる人が197万2,568人もいるんだそうです。そ

してもう一つ、今問われているのは、雇用不安

に端を発する青年層の人生設計モデルの崩壊、

解体にあるんです。我々の場合は、今は少し我

慢すれば少しずつ金が上がっていくかもしれな

いという人生設計ができたのでありますけれど

も、これは年功序列制の部分ですけれども、今、

若者が自分の人生設計を持てない、先行き不透

明だから。がゆえに、例えば非正規雇用よりは

正社員であるということが、またもう一つは、

大人側からすれば年金不安と介護者の不足に示

されるように、日本の高齢者支援のシステムの

信頼の崩壊が、好むと好まざるにかかわらず日

本の国が今そうなっているわけです。ですから

若者は結婚できないわけですよ、先行き不安で

すから。 

  先ほど提案しましたワンストップサービスと

いうのは、市長が言われたように本当に大変い

いことなのです。ふるさと応援隊、東京江戸家

老、郷土愛にして、私は会社をやっているけれ

ども、最上から、新庄から採用したい、仙台の

県人会、新庄出身の人方、その人方のいろんな

知恵を出し合って、先ほど市長も言われました

ように、若者の活力が新庄市に定住すれば、新

庄の活力、これからその若者に託す以外ないわ

けですから、その若者が今、先ほど言いました

ように、雇用不安、青年層が自分の設計モデル

をつくることができない社会状況に追いやられ

ている。ゆえに結婚もできない。就労する場所

もない。がゆえに、じゃどうすればいいのかな

ということで、ワンストップ若者支援センター

なるもので、そこに情報を全部、今、市長が言

われたような、いいような情報も集めて、私は

こういうところで新庄に住みたいけれども何か

ありませんかといった場合には、もう一回Ｕタ

ーンだとかなんとか、工業団地は今こういう状

態になっている、こうなっている、今、市長が

個々的に言われたけれども、これをだれに言え

ば、ふるさと応援隊の人方がこういうふうにし

てよくなったんだよということは、市長は今は

言われましたけれども、それを波及していく方

法がない。それを若者支援センターなるものを

設けて、そこに来ればワンストップで、今、若

者がどういうふうに希求しているのか、住みた

いけれども就労する場所がない。要するに、工

業団地にはこの人とこの人が行けそうだ、こう

いうところがあいているよ、これはハローワー

クで当然やるでしょうじゃなくて、新庄市の定

住人口を多くするためには新庄市みずから汗を

かいて知恵を出して努力して、そしてやらなき

ゃだめな時代になっているのではないか。社会

的にはどこもここも大変な状況は重々嫌なくら

いわかっている上での話をしています。 

  市長は、いいことをずっと言ってくださって

います。そのとおりだと思います。まさに福田

の工業団地ばかりじゃなくて、農業でも起業、

起こさなくちゃだめでしょうと、そういうこと

も含めて支援センターなるものがいつでもおい

でというような、ネーミングも少し、若者がみ

んな行ってみたいなと、そこでたむろしてもい

いから、市の職員あたりが専門にそこのところ

いろんな情報のノウハウを集めていただいて、

ここに来たら何か得るものがあるよというよう

な支援センターを、ハローワークに私は言って

いるんじゃないんです。ハローワークのワンス

トップは、長妻さんが今大変なことがあるもん

だから、それはサンプル的にパフォーマンスで

やっているとしか見えないのですけれども。そ

れを利用してワンストップの若者支援センター

なる何かネーミングをつけて、そこに来たらば

何か情報、だって行政マンの皆さんの方が情報

はいろいろあるわけですから、仙台の県人会で

衆議院議員のだれだれさんがこっちの方にいる

よと、この人方から支援センターに電話を入れ

てもらって、何人か雇用してもらえませんかと。

今、外食産業はもうかっているんです。外食産
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業をこっちに誘致してくれることはありません

かと、そうしたら５人でも６人でも就労する場

所になって、これで飯食っていけるとすれば新

庄市に定住を図れるのではないかという思いで

話をしておりますけれども、いかがでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今、議員から非常にいい

提案をいただいたと思います。今現在、先ほど

市長の答弁にもございましたように、若者就職

支援センターというものが週１回開かれてござ

います。こういったことの活用も必要なのでは

ないかなと。１点なんですが、これらの機能の

充実を図って、ある程度ワンストップ化に対応

できるものができないものかどうか、この辺も

今後協議してまいりたいと思います。議員おっ

しゃるとおり、ワンストップ化にすれば対応窓

口が非常に広くなります。それがすぐできるの

かどうか、いろいろ問題もあろうかと思います。

しかしながら、その効果も当然あるはずでござ

いますので、できるだけ早い時期にそういった

ことも念頭に置きながら対処してまいりたいと

思います。以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） ぜひ早急につくってい

ただいて、私も新庄エゴですから、新庄の減少

が著しく、今３万8,000人台でしょう。前回４

万何百人から加速的に一、二年間に700人ぐら

い減っているよと。高齢化社会なのです。私の

ところに「喪中につき年賀をなんとか」という

のが20枚も来たんですから。いかに高齢化社会

で、上の方は、あれですけれども、お亡くなり

になって、こっちは就労する場所がないから行

かれるか。私の知っている人も、申しわけない

けれどもバリアフリーで、雪が多くてだめなの

で東根にと、それだけで８人ぐらい減るんです

よ。ですから、黙って手をこまねいていたらば、

この人口減、先ほどだれかも言っていましたけ

れども、最上郡８万3,000人台になっちゃった。

もっともっと加速する、１万6,000人ぐらいに

減った。もっともっと何か手を打たなかったら

加速するでしょう。それが今のハローワークで

金曜日にこういうふうにやっているということ

すら私も怠慢で知りませんでした。情報の発信

源をもっともっと多くして、新庄市の若者がそ

こでたむろしたっていいじゃないですか。そし

て、先ほどの意識調査の中であるように、６割

の方は新庄に住みたい、就労する場所さえあっ

たら。就労する場所探しを、市長が持っている

情報のノウハウを、どこにやってみろという先

端の人を置いて、そこから例えばの話で江戸家

老の会社の社長に電話を入れてもらって、ここ

にあるかもしれない、こっちの方に何とかこう

いうふうにしたい、そういうふうな状態に、き

ちっとした状態に手を打てる状態をいち早く新

庄の人口減、定住人口の増加を図ってもらいた

いなと思うのですけれども、一考、一説あると

思うんですけれども、どうなんでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まず、就労の場の確保と

いう非常に大きい問題でございます。先ほど市

長が御答弁申し上げましたが、一つ抜けていた

ようでございます。企業誘致と業を起こすとい

う二つのほかに、既存の企業さんで雇用を拡大

していただくということでございます。これら

についても事あるごとに何とか１人２人でもで

きないかということで、市長も先般来そういっ

た行動を行ってございます。 

  現在、起業の方なんですが、業を起こす方な

んですが、ことし７月にスタートしました最上

地域雇用創造推進事業におきまして、現在32の

講座、セミナーが終わってございます。全部で

44のセミナー、講座を開講する予定でございま

すが、そのメニューとしまして、雇用拡大メニ
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ュー、人材育成メニュー、就業促進メニュー等

がございます。それらを活用して、できるだけ

早く就業につながるようにしてまいりたいと思

います。受講者の数でございますけれども、目

標としまして今年度980人を予定しておりまし

たが、1,360人ということで予定を大きく上回

ったということをお知らせしたいと思います。

これがすべてすぐ雇用につながるということで

はございませんが、できるだけ多くの方が新た

な企業に、業を起こした方と一緒に仕事をやっ

ていけるような状況をつくり出せればと思って

ございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 商工観光課長が言われ

たように、それだけ若者が仕事に対して希求し

ているわけですよ。ですから、金曜日にこうい

う状態がゆめりあであるよということもわかっ

た上で、情報を掲示して、本当に若者が悩んで

いる、希求している人方がそこに来れば何かを

得られるかもしれないという場所をつくる気は

ありませんかと。つくらないとますます定住人

口に拍車がかかるんじゃないでしょうかと懸念

して、例えば市長が持っているノウハウ、ふる

さと応援隊、その人方にどうでしょうかと先端

で電話を入れていただいて、何人かそこで活路

を見出せるかもしれない。そういう状態にして、

新庄のなんとかの仙台からこうだという人、私

の友人がこっちにいるからここで採用してもら

えるかもしれない。そういうアンテナを一つの

ところに来れば若者がある程度得られるものを

つくったらどうでしょうかと提言申し上げてい

るのであります。一つ一つ逐一言っておられる

ことはしごく当然、ここにおられる皆さんだっ

て自分の子供がこっちで就労する場所がなくて、

やむなく私ら老夫婦２人だけよという人もいっ

ぱいいらっしゃると思いますよ。新庄に仕事が

あったら絶対ここに来たいのにという思いに駆

られている方、私もそうですけれども、そうい

う方ばかりだと思いますよ。そこのところを少

しでも、今言ったように、活力ある若者が新庄

市に定住するとすれば、それは今後新庄市の歴

史をつなぐことになるわけですから、定住人口

として、それはもっともしごく、それは大変い

いことだとわかっているんですから、もう一歩

進んで支援センターなるものをつくる気はあり

ませんかとお伺いしているんです。どうでしょ

うか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほども申しましたよう

に、今「はいそうです」ということにはならな

いと。確かに逼迫していることは私も重々承知

してございます。ただ、先ほど申しましたよう

に、ワンストップサービスをやれば窓口が非常

に多岐にわたります。それをどうやってやって

いけるかということもございますので、今回試

行いたしましたハローワークがその総括をやる

ということでございましたので、そういったも

のも参考にしながら対処してまいりたいと思っ

ております。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） これ以上やっても平行

線になるようでありますから、ぜひ、私は新庄

市の若者が何とかして、いかなる方法をとった

としても何とかして新庄市に定住してもらいた

いという思いで話をしております。ですから、

それなるものをほかのところでやっているとこ

ろがあって、これを言えばまた「そこはそこ、

こっちはこっち」と言われるかもしれませんか

ら言いませんでしたけれども、我々の子供だっ

てそういう状態に追いやられている方々が、本

当に新庄市にないもんねと思っている方々がい

っぱいいらっしゃると思いますよ。それは言え

ない。じゃどうするかというところの一つの提
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案をしたわけですから、ぜひ検討してみてくだ

さい。 

  次に、学校給食についてでありますが、先ほ

ど自校方式はセンター方式でも３億円ぐらいか

かるよと言ったのが１億4,000万円ちょっとで

できたということはすごいなということ、コス

トが安いから安心安全が欠落したら何ともなら

ない話でありますけれども、ランニングコスト

が7,000万円ぐらいだということでありますが、

夏期、要するに夏の暑い場所、そういうときの

搬入口等も整備されたんでしょうけれども、こ

れからランニングコスト7,000万円ちょっとぐ

らいで済むという話でしたけれども、その安全

性と、もう一つ、学校給食会、特に米飯につい

て、なぜ新庄のものを新庄でできないのやと、

要するに学校給食会で山形まで持っていかなく

ちゃないのやと、これも私は学校給食会の担当

課長と直接１時間ぐらい電話で話のやりとりを

した結果、得た結果でありますけれども、その

件についてはどうでしょうか。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 ただいまの御質問の第１点目、

夏場に向けての安全対策、これは大変重要なこ

とだと思います。御指摘いただきましたように、

今後の注意点といったことで、夏場の食中毒の

心配が第一に上がるわけですが、近年、基本的

に食中毒というのは夏に限ったものではなく、

むしろ通年で発生しているといった実態もござ

います。さきに教育長が答弁で若干触れており

ましたが、基本的に安全安心をキーワードにし

て、１年を通して衛生管理を徹底していくとい

う姿勢で取り組んでまいりたいと思います。例

えば冷蔵庫とかの保冷体制、基本的な部分は初

期の設備投資の中で整えました。あとは調理し

たものはなるべく早く食べるといったことも含

めながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。極力そういったリスクを避けたいと。幸い、

今回調理を委託しました業者も非常にそういっ

た面では意識の高い業者だったなと考えており

ます。安全管理に関しても細かいことまで私ど

もに報告あるいは相談をなさるような体制、今

の段階でできておりますので、何とか夏を乗り

切りたいと考えているところでございます。 

  それから、たびたび学校給食会との関係、さ

きの議会でも大変話題にしていただきました。

現在、御飯の供給、米を供給して、それを炊き

上げた形で私どもの方に納入していただくと、

そういった業務を学校給食会に継続してお願い

しているところでございます。今現在、地元に

炊飯業者でもあればそちらにお願いする形にな

るんでしょうが、残念ながら地元に炊飯業者が

いないといった状況も踏まえて学校給食会にお

願いしているところでございます。食品の管理

と申しますか、ノウハウと実績を持っていると

ころでございますので、その点では信頼できる

ところであると私どもは理解しております。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 本質的に学校給食会が

なぜ山形で、新庄の米をあっちまで運んで、あ

っちでしなくちゃだめなのかということを私は

調べました。なぜ米飯を山形で集中管理するの

かと。インターネットに米飯給食のルートがあ

るのです。新庄でも新庄小学校の校長さんが理

事になっておられます。そして、１日10万食を

扱っているわけでありまして、パールライスの

搗精工場があるのですが、例えば製品の段階で

ランプが切れてガラス片が入っていたり、異物

が入っていたり、ひどいときにはカラスの死骸

が入っていたりするんだそうでありますが、そ

れの色も片も全部識別してきれいに、安心安全

な管理のためには優秀な精米工場、搗精工場で

ないとだめだということで、なるほどなと納得

したのでありますが、１日10万食を扱ううち、

山形が２万2,000食だそうです。ですから、平
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成19年度以降はすべて新庄産米を使っているけ

れども、パールライスの搗精工場でやってもら

っているけれども、もしかしてそういう工場が

新庄にあればそれでオーケーだと。だけれども、

ないからそういうふうにしてやっていると、一

条という課長とのやりとりの結果です。昔、新

庄にも荒川製パンさんがあって、そのときはそ

こでやってもらっていたんだそうです、学校給

食会で。新庄にも製パン工場が小さいのはある

んでしょうけれども、そういう状態なので、集

中して何万食と余りに多いので、それはそうい

うふうにせざるを得ないのだという話でありま

した。平成19年度から新庄米を全部使っている

ということなので、これは安心したのでありま

すが、そういう部分は御存じだったんですよね。

それだけ確認します。 

柿﨑卓美教育次長 議長、柿﨑卓美。 

平向岩雄議長 教育次長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美教育次長 お調べいただきまして、あり

がとうございました。私どももその件に関して

は承知しておりました。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 承知していて言わない

ということは、新庄米を何で山形まで持ってい

くんだという疑問を払拭することにならないの

ではないかなと思って、この点、私もおかしい

と思ったから直接聞いてみて納得したのです。

ぜひ疑問点の核心で報告をもらえればありがた

い。以上で終わります。 

平向岩雄議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議をあす12月９日から12月

14日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議をあす12月９日から12月14

日まで休会し、12月15日午前10時から本会議を

開会いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時５０分 散会 
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平成２１年１２月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２１年１２月１５日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ４番   小  野  周  一  議員     ５番   今  田  雄  三  議員 

  ６番   金     利  寛  議員     ７番   小  関     淳  議員 

  ８番   遠  藤  敏  信  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   沼  澤  恵  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

政策経営課参事 柿 崎 憲 一  税 務 課 長 今 川 吉 幸 

市 民 課 長 川 田 美 浪  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 小 野 孝 一  農 林 課 長 星 川 俊 也 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫 

福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎  水 道 課 長 小 野 善 次 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長 柿 﨑 卓 美 

学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人  生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 柳 橋   弘  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 良 知  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 大 場 和 正  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２１年１２月１５日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第７４号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 

日程第 ２ 議案第７５号新庄市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ３ 議案第７６号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第７７号新庄市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第７８号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ６ 議案第７９号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ７ 議案第８０号新庄市屋内ゲートボール場の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ８ 請願第１０号認証制度に対する助成金充実について 

日程第 ９ 請願第１１号後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書の提出に関する請願書 

 

   （産業建設常任委員長報告） 

日程第１０ 議案第８１号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第１１ 議案第８２号新庄市定住促進住宅設置及び管理に関する条例の設定について 

日程第１２ 議案第８３号最上圏域下水道共同管理協議会規約の一部変更について 

 

日程第１３ 議案第８４号平成２１年度新庄市一般会計補正予算（第８号） 

日程第１４ 議案第８５号平成２１年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１５ 議案第８６号平成２１年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第８７号平成２１年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第１７ 議案第８８号平成２１年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
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日程第１８ 議案第８９号平成２１年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議案第９０号平成２１年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第９１号平成２１年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２１ 議会案第１１号平成２２年度予算編成のあり方に対する意見書の提出について 

日程第２２ 議会案第１２号認可外保育所に対する助成金充実を求める意見書の提出について 

日程第２３ 議会案第１３号新庄市認証保育所に対する助成金充実を求める要望書の提出について 

日程第２４ 議会案第１４号農山村の多面的機能を維持する施策の推進を求める意見書の提出について 

日程第２５ 議会案第１５号真に必要とする高速自動車国道等の整備促進と必要な財源確保を求める意

見書の提出について 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。欠

席通告者は斎藤義昭君の１名です。 

  なお、星川 豊君より少し遅れるとの連絡が

ありました。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第１議案第74号議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。 

  本件に関し総務常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。 

  それでは私から、総務常任委員会に付託され

ました案件の審査の経過と結果について報告い

たします。 

  今期定例会において当委員会に付託されまし

た案件は議案１件であります。審査のため、12

月９日午前10時より議員協議会室において委員

６名全員出席のもと、総務課職員の出席を求め

審査を行いました。 

  議案第74号議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、総務課より補足説明を

受けた後に審査に入りました。 

  総務課より、このたびの改正は地方公務員の

公務災害補償について地方公務員災害補償法の

一部が改正されたことによるもので、規定整備

を行うとのことでありました。改正の内容は、

これまで船員保険法の適用を受けるために議会

の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の適用除外とされていた地方公務員

である再任用短時間勤務職員の船員について、

今後この条例が適用されるように改めるもので

ありますが、現在のところ本市職員にこれに該

当する職員はいないとの説明でありました。 

  審査に入り、特に質疑はなく、採決を行った

結果、議案第74号議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決まりました。 

  以上で総務常任委員会に付託されました案件

の審査の経過と結果について報告を終わります。

よろしくお願いしたいと思います。 

平向岩雄議長 ただいまの総務常任委員長報告に

対して質疑に入ります。 

  議案第74号議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、総務常任委員長報告の
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とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は総務常任委員長報告のとおり可決

されました。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第２議案第75号新庄市手数料

条例の一部を改正する条例の制定についてから

日程第９請願第11号後期高齢者医療制度の廃止

を求める意見書の提出に関する請願までの８件

を一括議題といたします。 

  本件に関し文教厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。私から、文教厚生常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案６件、

請願２件であります。審査のため、12月９日午

後１時30分より議員協議会室において委員６名

全員出席のもと、審査を行いました。 

  初めに、請願第11号後期高齢者医療制度の廃

止を求める意見書の提出に関する請願ですが、

審査に先立ち協議会を開き、請願者からこの請

願の趣旨について、新政権での厚生労働大臣は

後期高齢者医療制度を４年後に廃止し、新制度

を導入すると言っているが、高齢者にとって４

年は長過ぎるものであり、後期高齢者医療制度

を早急に廃止し、老人保健制度に戻して見直し

ていくべきであるとの説明を受け、質疑を行っ

た後、この協議会の内容を踏まえ委員会に入り、

健康課から政権交代後の国の動向についての説

明を受けた後、審査を行いました。 

  健康課からは、鳩山首相は衆参両院本会議に

おいて後期高齢者医療制度の廃止に向けて新た

な制度を検討すると表明している。また、厚生

労働大臣は、みずからの主催で19名の委員によ

る高齢者医療制度改革会議というものを設置し、

検討する上で後期高齢者医療制度は廃止する、

高齢者のための新たな制度の構築、年齢で区別

するという問題の解消、市町村国保などの負担

増への十分な配慮、高齢者の保険料が急に増加

したり、不公平なものにならないようにする、

市町村国保の広域化につながる見通しという六

つの原則を掲げ、現在も検討されている状況で

あるとの説明がありました。 

  委員から、保険料を１年半滞納すると医療給

付は受けられなくなるのかとの質問があり、健

康課からは、医療給付が受けられなくなること

はなく、短期保険証であっても３割ないし１割

の窓口負担で保険給付を受けることができ、資

格証明書であっても窓口で10割支払うことにな

るが、特別医療給付として領収書を持ってくれ

ば請求できるとの説明でした。 

  また、委員から、滞納が長くなることで、現

在短期保険証の方に資格証明書を発行すること

になるのかとの質問があり、健康課からは、法

律の制度上としてあるが、厚生労働省の考え方

として本年度は発行しないと連絡が来ていると

の説明がありました。 

  さらに、委員から、４年延びたら資格証明書

が発行されるのかという質問があり、健康課か

らは、厚生労働省保健局からの通知では１期４

年の中で国民の納得と信頼が得られる新たな制

度に移行するという考え方の表現を使っている

との説明でした。 

  委員から、願意としてはわからなくもないが、

請願書にある廃止だけの議論ではなく、次の高

齢者の医療制度をどうしていくのかという議論

も必要であり、現政府に意見書を出しても効力

があるのか疑問であるとの意見、後期高齢者医
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療制度の廃止に伴い、診療関係についても問題

があると思う。また、財政が苦しい中で、国の

負担、市町村の負担など相当の検証が必要であ

り、既に国で検討が始まっているため、その推

移を見守っていくしかないのではないかという

意見がありました。また、４年延ばすことは、

資格証明書を発行し、低年金者の方に保険なし

で医者に行けということになるのではないかと

いう意見、請願者の説明では老人保健制度に戻

し、見直していくべきと言っており、国に廃止

の意見書を出すことには異議があるとの意見も

ありました。 

  その他質疑等ありましたが、採決の結果、賛

成少数で不採択とすべきものと決しました。 

  次に、議案第75号新庄市手数料条例の一部を

改正する条例の制定については、市民課から説

明を受けた後、審査に入りました。 

  市民課からは、戸籍電算システムが来年３月

６日から運用を開始する予定であることから、

条文の整理を行うものであり、現在紙で保管し、

紙媒体で運用されている戸籍事務について、電

子情報化に伴い電算端末を通してプリンターか

ら発行されるようになり、住民票や印鑑証明と

同じような時間で発行できるようになる。なお

手数料の額は従来と変わらないとの説明でした。 

  委員から、年間の利用件数についての質問が

あり、市民課からは、平成20年度では除籍謄本

も含めた戸籍謄本は9,840件、除籍抄本も含め

た戸籍抄本は2,470件となっている。また、関

連として、電算情報による戸籍の付表は1,623

件となっているとの説明でした。 

  その他付表に関する質問がありましたが、採

決の結果、全員異議なく可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議案第76号新庄市保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定については、福祉事務

所から説明を受けた後、審査に入りました。 

  福祉事務所からは、本議案は北部保育所の民

営化のための保育所設置条例の一部改正であり、

施行日は民営化する平成22年４月１日としてい

る。10月初めから引き継ぎ保育を行っており、

現在のところ全く混乱はなく、順調に進んでい

るとの説明でした。 

  委員から、パリス保育園と同様の運営方式に

なるのか、また規模と経費についての質問があ

り、福祉事務所からは、パリス保育所の定員は

120名、北部保育所の定員は110名となっており、

北部保育所の方が若干規模として小さい。また、

経費については国から措置費が交付税に含まれ

るように変わったため、明確に幾らという数字

は出せなくなっているとの説明でした。 

  また、委員から、民間業者が主体的に運営し

ていくことについて、市がどう指導、管理して

いくのか心配な部分もあり、保護者の不安もあ

ると思うが、どうかかわっていくのかという質

問があり、福祉事務所からは、営利を目的とし

た民間企業ではなく、社会福祉法人として運営

してもらうよう移管後２年以内に社会福祉法人

の認可を受けるように条件を付している。指導

については、市に権限はないが、パリス保育園

を例にすると、県がパリス保育園に入るときは

常に福祉事務所も同席し、その中で新庄市の意

見も申し述べている。ただ、今回はそれに加え、

譲渡契約を結ぶことになるため、民営化する際

に法人と市が約束したことが３年間履行されて

いるかどうかという部分については市が話し合

える立場にあるとの説明がありました。 

  委員からは、改正理由の説明の中に「保育ニ

ーズに対応するため」とあったが、市直営でこ

そ予算措置もできるし、保育ニーズから必要な

ものを率先してやるべきではないかという意見

がありました。 

  その他保育所用地に関する意見等ありました

が、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと

決しました。 

  次に、請願第10号認証制度に対する助成金充
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実については、福祉事務所より現状説明を受け

た後、審査に入りました。 

  福祉事務所からは、請願事項第１項の中の

「基本補助のうちの特別補助を残していただき

たい」という事項は、補助要件にあるゼロ歳児

がいなくても一定の補助要件を満たせば半分程

度の補助金を市が交付していた補助金であり、

最近ではすべての認可外保育所、認証保育所に

ゼロ歳児がいるため、県の補助要綱に基づき市

の補助金交付規程から削除している。現在は県

の補助要綱に特別補助がないため、市に対する

要望になる。次に、請願事項第１項の中の「加

算補助の改善をお願いします」という事項は、

延長保育の部分であり、県の補助要綱にもある

ため、その改善については県への要望になる。

次に、請願事項第２項の認証制度に対する助成

金充実については、認証制度とは市が優秀な認

可外保育所を認証する制度であり、これについ

ても市に対する要望になるとの説明でした。 

  委員より、認証保育所に対する助成について

他市の状況はどうなっているのかという質問が

あり、福祉事務所からは、福祉事務所で把握し

ている範囲で認証保育所加算としては山形市が

月額２万8,500円、天童市は乳児がいる施設に

は月額２万円、乳児がいない施設は１万円とな

っているとの説明でした。福祉事務所の説明に

対して委員から、児童１人当たりに対する助成

はないのかという質問があり、福祉事務所から

は、米沢市では園児加算として3,600円に入所

児童数の３分の２を乗じた金額を年額助成し、

酒田市では児童割ということで月額400円に各

月初日の児童数を乗じた金額を助成していると

の説明でした。 

  委員から、認可保育所と認可外保育所の違い

について質問があり、福祉事務所からは、認可

保育所は乳児、３歳以上の児童それぞれ乳児室、

保育所、遊戯室、屋外施設など、１人当たりの

面積要件や保育士配置基準などを充足し、県の

認可を受けた施設が認可保育所となるとの説明

でした。 

  また、委員から、請願者との懇談は行ってい

るのか、また市長に要望はないのかという質問

があり、福祉事務所からは、市長に対しても要

望があり、懇談の場を設けている。懇談の場で

は市の保育の一定部分を担ってもらっているこ

とも理解しているが、現在の市の体力ではすぐ

要望にこたえることは難しい。まずは県や国の

既存の補助制度を一生懸命に探し、本年度から

始めた学童保育の補助金や病後児保育の補助金

など、できることから取り組んでいきたい旨を

伝えているとの説明でした。 

  委員から、請願には県への意見書提出とある

が、請願事項には県に対するものと市に対する

ものがあり、分けて考えるべきとの意見、市議

会としても何とかしてほしいということである

ため、市に対しての部分についても認め、市議

会としても市長に対して要望してはどうかとい

う意見、さらに請願事項第２項について、「認

証制度に対する助成金充実」という文言はいい

が、具体的な金額については根拠がはっきりし

ていないため除くべきではないかという意見、

金額も含めて採択すべきではないかという意見

が出されました。 

  なお、請願事項第１項については総じて賛成

の意見であるのに対し、請願事項第２項の金額

部分について賛否が分かれましたので、本請願

については請願事項ごとに採決を行いました。 

  採決の結果、請願事項第１項については全員

異議なく採択すべきものと決しました。 

  次に、請願事項第２項については、「児童費

月額１人1,000円、保育士月額１人１万円」部

分を除き、「認証制度に対する助成金充実」と

いう文言の部分について全員異議なく採択すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第77号新庄市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定については、学校教育
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課から説明を受けた後、審査に入りました。 

  学校教育課からは、平成22年３月31日をもっ

て山屋小学校を廃止するため、必要な改正を行

うものであり、平成22年４月１日から新庄小学

校と統合し、山屋小学校の児童が新庄小学校に

安全に通学できるようスクールバスを配置する

など、必要な条件整備を図っていきたいと考え

ているとの説明でした。 

  委員から、スクールバスの費用、保護者の負

担について質問があり、学校教育課からは、現

在のところ533万円のバスの購入を考えている。

保護者の負担は月額1,250円を10カ月間、３人

いる家庭では一番上の児童が無料となるとの説

明でした。 

  また、委員から、新庄小学校の受け入れ態勢

は十分確保しているかとの質問に、学校教育課

からは、新庄小学校に転校する生徒は13名であ

り、教室等は十分対応できるとの説明でした。 

  その他質疑なく、採決の結果、全員異議なく

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第78号新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者の指定についてと議案第79

号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の

指定については、関連がありましたので一括議

題とし、生涯学習課から説明を受け、審査に入

りました。 

  生涯学習課からは、市民文化会館と雪の里情

報館の二つの施設について、平成22年３月31日

に１期目の期間が終了するため、２期目の管理

者の指定について審議をお願いするものである。

新たに指定する期間は平成22年４月１日から５

年間で、指定管理者として選定した団体は市民

文化会館が特定非営利活動法人芸術文化市民振

興ネット新庄、雪の里情報館が株式会社東北情

報センターということで、両候補団体は以前か

ら継続ということになるとの説明がありました。 

  委員から、市民文化会館の411万円の収支剰

余金の使い道について質問があり、生涯学習課

からは、基本的には団体の収入となるため、そ

の後の経緯については私どもでは把握していな

いとの説明でした。委員から、生涯学習課の説

明に対し、すべて市の税金で行っているもので

あり、働く人たちの賃金に充てるべきではない

かとの質問があり、生涯学習課からは、この剰

余金については受託者がＮＰＯ団体ということ

で、全部市民に還元したいということで積み立

てる方針であり、最終的には地域に還元される

と理解している。人件費については、その年に

収入が多い場合、人件費に反映してはいかがか

ということは申し上げているとの説明でした。 

  委員から、選定の際にどの部分に重きを置い

て選定したのかという質問があり、生涯学習課

からは、利用者の公平性、サービスの向上が図

られるなど大きい項目としては５項目あり、重

きを置いている部分としては当該施設の適切な

維持管理及び運営を図られているかどうかとい

う点であるとの説明でした。 

  その他市民文化会館のそで幕についての質問

と施設整備の件についての質問がありましたが、

採決に入り、まず議案第78号新庄市民文化会館

の管理を行わせる指定管理者の指定について採

決を行った結果、賛成多数で可決すべきものと

決しました。 

  次に、議案第79号雪の里情報館の管理を行わ

せる指定管理者の指定について採決を行った結

果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

  最後に、議案第80号新庄市屋内ゲートボール

場の管理を行わせる指定管理者の指定について、

生涯スポーツ課から説明を受けた後、審査に入

りました。 

  生涯スポーツ課からは、新たに指定しようと

する期間は平成22年４月１日から平成25年３月

31日までの３年間で、引き続き新庄市ゲートボ

ール協会を指定管理者として選定した。協会組

織の基盤強化等の問題はあるが、これまでの実

績と経緯やゲートボール場の現状を総合的に勘
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案し、引き続き指定管理者として指定したい。

なお、市の運用指針、ガイドラインでは、更新

の場合は通常５年としているが、ゲートボール

人口の減少や会員の高齢化に伴い「５年は長す

ぎる」という協会の意向を受け、このたびは３

年としたいという説明でした。 

  審査に入り、質疑はなく、採決の結果、全員

異議なく可決すべきものと決しました。 

  以上で文教厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果について報告を終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいまの文教厚生常任委員長報

告に対して質疑に入ります。 

  初めに、議案第75号新庄市手数料条例の一部

を改正する条例の制定について、質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第75号新庄市手数料条例の一部を改正す

る条例の制定については、文教厚生常任委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号は文教厚生常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、議案第76号新庄市保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定について、質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 討論の発言がございますので、許

可いたします。 

  佐藤悦子議員。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第76号新庄市保育

所設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て、反対討論を行います。 

  内容は、北部保育所の民営化という内容です。

反対の理由は三つあります。 

  一つは、市直営でこそ予算措置をして保育ニ

ーズに積極的に応ずることができるということ

で、これは働く人の待遇も守りつつ保育ニーズ

にこたえる最大いい方法だと思います。 

  二つ目は、用地売却を予定しているというこ

とでした。少ない民間への運営費でありますが、

その中からさらに用地を獲得、買うためのお金

をためねばならなくなります。それはさらに人

件費が少ない民間立保育所の人件費削減を進め

ることになってしまうと思います。 

  三つ目は、保護者の理解を得たということで

ありますが、保護者のアンケートの回答数は20

人だけでした。保護者全員への丁寧な意見聞き

取りをしたとは言いがたいと思います。 

  以上で反対討論といたします。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに討論なしと認めます。 

  ただいま反対討論がございましたので、起立

採決したいと思います。 

  議案第76号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 
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平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第76号は文教厚生常任委員長報告のとおり可

決されました。 

平向岩雄議長 次に、議案第77号新庄市立学校設

置条例の一部を改正する条例の制定について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第77号新庄市立学校設置条例の一部を改

正する条例の制定については、文教厚生常任委

員長報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号は文教厚生常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、議案第78号新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者の指定について、質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 原案に対して反対討論がございま

すので、許可いたします。 

  佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第78号に反対討論

を行います。 

  なぜかといいますと、管理費の決算を見まし

たところ、20年度収支残高が約411万円ありま

した。これらが繰り越すことなく指定団体の収

入となるということでありました。市直営であ

ったならば不用額として会計へ繰り越すことに

なり、例えば福祉など市民の切実な要求実現な

どに数万円でも百万円でも回せたと考えられる

わけです。管理費そのものが非常に低く抑えら

れている中で、さらに人件費が抑えられており

ます。官製ワーキングプアの状況をひどくする

ものとなっていると思います。できるだけ若い

人が展望の持てる状況をつくるように、働く人

の人件費とすべきだと思います。このことにつ

いて生涯学習課長の方から人件費にしてほしい

と指導したというのは大変よかったと思います。

しかし、この収支残高があるということで、私

としては反対するものであります。 

  あわせて、議案第79号についても87万円あり

ました。これらは何かに使うということは決算

に書いてありましたけれども、同じく指定……。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３８分 休憩 

     午前１０時３８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

２ 番（佐藤悦子議員） ただいまのとおり理由

を述べて反対の討論といたします。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに討論なしと認めます。 

  御異議がありますので、起立採決いたします。 

  議案第78号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 
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平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第78号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案79号雪の里情報館の管理を行わせ

る指定管理者の指定について、質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 原案に反対の討論として、佐藤悦

子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第79号の管理費の

収支残高は約87万円でした。この団体はもう一

つ指定管理をやっていますが、こちらもほぼ同

じ金額が19年度の決算にも出ておりました。と

いうことで、こういうお金が指定管理を受けた

管理者団体の収入となっているわけです。これ

が全く繰り越されないまま別のものに使う、次

に使うようなことは小さく書いてありましたけ

れども、結局次の年の決算には出さなくていい

ことになっている。私は、指定管理の法律その

ものに問題があるんだと感じます。それを団体

の収入としてしまうというのは、市の税金なん

だと、すべて税金だと考えますと、80数万円で

あっても私は本当は市民の税金として団体のも

のではなくて、福祉などに使っていただけるよ

うに本当はすべきであったと思うわけでありま

して、そういう理由から反対します。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに討論なしと認めます。 

  異議がありますので、起立採決いたします。 

  議案第79号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第79号は文教厚生常任委員長報告のとおり可

決されました。 

  次に、議案第80号新庄市屋内ゲートボール場

の管理を行わせる指定管理者の指定について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第80号新庄市屋内ゲートボール場の管理

を行わせる指定管理者の指定については、文教

厚生常任委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第80号は文教厚生常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、請願第10号認証制度に対する助成金充

実について、質疑ありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） この請願は認証制度に

対する助成金充実についてということで、ただ

いま委員長の報告がありましたとおり、かなり

難儀していただいて、その請願事項も１、２に

分けていただいて、市と県の方に請願の内容を

出していただけるということで、本当に苦労さ

れたなということで感謝申し上げます。 

  紹介議員として、この趣旨の中に、同じ仕事
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をやりながら山形県内においてはおおむね１施

設当たり認証保育所に対しては100数十万とな

っていて、この金額というのは認可保育所の乳

児１人当たりに費やされる運営費よりも低い額

になっていると。総体的な比較では30分の１と

も言われており、このような格差があってはな

らないのではないかという趣旨で、要するに親

の就労形態によって子供に対する税金の使い方

が余りにも格差があり過ぎるということで、制

度改善をお願いしたいという内容で紹介者とし

て出させていただきました。 

  委員長の報告のとおり、かなり苦労されて、

全部採択していただいたということで、ありが

たいことなのでありますが、このおおむね100

数十万、そして認可保育所に入っている運営費

よりも低い額だと、総体的には30分の１とも言

われ、親の就労形態によって子供への税金の使

われ方がこんなにも格差があってはおかしいと

私も思うのですが、ここいらあたりの話し合い

はなされたのでしょうか、お伺いします。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 ただいま御指摘あ

りましたように30分の１の格差、ここについて

の議論等はありませんでしたが、100数十万の

金額に対しては説明を受け、その後に各委員は

理解されたものと思っております。そういう内

容でありまして、格別これ以上深く内容に入っ

た議論にはならなかったようであります。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 請願が採択されたとい

うことで、うれしい限りなのですが、委員長の

報告で他市の状況の話がありました。酒田市も

１人当たり400円、１人に対しての格差是正の

ためにいろんな充実を図られている。認証制度、

新庄では県内で一番早く認証制度をやられたの

ですが、法的には認可外保育所だということは

間違いないのです。そのほか山形、米沢、天童

とやられたわけですが、それぞれの自治体とし

ても格差是正のためにということで、新庄市よ

りはるかにいい助成制度を行っているという現

状なのであります。この件についての話し合い

がどうだったのかもお伺いしたいと思います。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 壇上から委員長報

告でも申し上げましたとおり、無認可保育所、

要するに認証保育所についての経営については

十分に理解しているとの福祉事務所のお話でし

た。なお、その中身について、よく理解はして

いるんですけれども、新庄市の今の体力ではす

ぐ「はいわかりました。補助します。加算しま

す」ということには至らないとの説明でござい

ました。体力というのは、私が考えると財政的

な理由かと理解しております。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第10号認証制度に対する助成金充実につ

いて、文教厚生常任委員長の報告は、請願事項

第１項は採択、請願事項第２項については同項

の中の「児童費月額１人1,000円、保育士月額

１人１万円」の部分を除き「認証制度に対する

助成金充実について」の部分を採択するという

ことであります。よって、委員長報告のとおり
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決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第10号は文教厚生常任委員長報告のとおり

請願事項第１項は採択、請願第２項については

同項中「児童費月額１人1,000円、保育士月額

１万円」の部分を除き、「認証制度に対する助

成金充実」の部分のみ採択されました。 

  次に、請願第11号後期高齢者医療制度の廃止

を求める意見書の提出に関する請願について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 討論の発言を許します。 

  佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 請願第11号を不採択に

するということに対して反対討論を行います。 

  報告の中では、政府は廃止すると言っている

のだから、出す必要はないんじゃないかとか、

新しい制度をどうするのか、そこまで請願の中

で言ってないんじゃないか、そういう内容だっ

たと思います。 

  今の政府の現状は、後期高齢者医療制度の廃

止を４年後にすると担当者などに通知している

ようです。計画を提出しているようです。しか

し、現在の後期高齢者に該当すると言われてい

る方々は４年待てない気持ちでいる方がたくさ

んおられると思います。というのは、この請願

の中でも言っておりますが、保険料を滞納する

方が全国で17万人、２万8,000件の短期保険証

が発行されていると言われています。これは制

度が始まって今１年半過ぎましたが、この状況

の中でさえこれが出ています。担当者にお伺い

しますと、このまま行きますと来年８月には資

格証明書を発行せざるを得ないかもしれないと

いう状況です。 

  この請願の説明のときに、新しい制度は必要

ないと言っています。老人保健制度に戻してい

ただきたいという説明でありました。老人保健

制度では資格証明書の発行は高齢者には行わな

いということになっています。理由は、高齢者

は病気になりがちだということです。病気にな

りがちな方に資格証明書を出してしまえば、10

割負担になってしまえば医者に行けなくなって

しまうので、高齢者が保険料を滞納することが

あっても、高齢者であれば必ず保険証を発行す

る、これが老人保健制度の中で行われてきまし

た。こういうふうにしてあげれば、今滞納して

いて短期保険証を出されている高齢者も安心し

て、老人保健制度になれば安心していられると

いうか、保険証を持っている、いざ病気になっ

たら医者に行きやすいなと考えるわけです。そ

ういう意味で、前の老人保健制度に戻せという

請願者の説明でありましたが、私は全くそのと

おりだと思います。 

  この請願を採択して今提出することができれ

ば、廃止しろという声が高いなと政府は受け取

って、廃止する方向を早めることは間違いない

と思うんです。そういう国民の運動によって政

治は動く、そういう時代になっていると思いま

す。後期高齢者医療制度を廃止してほしいと多

くの市民の方が考えておられる、その請願をこ

のたび廃止ということで提出していただきたい、

私はそう思うものであります。 

  保険料滞納者のほとんどが年額18万円以下の

年金受給者です。つまり月１万5,000円以下の

本当に少ない年金の方の多くが滞納していると

いう状況です。この方々に保険証が取り上げに

なるかもしれないという恐怖を与えるというの

は、今まで世の中のために働いてこられた高齢

者に冷たくしていく政治を続けることになって
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しまう。そうじゃなくて、ほっとさせるように、

保険証を出しますよと言ってあげられる、一日

も早く言ってあげられるように廃止をしていた

だきたいと思うわけです。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。 

  御異議がありますので、起立採決いたします。 

  請願第11号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、請

願第11号は文教厚生常任委員長報告のとおり不

採択と決定されました。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第10議案第81号新庄市営住宅

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてから日程第12議案第83号最上

圏域下水道共同管理協議会規約の一部変更につ

いてまでの３件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業建設常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。私から、産業建設常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は、議案３件であります。12月10日午前10

時より市役所議員協議会室において委員６名と、

説明のため都市整備課、下水道課から関係職員

の出席をいただき、審査を実施いたしました。 

  初めに、議案第81号新庄市営住宅設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてと議案第82号新庄市定住促進住宅設置及

び管理に関する条例の設定について、都市整備

課より説明を受け審査に入りました。 

  都市整備課から、議案第81号については、昭

和43年から47年にかけてつくられた松本団地は

老朽化が著しく、現行での存続は安全上からも

問題があり、懸案になっていました。このたび

独立行政法人雇用能力開発機構から東山住宅を

譲り受け、公営住宅法に基づく市営住宅として

１・２号棟を活用するために必要な条例の改正

をするものであること、内容については「市町

村民税」を「市町村税」とすること、理由とし

ては、これまでの入居資格が市町村民税となっ

ているのは国民健康保険税などの市税の未納が

ないことを一つとしているので、わかりやすく

したこと、入居の手続については「本市または

本市に隣接する町村」となっていたところを

「県内」とすること、理由としては、連帯保証

人の要件が本市または本市に隣接する町村と規

定していましたが、現在、通信・交通手段等の

発達により連帯保証人の居住範囲を県内に広げ

ても緊急連絡に支障がないと思われ、単独住宅

も県内となっていることから、統一するものと

すること。また第26条の２に「迷惑行為禁止」

を加えること。別表に「東山団地」を加えるこ

との改正です。 

  議案第82号は、東山住宅３・４号棟を定住促

進住宅として位置づけ、新たに入居者を募集す

るための設定であること。主な内容としては第

13条の住宅の家賃で１階から４階までは３万

8,000円、５階を３万6,000円と設定したこと、

雇用能力開発機構から今の入居者の方は現料金

を上回ることのないように条件を付されている

ので、高家賃にならないよう設定したこと、機

構との協議により条例の施行については平成22

年１月１日と設定したとの説明がありました。 

  審査に入り、委員より、県内在住ということ

で、住所登録が完了していない場合など、どの
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段階で申し込みができるのか、監視員は課長と

かだと思うが、どういう方になるのかとの質問

かあり、都市整備課から、申し込み資格は第６

条で、申し込み段階では市民でなくてもよく、

連帯保証人は郡内だけでなく県内でも対応でき

るように設定したとのこと、監視員については

課長を考えているとのこと、また入居者が退去

の際、連帯保証人にお金がかかる場合があるこ

とをわからない人がいるのではないか、また入

居希望の方の満足度はどうなると思うかとの質

問には、保証人には入居者と一緒に来ていただ

き、責務等を説明して原状復帰の金額について

も現在は「これくらい」と提示させていただい

ているとのこと、入居希望の満足度については、

11月に小桧室団地１戸を募集したところ９人の

申し込みがあったこと、残った方については家

賃やその他の条件も似ているので、その辺は解

消になるのではないかとのことでした。 

  ほかの委員からは、５階をもう少し安くでき

なかったか、160戸の戸数で町内自治組織はど

うなるのか、学区はどうなるのか、また１カ月、

１年とか短期間でも入居は可能か、火災保険は

どうなっているかとの質問があり、都市整備課

から、家賃についてはいろいろ検討して３万

8,000円に対して５％差し引いた３万6,000円と

設定したこと、町内については今までは三吉新

町だったが、現在町内で検討しているとのこと、

学区は今までどおり日新学区となること、入居

の期間については３・４号棟に関しては入居資

格の要件が満たされていれば期間の限定はない

とのこと、火災保険については建物は市で加入

しているが、動産は入居者でということでした。 

  ほかの委員からは、第10条４項で15日以内に

入居とあるが、必ずなのかとの質問があり、都

市整備課からは、いろいろ事情も聞いているの

で配慮していきたいとの説明がありました。 

  また、ほかの委員から、第５条の災害時の空

き室を確保してあるのかとの質問があり、都市

整備課からは、空き室を確保しておくのではな

く、災害等が発生し、必要となったとき空き室

があれば優先的に入居させるということの説明

でした。 

  その他さしたる質疑はなく、採決の結果、議

案第81号と議案第82号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第83号最上圏域下水道共同管理協

議会規約の一部変更についてです。 

  下水道課からの説明は、協議会規約第19条の

別表に定める経費の分担割合の変更で、処理場

の施設管理に当たり業務実態と負担の関係で相

違が生じてきているため、これを是正するため

の措置を行うため、地方自治法第252条の６の

規定により提案するものであり、この案件は関

係自治体の議会の議決を求められるもので、構

成７市町村すべてが同じ変更を行うものである

とのこと。具体的には、市と町村では処理場の

水処理方式及び処理能力に相違があり、現行負

担割合でいくと新庄市に有利な負担割となって

おり、新庄市が本年度から処理場の処理能力を

増強したので、さらなる不均衡が拡大する現状

があり、構成７市町村による連絡調整会議で少

しずつ見直し作業を行い、負担割合の修正を図

ってきた経過があるとのことでした。本条例の

変更により、21年度協議会予算における市負担

分は、負担割合の変更で505万2,000円、処理能

力アップ分で243万2,000円、合計748万4,000円

の増となること、しかし本規約の変更による市

町村負担金は事前に修正を加えていたため、現

在の予算に変更はないとの説明がありました。 

  委員から、見直しは何年ごととか決まってい

るのかとの質問があり、下水道課から、平成10

年度から１期管理計画は21年度までなので、見

直し後の２期は27年までとなっているとのこと、

また見直しのたびに新庄市が損をするのではと

の質問がありました。下水道課からは、逆に新

庄市の分を町村に負担してもらっているのが実
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態で、今回正規な形にしたということ、今まで

得してきたということの説明でした。 

  ほかの委員より、鮭川村は協議会に入ってい

ないのかとの質問があり、鮭川村は農業集落排

水なので加入していないとのことでした。 

  その他質疑なく、採決の結果、議案第83号は

全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 以上で産業建設常任委員会に付託されました案

件の審査の経過と結果についての報告といたし

ます。御協議のほどよろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ただいまの産業建設常任委員長報

告に対して質疑に入ります。 

  初めに、議案第81号新庄市営住宅設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第81号新庄市営住宅設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、

産業建設常任委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号は産業建設常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、議案第82号新庄市定住促進住宅設置及

び管理に関する条例の設定について、質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第82号新庄市定住促進住宅設置及び管理

に関する条例の設定については、産業建設常任

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第82号は産業建設常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、議案第83号最上圏域下水道共同管理協

議会規約の一部変更について、質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第83号最上圏域下水道共同管理協議会規

約の一部変更については、産業建設常任委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第83号は産業建設常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時０８分 休憩 

     午前１１時１８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１３議案第８４号平成２１

年度新庄市一般会計補正予算（第

８号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第13議案第84号平成21年度新

庄市一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 27ページの８の３で公

園管理費の施設管理業務委託料がマイナス20万

円となっています。施設管理といいますとトイ

レなどが特に管理の重要なところと思いますが、

市で管理するトイレは何カ所か、12月から冬期

閉鎖をしないのは幾つか、それらを市民に周知

する必要はないかお尋ねします。 

  二つ目には、31ページ、10の２、小学校各種

大会出場奨励費２万円の内容はどういうものか

ということです。陸上全国大会だったと思いま

すが、引率の指導者への出張費が出ないところ

がありました。先生でなくて、たまたま保護者

だったからということのようでありますが、保

護者でない場合もあるかもしれませんし、そう

いうときの指導者への出張費がないというのは

ちょっと問題があるような気がしますが、そこ

と関係があるのか、お願いします。 

  33ページ、12の１、繰り上げ償還ですが、

9,626万9,000円でした。利息払いの節約はどの

ぐらいと見込んでおられるのかお願いします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 公園費でございますけ

れども、最初の質問で施設管理業務委託料につ

きましては、公園については業務委託を行って

おりまして、20万円の減については精算による

差金でございます。 

  トイレの冬期閉鎖については、街区公園が14

カ所ございます。近隣公園、総合運動公園、指

定管理を受けている中央公園ということで、全

部で18カ所の公園がございます。街区公園につ

きましては、地区の住民の方の利用が主でござ

いますけれども、公園の中には１カ所ずつのト

イレがございます。それについては閉鎖という

ことで、安全管理も図って閉鎖の措置をとって

おりますけれども、閉鎖については、地区住民

に委託している関係もございますので、その辺

は町内会の方に周知を図っていると。 

  なお、市民にもそういう周知を図るべきだと

いう御指摘でございますので、それについては

今後市報等とか、いろいろ周知を図ってまいり

たいと思います。以上でございます。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 各種大会出場費について

お答えします。 

  小学校の部分ですが、ＮＨＫの合唱コンクー

ルの東北大会が日新小、ＴＢＣの合唱コンクー

ルの東北大会は新庄小学校です。引率の教諭が

もちろん行っておりますが、これは校内の配当

旅費を使っております。保護者の方は特に引率
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等はございません。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 33ページの公債費、繰

り上げ償還でございますが、起債の本数が７本

ございまして、残年数が１年から一番残ってい

るもので12年、残っているものもあります。利

子は5.5％が６本、６％が１本ということで、

これによる利子の節減効果額は合計で2,402万

3,000円でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） トイレが全部で18カ所

ある、公園のトイレがあるということでありま

した。冬期閉鎖する理由は、やはり凍結しない

ようにということだと思います。万場町の元市

営駐車場のわきのトイレは、冬期閉鎖をしない

で、凍結しないように工夫されておりまして、

設置されているように聞いています。これは使

う人もいるので大変助かるという声であります。

ほかのトイレについても、全部とは言いません

けれども、閉鎖しないで公設トイレとして、歩

行者や子供、仕事中の人たちも使う場合がある

わけです。トイレとして冬もあけて管理してい

ただきたいという切実な声を寄せていただきま

した。そうでないと、やむを得ずあちこちで用

を足さざるを得ない、なかなか公的なトイレが

見つからないもんですから、そういうことがあ

って困ると。特に私たち女性は困ります。病気

になってしまいます。公設トイレを冬場もなる

べく多く設置してほしいという声がありました。

凍結防止の措置などをしながら、除雪も人を配

置しなければいけないかもしれませんが、何カ

所か考えていただいて、市民に周知していただ

くように改善を図れないでしょうか。 

  二つ目ですが、各種大会出場の奨励費の中身

はわかりました。これはいずれも合唱コンクー

ルということでありました。前の議会でも言い

ましたけれども、小学校の全国大会だったと思

いますが、たまたま優秀な生徒がおられて、そ

れをたまたま指導していたのがその父親である

保護者だったということで、保護者に指導をお

願いして、旅費もなく本人を行かせたわけであ

りますが、たまたま保護者として行った気持ち

もあるだろうし、指導者としても行ったわけで

す。その関係者にお聞きすると、ほかの学校は

先生がついていってくれたと。それはやはり安

心感があるし、保護者の出費というのは大変な

わけです。それに対しての手当が何もないとい

うことで、そういうものに参加する子供にとっ

てはやはり意義があるだろうということで、み

んな応援して行かせるわけでありますが、指導

者には少し出張の手当などつけて、子供の教育

的にも合唱コンクールコンクールなどを見ても

意義があるわけですし、出張扱いというか、学

校が出せない場合は教育委員会で考えていただ

ける方法はないのか、もう一度お聞きします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 御質問の点でございま

すけれども、夏場についてはある程度トイレの

利用は可能でございます。先ほど言いましたよ

うに18カ所ほどのトイレがあるということで、

冬場においての利用も余りないんじゃないかと

いうことで、凍結防止とか、いろんな措置を講

じていますけれども、市民の冬の利用が多いと

いうことでございましたら、利用できる公園に

ついて町内の方とも話して、できるだけ利用を

図れるように改善していきたいと考えておりま

す。ただ、全部というわけにはいかないと思い

ますので、除雪費の問題とか、管理についても

ある程度地区の方にお願いすべき点もあるかと

思いますので、その辺ちょっと詰めてまいりた

いと思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 
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栗田正人学校教育課長 御質問の件ですが、全国

大会の陸上の方ですが、もちろん保護者も一緒

についていきましたが、学校の教諭も引率とい

う形で行っております。現在のところ、新庄市

については保護者がついていく場合の規定がご

ざいませんので、基本的に先生方がついていく

という形になっております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私がお聞きした方の場

合は、先生は引率しなかったようです。指導者

がたまたま保護者だったから、指導者イコール

保護者というか、たまたま指導したのが保護者

だったからお願いしたようです。そういう場合、

その保護者が全部自己負担で行くわけです。お

金のある方だったらよかったと思いますが、こ

の経済状況の中で、なかなか厳しい方がふえて

いる中で、何も補助なく行くというのはごくわ

ずかな限られた方しかないと思うんです。そう

いう意味で、そういうことのないように、負担

がないように、先生がついていかない場合は教

育委員会で出張費を奨励費という形で少し出し

てあげるということは必要なんでないかなと思

うんですが、いかがでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 お答え申し上げます。 

  今の件ですが、１名教諭が引率という形でつ

いていったと私は聞いております。 

  なお、保護者については、今のところ、先ほ

ど申し上げましたように奨励費の規定にはござ

いませんので、当面そういうことは考えており

ません。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 12ページの県支出金４

目農林水産業費県補助金、農業費補助金、やま

がた園芸担い手チャレンジプラン支援事業費補

助金1,986万4,000円ほど減額しているんですけ

れども、これについては、この計画は19年、20

年、21年と、今年度最終の恐らくこれも山形県

の主要事業の一つと思うんですけれども、今回

このように減額した理由は何であったのか、そ

して当初の計画とその内容についてお聞きした

いと思います。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 それではお答えいたします。 

  まず、やまがた園芸担い手チャレンジプラン

支援事業ですけれども、この支援事業、いろん

な事業をするわけですけれども、この事業をす

る前提としまして、山形県からどんな事業をす

るのかというプランをまず認定してもらうとい

うのが前提でございます。そのプランの認定さ

れた内容を達成するためにいろんな機械等を19、

20、21と年次ごとに整備していって目標を達成

するという事業でございます。19年度中に山形

県から認定された団体といいますか、それは10

団体でございます。その10団体が19、20、21と

事業をやってきたということです。 

  それで、1,900万円のマイナスの理由なんで

すけれども、県あるいは市も当初予算を組む必

要がございます。県から来年度どのぐらいの余

分額がありますかというのが大体10月ごろ来ま

す。10月ごろに来るので、その10団体に対しま

して来年度の要望額といいますか、そんなもの

を聞き取りします。例えば21年度についてはそ

の10団体のうち９団体が手を挙げたということ

で、その額で要望を聞いたところでございます。

県の方でも一応それを概算として要求していく

と。市の方も当初予算の締め切りが11月なもん

ですから、その額でやっているということです。

その後、３月になりまして今度は実施計画をつ

くる精査をする段階が来ます。その精査する段

階で、21年度に限っては３団体がこの支援事業
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を使った事業をしないことになったということ

です。その影響なんですけれども、県の方でも

それぞれ総合支庁単位に配分枠で調整します。

この３月の時点で各ブロックの調整、実施する

しない、あるいは見積もりをとった結果の精査

額といいますか、そんなもので調整するという

ことで、３月時点で新庄市の方で上がっている

３団体分については「しない」ということで県

に報告していますので、県全体とか、あるいは

市とか、そんなものに対する1,900万円の影響

というのはそんなにないと考えております。 

  以上でございます。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 私の見当違いかなと思

ったんですけれども、課長の説明を聞きますと、

３月の段階で九つの農業団体のうち三つが取り

やめたので、その旨県に報告したので、この事

業計画には、予算ですか、さほど支障がないと

いうことなんですけれども、だとすれば、どう

して年度末にこのような減額補正を出したんで

すか。６月なり当初３月でわかったとすれば、

わざわざ年度末まで引っ張る必要もなかったん

じゃないですか。それ１点。 

  あと、この３団体のうち一番大きくしている

人が最上トップローズですか、これがあります

よね。この事業の恐らく半分以上ですか、やっ

ているのが。去年の当初予算で7,400万円のう

ち3,500万何がしですね。その３分の１が県予

算ですよね。これの話を聞きますと、最上トッ

プローズの会長さんが新庄市の農家の方である

から、新庄市にこの事務局を置いて事業を進め

ているという話を聞いたんですけれども、19年

度、20年度、新庄市在住の農家、これは農家で

すよね、事業をやっているんですか。話を聞き

ますと、県から３分の１の補助金をもらうんだ

から新庄市には影響がないというお話でありま

した。これおかしくありませんか。事務事業費

を預かっているのは新庄市の市役所職員なんで

すよ。名前だけは「最上トップローズ」、会長

が新庄市在住のだれそれなんですけれども、こ

の事業費を、補助金を使ってやっているのが鮭

川村、ちょっとこれは申しわけないんですけれ

ども、新庄市以外の農家なんです。それが前か

らわかっているとすれば、そっちの方々にやっ

てもらって差し支えないじゃないですか。わざ

わざ新庄市、会長が新庄市の方であるがゆえに

新庄市の農林課で事務事業をやるということは

いかがなことかと私は思うんですけれども。新

庄最上の中心都市は新庄市であるからやると言

えばそれまでですけれども、その辺やはり的確

に判断して、事業主体になっているところで会

長になってもらって、やってもらったらどうな

んですか。３年間のうち、新庄市の方は恐らく

１回もこの事業をやっておりませんよ、ヒート

ポンプも使わないから。やっているんですか。

その辺のことをお聞きしたいと思います。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 12月に出した理由ということ

ですけれども、11月ぐらいで大体の事業は終わ

ります。先ほど言いましたように、実施計画の

金額でいろんな機械等整備するわけですけれど

も、入札します。その入札差額も当然出てきま

す。今回、入札差額として629万7,000円ほど出

ておりますけれども、そういう精算した形が出

るのが12月段階だということで、今回入札差額

分と辞退した３件分の差額といいますか、それ

で出したところでございます。 

  それから、最上トップローズでございますけ

れども、最上トップローズにつきましてはバラ

農家なんですけれども、新庄市のバラ農家が１

名、鮭川村が２名、最上町が１名でございます。

４人でトップローズの会といいますか、整備す

るための会をつくったわけです。その会をつく

って、代表者を選定するに当たりまして、新庄
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市のバラ農家の方を会長にしたということで、

先ほど言いましたように県からプランを認定し

てもらう必要がございます。そのプランの申請

者というのは代表者が申請しているわけです。

それが新庄の方だということで、新庄市が認定

結果を受けて県に申達すると。そこから事業が

スタートするということで、この３カ年そうい

う形で進めているということでございます。 

  それから、新庄市のバラ農家が事業をやって

いるのかということなんですけれども、19年度

に新庄市の農家と鮭川村の農家がやっておりま

す。20年度は鮭川村の農家が二つやっておりま

す。21年度は中止になったということでござい

ます。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 私の言っていることと

課長が言っていることがずれているなと思うの

は、私も予算に関してはわかります。入札関係

で事業実施の時期によって、入札によってその

差額も今回の12月の補正で出たと。この３団体

に関しては、先ほど課長が言ったとおり、３月

時点で取りやめになっているんです。あと六つ

のやつは事業をやっていて、その入札の結果、

変更金額はわかります、最終12月あたりに出す

のは。でも、３団体は年度当初で取りやめして

いるんです、これね。それをずっと年度末でそ

ういうふうにいかにも事業をやりましたよと、

それは結果に載っているんですね。もっと早い

段階で取りやめだったら取りやめたような方向

づけがあるんじゃないですかと私は聞いている

んです。今後のこともあって私は聞くんですけ

れども、こういうやり方は農林課サイドとして

は今後もこういうことをやるんですか。当初予

算で上げていても早い時期で取りやめになった

場合は、その場合であっても12月まで引っ張っ

てくるんですか、年度末までも。今後もこうい

うやり方をやるんですか。我々とすると、当初

予算で上げられたものは最終的にはある程度、

入札の差はわかりますよ。でも事業を前もって

やめたとすれば何らかの指摘があってもいいと

私は思うんですけれども、一般的に取りやめた

ならば取りやめたなりの方策というものをとる

べきじゃないですか。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 議員のおっしゃることは全く

そのとおりだと思います。今後こういう事業が

あって、情報が早目にわかった時点で一番直近

の議会に対して補正関係等についてやっていき

たいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 20ページで民生費、社

会福祉費の老人福祉費498万6,000円の補正があ

りまして、老人福祉事業ということで、どこか

グループホームをつくられるので国よりの補助

金だということでありますが、少し詳しく教え

てください。 

  もう１点、その民生費の下の方で、介護保険

費ということで309万2,000円、これは繰り出し

になっております、一般財源から。これもグル

ープホームだということですが、介護の特別会

計に繰り入れになって使われるのだろうと思い

ますが、ここで聞いていいのかどうかよくわか

りませんけれども、これもグループホーム関係

だということなので、これも詳しく教えてもら

いたいと思います。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 老人福祉費498万6,000円

の内容でございますけれども、国の方で地域介

護福祉空間整備等施設整備交付金要綱等が定め

られまして、メニューはいろいろございますが、

今回新庄市において該当いたしましたのは既存
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の小規模福祉施設への消防法施行令改正に伴い

義務化されるスプリンクラー等を整備する事業

ということで、認知症高齢者グループホーム１

カ所が該当いたしました。275平米以上の施設

ということで、当該グループホームがスプリン

クラーを設置したことに伴った補正でございま

す。内容でございますけれども、１平米当たり

9,000円の基準単価になってございます。 

  それと、８目介護保険費の繰出金でございま

すが、後ほど介護保険についても補正がござい

ます。プラス補正でございます。事業によって

負担率が若干変わってまいりますけれども、一

般的な介護保険事業費の負担割合でございます

けれども、100％のうち税金が50％、保険料が

50％、税金で賄う部分の内訳でございますけれ

ども、50％のうち国が２分の１の25％、県と市

が４分の１ずつの12.5％、そういった国、県、

市の負担分がございます。今回の負担分につき

ましては、介護保険会計の補正に伴う市の負担

分12.5％にほぼ相当する分の補正でございます。 

  以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 福祉の関係でメニュー

がいろいろあるという話がありますが、その中

で認知症の人方に対する平米当たりの交付金が

来たからだということですが、この状況という

のは、それぞれそういうのがあるという周知の

仕方は福祉事務所の方で平米以上の認知症のグ

ループホームをやられている方に対して、本人

の持ち出しもあるわけだよね。本人というか、

企業主体というか、その部分でお断りもできる

のか、それ以外のメニューで、ほかのところが

やったんだったらおら方もやりたかったのにと、

今グループホームがいっぱいできているわけで

すが。例えば、メニューの中で小規模、今回は

200何平米以上が該当したのでこれを充当して

国からの補助金があったんだよという説明です

けれども、ほかの小さな部分、安心安全のため

の部分というのがメニューの中にあるのかどう

なのかということですが、お答えください。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 今回該当すると思われた

認知症高齢者グループホームは２カ所ございま

したが、先ほど申し上げましたように275平米

以上に該当した施設が１カ所、該当しなかった

施設が１カ所ということで、今回の事業の対象

施設２カ所のうち１カ所は面積要件により該当

しなかったということでございます。 

  それから、経費でございますけれども、先ほ

ど１平米当たり基準単価9,000円ということで

498万6,000円の支出でございますけれども、当

然この単価では設置できませんので、差額は事

業者持ちとなってございます。以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） わかりましたけれども、

参考までにお伺いしますが、そのスプリンクラ

ーをつけるのに１平米当たり単価9,000円、施

設の持ち出しはかなりあるでしょうということ

だけれども、この事業をかいま見てどのぐらい

の事業でスプリンクラーを立てられた、まだや

ってないのか、やっているのか、やった場合に

どれぐらいの見積もりになったのか、もしわか

ればお知らせください。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 今回対象になりましたグ

ループホームは、事業開始年月日平成16年２月

25日、定員数18名、延べ床面積554平米、対象

経費、すなわち実支出の額ですが、640万5,000

円、交付基準単価、先ほど申し上げましたよう

に9,000円、算定基準による算定額が498万

6,000円ということで、今回の補正の金額の計

上をさせていただいております。以上です。 
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平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 24ページ、畜産振興行

政費についてお伺いしたいと思います。 

  畜産振興行政費の肉用繁殖牛集団導入事業基

金、この事業が本当に新庄市の畜産を経営して

いる農家に対して本当に力になって、新庄最上

市場が全国的にも評価を得ている。この事業に

関しては我々畜産農家もどんどんと続けてやっ

ていただきたいなと思っております。そしてま

た、行政の方からは畜産農家が改良方針に沿っ

た、改良組合にもいろいろと御尽力いただいて

いるということで、本当に新庄最上、特に新庄

なんですが、子牛市場というのは全国的にもト

ップレベルという評価をいただいている。 

  それに関連してなんですが、この事業そのも

のも関連してくるんですが、今後約４年後、全

共、全国共進会、これが開催される運び、長崎、

課長も耳に入っていると、農林課のテーブルの

上に大きいポスターが置いてありますから知っ

ていると思いますが、その事業に対して市の今

後の取り組み方など、もし考えがあれば聞かせ

てください。ということは、この事業に県、登

録協会、そういう組織が動き始めたと。特に１

月からはその事業に対して牛の候補牛というか、

そういうものも選定していくというような運び

になっておりますので、特に今回は今までの全

共、東日本共進会と違って、私は違っていると。

角沢にある県の家畜場で「平忠勝」、この種牛

が非常に好評で、なおかつ我々畜産農家３分の

１が利用されている。３分の１の子牛が市場に

上場されているという状況なわけであります。

こうした点において、当然県も力を入れるのは

間違いないんですが、そういう牛を今まで県で

何十年、それ相当の地位に立ってきても我々農

家に対しての種牛がそう評価を得るものができ

なかったというのが実情なわけで、今回はこの

「平忠勝」に対しては農家ばかりじゃなくして、

県あるいは畜産関係機関が力を入れて期待して

いるという状況でありますので、今回の全共に

臨む我々畜産農家もさることながら、畜産関係、

農業関係組織ともどもこの共進会に向けての取

り組み方を重要視しているわけであります。そ

うした観点からお聞きしたいんですが、市とし

てどのような、今後の全共に向けての市の対応

の考え方があればお聞かせいただきたい。 

星川俊也農林課長 議長、星川俊也。 

平向岩雄議長 農林課長星川俊也君。 

星川俊也農林課長 平成24年に長崎におきまして

全共があるというところの情報だけは知ってお

ります。今、議員がおっしゃいますように、

「平忠勝」ですけれども、この５月に子牛市場

の看板除幕式という形で県知事も来てごあいさ

つしていったわけですけれども、そういう中で

「平忠勝」が３年後は成牛になりまして、共進

会に出品されるというのは、やはり県を挙げて

やっていくもんだと私は思っております。そん

な形で県全体あるいは新庄最上地域あるいは新

庄市という形での支援というのは当然やってい

くべきだと思います。 

  その支援のあり方ですけれども、全共に臨ん

でいく事務局体制といいますか、例えば新庄で

言えば和牛改良組合さんが入ったり、農協が入

ったりということで、いろいろと実施に向けて

進めていくことだと思います。24年に向けてど

んな手順で何をしていくのかという形での事務

局の素案あるいはそういう中に市あるいは新庄

最上地区の担当者が参加して一緒になってどん

な形でやっていくのかということを進めていけ

れば、24年度までの支援の仕方というのがうま

く進んでいくのかなと今は考えております。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 課長のお話がありまし

たが、行政だけでは到底力を発揮するというこ
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とも大変なわけで、やはり農業団体、特に畜産

業界の方々が骨を折らないと、共進会、名前だ

けで、今までの全共が名前だけあって、言って

は大変失礼なのかなと思っているんだけれども、

山形県の全国的な評価が薄いことは事実なんで

す。課長だってわかっている。全共での評価を

得るためには、やはり行政あるいは農協、そう

いう関係機関が一丸となって取り組んでもらい

たいと。そのためには生産者、畜産農家は特に

全共においては真剣に取り組まなきゃならない

と、そういう模索を今しているところでありま

して、これが山形県の今後の畜産振興の明暗を

分けると言っても過言ではないくらい我々も重

要視しておりますので、ひとつ課長も農業関係

団体とのいろんなお話し合いをぜひ積極的に進

めていただきたいと思います。よろしくお願い

します。終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 20ページにあります３

の２の１のわらすこに関して、自動車等購入費

があります。これは21ページに行きますが、

142万3,000円、自動車等ということで、自動車

以外にも何か購入する計画があるんだと思いま

す。私の記憶ではわらすこには専用の車がなか

ったんじゃないかなと思っていますので、だと

すれば新規にこの車を購入するということにな

ります。この必要性をちょっとだけ教えていた

だきたいと思います。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 最初に、この事業につい

て若干御説明させていただきたいと思います。 

  国の20年度、21年度の補正予算におきまして、

県の安心こども基金が設置されたところであり

ます。その基金を活用した補助事業のうちの一

つ、地域子育て創成事業が創設されまして、こ

の事業は地域の実情に応じた創意工夫のある子

育て支援活動に関する取り組みを支援すること

により、すべての家庭が安心して子供を育てる

ことができるような環境を整備することを目的

としております。実施期間は２カ年となります。

この事業に対しまして、わらすこ広場を活用し

た子育て支援事業を新庄市では申請したところ

でございまして、採択の内示がございましたの

で今回の補正に計上いたしました。 

  内容といたしましては、わらすこ広場の利用

者拡大のためのイベントの開催、遊具等の安全

点検と修繕、子育てサークルへの支援、子育て

相談の充実等の実施を計画しております。その

事業費を計上したのが今回の補正でございます。 

  なお、財源は補助率が県100％で、全額が県

からの補助金になります。 

  備品購入費等の内訳でございますけれども、

ワイヤレスマイクとアンプ、デジカメ、パソコ

ン、印刷機と自動車購入ということでございま

して、今までわらすこに何とか早目に備えてお

きたいと思っておったものを今回の事業が採択

なりましたので予算化をお願いしたところでご

ざいます。 

  なお、自動車の必要性でございますけれども、

御承知のように、わらすこ広場に子育て支援セ

ンターを設置してございます。子育て支援セン

ターの事業といたしましては、あの場所に相談

にお見えになる方のほかに、週に１回、市内を

巡回いたしまして、いろんな子育てのための事

業展開あるいは子育てのための相談事業を展開

してございます。自動車は主にわらすこ広場か

ら離れて相談事業を受け付けたり、いろんな事
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業を展開する際の足として必要なものでござい

ます。 

  なお、基本的には本事業で購入いたしますけ

れども、あいている時間帯については福祉事務

所全体の中で利用については活用させていただ

きたいと思っております。以上です。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 次に、28ページにあり

ます８の６の１、除排雪費、新たに追加補正で

１億3,700万円、例年並みの予算がこれで確保

されたんですけれども、特に今までも御要望申

し上げてきたんですけれども、雪の問題という

のは新庄市民に一番大きく影響してくるわけで、

冬期間において生活上支障を来さないようにし

てあげなければならないということになろうか

と思います。定住の考え方も雪の問題が一番大

きく左右するわけで、きょうを例にとりますと、

私のところしか見てないんですが、きょうは最

初の出動だったと思うんですが、これは全体的

な、私が前に聞いたときには１回全部除雪に出

動しますと１日当たり800万円というような記

憶があるんです。かかるということを聞いたん

ですが、私のところをけさ見ましたところ、随

分早く、何時ごろだったか、５時前には来たと

思うんですが、音がして目が覚めまして、相当

降ったんだなという印象で起きてみましたとこ

ろ、歩いた跡は確かにありますが、私の目から

見た、センチまで寸法ははかりませんが、積雪

量まではかりませんが、外に排雪された、排土

板で押された雪を見ますと、私のところはきょ

うは歩かなくともあの朝の状態だとよかったん

じゃないかなと見ました。新庄市内でも東西南

北全部そのときの気象状況で積雪量というのは、

降雪量は違うわけで、それを的確に把握してい

かないと予算が間に合わないということも出か

ねない。これは自然現象ですからとめることは

できないんですけれども、私は何回も前にも申

し上げたんですが、有効にひとつ神経を使って、

適当な除雪であった、市民から喜ばれるような

排雪状況であったと言われるように努力してい

ただきたい。大変酷ですけれども、一生懸命こ

れから向かうんですが、一丸となってやってい

る姿はよく見るんですけれども、なおその上に

いろんな方法を講じながら予算を有効に使って

いただきたいということから、今冬、特別何か

今までと変わったような対策を講ずる予定があ

るかどうか、課長からその辺をお伺いしたいと

思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 議員おっしゃるとおり

でございます。非降雪期と変わらない、冬につ

いて市民の安全を守るということが最大の責務

だと思っています。その中で、昨年11月19日に

19センチほどの降雪がありまして、今年度の体

制としましてはそれを２週間早めて11月16日か

ら除雪の体制を整えております。また、昨年ま

では市で持っている機械の所有台数が17台でし

たけれども、２次補正とか更新の除雪機械を購

入させていただきまして、今19台ということで

２台増強になりました。今年度は特に、昨年も

今までもそうなんですけれども、市道ばかりじ

ゃなくて、強化路線といいますか、市道の中の

強化路線、工業団地とかバス路線とか、そうい

う強化路線をさらに強化していきたいと。また、

今回２台保有させてもらいました機械について

は、歩道関係が少し時間が遅いとか苦情があり

ましたので、その辺を業者に貸与して、その方

面の解消を図っていきたいと考えています。 

  きょうは16センチの降雪、昼の状況ではござ

いました。朝の２時半から３時50分までの間に、

市役所の裏、泉田、長坂の方に除雪センサーを

設置しております。その時間帯で出動命令が出

たのは北部地区と南部地区でございます。市街

地については10センチに満たなかったもんです
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から出動はしなかったんですけれども、今その

パトロールを市街地の方を重点的にやっており

ます。ことしは２台が増強なりましたし、業者

の方にお願いして全部で100台、機械台数を確

保して、市内の市道ばかりじゃなくて生活道路

に対応してまいりたいと。今後いろんな経費節

減に向けて、パトロールを強化しながら担当し

てまいりたいと思いますので、よろしく御理解

のほどお願いします。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 課長から今冬の除雪体

制について御説明をいただきましたが、少ない

財源の中から除雪費というのも生まれているわ

けで、私は有効的に使っていただきたい。大変

難しいんですけれども、なおかつ市民から苦情

がなるべく来ないようにという欲のいったよう

な要望になるんですけれども、新庄市をこれか

ら安定的な地域にしていくためには絶対これは

なくてはならない対策であろうと思います。 

  重機等をそろえまして、台数もふえまして、

体制は整ったということでありますけれども、

数の問題でなくて、どういうふうに仕上げれば

安全安心を与えながら一冬を過ごすことができ

るかなということになるわけです。機械的なセ

ンサーで察知するのもこれはいいんですけれど

も、私はやはり人間の目で見て、これを各地で

判定するのが一番ベターじゃないかなと日ごろ

考えています。機械の数が多ければ綿密な体制

のもとに出動ということになるんでしょうけれ

ども、２カ所、３カ所ではこれまた的確な数量

というものを把握することができないんじゃな

いかなと思っています。できるかできないかは

別として、私は各地域にそういう委託された人

がいて、時間を割いてもらって巡回してもらう。

市の職員のパトロールだけでは私は市内全般を

見るには不可能と思っていますので、そんな方

法もあろうかなと常に考えているところであり

ます。さっき申し上げましたとおり、一回に全

出動すれば莫大な金を費やしてしまうはずです

ので、バランスよく有効にするためにはそんな

方法もどうかなと御提案を申し上げたいと。前

にも申し上げたところでありますが、その辺は

まだなってない。 

  それから、パトロールには、要望になって何

かおかしいんですけれども、私はこれも前に申

し上げたんですが、除雪に関して、業者、運転

手によって随分差が出てくるんです。その辺も

よくパトロールの中で点検をしながら、直接除

雪センターに市民から電話なんか余り来ないよ

うにしていただきたいなと。私も雪の問題では

必ず地元の人間から「除雪が悪い」と私のとこ

ろに必ず来るんです、間違いなく。来たからと

いってすぐ私は電話するようなことはしません

けれども、状況を見ながら、全部回って見なが

ら、これはだめだなといったときにはお願いし

ますけれども、もう少し待てということで説得

しているんですけれども、余り苦情のない、ま

た冬が来たな、嫌だなという気持ちを起こさせ

ないように、なるべく御心配をいただきたいと

お願いを申し上げたいと思います。 

  そんなことで、質問にはならなかったような

んですが、降雪期を迎えてよろしくお願い申し

上げて、質問を終わりたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） 16ページの総務費１項

の11目と14目に関連しまして、右側の方を見ま

すと市民生活対策費と下段の市民相談費、これ

に関連してくるのかなと思うわけですけれども、

実はこの前、報道関係で財政破綻の報道がまた

ぶり返してあったわけです。その中において、

せっかく新庄市では我々も聞いているとおり、

財政、「第二の夕張」なんて言われてからいろ

いろ計画して一生懸命みんな一丸となってこの
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あれから抜け出す、一歩抜け出るような感じで

来ていると私も自覚しているし、聞いているん

ですけれども、ただ、報道関係についてはいろ

んな報道がありまして、ＮＨＫのニュースでは

「第二の夕張市」「夕張の次の破綻は新庄市」

なんていうことを言ってないんですけれども、

ただ、インターネット関係でもいろいろな情報

がありまして、報知新聞ですか、それもそんな

極端なことは言ってないんです。ところが、イ

ンターネットではだれでも投書できるというか、

勝手なことを言い放題みたいな感じのやつもあ

るわけです、「２ちゃんねる」という。その中

ではまさしくあれですよ、次は新庄市がいかに

も破綻するようなことが書かれているわけです。

「第二の夕張市」なんて大きい字があって、そ

の下に山形県新庄市が大きく書かれている。そ

の後に福島とか、いろんなものが細かく出てい

るんですけれども、いかにもそれを見ると次は

新庄市が破綻するのかなという報道が出ている

わけです、見てびっくりしたんですけれども。 

  実は、私は最近12月に東京に出張する機会が

ありまして、山形県の新庄市出身の方々といろ

いろ話す機会がありました。そのときには、み

んな一生懸命になって、財政から第二の夕張市

なんて言われましたけれども、確実に着実に解

決するような方向でやっていて、先が明るい方

向に行っているんだよと説明して帰ってきたら

電話が来たわけですよ。「おまえ、どの顔下げ

て市会議員なんかやっているんだ。やめろは、

うそつき野郎」ということで、１人が言うなら

いいんだけれども、４人ぐらいからかかってき

たんです。何でかなと思って調べてみたら、み

んなは報道を全部見るわけじゃないんですよね、

ＮＨＫのニュースだって、報知新聞関係のイン

ターネットだって。ところが、だれかの話が回

りから聞こえてくると、「おれも見た」「おれも

見た」「おれも見た」と言うと完全にそのよう

な方向で行ってしまうわけです。 

  これは何が起因しているかなと私は思ったわ

けです。新庄市に帰ってきて、市役所の方々に

も事務局にも手伝ってもらってインターネット

を調べてみました。ところが、その２ちゃんね

るには入れないんですね、市は。だから情報も

知らないわけよ、ロックかかるわけです。入っ

ていけない。情報もわからない。そういうこと

が今現実にこの市役所の中であるわけです。私

が提案するのは、こういったものが出回ると非

常にやりにくくもなるし、せっかくやっている

ものが報われないような状況になる。議員の

方々だってみんな一生懸命やって、受けようと

思ってやっているわけですけれども、そういう

報道が流れますと、みんなが悪者になってしま

うわけです、一生懸命やっている職員だってそ

うだし。 

  これを解決するには何かなと考えてみました

ら、今情報の時代だから、市役所はそういう誤

報道が流れている場合にはいち早く察知して、

新庄市のホームページに「そういう報道が流れ

ていますけれども、これは事実じゃありませ

ん」とか、あるいは「今、着実にこういうふう

にやっていますから、あの報道は違いますよ」

とか、そういったものをいち早く新庄市のホー

ムページに載せてあげれば、そのぐらい見る人

はいろんな詳しいものも見ているんです。当然

新庄市のホームページも真っ先に見ているんで

す。だから、もしそういうふうになれば、その

人だって、あるいは市役所に電話かけてよこし

たってわかるわけですよ。ところが、その情報

を全然市役所がつかんでないもんだから、話だ

けが先走りして、だから観光面でも非常に損し

ていると思いますよ、そういうことでは。 

  そういったことで、対策として私が考えるに

は、朝まず出てきたら、新庄市役所の総務課で

もどこでもいいんですけれども、市長にすぐ報

告できるような位置で一番かなめのところの一

つだけはあらゆる情報を察知できる、あるいは
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出てきたらその担当者を決めて、世の中にどう

いう情報が今出ているのかということを把握し

て、そして指示を仰ぐとか報告をするとかやっ

ておけば、こういうこともおさまってくるんじ

ゃないかなと思われますので、ぜひともその辺

のところ何とか考えていただけませんかという

ことで、だれに質問すればいいでしょうか、総

務課長にお願いしますか、まず。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 実態としては星川議員おっし

ゃるとおりであります。あらゆるものにアクセ

スできるようなシステムになっていませんので、

ただ、どの程度の情報収集をするか、手間とか、

そういったことも含めた効果の問題だと思うん

ですけれども、今例に挙げられました２ちゃん

ねるの問題ですと、私の考えでは今のところあ

れを全部チェックしようとは正直なところ考え

ていません。あれにはいろんな形、誹謗中傷を

含めていろんなものがしょっちゅう出ています

けれども、あれをまともに相手にしなくてもい

いのかなという気持ちでおります。ただ、全体

的に新庄市のことがどこでどんな報道がされて

いるとか情報が流れているということは極力把

握するように努めなければならないと思います

ので、それに向けては検討させていただきたい

と思います。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） 今の情報を全部つかむ

なんていうのは大変なことはわかりますよ。で

も、市長は各町内会とか、いろんなことで懇談

会をやっているわけです。たまにそういうのが

出てくることがこれから恐らくあると思います。

そういうことをやっていれば即答できるわけで

すよ。市民の考えていることもそうですし、そ

ういった不安というか、すぐ解消できるわけで

す。すぐすぐはできないとしても、これは今ど

この世界でも企業でもそうですし、相当な情報

については、今情報の時代ですから、すべて、

農業もそうですけれども、全部情報の時代で、

恐らく経費の中の相当数を情報にかけているわ

けですよ。だから、市役所でも今言ったように

市民懇談会でも何でも必要ですし、情報をきち

っとつかんでおかないと、とんでもない方向に

なる。そして、出始めたときに押さえれば簡単

に済むものが、みんながその情報でもって悪者

になってしまう、事実でない悪者になってしま

うということがありますから、多くは話しませ

んけれども、ひとつ前向きの話として、市長、

そういったことも念頭に入れて、これから情報

の時代であるということを念頭に入れて、そう

いったものをだれか１人、朝出てきたら、全部

情報をつかまなくてもいいですから、そういう

のは目立ちますから、新庄市のやつだけどうい

うあれになっているかということを簡単につか

んでおけば、こういったものが発生したときに

はすぐホームページに載せるとか、そういった

方向で考えていただけませんか。市長、お願い

します。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 御指摘の点はいろいろ検討させて

いただきたいと思いますが、過剰反応すること

の方がよくないと思っております。２ちゃんね

るでこう書いてあったという反論をするという

ことは、逆に炎上させられるということで、２

ちゃんねるは２ちゃんねるの世界がありますの

で、それは匿名世界です。匿名世界に対して反

応するということは極力避けていきたいと思っ

ております。しかし、提案されたようなことに

ついての情報収集には心がけてまいりたいと思

います。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） 過剰反応するのは確か
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にまずいと思います。それはわかります。しか

しながら、私もいろんな方々からそういうこと

を議員の立場で提案してくれということも言わ

れましたし、市長からもいろんな角度でそうい

ったものに過剰反応しない程度に情報はつかん

でいくというお答えをいただきましたので、こ

れで終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 29ページの非常備消防

費の中で、今回防災行政ネットワークバッテリ

ーの取替工事負担金と載っているんですが、こ

れは防災無線関係のバッテリーの寿命が来たの

で交換すると私なりに思っているんですが、そ

の辺教えてもらいたいと思います。 

  それからもう一つは、25ページ、商工費の中

の観光費で観光振興対策事業費が537万9,000円

の減額補正で、26ページの最上広域分担金の最

上広域交流センター費と同じ数字になっている

んですが、具体的に観光振興対策事業費が537

万9,000円減額なった理由と、これが減額なっ

たために、当初観光振興に必要と思って予算計

上したものがこれだけ減額なったことによって

事業を展開することに対して何らかの支障がこ

れからあるのかないのか、あったのか、まずそ

の辺からひとつお願いします。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 防災行政ネットワークバッ

テリーの交換につきましては、環境課の２階に

本体が設置されてあります。いざ災害というと

きに国・県からいろんな情報が入ってくるシス

テムでございます。市の庁舎、上下水道庁舎も

含めて８台の子機があります。そのほかに携帯

用としてショルダー型のやつで、市外に出て職

員が情報収集するやつが16台ございます。それ

らのネットワークのバッテリー交換ですが、耐

用年数がほぼ８年で平成14年に設置しています

ので、来年で寿命が来そうだということです。

ことしのうちに取りかえたいということなんで

すが、災害の際は停電になる可能性が非常に多

いわけでして、停電になった場合に自動的に電

源が入るというバッテリー装置で、間断なく災

害の情報を傍受できる、情報を入れられるとい

うシステムで、今回12万6,650円の県に対する

交換の負担金になります。以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 観光振興対策事業費の△

537万9,000円は、最上広域交流センター費537

万9,000円の減額とイコールでございます。こ

れにつきましては市町村の分担金でございます

けれども、大蔵村の交付税算入額が見込みより

も増額となったということで、ほかの７市町村

分が減額になったということでございます。 

  以上でございます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今、商工観光課長から

御答弁もらったんですが、ただ、この字句だけ

見ると観光振興とうたっているわけです。これ

だけ見ると、今、大蔵村の交付税、確かに大蔵

村に入ってきて、そしてトンネルして、そうい

うことを私なりにも覚えていますが、この表記

ですか、書き方がこれだけ見れば観光振興対策

事業費、観光のために何か対策やるための金だ

わけよ、これだけ見ると。そして後ろに行くと

今度は広域交流センター費、これがそういうわ

けであって、余計入ってきたからこれは要らな

くなったのだと。この字句の表記、これをわか

りやすくすることはできないもんだか。 

  それから、環境課長から、自分なりに思った

ことと同じだなと思ってお聞きしておったんで

すが、今回はバッテリーの交換なんですが、新

庄市のあらゆる施設なり建物の中で、消火器、
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初期消防、初期の消火が大事だということで、

これもかなりあると思うんです、今回はバッテ

リーなんですが。それもよく新聞やテレビで

「爆発した」と、本来火を消す役割を果たす器

具が逆に火災を発生させたり、人身事故につな

がっているわけよ、消火器が。今回はバッテリ

ーだけれども、そういうこともこれから市のあ

らゆる施設の消火器というものを、恐らく点検

整備はやっていると思うんですが、そういうこ

とも十分やって、これはすぐなんですが、その

ほかに、防災無線もなるべく早く正確な情報な

り、そういうことを伝えたり伝えてもらったり

するためにこの機器というのはあるわけで、そ

ういう意味から考えれば各家庭でも消火器とい

うのはいっぱいあるわけ。それが爆発したとか

なんとかとなってきている事態がずっと報道さ

れているときに、家庭に対して何らかの、古い

消火器はこうなっておりますから交換とか、か

つて農家で使っているビニールも１カ所に集め

てやったらどうですかと、ここで私はかなり前、

提言というか、提案したことがございます。今、

農協さんあたりが中心になってやっておられる

んですが、この消火器についても何か各家庭に

関心を持ってもらえるようなことを、市が主体

でやるだけでなくても、例えば地域消防とか業

者さんですか、新庄では業者が余りなくて、特

殊なもんだから、そういう方々と語って、１年

に１回なり２回なり集中的に持ってきてもらう

とか、そういう手だてを講ずる必要があるんで

ないかなと、テレビ、新聞を見るたびに思うん

ですが、その辺、市民の生命と財産を守る立場

の環境課長としてどういうお考えを持っている

のか、その辺一つお聞きします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ゆめりあにつきましては

新庄駅との合築施設ということで、観光事業の

一翼を担っているということも一部ございます。

ただ、議員おっしゃるとおり、予算書の表記の

仕方がわかりにくいということでありますので、

今後財政当局とも話ししまして、この表記の仕

方をわかりやすいように改善してまいりたいと

思います。以上です。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 予防消防というのは大変大

切だということで消火器があるわけでございま

す。市役所管理の消火器については、各課が責

任を持って、ラベルが張ってありますので、い

つまでの有効期限ですよということも含めて、

それについては各課で責任ある立場でやってい

ただきたいと考えております。 

  なお、一般市民の方にも消火器がいっぱいあ

るわけでございます。最近、全国的にも爆発し

てけがをしたとか、下手すると命にかかわると

いう状況もあります。実は、使えなくなった消

火器はごみになります。処理困難物というごみ

処理の方法で難しい言葉を使っておりますが、

なかなか処理が難しいということで、それを引

き取る業者は新庄市には直接はございません。

中継できる業者は防災業者３社ございます。さ

っきビニールの回収ですか、大変貴重な意見を

いただきましたが、今のところは新庄市内でそ

れを直接拠点回収的に引き取れる業者がいませ

んので、中継する業者を近々市報などで御紹介

したいと思います。 

  なお、ある一業者がそれを処理できる認定を

近々やりたいと構えていらっしゃるという話も

聞いておりますので、もしそういった次元にな

りましたら拠点回収も含めて業者とか消防団と

協議していきたいと考えております。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第84号平成21年度新庄市一般会計補正予

算（第８号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１４議案第８５号平成２１

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第14議案第85号平成21年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第85号平成21年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１５議案第８６号平成２１

年度新庄市交通災害共済事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第15議案第86号平成21年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第86号平成21年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第86号は原案のとおり可決されました。 
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日程第１６議案第８７号平成２１

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第16議案第87号平成21年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 51ページの７の借換債、

53ページの３で借りかえ、支出ですけれども、

この借りかえによる効果はどのぐらいなのかと

いうことと、公的資金の借りかえがなぜできる

のかということと、現在の利率、借りる場合の

利率より高い利息で借りている借金について、

なるべく借りかえできるように要望できないか

お聞きします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 借りかえでございます

が、19年度、20年度、21年度の３カ年計画で、

国の利率の高い起債、５％以上でありますが、

これらは地方公共団体が財政運営を行う上で非

常に圧迫なっている、財政的な負担になってい

るということが国で取り上げられて、５％以上

の高利率の起債について借りかえを19年度の閣

議で決定しております。そういった関係で19年

度から今年度まで３カ年で５％以上の起債につ

いて借りかえあるいは繰り上げ償還を認めたと

いう経緯がございます。それにのっとって今回

３年目ということで、借りかえを今回行うとい

うことで、公共下水道事業についても３億円を

超す借りかえを行うということで、ここに計上

させていただきました。 

  今回対象となる起債は４本ございまして、い

ずれも５％以上、5.5、5.5、6.2、6.6％の起債

でございます。残年数がいずれも10年以上あり

まして、10年、11年、12年が２本ということで、

これらを合わせましてこの金額になります。 

  なお、効果額としては、仮に借りかえ、これ

から借換債がどの程度の利率になるのかは相手

先との協議になります。ただ、近年の利率の推

移を見ますと1.5％前後で借りられるのではな

いかということで、1.5％ほどにしますと年間

1,500万円ぐらいの効果があるということで、

全体的には利子額は全部で9,700万円です。し

たがって、利率だけを考えますと9,700万円の

利子が軽減できるということで、これが効果額

になろうかなと思います。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今後も５％以下のもの

もありますし、現在の利率は1.5％ぐらいとい

うことですので、これよりも高いものの借りか

えができるよう要望できないでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 私どもとしてはその５ 

 ％未満のやつも借りかえをしたいわけでありま

すが、国の制度としては借りかえが今のところ

はできません。できるような仕組みになってい

ませんので、現在の５％未満はそのまま今後も

継続されますが、より低い利率のものに借りか

えられるように今後とも要望してまいりたいと

思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第87号平成21年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第87号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１７議案第８８号平成２１

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第17議案第88号平成21年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 58ページの３、一般会

計繰入金、59ページの２、繰り上げ償還という

ことで、一般会計から入れて繰り上げ償還する

ということですが、これも先ほどと同じかもし

れませんが、なぜということと、効果は、お願

いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 なぜということについ

ては、先ほどお答えしましたので、先ほどと同

じです。効果については、この起債は１本だけ

でありまして、利率は5.5％、起債の償還残年

数は12年であります。借りかえじゃなくて繰り

上げ償還ですので、借りかえは行いません。効

果額は、全体で667万3,000円の効果が期待でき

ます。以上です。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第88号平成21年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第88号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１８議案第８９号平成２１

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第18議案第89号平成21年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり
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ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第89号平成21年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第89号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１９議案第９０号平成２１

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第19議案第90号平成21年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第90号平成21年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第90号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２０議案第９１号平成２１

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第20議案第91号平成21年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第91号平成21年度新庄市水道事業会計補
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正予算（第２号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第91号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後１時４８分 休憩 

     午後１時５５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 御苦労さまでございま

す。それでは議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  本日午後１時49分から議員協議会室において

議会運営委員７名出席のもと、議会事務局職員

の出席を求めて議会運営委員会を開催し、本日

の本会議における議事日程の追加についての協

議をいたしたところであります。 

  協議の結果、各常任委員会から提出されまし

た議会案第11号平成22年度予算編成のあり方に

対する意見書の提出について、議会案第12号認

可外保育所に対する助成金充実を求める要望書

の提出について、議会案第13号新庄市認証保育

所に対する助成金充実を求める要望書の提出に

ついて、議会案第14号真に必要とする高速自動

車国道等の整備促進と必要な財源確保を求める

意見書の提出について及び議会案第15号農山村

の多面的機能を維持する施策の推進を求める意

見書の提出について……。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

金 利寛議会運営委員長 大変失礼しました。 

  議会案第14号農山村の多面的機能を維持する

施策の推進を求める意見書の提出について、議

会案第15号真に必要とする高速自動車国道等の

整備促進と必要な財源確保を求める意見書の提

出についての計５件の議会案を本日の議事日程

に追加していただくことにいたしました。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げて、議会運営委員会

における協議の経過と結果についての御報告と

いたします。よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議会案５件を本日の議事日程に追加

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案５件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため10分間休憩

いたします。 

 

     午後１時５９分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２１議会案第１１号平成２

２年度予算編成のあり方に対する

意見書の提出について 
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平向岩雄議長 それでは追加日程に入ります。 

  日程第21議会案第11号平成22年度予算編成の

あり方に対する意見書の提出についてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 議案第11号平成22年度

予算編成のあり方に対する意見書の提出につい

て。上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条

第２項の規定により提出します。平成21年12月

15日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、新

庄市議会総務常任委員会委員長小野周一。 

  別紙。 

  平成22年度予算編成のあり方に対する意見書。 

  行政刷新会議は、国民の視点から国の予算、

制度等を刷新するとともに、国、地方公共団体

及び民間の在り方について見直すことを目的に

設置され、平成22年度予算概算要求について事

業仕分けの作業を行いました。 

  その事業仕分けの作業結果は、多くの事業が

無駄とされ「廃止」や「予算の見直し」などの

結論が示されています。 

  その中には、道路整備事業の予算見直しなど

地方に暮らすものの生活に重大な影響を及ぼす

もののほか、本市の基幹産業である農業分野に

おいては、農業共済事務費負担金、また、農

地・水・環境保全対策の強い農業づくり交付金

の予算縮減、さらに森林・林業・木材産業づく

り交付金の廃止などが含まれており、地方の実

情に対する理解が十分得られているとは考えら

れません。 

  また、地方交付税交付金についても事業仕分

けの対象とされ、抜本的な見直しが結論づけら

れたところでありますが、現在、地方自治体は

三位一体改革による地方交付税の大幅削減に加

え、景気後退による地方交付税の減収など厳し

い財政運営を強いられており、この状況を考え

れば地方交付税の持つ財源調整機能・財源保障

機能の両面からの復元・強化を基本に見直すべ

きであります。 

  今回の事業仕分け作業の結果を受け、行政刷

新会議において事業の廃止や予算見直しの方針

が示されることになりますが、このことによっ

て本市の将来の発展に多大な影響が及ぶことが

懸念されます。 

  よって、国における平成22年度予算編成にお

いては地方の実情を理解し、下記の事項につい

て十分配慮されるよう強く要望するものであり

ます。 

記 

１ 平成22年度予算編成においては、事業仕分け

作業の結果による一方的な判断で事業の廃止や

予算の見直しを行わず、地方の意見を十分に踏

まえること。 

２ 現在の厳しい経済状況や地方自治体の財政状

況に鑑み、地方交付税の地域間格差是正機能を

復元し、地域の実情に応じた施策展開のための

財政需要を適切に積み上げるなど、これまで削

減されてきた地方交付税を増額すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  衆議院議員議長宛、参議院議長宛、内閣総理

大臣宛、国家戦略担当大臣宛、総務大臣宛、財

務大臣宛、行政刷新担当大臣宛。 

  以上であります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第11号は、

総務常任委員会提出の議案でありますので、会

議規則第37条第２項の規定により直ちに審議に

入ります。 

  議会案第11号平成22年度予算編成のあり方に

対する意見書の提出について、質疑ありません

か。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第11号平成22年度予算編成のあり方に

対する意見書の提出については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第11号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議会案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第22議会案第12号認可外保育

所に対する助成金充実を求める意見書の提出に

ついて及び日程第23議会案第13号新庄市認証保

育所に対する助成金充実を求める要望書の提出

についてを一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 私から、関連があ

りますので議会案第12号と第13号を一括といた

します。 

  初めに、議会案第12号認可外保育所に対する

助成金充実を求める意見書の提出について。上

記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第２

項の規定により提出します。平成21年12月15日。

新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議

会文教厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙。 

  認可外保育所に対する助成金充実を求める意

見書。 

  山形県では、平成21年度山形県認可外保育施

設乳児受入支援事業費補助金交付要綱に基づき、

市町村が認めた認可外保育施設が施設運営や児

童の健康診断、職員研修等を実施する場合に、

市町村に対して補助金を交付しています。また、

新庄市は新庄市認可外保育施設乳幼児育成支援

事業費補助金交付規程に基づき認可外保育施設

に対して県の補助金と合わせて補助金を交付し

ています。 

  今後、少子化の進展、育児休暇制度の変遷に

より、補助要件に合致するような児童数が確保

できるのか、また、加算補助要件のために保育

時間を延長することができるのか、施設運営へ

の影響が懸念されます。 

  また、認可外保育施設では、地域の保育需要

に応えるため、認可保育所と同様に、保育環境

の整備、保育水準の向上を図ってきました。し

かし、認可外保育施設に対する補助金は、一施

設当たり年間百数十万円であり、施設運営費の

総額から見ても、認可保育施設と比較して非常

に少額です。認可外保育所は全ての運営費を保

育料で賄いますが、昨今の経済状況では保育料

の値上げは困難であり、厳しい経営状況にあり

ます。 

  つきましては、認可外保育施設における保育

環境の整備、保育水準の向上のため、山形県に

おかれては、山形県認可外保育施設乳児受入支

援事業費補助金交付要綱における加算補助要件

の改善を強く要望いたします。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、山形県知事宛。 

  続きまして、議会案第13号新庄市認証保育所
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に対する助成金充実を求める要望書の提出につ

いて。上記の議案を別紙のとおり、議会規則第

14条第２項の規定により提出します。平成21年

12月15日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出

者、新庄市議会文教厚生常任委員会委員長沼澤

恵一。 

  別紙。 

  新庄市認証保育所に対する助成金充実を求め

る要望書。 

  新庄市は、平成16年から認可外保育所を独自

に認証する新庄市認証保育所制度を始めました。

この度、山形県の補助金交付要綱、新庄市の補

助金交付規程の改正により、補助要件が見直さ

れ、基本補助における保育する児童数、加算補

助における時間設定の部分等について、その要

件が厳格化され、さらに特例補助が廃止されま

した。 

  今後、少子化の進展、育児休暇制度の変遷に

より、補助要件に合致するような児童数が確保

できるのか、また、加算補助要件のために保育

時間を延長することができるのか、施設運営へ

の影響が懸念されます。 

  また、新庄市認証保育所では、地域の保育需

要に答えるため、認可保育所と同様に保育環境

の整備、保育水準の向上を図ってきました。し

かし、新庄市認証保育所に対する補助金は、一

施設当たり年間百数十万円であり、施設運営費

の総額から見ても、認可保育施設と比較して非

常に少額です。認可外保育所は全ての運営費を

保育料で賄いますが、昨今の経済状況では保育

料の値上げは困難であり、厳しい経済状況にあ

ります。 

  新庄市認証保育所における保育環境の整備、

保育水準の向上及び安定した施設運営が行われ

るよう下記事項を強く要望します。 

記 

１．新庄市認可外保育施設乳幼児育成支援事業費

補助金交付規程に０歳児が入所していない場合

でも補助金の交付が受けられるよう、特例補助

を設けること。 

２．新庄市認証保育所制度に対する助成金を充実

すること。 

  提出先、新庄市長宛。 

  以上でございます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第12号及び議会案第13号については、文教厚生

常任委員会提出の議案でありますので、会議規

則第37条第２項の規定により直ちに審議に入り

ます。 

  初めに、議会案第12号認可外保育所に対する

助成金充実を求める意見書の提出について、質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第12号認可外保育所に対する助成金充

実を求める意見書の提出については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第12号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議会案第13号新庄市認証保育所に対す

る助成金充実を求める要望書の提出について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第13号新庄市認証保育所に対する助成

金充実を求める要望書の提出については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議会案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第24議会案第14号農山村の多

面的機能を維持する施策の推進を求める意見書

の提出について及び日程第25議会案第15号真に

必要とする高速自動車国道等の整備促進と必要

な財源確保を求める意見書の提出についてを一

括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 それでは提案させ

ていただきます。 

  議会案第14号農山村の多面的機能を維持する

施策の推進を求める意見書の提出について。上

記の議案を別紙のとおり、議会規則第14条第２

項の規定により提出します。平成21年12月15

日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄

市議会産業建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  別紙。 

  農山村の多面的機能を維持する施策の推進を

求める意見書。 

  我が国の農山村は安心・安全な食料を供給す

るだけでなく、豊かな自然環境、美しい景観、

きれいな空気と水を生み出すなど、多面的な機

能を発揮しています。 

  しかしながら、こうした地域においては、高

齢化の進行、担い手や就業機会の不足、生活環

境の整備の遅れなどにより、耕作放棄の深刻化

などが顕著になっています。このまま放置すれ

ば、農山村の多面的機能が失われ国民すべてに

とって大きな損失が生じることが強く懸念され

ています。 

  よって、国においては、農山村の多面的機能

を維持・向上させるために以下の施策の推進を

図られることを強く求めます。 

記 

１ 条件が不利な状況にある中山間地域における

農業生産の維持を図り、農山村の多面的機能を

確保するため「中山間地域等直接支払制度」を

充実・強化すること。 

２ 中山間地域の住民生活に大きな影響を及ぼす

有害鳥獣の被害を解消するため、捕獲体制の強

化、被害防除、生活環境管理などの対策を強化

すること。 

３ 木材の利用を拡大するとともに、健全な森林

の整備保全をすすめて「美しい森林（もり）づ

くり」を展開するため必要な財源を確保するこ

と。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、国家戦略担当大臣宛、農林水産大

臣宛、環境大臣宛、財務大臣宛、内閣官房長官

宛。 

  続いて、議会案第15号真に必要とする高速自

動車国道等の整備促進と必要な財源確保を求め

る意見書の提出について。上記の議案を別紙の
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とおり、会議規則第14条第２項の規定により提

出します。平成21年12月15日。新庄市議会議長

平向岩雄殿。提出者、新庄市議会産業建設常任

委員会委員長遠藤敏信。 

  別紙。 

  真に必要とする高速自動車国道等の整備促進

と必要な財源確保を求める意見書。 

  国土の均衡ある発展を図り、個性ある活力に

満ちた地域社会を形成していくためには、高速

交通体系の整備が必要不可欠であり、これから

の着実な整備に期待を寄せてきたところです。 

  しかしながら、来年度予算の概算要求におけ

る、道路整備については「原則新規時事業は行

わない」とされたほか、暫定税率の廃止などに

より、道路整備の財源が十分に確保できなくな

ることが懸念されている。また、政権交代後、

国土開発幹線自動車道建設会議の廃止や事業評

価指標の見直しが表明されているものの、それ

に代わる新たな仕組みはいまだ明確にされてお

らず、高速道路の整備が遅れている地域では、

整備が進んでいる地域と格差拡大により、地方

の自立と発展を停滞させることが危惧されます。 

  また、高速道路はネットワーク化されてはじ

めて、救急医療施設への搬送時間の短縮、災害

時の緊急輸送ルートの確保、観光の振興など本

来の効果を発揮するものです。 

  本市においては、特に東北中央自動車道及び

石巻酒田間県北横断道のネットワーク化により、

産業の活性化などが期待されるにも関わらず、

現状は各所において寸断されていることから、

早急な整備が強く望まれています。 

  よって、国においては、地方が真に必要とす

る高速道路ネットワークの必要性を十分認識さ

れ、下記の事項を実現されるよう強く要望しま

す。 

記 

１．国土開発幹線自動車道建設会議にかわる、地

方の声が十分に反映される新たな仕組みを早急

に設けること。 

２．高速道路を無料化、暫定税率を廃止した場合

でも、真に必要な道路の整備のための財源を十

分確保し、着実に整備を進めること。 

３．整備の優先順位は、経済的な費用対効果のみ

で決定することなく、救命率向上など「命の

道」としての役割やミッシングリンクの結合に

よる効果など地域の実情を十分に考慮すること。 

４．現在事業中の区間については、整備のスピー

ドを遅らせることなく計画どおり着実に整備を

進めるとともに、早期のネットワーク化を図る

こと。特に、間近に迫った東北中央自動車道の

一部「新庄北道路」の供用は、市街地を通る県

道へと接続されるため、その先、「国道13号泉

田道路」の早期整備による国道としてのリンク

を完成させること。 

５．県北横断道の一部である「新庄古口道路」に

ついては、真に必要とされる道路として、引き

続き着実に整備すること。併せて、候補道路と

なっている「石巻新庄道路」は、日本海と太平

洋を最短で結び、地域の雇用の拡大につなげる

社会資本として、早期に整備を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、国家戦略担当大臣宛、総務大臣

宛、財務大臣宛、国土交通大臣宛。 

  以上であります。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第14号及び議会案第15号については、産業建設

常任委員会提出の議会案でありますので、会議

規則第37条第２項の規定により直ちに審議に入

ります。 

  初めに、議会案第14号農山村の多面的機能を

維持する施策の推進を求める意見書の提出につ

いて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第14号農山村の多面的機能を維持する

施策の推進を求める意見書の提出については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第14号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議会案第15号真に必要とする高速自動

車国道等の整備促進と必要な財源確保を求める

意見書の提出について、質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず一つは、暫定税率

の廃止ということが重要なようですが、なぜ暫

定税率の廃止が出ていると御認識なさっている

でしょうか。 

  このもともとの要望といいますか、だれから

要望があってこのような案が出てきたのかとい

うこと。 

  三つ目ですけれども、ミッシングリンクとい

うのはどういう意味なのか、お願いします。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 暫定税率の廃止と

いうことについては、政権が交代し、暫定税率

を廃止するという方向性が明示されているとい

うことを受けての表現であります。 

  だれから出ているかということですけれども、

当地域にとって今工事中の高速道路網が中止に

追い込まれるなどということがあってはならな

いということから、議長から検討していただけ

ないかという提案を受けまして、常任委員会で

協議しました。 

  ミッシングリンクということですけれども、

非常に難しい言葉なんですけれども、つながっ

ていない部分ということで解釈していただきた

いと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） なぜ現在の政権が暫定

税率の廃止を出してきたのかについての御認識

というか、どうなんでしょうか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 私に問われても非

常に困ります。私もなぜそういうことを言って

いるのか問いただしたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 道路特定財源というの

がありまして、このお金が今まで高速道路をず

っとつくり続けるための財源としてかなり確保

されてきておりまして、それがずっとどこまで

行っても高速道路をつくり続けるということに

つながっているというか、そういうことで、こ

れは見直さなきゃいけないということで、暫定

税率の廃止ということで、高速道路をずっとつ

くり続けるというあり方は見直すべきだという

ことで私は出している、これそのものはいいの

ではないかと思うわけです。 

  そういう意味で、これを廃止した場合、名前

を変えてでもこのぐらいのお金を確保すべきだ

という内容が特に記の２に出ているように思い

ます。国の財政が800何十兆円と何度も聞かさ

れて、さらにことしも50何兆円の国債というこ

とで、国の財政が破綻するんじゃないかと言わ

れているぐらい大変な状況になっている中で、
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これは高速道路をつくるために残すべきではな

い、もう少しそこを縮減して、国の財政再建や、

そのほかの福祉、教育など不足している部分に

充てていくように考え直すべきだと、これは一

定程度国民の理解といいますか、共通認識にな

っているところがあったのではないかなと思う

んです。その点についてどう考えておられるか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 そういう一つの議

論としての意見があろうかと思いますけれども、

私たちの場合、今、高規格道路ということで建

設途中であります。これが完成を見ないでその

ままで終わってしまうというのであれば、今ま

でつぎ込んできたことがむだになるし、無用の

長物になりかねない。そういうつながっていな

い部分、全体が完成していない部分、欠けてい

る部分をつなげるということを継続してやって

いただきたいということの要望、意見書ですの

で、佐藤議員の御高説は賜りましたが、産業建

設常任委員会ではそういう結論に達したところ

であります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第15号真に必要とする高速自動車国道

等の整備促進と必要な財源確保を求める意見書

の提出については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議会案第15号については、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

会案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 ここで市長よりごあいさつがござ

います。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 12月議会の慎重審議、まことにあ

りがとうございました。 

  議会中ではありましたが、さきに国交省の方

に要望活動をさせていただきました。要望活動

の仕組みが変わったわけですけれども、その席

上、民主党の副幹事長から国に対する要望の８

割が道路に関することだというお話を聞いてき

たところであります。その後、政務官との懇談

の中で、私が日ごろ感じていること、地域経済

の発展のため、あるいは農産物の新鮮な供給の

ためにぜひ道路が必要であると、また、つなが

らない道路であっては、企業誘致、経済の発展

にも非常に状況は苦しいと、東北自動車道にだ

けなぜ企業団地が張りつくのか、やはり道路が

つながってないということ、普通につながって

こそ高速道路であるというお願いをしてきたと

ころであります。特に新庄泉田道路につきまし

ては、今後、来年度、北道路が完成しますと市

内の混雑も大変予想されるということを訴えて

きたところであります。 
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  今回、大変大きな政権交代ということで、私

たちが今まで考えていたようなことではない状

況が生まれようとしております。「無血革命」

などという言葉も使われておりますが、命が変

わるぐらいのすごいものだなと。これまでの常

識あるいは考えが通じないというところまで来

るのかもしれないと、そういう予想のもとに今

後の行政対応もしていかなければならないと思

っております。 

  今回の議案の中では、電算化システムの導入

あるいは保育所の民営化、さらには指定管理者

制度、来年度に向けたさまざまな議案等につい

て御審議いただき、御可決いただきまして、あ

りがとうございました。 

  この事態におきましても、これまでの行政の

運営方法が変わる新たな手法あるいは電算の導

入などという大きな社会のうねりが来ているの

ではないかと私自身も思っているところであり

ます。政権交代で先行き不透明な国の予算状況

ではありますが、市民の安心安全のために万全

を尽くしてまいりたいと思います。 

  12月議会の最終日に合わせたように雪が来ま

したが、新年を迎えるに当たりまして、市民の

不安を払拭するような形で除雪体制にも全力を

尽くしてまいりたいと思います。 

  ぜひよいお年を迎えられることをお祈り申し

上げまして、12月議会の御礼の言葉とさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

平向岩雄議長 以上をもちまして平成21年12月定

例会の日程をすべて終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時４４分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  今 田 雄 三 

 

    〃    〃   沼 澤 恵 一 




